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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第40回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年１月１９日（月）１３：３０～１５：１５ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 田中 知   原子力規制委員会 委員 

原子力規制庁  

 大村 哲臣  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 石井 康彦  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 長谷川 清光 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 竹内 淳   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 伊藤 博邦  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 田尻 知之  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 葛西 邦生  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 耕太  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 福島 操   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 山村 修   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 小川 明彦  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 津金 秀樹  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 三浦 宏   放射性防護グループ 原子力災害対策・核物質防護課 

火災対策室 室長 

 土野 進   技術基盤グループ 安全技術管理官（システム安全）付 

技術参与 

 石橋 隆   技術基盤グループ 安全技術管理官（システム安全）付 
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技術参与 

 久保田 和雄 技術基盤グループ 安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

主任技術研究調査官 

 高梨 光博  技術基盤グループ 安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

技術研究調査官 

日本原燃株式会社 

青柳 春樹  執行役員 再処理事業部担任（安全） 

越智 英治  理事 再処理事業部 エンジニアリングセンター長 

 石原 紀之  東京支社 技術部 課長 

 有澤 潤   再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

再処理規制対応グループリーダー 

 豊川 亨   再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

再処理規制対応グループ 主任 

 平 正晴   再処理事業部 エンジニアリングセンター 設計部 

         プロセス・機器グループ 副長 

 千田 裕二  再処理事業部 エンジニアリングセンター 設計部 

         プロセス・機器グループ 主任 

渡邊 夏子  再処理事業部 エンジニアリングセンター 設計部 

安全解析グループ 主任 

 田中 克幸  再処理事業部 エンジニアリングセンター 設計部 

 大柿 一史  安全本部 安全技術部長 

 三浦 進   再処理事業部 化学処理施設部 脱硝課 課長 

 中屋敷 浩  再処理事業部 化学処理施設部 脱硝課 副長 

 星 由英   再処理事業部 放射線管理部 放射線管理課 副長 

 瀬川 智史  再処理事業部 安全本部 安全技術部 安全技術グループ 主任 

 田端 寿文  再処理事業部 安全管理部 作業安全課 主任 

 

４．議題 

 （１）日本原燃(株) 再処理施設の新規制基準に対する適合性について 

（２）その他 
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５．配付資料 

 資料１ 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】 

第五条：葛西等による損傷の防止 

 資料２ 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】 

     第九条：外部からの衝撃による損傷の防止【外部火災】 

資料３ 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性【重大事故等対処施設】 

    重大事故等対処対象事象の選定 

資料４ 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性【重大事故等対処施設】 

    重大事故等対処対象事象の選定申請書 

参考  再処理施設 前回までの審査会合における主な論点と対応について 

 

６．議事録 

○田中知委員 それでは、定刻になりましたので、第40回核燃料施設等の新規制基準適合

性に係る審査会合を開催いたします。 

 本日の議題は、日本原燃株式会社再処理施設の新規制基準に対する適合性についてであ

ります。 

 前半は、設計基準に関するこれまでの審査会合での指摘事項に対する回答について確認

を行い、後半は重大事故に関する内容を確認することといたします。 

 それでは一つ目でございますが、火災等による損傷の防止に関して、これまでに開催し

た審査会合で指摘した事項に対して、日本原燃のほうから回答説明をお願いいたします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 それでは第五条：火災等による損傷の防止について、説明をさせていただきます。 

 資料1に基づいて説明をさせていただきますが、資料の説明に入ります前に、一つお断

りをさせていただきます。本第五条につきましては、昨年11月28日に補正をさせていただ

きました。従来設計において、消防法等の他の法令要求にも踏まえ、まずは火災を発生さ

せない、火災が起きたとしても早期に感知し消火するということが原則でありますが、補

正の際に溢水による損傷の防止等の他の条文と、基本設計方針の考え方を統一して整理を

したという結果、新規制基準において消防法等に基づき従来実施していた火災防護設計を

示すというのも含めて、異なる方向性となってしまったのが現状の補正の内容でございま
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す。 

 本日説明させていただく資料につきましては、消防法等に基づき、従来から実施してい

た火災防護設計を新規制基準での要求事項を踏まえ、再度整理をいたしまして、火災等に

よる損傷の防止に係る基本設計方針という形でまとめており、補正の内容と異なる部分が

ございます。これにつきましては、今後の補正において再度補正をさせていただきたいと

考えております。よろしくお願いします。 

 それでは資料1に基づきまして、説明をさせていただきます。 

 4ページを御覧ください。こちらに1.(1)～(3)まで項目がございます。火災防護設計の

基本方針としまして、従来実施していた再処理施設安全審査指針、（指針15）消防法建築

基準法に基づく対応、JEAG4607等を参考とした対応に加えまして、(2)に示しております

とおり、新規制基準を受けた追加対策を行うとともに、(3)で示してございますが、火災

防護設計の妥当性確認を行うこととしております。 

こちらで4ページの下に図を示してございますが、対象につきましては、消防法等にも

危険物を有する施設が安全機能を有する施設全般になりますので、対象は安全機能を有す

る施設、もしくは安全機能を有する施設の重要度に応じたという形で、安全上重要な施設

全体という形で対象を考えてございます。 

 6ページを御覧ください。新規制基準の骨子案に「実用発電炉及びその附属施設の火災

防護に係る審査基準」を参考とするというふうに示されていることから、この審査基準と

従来再処理施設で参考としてきましたJEAG4607を比較し、要求事項に変更がないものと、

要求事項に変更があるものを整理しております。この整理の表というのは、6ページ～31

ページまで続いてございます。 

要求事項に変更があるものにつきましては、表の上に凡例がございますが、要求事項に

変更があるものの既存設備で対応できるものを黄色で、要求事項に変更があり、新規で対

応したものをピンク色で示しております。また、要求事項に対する再処理施設の対応とい

うものを、表の一番右の欄に示しております。黄色で示しておるものの例としましては、

9ページを御覧いただきますと、(3)と示してございます、火花を発生する設備や高温の設

備等に対する要求というのがございます。また、11ページにございます、火災区域で水素

が漏えいした場合というので、水素濃度を可燃限界以下にするための換気設備の設置等の

要求に対するものがございます。 

 また、ピンク色で示しているものにつきましては、13ページの真ん中ほどにございます
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(3)ということで、難燃性ケーブルの実証試験例の明確化、また18ページにございますピ

ンク色で同じように示してございますけども、火災の早期感知というための異なる種類の

感知設備の設置等の要求事項に対するものがございます。 

 ページが前後して申し訳ございませんが、13ページを御覧ください。13ページ、色は塗

ってございませんが、一番上の項目にありますとおり、一番右の欄にも記載が書いてござ

いますけども、主要な構造材は不燃材料を使用するという要求事項を見ていただきますと、

一番右に位置、構造設備の基準との関係もありますので、一概にこの項目と1対1になるわ

けではございませんが、位置、構造設備の中にも核燃料物質を収納する設備については、

不燃材料又は難燃性材料を使いなさいという要求事項がございます。そういったものとの

関係で、一部のグローブボックスにおいて可燃性材料を使用している部分についてという

のを特記してございます。 

こちらについては本資料の4.グローブボックスに対する火災の発生防止対策等の確認の

ところで説明をさせていただきます。 

 それでは32ページを御覧ください。32ページにa～hまで項目がございますが、これが先

ほどピンクで示した要求事項に変更があり、新規で対応したものの項目をまとめてござい

ます。この中でa、c、d、e、gにつきましては、33ページ以降に実施した対応を示してご

ざいます。 

 それでは33ページ以降に具体的な対応がございますので、そちらを御覧ください。33ペ

ージにつきましては、先ほどのa項の難燃性ケーブルに係る実証試験の実施について示し

ております。安全上重要な施設で使用しますケーブルについては、難燃性ケーブルという

のを使ってございますが、これについて自己消火性を確認する実証試験等を行いました。

ここでもこれ以降、青枠で示した部分がございますが、こちらの青枠で示した部分につい

ては、設工認の申請の中で今後申請させていただくものということで整理をさせていただ

いたものになります。 

 36ページを御覧ください。先ほどのc項の火災感知器の多様化についてでございますが、

安全上重要な施設に対しましては、火災源の配置状況を考慮し、消防法に基づき設置する

火災感知器とは異なる消火種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を設けることを

基本方針としております。 

このページの一番下に「但し書き」がございます。火災の発生のおそれがない等の理由

から、感知器の多様化は行わない部分について示してございますが、これについて37ペー
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ジ、38ページに個別に説明を示させていただいてございます。 

 37ページを御覧ください。先ほど36ページにありました①と書いていました、通常作業

時に人が立ち入らないセル等について、可燃物の取り扱いの有無等で分類をし、(1)～(3)

の分類が示してございます。例えば(1)につきましては、設置される設備は、金属製の塔

槽類及び配管であり、可燃物の取り扱いなく火災に至らないということで整理をさせてい

ただいておりまして、全てに対して同じように書いてありますのは、壁が3時間の耐火能

力を有する鉄筋コンクリートで覆われている。延焼防止を図っているということ。また、

37ページの一番下に注釈がございます。本来、従来からこちらにつきましては、消防法の

通達又は危険物法令関係の準用により、火災感知器の設置対象外としている区域というこ

とになります。 

 38ページを御覧ください。先ほどの②のセル以外で人の立ち入りができないなどの区域

について示してございます。こちらについてはイメージとしては右のほうに写真がござい

ますが、パイプスペースというようなイメージの場所を考えてございます。こういったも

のにつきましては、不燃材料で構成されたダクト及び配管のみが収納され、火災源及び可

燃物が存在しないということから、先ほどと同じように火災の発生は考えられないという

ふうに整理をしてございます。 

 また③中央制御室等の運転員が常駐する区域につきましては、消防法に基づく火災感知

器が設置されており、また万一火災が発生した場合には、右の下のほうに表がございます

けども、常駐する操作員により、感知及び早期消火が可能であるという整理をしてござい

ます。 

 39ページを御覧ください。先ほどのd項の可搬式排煙機等の配備について示してござい

ます。再処理施設につきましては、動的閉じ込めを基本としておりまして、換気設備によ

り常時換気をしておりますことから、煙が滞留しがたいものと考えておりますが、火災の

影響により消火活動に支障を来すと考えられるエリアには、可搬型排煙機等を配備するこ

とにより、煙の除去ができるようにすることを基本方針としております。 

 40ページを御覧ください。先ほどのe項の消火配管の地盤変位対策について示しており

ます。地盤変位により埋設消火用水配管が破断することも考慮し、左の下のほうに絵がご

ざいますが、消防車等から消火用水の供給を行うために、建屋外からアクセスが容易な箇

所に送水溝を設けるということとしております。対象につきましては、40ページの右の表

に示してございます。 
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 41ページを御覧ください。先ほどのg項でございます。耐火壁の3時間耐火性能について

示してございます。安全上重要な施設を設置する建屋及び第2低レベル廃棄物貯蔵建屋に

火災区域及び火災区画を設置し、火災区域は3時間以上の耐火能力を有する耐火壁によっ

て、他の区域と分離することとしております。耐火壁の3時間以上の耐火能力につきまし

ては、42ページ～44ページにかけて示しております。こちらも同じように青枠で示してご

ざいますが、設工認で今後申請していただくものとして整理をしてございます。 

 45ページを御覧ください。発電炉の審査基準及び内部評価ガイドにおける火災区域、火

災区画の設定というものを受けまして、今後の変更許可申請書において、安全上重要な施

設を設置する建屋等に対して、火災区域及び火災区画の設定の考え方、並びに火災区域、

火災区画を記載させていただくことで整理をさせていただきました。 

 その考え方が45ページのところに一点鎖線で書いてございまして、46ページに火災区域、

火災区画の示す例を示してございます。 

 47ページを御覧ください。こちらも同じように先ほどもありました、既に11月の補正の

内容とずれているところもございますので、今後の補正において示させていただく内容も

含めて整理をさせていただいてございます。 

 ここですみません、若干誤記がございまして、47ページに「基本方針」というのが真ん

中と、あと一番下のほうにございまして、括弧書きで「（本資料P6～P28）」とあります

が、すみません、これ「P31」の間違えでございます。訂正させていただきます。火災防

護設備として本資料に示しました基本方針等について、申請書及び設工認で示させていた

だくというふうに考えてございます。それを整理したのが47ページでございます。 

 49ページを御覧ください。こちらから3項ということで項目が変わってございまして、

事業指定規則2項及び3項に対する内部影響評価ガイドを参考とした影響評価について示し

ております。上の四角に示している要求事項に対して再処理施設の特徴を踏まえ、火災等

の発生により臨界防止、閉じ込め等の安全機能を損なわないということに対して、影響評

価を実施いたしました。 

影響評価の流れにつきましては50ページに示してございます。評価開始から①②③④ま

で行きまして、安全機能の確保ができている場合は評価終了、そうでない場合は新たな防

護対策を強化し、もう一度元に戻るというフローでございます。 

その結果の例を57ページに示してございます。こういったものも青枠で示してございま

すが、今後の設工認の中で全て整理をさせていただいて示させていただくということで考
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えてございます。 

説明の関係上、すみません。ここから説明者を交代いたします。 

○日本原燃（三浦課長） 日本原燃の三浦でございます。では引き続きまして、グローブ

ボックスの火災発生防止対策について御説明させていただきます。 

 59ページを御覧いただきます。まずここにはグローブボックスの用途、構造、それと閉

じ込め設計について記載してございます。まず右上の図を御覧いただきますと、グローブ

ボックスの構成材料といたしまして、缶体とパネルがありまして、これが閉じ込めの一次

バウンダリを構成する形になります。右下図に示しますように、こちらでグローブボック

スのセル排風機に接続することによって、常時負圧を維持するということから、閉じ込め

機能を維持するというような、そういった設計対応を行ってございます。 

 60ページを御覧いただきます。こちらにはグローブボックスの用途ごとの系統概要を示

してございます。まず図の下段、こちらにグローブボックス内で非密封で核燃料物質を取

り扱う場合の状態を示しております。こちらで一次バウンダリを形成するという形になり

ます。中段と上段はグローブボックスの中でプルトニウムを取り扱う機器がございまして、

こちらが閉じ込めの一次バウンダリを形成します。グローブボックスは二次バウンダリと

いう形の役割を果たすものになります。 

 61ページを御覧いただきます。こちらでは再処理施設のグローブボックスの型式を示し

ておりまして、全部で七つの型式に分類されます。 

 62ページと63ページ、こちらにはグローブボックスの、そこで取り扱う物質、運転概要、

それと火災源等を示してございます。この中で閉じ込めのバウンダリ、これが一次なのか

二次になるかというところを御説明しております。62ページに安重のグローブボックス、

63ページに非安重のグローブボックスという形でまとめてございます。ここまでがグロー

ブボックスの構造設計をまとめたものになります。 

 64ページを御覧いただきます。こちらにはグローブボックスの法令要求に対する設計対

応という形でまとめてございます。新基準におきまして、5条2項の6号において核燃料物

質を取り扱うグローブボックス等の設備、機器は不燃性材料又は難燃性材料を使用するこ

とという形になります。 

これに対しまして再処理施設の対応なんですけれども、核燃料物質を直接取り扱う一次

バウンダリを構成する機器、こちらは不燃性材料を使っております。また、核燃料物質を

直接取り扱うグローブボックスにつきましては、可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用
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する設計としております。ただしここで一部のグローブボックスにおきまして、可燃性の

パネルを使用しているものがあります。また、下段の七号、こちらでは火災又は爆発の発

生を想定しても、臨界防止、閉じ込め等の安全機能を損なわないこととありまして、これ

に対しては、グローブボックスに要求される安全機能は閉じ込め機能であるということか

ら、火災の発生を想定しても、一次閉じ込め機能が損なわれないことを確認しております。 

 それと、一次バウンダリを構成するグローブボックスのうち、可燃性のパネルを使用し

ている一部のグローブボックス、こちらについて火災発生時に閉じ込め機能が損なわれな

いかどうかということを評価しております。その内容につきまして、65ページ以降で示し

ます。 

 65ページに示してある内容につきましては、これは再処理施設のグローブボックスにお

いて、法令要求に対する適合性を確認するフローという形で示してございます。再処理施

設の全グローブボックス、231基ありますけれども、こちらにつきましては、当社設計段

階から、再処理施設の安全審査指針の要求に基づく設計対応というものを行ってございま

す。 

今回新基準への対応といたしまして、まず使用材料を調査しております。そこでグロー

ブボックスのパネルに、不燃性又は難燃性材料が使用されているものということで、これ

に適合するものが178基ございます。そこに適合しない可燃性の材料を使用しているもの

が53基ございまして、こちらについて役割として一次バウンダリを構成するものかどうか

ということで分類してございます。一次バウンダリが機器となっているものを(A)として

見ておりまして、一次バウンダリがグローブボックスのものは(B)として分類しておりま

す。それぞれに対して対応しているという形になります。 

 66ページと67ページは、安全審査指針の要求に基づいて対応しているものでございます

ので、説明のほうは割愛させていただきます。 

 では68ページを御覧いただきたいと思います。こちらは先ほどの65ページに示しますフ

ローで分類した結果をまとめたものになります。これを見ますと、グローブボックスの型

式で1番～3番、こちらに該当するものは不燃性又は難燃性材料で構成されているものとい

う形になります。4番～7番は、パネルにアクリル樹脂を使っているものになりまして、可

燃性のものを使っているという形になります。この機能として二次バウンダリと一次バウ

ンダリで分類したものがありまして、これが水色で塗っているものを(A)として、これの

対応を69ページ～71ページに示してございます。オレンジに塗っているもの、こちらを対
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応(B)としておりまして、これは72ページと73ページのほうに記載のほうをしております。 

 では、それぞれの対応について御説明いたします。まず69ページを御覧いただきます。

この(A)で示しておりますのは、まずパネルが可燃性で、二次バウンダリを形成するもの

になります。これは全てで45基ございます。グローブボックス内に機器を収納していると

いうことから、この収納機器が一次バウンダリを構成するということで、この材質を示し

てございます。材質はステンレス、あとは機器、配管の材料はほとんどがステンレスにな

ってございまして、それを接続するシール部材としては、フッ素ゴムだとかテフロンとい

った難燃性の材料を使っております。 

その後ろに70ページを御覧いただきます。こちらでは先ほどの表の具体例を示しており

ます。図と写真で表しておりますけれども、一次バウンダリの機器と配管材料はステンレ

スでありますだとか、テフロン、こういった難燃材料を使っておりますので、二次バウン

ダリのグローブボックスが火災により損傷したとしても、一次バウンダリの閉じ込め機能

というのは維持することができるという形で考えてございます。 

 71ページを御覧いただきます。71ページには、グローブボックスが設置されている部屋

の環境を示してございます。グローブボックスの設置室には、この図にありますように、

火災感知器でありますだとか、消火器等の消火設備を設置しております。またグローブボ

ックスの前面につきましては、作業エリアとして区画しておりまして、作業時以外には資

機材を置かないとか、そういった対応をしております。こういった火災の発生防止であり

ますとか、感知、消火対応を行っておりますので、火災が発生することは極力なく、あと

はもし万一の火災が発生した場合でも迅速な対応を行うことが可能であるという形で考え

てございます。 

 72ページ、こちらに(B)の対応です。パネルが可燃性で一次バウンダリを形成するグロ

ーブボックスについての説明を記載してございます。こちらではグローブボックスで作業

内容を調べまして、そこでの想定される火災発生リスクについて調査を行っております。

表でまとめておりますけれども、その中身を見ますと、中に火災源があります。そのため

にグローブボックスの中での火災源があるということと、あとはグローブボックスの作業

には作業員が常時いるような形で通常はやっているんですけれども、作業員の不在の場合

もあります。こういったことからグローブボックスにつきましては、右下の配置図にあり

ますように、連結しているということから、この8基全部に対して火災を想定して対策を

打つということを実施しております。 
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その対策につきまして、73ページに示してございます。73ページを見ていただきますと、

左下の図にありますように、グローブボックスの前面がアクリルパネルになってございま

すので、そこの外側に難燃性のパネルを設置いたします。この難燃性のパネルといいます

のは、難燃の認定機関によって認承を受けた材料を張り合わせるという形の対応を行うも

のになります。 

この対応を行うことで、まず材料の適合性という形で評価いたしますと、アクリルパネ

ルの外表面を、このパネルで被覆することで、不燃性と難燃性材料で覆うことができると

いう形になります。次に想定火災に対する閉じ込め機能の維持という観点で見ますと、グ

ローブボックスの外部の火災、内部の火災に対して、適切に対応できるということで、内

部の火災に対しては、グローブボックスがグローブボックスセル排風機に接続されており

まして、負圧環境下にある。アクリルパネルが火災により損傷しても、難燃性パネルがバ

ウンダリを形成するということから、閉じ込め機能を維持することができます。このバウ

ンダリを形成することができるということについては、火災試験により確認をしておりま

す。 

最後にまとめになりますけれども、グローブボックスの火災防護設計といたしましては、

再処理施設の全グローブボックス、231基のうちに178基、こちらにつきましては不燃性又

は難燃性材料で構成されております。加熱材料に使用しておりますグローブボックス、53

基のうち45基、こちらにつきましては二次バウンダリで構成されておりまして、一次バウ

ンダリを構成する中に入っている収納機器、こちらが不燃性材料であるということから、

万一火災によってグローブボックスが損傷しても、一次バウンダリの閉じ込め機能という

のが維持されるというような形の設計をしております。 

また、可燃性材料を使用している残りの8基、こちらは一次バウンダリを形成します。

これにつきましては、グローブボックスのアクリルパネルの外面に難燃性パネルを設置す

るということで、まず難燃化の対応を図ります。それと万一の火災に対して難燃性パネル

がバウンダリを形成するということで、それとセル排風機によってグローブボックスの負

圧を維持するということから、この二つをもって閉じ込め機能を維持するということが可

能であるという形で考えております。こういった対応を行うことで、今回規制要求に適合

するものであるという形で我々は考えてございます。 

以上をもちまして、第五条に対する説明を終了させていただきます。 

○田中知委員 それではただいまの説明に対しまして、規制庁のほうから何か質問等ござ
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いますか。お願いします。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

1点確認させていただきたいんですが、26ページなんですが、火災防護に係る審査基準

との比較という形で表に書いていただいているんですが、例えば26ページのところなんで

すが、再処理施設としての対応のところを見ると、再処理施設において該当する施設はな

いというふうに書かれておりまして、炉のほうが何を書いているかというと、原子炉の高

温停止とか低温停止に係るものだから、再処理施設において該当する施設はないというふ

うに書かれているのかとは思うんですが、炉のガイドを参考にしてくださいというのは、

別にその文字づらだけを読んで、高温停止とか低温停止がなければ該当する施設はないと

いうふうに言っていただきたいというよりは、それに値するような施設、例えば安全上重

要施設で冷却の機能はとても重要なので、似たようなものですというので、そういったと

ころには同じような防護をしますとか、そういった考え方をしてくださいねという意味で

あって、ただ単に「同じ機器はありません」という回答ではなくて、こういったことがで

きるからここは防護ができるのですとか、そういう説明をしていただきたいというのが趣

旨であって。前にお話を聞いたときは、せめて別の内容が書かれていたような気もするん

ですけど、この辺りの考え方を確認させてください。 

○田中知委員 お願いします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 若干整理の段階で御趣旨が踏まえられていなかったということでございます。すみませ

ん。 

基本的にはおっしゃっていただいたとおり、再処理施設でも重要な機器については、従

来から系統分離であるとか、ケーブルは別々のトレイに入れてというようなことの対応は

してございます。大変恐縮でございます。文字づらを大分読んでしまったところがござい

まして、そういった部分につきましては、再処理施設で従来から安全の重要度に応じてや

ってきた対応というのも当然対応するものがございますので、そこを記載させていただい

た上で整理をさせていただきたいと思います。 

○田尻チーム員 説明いただければと思うんですが、ちなみに火災に限らず別に溢水だろ

うが竜巻であろうが、たまに出てくると思うんです。炉のガイドなので低温停止したり高

温停止とか、こちらにはない施設が出てくるかと思うんですが、ほかのガイドに関しても

考え方は一緒なので、守るべきものは守っていただいて、どういう考え方かというのを整
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理いただければと思います。今までも溢水とか、そういうのはなかったような気がするの

で、よろしくお願いします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 了解いたしました。ただ若干ながら言い訳をさせていただきますと、溢水とかの評価ガ

イドにつきましては、考え方が示されておりまして、その考え方について防護対象なりを

決めて、それに対する対応をする。火災の審査基準につきましては、大分炉の設備を念頭

に置いてその基準がつくられている部分もございまして、「参考にする」といった日本語

が非常に読み取りづらいところもございます。そういった、すみません言い訳はあるんで

すけれども、ちゃんと整理をさせていただきます。 

○田中知委員 あといかがですか。どうぞ。 

○伊藤チーム員 規制庁、伊藤です。 

 13ページのところの表に、(3)なんですけれども、ケーブルは原則として難燃性ケーブ

ルを使用しているということで、ここ記載はされているんですけれども、火災の影響の評

価をする際に、当然ケーブルを伝わって延焼するということは考えられるかと思うんです

けども、ケーブル単体でのここでは延焼の可能性というのが低いという説明かと思うんで

すけれども、化学薬品について当然火災源として考えられているわけですけれども、化学

薬品の場合、例えば地震起因によるものですと、BC配管というのが当然壊れて漏えいする

と。 

化学薬品の防護の考え方で原燃の考え方では、溢水源に対して化学薬品が漏れる側に対

しては防護をしないという考え方があるので、当然そこから漏えいすると。そうした場合

にこういったケーブルに影響を与えて、安全上支障をきたすということがないのか、検討

されていると思うんですけど、そこのところちょっと説明してください。 

○田中知委員 お願いします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 化学薬品の漏えいの段階でも御説明をさせていただいていますが、例えば溢水の場合は

水をかぶっても影響しないような配管は対象外としますと言いながらも、化学薬品の場合

は薬品であるがゆえに、それをかぶることによって影響する設備については、防護対象設

備と選定した上で、化学薬品が万が一漏れたときに、それに対して影響するのか、しない

のかというのを化学薬品の漏えいの条文のところでは御説明をさせていただいたというふ

うに認識をしております。そのときには当然配管でも炭素鋼の場合は対象ですし、ケーブ
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ルも同じように対象にして評価をして御説明をさせていただいたと。 

 この火災になりますと、その辺の整理が非常に難しい。火災の場合はまず何かというと、

審査基準とJEAGの比較をしてみるものについては、設計として何がポテンシャルとして火

災の発生源になるのかということをもった上で、それに対してどういう対策をとるかと。

まずは火災を発生させない対策としてどうするべきかというもの。 

一つが例えば6ページでありますと、発火性又は引火性物質を内包する設備に対しては、

火災の発生防護対策を図りなさいといったもの。これまさしく今言われた化学薬品みたい

なやつは危険物などの分類になりますので、そういった対策をとる。一方ケーブルについ

ては、先ほど難燃性のケーブルを使うというような評価、プラスこういった設備設計をし

た上で、影響評価ガイドに従ってそこが火災になった場合に、安全上重要な施設に影響を

及ぼさないかどうかというのを評価をするという分類になっていますので、それぞれを見

ていけば、設計対応として必要なもの、万が一それが起こったときに影響を受けないよう

な設計になっているかどうかという確認はできているというふうに思ってございますけど

も、それで回答になっていますか。 

○伊藤チーム員 延焼に対して、そこの詳細な検討をしているところ、化学薬品とかあわ

せているところについて、別途また説明していただければというふうに思います。 

○日本原燃（石原課長） わかりました。 

○田中知委員 あと規制庁のほうから何かありますか。 

○三浦火災対策室長 規制庁、三浦です。 

 36ページ以下の火災防護の関係の、火災感知器の関係につきまして、ちょっと確認をさ

せていただきたいんですが、これにつきまして基本的には異なる種類の火災、アナログ式

の火災感知器を原則として設置するという考え方を述べられているところで、一番最後の

ポツの「但し」以下のところの部分で、そのような対応を行わないというようなところに

ついて、どのように対応するのかということの、そちらのほうの説明が、37ページ以下で

されているところでございますが。 

 これについてちょっと確認をしたいんですが、まず火災について、この条件として実態

として火災の早期感知が可能であることと、又は火災の発生のおそれがないという、この

二つがちょっと併存していますので、これが具体的にどういう形でなっているのかと、ま

ず基本的には個別に確認をする必要があるというふうに思っておりますので、そこは詳細、

今後本当にそういうふうになっているのかということを確認させていただきたいんですが。 
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 特に37ページの①(3)のところなんですけれど、ここに関して言いますと、例えば火災

の発生のおそれ自体は小さいとは書いてありますけど、火災の発生のおそれがないという

場所ではないという整理になっているようなんですけど、一方で火災の感知ができるのか、

できないのかというのが、代替的な火災感知の機能があるのかどうかというのが、そこが

ちょっとわからないということになっていまして、例えばこういう場所、本当に火災が発

生したときに火災の発生がわからないのか。私は本当にそれでいいような場所なのかとい

うことについて、考え方の確認をさせていただきたいのと、あわせましてここに現状、消

防法の基準で設置が除外されているというふうに書いてありますけれど、消防法の基準と

いうのはまたどちらかというと、建物の全体の火災の安全で、特に人命の安全確保という

観点からの設置の基準でございますので。 

 我々としましては、これ、原子力施設の安全対策、放射性物質の安全対策としてそうい

うものを取り扱う場所の火災というものを、早期に感知する必要があるという見地でつけ

ているものでございますので、これは必ずしもついていない理由というのは、消防法を根

拠にできるというものでもないので、その辺の設置の考え方について、ちょっと詳細を確

認させていただきたいと思いますが、御説明をお願いします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 今ほど個別にやはり説明をさせていただいたほうが、私どもとしてはその個別、個別の

設備の状況もありますので、いいと思いますので、個別に整理をした上で説明させていた

だきたいと思いますが、基本的にはまず(3)については、該当するものとしては、例えば

ガラス固化建屋の固化セルみたいなものを、遠隔でもともと設備を取り扱っていて、常時

カメラでも監視ができる、またもともと着火源を排除しているということで、火災のおそ

れが非常に少ないというところで整理をさせていただいてございますが、どういった設備

がどこにあって、どういう火災源なのかというのも含めて説明をさせていただいたほうが、

より具体的なやりとりになると思いますので、そこは個別に整理をさせていただいて、御

説明をさせていただくということでよろしいでしょうか。 

○三浦火災対策室長 はい。今後確認させていただきたいと思いますが、基本的には火災

の感知の考え方につきましては、火災が非常に特殊な条件で火災の発生が考えられない。

非常に限定的な場所というのは、まずそこは理屈上はあり得るかもしれませんが、これは

火災が発生したときに、それが把握できるということを基本的に求めているということで

ございますので、そういったことを念頭に今後御説明をしていただきたいと思います。 
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○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原です。 

 了解いたしました。 

○田中知委員 あといかがですか。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 1点確認なんですが、71ページのところでなんですが、ただ図が描いてあるだけで、一

応確認という意味合いなんですけど。資機材に関しては不燃材と難燃性シートで養生だけ

しますという形なんですけど、これ部屋の中という意味では火災源になり得るものが置か

れている可能性があるというふうに認識しておけばよろしいでしょうか。それともこれは

火災防護という意味で養生しているという意味合いでしょうか。 

○日本原燃（三浦課長） 日本原燃の、三浦でございます。 

 基本的にはグローブボックスを設置している部屋には、資機材等は置いておりません。

作業時にはこういった形で置く場合があるんですけども、そういった場合はこのような養

生をして置いておくというような、そういったことを図式で記載してございます。 

○田尻チーム員 すみません。上の文言で言うと、作業時以外は難燃性シートで養生する

ということを言われているんですけど、基本的には作業時には置いていないようなイメー

ジでよろしいですか。 

○日本原燃（三浦課長） 日本原燃の三浦です。 

そうですね。作業時以外は物を置かないような、そういった運用をしております。 

○田中知委員 よろしいですか。どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 前半、田尻から26ページの関係で指摘したところに該当しますけれども、具体的には46

ページのところです。 

ここで、火災区域とか火災区画の設定例として提示されていますけれども、この46ペー

ジの③は、ここは閉じ込め機能の(A)系、(B)系がある排風機として、(A)系、(B)系が同じ

区域の中にあって、特に区画設定はしないということのようですけれども、26ページの田

尻からの質問に対して、これ基本はトレイン分離といいますか、系統分離はしているとい

うのが基本設計ということの御回答ありましたけども、この例で見ると必ずしもそうでな

い例もありますけれども、次回、今後説明するときは、この辺の具体例といいますか、関

係もちょっとお示しいただければと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 
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 了解いたしました。 

○田中知委員 あとはいかがですか。よろしいですか。 

 それでは、何カ所については、これまで複数回の審査会合において一通り内容を確認し

てきたところでございます。なお何点か確認したいところがありますけれども、それにつ

いては確認させていただく必要があれば、審査会合でいたしたいと思います。 

また、申請書における表現ぶりについては、まだ確認が必要な点もあろうかと思います

が、事務局においてヒアリングを実施し、内容を精査して、必要な検討事項がある場合に

は、また審査会合で報告していただきたいと思います。 

 よろしければ、次に行きたいと思いますが、次が資料の2関係でございますが、外部か

らの衝撃による損傷の防止のうち、外部火災による損傷の防止に関して、これまでに開催

した審査会合で指摘した事項に対して日本原燃からまず回答、説明をお願いいたします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 資料2に基づきまして、第九条の外部からの衝撃による損傷の防止、外部火災について

説明をさせていただきます。 

 2ページを御覧ください。上に赤枠で示してございますが、第34回審査会合における指

摘事項であります、外部火災による再処理工場の運転停止の判断基準、運転停止の範囲、

順番等を説明をすることに対する回答になります。 

 ページの中央に図を載せてございます。再処理工場につきましては、例えばですけども、

高レベル濃縮廃液を扱う機器というのがございますが、再処理工場が停止していても、高

レベル廃液の沸騰ですとか、放射線分解、水素による水素爆発等のリスクが存在しており

ます。ただ、処理運転を行う場合にはさらにこれに臨界、有機溶媒火災、TBP等の錯体の

急激な分解反応等のリスクが存在することになります。 

 今回、新規制基準に基づき評価を行いました外部火災、溢水、化学薬品の漏えい等の発

生に対して、評価、防護設計を行って安全機能を損なわない設計とするということは基本

方針ではありますが、外部火災等が発生をしまして、再処理工場に対するリスクが増加す

る状況が想定される場合には、処理運転の停止を行い、再処理工場の持つリスクを低減す

ることが必要であるというふうに考えてございます。これが従来審査会合の場で新規制基

準を踏まえて当社として新しく考え方を出させていただいたというふうに示させていただ

いたものになります。 

 3ページを御覧ください。再処理工場をとめた場合、処理運転を停止した場合、どのよ
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うなリスクが低減されるのかという点でございますが、例えば幾つかひし形がございます

けども、使用済燃料受け入れ貯蔵施設につきましては、新たな使用済燃料の取り扱いを停

止するですとか、燃料を吊っているクレーンがある場合には、貯蔵プールやピット、キャ

スクなどの静置できる場所に移動することによって、燃料落下等のリスクが低減をする。

また前処理施設にも書いてございますが、溶解槽、溶解の運転を停止モードに移行するこ

とによって、臨界のリスクが低減するということになります。 

このようなリスクの低減が期待できることから、先ほども申し上げましたとおり、再処

理工場のリスクが増加する状況が想定された場合には、処理運転を停止することというの

を基本的な考え方として示させていただきました。 

なお、当然のことではございますけども、3ページの下にあります処理運転を停止する

といっても、その処理運転停止時にも必要な機能というのはございます。換気設備であっ

たり、安全冷却水系、安全圧縮空気系統については運転を継続いたします。 

4ページを御覧ください。外部火災を対象とした処理運転停止するという具体的な方針

になります。上の矢羽でございますが、外部火災において評価をいたしました、森林火災、

備蓄基地の火災、及び再処理敷地内の重油タンクの火災につきましては、いずれも外部火

災防護施設への熱影響を評価し、防護対象安全機能が損なわれないということを確認して

ございます。しかしながら、ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所などの再処理施設内の重油タン

クにおいて火災が発生した場合ですとか、4ページの真ん中にございますけども、備蓄基

地や森林火災が発生し、火炎が再処理敷地に迫ってくるような状況となり、再処理工場に

対するリスクが増加する状況となった場合には、当然ながら六ヶ所対応会議等で、処理運

転の停止が必要と判断されれば、再処理工場のリスク低減を目的に、処理運転を停止いた

します。 

処理運転を停止した場合には、4ページの一番下にございますが、運転に必要な人数を

減らすことが可能なりますので、消火活動等の対応が必要となった場合には、対応要員を

強化することもできるということになります。 

5ページを御覧ください。こちらは一番左の上にも書いてございますが、再処理敷地内

の重油タンクの火災が発生した場合のフローになります。こちらについては2番目の四角

にあります外部火災、いわゆる火災の覚知、連絡を受けました後、六ヶ所対応会議を立ち

上げたり、消火活動をするというのはもちろんでございますが、敷地の中で火災が延焼し

ているというような状況にあれば、当然ながら再処理工場の処理運転は停止をすると、そ
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れによってリスクの低減を図るということでございます。 

それと比較しまして6ページ、2を御覧ください。こちらは再処理施設の外で起こる火災、

森林火災ですとか、備蓄基地の火災の場合でございますが、こちらは先ほどと違うのは、

六ヶ所対応会議を立ち上げた後、外部からの火災の状況を見つつ、それを再処理工場のリ

スクが増加しているかどうかというのも踏まえた上で、再処理工場の処理運転を停止する

という判断をするというところが違いがございます。 

7ページを御覧ください。真ん中に表がございます。運転に必要な要員数を示した表に

なりますが、①というのが現状の当直員、1班当たりの人数でございます。②これがルー

ルに定めております通常運転中の確保すべき操作員の数になります。③が処理停止中の確

保すべき操作員、これも同じようにルールに定めておる人数になります。処理運転を停止

すると判断することによって、①～②を差し引いた最大24人が消火活動等の応援を行うこ

とが可能となります。また、バッチ運転のため短時間で停止が行える設備が停止した後は、

さらに4人がその応援に向かうことが可能となります。 

8ページを御覧ください。消火活動等の応援として、いわゆる消火活動を行う場合の例

を示してございます。再処理施設の敷地内に設置している屋外消火栓、防火水槽、貯水池

を活用しまして、事前散水等の消火活動を行います。右の図の赤い丸で示してございます

のが敷地内の屋外消火栓の位置になります。 

9ページを御覧ください。こちらも消火活動の応援としての例として、給気フィルタの

交換に関する作業を示してございます。外部火災発生時に給気フィルタにおいて差圧が上

昇した場合には、こういった作業を行うことになりますが、先ほどの人手を確保した上で

作業を行うということを考えてございます。 

10ページを御覧ください。こちらは先ほどとは違う指摘事項に対する回答になります。

上の四角の中に指摘事項が書いてございますが、「二次的影響評価において、中央制御室

の外部取入の切替の判断基準、手順、検知器の配備について説明すること」というのが指

摘事項でございます。 

外部火災により発生する有毒ガスについて、制御建屋外気取入口に侵入する有毒ガス濃

度を評価いたしまして、許容濃度に比べて十分低く、中央制御室の居住性への影響はない

という結果を、11ページ～12ページに示しておりますが、当社といたしましては万一有毒

ガス濃度が許容濃度に達することも想定をしまして、再循環運転による居住性確保の手順

を準備いたします。その手順につきましては、10ページの真ん中に(1)、(2)ということで



20 

示させてございます。 

(1)で示しておるのが、外部火災の発生が覚知された場合には、風向ですとか発生箇所

の方向といったものを確認いたしまして、有毒ガスを中央制御室、換気設備に取り込む可

能性がある場合は、検知器を持ってその検知をし、有毒ガス濃度を測定するということで

ございます。 

(2)に示しておりますのが、その濃度が居住性に影響を与えると判断された場合には、

外気との連絡口を遮断し、再循環運転とすることによって、居住性を確保するということ

でございます。 

13ページを御覧ください。こちらは外部火災により有毒ガスに対する使用済燃料受入れ

施設、貯蔵施設の制御室における対応について示しております。敷地内重油タンク火災等

が発生した場合、使用済燃料の受入れ施設、貯蔵施設においては、リスクを低減すること

を目的に、先ほども申し上げましたが、使用済燃料集合体の取り扱いを停止するというこ

とをリスク低減ということでやります。 

火災規模、発生箇所の方向、風向等の情報確認をした上で、当該制御室に有毒ガスを取

り込む可能性がある場合は、先ほどと同じように濃度計を設置した上で有毒濃度を測定し、

影響があると判断された場合には、こちらの制御室から一旦退避をして、中央制御室のほ

うに操作員、運転員を移動させます。中央制御室においては13ページの下にございますが、

使用済燃料受入れ貯蔵施設の状況として、使用済燃料プールの水位ですとか温度、安全冷

却水系の運転状態を監視することができますので、そういったものを監視するということ

になります。 

14ページを御覧ください。先ほどお出ししました中央制御室で監視できる受入れ貯蔵施

設側の情報を示してございます。 

資料2につきましては、説明は以上でございます。 

○田中知委員 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうか

ら質問等ありましたら、お願いいたします。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

これの3ページ目に該当する、2ページ目、3ページ目の部分ですけど、ここの再処理工

場の運転の停止という、簡単に前回からいろいろ議論になっているんですけど、再処理の

運転停止というのは、どういう意味があるんだろうというところに関しては、これは外部

火災の話として出てきていますけれども、これ重大事故も含めて、全体として再処理工場
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の運転を停止するということは、どういうことなんだろうというのをきちっと理解をして

おく。 

ここにどういうメリット、リスク等の関係で、どういうことが言えるんだろうというこ

とで、停止して意味があること、それから絶対にやってはいけないことも含めて、多分全

体としては、3ページにあるようなこんな話が基本ではあるとは思うんですけど、もう少

し丁寧に、この辺りを整理しておく必要が、今後の議論をさらに深めるためには必要なん

じゃないかなというふうに思っています。 

基本的なところは僕もいいと思うんですけど、せん断中の使用済燃料、全部処理すると

か溶解が終了したら停止モードに移行するというふうには書いているんですけど、これそ

のまま途中でもやめちゃっても、リスクがなければそっちのほうがいいのかもしれないし、

フラッシュアウトまで移行する必要がある、これ多分、途中にいろんな最適化がある。要

は前後の溶液の関係とか、そのときの状態という意味では、単に熱処理、加熱みたいなも

のだけとめるとか、いろんなパターンが実はあるんじゃないか。 

これは多分、時間との制約の関係とか、システムという言い方がいいのか、工程全体の

バランスという観点もあるでしょうし、その辺から多分実際には最適化が図られた状態で、

そのときのプラントの状態に合わせて持っていくんじゃないかなという気はします。 

だからそういう意味では、もう少し丁寧に、これを多分少しかみ砕いていただいたほう

が、今後の議論の基礎になるんだろうというふうに思っていて、こういう形の回答という

よりも、むしろ一つのまとめ的なものとして停止のところは、この先ずっと使えるような

ものとして、一度御説明をいただいたほうがいいんじゃないかなというふうに感じている

んですけど、いかがでしょうか。 

○日本原燃（青柳担任） 日本原燃の青柳でございます。 

 今、長谷川さんがおっしゃられた、私ども再処理工程をとめるというとめ方というのは、

いろいろございます。これは通常運転時でもトラブルが起きたときにとめます。そしてそ

の程度によって、今おっしゃられたように、非常時のときのとめ方、それから本当に緊急

の場合のとめ方と、それぞれとめるという行為をしっかりマニュアル化してございます。

こういったことを説明させていただくということと、それから前回もちょっと御指摘をい

ただきました、通常時のいわゆる常態把握をしながら、今それの緊急時からどういうふう

に常態把握に影響するのか。今おっしゃられた、今やっている燃料の使用によっても、と

めるときの時間的な変位というのは違ってまいりますので、そういったところを少しまと
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めて、今後の重大事故の説明にも使えるように、1回まとめたものを御説明したいと思い

ます。 

○田中知委員 よろしいですか。あといかがでしょう。どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 もうちょっと内容の細かい部分ですけれども、多分これ全体的に火災のほうのいろんな

工程をとめるだとかという、大きな決断という問題と、それから後ろのほうに行くと、こ

れ基本的には解析的にばい煙とか有毒ガスとか、その辺の影響は多分ざっくりは基本的に

ないという判断をしていると思うんですけど、多分、通常近隣で起こっていれば、それは

モニターして、必要に応じて再循環運転とか、それなりの運行をしていくといった対応を

とるんですけど、多分そのときになると、通常は統括当直長とか、そのレベルでそっちは

判断をしていくような気がしています。 

 そういう意味で、判断権者みたいな人たちも、いろいろな都合によって変わるおそれも

実際にはあるんじゃないかということで、その辺についてここでは全部が5ページ、6ペー

ジ辺りを見ると、六ヶ所対応会議でしっかり決めるというと、こういうところが瞬時に判

断できるとは思えない。 

割と時間が長いものはしっかりいろいろな検討をして決めるというのもあるんですけど、

多分、制御室みたいに若干濃度が上がってきたぞと、人体に影響があるレベルではないけ

ど、測定が有意な数字が出てきたら、それなりに考えていくべきものと、ちょっと判断が

違ったりするんじゃないかと思うんです。その辺りというのが、あまりここでは説明がで

きていない。これは多分、重大事故も含めて、どうしていくんだという問題にもなるんで、

あまりソフト的な話というのが、今まで強調して説明がなかったんですけど、この辺り、

今後どうやって説明されていきますか。 

○日本原燃（青柳担任） 青柳でございます。 

 異常時・非常時、こういったときに誰が判断するかというのを明確に決めておくことが

一番重要です。 

まず原則はプラントの安全は総括当直長が全責任がございます。そしてこれが今、ここ

に出たような六ヶ所対応会議、そしてその次には本社の対策本部になるんですけれども、

非常時のいわゆる非常時・異常時対策、減災法に基づくような体制、こういったものに順

次なっていくんですけれども、そのときに判断者は、この時点からはあなたよと、それか

ら今度はこっちよと、そういうのを明確にして判断の権限を委譲していって、その人が最
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高責任になります。ですから、その人に対して周辺の、統括当直長の場合は統括当直長の

ほうが意見を具申するわけですけれども、そういった人がサポートするわけです。それか

ら六ヶ所対応本部だとか、全社対策本部みたいな大きな組織になりますと、今度新たに技

術チームをしっかり、今までもあったんですけれども、よりしっかりしたものにいたしま

すので、そういったものがサポートして、権限者はもう一人で、最高責任者は判断いたし

ます。 

○長谷川チーム員 大体イメージはいいですけど、その辺りを今後どういう形で説明をい

ただけるのかな。多分これ1個1個説明するというやり方もあるし、いろいろある程度出て

からというのもあるんですけど、どんな具合ですか。 

○日本原燃（石原課長） まず当然重大事故につきましては、判断者とか判断のフローな

り、どこでどういう手順に飛んでいくのかという、全体の流れを説明させていただかなき

ゃいけないというのも、設計基準よりも今回プラントをとめるという考え方が出てきてい

ますし、例えばそういうので誰が判断するのかは、全体まとめた上で説明をさせていただ

こうと。 

ただ我々も資料をつくる上で、言葉が大分足りていないところは、例えば今の状態でも、

先ほどの濃度が上がってきた場合という、10ページ以降の場合、こういうのはある判断基

準を手順に定めておけば、基本的に従来どおりでいけば、その手順に従って統括当直長が

判断した流れが進んでいくという分類、そういったものの考え方も含めてちょっと整理を

させていただいて、説明させていただくことの機会をいただければ、その場で説明させて

いただきます。 

○田中知委員 あといかがでしょう。 

 ちょっと教えてください。この六ヶ所対応会議はどんなものなんですか。 

○日本原燃（青柳担任） 六ヶ所対応会議、私も何回もやっているんですけれども、統括

当直長が、いわゆるこれは統括当直長のライン、直で処理できない。それから私どもA・

B・C情報だとかというトラブルの段階を決めてございますけれども、これ以上のものが起

きた場合には、この対応会議を対策本部には大体関係する部長連が委員になっているんで

すけれども、そういった人を集めて、事故収束とそれから外部への情報発信、こういった

ものを遅滞なくやるための緊急対策チームでございます。 

そしてこれは一応、私ども召集がかかったら、近くの私ども寮あるいは社宅におります

ので、決められた人には一括して連絡がいって、早い者では30分、三沢から来る人たちも
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いますけれども、そういった人たちも集めて、そして対応会議が立ち上がったら、先ほど

申し上げたように権限委譲をするというようなことで、そちらが今度は全面的に責任を持

って対策に当たるような組織でございます。 

○田中知委員 あとよろしいですか。 

 どうもありがとうございました。外部火災に関して、昨年の審査会合で指摘した火災防

護計画と消防計画の関係を、検討していただくということになっているかと思うんですけ

れども、いまだ検討中と思われますが、今後回答説明していただければと思います。 

 よろしければ次の資料3、4絡みかと思いますが、重大事故等対処施設の要求事項に対す

る適合性の審査に移りたいと思います。 

前回は重大事故等対処施設のうち、使用済燃料貯蔵槽の冷却等の設備について審査を行

いましたが、本日は個別の重大事故等対処施設についての説明はなく、重大事故等対処対

象事象の選定の考え方について、説明を行いたいということでございますので、まず日本

原燃のほうからよろしくお願いします。 

○日本原燃（青柳担任） それでは、資料3に基づいて説明させていただきますけれども、

最初に私のほうから、一言申し上げておきたい点がございます。 

 前回は、基準で明確化されております想定が、明確化されているプールの事象について

説明させていただきましたけれども、それ以外の法律で明確に重大事故として定義された

臨界事故、冷却機能喪失、こういったものについては、そのカテゴリを示していただいて

おりますので、その中で私どもが影響を考えながら、重大事故対策をしっかりやるという

観点からは、事象の選定ということが必要になってまいります。 

私ども今まで安全評価等で、それぞれの事象カテゴリでどこにリスクがあるかというも

のは、大体把握してございますので、そういったリスクの所在を明らかにしながら、その

中から代表の事象を選んで、そして、それで具体的な基準展開をさせていただき、それを

説明させていただいた後で、それらの重畳事象、そして最後にそれらの代表事象が網羅的

に代表性を有しているということを、最後にまた振り返って説明させていただくというや

り方で、今後各事象のカテゴリごとに説明させていただきたいというふうに考えてござい

ます。本日はその中で、この前補正させていただきました臨界とそれから蒸発乾固、これ

の二つを取り上げて、順次説明させていただきたいと考えてございます。よろしくお願い

いたします。 

○日本原燃（大柿部長） 日本原燃の大柿でございます。 
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 それでは資料3に基づきまして、重大事故等対処対象事象の選定について御説明いたし

ます。 

 3ページを御覧ください。3ページでは、いわゆる「深層防護」の考え方に基づきます異

常の発生防止から重大事故等に至るまでの対処に関わる基本的考え方を示しております。

すなわち、再処理施設の安全性を確保するために、異常の発生防止、波及拡大抑制、影響

緩和の深層防護の考え方を適切に採用した設計としまして、さらに安全設計の想定を超え

た重大事故の発生防止、拡大防止、影響緩和の措置を講ずる設計としております。 

 再処理施設において万が一、運転時の異常な過渡変化、設計基準事故、又は重大事故等

が発生した場合には、その影響の大小に係らず、設計で講じた措置を駆使して、周辺公衆

の安全を守ることとしております。既にその措置について安全設計の妥当性が確認されて

おります設計基準事項に加えまして、新規制基準で導入された安全設計の想定を超えた重

大事故等につきましても、その事故の程度及び様態に応じて設計基準の設備及びその機能

回復で対応できる限り対応を行います。さらに周辺公衆への影響の大きい重大事故への対

策を確実なものとするために、重大事故等対処対象事象というものを選定しまして、新規

制基準に適合することはもとより、信頼性の高い重大事故等対処施設として構築すること

といたしました。 

 続いて4ページを御覧ください。4ページでは、再処理施設のリスクの所在を示しており

ます。ここでリスクと申し上げますのは、放射性物質の環境放出を伴う事故の発生の可能

性と、その事故による影響のことでありまして、それは再処理の各工程に存在する放射性

物質の量や、固体、液体というような存在形態、有機溶媒等の可燃物との共存の有無など

に依存いたします。 

4ページ上の図は、先ほど資料2にもございましたけれども、使用済燃料の受入れ貯蔵か

ら、製品としてのMOX粉末や廃棄物としてのガラス固化体の貯蔵に至る最終施設の各工程

に対しまして、工程ごとに発生し得る事故の種類を臨界、TBPとの錯体の急激な分解反応、

溶媒火災、沸騰、水素爆発等に色分けして示しております。工程ごとの取り扱い放射性物

質の量や性情、取り扱い方に応じまして、発生し得る事故の種類も変わってまいります。 

4ページ、下の図は、再処理施設に存在する放射性物質の形態別の存在割合を示してお

ります。再処理施設の特徴としまして、放射性物質の約9割がガラス固化体、使用済燃料、

MOX粉末という安定な固体の状態で存在しております。残りの1割の液体の大部分は、高レ

ベル濃縮廃液でありまして、これが対象となる沸騰及び水素爆発というものが環境放出の
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観点から重要になってまいります。 

 続いて5ページを御覧ください。5ページには使用済燃料の再処理の事業に関する規則に

規定されております重大事故の定義を示しておりますが、先ほど4ページで再処理施設の

工程ごとに発生シフトした事故につきまして、この規則に定めるとおり、設計上定める条

件より厳しい条件のもとで発生する重大事故に対しましても、影響の大小に関わらず設計

時で講じた措置を駆使して、周辺公衆の安全を守るといいますのは、先ほど御説明したと

おり、当然のことでございます。 

 一方、発生を想定する設備、事故の程度及び様態によりましては、重大事故が発生した

ときの影響や事故の進展の早さ等に違いがございます。周辺公衆への影響が大きい重大事

故への対策を確実なものとするために、影響や進展の早さの観点から「重大事故等対処対

象事象」を選定しまして、信頼性の高い対処措置を構築することといたしました。 

ここで、「重大事故等対処対象事象」を選定する判断指標といたしましては、事業指定

基準規則等におきまして、設計基準事故に対する判断基準が公衆に対して著しい放射線被

曝のリスクを与えないこととされまして、敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事故

当たり5mSvを超えなければリスクは小さいと判断するとされていること。また、発生頻度

が極めて小さい事故に対しては、実効線量の評価値が条件の値をある程度超えてもそのリ

スクは小さいと判断できるとされていることを踏まえまして、周辺公衆の実効線量が発生

事故当たり5mSvを超えるものということにいたしました。 

 続いて6ページを御覧ください。6ページは事業指定基準規則第28条の要求を示しており

ますけれども、先ほど申し上げましたように、選定いたしました重大事故等対処対象事象

につきまして、この規則に基づく重大事故の発生防止措置、拡大防止措置及び事業所外へ

の放射性物質の異常な水準の放出防止措置を講じることとしております。 

 続きまして7ページからですけれども、7ページ以降では、臨界事故及び冷却機能喪失に

よる蒸発乾固につきまして、再処理施設のリスクの所在を踏まえた重大事故等対処対象事

象の選定について示しております。 

まず7ページは、臨界の発生に係るリスクを踏まえた六ヶ所再処理工場の臨界安全確保

について説明しております。すなわち、各工程に存在する臨界安全上のリスクに応じまし

て、十分な裕度を持った設計、政策及び管理を行うことによって、臨界事故の発生の可能

性を極めて低く抑えております。対策については、その類似性から7ページに示します①

～③の三つのグループに分類されます。 
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 対策の一つ目、①ですけれども、核燃料物質を再処理プロセス内で連続的に取り扱う工

程の臨界安全管理です。これにつきましては8ページを御覧ください。8ページには六ヶ所

再処理工場の各工程における臨界安全管理の方法を示しておりますけども、このうちプル

トニウム濃度がプロセス上変動する抽出工程では、8ページの図で緑の太線で示しますプ

ルトニウムを含む溶液の主要な流れを、全て全濃度安全形状寸法機器、すなわち、いかな

るプルトニウム濃度においても臨界にならないように設計された機器で構成しております。

図でいいますと、赤い色のものと、赤の斜め線で示した機器でございます。 

 一方、この主要な流れから分かれた支流にプルトニウムが移行するのを防止するために

は、臨界に関わる異常な発生防止対策と、安全系で構成する異常の拡大防止対策を組み合

わせて、臨界事故防止を図っております。 

 次の9ページには、この例としまして、溶解槽の臨界内設計の例を示しております。溶

解槽では、せん断及び溶解に関わる各種パラメータを監視しておりまして、異常を検知し

た場合には警報を発するとともに、せん断を停止する設計としております。 

ここで再度7ページに戻っていただきまして、7ページの三つ目の矢羽根のところでござ

いますけれども、今まで御説明しましたように、溶解槽では複数の管理方法を組み合わせ

て臨界事故防止を図っておりますけれども、臨海の発生の可能性は極めて低いものであり

ます。しかしながら、設計基準事故としていることも踏まえまして、臨界に関わる重大事

故への深層防護をさらに充実させる目的で、「溶解槽における臨界」を重大事故等対処対

象事象として選定いたしました。 

 次に7ページに示した対策の②でございますけれども、溶液状の核燃料物質を臨界安全

形状機器からバッチ槽で一般形状機器へ移送する施錠管理でございます。溶液状の核燃料

物質を臨界安全形状機器からバッチ移送で一般形状機器へ移送する場合には、分析データ

及び運転移送者の信頼性を確保するために、分析における標準試料との並行分析及び複数

の運転員による分析データと核的制限についての照合を行って、臨界事故の発生の可能性

を極めて低く抑える管理を行っております。この管理を「施錠管理」と呼んでおりまして、

その流れは10ページに示すとおりでございます。 

 10ページを御覧ください。具体的には保安規定に規定いたしますとおり、溶液の移送手

段を施錠しておきまして、分析結果に基づいて当直員、当直長及び統括当直長が制限値を

満足することを確認して、初めてその溶液の移送が可能となるというのが施錠管理でござ

います。 
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 ここでまたすみません、7ページの三つ目の矢羽根に戻ります。この施錠管理によりま

して、臨界の発生の可能性は極めて低く抑えられておりますけれども、この方法が人為的

管理で臨界安全を担保するものでありまして、人為的な管理にことごとく失敗するとなり

ますと、臨界に至るおそれがある点を考慮しまして、施錠管理による臨界防止機能の喪失

を想定して、未臨界濃度を超えるプルトニウムを含む溶液の誤移送による臨界を重大事故

等対処対象事象として選定いたしました。 

その対象は次の8ページに、赤枠をつけて示しておりますけれども、酸及び溶解の回収

施設、第2酸回収系の低レベル無塩廃液受槽、図の中ほど左側にある低レベル無塩廃液受

槽と、それから精製施設、精製建屋一時貯留設備の第7一時貯留処理槽、低レベル無塩廃

液受槽の右手にあります第7一時貯留処理槽の二つといたしました。これは通常時に未臨

界濃度を超える溶液を取り扱う全濃度安全形状寸法管理の機器から、直接溶液が送られる

可能性のある施錠管理対象の一般形状機器が、この二つのみということによるものでござ

います。 

続きまして11ページに参ります。11ページでは、再処理工場の各工程内に存在する放射

性物質の崩壊に伴う熱の発生、いわゆる崩壊熱を適切に除去するための方法を示しており

ます。その方法は次の12ページに示しますように、放射性物質を内包する貯槽等の内部に

設置した配管に冷却水を流すことによって熱を取り出す内部ループと、そこの環境を通し

て受け取った熱を屋外の冷却塔から大気中に逃がす外部ループとで構成される安全冷却水

系によっております。この外部ループ、内部ループともに冷却水のポンプは多重化されて

おりまして、必要な量の冷却水の循環は1台のポンプで可能となっております。またこれ

らのポンプは、外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機から給電することで機能を維持

する仕組みとなっております。 

11ページに戻りまして、11ページで赤、ピンクそれから青でそれぞれ色をつけた設備、

機器が安全冷却水系によって冷却されているものでございます。このうち、赤とピンクで

示す液体状の放射性物質を内包する機器につきましては、万一、安全冷却水系による冷却

機能が喪失した場合には、内包する放射性物質の種類や量に従って、溶液の温度が上昇し

まして、そのまま放置した場合には沸騰に至って、放射性物質の環境放出が懸念される事

態となります。沸騰に至るまでの時間は、内包する溶液の崩壊熱密度に依存いたします。

また沸騰時に想定される放射性物質の環境放出の程度は、崩壊熱密度とインベントリによ

ります。 
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この11ページの図には、すみません。ちょっと字が細かくて恐縮ですけれども、ここに

挙げた安全冷却水系で冷却を行う機器に対して崩壊熱密度、用量、インベントリをそれぞ

れその数字で示しておりますけれども、このような観点から安全冷却水系によって冷却さ

れている各機器の崩壊熱密度及びインベントリを見ますと、高レベル廃液を濃縮する濃縮

缶と、その下流に位置する各貯槽が、他の機器に比べて相対的にこれらの数値が高いこと

がわかります。それが、この図の右側に赤い枠で囲んだ範囲の機器でございますけども、

このため、セル内において発生する蒸発乾固につきましては、赤い枠で囲んだ範囲の機器

における、冷却機能の喪失による蒸発乾固を、重大事故等対処対象事象として選定いたし

ました。 

私からの御説明は、以上でございます。 

○田中知委員 ありがとうございます。それでは、規制庁のほうから質問等、お願いいた

します。 

 長谷川さん、どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今日の説明の位置づけ自体も、よくわからないところがあるんですけど、まず重要な事

項として、今日の説明が事故の対処を、まずすそ切りをするものではないということが非

常に重要だというふうに思っています。 

多分、言葉の使い方みたいなので「重大事故等対処対象事象」と言ってしまうと、言い

方が聞こえが悪いわけですけれども、要するに重大事故というのは、一定の定義はしてい

ますけど、これ設計上定める条件より厳しい条件だけで、要するに設計基準というのを単

一故障だとか単一誤作動とかそういうもの、それから外力に対してある程度の基準地震動

だとか、竜巻の設定だとか、そういうところを科学的、合理的な範囲でセットしていると

いう、単にそういうことではあります。 

 一方で割と影響の度合いというのは当然見なきゃいけない。そのときにここでやらない

と、重大事故で基本的にある大きさみたいなのを少し考えるのは、それぞれに対しては事

故が同時多発的に起こったときに優先順位をどうするかという、そういう話。それとの関

係で、そこに対応するための設備は必ずある事象というか、起こり得る場所ごとにきちっ

と用意しなさいという、最低限の事故を対処するための設備の数みたいなものを考えると

きには、一定のレベルというものに対しては、必ずできるようにしておこうという、我々

そういう考えがあった。 
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 一方で、多分どれでもいいんですけど、例えば8ページ、11ページの、これ臨界の話と

崩壊熱除去のやつですけれども、ここに基本的に今回、幾つかこれが重大事故等対処対象

事象ですと言った以外にも、起こり得る場所というのはあるわけで、これらに対して何か

起こったときに、対応しないというのはあり得ないのだと思っているんですけど、その辺

りが今日の説明の中でされているようにも思えているし、はっきりそこがよくわからなか

ったんですけれど、その辺りについて、これ重要なことなので、御説明をまずいただけま

すか。 

○日本原燃（青柳担任） 日本原燃の青柳でございます。 

 これは、今おっしゃられたように、一番の基本でございます。3ページに記載させてい

ただきましたように、私ども新基準ができる前までは、再処理指針に書いてございます発

生の可能性の観点でいわゆる事故を想定して、それに対する対策を要求されてまいりまし

た。 

それについては、従来の安全審査で説明させていただきましたけれども、この度の福島

を鑑みて、新基準というものができて、より発生頻度の低い世界も見て手を打ちなさいと

いうことが、今回の新基準の骨子でございますので、そういった観点で先ほどおっしゃら

れた設計の想定を超えたものをちゃんと見据えて、そしてそれに対しては、着実に手を打

つ。 

そしてその打ち方についても、一つ一つの再処理にはさまざまなリスクがございますの

で、さまざまなリスクに対して、ちゃんその程度を把握した上で重要なものについて、結

果の影響が大きいものについては、しっかり手を打つんだということを見極める観点で、

その影響度を一つの評価の対象としながら手を打ってきたと。 

当然その影響度の小さいものについて手を打たないというわけではございませんので、

これも前回も御議論がございましたように、こういった重大事故というのはどういう状況

で起きるか全くわかりませんので、そのときのプラントの状況、それから主要なパラメー

タの状況、こういったものを把握しながら、そういう重大事故が起きたときには、まさに

重大事故等対処設備だけで対応するわけではなくて、設計基準設備、こういったものも3

ページに書きましたように、使えるものは全て駆使して対応しますので、場合によっては

時間余裕があるもの、これは前回プールで議論がございましたけれども、時間余裕がある

ものについては、設計基準設備を回復させるようなことも並行して行って、重大事故に対

応するわけですけれども、そういった中で本当にリスクが今、我々新しい視点で重大事故
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を見てまいってきたわけですけれども、対応すべき、本当に影響の大きなものは把握しな

がらやるという観点でやっております。 

したがって今、長谷川さんがおっしゃられたように、私どもここで重大事故対象事象だ

けを対象にしているんではなくて、どういうものについても、事の大小に関わらずという

か、3ページに書かせていただきましたけれども、あるものを全て使って対処をするとい

うのが、私どもの事業者としての考え方でございます。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 そういうのも、とりあえず何か起こったら全部やるというのは、当たり前で。それで説

明との関係なんですけど、例えば臨界でいくと7ページと8ページで、これ最終的に三つぐ

らいの溶解槽と、それから一時貯留槽の一部に対して、これ三つを対象としてやりますと

いう中で、臨界が起こる場所はこれのほかに何十カ所か考えられていて、多分、全濃度の

安全形状寸法管理をやっているところというのは、何をどれだけ誤操作して間違えても、

これは多分物理的に起こらないというのはわかる。 

そうするとこういう場所は、もうどんなに頑張って臨界を起こそうとしても起こりませ

んということで、対処は不要なのかもしれないんですけど、それ以外に単純な濃度の話と

か、いろいろちょっとやり方が違うというのが10種類ぐらいあるわけです。いろいろの組

み合わせで臨界をやっている。だからこの間のものが多分濃度の関係で頑張っても起きな

いものと、そうでないものがやっぱり出てくるはずなので、その辺りについて何ら説明が

ない。 

これ多分、最後重要な、大きくカテゴライズしたときに、この三つについて代表性を持

っているので、これを説明することによって、その間が埋まるんだという説明に今後なっ

ていくんであればいいんですけど、その辺りというのが説明上全部抜けちゃっているんで

すけど、それが臨界のほうであって。 

それから、崩壊熱除去というのも、これも高レベルの廃液は厳しいのは、もうよくわか

っている。蒸発缶以降というのが厳しいというのも、これも当たり前のようにわかってい

る。 

ただし、途中段階で少量のものとか、濃度が薄いもの、若干濃度が薄くなるようなもの、

それからプルトニウム溶液みたいな発熱量はあるけど、それほど大きくないみたいなもの

というのが、ここに残ってくるわけです。だからそういうものが、これを代表例としてや
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ることによって、十分できるんだという説明になるのか、その辺りというのがどうなって

いるんでしょうかと。 

○日本原燃（青柳担任） 日本原燃の青柳でございます。 

 まず臨界とここで今、挙げております崩壊熱除去、これが若干違っているところがござ

いまして、臨界というものはある閾値を超えてしまうと、急激に臨界が起きる。そして崩

壊熱というのは濃度が徐々が高くなると、徐々にいわゆるリスクが上がっていくという観

点が違ってまいります。 

そういった観点では、再処理安全審査指針でも臨界に対しては非常に厳しい条件を審査

の過程でも、指針そのものでも要求してございます。安全設計、単一故障を要求している

のは臨界だけでございます。単一故障で臨界を起こさないという発生防止を単一故障対応

にしているのは臨界だけでございますけれども、そういった視点から今、おっしゃられた

この10個以上あります、カテゴライズした管理方法を分けてございますけれども、こうい

ったものに対して発生の可能性の観点、どちらかというとやっぱりリスクの観点で安全審

査を厳しくやったのが臨界でございまして、そういった視点から私どもは重大事故のレベ

ルにおいても臨界は起きないレベルであろうということを、これは内的ではございますけ

れども、私どもの内部でいわゆる確率論的安全評価、こういったもので臨界については非

常に確認してございます。 

そういった観点からいって、最後に残ったリスクとしては、我々の今までの臨界設計の

経験からいって、どこがあるのかという観点からいうと、この施錠管理とか、複数の運転

の溶解槽、こういうふうに溶解槽の場合はあらゆる臨界管理を組み合わせておりますので、

旧安全審査においても立地評価というような形にしましたけれども、こういった観点で、

本当に私どもの経験からいって、臨界上、手を打つべきものはここであろうという技術的

判断で、こういうふうに絞り込んでまいりました。こういった過程を説明させていただく

のは、今後は幾らでもできると思います。 

 それからもう一つ、崩壊熱除去につきましては、これはもう明確に発熱量との時間との

関係になってまいりますので、こういった旧安全審査においても崩壊熱除去の安全設計と

いうのは、安全上重要な施設を発熱量の多さ、少なさで2段階に分けてその設備対応、12

ページに今、設備対応を示させていただいておりますけれども、これも安全評価の対象と

しては単一故障を要求しておるんですけれども、動的機器だけではなくて、静的機器にま

でも、いわゆる2系統を用意して、その各系統に独立した動的機器をさらに2系統。動的機
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器から見ますと4系統用意しているカテゴリ1という、非常に発熱量、時間の余裕の少ない

ものと、それからもう少し時間余裕があるんだけれども、やはり沸騰するおそれがあるも

の、両方とも安全上重要な施設にしておりまして、その段階を2段階、信頼性を上げてい

るのは、この崩壊熱除去だけなんですけれども、こういったものも今、長谷川さんがおっ

しゃられたように、私ども特にカテゴリ1と2系統を用意した発熱量の多いものについては

重大事故としての、これも同じようにPSAやっているんですけれども、これだけの信頼性

を上げても究極的な安全というのは重大事故も手を打っているからであろうということで、

こういった観点でここを選んでいるということを経て、この重大事故を選んでおります。 

 こういった結果を先ほど申し上げました、結局、網羅したということが必要になってま

いりますので、最終的にはその辺が選んだものが妥当であることを示させていただくとい

うことを考えております。 

○日本原燃（石原課長） ちょっとつけ足し、いいですか、すみません。 

 先ほど冒頭青柳が申し上げた今後の説明の順番という趣旨で、まず今日、我々が重大事

故に対する対応の基本的な方針を説明させていただいて、あとリスクの所在というものを

示した上で、今後まず具体的な対策について説明をさせていただきたい。 

全体の重大事故としての網羅性みたいなものについては、最後に説明をさせていただく

という意味で、ちょっと説明の過程でどうしても重大事故対処対象事象をここにしますみ

たいな説明があったんですが、まずは私どもとしては、先ほど8ページであったり、11ペ

ージを使って、我々の再処理工場にあるリスクとかポテンシャル、そういったものを示し

た上で、今後、具体的な対策の説明をさせていただくポイントとして、まずこういうとこ

ろに着目してやらせていただくということを、トリガーとして御説明をさせていただきた

かったというのが、もともとの説明の趣旨でございまして、ここを重大事故としますよと

いうところについては、一番最終的に網羅性の説明もした上で説明させていただく。 

そういう意味で、例えば11ページでいけば、当然先ほど青柳が申し上げましたけど、崩

壊熱密度なり崩壊熱量なりが放射能力が高ければ、冷却機能喪失が起こってから蒸発乾固

に至るまで時間軸が早かったり、ポテンシャルが大きかったりということで、そういうと

ころに着目して、まずは蒸発乾固に対する重大事故の対策というものを、一通り説明させ

ていただくという趣旨で、こういうポイントを挙げさせていただきますという趣旨が、今

の赤枠をつけさせていただいた趣旨でございます。 

 そういう意味で、全体をまず今後は説明させていただきますが、まずこういったところ
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に取っかかりとして、今後具体的に説明させていただきたいということでございます。大

分途中で重大事故対処事象5ミリで切って、ここしかないみたいな説明、それを今回この

場で議論をさせていただいて決めたいというわけではなくて、そういうポイントを示させ

ていただくというのが、全体の趣旨でございます。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今の石原さんの話で大体わかったんですけど、その前の青柳さんの説明の中では、臨界

安全に関しては、やっぱりもう臨界が起こらないということを前提に置いて、事故の対処

しないところがあるんじゃないかと思います。 

少なくとも僕は全濃度の形状寸法管理やっているところは、これはもう考えても絶対起

こせないということを、安全審査でやっているんでこれはいいとしても、ほかの部分とい

うのは人間の誤作動とか、いろんなことが入ってきたときに、本当に起こせない場所なの

かどうかについて原燃として、やっぱりそこを対処のすそ切りみたいなのをしているとこ

ろがあれば、それはきちんと安全審査の場でやらせていただくということで。 

単なる代表性の話とすそ切りというか、対処しない、起こらないという場所があるんで

あれば、起こらないのと、起こる可能性が低いという話は別であって、低い可能性があっ

たとしても起こる場所はそれなりに起きたときに臨界をとめるとか、そういうことはやっ

ていただく必要があるというふうに思っています。 

 それから、崩壊熱除去についても、小さいものであっても起きたらやるんでしょうとい

うところで、ここもやらない設備、要するに崩壊熱除去の場合というのは、冷却ができる

ようにするとか、それから注入装置をつけるとか、そういうのは全部基本的にこういう起

こり得るところ、対策を多分しているところはやらないといけないんだと思っています。

そこの中でやらないのがあれば、やらない理由はやっぱりちゃんと説明していただくとい

うことだと思うんですけど。だから、それがあるのか、ないのかというのは、もしあれば

それは今後ちゃんと説明上入れてください。今日はあまり細かいところ議論してもしよう

がないのかもしれない。 

 多分これの説明という中で、水素の話とか全部抜けちゃっていると、結局今日何を説明

したいのかよくわからないというのは、トータルであるわけです。というのがそれはもう

最後感想ですが、今後そこをちゃんとあるならば説明してくださいということが一つ。 

 それからもう一つ別な話として、これは申請書のほうなんですけど、今内的事象はこれ

までMJレポートみたいなの、設計基準事象を決めるときに、かなり議論したものがまとま
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っているので、そういうのが前提になっているんだとは思うんですけど、これよく読むと

外的事象、最終的に地震しか想定していないんです。多分これ竜巻だって今の設定より大

きくなったときのことを考えないといけないし、いろいろ外力というのは、もう少しきち

っと捉えていかないといけないんじゃないかなというふうに、地震だけで、ほかは内的と

外的は差はないですよみたいな話をしてもらっても、これ外的事象みたいなものは起こる

可能性があれば、やっぱり周囲の状況が変わってきてしまう。いわゆる環境状況、これは

アクセスの話とか対処のそういう環境条件というのが起こる、想定され得る要因との関係

において、相当違ってくると思います。 

 確かに地震起因というのが発生する、容易に想像はできるし、かなり厳しい条件ではあ

るとは思いますけれども、これが全てを網羅しているということについては、ちゃんと今

後説明をいただく必要があるかなということで。これ例えば候補事象の選定という、添付

資料の添付8の部分になると思うんですけど、こういうところに細かい点においては相当

最初に検討の中で対象外にしているものが、やっぱり幾つかあるので、それでそれは前提

から説明をしていただく必要があるかなというふうに思います。その辺いかがですか。 

○田中知委員 お願いできますか。 

○日本原燃（青柳担任） 外的事象について、今おっしゃられたとおり、私どもまず起因

事象としてのいわゆる地震の包括性、それとあと今おっしゃられた状況の変化、これにつ

いてはそれぞれの事象のアクセス性等で、状況がどうなったときに今回のような新基準で

も要求されてございますので、アクセス性の説明を問題ないことを説明する中で、個別に

御説明できるかと思っています。いずれにしても、今おっしゃられた地震で私ども今、外

的事象を包括しておりますけれども、その辺のどういう考え方というのは整理した上で、

また御説明したいと思います。 

○田中知委員 よろしいですか。あと規制庁から何かありますか。 

 いろいろと意見があったんですが、今後重大事項に対しての審査を進めていく、大変重

要な基礎的なポイントを、両者同じ認識で理解しておかないと、また言ってからいろいろ

と考えが違うになってもいけないなと思って、今日重要な視点がいろいろとあったかと思

います。「重大事故等対処対象事象」というのを、選定してと書いて、今「選定」という

考えがいいのかどうかという議論もあったりしたんですが、規則のほうには対象事象を設

定してということは、特に要求していないんですが、やはり日本原燃として対象事象とい

うようなものを選定して説明するということの有効性を感じたからなのか、やっぱりこれ
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から色つけのようにしていく中で、選定ということによって、全体を見失うようなことが

あったらいけないというふうなことがあれば、また考え方が変わってくる可能性もあるん

でしょうか。 

○日本原燃（青柳担任） 先ほどの繰り返しになってしまうんですけれども、やはり結果

の重大性に応じて、しっかりそれを把握した上で対策をとる。原子炉と違って再処理は何

回も申し上げていますけれども、結構広く浅くリスクが分布しておりますので、その中で

本当に周辺公衆に、頻度は小さくても起きた場合には周辺公衆に迷惑をかけるものという

のは何かというのを把握した上で、それに集中的に設備対応、あるいは人的対応をする、

そういった準備をすることによって、再処理全体のリスクを低減できますので、幅広くは

対象にしているけれども、その対象というものを明確にして手を打つと。その考え1点で

ございます。こういう観点で言葉的には少し誤解を与えるのかもしれませんけれども、

我々が対処すべき重大事故を明らかにしながら、対応していきたいというようなことでご

ざいます。 

○田中知委員 規制庁のほうがもし何か、追加的に意見ございますか。どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 前回の会合の最後のほうに少し、再処理の今のリスクを、この今の話もそうなんですけ

ど、やっぱりそこを考える上では、最初の使用済燃料のインプットというか、そこの前提

は大きく変わってしまうということで、使用済燃料、この間は最悪の条件下で配置したと

きの、多分発熱量の観点から、最悪の条件の使用済燃料の状態というのをやったと思うん

ですけど、多分そこの情報によって、後ろは全部発熱量とかいろんな時間的要素が変わっ

てくるという話をしたときに、この辺りというのは今後その辺りはどのようにというのは

少しお考えいただいたんでしょうかと。 

○日本原燃（青柳担任） 日本原燃の青柳でございます。 

 今、前回のお話を受けまして、私どもこれは前から取り入れているところも、もう既に

あるんですけれども、先ほど六ヶ所対応本部というような体制のお話も出ましたけれども、

そういったところで、ここで考えた一番厳しいシナリオと、今の時点で何か本当に重大事

故が起きたとき、そのときにこれがどれくらい違うのか、余裕があるのか、そういったも

のを各事象カテゴリごとにどういうパラメータで判断して、それを補正をかけて対策とる

のか、そういった流れ、それからパラメータ、そういったものを明らかにしながら、実際

にこれから御説明する運転員がどういうふうに流れていく、そこにどういうふうな判断基
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準で、どういうふうに変化していくかというようなことを具体的な状態を、例えば今の状

態でも一つ、つくることはできますので、そういった、これはケーススタディになります

けれども、ケーススタディを示しながら、こういうふうに対応が変わってくるんだという

ようなことをお示ししようというふうに考えてございます。 

○田中知委員 よろしいですか。 

じゃあ本件については本日のところは、このようなことでいかがかと思いますが、今後

いろいろと議論、説明していく中で、個別の重大事故に係る根拠や考え方、また同時に連

鎖して起こるような場合にどう考えるかということについて、今後説明していただき、こ

の場でまたいろいろと審査していきたいと思います。 

 それでは、本日の予定した時間よりちょっと短いんですが、説明、質疑は以上というこ

とでよろしいでしょうか。本日の会合でコメントした件については、改めて整理した上で、

次回以降の審査会合で説明していただくということでさせていただきたいと思います。 

 今後の予定について、規制庁のほうからありましたらお願いします。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 次回会合につきましては、当初スケジュールというか、希望どおり来週の1月26日で開

催したいと思いますが、時間につきましては別途調整した上で御案内したいと思います。 

 以上です。 

○田中知委員 ありがとうございます。 

 それではこれをもちまして、本日の日本原燃株式会社再処理施設の新規制基準に対する

適合性についての審査会合は終了いたします。どうもありがとうございました。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第41回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年１月２２日（木）１４：００～１６：０８ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ｃ 

 

３．出席者 

原子力規制庁  

 大村 哲臣  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 石井 康彦  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 小川 明彦  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 津金 秀樹  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 栗崎 博   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 大音 明洋  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 関 典之   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 平野 豪   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 萬上 俊隆  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 林 里沙   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 松本 修   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 森 憲治   技術基盤グループ 安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

        技術研究調査官 

日本原燃株式会社 

 米川 茂   濃縮事業部長 

 星野 剛   濃縮計画部長 

 渕野 悟志  濃縮計画部 安全基準グループリーダー 

 坂本 勝利  濃縮計画部 安全基準グループ 副長 
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４．議題 

 （１）日本原燃(株)ウラン濃縮工場の新規制基準に対する適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１－１ 六ヶ所ウラン濃縮工場 適合性審査への対応について 

 資料１－２ 六ヶ所ウラン濃縮工場 新規制基準に対する適合性 

       【安全機能を有する施設】 

 資料１－３ 安全機能を有する施設の抽出・整理と設計妥当性の評価 

 資料１－４ ウラン濃縮工場における「加工の方法」 

 資料１－５ ウラン濃縮工場の安全設計の基本的考え方 

 資料１－６ 各工程におけるハザードと安全設計方針 

 資料１－７ 安全機能を有する施設の設計妥当性 

 資料１－８ 安全機能を有する施設 一覧表 

 参考資料  前回までの審査会合における主な論点と対応について 

 

６．議事録 

○大村チーム長代理 それでは、定刻になりましたので、第41回核燃料施設等の新規制基

準適合性に係る審査会合を開催いたします。 

 本日の議題は、日本原燃株式会社ウラン濃縮工場の新規制基準に対する適合性について

ということです。原燃の濃縮工場の新規制基準への適合性に審査につきましては、昨年の

5月に行われて以来の会合というので、しばらく時間があいたということでありますけれ

ども、これまでの審査会合におきまして、基準の対象であります加工施設の位置、構造及

び設備の基本設計、それから、基本的な設計方針について審査をしてきたということで、

特に加工の方法との関連におきまして、臨界安全、それから、遮蔽、閉じ込め等の安全機

能を備えた設計等がなされる必要があるのでというふうに指摘をしまして、安全機能はど

ういった範囲なのかということについて審査をしてきたと、こういうことでございます。 

 それで、この指摘につきまして、日本原燃のほうで、かなり時間をとって検討してきた

ということで、今般、説明の準備が整ったということで、本日の開催ということになった

というふうに理解をしております。つきましては、まず、ちょっと時間もあきましたので、
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申請者のほうから、これまでの対応状況と、それから、今後の適合性審査の事業者として

のお考えということについて、資料を用意いただいておりますので、これを説明いただく

ということでございます。資料1-1ということで、よろしくお願いします。 

○日本原燃（米川部長） 日本原燃の米川でございます。 

 それでは、今、大村チーム長代理のほうから簡単に今まとめていただきましたが、もう

少し詳細に、これまでの経緯、それと今後の私どもの希望ということで、1-1に沿って説

明させていただきます。 

 まず、2ページ目の適合性審査への対応(実績)でございますが、今お話ありましたよう

に、昨年の1月7日に申請をいたしまして、審査会合、これを黒の菱形で記載しております

が、2月3日が最初でございます。それから都合8回、5月2日までやらせていただきました。

この間、安全機能を有する施設、これは新規制基準におきまして、初めて導入された定義

でございますので、こちらのほうに関して、臨界、遮蔽、閉じ込めに関する適合性の説明、

これを審査会合の中でやってございます。この中の第6回目、4月3日の審査会合が終了し

た時点で、大村チーム長代理のほうから、一通り説明を受けたので、あとはヒアリングの

ほうで詳細確認をしていただくという方針を示していただきました。それに沿って、こち

らの工程表で参りますと、6、7、8、9月ぐらいまで、かなり時間をかけたわけなんですが、

ヒアリングにおいて、網羅性も含めまして、安全機能を有する施設の機能の内容を明らか

にしてまいりました。また、10、11、12月におきましては、加工の方法の記載の検討とい

うことで、当方のちょっと説明も悪かったところもございますので、なかなかここが進展

することができなかったというところが実態でございます。これが昨年12月までの経緯と

いうことで、御説明をいたしました。 

 それに沿って、3ページ目に参りますが、これらを踏まえまして、適合性審査への対応

ということで、当方の案でございます。今回、本日、1月のここに菱形がございますが、

こちらにおきまして、安全機能を有する施設、これは約60ページもの大部になりますが、

全ての機器、設備について網羅をしてございます。「加工の方法」、それから、「ハザー

ドの抽出」、「安全設計の考え方」、それで、最終的には、安全機能を有する施設の特定

まで至ったものがこちらの資料にございます。これを抽出したものが、本日、説明させて

いただきます、1-4の「加工の方法」でございます。 

 こちらの①安全機能を有する施設は、本日、まとまったので説明させていただきまして、

その後、②、③、④辺りを安全上重要な施設の有無、それから、設計基準事故、地盤・地
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震、こちらは耐震重要度分類の考え方も、当方は新しい考え方を若干取り入れております

ので、この辺の説明に、次やらせていただいて、審査会合、当方の希望ですが、月2回ぐ

らいやらせていただけないかなと。その後、⑤、⑥ということで、外部事象、それから、

⑥につきましては現状確認ということで、別途やらせていただいておりますが、そちらと

かなり重なる部分もあるかと思いますが、こちらの本審査ということで、もう一度、対策

等の説明をいたす所存であります。 

 そうしまして、2月末ぐらいに、ある程度、目鼻がついたところで、これまでの整理で

は、新たな許可が必要な設備というものは出てきてまいらないと、出てきていないという

ふうに当方は考え方おります。したがいまして、補正申請のタイミングとしまして、記載

の充実を必要だというような観点から考えまして、こちらはいつ出すというふうに、当方

はちょっと今はまだ決めておりませんが、適切なタイミングで補正申請もやらせていただ

きたいというふうに考えております。 

 最終的には、この工程表にございますように、今年度末、3月を目途に、もちろん当方

の対応が一番これの工程を維持するのに重要なところでございますが、今般、8カ月ぶり

にやらせていただきましたので、心機一転と申しましょうか、当方、最大限、全力を挙げ

て対応をしていきたいと思いますので、こちらの希望として、こういう工程を挙げさせて

いただきました。 

 簡単ですが、以上です。 

○大村チーム長代理 それでは、今の日本原燃からの説明に対しまして、事務局から何か

ありますか。質問等あればお願いします。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 ただいま御説明いただいた日程について、我々も、最大限、対応し得るように努力いた

しますので、こちら、審査会合における指摘等の対応についても、適切に対応していただ

くようお願いいたします。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 御希望ということで、今後の対応について御説明いただいたところで、本日、御用意い

ただいているのが、これまでの論点としての入り口になりますけど、安全機能を有する施

設について整理をされてきたということなんですが、これ、本日、かなりそういった面で

は、この対象となるものについては、多種多様にわたる機器類があるというふうに認識し

ておりまして、1回で説明が終わるというふうには、我々は理解できないんですが、そう
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いったことも考えたときに、このグラフで行くと、今日でこれがあたかも一区切りつくよ

うな想定をされているように見受けられるんですが、その辺はどうお考えなんでしょうか。 

○日本原燃（米川部長） 原燃の米川でございます。 

 当方としては、これまで、ここに、工程表に書いてありますように、時間をかけて、相

当網羅性という意味ではやってきたつもりです。したがいまして、あとは、もちろん審査

の内容におきまして、今日答えられない点が多々出てきた場合は、もちろん1回に固執す

るものではございません。ただ、6月から9月までは、集中的に安全機能を有する施設とい

うことでまとめておりますので、そこを今日審査いただいて、妥当かどうかという御判断

になるかと思います。 

○大村チーム長代理 スケジュールはスケジュールとして、申請者のほうの希望というこ

とで承りましたけれども、しっかり準備をして審査をするというところが本来の目的であ

りますので、その状況に応じて、私ども、これを聞いたから、申請のほうを説明したから

このとおりやらなくちゃいけない、そういうことでもないので、そこはしっかりと審査を

していくということだというふうに理解しております。 

 よろしいですか。 

 それでは、今度、中身のほうに入りたいと思いますけれども、今、紹介ありましたよう

に、安全機能を有する施設及びその設計の妥当性について説明するということですけれど

も、昨年5月以来の審査会合であるということなので、安全機能を有する施設に関するフ

ロー等について、改めて変更点を含めて説明をしていただくということで、説明が長くて、

非常に大部の資料が今日は用意されているということでありますので、それぞれの項目に

ついての見直しの要点、それから結果について、これは簡潔に説明をしていただくという

ことにしたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 私のほうから、今、御指摘いただきました点について御説明をさせていただきます。 

 本日、お手元にお配りさせていただいております資料ですが、資料1-2から1-8、これが

本日、用意させていただいた資料になっております。ちょっと最初に、資料の内容を簡単

にかいつまんで御説明させていただきますと、資料1-2のほうは、本日の審査会合の場で、

どういった順で資料の御説明をしていくかというのをまとめた資料ですので、後ほど、冒

頭で、まずこれを御説明させていただきます。 
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 それから、資料1-3になりますけれども、こちらは、今までまとめ上げてきました成果

を、本日の審査会合の場で、これを全部、今日御説明することはとても無理ですので、代

表工程をその中からピックアップしまして、その安全機能を有する施設の抽出・整理の過

程ですとか、どういった考えで選び出したか。それから、その選び出した安全機能を有す

る施設というものが本当に妥当なのかどうかというのを当社としまして評価をしておりま

すので、その結果を簡潔に御説明させていただくつもりで、まとめましたのが資料1-3と

なっております。 

 それから、資料No.1-4、1-5、それから、1-8になりますが、こちらは、いずれ、申請書

のほうに、冒頭、米川から御説明しましたように、申請書のほうに反映して、補正が必要

になる、補正すべきものという観点でまとめ上げましたのが資料1-4、1-5、1-8で、こち

らを本日審査いただく、見ていただいて、適切かどうかの審査をしていただきたいと考え

ております。 

 資料1-4につきましては、これ、ウラン濃縮工場における「加工の方法」と表題に入っ

ておりますが、こちらは、申請の中に加工の方法というのが、既に従来の事業許可申請書

の中には書かれておりますけれども、ここの「加工の方法」の中に書かれている現在の申

請書の情報だけでは、なかなかその安全機能を有する施設というものが何であるかとか、

安全機能を有する施設とすべき具体的な安全機能、その具備している内容というものがな

かなか読み取り切れないという御指摘をいただいておりました。その御指摘を踏まえまし

て、事業許可申請書の中に既に申請しています設備・機器、それから、新しい新基準の考

え方に照らし合わせて、必要な安全機能を有する施設というものが追加が必要になるもの

がないかどうか、こういった観点で、今の申請書の申請内容等を、もう一度、さらに考え

直して整理してきたのが、今までの作業となっております。その上で、現在の事業許可申

請しに記載しております本文や添付資料に書かれている内容、ここにちりばめられている

内容をきちんと整理をして、「加工の方法」として、新たに整理をし直したという資料が

1-4となっております。 

 あわせまして、資料1-5のほうにつきましては、これは新規制基準では、一般構造に対

してのその基本的な安全設計の要求方針というのがまた明らかになっておりますので、こ

ちらも、従来の事業許可申請書には記載はしておりましたが、新しい基準に照らして考え

てみたときにどうであるかという観点で、申請書に書かれている一般構造に当たる基本的

考え方、これを再度整理し直してみたというのが資料1-5となっております。 
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 あと、資料1-6と1-7につきましては、その過程で、弊社が会社の中で整理をしまして、

ヒアリング等の場で御説明のために起こした資料でありまして、最終的にまとめ上げたも

のが資料1-8、安全機能を有する施設一覧表ということで、結果としまして、従来、ウラ

ン濃縮工場で申請をしております許認可対象設備が、新基準におきます安全機能を有する

施設に対応しているという整理結果にはなっておりますけれども、この資料1-4、1-5、1-

8というのが、申請書を再度、新基準に照らし合わせて整理をしました結果ということに

なっております。本日は、時間の都合もありますので、説明のほうは、主に資料1-3のほ

うに、その抽出した結果を要約してまとめておりますので、後ほど、こちらに沿って御説

明をさせていただくことと考えております。 

 では、まず資料1-2のほうに参りまして、移らせていただきまして、こちらの中で、今

まで安全機能を有する施設を抽出するに当たって、どういう作業の流れをしてきたかとい

うところを御説明させていただきます。 

 ページの番号で2ページ目になりますけども、1.安全機能を有する施設の定義というこ

とで、こちら、上の四角枠の中に書かれておりますように、事業許可基準規則の中に、そ

れぞれ、「安全機能を有する施設」とは、という定義がなされております。 

 これに対しまして、当社としましては、矢印の下に書いておりますように、ウラン濃縮

工場におけます加工の方法を踏まえて、臨界、遮蔽、閉じ込め、こういった観点における

通常時、設計基準事故の安全を確保するために必要な設備、ハード対応、これが「安全機

能を有する施設」になるという考えのもと、整理をしてまいりました。 

 次の3ページになりますが、その安全機能を有する施設を抽出するに当たりまして、具

体的に濃縮工場で安全設計をしていく中で、どういったことを考えているかというところ

が上の四角枠にありまして、濃縮工場の中で取扱う核燃料物質の形態ですとか、取扱い方

法、それから、取扱い条件、こういったことを踏まえまして、その各工程の中で、どうい

ったハザード、危険な原因が考えられるかというところをまず考えまして、それに対する

発生防止、進展防止、影響緩和といった深層防護の方策がきちんと講じられているかどう

か、こういったものをまずきちんと整理をした上で、当てはまるものが「安全機能を有す

る施設」になるという整理をしてまいっております。 

 一方で、本当にじゃあ、原燃、当社としまして整理をしました安全機能を有する施設が

妥当なのかどうかと。その設計が妥当かどうかということも評価をしませんと、ただ抽出

したという結果だけの話になってしまいますので、その妥当性につきましては、想定され
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るハザードというのが、機器の破損、故障、誤動作、それから運転員の誤操作等によって、

放射線を施設外部に放出する可能性のある事象、具体的には、一に書いています、核燃料

物質による臨界ですとか、二の閉じ込め機能の不全に至るような事象、こういったものに

対しての事象をピックアップいたしまして、それから、発生防止、進展防止、影響緩和、

これらの各対策によって、きちんとこういった事象が収束できるかどうかと、こういった

観点を別途評価しまして、抽出した安全機能を有する施設が適切かどうかというのを当社

として評価をしております。 

 以上の流れを集約、まとめましたのが、次の4ページでございます。4ページの左側のフ

ローが、今、前段で御説明しました、まずは各工程で取り扱う核燃料物質の形態ですとか、

取扱い方法、こういったものを「加工の方法」として再整理をしたという作業をしており

ます。その資料が、先ほど冒頭で御説明しました資料1-4になっております。右側のほう

は、濃縮工場の安全設計のまず基本方針を整理するということで、こちらも申請書類に後

ほど反映することになります資料1-5ということで、整理をした結果になっております。 

 これらを踏まえまして、どのようなハザードが想定されるか、そのハザードに対する

「発生防止」、「進展防止」、「影響緩和」、これらの安全設計の方針というのを整理し

てまとめたのが資料1-6の資料になっております。その結果が、抽出して出てきたものの

結果が、最後、資料1-8ということで、一覧表でまとめたものが資料1-8の中にまとめてあ

るものとなっております。 

 この整理の過程、抽出・整理の過程におきましては、右側にありますように、その抽出

した安全機能を有する施設が妥当かどうかというのをチェックしていくために、臨界につ

いては、十分な発生防止策が講じられているものかどうか。それから、閉じ込めに至りま

しては、UF6漏えい、これは濃縮工場の場合は、一つ特徴としまして、系内で取り扱って

いますUF6の圧力が、大気圧未満か、以上であるかと。これによって事故の形態が大きく

変わってきますので、大気圧未満の場合であれば、十分な発生防止ですとか、進展防止が

図られているか。大気圧以上につきましては、これは施設外への影響を大きくするおそれ

があるという事象ですので、その影響を十分軽減できるような緩和策が設けられているか

という観点を評価してまいりました。結果、最後は事故影響評価ということで、被ばく線

量も評価をしてみまして、周辺公衆に対して大きな影響を与えるものではないという妥当

性を確認して、その結果、安全機能を有する施設として、当社が整理した内容としては妥

当であるという判断をしております。 
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 本日は、この御説明の流れに沿いまして、別添、資料1-3のほうで、後ほど、工程に沿

った御説明をさせていただきたいと考えております。 

 まずは、資料1-2のほうの御説明は以上でございます。 

○大村チーム長代理 ありがとうございました。 

 それでは、資料1-2の説明について、事務局から何か確認すべきことがもしあれば。 

 津金さん。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 ただいま加工の方法等について、取りまとめてこられたというお話を伺ったところです

けれども、今回取りまとめられたところが、まさに「加工の方法」の部分なんですけれど

も、ただいま出されている事業許可変更申請書の中で、当該部分に係る記載を反映すべき

事項というのが、当然本文なり添付資料で出てくると思うんですけども、その辺に対して

の検討というのはやられているんでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 今、御質問いただきましたところにつきましては、資料1-4になりますけれども、こち

らの中で、こちらは資料を事細かに御説明することは、本日は省略させていただきますけ

ども、原料の搬入及び貯蔵工程、濃縮工場としての入り口の部分から、それから、最後は

出荷までに至るフローの加工の工程の流れに沿いまして、それぞれ、どういった取扱い条

件、ここに書いていますような、濃縮度をどのぐらいなものを取り扱うとか、圧力温度を

どういった条件で取り扱うか、それによって考えられる臨界、遮蔽のハザードというのが

どういうものが出てくるかと、そういうのが読み取れるような情報をこの資料1-4にまと

めております。いずれは、この資料1-4、今、新たに、これまで申請していない内容がこ

こに盛り込まれていることではございませんけれども、追加で補足的に御説明しているよ

うなところも新たに加えて、できるだけ詳細に書き落としておりますので、この資料1-4

を申請書のほうに反映させていくことで考えてございます。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 4ページの説明いただいているんですけど、そこそこに「申請書反映」という文言があ

るんですが、これ、いわゆる案なんですか、それとも、もう組織的に内容についての御判

断をされた上で御提示されているというものなのか、1点を確認させてください。 

 それから、安全機能を有する施設の設計の妥当性評価というのは、これ、言い換えると、

許可基準規則でいうところの閉じ込め機能なり、あるいは臨界安全なり、あるいは火災防
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止、諸々も出てくると思うんですけど、その適合性に関する説明も含めて、安全機能を有

する施設の選定に対する説明をされるというふうな理解でよろしいんでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 まず、1番目に、御指摘、御質問いただきました事項ですが、申請書に反映するかどう

かという観点につきましては、こちら、全て中身を事業部内の中で検討して、整理をした

上で、今、ここにおります事業部長の承認までとった形で、本日、この内容を御説明する

と。いずれ、この内容を申請書に反映していくということで考えております。 

 ただ、申請書に反映するに当たっては、また別途、社内の手続にはなりますけども、申

請のための諸手続等を踏むことになりますけれども、これにつきまして、内容につきまし

ては、事業部内での検討をして、事業部長の了解をいただいて、本日、御説明させていた

だくものとなっております。 

 二つ目の御質問ですが、資料1-7のほうだと思いますけれども、こちら、臨界、閉じ込

めについて、主には検討しておりますので、ただ、中には重量物等の落下ですとか、あと、

火災等にも一部触れて、その上で、安全機能を有する施設に落ちがないかという検討をし

ております。ただ、これは、あくまで弊社の中の作業としまして、新しい新基準を踏まえ

た中で、そういった観点に抜けがないかと。新基準を満たすための安全機能を有する施設

の抜けがないかどうかというのを確認していく意味で、従来の設計基準事故等の考えを参

考にしているだけでありまして、設計基準事故そのものを、本日、審議していただくとい

うことではなく、弊社の中の作業の結果として、抽出した安全機能というのが妥当かどう

か、これを判断するための検討を行ったという御説明でございます。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 今の御説明、ちょっとくどいんですが、ということは、この安全機能を有する施設に関

しては、さらに、また別途、規則基準でいうところの閉じ込めだったり、臨界防止だった

り、遮蔽だったりということでの適合性という説明をされるということですか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 本日、御説明いたします主としましては、あくまで、どういうものが安全機能を有する

施設に該当するというのを抽出した結果だけを御説明すると。あと、後々、設計基準事故

ですとか、あと、各条文への適合性の御説明というのは、また別途、今後、順次させてい

ただくというつもりでおります。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 



11 

 そうすると、先ほどの資料1に戻りまして、3ページ目で言っているところの安全機能を

有する施設に関する線表、これ、会合(希望)というのは、まさに本日だと思うんですけど、

これについては、さらに適合性の説明があるというふうに理解しておけばよろしいわけで

すね。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 今、御指摘いただいたとおりでして、本日は、あくまで抽出・整理をした過程だけを述

べております。まとめております。具体的な条文適合ですとか、新基準へ適合しているか

どうかというのは、各条文適合性というのは、別途、御説明というふうに考えております

ので、資料1-1のほうの今後のスケジュールの予定としまして、安全機能を有する施設が1

月のところで線は切れてはおりますけれども、これはあくまで抽出・整理した結果を、本

日、御説明するという流れだけを示しておりまして、これで安全機能を有する施設が妥当

かどうかというのを全て審査していただけたという位置づけにかわるものだとは思っては

おりません。後々、いろいろ条文適合性等を踏まえて、例えば⑤の火災ですとか、溢水の

御説明をすることになると、それを安全機能を有する施設にフィードバックしなきゃいけ

ないものというのも出てくる可能性もあると考えておりますので、まずは、本日は、臨界、

遮蔽、閉じ込めに限って、弊社の基本的な安全設計方針としてはこういったものが該当し

ていると。どういう設備が該当しているかというのを整理した結果を御説明するつもりで

す。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 大体、御趣旨わかりました。ということは、本日は、安全機能を有する施設の選定され

たもの、それをまず考え方を含めて説明いただいて、かつ、それらに関わる臨界安全、遮

蔽、閉じ込め、これについての適合性に関する説明をされるという理解でよろしいんです

ね。わかりました。 

○石井チーム長補佐 資料の申請書反映のところは、つくっていただくのは、補足説明と

して使われることは、それで結構なんですけれども、これはもう半年も前になりますけれ

ども、その申請書の補正内容について、この場で相談するということは我々はしませんの

で、内容についてのコメントはしません。議論をする中で、当然どういうふうなものかと

いうのを申請書を使って説明すべきものがもとのものに書かれていないので、補足されて

記載されたということで受け止めさせていただいて、説明の中で使っていただいて結構で

すが、それをどう補正するかはそちらでお考えいただいて、そして、手続きを後ほどやっ
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ていただくということでお願いします。 

○日本原燃（米川部長） 原燃、米川でございます。 

 以前、石井チーム長補佐から、審査会合をやっている中でそういう御指摘がありまして、

私もそれはちゃんと記憶しております。出してみてという感じではなくて、当方、この度、

時間をかけて、加工の方法等も検討いたしましたので、私の責任でこういう形で出して、

案としてお出ししたというものでございます。 

○栗崎チーム員 規制庁、栗崎です。 

 今日の御説明の中では、この資料1-2の4ページの中で、一連の流れの中で、ハード対策

を中心に御説明いただくという話がございましたですけれども、この中で、対策としては、

ソフト対策も出てくると思うんですけれども、その辺の御説明というのはどのように今後

お考えなのか、ちょっとお聞かせいただければと思うんですが。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 今、御指摘いただきました点につきましては、資料1-6としまして、まとめた各工程、

全ての工程をまとめた資料の中にはまとめております。どのような安全設計方針をとるか

というところの中には、設備だけではなく、ソフト対応も含めて全て集約しております。

ただ、今回は、安全機能を有する施設についての御説明ということで、ハード対策だけを

御説明しておりますので、あと、そこで取り上げているソフトの部分につきましては、後

段の保安規定ですとか、事業許可のほかの条項の条文への適合性の説明の中で、ハードだ

けではなく、ソフトでもこういう対策をとりますというのを順次御説明させていただくこ

とになると考えております。 

○栗崎チーム員 では、今後、ソフト対策のほうも、多分保安規定との関係とかもあると

思いますので、きっちり説明をいただければと思います。よろしくお願いします。 

○大村チーム長代理 よろしいですか。 

 ほかになければ、それでは、今日のメインの資料1-3で説明をされるということでした

けれども、これは代表例ということで整理したものの、かなり一番厳しいところでしょう

か、その辺を代表例として取り上げて説明をするということですので、その項目が幾つか

分かれておりますので、最初は、臨界安全というところを中心に説明いただくというふう

に聞いておりますので、それじゃ、資料1-3に飛びまして、説明をお願いします。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 それでは、資料1-3に沿いまして御説明をさせていただきます。 
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 まず、資料1-3の1ページですが、1.はじめにと書かれておりますところは、冒頭、パワ

ーポイントの資料1-2で御説明しました、どういった流れで安全機能を有する施設を整理

してきたかというところを整理したところですので、説明が重複いたしますので、割愛さ

せていただきます。 

 次の2.ですが、この資料1-3の中で、説明をまとめております系統構成、設備概要を簡

単に紹介したところでございます。ここで、本日、御説明をさせていただこうと考えてお

りますのは、濃縮工場の中の「均質処理工程」というところの均質槽(中間製品容器)とい

う機器になります。こちらは、濃縮工場の中で、唯一、UF6を大気圧以上の圧力で取扱う

ということで、万一、バウンダリを損なうような事故が発生すると、公衆等への影響を与

えるおそれが、可能性があるという施設ということで、安全設計上は、濃縮工場の中では

相対的に重要度の高いところというところで、選定したところでございます。 

 どういった操作をしているかというのを2.の三つの○にまとめておりますが、絵としま

しては図1になります。上の図1の真ん中の辺りに、均質槽、それから、その中に中間製品

容器というものが書かれておりますけども、均質槽という耐圧・気密性を要した容器の中

に、同じく、耐圧・気密性を有する中間製品容器というものを収納しまして、ここを熱水

用ファンコイルを通して温めることで、UF6を固体から液体にしてやると。その固体から

液体にすることで、中間製品容器の中でUF6が熱循環しまして、濃縮度等が均質になるよ

うな操作が行われると。その上で、サンプルを取り出して、濃縮度が所定の出荷濃縮度だ

ということを確認しますと、これを製品用の輸送用のシリンダに移し替るという作業に移

っていくということで、ここでは、UF6を温めて固体から液体にして、大気圧以上で取扱

うというような作業を行っている場所になります。 

 続きまして、次の2ページ目に、説明を移らせていただきます。2ページ目以降の3.、こ

こで、冒頭、資料1-2で御説明しました、どういう観点、どういう流れのもとで、安全機

能を有する施設を抽出してきたかというところを御説明をまとめた部分でございます。こ

こは、それぞれ、冒頭の初めの部分に書いておりますけれども、こちらも先ほど資料1-2

でほとんど御説明しましたのと同じような内容です。どのような取扱い形態、核燃料物質

の取扱い形態があるかということを踏まえて、ハザードを抽出して、その中で、どういっ

たハザードが考えられるかというのを抽出しています。 

 具体的には、○ポツの二つ目のところに、そのハザードを考え出した、抽出した考え方、

これを列記をしております。三つのポツに書いておりますけども、濃縮工場というのは、



14 

発生、濃縮、回収の各工程で、温度ですとか、圧力、重量、こういったUF6の運転パラメ

ータを監視、自動制御することで濃縮を行っておりますので、この計測制御系に機器の故

障や誤動作が発生しますと、異常事象に進展していくというおそれありということで、そ

ういった観点から、どんなハザードがあるかというのを抽出しています。 

 それから、UF6は、大気に触れますと、すぐにUO2F2に変質してしまいますので、閉じ込

めておくというのが第一義になります。したがいまして、UF6は全て耐圧・気密性を有す

る容器、機器の中で取扱っていますので、そのバウンダリを喪失するような事象としてど

んなものがあるかですとか、最後は、三つ目のポツにありますように、濃縮工場では、ほ

とんど自動制御になっておりますので、人が介在する作業というのはそれほど多くはござ

いませんが、UF6シリンダを運搬したりですとか、あとは、中央制御室から機器の運転停

止操作等を行ったりとか、そういったときに人が介在してきますので、人の誤操作によっ

てどういう事象が起き得るかどうかというのをハザードとして抽出しております。 

 一方で、安全機能を有する施設を抽出するのとは別に、濃縮工場としましては、従来か

ら操業を行ってきている中で、臨界、遮蔽、閉じ込め、こういった観点で、どういう安全

設計の基本方針をしているかというのを再度整理しまして、これが新基準の要求に対して

きちんと対応できているかどうかというような整理も並行して行ってきております。 

 その上で、安全機能を有する施設をまとめるに際しまして、深層防護の考え方として、

ここに書かれているような発生防止ですとか、進展防止、影響緩和、これらの対策がきち

んととられているかと。十分な対策がとられているかというのを整理していったのが、資

料1-6のほうにまとめた結果となっております。 

 これを本日は、臨界、遮蔽、閉じ込めの各項目に分けて、一連、どのようなまとめをし

たかというのを簡単に御紹介させていただきます。 

 臨界についてですが、まず2ページの右側になります。a.の安全を確保するための「加

工の方法」の条件ということで、まずは臨界という観点で、どういう核燃料物質の取扱い

形態をしているかと、しなければいけないかという情報をまとめたのがa.であります。こ

こは、均質処理工程の均質槽、ここは濃縮ウランを取り扱いますので、最小臨界質量以上

のウランを取扱うということで、臨界管理をしなければいけないと。したがいまして、そ

の管理の方法としては、減速材となるような大気の流入を防止したり、隣り合う機器同士

の間を離したりとか、そういった取扱い条件を定めて取り扱わないと、臨界になるおそれ

があるということをまとめたのがa.の記載内容です。 
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 一方、b.では、今、御説明しましたその取扱い条件を考えるに当たって、想定しなけれ

ばいけない「ハザード」というのが逆に出てきますので、それをまとめたのがb.の①～③

になります。ここでは、均質槽におきましては、濃縮度の異常、それから、減速度の異常、

それから機器の端面間異常による中性子の相互干渉で臨界に至るおそれということで、こ

の三つは抽出されたというところです。 

 この①～③のハザードに対しまして、事象の進展をきちんと防止できるかどうかという

観点で、発生防止、進展防止、影響緩和の安全設計への方針を整理したのがc.の内容にな

ります。 

 まずは、濃縮度、減速度、この二つの核的制限値を組み合わせて、いかなる状態におい

ても起こるとは考えられない二つ以上の異常が同時に起きない限り、二重偶発性の原理を

満たすような条件を考えて、きちんと臨界の発生を防止する設計方針というのをここにま

とめております。 

 以上のa.加工の方法ですとか、考えられるハザード、それに対する発生防止、進展防止

の安全対策に対して、抽出・整理をして、該当する機器が何か、それから、具備している

安全機能が何なのかというのを整理したのが、d.の「安全機能を有する施設の対象とその

安全機能」になります。ここはもう結論をまとめての、今、御説明になっていますので、

本日、御説明しています中間製品容器、それから、それに続くUF6配管・弁ですとか、均

質槽、これが安全機能を有する施設になりますという結果です。 

 ここで、中間製品容器のところでは、UF6の耐食性、耐圧・気密性と書いて、その後の

②というふうに番号を振っていますが、これはb.の「ハザード」の番号と対比をしており

まして、減速度の上昇を防止するには、耐圧・気密性を維持して、系内に水分を含む大気

を流入しないようにという措置を図る必要があると。そのために必要な耐食性ですとか、

耐圧・気密性を安全機能として持たせないといけないというのをまとめたのが、この小さ

なポツの内容となっております。 

 臨界につきましては、簡単ですが、御説明、以上でございます。 

○大村チーム長代理 臨界について説明をいただきましたが、今の説明につきまして、事

務局のほうから何か質問なり指摘があればお願いします。 

○萬上チーム員 原子力規制庁の萬上でございます。 

 先ほど御説明いただきました均質処理工程における臨界防止の観点からの御説明につい

て、何点か質問をしたいと思います。 
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 まず、深層防護の観点で、発生防止、進展防止、影響緩和というものを考えた上で、今

回のその均質処理工程においても、特に今回、臨界防止の観点からも対策をしているとい

うようなことかと思うんですけども、今回の資料1-3の2ページ目の右のc.のほうの安全対

策を見ましても、基本的に発生防止の対策しかなくて、特にその後の進展防止、影響緩和

ということについての対策がないのか説明がないのか、ちょっとわかりませんけども、ま

ずこの辺りについての深層防護の考え方について、御社としてどのように考えているのか、

まず御説明いただけますでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 原燃、渕野です。 

 今いただきました御質問ですが、当社としましては、IAEAで要求されている深層防護の

考え方、こういった点も参考にいたしまして、2ページ目の左側に書いていますように、

発生防止は、とにかく異常を起こさない、通常状態からの逸脱を起こさない、そのための

防止策を講じると。進展防止は、それ以上、異常を進展させて、事故にまで至らないよう

に、異常を検知して、きちんと対処できるという対策を講じると。最後は、そうはいって

も、発生防止、進展防止をくぐり抜けて、施設外に放射線影響を及ぼすような事象に至っ

た場合でも、その影響を軽減できるような対策、こういった三つの観点で、それぞれ、ど

ういった対策が濃縮工場の中で講じられているかというのを整理しております。 

 一方、臨界につきましては、これは臨界が起きたときの影響というのは、従事者等に影

響を与えるというのは非常に明らかになってきますので、そういった観点では、臨界はも

う起きないということがきちんと防止できているという観点を十分検証できるかどうかと

いうところで、発生防止、進展防止の対策についての評価をしております。 

 本日、御紹介しています均質槽のところにつきましては、結果としては、発生防止によ

って臨界の発生の可能性を十分低減できているといいますか、おそれをなくすことができ

ているという整理をしたという結果になってございます。 

○萬上チーム員 そうしますと、今回は均質工程においては発生防止だけで十分であると

いう趣旨の御説明かと思いますけども、さらに、1-3の資料のちょっと先になりますけど

も、5ページのほうの妥当性の評価の説明の中で、特に臨界の深層防護の観点で言います

と、例えば濃縮度の逸脱ですと、例えば基本的には5％以下で管理することについて、も

しそれが維持できなければ、当然カスケードを止めるというような、多分インターロック

を設けることによって、その進展を防止するという対策が講じられており、あと、槽類な

んかで、例えば水分が入ってきた場合、H/U管理の観点から、臨界になるおそれがあると
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いうことで、そういった場合は、弁を閉じるというような進展防止策を講じているという

ことかと思います。 

 その上で、今回の資料の1-6のほうの全工程のほうを、ちょっとあくまで臨界の進展防

止、影響緩和というところでの確認させていただきましたけども、遮蔽、閉じ込めであれ

ば、多少それなりに記述はあるんですけども、事、臨界に関しては、深層防護の観点で、

進展防止、影響緩和というところの対応が若干少ないのかなというふうに思っております。

というのは、あくまで、御社の御説明ですと、あくまで二重偶発性の原理の観点から、仮

に一つの核的制限値が逸脱していたとしても、ほかの条件で担保できているから、問題な

いというふうに読めてしまうんですけども、仮にその二重偶発性の原理をもってしても、

一つの核的制限値を逸脱していることについて、仮に、じゃあ、そのまま放っておいてい

いのかということにもちょっとなりかねないと思いますので、仮にほかの観点で臨界防止

は担保されたとしても、一つのパラメータにおいて核的制限値が逸脱していることになれ

ば、例えばそれに対する異常を検知するような対策、もしそれに対して検知をしたのであ

れば、それに対する対策を講じるべきかと思うんですけども、そういった観点での検討と

いうのは、これ、全工程含めてされているのかどうか、御説明いただけますでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 今、御質問いただきました事項につきましては、決して、臨界は全て発生防止で押さえ

込んでいるというわけはなくて、当然ながら、発生防止で押さえ込めないものに対して進

展防止を講じて、多重防護といいますか、進展防止で押さえ込まないといけないというの

が基本ですので、後ほど、後段のほうで御説明させていただく、触れさせていただくこと

になると思いますけれども、濃縮度異常ですとか、減速度の異常というのは、まず異常が

起きたことを検知するための機能をきちんと設けていると。その上で、どういった対処を

すれば、その濃縮度の異常、それから、減速度の異常をもとの状態に戻すことができるか

という安全対策はどんなものがあるかという観点で整理をしまして、その各項目の例えば

濃縮度や減速度、個々の臨界管理項目自体も核的制限値の逸脱がないようにと。逸脱する

前に事象を進展を防止するという対策がとられているかというのを整理しておりますので、

本日の御説明の冒頭は均質槽とか発生防止だけですが、ほかの臨界の各項目についても、

各工程、全ての工程に対して、発生防止、進展防止はとられて、そこで臨界が起きる前に

事象を収束させることができるかというのを検討して、整理しております。 

○萬上チーム員 仮にそうだとしても、仮に、今ほどおっしゃった濃縮度の管理、H/U管
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理だけで十分なのか。例えば形状・寸法であるとか、熱的制限値とか、圧力の制限値につ

いても、臨界防止に関しては、当然そういった値で管理、制限しているところもあろうか

と思いますので、逆に、そういったところについての検討というのはいかがでございまし

ょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 複合的な異常に対しての検討という御理解でよろしいでしょうか。 

○萬上チーム員 いえ、複合ということではなくて、あくまで、核的制限値のH/Uと、濃

縮度だけではないと思うんですけども、当然ほかのファクターによっても、当然管理して

いるものもあると思いますけども、その点について、今回の説明では見受けられないので、

それについては、そもそも対策を講じているのか、そもそもそういったものを何も考慮し

ていないのかということの、御社の基本的な考え方をお示しいただきたいという趣旨でご

ざいます。ですので、複合的云々ということではなくて、あくまで単一事象に関しての御

説明をいただきたいと。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 資料1-3のほうは、代表例ということで、均質槽に限ったところでピックアップしてい

ますので、この資料上ですと、後ろのほうにも濃縮度と減速度と、あとは端面間距離だけ

しか出てきておりませんけれども、ほかの工程で、全工程の中では、そのほかのウランの

形状・寸法の管理箇所ですとか、そういったところで、全部の臨界管理項目に対しての異

常の進展防止、発生防止、これを講じているというのをチェックしております。この資料

上だけに該当するところをピックアップしたものが、本日のこの結果となっておりますけ

れども、全ての臨界管理項目に対しての検討はしております。 

○萬上チーム員 今回は、あくまで均質処理工程だけということですので、御説明という

形ですので、結果的に、この発生防止と対策しかできないということで、ほかの工程につ

いても、深層防護の観点から、同様に考えられているということではありますけれども、

ただ、今日の資料を見る限りですと、単純に二重偶発性の原理からも、一つのファクター

だけを押さえておけばいいとも、ちょっと言えなくもないようなちょっと記述になってい

ますので、その点については、また別途掘り下げて確認したいと思っております。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 承知いたしました。 

 すみません。日本原燃の渕野です。 
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 ちょっといずれ、詳細を御説明していくことにはなると思いますけれども、今、口頭だ

けで私のほうから御説明しました内容の具体的なところを少し例として示させていただき

ますと、資料1-6の5/61ページ、ここは濃縮度だけの項目になりますけども、濃縮度につ

いてであれば、ここの5/61ページの右から二つ目、安全設計方針のところに書いておりま

すが、①のところにアンダーバーが引いてあって、UF6の圧力、流量云々というところが

ありますように、まず、圧力、流量というのを監視して、カスケードの濃縮度が異常にな

らないようにというような発生防止策を図って、その上で、次の下のほうにおりていって

いただきまして、進展防止、異常の拡大というところで、濃縮度の異常が起きた場合でも、

核的制限値の5％を超えないような設計をすると。これに対しての具体的な内容は何なの

かというのが、右側の安全機能を有する施設の欄になります。ちょっと下のほうから上が

って見ていただきまして、⑧、⑤に、高周波インバータ装置というのが書いてあって、そ

の上のポツ、ここに例示的に書いてありますけども、濃縮度測定装置によって濃縮度異常

警報を発報して、なおかつ、インターロックによって生産を停止するですとか、濃縮度を

例に挙げれば、こういった発生防止、進展防止を図っているというところの御説明になり

ます。 

 あとは、すみません、具体的なところは、今後、御説明させていただくということで、

今はかいつまんで、濃縮度管理のところだけを御説明させていただきましたが、各工程、

全ての工程に対して、この61枚もののシートの中で、臨界管理の項目に対しての整理をし

てございます。 

○萬上チーム員 いずれにいたしましても、この辺の深層防護の考え方については、また

後日、今回はあくまで均質工程というところだけで、後で、そもそも代表性があるのかど

うかというのもちょっとありますけども、そこまで、改めて、全工程についても、その観

点で確認させていただければというふうに思います。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 承知いたしました。 

○萬上チーム員 その上で、ちょっともう1点、その関連でちょっと質問させていただき

たい点がございますけども、今回の均質工程ではなくて、資料でいうところ、1-5の3ペー

ジの(4)の基準規則のいわゆる二条2項の臨界警報装置の設置要求に関する方針に係るとこ

ろではありますけども、基本的には、御社としては、二条2項に該当する、基本的に濃縮

度5％以上のウランを扱い、かつ、最小臨界質量以上のものについては、規則要求上は臨
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界警報装置等をつけなさいという対策を求めているところに関して、御社のほうでは、基

本的には、こういったものに該当するものがないというので、これの対策は不要であると

いう御説明がございます。ただし書きのほうで、いろいろちょっと理由が書いてあります

けども、臨界警報装置を製品コールドトラップを監視対象としてつけるという趣旨の説明

がありますけれども、これについて、そもそもその二条2項に該当しないようなものに対

して臨界警報装置を設けるという趣旨について、ちょっと御説明いただけますでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 まず、臨界警報装置、これはもう濃縮工場、既に操業していまして、臨界警報装置も設

置をして、既にオンラインに入っております。臨界警報装置を設置するに至りました経緯

としましては、遠心分離機を、新しい性能を向上させた新型遠心機に更新するに当たりま

して、そのカスケードの中の一部で濃縮度が5％を超えるということがございます。ただ、

濃縮度としましては、生産する濃縮度は5％以下であります。ただし、それを適用するに

当たりまして、過去の新基準が適用される前のときの話になりますけれども、特定のウラ

ン加工施設安全審査指針というのがございまして、そちらの中で、適用対象になる施設と

いうのが、今のような5％以上のものを取扱う加工施設、それが特定のウラン加工施設の

対象になるという指針がございました。それを受けまして、弊社としましては臨界警報装

置をつけまして、これに基づいて、今まで対応してきているというところでございます。 

○萬上チーム員 その説明は、あくまで旧原子力安全委員会の指針の特定ウラン加工指針

に基づく対応のものであって、今回、あくまで新規制基準の要求に基づけば、あくまでこ

の二条2項に関しては、5％以上という件と、かつ、臨界質量異常という要件に係ってくれ

ば、かつ、御社からの御説明を踏まえれば、この要件に合致しないというふうに思ってい

ますけども、過去の特定ウラン加工指針に基づいて設置されているということと理解いた

しましたけども、ただ、いずれにしても、本来でも二条2項には該当しないから不要と言

っているものに対して、ただし、こうこうこういう理由で設置すると書いていることにつ

いて、そもそも二条2項に合致しない要求のものであれば、逆に、そのことを説明してい

ただいて、本来的にはそこは合致しないものであれば、任意で対応するものであるとする

ならば、本来、その申請書に記載すべき事項ではないかとは思うんですけども、その観点

ではどういうふうに整理されておりますでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 御指摘のとおりではあると思います。規則条項を満たすべきものではないという位置づ
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けではございますが、ただ、臨界という安全性に関しての重みというところを考えて、弊

社としましては、安全機能を臨界警報装置として申請をして、対応していくというところ

で整理をしているものであります。 

○萬上チーム員 ちょっとその辺の整理がよくわからないんですけども、ちょっとこれは

あくまでも私の個人的な考えでありますけども、今回、一連の深層防護の観点からすれば、

仮に臨界が発生したとすれば、もうこれは重大事故にはなりますけども、例えばその影響

緩和という意味で、当然従業員は逃げなきゃいけないというために、そういったもので臨

界を検知するということになれば、あくまで深層防護の観点からすると、影響緩和対策と

して読める余地はなくはないのかなというふうには思っているところでございます。いず

れにしても、ちょっと今の御説明ですと、臨界の安全対策と深層防護との関係で、若干そ

の説明がちぐはぐといいますか、あくまで過去の特定ウラン加工指針に捕らわれて対応し

ているという形になっていますけども、あくまで新規制基準対応との関係でどうなのかと

いう部分での説明としては、若干不十分というか、よくわからないということはちょっと

感じられますので、その点について、もうちょっと整理していただければというふうに思

います。 

○日本原燃（米川部長） 原燃、米川でございます。 

 今、萬上さんが言われた内容については、確かにもっともだと、おっしゃられることは

もっともだというふうに理解できます。ただ、我々としては、いわゆる初期導入分として、

2012年から前の規制基準で、既に現に、今、運転している設備ということで、これを今す

ぐ、例えば新規制に照らし合わせて、これは該当しないという、これは整理ができますが、

その範囲としましては、私の考えとしては、自主的安全性向上策の一つとして、逆に位置

づけて、運用するというような考え方もあるかと思いますので、もう一度、その考え方を

整理したいと思います。 

 ただ、基本的にはおっしゃるとおり、ガスですし、ガスはもうほとんど未臨界なんです

ね。それと水分もないということで、まず臨界が5％以上のところで起こるというのはあ

り得ないということもございますので、そこをもう一度考えて、はっきりした論理を御提

示したいと思います。 

○萬上チーム員 最終的に、御社の検討の結果、自主的な管理に委ねるという部分は、も

ちろん検討の結果、あり得ると思いますけども、ただ、今回のその説明資料の中で、やっ

ぱりそこはちょっと曖昧と、よくわからないようなちょっと整理になっていますので、い
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ずれにしても、このこと自体、我々は否定しているわけではありませんので、あくまでそ

の辺の論理について整理していただければという趣旨でございますので、そこは改めて御

検討いただければと思いますので、対応のほどお願いいたします。 

○日本原燃（米川部長） 了解いたしました。 

○大音チーム員 すみません、加工班の大音です。 

 今の件で、1点、ちょっと補足しますと、これ、この警報装置が、今の段階では、要は

いわゆる安全機能を有する施設として考えられているのか、考えられていないのか、そこ

がちょっと見えないということで、それと、そのときにも申しましたように、じゃあ、安

全機能を有する施設にするかしないかというのは、いわゆる深層防護の考え方といったと

ころにも関係してくるので、それも踏まえて、十分に検討する必要があるということで、

ちょっとそれについてもお考えを示してください。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 資料1-8をちょっと御覧いただきたいと思います。資料1-8ですが、今、弊社の申請書は、

臨界警報装置は放射線管理施設に整理をして申請しておりますけれども、今回の安全機能

を有する施設の整理の考え方としましては、条文への適合性が必要なものという観点で整

理をいたしましたので、この中には、今、見ていただきましてわかりますように、排気用、

換気用、排気用HFモニタと、これを挙げておりますが、臨界警報装置のほうは入れてはお

りません。 

 ただ、一方で、矛盾しているかもしれませんが、今、御指摘いただきましたようなロジ

カルな整理ができていないところの話になると思いますけれども、本文の仕様表の中には

臨界警報装置というのを入れて、申請しております。 

○大音チーム員 加工班の大音です。 

 いずれにしましても、ここについては、今後の審査といったところで確認していきたい

と思います。 

 以上です。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 承知いたしました。 

○大村チーム長代理 ほかに何かありますか。 

 それでは、臨界については、とりあえずよいようですので、じゃあ、資料1-3の次の項

目、遮蔽と、それからあと閉じ込めですか、これについて3ページ以降を説明お願いしま
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す。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 では、3ページの(2)遮蔽以降について御説明いたします。(2)のまず遮蔽ですが、こち

らは濃縮工場では取扱う核燃料物質が未照射ウラン、天然ウラン由来のものだけというと

ころでありますので、線量自体がそれほど大きなものではないという特徴から考えまして、

臨界ですとか、それから閉じ込めに係るような安全を確保する上で考えた設計仕様、これ

をきちんと遵守していれば、遮蔽効果の十分ある設備・機器ができ上がるという観点で、

どういった「ハザード」があるか。それを裏返しますと、所定の中間製品容器等であれば、

材質・肉厚が確保されていないと、予定していた線量の低減効果が得られないという異常

につながっていくというところで、それを防止するためには、きちんと臨界、閉じ込めに

係る仕様をきちんと担保する必要があるということで、c.にまとめたような対策が必要と

いうことで、ちょっと遮蔽のところに、臨界、遮蔽がなんで出てくるのというところを疑

問に持たれるかもしれませんが、そういった臨界、遮蔽の必要設計仕様を満たしていくこ

とによって、d.のような中間製品容器に対して必要な遮蔽効果を得られるという観点での

整理であります。 

 それから、(3)の閉じ込めに参りますけれども、こちらは、幾つか事象を挙げておりま

す。まずは、a.につきまして、「加工の方法」の中では、ここは大気圧以上の圧力でいろ

いろ取扱うということでピックアップした工程ですので、その耐圧・気密性を持たせるた

めの必要な強度を持たせるような取扱いをしたりですとか、あとは、リークテスト等の運

用面での漏えいを防止するとか、そういったところを整理したのがa.の「加工の方法」に

記載してございます。 

 その結果、どのようなハザードが、ここの均質処理工程で、均質槽の回りで出てくるか

という観点でまとめたのが⑥～⑪ということで、こちらは資料の先ほど見ていただきまし

た1-6の中の資料番号をそのまま引っ張ってきておりますので、⑥から始まっているとこ

ろになっておりまして、耐圧・気密性ですとか、あと、その接続管の取付不良とか、こう

いったものが「ハザード」として挙げられております。 

 次のc.の発生防止、進展防止、影響緩和、これらのそれぞれにつきましては、発生防止

であれば、ここは漏れないような構造のものをきちんとつくるとか、あとは、圧力を上げ

る要因になり得る温度の異常とか、制御している圧力の異常が起きないように、自動制御

をして一定の値に保つとか、そういったものをまとめたのが、この発生防止のところに記
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載しております。 

 それから、次の4ページですが、d.がその安全機能を整理した結果になっておりますが、

先ほど冒頭で御説明した臨界と同じように、ここは中間製品容器、均質槽の説明をしてい

ますので、安全機能を有する施設としては、中間製品容器、均質槽になると。 

 一方、閉じ込めの安全性を確保するためには、臨界のところの減速度管理につながって

おりますけれども、UF6の耐食性ですとか、耐圧・気密性をきちんと維持して、UF6が漏え

いしないように、中に空気も入っていかないようにというような対策をとるのが、ここで

の安全機能というところになっております。 

 もう少し、ちょっとここを御説明させていただきますと、4ページ目の左上ですけれど

も、先ほど、まずは耐圧・気密性を備えるような対策を講じるというところで御説明しま

した。その後、進展防止としましては、もし耐圧・気密性を損なったら、次、じゃあ、ど

うなるのかという観点で考えていきますと、UF6が漏れていく可能性ありと。そうなった

場合には、ここでは、進展防止の○の1番目に書いていますように、均質槽内にもし中間

製品容器からUF6が漏れ出た場合には、均質槽に閉じ込めて、さらに室内に漏えいしてい

くことを防止するような、二重の閉じ込め構造を設けるような設計をするとか、あとは、

高圧部の配管カバー、均質槽の外に出ているような配管部から漏えいがあったような場合

に対しては、次の影響緩和策のところに書いてありますような、配管カバー内の漏えいし

たUF6を工程用モニタという検知器で検知をしまして、緊急遮断弁を閉めて、UF6をそれ以

上漏らさないようにするというような影響緩和策をとるということで、深層防護の考え方

にのっとりまして、それぞれ、発生防止、進展防止、影響緩和、それぞれの各対策を講じ

ているというのをまとめて、結果が、最後、御説明しましたd.です。 

 以上が、遮蔽、閉じ込めの御説明になります。 

○大村チーム長代理 それでは、遮蔽と閉じ込めについて説明をいただきましたが、この

部分について、何か質問、指摘がありましたらお願いします。 

○林チーム員 原子力規制庁の林です。 

 遮蔽について、説明いただきたいところがあります。資料1-5の基本的な考え方の中で、

4ページですが、遮蔽については、安全機能を有する施設は、工場等周辺の線量評価を行

うという記載で、説明いただいた1-3の資料の3ページの遮蔽のところについては、線量評

価についての記載がないのですが、その考え方を教えていただけないでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 
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 設計としましては、まず、遮蔽に対しての弊社の設計の考え方としましては、臨界です

とか、それから閉じ込めを成立させるための、まず機器の仕様条件を決定すると。その上

で、その決定した仕様条件で、UF6を取り扱ったときの線量がどの程度にあるか。それか

ら、一般公衆の被ばく線量がどの程度になるかというのを評価をしてみると。もし仮に、

それか基準値を満たせないような場合であれば、臨界設計、それから、閉じ込め設計に加

えて、遮蔽の新たな対策を講じるというステップを踏むことになりますけども、線量評価

をした結果は、一般公衆に著しい被ばくを与えるようなおそれのある施設ではないという

のを確認できていますので、そこには至っていないと。 

 一方で、被ばく線量の評価結果につきましては、何回目かの審査会合の場の閉じ込めの

ところで、一度、御説明させていただいた、ちょっと記憶が曖昧ですので、確認いたしま

すけれども、いずれにしましても、被ばく線量の評価結果が一般公衆に影響を与えるもの

ではないというのは評価をして、申請書に記載しておりますので、その結果については、

再度、御説明をいたしまして、確認をしていただくことで考えております。 

○林チーム員 わかりました。ありがとうございます。 

○松本チーム員 規制庁の松本ですが、今の関連で、ちょっと確認をしておきたいんです

けども、今回、均質槽の代表例として取り上げて、説明いただいていますけども、今、林

から質問があったように、例えば敷地境界の部分は説明がない。要するに、不足している

というふうに受け取れるんですけども、そういう点がほかにあるのか、ないのかという点

については、いかがなんでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 線量評価という観点では、機器単品が敷地境界に及ぼす線量評価をしているわけではあ

りませんので、線量評価としましては、各機器、濃縮工程の全ての工程から敷地周辺に及

ぼす線量がどの程度になるかという評価をしておりますので、そこは一つの単元として、

別なところでの御説明になるかと考えておりますので、今のこの遮蔽設計というところの

御説明の中には、個々としては登場させておりません。 

○松本チーム員 ということは、今回、代表として、この均質槽の説明をいただいていま

すけども、個々の詳細な部分については、まだ説明し足りない部分、先ほど冒頭では各適

用条項の話はありましたけども、それ以外にも、技術的な部分として補足の説明、足りな

い部分があるということなんでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 
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 御指摘のとおりでして、これで全部が説明できているとは思っておりませんので、必要

なところを……。 

○日本原燃（星野部長） すみません、日本原燃の星野でございます。 

 本日の御説明は、安全機能を有する施設、ハードウェアとして、どういうものかという

観点で整理してございますけども、今日、御説明しました遮蔽のところで、じゃあ、この

均質処理工程において、遮蔽に関しての安全機能を有するところは何かといいますと、ウ

ランを内包します中間製品容器の材質・肉厚、遮蔽に寄与するような、そういう遮蔽計算

をするに当たって、前提条件として置いているようなスペック、これをしっかりとその肉

厚どおりのものをつくらなければいけないというところが安全機能という位置づけで整理

してございますので、そういう意味ですと、この部屋において、あと遮蔽に寄与するもの

は何かといいますと、あとはその機器の配置ですとか、内包ウラン量というところになり

ますが、内包ウラン量も、この中間製品容器の内径なり寸法が決まっていれば、内包ウラ

ン量はこの4,500kgのものが入るというところと、直接は言ってございませんが、そこを

押さえることによって、この部屋の中でのウラン量、線源の強度となるものがしっかりと

担保できると、そういうようなちょっとまとめ方をしてございますので、決して、不足し

ているとかではなくて、このスペックどおり、そしてあと、端面間距離をちゃんと管理し

た機器の形状・寸法を管理しというのは、これはちょっと言葉が、こう書いておりますが、

これは機器の配置のことを表してございますので、遮蔽という観点では、やはりここに書

いてあるようなことを担保できれば、この部屋からの線源の寄与に関しては担保できると。

それをいろんな部屋ごとに全部合わせたのが、総合的な敷地境界での線量になりますので、

それぞれの単元の工程のところに書いてある、この遮蔽に関わるところを全て合算すれば、

必要なその境界の値は担保できると。それを、実際、検証といいますと変ですけど、その

条件で実際に計算してみた結果が、やはり十分に低い値であるということは、これは別途、

放射線管理のほうの評価の中ではやってございますけど、スペックはここに書いてある内

容が必要条件というふうに整理してございます。 

○松本チーム員 規制庁の松本です。 

 考え方はわかりますけども、ここで、何というんですか、もう安全機能としてこういう

のが挙げられますというだけで、基本的にクローズするんじゃなくて、要は、インベント

リが一番多いのは貯蔵エリアだと思われるんですよね。ですから、本来はそっちでちゃん

と、今後やられるんでしょうけども、そこのところがクリアにならないと、何かここで、
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もう安全だというふうに終わってしまうようなあれはちょっとどうかなと思って、コメン

トした次第です。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 恐らく、今の論点というのは、この抽出槽、代表例という言い方をされて、あたかも、

ここを説明すれば、全ての工程が包絡されていて、クローズしてしまうと。ほかは一緒だ

よというふうな認識が持たれるような説明をされているところに多分誤解があって、何が

言いたいかというと、これは代表例というよりも、むしろ工程の一例を取り上げて、今ま

でこちらがしてきたものに対する説明を整理してこられたということでしかないと思うん

です。だから、もう遮蔽という面では、そのおのおのの有する機能、肉厚だとかといった

ものが前提になって、全体のその評価パラメータとなった上で、最終的には、おっしゃっ

ているような評価になると思いますので、という意味で、これは代表例と言っているこの

意味合いは、あくまでも工程の一例をとっているんだというふうな理解でよろしいわけで

すよね。 

○日本原燃（米川部長） 原燃、米川でございます。 

 今、小川さんがおっしゃったというような点で、こちらは、まず閉じ込めのところが一

番厳しいところということで、ここの記述、ブレンディング、ここを選んだ経緯がござい

ます。確かに、遮蔽で言いますと、ウラン貯蔵庫のほうがインベントリが大きいというこ

とですので、それを全部網羅しているのが、こちらの資料1-6のほうでなっておりますの

で、もうちょっとこちらの説明が足らないところがあったかと思います、そういう意味で

は。今の小川さんが言われたことで、こちらもそういう趣旨で説明しているというのは、

そのとおりだと思います。 

○小川チーム員 ということであるとすると、安全機能を有する施設の選定という意味で

は、今日の均質工程というものを説明していただいていますけど、そもそも全工程として

は、先ほどの資料1-2で言うところの6ページですか、UF6の処理設備というようなことで、

その発生からカスケード設備を介して、廃品回収、中間といったようなことで、これ、工

程自身、全部シンプルなので、一例ということではなくて、今日は、そこの部分の一つの

工程を取り上げて御説明をいただいているというふうにしていただいて、ほかの部分も、

非常に簡潔な説明をされるようなことでまとめられておられるようなので、その説明に過

大な負担がかかるとは思えないしということなので、この辺も含めて、この後、また全体

をまず一通り流していただいて、その上で、最終的に、今おっしゃっているような線量の
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評価とかといったようなところを、その放射線管理の部分である事項としての説明になる

かもしれませんけど、していただいたほうがよろしいかと思いますので、いかがでしょう

か。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 今、御指摘いただきました点を踏まえまして、もう一度、おさらいの形で、きちんとま

とめてはおりますので、御説明をさせていただきたいと思います。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 

 資料1-3の3ページの右側に、閉じ込めに関する「ハザード」のところに関して、ちょっ

と説明いただきたいところがありまして、今、取り扱う核燃料物質の特徴を踏まえて、ハ

ザードを抽出します。ハザードに対して具備すべき安全機能をということでして、ハザー

ドが適切に抽出されているのかということが、その具備すべき安全機能が適切に選ばれて

いるかというところにかかってくるかと思うんですけども、ここで、⑨なんですけれども、

こちら、言葉尻だけの印象なんですが、過充填と誤加熱となっていると、これ、二つ、通

常状態から異なる状態になったものをハザードとして挙げているように見受けられます。

そもそも通常状態から違う状態になったのが、一つで十分もう逸脱した状態になっていて、

具備すべき安全機能に対して検討されるべきではないのかと思うんですが、こちら、この

ように二つに対してハザードを挙げているということに関して、御社のほうで、その安全

設計に対して、ハザードに対して、どういう考えなのかということを御説明いただけない

でしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 ハザード、ここは閉じ込めのハザードですので、閉じ込め不全に至る、要は、UF6が漏

えいする可能性に至るおそれのある事象、それをハザードとして抽出しております。 

 今、御指摘のありました⑨ですが、これは経緯としましては、もうこれは既に濃縮工場

で対策とっているものになりますが、海外の転換工場でのUF6の漏えい事故、これの教訓

を反映して対応しているものになっておりますが、じゃあ、翻って、これを新基準に適用

したときにどうかという観点で行きますと、ここでは、過充填が発生しただけでは、UF6

の閉じ込めを損なうことはないと。一つの異常ではあります。通常状態から逸脱はしてい

るんですけれども、そこから先は事象の進展性がなしで終わってしまいますので、それに

加えて、誤って加熱をして、UF6が固体から液体に変わって、体積が膨張していくと、UF6

が漏えいするおそれが発生してくるという観点で捉えておりますので、発生の可能性の観
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点で、あくまで、漏えい、閉じ込め不全に至る、漏えいに至るおそれのあるような事象、

それに至るハザード、起因事象というのが、どういうものが考えられるかという観点でも

って抽出をして、整理をしております。 

○平野チーム員 そうしますと、何というんですか、気になっているところは二つありま

して、本当にハザードが出ているんですかというふうなところで、一つの異常だけではな

くて、複数異常になったところも含めるというふうになったときに、一つだけのものに対

しては、安全対策を講じていないということが起こり得るのかということが気になる点の

一つと、あと、重ね合わせを考えているとなると、どこまで重ね合わせを考えているのか

というところが、ちょっとこの資料だけだと明確でないということで、その辺の重ね合わ

せをしているとするならば、どういうものに対して重ね合わせを想定しているのか等含め

て、安全対策の考え方、安全設計の考え方を、いま一度、御説明ください。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 まず、原因となり得るものの拾い上げとしましては、とにかく、まず閉じ込めを損なう

のおそれのあるものというのが、まず何があるかというのを考えて、これ、ちょっと資料

がすぐに引き出せないですけども、閉じ込めであれば、まずその機器を閉じ込めている機

器自体、これがまずバウンダリを喪失すれば、当然UF6の漏えいに至ると。じゃあ、その

機器の閉じ込めを喪失するようなバウンダリの喪失というのは、どういう原因で起こり得

るのかというのは、技術的に想定される範囲であれば、当然圧力の上昇ですとか、その機

器の腐食ですとか、そういったものが考えられてきますけれども、そういった原因、もう

完全に１個も漏れなく抽出するというのは、まず不可能だというふうに思いますので、そ

ういう閉じ込め機能の不全に至る、例えば、今、例として挙げましたような、機器の閉じ

込め性実態、本体自体の損なわれるような異常が起きたときに、どういう対処をしていく

かというところで、まずは発生防止として、きちんとした機器仕様のものをつくるという

のが発生防止にはつながりますけども、その後で、じゃあ、実際に漏れるおそれが進展し

てきた場合、ないしは漏れた場合に、どういう影響緩和がとれるかと、とってあるかとい

う観点でのまとめをするようにしまして、そういった事象を類型化してまとめた上で、事

象が進展してもきちんと対処できるような、発生防止、進展防止がとれているかという観

点で整理をしているようにはしてきております。 

○日本原燃（米川部長） 原燃、米川です。 

 ちょっと補足させていただきますと、そのほかの例えば⑥、⑦、⑧、こういうところは、
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単にシール部が不全ですと、そのまま、これ、漏えいに参りますね。無理に重ね合わせて、

例えば⑨ですと、先も言いましたように、過充填だけでは大気圧以下ですから、これは漏

えいに至らない。ただし、こちらの⑨の場合は、たしか、1986年、セコイヤというUF6の

製造工場、これは屋外で加熱、スチームで加熱していた例がございまして、はかりが不調

で過充填をして、さらにスチームで200℃程度まで温めたと。それで、液圧破裂というこ

とですね。こういう事例が実際にございましたので、我々としても、あの当時、例えば重

量計をダブルにするとか、圧力を監視するとか、そういう手だてを施したもの、こちらは

無理にというか、過去の実績で、転換工場で最悪のものが起こりましたので、この例は入

れていると。普通ですと、単一でも必ず漏れるルートというのは、こういうふうに出てき

ているものを想定したということです。 

○平野チーム員 過去事例をもとに反映したという趣旨は理解いたしました。 

○大村チーム長代理 ほかにありますか。 

 津金さん。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 資料4ページになります。閉じ込めのところの進展防止のところなんですけれども、一

番最初の○で、均質槽内にUF6が漏えいした場合でも、均質槽内に閉じ込めることができ

る設計としているという話と、その下で、「均質槽の扉開放時には、工程用モニタにより

漏えいのないことを確認し」と書いてあるんですけれども、この点、ちょっと矛盾してい

るように見受けられるんですけども、これ、整理して御説明いただけますでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 こちらにつきましては、本資料の1ページ目にちょっと戻って、図で御説明させていた

だきます。まず、4ページ目に書きました均質槽に閉じ込めるという安全機能というのは、

この1ページ目の図のポンチ絵の均質槽の中に中間製品容器をおさめて、万一、中間製品

容器からUF6が漏れても、均質槽の耐圧・気密の閉じ込め性を持たせることで、均質槽の

中からはUF6を外に漏れ出さないように対策をとるというのが、ここに書いてある対策の

一つです。 

 一方で、この均質槽の中は、計測制御項目としまして、この上の図の○ポツの文章の中

に、均質槽で急速制御を行う項目をここに挙げておりますけども、UF6の圧力、それから

UF6の温度、それから重量、それから漏えいしたときのHFを計測するということで挙げて

おりますけども、それがこのポンチ絵の中の、それぞれ、圧力はPという丸記号、それか
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ら温度はTという丸記号、あと、重量がW、工程用モニタがMという、ここのポンチ絵に描

かれている部分の圧力や温度を計測しているということになります。万一、今、考えまし

たような中間製品容器からUF6が漏れ出て、均質槽の中にUF6が漏えいしている状態になっ

ていると。じゃあ、その状態というのをどうやって検知できるかという手段として、この

工程用モニタによって、UF6が均質槽の中に漏れたというのを検知するという機能を設け

ております。もし、この機能がなかった場合、槽の中に中間製品容器からUF6が漏れてい

るのがわからないという状態のまま、この中間製品容器を交換するために、均質槽の扉を

開けてしまうと、UF6が室内に漏れ出てしまうと。それを防止する検知機能として、工程

用モニタによって槽内漏えいを検知できる機能を設けるというのを二つ並べたのが、ここ

の進展防止の○の記載でございます。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 今、図を示して説明いただいたんですけれども、実際、均質槽が閉じられていても、こ

の工程用モニタというのがかなり下流のほうにあるように見受けられるので、本当にその

均質槽内の状況をここでカバーできるのかどうかという疑問があったんですけれども、そ

こは確実に工程用モニタが均質槽内の状態を把握できる設計になっているということで、

よろしいでしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 既にもうこれは設置しておる設備ですので、このポンチ絵の中には入れてございません

でしたが、槽内の空気を工程用モニタのほうに引っ張るようなラインがついておりまして、

それで漏えいを検知するという機能を持たせております。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 了解しました。 

○大村チーム長代理 そのほかに、いかがですか。 

 大音さん、どうぞ。 

○大音チーム員 規制庁加工班の大音です。 

 これを見る限り、閉じ込めに関しては、基本的には、まず一義的にはしっかりした構造

体をやりましょうと。2番目としては、いわゆる地震時においても、要は、構造が壊れな

いと、担保されますよというようなことが基本的な考え方になっていると思うんですね。

そうしますと、ここでちょうどいい例は、4ページにあるこの図があるんですけれども、

基本的に加工施設、UF6のラインというのは、基本的にいわゆる中間、ここの場合ですと、
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中間製品容器から配管があって、ケミカルトラップ、それから入口弁、ロータリポンプ、

HEPA、排風機で、最終的には排気口に出ていくというような感じになっている。 

 当然ですけれども、基準規則で行きますと、第7条で地震による損傷の防止というのが

あるんですが、そこでは、当然破損がしないという、いわゆる上流側の機器への、下流側

の破損によって、下流側の機器ですね。下位の分類ですね、どちらかというと。正確に言

いますと、下位の耐震分類のものが影響を及ぼさないと。いろんな幾つかの基準規則の要

件がございますけれども、今、この例えば4ページの図を例にとって、今、日本原燃とし

て、どのような考えで、この耐震分類、いわゆる耐震上の考え方をされているのか、説明

いただきたいと思います。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 まず、耐震重要度分類の考え方としましては、規則条文の要求にのっとりまして、影響

度の大きさによって分類をするということで、周辺公衆へ影響を与えるおそれが一番大き

いものは第1類に分類して、一番手厚い設計を行うと。それよりも影響度が軽いものは第2

類、一般産業並みの安全性を確保すればよいものであれば第3類という分類分けをまず行

っております。その上で、条文規則の中の要求事項にありますように、簡易なものが上位

のものに影響を与えぬようにですとか、そういった要求事項を満たすように、例えば下位

のものの機器が、上位の分類の機器の上部にないようにと。もし、その下位の機器が転倒

等を起こしたときに、上位の機器に影響を与えないような配置設計ですとか、そういった

ものを考えて、既に濃縮工場はつくってございます。 

○大音チーム員 加工班の大音です。 

 ここで、今、お聞きしたのは、この図でもわかりますように、いわゆる下流側の機器、

いわゆるロータリポンプは、入口弁から下流側の例えばHEPAフィルタとか、排風機とかい

った、これをどのような耐震分類の考え方でやるのか。今現在、既にこの加工施設という

のは設置されているということで、従来、既に申請書のほうでも、この基本的な考え方、

いわゆる分類の考え方は載っていますけれども、今回に特に注意すべきものは、通常時及

び設計基準事故時においても機能をしなきゃいけない。それを考えた上で、従来、既に日

本原燃のほうでいろいろ設定されておりますけれども、そういった考え方が本当に適用で

きるのか、そういったことを含めて、今後、審査では確認していきたいと思います。今日

は、これ、概念図ですので、そういった御回答しかないと思いますけれども、今後、そう

いったところについては、しっかりと見ていきたいと思います。 
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○日本原燃（米川部長） すみません、原燃の米川でございますが、大音さん、1ページ

の図を御覧いただきたいと思います。基本的な均質操作のプロセスというのは、4ページ

にはケミカルトラップ、ロータリポンプと、ラインが描いてございますが、基本的には、

この1ページ目の図のバルブ1、バルブ2、V1、V2ですね。ここを閉じ込めて、温度だけ上

げて液化をして、中の六フッ化ウランを均質にするという閉じ込め系なんですね。基本的

に、常時、ケミカルトラップ、ロータリのほうに六フッ化ウランが流れていくというプロ

セスではないというところは御理解いただきたいと思います。 

 あと、耐震については、次回以降、我々、お出しする考えですので、その辺も含めて御

説明したいと思います。 

○大音チーム員 加工班の大音です。 

 ちょっと繰り返しですけれども、この通常のラインと、まさに、今、米川さん言われた

ように、図1の下の図がありますよね。いわゆるこれは緊急時ですよね。緊急時のときに

おいて、この工程用モニタのほう、信号でこの局所排気系に行くわけですけれども、こう

いったところの耐震分類の考え方についても、いわゆる事故時ですので、これが期待する

わけですね、機能を。そういったところの考え方についても、まだ明確に、ここについて

は示されていない。 

 それから、通常時の先ほど言われたようなところについても、どのような分類になって

いるかというのは、今後、確認していく必要があると。そういうことを申し上げている次

第です。 

 以上です。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 今の大音の指摘、言い換えると、安全機能を有する施設の中においても、内包する放射

線物質の量とか、いわゆるリスクの観点から言うと、耐震重要度分類というのは、1類、2

類、3類とあるわけですけど、必ずしも1類のみがあるわけではなくて、そういった安全機

能の有する施設というふうに設定されておきながらも、耐震重要度分類においては、また、

これ、分類の区分が違うものもあるでしょうと。違うものの区分については、下位のもの

が上位のものに影響を上げてはいけないねというようなこともあるわけなので、そういう

ところもきちっとこの後整理して、説明してください。 

 例えば、4ページ目のところで言いますと、中間槽から出て、ケミカルトラップへかか

る部分、ここまでは多分UF6の含有量というのは多いというふうに考え、UF6というよりも、
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むしろHFなのかもしれません。ケミカルトラップを経由してロータリポンプへ行くという

ところに関すると、その上流側から下流側に流れるものの性質とかいったようなものが変

わってくるといったことも含めて、多分重要度分類も、場合によっては、変えていたりす

るようなところもあると思うので、そういうところの考え方については、きっちりと説明

してくださいというような趣旨で申し上げているということで、御理解いただければと思

いますので、その辺の説明、今後、よろしくお願いします。 

○日本原燃（米川部長） 原燃、米川でございます。 

 資料1-1で、耐震重要度分類も含めて、後の審査会合で御説明すると申し上げていまし

たので、今、小川さんの御指摘が、我々としては、わかるような説明をさせていただきま

す。 

○大村チーム長代理 それ以外にありますか。いいですか。 

 それでは、資料1-3の、じゃあ、次のところへ行きたいと思います。4.以降の5ページ以

降、ここの説明をお願いします。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 では、資料1-3の5ページ、4.以降の安全機能を有する施設の設計妥当性評価について、

御説明させていただきます。こちらは、冒頭でも御説明させていただきましたが、核燃料

物質の形態、取扱い方法、そういったものを踏まえたときに、想定されるハザード、それ

に対する安全対策と、こういったものを整理していった上で、この安全機能を有する施設

というのを抽出しておりますけれども、その抽出結果が妥当かどうかと。その安全設計、

安全機能を担っている設備・機器というのが、本当に妥当なものかどうかというのを改め

て評価してみたのが、この4.にまとめておるものになっております。 

 ベースとしましては、先ほど御説明しました安全機能を有する施設を抽出する過程の中

で考えた発生防止、進展防止、こういった事象が、本当に止められるかどうかというとこ

ろの観点で評価をしてまいっております。 

 具体的にはですが、5ページの4.の左側の上から四つ目の○になります。この安全機能

の設計妥当性を評価するに当たっては、起因事象となる異常や故障に加えまして、その異

常、故障に対処するために設けている必要な安全機能の一つが機能を喪失したとしても、

事象が収束できるかどうかと。こういった観点をチェックすることで、今、講じている安

全対策というのが十分かどうかというのを整理、評価しております。 

 結果としまして、先ほどちょっと御指摘もありましたけど、(1)の臨界に関しましては、
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発生防止、①の濃縮度逸脱、ここは先ほど資料1-6で少し触れましたけれども、均質槽自

体は濃縮度異常が起きませんので、それよりも上流側のカスケード設備で濃縮度管理をし

ていると。そこで濃縮度が逸脱しないようにという、どういう管理をしているかというの

をまとめた結果、ここでは、複数のインターロックですとか、管理を行っていることによ

って、もし仮にインターロックの一つが壊れても、別なインターロックによって、濃縮度

異常の逸脱を防止できるという観点での整理がついております。したがいまして、今、講

じている安全対策が、もし仮に１個だめになったとしても、十分プロテクトは可能である

という結論がここに書いてございます。 

 ②の減速度も、同じような形です。 

 次のページ、6ページも、臨界の最後は、この均質槽のところで、三つ目の異常として

抽出したのは端面間距離の逸脱でしたので、これが起きないような所要の設計を行うとい

うところです。 

 ただ、発生防止のポツの二つ目のところでちょっと触れておりますが、均質槽自体は、

もう床面に据え付けられて、移動のない機器になっております。したがいまして、その据

付強度を確保することで、地震等の外力が加わっても、ほかの機器に接触しないようにと

いう発生防止策を図りますが、一方で、中身の中間製品容器というのは、工場の中をいろ

いろハンドリングで移動する機器になりますので、これが、もしハンドリングのときに、

ほかの機器と接触した場合はどうかというのを、この均質槽では起き得ない事故ではあり

ますけれども、ほかの工程のところで検討しまして、臨界計算を行った結果、中性子の実

効増倍率というのが0.95を超えないという確認もしております。したがいまして、まずは

端面間距離を逸脱しないような強度設計を図る。なおかつ、もし逸脱した場合というのを

想定した場合でも、臨界が起きないということを確認していると。そういった各ステップ

での確認をして、臨界は起き得ないという結論に至っております。 

 次の(2)の閉じ込めになりますけれども、こちらは、まずは考えられるような事象とし

ては、単純破損によるバウンダリ喪失ということで、これもちょっと先ほど触れましたけ

れども、容器の単純破損等から始まって、UF6がもし漏れたとしても、均質槽の中に閉じ

込めるとか、工程用モニタで漏えいを検知して、局所排気装置に切り替えて、影響緩和を

図るとか、そういった発生防止、影響緩和、進展防止、これらの対策がとられているとい

うところで、もし安全機能の一つがだめでも、次の安全機能が働いて、事象が収束できる

なり、影響緩和が図れるということを評価としてまとめてございます。 
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 あと、以降、次の7ページまでが、閉じ込めにかかるところですけれども、どのような

ハザードと考えられるような事象が想定されたかというのをUF6のシリンダの脱着不良で

すとか、運転員の誤操作、弁誤操作ですとか、先ほど御質問のありましたような、7ペー

ジのほうに書いてあるような、過充填、誤加熱による液化膨張とか、こういった事象を網

羅しまして、いずれも安全機能の一つが喪失したとしても、事象の収束ができるという確

認をしてございます。 

 最後、8ページになりますが、8ページの左側の⑥、ここで、今まで御説明の中に登場し

てきていない、火災によるUF6の液化膨張というのをいきなり登場させていますが、これ

は、別途、設計基準事故の検討要求の中に、火災ですとか、それから重量物の落下とか、

こういったものを踏まえて、安全機能を有する施設が機能喪失しないようにするべきと、

しなければいけないという要求事項がございますので、今回、弊社が安全機能を有する施

設の選定が妥当かどうかというのを検討、整理するに当たりましては、その設計基準事故

の考え方も参考としまして、火災によって影響がないかどうかというのも検討したという

ことで、ここにまとめております。 

 ただ、これだけで、火災への条文適合ができているかという御説明ではありませんので、

それにつきましては、冒頭のとおり、また別途、御説明させていただくつもりでおります。 

 以上の評価をしまして、8ページの最後、右側ですけれども、濃縮工場の中としまして

は、設計上想定される事故として、影響として、最も大きくなるものが、冒頭のポンチ絵

と、あと、ここの8ページの絵で描いております、均質槽の外にある配管部からの漏えい

事象、これが一番影響度の大きくなるような事象というふうに考えております。これによ

る公衆への線量評価を行った結果、一番最後に書いていますが、10-7mSv程度ということ

で、影響緩和を図ることによって、非常に小さな値に抑制できているということで、当社

がとっております安全対策としましては、十分なものができ上がっているというふうに評

価してございます。 

 御説明は以上です。 

○大村チーム長代理 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、質問、指摘事項がありましたらお願いします。 

○関チーム員 原子力規制庁、関でございます。 

 1点、評価の方法について確認させていただきます。評価の中で、発生防止、進展防止、

あと、影響緩和という、三つに分けて評価いただいているんですが、一方で、同じ資料の
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2ページ目の左側に、発生防止と進展防止と影響緩和の定義が書いてあるんですが、この

定義に従って、御社の評価を見ていくと、どうもこのとおりに分けて評価がなされていな

いように見受けられる部分があります。例えば、一番最後の8ページ目の飛来物と火災の

ところなんですが、火災のところにおいて、影響緩和のところでは、定義によれば、核燃

料物質が漏れてしまった後の影響緩和を書くべきだと思うんですが、ここに関しては、定

義には関係なく、別の考え方で評価をなされているのではないかと見受けられるんですが、

その辺のお考えを御説明願いたいと思います。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 ここで、安全機能の一つとしては、まず深層防護としては、まず発生防止を図ることが

第一ですので、発生防止に係る安全機能が、まず一つ喪失してどうなるかと。そこから始

めております。したがいまして、発生防止の安全対策が一つしかなければ、その一つがな

い場合というところを仮定、初めとして、その次に、じゃあ、進展防止に行かなければい

けなくなるので、進展防止はきちんと図られているかというところをチェックしていった

というステップを踏んでいる考え方で評価をしております。 

○関チーム員 そうすると、今の別の考え方があるということですか。2ページ目に載っ

ている定義だと、影響緩和という考え方は、閉じ込めにおいては、核燃料物質が漏れた後

のことを考えるという定義になっているんですけれども、ここは全く別の考えがあって、

それに基づいて評価をなされているということでしょうか。 

○日本原燃（星野部長） 日本原燃の星野でございますが、2ページ目に書きました、こ

の三つの定義につきましては、ここは臨界、遮蔽、閉じ込めという事象に対しての具体的

な考え方を示してございまして、8ページでいう火災に関しては、これは火災を起こさな

いという観点での発生防止、進展防止、影響緩和という、そういう意味で、おっしゃると

おり、定義は違いますが、全ての設備に対して、やっぱりその設備の事象によって定義は

違ってきますが、基本的には、ここの日本語のとおり、発生させない、進展させない、影

響をやわらげるというのが、その共通的なベースの考え方でございまして、あとは事象に

応じて、ちょっとそういった変則といいますか、変わっているところがちょっと違うとこ

ろでございます。 

○関チーム員 わかりました。とはいえ、この資料の中を見ると、これ、閉じ込め機能の

不全に係る部分で書かれているんですね。そうすると、端的に見ると、やはり先ほどの定

義に従った、その閉じ込め機能に係る深層防護の考え方の定義に従って評価をしていると
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いうふうに読み取れるので、その辺の説明があれば結構だと思います。 

 あと、それから、ちょっと細かいことになるんですが、何点か確認させてください。7

ページ目の左側の③なんですが、「計測制御設備の異常により圧力・温度が上昇した場合

には警報を発し、運転員が対処する」というふうに書いてあるんですが、計測制御設備が

異常の場合に、確実にその圧力とか温度が異常だよということを本当に確認できるんでし

ょうか。 

 もう一つが、「インターロックが不作動の場合には、運転員により手動で作動させる」

なんですが、これはインターロックが作動しなかったときには、この同じインターロック

を運転員が手動で作動させに行って止めるという意味でしょうか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 まず、計装系の異常がきちんと検知できるのかという御質問につきましては、まずは計

装系自体の何か機器の異常があれば、計装自身の自己診断機能で異常が発報しますので、

それで認知可能と。なおかつ、濃縮工場は、ここに書いていますように、UF6圧力・温度、

二つ、別の異なる計器で一つのものを計測していますので、1個がだめでも、別な計器で

見ることができると。物理的に持ったもので発見はできるというのが一つございます。 

 あともう一つ、運転員の対処のほうですけれども、こちらは、まず考えられますのは、

インターロックを働かせる弁が固着していて動かないとか、そういった事象が考えられま

すので、それにつきましては、運転員がその当該弁自体が閉められないのであれば、別な

近くの弁を閉めるですとか、それから、もしインターロックの信号が行っていないだけで

あれば、現場に行って弁操作をするとか、そういった操作を行います。 

○関チーム員 わかりました。ありがとうございます。 

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。 

 どうぞ。 

○林チーム員 規制庁、林です。 

 資料1-3の内容ではなくて、資料1-8の安全機能を有する施設の一覧表と、あと、資料1-

4の「加工の方法」について、考え方を教えていただきたい点が幾つかございます。 

 まず、1点目なんですけれども、「加工の方法」の中で、IF5ボンベとか、あと、IF5、

IF7ボンベの回収槽という設備がありますが、安全機能を有する施設の中では、IF7ボンベ

は安全機能を有する施設となっていますが、IF5ボンベや、その他回収槽については、安

全機能を有する施設に対応していないので、その考え方について、説明をお願いします。 
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○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 こちらも結果だけですので、この付着ウラン回収設備につきましては、許認可として申

請する際に考え方を整理いたしまして、ベースは原子炉等規制法に基づくものですので、

ウランの閉じ込めを成立させるべきもの、それを選定しております。加えまして、この

IF5、IF7というのは、漏えいしたときにHFを発生させて、周辺のUF6機器等に悪さをする

可能性ありというところもありますので、そういった影響を与える機器というのを選定し

ていくという考え方をまず基本としてはとっております。 

 あと、IF7のボンベとか、置台関係、こちらは、それぞれ、気体廃棄物と液体廃棄物、

IF7は常温ですと気体状です。それから、IF5は常温ですと液体状になります。したがいま

して、その取扱いの形態に応じて、どういった安全対策が必要かというのを整理した上で、

それぞれの取扱い機器で、安全機能として担保しなければいけないものというのを整理し

たのが、この結果でございます。 

 詳細に御説明しますと、ちょっと別な資料で詳細を御説明しないといけなくなりますの

で、今、回答としては、ちょっと簡潔ですけれども、基本的な考え方だけ述べさせていた

だきました。 

○林チーム員 別途、説明してくれるというなら、そのときにお願いいたします。 

 あともう1点、説明してほしいんですけれども、安全機能を有する施設の一覧の中で、

例えばその他の加工施設の非常用設備の中で、非常用ディーゼル発電機とか、その他直流

電源設備とか、あとは貯蔵設備の中に付着ウラン回収容器置台というのがありますが、こ

こに書いてある設備・機器は、「加工の方法」の中のどこで読み取れるのかをちょっと御

説明お願いできますか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 非常用DGのほうにつきましては、ここ、「加工の方法」の中には、UF6の取扱いに関わ

る、臨界、閉じ込め、遮蔽という観点でのハザードに関わるもので整理していますので、

非常用DGは、そのハザードが進んでいったときに、閉じ込めの機能を成立、維持させなき

ゃいけないという観点で、別な設備のところの説明になりますので、ここの中では、ちょ

っと記憶の限りで申し訳ありません。書いていなかったと思います。 

 あと、付着ウラン回収容器置台は、貯蔵のところに記載があると思います。付着ウラン

回収容器置台につきましては、資料1-4の7ページの上の8.の最後の部分、また書き以降の

ところに書いてございます。「UF6を充填した容器は、2号均質室の置台に保管する」とい



40 

うところでございます。 

○林チーム員 規制庁の林です。 

 中間製品容器置台については、ありがとうございます。 

 ディーゼル発電機等については、先ほど「加工の方法」で具体的な記載がないというこ

とでしたが、わかるように、記載及び説明いただきたいなと思っております。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 影響緩和ですとか、その発生、進展防止に係る、関連する、UF6そのものの取扱い機器

ではありませんけれども、それを防止するための関連機器ですので、それを別途、御説明

するようにいたします。 

○林チーム員 規制庁、林です。 

 ありがとうございます。 

○大村チーム長代理 ほかに何かありますか。 

 どうぞ、松本さん。 

○松本チーム員 規制庁の松本です。 

 ちょっと今日は、整理の都合上、説明がなかったのかと思われるんですが、この均質槽

は、「加工の方法」では濃縮度調整もやられると。それで、濃縮度調整をするときには、

今日のお話では、均質槽は大気圧以上に圧力を高めるというお話でしたが、濃縮度調整を

するときは、逆に大気圧以下でやるというふうな記載があるんですけども、それも中間製

品容器同士、または、中間製品容器と原料シリンダと、当然発生槽とのやりとりというふ

うに、今日のお話とちょっと違う扱いになるわけですね。そのときの安全機能というのが、

また今日の条件と違うことによって、何か新たに出てくるのかどうか。その辺りを、今後、

説明があるのかどうか、その点について、ちょっと確認をお願いします。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃、渕野です。 

 今、御指摘いただきましたところは、資料1-6の19/61ページに書いています濃縮度調整

のプロセス、ここに、今、御指摘のありましたような原料とか、それから製品同士を混ぜ

合わせて濃縮度の調整を行う工程のハザード等をまとめてございます。基本的には、濃縮

度調整は、大気圧以下の圧力でガス移送をし合って、濃縮度を調整するだけの作業ですの

で、リスクとしては、この液化処理を行う均質処理よりはリスクが低いということで、本

日の一連の御説明としては、この均質処理工程に限って、同じ均質槽の御説明にはなりま

すが、均質処理という処理だけを御説明したのが本日の位置づけでございます。 
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○松本チーム員 規制庁の松本です。 

 その点はわかっているんです。ただ、同じ設備を使って、片や、大気圧以上、片や、大

気圧未満という取扱いをするために、当然、多分予測ですけども、運転対応上の何か対応

をされているんだろうと思うんですけども、冒頭、栗崎が申したように、その辺りが今後

のところで説明されれば、ちゃんと私の疑問も埋まってくるんじゃないかと思うんですけ

ども、その辺り、今後の説明の中でクリアにしていただければというふうに思っておりま

す。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 同じ機器であっても、その取扱い条件に応じた取扱い方法を決めて、ハード面、それか

らソフト面でも対策をとっておりますので、その御説明をするようにいたします。 

○松本チーム員 よろしくお願いします。 

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 一通り、本日の用意された資料の説明を伺っているんですけど、今、松本のほうから指

摘していたように、核燃料物質の存在する工程、あるいはその操作の方法ということで、

ここには出てきていないようなものもあるというふうなことのようですので、その辺、今

日は均質処理工程についての御説明をいただいたわけですが、このほか、まだUF6処理設

備とかいったようなものもあると思いますので、その辺に対しては、今のような指摘の部

分については、ヒアリングでまず整理をさせていただいて、その上で、それらの結果を踏

まえて、その結果に対して技術基準適合性がどうであるかというのをこの場で検討するよ

うなことで、今後、対応させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い

します。 

○日本原燃（米川部長） 原燃、米川でございます。 

 そうしますと、もう一度、この資料1-6がやはり適切だと思います。こちらのほうで、

例えばUF6処理設備とか、もうちょっと詳しい御説明をヒアリングでさせていただいて、

さらに、その後、審査会合でどういう形で審査していただくかというのは、御相談させて

いただけたらと思います。 

○大村チーム長代理 私からちょっと1点だけ簡単な確認を、資料1-3の5ページ目以降に、

4.で設計妥当性の評価とありますけど、この部分については、これは何か申請書上とか、

今度、補正があるんですけど、何かそこに反映するような話とか、何か関連するものです
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か。単にこれは、要するに、妥当性をこの説明上やりましたという位置づけのものでしょ

うか。 

○日本原燃（渕野グループリーダー） 日本原燃の渕野です。 

 本日、御説明しました、この1-3の4.のところにつきましては、あくまで当社が妥当か

どうかというのを評価したというものの整理でありまして、設計基準ですとか、そういっ

たところの基準事故ですとか、そういったものへの反映の考え方というのは、また別の整

理だと思っておりますので、それはまた別途、整理しまして、御説明するつもりでおりま

す。 

○大村チーム長代理 了解しました。そこは、いろんな評価は、さらに、ほかの条項のと

ころでしっかり確認するべきところがありますので、これで変わるものではないというこ

とですね。それはよくわかりました。 

 じゃあ、それ以外に何かありますか。 

 それでは、本日の説明、質疑は以上ということですけれども、今日の会合でコメントし

た件につきましては、また改めて整理して、次回以降の審査会合で説明していただくとい

うことと、あと、この均質槽については、代表例というよりは、その数ある工程の中の一

例ということだろうということで、それ以外のいろんな機能があるものが多々あるので、

ちょっとどの辺りまで説明いただくのかというところは、少しヒアリング等を通じて調整

をしていただくということだと思います。 

 それから、あと、かなり作業をされて、それで、その結果で、今回、均質槽というもの

の一例を取り出したわけですけども、それ以外のところについても、これ、物すごくたく

さんの工程がある中のごくごく一部ですので、ほかのところの抽出については問題ないの

かどうか、今までヒアリングでも確認されていることもあろうかと思いますけども、それ

はしっかりと、ちょっとここで全部やると、延々と時間がかかりますので、そこはしっか

りとヒアリングのところで、細かな事実関係も含めて確認をいただくということにしたい

というふうに思います。 

 それでは、よろしいですか、以上で。 

 それでは、今後の予定について、事務局のほうから何かありますか。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 今後の予定について、事務局から説明いたしますけれども、今後の審査会合については、

先ほど冒頭で日本原燃のほうから説明があった希望も踏まえつつ、調整した上で、開催す
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る予定としております。開催が決まりましたら、また御連絡いたします。よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○日本原燃（米川部長） 原燃、米川でございます。 

 今日はどうもありがとうございました。私どもも、今日、有意義な議論を久しぶりであ

りますが、8カ月ぶりにやらせていただきまして、また、ヒアリングを鋭意とっていただ

きまして、精一杯取り組みたいと思いますので、なるべく私たちの希望に沿うように、私

どもも、もちろん頑張りますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○大村チーム長代理 それでは、本日の審査会合をこれで終了したいと思います。どうも

御苦労様でした。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第42回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年１月２６日（月）１３：３０～１６：４２ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 田中 知   原子力規制委員会委員 

原子力規制庁  

 大村 哲臣  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 石井 康彦  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 長谷川 清光 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 竹内 淳   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 伊藤 博邦  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 葛西 邦生  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 耕太  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 福島 操   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 山村 修   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 小川 明彦  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 津金 秀樹  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 栗崎 博   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 大音 明洋  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 平野 豪   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 関  典之  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 萬上 俊隆  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 林 里沙   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 
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松本 修   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 池永 慶章  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 山手 一記  技術基盤グループ安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

        首席技術研究調査官 

久保田 和雄 技術基盤グループ安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

主任技術研究調査官 

 高梨 光博  技術基盤グループ安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

技術研究調査官 

 森  憲治  技術基盤グループ安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

        技術研究調査官 

日本原燃株式会社 

 松村 一弘  執行役員 副社長、再処理事業部長 

青柳 春樹  執行役員 再処理事業部担任（安全） 

越智 英治  理事 再処理事業部 エンジニアリングセンター長 

牧  隆   再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部長 

 石原 紀之  東京支社 技術部 課長 

有澤 潤   再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

 再処理規制対応グループリーダー 

須田 健司  再処理事業部 安全管理部長 

早海  賢  再処理事業部 安全管理部 安全技術課 副長 

佐藤 友樹  再処理事業部 放射線管理部 放射線施設課 主任 

山口 宏明  再処理事業部 前処理施設部 前処理課 課長 

山田 崇   再処理事業部 前処理施設部 前処理課 主任 

野沢 学   再処理事業部 運転部 主任 

小笠原 祥  再処理事業部 運転部 担当 

出口 守一  執行役員 燃料製造事業部長代理 

髙橋 俊夫  燃料製造事業部 部長 

山地 克和  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループリーダー（課長） 

高田 直之  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループ 課長 

木本 達也  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループ 課長 
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本間 孝義  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループ 副長 

田伏 薫彦  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループ 副長 

新谷 將   燃料整合事業部 燃料製造計画部 安全技術グループ 担当 

真嵜 康行  燃料製造事業部 燃料製造計画部 設計グループ 課長 

皆川 弘樹  燃料清掃事業部 燃料製造建設所 粉末調整グループリーダー（課長） 

川本 啓太  燃料製造事業部 燃料製造建設所 粉末調整グループ 担当 

金子 史朗  燃料製造事業部 燃料製造建設所 ペレット加工グループリーダー 

（課長) 

安部 俊宏  燃料製造事業部 燃料製造建設所 燃料棒･集合体グループリーダー

（課長） 

大坂 勇平  燃料製造事業部 燃料製造建設所 周辺設備グループ 担当 

木須 教仁  東京支社 技術部 技術管理グループリーダー（課長） 

 

４．議題 

 （１）日本原燃(株) 再処理施設の新規制基準に対する適合性について 

 （２）日本原燃(株) MOX燃料加工施設の新規制基準に対する適合性について 

（３）その他 

 

５．配付資料 

 資料１  六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性【重大事故等対処施設】 

      重大事故として想定すべき臨界事故 

 資料２  六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性【重大事故等対処施設】 

      溶解槽における臨界事故への対応 

 資料３  六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性【重大事故等対処施設】 

      プルトニウムを含む溶液の誤移送による臨界事故への対策 

 資料４  六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性【重大事故等対処施設】 

 臨界事故の拡大防止 申請書 

 参考   再処理施設 前回までの審査会合における主な論点と対応について 

 資料５  MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】安全機能

を有する施設及び安全上重要な施設の選定について 
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 資料６  MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】本文 二.

加工の方法〔安全機能を有する施設の選定結果〕 

 資料７  核燃料物質加工事業変更許可申請書(抜粋) 

 資料８  MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】 

      安全機能を有する施設及び安全上重要な施設の選定について 申請書前後表 

 資料９  MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】本文 二.

加工の方法 イ.加工の方法の概要 申請書前後表 

 資料１０ MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】参考資料

施設鳥瞰図 

 資料１１ MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】第二条:核

燃料物質の臨界防止 

 資料１２ MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】第二条:核

燃料物質の臨界防止 申請書前後表 

 資料１３ MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】第三条:遮

蔽等 

 資料１４ MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】第三条:遮

蔽等 申請書前後表 

 資料１５ MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】第四条:閉

じ込めの機能 

 資料１６ MOX燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】第四条:閉

じ込めの機能 申請書前後表 

 参考   MOX燃料加工施設 前回までの審査会合における主な論点と対応について 

 

６．議事録 

○田中知委員 それでは、定刻になりましたので、第42回核燃料施設等の新規制基準適合

性に係る審査会合を開催いたします。 

 本日の議題は、日本原燃株式会社再処理施設の新規制基準に対する適合性についてと、

それからMOX燃料加工施設の新規制基準に対する適合性についてであります。前半は六ヶ

所再処理施設の審査を行い、休憩を挟んで、後半はMOX燃料加工施設の審査を行いたいと

思います。 
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個別の議題に入る前に、日本原燃から今後の審査の進め方などについて説明したいと聞

いております。配付資料は特にないとのことですので、日本原燃から口頭で説明をお願い

いたします。 

○日本原燃（松村副社長） 日本原燃の松村でございます。 

 今、田中委員から話がありました今後の補正の申請の予定と、審査会合に臨む準備の状

況の改善について、私のほうから簡単に触れさせていただきます。 

 まず、今後の申請につきましては、再処理施設につきましては、現在、ミス等がないよ

うにきちっとした申請をしたいということで、今準備を行っておりまして、予定としまし

ては、再処理につきましては来月の上旬、来週に補正申請をさせていただく。 

 MOXにつきましては、検討を今している段階なんですけど、今後もきちっとした内容の

補正をしたいということで、再処理と同じように2回に分けまして、来週はパート2という

ことで臨界事故、それと後半、多分、最終週になるかと思いますけど、閉じ込め機能の喪

失事故について、重大事故の補正をさせていただくということでよろしくお願いします。 

それから、12月の補正以降、審査会合に臨む我々の準備は必ずしも十分ではないという、

我々も反省しておりますし、規制当局からの御指摘もありますので、我々、これまでのや

り方をもう1回反省しまして、会社としては、今後、審査会合で論点を十分に明確にして

十分な議論ができるようにということで、審査会合の前に必ず基本的には2回ヒアリング

を事前にさせていただいて、論点の明確化それから整理を行って、審査会合で十分な議論

それから審査の効率化を図っていただければというふうに考えております。 

そういう意味で、スケジュール等については、そういう2回ヒアリング、それから審査

会合に臨むという、そういうことで当分やらせていただきまして、審査スケジュールにつ

いては事前に調整させていただければというふうに考えていますので、よろしくお願いを

いたします。 

以上です。 

○田中知委員 ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうから何かござ

いますか。 

 大村さん、お願いします。 

○大村審議官 審議官の大村です。 

 今、松村さんからお話がありました。補正のタイミングと、それから審査のやり方につ

いてということですけれども、2点ちょっと申し上げておきたいと思います。 
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 まず、補正のタイミングについては、再処理については来週、上旬ですか、それからあ

とMOXについて引き続きという話だったですけれども、特に我々、別に時期にこだわるつ

もりはありませんので、社内でしっかり検討いただいて、それで社内としてしっかり結論

を出して、それをひとまずは補正に反映、それからこの場でしっかり準備をして説明いた

だく、これが望ましいと思っていますので。時期に我々、特にこだわるものではありませ

んので、しっかり準備をしていただきたいというのがまず1点。 

 それから、あと審査会合については、十分準備をするということで2回ヒアリングをと

いうお話であって、これも別に回数にこだわると、時期にこだわるというものではありま

せんので、しっかりと準備をして、それで資料の確認をして、この場で中身のあるしっか

りとした議論ができるように、準備をしっかりした上でやっていただくと、これを徹底し

ていただければいいなというふうに思います。 

 コメントです。 

○田中知委員 どうぞ。 

○石井チーム長補佐 規制庁、石井でございます。 

 今、副社長からお話がありましたように、審査会合に向けての準備状況の改善をしてほ

しいというのを、先週、面談の際に申し上げました。その趣旨は、毎週1回という御希望

を我々、基本的には聞いて審査会合を開催していますけれども、残念ながら12月以降の審

査会合では、ヒアリングを1回やった段階で指摘した事項について、整理させたかどうか

わからないまま審査会合を開くということになっていると。 

 我々、2回にこだわるつもりは全くなくて、1回でもきちっとできているのであれば、そ

のままやらせていただくし、逆にできていなければ、3回でも4回でもやっても構わないと

は思っていると。実質的な審査はここでやるとして、審査会合で審査を効率的にできるよ

うな資料の整理をきちっとやるということが目的であって、それが、例えば週1回に、言

われるのと同じように2回ヒアリングをやりましたということにこだわられても、逆に困

ると。 

今日、これから重大事故の話をやる中でも、多分この議論は出てくるので、もう一度最

後にこの議論をしなきゃいけないと思いますが、我々が審査をするに当たって必要である

といった内容について、十分盛り込まれないまま審査会合を開けば、これは審査会合の実

質的な中身がある議論ではなくて、ヒアリングをこの公開の場で引き続きやると。それ自

体、別に無駄なことだとは申し上げませんが、逆にあまり審査が進まなくなるんではない
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かということを危惧しています。 

そういう意味で、回数にこだわることなく、早くやりたいんであれば、チームを分けて

同時並行で準備をするとか、そういった工夫をされるなら、我々、それをやりますよとい

うことを面談でも申し上げましたし、そういうことも含めて実質的に意味のある対応を考

えていただきたい、これはお願いでございます。 

 以上です。 

○日本原燃（松村副社長） 御指摘のとおり、我々、必ずしも十分な準備ができないまま

審査会合に臨んでいたという状況でもありますので、今、御指摘のように、ヒアリングで

十分な整理をしまして、論点の整理それから論点の明確化を行いまして、審査会合に臨み

たいと思います。決して工程ありきじゃなくてやっていきたいと思いますので、今後とも

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田中知委員 よろしいですか。今の大村審議官また石井さんのほうから話があり、また、

松村副社長のほうから御確認いただいたことでございますので、補正につきましては、日

程にとらわれず、きちんとした内容を精査したものを提出していただきたいと思いますし、

今後は規制庁とのヒアリングを通じて論点を明らかにし、実効性のあるというか、時間を

有効に使うというか、審査会合で議論できるようにしたいと思いますので、そういうふう

に御準備いただけたらと思います。 

 では、今後の審査については以上でよろしいでしょうか。 

 では、個別の議題に移りたいと思います。 

本日は、重大事故として想定すべき臨界事故について審査を行います。説明資料は四つ

ありますが、最初の資料の重大事故として想定すべき臨界事故の説明を終えたところで一

度審議を行いたいと思います。よろしくお願いします。 

○日本原燃（須田安全管理部長） それでは、日本原燃の須田と申します。ただいまより

資料1について御説明させていただきたいと思います。 

 まず、2ページ目をお願いしたいと思います。六ヶ所再処理における臨界安全設計の概

要ということで、主に全体的には三つのグループに分類されるということで1番、2番、3

番というふうにまとめております。 

それぞれの内容については、次のページで御説明していきたいと思いますので、3ペー

ジのほうをお開き願います。 
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 まず、2ページに示しています一番最初のものでございますが、まず、連続移送で工程

を管理しているところになります。これについては、プルトニウムの主要な流れというこ

とで緑の太字の矢羽で示している流れがございます。これは、使用済燃料をせん断、溶解

をして、その溶解した溶液を有機溶媒を使ってプルトニウム・ウランを抽出して、プルト

ニウムを精製していくという工程の流れを示しておりまして、右に行けば行くほど、プル

トニウムの濃度が高くなってくるという、そういう特徴がございます。 

 こういうようなところで特に分離施設、精製施設といった上の縦長の棒で書いてある、

パルスカラムの絵が書いてあるんですが、こちらのほうが分離施設になります。そして下

のほうの赤で書いてあるところ、ここが精製施設になるんですが、こういうところにつき

ましては、いかなる濃度でも臨界にならないような全濃度安全形状寸法管理という、いか

なる濃度というのはプルトニウムの濃度がいかなる濃度でも臨界にならないような全濃度

安全形状寸法管理という管理を行っております。 

 このプルトニウム濃度ですが、一番上の分離施設、これは斜めの赤線で書いてあるとこ

ろになるんですが、こういうところでございますが、プルトニウム濃度は数g/Lという濃

度でございます。このような濃度では、無限にプルトニウムが集まっても臨界にならない

ということでございます。ただ、プルトニウムの濃度については、臨界上は厳しく見るた

めに全濃度ということで全ての濃度で計算をしまして臨界にならないことを確認しており

ます。 

 それから、濃度が高くなりますと、その下のプルトニウム精製設備、こちらのほうにつ

きましては、先ほど言いました未臨界濃度、これ、具体的に言うと8.2gのプルトニウムの

濃度になるんですが、それを超えるところになりますので、こちらのほうについても全濃

度でやっているんですが、濃度がどんどん高くなってきております。プルトニウム濃縮缶

の前で24g/Lぐらいになりまして、それから濃縮缶で濃縮した後につきましては250g/Lぐ

らいの濃度になっているということで、比較的、プルトニウム濃度が濃いところになりま

す。こういったところにつきましては、全濃度で計算をしていまして、全濃度安全形状寸

法管理というのがメーンになっています。 

 さらに、先ほどのすみません、2ページの今度1.(1)の下のところに少し漏えい液受皿の

ことが書いてありまして、漏えい液受皿につきましては、今のように平常時の濃度が高い

ところ、具体的に言うと未臨界濃度を超えるところということで、先ほど3ページでいき

ますと赤字で示しましたところの下にありますドリップトレイにつきましては、セル単位
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でドリップトレイが設置されているんですが、すみません、漏えい液受皿ですが、この漏

えい液受皿については、漏えい液が臨界にならないように気圧を制限するような形状寸法

管理というのを行っております。 

 次に2ページの(2)のほうになるんですが、こちらにつきましては、今の緑色の主流な流

れから外れる部分、例えば抽出した後の廃液ですね。抽出廃液とか、それから有機溶媒、

プルトニウムとかウランを抽出した後の有機溶媒、こういったようなところにつきまして

は、プルトニウムの濃度が非常に低くなります。ただ、こういうところについては、連続

で溶液を移送していますので、基本的には溶液に関しては、こういうものについて発生防

止にかかる対策と、それから安全系で構成されるんですが、拡大防止に対する対策を組み

合わせて臨界にならないようにしております。こういうのは、枝分かれするところについ

ては、そういう管理をしております。 

 さらに、そういったものの中で連続で扱わないようなところ、例えば廃液をためて、分

析で濃度を確認して払い出すような、こういうようなところについては、2ページでいい

ますところの2.のバッチ移送というのをやっていまして、これについては、施錠管理とい

うことをやりまして、分析で確認して複数の運転員で確認した後に払い出すという、そう

いう管理を行っております。 

 というような管理をしておりまして、それから残り最後の2ページの3のところにつきま

しては、固体状の核燃料物質、これは使用済燃料や脱硝した後のMOX粉末といったもので

すが、これは、堅牢な構造をもったラック等によって貯蔵していくと、そういう管理をし

ております。 

 それでは4ページのほうに行きまして、全濃度安全形状寸法管理というものがあるんで

すが、それにどれぐらい裕度があるかということを御説明した資料になります。全濃度安

全形状寸法管理につきましては、先ほどありました、いかなる濃度でも臨界にならないよ

うにプルトニウムの濃度を変化させて計算しているとともに、さらに計算をするときにモ

デル化というのを行っていまして、主に全濃度安全形状管理というのは、溶液をためる貯

液部というところに核的制限値を設定して、その核的制限値を十分裕度を持ったものにす

るとともに、モデル化に対しても裕度を持って計算しています。 

そういう裕度を持って計算した結果ということで4ページのところで実効増倍率と書い

ているところがございまして、こういうところが0.95以下になるということで、これはそ

ういう実効増倍率が最大になるようなプルトニウム濃度で計算しているところでございま
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す。 

 一方、通常運転状態というのは、※で下に書いてありますように、実際のプルトニウム

濃度というのは、先ほどの分離施設のように数gというところもありますし、それから臨

界計算では中性子吸収効果があります遊離硝酸といっているものについては、それがない

ものとして臨界計算をしていますので、実際にはそういう遊離硝酸の効果というのがあり

ます。 

あと、実際には、臨界上はプラス側に働きます、そういうほかに周りにあるような機器、

そういうような効果も考慮して、総合的な安全裕度ということで計算した結果ということ

で4ページの右側に書いてあるんですが、いずれもマイナスと書いてありますように、安

全裕度を実際の運転状態と比べると、安全裕度をとっているという、そういうような管理

としております。 

したがいまして、全濃度安全形状寸法管理につきましては、全体的には安全裕度をとっ

た形ということになっております。こちらのポイントについては、後ほど内的事象、外的

事象の中で、特に外的事象のところの説明の中で御説明していきたいと思います。 

それでは5ページ行きまして、このような特徴、再処理施設の臨界安全管理の特徴を考

慮しまして、以下のとおり、内的要因、外的要因に係る起因事象を整理して重大事故とし

て想定すべき臨界事故を検討するということとしております。 

まず最初に、内的要因に係る臨界事故の想定ということで、この三つです。発生防止、

拡大防止機能の多重故障、それから誤移送と、配管からセルへの漏えいという、このポイ

ントについて御説明いたします。 

6ページですが、これは、先ほど説明しました主要な流れの中から外れる部分について

は、発生防止と拡大防止の組み合わせで臨界管理をしているということでございます。そ

れに対して、設計を超える条件の想定としては、こういう発生防止とか拡大防止の多重故

障を想定しております。その多重故障を想定した場合に、どのようなことが起こるかとい

うことで下のほうにまとめているんですが、①、②、③ということで記載しています。 

これについては、次のページをちょっと見ていただきたいのですが、7ページになりま

す。先ほどの全体の臨界管理を記載したところに丸印で書いていまして、そこに①、②、

③というふうに記載しております。ここであります、まず①ですが、ここは、先ほどのと

ころで御説明しました廃液のほうの流れになるところでございます。この上の分離施設に

つきましては、抽出廃液になります。こういう抽出廃液のところについては、上流の抽出
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機、パルスカラムという抽出機で燃料試薬とか酸濃度の供給条件というのを整えながら廃

液をプルトニウムとかウランを抽出しているんですが、そういうような試薬とかの濃度と

か流量とかといったものが異常に変化したとしても、実際に①というようなところの管理

をしている機器のほうに出てくるプルトニウムの濃度というのは非常に小さくて、それが

ゆえに、今言った発生防止とか拡大防止機能が多重故障しても臨界になるおそれはないと

しております。 

同じように、下の精製設備のプルトニウムを逆抽出した後の溶媒についても同じような

ことが言えます。 

次に②のほうですが、これはウランとプルトニウムからプルトニウムを水のほうに落と

す操作をしたときのウラン側の廃液、これについては、廃液ではなくて有機溶媒にウラン

が乗った状態になるんですが、こちらのほうの変動を考慮すると、一部には濃度が上がる

ところがあるんですが、全体的に見ますと、機器全体、ここに書いてあるプルニトウム洗

浄器とかという機器全体を見ますと、先ほど言いました未臨界濃度を超えることはないと

いうことで、こちらのほうについても臨界になるというおそれはないということです。 

それから③と書いてあるところにつきましては、これは溶解槽周りのところになります。

こちらのほうについては8ページのほうのちょっと資料を見ていただきたいのですが、8ペ

ージのほうの資料につきましては、溶解槽周りの管理について記載しております。こちら

に書いてありますのが、溶解槽のそばにあります溶解槽と、それから、その溶解槽の中で

使用済燃料をせん断、溶解して硝酸で溶かすのですが、その溶かした後に残ったさや、そ

れをハルといっているんですが、そのハルというのは溶解槽の下のハル洗浄槽というとこ

ろで水で洗うと。それから燃料の上下についていますエンドピースというのは、溶解槽の

左側についていますエンドピース酸洗浄槽というところで、酸で洗うということにしてお

ります。 

こちらのほうにたくさんの計測制御設備がついていまして、発生防止、拡大防止という

ことで対策をとっています。全部で12個、ここに書いてあるんですが、それぞれ関係して

いるものがありまして、それが右上のところに書いてあります溶解槽については1番、7番、

8番、10番、11番、12番というのが対象となっています。それからエンドピース酸洗浄槽

につきましては、2、3、4、5、6、9、それからハル洗浄槽については7、11、12という、

そういうような計測制御設備を使って管理をしてございます。 

この中でそれぞれ管理をするということで、溶解槽につきましては、まず複雑な管理を
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しているんですが、まず、切った燃料を受け取るバケットというところがあるんですが、

そこでは使用済燃料のせん断片の質量を管理をしている。そういうものは、上流にありま

す、せん断機の切る長さについて管理をすることでやっていると。 

それから、溶解槽の中の溶解液については、必要な濃度の溶解液、流量の溶解液、硝酸

が必要になりますので、それは11番とか12番で記載されたもので硝酸の量とか濃度を管理

する。それから溶解槽の中の温度条件というのも溶解槽に関わってきますので、それは7

番の溶解槽の温度というのを管理すると。あと濃度管理をしていますので、密度を測定し

ているということ。 

そういったような管理をするとともに、さらに必要な場合には、初期濃縮度が高くて燃

焼度が低いような燃料を処理する場合については、可溶性中性子吸収材を供給しながら運

転をするということになります。さらに、溶解槽の場合については、臨界があった場合に

可溶性中性子材を供給するための緊急供給槽というのを設置しております。そういうよう

な溶解槽については複雑な管理をするということになっています。 

それから出てきます、先ほど言いましたハルとか、それからエンドピースにつきまして

は、基本的には、この溶解槽についています、例えばハルにつきましては溶解条件である

硝酸の流量とか、それから硝酸の密度といったもので管理をしています。それから溶解槽

の温度というのを管理しています。 

こういうような条件が、多重故障によって悪化したとしても、こういうような管理につ

きましては、実際は運転員がそれぞれ常に溶解槽の運転については見ていますので、そう

いうところが悪化した場合につきましても確認することで工程を止めるということで臨界

に至ることはないというふうに評価しております。それが6ページのところです。左側に

記載しているところでございます。 

すみません。1回6ページに戻っていただきまして、そういうことでございますので、こ

ちらにつきましては、最終的には複数の組み合わせで臨界管理を実施している溶解槽、こ

れについては、設計基準事故でも先ほど説明しました可溶性中性子を緊急で供給する系統

もついているということでございまして、臨界事故の評価をしているということで、こち

らの可溶性中性子材緊急供給機への不動作を考慮しまして、溶解槽における臨界事故とい

うのを選定してございます。 

次に9ページのほうに行きまして、バッチ移送というのがありまして、これは先ほどの

連続移送のところで計装を使っているのに対して、次にバッチ移送のところになるんです
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が、こちらにつきましては、設計を超える条件の設定として核燃料物質の誤移送を想定し

ております。この誤移送を想定した場合に、どういうところが対象になるかということで

10ページのほうを見ていただきたいのですが、こちら、先ほど説明しました枝分かれをす

るようなところで廃液系のほうで確認するところとか、あと凝縮液とかといったところで

す。そういったものが対象になるところにあります。それが①と書いてあるところがそれ

になります。 

例えば真ん中の下のところにプルトニウム濃縮缶というのがあるんですが、そこに凝縮

液を回収する貯槽があるんですが、そちらの凝縮液については、通常濃度で数mgぐらいの

濃度になります。そういったところについては、非常に濃度が低いということで、仮に誤

移送したとしても臨界になるおそれはないということになります。 

それから、比較的濃度が高いところといいますと、この真ん中にあります分離の一時貯

留処理設備というところがあります。これにつきましては、上の分離施設のほうから溶液

を緊急にドレーンアウトするとか、運転停止時にドレーンアウトして、その溶液を処理す

るというようなところになるんですが、そちらのほうについては、もともとの工程自体が、

先ほど言いました未臨界濃度よりも低い状態で運転されておりますので、プルトニウム濃

度としては7.5gを下回るということで、こういったものも誤移送したとしても臨界になる

ことはないということになります。 

一方、プルトニウム精製設備のほうの溶液をドレーンアウトします精製建屋一時貯留処

理設備になるんですが、これは、この図でいきますと左側の真ん中のところになるんです

が、ここで赤で書いてある第1、第2、第3一時貯留処理槽というところがありまして、先

ほど申しましたように、プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶よりも前の溶液を扱

いますので、最大24gのプルトニウム濃度のプルトニウムが来るというところになります。

したがいまして、9ページにありますように、全体を見ますと、ここの精製建屋一時貯留

処理設備の第1、第2、第3貯槽については、溶液の濃度が通常状態でも未臨界濃度を超え

るということでございますので、ここの貯槽からの誤移送、これが発生した場合について

は臨界のおそれがあるということで、こちらのほうの誤移送のほうを臨界事故の対象とし

て想定しております。 

次に11ページに行きまして漏えいの話になるんですが、先ほど言いました核燃料物質の

通常状態で濃度が高いところの下にドリップトレイが臨界管理をしているんですが、そう

いうところで設計を超える条件の想定としては、偶発的な配管亀裂による漏えいを想定し
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ています。この漏えい量の想定としては、連続移送の配管の場合については、運転員が1

直当たり数回行うプロセスデータで8時間というのを想定してバッチ移送の場合には、バ

ッチ移送について想定しています。 

12ページのほうにポンチ絵で記載していますが、例えば連続移送の場合ですが、絵は連

続移送の場合を想定しているんですが、例えば流量とか液位計というのを1直数回確認を

しておりますので、通常は2時間に1回確認していますので、そういうような仮に漏えい液

検知計、これは連続移送の場合は安重になるんですが、こういうのを多重故障を想定した

としても、1直の運転中に運転員が気がつくということで、漏えい量としては8時間を想定

しています。 

バッチ移送につきましては、1バッチの槽液中にやはりいろんなパラメータを見ながら

運転員は監視をしているんですが、こちらについては1バッチ漏えい量を全量移送した分

について漏えいするということで評価をしています。いずれの場合にも、漏えい液受皿の

液厚さにつきましては、形状寸法管理の核的制限値を超えることはないということで臨界

に至るおそれはないということを確認しております。 

次、13ページに行きまして、外的要因について記載をしています。外的要因につきまし

ては、こちらのほうにつきましては、まず、先ほどの異常の発生防止、拡大防止の対策と、

それから漏えいのところにつきまして検討をしています。 

まず、設計を超える条件としては、基準地震動を超える地震が発生しまして、この発生

防止とか拡大防止の機能が多重故障した場合を想定するということ。それから、配管につ

いては、配管が破断するというようなことで漏えいが発生するということを想定しており

ます。 

B、Cクラスの、これは設計基準のほうで出てきておりますが、耐震Bクラスの破損する

おそれがある地震動を検知した場合については、再処理施設の処理運転を停止することに

なります。その場合については、臨界安全の観点からいきますと、核燃料物質の移動とい

うのは停止になります。それによって核燃料物質の移動がなくなると、それで臨界のおそ

れがないということで、臨界に至るおそれはないというふうにしております。 

次に地震につきましては、同じように再処理施設の運転を止めるということで、工程を

止めるとともに、こういうような移送も止まりますので、それによって溶液というのが大

量に漏れるということはないんですが、評価上は10分間の漏えいを評価値として漏えい液

量を求めまして、その漏えい液量が先ほどの形状寸法管理の核的制限値を超えることはな
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いことを確認しております。したがいまして、臨界に至るおそれはないということを確認

しております。 

次に全濃度安全形状寸法管理の機器ということで、メーンのラインにある機器でござい

ますが、こういったものにつきましては、次の14ページに示しました反射条件の変化とい

うことで考慮しております。 

全濃度安全形状寸法管理の機器で特に分離・精製のところに設置されている、特に精製

施設ですが、そういったところにつきましては、反射条件については2.5cmの水反射条件

というのを設定しておりますので、仮に水が漏えいして機器が水に浸るというような状況

になりますと、その反射条件が異なってくるということでございますので、そういう中性

子の反射条件が上がるということは増倍率を上げる効果がありますので、そういったもの

を想定した状態で検討しております。 

これにつきましては、先ほどありました、もともと全濃度安全形状寸法管理という機器

については、遊離硝酸濃度とか、それからプルトニウムの濃度に対して十分裕度を持って

いるということでございます。そういったような通常状態の条件を入れて、さらに反射条

件を変えた場合で計算しても臨界に至るおそれはないということを確認しております。 

次、15ページになります。こちらのほうについては、そういう全濃度安全形状寸法管理

の機器が基準地震動を超える条件によって、例えば溶液を貯液している部分が変形すると

いうようなことを想定しています。 

これは、既認可の設工認の中でも計算をしているんですが、全濃度安全形状寸法管理の

機器について、通常運転時のプルトニウムとか遊離硝酸の条件、そういう条件において、

貯液部の幅を増加させて臨界計算をしております。 

その結果が16ページのほうに記載しておるんですが、例えば、こちらに示しました全濃

度安全形状寸法管理の機器について、貯液部の幅を20mmから10㎜、これ、分離施設につい

ては幅を20mm、それから精製施設については10㎜大きくすることによって計算した結果と

いうことで、それが先ほど示しました設計上の臨界計算値というのに対して、通常濃度と

か硝酸濃度で計算して、さらに幅を大きくしているもの、それが貯液部幅増と書いてある

んですが、こういう計算をして、設計上の臨界計算値を上回らないということを確認して

おります。 

既認可の設工認では、基準地震動における貯液部の変位量を計算しまして、それは16ペ

ージに書いてあります変位量というところになるんですが、これについてはプルトニウム
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分配塔につきましては4.4mm、それから下のほうの貯槽については剛構造でありますので

変位量がほとんどないということでございます。こういうようなことから、十分余裕があ

るということから、臨界に至るおそれはないというふうにしております。 

最後17ページですが、地震以外の外的要因ということで、これらの要因について検討し

ていますが、これは内部の設備に直接影響を及ぼす可能性はないということ、臨界につい

ては建屋内部の管理になりますので影響がないこと、さらに外部事象を起因として電源喪

失とかが起こったとしても、再処理工程が停止状態になるまで臨界に至るおそれがないと

いうふうに考えております。 

18ページ、結論ですが、以上のことから、臨界に係る重大事故の深層防護をさらに充実

するという目的で、今の特徴を考慮しまして以下の重大事故ということで、この二つの重

大事故を想定しているということになります。 

以上で御説明を終わります。 

○田中知委員 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうか

ら何かありますでしょうか。 

○竹内チーム員 規制庁の竹内です。 

 今日のこの資料1の御説明、全般論といいますか、法令等の関係について御質問をしま

す。位置構造及び設備基準の重大事故のうち臨界事故の拡大を防止するための設備につい

ての規定は第34条がございますけれども、この34条には、「セル内において核燃料物質が

臨界に達することを防止するための機能を有する施設には、再処理規則」、これは事業規

則になりますけれども、「に定義されている重大事故の拡大を防止するために必要な次に

掲げる」という、三つほどございますけれども、「重大事故等対処設備を設けなければな

らない」というふうに要求があります。 

 今日の御説明ですと、資料の中でも2ページとか最後18ページのところに「臨界に係る

重大事故への深層防護をさらに充実させる目的で」という言葉が2カ所ほど出てきますけ

れども、「さらに」ということですと、もともと不要なものを上乗せしたような説明にな

っていますけれども、そうではなくて、もともと設計基準で臨界防止機能を有する施設の

ところには、重大事故対処施設を設けなければならないというのが基本でありますので、

そういった法令上の要求からちょっと違うような説明をしているかのように見えます。 

 もともとヒアリングの中で我々が指摘したと言いますか、説明をお願いしたのは、こう

いった3ページの中に、至るところの工程といって臨界防止の措置を講じているわけです
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けれども、こういったところ全てに対して重大事故対処とするということは求めているわ

けではなくて、あらゆることを考えても、こういったところでは、臨界事故は設計基準を

超えても起こらないというところをまず説明をいただいた上で、最終的に残ったところが

18ページにあります溶解槽と誤移送が発生し得る2カ所の貯槽といったロジックでもって

御説明をお願いしたいというところを申し上げておりましたけれども。必ずしも今日の説

明を聞いている限りでは、そういったところの、まずほかは起こらないのかというところ

の今日の説明だけではちょっと十分ではないように思えたんですが。説明のロジックとし

ては、我々が考えてお願いしているような趣旨を説明しているということになっているん

でしょうか。 

以上、質問です。 

○田中知委員 お願いします。 

○日本原燃（青柳担任） 日本原燃の青柳でございます。 

 今、御指摘いただいたものは、この34条に書いてあるところを読んで御指摘いただいた

わけなんですけれども、まず、この基準自体の構成を私どもの解釈で今日のような説明を

させていただいた理由をちょっと説明させていただきたいと思います。 

 まず、この基準自体は、もともとの再処理指針から重大事故対処施設というものを、福

島を踏まえて充実したわけなんですけれども、まず、臨界については、幾つか安全設計が

あるわけなんですけれども、臨界については従来の再処理指針でも非常に厳しい要件を課

しておることは御承知のとおりでございます。 

そして、その臨界設計というものを深層防護という観点から妥当性を確認する臨界事故

ということを設定基準事故、昔は設定基準事象と言いましたけれども、事故を網羅的に抽

出して、そして、それで発生の可能性の観点で一般公衆に著しい放射線被ばくを与えない

ということを網羅的にやってきたと、まず、そういう事実はございます。 

 そして、その安全設計のさっき申し上げました設計要求それから設計基準事故という名

前を変えましたけれども、そのときの考え方、それはそのまま踏襲されてございます。そ

の上についたわけです。 

 そうしますと、その設計基準事故というのは、重大事故よりも発生頻度が相対的に高い

と、そういうことになるわけでございますけれども、そうした中においても、今回の新基

準においては、第2条で臨界防止、それからそれに対する事故の想定は第16条で設計基準

事故を要求してございますけれども、ここもそういう頻度に応じた発生の可能性の観点で
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臨界事故を想定して評価しなさい、そして、そのリスクの有無については一般公衆に著し

い放射線被ばくのリスクを与えない、5mSv以下だったらリスクは小さいと判断する、そし

て、さらにそこには、その頻度がより小さいものについては、それを若干超えてもリスク

は小さいと、そういう考え方がそのまま基準に書いてございます。 

 したがいまして、そういった一連の考え方は、これは今回新たに追加されました安全機

能を有する施設の中に、「安全機能を有する施設は、その重要度に応じて目的を達する」

というようなことが三十何条に書いてございます。こういったことから、その重要性に応

じて相応の設計をやる。 

 それから、先ほど御指摘いただきました34条の「臨界に対することを防止する機能」

云々というのも、今申し上げました臨界事故の想定の考え方、それから、それに今回追加

的に重大事故を想定することになったわけですけれども、そういったものに対しても、

我々は、今、確率論的に設計をやっておりませんけれども、私どもが今までやった安全設

計の個々の臨界設計の充足性を今申し上げまして、そして、その中で充足したものについ

ては、十分充足しているなというものについては、今までの設計で十分に重大事故が防止

できる。 

 逆に、今申し上げました溶解槽のように非常に複雑な設計をやっているものは、従来の

設計基準では、これでよしとしたものに対してここで34条の適用をすべきであろうと考え

て。それからもう一つは、やはり私ども、先ほど申し上げました臨界設計、非常に慎重に

やってきたんですけれども、やはり人間による施錠管理というものは、やはりより信頼性

を上げることが、私どもは、今まで希求してきたことでございます。今回、この重大事故

についてもさらに信頼性を上げるために、この34条を適用してより重大事故の可能性を下

げてやるというところを、そういうふうに解釈したわけでございます。 

 したがいまして、今回の新基準第1章、第2章、第3章、こういうふうに構成されてござ

いますけれども、第2章の安全機能を有する施設の設計基準事故の考え方を第3章の重大事

故等対処施設にも、その考え方というのはやはり、連続性があるものというふうに思いま

すので、今、御指摘いただきました34条にも、その発生の可能性の観点から重大事故を選

定しても何ら問題はないのではないかというふうに私ども考えている次第でございます。 

 以上でございます。 

○田中知委員 今の説明で、どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 
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 今、青柳さんが御説明されたことは、それはそれで別に間違っているわけではなくて、

設計基準的にやった説明だと思います。 

 我々ちょっとお話を竹内のほうからしたのは、もともと今回重大事故の、基準をつくる

ときもそうなんですけれども、臨界の発生防止については、重大事故ではもうこれ以上求

めていないんですよ。というのは、やっぱり設計基準の段階でかなり厳重な形で防止対策

というのはとってきているという事実がわかっている中で、これ以上の臨界防止策という

のは、人間の管理を多段的にやるぐらいでしかもうないよねということで、そこは、二重、

三重になっているところが四重、五重に、今回、防止策を重大事故で求めても、あまり現

実的な対策としてどうかという問題があった。 

 一方で、重大事故、これ、臨界が起こったときには確実に止める必要があるということ

で、ここはきちっとしていただかないといけないということで、重大事故では、防止対策

はもう実は望んでいないというか、基準として求めていない。ただし、臨界が起こった場

合に止める対策をつくりなさいよ、やりなさいよというのが、これが必須条件に入ってい

るということになっています。 

だから、設計基準の考え方を何か変えたということは全くない。その中で、じゃあ次に

行ったときに、今回ヒアリングの場でも申し上げて、この場でぜひ説明をしてくださいと

言ったのは、この設計基準でやった状態で、今度、重大事故というのは、設計上定める条

件より厳しい条件で、今度、臨界を考えなさい。そうしたときには、今は単一故障とか単

一誤作動、誤操作といったものを設計基準の条件としてきている中で、それらの条件を、

その限定を解除したときにかなりフリーな状態で多重的に起こる、多重的な誤操作という

ものを考えたときに、要は、科学的、合理的な範囲で臨界が起こさせない、これは、だか

ら全濃度安全形状管理みたいなものをしているものについては、持っている核燃料物質を

どうやって頑張っても、一生懸命頑張っても臨界を起こせませんというのが、物理的にあ

ると思うんですよ。それは、それでそれ以上、物理的に起こらないんだから起こったとき

の防止対策を求めるのは、それは合理性がないよねというのは、それは我々もわかってい

る。 

という、だからそういうことについてのやっぱり説明をしてくださいということを求め

ている中で、かなり、これ、この先ちょっとまだ今の最初の質問でしかないんですけど、

この後、6ページとか以降いろいろと考えている中の、要は設計を超える条件という、そ

こをどれだけ考えたのかといったときに、かなり、これ、足切り的なところが、している
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ところがあるのかないのか、どこまで原燃として、この設計条件を超える条件というのを

イメージしてやったかというところを、この先、ひとつ議論をさせていただきたいと。 

入り口としては、そういうことですので、全般的に見ると、かなり我々が想定した感覚

よりも対策というか、臨界を防止する場所が少ないんではないかという今印象はあるとい

うところで、その辺り、これ、最終的に答えとしてはこれなのかもしれない、正しいのか

もしれないですけど、そういうことを前提として、この先、議論をいただきたいと、そう

いうことです。 

○田中知委員 ただいまの意見の内容、十分理解されたかどうかということなんですが。 

○日本原燃（青柳担任） 青柳でございます。 

 今回、基準が臨界だけが特別に今おっしゃられるように発生防止対策を要求していない

と、重大事故に。それはよく理解してございます。そして、その上で、今おっしゃられた

ように、重大事故の臨界が起きたときに対策をとれということも十分理解してございます。 

私どもちょっと申し上げたのは、その前の段階の、臨界では一番重要なのは、重大事故

の発生防止ではなくて、設計基準の発生防止が一番重要なわけです。これは、論を俟たな

いわけないなんですけれども、この対策がほかに比べたら、ほかの火災爆発というような

安全設計に比べたら、遥かにレベルの違う対策をとってまいっておりますので、今おっし

ゃられた、いわゆる、その途中に深層防護で第1、第2、第3という、第3レベルの緩和措置

というのが設計基準事故を想定して、その妥当性を確認するわけですけれども、その段階

で十分確認していて、そこでは既にもう臨界を想定する必要があるか、ないかという議論

が1回やられております。 

 そして、今回はさらにもっと発生頻度の低い想定をしなさいということで、今説明させ

ていただいた資料の真ん中に「設計を超える条件の想定」ということで、今、長谷川さん

がおっしゃられた設計基準事故では単一故障を考慮して云々という議論をしておりますけ

れども、そこに多重故障を考えると。 

 例えば、今説明させていただいた資料の7ページに、これは、化学処理工程なるがゆえ

の臨界事故の部分をピックアップしたのが7ページでございます。こういったところは、

例えば一番右側の上のほうに②と書いてあって、プルトニウム洗浄器というのがございま

す。ここには、プルトニウムがウランの流れ、ここは前でウランとプルトニウムを分ける

ところでございますけれども、ウランの中にプルトニウムが同伴すると臨界事故を、この

プルトニウム洗浄器で臨界事故のおそれがありますので、これについては、まず行かない
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ような安全設計として、再処理の試薬系、こういったもの、それから流量計、こういった

ものを分散型コンピュータと私どもは言っておりますけれども、そういったものでしっか

り制御するのが発生防止対策でございます。そして、それにさらに、仮にプルトニウム洗

浄器にプルトニウムがリークし始めたらすぐ止めるために、前のプルトニウム分配塔から

のプルトニウムの流れを中性子検出器という安全上重要な施設の二つの中性子検出器でイ

ンターロックをかけることにしております。この三つの機能を喪失させて、あえてプルト

ニウムをリークさせて臨界になるかどうかということをさらに議論して、そして、ここの

説明の中では、このプルトニウム洗浄器、そういう場合を考えても、プルトニウム洗浄器

全体として臨界計算すると実効増倍率は臨界にはなりませんよという確認をしましたよと、

そういうところまで入れているわけでございます。 

 こういうふうに設計基準事故で考えている起因事象をはるかに超えた状態を考えて、さ

らに実効増倍率の世界まで踏み込んで数値を確認した上で、なりません、だから、ここは

考えません。ただ、溶解槽については、こういう理由で考えますということを、今、長谷

川さんが御指摘いただいたようなことを逐一やりながら、私どもは絞り込んだつもりでご

ざいます。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 ですから、今言ったような説明という、技術的な部分の具体的に、要は数値が必要なと

ころは数値も含めて、そこをきちっと整理して、一個一個やっぱり確認しないといけない

んじゃないかなというのが我々の話であって、そこの条件というのもどこまで見ているん

だという。条件だって途中で切ってしまえば、それ以上というのがありますから。だから

その条件というのが、十分な考えられないような条件まで含めてやっているのかというこ

とを議論をしなきゃいけない。それを議論するのがこの場だと思っています。原燃の考え

と、我々が必要な条件のそこがきちっとしない、そのずれを議論するのが、多分、この場

なんですけど、そういうずれを議論できるような説明にしなきゃいけないんですよ。 

 だから、定性的な説明ではやっぱり決して、原燃の中では、この中に出てきていないこ

とをたくさんやっていると思うんですけど、そこの設計を超える条件の想定みたいなのを

2行ぐらいで書かれてもだめで、もっとやっぱりここが技術的に議論をする必要がある場

所だというふうに思っていまして。そういうところをしっかり論点を整理するということ

は、冒頭言った論点を整理するということは、そういうことですので、今後、その議論を

本日、今のは総論としてちょっと申し上げたんですけど、その辺りを少し、今日、議論を



22 

させていただきたいと思います。 

○田中知委員 結構、重要な議論のところだと思うんで、日本原燃のほうでまた誤解があ

ってもいけませんので、また、今、長谷川さんが説明しましたけれども、何か別の観点か

ら、あるいは、もうちょっと具体的と言っていいのかどうか、もうちょっと補足的な、あ

るいは追加的な意見とかがありましたらお願いしたいです。 

○竹内チーム員 規制庁の竹内です。 

 今日、御説明いただいた内容をページを追って順番にちょっと気づいたところ、個別の

話を確認させていただければと思います。 

 4ページなんですけれども、4ページのところで、こういった安全形状寸法管理を行って

いる機器では、実際の設計時の実効増倍率に比べて、通常の運転時のプルトニウム濃度と

か、その機器の配置条件とかを考えれば、十分まだまだ安全裕度があるんですよというふ

うなことをお示しいただいている資料ということのようなんですけれども。これは、例え

ば重大事故を考慮するときは、通常時を前提として評価を行う、この安全裕度分を見込ん

で臨界に至るか、至らないみたいなことを判断しているということなんでしょうか。質問

です。 

○日本原燃（須田安全管理部長） 日本原燃、須田でございます。 

 先ほどのこの4ページのところですが、これは許可の設工認のほうでこういう安全裕度

ということを出させていただいております。重大事故の場合については、先ほどありまし

たような、通常運転状態からの逸脱みたいなところを考えるときに、例えば地震との重ね

合わせみたたいなときについては、通常状態に対して地震の影響ということで、先ほどの

貯液弁が広がるとか、そういうのを重ね合わせています。 

 したがいまして、この裕度分をある意味使うことによって重大事故のときにも対応でき

るということを検討しています。 

○竹内チーム員 となりますと、この安全裕度の分、実態上のベースを、条件をベースに

重大事故の評価をしているということであれば、この安全裕度、通常のこの濃度以上の実

効増倍率未満にすることが、今後、求められることになろうかと思いますけれども、そう

いう理解でよろしいですか。 

○日本原燃（青柳担任） 日本原燃の青柳でございます。 

 これは、安全設計と安全評価、それから重大事故の評価との関係を正確に整理しなきゃ

いけないんですけれども、まず、安全設計については、さまざまな燃料を取り扱ったとき
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に、包括的に安全が説明できなければいけませんので、さまざまなパラメータをしっかり

保守的に積み上げて臨界設計をやって実効増倍率を出します。これは、旧指針でも今回の

基準にも明確にそう書いてございます。 

 そして、安全設計を確認する安全評価においては、その安全評価の今対象としている起

因事象に応じて条件を設定します。これは、偶発的なものをあえて重ね合わせる必要はな

いと、今回の基準にも書いてございますけれども、例えば地震の場合は、地震に伴う共通

要因的なパラメータの変動がもしあるならば、それは考慮します。ところが偶発的なとき

の人因事象に対する異常については、人因事象に対するパラメータの変動を考慮します。 

 ですから、安全設計で考慮したパラメータの全部保守的なものをベースに事故評価をす

るのではございません。これは、設計基準事故でもそうですし、今回の新基準には明確に

それが書いてございますので、そういったことでございます。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 全てが全て全部保守的な条件を求めるかという以前に、この4ページの※で注書きのと

ころで「通常の運転時のプルトニウム濃度」ということがありますので、これは代表的な

組成といいますか、濃度を前提としたものであって、最も設計上起こり得る濃度ではない

というのであれば、起こり得る濃度等を考慮したものをベースに評価すべきではないかと

いうふうに、通常の考え方だとそういうことにならないんでしょうか。 

○日本原燃（青柳担任） そのとおりでございます。例えば、具体的な議論をしないと架

空の議論になってしまいますので、例えば、今御覧いただきました4ページの上の3ページ

を見ていただきますと、上のほうの真ん中辺りに赤の斜め線のパルスカラムが書いてござ

います。これ、一番左側の上に抽出塔と書いてございますけれども、ここは、通常時、プ

ルトニウム濃度で2g/Lないしは3g/L、これを、私どもこれ、安全設計でどんな場合でも臨

界にならないように確認するために、０～150から200g/Lぐらいまで濃度を振って計算し

てございます。 

 ところが、実際は、これは何のために流しているかといったら、分離するために流して

いますので、その抽出パラメータというのが、運転上、当たり前ですけれども、しっかり

守るわけです。そして、その濃度という、今、2g、3gという数値は、これは安全設計のベ

ースにもなっていますので、事業指定申請書にも書かれてございます。ですから、そうい

ったものについて、例えば、今、臨界設計を150gまで振っているから一番厳しい100gぐら

いを重大事故のベースにするかといったら、そんなことはございません。それは、平常時
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において、ある瞬間、重大事故が起きたときの状態を想定して、その状態想定においては

保守的に見ますけれども、その他の条件については、このベースとなる情報を事業指定に

書きながら、それを使うということでございます。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 今の一つの例で抽出塔を、例えばプルトニウムが150g/Lという例を示されたということ

ですけれども、例えば設工認で臨界計算書なんかを出されていると思うんですけれども、

例えばそういったところが全てそういった最大値を使ってやっているという前提があった

上で、今回は、例えば保安規程の制限値ベースであるとか、そういったところの最大値を

とっているということなんでしょうか。 

○日本原燃（青柳担任） おっしゃるとおりです。 

○竹内チーム員 設工認なんかでは、あらゆるところを全部そういった最大の値をとって

いるということですか、その臨界計算上は。 

○日本原燃（青柳担任） 全濃度安全形状というのは、言葉どおり全濃度ですので、プル

トニウムがどういう濃度になってもいいということで、ゼロから、大体こういうプルトニ

ウムの濃度の臨界上のピークというのは100～150gぐらいのところでピークは出るんです

けれども、それを超えたところ、濃度を振って下がるところまで一応確認しています。そ

して、そのピークでも実効増倍率が0.95であることを設工認の臨界計算書に個別に全て出

してございます。 

○田中知委員 いいですか。 

○竹内チーム員 一旦は事実関係としては理解しましたので。ちょっと今日御説明を聞い

た中で、今後また確認することがあるかと思いますが、とりあえずは了解しました。 

○田中知委員 別の観点か何かありますか。 

○伊藤チーム員 規制庁の伊藤です。 

 今、対応されている設備自身というのはDBA、もともとあったものがベースになってい

るということなんですけれども、ここで想定される条件として、重大事故時における厳し

い環境条件というのが考慮されるべきだとは思うんですけれども、今、記載されている、

特に外的要因というところになるかと思うんですけれども、ここのところというのは、こ

れ以外に何か検討された、想定された条件というのは何かございますでしょうか。 

○日本原燃（青柳担任） 御質問の御趣旨なんですけれども、今、私どもは、先ほど長谷

川さんからも御指摘いただきましたように、いわゆる設計基準を超えた状態を何を想定し
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たかということがまず重要でございまして、まず設計基準事故については、溶解槽の臨界

事故が設計基準事故にあったんですけれども、それは硝酸ガドリニウムが注入して止める

というのが従来の事故、その止めることができなかったという設計を超える状態を考慮し

ましたけれども、それは一つです。 

もう一つは、先ほど一番最後に出ております誤移送臨界を想定しています。これは設計

基準事故では想定してございません。これは、先ほど申し上げました発生の可能性の観点

で設計基準事故を想定しろという観点からは、想定する必要がないというふうに前回の安

全審査で結論が出ているものでございます。ところが、今回の場合は、それを想定すると

いうことで設計基準を超えた状態が誤移送臨界でございます。 

○伊藤チーム員 ここでは、誤移送ということで、一応、例は出ているんですけれども、

誤移送の中には、要は、今回、DBAの中で強化されました化学薬品の部分とかが入ってい

ると思うんですけれども、そういった部分というのは考慮されてはいるのでしょうか。 

○日本原燃（須田安全管理部長） 外的要因につきましては、先ほど言いました地震と、

それからあと残りのものについては、先ほどありました17ページですね。そこに書いてあ

りますような自然状況の影響です。そういったものを考慮しております。 

○日本原燃（石原課長） 今の御質問の趣旨ですけど、今もともと設計の条件を超えると

いうことで、DBAの中では溢水であるとか、化学薬品の漏えいだとか、いろんな条件が今

回付加されました。例えば、セルの中で安全冷却水を含めた冷却水の配管が破断した場合、

その水が漏れてきて臨界になる可能性があるかどうかというのが、今、14ページに評価を

した結果を示させていただいているんですけど、そういった関係で試薬はどうなんだとい

う話ですか。 

○伊藤チーム員 そういうことです。要は、アルカリ系の試薬がプルの濃度管理されてい

るところにもし入った場合、そういうものが沈殿して想定していないような臨界というの

が起きるかどうかというのは検討されていますでしょうかということなんですが。 

○日本原燃（青柳担任） これは、今御指摘いただいた点については、これは従来の安全

審査でも問題になったテーマでございます。アルカリだけじゃなくて水、いわゆる昔、重

液相というのができた経験も当方にはございます。 

いわゆる水とかアルカリを入れますと、酸濃度が非常に低いレベル、0.1規定とか0.2規

定、そして濃度が高い状態、それから温度が高い状態、どういう状態でそういうポリマー

ができたり沈殿ができるかというのが、今から三十数年前の論文がございます。こういっ
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たもので私どもは、ちょうど状態図のようなものが横軸に酸濃度、縦軸にプルトニウム濃

度、この領域だったらいわゆる沈殿はできませんという領域が明確になってございまして、

その領域に達することがあるかどうかを議論したことがございます。 

 そういった観点で問題になるのは、先ほどの絵では精製施設の、結局、濃度が低いとこ

ろが沈殿ができるのは問題にならないので、高いところが問題になります。3ページを見

ていただきますと、3ページの下のほうに分配設備からということで精製設備が書いてご

ざいます。この精製設備の入り口は大体プルトニウム濃度で5.9g/Lで、これはまだ臨界濃

度未満です。 

 それが右側のほうに行きまして赤いのが3本出ている逆抽出塔で、ここで液液抽出なさ

れますので、ここで濃度が上がりまして、次のプルトニウム濃縮缶というのが真ん中ぐら

いにありますけれども、ここまでが24g/L、この辺からが問題が出てまいります。そして、

そのプルトニウム濃縮缶の後は一気に250g/Lに濃度を上げますので、こういったものに水

が入ったり、さっき申し上げた状態図の中で沈殿、ポリマーができる領域に至るかどうか

ということが問題になりまして。 

 当時、私ども説明した資料の中には、これ、水が入った場合、要は希釈された場合がか

えってポリマーという観点から危ないんで、この250g/Lのところの濃縮缶で申し上げます

と、ここでは大体さっきの濃度と硝酸濃度の関係が重要になってまいりますけれども、こ

こに7規定と250g/Lがプルトニウムのポリマーができる領域にまで希釈されるのは50倍ぐ

らい希釈されると、その領域に入ってまいります。そうなりますと、プルトニウム濃度の

ほうが未臨界濃度を下回ってしまうということが250gを50で割ると大体5g/Lですので、臨

界濃度を下回るということで一安心の領域に入るというようなことを説明して、安全審査

の中で御説明した経緯がございます。 

そういったことを安全設計の中では細かく従来の審査でも見ていただいてきた経緯がご

ざいます。 

 以上です。 

○田中知委員 長谷川さん。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今、青柳さんが言われたこと、安全審査の中で見ていることは、我々も理解しています。

なので、今の話は設計基準ベースの話をしていたわけなんですけど、我々は重大事故を考

えた、だからここで、先ほどから申し上げている設計で想定した部分の、要は条件を変え
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たときにも過去の安全審査でした説明がそのまま使えるかというところについて議論しな

いといけないと。ですから、条件をきちっと、どこまでの条件を考えているか。 

だから、誤移送でも一発の誤移送だけじゃなくて重大事故で幾つかの例えば配管と貯槽

が破壊して、壊れてセルに漏れてしまった、だから1個じゃなくて2個、3個同じセルの中

に入っている部分が全部漏えいしてしまって、それを一時貯槽みたいなところに運ばなき

ゃいけないといったときに、ほかでもいろんなことが起きているというような、例えばア

ルカリ系の洗浄液みたいなものも一緒に漏れてしまっている、そういうような過酷な条件

でいろいろ考えていったときに大丈夫かという、そういう議論をすべきなところなんです

けど。 

だから、そういう条件を、どこまで厳しい条件を今回考慮したのかということを説明し

てもらって、初めて、この説明は過去の安全審査でやった中に十分もう説明し切っていま

すという、そういう説明でなければいけないということです。 

○田中知委員 重大事故は、新規制基準の中でも大変重要な部分であって、今は臨界とい

うふうなことで見ておりながら、重大事故についてどういうふうに考え、どういうふうに

審査していくのかというふうなことを両者が共通理解を持つという大変重要なところかと

思うんです。そこのところが十分でないと、これからどんどんやっていく重大事故につい

ての考えとか対応というのは、やっぱりうまくいかないので、今日は時間をとって重大事

故、臨界の話ではあるんですけれども。 

 前のときも重大事故対象事象なんかについて十分議論ができなかったこともあり、本当

にちょっと今日は今後の審査を有効に進めていくためにもちょっと重大事故についてどう

いうふうに考えるか、言ってみれば、これは長谷川も言いましたけれども、頭の体操みた

いなものだと思うんですね。ないようなことも想定し、どういうふうになれば臨界になる

のかというようなことを考えて、それがやっぱりないようにする、あるいは拡大しないよ

うにするとか、そのときに従来のある考えのもとだけでそれをやっていると、いい議論に

ならないんじゃないかなと思って、そういうふうな観点で長谷川さんが意見をコメントし

ているんじゃないかと思うんですが。 

 長谷川さん、そんなんでいいんでしょう。 

○長谷川チーム員 今、田中委員が言われたこと、まさにそういうことなんですけれども、

ちょっと具体的な、かなり具体的な質問をさせていただくと、例えば、ここで言うと12ペ

ージみたいな図がありますよね。ところで、これ、配管だけ漏えいさせているじゃないで
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すか、何で容器と一緒に漏えいさせていないんですかというところ、それと、あとこれは

1個の容器しか書いていませんけど、複数個が入っているようなところもありますよねと。

そうしたときに、そういうのも全損みたいなものを考慮したときにどうなんですか。それ

と一緒に、多分、洗浄液みたいなのが同じセルの中にまじっているとか、いろいろあると、

そういうケースがあると思うんですけど。 

 設計を超えるというのは、多分、基準地震動を少し超えてくる地震も想定したときに、

基本的に、多分、セルは一応もつということが基本的な基準の骨子にはなっていますから、

それ以下の部分というのは、ある程度の破壊みたいなのを考慮すべきだと我々は考えてい

ます。という中で、原燃は具体的にどこまで想定したんですかというのを少し口頭で結構

ですので、お話をいただきたいというふうに、説明ください。 

○日本原燃（青柳担任） 原燃の青柳でございます。 

 それでは、今、12ページを御覧いただいておりますので、この臨界設計というのが特異

的なところをちょっと説明させていただきたいと思います。 

 今、どこまで破損させているんですかというお話がありました。これ、今までの設計と

いうか、審査指針での基準では、御存じのとおりで、基準地震動を超えるものの破損とい

うのは考えていないんですけれども、臨界だけは当時からこの絵で申し上げますと、この

貯槽、1槽分の容量をこの下の漏えい液受皿で受けても臨界にならないようにというよう

な設計をやってございます。 

 これはほかの、設計基準事故の場合は、機器の損傷までは考えないで配管による損傷だ

けを発生の可能性の観点で漏えい事故として想定しましたけれども、臨界は、その機器の

破損の容量を確保するという設計をやっておりましたということで、現在、基準地震動以

上で壊れても、これは受けられる容量が設計としてはあるということでございます。それ

は結果だけでございまして。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川ですけど。 

 それも我々、知っています。でも、それは一つのタンクなり貯槽、1個分だけを考慮し

ていますから、それが複数個入っているようなところに、三つ、四つ入っていたときに、

全損を考えましたか。その全損した部分を移送したときの一時貯留槽での行き先とか、そ

ういうものまで全部考慮してお話をされているんですか。 

 だから、単一、設計基準で考えたことは、我々、当然知っているという前提で、さらに

それを超えてなきゃいけない。だから、設計基準のときに考慮したことというのは、臨界



29 

は確かにほかのものに比べていろいろとかなり上乗せしてきたというのはわかっています。

ですから、我々は、重大事故で予防まで求めなかったというのがそこにあるわけですよね。 

 だから、そこは、我々、十分理解しているので、例えば、貯槽が三つ入っているような

ところで複数個の破壊を想定しましたかという、簡単な例えば質問に対してどうなんです

かというのが私の、まず、すごい簡単な質問として、そういうことを考慮していますかと。

同時に、今まで設計上、あまりきちっと我々も見てこなかった放射性物質が入っていない

溶液のタンクや配管というのも含めて、どこまでを例えば地震時だったら地震時に考慮し

ていますかという、具体的なところをお答えいただきたいと。 

○日本原燃（須田安全管理部長） 日本原燃、須田でございます。 

 今のところでございますが、12ページのほうは、内的な事象ということで、これは内的

な事象に対して今まで想定した、例えば連続移送配管は1バッチという、すみません、1時

間漏えいというのをやっているんですが、それを拡大して8時間漏えいというのをしてい

る。地震の場合につきましては、13ページのほうが地震時の破損ということで、これ、外

的要因に対する破損ということにしています。 

 漏えいについては、今の話でいきますと、地震時につきましては、今の配管につきまし

て、そもそも地震が起こったときに工程を止めるというところがありますので、そういう

のを前提として10分漏えいということで配管の漏えいを考慮してやっているということに

なります。 

 そういう違いというのがあるということでございます。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 12ページの説明をしたのは、内的とか外的とかじゃなくて、たまたまこの絵を使っただ

けであって、だからこそ、外的だったら今の話からすれば、全然我々の考えているような

想定とはかけ離れて、非常にチープな想定しかしていないんじゃないかという。配管が10

分間漏えいしますって、じゃあそれ1個だけですか、1個の漏えいを想定したときに何で同

じような設計でつくったものが2個、3個同時にいっていないというのは、ちょっと普通だ

と考えられませんよねというふうに、ある種、言わざるを得なくなってしまう。 

 だから、そこをどこまで想定したのかということで、今のあれだと、じゃあこの13ペー

ジのこの辺りをもっと詳しくしてくださいねというふうに変わってしまうわけで、これ、

多分、単純に読んでいくと、B、Cクラスは破損するけど、Sは残っているんですかみたい

なことにもなりかねないですよね。 
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だから、そういうところ、どこまで想定したのかについて、具体的に説明してください

と言っているわけで、この資料の別に、多分、どこにも書いていないんですよ、ちゃんと。 

 だから、この、多分、説明自体も、外的要因と内的要因にあえて分けて説明をしてい

ますけれども、分けなくてもつくったものをどこまで頑張ったら、だから、最初に言った

ように、どうやって頑張ったら臨界を起こせるかぐらいを考えてやりましたかと。要する

に、人的なミスも含めて、人的なミス10回繰り返したら臨界はできます、無限に繰り返し

ても、ここはできないんですよという話なのか、地震時で全部壊れて、全部集めて、それ

も考慮したけどなかなか難しいですという話なのか、どこまでを原燃が設計を超える条件

を考えていろいろシミュレーションしたかというところを少し、我々はそこを議論したい

というところ。 

それを単純な質問として最大の配管とか、例えば塔槽類の破壊を同時に何個、同じセル

で考えましたかという、それを単純な質問に一つ例として置きかえてみたということなん

ですけど、その辺りをだからもうちょっと、ここまでやりましたというところを具体的に、

むしろもう1年ぐらいずっと検討しているんですから、そこをきちっと説明してください。 

○田中知委員 規制庁が要求されていること、十分御理解いただけたでしょうか。 

○日本原燃（青柳担任） 先ほど申し上げたとおりなんですけれども、結局は、今まで私

ども、今おっしゃられた外的・内的にどの程度想定を外して事故を考えたかということに

尽きるわけなんですけれども。そのときに、私どもの今までの経験というものを入れなが

ら、これぐらいのことを考えて、こういうふうに想定しましたというのがこれなんですが。 

 まず、外的については、地震については、今、長谷川さんがおっしゃられたように、セ

ルそれからその中に入っている設備、これは、私ども1回アクティブにすると入れません

ので、メンテナンスフリーにしていますのでいわゆるセルと同等の耐震上の強度を有した

設計にしているということがまず1点でございます。 

 それから、耐震計算というのを、私ども、設工認で出してございますけれども、そうい

ったところで応力が発生するところは、大体ある程度目星がついてございますので。先ほ

ど御覧いただきました12ページのこの貯槽そのものの設計上は考慮しておりますけれども、

今回の重大事故についても貯槽そのものの破損による漏えいというのは想定してございま

せん。想定したのは、やはり配管が地震によって、いわゆる応力が取付部、そういったと

ころに集中いたしますので、それが破損することは想定いたしました。 

 そして、今度、再処理の特徴として、運転の特徴として連続的に移送する部分と、それ
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から、こういう貯槽間の移送というのは回分移送、バッチ移送、これのときには必ず運転

員が中央制御室でその移送を前後を見て移送してございますけれども、そういったときに

仮に大地震が来た場合にすぐ止めるということは、当然、期待していいだろうということ

で、その10分間という時間は止める時間を考慮して10分間というふうに決めて、そのとき

のいわゆるギロチン破断を考慮した漏えい量を考えて臨界になるか、ならないか。なる場

合は重大事故対処施設にしましょうというようなやり方をやってまいっております。 

 それから、12ページの誤移送でございます。今度、人間の操作でございますけれども、

人間の操作の場合は、内的要因でございますけれども、この絵がまさにそういうことなん

ですけれども、左側に入っているプルトニウム溶液が移送しているときに――これ、誤移

送の場合の説明……、これが、左側が全濃度形状、そして右側が一般形状だとしますと、

この誤移送については、設計上は二重、三重、四重のインターロックあるいは人間の監視

がついてございます。そして、当然ですけれども、単一故障、単一誤操作では行かないよ

うになっていると。それは、左側の貯槽に入っているプルトニウム濃度が、もし8.2gとい

う臨界濃度を超していたら、右に行けば、即、臨界のおそれがございますので、それだけ

のがちがちのことをやっていると。 

 一方、左側の全濃度安全形状ですけれども、通常、ここの貯槽には臨界濃度は絶対に行

かないという貯槽は幾らでもございます。だけれども安全をさっき言ったような考慮しな

がら安全設計をやった結果として、これは全濃度安全形状になっているという貯槽がござ

います。そういったものは、その上流でよほど恣意的なことをやらない限り、この左側の

貯槽に臨界濃度を超すようなことは決してありませんので、そういったものの重ね合わせ

までは考えないで、通常でもここは臨界濃度を超すようなものについては。移送に対して、

先ほど申し上げました三重、四重のものがあるけれども、それは設計基準を超えた想定と

して全部外して移送して臨界を、重大事故を想定しました。そういうところまで想定いた

しました。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今、いろいろ御説明して、まず、全てかなり定性的な話はあって、まず一つ、地震の話

で、いろいろ原燃としてはやっぱり条件をつけているということが全然説明がないんです

よね。まず基本的なこととして、何か起こったときには、まず運転停止しますと、前にあ

りましたけど、その部分は。ただ、塔槽類については、セルと同等の耐震設計をしますと

いうのは、やっぱりこれを書いてもらわないといけないんじゃないですかね。普通の基準
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地震動にもつだけじゃなくて、相当な裕度を持たせる。 

 要するに、塔槽類が壊れるときにはセルも一緒に壊れているんで話が全然違います。も

う40条、多分、さらに重大な事故として取り扱うという、そういうような条件が入ってい

るので、そこの条件をまず明らかにしていただかないといけないんじゃないかなと。それ

によって、じゃあそこまでやるんだったら、そこの配管だけでいいかもしれないという話

にどんどんなっていきますよねと。 

 それから、誤操作に関しても、ノーマルな、人間が普通の精神状態でいるときの話と、

それから重大事故が別に起こっている、これは、例えば蒸発・乾固だとか水素の話だとか、

それから時間的な余裕がないものが別に起こったときに、中央制御室の中でさらにここに、

多分、セルの中にプルの溶液だけだったらこぼれても、しばらく放っておいても時間的な

余裕があるし、別にずっとそこで保持していても、そこで未臨界であれば、それはそれで

いいのかもしれないんですけど、仮にそれを移送しないといけないような事態が発生した

ときに、いろんな移送を同時に行っているとか、要はトラブル、事故が1カ所ではないと

いうことが想定される。 

 これ、別に蒸発・乾固の高レベル系が臨界を起こしませんけど、別の話として起こって

いる可能性を考えたときに、そういうような、あと、この施錠管理とか、それから濃度管

理している分析装置みたいなものがちゃんと機能しているんですかとか、そういうものま

で全部担保しないといけなくなってきますよね。 

 だから、そういうところは使えるとか、使えないとか、どういう条件、どういうことで、

それがどういう条件を設定したときの要因みたいなのがどこにあるんですか、溢水なんで

すか、地震なんですか、竜巻なんですか、何ですかというのが考えられると思うんですよ

ね。 

 だから、そういうことが、今、なんかもともと前提としてのものと、要は前提としたも

のというのは、一定の担保を申請書の中でしていただかないといけないことと、それから

実際にそれを条件にして、さらにどこまでやったんですかというところが全部説明の中に

入っていないですよねと。 

だから、ここを我々は一定のヒアリングなんかで論点を明らかにしたいと。だから、説

明の中でも定性的に書くんじゃなくて、個別に一個一個、そこを具体的にやっていただか

ないと、話としては、議論としては成立しないというのが本日の最初の話であって、これ

がヒアリング1回ぐらいで十分できるんですか。これ、多分、ヒアリング1回やって、我々
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からこういう説明をしてくださいと出てきた資料が、その後、1発のヒアリングでそのま

ま無防備で出てきてしまっているんで、2回目の資料がこれですよね。 

そうすると、本当はこれの中で、こういうところをもっと具体的にやってほしいとかと

いうのをきちっと整理しないといけなかったんじゃないかなというのが、本日、こういう

改めて議論をさせていただくと、あまりちゃんとした議論になっていないですよね、本日

もね。というふうに感じているんですが。 

○田中知委員 もう1時間半ぐらい議論して、規制庁の要求あるいは懸念のところをわか

っていただいたと思いますので、先ほどちょっと中途で申し上げましたが、本当に重大事

故は新規制基準対応の中で最も重要な部分であるというふうなことであって、今後、重大

事故に関する審査をやっぱり有効に進めていくために、ちょっと今日時間をとらせていた

だいてということでありまして。さまざまな再処理工場の特徴も十分踏まえた状態の中で、

さまざまな状況下での事故を想定して準備しておくことが必要かなと思いますので、普通

では起こらないというふうなことでも、やっぱり事故のとき、何が起こるかわからないと

いうか、そこの頭の体操をしっかりとやっていただいて、それを踏まえて説明するという

ことが大事かなと思いました。 

 また、今日は、こちらからの質問に対して十分に御回答をいただけなかった点もありま

したので、日本原燃において今後しっかりと検討していただき、ヒアリングも1回、2回か

わかりませんけれども、そこを通して論点を明らかにした上で、また審査会合のほうで説

明して審査していきたいと思います。 

 資料2、3、4が準備していただいているんですけれども、それについてはまた資料1に関

連しているところをしっかりと確認してから、次回以降、またあるタイミングで資料2、3、

4についてもしたいなと思います。 

 また、重大事故については、今後、設備面だけでの対応ではなくて、事故対応のための

さまざまな能力が必要とされるかと思います。このため、今後の審査会合では、実際の現

場で判断を行うような人にも御出席いただいて、そういう方々からも説明していただくと

いうふうなことがあれば、我々としても本当に重大事故のときにしっかり対応できるのか

ということもやっぱり判断できますので、ぜひそういうふうな方の御出席も御検討いただ

ければと思います。 

 この辺の再処理の重大事故、臨界関係について、特にあと追加的に規制庁のほうからご

ざいますか。いいですか。 
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 どうぞ。 

○石井チーム長補佐 中身の議論ではなくて、一番最初に申し上げた、まさに、今、先生

にもおまとめいただいたところですけれども、今日、こういった議論をさせていただいて、

残念ながら今日の議論というのは審査というよりはヒアリングで、これからどういう資料

をしていただくかということしか残念ながらできなかったということで、本来、週1回と

いうことの御希望があって、次回もそういうことで考えるのがいいのか、それとももう少

し対応をお考えになられるのか、ぜひ松村副社長からお考えを聞かせていただければと思

います。 

 以上です。 

○日本原燃（松村副社長） 今日、必ずしも議論がかみ合わなかったというか、我々が準

備したもの等々、規制側の要求が、結構、食い違いがあったというのは、私も聞いて理解

しました。 

 そういう意味では、今回、これを持ち帰りまして、もう1回うちの中で検討しまして、

御相談させてもらうということで、その状況を見て御判断いただければというふうに考え

ています。 

○石井チーム長補佐 規制庁、石井でございます。 

そういうことであれば、もう一度持ち帰った結果を面談させていただいて、その上で次

回以降、進め方を考えさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○田中知委員 ありがとうございます。 

 それではここで、一旦、休憩と、それから出席者の入れ替えの時間といたします。ここ

で六ヶ所再処理施設に関する審査を終了し、休憩を挟んだ後で、後半でMOX燃料加工施設

に関する審査を行いたいと思います。3時15分から始めたいと思います。よろしくお願い

します。 

（休憩） 

○田中知委員 時間あれですけれども、皆さん集まっていますので、後半部分を始めたい

と思います。 

 これからは、MOX燃料加工施設に関する審査であります。これまでの審査会合において

は、許可基準の対象である加工施設の位置・構造及び設備の基本設計ないし基本的設計方

針は、加工の方法との関連において、核燃料物質による災害防止の観点から、臨界安全、
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遮蔽、閉じ込め等の安全機能を備えた設計等がなされる必要がある旨、指摘しております。

この指摘を踏まえて、日本原燃より平成26年12月26日付で補正申請書が申請され、前回会

合でその概要について説明を受けたところであります。 

 本日は、そのうち、安全機能を有する施設及び安全上重要な施設の選定等について、審

査を行いたいと思います。 

 それでは、まず日本原燃のほうから説明をお願いいたします。 

○日本原燃（出口燃料製造事業部長代理） 日本原燃の出口でございます。 

 今、田中委員のほうから御説明があったとおりでございまして、昨年末にMOX加工事業

の補正を行いまして、先日、1月9日の審査会合におきまして、補正の概要並びに再処理と

同時でございましたので、不法侵入についての説明をさせていただきました。 

 本日は、加工の方法との関連におきまして、今回の新規制基準において新たに定義され

ております安全機能有する施設について、御説明をさせていただきたいと思っております。 

 また、加工の方法と密接に関連しております、臨界、遮蔽、閉じ込めについても御説明

をできればというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 では、鋭意説明をさせていただきます。よろしゅうございますか。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃、髙橋でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の5、安全機能を有する施設及び安全上重要な施設の選定についてで、

御説明をさせていただきます。 

 関連する資料といたしましては、資料の6、加工の方法、それから資料の7、これは申請

書のデッドコピーの安全機能を有する施設の選定のところでございます。 

 それから、資料の8、これが安全機能を有する施設、安全上重要な施設の選定の申請書

の前後表。それから、資料の9、これが加工の方法の申請書の前後表。最後に参考資料と

いたしまして、施設の鳥瞰図、これが関連いたします。 

 それでは、資料の5に基づきまして、また、途中から資料の6、加工の方法を用いまして、

安全機能を有する施設の選定について御説明をさせていただきます。 

 2ページ目でございます。凡例が載っておりますけれども、これは従来どおりの区分で

ございます。 

 3ページ目、基準規則と解釈、これはそのものでございますので、内容は割愛させてい

ただきます。 

 4ページ、これが安全機能を有する施設の基本方針でございます。安全機能を有する施
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設の選定につきましては、通常時又は設計基準事故時において、安全性を確保するための

臨界防止、遮蔽、閉じ込め、それから火災、溢水、外部衝撃から防護するための機能、そ

れと基準規則に示される加工施設に設けなければならない設備、これらを安全機能を有す

る施設として選定いたします。選定した安全機能を有する施設につきましては、基準規則

に適合する構造といたします。 

 二つ目の安全機能を有する施設の一覧は、先ほどの申請書本文のそのままのデッドコピ

ーでございます。これは後ほどでございます。 

 5ページ目に参りまして、安全機能を有する施設の選定に関する基本的考え方でござい

ます。 

 左側に、基準規則の条文を掲げております。私どもは、この基準規則につきましては、

核燃料物質を取り扱うという直接的な安全機能といたしまして、臨界、遮蔽、閉じ込め。

それらを防護するものといたしまして、火災、外部衝撃、溢水。それから、設置要求があ

るものとして、人の不法な侵入から通信連絡ということ。このようなものにつきまして、

該当する施設、これを選定してございます。 

 右側がイメージ図になっております。事業所がありまして、その中に加工施設があると。

その中に安全機能を有する施設がございまして、直接的なもの、それから、それらを防護

するもの、それから設置要求というふうに区分してございます。 

 この中の安全機能を有する施設の点線の赤が緑のところを横断しておりますけれども、

ここはミスでございまして、全体が赤点々で囲まれている第2低レベル、緊急時対策所も

赤の点々でございます。 

 安全機能を有する施設の枠外といたしましては、純生産設備、それから間接的な設備と

整理をしてございます。 

 安全機能を有する施設の直接的なところ、これにつきましては、資料の6の加工の方法

を踏まえて選定をしてございますので、そちらのほうを説明させていただきます。 

 それでは、資料6でございます。加工の方法で、安全機能を有する施設の選定結果でご

ざいます。 

 2ページ目、凡例は同じでございます。 

 3ページ目、加工の方法を踏まえた安全機能を有する施設の選定でございます。真ん中

の上段のところに、加工の方法がございます。加工の方法につきましては、核燃料物質の

加工ということで、申請書の本文の加工施設の位置、構造、設備、これのハ、設備の本体、
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これは、成形、被覆、組立、それからニの貯蔵、それとトのその他加工設備、これは検査、

実験設備、こういったところで核燃料物質を取り扱いますので、この本文の一のハ、ニ、

トの設備ごとに取り扱う核燃料物質の物理的形態、プルトニウムの富化度、それから設備

の特徴、こういったものを加工の方法で記載しております。 

 また、各設備が有するハザード、核燃料物質を取り扱う上での臨界、遮蔽、閉じ込め、

それから工程でのハザードということで、焼結炉につきましては、可燃性のガスの水素を

用いますので、爆発防止といったものを想定して、想定されるハザードを踏まえた安全対

策、これを加工の方法の中で記載しております。 

 また、事業許可基準規則の要求で、直接的なもの、臨界、遮蔽、閉じ込め、そういった

ものの設置要求のものがあるものも含めて、安全対策として記載をしたと。 

これに対して直接的な機能、これにつきましては、そのまま安全機能を有する施設とし

て選定をしております。 

 また、この中で間接的な機能、例えばグローブボックス内での落下防止、これによって

パネルを損傷していると、そういったような閉じ込めに影響を与えると。こういったもの

につきましては、加工の方法の中で安全対策をしっかり記載するということで、設計対応

に反映させると、こういう整理をしております。 

 1点鎖線の下のほうのところでございますけれども、加工施設の本文には、直接核燃料

物質を取り扱わないということで、廃棄、放射線管理、その他加工、これは非常用電源設

備等でございますけれども、こういったものにつきましては基準規則の要求に合うもの、

これらを踏まえて選定しまして、設置要求のあるものをそれぞれ気体廃棄物の廃棄、これ

は閉じ込め等も含めて設置要求のあるものと整理をしまして、ホ、ヘ、トから安全機能を

有する施設、これを選定してございます。 

 この資料につきましては、1点鎖線の上の加工の方法の中で選定した安全機能を有する

施設、これについて御説明をさせていただきます。 

 次、4ページ目をあけていただきまして、これは全体のフローでございます。左側の上

段からMOXの原料粉末、それから希釈用の劣化のウラン粉末、これを受け入れまして、反

時計回りで加工をしまして製品を仕上げると、原子炉に出荷すると、こういうことでござ

います。途中で貯蔵設備と連結しておりまして、工程にある核物質、これを貯蔵庫に収納

できる、こういう設計としております。 

 凡例のほうでございますけれども、ピンク、黄色、青でプルトニウムの富化度、だんだ
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ん、原料が60％以下で、製品としては18％以下ということを記載しております。また、黒

の囲ってあるところ、これは非密封でMOXを取り扱うということから、設備機器をグロー

ブボックスに収納しておるところでございます。負圧維持で閉じ込めを管理するというと

ころでございます。 

 各設備のところにページが振ってございますけれども、括弧の中でページが振ってござ

いますけれども、これは該当する設備がこの資料の何ページに記載があるかということを

示しております。 

 それでは、5ページ以降、設備ごとに記載がありますけれども、安全対策という観点で

特徴のある例、これを幾つか御紹介させていただきたいと思います。 

 まずは、原料粉末の受入工程でございます。6ページ目をあけていただきたいと思いま

す。これは混合酸化物貯蔵容器で再処理施設から原料のMOX粉末を受け入れると、一番最

初の工程でございます。 

ここにおきましては、想定されるハザードといたしまして、臨界防止ということで、貯

蔵容器が集積し臨界のおそれがあるということから、対策といたしましては、形状寸法管

理で、貯蔵容器を取り扱う設備・機器、これに単一ユニットを設定し、1体の取り扱いと

するという、そういう核的な、また設備間におきましては、核的に安全な配置とするとい

ったことを書いてございます。 

 また、受渡天井クレーン、保管室クレーン、こういったところにはID番号を読取装置を

設けまして、貯蔵容器のIDを確認し、誤ったものが来ないというのを確認すると、こうい

う設計でございます。 

 閉じ込めにつきましては、貯蔵容器が閉じ込め機能を有しておりますので、貯蔵容器が

落下して、閉じ込めに影響を及ぼすおそれがあるので、こういったことがないように、停

電の場合には保持できる、あるいは、落下防止のための機構を設ける、あるいは、破損し

ない高さで4m以下で取り扱うと、こういう設計条件にしてございます。 

 図の中に、安全機能を有する施設の選定結果ということで、各選定したもの、この中で

臨界のところは、臨界のものを描いてございます。 

 それから次に、少し飛びますけれども、17ページをお願いします。これは、グローブボ

ックスで質量管理を行うということで、さらに混合するという装置のところでございます。 

ここでは、一次混合粉末で、プロセスといたしましては、最初の原料MOX粉末、これの

予備混合を行うと、こういう設備でございます。 
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臨界防止機能といたしましては、原料MOX粉末を取り扱うということで、集積すると臨

界のおそれがあるということから、質量管理とし、グローブボックスに単一ユニットを設

定すると。隣のグローブボックス間とは、核的に安全な配置といたしますと。 

それと、質量管理を行うために誤搬入防止シャッタ、誤搬入防止機構、こういったもの

を設けますということでございます。 

また、有機物粉末、これを添加いたしますので、有機物は水素等の元素からなっており

ますので、減速効果があるということから、有機物の管理をするということで誤投入防止

機構を設けると、こういう設計でございます。 

それから、閉じ込め機能ですけれども、MOXが飛散することにより、内部被ばくのおそ

れがあるということから、設備・機器、これはグローブボックスに収納する設計。それと

内部の設備、容器がグローブボックスのパネルに衝突して閉じ込めを破らないように、動

力の供給が停止したときには保持できる、あるいは、逸走、落下等の防止をする設計、こ

ういったものを閉じ込めの設計対応としております。右側の図のほうに、その機能を記載

してございます。 

それから、次は少し飛びますけれども、26ページを御覧ください。粉末一時保管設備、

貯蔵設備の例でございます。ここでは、粉末一時保管ということで、途中のしかかりの粉

末、これを一時保管できると。こういう設計で、保管装置自体は、47行×2列、最大貯蔵

能力は6.1t・HMとしてございます。 

臨界防止につきましては、単一ユニット、貯蔵単位を単一ユニットに設定し、相互間の

距離、これを設定し、比較的に安全な配置といたします。 

それから、出入りする容器を確認するということから、誤搬入防止機構を設けます。 

閉じ込めの機能といたしましては、グローブボックスに収納される設備機器でございま

すので、グローブボックスの閉じ込めに影響を与えないよう対策を打つということで、先

ほどと同様、搬送装置の移動が、動力が停止した場合には停止し、保持できる設計。ある

いは、中の設備機器につきましては、逸走防止、落下防止等の設計対応もいたしますと。 

それから、ここでは遮蔽ということで、貯蔵庫は核物質を多量に保管いたしますので、

従事者の被ばく低減という観点から、保管装置自体。あと保管装置のグローブボックス自

体に遮蔽機能を持たせると、こういう設計でございます。 

次は39ページに参ります。ここは焼結設備ということで、核燃料物質の取り扱いに加え

まして、還元性のガスということで、可燃性の水素を使用するという設備でございます。 
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焼結炉自体は、プロセスでございますけれども、焼結炉は、グリーンペレットを水素・

アルゴン混合ガスの雰囲気にて連続的に焼結を行うという、そういう設備でございます。 

想定されるハザードといたしまして、臨界防止、ここはグローブボックスと同等、ある

いは、両端にグローブボックスを持っておりますので、質量管理として、同様に誤搬入防

止機構でございます。 

それから、臨界防止のところに高さ確認ゲートというのがございますけれども、これは

焼結した後のペレットを貯蔵庫に移すというときの貯蔵設備側の高さの制限、これを確認

するゲートを設けてございます。 

それから②の閉じ込めでございますけれども、これはグローブボックスは同等でござい

ます。それから、焼結炉自体も同等の閉じ込め機能ということで、その閉じ込めの機能が

ございます。 

それと、火災からの損傷の防止ということ、火災（爆発）でございますけれども、異常

な温度上昇の防止のための過加熱防止回路、あるいは、空気混入による爆発のおそれのた

めの酸素濃度計の設置、あるいは、遮断弁と。こういったものが、このポンチ絵の中の下

の枠で囲ったところ、こういった爆発防護対策を講じていると、こういう設備でございま

す。これを安全機能に選定してございます。 

それでは、次は少し飛びますけれども、53ページをお願いします。検査設備でございま

す。燃料棒の検査ということで、ここはグローブボックスの外になっておりますので、臨

界防止機能といたしましては、形状寸法管理で各装置、それからゲート、これに安全機能

を持たせております。 

閉じ込め機能といたしましては、落下防止のためのガイド、ストッパ、こういったもの

を設けるということと、燃料棒が落下しても破損しない高さである4m以下で取り扱うと、

こういう設計でございます。 

次は60ページに参りまして、集合体の取り扱いでございます。集合体につきましても、

形状寸法管理ということで、臨界防止機能、各設備・機器を単一ユニットといたしまして、

単一ユニットとしては1体しか取り扱えない構造ということと、ユニット間の核的に安全

な配置といたします。 

遮蔽機能といたしまして、外部被ばくのおそれがあるということで、従事者の被ばく低

減のために遮蔽体を設けるとしてございます。 

それから65ページに参りまして、検査設備でございます。検査設備は、このポンチ絵に
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ありますように、製造工程のほうから気送装置を通じまして、サンプルを移送すると。そ

のサンプルを分析し、溶液については分析済処理設備で処理すると。あと、運搬台車があ

ると。この検査設備につきましては、従事者が直接グローブボックス作業を行うと、こう

いう設備でございます。 

臨界防止機能といたしましては、質量管理で、減速計の最低減速での核的制限値を持つ

という設備でございます。それから、当然誤搬入防止機構もつけると。 

それと、閉じ込め機能といたしましては、グローブボックスと、あと設備・機器が1体

となっておるものもございますので、その設備機器自体も同等の閉じ込め機能と。それか

ら、ここでは汚染レベルのものも扱うということから、オープンポートボックス、フード、

こういったものも安全機能を有する施設に選定してございます。 

それから、溶液のところでは逆流しない設計、こういったものをやっております。 

それと、遮蔽につきましては、従事者の被ばく低減のための設備を設けるというふうに

しております。 

加工の方法は、以上のような形で各設備ごとに安全対策を記載し、安全機能を有する施

設を選定してございます。 

先ほどの資料5のほうに戻らさせていただきまして、資料5の6ページ目からでございま

す。資料5の6ページ目の安全設計の基本方針でございます。これは、基準規則の要求に適

合するように設計するということで、詳細につきましては、各条文ごとに御説明をさせて

いただきたいというふうに思います。本日も、遮蔽、閉じ込め、臨界については、御用意

しております。 

それから、9ページ目の基本方針、これも同じでございます。 

それから、10ページ目が、安全上重要な施設の選定についてということで、安全機能を

有する施設の中から、安全上重要な施設の選定でございます。10ページ目は、基準規則と

解釈で、割愛させていただきます。 

11ページ目でございます。安全上重要な施設の選定といたしまして、その機能喪失によ

り、公衆に5mSvを超えるもの、これを安全上重要な施設として選定いたします。 

選定したものにつきましては、発生防止系と影響緩和系に分類するということでござい

ます。 

12ページ目が安全設計の基本方針で、これは基準規則の要求に対応するように設計をい

たしますというのを書いてございます。 
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13ページ目、これが安全上重要な施設の選定のための評価結果ということで、赤で記載

しております上位五つ、5mSvを超えるものと5mSvに近いもの、こういったものを安全上重

要な施設に選定しております。 

次の14ページ目が、影響緩和系も含めた安全上重要な施設の選定の結果でございます。

まず①は、先ほどの5施設が該当いたします。それから②といたしまして、その施設のグ

ローブボックス排気設備。③は、直接収納する構築物、その換気ということで、工程室及

び工程室排気設備。さらに燃料加工建屋と建屋排気設備を選んでおります。④は、該当す

るものはございません。⑤は、非常用所内電源設備。⑥が、熱的制限値ということで、焼

結炉内部温度高による過加熱防止回路。それから、⑦は該当なしで、⑧がここに記載の排

ガス処理設備が該当いたします。なお、燃料集合体貯蔵チャンネル、それから燃料棒貯蔵

棚につきましては、安重から外しております。 

15ページが、先ほどの周辺への実効線量を出しているときのモデルでございます。グロ

ーブボックス自体、これは建屋内の地下2階、地下3階に設置する設計でございますけれど

も、建屋内の配置を考慮せずに、グローブボックス、工程室、建屋の3つの閉じ込めモー

ドで、これでモデル化するという、その保守的なモデルでございます。 

それから、外部への放出につきましては、排気フィルタの機能を期待しないと。それと、

放出する評価におきましては、五因子法を採用しているということでございます。DF等は、

ここに記載のとおりでございます。 

それから、16ページ目でございます。五因子法の評価式を記載してございます。 

なお、右側のほうに、気象条件の見直しにより大気拡散条件が変わり、事故時の相対濃

度、これが2割以上アップしているということで、その結果を踏まえて、先ほどの表の数

値は挙げております。 

あと、申請書の前後表、その辺のところは割愛させていただきまして、最後は鳥瞰図、

参考資料、資料10がございますけれども、これはMOX、粉末、ペレット、集合体の流れを

記載しているものでございます。それから、グローブボックスの配置、これがわかるよう

に記載してございます。 

御説明のほうは、以上でございます。 

○田中知委員 ありがとうございます。 

 ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうから何かございますか。 

○萬上チーム員 原子力規制庁の萬上でございます。 
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 今、説明資料5、資料6で御説明をいただきました、安全機能を有する施設の選定に係る

点について、質問をさせていただきたいと存じます。 

 まず、資料5の5ページのほうで、安全機能を有する施設の選定の基本的な考え方という

ことで、図示いただいているところでございます。これに基づいて、個別の安全機能を有

する選定プロセスについて確認をしたいのですが。 

その関係で、資料6の17ページの一次混合設備(予備混合装置)の安全機能を有する選定

結果、こちらとの関係で確認させていただきたいと存じます。 

 基本的な考え方で、図示によれば、純生産設備、間接的設備等は、安全機能を有してい

なければ、安全機能を有する施設から除外しているというような御説明かと思いますけれ

ども。 

 それとの関係で、資料6の17ページの一次混合設備について、これは、あくまで予備混

合装置のグローブボックス、特にこれは臨界の関係でございますけれども、質量管理等と

いうところで、グローブボックスで安全機能を質量管理の関連で持たせているという意味

において、中の予備混合装置は今回、安全機能を有する施設には登録はされておりません

けれども、これはあくまでグローブボックスで、あくまで臨界という観点からの安全機能

を持たせているということであって、基本的には、一次混合設備のほうで安全機能を持た

せていないという趣旨の理解でよろしいのか、まず、その点の事実関係だけ説明をお願い

いたします。 

○日本原燃（真嵜課長） 日本原燃の真嵜でございます。 

 今御指摘のところは、まず臨界、遮蔽、閉じ込めは、直接安全機能を有するものを、設

備を選定してございます。今の、例えば、17ページでございますと、予備混合装置、グロ

ーブボックス、まず臨界の観点では、このグローブボックスの中で取り扱う核燃料物質量

を制限することによって臨界防止を図っておりますので、このグローブボックスが臨界防

止機能を担っているということで、それを臨界防止の機能としております。 

 また、閉じ込めにつきましても、同様に、グローブボックスで核燃料物質を閉じ込める

と、こういう考え方をしてございますので、じゃあ、何が安全機能を持っているかという

ことを整理した上で、グローブボックスに臨界防止機能と閉じ込めの機能、これを設ける

というふうにしてございます。 

 ただ、中にある設備につきましても、このグローブボックスについて悪さをしないとい

うような安全設計はしてございますので、そういう区別、整理をした上で、安全機能を有
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する施設を選定してございます。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 今の指摘の趣旨は、今おっしゃっていることを整理すると、基本的には質量管理をして

いるというのが、単一ユニットとしてはグローブボックス単位。だから、そこに入る量が

決まっているのでという話だと思うんですが。今こちらのほうで論点というふうにしてい

るところは、このグローブボックスについての臨界に関する評価、当然それは中に含まれ

る水分、含水率の関係があると思うのですね。その含水率に関しては、添加剤を投入する

という単一ユニットになるので、そういう面で考えたときに、その含水率は、混合時の含

水率が多分設定されていると思うんです。 

 ここの、17ページにあるところの防止機構のみを、安全機能を有するものというふうな

部位にしているということになってくると、その含水率に、この部分に関しては機能を持

たせないと、影響を与えるような、いうふうなことで多分されているのかなと。 

ともすると、グローブボックスという一つの系の中に、評価条件を変えるような境界条

件がもう一つあるというようなことになってくるというふうに考えられるので、そうした

ときに、本当にこの防止機構、ここのみが安全機能を有する施設としてのピックアップで

いいかという指摘です。その辺についての考え方を御説明いただきたいと思うんですが。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 現状の考え方としましては、まずは閉じ込めに関してはグローブボックスと、それから

臨界に関しましては確かに、おっしゃるとおり、グローブボックスで単一ユニットを設定

しているという状況になっております。 

 それで、添加剤につきましては、まずは混合する装置の中に、確かに投入する分につい

ては、同じように臨界管理をしていると。ただ、あくまでも添加剤というのは、反射条件

という形で捉えておりまして、臨界管理をする中の外の条件というふうに、確かにそうい

う扱いとしております。 

○日本原燃（真嵜課長） 日本原燃の真嵜ですが、ちょっと補足させていただきます。 

 先ほどグローブボックスを単一ユニットにいたしましてという話をしましたが、単一ユ

ニットにいたしますと、当然それは核的制限値というのを設けます。核的制限値を設ける

際には、その中にある機器と、その中で取り扱う核燃料物質の形態を考えて核的制限値を

設けますので、そういう意味では、このグローブボックスの中で取り扱うというか、単一

ユニットとして取り扱って核的制限値を設ける際に、この中での形態を考えて、含水率と
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いうものを設定するようにしてございますので。結局、それをその核的制限値を守るもの

は、範囲はどこに設定するかという観点では、グローブボックスというふうに設定してお

りますので、安全機能を有する施設としてはグローブボックスというふうに選んだもので

あります。中のものとか、中で取り扱う形態を含めた上で、臨界防止機能を考えていると

いうことでございます。 

○小川チーム員 そこは理解している――規制庁、小川です。 

17ページの、特にこちらのほうにおいて、問題点と、論点として思っているのは、防止

機構のみが臨界上の、四角い囲いがありますね、安全機能を有するものとして。その考え

方がどういうことなのかという点で、先ほど申し上げたような趣旨からお伺いしているの

です。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃、髙橋でございます。 

 御指摘の趣旨、わかりました。誤投入防止機構は、当然、誤搬入防止機構と同じように、

誤搬入は質量管理をいたしますけれども、今回の誤搬入防止、あるいは、誤投入防止機構

については、その構成を明確にしております。 

したがいまして、てんびんとか、あるいは、ID読取装置とか、計算機とか、そういった

ものを含めて、誤投入防止機構が稼働するというか、作用するということで、しっかりそ

の有機物の添加量、これをはかった後、あるいは計算機で確認して、それからこのバルブ

が開くと、そういう設計にしてございます。 

 ここでは、誤投入防止機構の名称だけを出しておりますけれども、臨界のほうの資料に

おきましては、この構成を明確にするということで補正をしております。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 その構成を明確にとおっしゃっているのは、それは理解するのですけど。先ほど申し上

げたように、評価上の観点で言うと、含水率というものが、臨界に対する評価のパラメー

タとして設定されていますよね。ここで評価をしている際に言っているのは、投入後の含

水率をまず前提としているということがありますよね。 

それに対して、ここの機構だけ、防止機構だけということを考えると、それを設定して

いないと、含水率に影響を与えるようなことが生じるんじゃないかと。 

○田中知委員 質問の意味おわかりになりましたか。 

○日本原燃（髙橋部長） わかりました。今の、私どもが考えておりますのは、この誤投

入防止機構の手前のほうですね、ホッパーがございますけれども、そこに有機物の粉末が
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あると。この有機物の粉末が、その下の混合機の中に核燃料物質がありますけれども、こ

こにまざったときに、所定の含水率、水分換算で何%というようになることを確認したも

のだけが、誤投入防止機構のホッパーのバルブがあいて、中に投入できると。計算上それ

以上のものを入れようとすれば、既にその前でもうはじかれていると。このグローブボッ

クスの中には入ってこないと、そういう設計でございます。 

○田中知委員 よろしい。 

 どうぞ。 

○長谷川チーム員 原子力規制庁の再処理を担当しています長谷川ですけど。 

 ちょっとこれ、再処理のほうの考えも含めて、資料5の5ページの話なんですけど。これ、

再処理のほうの規制の基準自体のものの考え方ということで、何度か面談をさせていただ

いた中で、安全機能を有する施設というのは、どういう枠組みで基準をつくったかという、

法令上の解釈も含めて何度か御説明を、特に再処理のほうはしたと思っています。再処理

はしているので、事業者は一緒ですから、基本的には展開されているという前提ですけど。

少し、何か今の議論を聞いていると、話が全然違う方向なのかなと思っています。 

 これ、字面だけ読んでは、決していけなくて、安全機能を有する施設。安全機能を持っ

ているのか、持っていないのかという議論ではなくて、基本的には、加工施設というのは、

安全機能を有する施設と重大事故対処施設、この二つで大きくは成り立っていますと。で

すから、申請書に書かれるものとしては、全部エントリーをしなければいけないというこ

となんですよ。 

 だから、もう何かしらやっぱり、工程上入ってくる施設は、基本的には安全機能を有し

ているという、間接的にも、直接的に有しているか、そうでないかという議論ではなくて、

加工施設そのものが安全機能を有する施設として、まずは申請書に書かれるべきものです

よということが基本になっています。 

特に5ページの絵を見ると、第2ユーティリティとか開閉所とか、いわゆる受電設備も安

全機能を有していないみたいな世界になっていますけど、外電に使うのでしょということ

からすると、これは申請書に書かれなければいけないものであって、それは、すなわち、

我々の法令上の解釈としては安全機能を有する施設ですよというのを、再処理ではそのよ

うな考え方でやっておりまして、特に加工施設が違うということではないと思うんですけ

ど。その辺は、再処理を担当しています石原さんのほうからも、少し御説明をいただいた

ほうがいいんじゃないかと思いますが。 
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○田中知委員 お願いできますか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 法令の解釈については、確かに再処理の場で何度か確認をさせていただきました。法令

の構成も含めて、考え方は理解をしているつもりです。 

そういった意味で、同じように分類はしたながらも、多分今回、特に資料6の、それは

今回MOX側の資料の整理の中で、特に着眼点として置いているのが、資料6の加工の方法の

ところに各ハザード、ここに大分スポットを当てて整理をさせていただいている点で、恐

らく、今話された安全機能を有する施設が何かという、このハザードを考えたときに、重

要な臨界であり、遮蔽であり、閉じ込めであり、火災（爆発）といった機能を担っている

ものは何かという整理をさせていただいた姿が、今の資料の姿だと。 

 恐らく、今、長谷川さんから言われた論点の中で、じゃあ、これが全ての安全機能です

かと言われると、それ以外も当然、安全機能を有する施設という定義の中にはいっぱい物

が入っていて、当然ながら、安全機能を有する施設である以上は、Sであり、Bであり、C

であり、耐震クラスをつけているわけですね。その辺の関係は整理をしないと、大分、こ

のハザードに特化した形で資料がつくられている部分があるので、その整理をさせていた

だいたほうがいいのかなと思います。 

ただ、趣旨は、このハザードに特化をして、大分資料が構成されている部分が、恐らく

誤解を与える形になっているのではないかと。考え方は、理解はしているつもりでござい

ます。 

○長谷川チーム員 整理は、きちんとしていただかないといけないんですけど、多分、こ

の資料だけの問題ではなくて、申請書自体にも入っていないものがたくさんあるんじゃな

いかと。外電すら入っていないですよね。受変電設備すら、今ちょっと、全部のページを

見たわけじゃないですけど、入っていないんじゃないかという危惧もありますので、申請

書そのものをちゃんと整理して、確認していただきたいと思います。 

○日本原燃（出口燃料製造事業部長代理） 日本原燃の出口でございます。 

 設備が全部入っているかどうかという、今コメントがございますので、確認させていた

だきますけれども。私どもが、この安全機能を有する施設というのをどういう観点で選ん

できたかというのは、先ほど石原が申しましたように、加工の方法において、何を書くべ

きなのかということにおいて、いろいろなヒアリングなり、面談の場で確認をさせていた

だきました。 
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加工の方法において、核燃料物質を扱うことによるハザードに関して、どういう安全対

策を施すのか。そこのところを明確にし、それに関連するところが基本的な安全機能を有

する施設ではないかというふうな形で、私どもは考えてきております。そういう意味で、

今回、安全機能を有する施設というのは、そのハザードとの関係において抽出をしてござ

います。 

先ほど御指摘がございました、例えば一次混合設備といった設備本体はどうするのと。

それは加工の位置・構造には、設備としてリストアップはさせていただいておりますけど、

それが安全機能に当たるかどうかという判断におきまして、この加工の方法で、ハザード

として挙げられるものなのかどうかという判断をしたということでございます。 

非密封のものを扱う設備は、グローブボックスの中に閉じ込めなさいというのが要求で

ございます。ということで、非密封のものを扱う設備は、全てグローブボックスの中に入

れております。 

ただし、この非密封のものを扱う設備が、遮蔽なり、あるいは、閉じ込めなりの安全機

能を持っているかというと、そうではございません。あくまで、これはグローブボックス

で閉じ込めておりますので、それ自体が閉じ込めなり、遮蔽なりという安全機能を有して

いるわけではございません。 

もう一つの要求といたしまして、安全機能を有する施設に対して影響を与えるものにお

いてはきちんと対応しなさいよということが、別途要求されてございます。 

そういうふうなことで、私どもは、例えば一次混合設備のものについては、安全機能と

しては、選定はしていませんけど、これが転倒してグローブボックスに影響を与える、閉

じ込め機能に影響を与えるというふうなことがないように、きちんと耐震上の対応をして、

影響を与えないようにするというふうな形で整理をして、今回やっております。 

今御指摘がございましたので、少し全体的に、加工の方法との関連でどうするかという

ことについては、検討させていただきますが。私どもとしては、今までの加工の方法に関

するいろんな議論の中で、その手の関連において安全機能を選んでいこうというふうな形

で、ヒアリング等で議論をさせていただいたというふうに解釈しておりますので、こうい

う形で出させていただいております。 

○日本原燃（真嵜課長） 日本原燃の真嵜でございます。 

 事実関係といたしまして、安全機能を有する施設を今回一覧を列挙いたしました考え方

を、もう一度御説明したいと思いますが。 
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事業許可基準規則に、字面を読むなとおっしゃられましたけれども、安全機能を有する

施設というのを、加工施設のうち、安全機能を有するものというふうになってございまし

て、加工施設のうちと書かれてございます。これは一部というふうなものに理解するのか

なというふうに思いましたのと。あと、重大事故対処施設については、重大事故等に対処

するための機能という施設だと、こういうふうに定義されてございます。 

 また、昨年の1月28日に主要な論点という中で、安全機能を有する施設、安重施設、こ

の選定の考え方を示すことという論点は示されていること等を踏まえまして、今回の新規

制基準で、適合性の対象となる安全機能を有する施設を明らかにする必要があるというこ

とで。じゃあ我々は、臨界、遮蔽、閉じ込め、いろんなハザードを踏まえて、どれが新規

制基準の中で、適合性を示す対象となるものかということを明らかにすべきというふうに

考えましたので、今回補正書の中では、それに該当するものとして、安全機能を有する施

設という形で一覧を示させていただいたということでございます。 

○小川チーム員 そちらの御事情は大体、今お話しされたところだと思うんですけど、要

は、安全機能を有する施設、それに対して影響を与えるものを含めて、これ、関連として

当然考えなきゃいけない話になってくると思いますので。確かにそういう物の言い方をし

ましたけど、関連においてという趣旨のことを、こちらのほうとしては申し上げていたと

ころなので。基本的には、今、長谷川のほうから申し上げたような形での整理というのは、

一つ必要かなというふうに思っています。 

 あと、そういうところはあるんですけど、本件、10カ月ぐらい、会合という点では、し

ばらく時間を置いたわけですけど。前回の本件議題に関する対応としては、3月31日でし

たか、一応その会合ということで、この内容について補正前の状態で説明をいただいてい

るといったようなところで、その際にも、再処理の考え方等を含めてだと思うんですけど、

連携しながらといったような形での御回答をいただいているというふうに思いますし。 

それで説明をいただいた際にもそういった、そもそも今回の新規制基準、これについて

は旧安全委員会のMOX指針、これをベースにしているということでございますけど、新た

な考え方としては、従来、最大想定事故との関係において安重というものを決めていたと

いうような話をしているところに対して、設計基準事故、あるいは、重大事故という点を

入れているということの前提として、その安全機能を有する施設、あるいは、それにさら

に信頼性を高めたものが必要であるというところで、その数の影響を与えるものに関して

は、安全上重要な施設を設定しているというような考え方があるというようなところの説
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明した上で、今後そういったものの内容については、順次、内容を確認させていただきま

すとさせていただいたところだと思いますので。といったことも含めて、今申し上げたこ

と等について、今後確認をさせていただければというふうに思っています。 

 以上です。 

○田中知委員 よろしいですか。 

○山手首席技術研究調査官 ちょっと詳細なことで恐縮なんですけれども。関連のコメン

トをさせていただきたいと思います。 

 資料5の5ページのところに、間接設備の定義がありまして、※1ですけれども。「安全

機能を有する施設を機能させるために必要な電気、計装、ユーティリティ等の付帯設備」

とあるんですけれども。これは、安全機能を有する施設の安全機能を発揮するために必須

なものというふうに考えられるんですけれども。常識的には、こういうものは安全機能を

有する施設になるんじゃないかと思います。 

 例えばユーティリティで考えますと、焼結炉の場合には、冷却水量が減少しますと、過

加熱防止機構が働いてヒーターを停止するわけですね。そうしますと、そういうのは一つ

のインターロックとしてはシステムなわけですので、冷却水設備というのは、当然安全機

能を有する施設になるんじゃないかと思います。 

 それから、やはり焼結炉の例ですけれども、混合ガスが流れていまして、炉内に酸素を

検知しましたと。そうしますと、混合ガスの遮断弁を閉めるというところまでは、ハザー

ドの説明で書いてあるんですけれども、その後、アルゴンガスに切り替えて、アルゴンガ

スでパージするということになっていると思います。そうしますと、アルゴンガスの供給

設備というのも、当然安全機能を有する施設になるのではないかと思います。 

 間接的設備に関してのみコメントをしましたけれども、そのほかにも、じっくり考えて

いただいて、ハザードの関係で、安全機能を有する施設を抽出していただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○日本原燃（真嵜課長） 日本原燃の真嵜でございます。 

 御指摘の場合って、検討は必要かと思いますが。今までの考え方といたしましては、補

正をしたときの考え方といたしましては、当然、水、電気なんかは安全機能を有する施設

には供給をされて、それで機能させると。 

電気系なんかに関しましては、さらにそれを供給する電気盤、外部電源の開閉所なんか
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にも、それぞれ関連する電気を供給するという、それぞれ複雑に関連していると考えます。 

 最終的には、例えば、電気なんかであれば、外部の電力会社の系統なんかにもつながっ

ておりますので、そういう意味では、安全機能を有する施設としては、どこまでを安全機

能を有する施設とするのかという、こういう整理が必要だというふうに考えました。 

 安全機能を有する施設は、何を機能を担保しているかということを踏まえて、それを明

確にするためには、直接安全機能を有する施設、安全機能を担っているものを安全機能を

有する施設にするという、今回はそういう考え方で整理したものでございまして、ちょっ

と御指摘の点も先ほどからありますので、それも踏まえて、もう一度、再度検討したいと

思いますけれども、今補正しました考え方は、以上の考え方でございます。 

○田中知委員 よろしいですか。 

 本件については、今日のところは以上としたいと思います。 

 次でございますが、資料11、12関係で、核燃料物質の臨界防止についてでございます。 

日本原燃のほうからは、要点を簡潔に説明していただけたらと思います。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 

 それでは、資料の11の臨界防止につきまして、資料の12は前後表でございます、御説明

させていただきます。 

 2ページ目は、凡例で、同じでございます。 

3ページ目は、基準規則と解釈で4枚ほどございますので、割愛させていただきます。 

7ページ目が、基本的考え方でございます。安全機能を有する施設、これは単一の故障、

あるいは誤作動、あるいは誤操作、こういった場合におきましても、臨界に達するおそれ

がないようにするために、形状寸法、あるいは、その他適切な措置を講ずる設計といたし

ます。 

また、加工施設におきましては、工程を単一ユニットに分割し、核的制限値を設定し、

これを維持管理するということで臨界を防止するということでございます。7ページ目は、

以上でございます。 

8ページでございます。単一ユニットの設定でございますけれども、緑枠の下のところ

に変更点がございます。単一ユニットの設定の考え方を明確にし本文に記載したというこ

とと。核燃料物質を取り扱う容器等、これを単一ユニットとして整理したと。それから、

搬送時のグローブボックス、これを搬送元の単一ユニットに属するとしてユニットを整理

したというところが、変更点でございます。 
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a.が容器の話、b.がグローブボックスに単一ユニットを設定するところで、搬送グロー

ブボックス、これについても搬送元の単一ユニットに属するというユニットとして設定す

ると。これは搬送時のみでございます。そういったところを整理し直してございます。 

それから、9ページ目、核的制限値の設定。設定に当たりましては、プルトニウム富化

度、同位体組成、密度、幾何学的形状、減速条件、こういったものに十分な裕度を見込む

ということで、変更はございません。 

10ページ目、形状寸法による核的制限値。0.95以下に対応する形状寸法ということで、

これも変更はございません。 

11ページ目、核的制限値の設定で、質量制限のほうですけれども、これも0.95。それか

らPu*は239、241、ウラン-235の総称とすると。それで、核的制限値につきましては、Pu*

質量を核的制限値にいたしますと。複数の形態を取り扱う場合には、最も厳しい値。それ

からバッグイン作業を行う場合には、0.95に対応する質量の2分の1、これを核的制限値に

設定する。これも変更はございません。 

12ページ目、維持・管理でございます。維持・管理につきましては、変更点といたしま

して、質量管理を実施する単一ユニットにつきまして、誤搬入防止機構、誤投入防止機構、

これの構成を明確にして、本文に記載してございます。 

下から三つ目の段落で、誤搬入防止機構は、秤量器、ID番号読取機、運転管理用計算機、

臨界管理用計算機及び誤搬入防止シャッタ等から構成すると。 

それから、一番下のところで、誤投入防止機構は、秤量器、ID番号読取機、運転管理用

計算機、臨界管理用計算機及び誤投入防止バルブから構成するというのを本文に記載して

ございます。 

13ページ目、形状寸法管理でございます。これは、形状寸法管理といたしまして、①混

合酸化物貯蔵容器の核的制限値は内径20.4cmとすると。これは新たに記載いたしました。

従来は、再処理施設と共用ということで、特に記載はしておらなかったところでございま

す。②で、混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体、こういったものには構造的に核的制限値

以下の体数でしか取り扱えない構造、これも従来と同じでございます。 

それから、燃料棒を取り扱う工程におきましては、ゲート等、こういったものを設ける

と。それから、核的制限値以内で取り扱うように設備を設計するということでございます。

貯蔵マガジン、組立マガジンにつきましても、積み重ねて取り扱うことのない機構、これ

も従来と同様でございます。 



53 

14ページ、質量管理における維持管理のところでございます。誤搬入防止機構につきま

しては、2台ある秤量器(ID番号読取装置、計算機)、こういったものの故障が発生した場

合には、搬送は停止。それから、秤量値が違う、あるいはIDの読取が違うということにな

りますと、これも停止すると。運転管理担当者が誤操作しても、搬送は停止すると。こう

いった機構を設けるということでございます。これも変更はございません。 

15ページ、核的制限値の設定結果ということで、変更点といたしましては、従来、添付

書類五に記載していた内容を本文に記載してございます。それから、混合酸化物貯蔵容器、

先ほどの共用のところですけれども、これを単一ユニットに整理いたしました。それから、

受渡天井クレーン、これを単一ユニットに整理しております。これは、従来は移動に対す

る考慮のところで読んでおったというところを、単一ユニットに全てつなげております。 

16ページ目は、添付を本文に入れたということで、変更はございません。 

17ページ目、これも添付を本文に入れておりますけれども、ここの中の下のところ、粉

末調整工程搬送装置ということで、これを単一ユニットにしております。搬送時におきま

しては、搬送元の単一ユニットに含まれるということで整理をしてございます。同様に、

搬送設備は全て同じように直しております。 

18ページ目が、これも本文に記載。 

19ページ目も同様、本文に記載と搬送設備。 

20ページも、添付を本文に記載と。 

21ページも、添付を本文、それから搬送時。 

22ページも、添付を本文に記載ということでございます。 

23ページも、添付を本文。それから貯蔵マガジン、それから燃料棒搬送装置、これを単

一ユニットに整理しております。 

24ページも、添付を本文。それから単一ユニットの整理がございます。 

25ページも、添付を本文に格上げしております。 

26ページは、添付を本文。それから、ここで、検査のところの受払ユニットの臨界管理

方法の変更ということで、従来許可をいただいたものはペレット-3ということで3.75kgと

いう核的制限値を持っておりましたけれども、これをMOX溶液ということで0.25に変更し

ております。これによりまして、分析設備は全て溶液系での整理ができるということでご

ざいます。 

27ページ、単一ユニット相互間の配置ということで、これは従来複数ユニットという用
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語を使っておりましたけれども、基準規則で複数ユニットという名称が消えておりますの

で、単一ユニット相互間の配置ということで、名称を整理し直しております。中身は、基

本的には変更はございません。 

28ページも、同じでございます。変更はございません。 

29ページ、貯蔵施設の単一ユニットということで、これも従来添付でしたけれども、本

文に整理をし、記載をしております。29ページが貯蔵の単一ユニットの核的制限値。 

30ページも同様、貯蔵設備でございます。 

31ページも同様で、整理をしております。 

32ページも同様でございます。 

33ページは、工程の乾式化ということで、製造工程自体は、溶液状の核燃料物質を取り

扱うことがないプロセス、これを採用する設計とします。ただし、分析につきましては、

少量のMOX溶液、これを取り扱うということになりますので、最適減速状態において未臨

界が確保できる、こういう設計といたしますというのを記載してございます。 

34ページ、臨界警報装置を設けるということと、監視対象を均一化混合装置とすると。

これも従来どおりでございます。 

35ページから、核的制限値設定に関する資料ということで、変更点について御説明いた

します。 

36ページ、設定でございますけれども、スケール法でやるという変更はございません。 

37ページ、こちらも変更はございません。 

38ページ、核的制限値の計算モデルでございます。38につきましては、変更なし。 

39も変更なし。 

40ページも変更はございません。 

41ページ、ここにつきましては、設計の明確化による計算モデルの変更ということで、

設工認申請し認可されたモデルに変更してございます。 

それから42ページ、こちらも設計の明確化ということで、こちらはこれから申請を行い

ますけれども、設工認で準備をしております評価モデルに変えてございます。 

43ページは、従来と変更はございません。 

44ページも、変更はございません。 

45ページから、単一ユニット相互間の距離等の設定でございます。こちらも変更はござ

いません。 
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46ページ、これが貯蔵設備の計算モデルということで、変更点といたしましては、最大

貯蔵時→最大貯蔵時＋容器搬送時ということで、容器も単一ユニットに設定しております

ので、満杯時に加えて、搬送時というモデルに変えております。これは設工認でお出しし

たモデルを載せてございます。 

47ページ、これも同様で、最大貯蔵時→搬送時も入れております。 

48ページ、こちらも設計の明確化で計算モデルの見直しでございますけれども、今後、

設工認の提出予定のモデルに変更してございます。 

49ページは、変更はございません。 

50ページも、容器搬送時ということで、より保守的なモデルにしております。 

51ページも、容器搬送時を加えております。 

52ページも、同様でございます。 

53ページは、これ、単一ユニット相互間の同一部屋内に混合酸化物貯蔵容器2体という

モデル、30cm以上離せば問題はないというモデルでございます。 

次の54ページ、これは同一部屋内に単一ユニットであるグローブボックス、これが九つ

存在しても大丈夫だという、30cm以上離せば、九つは大丈夫だと。こういうモデルでござ

います。 

55ページ、これは集合体でございますけれども、同一部屋内に4体入れても、問題はな

いというモデルでございます。 

56ページ、核的制限値の設定条件の確認ということで、核的制限値自体だけではなくて、

そのときの臨界因子といいますか、設定条件につきましても、プルトニウム富化度、ある

いは、含水率、そういったものについても確認をいたしますということで、これは従来か

ら変更はございません。 

57ページは、その設定条件をまとめたものでございます。 

資料12は、割愛させていただきます。 

御説明のほうは、以上でございます。 

○田中知委員 ただいまの説明に対しまして、規制庁のほうから、何か質問、コメント等

ございますでしょうか。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 ありがとうございました。臨界の関係で、若干さっきの資料に立ち戻ってしまうかもし

れないんですが。例えば、臨界管理の中で、形状寸法を管理しているものとして、既許可、



56 

補正前の状態だと、安重として、計上管理の観点から安重に挙げているというものはあり

ましたよね。例えば、検査ユニットでしたか、燃料集合体の。ああいったものを、今回臨

界に至らないという形で落とされたりなんかしていますよね。 

 要は何が言いたいかというと、お聞きしたいかというと、今回の、例えば臨界なり、こ

の後遮蔽なり、閉じ込めの説明をいただけると思うんですど、そういったようなことの評

価との関連において、従前の安全上重要な施設としてピックアップされていたものに対し

て、今回の見直し等をされていると思うんですけど、その結果として、従前のものから落

ちているもの、落ちているという言い方は変ですね、変更されたものというのは当然ある

と思うんですよ。それに対する説明というのは、また別途。 

基本的な考え方としては、安全上重要な施設に関しては、一般公衆及び従事者に過度な

放射線被ばくを及ぼさないというような評価をされて、五因子法を用いて評価をした結果

として整理されているというふうに、前回、また今回の説明でもされているところですよ

ね。 

 それに関する説明ぶりとしては、前回の3月のときの会合においては、五因子法自身、

制度というものも内包しているDFの10のとり方、1のとり方といったようなところで更田

委員のほうから御指摘があって。そういう面で5mというところで線を引いていることに対

して、1桁、2桁という、有効数字の取り扱い方、本当に必要なのかというような議論が一

つあって、それに対する対応として、今回見直しされてきている部分もあると思うんです

けれども。 

 そもそも現許可との関係でいったときに、例えば臨界のところで、これ、説明をされて

いる部分において、従前にされていたものが今回安重ではないという整理をされていると

いったようなところがあると思うんですけど、その辺の考え方、ちょっとお知らせいただ

けませんでしょうか。 

○日本原燃(髙橋部長) 日本原燃、髙橋でございます。 

 現許可からの安重の変更点という観点からは、一番大きいのは、グローブボックス、主

要な工程、例えば、成形とかプレスとか、混合とか、そういったグローブボックスは、

MOX指針に基づきまして全て安重ということになっておりました。これは、耐震上Bクラス

とか、そういうことであっても安重ということで整理をしておりました。 

 核的制限値の寸法形状、そういったもののところにつきましては、現許可も安重ではな

く、やっております。 
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そういった意味で、今回安重といたしまして大きく変わったところということでありま

すと、主要な工程のグローブボックスが安重から落ちて、貯蔵施設のところだけが残ると

いうようなところが大きな違いでございます。 

ですから、核的制限値維持という臨界の観点からの安重というのは、従来からもなかっ

たと。現許可におきましてもないという状況でございます。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 核的制限値というよりも、むしろ形状を管理すると、形状を維持するということで安重

になっていたものがあるというふうに理解をしているんですが、その点はいかがでしょう

か。 

○日本原燃（髙橋部長） 先ほどちょっと御説明をいたしましたけれども、集合体貯蔵庫

のチャンネル、単一ユニット相互間の距離、それとピン貯蔵庫といいますか、燃料棒の貯

蔵庫、これは昨年の審査会合の場で安重に、信頼性の向上の観点から安重にしますという

ことで御説明をさせていただきました。これは、現許可では安重ではございません。 

ただ、そのときは安重にしようということで、御説明をしたものでございますけれども。

今回は、その安重からは外したということで補正をさせていただき、正式な補正は安重に

は入れていないということでございます。 

○田中知委員 よろしいですか。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 今の件に関連して、安重にする、しないといった、どういった考え方に基づいて安重設

備を設定したのかというところが、背景が見えないので、そこをきちんと教えていただき

たいと、説明していただきたいと思いますけれども。 

○日本原燃（髙橋部長） それでは、先ほどの資料に戻らさせていただきまして、資料5

のほうでお願いします。 

 資料5の14ページをあけていただきたいと思います。ここに①～⑧までございますけれ

ども、①～⑧は基準規則の解釈のところでございます。 

①のところにつきましては、私どもが保守的なモデルを組んで、グローブボックス、あ

るいは、同等の閉じ込め機能を持つものの潜在的な危険性を考慮して、公衆に5mを与える

かどうかというのを、前のページになりますけれども、そういった評価をやりまして、5m

以上のもの、あるいは、1m以上のものを安全上重要な施設として選定したと。 

それの換気設備ということで、グローブボックス排気、それを直接収納する構築物、そ
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の換気で工程室と工程室排気設備。さらには広く捉えまして、燃料加工建屋と建屋排気設

備。それと、ウラン非密封大量というのはございませんので、これは該当しません。 

⑤の非常用所内電源設備を安重と。ここのところは特にございませんので、そういった

動力源は該当しないと。 

⑥の核的、熱的制限値を有する設備・機器の維持のもの。これに該当するものとしまし

て、熱的制限値ということで焼結炉内部温度高による過加熱防止回路、これを選定してお

ります。 

⑦は、臨界事故の発生を直ちに検知しという、ここにつきましては、設計基準では臨界

事故は想定されませんので、該当する施設はないと。 

⑧は、その他安全機能を維持するための必要な設備ということで、焼結設備の排ガス処

理装置、こういったものを安重に選定したと。 

上記選定したものにつきましては、発生防止系と影響緩和系に分類をしたということで

ございます。 

以上でございます。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 ただいま説明していただいたんですけれども、ここに書いてある選定の仕方はわかった、

ここに書いてあるとおりだと思うんですけれども。それぞれの判断において、今回、許可

から非公開にあるものを落としたというところの考え方が、この資料でははっきりしてい

ないと。 

 例えば、先ほどおっしゃっていた、安全に係る距離の維持機能のところで、燃料棒貯蔵

棚とか、燃料集合体貯蔵チャンネルというものを今回外されているというふうに聞いてお

りますけれども。これ、なぜ外したのかというところが、選定の説明ではわからないので、

そこをきちんと説明していただきたいという趣旨です。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 

 先ほどの貯蔵チャンネルのお話でございますけれども、これ、現許可、今いただいてい

る許可におきましては、安重には選定してございません。それで許可をいただいておりま

す。 

 ここのユニット相互間の距離の維持、核的に安全な配置につきましては、これは目視も

そうですし、今回の基準規則もそうですけれども、十分な構造強度を持つもので設計しな

さいという要求がございます。 
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それを受けまして、私どもとしては、基準地震動が来たとしても、壊れないと、変形し

ない、あるいは、間隔が保持されている、そういう機能として耐震上の分類をしておりま

す。 

したがいまして、設計基準の中では壊れないということから、従来も安重の選定はせず

に、要求事項に満足する対応をして、十分確保されていると。比較的に安全な配置は確保

されると、そういうことで許可をいただいたものというふうに考えております。 

○津金チーム員 この議論はちょっと続くかもしれないので、また改めてということかも

しれませんけれども。 

 資料8の比較表のところの、25ページなんですけれども、この表の中で、安全上重要な

施設を列挙しているんですけれども、下のほうにある、安全に係る距離の維持・機能のと

ころで、燃料棒貯蔵棚とか燃料集合体貯蔵チャンネルというのは、安全上重要な施設と書

いてあるんですけれども、これは安全上重要な施設としているのかいないのか、そこだけ

説明をしていただけますか。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃、髙橋でございます。 

 5-85ということでよろしいでしょうか。変更前、1/3。 

○津金チーム員 3/3です。5-87ページであります。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 御指摘のところは、前後表の25ページの下から二つ目の「安全に係る距離の維持機能」

ということの燃料棒貯蔵棚と燃料集合体貯蔵チャンネル、この二つというところでよろし

いでしょうか。 

 これにつきましては、安全上重要な施設にはしておりません。それは、先ほどの御説明

の繰り返しになるんですけれども、十分な構造、強度も設計としているということで、こ

れは、基準地震動の性質によって、過度の放射線被ばくを及ぼすようなおそれがないとい

うことで、安全上重要な施設から落としていくというのが現状の考え方でございます。 

○小川チーム員 端的に。規制庁、小川です。 

 今の御説明だと、十分な強度を持つから安重じゃないんだと。むしろそれ、逆であって、

そういったものを担保しなきゃいけない機能であるとすれば、十分な機能を持たせなきゃ

いけないのであって、安重とすべきものじゃないかというふうに理解をするんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 
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 もう一度、私どもは整理して、回答させていただきたいというふうに思います。 

○小川チーム員 規制庁、小川です。 

 よろしくお願いします。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の再処理担当の長谷川です。 

 今のところは、やっぱり持ち帰り議論じゃなくて、この場できちんと説明していただく

必要が、僕はあると思っています。というのは、再処理でも、やっぱり原燃としてそこを

しっかりやるべきところですし、その考え方が間違っていた時点で、全体がおかしくなっ

てくる。要するに、安全上重要な施設と耐震の話とか、それは別問題であることは、これ

は再処理でも十分認識していただいていると思います。 

その意味では、再処理のほうはきちんとやっていると思う中、それを今さら再整理を持

ち帰ってするというのはどうかと思いますが。この場できちんとどういう考えをしたのか

というのは、しっかり説明してもらわないと、一緒に議論しているということにおいては、

やっぱり持ち帰ってというのはいいわけじゃなく、この場できちんと説明すべきだと思い

ます。 

○日本原燃（出口燃料製造事業部長代理） 日本原燃、出口でございます。 

 今、持ち帰って、ちょっと確認をさせてほしいと言いましたのは、我々はもしかしたら

勘違いをしていたかもしれないのがございまして。許可をいただいたときには、先ほど申

しましたような考え方で、貯蔵設備に関しては、安全上重要な施設から外したというふう

に思っておりまして、実はそれがどうも違うんじゃないかということですので、ここのと

ころをきちんと確認をさせていただきまして、前回との関係において、きちんと安全上重

要な施設に選定すべきであるというふうな判断であれば、そういうふうな形で判断をした

いというふうに思っています。 

○長谷川チーム員 了解しますけど、そういう意味では、この審査会合に臨むときに、自

分たちの出した申請書自体をきちんと理解していないということでよろしいですか。 

○日本原燃（出口燃料製造事業部長代理） 今おっしゃったとおりでございまして、ここ

については確認が漏れていたというふうに言っても、仕方がないというふうに思います。

失礼いたしました。 

○田中知委員 あと、本件よろしいですか。 

 じゃあ、本件は終わります。 
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 あと、遮蔽と閉じ込め機能と二つあって、予定時間5時までとなっていて、私、実は5時

から別の、どうしましょうか。 

○石井チーム長補佐 今の件も含めてですけれども、再処理の関係で先週、松村副社長と

面談をさせていただいたときに、先ほど長谷川が申し上げたように、この場でとりあえず

資料を出して、コメントを聞いて、持ち帰ると。これはヒアリングをこの場でやるという

ことになるので、極めて効率的ではないと。 

 我々としては、そのとき申し上げたのは、週1回ありきで審査会合をやるんではなくて、

きちんとヒアリングという形で整理をしていただいて、準備をしていただき、論点をはっ

きりさせて、そこをこの場で議論したいと。それができてないというような形にならない

ように。MOXについては2週間に1回というお話で、何となく今回の会合もそちらの御希望

ということで入りましたけれども、そこの整理をきちんとしていただいて、審査会合をす

るようにしたいということを改めて申し上げます。 

 先ほど再処理の件のところでも週1回でやるのか、それともきちんと論点を整理して、

説明できる状態でやるのか、それをぜひしていただきたい。 

 今日の残りの分については、時間の関係もありますが、改めて十分準備をしていただい

て、それで審査会合を開くようなほうがよろしいんではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○日本原燃（出口燃料製造事業部長代理） 今御指摘になった点につきましては、冒頭再

処理のところでも拝聴させていただきましたので、我々としても十分に対応をしていきた

いと思っております。 

 それから、可能でございましたら、遮蔽のところだけでもさせていただければと思うん

ですが、いかがでございましょうか。 

○石井チーム長補佐 十分に準備ができているということならば、やらせていただきます

けれども。 

○田中知委員 そういうことですので、13、14関係の説明のところについて、では簡単に、

簡潔に説明してください。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃、髙橋でございます。 

 資料13、14でございます。今回の補正で変更になったところをメーンに御説明をさせて

いただきます。基本的には全く変わっていないということと、遮蔽設計区分図、これを新

たに載せたというところが違ってございます。 
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 それでは、ちょっと駆け足になりますが、3ページ、基準規則と解釈、割愛させていた

だきます。 

 4ページ 基本的な考え方、一般公衆に対する被ばく低減、従事者の被ばく低減、変更

はございません。 

 5ページ目、一般公衆の基本的考え方で、十分低減ができるように、貯蔵施設は地下階

に設けるということが書いてございます。 

 6ページ目、従事者の被ばく低減でございます。線量限度を超えない、もちろんでござ

いますけれども、原則として、設備機器は制御室から遠隔・自動、これで作業を行うとい

うことで、従事者の被ばく低減を図ります。メンテナンス時には、核燃料物質を貯蔵設備

に移しまして、その後メンテナンスに入るということで被ばく低減を図る、こういう設計

をしてございます。 

 7ページ目、遮蔽設計の基準となる線量率でございます。立入時間を考慮して、適切に

区分するということで、従来と変更はございません。 

 8ページ目、遮蔽設備の種類、これは追加してございます。建屋壁遮蔽、グローブボッ

クス遮蔽、遮蔽扉・遮蔽蓋、補助遮蔽ということで、これは設工認からのものを、添付の

ほうに格上げしております。 

 9ページ、開口部からの漏えいの防止と。これも変更はございません。 

 10ページ目、遮蔽設計に用いる線源でございます。プルトニウム富化度、燃料仕様、こ

ういったものも従来と変更はございません。 

 11ページ目、線源で核分裂生成物、線源強度、これも変更はございません。 

 12ページ目、直接線、スカイシャイン線の一般公衆の線量評価で、評価条件で一部追記

がございます。従来、集合体貯蔵設備、これは地下に、1階にございますけれども、これ

を評価しております。それ以外の設備につきましては、地下3階～地下2階に設置している

ことから、十分無視できるというような書き方をしておりましたけれども。今回、普通コ

ンクリート180cm以上の遮蔽を有しているということで、定量的な数値をここに入れてお

ります。 

 13ページ目の直接線、スカイ線の評価、これは変更はございません。 

 14ページ目、モデル化の考え方も、変更はございません。 

 15ページ目、評価結果、1×10-3mSv未満、最短距離450mの箇所、これについても従来と

変更はございません。 
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 それから、共用する再処理施設の第2低レベル廃棄物貯蔵建屋、ドラム缶の保管ですけ

れども、ここからの起因する線量を加えても、変更はないということを記載しております。

これも変更はございません。 

16ページ目から、これが従事者のための遮蔽設計区分図で、地下3階～地下2階、中2階、

地下1階、地上1階と、こういうことで今回設工認で認可されておりますけれども、この図

を申請書の添付として載せてございます。 

なお、この資料の地下1階と地上1階、ページの19、20につきましては、補正申請書では

ハッチングはないという状態で補正しておりました。申し訳ございません。ここは設工認

で認可されているハッチングを再度補正予定ということで、19、20ページは載せさせてい

ただいております。 

資料14は、前後表でございます。御説明のほう、割愛させていただきます。 

以上でございます。 

○田中知委員 ありがとうございます。 

 ただいまの説明に対して、規制庁のほうから質問・コメント等がございましたら、お願

い。 

 どうぞ。 

○栗崎チーム員 規制庁の栗崎です。 

 遮蔽に関して2点ばかり、質問をさせていただきます。まず1点目は、遮蔽全般の考え方

としまして、保守・管理とか、そういったことも含まれると思うんですけれども、そうい

うときの従事者の保守というか、の考え方と、それから、加えて基準にあります第三条2

項の2号の話なんですけれども、設計基準事故時の対応という話なんですけれども、資料

でパラパラと御説明を伺っていると、あまり説明がないものと思われますが、いかがでご

ざいましょうか。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃、髙橋でございます。 

 保守の考え方でございますけれども、この資料の7ページ目をあけていただきますと、

管理区域内の線量率の区分を示しております。ここで管理区域内の核燃料物質を取り扱う

設備・機器を設置する部屋ということで、ペレット加工第1室とか、粉末調整第1室とか、

こういったところにつきましては、運転時は遠隔操作のため立ち入らず、保守時に核燃料

物質を貯蔵施設に搬送し入室する設計であることから、貯蔵施設を線源として週10時間程

度の保守作業があったとして、50μSv/h、これで設計をしておきますと、1年間この状態
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で作業をしますと、25mSvに該当いたします。ということから、従事者の線量は低減でき

ると、こういう設計でございます。 

 6ページ目の上のところにポンチ絵がございまして、工程室、ここにプレス機とか混合

器とかが置いてありますけれども、こういった装置につきましては、遠隔・自動というこ

とで、遮蔽のきいた制御室から操作ができる設計にしております。 

 メンテナンスをするときにつきましては、所定のグローブボックスから貯蔵施設にMOX

を移動しまして、その貯蔵施設の遮蔽により、従事者の被ばくを低減しながらメンテナン

スができると、こういう設計対応でございます。 

 それから、もう1点、事故時のお話でございますけれども、6ページ。 

○日本原燃（本間副長） 日本原燃、本間でございます。 

 設計基準事故時においては、同じく6ページの緑の四角の二つ目のポツ二つのところで

す。放射線業務従事者が設計基準事故時において、中央監視室、制御室内にとどまり、事

故対策に必要な操作を行える遮蔽設計とするということで、記載させていただいておりま

す。 

 例えば、中央監視室において、搬送を停止したり、余計な、工程室にMOXがあった場合

には、この中央監視室から貯蔵室に戻すことができるような設計になってございます。 

○栗崎チーム員 規制庁、栗崎です。 

 保守管理の話なんていうのは、かなり条件がいろいろあると思いますので、そこは今後、

内容の中で確認をさせていただきたいと思います。 

 それから、事故時の話は、これだけでは全然わからないので、もうちょっと具体的にし

てください。 

○日本原燃（本間副長） 了解いたしました。 

○田中知委員 あと、規制庁のほうから何かございますか。いいですか。 

 栗崎さんのほうから質問とコメントがありましたので、ぜひよろしくお願いします。 

 ちょっと時間の関係で、閉じ込めについてはこの次にしたいと思います。 

 今日、いろいろとコメントがあった件につきましては、改めて整理した上で、次回以降

の審査会合で説明していただきたいと思いますし。また、進め方についても、コメントが

あったところですから、その趣旨をよく理解いただいて、効果的な審査ができるように御

協力をいただければと思います。 

 今後の予定については何か、石井さんのほう。 
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○石井チーム長補佐 次回以降については、今後のヒアリング等を踏まえて、連絡させて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○田中知委員 それでは、これをもちまして、本日の日本原燃株式会社再処理施設MOX燃

料加工施設の新規性基準に対する適合性についての審査会合は終了します。どうもありが

とうございました。 
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 小林 勝   新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 黒村 晋三  新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 大浅田 薫  新基準適合性審査チーム員 

 杉山 和幸  新基準適合性審査チーム員 

 早川 文昭  新基準適合性審査チーム員 

 嶋崎 昭夫  新基準適合性審査チーム員 

 海田 孝明  新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  新基準適合性審査チーム員 

 永井 悟   新基準適合性審査チーム員 

 尾崎 正紀  新基準適合性審査チーム員 

 吾妻 崇   新基準適合性審査チーム員 

京都大学 

 釜江 克宏  原子炉実験所 教授 

 中島 健   原子炉実験所 教授 

 上林 宏敏  原子炉実験所 准教授 

 山本 俊弘  原子炉実験所 准教授 

 福谷 哲   原子炉実験所 准教授 
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 川辺 秀憲  原子炉実験所 助教 

 

４．議題 

 （１）京都大学原子炉実験所研究用原子炉（ＫＵＲ）の地震等に対する新規制基準への

適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１ 敷地周辺、近傍及び敷地の地質・地質構造（活断層の評価）について 

 

６．議事録 

○櫻田チーム長 それでは、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから

核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合第43回会合を開催します。 

 本日は、事業者から敷地周辺の活断層評価等について説明していただくということです

ので、事務局で担当しております原子力規制部長の櫻田が議事進行を務めます。 

 では、まず本日の会合の進め方等について説明をお願いします。 

○小林チーム長補佐 管理官の小林でございます。 

 本日の審査会合の進め方でございますけど、1点のみです。京都大学の原子炉実験所研

究用原子炉（KUR）につきまして、敷地周辺の近傍、それから敷地の地質・地質構造につ

いて、（活断層の評価について）でございます。資料については1点のみでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○櫻田チーム長 よろしければ、このように進めてまいります。 

 では、早速議事に入ります。 

 まず、京都大学から資料1ですね、京都大学原子炉実験所研究用原子炉（KUR）ですけれ

ども、敷地周辺、近傍及び敷地の地質・地質構造についての説明をお願いします。 

○京都大学（釜江） おはようございます。京都大学の釜江でございます。私のほうから

御説明をさせていただきたいと思います。 

 お時間は、すみません、よろしいですか、特に。 

○櫻田チーム長 30～40分ぐらいで。 

○京都大学（釜江） ありがとうございます。 
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 今日は、御紹介いただきましたように、敷地周辺、近傍及び敷地の地質・地質構造とい

うことで、主として活動について御報告を申し上げたいと思います。地盤構造等につきま

しては、また次回以降、詳細については御説明したいと思います。 

 この絵はちょっと参考で、KURの場所を少しですね、これは以前、全体のときにも御紹

介しましたけれど、KURと書いてあります。大阪平野ですね、大阪平野の南のほうの端に

ございまして、熊取町というところにございます。後で少し敷地のほうをお見せしますけ

ど、周りはいろんな断層に囲まれている、大阪平野の非常にへりに近い丘陵地にございま

す。そういう意味で、原子力発電所と違って、岩盤立地ではなくて、非常にかたい鉱石地

盤、大阪層群の下部という、そういうところに立地している原子炉でございます。敷地、

少しこれも以前お話ししましたですけども、10万坪ございまして、ここにKURがあります。

周りを見ていただいても丘陵地でございまして、少し小高い丘というのがほかのところに

ありますけど、敷地の中はかなり平たんです。大きな斜面等もございません。そういうこ

とで、あと今後、いろいろと敷地の地盤構造、大阪平野の地盤構造云々を御説明しますけ

ども、そのために地震観測も以前から――神戸の地震以前ですから、20数年前から行って

おりまして、いろんなデータが得られております。ここは地表面ですけども、あともう一

つ、ここで――原子炉建屋の横で、基盤岩まで到達するボーリングをしていまして、そこ

でも地震観測、アレイですね、4点での地震観測をしてございます。この辺についても、

また次回以降、御報告申し上げたいと思います。それと、もう少しこちらのほうに行きま

すと、1kmほどで和泉山脈の岩盤の露頭部が出てきますけども、そういうところで地震観

測しているという、そういう御紹介でございます。 

 早速ですけど、今日は、そういうタイトルにもあったように活断層の問題を少しお話を

したいと思います。周辺、今申し上げましたように、大阪平野の周りはいろんな活断層で、

逆に大阪平野が活断層でできたといっても言い過ぎではございませんので、そういう分布

状況、それから、その中から少し後で御説明しますけども、敷地への影響を考えて、四つ

の活断層帯、それについて少し詳細なお話をさせていただきます。あと、敷地近傍・敷地、

これも周りに古い断層構造がございますので、そういうところを含めて御説明をして、そ

ういうところには活断層と言われるものはないというようなことを御説明申し上げたいと

思います。 

 その前に少し、審査ガイド、当然、こういうものに従って我々も説明をしなきゃいけな

いということで、まず、幾つかあると思うんですけども、一つは、非常に重要なのは活断
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層の認定問題ですね。これについては、後で申し上げますように、我々が対象としている

断層は全て活断層と。非常に、数千年前には活動したとか、そういうことですので、特に

それが活断層かどうかというようなところは、少し古い断層で、そういうところは少し議

論をさせていただければと思います。 

 あと、敷地の中ですね。これは例の露頭のがないところにという、云々がございますけ

ども、そういう意味では、敷地の中とか近傍にそういう断層がないという――露頭がない

というようなことを少し御説明させていただきたいと思います。 

 あと、当然、それから出てくる、我々、地震動を予測するための断層調査ですから、震

源断層についての少し性状について確認したところを御説明したいと。 

 あと、今後、大阪平野、3次元的な大阪平野、これは堆積盆地構造ですけども、そうい

うところの深部構造・浅部構造を含めての説明。あと、敷地近傍――敷地のそばですね、

敷地も含めて、大阪平野の南縁でございますけども、そういうところのお話は次回以降に

お話をしたいと。 

 それと、先ほど申し上げましたように、敷地の周辺とか敷地の中には大きな斜面はない

という、周辺斜面はないということで、また、その辺についても改めて御説明をしたいと

思います。 

 ということで、全体の基準地震動、これは規則解釈等々で出ているものでございますけ

ども、今日は、それのとっかかりですけども、敷地ごとに震源を特定せず策定する地震動

ということのための活断層ということで、今日は敷地周辺、近傍・敷地も含めて、その辺

をお話ししたいと。 

 ということで、ここに主として文献調査というふうに書いてございます。当然、文献だ

けではなくて、少し微動探査とかもやってございますけども、主としてということで、先

ほどから少しお話ししていますように、大阪平野の周りの活断層、平野の中も含めて、大

都市が存在するということもあって、神戸の地震の後もですね、以前もですね、非常に活

断層に関する調査は精力的に行われていまして、たくさん論文にもなっていますし、とい

うことで、我々、主として文献を少しサーベイをして、そういうところから活断層の――

認定ではなくて、形状とか、その次の震源モデルの作成に供したいということで、そうい

うところを御紹介したいと思います。あとは次回以降、基準地震動の策定のところについ

ては説明をしたいと思います。 

 敷地周辺ですけども、これはとりあえずは30kmとか100kmとか書いていますけど、ここ
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は地震本部からの長期評価もたくさんやられていまして、そういうものを今図示しますと、

こういう形で、敷地はここですけども、周りは活断層がたくさんあるということで、少し

ナンバリングをしていますけど、名前に少しここに書いています。細かい字で申し訳ござ

いませんけども、①～⑬ぐらいまでこの中に入っているということで、とりあえず断層の

距離、これは少しコメントしなかったんですけど、この距離というのは断層の最短距離と

御理解いただけたらと思います。断層線があって、そこまでの敷地からの最短距離という

ことで今とりました。あと、断層の長さ、これは推本、地震本部の長期評価とか、あと、

ここでも取り上げています岡田・東郷、近活ですけども、そういうところに出てくる断層

の長さと。あと、長さは松田式でMをとるということで、これを見ていただくと、今、冒

頭でお話ししました四つぐらいの断層というのが、MとΔからいくと、かなり影響がある

かなと。ただ、少し遠いところでも、規模と距離との関係で、これだけを見てダイレクト

にという話ではありませんので、今後、基準地震動・検討用地震のときには、もう少し、

そういう可能性のあるところは少しお話をして、検討用地震ではないということもお話を

したいと思います。これだけ見ると、四つがかなり敷地への影響を考慮すると浮かび上が

ってくるかなという気がします。ということで、四つの断層について少し詳細にというこ

とになったわけでございます。 

 それで、少し、その四つの断層帯、これはもう結論的な話ですけど、まず位置関係を少

し御理解いただくためにつくってきた絵でございますけども、また最後に出てきますけど

も、KURがあって、中央構造線断層帯、あと上町断層帯、生駒、大阪湾断層ということで、

こういう形で断層帯、これは震源断層まで入っていますから、形状、傾斜角も入っていま

すので、こういう形で面的に表現すると、こういう位置づけになるということです。これ

を少し、位置関係を少し御理解いただけたらと思います。 

 まず、その四つの断層帯について、少し、これは文献調査ということで、四つの断層帯、

以前からたくさんの先生方がいろんな――これは自治体も含めて――調査をされています。 

 まず中央構造線、これが最終的に我々のところにとっては一番大きな影響になるという

ことなんですけど、中央構造線、御存知のように地震本部でもいろいろと長期評価をされ

ていまして、金剛から、西のほうは、最近は別府－万年山断層までということで、480km

ぐらい。推本は、まだ全体としても360kmという、このﾖﾙﾅのところもですね。そういうこ

とで、この断層帯は非常に長いですけど、過去の履歴（長期評価）からは、六つぐらいの

セグメントに分かれるというようなこともあって、地震本部も、金剛山から和泉山脈南縁
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断層帯ということで、これを一つの起震断層として取り扱われているということです。 

 それで、形状的には金剛山地東縁は逆断層、西落ちの逆断層で、中央構造線断層は近畿

地方の東西圧縮場でのことで、右横ずれ断層であるということが、当然、これは応力場だ

けではなくて、実際の調査からも、当然、それが出てきていますけども、右横ずれ断層で

あると。 

 それと、傾斜角が非常にこれは議論になるんですけども、いろんな調査、反射法、この

後でお見せしますけども、それを見ても結構低角な地質構造が――境界が見えるというこ

とで、横ずれということで、そういう非常に低角な断層面というのが本当にあり得るのか

と。これは非常に議論があったところでございますし、我々も、以前のバックチェックで

もいろいろと議論をしたところでございますけど、反射法をかけると、当然、地質境界が

きれいに見えるということで、横ずれの場合の広角な断層帯ではなかなか断層面は見えな

いということもあって、この後、我々の最終的な評価も、北西落ちの43°という、非常に

低角な断層面を設定しているところでございます。 

 中央構造線の断層の今の低角な地質境界、そういうものもいろんな反射法で見えていま

して、これは吉川ほかということで、こういうところで反射をかけられたときの根来断層

と、あと桜池断層、中央構造線、ここは非常に地形境界があって、実際にはもう少し南の

ほうということですけど。 

 こういう断層面、反射をかけると、こういう解釈図があって、三波川の変成、これが基

盤ですけど、その上に堆積層があって、こっちは和泉層群ですけども、その境界で中央構

造線があるということで、これは一つの地質境界として存在しているわけですけども、実

際、横ずれでここは滑っているようなものかというのは、非常に明確な答えが出ていない

というところでございます。 

 これは少し新しくて、大体のところで、東大の佐藤先生のグループで、非常に長い測線

で、これは少しもっと深いところまで見ようということで反射をかけられているんですけ

ども、これは北の端は熊取という、この原子炉のそばで反射をたたいたわけですけど、そ

ういうところまでの反射断面。これも同じように三波川。これは4kmぐらいの深いところ

まで少し地質境界が見えているということで、浅いところと深いところでも、それが連続

しているということが言われてございます。 

 それと最近、これも地震本部の重点調査研究で京大の防災研とかが代表になってやられ

ているものです。これは今、我々も一緒にやっているわけですけども、去年から、今年2
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年目でございますけども、そのときも反射をかけました。これは和歌山の北断層、後で少

し出てきますけど、そういう測線と岩出のほうの測線、2測線を今反射法をかけて、その

結果ですけども、これが和歌山の北断層のほう、西のほうですけど、ここは非常に三波川

と、あと堆積岩と、あと和泉層群と。非常にこの部分は、この辺は非常に不明瞭で、結局、

これだけ見ると非常に断層が立っているようには見えるということも言われています。た

だ、もう少し東のほうに行くと、岩出のほうへ行くと、やはりこういう地質境界ですね、

少し傾斜があって、これはこれまでと同じような場所でやられていますから、同じような

結果が出ていると。そういう結果。ここに少し黄色でA、B、C、Dと書いているのは、これ

は堆積層も少しかたい・弱いがありますので、それのきれいな反射面だけを取り出して書

かれているものでございます。 

 あと、今のは和泉山脈の南縁のところですけど、少し、先ほど言いましたようにMTLは

非常に西のほうまで行っているわけですけど、その中の海に入ったところですね、友ヶ島

水道断層というのがありまして、この辺でも昔から海域の音波探査をやられていて、ここ

でも同じように地質境界としても見えるということで、ここのもともとの磯ノ浦断層とい

う、こういう地形境界、ここの断層、和歌山北断層と言われていますけど、これが今回の

中央構造線のほうであろうということで、今、この辺の議論もありますけど、とりあえず

は、我々としてはこういうところで一つのセグメントを切ったと。これは推本に従ったと

いうことですけど。そういうものが海の中でも地質境界としてはちゃんと見えているとい

う御紹介です。 

 そういうことで、我々は、最終的には地震本部が以前出された金剛山地と和泉山脈南縁

が連動する一つの断層帯ということで、それを我々は基本モデルとして取り扱うと。少し

海のほうは、友ヶ島のほうに少し引っ張っていますけど、全長60kmぐらいの長さの断層帯

で、北西傾斜の43°というものを震源断層にしました。 

 推本は、最近、2011年では、金剛と根来との発生履歴が違うということで、別々な地震

だということで、少し長期評価はもう外れましたけど、我々は、金剛と和泉山脈南縁が同

時活動をするという、以前の評価そのままでやってございます。 

 あとは、もう一つ上町断層、これが一つのまた大きな影響を考えると――断層でござい

ますけども、これも地震本部からいろんな評価、これも大阪の中心を通るということで、

精力的にいろんな調査がされています。それもコンパイルした形で2004年に地震本部から

出ているわけですけど、これを見ると、下は沸念寺山から南は久米田池断層までというこ
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とで、地震本部は42kmの断層の長さを考えています。あと、傾斜は東傾斜で、65°とか70

というのが出ているということです。 

 こういう調査と、あと履歴についてもいろいろと調査をされて、いろんな新しいことも

わかってきてございますけども、これは特に我々の評価とは関係ございませんけど。 

 それで、その辺の反射のほうですけども、傾斜角がそのぐらいだということで一つのあ

れですけど、これも大阪市の中之島の測線ですけど、ここもきれいに東落ちの断層が見え

るということです。 

 それで、もっとたくさんそういう反射断面がありますけど、最近、これも地震本部の重

点調査研究です。22年～24年で終わっていますけど、これも京大防災研が代表になって産

総研等々とやられたプロジェクトですけど、そこも上町の少し新しい履歴、最新活動とか、

そういうものを調べるためにいろいろと研究をされたわけですけど、そのときにも反射を

やられていまして、これは一つの大津川測線ということで、大津川からずっとこういう測

線を張られたんですね。昔、大阪府がこういう湾岸沿いに反射をされているということで、

それに直交する方向でやったと。ここにちょろちょろ断層が見えます。この辺、先ほどの

南のほうの断層ですね、そういうところを横切った断層で、ここは反射を見ると、非常に

ここにきれいな断層になります。 

 問題は、この後出てくる湾岸沿いに走る撓曲構造ですけども、そういうところがこうい

うところでも少し見えるということで、この重点での報告書にも、そういう活断層の可能

性がうたわれているというところで御紹介をするわけですけど、これはこういうところを

こう行っていると思います。 

 もう少し、これはちょっと左右しましたけど、少し北のほう、高石－堺測線でも、この

重点でやられていまして、それで見ると、少し断層が、この湾岸との間が狭まってくると

ころで、非常にここは複雑な――坂本断層等々で――ということで、非常に、この辺は少

し複雑にありますけど、もう一つ、ここに落ち込むような構造ですね、この辺が断層とい

うようなことで、このプロジェクトでも少し適用されているわけですけど、これの成因に

ついてはいろいろと議論があると思いますけど、これが断層帯、ここは落ち込んでいる構

造が見えるんですけど、そうするとこういう断層面。そうすると、それがもし逆断層だと

すると、西落ちの断層という話になるわけです。 

 この後、少し南のほうで説明しますけど、そこでの反射面は、少し逆に東落ちの断層が

見えるということなんですけど、それはまだ断層とは限ったことではございませんので。
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だから、こういう構造を説明するという意味では、そういう断層がということも考えられ

るというようなことでございます。 

 あと、南のほうですね、先ほどの上町とは離れて、湾岸を通るラインの調査としては、

昔、これはまだ科技庁時代ですけども、例のKiK-netですね、ここに――舞洲のところに

1,500mのボーリングを掘られたんですけども、それが、これはVSPですけど、そこからこ

の辺を通る測線と、それに直交する測線で、昔、防災科技研が反射をやられています。 

 それを紹介したいんですけども、これで見ると、大体、基盤岩が700mぐらい出ます。こ

の辺の下部、大阪層群があって、ここで、花崗岩ですけども、急に大きくなるということ

で、700mぐらいの地盤振動が出ています。 

 それで、それに反射の結果の――これは湾岸沿いの話ですけど、これがVp像もこう……。

これは当然ボーリングしていますので、結構、VSPでこの辺は当然正しいわけでして、A面

――B面は、これは基盤岩ですけども、その上に少しかたい層があってということで、こ

ういうもの。これを見ると、こっち方向には少しそういうものは見えないかもしれません。 

 それの今度、直交方向ですね。これが、当然VSPはこの辺ですけども、この端のほうと

いうのは、もうほとんど海の端で、この辺に少し何がしかの何かが見えるということで、

一応、これ、VSPのあれということで、解釈で、この辺にP波速度が描いていますけど、非

常に不鮮明で申し訳なんですけど、そういうものがあって、少し断層線も何かびゅっと引

かれてしまっていますけど、上まで引かれていて、これは上のほうで本当に変形を与えて

いるのかどうかというのもわからない中で、ここは少しギャップがあるということで、非

常に基盤を変形させている、これは事実だと思うんですけど、その上のほうの地質の年代

感があまりあれなので、なんでここまで線が引かれたかというのはちょっとわかりません

けど、そういう結果があると。 

 もともとのマイグレーションした後の断面がこれでして、あと笠原さんたちが、その後、

こういうものを見て、少し色をつけられたということで、これが先ほどのこの辺に断層が

あるということ等も、これが本題なんですけど、少しここまで引かれている。ただ、この

グリーンのところはどうなのかというところが一番大事でして、大阪層群の下部は非常に

古いですから、この辺、基盤岩も当然ですけど。ですから、この辺がどうなのかというと

ころが一番大事なんですが、なかなかそのデータがちゃんとないということで、これだけ

見ると、何か断層が引かれてしまっていますけど、そこはまだはっきりはしていないと。

これは先ほどの重点のほうでも議論はされていますけど、これだけでは、断層とはなかな
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か認定できないと。調査が必要であるというような結論ではございます。 

 そういうことから、我々としては、そういう最初の知見といいますか、そういうものは

出ているわけですけども、この辺に走るということで。重点でも、沸念寺山は、もう断層

から外されて、北の上町の本体の北からずっと、そこから、この辺から少しオーバーラッ

プしますけど、湾岸を走るという、51kmということで、新たに重点ではそういう指摘がさ

れています。ただ、その中身を見ますと、まだそれが断層であるとは100％認定できない

ということもあったりしますので、あとは反射面でも、そういう上町というのは逆断層タ

イプが見えないということもあって、我々としては、それは今後の話ということで、評価

としては、地震本部のやられた断層の傾斜でありますとか長さを踏襲して、少し長めに設

定をしたということでございます。沸念寺山も入れてございます。それで、最終的にこう

いう震源モデルをつくったということでございます。 

 あと生駒――これから少し、生駒、大阪湾は少し距離がありますので、特に検討用地震

にはならないんですけど、少し御紹介しますと、生駒断層については、たくさんの断層か

ら成り立っているということで、オーバーラップをしたり、屈曲をしたりと。田口から誉

田断層までの全長、推本は38kmということで評価をされていまして、傾斜は東傾斜の逆断

層ですということです。南のほうの誉田断層と、初めは褶曲がありますけど、断層として

は、この誉田断層の端っこであるということで、これについては、いろいろと大阪府等々

が反射をかけられていまして、北のほうですと、こういう測線で反射をされて、先ほどの

田口断層――北のほうですけど、あと枚方断層ですね、交野断層ということがあると。そ

れで、この辺のとめの話とか、あと田口と少し並行していますのであれなんですけど、あ

と、そういうものから反射で出た結果がこういうことでして、これは、これを解釈すると、

こういう話になります。 

 ということで、ここに枚方断層がちゃんと見えるということと、この田口断層のところ

は先ほど言いましたように並行して調査をされていますから、少し、当然きれいに見えて

いない。この成果では、ここに男山東縁断層帯というのが少しこれは見えるということで、

新たに少し断層帯が見えると。 

 あと、重力との基盤岩でも結構よく合っているということで、こういうところは東落ち

で、少し断層帯として見えているということです。これは北のほうでして、もう少し南の

ほうへ行きますと、大和川のところですね、先ほどのこの辺は大阪湾岸の話なんですけど、

この反射を見ると、ここは上町も当然見えていますけど、こちらに誉田断層というのがは
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っきり見えていまして、ここに東落ちの断層があるということで、傾斜としては東落ちの

逆断層であるというような性格が。 

 そういうことから、我々も、地震本部が長期評価で使っている断層帯を少し長めにとい

いますか、端と端とつなぐんですけど、42kmの東傾斜のものです。しかし、これ地下3km

以西というのは、ちょっとこれは削除するということで、何か変なものが貼りついてしま

って、評価ではそういうことは書いていませんので、すみません、削除していただけたら

と思います。 

 大阪湾断層、これは海の中、大阪湾の中ですけど、これは音波探査をいろいろとやられ

ていまして、これは地震本部からも――北のほうは幾つかの断層帯、ここにありますよう

に、和田岬とか摩耶とかで少し分岐をしていますけど、そういう一番……。最後は、これ

六甲、淡路――六甲のほうでぶち当たるわけですから、単点としては特に問題はないんじ

ゃないかと。南のほうのあれですけど、39kmの長さで、これは西落ちの逆断層ということ

でされています。これは推本の評価でございます。 

 この根拠となったいろいろな音波探査の結果、いろいろと測線を張られていますけど、

幾つか紹介をすると、少し見にくいんですけど、西落ちの逆断層が見えるという構造です

が、これは少しズームアップをしたものですけど、多分、この測線だったと思いますけど、

非常に大阪湾断層の主たるところでございますけど、そういう西落ちの断層が見えるとい

うことと、いろいろと非常に浅いところの話ですから、これが石山ほかで、そういうとこ

ろに西落ちの断層があれば、そういう変形をもたらすというような評価もされてございま

す。 

 それで、最終的には、大阪湾断層、少し長めにとって42kmということで、70°の北西傾

斜を供試的な震源モデルとして使ってございます。 

 あと、大阪湾の中のそれ以外なんですけども、幾つかこの反射、そんなに密度が多くは

ないんですけども、ページ数的に、次のページに少し、これは海上保安庁が昔そういう赤

線を引かれて、この辺にいろいろと陸に直交する方向の少しそういうものが見えると。こ

ういうものはどうなのかということで、これは関空のときにもいろんな調査をされている

ということで、本当は、この図としては、そういうことは、これはこの測線ですから、ち

ょうど関空の今のあの辺りですね。その辺は、当然、これは大阪湾のほうの断層はちゃん

とあるわけですけど、こちらはそういうあまり変形がないということで、今の赤い傷とい

うのは断層じゃないというようなことで言われています。それと、もう一つ、北のほうの
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測線は、もう当然、こういうふうにしていますけども、上のほうには特にないということ

で、大阪湾断層以外にはないということで、大阪湾の中では、我々としては、大阪湾断層

以外にも、そういう検討用地震に考えるような断層ではないというふうに判断をいたして

おります。 

 これも先ほど出てきましたそれの追従するようなデータでございますけども、結論的に

は、先ほど申し上げましたように、将来活動する可能性のある断層帯はないと判断しまし

た。 

 それで、それが敷地周辺の話でございまして、あとは敷地の近傍、敷地に断層がないと

いう話なんですけど、熊取というのは、表層地質からいくとこういうところにございまし

て、ここは少し、凡例が大阪グループと書いています。これはMa、海成粘土のナンバリン

グですけど、少し北のほうに行くと花崗岩が露頭しているということで丘陵地、ずっと南

に行って、南のほうへ行くと当然少し沖積が出てきますね。あと、これは中位段丘ですね。

この辺は高位という非常に古い段丘は残っていないということもあって、中位ぐらい――

中位、低位が分布をしているということで、この後、この辺の敷地近傍の断層帯の活動性、

それを議論するときにも大事なものでございますけど、また後でお話をします。そういう

ところに位置しているということです。 

 ちょっとこれは先ほどの層準の大阪層群の年代感、多分、もう皆さん御存知かと思いま

すけど、Ma。大体、割と火山灰ですね、ピンクが100万年ぐらいで、あと、その下の福田

が160万年というようなことで、大阪層群って、中部・下部というのはこの辺にあって、

我々のところの敷地の大阪層群はほとんど下部ということで、非常に古い年代だと思いま

す。あと低位段丘、ここにあるんですけど、年代感ですね。だから、中位段丘ぐらいが今

の更新世、12～13万年ということで、中位段丘に変位を与えていないということで、この

活断層の認定には一つの大きなキーになる段丘でございます。こういう少し年代感を示し

てございます。 

 あと、敷地のこの辺にそういう断層がないという一つのあれとして、火山灰の深度です

ね。これは福田火山灰で、こちらがピンクですけども、等高線を見ると、少し細かくて申

し訳ないですけど、特にギャップがあって、この辺にその地層を変形させているようなも

のはないということで、特にこういう下に断層を考える必要はないだろうということです。 

 あと、先ほどの例の上町のときの撓曲の話というのは、少し北のほうに行くと、少しこ

ういうようになって、そういうものの関係、ちょっとまだ議論はできていませんけど、少
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し南と違う、少し複雑な環境であるというのが見えます。 

 それで、最近、我々、このそばにある断層帯、成合断層から神於山とか、幾つか古い断

層、これは日本の活断層ではこういう形で出ています。 

 その後、岡田・東郷、近活ですけども、その評価では一応30万年前には活動をしたと。

要するに100万年以上前には当然活動したかもしれませんけど、30万年以後の活動はない

という、岡田・東郷の中でされて、それと、あとデジタルマップですね、デジ活、それで

もこの辺の断層は消えてございます。上町は当然残っていますけども。 

 あと最近、熊本大の岡田先生とか、広島大の中田先生なんかに、この辺の変動地形を読

み取っていただいた。これは文献にもしていただいていますけど、そういうことからいく

と、当然、同じようにそういうものがなくなっています。中央構造線と。ただ、やっぱり

少し例の撓曲はやはり上から見ると見えるということで、ここにある線は、少しだけちょ

っと引かれていますけど、これは地形の判読からの話ですということで、結論から申し上

げますと、この辺にある断層帯は非常に古いということでございます。 

 少しその辺の岡田・東郷で根拠はいろいろと書かれていますので、少しだけ紹介します

と、この中に凡例でいろいろと低位段丘――MとかLとか、中位と低位ですね、先ほど言い

ましたように、高位はこの辺はないということなんですけど。あと、リニアメントとか断

層という、最終的には、この断層、色はちょっと見えにくいですけど、少しパープル色で

書かれています。本当の活断層としては、この上町という、赤で描かれていますけど、そ

ういうすみ分けをされていますけど。そういうことで、最終的にはこういう結論があって、

断層ではないと。非常に、我々のそばの成合断層も露頭が出ていまして、非常に大阪層群

に重畳するような基盤岩が、そういう逆断層的なものは露頭でも見えます。いずれも非常

に古いものであると。 

 ということで、四つを少し分けて、その辺、どういう解釈をされたかということを御紹

介、A～Dまでですけど。 

 Aが成合断層で、ここが原子炉なんですけども、ちょっと薄くなっていますけど、ここ

に大阪体育大学があって、そこが少し露頭していると言いましたのもこの辺でございます。

ｹﾊﾞがありますけど、山側ですね、下が南ですから、山が南にある方向ですけども。とい

うことで、そういうセンスで、あと、こういう①番とか②番という、ないところですね、

こういうところでは、ここのMの中位段丘があって、そこは変位変形を与えていないとい

うことで、そういうことからも、この断層帯が活断層ではないというようなことの議論を
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されています。あと、川ですけども、川の屈曲も、特にこれは当然東西圧縮の場での地震

動とすると、少し走向がこうなっていますから、横ずれ成分が当然出たはずですけども、

そういう意味では、川はあまり屈曲していないということが、そういうことも一つの。た

だ、中位面が変形を与えていないということは、一つの大きなあれですけど。 

 あと、B地点も同じように、神於山ですけども、ここも川が何本かあって、そういうも

のも特に屈曲はないということと、L面、M面ということで、最終的にはそういうところで

変位変形を与えていないというようなことから、岡田・東郷では30万年以降の活動はない

というようなことが言われています。 

 あと、C地点も同じです。C地点のほうは、これは南と北で少し複雑ですけども、そうい

う断層階が見えるというところです。あとは川の話とか、L面、M面ということで、最終的

には変位変形が認められないということが言われています。 

 これが最後のD地点ですけども、九鬼断層と。これも川がまっすぐ。少しL面ぐらいでし

かないんですけど。 

 全体的には、こういう部分的に見ると低位しかないところがあるので、これだけで全体

が30万年以上ということはないんでしょう。その全体の断層群からいくと、岡田・東郷で

は、最終的には30万年以降の活動はないというふうに結論づけられてございます。 

 あと、敷地の中、我々そういう文献だけではなくて、微動でできるところということで、

少し探査をやってございます。これはもう以前からやっている話で、敷地だけではなくて、

これは最終的には大阪平野全体の基盤岩、これは今後地震動を評価するときに、大阪平野

の3次元構造をですね、モデルを使ったりしますので、そういうことで、残念ながら、大

阪もやっぱり北のほうは結構人口集中域で、いろんな調査がされていますけど、南へ行く

とだんだんと希薄になって、これは南海地震の南からの地震波の伝播を考えたときに、や

はり南側の3次元構造も大事だというようなことで、昔から、そういう目的で微動をはか

ったりとか、いろんなことをやっていましたので、それも含めての紹介ですけど、こうい

う単点微動、この辺は先ほどのボーリングもありますし、アレイ微動もやっていますので、

そういうものとチューニングしながらやっているわけですけども、最終的には、基盤岩が

海のほうからずっと――そんなにここにギャップがあって、断層があるという話ではなく

て、コンターを描けばこの程度ですけども、大体、深さも今の1,700mぐらいで、先ほど

VSPで出ていましたけど、そういうものを含めての話ですから、そんなに変なイレギュラ

ーなことはないというようなことを一つの傍証としてお見せしました。 
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 もう一つ、敷地の中ですけども、非常にローカルですけども、単点微動の卓越周期が、

結構、基盤岩、1次ピークが対応するということで、少し狭まりますけど、敷地の中でも

少し調査をやりました。これは原子炉のそばで、これはここで200mあまりのボーリングを

やっていますので、基盤岩がわかっているところですけど、これはリファレンスにできる

ということで、あと直交方向、こっち方向に基盤岩が、大阪の北西方向に基盤岩が傾斜し

ている方向と、それに直交する方向で微動をはかっています。 

 その結果ですけども、H/Vのピークがそういう震動を表すということで、当然、これは

周期と深度とS波、関係しますから、当然、リファレンスとしては、この場所で基盤岩が

出ているということで、深さと周期の関係を少し経験式をつくりまして、それでやります

と、御覧のように傾斜角もこちらのほうに向かって傾斜していますけど、浅いわけですけ

ど、当然、浅いと振動数で言えば高振動数、だんだんと深くなれば、少し低振動数側に行

くということで、それは基盤岩の傾斜とは非常に定性的には非常に合っていると。あと、

直交方向というのは、御覧になりますと、ほとんど変わってございませんので、ある2次

元的に大阪湾のほうに傾斜をしていると。 

 これも、すみません、先ほどは周波数ですけど、これが少し経験式的に深さと周期の関

係で、あと、この場所をリファレンスにしてつくりますと、ここは180mぐらいで花崗岩が

出ますけど、だんだんこっちへ行くと深くなっていってということで、こっちへ行くと浅

くなるということです。この方向はほとんど変わらないということで、ちなみに隣のサイ

ト、隣の事業者なんですけど、ここでも深いボーリングをされて、ここで235mぐらいの基

盤岩が出ていますので、そういう意味では、この評価とはほぼ合っているということで、

この傾斜というのは非常に精度が高いだろうというふうに思います。この辺りは、今後、

地震動をつくるときには、当然関係しますので、また次回以降に詳細には説明をしたいと

思います。これは敷地の中にそういう基盤岩のギャップがないというようなことで、少し

お示ししたものでございます。 

 そういうことで、最終的に我々としては、もうこれは一度お見せしましたけども、研究

炉があって、この四つの活断層帯を一つの今後検討用地震を選ぶときのターゲットにした

ということで、その評価は、先ほど言いましたように、地震本部の評価をもとに、少し大

きめに、長めに設定をしたということと、MTLに対しては、43°という非常に低角な横ず

れ断層ですけど、地質境界が見えるということで、残念ながら、今、我々、MTLのほうも

重点で去年からやっていますけど、なかなか反射を見ても、先ほど見ても、やはり地質境
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界が見えるということで、ここは広角であるという決定的な証拠がなかなか見つからない

ということで、少し今検討はしていますけど、とりあえずは、そういうことを踏まえてモ

デル化、検討用地震の震源モデルを今つくって、今後、地震動評価の御説明をしていきた

いというふうに思ってございます。 

 以上、少し早口であれしましたけども、一応、説明……。あと、最後は文献をつけてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○櫻田チーム長 ありがとうございました。概ね見込みの時間に説明を終えていただいて、

ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りますが、発言をされる方は、所属とお名前を名乗った上で発言す

るようにお願いします。 

 それでは、質問、コメントありますか。 

○吾妻チーム員 チーム員の吾妻と申します。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、本日、御説明いただいた中の2番目に御説明していただきました上町

断層帯について、幾つかコメントをさせていただきたいと思います。 

 活断層の評価は、御存知のとおり長さをどのように評価するかというのが非常に重要な

んですけども、特に上町断層の場合は、南端のほうが敷地のほうにだんだん向かってくる

ような位置関係になってまいります。本日の御説明では、地震本部のほうで用いられてい

る長さですね、位置、長さを採用しているということだったんですけども、一応、この南

端部に関しては、どのような理由でそこまでというふうに判断しているのかというところ

をですね、一応、資料を使って御説明いただきたいなというふうに思うんですけども、そ

ちらのほうはお願いできますでしょうか。 

○京都大学（釜江） 今御指摘いただいたのは、南端というのは、久米田池のここの端部

ということでしょうか。 

 これについては、いろいろと上町に対しては調査がされていまして、だんだんとこっち

に行くと少し変位の量も減ってくると。反射で確実にここでとめられたかどうかというの

は、ちょっと私も、今回の上町重点でも、結構、その辺の議論はされていたと思うんです

けども、変位量とかですね、そういうところで、北に比べれば非常に小さくなるというよ

うなことで、確実にここでとめられる反射があったかどうか、ちょっと調べるところまい

いってございませんので、お時間をいただけたら、少しフォローさせていただきたいと思
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いますけども、これまでの重点のからいくと、この辺りがもう最南端であろうと。当然、

こっちのステップするところ、こちらは別の話としてありますけども、本体に関しては、

我々としても、この辺が一つの末端であろうというふうには思っていますけども、文献調

査ですから、少しフォローをしたいと思います。 

○吾妻チーム員 そちらのほう、まず一つ、1点よろしくお願いします。 

 それから、もう一点、この断層帯につきましては、御説明の中にありましたけど、沿岸

部のところですね、沿岸部の区間について、重点の報告書の中でも記載されているという

ことなんですけども、まず、この沿岸部の断層のエビデンスとして、既に出版されている

断層カタログの中で、今回は引用されていないんですけども、第四紀逆断層アトラスとい

う文献があるんですね。これにつきましては、上町断層帯の位置を図示していたりとか、

どういった解釈をしているのかというところが記載がありまして、ぜひ、そちらのほうも

フォローしていただいて、説明資料の中に含めるようにしてください。 

 今回の説明の中では、重点調査の中のこういうところが示されているというところが、

説明が文字で書かれているんですけども、ちょっとどういったエビデンスに基づいてその

辺を指摘されているのかというところも、あわせてちょっとお示しいただきたいと思いま

すので、次にヒアリングをやるときに、重点の中で説明されている図面とかを使って、こ

の沿岸部の根拠ですよね、そこに書かれている根拠というところをお示しいただきたいと

思います。 

○京都大学（釜江） わかりました。沿岸部については、当然、報告書ではそういうふう

に解釈をしているので、当然、限りなく断層であるという表現ばかりが当然積み上げられ

ているわけですね。それを否定する、そうではないよという解釈も含めて議論しないと、

多分、そちらだけを見ると全てがそういう方向に見えてしまうので、非常に不公平なので、

少し、どこまで解釈できるか、反対のですね、例えば撓曲構造にしても、その成因につい

ては、そこに断層を考えなくても、別なことでもあるかもしれませんし、なかなか、ただ、

その証拠がですね、多分、御存知のように、なかなかこれというものは多分ないとは思う

んですけど、ほとんど解釈の問題ですので。 

 あとは、例えば先ほどあれはしなかったんですけど、こういう地質ですかね、地質学的

にいれば、0時からいくと、これ、ちょうど熊取を通っている、あと、こちらは例のボー

リングがあるそのラインで断面を描かれているわけですけど、そうすると、こちらのほう

には非常に古い断層がありますけど、こちらに行くと、大阪層群がこういう形で堆積して
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いて、当然これは、地質学的には対応させていますので、特に大きなものは、そういう構

造は見えないんですけどもね。片一方、そういうことがあるということと、今のような地

表。だから、地形学的な話と地理学的な話、残念ながら、反射法のデータがちょっとオリ

ジナルに返ってもう一度解釈しないと、ああいう線を引かれてしまうと、何かそこに本当

にあるように見えますけど、ちょっと、その測線も、結構湾岸でとまっていますので、結

構、端っこのほうなので、スタッキングの問題もあって、多分、あれの精度もあれだし、

もう少しグローバルといいますか、いろんな角度から多分見ないと、なかなか……。ただ、

そうしても、本当に白黒つくのかというところがあります。これは最終的にはいろんな先

生方とも相談はしていますけど、上町との関係というよりは、ひょっとしたらMTLとの関

係があるかもしれない。これは先ほど言いましたように非常に上のと違って、少し走向が

斜めになっているということで、重点の中でも横ずれ断層の成分があるというふうにはう

たわれています。そういう意味では、当然、傾斜角も反射線見えないのかもしれませんけ

ど、そうすると、やはりMTLとの関係という、ここでいう大阪平野の南のほうの――大阪

平野と和泉山脈、あの辺の成因といいますか、これは多分MTLの43°の低角の地質構造と

現在の活動、東西圧縮場での活動、そういうものを、やはり編年といいますか、そういう

ものから少し解釈をですね。ただ、それもあくまでも解釈であってというところが当然議

論としてあるわけですけども、そこは少し我々も議論をしていただければと思いますし、

少し御意見もいただきながら、そのために我々データを提供しなきゃいけませんので、あ

る限りのデータをお示しして、議論できたらと思います。よろしくお願いします。 

○吾妻チーム員 チーム員の吾妻です。 

 わかりました。そうしましたら、一方的に重点の結果だけというわけではなくて、広く

沿岸部の断層の検討に関わるような資料をあわせて出していただき、京都大学さんの解釈

ですね、そちらのほうを御説明いただくということでお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○櫻田チーム長 すみません、今のところについて、ちょっと私からも確認したいんです

けど、26ページを出していただけますか。それじゃなくて。多分、ページ番号が一つずれ

ていますね。その次のページ。この文章なんですけれど、右側の列に書いてあるところの

2段落目ですね、「また」以降のところは、どなたの考え方が書かれているのかというの

がちょっとはっきりしないので、右側のところの第1段落は、文科省・京大防災研2013の

論文に書かれているものを要約されているという理解なんですけど、その下のところは、
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どこまでが文献の主張で、どこからが申請者としての主張なんですか。 

○京都大学（釜江） すみません、京大の釜江ですけども、御指摘のように、上は引用し

ていますように、これは報告書をそのまま彼らがここが断層である可能性があるというよ

うなことで書かれた文章でして、我々は、「また」以降は我々の解釈といいますか、一つ

は反射法、大津川の反射法、先ほどお見せしましたけども、そういうところに明瞭な反射

面が見えないとか、そういうところから、こういう重点の中ではこういうことも示唆され

ていますけど、我々としては、それがまだはっきりしていないということで、この場では、

一応、断層としては扱っていませんよという、そういう解釈です。ですから、反射法は当

然重点でやられましたけど、その反射法を見た後ですね、それから浮かび上がってくる震

源断層というのは、湾岸沿いには非常に見えないといいますか、地形ではそういう暗示は

されていますけど、上町のああいう立派な断層の反射面みたいなものは見えないというこ

とで、これだけからここに100％断層があるということは言えないということで、現状は、

そういう判断をしたということでございます。 

○櫻田チーム長 わかりました。そうすると、後段のところは、今回の申請者としての主

張だということですね。 

 今日は、審査会合に提出する説明をしようということなんですけれども、いずれこの議

論が進んでいって、最終的に申請書を少し補足するとかということが必要になると思うん

ですけど、そういうときも当然ですけども、審査に当たって我々が解釈しやすいように、

その辺の引用部分と今回の主張というのは、はっきりわかるように示していただけるとあ

りがたいと思いますので、今後、よろしくお願いします。 

 それから、先ほど吾妻の指摘にもあって、特にこの第一段落のほうの最後のところに、

やっぱり文科省・京大防災研の研究においても、ここの部分は今後詳細な調査とかが必要

だという、そういう結論になっていて、先ほどの御説明の中にも、あるいは御回答の中に

も、やっぱりこれはこれで解釈の問題ということになる可能性もあるなと。解釈と解釈が

ぶつかると、それはどっちが正しいんだという話を詰めていこうとすると、これまでの経

験からいくと、結構延々と時間がかかったりするというところもあって、今回のこの議論

は、真実を追求するということも当然大事ではあるんだけれども、完全に追求し切れない

ときに、原子炉施設の安全性を担保するために、どのようなところまで想定をして、どう

いう対策を講じないといけないのかということを審査基準に照らして審査すると。そうい

う場ですので、ちょっと、確かなことがわからないときにどうするかという議論をしなき
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ゃいけないことになりそうな気もするので、そこは申請者としてもそういう問題を扱って

いるという視点に立って、御主張を裏づけるような技術的データ、あるいは説明というの

を行っていただくようにお願いします。 

○京都大学（釜江） わかりました。京大の釜江ですけども。 

 そういう議論は、もうこれまでもいろいろと我々も拝聴していますし、そういう議論に

なっているということも存じ上げていますので、当然、我々とすれば、まだ今日は、そう

いうデータを、解釈的な話はお示ししていませんので、さらに既存のデータ、それが不確

かであるというようなことでしか今はここでは議論していないんですけども、今後は、そ

れに対する考え方、別な考え方があるよという話はさせていただきたいと思いますけども、

我々としては、やっぱり絶対ということは当然ないので、most probableと、要するに可

能性としてこういう可能性が大事であるという説明はさせていただこうと思っています。

その後は、やはり安全なのか安全でないのか、これは規制側の問題ですから、それ以上の

話は御判断をいただきたいとは思っていますけども、我々としては、やはり科学的に、今、

あの地域で考えられる地質構造としては、most probableとしてはこれだというようなこ

との説明は今後させていただきたいと思います。その後については、やはりこれはどうい

うことをすれば安全なのかということの議論にもなりますので、そこはぜひ規制庁からの

御意見もいただければと思います。 

○櫻田チーム長 ちょっとしつこいようで恐縮なんですけれども、規制としての対応ある

いは考え方というのは当然あるんですが、原子炉施設を設置する者に――今、いわゆる事

業者ですけれども――が原子炉施設の安全性に一義的には責任を負うという立場にいらっ

しゃるわけで、そういう立場として、こういうデータ、あるいは科学的な知見を前にして、

この原子炉施設の安全性を確保するためには何をすればいいかということをお考えいただ

くということも必要なので、そこはそういう意味での御説明をお願いします。そういう趣

旨でございます。 

 それでは、ほかにありますでしょうか。 

 永井さん。 

○永井チーム員 チーム員の永井です。私のほうから、今回の説明の充実と、あと今後の

審査に向けてコメントをさせていただきたいと思います。 

 まずは説明の追加ということでお願いしたいのは、46ページ前後から説明されている近

傍の断層の評価に関してなんですが、岡田・東郷の記載を中心に、この後のページのほう
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で説明をされていますが、元文献、幾つかここにも市原ほかとか岡田ほかと書かれていま

すが、こちらのほうに記載されているような図も示していただいて、もう少し、この辺り

の説明の充実を図っていただいて、30万年以降活動がないということに関して詳細な説明

をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○京都大学（釜江） わかりました。なかなか、活断層の認定といいますか、発生の評価

といいますか、よく、上載層とか、そういうものがなければ、なかなか判断できないとい

う場合もありますし、ここも高位面があれば、もう少し――中位とか低位というところが

あるので、その辺の変位変形から要はあわせてお話をしていますので、ピンポイントに

個々の場所で全てがそういう情報がそろっているわけではございませんので、この領域全

体の話と、あと東西圧縮場での右横ずれではないような話とか、あと、ちょっと今御指摘

いただいた市原ほかとか、そういうのもあわせて、少し御説明は追加はしたいと思います。 

○永井チーム員 ぜひお願いします。どうしても敷地に近いところというのもありますの

で、この辺は慎重に審査をしたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 あともう一つ、今後の審査で関わってくると思いますので、最後のところで説明された

敷地のほうの基盤岩の上面震動のそういった微動アレイの観測結果を示していただいてい

ますが、やはりここは増幅特性とかを議論するのは非常に重要なところだと思いますので、

やはり深度だけではなくて、地震波速度等々も含めて、断面図で示していただくなどして、

わかりやすい形で、こちらは今後、審査の際に提示していただければと思います。こちら

はコメントです。よろしくお願いします。 

○京都大学（釜江） 京大の釜江です。 

 ありがとうございます。少しお話の中でも触れましたけど、今後、この辺の話は、特に

断層の有無というよりは、今後の地震動の計算に、基盤岩の傾斜の話、地層の傾斜、地質

の境界での傾斜ですね、そういうところも、当然、地震動の1次元でいいのか、どうのこ

うのという、計算方法にも関係しますので、この辺は前も少し御指摘いただいていますの

で、当然S波構造との関係ですね、ボーリングでPSはやっていますけども、それ以外の情

報も含めて、その辺は、詳細には当然地震動のところではお話をしたいと思いますので、

今後のヒアリングでお示ししたいと思います。ありがとうございます。 

○櫻田チーム長 よろしいですか。 

○永井チーム員 はい。 

○櫻田チーム長 ほかにありますか。 
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○大浅田チーム員 地震・津波担当の大浅田です。 

 最初に御説明あった中央構造線断層帯でございますが、これは検討用地震として選定さ

れて、最終的には、概要説明のときにありましたように、基準地震動としてSs-1とSs-2、

3、それぞれ応答スペクトルと断層モデルに基づいた手法によって、最終的な基準地震動

として選定されるという観点で、我々も非常にこの断層帯は重要だなというふうに考えて

ございまして、それで、2回目の審査会合の論点提示においても、たしかその地震動評価

に当たっては詳細な説明をお願いしますということをお願いしていたかと思います。そう

いった観点で、今日は、その前提となります中央構造線断層帯について、それの前提とな

る評価のパラメータとかを御提示いただいたんですけれど、特に中央構造線断層帯が載っ

ている7ページですかね、ちょっとそこはページ数がずれているので、次のページかもし

れません、ここで中央構造線断層帯については、当然ながら、地震本部のほうでいろんな

ことがなされておって、左下に書いているような、たしか六つでしたかね、セグメントに

分かれて、中央構造線断層帯として認められると。その中で、今、京都大学さんにおかれ

ては、セグメントの1番と2番について強震動評価をやられているというふうに理解してご

ざいますけど、地震本部でも、やはりこういった六つのセグメントということが示されて

いますので、今後、基準地震動を審査していく上では、そこもやはり重要なポイントと考

えていますので、今やられている基準地震動の評価に当たって、さらにどういった不確か

さみたいなことが考えられるので、どういったことまで考えないといけないのかというこ

とについてとか、あと、先ほど来御説明があったパラメータとして、どういった値をとっ

ていくのかというところも重要かなと考えていますので、今日の中央構造線断層帯の断層

評価としてのパラメータから、最終的に強震動を持っていったときのパラメータについて

どう考えていくのかについて、次回以降の場において詳細に御説明をお願いしたいなと思

います。これは次回会合に向けてのコメントということで、お願いいたします。 

○京都大学（釜江） 京大の釜江ですけども、ありがとうございます。 

 大浅田さんから御指摘あったように、我々のサイトは、今、上町のことも少しはありま

すけども、やっぱり今の低角というか、震源断層の面が非常に近いということになって、

地表断層は少し離れますけど、実際、強震動に影響する断層面としては、非常にこちらが

近いということで、これはもう徹底して、どこまで不確かさを考えるかという、そこはま

だいろいろと議論があると。 

 それと、やはり長大断層ということで、西日本もセグメントに分けて、昔は金剛－和泉
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山脈ということで、強震動予測もやっていますけども、昨今の長大断層、地震本部も今モ

デル化をいろいろと検討しているところでございますけども、既に既往のサイトでは、そ

ういう長大断層を考慮するというようなことも行われていますので、我々としても、地震

動には影響はないとは思いますけども、当然、透明性という意味では、少し、長大断層…

…、なかなか、モデル化の是非、それの善し悪し、非常に議論のあることでございますけ

ども、最新の知見を得て、そういう長大断層の発生も考えたときにでも、特に大きな影響

がないというようなところも少し議論。 

 それと、和泉山脈内縁についても、少し和歌山北断層とか、少し海の中、友ヶ島ですね、

我々も少し長めにはとっていますけど、その辺をもう少し細かく言えば、多分、供試的な

パラメータのほうも少しは考える余地がまだあるのかなという気もしていますし、強震動

生成域の問題、地震発生層の問題、いろいろと近い断層に対しては、これまでも既往の審

査でもいろいろ御指摘いただいているようでございますので、そこらを少しあるいは考え

ながら、透明性あるお答えを出していきたいと思っていますので、ぜひ今後ともよろしく

お願いします。 

○大浅田チーム員 よろしくお願いいたします。 

○櫻田チーム長 ほかにありますか。いいですか。 

（なし） 

○櫻田チーム長 ちょっと最後、私からなんですけど、説明の冒頭に基準地震動の策定フ

ローという図があって、今日は赤く色が変わっているところを中心に御説明いただいたと

いうことで、これから地震動の策定に関する残っているところをどんどん順次審査してい

くということになりますけれど、一番左の枠の中の調査のところですね、文献調査はされ

ているし、また今日、幾つか指摘があったので、さらに深掘りされるということだと思い

ますけど、ボーリングとか微動探査とか、この辺りについて、今実施中のものというのは

あるんでしょうか。 

○京都大学（釜江） ボーリングも、先ほど少しお示ししました基盤岩盤でのボーリング、

それは当然お持ちの話ですけど、今、地盤の安定性、斜面ではなくて、その関係で少しボ

ーリングを追加したり――それは結構浅い、建物の安定性の話ですから、結構浅いところ

ですが、集中的に、そういうところはやっていますけど、もう、ほぼ地震動作成に必要な

2次元構造、3次元が要るかどうか、その辺、我々、観測技術もございますし、今のような

微動の話を少し踏まえて、特に新たにその関係でボーリング、あと微動というのは行って
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ございません。ほとんど我々は終わっ……。これからの議論の中で、当然、必要なところ

はまた追加をしてということはあります。現状は、今、新たにボーリングをしているとい

うことはございません。 

○櫻田チーム長 わかりました。今後の審査のスケジュール感というか、段取りを考える

上で、今後、御主張されるもととなるデータを今とっているところという話になると、デ

ータがとれてからみたいな話になるかなと思ってお聞きしたので。状況はわかりました。 

 こちらからは、本日の指摘、質問等は以上でございますが、京都大学から何かあります

でしょうか。 

○京都大学（釜江） 原子炉の釜江ですけども、今後、基準地震動、先ほど少し活断層の

話でいろいろコメントをいただきましたので、特に上町の話が多かったかなと思うんです

けど、その辺りは、やはり今後我々活断層の評価だけで終わるわけではございませんので、

やっぱり震源断層、その地震動という、当然、そういうトータルな話ですので、できれば

あの上の活断層の問題が、上町の話もそうですけど、多分並行してやっていただけて、少

し断層モデルを、そういうところも含めて少しお話をさせていただきたいし、コメントを

いただきたいと思いますので、できれば地震動のところを、我々、もう既に評価をしてい

ますし、少し追加的にもやったりしてございますので、そういう議論の中で、先ほど吾妻

さんからもいろいろと上町の話をいただきましたので、そういうところの話も並行してや

らせていただけたらと。あれが終わらないと次へ行けないというのではなくて、ぜひ。当

然、そういうものが、新たな知見が出てくれば、当然、フィードバックさせて、地震動の

ほうにも当然反映させていく所存ではございますけども、できればそういう形でやってい

ただけると、非常にありがたいなと思っています。これはこちらからの勝手な要望でござ

いますが、よろしくお願いします。 

○櫻田チーム長 今、御要望がありましたけど、どうですか。 

○小林チーム長補佐 管理官の小林でございます。 

 地質関係なんですけど、確かに今、釜江先生の御専門は地震動ということなんですけど、

少し、京都大学さんとして、地質の方々ですね、そういった方々も含めて少し説明をいた

だきたいと。つまり、今日は、言ってみればさわりみたいなところだけなので、もう少し

深掘りした議論になると、当然、専門家の方のお力が必要だと思いますので、その辺、体

制として少し充実していただければと思いますけど。 

○京都大学（釜江） 京大の釜江ですけど、この場でどこまでをお話しすればいいかわか
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りません。御存知のように、当然、京都大学ですので、理学、防災、いろんな先生方がい

らっしゃいます。当然、我々も、今日も少しいろいろお話ししましたけど、そのバックデ

ータも、そういう先生方の御指導もあってのお話もあるんですけども、そういう意味でも、

一応、我々の体制としては、その先生方にもこういう形で入っていただけるような、こう

いう枠組みは当然つくってございます。 

 たまたま今日は、なかなかピンポイントなものですから合わない。そういう意味でも、

先ほど申し上げましたように、この日という話になったり、要する地震動との関係でとい

う、時間的なフリーダムがあれば、ぜひ、こういう場でも、今の吾妻さんの質問なんかに

どこまで答えられて、どういう議論ができるかというのは、それもいろいろと相談はさせ

ていただいていますけども、やはり先ほどのmost probableの話であって、これは絶対

100％こうだとは当然言えないわけですから、そういう議論だけはできるというようなこ

とで、一応、お願いといいますか、枠組みはつくってございますので、ぜひ、その時間を

合わせて、先ほど申し上げましたようにやっぱり地震動と絡めて、やはりそういう場でも

お話をできたらと思っていますので、ぜひ、前向きに考えてございますので、よろしくお

願いします。日程調整で少し御迷惑をおかけするかもしれませんけど、ぜひ、その辺も御

配慮いただけたらと思います。 

○櫻田チーム長 それでは、本日の議事はこれで終了したいと思います。 

 京都大学原子炉実験所研究用原子炉の地震・津波関係――津波はないのかな――審査に

ついては、引き続きいろいろと詰めていくところはございますし、また準備してお出しい

ただくようなものもございますので、対応をお願いしたいと思います。 

 また今、双方から話がありましたように、審査会合もできるだけ効率的に論点を詰めて

いくということをしていきたいと思っていますが、そのためには、事前の準備とか、そこ

で議論をするために必要な知見を有する人が実際に議論をするということが大事ですので、

その辺りも、実効的な審査会合を運営するという観点でも、しっかりと準備をして、双方

対応していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、事務局から連絡をお願いします。 

○小林チーム長補佐 地震等に関する次回の会合でございますけど、ヒアリングの状況を

踏まえながら設定させていただきたいというふうに思います。 

 事務局からは以上です。 

○櫻田チーム長 以上をもちまして、第43回の核燃料施設等新規制基準適合性に係る審査
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会合を終了いたします。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合  

第44回 議事録 

 

１．日時  

 平成２７年１月３０日（金）１３：３０～１７：１４ 

 

２．場所  

 原子力規制委員会 １３階  会議室Ｃ 

 

３．出席者  

原子力規制庁  

 大村 哲臣  原子力規制部 新基準適合性審査チーム  チーム長代理  

 黒村 晋三  原子力規制部 新基準適合性審査チーム  チーム長補佐  

 杉山 和幸  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 島村 邦夫  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 桝見 亮司  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 中島 智   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 木村 仁   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 石島 清見  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 小原 薫   原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        安全規制調整官  

 横山 邦彦  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        品質管理専門官  

 岡村 潔   原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        統括原子力施設検査官  

 楠見 好章  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        統括原子力施設検査官  

 芝山 隆   原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        統括原子力施設検査官  

 安達 泰之  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 
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        品質管理専門職 

 酒井 友宏  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        主任技術研究調査官  

 藤岡 一治  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        技術研究調査官  

 金子 順一  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        技術研究調査官  

 山本 徹   技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        技術参与  

 林田 芳久  技術基盤グループ  安全技術管理官(シビアアクシデント担当 )付 

        主任技術研究調査官  

 鈴木 ちひろ 技術基盤グループ  安全技術管理官(シビアアクシデント担当 )付 

        技術研究調査官  

 市川 竜平  技術基盤グループ  安全技術管理官(シビアアクシデント担当 )付 

        技術研究調査官  

国立大学法人京都大学  

 中島 健   京都大学原子炉実験所  教授 

 釜江 克宏  京都大学原子炉実験所  教授 

 山本 俊弘  京都大学原子炉実験所  准教授 

 福谷 哲   京都大学原子炉実験所  准教授 

 堀 順一   京都大学原子炉実験所  助教 

 藤原 靖幸  京都大学原子炉実験所  技術職員  

独立行政法人日本原子力研究開発機構  

  

 鳥居 義也  研究炉加速器管理部 次長 

 永冨 英記  研究炉加速器管理部 JRR-3 管理課技術主幹  

 荒木 正明  研究炉加速器管理部 JRR-3 管理課技術副主幹 

 大河原 正美 保安管理部  施設安全課 技術主幹  

沢  和弘  高温工学試験研究炉部 次長 

 近藤 雅明  高温工学試験研究炉部  HTTR 運転管理課 課長 
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 篠崎 正幸  高温工学試験研究炉部  HTTR 計画課 課長 

 茂木 利広  高温工学試験研究炉部  HTTR 運転管理課 技術副主幹 

 清水 厚志  高温工学試験研究炉部  HTTR 運転管理課 主査 

 福島 学   安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室主査  

 古澤 孝之  安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室主査  

 

４．議題  

 （１）京都大学の試験研究用等原子炉施設（ＫＵＲ）の新規制基準に対する適合性につ  

    いて 

 （２）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設（ＪＲＲ－３）の新規制基準  

    に対する適合性について  

 （３）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設（ＨＴＴＲ）の新規制基準に  

    対する適合性について  

 

５．配付資料  

 資料１－１ 京都大学研究用原子炉施設  

       耐震重要度分類について  

       （京都大学）  

 資料１－２ 京都大学研究用原子炉施設  

       安全上の機能別分類へのコメント対応  

       （京都大学）  

 参考資料１  国立大学法人京都大学 京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ）  

       論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く）  

       （京都大学）  

 資料２   ＪＲＲ－３「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準 

       に関する規則」への適合性［第13条］ 

       （日本原子力研究開発機構）  

 参考資料２  独立行政法人日本原子力研究開発機構ＪＲＲ－３論点管理表  

       （地盤・地震・津波・火山を除く）  

       （日本原子力研究開発機構）  
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 資料３   ＨＴＴＲ（高温工学試験研究炉）原子炉施設の安全上の重要度分類につい  

       て 

       （日本原子力研究開発機構）  

 

６．議事録  

○大村チーム長代理 それでは、定刻になりましたので、第 44回核燃料施設等の新規制基

準適合性に係る審査会合を始めたいと思います。  

 それでは、早速ですけれども、本日の議題に入りますが、本日の議題は 3点ございます。

まず、議題の (1)と(2)につきましては、それぞれ京都大学 (KUR)、それから日本原子力研

究開発機構の (JRR-3)につきまして、前回の審査会合に引き続いて審査を行ってまいると

いうことであります。それから、議題の (3)につきましては、日本原子力研究開発機構の

(HTTR)、これまでの審査会合で、事業者から施設に係る概要の説明を受けまして、規制庁

から主要な論点の提示を行ったというところですので、今回から各論の審査を進めてまい

るということになります。  

 それでは、議題の(1)京都大学(KUR)でございますが、説明をお願いしたいと思いますが、

今日は資料を 2種類用意をいただいているということで、ちょっと分けて、まずは資料の

1-1から、説明をお願いいたします。  

○京都大学（中島教授） それでは、京都大学の中島でございます。  

 資料1-1京都大学研究用原子炉施設耐震重要度分類について、説明させていただきます。  

 こちら、表題のとおりでございますが、めくりまして1ページのところ、耐震重要度分

類の基本方針でございますが、こちらは、基本的には、いわゆる設置許可基準でございま

すけれども、これの4条への適用を図るために耐震重要度を分類するということで、四角

く囲んであるところに第 4条の文言をそのまま貼りつけてございます。  

 これを受けまして、 1.1耐震重要度分類の考え方として、ここに示しますような Sクラス、

Bクラス、Cクラス、この施設に分類するということでございまして、それぞれの地震によ

って生ずるおそれがある安全機能の喪失、及びそれに起因する放射線による公衆への影響

の程度に応じて、こういった分類を行うということでございます。  

 このSクラス、Bクラス、Cクラスの文言は、設置許可基準解釈に記載、あるいは、私ど

もの申請書の中にも添付書類 8の中で記載したとおりでございまして、 Sクラスにつきまし

ては、この機能喪失によりまして周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えるおそれがある
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ということでございまして、その判断基準といたしましては、発生事故当たり5mSvを超え

るもので、Bクラスは、安全機能を喪失した場合の影響が Sクラスに比べては小さいものと

いうこと、 Cクラスは、一般産業施設並みの安全性が要求されるということでございます。  

 2ページ目に行きまして、このようなS、B、Cの分類をどういった手順で行うかというと

ころ、こちらは1.2のところに示されてございますけれども、こちらも、いわゆる設置許

可基準の解釈の「別記1 試験研究用等原子炉施設に係る耐震重要度分類の考え方」とい

うのがございまして、これを参考といたしまして耐震の分類を定めるということでござい

ます。 

 まず最初に、原子炉施設全体として、 Sクラスを有するものかどうかというところの判

断を行う。それに応じて、今度は個別の機器について S、あるいはそれがBでいいのかとい

ったような判断を行うという流れになってございます。  

 で、この流れは、3ページの図1に示されているとおりでございますけれども、まずは、

全体として全ての安全機能、いわゆる停止、冷却、閉じ込めの機能を喪失した場合にどの

ような状況になるかということで公衆の被ばく線量を評価いたしまして、これが 5mSvを超

えるときには Sが必要な原子炉施設となるということでございます。 5mSvを超えない場合

でも、影響が十分に小さいとみなせない場合は、 Bクラスとすると。 

 これは次のところで説明しますけれども、ここでの評価、我々のところでは平成 19年に

実施いたしました耐震安全性評価の際に、いわゆるバックチェックですけれども、文部科

学省へ提出した資料に基づいて、この判断を行いました。  

 それを受けまして、今度は個別の機器の分類につきましては図2の手順へと、その4ペー

ジ目になりますけれども、したがいまして、まずSクラスがもし必要であると、実際、今

既に必要になっているわけですけれども、判定した原子炉施設において、安全機能を有す

る個別の機器等について、停止、冷却、閉じ込め機能のそれぞれの喪失を勘案した想定を

行うと。  

 具体的には、この図 2に書いてあるとおりでございますが、まず初めに停止機能が維持

されたのみでどうなっていくと。それに対して、冷却機能が一部維持された場合はどうな

るか。それでだめな場合は、閉じ込め機能が一部維持された場合といったような流れでの

検討を行います。もともとのこの設置許可基準解釈の別記 1では、これをやった後、今度

は順番を変えて、停止機能維持の後に閉じ込め機能一部維持、冷却機能一部維持といった

流れについてもやりなさいということでございますが、このように実際にやる上では、冷
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却機能一部維持のところで、もう既に被ばくを及ぼすおそれがないと判断できた場合に、

閉じ込め機能は全く期待しなくてもいいという判断の場合は、そこまでで検討を終了して、

これでSクラスの機器が選定できるというふうに考えてございます。もし、閉じ込め機能

の一部維持が必要な場合は、先ほど言いましたような順番を変えたものについてもやると

いうことにしております。これは Sの場合ですけど、Bクラスも同様であるということでご

ざいます。  

 ちょっと2ページに戻りまして、これらをやるに当たって、まず、ちょっと特に重要と

考えられる、特に被ばくの影響が大きいと考えられる可能性のあるものの設備等をピック

アップしてございます。 2ページの下のところの黒中点で書いているところでございます

が、当然ながら、具体的には炉心の中の燃料要素でございます。それから、燃料貯蔵設備

の中における燃料要素。具体的には炉心タンク内燃料貯蔵用ラック、それから使用済燃料

プール室のプールと、そこに設置されている燃料貯蔵用ラック、それから使用済燃料室プ

ールと、そこに設置されている燃料貯蔵用ラック、これらに入っている燃料要素という意

味でございますが、それから液体放射性廃棄物を内蔵しております放射性物質の処理・貯

蔵設備。その具体的なものとしては、中放射性廃液貯留槽、弱放射性廃液貯留槽、それか

ら放射性廃水の排水管でございます。  

 あと、安全機能としては、タンク車のタンクというのもございますが、これはちょっと

耐震設計の対象外と考えてございます。それから、トリチウムを含有しております重水タ

ンク。これ、重水タンクとして書いておりますが、これに関連する配管等も含めてという

ことになります。こういったものをまずは着目してやっておりまして、それ以外のところ

は、ちょっと後のほうで個別に見ております。  

 そういった方針で、じゃあ具体的に KURについて、まずは原子炉施設として Sクラスが必

要かどうかという判断を行いました。それが 5ページに記載のところの 2.施設の耐震クラ

スの中の2.1原子炉施設としての分類の検討（全ての安全機能喪失時の評価）ということ

でございます。ここで、冒頭に申しましたように、いわゆる耐震バックチェックのときに

文部科学省さんへ提出いたしました資料でございますが、ちょっと読みますと、文部科学

省による指示文書『「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う既設試

験研究用原子炉施設の耐震安全性の評価の実施について』（平成 18年12月21日付）でござ

いますが、これに従い、京都大学原子炉実験所より提出いたしました資料「 KUR施設の耐

震安全性評価対象設備・機器等の選定結果の詳細説明資料」（平成 19年12月14日付）、こ
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の資料の中では、原子炉施設としての Sクラス対象設備・機器等の検討の判断を、先ほど

引用しました設置許可基準解釈の「別記 1 試験研究用等原子炉施設に係る耐震重要度分

類の考え方」と同等の方針により実施しているということでございまして、もうその結果

をそのまま引用させていただいております。  

 その結果によりますと、原子炉の KURの炉心におきましては、停止機能の一部のみが維

持される場合では、停止はできたとしても、後の冷却ができない場合には炉心燃料の崩壊

熱除去が不十分となり、燃料が損傷し、公衆の被ばく線量は 5mSvを上回るということでご

ざいまして、停止させてもだめだということでございますので、このことから KURはSクラ

ス対象設備・機器等の検討が必要な試験研究用等原子炉施設として分類されるということ

でありまして、まず、施設としては Sが必要な施設になるということで、ここで確認した

ということでございます。  

 これを受けまして、今度は個別の設備機器が Sなのか、Bなのか、あるいはCでいいのか

というところを検討するということで、それが5ページ目の2.2以下でございまして、ちょ

っと個別に読む前に、まず、どんな項目をやっているかということで、 1)が炉心内の燃料、

先ほど挙げた項目を出しているわけですけれども、炉心内の燃料について。  

 それから、めくりまして6ページの真上の方ですけれども、 2)炉心タンク内燃料貯蔵用

ラック及び使用済燃料プール室プール内の燃料、ここは比較的冷却期間が短い燃料、まだ

ホットな燃料が貯蔵されるということで、この二つは条件がほぼ一緒ですので、一緒に検

討しております。  

 それから、 7ページの下のほうですけれども、使用済燃料室プール内の燃料、これは、

ちょっと冷却期間が長い燃料を貯蔵するということで、先ほどの貯蔵設備とは分けてござ

います。  

 それから、 9ページ目に行きまして、4)放射性廃棄物処理・貯蔵設備中の液体放射性廃

棄物の検討、それから最後というか、先ほど挙げたものとしては最後ですが、 9ページの

一番下、ちょっと項目だけが改行されずに残ってしまいましたけれども、重水タンク中の

トリチウムということでございます。  

 当然、これ以外にも安全施設はございますので、そこについては 10ページ以降の3.とい

う項目、その他の施設の耐震クラスの検討というところで個別に検討しているということ

でございます。ちょっと全体の流れとしてはそういうふうになっていると。  

 5ページに戻ります。まず、炉心内の燃料でございます。先ほどの図 2の考え方で、停止
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が維持されて、それ以外が維持されない場合ということは①でございまして、停止機能以

外の安全機能喪失における評価で、この上のところの 2.1に述べたように、先ほどもちょ

っと、もう同じことの繰り返しになりますけれども、耐震バックチェックの際の検討の結

果では、とにかく停止機能の一部のみが維持されていても、公衆の被ばく線量は 5mSvを上

回るということで、とにかく冷却機能の維持を考えなくてはいけないということでござい

ます。 

 それで②のほうへ行きまして、冷却機能が一部維持された場合の評価というのを行って

おります。これは、今回、提出いたしました設置変更申請書の添付書類 10に、今回新たに

10-4-3ということで、多量の放射性物質を放出する事故の評価、いわゆるBeyond-DBA評価

でございますが、行っております。この中の (１)商用電源喪失と崩壊熱除去機能喪失の同

時発生というのを考えてみました。これは、じゃあ何が維持されているかというと、冷却

機能のうちの、燃料の冠水維持機能だけが維持されているということでございます。  

 こうした場合、停止ができて冠水だけが維持できても、あと、冷却ができないといった

ような場合におきまして評価を、この添付書類 10の中で行っておりますが、その評価結果

によりますと、燃料芯材最高温度は約 142℃ということでございまして、燃料要素の損傷

はなく、放射性物質の放出は起こらないという判断になってございます。  

 これからいくと、この先の停止・閉じ込め維持というのは、もうそこで不要になるとい

うことでございますので、③のほうの個別の設備機器の選定ということで、以上より、停

止機能と冷却機能のうちの炉心タンクの冠水維持機能が Sクラスとすべき機能となるとい

うふうに判断いたしました。  

 具体的な機器設備等は、この下に書いてあるとおりでございまして、まず、炉心及び冠

水維持機能を構成する機器等ということで、生体遮蔽、これは炉心タンクと一体の構造に

なっているものでございます。それから燃料要素そのもの、炉心支持構造物、炉心タンク

の直下にあります炉心直下の1次冷却水配管、放射孔、照射孔及び計測孔という炉心タン

クの中にビーム孔が幾つかありますが、そこのうちの炉心タンクの冠水維持に係る部分の

領域、この部分がSクラスになる。それから、原子炉のいわゆる停止ですけれども、緊急

停止及び未臨界維持のための機器等ということで、制御棒、制御棒案内管、制御棒取付金

物といったものがSクラスになるというふうになります。  

 次、2番目が、今度は貯蔵設備のうちの炉心タンク内燃料貯蔵用ラックと使用済燃料プ

ール室プールということでございますが、燃料貯蔵設備のほうでは、先ほどのフローでい
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きますと、本来、停止機能の維持を考えて、それから冷却の一部維持ということになって

おりますが、もともとこの停止という機能は有しておりません。ちょっとこれをどう考え

るかというところはありましたけれども、我々としては、この燃料貯蔵用ラックを用いて、

燃料要素の配列を制限することによって未臨界を維持する機能を有している、これは未臨

界維持機能とここでは呼んでおりますけれども。ここの評価の中では、この停止機能を未

臨界維持機能と読みかえて評価しましょうと。  

 ただし、臨界になるのは、プールの中に水が入っている状態であると。水が入っていれ

ば冷却は維持されると、プールはもともと自然循環で冷却しておりますので、冷却機能は

維持されるということですので、未臨界維持機能の喪失は冷却材がない状態では原理的に

は発生しないと、冷却材なしでは臨界となり得ないということから、未臨界維持機能の喪

失と冷却機能の喪失、これの同時発生を想定する必要はないというふうに考えまして、以

下のようなフローで評価することといたしました。  

 まず、①、②というのが一つの組み合わせでございまして、最初に未臨界維持機能以外

の安全機能喪失において評価して、それに加えて、冷却機能が一部機能できたらどうなる

かと。それから、今度はスタートポイントが③として、冷却機能以外の安全機能の喪失。

それに対して閉じ込め機能が一部機能維持されたらどうなるかと。これらの評価をもとに、

最後、⑤で個別の設備・機器の選定を行うということでございます。ちょっとわかりにく

いかもしれませんが、そういったフローでやってございます。  

 このフローに従いまして、まず①未臨界維持機能以外の安全機能喪失における評価でご

ざいますが、炉心タンク内の内、燃料貯蔵用ラック、それから、使用済燃料プール室のプ

ールは、いずれも2日間以上冷却後の燃料要素が貯蔵されるということでございますが、

こういった状態が、まだ、ややホットな状態でございまして、未臨界維持機能が維持され

ていても、冷却機能と閉じ込め機能が、これらの機能が喪失した場合は、燃料要素の温度

が燃料被覆材の溶融温度を超えて、燃料要素内部に蓄積した放射性物質、いわゆる FPが環

境中に放出される可能性があるということでございます。  

 ちょっとその評価の事例といたしまして、ここでは実際の、既に提出いたしました申請

書の添付書類 10の「10-3-6使用済燃料の機械的破損」というのをやってございまして、そ

の被ばく線量を参考として、ちょっと検討しました。この添 10の事故評価の中では、使用

済燃料プール室プールに貯蔵された燃料要素 1体の機械的破損によって、 1体の中には燃料

板が18枚ございますけれども、そのうちの 1枚の中に含まれるFP、核分裂生成物の、さら
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にその中の10％が水中に放出されるという評価をしております。希ガスはそのまま出るん

ですけれども、ヨウ素はプールの中の水で500分の1に除染されるという、そういう想定で

事故評価をやっておりますが、そういった、かなりの想定でございましても、公衆の被ば

く線量というのは0.5mSv程度になりまして、このうちのよう素がほとんどを占めるといっ

た状況でございます。  

 こういった状況の中でプール水の喪失、炉心タンクの水の喪失でもいいんですけれども、

喪失すると、当然、水によるよう素の除去という、除染というのは期待できない。あるい

は、燃料板が今1枚ですけれども、これが10枚になってしまった場合は、もうそれで 1桁ふ

えるといったことで、 5mSvを上回るであろうということでありますので、炉心タンク内の

燃料貯蔵用ラック、それから使用済燃料プール室プール内の燃料についてはSクラスが必

要というふうに判断いたしました。  

 では、それに対して、どこまでの機能維持が必要かということで、②では、冷却機能一

部機能維持における評価ということでございます。 KURの燃料貯蔵は、先ほど申しました

ように、いずれも冷却水の自然循環で冷却を行っておりますので、この冷却機能の一部維

持というのは、基本的には冠水が維持できればいいということでございます。そうすると、

これは十分に冷却できて放射性物質の放出は起こらないということになります。それが一

つのフローでございます。  

 今度は、冷却機能だけが維持されて、それ以外の安全機能が喪失した場合はどうなるか

というのをもう一つのフローとして考えてみる。冷却機能が維持された状態で、今度は未

臨界維持の機能と閉じ込め機能というのが喪失された場合はどうなるかということでござ

いますが、未臨界維持機能はラックで形状制限しているわけですけれども、それが壊れた

場合に、場合によっては臨界事故が発生して、それの規模によっては燃料が損傷し、放射

性物質の放出というのも可能性としては考えられるということでございますが、「しか

し」と書いてございますけれども、まず、 KURの燃料が臨界になるための最小臨界燃料試

料としては、今ちょっとラックの中に入っているんですけれども、ラックといった構造材

による中性子吸収も無視した保守的な想定を行っても、新燃料は約 14体以上集まらないと

臨界に当たらないと。地震による燃料ラック等の変形によって 14体以上が適切な配列で臨

界となることはちょっと想定し難いと。具体的には、この例えば「以下のとおり」と書い

てございますが、燃料炉心タンク内の燃料貯蔵用ラックというのは、燃料タンクの内壁で

すね、円筒形の燃料タンクの内壁に沿って、燃料要素を一列リング状に貯蔵する設備でご
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ざいまして、それが変形したとしても、燃料要素 14体以上が1カ所に集中して、適切な配

列で集合するというような状況というのは、ちょっと想定し難いということでございます。  

 それから、もう一つのほうの使用済燃料プール室のプールという貯蔵設備というのは、

プール底面のピットの中に、燃料要素を 2列に配列するような仕切りの板を入れたような

形になってございます。ラックが変形しても、プール自体が変形しない限りは、この 14体

以上の燃料要素が適切な配列で集合するということは想定し難い。ちょっと後でしますけ

れども、プール自体を Sという評価をやる予定でございますが、そういったことから、こ

れら設備では、燃料貯蔵ラックの変形による未臨界維持機能の喪失は想定し難く、燃料要

素の損傷や放射性物質の放出は起こらないと言えるというふうに判断いたしました。  

 そこで判断したので、次の④の閉じ込め機能一部機能維持における評価というのは、も

う放出、その前の段階で不要という、放出が起こらないということで不要としております。  

 これらの検討の結果、⑤で個別の設備・機器の選定といたしまして、冷却機能のうちの

炉心あるいはプールの冠水維持機能がSクラスとなればよいというふうに判断いたしまし

て、炉心の部分は、先ほど、冒頭の 1)の炉心のところで説明したとおりでございます。プ

ールにつきましては、冠水機能ということで、使用済燃料プール室のプールそのもの、そ

れからプールに接続している、プールの一部ですけれども、燃料輸送溝、キャナルと呼ん

でおります。  

 これだけでいいかということなんですが、なお書きがございまして、未臨界維持機能に

係る設備である燃料貯蔵用ラックにつきましては、この評価によれば Cクラスでもよいと

考えますけれども、やっぱり、ちょっと原子力をやっている上で、臨界量以上の燃料を扱

う設備ということで、潜在的なポテンシャルとしての臨界事故の発生防止という観点から、

我々はこれをBクラスと考えましょうということにいたしました。  

 それで7ページ下でございますが、使用済燃料室プール内の燃料ということでございま

して、これは基本的には同じような流れでいきますが。まず、未臨界維持機能以外の安全

機能喪失では、冷却の喪失がございますけれども、ここには 40日以上冷却した後の燃料要

素が貯蔵されておりまして、冷却機能と閉じ込めが喪失した場合でも、 40日以上冷却した

燃料要素というのは温度上昇がわずかでございまして、損傷には至らないということで、

放出はないという判断でございます。  

 ②の、それを受けての冷却機能維持というのも、上で放出がないので評価は不要と。  

 それから、③のところで、今度は冷却機能以外の安全機能の喪失でございまして、水は
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あるけれども、未臨界維持と閉じ込めが喪失した場合は、先ほどと似ているんですけれど

も、臨界事故が発生する可能性があるということでございます。  

 先ほど述べましたけれども、まず、 14体以上の新燃料が、ラックがないような状態でも

14体以上必要であるということで、そもそも、その臨界となること自体が、この場合でも

想定はし難いでしょうと。ただ、万が一、臨界となった場合でも、もともと臨界になるこ

と自体が想定し難い状態で臨界となったとしても、それをさらに超えて大きな過剰反応度

が入るようなことはさらに想定し難いのではないかということでございます。ここ、ちょ

っとどう表現しようか迷ったところですが、臨界が起きないと言っちゃってもいいんです

けれども、このような場合、例えば、臨界になったとしても、入る反応度はそんなに大き

くはならないだろうということで、その部分であれば、燃料板の温度上昇、それから燃料

要素内の水であります減速材の温度上昇、あるいは一部の沸騰によるボイド発生により生

じる負の反応度効果によって出力は十分に抑制されるものと考えられるということでござ

います。  

 想定し難いとはいいつつも、万一の想定をしたとしても、減速材である燃料要素の水温

というのは高々沸点に留まることになりまして、燃料要素の健全性が問題となる温度、具

体的に、例えば運転時の異常な過渡変化の判断基準である燃料最高温度 400℃といったこ

とに達する恐れはないと判断いたしました。したがいまして、未臨界維持機能が喪失した

場合でも、燃料要素は損傷することはなく、放射性物質の放出は起こらないというふうに

考えてございます。  

 閉じ込めの機能維持というのは、上でもう放出がないと判断できますので、この評価は

不要であるということで、個別の設備・機器の選定では、以上より、使用済燃料室プール

に関しましては、クラスS及びBとすべき施設は、上の評価結果ではないということになる

わけですけれども、しかしながら、例えばプール水喪失時には、外部公衆への影響はない

んですけれども、例えば、従事者の被ばく防護といった観点から、やはり何らかのものは

要るべきかと判断いたしまして、プールについてはBクラス、それから、やはり未臨界維

持機能につきましても、臨界事故発生防止というのが原子力にとっては重要であるという

観点から、Bクラスというふうに選定いたしました。  

 ちょっと長くなりましたけれども、それで、あとは放射性廃棄物処理・貯蔵の液体のほ

うでございますが、これも同様なんですけれども、今度は、臨界という可能性もありませ

んので、停止と冷却だけを考えればよいということで、こちらに書いてあるように、冷却
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も不要ということですので、閉じ込め機能だけがあるということなので、閉じ込めがなく

なったときにどうなるかということを考えると。  

 9ページの①でございますけれども、基本的に閉じ込めがなくなっても、外に出てくる

ようなものというのはなかなか想定しがたいということで、具体的に、液体廃棄物として

考えられるものとしてはトリチウムのみではないかということでございます。液体放射性

廃棄物中のトリチウムというのは高々100Bq/cm3、まあ数十程度でございます。これは、

後で出てくる事故評価、重水タンクの中にはトリチウムが 1×107Bq/cm3程度入っておりま

して、それに比べたら 10万分の1以下になると。万が一、この最大濃度として想定される

100Bq/cm3のトリチウムを含んだ廃棄物の、放射性廃水が放出されて、40m3全部集めたと

しても、そのトリチウム量というのは1010Bq以下であると。重水タンクのトリチウムは

1013の大体1000分の1となると。  

 そのことから考えますと、重水の異常な漏洩の事故評価、これは後で出てきますけれど

も、それの3桁以上は下がるでしょうということでございまして、公衆への影響、数μ Sv

程度であるということで、十分に小さいと考えられるということでございまして、これか

らいくと、 S、 Bのクラスは不要となって、②のところですけれども、 Cとなるわけですが、

ただ、この貯留槽40m3、20m3といったような貯蔵容量が大きくて、漏洩時の施設管理の影

響が大きいことから、我々としては Bクラスと考えたと。ただし、放射性廃水の排水管は、

この評価のそのままで Cクラスでよしとしております。  

 5番が、重水タンクのトリチウムの漏出の場合でございますけれども、これは、ちょっ

と先ほど申しましたように、①のところで閉じ込めだけが安全機能でございますので、そ

れの喪失を考えると。これは、実際に添付書類 10の中での重水の異常な漏えいと事故評価

を実際にやっておりまして、全量が瞬時に放出して、その中に含まれるトリチウム全量が

地上放出されるということをやっております。そういった場合でも、トリチウムの吸入に

よる内部被ばくの換算した実効線量というのは 1.8mSvでございまして、こういったかなり

過酷な評価でも5mSvを上回ることはないということで、 Sは不要でしょうと。ただし、ト

ルエン、放射線影響があるということで、これは Bクラスということを考えてございます。

ということで重水タンク、これは閉じ込めに係る配管とか、そのドレンタンクを含んだも

のをBクラスとすると。 

 こういうことで、3.その他のところでございますが、それ以外のところでは損傷による

影響というのがなかなか想定し難くて、今までの流れでいくと Cクラスになりますけれど
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も、KURの特徴を踏まえて、停止と冷却というのを優先的にやらなくちゃいけないという

ことで、これらの機能を維持する上で重要な機器等は、 Bクラスとしますというような方

針でございます。  

 それから、放射性物質を内蔵する機器等、それから異常事象への対応時にプラント状態

を監視・計測する上で重要な機器等、さらに、異常事象への対応時に閉じ込め機能を維持

する上で重要な機器等についても、 Bクラスとするということで。 

 具体的なものが10ページの3.1から先に書いてございますが、まず 3.1冷却機能維持のた

めの機器等ということで、ここでは、 1次冷却系の設備と 2次冷却設備、それからサブパイ

ルルーム漏えい水汲み上げ設備、使用済燃料プール水の汲み上げ設備、高架水槽給水設備

といったものでございます。  

 まず、1次冷却系は炉心を直接冷却する 1次冷却水を内蔵しており、冷却機能を維持する

上で重要であると判断いたしまして Bと、そういう観点からはBといたしますと。2次のほ

うは、1次冷却系水を冷却するための設備でございまして、この機能喪失によって 1次系に

損傷とか、あるいは燃料の損傷を引き起こすものではないということで、Cとしてござい

ます。それから、サブパイルルーム漏えい水汲み上げ設備は、いわゆる LOCA、冷却材喪失

時の炉心への非常用給水系で、設計基準事故においても作動を期待している重要な設備と

いうことで、これはBといたします。  

 同じような非常用給水設備としての使用済燃料プール水汲み上げ設備、高架水槽の給水

設備、これらはサブパイルルーム漏えい水汲み上げ設備のバックアップとしての位置づけ

であることから、Cとするということで、具体的には、これらについての設計基準事故に

おける作動というのは期待しておりませんということでございます。  

 それから、放射性物質を内蔵する機器等で、ここで今まで出なかったものとして、固形

廃棄物倉庫がございます。これは、現在、設置されている第 1、それから、これから新設

する第2というのがございますが、今、我々の考えといたしましては、第 2のほうに線量率

の高いものを入れて、第 1のほうは線量率の低い廃棄物を入れるということでございます。

第2のほうと、第1は、そういうふうにちょっと重みづけをしております。どちらも損傷し

ても敷地外に放射性物質の放出というのは余り考えられない、わずかであって、放射線影

響という意味では大丈夫でしょうと考えておりますけれども、第 2のほうは、やっぱり線

量率の高い固形廃棄物を収納するということで、作業者の過度の被ばく防止等の観点から、

Bとする。第1のほうは線量が低いということで、 Cでよしとしております。  
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 それから3.3監視・計測のための機器等といたしまして、放射線監視盤、これは制御室

に設置されているもの、それから核計装盤、プロセス計装盤。これら設備は、異常発生時

のプラント状態の監視、従事者の放射線防護のために重要ということで、 Bクラス。  

 それから、3.4閉じ込め機能維持のための機器等ということでございまして、これらは

幾つかありますけれども、異常時に対応する設備を基本的には Bというふうに考えてござ

います。それの中としては、非常用排気設備、これは異常事象が発生した場合の放射性物

質放出低減のための重要な設備であることから、Bとすると。ただ、これを機能させるた

めには炉室の排気系を水封ということで水で封じる必要がありまして、当然、それに関連

した設備も含めての非常用排気設備というふうにここで定義させていただきます。  

 それからスタック、煙道、スタックにつながる排気ダクトの最後のつなぎ口でございま

すけれども、こちらにつきましても、異常事象が発生した場合に非常用排気設備と合わせ

て、敷地境界における被ばく線量を低減するためのものであると。これがなくても、事故

評価とか地上放出とかでもやっておりますけれども、やはり公衆被ばくを十分に低減する

という精神にのっとりまして、重要性を考慮し、 Bクラスとしております。  

 それから原子炉建屋、これも異常事象が発生した場合に非常用排風機と合わせて放射性

物質の放出低減の設備であることから、 Bクラスと。ただ、この建屋の中には Sクラスであ

る炉心及びその周辺の機器等を内蔵しておりますので、これにつきましては、上位波及効

果がないことを評価するということにいたします。  

 それから4番、主排気設備、これは通常運転時の放射性物質濃度低減ということで、異

常発生時には作動を期待しないということで、 Cクラス。ただし、先ほど申しました、こ

の中のうちの炉室の水封に必要な設備は、1番の非常用排気設備のほうで、 Bと見るという

ことでございます。  

 それから5番、廃棄物処理棟、これも閉じ込めだけなんですが、特に壊れても内部のも

のが、先ほど申しましたけれども、放出しても問題ないということで、Cクラスとする。

ただし、先ほど内部の貯槽類は Bといたしましたので、そこへの上位波及効果については

評価するということでございます。  

 それから最後、その他ということでございますが、ディーゼル発電機、受電盤、蓄電池

設備といったような、緊急に、電源喪失時に必要な監視等を行うものでございます。これ

らについては、電源の供給先の最上位クラスに合わせて、Bクラスとする。それから、主

要な実験設備としての黒鉛熱中性子設備でございますが、これ自体は、特にここで異常が
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発生しても公衆への放射線影響は生じないことから、Cでいいと。ただし、炉心に近接し

て設置されていることから、上位波及効果がないことを評価することでございます。ちょ

っと駆け足というか、早口でしゃべりましたけど。  

 それで、その結果を受けて、やや、この申請書の、申請したものから一部変更になって

いる部分がございまして、すみません、色をつけてないのであれなんですけれども、補正

前が11、13ページの第 1表。補正後が14ページの第1表ということになっております。すみ

ません、網かけがなくて申しわけない、時間も押していますので。  

 あと、これと前回の御報告させていただいた安全上の機能別重要度分類との対比という

のを参考として、A-1～A-4にまとめて示してございまして、安全機能の分類上で PS、MSク

ラスに相当するものが耐震でどのクラスに相当するかというところを、ここで対応をとっ

ているということでございます。  

 ちょっと時間が押していますので、説明はここまでとして、あとは質疑の中でお答えし

たいと思います。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、規制庁のほうから何かコメント、それから質

疑がございましたらお願いします。  

○杉山チーム員 どうもありがとうございます。杉山ですけれども。 

 2点ほどお伺いしたいんですけれども、6ページに使用済燃料プール室プール内の燃料と

いう項目がありまして、ここに閉じ込め機能というのがございます。それから、次の 8ペ

ージのところで、使用済燃料プール内の燃料ということで、また、ここでも閉じ込め機能

というのがございますけれども、具体的に何を指すのかということを、ちょっと明確に御

説明いただきたいなというのが 1点です。  

 それからもう1点は、同じく8ページなんですけれども、③の冷却機能以外の安全機能の

喪失における評価の中で、上から 7行目ぐらいのところから、「このような場合」という

ことで、「たとえ臨界になったとしても」という文章がありまして、「万一の臨界を想定

したとしても減速材である燃料要素内の水温は高々沸点に留まることとなり」というふう

に書いてあるんですけれども、加圧してない状態では、高々といっても沸点以上はありま

せんよね。それで、ここで「高々」と書いてるのは、何かまずいような気もするんですけ

れども。  

それも踏まえて、例えば、この臨界のぐあいによっては、一概にこの健全性を、燃料の温
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度が保てるかどうかというのはあると思いますので、この健全性に問題がない温度に達し

ないということを、御説明をもうちょっとしていただきたいなと思っております。  

○京都大学（中島教授）  まず、閉じ込めといったところでございますが、炉心タンクの

ほうはわかりやすいというか、建屋も含めてですね、先ほどの非常系もありますので、閉

じ込め機能というのはございますが、それ以外は、基本的には、いわゆる閉じ込めと――

確かにそうですね、閉じ込めという機能というよりは、建屋による除染効果といいますか

ヨウ素等ですね、そういうのが期待できるかというところを閉じ込め機能とここでは呼ん

でおります。  

 そういう意味では、余り、閉じ込め機能というのを項目としてあからさまに出すのは、

ちょっと不適切だったかもしれませんが、いずれにしても、冷却、冠水ができれば閉じ込

めは不要という判断にはなっておりますので、結果には影響はないんだと思います。  

 それと臨界のところで、高々というのは確かにあれで、加圧はしておりませんので、沸

騰したら、全く水頭圧ぐらいのちょっと温度の変化はあるかもしれませんけど、その程度

であるということで。これは結局、反応度がどの程度入るかということによって臨界の状

態に変わるわけですけれども、ちょっとここで説明いたしましたように、そもそもは、ま

ず臨界になるということ自体が非常に想定しがたいということ。超臨界で大きな反応を入

れるため、臨界状態にさらに反応度が加わるような燃料の配列を考えなくてはいけないと

いうことで、そこは臨界になること自体が想定しがたいので、それをさらに超えて大きな

反応度が加わることまでは想定しなくていいのではないかと。  

 その場合に、例えば温度上昇で室温 30℃ぐらいから、40℃ぐらいからでもいいんですけ

ど、100℃とか105℃ぐらいまでの温度変化を考えると、それの温度反応度係数というのは

1％近くありますので、即発臨界を超えない限りは、その程度の温度変化で十分押さえ込

めるだろうと。万が一、サブプール等でボイドが出た場合は、温度係数に比べてボイド係

数というのは一桁大きな反応度効果を持っておりますので、まあ 5％、数％程度のボイド

で相当量の負の反応度が期待できるといったところで、ちょっと高々というような言葉は

おかしいかもしれませんが、沸騰に至るまでの間に十分に収束するというふうに判断した

という、そういうことを書いたつもりでございます。  

○杉山チーム員 すみません、一つ目の質問の件なんですけれども、11ページのほうに、

3.4で閉じ込め機能維持のための機器等というのがありますよね。この中で、 3)の原子炉

建屋が該当するということでよろしいんですか。 
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○京都大学（中島教授）  それは炉心タンク内の燃料貯蔵の場合にはということですね。  

○杉山チーム員 そうすると、使用済燃料の貯蔵のほうはどういうふうに。  

○京都大学（中島教授）  使用済燃料は別建屋、プール室の、炉室の隣の部屋ということ

になりますので。そういう意味では、炉心タンクほどの厳格な閉じ込めといったことはや

っておりませんが、ここで想定したのは、建屋等による沈着等は基本的にヨウ素ですけれ

ども、想定するか、もしやるとすればですけれども、そういったことを考えていたという

ことでございます。  

○島村チーム員 原子力規制庁、島村ですけれども、2点ほど質問させていただきます。  

 まず、11ページなんですけれども、 3.2放射性物質を内蔵する機器等ということで、第 2

固形廃棄物倉庫と、それから第 1固形廃棄物倉庫ということで二つありまして、第 2のほう

は線量率の高いものを入れる。それから、第 1のほうは線量率の低いものを入れるという

ことなんですけれども、第 2のほうはこれからつくられるということで、今後の運用にな

ってくるのかもしれませんが、線量率の高いもの、低いものと分けるときの何か基本的な

考え方についてあれば教えていただきたいというのが第 1点目です。 

 それから、もう 1点は、ちょっと先ほど説明いただかなかったところなんですけれども、

後ろのほうの参考の A-3ページなんですけれども。異常の影響緩和の機能を有するものと

いうMSなんですけれども、その中で、一番左の安全機能の欄の三つ目で炉心の冠水維持と

いうのがありますけれども、その中で、上から二つ目、水圧駆動弁、逆止弁がありまして、

これがMSが2で、耐震クラスがB。それから、同じく炉心の冠水維持の欄の中の一番下の主

閉鎖弁がありますけれども、こちらが MSが3で、耐震クラスがSということで、この二つに

ついては、いずれも 1次冷却水が漏れたときに、その弁を操作することによって漏れを止

められるというような機能があるかと思うんですけれども、安全機能の重要度と耐震クラ

スの重要度が逆転しているという、その辺の理由について教えていただきたいということ

です。 

 以上、2点になります。  

○京都大学（中島教授）  京大、中島です。  

 まず、固形廃棄物倉庫の区分でございますが、ちょっと具体的な運用といいますか、線

量率を幾つにするというところは、まだ我々の中で検討している段階ございますので、ま

た、そこははっきりいたしましたら説明させていただければと思います。基本的には、高

いもの、低いもので、特に従事者の被ばく影響の観点から、あるところで線を引こうとい
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うふうに考えてございます。  

 それで、もう一つのほうの弁の考え方が、確かに MSの2がBで、3がSという区分になって

いるということでございますけれども、まず、水圧駆動弁、逆止弁というのは 1次冷却系

の中で直下にあって、これらは、まず炉心タンクからいきますと、出口側のほうにまず主

閉鎖弁が一つあって、その下流側に水圧駆動弁があると。それから、炉心に水を入れる入

口側のほうでは、今度、上からいきましたら炉心タンクに近いほうに主閉鎖弁があって、

逆止弁が下側にあるということで、炉心タンクに近いほうが主閉鎖弁、二つとも出口、入

口がついていると。  

 これらは、もう手動で閉めるものでございますが、耐震上は、とにかく炉心に近いとこ

ろまででかっちり安全を確保しようということで、主閉鎖弁のみを Sとして挙げていくと

いうことでございます。  

 ただ、事故評価、設計基準事故の事象の中では、例えば冷却系の流量低の場合に、これ

らの水圧駆動弁、逆止弁というのは操作なしで、自動で閉まると。そこで、自然流下に移

行するといったような作動を期待しておりますので、 MSのクラスとしては 2として上げて、

主閉鎖弁については、その設計基準事故の中での作動は期待していないということで 3に

しているといった違いでございます。  

○石島チーム員 石島でございますが。  

 2点お伺いしたいんですけれども、 7ページの炉心タンク内燃料貯蔵用ラック、これが炉

心タンク内壁に沿ってぐるっと設けられているということで、御説明はないんですけれど

も、その炉心と相互干渉みたいなものがあるのかないのか。なければないという御説明、

あれば、どの程度の影響なのかという、やっぱりちょっと説明が要るかなと思いました。  

 2点目は、先ほどもちょっと質問がありましたけれども、 8ページの使用済燃料室プール、

これはやっぱりスペースの広さですよね、スペースと、そこに置かれるその使用済燃料の

数ですかね、その辺をちょっと考慮されて、御説明をもう少し定量的にお願いできないか

なと思います。  

 以上、2点でございます。  

○京都大学（中島教授） まず、炉心タンク内の燃料貯蔵ラックは、高さとしては炉心の

少し上のほうにぐるりと回って燃料があるということでありますので、それが損傷して、

場合によっては燃料の一部が炉心の上に落下という可能性はありますが、制御棒部分等は

さや管で囲われておりますので、特に停止機能への影響はないものと思いますし、上部の
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ほうは、ノズルといいますか、つかむ枠がついておりますので、基本的には、物理的に上

から落ちてきたもので炉心が損傷するということはちょっと考えがたいかなというふうに

考えてございます。  

 それから、先ほどのプールのところですが、使用済燃料室のプールのほうは、比較的大

きなプールでございまして、使用済燃料を 300体収納できると。15本ずつの列が 2列になっ

たものが一つのラックで、それが 10体並んで 300体ということでございます。  

 ただ、当然ながらどこまでの変形というのを想定するかによって当然、例えばもし、

我々のところは、今、燃料は 60本しか持っていませんけれども、 300本が全部、ちょうど

よく集合したら、それは相当すごいことにはなるかと思いますが、それはちょっと、どこ

までを想定するかというところによって変わりますけれども。そもそもラックに入ってい

たものが、14体以上が、その地震動の、ラックの変形ということによって、適切な配置で、

臨界を維持できるような配置で集まること自体が想定しがたいというふうに我々は考えて

いるということでございまして、ちょっと繰り返しになりますけれども、さらにそれを超

えて大きな反応度が添加されて、出力暴走といいますか、臨界へ暴走に至るということは、

ちょっと考えにくくて、いったとしても、ある程度の反応度の範囲でおさまるだろうとい

うことに。ちょっとここも、「起こらない」というふうに書き切っちゃってもよかったか

なとは思っておりますけれども、万が一超えた場合でも、この程度でしっかりと負の反応

度で抑制できるというような書きぶりにさせていただいております。  

○石島チーム員 そこのところをもう少し定量的に何か評価できませんかという質問なん

です。定性的には、恐らくそれに近いかなとも思いますけれども、説明は全て定性的なも

のでありますので。  

○京都大学（中島教授）  ちょっと検討します。多分、沸騰までにこのぐらいの負の反応

度効果があるよということは言えるかと思います。それが実際に入る反応度というのは、

ちょっと、これは定量的に示すことはなかなか難しいんですけれども、こういったいろん

な制約のもとでは、そこまでは入らないと言えるだろうと、多分そういった書きぶりにな

るかと思いますが、そういった意味での定量的な評価はちょっと検討させてください。  

○大村チーム長代理 それ以外にいかがでしょうか。  

 ちょっと私から1点だけお伺いをしたいんですが、この 5ページに、全ての安全機能喪失

時の評価という形で、全部安全機能がなくなっちゃうと、燃料の損傷で公衆の被ばく線量

が5mSvを上回るとこういうことですから、 Sクラスのものが必要ですとこういうことにな
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っているわけなんですけれども。  

 たしか昨年、これ、運転を、そのときの条件として現状確認というのをさせていただい

たと思います。そのときに、設計基準を超える事故をもう少し超えたような事態も考えて、

それで冠水を 6時間ぐらいしていれば、その後は冠水がなくなっても燃料損傷に至らない、

たしかそういう評価をされていたように思います。  

 それで、これは研究炉ですので、原子力発電所とは全く運転パターンが違って、いわば

とめたり動かしたり、とめたり動かしたり、これを繰り返しているとこういう運転だと思

うんですが、そうすると、運転の方法とか時間とか、出力とか、いろんなことによって、

恐らくこの辺の評価というのは全く変わってくるんじゃないかとも思うんですが。運転パ

ターンとかその辺によって 5msvを超えないというようなこともあり得るのか、それとも臨

界だったら、もう全部こうなっちゃうんですというのか。  

 そのあたり、特にこの審査では、もうこういう形で審査されていますから、直接審査の

中身ということじゃないんですけれども、ちょっと研究炉という特殊性を踏まえると、も

し、そういうことを評価されているのであれば教えていただければと思うし。これをやる、

やらないは審査とは直接は関係しないと思いますので、それは申請書からもう十分ではあ

るんですけれども、参考までに、もしそういうのがわかればいただけると、今後の運転を

どうするかとか、そういうことにも影響するかもしれないかなと思います。  

○京都大学（中島教授）  京大の中島です。  

 今わかっている範囲でだけお答えさせていただきますが、先ほどの 6時間程度の冠水維

持でということですが、これは 1週間の運転時間を制限いたしまして、 90MW・hですので5M

だと 18時間程度なら 6時間の冷却でいいと。それをさらに短くしていこうとすると、当然

ながら運転時間をどんどん短くしていかなくちゃいけないということです。先ほどの 6時

間程度でということは、結局、その程度の短い半減期の FPがある程度たまれば発熱は、も

うそこから先は、そこの部分は余り変わらないということ。それは結局、 5Mで何時間運転

するかということによるんですが、我々としては、できれば 5Mで3日間という、 2.5日でそ

の連続運転は行いたいと。そうすると 60時間とか50時間の5Mでの運転です。そうすると、

割と短い半減期の FPというのは、大体5、60時間やるとほぼ飽和状態になっていまして、

そこから先に長くしていっても、あまりそこの短時間のFPの発熱は変わらないということ

で、それがもっと。例えば、5Mを3時間とか2時間とかにすれば、やっぱりそういう可能性

はあるんですけれども、 2日、3日程度の5Mの運転、連続運転を維持したいという範囲であ
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れば、現状確認でやった程度以下には、なかなかするのは難しいというふうに考えており

ます。 

 出力をもう 1Mに下げてしまうとか、そういうちょっとドラスティックなことをやれば可

能性としてはあるんですけど、今のところ、まだちょっとそこまでは、実験上のニーズも

ございますので、ちょっと難しいかなと思います。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 先ほどいろいろ御質問させていただいて、質疑をやったんですけれども、やはり我々、

書面での審査ということになりますので、ちゃんと回答でお答えいただきたいと思ってい

ます。 

 追加で、ちょっと質問をさせていただきたいと思います。  

 まず6ページの部分、未臨界維持機能以外の安全機能の喪失における評価ということで、

「2日間以上冷却後の」というのがあるんですが、これは、この 2日間以上という制限が申

請書に書かれてないのであれば、書いていただく必要があるかなというふうに思っており

ます。 

 その次に、その下のほうに線量評価がされていますが、ここの線量評価というのは、 2

日冷却というのを考慮した評価ということになっているんでしょうか。  

○京都大学（中島教授）  今の2点ですが、御指摘のとおり、これは運用でやっていると

ころですので、今後の変更の中で、補正で 2日以上の冷却を確保するというところは記載

させていただきたいと思います。  

 この、実は、ちょっとそこと整合がとれてないので申しわけないんですけど、添10のこ

の事故評価というのは、 2日冷却後の、ちょうど2日目に起こったというような想定になっ

てございます。  

○黒村チーム長補佐  次 7ページ、先ほどプールの臨界の話があったんですが、多分、炉

心タンクは先ほどお答えになったように、配置からいってほとんど臨界が想定しがたいと

いうことだと思うんですけれども、使用済燃料プール室プールというほうと、この先ほど

の使用済燃料室プール内の燃料というのとの考え方の違いというのは、どうなっているん

でしょうか。  

○京都大学（中島教授）  図面でもお見せすればよろしかったんですけれども、まず、プ

ール室プールというところ、これは 7ページのところでございますけれども、これは燃料

プールの底の部分をピットとして掘ってありまして、そこにちょうど 2列だけ燃料が入る
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ような幅で、 21体燃料が入るような長さ、そこに仕切りの板が入っているようなイメージ

でございます。こういった中で、例えば中の仕切りの板がなくなってぐじゃぐじゃになっ

ても、その中であれば臨界にはならないということで、要するにプール自体が、それを構

造材としてのプール自体が破損しなければ臨界にはならないというふうに考えております。  

 もう一つのほうの使用済燃料室プールというところは、プールの中に、いわゆる通常の

ラックがぽんと据え置きしてあると、固定ですけれどもね。それは 2列掛ける 15本という

のが一つで、それが10個ある間隔で並んでいるというところで。考え方としては、臨界に

なるとは考えにくいけど、なったとしてもという、そこにまず書いてあるのは、そういっ

た考え方というか、具体的な物の配置の違いから来ているものでございます。  

○黒村チーム長補佐 その辺も含めて、多分、燃料体の保管体数というところも入るんだ

と思うので、また別途、資料で御説明をいただきたいと思います。  

 あと、9ページの下から2行目あたりのところの、廃棄物の貯留槽とかの話なんですけれ

ども。これはあれなんですかね、貯留槽はやっぱり容量が大きいから Bにすると、排水配

管は容量が小さいから Cにするという考えなんですか。ここがちょっと、その考え方がわ

からない。  

○京都大学（中島教授）  そうですね、ちょっと説明が足りなかったかもしれないです。

容量が大きい、容量の違いも当然あるかとは思います。排水配管も、もしかしたら全て満

たされているとあれなんですけれども、基本的に排水はバッチ的に時間なりを決めて行う

ということで、そのときに存在している量というのは限られているということであります。

そういった意味で、貯留時間の違いと容量の違いということになります。  

○黒村チーム長補佐  あとは、また申請書への記載の話なんですが、 10ページの 1次冷却

設備というのが、これがバウンダリ、ここと冠水維持とのバウンダリをどこに設定するの

かというのは申請書で明確にしていただきたいと思います。  

○京都大学（中島教授）  了解しました。  

○黒村チーム長補佐 あとは、12ページのところに建屋等で上位波及がないことというの

が3カ所ばかりあるんですが、これ以外のところは上位波及は考えないでいいということ

なんでしょうか。  

○京都大学（中島教授）  少なくとも Sがあるのは炉心なので、原子炉建屋でよろしいか

と思いますが、Bがあと、基本的には、そうか、使用済みの……。 

○京都大学（釜江教授） 京大の釜江ですけれども。 



24 

 建物はBで、あと、中にSがあるということで、当然、上位波及ということですけれども、

あと、機器類であるんですけれども、建物が Bですから、それ以下ですから、特にその中

ではそういうものはないと思います。  

 使用済燃料室、それのラック等々はB、外は、建物はCだということで、これは当然、上

位波及は考えなきゃいけないとそういうふうには思っていますけれども、多分、その 2点

と、あと、使用済燃料プール室のほうですね、プールはそのまま Sです。ですから、建物

は、これはドームの原子炉室とは少し別棟といいますか、附属、隣にある建物ですけれど

も、そこも当然、波及的という意味ではあると思うんです。それぐらいだと思うんですけ

れども。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村ですが。  

 炉心タンク内の貯蔵用ラックというのは、これは炉心への影響というのは考えないでい

いんでしょうか。  

○京都大学（中島教授）  ラックそのものは Bで、燃料はそのままCですかという、そうい

うお話だと思うんですけれども、ラック自身、炉壁に固定されているということと、構造

的に非常に考えにくいとは思いますけれども、今の BとSとの関係からいくと、そういう話

はありますけど、それは現実的にそういうことはないということはどこかでお示しする必

要があるかと思いますけど、非常に考えにくいとは思いますけれども。  

○黒村チーム長補佐 多分、全て網羅的に書くというのはなかなか難しいとは思いますの

で、そこは申請書では、ちょっとよく考えていただきたいというふうに思います。  

 あと、耐震クラスと機能別重要度クラスで相違があるというのが全て悪いということで

はないんですけれども、特に気になったのは、 Sクラスと安全機能が3という相当大きなギ

ャップがあるというのは、ここはどういうお考えなのか、ちょっと御説明いただきたいと

いうふうに思います。  

○京都大学（中島教授）  先ほどの御質問もありましたけれども、主閉鎖弁のところかと

思いますが……。 

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 ほかにもありますので、多分、ちょっとこれはまとめて御説明いただいたほうが。  

○京都大学（中島教授）  わかりました。じゃあ、ちょっと、もう一回整理した上で説明

させていただきます。  

○大村チーム長代理 それじゃ、それ以外に何かありますか。  
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 それでは、資料の1-2のほうに行きたいと思います。この説明を、お願いいたします。  

○京都大学（堀助教） 京大の堀から説明させていただきます。  

 前回の審査会合で、安全上の機能別重要度分類について審議していただいたんですけれ

ども、そのときにいただきましたコメントに対して、修正したものをお示ししたいと思い

ます。本資料の構成でございますが、 1ページ目から3ページ目までが、コメントに対して

修正した点を抽出したものでございます。 4ページ目以降は、申請書の添 8の表8-1-2の内

容を一部、そのコメントに対応に応じて修正したものでございまして、修正点は下線で示

させていただいております。  

 それでは、 1項目ずつ発表させていただきます。  

 初めですけれども、こちら、論点管理表でいきますと26番の項目に対応したものでござ

いますが、 1次循環ポンプについて、”on duty”であるということも含めてクラス 3でい

いのか、説明することということでございまして、修正前は、”on duty”の機能である

ことというのを簡単に述べていたんですけれども、もう少しその詳細を述べさせていただ

きます。  

 修正案のほうを読ませていただきますと、1次循環ポンプのうち1台は、無停電駆動電源

から供給された電源により駆動している。無停電駆動電源は商用電源により蓄電池を充電

しながら、蓄電池の出力を交流に変換し、 1次循環ポンプを駆動しているということで、

常時、充電している状態であると、それで商用電源の喪失が起こりますと、蓄電池への充

電は行われなくなるのですが、蓄電池からの 1次ポンプへの電源供給が所定時間継続する

ということでございまして、このように、 1次循環ポンプと無停電駆動電源は事象発生前

から機能しており、かつ、事象の過程中も機能し続けるということで、” on-duty”の機

能であるということで説明を補足させていただいております。こちらは 8ページの表のと

ころに、その修正箇所が対応しています。 8ページの 2番目の 1次循環ポンプのところに、

今の記載が加えられています。  

 次に行きまして、こちら、論点管理表の 27番の項目に対応しておりますが、燃料貯蔵用

ラックについて、臨界の観点から、ラックをどういった信頼性の設計にしなければならな

いのかを説明することということでございますが、これに対する回答は、先ほどの耐震重

要度分類の資料の 8ページに述べられております内容と同様な記載となっております。つ

まり、14体以上の燃料要素が適切な配置で配列し臨界となることは想定し難いということ

と、仮に臨界になってもという話でございまして、先ほどと重複しますので、ここは割愛
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させていただきます。表でいきますと、 5ページに記載が加えられております。 

 続きまして、 2ページに参りますけれども、 MSの表における「事故時のプラント状態の

把握上重要なもの」の「原子炉タンク水位計、原子炉タンク液面計」の部分で、但し書き

のところがよく分からないので具体的に説明することということでございまして、こちら

は論点管理表の29番の項目に対応いたします。修正後の文章を読ませていただきますと、

但し書きのところでございますが、サブパイルルーム漏えい水汲み上げポンプを起動する

ためには、サブパイルルームピット水位の上昇をフロートスイッチで検知し、かつ、原子

炉タンク水位計または原子炉タンク液面計のどちらか一方で炉心タンク水位の低下を検知

することが起動条件になっているため、原子炉タンク水位計、原子炉タンク液面計は工学

的安全施設への作動信号の発生の機能を有する共用機器であると。したがいまして、サブ

パイルルーム漏えい水汲み上げポンプ設備の作動信号の発生に係わる部分については、工

学的安全施設への作動信号の発生として、サブパイルルーム漏えい水汲み上げポンプ起動

回路に含めて MS-2としているということでございまして、この作動信号の発生というのは

どういう意味かということをちょっと詳細に記載させていただいております。こちらは 10

ページの表の中に記載、表の中に書き加えてございます。  

 それから、続きまして、MSの表における「実験設備」のところで、「実験孔等は炉心タ

ンクの一部としている」とあるが、「炉心タンク」のところでは実験孔のことが書かれて

いないので、記載するようにというコメントをいただきました。こちらは、論点管理表の

30番の項目になりますけれども。これに対しまして、 9ページの表のところに、炉心の冠

水維持の炉心タンクの分類の考え方というところで、以下の文章を追記してございます。

実験孔等（放射孔、照射孔、計測孔）のうち、冷却材バウンダリとして位置付けている部

分は炉心タンクの一部を形成するものであるため、 MS-2とするとこのように書かせていた

だきました。  

 次のコメントでございますが、 MSの表における原子炉の緊急停止及び未臨界維持（粗調

整用制御棒）及び停止後の炉心冷却（ 1次循環ポンプ（無停電駆動電源含む）、自然循環

弁）の分類の考え方のうち、信頼性についての記載を改めるこということで、こちらは論

点管理表でいきますと、 22番の項目になります。ただし、 22番の項目は、これ二つ項目が

ございますが、これの後半部分に該当します。クラス3の機器の機能を期待している場合

はというところでございまして、まず、粗調整用制御棒については修正後のほうを読ませ

ていただきますと、粗調整用制御棒は、異常状態への対応上、特に重要な機器であること
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から、高い信頼性を確保する必要があるため、 MS-2とする。なお、 KURの場合、粗調整用

制御棒は機構が単純な上、運転形態から日常の点検頻度が高く、かつ、保守点検性及び接

近性も良いため、十分な管理が可能であるというふうに改めさせていただきました。  

 次の【1次循環ポンプ（無停電駆動電源含む）、自然循環弁】のところでございますが、

こちらは修正後の記載としましては、商用電源喪失時に停止後の崩壊熱除去機能を有する

機器は、異常状態への対応上特に重要な機器であるが、 KURは中出力炉であり崩壊熱が小

さく、短時間の冷却のみでよいことから、MS-3とする。なお書きとしまして、当該機器は

以下の理由により設計基準事象において動作を期待できる機器であると言えるということ

で、それで、先ほどの無停電駆動電源の記載が理由として挙げられております。これは、

表でいきますと8ページの表に対応いたします。8ページの停止後の炉心冷却のところでご

ざいます。  

 以上のように修正させていただきました。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、規制庁のほうから何か質問なりコメントがあ

りましたらお願いします。  

○島村チーム員 原子力規制庁、島村ですけれども。 

 2ページ目の一番上のサブパイルルーム漏えい水汲み上げポンプのところで、原子炉タ

ンク水位計、それから液面計なんですけれども、これにつきましては共用機器ということ

で、設置許可基準によりますと、計測制御系統と、この安全保護回路を共用するときには

機能が分離されていることといった基準がございますので、また、その辺について、特に

御説明をお願いしたいと思います。  

 以上です。  

○京都大学（堀助教）  京大の堀です。  

 今の御指摘の点につきましては、第 18条の安全保護回路の説明をするところで、また御

説明させていただきたいと思います。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 これは確認だけなんですけれども、 1ページ目の”on duty”の話なんですけれども、こ

れは、 1次循環ポンプ 3台あって、そのうちの 1台にだけ無停電電源がついているというこ

とかと思うんですけれども、そこは、やはり申請書の中でわかるようにしていただきたい

というふうに思っておりまして。  
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 これのそもそもの考えとしては、 1台しかつけないというのは、そもそもこれがなくて

も自然循環、何もなくても冷却は可能だけれども、設計基準としてここを期待していると

いう理解でよろしいでしょうか。  

○京都大学（堀助教）  京大の堀ですが。 

 まず、申請書の中の記載ということでございますが、添付書類八の79ページには、一応、

その定格流量の2分の1の流量を保ち得る無停電駆動電源を備えているとは一応記載してご

ざいます。  

 あと、設計基準事故対応という意味では、そのポンプ 1台が 30秒動くということを前提

に評価してございます。 

○京都大学（中島教授）  京大の中島です。  

 ちょっと補足ですが、今御指摘がありましたように、 2分の1以上流量を確保するとは書

いたんですが、その具体的な中身はありませんので、ポンプ 1台についてはとか、何かそ

ういう記載を具体的に追加させていただきたいと思います。  

○大村チーム長代理 よろしいですか。 

 それでは、ほかに何かありますか。  

○京都大学（釜江教授） すみません。前半の耐震重要度のことで、私、黒村さんの波及

的影響のところで間違ったことを言ったかもしれません。ちょっと訂正だけを。  

 御指摘いただいた波及的影響で、ここの議論の場でまだ御説明してないのは、御指摘の

あった炉心の中のラックと、それは Bということで、中にあるのはSということで、そこは

少し軽微なものということで、余り影響はないと思いますけれども、そこが少しというこ

とです。  

 その中で使用済燃料室のほうですね、ここにあります使用済燃料室のプールとラックは

Bでということで。私は、建物のほうはCというふうなことで、波及的影響がどうのこうの

と言ってしまったんですけど、別棟の使用済燃料室というのはもう一体構造なので、建物

もプールも同じということで、 Bということで。これは、特に Cと Bという話ではないとい

う。 

 それで燃料室のほう、使用済燃料プール室のほうはプールが、建物と原子炉棟と一体に

なっているということで、上屋のほうは別棟になっていますので、これは、当然、上は S

ではありませんので、そこは波及的影響を見るという、ちょっと使用済燃料室のほうを少

し間違った説明をしました。訂正させていただきます。  
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○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。  

 それでは、ないようですので、本日の指摘事項、幾つかまたありましたので、それにつ

きましては、また後日、説明をお願いしたいと思います。  

 それでは、ほかになければ、これで議題の (1)は終了したいというふうに考えます。  

 ちょっと説明者の入れ替え等がございますので、 5分程度、しばらく休憩をしてから、

そろいましたら再開をしたいというふうに思います。  

 御苦労さまでした。  

（休憩  京都大学退室  日本原子力研究開発機構入室）  

○大村チーム長代理 それでは、そろいましたので引き続き審査会合を行います。  

 議題の(2)としまして、日本原子力研究開発機構の (JRR-3)の新規制基準に対する適合性

についてということでありますので、資料は 1点、資料2というものを用意いただいていま

す。 

 それでは、これに基づきまして、説明をお願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 原子力機構、研究炉加速器管理部の鳥居でござ

います。  

 本日は、資料、規則第13条への適合性という部分での御説明をさせていただきたいと思

います。もう一つ、参考資料としまして、論点整理表として、これまでいただきました御

質問等をまとめたものをお持ちしております。これらの内容については、逐次リバイスし

ていきますので、いろいろコメント等いただければと思います。  

 御説明に入る前に修正というか、前回、 12月24日の会合におきまして、私、御質問に対

して誤解をした回答をしている部分がございますので、ちょっと訂正だけさせていただき

ます。 

 論点表の3/4ページ、番号で言いますと 38番の質問があったわけですけれども、これ、

実際に保有している耐力等を評価して、その耐震評価ができるという旨、我々は申請書の

中で述べているわけですが、これはどういう意味かということに対して、ちょっと誤解を

招く話をしてしまいました。  

 基本的には、十分な耐力を持っているといったものについては、その妥当性をきちんと

示した上で、その実力値を使っていきたいというふうに考えております。これの妥当性に

ついては、また別途御説明しながら、その使用の状況については御説明したいと思ってお

りますが、ちょっとその部分について誤解を招く回答をいたしましたので、ここで訂正だ
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けさせていただきます。本日のこの点については、議論というよりも訂正だけに済まさせ

ていただきます。  

○杉山チーム員 今の、実力値で評価するというお話ですか。  

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 基本的には、設計時というのは標準的な施工を

されたものは標準値を使うわけですが、標準的でない施工をされているものとか、そうい

ったものについては、その持っている力をもって、適切な安全率を加えた上で評価はして

いくというのが通常なされているかと思いますが、そういう部分もございますということ

になるかと思います。  

○杉山チーム員 実用炉のほうでは、保有耐力で評価を何か全部しているみたいで、実力

値での評価って何かやってないみたいなんですよ。だから、その辺を踏まえて、もし妥当

性をある程度判断するんであれば、ちゃんと説明をしていただかないとまずいと思います

ので。 

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 了解しております。きちんとした妥当性につい

ては御説明した上で、それらの評価をするということを御説明したいと思っております。  

 それでは、本日の主題であります第 13条関連の御説明に入りたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（荒木技術副主幹） 原子力機構、JRR-3の荒木です。 

 それでは、資料2に基づきまして説明をしてまいります。  

 めくっていただきまして、許可基準規則への適合性ということで、今日御説明するのは

全体の中での事故評価のうちの運転時の異常な過渡変化、それから設計基準事故の拡大の

防止に関するところ、第 13条ということになります。  

 3ページですけれども、資料の上のところに、許可基準規則第 13条の記載をそのまま載

せておりますけれども、この規則に対して、我々のほうは、下の適合条件に書いてあるよ

うな方針を立てて設計するということにしております。運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対する解析及び評価を、研究用原子炉の安全評価審査指針、それから気象指針

等に基づいて実施いたしまして、要件を満足する設計とするというのが基本的な考え方に

なります。  

 その評価をする上での方針ですけれども、 4ページに書いておりますが、現行の許可申

請書の評価につきまして、安全評価審査指針に沿って適切に評価されているかということ

を確認して、必要なものについて評価してございます。  

 確認した点ですけれども、まず、「評価指針に沿って評価されているのか？」というと
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ころを確認してございまして、現行の事象選定、それから判断基準、重要度分類との整合

とこういった観点で確認をして、それぞれ変更不要、あるいは適切なものであるというこ

とを確認してございます。  

 それから、 2番目の観点としては、「評価条件に変更はないか？」というところで、原

子炉の設計、これは安全確保の基本的な考え方になりますけれども、こちらに変更がない

ということ。それから、気象条件に関しましては、最新のデータに変更しております。  

 三つ目の観点として、「取り入れるべき最新の知見はないか？」というところですけれ

ども、安全評価に取り入れるべき新たな知見はないということで考えております。それか

ら、現行許可で使用している計算コードの妥当性ですけれども、現行の許可は平成 10年に

許可を受けたときの評価が最新になっておりまして、 JRR-3の炉心はアルミナイド燃料か

らシリサイド燃料に替えたときの評価が最新のものでございます。このときの評価を行っ

た計算コードの妥当性を確認しまして、変更不要であるというふうにして考えております。

これらの観点で、安全評価審査指針に沿っているかというところを確認した結果、被ばく

評価をする事象については再評価をしてございます。  

 具体的な評価事象について、 5ページ、 6ページにまとめてございます。 5ページが運転

時の異常な過渡変化についてですけれども、研究炉の安全評価審査指針で評価すべき範囲、

評価をすべき事象というのが定められておりますので、それに沿って JRR-3の評価事象と

いうのが、漏れなく評価をされているというところを確認しております。  

 それから、 6ページにつきましても同様でございまして、設計基準事故に対する評価を

すべき範囲、評価をすべき事象、安全評価審査指針に定められているものに沿っているか

ということを確認して、 JRR-3の評価事象が適切であるということを確認してございます。  

 続きまして 7ページ、こちらが運転時の異常な過渡変化に関する評価のシナリオに関す

る説明でございますけれども、運転時の異常な過渡変化として、起動時における制御棒の

異常な引き抜き、それから、実験物の異常等による反応度の付加、 1次冷却材の流量低下

等々掲げてありますけれども、それらの事象に対して評価で期待する安全機能というのを

まとめております。安全保護系の安全系中性子束高の信号であるとか、 1次冷却材流量低

の信号であるとか、電源電圧異常であるとか、こういう安全機能を整理してございます。  

 一番右の欄が、評価で期待する安全機能がどういう重要度分類にしているかということ

ですけれども、全てMS-1ということで、今回の申請で変更がないということになります。

したがいまして、各事象において期待する安全機能の重要度分類に変更がないということ



32 

になりますので、各事象の評価シナリオに変更がないということが言えるということでご

ざいます。  

 続きまして、 8ページが設計基準事故に関するところでございますけれども、炉心流路

閉塞事故においては、工学的安全施設、非常用排気設備、排気筒というものを期待してい

るわけですけれども、これらの三つの安全機能については、もともとは MS-1であったわけ

ですけれども、今回、 MS-2ということで見直しております。  

 1次冷却材主ポンプ軸固着の事故に関しましては、安全保護系（停止系）のうちの1次冷

却材主ポンプ停止、それから、 1次冷却材補助ポンプがございますけれども、安全保護系

に関しては MS-1で変更なし。 1次冷却材補助ポンプについては、 MS-1から MS-2に変更して

ございます。  

 2次冷却材ポンプ軸固着事故については、安全保護系（停止系）のうちの 1次冷却材炉心

出口温度高というものですが、これについては MS-1で変更なしということでございます。  

 1次冷却材流出事故に関しては、安全保護系（停止系）の 1次冷却材流量低、それから、

工学的安全施設のほうで原子炉プール水位低低、それから、サイフォンブレーク弁を含む

冠水維持設備の三つに期待をしております。このうちの、安全保護系（停止系）について

はMS-1で変更ございませんが、その下の二つについては、 MS-1から、今回MS-2に変更とい

うことにしております。  

 使用済燃料の機械的破損については、排気筒に期待しておりますが、こちらについては

MS-1からMS-2に変更してございます。  

 重水漏えい事故に関しては、安全保護系（停止系）のうち重水流量低、それから排気筒

に期待しておりまして、安全保護系（停止系）のほうはMS-1で変更なし。排気筒のほうは

MS-1からMS-2に変更してございます。これをまとめますと、各事象で期待する安全機能の

重要度分類、こちらに着目すると、重要度分類に変更がない、あるいはクラス 1からクラ

ス2への変更ということで、 MS-3に変更したものはありません。一方、研究炉安全評価審

査指針では、解析に当たって期待できる安全機能を MS-1及びMS-2としていることから、各

事象における評価シナリオに変更がないということで考えております。  

 続きまして、それぞれの運転時の異常な過渡変化、設計基準事故に対応する判断基準に

関してですけれども、研究炉の安全評価審査指針で規定がございまして、それらに沿って

JRR-3の判断基準というのを定めてあります。少し具体的に書いてありますので、 1対 1で

対応していないかもしれませんが、より具体的に規定をしているということでございます。
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運転時の異常な過渡変化に対する判断基準としては、 JRR-3では四つほど挙げてありまし

て、最小DNBRが1.5以上。それから燃料芯材の最高温度が、ブリスタ発生温度である400℃

以下。それから、燃料板に有意な変形がないと、こちらは燃料板の被覆材に発生する応力

が耐力を下回ることで確認をします。それから、四つ目が、 1次冷却系設備にかかる圧力

が最高使用圧力の 1.1倍以下、こういった判断基準でそれぞれの事象が指針を満足してい

るかということを確認していきます。  

 設計基準事故のほうも同様でございまして、 JRR-3の判断基準としては四つございまし

て、一つ目が、いかなる場合でも、冠水維持されていること。それから、二つ目が、炉心

は大きな損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却が可能であること。三つ目が、 1次冷却

系設備にかかる圧力は、最高使用圧力の 1.2倍以下であること、こちらについては、 1次冷

却材温度が飽和温度未満であることで確認します。四つ目が、周辺の公衆に対して、著し

い放射線被ばくのリスクを与えないことと、具体的には、周辺の公衆の実効線量当量の評

価で、発生事故当たり 5mSvを超えないことで確認をしてまいります。  

 それから、次のページが、主要な解析条件ということで、それぞれの各事象に対する評

価の説明に入りますけれども、共通的な解析条件を 10ページ、11ページに記載してござい

ます。 

 10ページは安全保護系、原子炉停止系の特性に関する説明でございまして、まず、安全

保護系の原理といいますか、そういうものを説明してございます。原子炉施設のプロセス

量がある設定値を超えたときに信号を発生しまして、制御棒を保持しているマグネット、

こちらの電源を遮断するということで、制御棒が自重で炉心に挿入するということになり

ます。スクラム時間は、スクラムの遅れ時間と制御棒の挿入時間の和ということになりま

す。具体的なスクラムの遅れ時間については、下の表に書いてあるとおりでございます。

各信号に対して、スクラム遅れ時間と落下時間というものを規定してございます。  

 それから、 11ページですけれども、解析で用いる反応度係数に関してでございます。減

速材、温度係数、ドプラ係数、減速材ボイド係数も考慮しますけれども、燃焼の特性、そ

れから炉心温度、こういったものを考慮しまして、安全余裕を見込んで値を設定いたしま

す。そのときに、解析結果が厳しくなるように、絶対値が小さい、事象がおさまりにくい

ように、絶対値が小さい値を用いることにいたします。減速材温度係数につきましては、

過剰反応度最小炉心のものが絶対値が小さいということで、こちらの値を用います。減速

材ボイド係数については初装荷炉心の値が絶対値が小さくなりますので、こちらの値とな
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ります。ドプラ係数については、過剰反応度最小炉心、こちらが絶対値が小さくなります

ので、こちらの値としてございます。  

 次が、出力分布に関してですけれども、まず、半径方向の出力分布ですけれども、運転

状態、燃焼特性、それから炉心パターン、こういうものを考慮して、最も厳しくなるよう

な出力分布の因子を用います。炉心内半径方向の出力分布因子 (FR)というものと、それか

ら、燃料要素内の局部的な出力分布因子 (FL)の積に誤差を考慮して 2.26という値を用いま

す。それから、軸方向の出力分布因子 (FZ)というものがありますが、核設計で求めた値を

用います。実際の運転では、各炉心について核計算を行いまして出力分布を求めて、ピー

キングファクタの値が 3.03、これは 2.26×1.34ですけれども、こちらを超えないというこ

とを確認して運転するということにしてございます。  

 その他ということで、初装荷炉心から平衡炉心、起動時から定格出力運転までを考慮し

まして、結果を厳しくするような運転条件を選定することにしております。それから、作

動を要求される安全保護系、工学的安全施設、 1次冷却材補助ポンプの動作については、

結果を最も厳しくするような動的機器の単一故障を適用いたします。工学的安全施設の作

動が要求される場合は、商用電源喪失の有無を考慮いたします。運転員の手動操作を考え

る場合には時間的余裕を考慮いたします。  

 ここまでが、10ページ、11ページが統一的な解析条件となります。  

 次のページからは、各事象に対する評価の内容になってございます。  

 12ページ、 13ページが、起動時における制御棒の異常な動きということで、こちらにつ

いては、起動時に原子炉制御設備又は制御棒駆動装置の誤動作によりまして、制御棒の異

常な連続的な引き抜きが起こる、又は運転員の誤操作で制御棒を連続的に引き抜いてしま

うと、そういうことによって炉心に過度の反応度が添加されて、原子炉の出力上昇が起こ

りまして燃料温度が上昇していくような、そういう事象を想定いたします。 

 これに対する防止対策ですけれども、三つほど対策を講じておりまして、一つ目が、制

御棒の引き抜きインターロック回路を設けます。これによりまして、引き抜き可能な制御

棒の最大本数を2本といたします。自動制御運転時の引き抜き可能な制御棒の最大本数は 1

本と制限いたします。  

 二つ目の対策ですけれども、粗調整棒の駆動速度、それから反応度添加率を制限いたし

ます。それから、微調整棒の駆動速度についても、手動操作、それから自動制御で速度が

違うんですけれども、それぞれ制限をすることによって反応度添加率の上限を定めるよう
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にしております。安全保護系に「対数出力炉周期短」、「安全系中性子束高」、こういっ

たスクラム回路を設けまして、これらの信号で原子炉を自動的に停止するようにしており

ます。 

 続いて解析条件ですけれども、初期状態としては、原子炉が臨界状態にあるものといた

します。出力の初期値は、残存出力を考えて定格値20MWの10-8といたします。炉心は自然

循環状態といたしまして、燃料温度、 1次冷却材温度、それぞれ 35℃といたします。 35℃

という数字は年間を通じての最大値となります。初期値が高いほうが過渡状態での燃料の

温度が高くなりますので、なるべく高いほうが厳しくなるということでございます。四つ

目が反応度添加率ですけれども、最大反応度価値をもつ制御棒が最大の駆動速度で炉心か

ら連続的に引き抜かれるものといたしまして、その値を添付書類八に記載された 7.5×10-

4という値といたします。出力が220kWになったときに、単一故障を考慮しました安全系中

性子束高（低設定）の信号でスクラムすると、こういった条件を置きまして、この事象に

ついて解析を行います。  

 その結果、グラフが 13ページに出ていますけれども、燃料の健全性が問題となることは

ないと、そういう結果が得られております。こちらの実際の解析については、先ほど説明

しましたけれども、今回、やり直しているというようなものではありませんけれども、平

成10年のシリサイド化したときの評価結果でございます。  

 14ページ、 15ページは低出力運転中の制御棒の異常な引き抜きに関する事象でございま

す。こちらは、先ほどは起動時の制御棒の異常な引き抜きでしたけれども、低出力運転中

に同じような原因で制御棒の連続的な引き抜きが起こったときにどうなるかという事象で

ございます。防止対策としては、起動時における制御棒の異常な引き抜きと同じ対策とな

ります。解析条件ですけれども、原子炉の初期出力は 100kWといたします。これは、高出

力運転モードの出力の最低値でございまして、 JRR-3の運転では、ステップ状に 20MWまで

出力を上げていくんですけれども、 100kWに到達すると、運転モード高設定、スクラムが

22MWですけれども、こちらに切り替えます。初期出力が低いほど、スクラム通達時の事象

進展が急激となりまして、評価が厳しくなるということで、初期出力を100kWとしてござ

います。  

 反応度添加率については、先ほどの事象と同様でございます。  

 原子炉出力が今度は 22MWになったときに、単一故障を考慮した安全系中性子束高（高設

定）の信号によりましてスクラムするといたします。こちらについても、燃料の健全性が
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問題となることはないということ、そういう結果が得られております。  

 16ページ、 17ページは定格出力運転中の制御棒の異常な引き抜きでございます。今度は、

定格出力運転中に制御棒を異常に引き抜いたらということで、防止対策については、起動

時における制御棒の異常な引き抜きと同様でございます。  

 解析条件については、初期出力20MW、それから、反応度添加率は先ほどと同様でござい

ます。スクラムに関しても先ほどと同様でございます。こちらの事象についても、燃料の

健全性が問題となるようなことはないという結論が得られております。  

 18ページ、 19ページが、実験物の異常等による反応度の付加になります。こちらは、定

格出力運転中に照射筒の中の照射試料が急速に移動しまして、炉心に正の反応度が添加さ

れて、原子炉出力が上昇するような場合を想定いたします。この事象に対する、これを防

止するための対策ですけれども、一つ目が、炉心内の照射設備、それから、照射試料が運

転中に移動しないよう十分な防止対策を講じるとしております。二つ目が、炉心内の照射

設備で、試料の出し入れについては燃料要素装荷の炉心変更と同様の手続で行いまして、

原子炉運転中には操作しないようにしております。三つ目が、炉心内の照射設備へ挿入す

る物質の種類、形状、最大挿入量及び反応度量などを十分管理するようにしております。

それから、重水タンク内の照射設備につきましては、試料の挿入・取出しを運転中にも行

うんですけれども、必要に応じまして、中央制御室の運転員の指示に従って、線形出力系、

あるいは対数出力炉周期系の指示に注意して、自動制御可能な範囲で行うようにしており

ます。 

 原子炉運転中に、水力照射設備の 2本の照射筒に試料を同時に挿入・取出しを行わない

ようにインターロック回路を設けております。原子炉運転中に、水力照射設備及び気送照

射設備において各々の照射筒に挿入・取出しを行う照射試料の反応度、こちらが 7.3✕10-

4Δk/k以上にならないようにしております。複数個の照射試料を同時に挿入・取出しを行

う場合につきましては、それらの試料の反応度の合計が 7.3✕ 10-4以上にならないように

しております。最後、安全保護系に「対数出力炉周期短」、「安全系中性子束高」のスク

ラム回路を設けることにしてございます。  

解析条件ですけれども、重水タンク内の照射設備の 2個の最大の反応度価値を持つ照射

試料が同時に移動したとしまして、その場合の添加反応度を 1.5✕10-3、上の防止対策の f

のところで同時に 7.3✕ 10-4としておりますので、その 2倍に相当しますけれども、その反

応度をステップ上に投入すると仮定しております。  
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それから、原子炉出力が22MWになったときに、単一故障を考慮した「安全系中性子束高

（高設定）」の信号でスクラムするという条件、こういった条件で解析をいたしますと、

こちらにつきましても、燃料の健全性が問題となることはないと、そういう結果が得られ

ております。  

20、21ページが冷水導入による反応度付加の事象でございます。こちらは原子炉運転に

停止中の1次冷却材主ポンプを間違って起動して、 1次冷却材の温度低下を招いて、原子炉

に正の反応度が加わりまして、原子炉が出力上昇する、そういう事象を想定いたします。  

こういった事象の防止対策ですけれども、一つは、自然循環運転時に、 1次冷却材主ポ

ンプの起動インターロック、これを設けまして、ポンプを誤起動できないようにしており

ます。安全保護系に「対数出力炉周期短」、「安全系中性子束高」のスクラム回路を設け

て、スクラムするようにしております。  

解析条件ですけれども、原子炉の出力については、自然循環で可能な最大出力である

200kWといたします。200kWという数字は自然循環冷却運転時の最大出力でございまして、

冬期の運転を前提にいたしますと、 1次冷却材温度 35℃とするには出力をなるべく大きく

する必要がございますので、最大の値を用いております。  

初期条件として、1次冷却材炉心入口温度35℃といたします。  

三つ目が1次冷却材主ポンプの起動インターロックがあるんですけれども、主ポンプ 2台

が起動して炉心に10℃の冷水が入ってくるといたします。この 10℃という温度ですけれど

も、こちらについては、冬期におきまして重水の凍結温度、こちらは 4℃ですけれども、

これを下回らないようにするために 2次冷却材の温度が 10℃より低下するような場合には

蒸気で 10℃以上に保つように管理しておりまして、 1次冷却材温度も 10℃以下に低下する

というようなことはありません。そのため、 1次冷却材温度が2次冷却材温度の下限値であ

る10℃まで低下しているといたしまして、この冷水が 1次冷却材主ポンプの誤起動で瞬時

に炉心に入ってくるということを仮定しております。  

四つ目の条件が冷水導入による温度差によって添加される反応度は 6.62✕ 10-3Δ k/kと

しております。これは想定する温度範囲、今の場合 10℃から35℃ですけれども、この範囲

の減速材温度係数、さらにその絶対値が最も大きい初装荷炉心のものになりますが、この

係数を用いて計算をすると 6.62✕10-3Δk/kという反応度になります。  

それから、原子炉出力 220kWになったときに、単一故障を考慮した「安全系中性子束高

（低設定）」の信号でスクラムするという条件を置いております。  
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こういった条件のもとで解析をいたしますと、こちらについても燃料の健全性が問題に

なることはないという結果が得られております。  

それから、 22ページ、 23ページは1次冷却材の流量低下になります。この事象について

は、定格出力運転中に電気的な故障等によりまして 1次冷却材の主ポンプ 2台のうち 1台が

停止して、 1次冷却材流量が低下して、その結果、炉心の冷却能力が低下して、燃料の温

度が上昇していく、そういう事象を想定いたします。  

こういった事象への防止対策ですけれども、一つ目が、電気的、機械的原因による故障

に対して、電気設備、ポンプ等の設計、製作、据付け等におきまして、諸規格、基準に適

合するよう、かつ供用期間中も含め品質管理を十分に行うようにしております。  

二つ目が、主ポンプが停止して、 1次冷却材流量低下した場合には、安全保護系の「 1次

冷却材流量低」、「 1次冷却材炉心出口温度高」、こちらの信号でスクラムさせるように

しております。  

解析条件ですけれども、 1次冷却材流量が定格の 85％になったときに、単一故障を考慮

した「1次冷却材流量低」の信号によりましてスクラムするとしております。  

それから、主ポンプ1台が停止する場合には、1次冷却材流量のコーストダウン曲線、こ

れは主ポンプの特性を考慮して、かつモーターのファン、軸受けの摩擦による制動トルク

を無視したものとしております。単一故障としまして、 1次冷却材補助ポンプ1台の停止を

仮定しております。1次冷却材の流量低下がもたらす燃料及び 1次冷却材の温度上昇による

負の反応度フィードバックにつきましては、解析の保守性を考慮して、これを期待しない

としております。  

こちらの事象についても解析を行った結果、燃料の健全性が問題となるようなことはご

ざいません。  

続きまして、 24、25ページが 2次冷却材の流量低下についての事象でございます。こち

らの事象につきましては、定格出力運転中に電気的な故障等によりまして 2次冷却材のポ

ンプが 1台停止をして、 2次冷却材の流量の低下を引き起こして、その結果、 1次冷却材温

度の異常な上昇を引き起こす、そういう事象を想定いたします。  

こちらの事象に対する防止対策ですけれども、 2次冷却材ポンプの品質管理については

先ほど述べた 1次冷却材の主ポンプに対する品質管理と同様に十分配慮するとしておりま

す。 

二つ目が、2次冷却材ポンプの停止によりまして、 1次冷却材熱交換器の除熱能力が低下
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して、1次冷却材温度が異常に上昇した場合、安全保護系の「 1次冷却材炉心出口温度高」

のスクラム信号で停止するようにしております。  

この事象の解析条件ですけれども、 2次冷却材ポンプ 1台が停止する場合には、 2次冷却

材流量のコーストダウン曲線については、ポンプの特性を考慮して、かつモーターのファ

ン軸受の摩擦による制動トルクを無視したものといたします。 1次冷却材炉心出口温度が

50℃になったときに、単一故障を考慮しました「 1次冷却材炉心出口温度高」、こちらの

信号でスクラムするようにいたします。この事象でも負の反応度フィードバックについて

は期待しないということにしてございます。  

この条件のもとで解析を行いますと、こちらについても燃料の健全性が問題となること

はないという結果が得られております。  

続いて、商用電源喪失についてでございます。こちらの事象については原子炉の定格出

力運転中に、送電系統の故障、あるいは研究所内の電気設備の故障、そういったことで商

用電源が喪失して、1次冷却系、2次冷却系の流量喪失が起こって、その結果、炉心の冷却

能力が低下する、それから燃料の温度が異常に上昇していくと、そういうような事象を想

定いたします。  

商用電源喪失を防止するための対策ですけれども、商用電源喪失と同時に、非常用電源

設備で安全上重要な機器の電源を確保すると。それから、引き続き 1次冷却材補助ポンプ

の電源を確保しまして、長期的な炉心冷却に備えることとしております。商用電源が喪失

した場合には、安全保護系に設けました「電源電圧異常」、「 1次冷却材流量低」、「1次

冷却材炉心出口温度高」、こういった信号でスクラムさせるようにしております。 

この事象の解析条件ですけれども、商用電源喪失と同時に 1次冷却材の主ポンプ、それ

から 2次冷却材ポンプが停止して、単一故障を考慮しました電源電圧異常でスクラムする

としております。このとき、 1次冷却材の補助ポンプは作動し続けまして、そのポンプの

特性に従って流量が増加して、主ポンプの定格流量の 22％を確保するといたします。  

1次冷却材流量、2次冷却材流量のコーストダウン曲線については、各々のポンプの特性

を考慮して、モーターのファン軸受の摩擦による制動トルクを無視したものといたします。

1次冷却材熱交換器から 2次冷却材への伝熱を無視いたします。単一故障としまして、 1次

冷却材補助ポンプ 1台の停止を仮定いたします。この事象でも温度上昇による負の反応度

フィードバックを期待しないと仮定しております。  

こちらの解析条件で解析をした結果、こちらについても燃料の健全性が問題となること
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はないということでございます。  

29ページから 31ページ、こちらが重水反射体への軽水流入の事象でございます。こちら

の事象は定格出力運転中に、重水タンク又は重水系の配管、こちらが何らかの原因で破損

して、その破損したところから原子炉プール水が重水タンク内に流入しまして重水の濃度

が低下すると。これによって中性子検出器の誤指示を招いて、過出力状態になる、そうい

うことを想定いたします。  

この事象の防止対策ですけれども、重水タンクは腐食しにくいアルミニウム材、重水系

配管はステンレス鋼を使用しまして、設計、製作、据付け等においては諸規格、基準に適

合するように、かつ品質管理、工程管理を十分に行いまして、さらに水質管理を十分に行

うことにしております。  

二つ目が、重水タンク、重水系配管は十分な耐震強度を持つように設計をいたします。

三つ目が、安全保護系に「重水溢流タンク水位高」のスクラム回路を設けまして、この信

号でスクラムするようにいたします。四つ目が中性子検出器の誤指示によりまして微調整

棒が引き抜かれて過出力状態になった場合には、「 1次冷却材炉心出入口温度差大」の信

号でスクラムするようにいたします。自動制御の範囲、これを定めまして、設定値に達す

ると、微調整棒の引き抜きが停止されるように自動制御運転インターロック回路を設けて

おります。  

このときの解析条件ですけれども、軽水混入で重水タンク外周の中性子検出器位置で中

性子束が減少いたしまして、中性子束一定制御方式によって、微調整棒が引き抜かれると

いうことを想定いたします。そのときの反応度添加率を1.1✕10-5Δk/k/sといたします。  

それから、1次冷却材炉心出入口温度差、こちらがスクラム設定値の 110％になったとき

に、単一故障を考慮した「 1次冷却材炉心出入口温度差大」の信号でスクラムするという

ことにしております。  

この条件で解析を行った結果、燃料の健全性が問題となることはないという結果が得ら

れております。  

それから、30ページが先ほど条件で設定したこの事象での反応度添加率の根拠を求めた

ものでございます。下の図が核計算の結果でございまして、重水濃度をパラメーターとし

て振ったときに炉心からの距離で中性子束がどう変化するかというのを示した図でござい

ます。この結果から重水濃度が 99％になる――軽水濃度が 1％ですけれども、そうなると、

中性子検出器位置で中性子束が 20％低下するという結果が得られております。軽水濃度が
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0.5％になったときに中性子束が 10％変化するといたしまして、重水配管の漏えい口の面

積を Dt/4としたときの軽水流入量を q1、重水冷却系の重水保有量を Q0、 T秒後の重水タン

ク内の軽水濃度を C、開口部内外の差圧を Hとすると、 Cとq1というのは下の 2式であらわす

ことができます。この式から軽水濃度が 0.5％になる時間 Tというのを求めますと、 31.8秒

となります。  

したがいまして、31.8秒間で中性子束が10％変化する、そういうような反応度添加率を

求めると、漏えい口の面積 Dt/4の場合の反応度添加率なります。ですので、今度は中性子

束が10％変化するのに必要な時間が 31.8秒となるような反応度添加率を探します。反応度

添加率を幾つか振って解析をしますと、 1.1✕10-5という値が得られます。  

ここまでが運転時の異常な過度変化に関する評価結果でございます。 

32ページからが設計基準事故に関する評価となります。  

32ページからが炉心流路閉塞事故となります。こちらは定格出力運転中に原子炉プール

内に異物が入りまして、炉心内の流路を閉塞して、その流路の 1次冷却材流量が減少して

燃料温度が上昇すると。その結果、燃料板に損傷を起こすおそれのある、そういう場合を

考えます。  

こちらに対する防止対策ですけれども、一つ目は通常の炉心作業終了後に原子炉内の点

検を十分行いまして、また、原子炉の運転の前に 1次冷却材主ポンプを起動いたしますが、

その後、炉心を点検して異物がないということを確認して流路閉塞を未然に防止しており

ます。 

二つ目が、 1次冷却系配管にストレーナを取り付けまして、異物を取り除くようにいた

します。三つ目が、燃料破損検出器を設けまして、こちらから警報を発生するようにしま

して、さらに多量のFPが放出するような場合には燃料事故モニターで自動停止するという

ようにいたします。  

解析条件ですけれども、流路の閉塞は、ホットチャンネルが完全に閉塞したものといた

します。それから、閉塞した流路に接する燃料板で発生した熱、こちらは全て正常流路の

ほうに流れるものといたします。燃料温度、こちらは定常熱伝導方程式によって計算をい

たしまして、解析では燃料板の側板方向の熱伝導を無視することにいたします。  

こちらの条件で解析をいたしますと、最小 DNBRが約 1.2となりまして、判断基準である

1.5を下回るようになります。ですので、ここでは燃料板の損傷を仮定して被ばく評価を

行うことにいたします。  
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その条件をまとめたものが 33ページになりまして、燃料損傷の起こる可能性は少ないん

ですけれども、 2枚の燃料板が破損すると仮定します。その燃料板の燃焼度は最高燃焼度

60％に到達しているとものといたします。燃料芯材中に含まれる FPのうちに希ガス 100％、

よう素等60％が放出されるといたします。よう素のうちの 10％が有機よう素、残りの 90％

が無機よう素といたします。 1次冷却材中から原子炉建屋内への移行率については、無機

よう素1％、その他 100％といたします。  

放出されると FPが1次冷却系のループを循環して、原子炉プールへ戻ってくるまでの時

間を 100秒、非常用排気設備の起動が完了するまでの時間を 80秒といたします。評価期間

中のFPの放射性崩壊を考慮いたします。原子炉建屋に放出されたよう素のうちの無機よう

素については 50％が沈着することにしまして漏えいに寄与しないとしております。単一故

障としまして、非常用排風機 1台の停止を仮定して、排気量は 1時間当たり90㎥としており

ます。よう素の除去フィルタの効率を 95％といたします。大気中に放出された FPによる被

ばく線量、よう素等の吸入による内部被ばく線量、それから希ガスからのγ線による外部

被ばく線量を考慮して、評価期間 30日間といたします。  

このときの大気中にどれだけ FPが放出されるかということを評価していきますけれども、

34ページの表が原子炉内に蓄積されている蓄積量を計算するときの評価式が記載してござ

います。  

35ページですけれども、相対濃度 (χ /Q)、相対線量 (D/Q)につきましては、添付書類六

に記載した値を用います。よう素の吸入摂取による等価線量については以下の式で評価を

いたします。希ガス等からのγ線による外部被ばく線量については、 35ページの下の式で

評価をいたします。  

これらの評価の結果、敷地境界外の公衆の最大の実効線量ということで合計すると 1.02

✕ 10-2mSvとなりますということで、十分厳しい条件を仮定したとしても、放出量が微小

であるということで、実効線量当量が十分小さいという結果が得られております。  

 39、40ページが1次冷却材主ポンプの軸固着事故でございます。こちらの事象について

は、定格出力運転中に、 1台の1次冷却材主ポンプの回転軸が瞬間的に固着するということ

で流量が減少するような事象を考えております。  

 こちらの防止対策ですけれども、ポンプの品質管理等につきましては、先ほど述べたと

おりでございます。この事象が起きたときには、「 1次冷却材主ポンプ停止」、「 1次冷却

材流量低」、「 1次冷却材炉心出口温度高」のスクラム回路から信号でスクラムするよう
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にいたします。  

解析条件ですけれども、軸固着が起きますと、主ポンプの電流が過電流状態となりまし

て、単一故障を考慮した主ポンプ停止の信号でスクラムするといたします。軸固着を起こ

すと同時に、ポンプの回転数が瞬時にゼロになる。それから、ポンプの出口側の逆止弁は

流量が0になって、約0.2秒後に完全に閉塞するものといたします。単一故障として、補助

ポンプ 1台の停止を仮定します。こちらの事象についても負の反応度フィードバックにつ

いて期待しないとしております。  

この条件で解析をいたしましたけれども、燃料の健全性が問題となるようなことはない

という結果が得られております。  

 41、42ページが 2次冷却材ポンプの軸固着事故になります。こちらは、今度は1台の2次

冷却材ポンプの回転軸が瞬間的に固着する、そういう場合を想定いたします。  

ポンプの品質管理に関しては、先ほどと同様でございます。ポンプの軸が固着した場合

には「2次冷却材ポンプ停止」の警報を発します。さらに、流量が低下いたしますと、「 2

次冷却材流量低」の警報を発するようにいたします。この 2次系の流量低下で1次冷却材の

温度が上昇するというような場合には「 1次冷却材炉心出口温度高」でスクラムするよう

にいたします。  

解析条件ですが、 2次冷却材ポンプが軸固着を起こすと同時に、ポンプの回転数が瞬時

に0になるといたします。1次冷却材の炉心出口温度が50℃になったときに、単一故障を考

慮した「 1次冷却材炉心出口温度高」でスクラムするといたします。こちらについても温

度上昇による負の反応度フィードバックを考慮しないとしてございます。  

こちらについても、燃料の健全性が問題となることはないということでございます。  

43ページから 46ページが 1次冷却材の流出事故でございます。こちらの事故については、

定格出力運転中に1次冷却系の配管に亀裂等が発生しまして、 1次冷却材が漏れ出るという

事象を考えます。  

こちらに対する防止対策としては、 1次冷却系の配管の材料にはステンレス鋼を使用し

まして、品質管理、工程管理を十分に行うようにしております。 1次冷却系配管、こちら

は毎サイクル起動前に漏水がないことを確認いたします。定期的に健全性確認のための検

査を行います。水平実験孔等の貫通部がございますけれども、こちらは水密構造といたし

まして漏えいをした場合には漏えい検出器で検知できるようにいたします。運転中に漏水

があった場合には、 1次冷却材の流量低下又は原子炉プールの水位低下を生じることにな
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りまして、安全保護系に設けました「 1次冷却材流量低」、それから「原子炉プール水位

低」信号でスクラムするようにいたします。  

さらに原子炉プールが低下した場合には「原子炉プール水位低低」の信号でサイフォン

ブレーク弁を開いて原子炉プールからの 1次冷却材の喪失を防止いたします。炉下室内に

漏れたときには、これを防止するために炉下室の扉を水密構造といたします。サイフォン

ブレーク弁の作動後の炉心の冷却を行うために、自然循環弁を開放いたします。こちらの

事象についても負の反応度フィードバックを考慮しないとしております。  

改正条件については、 1次冷却系配管の主ポンプの入口側に漏えいが発生するとしてお

ります。漏えい口の面積については Dt/4を考慮いたします。 1次冷却材流量がコーストダ

ウンして単一故障を考慮した「 1次冷却材流量低」でスクラムするといたします。それか

ら、通常水位から 300cm下がったところで「原子炉プール水位低低」の信号でサイフォン

ブレーク弁、自然循環弁を開放しまして、 1次冷却材の流量がとまるといたします。この

ときに商用電源喪失を考慮して、さらにサイフォンブレーク弁の単一故障を仮定いたしま

す。漏えい口における放出係数は 1.0といたしまして、瞬時に開口するとしております。  

その結果ですけれども、燃料の健全性が問題となることはないという結果が得られてお

ります。  

続いて、使用済燃料の機械的破損についてですけれども、原子炉の停止中に取扱い中の

使用済燃料が何らかの原因で破損する事故を考えます。こういった事故を防止するための

対策ですけれども、燃料の取扱いは訓練を受けた作業者が定められた取扱治具を用いて、

定められた手順に従って行うようにしております。  

取扱治具は燃料要素を破損させないように配慮した設計としております。燃料の被覆材

の腐食を防止するために、水質の管理を適切に行います。万一の事故に備えて、放射性物

質による汚染の拡大を防止するために、破損した燃料要素を専用の容器に封印いたします。

FPのうち水中に放出されたものについては原子炉プール水浄化系のイオン交換樹脂で回収

をいたします。空気中に放出されたものについては、換気空調設備又は非常用排気設備の

フィルタを介しまして大気中への放出を抑制いたします。  

被ばく評価の条件ですけれども、燃料の燃焼度が 60％といたします。原子炉停止後 2日

後に損傷が発生するものといたします。燃料板 1枚に含まれるFPの5％が水中に放出するも

のといたします。水中に放出した FPの割合については、希ガスが 100％、よう素等 60％と

いたします。  
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1次冷却材中に放出されるよう素以外の FPについては、瞬時に原子炉建屋内の雰囲気中

に放出されるものといたしまして、よう素の除染係数は 500といたします。建屋内に放出

されたFPについては、通常の換気空調設備で排気筒から大気中へ放出するといたします。

原子炉建屋内のプレートアウト、あるいは換気空調設備のフィルタの交換については考慮

しないとしております。 

χ/Q、D/Qにつきましては、添付書類六に記載した値を用います。  

こちらの評価結果ですけれども、敷地外の公衆の最大の実効線量当量合計 7.7✕10-4mSv

ということで、十分低い値となってございます。  

それから、49、50ページが重水漏えい事故についてでございます。こちらについては、

何らかの原因で重水系の配管、機器類が損傷して重水が漏えいいたしまして、重水中のと

リチウムが大気に放散することによって、被ばくを起こすような、そういう事故を想定い

たします。  

こういった事故を防止するために重水系の配管、機器類についてはステンレス鋼を使用

しまして、十分な品質管理、工程管理を行うようにいたします。万一、重水漏えいを検出

した場合には、警報を発するようにしまして、さらに重水の流量が低下するような場合に

は「重水流量低」の信号でスクラムするようにいたします。一方、重水溢流タンク内の重

水水位が低下するような場合には警報を発しまして、手動で原子炉をスクラムするように

いたします。三つ目が、重水漏えいを検知した場合には、原子炉停止後、必要に応じまし

て重水ダンプ弁、重水ドレン弁を開きまして、重水タンクの重水を重水溢流タンクに落と

すようにいたします。  

被ばく評価の条件ですけれども、重水漏えいは、重水区画内で起こるものといたしまし

て、50℃の飽和蒸気の形態で大気へ放散されるものといたします。事故発生後に「重水流

量低」でスクラム信号を発生しまして、手動操作で重水区画の給排水の遮断弁を閉じるこ

とにいたします。これによりまして重水区画を隔離するとすることにします。事故の間で、

大気へ放散される重水蒸気を含む空気量については、重水区画が隔離するまでの 900㎥、

それから回収作業が終了するまでの 300㎥といたします。重水中のトリチウム濃度につき

ましては、管理目標値の2倍であります3.7✕108 Bq/c㎥といたします。  

こちらの条件で被ばく評価を行いますと敷地境界外の実効線量当量で最大 6.6✕10-3mSv

ということで、十分低い値となります。  

以上で資料の説明を終わりにいたします。  
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○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

それでは、今ありました説明につきまして、規制庁のほうから何か質問、コメント等が

ありましたらお願いします。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

この件についての今後の審査会合での審査の進め方がございますので、ちょっと確認を

させていただきたいんですけれども。先ほど、御説明の中で平成 10年のシリサイド燃料を

採用するときの設置変更の際には、新規制基準での解釈で引用している試験研究炉の安全

評価指針、これを用いてこれらの評価全てについて見直したという理解でよろしいでしょ

うか。 

○日本原子力研究開発機構（荒木技術副主幹）  はい。そのような理解で間違いありませ

ん。 

○黒村チーム長補佐 そういったことであれば、個別、一つずつの事象を今回、審査会合

で審査するということよりは、今回の資料 4ページにございますが、今回、重要度分類を

見直していたり、あとは気象データ、こういったところを見直しているというところで、

その辺について着目をして審査会合での審査をしたいと思っています。  

 最新の知見の話は、これは場合によってはそれぞれの事象に関わってきますので、そこ

はヒアリングで事実関係を確認させていただいて、その上で、審査会合で審査すべき事項

が抽出されれば、審査会合で審査を行うという形にさせていただきたいと思います。  

 ただ、ヒアリングの中で、多分、現状の申請書の記載、その当時はほとんど添付書類十

とあとは燃料のところを見直したぐらいだと思いますので、制限値であるとか、そういっ

たところの記載が十分かどうかというところは、ヒアリングの中で確認をさせていただき

たいというふうに思っています。  

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長）  研究炉加速器管理部の鳥居でございます。  

 ただいまのここの審査の仕方ということで整理いただきましたので、それに基づいた御

説明等を準備していきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○大村チーム長代理 その上で、今日のところで、1個1個の事象についての細かいところ

はヒアリングでも確認をするということだと思うんですが、それ以外に何か。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけれども。  

 冒頭お話ししました件で、何か間違ったことを言っているかもしれないので、改めてお

話しさせていただきます。  
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 実用炉のほうの耐震設計に関しましては、設計値を使っているのみでございますので、

そこの点をちょっと先ほど間違えたかもしれないので、訂正のほうをよろしくお願いいた

します。  

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 了解いたしました。  

○杉山チーム員 あと、もう1点だけ御質問があります。  

6ページなんですけれども、設計基準事故のところの評価すべき事象というのがござい

まして、 JRR-3の評価結果も評価事象というのがありますけれども。これの○の三つ目の

環境への放射性物質の異常な放出のところの三つ目の矢印のところですけれども、反応度

の異常な投入ということですけれども、これについては評価事象の対象になっていないの

か、それとも要らないのか、どこかに含まれているのかという説明をお願いしたいんです

けれども。  

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 基本的には、これらの事象を考慮して、燃料が

破損に至るかどうかを評価しました。その結果、燃料破損に至らないことから、放出はな

いということでの評価結果ということになっております。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

というのは、そうすると、今のところは申請書には記載はされていないということなん

でしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） 運転時の異常な過度変化のほうで反応度の

異常な投入事象というのを評価しておるんですけれども、そこで破損に至らないというこ

とで評価をしてございます。破損に至れば、こういった関係の事象のところで評価するこ

とになります。  

 JRR-3について、事故評価の結果、燃料破損を伴うというような事象はないんですが、

流路閉塞事故のところで燃料が破損したとして環境への放出というようなことを考えて評

価をしてございます。  

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。  

○石島チーム員 規制庁の石島ですが。  

 ちょっと細かいかもしれないんですけれども、 29ページの重水反射体への軽水流入で、

反応度添加率が最大となるのは、重水系配管にスリット状漏えい口ができたときと書いて

あるんですけれども、これが最大になるということについては説明がないような感じがし

ますが、これが最大であると、その点についていかがでしょうか。 
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○日本原子力研究開発機構（荒木技術副主幹） 原子力機構の荒木です。  

 こちらは重水系配管の損傷を考える上で、漏えい口の面積は最大で Dt/4としまして、そ

のときの値を求めているものでございます。  

○石島チーム員 規制庁の石島です。 

 要するに、重水の流出速度が最大になる破断口がこれであるからということを意味して

いるんですか、ここの書きぶりは。  

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 加速器管理部の鳥居でございます。  

 基本的には、軽水の流入によって反応度が変わってくるということになるわけですが、

最大の破断口部を想定することによって最大の反応度添加率が規定されるという考えに基

づいて、最大と想定される破断口をここで示した上で、それに値する、それに対応する反

応度添加率を考えたということになるかと思います。  

 失礼しました。今、反応度と言いましたけれども、基本的には軽水の流入によって出力

がフィルタされて、中性子束がフィルタされて、あたかも出力が下がったように見えるも

のだから、それに比例して出力を上げていく、その状態を再現して計算したということに

なります。  

○大村チーム長代理 よろしいですか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 多分、その辺、記載との関係があると思いますので、事実関係をヒアリングのときにま

た御説明をいただけますでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 加速器管理部の鳥居でございます。  

 承知いたしました。  

○大村チーム長代理 それでは、それ以外に何かありますでしょうか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 7ページ、8ページに安全機能の重要度分類ということで、期待する安全機能というのが

それぞれ挙げているんですが、これは実際の評価のときに働く機能を挙げているという理

解でよろしいでしょうか。そのほか、多分、発生防止策とかというので、いろいろ多分、

これ以外の機能もあるんではないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（荒木技術副主幹） JRR-3の荒木です。 

 こちらの表に書いているのは、あくまでも解析上、働くものとして期待している、そう

いう安全機能でございまして、防止対策で期待しているようなものを全て取り上げている
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というわけではありません。あくまでも解析上用いるものを整理したものでございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 発生防止策として書いてあるものについての重要度分類の変更というのはあるんでしょ

うか。 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） 重要度分類のほうで PS機能のほうについて

も見直しをしておりますので、発生防止という観点でもクラスが変更になっているものは

ございます。ただ、この表の中にあらわしていますのは MSのほうだけになりますので、ち

ょっと見えてきてはおりませんけれども、発生防止に関しても重要度分類の見直しをして

いますので、ものによってはクラスが変更になっているものがございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 そこは安全評価指針との関係でいうと、特にそこを変えるということで評価上へ反映す

る必要はないという考え方なんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） 原子力機構の永冨ですが、基本的には重要

度分類の見直しはしておりますけれども、それによって事象進展、シナリオ等に影響が出

る、もしくは期待をする設備等に変更がある、そういったことはございません。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 そうすると、なぜ重要度分類を変更するのかという議論になってくるんですけれど。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） JRR-3の永冨ですが。 

 まず、重要度分類の見直しなんですが、今回、許可基準規則等の見直しがございまして、

その中で研究炉の指針に沿った分類をすることということになりましたので、我々 JRR-3

は発電炉の指針に沿った分類をしておりました、今まで。そういうことから、今回、研究

炉の指針に沿って分類を見直したというものになります。  

 ただ、安全確保のための基本的な考え方、ロジック、こういったものを変えたいという

ことではございませんので、分類についてクラスをどこに置くかというようなところで見

直しをいたしましたが、それによって何か安全確保のための考え方、対応を変えるとか、

そういったことを目的とした変更ではございません。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 お考えはわかりました。  

 あと、分類を変えているやつは、これはなぜ変えたかというのは、安全機能のほうで御

説明いただいたということで、ここの中には記載がされていないということでしょうか。  
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○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） 前回までに安全機能の重要度分類を御説明

いたしました。まだ質問等について回答し切れていない部分はございますけれども、基本

的には12条の関連のほうで分類の考え方について説明したというか、説明する予定にして

おります。  

 今回、ここで13条を説明したところなんですけれども、安全確保のロジック、そういっ

たところの御理解もいただいたほうがよろしいかということもありまして、今回、 13条の

ほうを説明させていただいております。  

○大村チーム長代理 それ以外にありますでしょうか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 最新知見の話はヒアリングのほうで事実関係をまず確認させていただきたいと思います

ので、多分、そこはそれぞれの評価の中で使っている実験とか、そういったところ、観点

でのまず事実関係を確認させていただいて、必要があれば、審査会合で議論させていただ

くという形にさせていただきたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 原子力機構JRR-3の鳥居でございます。  

 了解いたしました。ヒアリングの中でもきちんと説明をしながら、必要に応じてこの場

で解説、あるいは説明をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○大村チーム長代理 コメントのほうの資料を見ると、まだ耐震重要度分類それから安全

機能の重要度分類について幾つかの宿題というか、結構多くの項目が残っておりますので、

これは次回以降、これも説明いただいて、審議をするという形にしたいと思いますので、

よろしくお願いします。  

 それ以外に何かありますでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、本件については、これで終了というふうにしたいと思います。お疲れさまで

した。 

 それでは、再度説明者の入れかわりがありますので、それでは 5分程度休憩をいたしま

して、そろいましたら再開をしたいと思います。  

（休憩）  

○大村チーム長代理 それでは、そろいましたので、次の議題に移りたいと思います。  

 議題 3としまして、日本原子力研究開発機構 (HTTR)の新規制基準に対する適合性につい

て審査を行っていきたいと思います。  

用意いただいたのは1点で、資料の 3ということでありますので、この資料に基づきまし
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て説明をお願いいたします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長） 原子力機構の高温工学試験研究部の沢でございま

す。よろしくお願いいたします。  

 それでは資料に基づきまして御説明させていただきます。  

めくっていただきまして1ページ目、この資料の内容を書いてございます。ここに 7項目

ほど書いてございますけれども、最後に 32ページ以降に補足的な資料をつけておりますの

で、これも今日、説明させていただきたいと思っております。  

早速中身に入らせていただきます。  

2ページ目でございまして、背景といいますか、今回、重要度分類、新規制基準に対応

ということで、若干見直してございますので、そこの考え方をまず説明させていただきま

す。 

既にもうHTTR、動いておったわけですので、当然、重要度分類等をやっていたわけなん

ですけれども、当時の安全審査の時代にやったものは、基本的には発電炉の考え方に準拠

というか、基づきまして重要度分類を行ってございます。基本的には、高温ガスに関する

指針というのは当時ございません。それから、研究炉の指針も当時ございません。という

ことで、よって立つべきところも発電炉しかなかったという、そういう歴史的な経緯がご

ざいます。  

今回、研究炉指針というものが出されておりまして、その中ではいわゆる研究炉の多様

性、あるいは発電炉との違い、こういったものの特徴を踏まえて示されてございまして、

こういったことを受けて、今回、全体的に見直したということでございます。  

後ほど幾つか出てまいりますが、基本的には HTTRの運転をしばらくやってございますの

で、それから、この炉そもそもが、概要でも御説明しましたように、自分の特徴をちゃん

と把握するような、そういった試験研究炉でございますので、そういった知見を反映した

という形で、今回、見直しているということでございます。  

3ページにいっていただきまして、今、口頭で長々申したことを図示しますと、こんな

考え方になるのかなということでございまして、今回の新規制基準（許可基準規則）の要

求事項、これがちゃんと出てきておりまして、それに安全上の特徴ということで、この中

には運転実績ですとか、後ほど詳細に申し上げますけれども、安全性実証試験とか、こう

いったものの技術的知見があるということでございます。その中に、もちろん基準の中に

もありますけれども、いわゆる Graded Approach的な考え方が入っておりまして、それを
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受けて安全機能の重要度、第 12条第 1項ということの考え方、これを受けて重要度分類を

やっていくという考え方でございます。  

もう一つ、耐震の重要度分類というのが第 4条のほうでございますが、今回はこちらの

は次回以降御説明させていただくということで、今回は左側の安全機能の重要度分類を御

説明させていただきます。  

ポイントとなりますのが耐震重要度分類と安全機能重要度分類、全く別ルートで考えて

ございまして、それぞれ独立で評価していくという考え方に立ってございます。  

本日は重要度分類の御説明と同時に重要安全施設、これにつきましても第 6条、第12条、

第28条のほうで示されておりますので、これにつきましても御説明させていただきたいと

思っております。  

早速中身に入りまして、 4ページ目でございます。基本的には要求事項と対応方針で、

これらは 12条第1項に示されているということで、安全機能を考えなさいということで、

今までと考え方は変わっていないというふうに考えております。 

次の5ページ目のところでも安全機能の分類について、いわゆる異常発生防止系 (PS)と

それから、異常影響緩和系 (MS)ということで、これにつきましても今までと考え方は変え

てございません。  

6ページ目でございます。この辺が具体的に今回クラス 1と2と3という分け方で、それぞ

れの違いを示していただいているところで、クラス 1につきましては、燃料の多量の破損

を引き起こすおそれがあると。それから、著しい放射性物質の放出のおそれがあるという

ことでございます。クラス 2につきましては、多量の破損を直ちに引き起こすおそれはご

ざいませんが、過度の放射性物質の放出のおそれがあると。 3はその他ということで、こ

の辺がかなりきっちり示されていると、私ども考えてございまして、これに沿って、この

後御説明いたしますようなクラス分類をしているということでございます。  

7ページ目に参りまして、それで、この後やっていく前段階といたしまして、 HTTRの特

徴を簡単にまとめさせていただいております。  

まず、発電炉との比較、いわゆる Graded Approachみたいな話を定量化してみますと、

出力とかは100分の1ぐらいであるとか、あるいは冷却材も全く異なるので、この辺はもう

御承知のとおりでございますので、割愛いたしますけれども。重要なところとしましては、

ヒートシンクは、私どもは大気でございます。緊急炉心冷却システムが要らないという特

徴があると。崩壊熱につきましても自然循環で冷却できるということがございます。それ
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から核分裂生成物のインベントリーもここにございますように、大体出力にならった形で

小さいという形です。  

それを文章化したものが 8ページのほうにございます。内包エネルギーが先ほど申しま

したように、 100分の1ですので、それに引きずられて蓄積も、核分裂生成物も少ないとい

うことです。  

それから、ヘリウムガスが冷却材で、炉心に金属材料を使ってございませんので、非常

に熱に強いと、これも概要で御説明させていただきまして、本日、もう少し定量的に御説

明いたしますけれども、こういった特徴があるということです。したがいまして、まず、

時間的なスケールが非常に長いと、事故とか異常に対する事象の進展が緩やかであるとい

うことが大きな特徴になっております。  

それから停止系でございますけれども、原子炉停止につきましては、基本的にとまらな

くても大丈夫だと。とめなくても大丈夫だということを後ほどまた御説明いたしますけれ

ども、いろんな試験等で確認をしているということでございます。  

同じく冷却につきましても、炉心冷却機能、これは急いで冷やすとか、そういうことは

やる必要がないということでございます。あと、使用済燃料は、概要でも申し上げました

ように、一部マネジメントが必要にはなってくるかと思いますけれども、こういったこと

が特徴になっております。  

放射性物質の閉じ込め機能も少なくとも発電炉よりはかなり期待度は大きくないという

特徴を有してございます。  

これが概要でございます。  

もう一つ、次の 9ページについて停止系について詳しく見ますと、停止系は、設備の話

を先にしないと、この後の話があれですので、先にやらせていただきますと、通常運転時

には制御棒を上下させて、出力を制限いたします。作業棒の駆動方式は、電動機によるワ

イヤーロープの巻取り式で上下すると。  

ただ、スクラムの場合ですけれども、スクラムの場合は、制御棒系統と後備停止系と二

つあるんですけれども、制御棒系のほうは完全に電磁クラッチを切り離して、自動落下す

るということです。電源喪失時はフェイルセーフということで、勝手に落ちるということ

でございます。  

それから、もう一つ、後備停止系という炭化ホウ素ペレット、小さなものがたくさん入

ったものがございますけれども、こちらのほうは後ほど議論になるかと思うんですけれど
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も、いわゆるバックアップ系という形で準備がしてあるということでございます。  

次の10ページにいっていただきまして、その辺を図示したものでございます。一番左に

原子炉の圧力容器がございまして、上のほうにたくさん立っているのがスタンドパイプと

言っておりますけれども、この中に駆動装置等一番右の図にありますように入ってござい

まして、この中にある電動機とか巻取り装置とか、こういったもので制御棒が通常は上下

していると。スクラムの信号が入った場合には電磁クラッチ、右の上のほうにございます

けれども、そこでそれを切り離して下に落ちると。  

場所的には、原子炉を輪切りにしたのが真ん中にございますけれども、黒と白で書いて

あるこのブロックのところに入っていくということでございます。制御棒は一つの場所に

2本ありまして、対で動いておりますので、二つ孔があります。もう一つの白丸のところ

は、先ほど申しましたバックアップ系の後備停止系の孔になっております。  

以上が停止系の話でございます。  

もう一つ、特徴としまして炉心冷却につきまして設備の概要を説明いたします。前回の

概要で示しました図が右上のほうに小さく書いておりますが、ここを大きく全体を見ます

と、通常の運転のときは主冷却設備と申しまして、右上の図でいう中間熱交換器とヘリウ

ム水の熱交換器と、それからヘリウム水の 1次加圧冷却器と、この二つで冷却できるよう

な形で通常はなっております。  

異常が起きた場合なんですけれども、この場合には、ガスループが健全な場合につきま

しては、左側にあります緑で図では書いてございます、補助冷却設備、これが 30MWに対し

て3.5MWですけれども、1系統ですけれども、これがぐるぐる回りまして、崩壊熱を除去し

ていくと。  

それから、もう一つの異常状態、例えば、配管が完全に切れて冷却材の流量も確保でき

ない場合、こういった場合につきましては、動力冷却設備と申しまして、原子炉圧力容器

の周りに水冷パネルを張ってございます。これが右下のほうに図になっておりますけれど

も、それが通常から常に水を回しているんですけれども、これが圧力容器外面から間接冷

却で崩壊熱を除去していると。これは独立で 2系統になっていると。こういった冷却設備

の構成になってございます。  

それから、もう一つ、燃料の特徴ということで 12ページでございます。12ページ目、こ

れも概要で御説明させていただきましたが、セラミックスで多重被覆した被覆燃料粒子と

いう小さい粒が基本単位になっておりまして、核分裂生成物は全部この中に閉じ込めると
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いう基本思想になってございます。これを焼きかためて黒鉛ブロックの中に入れるという

形になってございますので、基本的に金属材料を使っていないということです。  

それから、先ほど申しました一つ一つの粒の炭化ケイ素層、あるいは炭素層が核分裂生

成物を閉じ込めていますので、これがどのぐらいよくできているか、あるいは壊れないか

ということで、核分裂生成物の閉じ込め性能が決まるということで、右のほうにあるグラ

フが閉じ込め機能を示したものでございますけれども、このときは出口温度 950℃で50日

間連続運転の結果でございますが、設計で想定したときよりも、はるかに低い、 4桁ぐら

い低い値で、極めて低い値をとっているという実験記録でございます。  

以上が大体、設備の概要でございます。  

ここから本題の重要度分類の見直しの結果を御説明させていただきまして、それから、

その理由を引き続き説明させていただきたいと思います。  

13ページに行っていただきまして、まず、 PSのほうを書いてございます。 PSの 1、2、3

という区分をここに書いてございます。基本的に白くしてあるところは、現在の許認可か

ら変更がないところでございます。変更した部分をグリーンのハッチングで示してござい

ます。そこを中心に御説明させていただきますと、 PS-1からPS-2になったものということ

を含めて、炉心の形成という機能を二つに分けております。  

炉心の形成の中の支持機能、炉心を支持する、崩壊させない、こういった機能につきま

してはPS-1のまま変更なし。ただし、いわゆる炉心構成要素の中でも制御棒等、この辺の

話とか停止機能に関わるところ、具体的に申しますと、炉心構成要素の燃料体、可動反射

体ブロック、制御棒案内ブロック、ここを PS-2にしております。  

それから同じく炉心支持鋼構造物のうち拘束機構の拘束バンド、これもまた詳しく御説

明いたしますが、それから、炉心支持黒鉛構造物（サポートポスト）、こういったものを

PS-2にしてございます。ここが今回一つ目の変わったものになります。  

次のページに行っていただきまして、 PS-3、ここもいろんな設備がありますが、ここに

つきましては変更ございません。  

今度は15ページ目からでございます。 15ページ目からが今度は、原子炉のほうのMSのほ

うの設備でございます。これも同じくグリーンでハッチングしている部分が今回変わった

ところでございます。  

まず、MS-2のところになったところで、 1から2になったものということで、後備停止系

が一つ、先ほど申しましたホウ素ペレットの停止系がございます。それから、工学的安全
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設備の炉心冷却の補助冷却設備、先ほど申しましたループが形成されているときに除熱を

する 3.5MWの熱流量を持つ冷却器ですけれども、補助冷却設備、それから、炉容器冷却設

備、これがMS-2にしております。閉じ込めの関係では原子炉格納容器、それから、非常用

空気浄化設備、これは事故の後、スタックのほうにフィルタを介してガスを持っていく設

備でございます。これが MS-2になっております。  

あと、機能別に書いてございますけれども、物としては同じものです。  

最後に工学的安全施設及び原子炉停止系への起動信号ということで、安全保護系（工学

的安全施設）に係る安全保護系、停止系は MS-1のままなんですけれども、今、申しました

ような設備の安全保護系につきましては MS-2ということです。  

それから、一番下に、しばらく下のほうに行っていただきまして、非常用発電機とか補

機冷却水設備、制御用圧空とか直流電源、こういったところも MS-2のほうに変更してござ

います。 

16ページでございます。16ページは、ここは MS-3ですけれども、これは変更ございませ

ん。 

以上が変わったところで、大きく申しますと、炉心の形成の支持機能以外のところを

PS-1からPS-2、冷却系のところがMS-1からMS-2、それから、それに付随するもの、これが

一緒になって大体MS-2に落ちていると、大きくいうと、そういったくくりになってござい

ます。 

17ページ目以降がその根拠を示してございます。まず、炉心の形成、 PS-1からPS-2にし

た部分でございます。これも緑で色塗りしたの部分ですけれども、ここは重要なところな

ので読ませていただきますと、基本的には HTTRを用いた安全性実証試験によりまして、停

止機能、それから冷却機能、こういったものがなくなった場合でも、原子炉そのものが未

臨界状態となって、燃料が壊れないといいますか、炉心が冷却されると、これも確認して

いるということでございます。この辺の話につきましては、先ほど、最初に申しました最

後につけた資料で詳細は御説明いたします――ということがわかりましたということです。  

これらの性能を担保する上では、支持構造物（拘束バンドを除く）、それから炉心支持

黒鉛構造物、この辺は形が整っていないと冷却もできないわけなんで、ここは必ず守りま

すということで、ここは変えません。  

一方、拘束バンドが損傷、あるいは炉心構成要素、それから炉心支持黒鉛構造物が損傷

したとしても、レストレイントリングというのが横側にあるんですけれども、これも後述
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いたしますが、これがちゃんとあれば、崩壊熱の除去に支障はないということになります。

すなわち、炉心構成要素及び炉心支持黒鉛構造物（サポートポストを除く）や拘束バンド

の損傷が直ちに多量の核分裂生成物の放出を伴う事故に進展することはないと。これがい

わゆる1と2の違いでございますけれども、ということを理由といたしまして、こういった

ものをPS-2としたということでございます。  

18ページ目に今のいろんな名称が出てきたんですけれども、それがここに描いてござい

まして、まず、レストレイントリングというのが右側に描いているんですけれども、これ

はずっと黒鉛ブロックを積んだものが真ん中にあるわけなんですけれども、その周りを囲

むような形でたがをはめているようなものでございます。これがきっちり合ってくれれば、

それ以上燃料の場所がずれないということで、炉心形状を確保できるということでござい

ます。 

同じくサポートポストというものが左側にありますけれども、これの下のほうに炉心を

支えている、空間をつくっている部分でございますけれども、ここにつきましても、そう

いったことをやっているというものでございます。  

それから、19ページ目のところに参りまして、今度は MSの残りでございます。まず、上

のほう、原子炉停止に係る部分でございますが、ここにつきましても、 HTTRを用いた安全

性実証試験によりまして、停止機能、それから、冷却機能喪失、こういったところでも問

題ないと、燃料が壊れることはないということを確認しているということでございます。  

したがいまして、原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能の重要度、これはクラス 1未満

にできると、私どもは考えてございます。  

ただし、ここは今までと例外になってございまして、許可基準規則における耐震重要度

分類、ここでは Sクラス要求、制御系にしてございます。したがいまして、その中の制御

棒系、これにつきましてはクラス 1のままにしてございます。 

もう一つ、後備停止系、これもいわゆる停止系の中に含まれるわけなんですけれども、

これにつきましては、例えば、添十の事象には使っていないということです。あるいは、

実際問題、これを使うということが基本的には通常の事故の場面はないということを考え

た上でクラス 2としてございます。  

それから、下のところでございます。下のところの補助冷却、いわゆる冷却系統系でご

ざいます。これにつきましても、同じく後述いたします試験結果、こういったものに基づ

きまして、重要度は高くないと、これがなくても、別に燃料が壊れて直ちに大量の被ばく
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のリスクを与えるものではないということで MS-2にしてございます。 

それから、引き続きまして 20ページに参りまして、今度は非常用空気浄化設備でござい

ます。こちらにつきましては、核分裂生成物の量が小さいということ、それから、事故解

析等を行った場合でも、燃料の温度上昇が小さく、燃料の追加破損というのが想定されな

いということから、 MS-2と、いわゆる 1と 2の違い、文章の違いに鑑みまして 2としてござ

います。  

それから、もう一つ、その下に、建屋等でございますけれども、これにつきましても格

納容器につきまして、事故時に想定される放出エネルギーが小さいと。それから、格納容

器スプレー系のような、そういったものも必要がないということで、格納容器そのものは

十分守れると。  

それから、先ほど申しましたように、放射性物質濃度が低いということがございますの

で、これにつきましても 1の要求がなく2にできるということで2にしてございます。  

それから21ページ目でございます。今度は工学的安全施設のほうの停止系の作動信号で

ございます。こちらが今まで申し上げました理由で、制御棒系とか工学的安全施設、こち

らのほうが 2になってございますので、それに引きづられるような形で、こちらの信号系

のほうもMS-2にできるということでございます。  

同じく非常用電源設備につきましても、今までの冷却系とか、こういったところの重要

度と合わせて MS-2としてございます。  

電源系につきましては、今の形を受けて、それと整合する形で、いわゆる直流電源設備、

それから安全保護系無停電電源装置、これは MS-2としてございます。 

以上がまず分類の、どうやったかということとその根拠、我々の考え方等をお示しした

ところでございます。  

次の22ページ目からの重要安全施設の選定として何枚か続きますが、こちらは基本的に

は考え方はほとんど変えてございませんので、ちょっと簡単にだけ説明させていただきま

す。 

まず、22ページの重要安全施設の選定の中で重要安全施設に対する要求事項が、今回、

自然現象と信頼性、それから電源系統と、こういったところにやられてございます。この

中で自然現象につきましては、今回初めて出てきていますので、考え方を新たに整理した

ところがございますが、それ以外は前からあるような要求と同じでございますので、そこ

については、私どもの考え方は全然変えてございません。  
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具体的にまず 23ページ目のところで、自然現象につきましては、今回、要求として新し

く出てきたところだと考えてございますので、外部からの衝撃による損傷の防止という第

6条第2項のところで、重要安全施設というものは、自然現象により当該安全施設に作用す

る衝撃、それから、設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮しなさいとございますので、

そのための設計方針といたしましては、そのとおりにいたしますと、もちろん答えるわけ

なんですけれども、その対象としましては、ここにあるクラス 1、それからクラス2のうち

PS-2及びMS-2に設計基準事故時にプラント状態を把握する機能を有する検討、要するに状

態を把握する機能、こういったものを重要安全施設として定義します。これは新しく今回

やったものでございます。  

それから、24ページのほうでございます。これは信頼性でございます。これはもうくど

くどと申しませんが、多重性、多様性を持つものはどんなものかというものを下のほうに

書いてございまして、一つ目が、 PS-1のうち、通常運転時に開であっても、閉動作によっ

て原子炉冷却材圧力パウンダリの一部を形成する、壊さないようにするものと、それから

MS-1、それからMS-2のうち、過度の放射線影響を防止するために緩和機能を果たせる系統、

それから、プラント状態を把握する系統と、こういったものを対象としてございます。こ

れは、考え方は変わってございません。  

それから、電源系統、 25ページにございます、これも考え方は従来と変わってございま

せんで、電力系統につなぐものというのはどんなものかというと、まず PS-1、先ほどと同

じものでございます。それからMS-1、それからMS-2のうちということで、先ほどの信頼性

と同じもの、これ全部電源系統のほうにきちっとつなぎますという説明をしてございます。  

具体的な中身が26ページ、27ページのほうにございます。全部は申し上げませんけれど

も、まず、自然現象（第 6条）につきましては、 PSとしては冷却材圧力バウンダリ以下こ

こに描いててございますような施設について、重要安全施設と考えてございます。  

MS系は発生予防以下ここに描いているような設備が重要であると考えてございます。  

同じく信頼性と電気系統、これは先ほど見ていただいたように、同じものなんですけれ

ども、ここにあります PSは圧力バウンダリの一部を形成する弁、それから MSは安全弁かこ

ういった幾つかの施設につきまして重要な施設というふうに選定してございます。  

27ページ以降、その他ということで、幾つかの要求事項に関しまして、どう設計方針を

つくっているかというものを整理してございます。  

27ページでございますけれども、まず、第 12条第 3項の安全施設につきまして、環境条
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件をちゃんと考えてやりなさいということに関しまして、そういたしますということを下

のほうで書いてございます。具体的には通常運転時、それから異常状態の圧力、温度、湿

度、放射線等を十分考慮しますと。それから、変動時間、繰返し回数を設定しまして、ク

リープ等をちゃんと評価してやりますということを書いてございます。  

28ページ、ここも特に考え方は変わっておりません。試験、あるいは検査ができるもの

にしなさいということで、下に書いてありますように⑴～⑺、こういった試験をできるよ

うにしておりますということでございます。  

29ページのところで、配管の損壊に伴う飛散物によって影響を受けないようにしなきゃ

ならないということで、これにつきましても、従来と同じでございます。同じことをここ

に書いているだけでございますので、詳細は割愛いたします。  

最後でございます。30ページのところに、共用のものでございます。これは答えとしま

しては、安全機能を有する SSCにつきましては、他の原子炉施設と共用しませんというこ

とで、これも従来とは変わってございません。  

ここまでがまず重要度分類、今回見直したもの、それから、その理由、あと、整理とし

まして、結果としてどんなものが重要安全施設になったかということの御説明でございま

した。 

よろしければ、引き続き大もとの根拠になっているものを少しまとめてございますので、

32ページ以降、参考資料ということで御説明させていただきます。  

まず、HTTRで、最初のほうに申しました、今回、いろんなものを見直す一つの技術的な

根拠となっておりますのが、 HTTRでやってきました運転の実績、あるいは、特に安全性確

証試験、この炉特有のことをやっているわけなんですけれども、こういったものを整理し

てございます。  

33ページ目のところで、1998年から現在に至るまでのどんな試験をやってきたかという

ことで、私どもも便宜的に二つぐらいにクラス分けしているんですが、一つは設計方針の

確証試験ということで、いわゆる 850℃なり950℃なり安定に達した、そのときどういう特

性を持っているかというような試験、これが左から 2番目のカラムでずっと説明してござ

います。こういった運転をずっと一つはやってきてございます。  

それから、もう一つ、その隣が安全性の確証試験ということで、安全性実証試験とここ

では言っているんですけれども、ここのところで、これは後ほどまた詳しく申しますが、

2002年を皮切りに幾つかの試験をこのように重ねてきていると。出力レベルも低いほうか
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ら大きいほうへいろんなことをやって、条件としても、緩いものから過酷なものへという

順番でいろんな試験をやってきてございます。 

それから、一番右のほうにいろんなトラブル、トラブルというか、どんなことを経験し

たかみたいなこと、例えば、どんなスクラムがあったかとか、制御棒を交換したとか、こ

ういったことをやってございます。  

こんなことをやってきたということで、これに基づいて、私ども、今回、いろんなもの

を見直したということになります。  

めくっていただきまして、一つは運転実績的なところ、これもあまりはしょってあれす

るのも何なんですけれども、簡単に申しますと、 34ページにございますように、例えば燃

料の性能、先ほど申しましたように、実際上は非常にいいものができたと。それから、制

御棒の位置から反応度の変化がわかりますので、実際に核特性なり、核計算の精度がこの

ようにここから見えてくるということ。それから冷却材の管理ですとか、高温機器の性能。

プラントの制御につきましては、添十の事故異常解析の前提条件にあるものでございます

ので、この辺は今の想定よりも中に入っていると。要するに、今の評価が安全側になって

いるということをきっちり確認してございます。  

これは一例でございますが、こういうデータをいろいろつくっているということでござ

います。  

それから、もう一つ、安全性実証試験というのを先ほど簡単に御説明いたしましたが、

もともとの目的はこの原子炉特有の目的で、35ページに書いてございますけれども、もと

もと高温ガス炉は固有の安全性に優れており、受動的な方法で、いわゆる過酷事故に至ら

ないというものなんだということを言っていたんですけれども、これを段階的にちゃんと

示していきましょうと、実炉を使ってやっていきましょうということでやっているもので

す。 

後ほど申しますが、とは言っても何でもできるわけでございませんので、やっぱりそこ

では解析でつなぐという部分がどうしても必要になってまいります。ですので、実際的に

はきっちりこの量を使っても安全な範囲の中でこの試験を行いまして、安全評価手法を高

度化せるというのが目的でございます。  

今現在の大きな目的は、一つは冷却能力がなくなった場合、どうなるかということが大

きなテーマの一つでございます。もう一つは反応度が入ったときに、何もしなくても大丈

夫なのかというようなこと、この二つを今までは中心にやってきてございます。  
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36ページに出てきましたこの背景でございます。これはもう既に御説明したものですの

で、何でこういう特徴を持っているかと、簡単に言うと、黒鉛構造物を使っているとか、

そういった理由になっているところでございます。  

37ページに同じく流れみたいなものを書いてございますので、先ほど、私、口頭で言っ

たようなことが書いてございます。実際に実験をやってみまして、その評価を行って、い

ろんな解析手法なり評価手法、こういったもので、ここが違う、あれが違うと言いながら、

だんだん精度を上げていくと、こういったことをやっているということでございます。  

最終的には、もちろん、これは目的としましては、実用炉というか、将来のためという

のもありますが、HTTRそのものの解析手法を高度化にも当然使いますので、こういったも

のにも活用していくということでございます。  

38ページに行きます。先ほどいろんな試験をやると言いましたけれども、青天井にもち

ろんできませんので、ある範囲の中でやってございます。そこの考え方を 38ページに整理

してございます。  

まず、今回の HTTR実炉を使ってやる試験につきましては、想定される代表的な異常を模

擬してやるということなんですけれども、二つ目は解析の比較ということです。  

3番目からなんですが、実際には試験できないような状態に対しても、きっちり妥当な

んだよと示すことが目的になってございます。そのために実際、こういう試験というのは

恐らく国内でやったことがないということで、当初、何か間違って原子炉を壊してしまっ

ては元も子もないということなので、試験中の運転状態が通常運転の範囲、要するに高温

試験運転モードというのがあるんですけれども、 950℃出口温度ですけれども、これを超

えないような形で運転モード選択装置というものを使いまして、ここはまた後ほど説明い

たしますが、所定の制限を加えております。具体的に言うと、出力なり出口温度なりを一

番厳しい状態にしないということでやってございます。  

それから、試験中には原子炉保護設備を生かしてございます。万一、想定外のことがあ

った場合には、すぐにスクラムできるということでやってございます。  

それから、試験中の異常な過渡変化、それから事故の結果というものは、高温試験運転

950℃出口運転の事象よりも厳しくならないという範囲になっておりますので、包絡性は

担保されてございます。ただ、ちょっと特別だということで、一部、添付書類十のほうに

特殊運転時の異常というのを選定してございます。 

39ページのところでは、試験項目を書いてございます。先ほど、反応度事故と炉心の除
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熱量というか、熱系をやっていると申しましたけれども、出力上昇につきましては制御棒

の異常な引き抜きを模擬した制御棒引き抜き試験をやっております。それから、冷却材を

なくすということに関しましては、循環器、１次加圧水冷却器3台持っているんですけれ

ども、部分流量というのは 1台ないしは 2台とめる。それから、真ん中にあります 3台停止

は全部とめると。一番右にありますのは、さらに炉容器冷却設備という先ほど水冷パネル

があると申しましたけれども、これもとめるということで、全冷却機能を落とすというこ

とで、左から右にどんどん厳しくなっていくわけなので、順番としては左から右に向かっ

ていろいろやってきてございます。これが試験項目でございます。  

40ページ見ていただきまして、実際にこの辺の位置づけなんですけれども、もちろんこ

れは許認可をいただいてやっているわけなんですけれども、ちょっと状況を整理しますと、

特殊運転とか安全性実証試験と言っていますのは、基本的に通常運転の範囲ということに

なっておりまして、HTTRは運転モード選択装置というふうに三つの運転モードが選択でき

ます。いわゆる定格運転といっていますのは 30MWで出口温度 850℃になる、それぞれに単

独というのは加圧水冷却器、水系だけで冷やすもの、それから並列的に水とヘリウム系で

冷やすものというのがございます。それから、高温試験運転というのは 950℃出口温度で、

同じく水だけで冷やすものとヘリウムと水で冷やすものとございます。さらに、定格運転

という 850℃の中で単独運転という条件のもと、今申し上げましたような制御棒の引抜き

試験とか循環機停止試験とかができているということでございます。  

ですから、そういう意味では、ある程度といいますか、当然制限がかかっているわけで

すので、ここを解析でつないでやっているということになります。  

実際どんなことをやったかというのは、簡単にまとめると、先ほど細かく出したんです

けれども、ざくっとまとめると 41ページのようになりまして、制御棒の引抜きについては

平成14年度から、30％からスタートして、18年度まで80％までやっています。実際にはワ

ースを変えたり、引抜き速度を変えたり、細かいことを言うと、そういうことも細やかに

書かれています。 

それから、循環機の停止につきましては、初期出力 30％、 60％で 1台停止をやっていま

す。それから、 2台停止は 30、60、100とフルパワーからもとめています。循環機3台停止

は30％からとめています。  

炉容器冷却設備、これは全部とめるやつですけれども、予備試験として平成 22年度に

30％でやっておりまして、震災がなければ、このまま 100％まで、例えば3台停止いくはず
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だったんですけれども、震災の結果、今はとまっているということで、これが今、ホール

ドされている状態になっております。  

42ページで結果だけ、ここもあまりこまごまとは申し上げませんが、どんな感じになる

かということだけで申しますと、真ん中の制御棒を引き抜いたときに、挙動が42ページ右

のほうに書いてございまして、制御棒の位置を赤く、ぐっと上に引き抜いたと、反応度を

入れたということで、出力が、中段にございますように、 80％あたりからぐんと上がって、

10％ぐらい上がる。その場でホールドしておいて、勝手に下がってくれる、遠からず下が

るんですけれども、下がっていくということで、解析と試験結果は、このぐらい大体合っ

てきているということでございます。  

それから、燃料温度のほうは、実測は残念ながらできませんで、解析だけですけれども、

こんな感じで上がって静定するという挙動が見えております。  

それから、 43ページの循環機停止試験でございます。これは 3台のうち 1台ないし 2台停

止の試験でございます。このときに冷却材流量が試験開始とともに、 0にはしていないん

ですけれども、半分とか 3分の1か3分の2にぽんと落として、その結果、出力はどうなるか

というのが赤で中段に書いてございます。  

このときは流れがございますので、 FFD計数率というのは FPの濃度を見ているんですけ

れども、FPの濃度をずっと見て、ずっと FPの濃度が落ちていっているということと、燃料

温度、これは解析ですけれども、ちょっと上がって、ドップラーが効いて、ずっと下がっ

ていると。そういう意味では、 FPの出方と整合をとった形で推移しているということがわ

かるかと思います。  

44ページ目が今度は全部とめたときでございまして、右上のほうで流量がある地点で 0

になっている、全く 0に落とすと。そうすると、出力も一緒になって落ちてくると。燃料

温度も、解析ですけれども、三つでやると、ちょっと上がってドップラーで落ちると。こ

のときはもちろん停止操作はしていませんので、あとはずっと放っておくと、新しい状態

に静定するという形になってございます。  

こういった試験を代表例だけ挙げさせていただいたんですけれども、こういったことを

やった結果、 45ページのほうを見ていただきますと、安全性実証試験としては、反応度の

話と、それから冷却機能の話、それから運転実績としては、燃料の出力上昇試験とか連続

運転とかをやったということでございます。  

結論といたしまして、先ほどちょっと申しましたように、当初の想定どおりといいます
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か、崩壊熱除去系とか、ああいう停止系に対する要求事項はそれほど大きくないんだとい

うことが定量的に示されているということでございます。  

それから、あわせて従来の安全評価、今回、添十、実は被ばく評価の気象条件を除いて

変更はしていないんですけれども、少なくともそこは保守的な評価に現在なっているとい

うこともわかるということでございます。  

最後、46ページでちょっとまとめますと、これは最終的にこういった結果からどう私ど

も引っ張ってきたかと申しますと、まず、上のほうでございます。長々書いていますけれ

ども、基本的には、高温ガス炉が負の反応度フィードバックから持っていって、燃料も温

度に対して非常に強いということで、原子炉停止系であります制御棒系、それから、後備

停止系による負の反応度、こういったものを急激に、急いでやらなくても、基本的には敷

地周辺公衆に過度の放射線影響を与えることはないと判断してございます。  

したがいまして、制御棒系、後備停止系、これらにつきましては、 MS-1というふうな必

要はないと、私どもは技術的には判断しています。ただし、先ほどもちょっと申しました

けれども、やはり、制御棒系だけにつきましては、許可基準のほうの耐震との関係等ござ

いますので、クラス 1のままに結果としてしてございます。そういう意味では、論理的な

整合性としてはあれなんですけれども、制御棒だけは、そういう意味で戻していると。た

だし、後備停止系につきましては、添付書類十の評価にも使ってございませんので、これ

につきましては2で十分でしょうというふうなことで整理してございます。  

それから、もう一つの冷却系のほうでございますけれども、これもいろんな試験をやっ

ておりまして、基本的に強制冷却といいますか、崩壊熱をとってやるとかしなくても、周

辺公衆への過度な放射線の影響はないというふうに判断してございます。したがいまして、

こういったものにつきましては、 MS-1からMS-2、御説明したような形で変更してございま

す。あわせて、それに関連する機器につきましても、 MS-1からMS-2というふうに、今回、

変更したということでございます。  

以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

それでは、ただいまの説明につきまして、規制庁のほうから質問、コメント等ありまし

たらお願いします。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど。 

 ありがとうございました。まず、二つほどございまして、一つ目は重要度分類の結果と
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いうことで1/4から2/4、3/4、4/4というふうにありまして、各機器、どういう分類になっ

たかというのは書かれています。  

 それで次のページをめくっていただきますと、 1/5から変更の根拠というのがございま

して、特に緑の部分で HTTRの特徴を踏まえた考え方ということで、例えば、 PS-1がPS-2に

変わった理由とか、なぜこれが PS-2でいいかということが書かれると思います。これにつ

きましては、ほかの今、書かれていない機器、例えば、前のページに戻っていただきます

と、 4/4の変更なしと書いてある、こういうものにつきましても、どういう理由で MS-3に

なったということをやっていただきたいんです、で説明をしていただきたいということで

す。 

○日本原子力研究開発機構（沢次長） はい、わかりました。  

○杉山チーム員 それから、もう一つは、 24ページになりますけれども、安全機能の重要

度が特に高い安全機能を有するものについては、多様性とか多重性、それから独立性を確

保するというふうに書かれています。ページをめくっていただきますと、 26ページに重要

安全施設の選定結果というので設備がありますので、これらの設備については、多重性と

か多様性とか独立性については、また、後日説明をしていただきたいということでござい

ます。 

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  エビデンス的なことでございますね。わかりまし

た。 

○大村チーム長代理 よろしいですか。  

それ以外にありますか。 

○桝見チーム員 規制庁、桝見でございます。 

41ページの安全性実証試験の実績ですが、先ほどの重要度分類の変更の根拠の一つとし

て挙げられていたと思いますが、 850℃の初期条件。 

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  試験は全部850℃以下で。  

○桝見チーム員 ということと、あと、100％出力で循環機3台停止というのはまだやられ

ていないということなんですか。 

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

まだやっていません。ただ、これは許可はもういただいていますので、再稼働できれば、

すぐにやるつもりでございます。  

○桝見チーム員 これまでの実績をもって安全性の実証をされているので、重要度を落と
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すというような、ちょっと根拠として弱いんじゃないかなという率直な感想、単なる感想

かもしれませんが。  

 もう一つ、 950℃の条件での過渡・事故というものに対して、そこからもちろん実験を

するわけにはいかないんでしょうけれども。そこに対して、高度化した解析でつなぐとい

うようなお考えなんだと思いますけれども、じゃあ、高度化された安全評価手法で添十の

解析を全部やって、それでこれだけ裕度があるから落としますというのならまだわかるん

ですけれども、また、そういうことをやられているんではないというのが、ちょっと。そ

の辺、お考えをちょっとお聞かせ願えないでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子機構の沢です。  

最初の950℃からやるものにつきましては、試験上の制限がございますので、それにつ

きましては、おっしゃるとおり、解析でつなぐと。そのときも 1点だけではやっぱり解析

の妥当性を示せませんので、出力も何段階、あるいは条件も何段階かつくって、どっちも

合えば、次も合うでしょうという、そういった考え方に基本的に立ってございます。  

それから、もう一つの添十の再解析のお話でございますけれども、この辺は本来であれ

ば全部計算をやり直すという話もあるとは思うんですけれども、基本的に今回、私どもの

ミッションは、早く動かしたいというのがございますので、できれば保守性を示させてい

ただいて。安全性実証試験も今回許認可いただいたものを、次の段階も多分、この後やる

つもりでございますので、そういった時期を捉えて、また再解析をやらせていただくとか、

そういったことをできないかというのが私ども考えてございます。  

○桝見チーム員 規制庁、桝見でございます。  

そういうことでありましたら、重要度、今回、これまでの変更の根拠として十分なのか

どうか、そのあたりを、もう少し、今日でなくて結構なんですが、補足して説明していた

だく必要があるか思いますので、よろしくお願いいたします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 了解いたしました。  

○大村チーム長代理 それ以外に。どうぞ。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

基本的にこの実証試験を根拠にいろいろ重要度を変えられているので、今、桝見からあ

りましたけれども、 100％までやっていないということで、多分、その先は外挿をすると

いうことなんだろうと思うので、その辺について、ちゃんと評価等を用いて御説明をいた
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だきたいと思います。  

全体として、何かそういう一部だけ取り込んで下げて、ほかのところは手をつけない、

何となく設計思想そのものがごちゃごちゃになっているような気がして仕方ないんですが、

その辺についてはどうお考えなんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  基本的に重要度分類の考え方につきましては、整

合をとった形にやろうとは思っています。ただ、添付書類十のほうのそちらの解析につき

ましては、多分、そのお話だと思うんですけれども、それにつきましては、今の状態で十

分保守性が示されているということで、いわゆる安全であることを保証するという観点で

はよろしいのではないかというのが、私ども、今考えているところでございます。  

○黒村チーム長補佐 その辺の考え方についても御説明をいただきたいと思います。  

あとは、ちょっと個別の話になると、 17ページの炉心のサポートポストを除くところで、

18ページの図で説明をされたんですが、これだと全然大丈夫だという確認にはなりません

ので、ここは詳細に御説明をいただきたいと思います。  

 その中で、すみません、一番上で、停止機能及び安全機能が喪失しても特性を有してい

ることが確認されている、だから、これらの機能を担保する上でのこれだけをやりますけ

れども、そのほかは下げますというのは、そのほかが今回下げたやつをそもそも PS-1にし

ていた理由とともに御説明をその際にはお願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  わかりました。  

○黒村チーム長補佐 あと、若干これも設計思想みたいな話というか、言葉の問題かもし

れませんが、工学的安全施設って定義は何んですかというと、「著しい損傷により多量の

放射性物質を放出するおそれがある場合に、これを抑制し、防止するための機能」と言っ

ているんですが、若干、今回の評価とこの定義との関係がちょっと合っていないなと思っ

ています。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 おっしゃるとおり、この言葉は、前のものが残っているという、その認識はございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

そのほかのところは下げたやつも、多分、この辺は先ほどの実証試験との関係になると思

うんで、そこを含めて御説明をしていただきたいというふうに思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 了解いたしました。  
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○大村チーム長代理 それ以外何かありますか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

これはちょっと細かいんですが、 34ページの燃料の性能というところで、「核分裂生成

物の保持機能が世界最高であることを実証」と書いてあるんですが、実際の設置許可申請

書上の燃焼度に対して、実際どれぐらいまで燃焼させたんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢でございます。  

 今現在、大体半分ぐらいのレベルになっております。 HTTRは、実は燃焼度は結構低く制

限されてございまして、ピークで 33GWd/tでございます。今現在は大体半分ぐらいいって

ございまして、ただ、ここでの実証という意味で言いますと、おっしゃるとおり、まだ半

分なんですけれども、高温ガス炉燃料、キャプセル照射とか、あるいは、今言った解析と

か、そういったことで見ても、 33GWd/tというのは非常に極めてガス炉燃料としては低い

レベルでございますので、そこに対しては、基本的に問題はないと考えてございます。た

だ実証とまで、そこまで言っていいかどうかというのは、また、ほかの試験とのつなぎ、

あるいは解析等のつなぎが必要かと思います。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

その辺についても、先ほどの安全機能の見直し等と若干関係するのであれば、御説明を

いただきたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構、沢です。 

 了解いたしました。  

○大村チーム長代理 それ以外にいかがでしょうか。  

 あとは特になさそうですが、全般のお考えについては、こちらのほうは大体把握したと

思うんですけれども、 1個1個のものについては、非常に重要にポイントなので、どういう

設計になっていて、本当にこの実証試験との関係で大丈夫なのかどうかというのは、そこ

のところは、もう一回ちょっとしっかりと、一つ一つについて少し詳しい説明をいただい

て、確認をとるということが必要なんだろうということだと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  了解いたしました。  

○大村チーム長代理 それでは、よろしいですか。  

 ちょっとお時間早いですけれども、一通り質疑は終わったと質疑は終わったと思います

ので、本日の説明ないし質疑は、これで終了したいと思います。  

それでは、次回については何か連絡事項等はありますか。  
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日程等は、ヒアリングの結果も踏まえて、日程等は調整して、また次回に臨むというこ

とにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

それでは、本日の審査会合はこれで終了いたします。  
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第45回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年２月２３日（金）１０：００～１１：５４ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 石渡 明   原子力規制委員会 委員 

原子力規制庁 

 櫻田 道夫  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長 

 大村 哲臣  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 小林 勝   原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 石井 康彦  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 森田 深   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 大浅田 薫  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 長谷川 清光 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 永井 悟   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 尾崎 正紀  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 吾妻 崇   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 小林 源祐  技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波)付 技術研究調査官 

日本原燃株式会社 

 齋藤 英明  理事 再処理事業部 土木建築部長 

 金谷 賢生  理事 再処理事業部 部長 

 竹内 雅之  再処理事業部 土木建築部 部長 
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 川野 啓   再処理事業部 土木建築部 課長 

 相澤 直之  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 副長 

 柏崎 宏幸  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 主任 

 尾ヶ瀬 勇輝 再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 

 

４．議題 

 （１）日本原燃（株）再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の地震等に対する新規制基準

への適合性について 

 （２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１ 再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設 地下構造の評価について（コメント回答） 

 

６．議事録 

○石渡委員 定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規制基準適合性に係

る審査会合第45回会合を開催します。 

 本日は、事業者から地下構造の評価について説明していただく予定ですので、担当であ

る私、石渡が出席しております。 

 では、本日の会合の進め方等について、事務局から説明をお願いします。 

○小林チーム長補佐 管理官の小林です。 

 本日の審査会合の進め方でございますけど、日本原燃株式会社のほうから、再処理施設、

それからMOX燃料加工施設の地下構造評価についてのコメント回答でございます。資料は

本件に係ります1点のみでございます。 

 以上でございます。 

○石渡委員 それでは、このように進めたいと思います。 

 では、議事に入ります。 

 日本原燃株式会社から、六ヶ所再処理施設等の地下構造の評価について説明をお願いし

ます。 

○日本原燃（齋藤理事） 日本原燃、齋藤でございます。 

 本日の御説明内容は、昨年8月の審査会合において御説明いたしました当社敷地の地下
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構造に関するコメント回答をまとめたものでございます。説明内容は、地震動評価に用い

る地盤モデルの作成の考え方と、その検証についてでございます。 

 お手元の資料の2ページをお開きください。当社の敷地、平たん部は南北約1.5km、東西

約1kmと広い上に、敷地内をf-1、f-2という断層が縦断しておりまして、各重要施設の設

置地盤の条件がそれぞれ異なったものとなっております。したがって、この状況を踏まえ

た検討を行って、基準地震動の規定値などを適切に設定しているということを示したもの

として、本日の資料をまとめさせていただきました。 

 まず、この2ページの右側の、各種地盤結果に基づく3次元地下構造モデルの作成という

ところを御覧いただきたいんですが、敷地の地盤は本来3次元的な広がりを持っているわ

けでございまして、その敷地の地下構造をそのままモデル化し、各種の検討を行うという

ことで、3次元地下構造モデルの検証を行ったわけでございます。 

 一方で、これらを検討した結果、左側の地震動評価に用いる1次元地下構造モデルの作

成というところで、これを1次元のほうに集約して解析モデルを作成して、その妥当性の

検証を行ったという流れになっております。 

 右下のところに、まとめとして、ここにブロックで書いておりますけども、1次元地下

構造モデルと3次元地下構造モデルの速度構造、それから地盤増幅特性、比較することに

より、地震動評価に用いる敷地地下の地下構造について、1次元地下構造モデルによって

評価が可能なことを確認したというものでございます。 

 3ページを御覧いただきたいと思いますが、これは敷地の断面図を概念的に表現したも

のでございまして、建屋が設置地盤が約、地表面G.L.から約20mのところにございます。

真ん中の中央地盤、それから東側地盤、この境い目の色の違うところにf-1断層、それか

ら西側のほうの、西側と中央のところでf-2断層というものが存在しております。 

 敷地の解放基盤につきましては、右側のメモリで見ていただいて、G.L.-125mというと

ころに解放基盤表面を設定しております。さらにG.L.-約3000mのところに地震基盤という

ところで設定をしておりまして、これらの、左側の図を見ていただいて、はぎとり地盤、

上のほうから、はぎとり地盤モデル、それから深部地盤モデル、地殻・上部マントル構造

を含めた減衰特性と、こういった種々の検討を行って、この解析モデルの妥当性を示して

いこうというものでございます。 

 詳細につきましては、私どもの担当の尾ヶ瀬のほうから申し上げたいと思います。 

○日本原燃（尾ヶ瀬） 日本原燃の尾ヶ瀬でございます。 
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 本日、資料1のほう、内容について御説明をさしあげます。 

 本資料なのですが、コメント回答という位置づけになってございまして、前回の審査会

合で頂戴いたしましたコメント、これに対する回答という資料の位置づけとなってござい

ます。ただ、本日の御説明に関しまして、本資料のつくりでございますが、この地下構造

の評価についての流れが一通りわかるように、本件に係る内容を一通り網羅した資料とな

ってございます。 

 御説明に関しましては、前回の御説明した内容と内容が同一のあるページもかなり多く

なってございますので、そういうところに関しましては、概要のみ御説明させていただき

まして、コメントを頂戴してそれに関する回答に当たる部分、こちらについて本日重点的

に御説明させていただくという流れでお願いしたいと考えてございます。 

 早速、内容の説明のほうに移ってまいりますが、4ページをお開きいただけますでしょ

うか。1.でございます。地質調査結果等に基づく地盤構造というところでございまして、

こちらのパラグラフにおきまして、No.1、2とコメントを頂戴してございました。 

 こちらでは、建屋の位置につきまして、f-1、f-2断層と各建屋の位置関係がわかるよう

な断面図、こちらを作成すること。また、2番といたしまして、屈折法地震探査における

Vpの同定、こちらに関しまして、reduced、見かけ速度の記載で図を描写することという

コメントを頂戴いたしました。 

 めくっていただきまして、5ページでございます。こちらには敷地の位置をお示しして

ございます。図のとおりでございます。 

 続きまして、6ページでございます。6ページには、敷地周辺の地質構造につきましてお

示ししてございまして、敷地における主要な断層といたしまして、f-1、f-2断層が挙げら

れるという旨、記載してございます。 

 続きまして、7ページでございます。こちらにつきまして、先ほどお示しいたしました

平面図、こちらにつきまして断面図を示してございます。同じようにf-1、f-2断層をこち

らに描写してございます。 

 続きまして、8ページでございます。こちらがコメントとして頂戴いたしましたNo.1、

建屋の位置図というところでございますが、敷地の平面図に対しまして、敷地内の主要な

建屋について、こちら、1～19番までお示ししてございます。これに関する断面図を次の

ページ以降、9ページ～12、13ページとお示ししてございますが、敷地内の各断層に対す

る建屋の相対的な位置関係、これがわかるような断面図を本日お示しさせていただいてい
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るところでございます。 

 断面図が13ページまで続きまして、続きまして14ページでございます。14ページでござ

いますが、こちら、敷地周辺のブーゲー異常図、こちらをお示ししてございます。こちら

につきまして、結果といたしまして、敷地につきましてはブーゲー異常の急変帯には位置

していないという結果となっています。 

 続きまして、15ページでございます。こちら、防災科学研究所、こちらのJ-SHISのデー

タ、これによります地震基盤面の深度分布をお示ししてございますが、敷地周辺では平面

的に均一な結果となっているというところでございます。 

 続きまして、16ページでございます。敷地周辺で行っております調査関係、こちらにつ

いてこれ以降まとめてございますが、まず、16ページ、こちらは反射法地震探査の測線の

位置についてお示ししてございます。敷地を取り囲むように井げた状にLine1、2、A、Bと

いうふうに4本の測線を考えてございます。これらに対します反射法地震探査の結果、こ

ちらにつきましては17ページ以降にお示ししてございます。 

 こちらには、地質の解釈面、書いてございますけれども、こちらによりますと、地層面

はほぼ水平に分布していることが認められます。また、出戸西方断層や断層と、これに関

する落差が一部認められるという結果になってございます。17ページはLine1、18ページ

はLine2、19ページはLineA、20ページにはLineBということで、4測線分、こちらにデータ

をお示ししてございます。 

 続きまして、21ページでございます。こちらにつきましては、屈折法地震探査につきま

して、測線をお示ししてございます。先ほどお示しいたしました反射法の4測線、このう

ちLineAとLine2の2測線、こちらにつきまして、屈折法地震探査によりP波速度の推定を行

っております。この推定の結果につきまして、次の22ページにお示ししてございます。 

 P波速度の同定に関しまして、レイトレーシング法、実施してございまして、紙面の左

上の図のとおり、レイトレーシングを行ってございまして、紙面左下のように、初動に合

うようなところでP波速度を同定しているというところでございます。 

 こちらにつきましてコメントを頂戴してございまして、コメントのNo.2というところで

ございます。次のページの23ページをお開きいただけますでしょうか。こちらにつきまし

て、まず、紙面上側の図、こちらにつきましては、初動走時に対しまして、P波の同定の

結果がどれぐらいあるかというところをお示ししてございます。結果といたしまして、屈

折法地震探査の初動走時を用いたレイトレーシング、これによって決定した速度構造によ
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る走時と屈折法地震探査で得られた初動走時、こちらにつきましては、こちらの図のとお

りよく整合しているという結果となってございます。 

 また、下の図、こちらがコメント回答となりますが、見かけ速度5.5kmの走時としてこ

ちらを描写いたしました。こちらの結果に基づきますと、赤い点線で囲んでおりますとこ

ろのとおり、見かけ速度5.5にしたところ、深いところを通る波線、これにつきまして、

大体1のところで平らになっているというところでございますので、結果といたしまして、

見かけ速度5.5km/sの走時によりますと、基盤層の深さ及びVpとして採用した5.5km/s、こ

の値が妥当であるということが確認できます。 

 上記に基づく結論でございますが、紙面の一番右下、緑色のボックスで記載してござい

ます。上記より、反射法地震探査に基いて層境界を固定し、屈折法地震探査の初動走時に

適合するように求めた基盤層及び各層の速度構造、これにつきましては妥当なものである

と考えてございます。こちらにお示ししましたのはLineAにおける屈折法の探査結果、こ

ちらでございましたが、次の24ページ以降――申し訳ございません、まず、24ページには

ですね、申し訳ございません、こちら参考でございますが、こちらの初動走時とその下に

実際にとれているショット波形、こちらをお示ししているところでございます。 

 続きまして、26ページに、お願いいたします。26ページでございますが、こちら、先ほ

どまでLineAの御説明でございましたが、同じようにLine2についても御説明をいたします。

内容につきましては同じでございまして、レイトレーシングによってP波速度構造を決め

ております。 

 27ページをお願いいたします。27ページの下の図にございますとおり、見かけ速度

5.5km、この走時によって描写をいたしました。結果としては、先ほどのLineAと同一でご

ざいまして、反射法地震探査に基いて層境界を固定いたしまして、初動走時に合うように

求めたVp、もしくは基盤層の深さ、これにつきましては妥当なものであるというふうに考

えているというところでございます。同様に、28、29ページにこちらのショット波形をお

示ししているところでございます。 

 30ページには、最終的に、先ほど御説明したものと同じでございますけれども、屈折法

地震探査から得られたP波速度の断面図をこちらに記載しているというところでございま

す。 

 続きまして、31ページをお願いいたします。31ページ以降、こちらにつきましては、敷

地内で行っている地質調査につきまして御紹介をいたします。まず、31ページにつきまし
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ては、敷地内でのボーリング孔、こちらをお示ししてございます。32ページには、こちら

につきましては、地質構造の平面図、こちらをお示ししてございます。 

 33ページでございますが、先ほどお示しいたしました地質構造の平面図、これにつきま

して、断面図を記載しております。このうち赤色の四角で囲んでおりますとおり、f-1、

f-2断層という断層がございます。こちらにつきましては、f-1、f-2断層、こちらにつき

ましては南北走行の正断層でございます。そのほかのf系断層につきましては、f-1、f-2

断層に比べて落差が小さいということになってございます。結果といたしまして、一番下

のポツでございますが、敷地における地震動の増幅に影響を及ぼすおそれのある断層、こ

れにつきましては、f-1断層とf-2断層が挙げられるということ、こちらに記載してござい

ます。 

 続きまして、34ページでございます。こちら、解放基盤表面の設定というところでござ

いまして、こちら、審査ガイドのほうに記載されている解放基盤表面の定義から、①とし

てVs700m/s以上。②といたしまして、著しい風化を受けていない。③といたしまして、著

しい高低差がなく、ほぼ水平で相当な広がりを持った面という解放基盤の定義、これに沿

って当社のほう、解放基盤表面を設定してございます。 

 設定した結果につきまして、35ページにお示ししてございます。内容につきましては、

前回御説明した内容と同じところでございますので、詳細については省かせていただきま

す。結果といたしまして、こちら、下の図で、赤線で横に引いてある線、こちらにつきま

して、解放基盤表面として標高-70m、G.L.といたしまして-125mというところに線を引い

て解放基盤表面としている、そういうふうに設定しているというところでございます。 

 36ページでございます。36ページには、敷地を横断する東西南北の断面につきまして、

PS検層の速度構造を重ね書きでお示ししてございます。オレンジ色のところ、こちらにつ

きましては、Vs700以上と、解放基盤表面の定義に沿ったところを色塗りしてございます。

参考でございますが、濃いオレンジ色で、Vs1000を超えるようなところにつきまして、オ

レンジ色で塗ってございます。当社が設定している解放基盤表面、これにつきましては、

概ねこの700m/s以上となるようなところに平面的に設定しているというところでございま

す。 

 37ページには、参考にPS検層のP波速度、こちらにつきましてお示ししているところで

ございます。 

 38ページをお願いいたします。38ページには敷地の平面図、記載してございますけれど



8 

も、こちらで申し上げたいことといたしましては、解放基盤表面以浅、こちらにつきまし

ては、f-1断層とf-2断層、これを境界といたしまして、敷地内でこちらの図のとおり地質

構造が異なってございます。このことから、「中央地盤」、「西側地盤」、「東側地盤」

と、解放基盤よりも浅いところでは、この三つのエリア、この分類を行いまして、それぞ

れの地盤ごとに解放基盤表面以浅の地盤モデル、地震動評価に用いるはぎとり地盤モデル

がそれに当たりますが、それを作成しているというところでございます。 

 地質調査結果等に基づく地盤構造につきまして、まとめでございます。まず、重力異常

図及び防災科研J-SHISマップ、これから、敷地地下における基盤層の急傾斜、これは認め

られないということがわかります。また、反射法地震探査や屈折法地震探査結果、これに

おきますと、敷地周辺の地下の速度構造、これにつきましては大局的にみて水平成層であ

る、ただし、層境界の高低差がある程度断層等によって見られるという結果になってござ

います。 

 なおでございますが、f-1断層、f-2断層、これにつきましては、この落差につきまして

は、7章の「3次元地下構造モデルを用いた深部地盤モデルの検証」、これにおきまして参

照することといたしまして、敷地に対する増幅特性の影響、これを評価いたします。 

 解放基盤表面といたしましては、G.L.で-125m、標高-70mの位置に設定してございます。

著しい高低差はなく、ほぼ水平で相当な広がりを持ったVs700以上の基盤として設定して

ございます。 

 また、最後でございますが、解放基盤よりも浅いところにつきましては、地質構造の違

いから、敷地内を三つのエリアに分割しまして、それぞれの地盤ごとに地盤モデルを作成

してございます。 

 続きまして、40ページでございます。2.といたしまして、地震観測記録の分析というと

ころでございます。コメントといたしましては五つ頂戴してございまして、まず、解放基

盤の設定の妥当性。また、前回、中央地盤に関する地震観測記録のみをお示ししておりま

したが、今回、東側地盤と西側地盤、こちらにつきましても観測記録についてお示しいた

します。こちらがコメントといたしましてNo.4と5、こちらに相当いたします。 

 また、No.6と7といたしまして、地震波の到来方向別の検討、これにつきまして地震波

を増やした検討、また東側地盤で一部観測記録が小さくなっているところございましたの

で、こちらの理由について御説明してまいります。 

 まず、41ページでございます。こちら、地震観測記録の分析の検討方針というところで、
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まずまとめて記載してございます。こちらの目的といたしましては、解放基盤表面を敷地

内でG.L.-125mで一律に設定していることの妥当性を検証するために、以下の検討を実施

するということにしてございます。 

 こちらの検討の内容といたしまして、下に①として地震観測記録の分析、②といたしま

して地震波の到来方向の分析、③といたしまして3次元地下構造モデルを用いた波形入力

計算、この三つにつきまして、本章の全体でもって御説明した上で、この目的に関する結

論を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、42ページでございます。地震計の位置をこちらにお示ししてございます。こちら

につきまして、地震計、2004年を境に移設してございますので、それ以前の地震計の位置

をお示ししてございます。 

 次の43ページでございますけれども、こちら、地震計の移設後の地震計の位置につきま

して、こちらにお示ししております。 

 続きまして、44ページでございます。こちらにつきまして、地震観測記録につきまして、

得られている各地震につきまして、地震の発生様式ごとに色分けをしてございます。この

発生様式ごとに地震を分析いたしまして、詳細に検討する地震を選んでいくということに

なってございます。 

 45ページでございます。まず、発生様式のうち、プレート間地震、この観測記録につき

まして分析を行います。こちらにつきましては、前ページでお示しいたしました2番、4番、

6番の地震、三つがとれてございまして、この中で一番大きい地震といたしましては、

No.6、緑色で書いてございますけれども、3月11日の東北地方太平洋沖地震、こちらが一

番大きいプレート間地震でございました。 

 続きまして、こちら、46ページでございますが、次は海洋プレート内地震につきまして

でございます。こちらにつきましても敷地で大きい記録は三つとれてございまして、この

うち一番大きい記録、No.5の2008年岩手県沿岸北部の地震、こちらが海洋プレート内で一

番大きい地震でございました。 

 続きまして、47ページでございます。こちらは内陸地殻内地震でございますが、大きい

記録として得られている地震、一つしかございませんので、1996年青森県三八上北地方の

地震、こちらにつきまして選びます。 

 これらのとおり、各地震発生様式に基づき、一番大きい地震につきまして詳細に検討を

行ったというところを以降でお示しいたします。 
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 まず、48ページでございますが、こちら、鉛直アレー観測記録のうち、2011年東北地方

太平洋沖地震、こちらにつきましてお示ししてございます。こちらにお示ししております

とおり、解放基盤よりも深いところ、これにつきましては、特異な増幅は発生していない

という結果になってございまして、前回の説明のとおりでございます。こちらは中央代表

地盤観測点、中央をお示ししてございましたが、コメントの回答といたしまして、ほかの

地盤、西側、東側についてもお示しするようにというコメントを頂戴いたしましたので、

そちらにつきましては49ページ、50ページにお示ししてございます。 

 まず、49ページでございますが、こちらにつきましては西側地盤観測点というところに

なってございます。こちらにつきましても、先ほどと同様でございますが、解放基盤表面

相当レベルまで、深いところにつきましては、特異な増幅は発生していないという傾向に

なってございます。 

 50ページには東側、地盤観測点東側の地震観測記録をお示ししてございますが、先ほど

と同様に、深いところでは特定周期での特異な増幅は発生していないという結果になって

ございます。 

 また、次の51ページ以降でございますが、中央、西、東、それぞれの地盤観測点におけ

ます地震観測記録を同じ深さで並べて書いたものをお示ししてございます。つまりは同じ

深さでの水平方向での地震波の増幅度合いの違いというところが見れるという図でござい

ますけれども、こちらにつきまして、同等の深さにおける観測点の地震観測記録、これに

つきまして比較を行った結果でございますが、解放基盤表面相当レベルよりも深いところ、

これにつきましては、各観測点における観測記録の地震動レベル、ほぼ同等となってござ

います。逆に解放基盤表面レベルよりも浅いところ、ここで言いますと-2m、-20mという

ところでございますが、こちらにつきましては、各地盤間で観測記録の地震動レベルに差

が見られるという結果になっております。こちら、51ページ上段ではNS、下段ではEW方向

を書いてございます。また、52ページには、同じようにUD方向につきまして書いていると

いうところでございます。 

 また、続きまして、53ページでございます。こちらにつきましては、この地震につきま

して、はぎとり解析を行いまして、解放基盤表面以浅の影響を取り払った波をこちらで記

載してございます。こちらで用いるはぎとり解析に用いる地盤モデル、こちらにつきまし

ては、4.の「はぎとり地盤モデルの作成」の際に詳細に御説明をしてございます。 

 こちら、はぎとり結果を比較しているものでございますが、東側地盤で若干小さくなる
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ものの、3地盤でほぼ同等の結果となってございます。また、次のページにお示ししてお

ります波形、これを比較いたしましても、その地震動レベルは各地盤でほぼ等しいものと

なっていると考えてございます。 

 以上のことから、地震動評価上、解放基盤よりも深いところの地盤構造、これにつきま

しては、ほぼ同一の地盤構造として考慮可能であるというふうに考えてございます。54ペ

ージには波形をお示ししてございます。 

 続きまして、55ページでございますが、地震が変わりまして、続きまして、海洋プレー

ト内地震につきましてでございます。海洋プレート内地震で一番大きかったもの、2008年

岩手県沿岸北部の地震でございますが、先ほどと、プレート間地震と同様のことでござい

ますけれども、各地盤につきまして、55、56、57ページで3地盤分、地震の観測記録をお

示ししてございまして、これにつきまして、解放基盤表面よりも深いところでは特異な増

幅は発生していないという結果でございます。 

 58ページでございますが、こちらも先ほどと同様に、西側、中央、東側、それぞれを同

じ深さで比較してございますが、58ページにございますとおり、深いところではそれほど

3地盤で変わらず、浅いところでは差が見られるという結果になってございます。 

 60ページには、はぎとり波の解析結果をお示ししてございます。こちらにつきましても

同様でございまして、3地盤でほぼ同一の地震観測記録のはぎとり波となったという結果

になってございます。 

 62ページをお願いいたします。62ページについても同様でございますが、次は、内陸地

殻内地震のうち1996年青森県三八上北地方の地震というところでございます。こちらにつ

きましても同様でございまして、62ページ、63ページ、64ページに各地盤における鉛直ア

レーの地震観測記録、地中波をお示ししてございます。 

 また、これにつきまして、65、66ページでお示ししておりますとおり、各地盤で同じ深

さで比較を行った結果をお示ししてございます。結果といたしまして、先ほどと同様でご

ざいますが、深いところではそれほど各地盤間での差は認められないものの、浅いところ

では地盤間の差が認められるという結果となってございます。 

 67ページでございます。こちらにつきまして、はぎとり解析を行った波、これをこの

1996年青森県三八上北地方地震、これにつきましてはぎとり解析を行った結果でございま

す。これにつきましても、東側で若干小さくなっている部分もございますが、3地盤でほ

ぼ同等のものとなっているということになってございます。 
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 こちらについて結果をまとめたもの、69ページにお示ししてございます。前項までにお

示しいたしました敷地内の各地盤観測点で得られた地震発生様式ごとの主な地震観測記録、

これにつきまして増幅特性の傾向の比較表を以下にお示しいたします。結果といたしまし

て、どの地震、どの地盤におきましても、解放基盤表面相当レベルまでは特異な増幅はな

く、それよりも浅いところで各地盤の応じた増幅傾向が見られるという結果になってござ

います。 

 以上のことから、各地盤とも解放基盤表面レベル以深、これにつきましては特異な増幅

は見られず、各地盤における増幅特性の差異、これにつきましては、解放基盤表面以浅の

地盤構造の影響によるものであると考えてございます。 

 検討の①につきましては以上でございまして、続きまして、70ページから、検討の②と

いうところで、地震波の到来方向別の検討というところを御説明いたします。 

 こちらにつきましてコメントを頂戴してございましたけれども、こちら、表で、左側に

前回検討ということでお示ししてございますが、地震の数がですね、東側から来た地震に

つきましてはかなり多かったものの、ほかの方位が地震が少なかったというコメントでご

ざいました。こちらにつきまして、地震波を増やすような検討を行ったのが、右側の、今

回検討と赤字で書いてある部分でございます。こちらにつきまして、南、北、西、こちら

の方向の地震につきまして、地震規模、こちら、前回までは5以上というところで縛りを

かけていたところでございましたが、マグニチュード5以下の地震も含めまして、S/N比を

考慮して地震規模の大きい順に選定していって、地震を増やしたという結果でございます。 

 また、前回は3地盤共通で得られている地震のみを選定してございましたが、今回、二

つの観測点でのみ得られている地震も対象といたしまして、比較できる対象を可能な限り

増やしてきたという結果でございます。 

 71ページ、72ページでございますが、今回の検討に用いた地震をお示ししてございます。

前回お示ししたのが黒字で書かれている地震でございまして、今回新たに追加した地震を

赤字で記載してございます。御覧のとおり、非常に地震の数を増やした上で検討を行った

ということでございます。 

 この到来方向別の結果、これにつきまして、73ページ以降にお示ししてございます。73

ページには、まず、中央の地震観測記録に対する東側の地震観測記録、この比についてお

示ししたものでございます。こちらにつきまして、前回、地震が少なかったときでござい

ますけれども、そこでお示しした結果につきまして、グラフ中の青線で書いてございます。
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これに対しまして、今回、地震を増やして結果を出したもの、これを赤線で書いていると

いうところでございます。 

 まず、結果といたしまして、前回から平均値を見ますと、前回の地震が少なかった結果

から地震を増やしても、その傾向につきましてはほとんど変わらないという結果が得られ

ております。また、従来からお示ししている結果のとおりでございますが、東西南北それ

ぞれの方向におきまして、このスペクトル比に関してはほとんど変わらないという結果に

なっておりまして、敷地におきまして地震波の到来方向における増幅特性の違い、これに

つきましては、ないものと見てございます。 

 74ページには中央分の西側というところをお示ししてございまして、75ページには西側

分の東側というところで、それぞれのスペクトル比につきまして三すくみで、こちら、記

載してございます。 

 まとめでございますが、76ページでございます。地震波の到来方向別の検討、これにつ

きまして、前回提示の解析対象とした地震から、南、北、西側、これにつきまして地震数

を増やした検討を行いました。その結果につきましてまとめたものを以下にお示しいたし

ます。 

 地震波の到来方向ごとに、解放基盤表面相当レベル、ここにおける地震観測記録の分析

を行った結果、東側につきましては、短周期側で地震動レベルが若干小さくなる傾向があ

るというものの、到来方向及び観測地点によって、地震観測記録に大きな差異、これは認

められませんでした。また、地震観測記録、これにつきまして、M5以下の地震も対象とい

たしまして、地震数をかなり増やしました。その結果、その場合におきましても、上記の

傾向は変わらないということを今回確認してまいりました。 

 77ページでございます。こちら、コメントといたしまして、先ほどの到来方向の検討に

おきまして、東側の地盤観測点、こちらの短周期側が小さくなっているというところにつ

きまして、御指摘頂戴いたしましたので、その理由についてまとめております。 

 まず、事実関係といたしまして、一番上のポツでございますが、地盤間の地震観測記録

の比をとった結果、これにつきましては、中央と西側、この比をとった場合は、全周期帯

でほぼ1倍ということで同等となってございますが、東側、これにつきましては、中央と

東側と比較すると、短周期帯で地震観測記録が小さくなっているという傾向が見てとれま

す。 

 この理由といたしまして、まず、敷地で得られた地震観測記録のはぎとり波、先ほど検
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討の①でお示しいたしましたが、このはぎとり波を3地盤で比較いたしますと、中央地盤

と西側地盤、これにつきましてはやはりほぼ地震動レベルが等しいと。一方で、東側地盤

におきましては地震動は小さくなる傾向が見てとれると。これがはぎとり波の検討からも

見てとれるという結果となってございます。 

 また、次のページのものの先取りになってしまいますが、敷地内及び敷地周辺における

各種調査結果、これを踏まえて作成された3次元地下構造モデル、これを用いた波形入力

計算、これにつきましても東側が小さくなる傾向となっております。こちら、図で次のペ

ージにお示ししてございますが、先にこちらのほうを御覧いただきたいと思います。 

 こちら、敷地内の詳細な3次元地下構造モデル、作成したものに対しまして、波形を入

力した結果と増幅率でございます。この色の濃さで御覧いただきたいと思いますが、代表

地盤観測点（中央）がこの赤い星の部分であるのに対しまして、東側地盤、今回、地震観

測記録が小さくなっているというところの東側地盤が黄色い星で記載されてございますが、

色の濃さで行きましても、東側地盤というのは中央に比べて小さくなる傾向がある、こう

いうものは見てとれるということでございます。 

 77ページにお戻りいただけますでしょうか。77ページの4ポツ目でございますけれども、

これらの理由から、地盤観測点（東側）におきまして、解放基盤表面における地震動がほ

か地盤と比較して小さくなる傾向、これにつきましては、解放基盤よりも深いところの地

下構造によるものであると考えてございます。 

 また、参考でございますが、下にはぎとり地盤モデル作成の際に目標関数とした伝達関

数、地中の伝達関数でございますが、これにつきまして、解放基盤よりも深いところから

解放基盤相当の深さまでの伝達関数をお示ししてございます。これ、東側地盤が青という

ふうになってございますが、一番右に比較で書いておりますとおり、東側地盤、短周期の

ほうで若干小さくなるということになっておりまして、これもまた深いところの影響で応

答スペクトルの短周期レベルが小さくなっている要因であると考えてございます。 

 最終的に、一番下のポツでございますが、地震動評価における深部地盤モデル、これに

つきましては、中央地盤の観測記録を用いて作成してございます。このことから、東側地

盤における地震動評価は、少なくとも過小評価にはなっていないという結果でございます。 

 78ページにつきましては、先ほど御説明いたしましたので、ちょっと割愛はさせていた

だきますが、敷地の中で中央地盤のところが一番大きいというところになってございまし

て、また、こちらにつきましては、この分布図につきましては、後ほど御説明いたします
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地震動評価に用いる1次元地下構造モデル、この増幅率で基準化したものでございます。

この図におきまして、これに対して1を大きく超えるものはありませんので、解放基盤表

面につきましては、一律125とすることは、地震動評価上、問題は無いというふうに考え

ているという説明でございます。 

 79ページに、こちら、検討①～③の結果をお示ししてございます。①といたしまして、

地震観測記録の分析、繰り返しになりますが、観測記録の分析によれば、解放基盤よりも

深いところでは、地震波の増幅はほぼみられません。東側地盤におきまして若干小さくな

っているものの、各地盤において、はぎとり波は同等の地震動レベルとなっているという

ことになってございます。このことから、地盤間の増幅特性の差異、これにつきましては、

解放基盤よりも浅いところの特性によるものというふうに考えてございます。 

 ②といたしまして、地震波の到来方向の分析。これにつきましても、東側が若干小さく

なる傾向が見られるものの、大きな差異、到来方向及び観測地点間において、大きな差異

は認められなかったという結果になってございます。 

 また、3次元地下構造モデルを用いた波形入力計算につきましても、解放基盤表面レベ

ルにおきまして、後ほど御説明いたします地震動評価に用いる深部地盤モデル、これによ

る増幅率と比較いたしまして、概ね同等もしくは下回るものとなっているという結果にな

ってございます。 

 以上のことから、一番下に緑の四角でまとめて記載してございますが、解放基盤表面を

敷地内でG.L.-125mで一律で設定した上で、解放基盤表面以深の地下構造について、敷地

内で同等の地盤として扱うこと、これにつきましては、地震動評価上、問題は無いと考え

ているというところでまとめさせていただいてございます。 

 ここまで、地震観測記録の分析について御説明をさしあげましたが、続きまして、80ペ

ージ以降、地下構造モデルの作成に関しまして御説明をいたします。 

 81ページでございますけれども、冒頭のほうにも同じ図がございましたので、詳細な御

説明は省かせていただきますが、解放基盤表面よりも深いところ、これにつきましては一

律で、深部地盤モデル、もしくはもっと深いところの特性のところを考慮してございます。

それよりも浅いところにつきましては、3地盤でそれぞれ作成しているというところでご

ざいます。 

 82ページでございます。はぎとり地盤モデルの作成でございます。こちらにつきまして、

東側地盤のはぎとり地盤モデルと、PS検層結果、これが乖離しているため、理由を説明す
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ることというコメント、頂戴してございました。 

 はぎとりモデルの作成方法につきましては、前回御説明した内容と変わりませんので省

かせていただきますが、基本的には、地震観測記録に基づきまして、各層間の伝達関数、

これに適合するようなはぎとり地盤モデルを作成してございます。84ページには、この検

討に用いた地震をこちらにお示ししてございます。 

 作成した結果を85ページ以降にお示ししてございます。まず、中央地盤でございますが、

伝達関数と目的関数、目的関数は観測記録によるもの、最適化地盤として出てきたものが

赤線で書いてございますが、これが概ね適合するようにできてございます。同様に86ペー

ジには東側地盤におけるはぎとり地盤モデルを、87ページにつきましては西側地盤におけ

るはぎとり地盤モデル、これをこちらに御提示させていただいてございます。 

 88ページでございます。コメントとして頂戴してございましたはぎとり地盤モデルとPS

検層結果の比較につきまして、こちらにお示ししてございます。88ページでございますが、

敷地内で設置・観測を実施している地盤系の地震観測点、3地点ございますが、このうち

西側地盤及び東側地盤、これにつきましては、2004年～2008年に、移設を行っております。

移設前後の地盤観測点における、PS検層の結果につきまして、下の図のはぎとり地盤モデ

ルの結果と共にお示ししてございます。 

 ここでなのですが、実線で書いてあるものがつくられたはぎとり地盤モデル、点線で書

いてあるものがPS検層の結果ということになってございます。この二つのものとはぎとり

地盤モデル、これにつきまして比較した結果でございますが、S波速度の深さ方向の分布、

これにつきましては、移設前後では、大きなPS検層の結果に差異は認められませんでした。

また、推定されたはぎとり地盤モデル、実線でございますけれども、概ね整合していると

いう結果となってございます。 

 結果としてでございますけれども、緑色で書いてございます。こちらのはぎとり地盤モ

デルでございますが、地震観測記録を踏まえまして、鉛直アレー観測点、これの各深さに

おける伝達関数が適合するように、観測記録に合わせるようにはぎとり地盤モデルを作成

してございます。結果といたしまして、地震観測記録の分析――はぎとり解析になります

が、これを実施する上では、地震観測記録を踏まえて作成されたモデルということで、地

盤の特徴が反映されたモデルの設定がされているというふうに当社のほうは考えてござい

ます。 

 続きまして、深部地盤モデルの作成につきまして、89ページ以降にお示しいたします。
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こちらでコメントNo.9として一つ頂戴してございまして、佐藤ほか(2006)と同様に、Q値

が頭打ちとなる考え方を用いることは問題はないのかというコメントを頂戴してございま

す。 

 90ページにはこの深部地盤モデルの作成フローについてお示ししてございます。こちら

につきまして、鉛直アレーの地震観測記録を用いて深部地盤モデルを作成していくという

ところになってございます。また、検証といたしまして、下のフローの水色の四角で囲ん

でいる部分でございますが、水平アレー観測記録に基づくVs構造、また、スペクトルイン

バージョン法や強震動シミュレーション等といった方法で、このモデルにつきましては検

証を行うということにしてございます。 

 91ページでございます。深部地盤モデルを作成する上で、作成する手法といたしまして、

梅田・小林(2010)による手法というものをとってございます。これにつきまして、概要を

こちらにお示ししておりますが、P波部とコーダ部からそれぞれ水平/上下スペクトル振幅

比、もしくはレシーバー関数というもの、これに合わせるように深部地盤モデルを作成し

ていくということでございます。 

 92ページには、この検討に用いた地震をお示ししてございまして、まずこちらにつきま

しては、P波部の検討に用いる地震をお示ししてございます。 

 93ページでございますが、こちらにつきましてはコーダ部の計算に用いる地震を用いて

おります。コーダ部の解析に用いる地震といたしましては、表面波の振幅が大きい地震を

用いることが望ましいため、遠くても規模の大きい地震を選定するために、先ほどとは別

の地震を選定しているというところでございます。 

 94ページでございます。こちらは地震観測記録から得られた目的関数についてお示しし

ております。これに適合するように深部地盤モデルを作成していくということでございま

す。 

 95ページでございます。こちら、コメント頂戴いたしてございましたQ値の設定のとこ

ろでございますけれども、まず、こちらの95ページにつきましては、前回の御説明と同様

でございまして、各論文等におきまして、Q値につきましては高周波のほうで頭打ちにな

るというようなところの知見が述べられておりまして、当社のほうでは、こちら紙面の中

央右側に書いてございます小林ほか(1999)によります式、こちらにつきましては散乱減衰

と内部減衰、この両方が考慮された式となっているというところでございまして、このモ

デルに適合するようなQ値特性を求めていくということになってございます。 
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 また、96ページでございますが、佐藤ほか(2006)、こちらで各減衰定数モデル、これに

つきまして、各モデルの考え方につきまして比較が行われてございますので、こちらにつ

きまして御紹介をさしあげたいと思います。 

 まず、1ポツ目でございますが、地盤の減衰定数、これにつきましては、内部減衰のほ

か、散乱減衰、この影響を受けることが、前項にもお示ししてございます各種文献にて述

べられてございます。佐藤ほかでは、これにつきまして4種類の地盤モデル、既往の地盤

モデルにつきまして比較を行ってございます。 

 まず、既往のうち①、②、表でお示ししてございますが、 Ohta(1975)、もしくは

Takemura et al.(1993)というところでございます。これにつきましては、表の一番右側

に書いてございますとおり、内部減衰のみ、もしくは散乱減衰のみという、いずれかのみ

が考慮されているということになってございます。また、③及び④につきましては、実現

象が説明可能なように、内部減衰及び散乱減衰両方を見てあるモデルが提案されていると

いうところでございます。 

 このうち、③につきましては、下の表で、赤字で書いてございますが、当社、この③の

モデル式を用いまして、敷地における減衰定数を推定しているというところでございます。 

 なお、④につきましては、③と同じような考え方でございまして、これも同じで、③と

同様に、高周波数側で減衰定数が一定となるようなモデルを作成しているということでご

ざいます。 

 この③と④の、適切かどうかというところにつきまして、次のページ以降でお示しをさ

せていただきます。 

 97ページでございますが、まず③でございます。小林ほか(1999)、こちらにつきまして、

どういうことが行われていたかというところ、御説明さしあげます。小林ほか(1999)、こ

ちらにつきましては、内部減衰と散乱減衰の和で考慮したこのモデル式に基づきまして、

仙台高密度アレー観測点におけるQ値の同定を実施してございます。 

 結果としてでございますが、下に論文から引用しております図をお示ししてございます

が、観測記録に対する伝達関数とこのモデルによるQ値構造、これにつきましては、非常

によく対応しているということがこの論文内で確認されてございます。繰り返しになりま

すが、敷地における減衰定数の推定、これにつきましては、この小林ほか(1999)の方法を

用いて同定を行ってございます。 

 なお、上記モデル式、この小林ほか(1999)でございますが、佐藤ほかにおきましても、
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物理的に明快であり、減衰特性の解釈に有効であるというふうにされているモデルでござ

います。 

 また、98ページ、佐藤ほかにつきましてお示ししてございますが、先ほどの小林ほか

(1999)とほぼ同等の考え方に基づいて設定されております。こちらにつきましても同様に

国内の観測点におけるQ値の同定を行ってございまして、結果といたしまして、下のほう

にグラフで書いてございますとおり、よく適合するような評価を行われているというのが

この佐藤ほかの中で書かれてございます。 

 また、青い四角の3ポツ目でございますが、こちら、佐藤ほかが対象としている地盤に

つきましてですが、Vsが200～2400、もしくは990～2610というところでございまして、敷

地の地下構造を構成するVsとも概ね適合した地盤でございますので、敷地でも適用可能と

いうふうに考えているというところでございます。 

 以上より、佐藤ほかでは、減衰定数の下限値、これを考慮したモデルのほうが適してい

るというふうにされております。小林ほか(1999)も同じ考え方に基づいているものであり、

当社としてはそちらを採用しているということでございます。 

 推定の結果を99ページ、100ページにお示ししてございますが、Q値の結果を99ページに、

各S波速度、P波速度等も含めたものを100ページにお示ししているというところでござい

ます。 

 101ページには、最終的に作成されたモデルと、観測記録に基づく各関数との適合度を

こちらにお示ししております。概ね再現できており、観測記録をよく説明できているモデ

ルとなっていると考えてございます。 

 続きまして、102ページでございます、深部地盤モデルの検証というところでございま

す。こちらにつきまして、コメントといたしまして、微動アレー観測、これによる検証に

ついて比較対象を増やすこと。また、地震動のシミュレーションにつきまして、東西方向

の観測記録も同様に示すことというコメントを頂戴してございました。 

 103ページには、水平アレー観測、微動アレー観測から得られた敷地地下のS波速度構造

をお示ししてございます。104ページには、この推定されたS波速度構造と、この微動アレ

ー観測、これから得られた分散曲線を比較してございますが、よく一致していることをこ

ちらにお示ししてございます。 

 105ページでございますが、こちらが先ほどの5ポツのところで作成いたしました深部地

盤モデル、これを青線で書いてございまして、先ほどお示しいたしました微動アレー観測
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によるVs構造、これを赤線でお示ししてございます。こちら、左から西側の地盤、中央の

地盤、東側の地盤と、3地盤それぞれで比較してございますが、いずれも3地点で、いずれ

も深部地盤モデル、これにつきましては、S波速度構造、よく一致しているという結果に

なってございます。 

 続きまして、106ページでございますが、こちらスペクトルインバージョンの解析を行

っているというところでございます。実施の内容につきましては前回御説明のとおりでご

ざいます。結果といたしましてですが、107ページにございますとおり、増幅率の比較を

行った結果、赤色の地震動評価に用いる深部地盤モデルに対しまして、このスペクトルイ

ンバージョンの結果というのは、増幅率にしてよく同等となってございまして、深部地盤

モデルが適切に作成されているということで考えてございます。 

 続きまして、検証の手法、もう一つでございますが、108ページ、経験的サイト増幅特

性による検証というところを行ってございます。こちらにつきましては、鶴来ほか(1997)

の手法というところでやってございまして、こちらにつきましても前回御説明のとおりの

内容となってございます。結果は109ページにお示ししてございますが、増幅率といたし

まして、経験的サイト増幅特性によるものと地震動評価に用いる地盤モデルによるもの、

地震動評価に用いる地盤モデルは赤線で書いてございますが、この経験的サイト増幅特性

と比較いたしまして、増幅率はほぼ同等もしくは深部地盤モデルのほうが一部上回るとい

うような結果となっているというところでございます。 

 続きまして、110ページでございます。地震動シミュレーションによる深部地盤モデル

の検証というところでございますが、こちらでは、2008年岩手県沿岸北部の地震でござい

ます。冒頭でも地震観測記録の分析に用いた地震でございますが、こちらにつきまして、

浅野・岩田(2009)で示されております震源断層モデル、これによって、当社の、先ほど作

成いたしました深部地盤モデル、これを通した統計的グリーン関数法によるシミュレーシ

ョンを行った結果をお示ししてございます。 

 111ページにこちらの結果をお示ししてございますが、こちらで頂戴いたしましたコメ

ントといたしまして、前回につきましては、シミュレーション結果と中央地盤、この、今

赤線で書いてございますけれども、これのみの比較を行ってございましたが、今回、東側

地盤による記録と西側地盤による記録、それぞれとともに全て比較するということにして

ございます。この結果といたしまして、短周期側では観測記録をシミュレーションを結果

をよく説明できていると。また、長周期帯では保守的な評価結果となっていることから、
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深部地盤モデルは適切に作成されていると考えているというところでございます。 

 続きまして、112ページでございます。3次元の地下構造モデルを用いた深部地盤モデル

の検証というところでございます。こちら、コメントをいただいてございまして、一部、

例えば12番でございますが、これにつきましては解析の条件の詳細に関するもの。また、

14番につきましては、この検証につきまして、P波速度構造等につきましてもう少し掘り

下げた検討を行うこと。また、19番といたしまして、3次元モデルに対する波形入力のシ

ミュレーション、これに対しまして、前回、鉛直入射だけだったのですが、斜めからの入

射も検討することというコメントを頂戴してございます。また、ほかのコメントにつきま

しては、図等も踏まえて後ろのほうで説明とともに御説明をさしあげたいと思っておりま

す。 

 まず、3次元地下構造モデルにつきまして、その位置づけと検討フロー、113ページにお

示ししてございます。まず、左側でございますが、5.で作成しました1次元の1次元モデル、

深部地盤モデルでございますけれども、こちらが地震動評価に用いるものというふうに、

当社、設定してございます。こちらから得られている増幅特性と、あと、これから御説明

いたします3次元地下構造モデル、これによります波形入力による増幅シミュレーション

による増幅特性、これを比較した上で、1次元モデルの妥当性を、この3次元モデルにより

確認するという位置づけでございます。モデルの作成に関しましては、前回と同じでござ

いますので、詳細はちょっと割愛させていただきます。 

 114ページにはフロー図をお示ししてございます。 

 115ページにはモデルの作成範囲をお示ししてございます。10km×10km、深さ3km方向に

作成いたします。 

 まず、116ページといたしましては、初期モデルとして地質構造モデルを作成するとい

うところになってございまして、基づくデータをこちらにお示ししてございます。 

 モデルの作成イメージを117ページにお示ししてございまして、断層の位置、もしくは

各地質の平面、もしくは反射法地震探査と、これらを組み合わせた初期モデルを作成して

まいります。この各層の平面図をお示ししたのが118ページでございます。119ページも同

様でございまして、深いところに向かって平面図をお示ししているというところでござい

ます。 

 初期モデルとしてでき上がった地質構造モデル、これを120ページにお示ししてござい

ます。こちらにつきまして、大まかな層境界等をこちらで作成した上で、ここに対してVs
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を入れていくという、そういう3次元モデルの作成をこれからしてまいるというところで

ございます。この初期モデルに対して、反射法地震探査との結果の比較につきまして、

121ページにお示ししてございます。 

 121ページでは、Line1、それ以降、別の測線も、122～124ページというところで、反射

法の4測線につきまして、比較を行っております。 

 125ページでございますが、こちらにつきまして、先ほど作成いたしました初期モデル、

これにつきまして、S波速度構造を入れていくというところでございます。こちらにつき

まして、まず、大まかな速度構造といたしまして、紙面の右側にあるようなものを入れて

おき、それに対しましてイタレーションで震度、値というところを見つけていくという、

そういうような計算となっていきます。 

 126ページには、フロー図として下半分、イタレーション解析、繰り返しの計算を行っ

ていき、最終的な3次元速度構造モデルを作成すると、そういうようなフロー図をこちら

に記載してございます。 

 3次元速度構造モデルに対しまして、S波速度を入れるときに用いているデータ、これを

127ページにお示ししてございます。可能な限り多くのデータを反映することといたしま

して、こちらに、表にお示ししますとおりの調査の内容、もしくは測点等を用いてイタレ

ーション解析を行ってございます。 

 128ページにつきましては、用いるデータのプロットしたところ、これをお示ししてお

ります。 

 129ページでございますが、こちらでは、モデルを作成する際の計算に用いる解析グリ

ッド点をお示ししてございまして、断層がある位置、もしくは調査に関する測点、もしく

は測線のある位置、また、敷地の中に関しましては、特に密になるように評価グリッド点

を設定しているというところでございます。 

 130ページでございますが、こちらにつきまして、3次元の地下構造の速度構造を求める

際のフロー図につきまして、コメントを頂戴してございました。解析の内容につきまして

御説明をいたします。 

 こちらにつきまして、3次元速度構造モデル作成のためのジョイントインバージョン解

析、これにつきましては、初期モデルと、各種地質調査結果等との食い違いを求めまして、

誤差が少なくなるように収束させていくように繰り返し計算をしてまいります。繰り返し

計算におきましては、右のフローでお示ししておりますとおり、3段階に実施してござい
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ます。下の四角に書いてございますが、1段階目といたしましては、各層内でのS波速度は

場所によらず一定とし、層厚も固定した上で、大体のVsを決めていくということになって

おります。第2段階では、層内でもS波速度がばらばらになってもいいというふうな条件で

やっているということになっています。最後に、第3段階におきましては、S波速度の場所

によっての分布だけではなく、層厚についても変化させた上で詳細に求めていっていると

いうところでございます。この繰り返し計算の結果につきまして、131ページにお示しし

てございます。 

 131ページには、最終的な調査結果との誤差の収束状況をお示ししてございます。先ほ

ど御説明いたしました第1段階、第2段階、第3段階と、三つにフェーズを分けた上でお示

ししてございますが、第1段階、この段階で概ね収束はしております。その上で、第2、第

3段階というところで、平面的なVsの広がり、もしくは層厚の変化、これを許した結果と

いたしまして、収束がどんどん進んでいきまして、最終的に誤差は40回程度で落ちついた

という結果になってございます。 

 続きまして、132ページでございます。こちらにお示ししておりますのが、最終的に作

成された3次元地下構造モデル、これを敷地の東西断面で切ったものをお示ししてござい

ます。これにつきまして、コメントといたしまして、敷地周辺を拡大したものというとこ

ろでコメント頂戴してございましたので、そちら、133ページにお示ししている図のとお

り、敷地周辺に拡大してお示ししてございます。 

 134ページには、続きまして、南北断面のほうをお示ししてございます。これも同様に、

拡大したものを135ページにお示ししてございます。 

 136ページからは、作成されたモデルと地質調査結果、もしくはそれ以外の調査等に対

する適合度をこちらから確認してまいります。136ページではブーゲー異常ということで、

概ねの傾向がよく一致していることになってございます。 

 137ページにつきましては、屈折法に関するものでございまして、走時曲線がよく再現

できている3次元地下構造モデルとなってございます。こちらにつきまして、この屈折法

の探査に関しまして、その再現性に関しまして、コメントNo.14というところでコメント

を頂戴してございました。 

 137ページと138ページでは、まず、この初動走時がよく合うということをお示ししてご

ざいまして、139ページ以降、ここからがコメント回答というふうになりますが、この屈

折法の地震探査、これに関する走時のシミュレーション解析でございますが、139ページ
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の一番上、これが屈折法の地震探査に基づくもの、下が3次元モデルに基づくもの、この

黒線のものでございます。この走時を比較いたしますと、概ね上と下のものは整合してい

るという結果となってございます。 

 また、140ページにお示ししてございますが、作成された3次元地下構造モデル、これに

関しまして、走時の解析結果を行った結果といたしまして、屈折法探査の実測波形、下に

お示ししてございますが、初動の振幅が後続波と比較して相対的に小さく薄くなっている

地点でございます。この、こちらで緑色や赤色の丸で囲んでいるところでございますが、

これをそのまま上に目を向けていっていただきますと、破線を追跡していってみますと、

傾斜部分、もしくは段差部分等を通過した影響で、地表に戻ってきた屈折波の波線密度は

小さくなる傾向があるというところで、そういうところとの整合が概ねとれているという

結果となってございます。 

 140ページにはLine2をお示ししてございまして、141ページにはLineAについてお示しし

てございます。 

 142ページでございますが、こちら、水平アレー観測記録と3次元地下構造モデルの比較

を行っております。よく適合していることが確認できるかと思います。 

 143ページ以降につきましては、敷地内のPS検層につきまして、3次元地下構造モデルと

の適合度を見てございます。こちらにつきましても、146ページまで、各ボーリングにつ

きましてお示ししてございますが、観測走時とよく合う結果となってございます。 

 147ページでございます。作成された3次元地下構造モデルと1次元地下構造モデル、そ

の増幅率について比較したものがこちらでございます。こちらにつきまして、赤色で書い

てあるものにつきましては地震動評価に用います1次元の地下構造モデルでございます。

青色で書いてありますものが3次元の地下構造モデルということになってございます。こ

れにつきまして、当社の代表地盤観測点中央の直下におきますVs分布を紙面の真ん中に書

いてございますが、こちらにつきまして、傾向はよく一致しているという結果になってご

ざいます。 

 また、このVsの速度構造から求められます増幅比、これを紙面の右側で比較してござい

ますが、地震動評価に用いる1次元の地下構造モデルと3次元地下構造モデル、この増幅率

につきましては、非常によく整合したという結果となってございます。 

 続きまして、この3次元地下構造モデルを用いた波形入力によるシミュレーションを行

った結果をお示しいたします。こちらにつきましては、一番下に、入射角度として「90度
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（鉛直方向）」と書いてございますが、これにつきましては、前回の審査会合にて御説明

をさしあげたところでございました。 

 めくっていただきまして、149ページでございますが、こちらにつきましては、鉛直入

射した波のアニメーションが紙芝居で出ているというところでございます。コメントとい

たしまして、カラーで示すことということで頂戴いたしてございましたので、色をつけて、

どこで増幅しているかというのがよく見えるようなところの図にしてまいりました。149

ページでは東西断面、150ページでは南北断面、151ページでは平面図ということで記載し

てございます。 

 結果として、152ページでお示ししてございますが、こちらも前回と同様でございます。

3次元地下構造モデルにRicker波を入力した場合の最大振幅値分布、これにつきまして、1

次元の地盤モデル、これから計算した理論的な最大振幅値を1として基準化したもの、正

規化したものをこちらに図としてお示ししてございます。 

 こちらにつきまして、敷地の西側につきましては、f-2断層による地下構造が原因にな

っていると考えられる、線上の増幅、こういうものが見られますが、敷地内部の主要な範

囲内においては、特異に増幅しているような傾向というのは見られません。結果といたし

まして、1次元地盤モデルによる最大振幅値を明確に上回るような増幅特性、数で申し上

げますと1を大きく超過するような部分でございますけれども、こういうものは敷地内の

主要な範囲では見られないという結果になってございます。 

 また、次のページの153ページでございますが、コメントとして、地下のどういう部分

で増幅しているかというところについて考察をしてまいりました。こちら、真ん中の図に

ございますとおり、こちら、波形のショットのアニメーションから、3秒付近のところか

ら持ってきてございますけれども、このうち赤い丸で囲んでいる部分、この部分で地震波

が増幅しているというところが見てとれるかと思います。 

 この場所というのが、ちょうど左側のこの平面図におきます赤の点線で囲んでいる筋状

の増幅部分、これに対応する部分となってございます。これを敷地地下の3次元地下構造

モデルのどういうところに該当するかというのが、この紙面の右側に書いてございます。

結果といたしまして、断層等によるVsの段差の部分、こういうところで、こういう速度構

造の変化部分で振幅が大きくなっているという結果になってございます。 

 また、154ページにつきましては、この検討に用いましたRicker波につきまして、入力

波と解放基盤表面での出力、この応答スペクトル、もしくは応答スペクトル比を記載して
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ございます。この応答スペクトル比、すなわち増幅率に該当することになりますが、こち

ら、図中の真ん中上段、四角①で囲んでいる部分、大体1.5というところになってござい

ます。こちらにつきまして、このRicker波の中心周波数、大体5Hzというところでやって

ございますが、この辺りの周波数に着目いたしまして、1次元の地下構造モデルの増幅率

と比較したのが一番右下の図というふうになってございます。こちらの周期帯での増幅率

につきましては1.5倍というふうになってございまして、このRicker波を用いた検討と概

ね適合しているという結果となってございます。 

 155ページといたしましては、このRicker波の入力の検討につきまして、125mで出して

おりましたが、今回、-20につきましても出すことというコメントを頂戴いたしましたの

で、こちらについてお示ししております。-20、建屋の設置面相当のところでございます

が、こちらの結果も125と、概ね傾向は変わらないという結果になってございます。 

 この比をとったものをですね、156ページにお示ししてございますが、125から20に上が

ったときでございますけれども、全体的に大きくなる、増幅している傾向になっておりま

すが、敷地の一部で特異に大きく増幅しているとか、そういうような傾向は見られないと

いう結果になってございます。 

 続きまして、コメントといたしまして、斜めの入射検討を行うことというところで頂戴

してございました。157ページの一番下にありますとおり、入射角度につきまして、45度、

東西南北4方向というところでやってございます。結果を早速お示しいたしますが、まず、

158ページ、こちらにつきましては南側からの入射というところでございます。南側から

45度で入射し、敷地の地表のほうまで上がってきているというのがアニメーションで見て

とれるかと思います。 

 これにつきまして、先ほどと同じように増幅率の傾向についてお見せしたものが159ペ

ージというところでございます。こちらにつきましても、先ほどの鉛直入射と同様に、1

次元モデルによる理論最大振幅で正規化してございます。結果といたしまして、1次元モ

デルによる増幅率を大きく上回るような特性、1を超過する部分は、この中では見られな

いと。敷地の主要な範囲内では見られないという結果になってございます。 

 160ページでは、同様に北側からの入射ということになってございます。北から45度で

入れた結果のアニメーションを160ページにお示ししてございまして、161ページに結果を

お示ししてございます。同様に、敷地内で1を上回る部分というのは大きくは見られない

という結果になってございます。 
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 162ページには、西側からの入射をお示ししてございます。結果を163ページにお示しし

てございますが、同様に敷地内で1を大きく上回る部分はございません。 

 164ページ、最後でございますが、東側からの入射につきまして、こちらにお示しして

ございます。結果につきまして、165ページでございますが、同様に、1を大きく上回る部

分、こちらにつきましては敷地内の主要な範囲内では見られないという結果になってござ

います。 

 こちらの結果をまとめたものを166ページにお示ししてございます。作成された3次元地

下構造モデルに対しまして、近傍の断層位置等も考慮に含め、入射角度を斜め下方向から

にして、東西南北4方向からの波形入力によるシミュレーションを行いました。その結果

といたしまして、1次元地盤モデルによる最大振幅値を明確に上回るような増幅特性は敷

地内の主要な範囲内では見られませんでしたという結果となってございます。 

 こちら、3次元地下構造モデルを用いた深部地盤モデルの検証に関するまとめでござい

ます。①といたしまして、まず、各種調査結果に基づきまして、3次元の地下構造モデル

を作成いたしました。②といたしまして、作成された3次元地下構造モデル、これに関し

ましては、各種調査結果等とよく適合するようなモデルとなったということになってござ

います。③といたしまして、1次元地下構造モデルと3次元地下構造モデルにつきまして、

それぞれの伝達関数、これが整合することを確認いたしました。④といたしまして、波形

入力による3次元地下構造モデルの増幅シミュレーション、この結果といたしまして、1次

元地下構造モデルによる最大振幅値を大きく上回るような増幅特性、これは敷地内では見

られないということを確認いたしました。 

 以上のことからでございますけれども、⑤といたしまして、敷地における地震動評価、

これにおきましては、1次元の地下構造モデルによって、敷地内の増幅特性を代表するこ

とができるというふうに考えてございます。 

 最後、8.、168ページでございますが、こちら、地震基盤以深のところのQ値特性につい

てお示ししてございます。こちらにつきましては、前回の御説明と同様でございまして、

佐藤ほか(2002)に基づいて設定しているというところを記載してございます。 

 最後のまとめにつきまして、171ページ、9.というところで記載してございます。冒頭

で同じフローをお示しいたしましたが、まず、1次元モデルを作成し、調査結果に基づく3

次元的な地下構造モデルを作成しました。それを比較した結果といたしまして、下記に書

いてございます地震動評価に用いる1次元の地下構造モデル、これにつきまして、複数の
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調査データ等を説明できるように適切に評価されてございます。3次元地下構造モデルに

よる検証の結果、1次元の地下構造モデルによって、敷地における地震動評価を行うこと

ができると、これまでの説明に基づきまして判断をいたしましたというところでございま

す。 

 御説明につきましては、以上でございます。 

○石渡委員 時間内に説明をまとめていただいて、ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。コメントがある方は手を挙げて発言してくださ

い。 

 どうぞ。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。 

 御説明ありがとうございます。私のほうから少し質問させていただきます。 

 まず、35ページなんですけども、敷地内の4測線、D測線ということで、検層結果に基づ

くS波の速度を記入していただいているんですけども、これ以外に前段のほうで幾つか地

質のプロファイルが出てきておりますけども、そういった断面図に沿った検層のデータ等

もございましたら出していただきたいというふうな、まず、リクエストです。 

 それにあわせて、地震計の設置位置ですね、中央、それから東、西と3カ所ありますけ

ども、それも入れていただきたいというふうなまずはお願いということです。 

 それから、次のお願いなんですけども、解放基盤表面と設定した標高-70m、G.L.125mと

いうところにおきまして、S波速度の平面分布図というのを作成していただき、それをヒ

アリングで提示していただきたいと思います。これだけ密に、精密に敷地内に検層等を行

っているわけなんで、解放基盤設定表面ということで、S波速度の分布図を見たいという

ふうなことでございます。 

 そういったものを提示していただいて、解放基盤表面設定の妥当性をより説明していた

だきたいというふうに考えておりますけども、いかがでしょうか。 

○日本原燃（竹内部長） データを処理する時間もございますので、改めてヒアリングで

御説明さしあげたいと思います。ありがとうございます。 

○石渡委員 ほかにございますか。どうぞ。 

○佐藤チーム員 引き続き、私のほうから質問させていただきます。 

 地震波の到来方向の検討ということで、地震の数を増やして、北側、それから南側、西

側というふうに増やしていただいて御検討はいただいているんですけども、その地盤間の
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地震観測記録の比をとった結果を拝見しましても、地盤観測点の東側というのは、やはり

中央、西と比較しまして短周期帯で1より小さくなっているというふうなことは、前回の

結果と同様だという御説明だったと思うんですけども。この理由を、77ページのほうでご

ざいますけども、G.L.-100mと-200mの地中波の伝達関数において、約10Hz以上の高周波側

で振動レベルが下がる傾向があるというふうな御説明もあったと思います。 

 この77ページで行きますと、図の右端、右下ですね。この青い線でプロットされており

ますけども、この高周波数側が下がるというふうなことは、すなわちその浅部の構造にも

依存しているんではないかというふうに思うんですけども、一方、まとめのところで、開

放基盤表面以深の地下構造によるものであるというふうな記載がございます。これに関し

ては、ちょっと御質問したいんですけども、これ、浅いところの影響というのは、減衰に

は効いていないということなんでしょうか。 

○日本原燃（尾ヶ瀬） 日本原燃の尾ヶ瀬でございます。 

 今の件について回答させていただきます。 

 一つは、こちらにつきまして、先ほど御指摘ございましたとおり、こちら、77ページの

図でお示しのもの、これにつきましては地中波の伝達関数ですので、浅いところの影響が

ある可能性というのが十分に考えられるというところ、これは事実でございます。ただし、

別途、観測記録を用いて、はぎとり地盤モデルを作成いたしまして、それに基づいてはぎ

とりを行った結果、これにつきまして見てみても、例えばはぎとり記録でいきますと、例

えば60ページ等でございますけれども、例えば一つの地震をちょっと例にとって御説明さ

しあげるということになりますが、こういうところで、地震観測記録に基づいて作成した

はぎとり地盤モデル、これを用いてはぎとった結果、中央地盤ではぎとった結果を用いま

しても、この東側地盤、青い線が小さくなる傾向があるという結果が得られてございます。 

 はぎとり地盤モデルというのは御存じのとおりでございますが、浅いところの地盤影響

を取り除いたものとなりますので、それをやった上でも東側がやはり小さくなるというこ

と、それが得られておりますので、結果として、やはり東側で小さくなっている要因とい

うのは、深いところが原因になっているのではないかと、そういうような判断を当社のほ

う、してございます。 

○佐藤チーム員 あわせて、もう一つ御質問なんですが。 

 86ページなんですけども、関連してですけども、東側のはぎとり地盤モデルの作成、東

側地盤の作成において、例えば1、2、この伝達関数の比較を見ますと、高周波数側でや
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っぱり同じような傾向があって、浅いところもやっぱり影響はあるんだろうなという気は

するんですけども、今の御説明にありますとおり、そしたら、深いところも影響はしてい

るけども、浅いところもやっぱり減衰には影響しているという、こういう理解してよろし

いんでしょうか。 

○日本原燃（竹内部長） 御指摘のとおりでして、両方影響があるんだけれども、表層の

影響を取り除いてもなお残るということでございますので、やはり深部に何か少しあるん

ではないかというふうに考えております。 

○佐藤チーム員 そうしますと、そういった影響はあるという判断でございますけども、

例えば、先ほど表層地盤、解放基盤面設定の考え方で御説明いただきましたように、浅い

ところは風化の影響もあるんだというふうなことも記載があったと思うんですけども、そ

ういった風化の影響というのも、やっぱり浅いところで何かその減衰に起因する原因の一

つというふうには考えることはできるんですかね。 

○日本原燃（竹内部長） 地質構造との関連まではちょっと分析できてはおりませんけれ

ども、実際、ボーリングデータ等に基づきまして室内試験をやって、Q値と申しますか減

衰定数も求めた上で、はぎとり地盤、作成しておりますので、直接的な土質、地質等の関

連はとれてはおりませんけれども、そこに起因する減衰の要因というのは含まれた上では

ぎとりをやっておりますので、その部分は反映されているものだというふうに考えており

ますけれども。 

○佐藤チーム員 わかりました。そしたら、深いところの影響ということで御説明いただ

いているんですけども、それに関してですね、地質情報等も含めまして、もう一歩その原

因についてお考えいただきたいというふうな、ちょっとコメントをさせていただきたいと

思います。 

○日本原燃（竹内部長） 何かもう少し説明のぶりを向上させるようにさせたいと思いま

すが、今回御説明したかった内容といたしましては、それを含めても1次元モデルで過少

な評価にはならないということでありますので、地震動評価として1次元を用いる上では、

我々としては問題はなかろうかなということで御説明をさしあげた次第でございます。 

○佐藤チーム員 わかりました。 

 では、ちょっと別の質問をさせていただきます。88ページをお願いします。前回の8月8

日の、昨年8月8日の審査会合でも指摘させていただいたんですけども、はぎとり地盤モデ

ルとPS検層結果の比較におきまして、東側のその地盤観測点の速度構造に乖離があるとい
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うふうな御指摘をさせていただいているんですけども、これは移設後の地盤観測点の構造

の特異性であるという、そういった御説明の趣旨かと思うんですけども。 

 そう考えますと、東側のその地盤観測点周辺の検層データ等も提示していただいて、移

設後の観測点の場所がたまたま特異性を持っていた場所であったというふうなことを少し

御説明いただきたいんですけども、その点、いかがでしょうか。 

○日本原燃（尾ヶ瀬） 原燃の尾ヶ瀬でございます。 

 こちらの件につきまして、まず、事実関係を整理させていただきますと、こちらの緑で

お示ししてございます、はぎとり地盤モデル、東側観測点というところでございますが、

今回、このはぎとり地盤モデルを作成するに当たり用いている地震でございますが、84ペ

ージにお示ししてございます。84ページにお示ししておりますとおり、地震13個ほどお示

ししてございますが、2003年までの地震を使っているということでございます。こちらに

つきましては、地震計として移設前のところの地震を使っているというところでございま

して、それを踏まえまして88ページにお戻りいただきますでしょうか。 

 88ページで、この一番右の緑色の線でございますが、まず、作成されたはぎとり地盤モ

デル、これは緑の実線でございます。この先ほど地震計として古いところのところを使っ

ているというところでございますが、これが長点線のところでございます。 

 今回、このはぎとり地盤モデルを作成するに当たりまして、初期モデルとしてPS検層の

結果を参照してございます。この初期モデルから地震観測記録に合うようにチューニング、

速度もチューニングしていった結果といたしまして、PS検層からちょっとだけこの深いと

ころが速度のほうが落ちたほうが地震観測記録とよく合うという結果になっておりました。 

 それを踏まえまして、地震観測記録の分析、はぎとり解析をする上では、この同定され

たほうのモデルを使ったほうがよいのではというところで、当社はこのモデルを採用して

いるというところ、まず、これが事実関係というふうになってございます。 

 これを、その周辺につきましてこの細点線で書いてありますとおり、周辺のPS検層の結

果をお示ししたところ、それほど外れているものではないと、そういうような見せ方とし

て、今回、資料を作成してまいった次第でございました。 

○佐藤チーム員 わかりました。説明、御趣旨はわかりました。 

 そうしますと、移設前の旧地盤観測点で取得されたデータでもってはぎとり地盤モデル

をつくったので、旧地盤観測点のPS検層のデータとこのモデルを比較するというのが正し

い見方という、そういう理解でよろしいですか。 
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○日本原燃（尾ヶ瀬） はい、そのとおりでございます。 

○佐藤チーム員 そうしますと、現観測点がやはり少し特異性をもったところであるとい

うふうな見方はやっぱり拭えないような感じはするので、その周辺の検層データとか、そ

ういったデータがあれば提示していただきたいという、ちょっとお願いをしておきます。 

 それから、一方、西側の観測点も同じように移設をしてるんですけれども、こちらは移

設前、移設後に比較して、はぎとり地盤モデルはどちらであっても比較的よく対応してい

るような気がするんですけども。一方、もとに戻って東側に目を転じると、やはりその乖

離というのはあるというのは、それは事実であると思うんですね。 

 ですので、東側のその検層データを少しお示しいただいて、現観測点が少し特異性を有

している場所であるというふうなことを御説明いただければと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○日本原燃（竹内部長） どこを基準に考えるかということもいろいろあると思いまして、

例えば昔のボーリングデータが特異だったのか、今回、新しいものが特異だったのかとい

うところも含めて御説明しなくちゃいけないと思いますんで、周辺のデータを整理いたし

ますが。結果として、推量で言うわけにはいきませんけれども、地震観測を説明できるモ

デルをつくったところ、新しい観測点のところのVsとはさほどの乖離はなかったというよ

うな見方もありますので、ちょっと、データも含めてその辺も御説明さしあげたいと思い

ます。 

○佐藤チーム員 承知いたしました。じゃあ、その辺の御説明を少しよろしくお願いいた

します。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 ほかにございますでしょうか。 

 小林さん。 

○小林技術研究調査官 技術研究調査官の小林です。よろしくお願いします。 

 私からは大きく2点ございまして、一つは地震動評価で、基本的かつ重要な確認事項。

もう1点は品質管理の観点で、二つ、三つほどあります。 

 まず、最初の地震動評価の観点で、3ページです、お開きください。こちらの断面図、

ポンチ絵は非常にわかりやすい図になっておりまして、やはり御社の特徴としましては、

解放基盤面がG.L.-125mということで、これが比較的深いというところが特徴だと思うん

です。いろんな浅いところの調査では、比較的やわらかいものが、盛り土も含めてのっか
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っているというところですね。 

 まず、お伺いなんですけれど、今回の趣旨は地下構造の評価でとどまっていますけど、

じゃあ、この地下構造評価終わった後に、地震動評価をする場合、書いていますけど、統

計的グリーン関数ということで、バックチェック当時は多分経験的、EGF等ハイブリッド

で多分やったと思うんですけども、いずれにせよ統計的、多分これもハイブリッドされる

と思うんですけど。ついては、その際に用いるものというのは、このG.L.-125mから下の

部分の地盤を使って基準地震動を評価されるということでしょうか。 

○日本原燃（竹内部長） おっしゃるとおりでございまして、断層モデルの結果は解放基

盤での結果として提示をしております。 

○小林技術研究調査官 わかりました。 

 そうすると、非常にちょっと重要な指摘なんですが、これは、東北学院大学の吉田望先

生が2005年にいろいろと報告しているんですけど、その後もいろんな実務レベルとか研究

者レベルの話、してるんですけど。要は、こういった形で地盤を解放基盤でちぎっちゃう

ことによって、本来だったら表層側まであって、表層を意識した解析をしないといけない

という指摘があります。 

 何が言いたいかと言うと、要は今このポンチ絵を見ますと、仮に表層まで一度SGFで計

算して、表層、G.L.-0mから、今度はぎとる形でG.L.-125mに地震動評価をする場合ですね。

それと先ほど竹内さんが言われた、そのものも解放基盤をそのまま上をもう取っ払った状

態で、125m、ダイレクトに計算すると、これは計算式、合わないんですよね。これは伝達

関数が変わってきます。ことに危ないのが、これ、上をはぎとっている分、特に理論計算

に重要な1秒より長周期側で増幅、卓越ピークをミスリードすることがあるので。 

 これは当然ながら地下構造、地盤構造にもよるんですけど、層厚だったりVsだったり。

ただ、御社は明らかに125mという浅い、非常に厚い層厚を取っ払って、なおかつ表層が非

常にVs、遅いので、そこの部分が、かなり本来あるべき記録、結果と変わってくるという

ことで。ついてはこれ、ヒアリングでも話したんですけど、はぎとり地盤って書いていま

すけど、やはりここはしっかりと浅部地盤とちゃんと評価して、地表まで評価して、それ

をはぎとるという手法をとらないと、これはミスリードになります。 

 これは、もう今後の地震動評価で、まずはそこを確認することが大事だと思っています。

今、私、何となくそれはいろんな、自分も計算して、そのミスリードすることありきで話

していますけど、確認行為をしていただいて、両者の表層からはぎとったものと、もう解
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放基盤でやったものの応答が変わらないということですね。そこが確認できれば、今言っ

た発言は大きな問題にならないと思うんですけど、恐らく、これは応答は変わってきます

ので、非常にですね。 

 もう少し傾向を言いますと、要は表層を取っ払って、125mを取っ払った分、長周期の応

答が短周期側にピークがシフトしてきます。ですから、例えば本来だったら3秒ぐらいに

卓越とピークがあるのが、2秒ぐらいに卓越ピークになるとかですね。そういったことが

往々にありますので、これは今後の確認事項として重要かなということです。 

 そういうことに鑑みますと、やはり私が今強調したいのは、今はまだ地下構造の評価な

ので、はぎとり地盤モデルと称していますけど、浅部の地盤モデルの評価は非常に重要か

なということでコメントいたします。 

 まず、これについて何かありましたらお願いいたします。 

○日本原燃（竹内部長） ちょっと、お一つ、申し訳ございません。今、我々がやってい

るはぎとり地盤モデルの有効性ということに疑問があるというような御質問でしょうか。 

○小林技術研究調査官 違います。吉田望先生が指摘している、表層を取っ払った形で、

125mの深さありきで計算すると、それをミスリードするというところです。基本的には表

層G.L.-0mまで計算して、それを引き戻す。それを解放基盤の基準地震動にしないと、非

常にまずいことが起こり得るということで、それは今後の確認事項としたいということで

す。 

 それには、やはり、今、はぎとり地盤モデルと言っていますけど、これを浅部地盤モデ

ルとしてしっかり御認識していただいて、ここの評価をがっちり、この今回のタームでや

んないといけないのかなというところです。 

○日本原燃（竹内部長） 何回も申し訳ございません。先ほどの話で、例えばその、今つ

くっている断層モデルの上に浅部地盤モデルを載せて、同じ浅部地盤モデルではぎとると

いうことになれば、波は戻ってくるというイメージなんですが、そこの何か物性が変われ

ば、問題。それと、もう一つは、我々は解放基盤で地震動を定義しまして、そこから上の

鉛直アレーを用いて、記録を用いて、建屋の入力モデルをつくっております。そのところ

でも125mから上の部分について記録が再現できるということを確認した上で、入力モデル

をつくっておりますので、そこのところは確認をした上で使っているということでござい

ますけれども。 

○小林技術研究調査官 ありがとうございます。恐らく竹内さんが、見解は、通常これま
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でやはりいろんな実務研究者が持っていた見解だと思います。でも実際、手を動かしてい

ただくと、違うことがあります。 

 これ、重要なのが、今、竹内さんが言われたように、これが例えば解放基盤、Vs700の

ところじゃなく125mのところに入力して地表を計算して引き戻した場合と、そのまま御社

がやろうとしているものにした場合は、これは等価になります。ただ、今は、地震基盤、

深いところに入力しているので、その上ではぎとり仕様とかやりとりするのに、これはや

はり地表からの下降波の影響は取り除けないんですよね、具体的に言いますと。これが実

は短周期の影響、あろうかと思うんですけど、実は長周期のほうになります。 

 要は、長周期のもの、ちょっと専門的になりますけど、結局、長周期は長いモードで来

ますので、やはりその125m分の表層を取っ払っちゃうと、短いところのあれでモードを計

算することになるので、これがミスリードの理屈なんですね。これが、吉田望先生が指摘

されている点でもありますので。 

 先生の場合は、長周期のほうに非常に影響あるというのは、そこまで論じていないんで

すけど、私がいろいろと計算して、御社のこの構造は計算、実はしていないですけど、い

ろいろと見る限り、基本的には一時の固有周期が確実に影響するということがわかってい

ますので、これは今後、地震動評価する際に、やはり確認していただいて、その影響がな

ければ、今、御社が考えているところでいいと思うんですけど、そういったことで、観点

としてやはり気になっているということです。 

 もう一つ、もうちょっと具体的に言いますと、じゃあ、今、御社のほうで125mのところ

のVs700のところで計算したE波を入力して、これ地表に立ち上げますよね。いろいろとそ

こは応答は正しいというふうに言っていますけど、その応答は実はやはり違うと思います。

地震基盤から一体的に解析して地表にそのまま連続して解析したものとですね。ですから

そこの部分を今後ちょっと確認していただくということ。 

 それには、やはりこの場で、やっぱり浅部の地盤構造が、やはりどう見定めるかという

のが重要だと思っていますので、これはちょっと今後のまた確認事項になるかなというこ

とです。 

○日本原燃（竹内部長） 一度、論文を拝見して、よく御趣旨を踏まえてもう一度お答え

したいと思います。 

○小林技術研究調査官 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 それと、あと、先ほど申した以下の品質管理の観点なんですが、101ページを御覧くだ
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さい。もうこれはかなり解析上の細かいところの品質チェックです。これ、梅田・小林さ

んのものでやっていますけど、これのやはり気になるのが、右側のsのコーダ波部分の、

この記録ですね。ここがどうしても乖離しているというところがあります。 

 まず確認したいのが、このフォワードで使っている理論ですね。これは何を基づいて表

面波のH/Vとしているかというところですね。この辺りの記述がないので、少し確認、ま

ず1点したいと思います。 

○日本原燃（尾ヶ瀬） 今の件、御回答いたします。 

 すみません。今、データのほうを持っておりませんところでしたので、確認をいたしま

して、次回のヒアリング等でお答えさせていただきたいと思います。 

○小林技術研究調査官 ありがとうございました。 

 恐らく、これ、Arai and Tokimatsu、たしか2004だと思うんですけども、多分その辺り

の表面波を使っていると思うんですけど、これ、最終的に地下構造の大きく影響するかと

いうとこではないんですけど、これ、結果が合っていないというのは、これ、水平上下比

なので、水平度の表面波の場合は、当然ラブ波とレイリー波がありますので、このラブ波

の寄与がこれ、多分、比率としてちょっとあまり効いていないのかなというとこです。 

 ラブ波のもう少しコントロールを、そこを逆解析の中にどういうふうに組み込むかとい

うとこなんですけど、レイリー波に対するラブ波の影響をすれば、このスペクトルのピー

クはそのまま上のほうに上がっていきますので、そういった形で、品質のほうはもう少し

向上するのかなというとこでした。この辺りは、ちょっとヒアリングベースで構いません

ので、御確認いただければと思っています。 

 あと、2点目です。104ページを御覧ください。こちらももう品質管理の観点で細かい話

になってしまうんですけど、103ページに構造が載っています。それに対して104ページだ

と思うんですけど、その後ろの105ページにも、多分、この分散曲線からまとめてありま

すけど。 

 この分散曲線ですけど、大体高周波が2Hz～2.5Hz、3Hzぐらい、一部4Hzぐらいあります

けど、この分散曲線に対して得られた構造の浅いとこが、これ、多分この分散曲線からで

は、多分解析し得ない、できないと思っているんですね。 

 これは、何か、この分散曲線以外に線形情報で、例えば103ページの浅い部分、位相速

度、遅いところありますけど、そこの部分が多分コントロールできてなくて、恐らくこの

104ページで、もうちょっと多分高周波まで求めている可能性があるんです。その辺り、
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まず御確認お願いしたいんですが。 

○日本原燃（尾ヶ瀬） こちらの103ページにお示ししてございます速度構造でございま

すけれども、同定する際にどこかで初期モデルということでつくっておりまして、何かし

らのデータを多分初期で入れて、そこから分散曲線に合うようにつくっているというとこ

ろをやっているはずでございます。ですので、そちらの初期のデータでどういうものを使

っているかというのをちょっと整理させていただきまして、また改めてヒアリングでお示

ししたいと思います。 

○小林技術研究調査官 ありがとうございました。104ページの分散曲線は、これ、多分、

波長との関係で言うと、深さ100mぐらいの程度のものしか、深さ、出していないので、こ

の辺りは、先ほど申し上げたとおり確認をお願いします。 

 それで1個、ちょっと重要なのが、御社はいろいろと地下構造、地盤モデル評価をして、

最終的には水平成層に近いというふうに言っていますけど、私から見ますと、この104ペ

ージの6点のこの分散曲線は、結構、要は1Hz、2Hz、3Hz、高周波で、位相速度、違うんで

すね。これは実は数百mの距離に対して結構速度は違うかなというふうに感じるんですが、

この辺りはどういう御見解でしょうか。これは違わないというふうに判断されていますか。 

○日本原燃（竹内部長） この単独で見るとそういう御意見もあろうかと思いますけど、

我々はいろんなところから検討をして、最終的に我々が申し上げたいのは、3次元も含め

て検証した結果、1次元で地震動の評価をしておくことは、その他の状況を踏まえても過

少な評価にならないので、モデルとしては1次元で評価をしていきたいというところの補

強の材料として、今回の御説明をさしあげているということでございます。 

○小林技術研究調査官 ありがとうございました。そこの考えは理解しました。 

 いずれにせよ、微動アレーから得られるものに関しては、思っているよりは1Hzからは

高周波ですね。ですから、これ、深さ大体300mから浅いところは、やっぱり構造が違うか

なというのは、この分散曲線から見受けられるということです。 

 あと、最後です、シミュレーション、166ページにまとめられていますけど、結果の解

釈はこのような形で私どもは理解いたしました。 

 それで、ちょっと戻って申し訳ないけど、73ページ～75ページで、先ほどの議論にもあ

りましたけど、やはり東側の観測点が、高周波側が非常に少しスペクトルが下がるという

ところですね。それは中央地盤とか西側地盤に比べたら、ちょっとやっぱり特異な部分が

あるというとこなんですけど、じゃあ、今回のシミュレーションでそこの部分というのは、
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しっかりとつかめたんでしょうか。 

 それに近い結果が、似たような形でスペクトル比として取りまとめた結果がありました

けど、その結果と横並びしたときに、じゃあ、シミュレーション結果がじゃあ、本来、実

観測記録のいろんな分析で得られたものと、御社が懸念されている東側のそういった特異

な高周波の応答ですね、そこはしっかり説明し切っているかどうか――154ページです。

多分、154ページで少しそれに近い検討をされていますけど、この辺りはどういうふうに

説明されますでしょうか。 

○日本原燃（尾ヶ瀬） 今おっしゃったとおりのところでございまして、154ページでご

ざいます。必ずしもこの3次元地下構造モデルは全てを正確に表せているかというと、そ

うではないと思っておりますが、少なくとも当社のほうで検討したものにつきまして、こ

ちら、154ページで、5HzのRicker波、入れた結果でございますが、5HzのRicker波とはい

えど、中心周期5Hzということで、ある程度幅を持ったバンドのスペクトルとして出てい

る波だとは思います。 

 その結果を見ますと、真ん中の図でスペクトル比を記載してございますけれども、中央

地盤に対しまして、東側地盤、短周期のほうで若干下がっている傾向というのは、やはり

見受けられるというのは考えてございまして、その辺はやはり観測記録とも概ね整合する

ところはあるのかというところでございます。 

○小林技術研究調査官 どうもありがとうございました。そのような、これ、西側のほう

も少しそういった傾向、出ちゃっているんですけど、多分、このシミュレーションで大事

なとこっていうのは、観測記録のそういった懸案事項、こちら側から指摘があったと思う

んですけど、それに対するやっぱりここは何らかの言及が必要かなということで、今のよ

うな形で構わないので、それは補足していただいて、それはヒアリングのときでも確認で

きれば、こちらはこれでいいのかなということです。 

 長くなりましたけど、以上でございます。ありがとうございます。 

○石渡委員 ほかにございますでしょうか。 

 どうぞ、大浅田さん。 

○大浅田チーム員 地震・津波担当調整官の大浅田です。 

 私は今の小林の質問とも若干関連するんですけど、前回のコメントで言うとNo.3、要は

日本原燃さんの場合は非常に敷地が広くて、さらに言うと、我々が今まで審査をずっとや

ってきた西日本の原子力発電所に比べると、西日本の原子力発電所ですと、解放基盤が大
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体ベースマットを直下で入っているので割と単純なんですけど、日本原燃さんの場合は

G.L.-125mということで深いんで、そういった観点で本当にその前回のコメントNo.3にあ

るように、その地点で一律に解放基盤を設定するのが妥当かどうかというふうな観点で少

し確認をしたいと思うんですけど。 

 その辺に関係しまして、今回、はぎとり波の検討とか、あと伝達関数の比較とか、いろ

いろと検討をやっていただいたんですけど、先ほど少し日本原燃さんからのほうにありま

したように、例えば、はぎとり波の検討ですと、60ページですか。60ページを見ますと、

それほど大きな、顕著な差はないとは思うんですけど、やはりその解放基盤より深いとこ

ろの深部の速度構造に起因すると思われるんですけど、やはり東側のほうが若干スペクト

ルが小さくて、要は多分、東側のほうが硬質地盤なのであまりそう増幅されないというこ

とでこういった結果になっているかと思うんですけれど。そういったことも含めて、この

地点で代表させていいというふうなところについては、もう一度、すみません、御説明願

えるでしょうか。 

○日本原燃（尾ヶ瀬） 事実関係といたしまして、当社のほうからも冒頭に御説明いたし

ましたとおり、東側地盤のはぎとり波が小さくなったりと、そういうような差は確かに見

受けられます。 

 ということでございまして、解放基盤よりも深いところにつきましては、必ずしも全て

増幅特性的に水平成層であるというふうには我々も申し上げるつもりはございません。や

はりある程度の、例えば地質構造による段差と、そういうものもございまして、そういう

ふうな要因によって、解放基盤でも若干の増福率の差異というのはどうしても出てくるか

というふうなことは考えてございます。 

 しかしながら、まず一つは、はぎとり波でも、東側は小さいものの、少なくとも西と東

では大体同じぐらいになっているという点。あとは、地震動評価につきましては解放基盤

よりも深いところの地盤情報を用いて評価を行いますが、その際につくっております深部

地下構造モデル、これにつきましては中央地盤の地震観測記録に基づいて作成しておりま

す。つまり、大きいほうの地震観測記録をとって、それに基づいて作成しているというわ

けになってございます。 

 それを用いて敷地内で一律で評価しているという流れになってございまして、つまりは

東側地盤、地震観測記録としては小さいですけれども、地盤モデルとしては大きく増幅す

るようなモデル、こういうものを使ってやってございまして、最終的には保守的な評価に
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なっている、過小評価にはなっていないというところで考えてございまして、そこもトー

タルで含めまして、一律で125でやっておくという、そこに問題はないという結論という

ふうにまとめているところでございます。 

○大浅田チーム員 ある程度そこは我々も理解をしているところなんですけど、少し、別

に重箱の隅をつつくわけではなくて、若干ちょっと細かいことで、そういった点から確認

させていただくと、77ページに今、御説明があったことがサーマライズされて書いている

かと思うんですけど。 

 中央の観測記録で代表させるから、ある意味過小評価になっていないというところなん

ですけど、例えばその一番、伝達関数を比較した一番右側の図とかを見ると、若干その中

央よりかは西側のほうが少し増幅性もあるようなところも若干ポイントとあるかなという

気もするんですけど、中央と西側、ほぼ同じで、中央で見ておけばいいんだというところ

については、もう少し何か御説明というのはあるんでしょうか。 

○日本原燃（竹内部長） 今ここで御覧いただいたものもございますし、それから、例え

ば3次元で見たときの傾向でありますとか、あるいは地震観測記録の分析、こういうもの

もろもろを含めて、中央地盤というのは代表性として過小評価にならないところであると

いうことを見た上で、中央地盤の観測記録をもとに、また、中央地盤の記録は、実に期間

的にも豊富でございますので、多いデータに基づいて長期間やっているということで、中

央地盤を代表としておいて、それをリファレンスにしておいて西と東を見たときに、影響

のプラス・マイナスを見ても、中央地盤で代表できるんではないかということで、我々と

しては、データの多さも含めて中央地盤を代表ということに考えておりますけども。 

○大浅田チーム員 わかりました。今の質問は、冒頭、佐藤がした少し解放基盤での速度

分布、平面的な速度分布とか、あと、いろんなところでPS検層をやられているので、今の

その中央地盤の観測点というのが、ある意味、代表的、網羅性として代表性を持っている

のかというところにもちょっと関係するかと思いますので、そこはそういったデータを含

めて今後もまた確認していきたいと思います。 

 すごく東側と比べると、中央と西というのはそんなに顕著な違いがあるとは私どもも思

ってはいないんですけど、中央というところで本当に代表させていいのかどうかというと

ころは、やはり敷地が広いということも関係しますし、あと、建屋の配置を見たときに、

決して中央だけに重要建屋があるわけではなくて、当然西側にも東側にもあるので、そう

いったところで少し慎重に判断をしたいなというふうに思います。 
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 あとは、解放基盤の今度、深さと関係する話なんですけど、今回、PS検層のデータを整

理していただいて、36ページとか37ページにわかりやすくこの4測線のデータを載せてい

ただいたんですけど。これも前回、審査会合でも指摘があったところなんですけれど、あ

る意味、解放基盤よりもっと浅いところでS波速度が700m/sを超えているけれど、例えば

その西側ですか、B4のボーリングデータとか、あと、鷹架層が満遍なく出てくるところで

なくて、G.L.-125mに解放基盤を設定する、そういったふうな御説明だったと思うんです

けど。ある意味、もう少し浅いところでも700m/sを超えているというファクトと、そうい

ったファクトとですね、マイナス125mのところに解放基盤を設定するということを考えた

場合に、その点についての保守性というか妥当性というか、そこら辺はどういうふうな形

で考えておられるんでしょうか。 

○日本原燃（竹内部長） 先ほどの小林さんの質問にもちょっと関連するかもしれません

けれども、一応、今、125で解放基盤を決めて、それから上については建屋の入力動モデ

ルというのを別途作成しております。そこにおいては、御指摘のとおり700よりも大きい

Vsがあったとしても、あるなりの地盤を評価して、そこの増幅率を求めて建屋の入力動を

入れていくということにしておりますので。 

 位置を決めておりますけれども、それから上の情報を700だからそのまま700のまま評価

するというようなことはしておりません。それによって、正確にその増幅率、あるいはイ

ンピーダンスを評価することによって、建屋の入力動もきちんと評価できるというふうに

我々としては考えておりますけれども。 

○大浅田チーム員 あと、解放基盤と実際の建屋の設置面がある-20mとの比較という観点

では、どういう傾向にあるんですか。やっぱり増幅的に行くんですか。 

○日本原燃（竹内部長） すみません。入力動として定義したものよりも建屋の入力動は

より大きくなる、もしくは同等、下回ることはないと。 

 大まかな傾向といたしまして、西側地盤と中央地盤ではほぼ同等レベル。東側では少し

若干増幅するかなというような傾向になってございます。 

○大浅田チーム員 そういう意味では、浅部の地下構造を見たときに東側が若干スペクト

ルが上がってこないと、鉛直アレーの比較とかを見るとそういった傾向だったんですけど、

その傾向と大体ほぼ一緒というふうなことになるんですね。 

 ここは若干その設置許可から少し踏み込んで、設計及び工事の方法というふうなところ

にも関係してくるかと思うんですけど、今の申請ベースのSsでなくても構わないんで、昔



42 

のSsで見たときの解放基盤でのスペクトルと、あと建屋の入力動として、拡幅する前のス

ペクトルというのを少し参考的に見たいので、そこを出していただきたいというのと。 

 あと、今回つくられた解放基盤より浅いところの浅部地盤モデルというのは、恐らく少

しヒアリングとかで聞くと、設計部、工事の方法の建屋の入力動を求めるための地下構造

とは異なっている。建屋の入力動を決める際の地下構造はまた別途考えるみたいな話があ

ったかと思うんですけど、そこら辺は耐震設計方針として、今の断面でどういったことを

考えているのかということについてもお聞かせいただきたいと思いますので。ここで今ち

ょっと説明いただいても、なかなかそこは難しいところもあるかなという気もするので、

簡単に、どういったことを考えてられるのかということを少し御紹介いただいて、あとは

資料として用意していただければと思うんですけど。 

○日本原燃（竹内部長） まず、はぎとり地盤モデルは、地震動をはぎとって、正確には

ぎとるということを主眼にやっておりますので、例えば減衰とかQ値については振動数依

存を入れたりとか、そういったことで、なるべく忠実に地震動を再現するというようなこ

とを考えてやっております。 

 それから、下から建屋モデルで上げるときは、計算の簡便性もありますので、その振動

数依存の件数を使わずに一定値を使ったりとかいうことで上げたりしていると。若干の違

いはございます。ただ、基づいているデータは、地盤調査に基づくVsの構造なんかは共通

のデータに基づいてつくっております。 

 それから、下から上げたときに、はぎとり地盤で上げたものと建屋地盤で上げたものに

ついて、建屋地盤がこれを、はぎとり地盤を下回らないようにスペクトルがなるというこ

とを確認した上で使っております。先ほど御指摘いただいたSsの入力の結果とかも、別途

ヒアリングで結果をもって御説明をさしあげたいと思います。 

○大浅田チーム員 わかりました。 

 あと、一応確認なんですけど、今回の新規制基準に基づく設計部工事のこの認可でも、

その解放基盤より浅いところの地盤構造というのは、今のところ変える予定はないという

理解でよろしいですか。 

○日本原燃（竹内部長） はい。前回バックチェック、あるいは設工認で使っていたモデ

ルをそのまま使うという考えでおります。 

○大浅田チーム員 わかりました。 

 繰り返しになりますけど、日本原燃さんの場合は、やはり敷地が広いという観点と、あ
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とは発電所と違って建屋がいろんなところに分散しているので、本当にどこの地盤構造を

とれば、一応網羅的、代表性があるのかというところがやっぱり非常に気になる点ですの

で少し、今回、割と詳し目にいろいろと検討していただいたんですけど、やはり引き続き

いろんなデータを組み合わせて、もうちょっと解放基盤の設定の妥当性とかも含めて審査

していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○日本原燃（竹内部長） 承知いたしました。改めてデータをそろえて御説明さしあげた

いと思います。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ、吾妻さん。 

○吾妻チーム員 チーム員の吾妻です。 

 すみません、ちょっと蛇足的なコメントになってしまいますけども、前回、私のほうか

らRicker波の検討を追加でお願いしたんで、ちょっと確認とコメントだけさせてください。 

 浅い設置面での評価結果と、あと、斜め入力ですね、やっていただきましてありがとう

ございます。今回の結果、見させていただきまして、特異な増幅が敷地内ではないでしょ

うということが確認させていただいたかなと思っております。 

 確認させていただきたかったのは、その解放基盤表面以上の検討をされたというのは、

これは浅い部分、そのはぎとり地盤と言っている浅い部分についても、こういった3次元

のモデルがつくられていて、それを使った結果ということで理解してよろしいでしょうか。 

○日本原燃（尾ヶ瀬） おっしゃるとおりでございます。 

○吾妻チーム員 ありがとうございます。わかりました。 

 そしたら3次元、そういう意味で、1を一部超えるようなのが敷地の西側のほうに出てい

ますけども、そういった位置が変わってくるとか、そういうのが見えているということで

理解できるかと思います。 

 あと、こちらの理解を助けるために、資料に重ね書きをお願いしたいと思っております。

まず、125m盤、解放基盤レベルですね、そのレベルでのこの断層の位置ですね。今回評価

使った、その断層の位置、それから建屋設置面、今-20mでやっていただいたときの断層の

位置ですね。それがわかるような図面上の追加ですね。 

 それから、今回評価するその建屋の位置をその上に重ねていただいたもの。あと、今グ

ラデーションで1.0と0.5のコンター、入れていただいて、あとグラデーションなんですけ

ども、ちょっとわかりにくいところがあるので、0.1mの補助曲線的なコンターを入れてい
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ただいたもの。これらをちょっとヒアリング資料確認ということで、今申し上げたものを

重ねたものをヒアリング資料ということで御提示いただきたいなというふうにお願いしま

すが、よろしいでしょうか。 

○日本原燃（竹内部長） 承知いたしました。 

○石渡委員 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

 大体これで議論は尽くされたと思うんですけども、私のほうから一つ申し上げますと、

この例えば85ページに、ここに目的関数と最適化地盤というので比較が示してあって、こ

れで観測記録をよく説明できているというような評価になっておりますが、赤と黒のこの

曲線を見ますと、例えば一番右下の図なんかでは、高周波、振動数が高い側で結構離れて

いるようにも見えますし、一番左上の図では、低周波側のピークの位置が大分違っている

ようにも見えるんですね。 

 こういうのをよく説明できているかできていないかという、何か判断の基準というのは、

これは何か客観的な基準というのがあるんでしょうか。これはこちらの日本原燃さんだけ

の問題ではないかもしれないんですけれども。その辺、どういう判断をされているのかと

いうのをちょっと伺いたいんですが。 

○日本原燃（竹内部長） 今御指摘があったところで、特に御覧いただいています85ペー

ジの6番というのは、伝達関数として最も浅いところの2mの記録でございまして、やはり

ちょっと非常にやわらかいところの記録で、このまさに地表からはね返ってきた波の干渉

とかもあって、やはり記録に少し雑音が入っている可能性は否定できないというふうに考

えています。 

 それと、合っている合っていないと、明確な数値で示すわけにはいかないんですけれど

も、例えば山の形のピーク、周期ですね、卓越する周期がおおよそ一次、二次の辺りが捉

えられているということであれば、どうしてもモデルとしては層分割も限られますので、

表現できる細かいモードまでこの層分割で表現できるかというところについては、なかな

か高周波のところはありますけれども、大きなところで卓越する周期が捉えられていると

いうところで、我々としては傾向を捉えているというふうに判断しております。 

○石渡委員 そうすると、やっぱりそのポイントをちょっと示していただくとか、何かも

うちょっと客観性を持った表現にしていただいたほうがいいのではないかというふうに思

います。その辺、御配慮をお願いいたします。 

○日本原燃（竹内部長） ありがとうございます。 
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○石渡委員 ほかに特になければ、この辺でおさめたいと思うんですが、よろしいでしょ

うか。 

 それでは、どうもありがとうございました。六ヶ所再処理施設等の地下構造の評価につ

きましては、本日の審査会合での指摘も踏まえて、引き続き、本会合において審査をして

いきたいというふうに思います。 

 それでは、以上で本日の議事を終了します。 

 最後に、事務局から事務連絡をお願いします。 

○小林チーム長補佐 管理官の小林です。 

 次回でございますけど、この地震等に関する会合につきましては、2月の20日金曜日の

開催を予定しております。詳細は追って連絡させていただきます。 

 事務局からは以上です。 

○石渡委員 それでは、以上をもちまして、第45回審査会合を閉会いたします。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第46回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年２月２０日（金）１０：００～１２：２０ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 石渡 明   原子力規制委員会 委員 

原子力規制庁  

 櫻田 道夫  新基準適合性審査チーム チーム長 

大村 哲臣  新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 小林 勝   新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

石井 康彦  新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 森田 深   新基準適合性審査チーム員 

 大浅田 薫  新基準適合性審査チーム員 

 御田 俊一郎 新基準適合性審査チーム員 

 長谷川 清光 新基準適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 新基準適合性審査チーム員 

 海田 孝明  新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  新基準適合性審査チーム員 

 尾崎 正紀  新基準適合性審査チーム員 

 吾妻 崇   新基準適合性審査チーム員 

 内田 淳一  技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波)付 技術研究調査官 

 宮脇 昌弘  技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波)付 技術研究調査官 

日本原燃株式会社 

 松村 一弘   代表取締役副社長 再処理事業部長 
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 齋藤 英明  理事 再処理事業部 土木建築部長 

 金谷 賢生  理事 再処理事業部 部長 

 佐々木 泰  再処理事業部 土木建築部 部長 

 高橋 一憲  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課長 

 蒲池 孝夫  再処理事業部 土木建築部 課長 

川野 啓   再処理事業部 土木建築部 課長 

柏崎 宏幸  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 主任 

 大塚 拓   再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 

上田 圭一  （財）電力中央研究所 副研究参事 

佐々木 俊法 （財）電力中央研究所 主任研究員 

 

４．議題 

 （１）日本原燃(株)再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の地震等に対する新規制基準へ

の適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１－１ 処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設敷地周辺陸域の活断層評価の内、出戸西

方断層（コメント回答） 

資料１－２ 地震等に対する審査会合における今後の対応について 

 

６．議事録 

○石渡委員 定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規制基準適合性に係

る審査会合、第46回会合を開催します。 

 本日は、事業者から敷地周辺陸域の活断層評価について説明していただく予定ですので、

担当である、私、石渡が出席しております。 

では、本日の会合の進め方等について、事務局から説明をお願いします。 

○小林チーム長補佐 管理官の小林です。 

 本日の審査会合の進め方でございますけど、1件のみでございます。日本原燃株式会社

のほうから、再処理施設・MOX燃料加工施設の敷地周辺陸域の活断層評価の内、出戸西方



3 

断層についてのコメント解答でございます。 

資料につきましては、本体資料と、それから今後の対応についてということで資料2点

ございます。 

事務局からは以上でございます。 

○石渡委員 よろしければこのように進めたいと思います。 

 では、議事に入ります。 

日本原燃株式会社から六ヶ所再処理施設等の敷地周辺陸域の活断層評価について説明を

お願いいたします。 

○日本原燃（齋藤理事） 日本原燃の齋藤でございます。 

 当社の説明時間をいただき、誠にありがとうございます。本日の御説明内容は、再処理

施設・MOX燃料加工施設に関する敷地周辺陸域の活断層評価の内、出戸西方断層コメント

回答についてであります。 

 この断層の南端及び南方に関しては、昨年11月21日の審査会合における中間報告並びに

12月1日、2日の現地調査において御審査をいただいておりましたが、その後のボーリング

調査や反射法地震探査の結果がまとまりましたので、本日、この会合において最終報告と

して御説明申し上げる内容となっております。 

 なお、北端及び北方を含む出戸西方断層全体については、時間の関係もあり、次回以降

に御報告いたしたいと考えております。 

 説明に当たっては、時間を有効に使うとともに、御質問、コメントに対しては丁寧にお

答えするよう進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、詳細につきましては、担当の高橋のほうから説明申し上げます。 

○日本原燃（高橋課長） 日本原燃の高橋です。よろしくお願いいたします。 

 早速ですが、資料のほうを御説明させていただきます。 

 資料1ページ、2ページ目を御覧ください。こちらは、出戸西方断層に関しまして、これ

までいただいたコメントリストになっております。本日は、先ほど齋藤のほうから申し上

げましたとおり、南端・南方につきまして御説明をいたします。北端・北方、また3ペー

ジにございますが、それ以外の断層につきましては、次回以降、御説明をさせていただき

たいと思います。 

 5ページ目を御覧ください。資料の構成といたしましては、1章で敷地周辺陸域の地形、

地質・地質構造の概要を、2章で出戸西方断層及びその周辺の地質・地質構造、3章で出戸
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西方断層南端付近の地質・地質構造、4章で出戸西方断層南方付近の地質・地質構造、5章

で出戸西方断層南端・南方のまとめということで、さらに参考資料として入れております。

また、参考資料のほうには、これから御説明します資料のうち、主なボーリングのコア写

真、ボアホールカメラの展開画像、反射記録、地史の一考察などを入れておりまして、必

要に応じて御説明をさせていただきます。 

 また、これから御説明に入りますが、非常に資料が多いことから、これまで御説明して

いたところにつきましては割愛をさせていただきまして、追加、変更点につきまして中心

に御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、1章につきましては、特に変更がございませんので説明は割愛させていただきた

いと思います。 

 16ページのほうを御覧ください。2章でございます。少しおさらいになるんですけれど

も、出戸西方断層南端周辺の地質調査の概要になっております。北のほうからトレンチ調

査といたしまして、北のほうにD-1露頭前トレンチ、約800mほど南側に南方延長トレンチ1

期～3期、あとボーリング調査といたしましては、北側からX側線から南はF側線まで、こ

の側線上にボーリング調査を実施しております。前回、現地調査まででは一部ボーリング

調査が終了していなかったところがあったんですけれども、今回、全て完了した結果をお

持ちしております。 

 あわせまして、反射法地震探査といたしましては、赤色の線、ちょっと見にくくて恐縮

ですが、①～③という側線でインパクターで実施した反射法地震探査がございます。さら

に緑色の線で書いてございますが、バイブロサイスによる反射法地震探査、この範囲でい

きますとLine1というものと、南北でLineBというものがございます。こちらにつきまして

は、MDRSによる再解析を今回実施しておりますので、その再解析をした結果を御説明させ

ていただきたいと思います。 

 17ページを御覧ください。こちらは、出戸西方断層の南方の調査概要となります。調査

結果につきましては、4章で御説明をいたしますが、出戸西方断層の南方に向斜構造を認

めますので、こちらの図、資料にございます反射法地震探査（バイブロサイス）あるいは

尾駮沼南岸のボーリング調査といったようなもので活動性について御説明をさせていただ

きます。 

 18ページでございます。出戸西方断層及びその周辺の地質・地質構造として18ページ以

降、文献調査、空中写真判読、旧汀線コード、地形断面図等を整理しておりますが、基本
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的に変更はございませんので、28ページを御覧ください。 

 こちらは、反射法地震探査による結果ということでございまして、敷地近傍の全体的な

深部地下構造を把握するため、バイブロサイスによる反射法地震探査を実施しております。 

測線配置といたしましては、敷地を中心として東西2測線、南北2測線を井桁状に配置して

おります。MDRSによる再解析を今回、実施しております。 

 また、地質解析に当たっては、紙面の中にございますように、温泉ボーリング①、②と

いうものと、E4-71という比較的深堀のデータがございますので、その辺もあわせて地質

解釈をしているというものでございます。 

 29ページを御覧ください。こちらは、一番北側の側線の東西側線になっております。上

段側に反射断面図、深度断面で表しております。下段に地質解釈を入れたものをあわせて

重ねて記載をしております。 

 この反射の下の解釈図のほうを見ていただきますと、点線で書いているところが反射面

の中で非常に明瞭に見えるところを点線で書いてございます。また、このボーリング結果

等から、地質境界、ここではピンクと青と緑色と、あと茶色で塗色しておりますけれども、

青色の境界が鷹架層と泊層の境界になっております。緑色が泊層でございまして、茶色が、

その下の先第三紀に入りますが、シリア層ということで記載をしてございます。これらを

対比させながら地質解釈をしております。これを井桁状に組んでおりますので、各交点で

のチェックを行いまして展開をしていっているというような状況でございます。 

こちらのLine1は、敷地中央付近においてf-2断層と、その東の出戸西方断層が推定され

ます。F-2断層というものは、敷地の中に確認しております断層のことでございます。 

 続いて30ページでございます。南側の東西側線、Line2になります。こちらでは、f-2断

層、向斜構造及び向斜軸が推定されるという状況でございます。 

 31ページでございます。西側の南北断面になります。LineAでございます。LineAでは、

側線中央付近におけるf-2断層と、その南側の向斜軸が推定されます。 

 32ページ目、東西の南北断面でございます。南方ではLineに認められた向斜の延長が認

められまして、北方では山地に向かって高まる傾向が認められます。 

 33ページでございます。ただいまの結果をパネルダイヤグラムに表したものになってお

ります。各側線において南東へ緩く傾斜する大局的な地質構造と、これらに変位・変形を

与えるf-2断層、向斜構造、出戸西方断層が推定されます。このうち出戸西方断層につい

ては、追加調査で確認される地表付近のトレースから、地下深部に向けて西傾斜で連続し
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ております。出戸西方断層の分布は、LineB付近以西に限られており、今回の調査範囲で

網羅されていると考えております。 

 バイブロサイスの反射法につきましては、以降、3章、4章においても関連するところで

再掲してございますので、改めて御説明をしたいと思います。 

 続いて39ページを御覧ください。こちらから3章に入りまして、出戸西方断層南端付近

の地形になってございます。今回、DEMデータを用いまして詳細な地形判読を実施してお

ります。結果といたしましては、従来と変更はございませんが、北側にD-1露頭と書いて

いるところ、この位置のところのM2、M3が低崖の位置にLcリニアメントが判読されまして、

その南側にLDリニアメントが判読されます。ただ、これよりも南方につきましては。リニ

アメント・変動地形は判読されないという結果でございます。 

 40ページを御覧ください。こちらは地質平面図になっておりまして、紙面の中央付近に

出戸川がございまして。出戸川沿いにLBリニアメントに対応する位置において、泊層中に

西傾斜の断層が確認されます。その南側、老部川南の左岸のLCリニアメントに対応する位

置に段丘堆積層に、西傾斜で西側隆起の変位を与える逆断層が認められます。 

 41ページ、42ページ目を御覧ください。こちらが、出戸西方断層南端付近の地質・地質

構造になります。ボーリング調査結果に基づきまして作成した41ページは鷹架層の上限面

になってございます。鷹架層の大局的な地質構造は、北東から南西走向でありまして、南

東に緩く傾斜いたしますが、B側線以北では南北走向であり、東へ急傾斜するという状況

でございます。 

 43ページ以降に拡大図がございますが、42ページで御説明をさせていただきますが、左

上が一番北の側線になっておりまして、右下が、一番南のF断面を表しております。こち

らの図からは、B側線以北では南北走向となり、東へ急傾斜し、A測線及びY側線付近では

東急傾斜が逆転するというような状況が解釈されます。 

 48ページを御覧ください。こちらから出戸川沿いの断層の調査結果として取りまとめた

3.3章に入ります。こちら、現地調査のときに御確認いただいた場所でございまして、LB

リニアメントに対応する位置において、西傾斜の断層が2条認められます。DW-1、DW-2と

いう露頭でございます。被覆層との関係は確認できません。DW-1露頭は、DW-2露頭に比べ

て破砕面の破砕の程度が高いという状況でございます。 

 49ページ、50ページでございます。DW-1露頭、DW-2露頭を整理してございますが、現地

調査の際に、走向・傾斜を複数カ所でというコメントをいただきまして、49ページでは白
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い箱書きの中にございますが、5カ所で走向・傾斜を追加で計測しております。一般走向

といたしましてはN48°E64°NWという状況でございました。 

 また50ページのほうでは、同様にDW-2のところで4カ所で走向・傾斜を測定いたしまし

て、一般の走向・傾斜はN38°E50°NWという状況でございます。また、現地でも御説明を

させていただきましたが、DW-1露頭と比較した場合、破砕の程度は全体的に低いというの

がDW-2露頭でございます。 

 51ページ以降、これまで条線観察を実施しておりましたが、それに加えましてDW-1のと

ころで薄片観察を実施いたしましたので、53ページを御覧ください。 

左上に露頭スケッチがございまして、ブロックを採取した位置の記載がございます。こ

の中から薄片を作成いたしまして、薄片の作成に当たっては、条線方向の断面で薄片を作

成しておりまして観察をしております。また、薄片の観察に当たりましては、層相の特徴

から分帯を区分いたしまして、その分帯ごとにそれぞれ観察を実施しております。右下の

表のように整理をしてございます。 

説明の時間もございますので、最新面だけ御説明をさせていただきますが、褐色粘土状

破砕部、最新面と認定しているところでございますが、そこの変位センスといたしまして

は、逆断層センスであると判断されます。 

54ページのほうでは、薄片の中から、その最新面沿いの拡大して薄片を見たもの、この

薄片を見る際には、複数カ所で確認をしております。写真1、写真2といったような場所の

観察結果となっております。いずれにおきましても、一番下のポツでございますが、Y剪

断面（最新面）、面構造S及びR1剪断面の関係から、逆断層センスであると判断されます。 

続きまして、57ページを御覧ください。出戸川沿いの断層のまとめといたしまして、LB

リニアメントに対応する位置において、西傾斜の断層が2条認められる。DW-1露頭は、DW-

2露頭に比べ、断層面の破砕の程度が高い。DW-1露頭の褐色粘土状破砕部において、60°R

の条線が認められる。薄片観察の結果、Y剪断面(最新面)における活動センスは逆断層セ

ンスであるというものでございます。 

続きまして、58ページ、こちらが、D-1露頭の調査をまとめた章になってございます。 

59ページ以降に、この58ページで記載してございます、白の中に北側からH16（法面ス

ケッチ）から南側はH8（低盤スケッチ）というところまでございますが、この一連のデー

タを北から順番に、以降、整理してございますが、今回追加したものといたしましては、

平成26（トレンチスケッチ）と書いてございます、現地調査で見ていただいたトレンチで
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ございますけれども、この中からブロックサンプリングを実施しておりまして、条線、薄

片などのデータを追記してございますので、後ほど御説明します。 

もう一つは、この資料のH26（西側法面スケッチ）と書いているところ、この部分につ

きましても、今回、データを追加してございますので、その部分もあわせて御説明をさせ

ていただきます。 

61ページ、62ページを御覧ください。61ページは、確認いただきましたD-1露頭前トレ

ンチの写真になってございます。62ページがスケッチになっております。この62ページの

スケッチを見ていただきまして、南面、走向・傾斜を測定した番号として④、⑤と書いて

いるところ、ここからブロックサンプリングをしております。 

63ページでございます。63ページの④、⑤、南面のこの黄色くした部分からブロックサ

ンプリングを実施しております。まず、ブロック観察結果といたしましては、最新面とし

ては固結した緑灰色粘土状破砕部の下盤側境界に認められるフィルム状の粘土状破砕部で

あります。その幅は約2mmであります。また、CT画像観察をいたしますと、明瞭なシャー

プな剪断面が認められるという状況でございます。 

64ページでございます。条線観察でございますが、このフィルム状の粘土状破砕部の剥

離面では、80°Rの明瞭な条線が認められます。 

65ページでございます。研磨片観察でございまして、粘土状破砕部の下盤側に最も直線

的なY剪断面が認められ、この面の周辺では粒子が最も細粒になっております。この緑色

に箱書きしたところで薄片観察を実施しております。 

66ページでございます。こちらも先ほどDW-1のところで御説明したので、同じように最

新面のみの御説明をさせていただきます。粘土状破砕部につきましては、変位センスでご

ざいますけれども、Y剪断面、面構造S及びR1剪定面の関係から、逆断層センスであると判

断されます。 

67ページでございます。左上に薄片の中から写真1、写真2のところを記載してございま

して、複数箇所で見た結果について御説明をいたします。ポツの一番下になりますけれど

も、Y剪断面及び面構造Sの関係から、逆断層センスであると判断されます。 

68ページ以降は変わっておりませんので、少し飛ばさせていただきまして、72ページ、

D-1露頭西側法面の地質観察結果ということでございます。写真上のところに全景の写真

がございますけれども、トレンチの西側の法面でございます。箱書きですけれども、ボー

リング調査及び地表地質調査結果からD-1露頭周辺の地質構造は、大局的には南北走向で
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あります。D-1露頭の西側、断層の上盤側に該当しますが、sf系断層により地層のブロッ

ク化及び回転が認められ、東西走向の高角度北傾斜を呈しております。観察結果といたし

ましては、数十cm～1m程度の変位を有する断層が複数認められますが、いずれも固結して

おり、破砕部を伴いません。また、鷹架層を覆う段丘堆積層に変位・変形は認められませ

ん。 

続きまして、74ページ、D-1露頭の調査結果のまとめでございます。出戸西方断層は、

西側隆起の高角度60°～70°西傾斜の断層であります。最新活動は、十和田大不動に明ら

かな変位・変形が認められることから、少なくとも約3.2万年前以降と考えられます。露

頭の観察結果から約4m/10万年程度の平均変位速度を有する累積性が認められます。露頭

の観察結果から、西側隆起を伴う活構造としての出戸西方断層は、わずかに湾曲した分布

形態を示しつつ、直線的に南方へ連続していることを確認いたしております。 

75ページでございます。ここから3.5章ということで、南方への断層連続性の検討とい

うことで、ボーリング調査結果で出戸西方断層の確認をしていった結果について御説明を

していきます。 

75ページの資料では、赤丸で塗色しているところが出戸西方断層を確認した孔となって

おります。右側にその箱書きで確認した深度というものを記載してございます。なおにな

るんですけれども、ボーリングにつきましては、鉛直ボーリング、あと斜めボーリングが

ございますが、いずれも深度という形で表記をさせていただいております。 

76ページでございます。北から順番にX側線から順番に御説明をさせていただきます。

まず、X側線、D-1露頭のすぐ南側になりますが、D-1露頭からの連続性とボーリング調査

結果等に基づき、K-16孔付近に存在する西傾斜の断層を西側隆起を伴う活構造として出戸

西方断層と判断しております。出戸西方断層は、急傾斜の地質構造を逆断層的に変位させ

る構造として推定されます。 

77ページ以降、K-16孔で確認した断層部の条線観察、薄片等が入っておりますが、今回、

研磨片、薄片観察を追加実施いたしましたので、条線は割愛させていただきますが、80ペ

ージを御覧ください。こちらが研磨片観察結果になっておりまして、粘土状破砕部の上盤

側境界が最も直線的でありまして、周辺では粒子が最も細粒であるため、この面が最新面

であると判断されます。 

81ページ、82ページを御覧ください。薄片観察になっております。同じく最新面だけ御

説明しますが、粘土状破砕部につきましては、Y剪断面と面構造Sの関係から逆断層センス
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であると判断されます。 

また、82ページのほうでは、写真1、写真2でございますけれども、先ほど御説明したと

ころと同じになりますが、Y剪断面及び面構造Sの関係から逆断層センスであるというふう

に判断されます。 

続きまして、83ページ、100mほど南に行った側線、Y側線、Y断面になります。Y側線で

は、K-19孔で確認された断層性状と孔壁観察結果に基づき、深度129m付近に存在する西傾

斜の断層を出戸西方断層と判断しております。 

84ページにつきましては、変更はございませんが、CT画像観察を実施しましたので、85

ページを御覧ください。 

コア観察の結果といたしましては、未固結な破砕部（砂状～角礫状破砕部と粘土状破砕

部）の幅が約7cmございます。黄色く四角を書いているところ付近になります。CT画像の

観察結果といたしましては、粘土状破砕部の内部には不明瞭ながら逆断層センスを示唆す

る引きずり、緑色の破線で書いてございます、が認められます。 

86ページ、さらに100mほど南側に行きましたA側線でございます。K-10孔及びK-13孔で

確認された断層性状と孔壁観察に基づき、側線中央付近に存在する西傾斜の断層を出戸西

方断層と判断しております。出戸西方断層は、急傾斜の地質構造を逆断層的に変位させる

構造として推定されます。K-10孔、K-13孔につきましても、今回、追加して研磨片、薄片

を追加実施しておりますので90ページを御覧ください。 

こちらが、まずK-10孔でございます。研磨片観察結果といたしましては、Y剪断面及び

面構造Sの関係から逆断層センスが示唆されます。 

続いて91ページ、92ページになりますが、薄片観察でございまして、最新面といたしま

しては、同じなんですけれども、面構造の関係から逆断層センスであるということが判断

されます。 

また92ページも同様に2カ所で拡大して検討してございますが、面構造Sとの関係から逆

断層センスであるというふうに判断しております。 

続いて94ページでございます。こちらが、K-13孔になります。94ページの一番上にコア

観察結果で書いているんですけれども、このボーリングでは深度252m付近及び深度254.5m

付近に断層①、②と称しておりますが、2条認められます。この2条につきまして、それぞ

れ研磨片、薄片を作成しておりますので御説明します。 

96ページが、まず上のほうの深度になるんですが、断層①といったところでございまし
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て、この部分の研磨片観察結果といたしましては、Y剪断面及び砂状破砕部に認められる

面構造Sの関係から、正断層センスを示唆するという状況でございます。 

97ページ、98ページでございます。こちら、薄片観察の結果でございますが、Y剪断面

及び面構造Sの関係から、逆断層センスであると判断されます。 

続きまして、101ページを御覧ください。断層②、下のほうに見えたほうの断層部の研

磨片になっております。こちらでは、Y剪断面及び面構造Sの関係から、先ほどと同様です

が、逆断層センスを示唆するというところでございます。また、断層①と断層②の破砕部

性状を比較いたしますと、断層②のほうがより細粒化していることから、最新の活動は断

層②であると判断しております。 

断層②の薄片観察につきましては102ページ、103ページに記載がございまして、103ペ

ージを御説明をいたしますと、Y剪断面と面構造Sとの関係から逆断層センスであるという

ふうに判断されます。 

続きまして、104ページ、A側線から約200m南に行きましたZ側線でございます。こちら

は、現地調査時にK-31孔、東側の斜めボーリングですが、こちらが120mであったんですけ

れども、今回、200mまで掘削を開けまして、その結果を今回あわせて記載してございます。

まずK-30孔、K-31孔において西傾斜、西側隆起の断層は確認されませんでした。断層の左

側にちょっと小さくて恐縮ですが、A側線まで追ってきた断層のトレース、赤い線で出戸

西方断層を記載しておりますが、その断層の延長想定位置というのを矢印で、大体の位置

になりますけれども、この付近に延長位置が来るんですが、この付近には断層は確認され

なかったということでございます。 

105ページになります。今、御説明をいたしましたD-1露頭からK-13孔まで、出戸西方断

層の断層部の状況、性状につきまして、ブロックあるいはコアレベルのマクロ的なものか

ら薄片レベルのミクロ的な観察まで整理したものを105ページから107ページに整理してご

ざいます。 

107ページのほうを御覧いただきたいんですが、整理の仕方としては、左側が一番北で、

右側が一番南側になっております。確認された深度、走向・傾斜、レイク、破砕部性状、

CT観察、研磨片観察結果、薄片観察結果ということでそれぞれ整理してございます。こち

らをまとめますと、矢印の下になりますけれども、D-1露頭以南の出戸西方断層の破砕部

性状を比較した結果、粘土状破砕部の幅は1～3cm程度であります。条線観察の結果、高角

度の条線を示します。薄片（研磨片）の観察の結果、最新面の運動センスは全て逆断層セ



12 

ンスを示すという状況でございます。 

108ページより同じく南方への断層連続性検討ということで、反射法地震探査による検

討結果ということで、ほぼX側線と位置としては同様になります②側線ということで、油

圧インパクターで実施した側線結果でございます。こちらにつきましては、前回御説明し

た点と変わっておりませんが、108ページの右側の図には、解析時の区間速度分布図を記

載してございます。 

109ページにX側線の断面を重ねた図を右側に入れてございます。反射断面の西半分に見

られる断層の地表付近の位置は、D-1露頭、K-16孔から連続する出戸西方断層の地表トレ

ースと一致します。明瞭な反射面が見られる深度300m付近まで高角西傾斜で連続しており

ます。反射面の不連続から、さらに東側において断層の存在が推定されますが、出戸西方

断層より東側で掘削したK-21孔においては、断層は確認されていないことを確認しており

ます。 

続きまして、110ページでございます。反射法地震探査による結果で、こちらはバイブ

ロサイス、左の上に側線位置図がございます。ほぼA側線の位置に該当するものでござい

ます。大局的に緩く東側へ傾斜しており、地表地質踏査やボーリング調査結果等で確認さ

れる北東－南西走向で南東傾斜の地質構造と対応した特徴を示します。CDP150～400付近、

深度500m付近の反射面の分布から、西傾斜の出戸西方断層が推定されます。西傾斜の出戸

西方断層が推定される位置より東側には、断層の存在を示唆する構造は認められません。 

続きまして、111ページでございます。こちらは、左上の図を見ていただきますと、南

北の側線になっております。大局的に緩く南へ傾斜しており、地表地質踏査やボーリング

調査等で確認される北東－南西走向で南東傾斜の地質構造と対応した特徴を示します。南

へ緩く傾斜している構造に不連続は認められず、断層を示唆する構造は認められないとい

う結果でございます。 

112ページでございます。こちらは、少しトレンチよりもさらに南側のほうになるんで

すけれども、F断面、ボーリングの一番南側の側線になります。その位置で実施しており

ます油圧インパクターによる反射法地震探査でございます。反射断面から推定される地質

分布は、ボーリング調査に基づく結果と整合しておりまして、鷹架層は、南東に緩く傾斜

しているという状況でございます。説明を忘れましたけれども、すみません、一番上が深

度断面図になっておりまして、真ん中がF断面の地質断面図、一番下が解釈、その反射と

重ね合わせたものというものになっております。整合的になっているという状況でござい
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ます。 

以上、113ページに南方への断層の連続性検討、3.5章のまとめといたしまして、D-1露

頭から断層南方延長トレンチ間における出戸西方断層の連続性を確認する目的でボーリン

グ調査、反射法地震探査等を実施しております。各断層露頭での観察結果から、出戸西方

断層が南方へ連続していることを確認しております。X、Y、A測線で出戸西方断層が認め

られましたが、Z側線では出戸西方断層は認められませんでした。 

確認された出戸西方断層は、粘土状破砕部の幅は1cm～3cm程度であり、最新面の運動セ

ンスは全て逆断層センスであります。反射法地震探査については、②測線及びLine1で、

その深部への連続性を含め出戸西方断層を確認いたしました。ボーリング調査や露頭観察

で確認された地表付近の出戸西方断層の位置・性状は、反射法地震探査で推定されるもの

と整合的であります。 

以上のことから、Z側線以南には、出戸西方断層は認められないという状況でございま

す。 

続きまして、114ページ、ここは3.6章になっておりまして、断層南方延長トレンチ調査

の結果としてのまとめになっております。この114ページの右上の資料の数字で423と書い

ているところ、トレンチの入り口に入るんですけれども、その北側のところで今回、追加

調査を実施しております。それ以外につきましては、変更はございません。 

115ページ以降のトレンチの写真とスケッチをそれぞれ記載してございますが、現地調

査時から変わっておりませんので、説明は割愛をさせていただきまして161ページを御覧

ください 

こちらが、トレンチの入り口に当たりますトレンチ東端ということで整理をしたもので

ございます。あわせて162ページが地質観察結果になってございますので、こちらをあわ

せて見ていただけたらと思います。こちらは、この161ページの写真、3段になっておりま

すが、3段目、この部分が現地調査のときは上の2段までだったんですけれども、もう少し

深部まで確認をしたほうがいいというコメントもございましたので、私どものほうで3mほ

ど掘削をしまして確認をしたという次第になっております。 

まとめといたしましては、トレンチ東端付近では、完新世の砂丘砂層が分布しており、

その下位には、十和田レッド(To-Rd)を挟む火山灰層、洞爺(Toya)降灰前後の海成段丘堆

積物（砂層4）段丘堆積層（砂層1）、鷹架層上部層泥岩層が分布しております。鷹架層中

には断層は認められませんでした。鷹架層及び段丘堆積層（砂層1）に変位・変形を与え
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る構造は認められないというところでございます。 

163ページを御覧ください。こちらも現地調査時に御指摘をいただいた部分での検討図

になっておりまして、トレンチ付近の砂層の基底面高度分布の検討でございます。左下の

図に全体が書いてございますが、上の図の断面の位置といたしましては、1期・2期トレン

チ（北面）、3期トレンチ（南面）というものを反転させて合成しておりますが、上の図

の写真は、そのようにつくっております。ここで確認されます、ちょっと小さいですが、

凡例の中で黒実線が地形、黄色が火山灰層基底面、緑が砂層4基底面、破線が掘削形状、

赤がtoya基底面、茶色が鷹架層上限面ということで標高をそれぞれ整理したデータになっ

ております。 

トレンチの付近の地形勾配は、東傾斜約2％でありまして、起伏は鷹架層上面の凹部と

概ね一致することから、鷹架層上面の侵食地形を反映した組織地形と考えられます。砂層

4の基底面高度は東傾斜約2％であり、地形と調和的であります。洞爺火山灰は、標高21m

以上の西端付近では火山灰層中に風成で分布し、東側では砂層3中に分布しております。

砂層3中の洞爺火山灰の分布形状は、鷹架層上面の凹部に沿うように分布しているという

状況でございました。 

続いて164ページでございます。トレンチ内に認められる断層ということで、こちらは

変更はございませんが、少しだけ御説明をさせていただきますと、下の表になります。ト

レンチの中で確認された断層といたしましては、イ断層、ロ1断層、ロ2断層、ハ系断層と

いうことで整理をしております。 

イ断層につきましては、段丘堆積層の基底面及びToyaに変位・変形を与える断層、ロ断

層につきましては、段丘堆積層の基底面に変位・変形を与えますが、Toyaに変位・変形を

与えていないものでございます。いずれも変位センスとしては東傾斜・東上がり逆断層セ

ンスということでございます。ハ系断層につきましては、段丘堆積層の基底面に変位・変

形を与えていませんで、正断層・逆断層ともに認められるというところでございます。ト

レンチ内に認められる断層といたしましては、出戸西方断層と同じ変位センスを持つ西傾

斜・西上がりの断層は認められないというところでございます。 

以降は、このイ・ロ断層の南方への延長の追跡調査の結果を整理したものでございまし

て、変更がございませんので説明は割愛させていただきまして188ページを御覧ください。 

こちらは、現地調査の時点でボーリング実施中ということで御説明させていただいたボ

ーリングをまとめたところになります。現地調査時は136mまで掘削をしておりましたが、
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今回、240mまで掘削が終わりまして、その結果を今回の図面のほうに更新しているという

ものでございます。 

ボーリング柱状の中に赤い四角の吹き出しと青い四角の吹き出しがございます。赤い四

角の吹き出しにつきましては、B-13孔で確認された小断層の位置と走向・傾斜、ボアホー

ルでの走向・傾斜を入れてございます。3条確認しております。青い吹き出しの線につき

ましては、ボアホールカメラで確認された主な堆積構造の傾斜を入れてございます。この

B-13孔のコア写真、ボアホール画像につきましては、190ページ以降に入れております。

また、190ページ以降には代表的なものを入れておりますが、参考資料のほうでは全ての

区間入れてございます。必要に応じて御確認いただければと思います。 

赤い3条の140m付近、164.5m付近、170.5m付近の3条の断層を、この走向・傾斜でそのま

ま地表まで延ばした場合の線が断面図上に赤い破線で書いてございます。小断層延長想定

位置というふうに書いてございますが、この位置の観察結果を次ページで御説明をさせて

いただきたいと思いますが、すみません、その前に、ここの一番下の緑色の箱ですけれど

も、B-13孔で認められた主な断層は、図中に記載の高角度3条でありまして、出戸西方断

層に相当する西傾斜の断層は認められません。ボーリング調査で確認した深度方向の傾斜

変化は、B-13孔においても深度190m付近で50°程度を示し、緩傾斜となっております。こ

れは、B-9孔の深度106m付近で40°～50°を示していることと調和的になっているという

状況でございます。 

189ページを御覧ください。今、御説明した3条の小断層を地表までそのままトレースを

上げてきた場合の平面位置図が上の3条を書いてございますが、その位置に該当します。

その位置のトレンチの結果を下段に記載しておりまして、赤四角で囲った範囲に想定され

ます。B-13孔で認められた小断層は、仮に地表付近まで延長しているとしても、トレンチ

観察結果から少なくとも段丘堆積層（砂層）位置に変位を与えていないというふうに判断

されます。 

197ページを御覧ください。こちらは、反射法地震探査の結果になっておりまして、ト

レンチ位置で実施をした反射法地震探査、油圧インパクターの結果になっております。こ

れは、地理的な要因がございまして、北のN側線とS側線ということで、2側線で実施をし

ているというものになっております。左側の下段にそれぞれS側線とN側線を記載してござ

いまして、こちらを統合したものを右側に記載してございます。以降、統合した図面で今

後説明をさせていただきます。 
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明瞭な反射面が認められまして、側線中央付近で反射面の東傾斜が最大となり、深部並

びに東に向けて傾斜が緩やかになる状況が確認できました。 

198ページでございます。こちらは、左側が統合した図面、重なっているところはカッ

トしてございますが、統合図面でございます。右側がボーリング調査結果を重ねたものと

いうことになっておりまして、反射断面で認められる側線中央部付近の急傾斜構造は、地

質調査結果と整合しているというふうに考えております。反射面に断層を示唆するような

不連続は認められないというふうに解釈しております。 

以上、199ページで3.6章のまとめ（その1）といたしまして、ここは説明を割愛しまし

たがまとめだけ読まさせていただきます。 

出戸西方断層の南端付近の地質構造を詳細に確認することを目的として、トレンチ調査、

反射法地震探査、ボーリング調査を実施しております。出戸西方断層と同じセンスを持つ

西傾斜・西上がりの逆断層は分布しておりません。既往の調査で把握された鷹架層の標高

差は、鷹架層上面の浸食によるものであり、構造性のものでないことを確認しております。

基盤上面及び第四紀層に変位・変形を与える構造として、北北東－南南西走向、東傾斜・

東上がりの断層が3条確認されましたが、いずれも連続性が乏しく、活動に累積性は認め

られないことを確認しております。 

まとめ（その2）といたしまして、反射法地震探査とB-13孔のデータを踏まえてという

ことでございます。B測線では、D-1露頭及びA測線以北で見られる明瞭な西傾斜の断層は

認められません。また、トレンチ付近の中位段丘堆積層は、ほぼ水平に堆積しており、西

側隆起の傾向は認められません。鷹架層の急傾斜構造は、トレンチ調査範囲内に位置して

おります。最大傾斜は75゜程度であり、Z測線以北のような逆転は認められません。また、

ボーリング調査で確認した、深度方向の傾斜変化は、B-9孔の深度106m付近で40°～50°

を示し、B-13孔においても深度190m付近で50°程度を示し、相対的に緩傾斜となっており

ます。反射断面で認められる測線中央部付近の急傾斜構造は、地質調査結果と整合してお

ります。これらから、鷹架層の急傾斜構造はB側線付近ではZ側線以北よりも緩やかになっ

ているというふうに判断しております。 

201ページでございます。3章のまとめといたしまして、南端のまとめになっております。

これまで御説明したところと重複いたしますが、まとめですので読まさせていただきます。 

Z測線以南にリニアメント、変動地形は認められません。各D-1露頭のスケッチから、高角

度西傾斜で西側隆起の出戸西方断層は、南方へ連続することを確認しております。ボーリ
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ング調査では、D-1露頭の走向・傾斜から想定される延長の範囲に出戸西方断層を確認し

ましたが、その延長方向のZ側線及びB側線におけるボーリング調査、反射法地震探査及び

断層南方延長トレンチでは出戸西方断層は認められません。 

 ただし、トレンチ調査では、基盤上面及び第四紀層に変位・変形を与える構造として東

傾斜の層理面に沿う東側隆起の小断層（イ断層・ロ1、ロ2断層）の3条を確認しておりま

す。これらの断層は第四紀層に繰り返し活動した痕跡が認められないこと、変位方向が出

戸西方断層と異なることから、出戸西方断層と連続するものではないと判断されます。 

 南北走向の鷹架層中部層／上部層境界のトレースは、断層等による顕著な不連続は認め

られません。南北方向の反射断面(LineB)において、南に緩く傾斜している鷹架層の構造

に不連続はなく、断層を示唆する構造は認められません。東西方向の反射断面(Line1)に

おいて、西傾斜の出戸西方断層が推定される位置より東側には、断層の存在を示唆する構

造は認められません。 

以上のことから出戸西方断層の南端は、Z測線付近であると考えられますが、イ断層、

ロ1断層、ロ2断層を出戸西方断層の副次的な断層として安全側に評価し、イ断層、ロ1断

層、ロ2断層の連続性が途切れるB側線から南方約100mを南端と評価いたします。 

続きまして、203ページ、こちらから話が少し変わりまして、出戸西方断層の南方の調

査結果になります。最初の2章のところでも御説明しましたが、地表調査結果によります

と、出戸西方断層の南方には向斜構造が認められることから、その活動性について検討を

実施しております。 

204ページでございます。南側の東西側線Line2になります。東西側線の反射断面は、大

局的に緩く東へ傾斜しており、地表地質踏査やボーリング調査等で確認される北東－南西

走向で南東傾斜の地質構造を反映した特徴を示します。反射面の分布から、Line2ではf-2

断層及び向斜軸が推定されます。これらの位置や構造は、地表地質踏査や敷地内外のボー

リング調査で確認される構造と調和的であります。 

205ページでございます。こちらは、今、御説明した反射法地震探査の結果と、地形標

高分布との比較を実施したものでございます。地形の標高分布によりまして、向斜構造に

よる地形面への影響について検討しております。その結果、向斜構造が想定される付近に

はH5面、M1面、M2面、M3面が分布しておりますが、これら段丘面上には向斜構造に関連す

るような高度差は認められないということでございます。 

206ページでございます。こちらは、前回、昨年の3月の審査会合のときにいただいたコ
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メント、御指摘をいただいた箇所への対応ということでございます。上段が既往処理とい

うことで、今までの解析記録と解釈を重ねたものでございます。下が、今回、MDRS処理を

したものでございます。MDRS処理により再解析を実施した結果、既往処理と比較し、深部

の反射面が明瞭となりまして、断層が推定されないという状況でございます。また、

CDP1150～1200付近の深度500m以浅の反射面が比較的連続するようになったという状況で

ございます。 

続きまして、207ページでございます。尾駮沼南岸のボーリング調査結果ということで、

207ページの赤い四角を書いたところの拡大図が208ページにございます。208ページのほ

うを御覧ください。 

まず、こちらで修正した箇所が1点ございまして、ちょっと見にくくて恐縮ですが、ボ

ーリンク柱状図凡例といったところで、下から二つ目、泥岩、その上に細粒砂岩としてお

ります。前回、3月の審査会合では、ここを「砂岩」というふうに記載をさせていただい

ておったんですけれども、上の砂子又層が砂岩なものですから、この辺の見間違いないか

どうかということで、こちらのほうで改めてボーリングコアと確認をさせていただきまし

た。その結果、細粒砂岩ということで、鷹架層の上部層であるということには変更はござ

いませんけれども、名称としては「細粒砂岩」に変更させていただいております。 

こちらのボーリング結果といたしましては、鷹架層上部層及び砂子又層下部層は全体に

20°程度東へ傾斜し、向斜構造の西縁部を形成しております。一方、砂子又層上部層は、

傾斜する鷹架層上部層及び砂子又層下部層を不整合に覆って、ぼほ水平に分布し、砂子又

層上部層に認められる葉理にもほとんど傾斜が認められません。また、砂子又層上部層を

覆う中位段丘堆積層（M1面堆積物）もほぼ水平に分布しております。したがって、向斜構

造を形成する構造運動は、少なくとも第四紀中期更新世以降に継続するものではないと判

断されます。 

209ページ、210ページには、この調査を実施したコア写真を入れております。先ほど、

細粒砂岩といったところにつきましては、210ページの左側、OS-6というボーリングでご

ざいまして、柱状図の地質と書いて層相と書いてございますところ、3.5m以下なんですけ

れども、ここが鷹架層上部層でございまして、ここに細粒砂岩ということで確認しました

ところ、「細粒砂岩」と書いてございまして、前回の資料については修正をさせていただ

いているというところでございます。鷹架層の上部層ということで誤りはございません。 

211ページでございます。向斜構造の連続性ということで、左上に位置が書いてござい
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ますが、こちらはLineB、南北側線の東側の側線になります。南北側線の反射面は、大局

的緩く南へ傾斜しておりまして、地表地質踏査やボーリング調査等で確認される北東－南

西走向で南東傾斜の地質構造を反映した特徴を示します。南方では、Line2で認められた

向斜の延長が認められます。北方では山地に向って高まる傾向が認められます。これらの

位置や構造は、地表地質踏査や敷地内外のボーリング調査で確認される構造と調和的にな

っております。 

212ページ、まとめでございます。南方のまとめといたしまして、鷹架沼から尾駮沼周

辺にかけての向斜構造は、鷹架沼から尾駮沼の沼口のほうに連続しております。向斜構造

は、尾駮沼南岸のボーリング調査結果などから、少なくとも第四紀中期更新世以降の活動

は認められないというものでございます。 

続いて最後になりますけれども、5章、214ページでございます。出戸西方断層南端・南

方のまとめ（その1）でございます。こちら、左側にこの出戸も含めて南方も含めた図面、

敷地近傍の地質平面図を入れてございます。出戸西方断層の西側には、背斜構造が地表地

質踏査等から確認されてございます。また、今まで御説明した出戸西方断層の南端辺りに

はボーリング調査等により、急傾斜構造というものが認められます。また、尾駮沼よりも

南側のほうでは、地表地質踏査結果等から向斜構造が認められております。これらの関係

について、一番北から(1)側線～(4)側線まで地質断面図を作成してございます。 

これらの結果を、箱書きでございますけれども、(1)側線付近では、出戸西方断層周辺

にほぼ南北方向の軸を持つ背斜構造及び急傾斜構造が認められます。しかし、背斜構造の

南方延長に当たる(2)側線に背斜構造は認められず、また背斜構造の南方に当たる(3)側線

に急傾斜構造は認められません。さらに(2)、(3)、(4)側線の付近の地質構造はいずれも

北東－南西走向10～20°程度の緩やかな南東傾斜を示しております。 

以上のことから、背斜構造及び急傾斜構造は南方に連続していないと判断されます。 

まとめの（その2）といたしまして、一番下の箱書きだけでございますけれども、出戸

西方断層の南端は、B測線から南方100mの位置と評価をいたします。 

鷹架沼から尾駮沼周辺にかけての向斜構造は、鷹架沼から尾駮沼の沼口の方に連続して

おり、少なくとも第四紀中期更新世以降の活動は認められないことから、出戸西方断層と

は一連の構造ではないと評価するというところでございます。 

 説明は以上になります。 

○石渡委員 ありがとうございました。 
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 それでは、質疑に入りたいと思います。コメントのある方は、手を挙げて発言をしてく

ださい。 

 どうぞ、佐藤さん。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。 

 御説明ありがとうございます。 

 私のほうから、X測線、Y測線、A測線について、少し確認という意味で御質問を幾つか

させていただきます。 

 まず、76ページをお願いいたします。先ほど来、隆起を伴う西側傾斜の逆断層で、出戸

西方断層というふうな御説明をいただいていると思うんですけれども、時間の都合もあり

まして、少し割愛したところもあるかと思うんですけれども。その判断根拠について、ま

ずはK-16孔とかK-20孔等の破砕部性状、あるいは孔壁の観察状況等の結果から、まずは御

説明をいただきたい、まずそれが一つ。 

 それから、二つ目といたしまして、東側のK-21孔というのがございますけれども、それ

について断層と認められる構造はなかったということなんですけれども、その辺について

も確認をさせていただきたいので、繰り返しのこともあるかと思うんですが、御説明をお

願いしたいと思います。 

○日本原燃（高橋課長） 高橋です。 

 まず一つ、K-16孔の確認をしたところということで、すみません、説明を先ほど割愛し

てしまいましたが、77ページを御覧ください。こちらが、77ページの10.8ぐらいのところ

の位置になります。この部分が、断層として赤い線を入れてございますけれども、確認し

たところでございまして、右側がボアホールカメラの結果になってございます。ここの状

況にはガウジを挟んでおりまして、断層であるということは確認ができます。 

また、ボアホールの走向・傾斜に行きますとN24°W71°Wということで、非常に周辺の、

このすぐ北側にD-1露頭があるわけですけれども、その走向・傾斜と一致するということ

で、この位置を出戸西方断層と、まずは対極的にはこの位置であるということを確認して

ございます。 

 続いて、K-21孔なんですけれども、K-21孔につきましては、参考資料237ページを御覧

ください。237ページ、238、239ページまで、ボーリングの実施した160mまでのデータを

確認してございまして、ボーリングコア観察を実施した限りにおいて、西傾斜の断層を示

唆する構造は認められなかったということを確認したというものでございます。 
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○佐藤チーム員 チーム員、佐藤です。 

 御説明ありがとうございます。 

 238ページで質問ですけれども、K-21孔の深度で行きますと、77mとか78m、コアは抜け

ておりますけれども、これはノンコアということで、これはどういう理由でしょうか。 

○日本原燃（蒲池課長） この区間に関しまして、現地調査のときに、少しコアもならさ

せていただいた一つだったんですけれども。この区間は、少しコアをならしている区間で

ございます。 

 一方で、同じく現地調査のときに、ボアホール写真なんかで御説明できたか、時間の都

合もあったかと思いますけれども、この区間におきましては、ボアホールカメラのほうで

しっかりと孔壁の観察というのはできている区間ということで、コアは直接確認できてい

ない区間ではございますけれども、ボアホールの孔壁画像のほうで確認できている区間と

いう形で、我々は考えております。 

○佐藤チーム員 わかりました。 

 もう一つ私のほうから質問で、76ページの断面図なんですけれども。前回、昨年ですか

ね、11月21日の現地調査でお伺いする前の審査会合で御提示いただいた資料と比較して、

見ておるんですけれども。その結果、出戸西方断層の西側にsfの断層というのが表示され

ていると思うんですけれども、これについて少し場所が違っていたりとか、そういうふう

なふうに見てとれるので、今回の追加調査を踏まえた結果とその反映ということであれば、

どういう観点からリバイスに至ったかというのを簡単に御説明いただけるとよろしいかと

思うんですが、お願いいたします。 

○日本原燃（高橋課長） 高橋です。 

 今御指摘いただきましたところにつきましては、前回現地調査のときに、まだK-21孔、

あるいはK-31孔、あとB-13孔といったようなデータに加えて、トレンチの、今回御説明し

ましたけれども、D-1露頭の西側といったようなところの法面観察といったようなところ

も、今回データを追加させていただいております。 

 これらのデータとK-19孔、ちょっとまだ観察として、調査としては終わっていたんです

けれども、ボアホールカメラのデータを踏まえた実解釈というようなもの、こういったよ

うなものを総合的にやり直しというか、もう一度検討、再検討をして、今回の図を作成し

たということがまず一番大きなところなんですけれども。 

 一つ、今いただいた御質問のX測線につきましては、特に西側のところ、75ページを御
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覧いただきたいんですけれども。75ページの上のところ、ちょっと見にくくて恐縮なんで

すが、3測線との交点のところの付近に、水色で塗色しているところと黄色い色の塗色し

ているところ、あとピンクとオレンジに挟まれた三角形のような黄色の部分ですね、すみ

ません、ここですね、この三角形の部分。ちょうどここのところがD-1露頭になっており

まして、その位置のところに、北傾斜で非常に急傾斜をしているというような状況が確認

されましたので、ここの部分を、東西方向にあるsf断層というのを解釈として入れてござ

います。 

 それとこのボーリングのデータ、南からずっとこちらに来るsfというのがあるんですけ

れども、このsfを連続させていくことと、ボーリング孔で――sfの特徴というのは断層破

砕部が全くなくて、地層のボーリングコアで地層が、層準が逆転をするという状況を確認

しておりますので、その位置に合わせていくというような実解釈をしていきますと、この

南側からの敷地から来ていますsf断層が東西からやや南北系に走向を転じまして、こちら

では少しこの一部、西のほうに振っていくような形の分布形態になるということを合わせ

て解釈しますと、X測線の辺りが、前回中間報告で御説明したよりも、少し分布の形態が

変わっているというようなものになっております。 

○佐藤チーム員 わかりました。 

そうしますと、今の御説明ですと、D-1露頭の西側の法面の観察結果からリバイスに至

ったという御説明だと理解いたしました。 

 Sf断層、これ、75ページを見ますと、sf-bとかsf-cというのが南西から北東にかけて走

っていって、ちょうどX測線ぐらいで方向を転じて、少し西側に振って、北に延びていく

というふうな、そんな感じに見えるんですけれども。これはsf-cだと理解してよろしいん

ですかね。 

○日本原燃（高橋課長） おっしゃるとおりでございます。sf-c、こちらの、矢印を書い

ていますが、南傾斜の断層がこのように連続していると考えていまして、これがやや南北

の方向に振っていきますと、地質画面を見ていただきますと、見かけで言えば、西傾斜側

のほうになってまいります。 

これが北のほうに転じている部分については、ここが今度逆にちょっとヒンジしていま

して、見かけ上は東傾斜のほうに見えるというような分布形態でございますので、我々と

しては、sf-cというところの構造解釈とは合うかなというふうには思っております。 

○佐藤チーム員 承知いたしました。 
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 次に、Y測線のことに関して確認させていただきたいと思います。ページでいきますと、

83ページになります。K-19孔、ここは非常に重要だと思いますけれども、K-19孔で、深さ

129m辺りで出戸西方断層を確認したというふうな御説明がございましたけれども。それよ

り浅いところで、今も指摘させていただきましたsfの断層というのがあるんですけれども、

これとの破砕部性状の視点から識別はどのように行ったのかと。 

 先ほど、非常にsf断層は癒着しているというふうな特徴が、御説明があったと思うんで

すけれども。これに関して、出戸西方との識別はどのように行ったかというふうなことで、

御説明をいただければと思います。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 現地調査のときにお配りしましたK-19孔のコア写真は、今回はちょっと添付させていた

だいていなかったんですけれども。今回、D-1露頭からずっと追跡をしていくに当たりま

して、破砕部の性状として、粘土状の破砕部を数cm程度かんでいるというふうな特徴を有

しているように考えています。 

 一方で、先ほど来議論となっていましたsf系の断層というところは、そこの部分という

のが地層の繰り返しであったり、地層が少し逆転しているところではあるんですが、そこ

の部分というのは、基本的には境界は固結・癒着しているという、そういう性状がありま

すので、そういった性状の違い、そういった点から、出戸西方断層とsf系の断層というふ

うな識別をしてございます。 

○佐藤チーム員 わかりました。たしか敷地内には、東西方向にsf系の断層が走っている

と思うんですけれども。そういった特徴も相当程度把握をされていると思いますので、そ

れは資料として提示をしていただいて、出戸西方断層とは違うというふうな特徴を改めて

御説明いただければと思います。 

○日本原燃（蒲池課長） 本日の御説明の中で少し割愛させていただきましたが、参考資

料の236ページを御確認いただけますでしょうか。こちらのほうは、今御指摘をいただき

ました測線とはちょっと違うところなんですけれども、今回、現地調査のときにも御確認

をいただいたコアの一つだったと記憶しておるんですけれども――A測線のところでござ

いますけれども、K-9孔というところで一つの特徴としまして、ここでは上位のところか

らは粗粒砂岩層、それから混在相というような形で確認できているところ、それからその

下に軽石凝灰岩層中の軽石砂岩というところで。 

 こういったところ、混在相あるいはそういった境界部分のところ、そういったところ、
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右上のほうにはコア写真の拡大を示しておりますけれども、こういったような固結・癒着

しているような、そういった性状をK-19孔においても確認しておりまして、そういったも

のをまた別途、再度コア写真のほうは次回のヒアリング等の場で御説明させていただくよ

うな形でよろしいでしょうか。 

○佐藤チーム員 はい、それで結構です。 

 あと、私のほうからA測線なんですけれども、次の質問として。A測線も、先ほど時間の

関係で、例えば破砕性状とか、広域観察結果とか、ページ数でいきますと86ページになり

ますけれども、その辺も確認というふうな意味で、もう一度、再度御説明をいただければ

というふうに思います。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 86ページのところ、まず実質断面図を確認いただきますと、こちらのほうは、我々は今

回、粘土状破砕部を介在する箇所としまして、K-10孔及びK-13孔で確認をしてございます。 

 先ほど、少し参考資料で御説明させていただきましたが、K-9孔というところで、こち

らのほうは混在相というような形で、その境界は完全に固結・癒着している、そういった

性状のところ。 

 一方で、K-10孔、K-13孔に関しましては、少し繰り返しになってしまうかもしれません

けれども、例えばコアの拡大写真を88ページに示させていただいてございます。こちら、

左側のほうのコア写真の黄色で囲っているところ、ここのところで粘土状破砕部を確認し

てございます。ここでボアホールの走向・傾斜といいますのが、その前のページに孔壁画

像観察の結果を示してございますけれども、これまで確認、このA測線の北で確認してい

ます、ほぼほぼ南北走向を示しつつ、西側の高角度の傾斜方向を持つような、同じような

特徴を有するものとして、K-10孔で認定しているもの。 

 それから、K-10孔から、この走向・傾斜でおろしていったところにK-13孔との交点、そ

の付近といいますのが、93ページにございます。こちらは、本日の御説明、このページで

は少し割愛させていただきましたけれども、252m付近、ちょうど赤で示している、コア―

―のところで赤で示している箇所。それと、もう1カ所が254.5m付近のところ、もう少し

下のところですね、その位置におきまして、同じく粘土状の破砕部を挟在するような、そ

ういった破砕部分として認定をしまして、こういったものから、この孔で出戸西方断層の

延長部を確認したというふうに判断しているものでございます。 

○佐藤チーム員 御説明ありがとうございます。 
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 それでは、先ほどのsf断層系の情報について、後日御提示いただければというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○蒲池委員 はい、了解いたしました。 

○石渡委員 この件はこの程度ということで。 

 次に、コメントのある方いらっしゃいますか。 

 どうぞ、海田さん。 

○海田チーム員 チーム員の海田です。 

 今、佐藤のほうから、A測線の辺りまでの確認をさせていただいたんですけれども。私

のほうから、もうちょっと南のZ測線ですね、今回一応ここでとめたというところで、確

認されたという測線かと思いますので、この辺の確認をさせていただきます。 

 評価としては、ずっと南のほうまでされているということなんで、事実関係の確認かと

思うんですけれども。104ページですか、Z測線の断面図。K-30とか31というのが、前回の

会合とかではまだ調査中で、これから評価、データが追加されますということで、今回出

そろって、確かに断層がありませんというような御説明だったかと思います。 

その点について確認なんですけれども、30、31で全く断層がなかったのかどうかという

のを確認させてください。特に30のほうは、後ろの参考資料のほうを見ますと、やはり先

ほどの説明があったように、ノンコアのところとか、あと結構スライムとおぼしきような

区間があります。その辺りもちゃんと断層がないということを、コアでは確認できないか

と思うんですけれども、ボアホールなり何々なりで確実に確認されているのか、そのあた

りをお願いいたします。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 まず、K-30、31孔、今御指摘をいただきましたコア写真につきましては、参考資料でご

ざいますけれども、240ページ以降に示させていただいてございます。ここで、コア写真

で示させていただいている中で御指摘いただきましたとおり、ところどころコアの流出区

間というのはございます。 

 一方で我々のほうは、先ほどと同じくボアホールのほう、広域で観察しておりまして、

この流出区間も含めて、コアとボアホール両方が確認できていないという区間はございま

せんので、今回コア写真だけお示しさせていただいているところがございますので、一部

は、12月1日のときの現地調査の中でも見ていただいたかもしれませんが、これも同じく

次回のヒアリングの場等で、孔壁の展開画像を全てお出しさせていただくような形でよろ
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しいでしょうか。 

○海田チーム員 そのあたりのデータもあわせて示していただいて、確認をさせてくださ

い。 

 それともう1点、Z測線のところで30、31の、東側のほうは今のことでよろしいかと思う

んですけれども、確認させていただきたいと思うんですけれども。30の西側、3測線と書

いてある辺り、この辺りは特に地層が急立していて、1本、北の測線のA測線のほうでは、

こういったT2ptとT2SSの地層境界辺りをたしか断層を引いているかと思います。その辺り

もかなり断層が急立しているところを引いていたかと思います。 

 かなり、こっちを通すとなると、がくっと屈曲することにはなってしまうかもしれない

ですけれども、こっちのほうは来ないということはちゃんと確認されているというので、

よろしいでしょうか。 

○日本原燃（高橋課長） 高橋です。 

 確認という意味で申し上げますと、まずZ測線のK-30孔よりも西側という位置につきま

しては、ボーリング調査等は実施しておりませんので、直接の確認ということでは、して

いないというのが回答です。 

ただ、当然、対極的な地質構造をつくる上では、B測線であったり、例えばZ測線の北側

のA測線といったようなところでのボーリング等の結果もございまして、当然地質分布の

連続性、例えば75ページの図を見ていただいてもわかると思うんですけれども、出戸西方

断層が少し東側のほうに振りながら、湾曲しながら、A測線というところまで確認をとっ

ているというところの地質分布を考えますと、Z測線で急にこちら側のK-30孔よりも西側

のほうに飛んでくるというようなことは、地質構造解釈の中でもそれはちょっと考えにく

いというふうに考えておりますので、解釈にはなりますけれども、西側のほうには行って

いないというふうに判断しているというものでございます。 

○海田チーム員 御説明ありがとうございます。 

そのあたり、そういうふうに解釈されているということで。気になったのは、もともと

のX測線辺りでかなり不自然に東のほうに振れているんで、その逆もありかなということ

もちょっと気になったのでお聞きした次第で、そういった解釈で今されているという説明

は、承知しました。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ、反町さん。 
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○反町チーム員 チーム員の反町です。よろしくお願いいたします。 

 私、188ページをお願いいたします。こちらは戸出の南側ということでありますが、評

価されているところということなので、一応、慎重に確認をさせていただきたいと思って

おりまして。今回、3点確認をさせていただきたいのであります。 

 B-13孔なんですけれども、こちらで高角度東傾斜3条が確認されましたということで、

先ほど御説明はいただいてはいるんですが、参考資料のほうに孔壁の画像等もありまして、

まず1点目は、認定のプロセスというか、認定した評価のところを、繰り返しになるかも

しれませんが、御説明いただきたいのと。 

 それから二つ目は、B-13孔の3条の東傾斜の断層は何なのかというのを考えたいと思っ

ていまして。例えばトレンチのほうで認められて、Toyaは動かしていない、ロ1とかロ2と

か、その辺とのグルーピングをされるのかされないのかとか、そういったところの総合的

な観点で、これが何なのかというのを知りたいなと。例えば西側のB-12とかは、こういう

ものがなかったのかどうかとか、その辺も御説明いただきたいのが2点目です。 

 3点目は、これ、調査のプロセスに関係するんですけれども、今回慎重にここを、ボー

リングを掘っていただいたとは思うんですが、途中トラブルがあったというようなことも

ございましたので、その原因は何だったのかとか、その辺を少し御説明いただければと思

っております。 

 以上3点、B-13孔関係でお願いいたします。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 いろいろと複数ありましたので、一つずつ確認させていただきながら進めたいと思いま

す。 

 まず、B-13孔でどのようにして、破砕部として小断層的なものを認定していったかとい

う観点で申し上げますと、我々はコア観察あるいはボアホール孔壁画像の観察、そういっ

たものを実施しておりまして、その中で、トレンチの中で複数見られていました、破断層

と我々は呼ばせていただいておりますけれども、ほとんど面のないような断層、そういっ

たものは当然対象外としております。 

 特に粘土のような挟在物、そういったものをかんでいるものとして、主たるものとして

3条の断層、そういったものを認定させていただいているというのが、我々のコア観察レ

ベルでのプロセスになりますけれども、このようなプロセスで実施しているのが一つでご

ざいます。プロセスという観点では、よろしかったでしょうか。 
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 そうしましたら、二つ目のところで、どういったところで、今回なかなか、ボーリング

を進めていく中で、弊社のほう、孔壁の崩壊とかというところが一部ございましたけれど

も、主たるところというのが、例えばコア写真を見ていただきますと、192ページ付近を

見ていただけますでしょうか。この辺りは一部、もともとの地層としまして、礫混り砂岩

層という地層でございまして、これはころころとした礫が入っているのと、あとはマトリ

ックスが砂で構成されている、そういったところなんですけれども。そういったところの

礫であるとか、あとスライムのようなものが出てきて、そういったところが一つ、こうい

った、今回のコア流出のところの一つの原因だったのかなというふうには考えてございま

す。 

 この位置におきまして、同じくB-13孔、コア写真あるいはボアホールの孔内の孔壁画像

を示させていただいていますけれども、その中で一部、得られていない反射は当然ござい

ます。 

○日本原燃（高橋課長） あと、二つ目の御質問の成因といったところだと思うんですけ

れども。まず、イ、ロ断層と連続はどうかというお話になりますと、イ断層、ロ断層の走

向・傾斜が164ページ、こちらに、イ断層につきましてはN25°E50°E、ロ1につきまして

はN20°E30°E、ロ2につきましてはN19°E35Eと、北東、南西方向というのが、イ、ロの

断層の走向・傾斜になっております。 

 一方、今回確認いたしました東側の小断層につきましては、188ページを御覧いただき

ますと、上から順番ですけれども、N7°W75E、N12°W73E、13°W80°Eということで、走

向がやや斜行しているということと、傾斜がイ、ロに比べると高角度であるというような

ところの特徴を有しているかと思います。 

 これの連続というのは非常に検討が難しゅうございまして、これが全く同じかどうかと

いったようなところについては、我々としても判断はできないというところではございま

すが、いずれにしても、先ほど御説明させていただいたとおり、トレンチ、これほど、東

西も含めて広く掘っておりますので、仮にこの辺の断層の延長といったようなところがト

レンチのどっかには出てくると思うんですけれども、そういったようなところを考えても

変位・変形はないというようなことで、活動性には問題はないのかなというふうに解釈し

ているというところで、成因は具体的に同じではないような傾向はあるというようなとこ

ろまでで、とどめさせていただきたいと思います。 

○石渡委員 あと、何か掘削中のトラブルとか、そういうこともあったと思うんですけれ
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ども。 

○日本原燃（蒲池課長） 一部説明が途中だったかもしれませんけれども、掘削中のトラ

ブルの主な要因としまして、同じく188ページのところの断面図を少し見ていただけます

でしょうか。こちらのほう、T2SSというふうに書いているところの層準をずっと掘り進め

ているところでございます。 

 こちらのほう、礫混り砂岩層と我々は呼んでございまして、かなり安山岩質の礫を含ん

だり、マトリックス部分が砂で構成されているようなそういったところで、こういった礫

あるいはスライムのようなものが流出してきて、一部の区間で孔壁の崩壊につながったの

ではないのかというふうに、我々は想定しております。 

○反町チーム員 先ほどの、私、ちょっと質問の仕方が悪かったのかもしれないんですが。

3条の断層がイ、ロ1、ロ2との連続というよりかは、同じような東傾斜の断層が幾つも見

られているのかなというところで、何か同じような理由でこういった東傾斜のものができ

ているのかどうか。 

 というのは、今、安全側にイ断層、ロ断層というのを副次的な断層だというふうな評価

をされていたので、そういったものがB-13でも見られたものが、これがそういうものにな

るのかどうかとか。あるいはほかにも同じB-12とかでも掘られていますけれども、そうい

ったところでどういうものが見られたのかどうかとか、その辺を知りたかったなあという

ところなんです。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 先にB-12のところで、前回の御説明の中で御説明していて、本日は割愛したところなん

ですけれども。171ページを御確認いただけますでしょうか。B-12孔というのは、追跡を

目的として実施させていただいていたボーリング孔なんですけれども、イ断層の追跡のと

ころで御説明資料に入れさせていただいていて、前回の会合等で御説明させていただいた

ものなんですけれども。ここでイ断層の延長部分、ここではこの孔で、下の箱書きに書い

ているところがあるんですけれども、2行目なんですけれども、ここでは明瞭な、ほかの

部分、イ断層をトレンチで認められているようなところのこういった軟質のような粘土、

そういったものはB-12孔では認められなかったという結果は、まずございます。 

 それとB-13孔のまた東の3条の、今回お示しさせていただいているものなんですけれど

も、先ほど弊社の御説明の繰り返しになろうかと思うんですけれども、東西方向で約400m

のトレンチを掘ってございまして、その間に認められているものとしては、これまで御説
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明させていただいているイ断層、ロ1断層、ロ2断層、それ以外はこのトレンチの壁面では

確認されていないというところ。それに加えて、我々は、イ断層、ロ1断層、ロ2断層に関

して連続性という観点での検討をさせていただいているというところで、今回のB-13孔の

がどうかということに関して、限定的な話はなかなか難しいとは思っているんですけれど

も、少なくともトレンチで確認されているもの、そういったものの連続性というのは、検

討ができているのではないのかというふうに考えているものでございます。 

 以上です。 

○反町チーム員 わかりました。 

 もう1点といいますか、関連しまして、189ページの御説明のところを確認させていただ

きたいんですが。下の枠書きで､トレンチ観察結果から、少なくとも段丘堆積層（砂層1）

に変位を与えていないと判断されるとおっしゃっている。その砂層1の基底部といいます

か、この写真で見えるところ、どの部分を読み取って変位は、変位と書いてあるので、変

形はちょっと言及されていませんけれども、そこが与えていないと評価されているかとい

うのを画面上で、あるいはまた別途、別でもいいですけれども、別にヒアリングの機会で

もいいですけれども、教えていただけますか。 

○日本原燃（高橋課長） 砂層中ということで、砂層の基底面ということではありません

で、ここの、ちょっと見にくいんですが、資料の中に白い線で鷹架層の上面と砂層1の基

底面につきましては、白い線が、ちょっと見にくくて恐縮なんですけれども、線が入って

います。例えば260mの法底の下辺りがちょうど茶色なのでわかりやすいかと思うんですが、

白い線がうっすらですけれども、入っているかと思います。この付近ですね。 

 東側で行きますと、205mのほうでいきますと、標高でいきますと、14mぐらいのところ

に白い線が入っているところが少し、わずかに、これをずっと西・東のほうに振っていっ

ていただきますと、基底面ということは、例えば法底の245ぐらいから230ぐらいまでは、

基底面というところではここは確認できませんけれども、砂層中の中ということでは確認

ができているというところでございまして、この資料の中では、砂層1には変位・変形が

ないということを記載した次第というところでございます。 

○反町チーム員 わかりました。 

○石渡委員 よろしいですか。 

 ほかにコメントはございますか。 

 尾崎さん。 
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○尾崎チーム員 チーム員の尾崎です。よろしくお願いします。 

 反町に続いて、トレンチ内の断層についてお伺いしたいんですけれども。トレンチの西

側にイ、ロという断層が、逆断層ですね、東側に断層がありまして、一応評価としては、

累積性がないと、連続性がないということで、メーンの断層ではないということで、連続

性として出戸断層にはつながらないということなんですけれども。副次的な断層として扱

って、安全側を見て、100m南ぐらいまでを想定するという話なんですけれども。まず、3

点ぐらい聞きたいんですけれども。 

 まず、累積性がないって、副次断層なんで累積性をそれほど問う必然性はないんですけ

れども。165をお願いできますか、これはイの断面なんですけれども。例えば、イとロと

が同じ時期に動いたとか、イの断面を見ていただくと、何となく、1回じゃなくて、複数

のような気もするんですけれども、その辺の判断というのはどうされたかをまず1点聞き

たいんですけれども。 

○日本原燃（蒲池課長） 166ページをお願いできますでしょうか。先ほどの165ページの

ほうが、イ断層のトレンチでの南の面になっておりまして、我々がお示しさせていただい

ている北面のほうで、少し状況を御説明させていただきます。 

 こちらのほうは166ページのスライドに記載させていただいていますとおり、鷹架層上

面のところで、東上がりで約80cmの変位量として観察されております。 

 一方で、Toyaのところ、少しブロードな変形になっているところもありますので、そこ

の部分でToya断層部を挟みまして、80cmの変位量があると。基盤岩と約11.2万年の勾配時

期のものとして同じ変位量を示しているというような形で、複数回動いているようなもの

ではなさそうだというような観点で、段丘堆積層堆積後の活動に累積性は認められないと

いうふうな評価をさせていただいているものでございます。 

○尾崎チーム員 165ページに戻していただけますか、すみません。例えば、赤い部分で

引かれて、上も少しあるんですけれども、左側の図を見ていただくと、下のほうの断層線

とともに、上のほうにもありますよね。これが一括して動いたとか、理解という、見えな

いこともないとか、細かいことをここで議論をするつもりはないんですけれども。あえて、

1回というのがなかなか理解できなかったんですけれども。副次的な断層であれば、動い

てもおかしくはないと思うので、1回という限定をする必要はないです。 

 あと、イとロの関係が本当に同じ時期においてのものかというのは、なかなか難しい判

断と思いますし。変位が小さいと上まで変形が及ぼさないんで、時期もなかなか特定しづ
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らいと。敷地内のやつもそうだと思うんですけれども。なんで、あんまり、どうかなとは

思うんですけれども、これは確認だけなんですけれども。 

 あと、もう1点。さっき反町からもコメントがあったと思うんですけれども、連続性に

関してなんですけれども、先ほどの図面がありましたよね、188ページですかね、ここで

一応、走向等傾斜が違うというか、層理面層理面とB-13孔の中で、いわゆる層理面的な部

分と、いわゆる――だと。いいように比べたら、走向も違うという話なんですけれども。

小っちゃいんですけれども、これを見ていただければと思うんですけれども、もともと地

層の大きなトレンドが違うというか、違っていますよね、少し離れてですね、東西で。 

要は、反町が指摘したのが、層面すべりの同じような断層であれば、単純にこの角度で

延ばしちゃってるんですけども、層準的に見てもあまり変わらないんですよね。 

イ、ロというのが、大体こういう辺りなんですけれども、似たような層準で起こってい

るということで考えると、やっぱりこれも層面すべりの可能性はないかと。この岩相を見

ると、結構、粗粒なもので、はかられているんですが、それが本当に層理面なのか、平行

の層理面かということに――、傾斜が少しきついやつもありますし、その辺はもう少し正

確に判断されたほうがいいと思うし。 

 あと、南端についてなんですけれども、こういう断層があるということで南端を決めら

れていると思うんですけれども。100mの根拠というのが、多分イ、ロの断層があまり続い

ていないということかなあとは想像するんですけれども。今言ったみたいに、あちこちで

こういう層面すべりの断層が起こっているという想定をした場合は、もう少し南に延ばし

たほうがとか、南を確認したほうがいいと思うんですけれども、それについて、その2点

についてお伺いしたいんですけれども。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 電中研の佐々木です。 

 まず前半についてお答えします。まず165ページをお願いします。 

先ほどから御指摘になった累積性の話なんですけれども、まず基盤の上面、これが80cm

程度の鉛直変位というのは、これはほぼフラットなものを見ていますので、ほぼ間違いな

いというふうに思います。 

 問題は、この未固結の地層の中でどのように分散していって、それがトータルな変位と

してどこまで見ればいいかというところだと思うんですね。この地層は、ちょうどラミナ

が発達していまして、実は5mm以下の変位まで肉眼で見ることができます。なので、そう

いったものを全て、変位があるものを全て示しているのが今、この断層線になります。 
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この断層線が分布している範囲というのが、全て数mmあるいはcm以下オーダーでのブロ

ードな変形をもたらすせん断というふうに考えますと、この中位段丘の、中位段丘（砂層

2）と呼んでいるやつですね、これの下面、これを見ますと大体、ほぼほぼせん断面が見

えている中に変形がおさまっていて、それの変位が約80cmぐらいということで。この法面

だけじゃなくて、次のページをお願いします、166ページの同じ対面、対面でも2カ所でそ

ういった基盤の構造が大体80cm。 

こちらの場合は、ややフラワー状といいますか、若干、上に広がった変形構造を示して

いますが、そういったところで見てやって、全てのせん断面を記載した上で変形幅という

のを決めてやって、Toyaの変形量を見ると約80cmということで。 

今、詳しく見ますと、砂層1と砂層2の間とか、軽微な不整合とかがありますので、それ

なりの時間間隙がある。あと、砂層1のほうが若干マトリックスの風化が進んでいますの

で、砂層1と砂層2の間で時代差があるんじゃないかと考えられる地層の上と下で同じよう

な鉛直変位なので、今は累積性がないというふうに判断しています。 

 続いてですが、188ページをお願いします。御指摘のとおり、この3条の断層というのは、

やや高角で、この付近の耐力的には50°、45°～60°ぐらいの傾斜を持つ構造がちょっと

立っているように見えるんですが。192ページをお願いします。 

 対極的には、今、ボアホールの緑線で示した堆積構造、ボアホールから読み取った堆積

構造というのを書いていて、この辺りが大体60°ぐらい、あるいは50°というのが卓越し

ているところなんですけれども。 

断層化している部分、小断層も含めて、例えば164.5mの辺りに73°って、小断層を我々

は認識しているんですけれども。これ、ちょっと高角なんですね。この辺りの地質構造も

よく見ると、ちょっと高角。今御指摘のあった170.5mぐらいの80°、これも高角なんです

けれども、その周りの地質構造も若干高角。要するに、どういうことをやっているかとい

うと、局所的にやや高角なところを使って層面すべりを起こしている。緩いところは滑っ

ていないというのが、このコアの特徴なんですね。 

断面図に示してしまうと、どうしても対極的な構造を切って、断層が書かれてしまうの

で違和感があるんですけれども。コアで詳しく見ていくと、局所的にそこだけちょっと立

っている、タフな挟みとかの関係で、ちょっと立っている部分を、層面すべりを起こして

いるというのが現状です。 

なので、御指摘のように、相当層ですね、今ピンク色で塗られた、188ページをお願い
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します。二通り見なきゃいけなくて、一つはこの層準を追っかけて、ここに層面すべりを

起こしていないかどうか。 

もう1個は、その層面を切っていないか。今回これを示した理由としましては、そっち

のほうが重要で、なぜかといいますと、層面すべりはトレンチで見ていて、何となく累積

性もなそうで、副次的な断層ということはわかっている。もしそれを切っていたら、それ

よりも新しい構造になりますから、実はこれをそのまま追っかけた上をちゃんと見るとい

うほうが大事で、今回それをやった結果、その砂層1の中にそういった変形が見られない

ということで、層面すべりなんですけれども、ちょっと局所的に高角な部分を滑らせた層

面すべりが地下深くでいたと。層準的には、イとかロとかの部分に相当する。 

ただし、対極的な地質構造よりも高角であるから、切っている可能性はあるんだけれど

も、それを確認した結果、切っている様子はないというのが結論です。 

○尾崎チーム員 そうなんですか。B-13の三つの断層とこの図の関係からして、要はイ、

ロの断層というか、連続性を考慮して、連続性がないということを示しているかと思って

いたので、実際にはそれに近いような層準で、B-13でも層面すべりがあるという話ですよ

ね。 

 最後、中途半端に質問したんですけれども、それでは副次的な断層というふうな言い方

をされているんですけれども、活断層とこれら断層との関係においてですね。なぜかと言

ったら、80cm、1m近く上部更新統を変位させているわけですから、これ、副次的な断層を

起こす原因というか、何かがあると思うんですけれども、それについて。 

 その関係からある程度評価して、南端のどこまで行くかというふうに決まると思うんで

すけれども。まず副次的だという意味と、ここの、いわゆる出戸断層とここのイ、ロとの

断層の関係というのをまず、副次的なというキーワードでどういうふうに考えられるか、

ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○電力中央研究所（上田副研究参事） 電中研の上田と申します。 

 一番イメージが沸いていただけると思うのが、ここは、恐らく逆断層系の活断層の末端

近くの構造を見ている可能性があるんではないかというふうに思っています。 

 例えば、最近の例といたしますと、昨年の11月に発生しました長野県北部の地震で、御

存じのように、中央地震断層が生じています。その北端部、御覧になられた方もあるかと

思いますけれども、メーンのトレースに関しては、神城断層沿いに中央地震断層が生じて

いますので、南北走向のトレンドがあるわけですね。それをずっと北に追っていくと、城
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山という小さな山があって、そこにぶつかって。一時、そこでとまっているんではないか

というふうに言われていたんですけれども。その後周辺の調査をしますと、そこから走向

を転じて、北東・南西方向のトレンドに地変があるということがわかってきたと。 

 その地変が二つ、2条あって、1条はメーンの断層と同じ東上がり、もう1条はその南東

側に、今度逆に隆起する、いわゆるバックスラスト的な地変が見られているということで、

その地変、二つ、2条が大体200m程度確認できると、水平の地表面においてですね。どち

らが長いか観察してみると、バックスラストのほうが結構長くついていたんですね。 

 ということで、そういったメーンの主断層に対して、端部においては、そこから少し屈

曲するような形で断層が生じる傾向が一般的にあるんではないかなというふうに、今思っ

ておりまして。そういった逆断層の端部の構造を見ているのではないかなというふうに考

えています。そういった意味で、副次的というような言葉を使っているということです。 

 以上です。 

○石渡委員 尾崎さん、よろしいですか。 

○尾崎チーム員 よくわかりました。 

 そうなると、メーンの断層が地表まで出てきていないけれども、バックスラスト的なも

のが出ている可能性があると。大体南北から少し、この地域で少し西に振れますから、そ

ういうことも影響しているのかもしれませんけれども、そういう形態もよく、今のお話と

よく合うわけですけれども。 

 そうなると、いわゆる層面すべりというか、は、言ったんですけれども、バックスラス

ト的なものがほかに、さらに南にないかと、やっぱり確認は必要かと思うんですよね。 

既存のボーリンデータで言いますと、例えば……。 

○石渡委員 75ページぐらいですか。地図で言ったほうがいい。 

○尾崎チーム員 地図ですかね。75ページをお願いします。 

トレンチがここなんですけれども、この辺りに断層があったということなんで、例えば

こういうC面、下の、南側のところの、とりあえずボーリングデータでそういう層面すべ

りがないかとか、さらに南側のほうへちょっと確認していただいて、本当は上部更新統に

変位があるかないか。それがなくなったところで、ある程度それが伏在が、だんだん変位

が消えていくという想定もできるかなとは思うんですけれども。その辺ちょっと確認を、

例えばボーリングのCのK-8とか7とか、とりあえず確認とかをして、示していただきたい

んですけれども。 
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○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 今御指摘いただきましたところ、C測線上のK-7、K-8、こういった具体の孔名をいただ

きまして、我々はこれまでもコア観察を慎重にやってございます。改めて、このあたりの

データを、そういった今の一つのキーワードとして、層面すべり的なものを起こしている、

起こしていないと、これまで我々は観察させているんですけれども、改めてそのあたりの

データを取りまとめて、次回以降御説明させていただきたいと思います。ヒアリングなん

かでまた、ちょっと細かいコア写真なんかもつけさせていただきながら、御説明させてい

ただくようなことでよろしいでしょうか。 

○尾崎チーム員 よろしくお願いします。 

○石渡委員 大分時間が押していますが、ほかにございますか。 

 吾妻さんお願いします。 

○吾妻チーム員 チーム員の吾妻です、よろしくお願いします。 

2点、お願いします。 

 1点目なんですけれども、今、尾崎のほうから、南のほうの延長の確認のお願いをさせ

ていただいたんですけれども、今、ボーリングのほうの資料でということなんですが。も

う1点、反射のほうの断面を、この辺をもう少し確認というか、説明をお願いしたいなと

思うところがありまして。 

一つは、①測線、油圧インパクターの①測線ですね。資料のほうは、112ページに断面

をお示しいただいているかと思うんですけれども。こちら、きれいに海側に緩く傾くだけ

というような感じで断層変形がないとか、そういうことを御説明している資料かと思うん

ですけれども。 

これの西端のほうで、浅い部分で反射パターンが結構乱れているところがあるんですね。

その辺について、そういった断層変形というか、そういう乱れている要因みたいなものに

ついて何か解釈されていたら、それを確認させていただきたいんですけれども。この点は

いかがでしょうか。 

○石渡委員 吾妻さん、その場所をちょっとあれで示してもらえますか。 

○吾妻チーム員 すみません、112ページの反射断面の西端のほうですね。①測線と書い

てある辺りよりも少し西側、上の図だとこの辺ですかね。この辺の反射パターンのつなが

りが悪い。むしろ何か、西に落ちているようなつなぎ方ができるんじゃないのかというよ

うな見方もできるかなと思うんですけれども。この辺の解釈についてどうお考えなのか、
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御説明をいただきたいんですけれども。 

○日本原燃（高橋課長） 地質断面図のほうを御覧、真ん中の断面でございますけれども、

この部分は谷地形になっておりまして、その上に沖積が堆積しているという状況でござい

ます。恐らくということになりますけれども、この影響が少し端のほうには出ているんで

はないかというふうに考えております。 

○吾妻チーム員 多分、この図ってきちんとつくってあって、ボーリングを打っている地

質断面と、この反射の端を合わせていただいているかと思っているんですけれども。地質

断面のほうは、確かに平面図を見ると谷にかかってくるんですけれども、反射のほうは多

分沖積の谷まで届いていないと思うんです。その辺もあわせて、もしあれでしたら、この

辺の、また反射断面の浅い部分を丁寧に見ていただいた結果とかをヒアリング等で御説明

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○日本原燃（高橋課長） 承知しました。 

○吾妻チーム員 すみません、もう1点続けてお願いいたします。 

 もう1点のほうなんですけれども、前々から、私、ここの地質構造に関して、大きな褶

曲構造のほうですね、そちらのほうもアクティブなんではないのかということを指摘させ

ていただいておりまして。今回これだけの調査、かなりの数の調査をやっていただきまし

て、この地域の地質構造がかなりわかってきて、反射であんまり構造がよくわからなかっ

たところも分裂ボーリングをやっていただいて、かなり地層が立っているようなことがわ

かったりとか、そういった地質構造を連続的に、北から南へ連続的にすごくよくわかって

きたと思うんですね。 

その中で気になっていることを申し上げさせていただきますけれども、まずA測線、北

のほうです、北よりのほうになりますけれども、A測線、資料でいうと86ページをお示し

いただきたいんですけれども、こちらのほうで褶曲を切るような形で出戸西方断層が発達

しているということで、御説明では褶曲の構造は古い構造であって、その後出戸西方断層

が活動して、切っているという御説明をいただいているんですけれども。 

見方によっては、これ、褶曲がどんどん急立して変形がきつくなっていって、過褶曲み

たいになって、その後、今度断層が逆断層的に切れ始めたという、一連の同じ動きの中で

も解釈できるかと思うんですね。 

そういった意味で、この辺、褶曲構造の成長と出戸西方断層の活動というのが本当に時

代的に切り離せるかどうか。言いかえれば、褶曲構造が現在も続いている変形じゃないか、
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その辺の検討をぜひお願いしたいと思っているんですけれども。 

 ちょっと資料は飛びますけれども。205ページの断面図を示していただきたいんですけ

れども。そういった活構造、この褶曲構造が活構造かどうかということで、これは場所が

違いますが、地下の構造の急傾斜部の段丘面の変形がないかどうかということで、今回コ

メント対応ということでこの資料を出していただいているんですが。これ、H5面～M1面、

M2面、M3面というふうに縦断しているんですけれども。今までの資料を拝見しまと、M1面

というのも、一番西側、内陸寄りのほうは河成面としていますけれども、汀線コードの資

料なんかを見ますと、45mぐらいのところまで、その辺は海成の段丘というふうにお示し

いただいているんですね。 

これを見ると、45mの辺りまでM1面海成と見たときに、M2面との勾配を比べると、かな

りきつくなるんですね。どちらも海成として考えたときに、これだけ勾配の差が出てくる

というのは、何か変形の影響を受けているんじゃないのかなということが推察されます。

M1面のほうはきつくなっている。あるいはM2面に関しては、下の反射の構造を見ると、む

しろ海側のほうが高くなるような地層の変形をしていますので、段丘面の勾配はむしろ緩

くなるような、減傾斜させるような影響も受けているんじゃないのかなということが、こ

ちらの資料から読み取れると思います。 

 また、反射のパターンを見たときに、これ、縦に5倍掛けていただいて、詳しく見れて、

あんまり、こういった断面では浅いところを議論してもしようがないのかもしれませんけ

れども、ちょうど向斜軸の少し海側のところで、反射パターンが少し盛り上がるような浅

いところで変形をしているとか。あるいはもう少し海側のほうで、この辺がちょっと乱れ

たパターンがあって、層理面から発達したものが、何かエマージェントして地表近くまで

出ている可能性があるんじゃないのかな、なんていうことがこちらのほうからはうかがえ

るというか、疑われるというか、そんなような断面なんじゃないのかなと思っています。 

 そういった褶曲構造の出戸西方の断層の関係が、褶曲構造ですね。3基層の中の褶曲構

造と関係しているという意味では、また資料が飛んじゃうんですけれども、42ページをお

願いできますでしょうか。 

北のほうから順に南に追ってきているんですけれども、北のほうは一部地層が、新第三

系の構造を見ると、北のほうは逆転するような、幅が狭いところですね、変形しているの

が、南に行くとだんだん緩い構造になってくるということで、この辺は沿岸沿いのB Line

ラインですね、バイブロサイ層のB Lineとかを見ると、鷹架層の上部が南に向かって厚く
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なるんですよね。南のほうに行くと、海岸沿いのラインで見ると。なので、そういった意

味で、変形のモードが変わって、断層で切れるような構造から、少しブロードな変形にな

ってくるというふうな解釈もできます。 

 また、この変形のゾーンがだんだん東、海側のほうに何かシフトしているようにも見え

ますので、やはり変形、特に南の、今とめにしている辺り、変形が続かないというところ

の東側ですね、これについての確認というのが必要なんじゃないなのかなと思っています。 

 でも、今、既に追加調査をやっていただいた後で、とりあえず、まず手元にあるデータ

で、それの確認をさせていただきたいと思うんですけれども。 

そういった意味では、またちょっと資料を飛んでいただきますけれども、34ページをお

願いできますでしょうか。重力異常の図になるんですけれども、この重力異常の急変転で

すね、そういった観点で追っていきますと、出戸西方の辺りのところに少しコンタが集ま

っているところがあって、それを南に追っていきますと、多少内陸に行くような可能性も

あるんですけれども、大きな構造としては海につながる可能性もあるんですね。そういっ

た目で――重力だけで活断層がつながるかどうかということは、ちょっと判断するのはい

かがなものかとは思うんですが。大きな構造としては、こういう方向につながるような構

造もあるということで、海側の延長ですね。 

すみません、資料をまた飛んでいただいて、今日の資料だと12ページに海側の断層の分

布も示していただいているんですけれども、出戸西方断層の南側の沿岸部にF-d断層とい

うのが、海域の活断層として短い断層が認められていて、これについて南北のとめについ

ては審査会合で既に御説明をいただいているんですけれども。一応この間の測線、シング

ルマルチとかを捉えたものがあるかと思いますので、その辺はまだ拝見していないので、

出戸西方断層の南端としているところと、その沖合からF-dの北端、その間の音波探査断

面、ぜひこちらのほうを確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。すみません、長くなりましたけれども、2点目は音波探査測線を確認させてくださ

いということです。 

○日本原燃（高橋課長） 音波探査測線につきましては、次回以降のヒアリングで御説明

させていただきたいと思います。 

○吾妻チーム員 よろしくお願いいたします。 

○石渡委員 1点目の点については、特にいいですか。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 時間があれで、短く。1点目のほうについてで
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すけれども、205ページをお願いいたします。 

御指摘のあったM1面が少し急傾斜で、M2面が緩傾斜なんじゃないかという御指摘なんで

すけれども。207ページをお願いします。207ページ、208ページで、ボーリングの結果か

ら、先ほど御説明いたしましたが、基本的に砂子又層に影響を及ぼしていないので、この

影響が地形に出るというのは多少おかしな話でして、まず砂子又層で今は基底していると

いうところで、御理解ください。 

 M1面が急傾斜なんじゃないかという御指摘ですけれども、21ページをお願いします。こ

の辺りの地形断面、あるいは海底勾配を計測したデータなんですけれども、この辺りのM1

面というのは、大体、概ね1％強いって、1％ないしは1.5％ぐらいの傾斜を持っていて、

海底地形もこのぐらいの勾配をずっと北から南まで、活断層のあるなしに関係なく分布し

ていて。先ほどの、ちょうど、これで言いますと、10番の測線が御指摘の測線に近いんで

すけれども、ここで見た1％強のこの傾きというのは、海底勾配と大差ない勾配ですので、

活構造によるものと考えなくてもいいということになります。 

 そのことが先ほど、繰り返しになりますが、それよりも、この地形をつくった地層より

も一つ古い砂子又層という地層に変位・変形を及ぼしていないという、整合的というので、

この向斜は第四紀後期以降続いているものではないというふうに判断しています。 

 以上です。 

○吾妻チーム員 吾妻です。 

 勾配が現在の海底地形とほぼほぼ同じ勾配を持っているということで、今御説明をいた

だいたんですけれども。そういった場合に、逆に今度はM2面ですね。M2面が今度、ほとん

ど水平に近いような緩い勾配を持って、これも海成段丘というふうに認定されていると思

うんですけれども、むしろ海成だったら、むしろ勾配がつくはずだと思いますし。こうい

ったことが向斜構造の成長の影響を受けていないかですね。 

最終的にお願いしたかったのは、急立するような構造が東に抜けていないかということ

で、この場所はちょっと該当しないかもしれませんけれども。今、ここを引き合いに出さ

せていただいたのは、活構造、活褶曲の可能性があるかどうかということの可能性という

ことで、引き合いに出させていただいたんですけれども。 

今のお話、あえて御説明いただいたんで、補足というか、追加で確認させていただくと

すれば、M1面とM2面の勾配の違いですね。これを同じようにできた海成段丘として考えた

ときに、説明できるのかどうか。その辺はまた御検討をいただいて、資料にまとめていた
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だいた形で、また御説明いただきたいと、考え方ですね、整理していただいて、御説明い

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○石渡委員 じゃあ、そのようにお願いいたします。 

 ほかにございますか。 

 宮脇さん。 

○宮脇技術研究調査官 調査官の宮脇です。よろしくお願いします。 

 私のほうから1点、尾崎の話と関連するんですけれども、南方延長トレンチで確認され

たイ断層の南方のとめについて、一つ確認したいことがあります。 

128ページを見ていただきたいんですけれども。これがイ断層の南、北側法面のスケッ

チですけれども、イ断層の上端のほうは非常に緩い、30°以下の緩い傾斜を示しているん

ですけれども。下の基盤のほうは50°前後というふうに、急角度に変化していっている様

子が見受けられます。 

そういう観点で見ていきますと、172ページを見ていただきたいんですけれども、ボー

リングが、P-9とP-8にも鉛直ボーリングが掘られていまして、恐らくここ、想定されてい

る断層というのは、トレンチで認められている傾斜を想定して書かれているものだと思う

んですけれども。もし傾斜が急角度になった場合、P-9とP-8の間を抜けてくると、60°～

70°ぐらいの傾斜であれば、抜けていってしまう可能性もあるかと思うんですけれども。 

というのは、P-9とP-8の間で砂質部がこの短い区間の間で、倍、半分違っているという、

ちょっと不自然なような感じにも見えるもので、この点はどのようにお考えでしょうか。 

○石渡委員 いかがでしょうか。 

 特に今回答できなければ、また御検討をいただくということで。 

○日本原燃（蒲池課長） すみません、少し重複してしまうところかもしれませんけれど

も、1ページ戻っていただきまして、170ページをお願いします。 

左上のところでトレンチの展開図、それとP-8、P-9との位置関係を示させていただいて

ございます。今御指摘いただきましたところの地質断面図を南側のところを見ているのが

172ページのものでございまして。P-8、P-9孔、そもそもの目的がイ断層の連続性という

ところで、一つ我々ここで御説明をさせていただきましたのが、もともとトレンチ内で、

イ断層というのが鷹架層上限面に80cmの変位を与えている断層ということでして。そこに

関しまして、砂質部、凝灰岩の上に砂質部というところが、断面図上に示させていただい

ていますけれども、そこに優位な変形は想定されていない。 
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あるいはP-8孔、P-9孔、それぞれで鷹架層の基盤の上限面を捉えていまして、そちらの

ほうにも優位な基盤岩の落差80cmのものを示すような、そういったものはないというよう

な観点をこちらのほうで、たしか御説明させていただいたかと思ってございまして。 

そういった観点から、我々はここでの結論として、イ断層は消滅するという観点で我々

は解釈、判断しているとものでございます。少し細々とした説明になりましたが、以上で

す。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） つけたし、よろしいですか。 

○石渡委員 簡単にお願いします。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 171ページをお願いします。これはトレンチの

付近でまず掘られたボーリング12番という、イ断層を捕まえたやつなんですけれども。こ

れの右下のボアホール展開図を見ていただくと、堆積構造と断層面がほぼほぼ一致してい

る。要するに、イ断層は層面すべりだろうというのは、ここまでで終える。その延長で探

してというのが、その次の172ページの絵になるという手順を踏んでいますので。これが

急に高角度になったり、低角度になったりとかということは考えにくいです。そうなると、

見つかったとしても、別の断層であろうというふうに考えます。 

 以上です。 

○石渡委員 よろしいでしょうか。大分時間が押しておりますので、この辺で今日はおさ

めたいと思うんですけれども、よろしいですか。 

 どうも、今日は充実したデータを出していただいて、大分状況がよくわかるようになっ

たと思います。現地調査のときに、イ断層、ロ断層を見せていただいて、そういうバック

スラストの可能性があるのではないかということを指摘したわけですが。今回そういう方

向でこのデータを解釈していただいて、そういう形でまとめていただいたということは、

私としては大変よかったのではないかと思っております。 

 そうであると、今度は、やはりそれではそういう層面すべりのようなバックスラストが

もうちょっと南のほうにもある可能性も否定はできませんので、そこのところをきちんと

して、既存のデータがあるはずなので、それをよく検討していただきたいと思います。 

 それでは、六ヶ所再処理施設等の敷地周辺陸域の活断層評価のうち、出戸西方断層の南

端及び南方の評価については、本日の審査会合での指摘事項を踏まえるとともに、最初の

ころにおっしゃった、北端のほうの評価ということも含めて、引き続き本会合において審

査をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 
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 ほかに、事務局から何かございますか。 

○小林チーム長補佐 小林でございます。 

 本日、もう一つ資料を御用意していただいています。これについては、1月9日の第38回

の審査会合で、私どものほうから、今後の審査の対応方針、それとか具体的どういう準備

状況ができているのかといったところをまとめてくださいというふうに、私どもからお願

いしています。 

本日、日本原燃さんのほうからこれを御説明させていただきたいということでございま

すので、よろしくお願いします。 

○石渡委員 それでは、簡単にお願いいたします。 

○日本原燃（松村副社長） 日本原燃の松村です。 

 資料の1、2に基づきまして、前々回具体的に示すことができなくて、非常に申し訳なか

ったのです。今回ペーパーにまとめました。 

 上のほうに基本的な考え方ですね。それとあと、説明順序を下のほうに書いてあります。

一つ目のマルですが、まずわかりやすく説明、これはもう当たり前のことなんです。これ

を心がけていきたいということと。 

ヒアリングには、準備を十分に行って、説明もきちんと行った上で十分な論点整理をし

て、審査会合に臨みたいというふうに考えております。 

それから、前回もいただいたコメントの回答がちょっとされていないんじゃないかとい

うことに対しては、我々もこれからは迅速に対応して、まずはヒアリング、それから審査

会合で了解いただけるように、ポイントを絞って効率的にやっていきたいというふうに考

えております。 

それから、審査会合の説明予定ですけれども、今後のコメント回答というのは、前回ま

たは前々回とか、1回説明したものでコメントが残っているものがございます。我々とし

ては、なるべくコメントが残っているものについては、前半でコメント回答をきちんとさ

せていただいて、それから新しい項目について御審議いただければというふうに考えてお

ります。こういう形で進めさせていただければというふうに考えております。 

以上です。 

○石渡委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

 櫻田さん、どうぞ。 

○櫻田チーム長 チーム長の櫻田です。 
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 1点だけ。前回この議題といいますか、今後の対応について日本原燃からお考えを聞い

たときに、審査会合を月2回ぐらいやってほしいと、そういう話がありましたけれども、

そこについてのお考えはまだ変わらないということですか。 

○日本原燃（松村副社長） 我々は、前回のコメントもいただきまして、まずはきちんと

ヒアリングを行って、我々の説明を聞いていただいて、そして論点を明確にして、それか

ら審査会合に臨むということで。特に、そういう何回とかとにこだわらずに、きちんとや

っていきたいというふうに考えております。 

○石渡委員 よろしいですか。 

 それでは、以上で本日の議事を終了します。 

 最後に、事務局から事務連絡をお願いいたします。 

○小林チーム長補佐 小林でございます。 

 地震等に関する次回の会合につきましては、ヒアリングの状況を踏まえた上で開催させ

ていただきたいと思います。 

 事務局からは、以上でございます。 

○石渡委員 それでは、以上をもちまして第46回審査会合を閉会します。 
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 （１）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設（ＨＴＴＲ）の新規制基準に

対する適合性について  

 

５．配付資料  

 資料１   ＨＴＴＲ（高温工学試験研究炉）原子炉施設の耐震重要度分類について  

       （日本原子力研究開発機構）  

 参考資料１ 独立行政法人日本原子力研究開発機構  ＨＴＴＲ 論点管理表  

       （地盤・地震・津波・火山を除く）  

       （日本原子力研究開発機構）  

 

６．議事録  

○大村チーム長代理 それでは、定刻になりましたので、第 47回核燃料施設等の新規制基

準適合性に係る審査会合を始めたいと思います。 

 本日の審査会合の配付資料は議事次第に記載のとおりでありますので、確認は省略させ

ていただきます。  

本日の議題は、日本原子力研究開発機構の HTTRについて、前回の審査会合に引き続きま

して各論の審査を行ってまいります。  

それでは、日本原子力研究開発機構の HTTRの新規制基準に関する適合性について、資料

は1点でございますので、資料 1に基づいて説明をお願いいたします。  
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○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢でございます。  

本日、前回の審査をいただきました安全機能上の重要度分類に引き続きまして、耐震重

要度分類について御説明させていただきたいと思います。本誌の資料 1のほうで担当のほ

うから御説明いたしますが、もう一つ、参考資料といたしまして論点整理表を準備してご

ざいます。本日の資料は、主に、この中の番号で言いますと 1番、2番の部分について記載

しているものと考えてございます。  

それでは、担当のほうから説明させていただきます。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  原子力機構の飯垣です。  

資料1に基づいて説明させていただきます。資料 1としまして、 HTTR（高温工学試験研究

炉）原子炉施設の耐震重要度分類についてでございます。  

1枚めくっていただきまして、まず耐震重要度分類の基本方針でございます。こちらは、

平成25年の12月に施行されました試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈におきまして、耐震重要度分類につきましては別記 1の「試験研

究用等原子炉施設に係る耐震重要度分類の考え方」によるものとされてございます。この

考え方に基づき、重要度分類を行っていくということにしてございます。  

次のページへ行きまして、こちらが検討フローになってございます。こちらは、 1月30

日の審査会合で安全重要度のほうの説明をさせていただいたものと同じものでございます。

中身としましては、新規制基準の要求事項と、あと HTTRの安全上の特徴といたしまして運

転実績、安全性実証試験等の技術的知見の蓄積をもとに Graded Approachを行います。そ

れに基づいて、今回、右側の説明範囲ということで赤く線をしてございますけれども、こ

ちらの耐震重要度、第 4条でございます、これで耐震重要度分類を行うということでござ

います。  

1枚めくっていただきまして、要求事項と対応方針でございます。  

要求事項につきましては、先ほど申し上げました第 4条、地震による損傷の防止でござ

います。試験研究用等原子炉施設は、地震力に十分耐えることができるものでなければな

らない。 2項としましては、前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある試

験研究用等原子炉施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応

じて算定しなければならない。 3項で、耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設

に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対して、

安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 4項として、耐震重要施設
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は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して、安全機能が損な

われるおそれがないものでなければならないといううちの 2項の中で、耐震重要度を定め

なさいということを解釈のほうで定められてございます。  

その基本方針が、下の枠で書いてございます。原子炉施設の耐震重要度を「試験炉設置

許可基準規則解釈」の別記 1、「試験研究用等原子炉施設に係る耐震重要度分類の考え

方」に基づいて分類していくということでございます。  

次のページでございますが、こちらがクラスの分類でございまして、 Sクラス、Bクラス、

Cクラスとございます。 

まず、 Sクラスにつきましては、安全施設のうち、その機能喪失により周辺の公衆に過

度の放射線被ばくを与えるおそれのある設備・機器等を有する施設の上記の「過度の放射

線被ばくを与えるおそれのある」とは、安全機能の喪失により周辺の公衆の実効線量の評

価値が発生事故当たり 5mSvを超えることをいうというものが Sクラス。Bクラスにつきまし

ては、安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影響が Sクラス施設と比べて小さい施

設。最後の Cクラスが、 Sクラス、 Bクラス以外であって、一般産業施設又は公共施設と同

等の安全性が要求される施設でございます。  

1枚めくっていただきまして、次が重要度の分類のフローでございます。これは別記 1に

基づいたもので、それに基づき分類をしていくというものでございます。  

まず初めに、このフローを説明いたしますと、停止機能のみは維持されると仮定すると。

この場合、停止機能以外の機能喪失の想定影響を算定いたしまして、過度の放射線被ばく

を及ぼすおそれがない場合は、停止機能を Sクラスとして選定します。ある場合は、冷却

機能の一部は維持されると仮定し、停止機能と上記の冷却機能以外の機能喪失を想定し、

その影響の算定を行います。これも同じように、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがあ

るかないかというところで分類をいたしまして、ない場合については停止機能及び維持さ

れると仮定した冷却機能を Sクラスと設定いたします。ある場合は、再度検討して対象機

器の追加を行う等を行いまして、それがだめであれば、次に閉じ込め機能の一部は維持さ

れると仮定いたしまして、停止機能と上記の冷却機能及び閉じ込め機能以外は機能を喪失

するとしたものを仮定し、過度の放射線被ばくのおそれがあるかないかを判定するといっ

た形でございます。  

左下のほうに書いてございますが、こちらのフローにつきましては、停止機能と冷却機

能、閉じ込め機能の順番で機能喪失した場合の分類を示してございますが、停止機能、閉
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じ込め機能、冷却機能の順にも同様に実施した上で分類するということで、 HTTRについて

は、停止機能、閉じ込め機能、冷却機能の順で検討してございます。  

次のページでございますけれども、重要度分類を行うに当たりまして、まず HTTRの特徴

を踏まえて、制御棒のみを Sクラスとするというふうに考え方として行っております。上

の枠のところに HTTRの特徴が書いてございまして、これに基づき制御棒だけを Sクラスと

すると考えております。 HTTRには、停止系といたしましては制御棒系と後備停止系という

ものがございます。そのうちの制御棒のみを Sクラスとするということでございます。  

上の括弧でございますけれども、 HTTRの特徴で、高温ガス炉が大きい負の反応度フィー

ドバック特性を有してございます。燃料被覆粒子の FP保持性能と相まって、原子炉停止系

である制御棒系と、あと後備停止系による負の反応度を異常時に急速に印加しなくても環

境へのFP放出を抑制いたしまして、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を与えることは

ないことから、制御棒系、後備停止系に最高レベルの重要度（ Sクラス）を持たせる必要

はないと判断してございます。しかしながら、許可基準規則における耐震重要度分類での

Sクラス要求を踏まえまして、制御棒系は Sクラスのままとする、後備停止系については、

安全性実証試験の知見や当該系統の役割を考慮し Bクラスとしてございます。  

その考え方を下のフローに記載してございまして、制御棒系につきましては、左側のと

ころの上の四角囲みでございますが、原子炉の起動、運転、停止に係る反応度制御、出力

分布の平坦化、及び緊急時に原子炉をトリップするものでございます。後備停止系につき

ましては、制御棒が何らかの原因で炉心に挿入できないような事態が発生した場合に、全

ての運転状態から原子炉を停止させ、かつ停止状態を維持するというものでございます。

こちらは、多様性の要求事項ということで設備として設置しているものでございます。こ

ちらは、原理の異なる独立した系統としてそれぞれ設置してございます。  

制御棒系の下の側に行きますと、制御棒につきましては、電源断でフェイルセーフ状態

に移行し自重により挿入が可能であるということで、非常に高い信頼性を持ってございま

す。添付書類十における安全解析におきましては、期待している停止機能としては制御棒

のみであるということでございます。右側の後備停止系につきましては、後備停止系は、

あくまで不測の事態に備えて、制御棒系が挿入できない事態のみ停止機能を期待してござ

います。設計基準事故におきましては制御棒の挿入失敗は想定していないということで、

後備停止系の停止機能を期待しなくてもよいと考えてございまして、制御棒系のみ Sクラ

スとするということを出発点としたいと考えてございます。  
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1枚めくっていただきまして、 Sクラスの選定でございます。こちらは先ほどのフローに

従って評価したもので、停止機能につきましては制御棒のみを Sクラスとするということ

で、そこを出発点としてございます。制御棒が確実に挿入されるためには、制御棒本体と、

あと制御棒駆動装置などが健全であることに加えまして、制御棒の挿入路が確保される必

要がございます。このために、制御棒に影響を及ぼす範囲での炉心形状の維持も必要であ

りまして、原子炉圧力容器も健全である必要がございます。  

一方で、停止機能に影響しない設備・機器が機能喪失をして瞬時に放射性物質が地上放

出されると仮定したとして、周辺公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがあるという

ことで次のステップに進むということで、次に閉じ込め機能の一部は維持されると仮定す

るということでございます。  

閉じ込め機能については、制御棒が挿入された状態で閉じ込め機能の一部が維持される

と仮定した場合、原子炉冷却材圧力バウンダリと原子炉冷却材圧力バウンダリに接続する

1次冷却材を含む機器配管、 1次ヘリウム純化設備の一部、 1次ヘリウムサンプリング設備

の一部と、あと燃料破損検出系の一部、これ以外の閉じ込め機能を有する機器、配管が損

傷して瞬時に放射性物質が地上に放出したとしても、周辺公衆に過度の放射線被ばくを及

ぼすおそれはない、これは約 3mSvでございますが、ということで、 Sクラスにつきまして

は、停止機能としては制御棒のみと、あと炉心形状の維持で、あと閉じ込め機能の一部と

して原子炉冷却材圧力バウンダリと、あとヘリウム純化設備、サンプリング設備、燃料破

損検出系をSクラスと選定してございます。  

また、使用済燃料貯蔵プールとラックにつきましては、損傷して放射性物質が放出する

と周辺公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがあるため、これも Sクラスと選定して

ございます。  

次からが分類の選定結果を示してございます。  

まず、 Sクラスでございますけれども、クラス別施設として原子炉冷却材圧力バウンダ

リを構成する機器・配管系、先ほども話しました原子炉圧力容器とか原子炉冷却材圧力バ

ウンダリに属する容器、配管、循環機、弁等でございます。  

次に、使用済を貯蔵するための施設として、使用済燃料貯蔵プールと、あと使用済燃料

貯蔵ラックでございます。  

次に停止系でございますけれども、原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加

するための設備及び原子炉の停止状態を維持する設備としまして、制御棒と制御棒駆動装



7 

置、制御棒案内管、炉心支持鋼構造物等でございます。  

その他としまして、1次系のヘリウムを含むもので 1次ヘリウム純化設備、破損燃料検出

系、1次ヘリウムサンプリング系で、これらが Sクラスとしてございます。  

次からが Bクラスになってございまして、 1枚めくっていただきますと、こちらが Bクラ

スになってございます。今、緑でハンチングしている部分につきましては、クラス分類を

変更したところを緑のハンチングで示してございます。一番上の原子炉冷却材圧力バウン

ダリに直接、接続されていて 1次冷却材を内蔵しているか、または内蔵し得る施設。先ほ

どの 1次ヘリウム純化設備と破損燃料検出系、 1次ヘリウムサンプリング設備、これはSク

ラス、Cクラスを除く部分、こちらをBクラスとしてございます。  

次に変更されたものを記載してございますが、原子炉停止後の炉心から崩壊熱を除去す

るための施設としまして補助冷却設備、それに関連する補機冷却水設備とか、あと炉心支

持鋼構造物の拘束バンド及び炉心支持黒鉛構造物等がございます。これは、 SクラスからB

クラスに変更してございます。  

次も同様に、原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心からの崩壊熱を除去するた

めに必要な施設として炉容器冷却設備がございまして、それに関連する設備が下に書いて

ございまして、これも SクラスからBクラスにしてございます。 

次が、原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の拡散

を直接防ぐための施設としまして、原子炉格納容器と原子炉格納容器バウンダリに属する

配管、弁、 1次冷却材を含むもの以外ということで、こちらも Sクラスから Bクラスにして

ございます。  

1枚めくっていただきまして、 10ページでございますけれども、こちらも放射性物質の

放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための設備でございます。こちら

については、非常用空気浄化設備とその関連施設、こちらも変更してございます。その下

が使用済燃料を貯蔵するための設備でございまして、こちらは使用済燃料貯蔵建屋内の使

用済燃料貯蔵設備の貯蔵ラック、こちらも SクラスからBクラスにしてございます。  

あと、下の白い部分につきましては変更はございません。  

まず、放射性廃棄物を内蔵している施設でございますけれども、こちらは廃棄物の処理

施設でございます。次が放射性廃棄物以外の放射性物資に関連した施設で、その破損によ

り公衆及び放射線従事者等に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設として、燃料

交換機とか、あと原子炉建屋天井クレーンなどがありますが、こちらは変更ございません。
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次に、使用済燃料を冷却するための施設として使用済燃料貯蔵設備プールの冷却水浄化設

備と、あと、その関連する設備、こちらも変更ございません。  

1枚めくっていただきまして、次のページ、 11ページでございますが、放射性廃棄物の

放出に伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で Aクラスに属さない施設

として、使用済燃料貯蔵建屋の換気空調設備の一部、こちらも変更ございません。最後、

その他でございますけれども、こちらは停止系の一部として制御棒系のもう一部の後備停

止系でございまして、こちらにつきましても先ほどの理由でAクラスからBクラスとしてご

ざいます。  

最後の 5分の5の12ページでございますけれども、 Cクラスについては変更はございませ

んが、旧分類のところにバーが引いてあるところがございますが、これにつきましては、

その他の部分を一部、具体的に記載したものがバーになって赤くしてございます。 Cクラ

スについては、変更はございません。  

以上が分類の選定結果でございます。  

1枚めくっていただきまして、今回の新規制基準と、あと耐震バックチェックのとき、

今回の重要度の分類の仕方についてちょっと違いがあるということをここで御説明してい

ます。耐震バックチェックでの分類の考え方につきましては、原子炉冷却材圧力バウンダ

リ等の冷却系もしくは原子炉格納容器バウンダリのうち、どちらか一方で閉じ込め機能が

担保されていれば、判定基準（ 5mSv）を満足することができていると。このバックチェッ

クにおきましては、より少ない労力で閉じ込め機能の健全性を示すということで、格納容

器バウンダリをSクラス相当として分類することといたしました。  

それで、今回の新規制基準でございますけれども、こちらにつきましては、炉心に近い

内側の場所、ソースの近い側で FPを閉じ込めるということを基本方針としてございます。

このために、閉じ込め機能の一部として原子炉冷却材圧力バウンダリが維持されることを

仮定し、それ以降の障壁の分類を行ったということで、新規制基準とバックチェックの分

類の考え方の違いをここで述べてございます。  

次のページからが、クラス分類が変更になった設備の変更理由を記載してございます。

先ほどの分類表にございました緑でハンチングした部分を抜き出してございます。  

まず、原子炉停止後の炉心からの崩壊熱を除去するための施設として補助冷却設備と、

それに関連した設備でございますが、変更理由としましては、原子炉停止後の崩壊熱は物

理現象のみで除熱可能でございます。安全評価においては、全電源喪失時、制御棒挿入後
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に補助冷却設備と、あと炉容器冷却設備による炉心の冷却は行われない状態でございます

けれども、この状態での解析結果によると、燃料温度につきましては 1,600℃を超えない

ということを確認してございます。このため、冷却機能が維持されていなくても、停止機

能（制御棒のみ）と、あと閉じ込め機能の一部が維持されれば、過度の放射線被ばくを及

ぼすおそれはないということが変更の理由でございます。  

次の②番目の原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心からの崩壊熱を除去するた

めに必要な設備でございますが、こちらについては炉容器冷却設備とそれに関連する設備

でございます。こちらにつきましては、原子炉冷却材圧力バウンダリは Sクラスとしてい

るため、閉じ込め機能の喪失は仮定しませんが、崩壊熱の除去につきましては、先ほどの

補助冷却設備と同様に物理現象のみで除熱が可能であるということで、こちらも理由は同

じでクラスを変更してございます。  

次に、③番の原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に圧力障壁となり、放射性物質

の拡散を直接防ぐための施設で、格納容器等となってございます。こちらの変更理由とし

ましては、閉じ込め機能としましては、原子炉冷却材圧力バウンダリと原子炉冷却材圧力

バウンダリに接続する 1次冷却材を含む機器・配管系において担保するために、原子炉格

納容器バウンダリの閉じ込め機能の喪失を仮定しても過度の放射線被ばくを及ぼすおそれ

はないというのと、また、原子炉冷却材圧力バウンダリを隔離する弁につきましては、圧

縮空気設備の機能が喪失してもフェイルセーフにより自動的に閉となるため閉じ込め機能

に影響はないということで、こちらもクラス分類を変更してございます。  

1枚めくっていただきまして、 15ページでございます。  

④の放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための設備で

上記以外の施設として、非常用空気浄化設備とその関連施設でございます。こちらについ

ては、事故時に放射性物質をフィルタに通して排気筒から放出するというような設備でご

ざいますが、変更理由としましては、原子炉冷却材圧力バウンダリと、あと原子炉冷却材

圧力バウンダリに接続する 1次冷却材を含む機器・配管で閉じ込め機能を担保するため、

これらの設備の機能が喪失しても過度の放射線被ばくを及ぼすおそれはございません。地

震を想定した被ばく評価においては、放射性物質はフィルタと、あと排気筒を介さず瞬時

地上放出を想定しておりますので、設備としてクラスを下げているということでございま

す。 

次に、使用済燃料を貯蔵するための施設でございます。こちらは、使用済燃料貯蔵建屋
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内の使用済燃料貯蔵設備のラックでございます。こちらの変更理由としては、ラックの損

傷を考慮しても過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがないということで、ラックの損傷に

つきましては機密性が喪失するということで、気密性が喪失した場合でも過度の放射線被

ばくを及ぼすおそれはないということで、こちらもクラスを変更してございます。  

その他につきましては、炉内構造物と、あと停止系の一部の後備停止系に係るものでご

ざいまして、炉内構造物につきましては、 Sクラス以外の炉内構造物の損傷を仮定しても、

炉心形状は維持可能であるため停止機能に影響はないと。炉内構造物のうちの拘束バンド

と、あと炉心支持黒鉛構造物の損傷を考慮しても炉心形状は維持でき、制御棒の挿入路が

確保されることから停止機能に影響はないと。なお、拘束バンドは損傷し締付機能はなく

なるが、レストレントリングにより炉心形状は維持できるといったことで、こちらもクラ

ス分類を変更してございます。  

次の後備停止系でございますが、こちらについては、先ほど Sクラスで制御棒系のみをS

クラスとするということの考え方のところで記載した内容と同じでございますので、ここ

は割愛させていただきたいと思います。  

1枚めくっていただきまして、次が波及影響についてでございます。  

波及影響につきまして、まず閉じ込め機能に係る波及影響でございますが、左側の図面

が原子炉建屋のイメージでございまして、赤くしている部分が閉じ込め機能の範囲でござ

います。この Sクラスの部分の波及影響を考えるということで、その外側の内部コンクリ

ートですとか、あと原子炉格納容器ですとかサービスエリアとかというのを考えていくと

いうことでございます。  

右側に行きますと、まず原子炉建屋でございますが、原子炉建屋の損傷により Sクラス

機器の支持機能に影響を与えることが考えられますが、原子炉建屋内の Sクラス機器の支

持機能は維持されるため影響はないと。解析評価におきましては動的解析・評価を行いま

して、基準地震動Ssに対して支持機能が維持されることを示していくということでござい

ます。  

次にサービスエリアでございますが、こちらの損傷により原子炉冷却材圧力バウンダリ

に接続する 1次冷却材を含む機器・配管、使用済燃料プール等の健全性に影響を与えるこ

とが考えられます。解析評価においては動的解析・評価を行いまして、基準地震動 Ssに対

する波及影響がないことを示します。なお、特に屋根部につきまして、損傷したと仮定し

ても、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続する 1次冷却材を含む機器・配管につきまして
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は地下階に設置されているため、その損傷部位が直接影響することはないと考えてござい

ます。 

次に排気筒でございますが、基準地震動Ssに基づく解析評価等において、排気筒の損傷

により原子炉冷却材圧力バウンダリに接続する 1次冷却材を含む機器・配管、使用済燃料

プールの健全性は損なわれないと。解析評価においては動的解析・評価を行いまして、基

準地震動Ssに対して波及影響がないことを示していくということでございます。  

次に、原子炉建屋の天井クレーンでございます。クレーンの落下等により Sクラスの機

器に影響を与えることが考えられますが、ストッパ等により落下しないということで、解

析評価においては浮き上がり量を評価するなどして落下をしないことを示していくと。  

次については、使用済燃料貯蔵建屋の天井クレーンでございます。使用済については、

クレーンが落下しても、作業時以外は離隔された位置に設置してあるため、使用済燃料貯

蔵セルには影響はございません。 Bクラスとして評価することとしてございますが、こち

らも浮き上がり量を評価することによって落下をしないことを示すということでございま

す。 

これらにつきましては、解析評価等につきましては今後の耐震評価書において示してい

こうというものでございます。  

1枚めくっていただきまして、閉じ込め機能に係るものの二つ目でございまして、建屋

からさらに中に入って格納容器でございます。左側に格納容器の図を示してございますが、

一番外側が原子炉格納容器と呼ばれる鋼製のもので周りを覆ってございます。その中に内

部コンクリート構造物というものがございまして、これが 1次系、冷却材圧力バウンダリ

等を支持している形でございます。  

格納容器(CV)につきましては、CVの損傷により、冷却材圧力バウンダリ、原子炉冷却材

圧力バウンダリに接続する 1次冷却材を含む機器・配管の健全性に影響を与えることが考

えられますが、CVの支持機能は維持されるため影響はございません。解析評価では動的解

析・評価を行いまして、基準地震動 Ssに対して評価基準を満足することを示しますと。  

次に内部コンクリート構造物でございますが、こちらにつきましては、この損傷により

Sクラス機器の支持機能に影響を与えることが考えられますが、内部コンクリート構造物

の支持機能等は維持されるため影響はございません。解析評価においては動的解析・評価

を行いまして、基準地震動 Ssに対し間接支持機能が維持されることを示す、こちらも同様

に耐震評価書において示していくというものでございます。  
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次のページでございますけれども、次は停止機能に係る炉心の支持機能、制御棒の挿入

性に係るものでございます。こちらにつきましては炉心支持黒鉛構造物のサポートポスト

の支持機能でございまして、図面で示してございます。真ん中に原子炉圧力容器の図面を

示してございまして、青いところの丸囲みをしているところ、こちらがサポートポストが

設置されているところでございますが、こちらは上と下の青い部分、約 40cmの空間がござ

いまして、それをサポートポストで支えていると。ちょっと空間ができているところがご

ざいます。それを左の図のほうで示してございますが、一番上にシール用ブロック、その

次にキー結合用ブロックがございまして、その次にサポートポスト、その下にプレナム下

部ブロックと炭素ブロック、下端ブロックということで、上の高温プレナムブロック部分

と炉床部断熱層という部分をサポートポストで支えているといった構造でございます。  

これらの支持機能を確保するということでございまして、右側には真ん中の図面の炉心

構成要素の白い部分ですが、こちらが制御棒の挿入孔をイメージしたものを書いてござい

ます。この下の白い空間の高温プレナムブロックと炉床部断熱層の部分のサポートポスト

が壊れますと、この空間がなくなってしまい挿入孔の連続性がなくなるということで、こ

のポストの支持機能を確認するといったことにしてございまして、文章で読みますと、ポ

ストの損傷により制御棒の挿入性に影響を与えることが考えられるが、地震時にサポート

ポストの支持機能は維持されるため影響しないと。解析評価では地震時にサポートポスト

が座屈しないことを示すということで、こちらも今後、耐震評価書において示すというこ

とにしてございます。  

次のページからが、参考資料といたまして数枚、図面等を示してございます。  

まず、炉内構造物の概要でございますが、先ほどちょっと波及影響のところで説明をい

たしましたが、ここはもう少し詳細にしてございます。炉内構造物を示した図面でござい

ますが、四角囲みのところが大まかなところで、遮へい体と炉心支持黒鉛構造物、その他

の構造物、炉心支持鋼構造物が炉内構造物となってございまして、このうちの炉心支持の

鋼構造物のものがSクラスで、それ以外についてはBクラスというふうにしてございます。

炉心支持鋼構造物の中の炉心拘束機構、右側に図面がございますが、こちらのうちの拘束

バンドについてはBクラスで、それ以外については Sクラスというふうな区分けにしてござ

います。その説明図でございます。  

1枚めくっていただきまして、 21ページでございますが、こちらはサポートポストにつ

いてでございます。サポートポスト、先ほど座屈について確認するという御説明をさせて
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いただきましたが、サポートポストの機能としましては、炉心の支持機能と、あと高温プ

レナムの水平変位の吸収機能がございます。  

真ん中の図面を見ていただきたいのですが、こちらが炉心の断面図でございまして、先

ほどの赤い部分の断面図、高温プレナムの位置の部分でございます。こちらの高温プレナ

ムのブロックが矢印の方向に変位するというような形でございまして、この変位を吸収い

たしますと。  

右側に戻りまして、高温プレナムブロックの水平変位の吸収機能といたしましては、高

温プレナムブロックの水平変位を拘束しないことで、サポートポストに曲げとか、あと、

せん断応力が生じない設計をしているということでございます。地震時におきましてもサ

ポートポストを拘束することはないので、サポートポストの荷重については鉛直荷重のみ

かかるということで、座屈だけを見ていればいいということの説明図でございます。  

その下が高温プレナムブロックと、あと炉床部断熱層の図面を少しわかりやすく書いた

ものでございます。サポートポストにつきましては、ポストシートと連結といいますか、

そこに乗っかっている状態でございまして、サポートポストとサポートシートにつきまし

ては球面座で接触するということになって、移動する、変位するときには転がりで変位を

吸収するといったものでございます。こちらがサポートポストの機能の説明でございます。  

次が22ページでございまして、炉心形成の補足説明の資料でございます。こちらにつき

ましては、先ほどちょっと Sクラス、 Bクラスの説明をさせていただきましたが、 Sクラス

でどこを確保するかというところを説明してございます。  

まず、黄色い部分が炉心支持板、炉心支持格子でございまして、ここで下方の支持をす

ると。ここは Sクラスになってございますが、下方の炉心支持黒鉛構造物の炉内構造物を

直接支持するということから、炉心支持黒鉛構造物の破片等が落下することはなく、炉内

構造物の安定性は確保されると。  

次に側部でございますが、ちょっとオレンジの薄い黄色の部分、炉心拘束機構でござい

ます。これが側部で支持をしているところでございます。こちらについては、拘束バンド

を除くものについて、側方にて固定反射体等の炉内構造物を直接支持しております。この

ことから、炉心支持黒鉛構造物の破片が側方に落ちることはなく、炉内の構造物全体の安

定性は保たれてございます。  

最後に炉心形状全体で青い部分でございますけれども、こちらが炉内構造物の黒鉛構造

物でございまして、これらはキーと、あとキー溝構造で連結されておりまして、一体化さ
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れてございます。さらに、密に配置されているという設置状況でございます。また、下方、

あと側方で支持、先ほど説明した下方と側方で支持されているということで、黒鉛構造物

が損傷したとしても、その場にとどまり炉心形状は維持できるというところで、炉心形状

の説明資料でございます。  

次、 1枚めくっていただきまして、閉じ込め機能の補足説明図でございます。この赤く、

今、している部分が原子炉冷却材圧力バウンダリでございまして、原子炉圧力容器と中間

熱交換器、あと 1次加圧水冷却器、補助冷却器の伝熱管等を含んだものが圧力バウンダリ

になってございます。閉じ込め機能の一部としては、これプラス、あと 1次ヘリウム純化

設備、サンプリング設備と燃料破損検出系がこのバウンダリに接続されているということ

で、閉じ込め機能は、その部分を確保するということにしてございます。  

次のページが反応度制御設備の説明図でございます。一番左側に原子炉圧力容器がござ

いまして、圧力容器の上のところに棒のようなものが立ってございますが、こちらがスタ

ンドパイプと呼ばれるもので、こちらに制御棒反応設備が入ってございます。制御棒反応

設備については右側のカラーで示した図でございまして、こちらに制御棒系と、あと後備

停止系と両方のものが 1本の中に収まっているという状況でございます。真ん中の図面が

炉心の断面図でございまして、黒丸の部分が制御棒を挿入する孔と、あと丸の部分が炭化

ホウ素ペレットを落下させる、後備停止系から落とされるものでございまして、これが制

御設備の説明図でございます。  

次、最後でございますけれども、冷却系統の概要でございます。主に主冷却設備と補助

冷却設備に分かれてございますが、普通の運転時につきましては 1次冷却設備で冷却を行

うといった形で冷却をしてございます。事故時におきましては補助冷却設備と、あと炉容

器冷却設備で、原子炉が停止した後、そのまま冷却設備を使って冷却するといった形であ

ります。  

説明としては以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

それでは、ただいまの説明内容につきまして、規制庁から質問、コメント等がありまし

たらお願いをいたします。  

杉山さん。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山です。  

2点と一つの確認をさせていただきたいと思うんですけれども、まず 6ページのほうをあ
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けていただけますでしょうか。制御棒系のみを Sクラスとする考え方ということで示され

ておりまして、後備停止系との間に独立した系統とか多様性の要求事項等々が書いてある

んですけれども、結果的には制御棒系のみに期待して停止機能を図るということになりま

すよね。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  はい、そのとおりです。  

○杉山チーム員 そうなってきますと、やっぱり制御棒系の中において多重性、多様性、

独立性ということを担保していただきたいなと思いますので、その辺について説明をして

いただきたいなと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  確認なんですけれども、停止機能という形でいい

ますと、私どもは制御棒系と、それから後備停止系を持っていると。ただし、通常、ある

いは DBAの範疇、あるいは事故の解析のときには、今現在は後備停止系を使用するという

シナリオはないと。説明としては、そういう形でさせていただいておりまして、多様性と

いう意味では、どちらも使おうと思えば使えるわけですので、今の段階で十分持っている

と。説明の趣旨は、そういう趣旨でございます。  

○杉山チーム員 例えば、制御棒系が万が一、動かなかったときに、全部が動かないのか

ということ、そういうことを踏まえて多重性とか独立性についての説明をしていただきた

いということです。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  わかりました。制御棒系そのものの独立性みたい

な、そういった話ですね。わかりました。  

○杉山チーム員 それから、もう一つにつきましては、クラス分けのところで、旧分類の

耐震クラスが AsとAクラスのものが新しくは Bクラスになったという表のところがございま

す。14ページと15ページのところでございますけれども、このところの変更の理由につき

まして、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがないという書き方になっています。という

ことなので、どのぐらいの線量評価があったかというようなことをお聞きしたいんですけ

れども、実際に線量評価というのはなされたんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  7ページを御覧いただきたいんですけれ

ども、この中の Sクラス選定というところで、真ん中より少し下側でございますが、周辺

公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがないということで約 3mSv、この数値がその結

果でございます。  

○杉山チーム員  約3mSvというのは、これ全ての、ここにも書かれている Bクラスになっ
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たもの全てが喪失して3mSvということですか。 

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  1次系を含む配管等が壊れた場合の評価

でございます。はい、そうです。  

○杉山チーム員 15ページのほうを見ていただくと、例えば、⑤のところで使用済燃料を

貯蔵するための施設というのがありまして、これが Bクラスになっていますね。例えば、

ここの機能が損傷したときに、どのぐらいの被ばくがあるかといったときに、これで 3mSv

いくということでもいいんですか。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  こちらにつきましては、使用済燃料貯蔵

建屋の使用済燃料でございます。 HTTRにつきましては、原子炉建屋内にも使用済燃料貯蔵

プールというのがございます。そちらで冷却を行いまして、その後、冷却が終わった後、

こちらの使用済燃料貯蔵建屋の貯蔵ラックのほうに移動します。その際に、かなり冷却も

されておりますし、あと移動する際にガス置換等を行いまして中の雰囲気とかもごろっと

変わっていますので、基本的には希ガスとかヨウ素とか、そういうものは出てこないもの

と考えておりまして、気密性が喪失しても問題ないということにしてございます。  

○杉山チーム員 そういうことで、多分、そうなるとは思うんですけれども、例えば、こ

こは全て一つ一つのところについて、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがないというこ

とを表示されていますので、各項目について、それぞれどのぐらいの線量評価がなされた

かということは示していただきたいなというふうに思っております。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  まず、わかりました。  

それで、 3mSvと言っているのは、先ほどちょっと言いました、 Sクラス以外は全部壊し

たという話なんですけれども、そのほかにも、ここで見ていくと、例えば、燃料がそもそ

もそこに至らないので、そもそも被ばく評価をやる必要がないというのも混ざっています

ので、そこをちょっと切り分けた形で御説明したいと思います。  

○杉山チーム員 そうですね。ちょっと個別なんで、あと、これはヒアリングのほうでも

示していただければと思います。  

それから、もう一つ確認したいのは、 14ページと15ページのクラス分類が変更となった

設備のところなんですけれども、非常用発電機のところが非常用発電機及び電気計装設備

と書いてあるところと、その計装設備と書いてあるところがあるんですが、これは別とい

うことでよろしいんでしょうか。例えば、①のところに書いてある非常用電気設備の「及

び電気計装設備」というところと、②のところの「非常用発電機及びその計装設備」とい
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うところの「電気」と「その」の違いがあるんですけれども、それを。 

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  ちょっと確認させていただきたいと思い

ます。 

○杉山チーム員 わかりました。  

以上です。  

○大村チーム長代理 それでは、いかがですか。  

どうぞ。  

○石島チーム員  1点、お伺いしたいと思いますけれども、 14ページのところで炉心支持

黒鉛構造物が Asから Bになったという、その変更理由が書かれておりまして、恐らく、こ

れは9ページのほうで、要するに、崩壊熱を除去するための施設ということの中で Bとなっ

ているんですけれども、この変更理由のところで、基本的には停止機能が維持されればと

いうことになってございますよね。それで、この支持黒鉛構造物、特にサポートポストで

すけれども、これの損傷がいわゆる停止機能に影響を及ぼすということ、これは後ろの 18

ページとか21ページ辺りでも評価に少し触れておられますけれども、こういうふうに停止

機能に影響を及ぼすものであるならば、基本的には、この部分だけは Sというんですか、S

クラス相当になるんではないかというふうに思うんですけれども、これを Bのままでされ

ている理由というんですか、それについて、もう少し御説明いただきたいと思うんですが。  

 それとあわせて、同じものが 15ページの炉内構造物（ Sを除く）という中でも、炉心支

持構造物の損傷を考慮しても炉心形状を維持でき、制御棒挿入路が確保されると、このよ

うに書かれていますよね。もちろん、こうやって確保されれば、当然、停止機能も維持さ

れるんですけれども、そもそも、例えば、 Sクラス相当の地震が来たときに、このサポー

トポストがどのような損傷を受けるのか、その辺をきちっと説明していただかないと、こ

れ、基本的には、やはり、そこが崩れたら挿入経路もなくなって問題となりますので、そ

の辺の書きぶりも含めて少し御説明いただければと思います。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  まず、最初の御質問ですけれども、冷却

機能のところに炉心支持黒鉛構造物等が書いてあるものにつきましては、冷却機能を維持

するために黒鉛構造物が本当は、本当はといいますか、冷却機能を維持するためには黒鉛

構造物の健全性が必要なんですけれども、今回、冷却機能については必要ないというか、

自然現象で冷却できますので、そこの部分は Bクラスでもいいということで落としていま

す。まず、一つ目の機能が冷却のほうの機能でございます。  
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もう一つは、 15ページに書いてございます炉内構造物の Sクラスに属するものを除く、

これにつきましては、こちらは制御棒の挿入性のほうの停止機能に関わるものでございま

して、機能が二つ分かれてございまして、それぞれ別に書いてございます。  

それで、サポートポストの考え方なんですけれども、こちらにつきましては、原子炉建

屋も同じような考え方なんですけれども、建屋自体は Bクラスとしていまして、それで、

その支持機能については Sクラス、Ssで評価すると、Sクラスのものがちゃんと支持できる

かどうかというものを確認するということをしてございます。それと同じような形で、サ

ポートポストについても支持機能のみを Ssで評価して波及影響を見るという考えでござい

ます。 

以上です。  

○石島チーム員 ということは、Bクラスに落としているわけですから、 Sクラスの地震が

来たときには損傷を受けるという前提ですよね。損傷を受けなければ Sでもよろしいんじ

ゃないかと思うんですけど、これ Bにしているという理由は。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  サポートポスト自体は損傷を受けないと

考えております。なので、サポートポストだけを Ssで評価するということです。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  そういう意味では、ここの分け方は、もつから、

もたないからということではなくて、あくまでも重要度にお示ししたルールにのっとって

分けていったら、こうなりますという。基本は、その考え方にのっとっておりますので。

もつ、もたないだけで、だけでというか、もつ、もたないで決めているという、そういう

考え方には立っていませんので。あるものは、うんと余力があったり、あるものはかつか

つだったりというのはあるかもしれませんけれども、基本的には、重要度に応じた先に分

けているという考え方に立っています。  

○石島チーム員 ただし、サポートポストは停止機能そのものを持つということ、ちょっ

とあれですけど、そこに関わるわけですよね。そのように御説明されておるわけですので、

冷却機能というカテゴリーで Bというだけの説明だと、ちょっと。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  わかりました。そこは説明して、また御説明しま

す。 

○大村チーム長代理 よろしいですか。  

じゃあ、それ以外に。どうぞ。  

○桝見チーム員 規制庁、桝見です。  
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同じく14ページのクラス分類が変更となった設備及び変更理由の②番のところで、こち

らは同じく崩壊熱を除去するために必要な施設に関することですけど、崩壊熱は物理現象

のみで除熱可能であると。その根拠として、安全解析によって全電源喪失時の燃料温度が

1,600℃を超えないことを確認しているということなんですけれども、これ既許可の部分

に関わることではあるんですけれども、 BDBA のベースラインになるような話かと思いま

すのでちょっと確認させていただきたいんですが。  

安全解析での評価に当たって、例えば、燃料の燃焼度に依存するような物性値、例えば、

燃料の熱伝導率ですとかギャップ、燃料と被覆、何でしたっけ、炭化ケイ素ですか、被覆

との間のギャップコンダクタンスですとか、そういったものは燃焼度依存性があるんじゃ

ないかと思いますが、そういったデータというのはどういう扱いをされているのか、教え

ていただけますでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  燃料温度解析におきましては、まず熱伝導度でい

きますと燃料コンパクトの熱伝導度が効くんですけれども、これは燃焼末期のデータを使

っておりまして、御指摘のように燃焼が進むと、実際には高速中性子照射でぎゅっと下が

っていきますので、その下がり止まりにまた余裕を見込んだ非常に小さい値を全燃焼期間

について使っております。  

それから、ギャップですね。黒鉛スリーブと燃料コンパクトの間のギャップコンダクタ

ンスも結構大きくて、そこも中性子照射とともに広がる方向になります。これにつきまし

ても、広がった状態で解析をしていると。そういう意味では一番悪い状態です。ただ、安

全実証試験とかでデータを合わせるときはベストエスティメイトを使ってもちろん合わせ

るんですけれども、事故評価に関しましては一番悪い値を使って評価しております。  

○桝見チーム員 規制庁、桝見です。  

その辺の燃焼末期のデータとしても、実験値というのがどれほど、照射データというも

のがどれほどのものがあるかというようなことも含めて、不確定性というあたりの取扱に

ついて、ヒアリングの場で結構ですので、詳しく御説明していただきたい。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  わかりました。前回も同様の、多分、御質問、安

全重要度分類のときもあったと思いますので、あわせて、じゃあ、そこも回答するように

いたします。  

○大村チーム長代理 それ以外にいかがでしょうか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  
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今まで幾つか質問している制御棒の挿入性であるとか冷却の話、こういったところは、

まず、制御棒の挿入性は、ここは座屈だけ見ればいいとか、いろいろ御説明をされている

んですけれども、実際の評価というか、どういう評価を行うから制御棒の挿入性は確保で

きるんだというのは、そこはちゃんと詳細な説明をしてください。 Ssにもつ、もたないと

いう話を今していただく必要はないと思いますけれども、そこはクラス分類をする上では

重要だと思いますので御説明をしていただきたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長） 了解いたしました。  

ちょっと確認だけなんですけれども、解析の手法みたいなものでしょうか。それとも。 

○黒村チーム長補佐 手法というよりは、ここについては、だから、どういう評価をやる

から、ちゃんと挿入性は確保できるんだということですね。わかりますでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  わかりました。  

○黒村チーム長補佐  あと、ちょっと個別に入りますけれども、 6ページのガス炉が大き

い負の反応度フィードバック特性を有しているということで、そもそも本来、 Sクラスは

必要ないという御説明をされていますので、この負の反応度フィードバック特性を有して

いるということについての説明をしていただきたいと思います。それは実証試験でもやら

れていると思いますので、それも含めて、解析結果も含めて御説明をいただきたいと思い

ます。  

あと7ページの先ほどの 3mSvですが、これ詳細は今後、御説明いただくということで、

どういう範囲を対象にしてやっているのかということも含めて御説明をしていただきたい

と思います。  

次は確認なんですが、 8ページ～ 10ページに赤書きで書いてあるのは、どういう意味な

んでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  こちらの赤書きにつきましては、今、申

請している許可がございますが、それでヒアリング等を行っていく上で、ちょっと、ここ

ら辺を修正したいというところを赤書きで示してございます。  

○黒村チーム長補佐 ということは、この辺は補正を考えておられるということでよろし

いでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  そのとおりです。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

あと、14ページで変更の理由のところで安全解析においてということで書いてあるんで
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すが、これは、多分、今後、設計基準事故等を御説明いただくことになるんだと思うので

すが、従来とこれは解析の内容を変えたということなんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

これは、今までの申請書の中に入っていたものと同じと理解しております。ちょっと確

認はいたしますが、これは前から入っていたというふうに。今回、変えたというふうには

理解しておりません。すみません、失礼しました。ちょっと勘違いいたしました。これは

BDBAなんで、今回入った部分ですね。すみません、失礼しました。  

○黒村チーム長補佐  全体的に、今回、従来 Asだったのを Bに下げたとか、ああいうこと

で、これ、今、設計基準という観点での我々は確認をしていくということだろうと思うん

ですが、いずれ BDBAの評価で本当にこれが Bでいいのかどうかということは当然議論させ

ていただきますので、そこは検討をよくしておいていただきたいと思います。  

この中で、②の中で中央制御室遮へいというのが入ってきているんですが、これはどう

いうことでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  すみません、確認させていただきたいと

思います。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

15ページのところで、④の中で地震を想定した被ばく評価においてはという、これはど

ういう趣旨でしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  先ほどの Sクラスを選定するところで被

ばく評価3mSvと言ってございますけれども、この評価を行ったという趣旨でございます。  

○黒村チーム長補佐 わかりました。じゃあ、その評価の内容についてのところで、また

議論をさせていただきたいと思います。  

次に、⑤のところで使用済燃料貯蔵建屋内の貯蔵ラックということで、これは空冷のと

ころだと思うんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  そのとおりです。  

○黒村チーム長補佐  空冷の設備について、今回、 Bに下げているということなんですが、

そこは、そういう、ある意味、構造物が崩れても、そこはちゃんと冷却ができるというこ

となんでしょうか。そこについて評価をお持ちであるということであれば、そこについて

の御説明を今後お願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  わかりました。  
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○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

次の⑥の拘束バンドの話は、先ほどと同様に制御棒の挿入性との関係で御説明をお願い

したいと思います。  

16ページの使用済燃料貯蔵建屋天井クレーンということで、括弧書きで Bクラスとして

評価と書いてありますので、ここは先ほどので乾式の貯蔵建屋が本当に Bでいいのかどう

かということも含めての対象になると思いますので、よろしくお願いします。  

あとは、今回、実証試験とかを踏まえていろいろ変えられているということなんですが、

ちょっとここは名称の問題かと思うんですけれども、例えば、 10ページで非常用発電機及

びその計装設備（安全保護系（工学的安全施設）に関するもの）と書いてございます。こ

の工学的安全施設というのが、規則で言うと、ここを Bにするということであると、その

名称が本当にそれでいいのかということが気になります。何か若干、取ってつけたような

変更をされているんではないかと思っているんですが、その辺についてのお考えを示して

ください。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

了解しました。今のお話につきましては、前回、安全機能上の重要度分類でも同じよう

な問題意識がありまして、今、私どものほうで、基本的にそこを整理してお答えしようと

思っております。ただ、取ってつけた云々は、必ずしもそうではなくて、もともとが最初

の申請のときは、最初の概要でも御説明したとおり、軽水炉のほうにかなり乗っかった形

で保守的なものをつくっていますので、そのときの名称が今まで残っていたと。今回、こ

こを変えたときに本当に妥当かというのは、もっともな御指摘だと思いますので、そこに

ついては考え方を整理させていただきたいと思います。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

今、「取ってつけたよう」と言ったのは、ちょっと誤解を招いたようですが、本来の、

そもそも、こうやって見直すのであれば、全体として設計の考え方として見直すべきでは

なかったかという趣旨で申し上げました。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

了解いたしました。  

○大村チーム長代理 ほかに、いかがですか。  

私から 1点。前回、安全上の重要度分類を説明いただいて、これもいろいろ実証試験等

も踏まえて、かなり分類を変えているところがあるかなと思います。今回も同じく耐震の



23 

重要度分類も変えていて、この二つについては、必ずしも、何か、どこかでぴしっと一致

しなきゃいかんというようなものでは、もちろんないんですけど、かなりいろんな施設が

変わってきているので、これとこれとの対比というのをやっていただいて、それで。ざっ

と見て、ここおかしいねというところが、もちろんあるわけじゃないんですけど、ちょっ

と参考までに、それはやっていただいて。もし、その二つを見て何か気になるところがあ

れば、少しまた検討するということもなきにしもあらずですので、その作業をお願いしま

す。それは、ヒアリングで確認していただければいいのではないかと私は思っています。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

了解いたしました。  

○大村チーム長代理 ほかに何かございますか。  

 それでは、追加の質問とか指摘もないようですので、かなり時間はありますが、本日の

審査はここまでということにさせていただきたいと思います。今、幾つかの御検討という

話をしましたので、これについては準備をいただいて、また説明をいただくということに

したいと思います。  

次回の審査会合につきましては、ヒアリング等の状況を踏まえて設定をさせていただく

ということで、日程が決まりましたら、また別途、お知らせをしたいと考えております。  

それでは、以上をもちまして本日の審査会合を終了いたします。どうも御苦労さまでし

た。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第48回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年３月４日（水）１４：０１～１６：４０ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

原子力規制庁  

 櫻田 道夫  新基準適合性審査チーム チーム長 

 大村 哲臣  新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 小林 勝   新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 黒村 晋三  新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 大浅田 薫  新基準適合性審査チーム員 

 杉山 和幸  新基準適合性審査チーム員 

 早川 文昭  新基準適合性審査チーム員 

 嶋崎 昭夫  新基準適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 新基準適合性審査チーム員 

 海田 孝明  新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  新基準適合性審査チーム員 

 永井 悟   新基準適合性審査チーム員 

 尾崎 正紀  新基準適合性審査チーム員 

 吾妻 崇   新基準適合性審査チーム員 

京都大学 

 釜江 克宏  原子炉実験所 教授 

 上林 宏敏  原子炉実験所 准教授 

 山本 俊弘  原子炉実験所 准教授 

 川辺 秀憲  原子炉実験所 助教 
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 長谷川 圭  原子炉実験所 技術職員 

日本原子力研究開発機構 

 中島 節男  建設部 部長 

 山崎 敏彦  建設部 耐震対応整備室 室長 

 冨田 恒夫  建設部 耐震対応整備室 室長代理 

 中山 一彦  建設部 建設課 課長代理 

 瀬下 和芳  建設部 耐震対応整備室 主査 

 桐田 史生  建設部 耐震対応整備室 

 田中 義浩  建設部 耐震対応整備室 

 青木 和弘  建設部 耐震対応整備室 

 沢 和広   大洗研究開発センター 高温工学試験所研究炉部 次長 

 大河原 正美 原子力科学研究所 保安管理部 施設安全課 課長代理 

 古澤 孝之  安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 主査 

 福島 学   安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 主査 

 

４．議題 

 （１）京都大学(ＫＵＲ)及び日本原子力研究開発機構(ＪＲＲ－３、ＨＴＴＲ)の地震等

に対する新規制基準への適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１     地震動評価（内陸地殻内地震）について 

 資料２－１   敷地周辺・敷地近傍の地質・地質構造 

 資料２－２   敷地周辺及び近傍の地質・地質構造について(補足説明資料)(その１) 

 資料２－３   敷地周辺及び近傍の地質・地質構造について(補足説明資料)(その２) 

 机上配布資料１ 敷地周辺及び近傍の地質・地質構造について(反射法地震探査記録集) 

 机上配布資料２ 敷地周辺及び近傍の地質・地質構造について(海上音波探査記録集) 

 

６．議事録 

○櫻田チーム長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規制
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基準適合性に係る審査会合第48回会合を開催します。 

 本日は、地震動評価、敷地周辺の活断層評価が議題になってございますので、チーム長

の櫻田が出席をして議事進行を務めます。よろしくお願いします。 

 では、まず、本日の会合の進め方等について、説明をしてください。 

○小林チーム長補佐 管理官の小林でございます。 

 本日の審査会合の進め方でございますけど、2件ございます。1件目が、京都大学原子炉

実験所研究用原子炉(KUR)の地震動評価(内陸地殻内地震)についてでございます。もう1件

が、日本原子力研究開発機構のほうから、JRR-3、それからHTTRの敷地周辺・敷地近傍の

地質・地質構造でございます。資料については、KURのほうが1点、それから、日本原子力

研究開発機構のほうは、机上配付資料を含めまして5点ございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○櫻田チーム長 それでは、議事に入ります。 

 まず、京都大学から、KURの地震動評価について資料がございますので、説明をしてく

ださい。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございます。本日は、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 研究用原子炉(KUR)については、前回、活断層について、敷地周辺の活断層について御

説明申し上げて、幾つかコメントをいただいています。これについては、次回以降にまた

御回答申し上げたいと思います。 

 それで、今、御紹介にありますように、本日は、震源を特定して策定する地震動のうち

の内陸地殻内地震について御説明を申し上げたいと思います。よろしくお願い申し上げま

す。 

 川辺のほうから、よろしくお願いします。 

○京都大学（川辺助教） 京都大学原子炉実験所の川辺でございます。資料の42ページま

で、私のほうから説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、資料をめくっていただきまして、2ページが本日の内容になってございます。ま

ず最初に、敷地周辺の地震発生の状況について御説明いたします。その後、解放基盤の設

定、それから検討用地震の選定、最後に解放基盤における地震動の評価という順で説明を

させていただきます。 

 それでは、資料4ページ目に行きまして、こちらは敷地周辺の地震活動ということで、
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敷地周辺の震央分布を載せてございます。まず左側の図ですけれども、1923年～2013年ま

で、これは「気象庁地震カタログ」のデータからつくった図でございますが、左側、M5.0

以上の地震の震央分布を示しておりまして、〇の大きさがマグニチュードを示してござい

ます。 

 それで、右側のほうですけれども、これはM5.0以下の震央分布、こちらは数が多くなっ

てございますので黒く見えますが、ここでは、震源深さ0km-30kmまで、さらに2012年～

2013年までの地震の分布を示しております。これは年度が変わりましても、概ねこのよう

な形で震央分布は行っております。 

 ページ、次のページに進んでいただきますと、深さ30km-60kmが左側の図、震央分布、

M5.0以下です、全て。それから、右側が60km-90kmの分布になってございます。 

 そして、次のページに行っていただきますと、左側が深さ90km以上の分布になってござ

います。そうしまして、その右側の図ですけれども、これが、上のほうの図が東西方向の

断面になってございまして、それで、その東西方向の断面図なんですけれども、図の右下

のほうにその断面、これは敷地から幅50kmの幅に分布するM5.0以下の震源の分布とったも

のでございます。それで、下側の図が、敷地から50kmの幅の今度は南北の断面をとってご

ざいます。どちらもフィリピン海プレートが潜り込むところが深くまで震源がありますけ

れども、それ以外は地表付近、すみません、この下の図は左側が南になってございますが、

フィリピン海プレートが潜り込む様子もわかりますし、地殻内の地震の分布状況もわかっ

ていただけるかと思います。このような分布になってございます。 

 続きまして、地震発生層の決定について、どのようにやっていったかについて説明させ

ていただきます。 

 まず、7ページの図ですけれども、敷地周辺で発生した微小地震の震央分布をもとに累

積頻度を求めてございます。求める範囲は、左側の図で示しました敷地周辺の図にありま

す100km四方の地震をもとに使いました。それで、データとしましては、1997年～2013年

のものの気象庁一元化震源データを用いてございます。 

 それで、こちら、結果を載せてございますが、左側の下にD10で4.9km、D90で11.8kmと

いうことになってございます。右側は、その南北方向の震源分布、断面図を載せてござい

まして、ちょうど真ん中、「KUR」と書いてあるところ、それで縦に破線が描いてあると

ころがKURの位置になってございます。この左側と右側で震央のちょっと深さが変わるん

ですけれども、左側は、主にこちら側、「KUR」と書いてございます、その下、和歌山平
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野の微小地震が主になってございまして、右側のこの固まりは神戸、淡路島から、ちょっ

と見にくうございますが、ここは淡路島がありまして、ここ、神戸ですけれども、淡路島

から神戸の兵庫県南部地震のあった六甲・淡路の活断層系のところの震源が主になってご

ざいます。右側の下の図が累積頻度の表したものでございます。 

 続きまして、その次のページですけれども、それ以外の同様の資料ですけれども、JNES

の2004年の資料に基づきますと、こちらは敷地は近畿の区分に入りますが、南が近傍の南

海の区分も一応あわせて載せさせていただいていますが、JNESの結果では、D10が8.1km、

D90が 14.9kmということになってございまして、南海の区分では、D10が 7.2km、 D90が

15.1kmとなってございます。 

 続きまして、右側ですけれども、地震本部の微小地震に基づき、地震発生層ということ

で、こちらは地震調査研究推進本部が中央構造線断層帯を想定した強震動評価を2005年に

行っておりまして、そのときに同様の資料から、震源の地震発生層の上端深さが4km、下

端深さが15kmと設定されてございます。 

 次のページに行きまして、そのほかの情報としましては、キュリー点深度、こちらは大

久保(1984)の論文にKURの位置を加筆させていただきましたけれども、こちらによります

と、敷地周辺のキュリー点深度は11km～12kmになってございます。 

 そうしまして、あと、コンラッド面の深さですけれども、これはZhao et al.(1994)の

情報に赤丸、KURの周辺の深さに該当するところを〇でつけさせていただきましたが、こ

の資料からは、コンラッド面の深さは15km～16km程度、敷地周辺ではということになって

ございます。 

 そうしまして、次のページは、今度はP波速度断面を示してございますが、これは大都

市圏大災害軽減化特別プロジェクト、「大大特」と呼ばれておりますけれども、その研究

成果をお借りしたものでして、平成18年度の成果報告書に、左側に示しています測線の断

面図ですけれども、右上の図が断面速度を描いたものでして、深さ4kmの位置を破線で描

かせてもらっております。それで、KURの敷地の位置は、この▽で示したところにござい

まして、敷地近傍ですけれども、概ね4kmの深さで、P波速度が6km/sとなってございます。

それから、その下の図は、そこに震源分布を描いたものですけれども、概ねこの線を引い

た深さ4kmより下に震源が分布していることがわかるかと思います。 

 続きまして、先ほどのP波速度の構造に関係に関する既往の知見といたしまして、三つ

挙げさせていただいております。1番目は入倉・三宅(2001)、微小地震浅さの限界ですけ



6 

れども、P波速度5.8～5.9km/sの層の上限と良い相関があるという結果を示されておりま

す。 

 続きまして、2番目、吉井・伊藤の結果ですと、速度構造モデルと地震活動の深さ断面

を比較し、地震発生層の上限は速度構造が6km/sとなるところに概ね一致しているという

結果を示されております。 

 それから、三つ目、廣瀬・伊藤の結果ですけれども、浅い地殻内で発生する微小地震は、

P波速度が5.8～6.4km/sの層に集中しており、その上下に地震波速度境界が存在するとい

うふうな知見を示されております。 

 これらの知見を踏まえまして、我々は、大大特プロジェクトによる測線のP波速度から、

敷地近傍の地震発生層の深さを4kmと評価しております。 

 以上をまとめますと、先ほどまで説明させていただいた結果が上の四角の中に書かれて

おりまして、それらから、下の四角の中ですけれども、我々は、層厚が最も厚い地震本部

による検討結果(上端4km、下端15km、層厚11km)を地震発生層とすると。 

 なお、中央構造線断層帯の評価では、上端深さは3km、下端深さを15kmとして断層モデ

ルを構築しております。以降の説明のところで示させていただきますが、これは地震本部

の評価では上端深さ3kmということで評価されておりまして、中央防災会議は4kmなんです

けれども、そういうことで、上端を3kmと上町断層帯に限ってはそのように設定させてい

ただきます。 

 以上、ここまでが地震発生層の説明でございます。 

 続きまして、解放基盤の設定ですけれども、14ページ、こちら、大阪平野の地下構造に

関係するところで、後のほうで、もう一度、地下構造の説明がございますので、14ページ

のところは、後のほうでまとめて説明させていただきます。 

 15ページですけれども、こちら、我々の右上に敷地の図がございまして、青丸で示した

ところが原子炉建屋です。その近傍、右横でボーリング調査をしてございまして、そこで

の調査結果、200mまでこれはボーリングしておりますが、そのP波速度、S波速度、密度等

は、そこに載せてありますとおりです。それで、敷地直下では175mに花崗岩が出てきます

が、175～181mまで、風化した花崗岩になってございますので、我々は、その風化した花

崗岩を割って、そのフレッシュな花崗岩が出る181mの深さのところを解放基盤と設定させ

ていただきます。 

 なお、200m以上はデータございませんが、大阪平野の後ほど説明させていただきます3
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次元の地下構造モデルがございまして、200m以深を地震基盤と、そのモデルは設定されて

おりますので、我々も200mの地点を地震基盤上面と設定してございます。 

 以上、解放基盤の設定についての説明です。 

 続きまして、検討用地震の選定について説明させていただきます。ここでは過去の被害

地震と内陸地殻内の地震について検討をしてございます。 

 まず、17ページ、検討用地震の選定方法について説明させていただきます。まず(1)選

定方法ですが、検討用地震を選定するために、敷地への影響の大きい被害地震及び、敷地

から半径100km以内にある活断層について、Noda et al.により敷地での応答スペクトルを

評価し、敷地への影響の大きい地震を選定いたします。 

 それで、まず被害地震ですけれども、Noda et al.では等価震源距離というものを用い

ますが、その等価震源距離の決め方ですけれども、被害地震の場合は震度がⅤ以上である

地震ですけれども、これは後に、すみません、1-1は間違いでございます。この次のペー

ジにある被害地震ですけれども、震度Ⅴ以上である地震及び敷地内の震度がⅤ以上である

と推定した地震について、「最新版日本被害地震総覧」に記載されている震央位置から求

めた震央距離を等価震源距離と設定させていただきます。この震央距離ですけれども、本

来であれば、円形クラックなどを仮定して、断層面を仮定するのもあるんですけれども、

そうしますと、深さ方向、いろいろ断層面の傾斜等もありますが、深さ方向の考慮もしま

すが、今回は深さ方向を考慮せず、よって、一番敷地に近い、深さゼロというところで、

距離が短くなるように震央距離を設定するということでございます。 

 続きまして、活断層の断層モデルの設定及び等価震源距離の計算について説明させてい

ただきます。等価震源距離の計算に用いる断層モデルは、地震本部の強震動評価のモデル

を用います。強震動評価が行われていない断層については、地震本部の長期評価を基に断

層モデルを設定します。傾斜角については、長期評価で示されている傾斜角の範囲のうち、

等価震源距離が最も短くなるように設定いたします。 

 なお、長期評価で傾斜角が記載されていないものについて、強震動予測レシピを基に設

定いたします。 

 また、この断層面については、アスペリティは考慮せず等価震源距離を計算します。強

震動評価が行われているものについて、アスペリティは設定されていますが、それもほか

の断層と同等に扱うために、アスペリティは考慮せず等価震源距離を設定いたします。 

 続きまして、18ページですけども、こちらが敷地周辺の主な被害地震を表しておりまし



8 

て、まず、左上の図が震央分布になってございます。それで、その中で、これは最新版の

日本被害地震総覧によるものですけれども、その中で震央分布の地図が示されているもの

で、敷地で震度Ⅴ以上であったとされる地震が右側の上の表に示した地震になってござい

ます。 

 それ以外の地震で、震度は示されていないものがありますので、敷地での震度を推定す

るものとして、震央距離とマグニチュードから、左下の図ですけれども、推定しまして、

敷地での震度が震度Ⅴ以上と推定される地震を右下の表で示す図のとおり選定いたしまし

た。こちらの表にはマグニチュードと、先ほど申しました震央距離が載せてあります。 

 続きまして、19ページ、敷地周辺における活断層分布ですけれども、こちら、左側の図

に示しますものが敷地周辺の活断層の分布になってございます。それらの断層長さ、断層

までの最短距離、等価震源距離、それから推定されるマグニチュードを右側の表に載せて

ございます。 

 これらから、次のページに行っていただきまして、応答スペクトルを計算した結果がこ

のようになってございまして、左側が過去の被害地震の応答スペクトル、右側が先ほどの

活断層による地震の応答スペクトルになってございます。右側の図の一番上、太い線が中

央構造線断層帯、敷地の近傍にございますものが最も大きくなってございます。左側の図

にも参考といたしまして、中央構造線断層帯の図が青色で示させていただいておりますが、

中央構造線断層帯よりも被害地震のほうが小さくなってございます。よって、我々は、中

央構造線断層帯の地震を検討地震として選定いたします。 

 なお、断層の位置と走向から、断層の破壊過程による敷地への影響が大きくなる可能性

がある上町断層帯の地震も検討用地震として選定することといたしました。 

 続きまして、解放基盤における地震動評価について説明させていただきます。まず、評

価方法ですけれども、22ページに示しましたように、前章で選定いたしました検討用地震

について、「応答スペクトルに基づいた地震動評価」及び「断層モデルを用いた手法によ

る地震動評価」によって解放基盤における地震動を評価いたします。 

 応答スペクトルに基づいた地震動評価手法ですけれども、解放基盤表面の地震動として

評価できること、それから、震源の拡がりが考慮できること、敷地における地震観測記録

等を用いて諸特性が考慮できること、更に水平方向及び鉛直方向の地震動が評価できるこ

とから、Noda et al.の方法を用いて応答スペクトルを求めます。以下、これを耐専式と

呼ばせていただきます。 
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 地震規模については松田式により算定いたします。 

 震源が敷地が近い場合には、断層モデルを用いた地震動評価を重視する考えでおります。 

 断層モデルを用いた地震動評価手法ですけれども、これは地震動の短周期成分は統計的

グリーン関数法、長周期成分は理論的手法(3次元差分法)により計算するハイブリッド合

成法を用いることといたします。 

 続きまして、震源のモデル化について説明させていただきます。 

 まず、24ページですけれども、断層モデル作成の流れですけれども、こちらは強震動予

測レシピに基づき作成をしております。まず、活断層調査の結果から、左側の大きい四角

ですけれども、断層長さと傾斜角を決定いたします。それから地震記録等で地震発生層、

これは先ほど説明させていただきましたところですけども、地震発生層を設定いたしまし

て、これらの情報をもとに震源断層の形状を決めます。それで形状が決まりますと面積が

求まりまして、地震モーメントを求めていきます。それから地震発生層のS波速度と密度

から剛性率を計算しまして、すべり量を計算いたします。 

 右側の微視的断層パラメータ、右側の四角の中でですけれども、こちらは巨視的パラメ

ータからアスペリティの総面積をまず断層面積全体の約22％と設定いたします。それから

応力降下量を設定いたしまして、アスペリティの応力降下量を設定いたします。各アスペ

リティの実効応力は、アスペリティ全体の応力降下量に等しいということと仮定いたしま

す。あと、背景領域の実効応力もそれから求めていきます。あと、活断層のすべり分布等、

最近の活断層で発生した地震動解析の結果等を用いまして、アスペリティの個数などを決

めていきます。それからアスペリティの面積を求めて、各アスペリティ及び背景領域の平

均すべり量を求めていきます。また、あとはすべり速度関数であるとか、fmaxといった値

も最新の知見を用いて決めていきます。このような流れで断層モデルを作成いたします。 

 続きまして、25ページですけども、こちらが断層モデルによる地震動評価の不確かさの

考慮ということで、不確かさを考慮したパターンをここに載せさせていただいております。

まず、中央構造線断層帯の震源モデル、これ、表の上のほうですけれども、ケース1、ケ

ース2と、基本モデルを設定してございますが、これは推本、地震本部のモデルを参考に

このモデルを構築させていただきましたので、それで、地震本部でも、ケース1、ケース2、

これは破壊開始点を変えたモデルですけれども、これらを基本モデルとして設定いたしま

す。それから、ケース3が、敷地地殻に大きいアスペリティを配置したものがケース3とし

て設定しております。それから、基本モデルに応力降下量を1.5倍にしたものがケース4と
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して設定してございます。 

 上町断層帯の震源モデルにつきましては、ケース1が基本モデルで、北側セグメントに

大きいアスペリティを配置したもの。それから、南側セグメント(敷地近く)に大きいアス

ペリティを配置したものをケース2。それから、ケース1(基本モデル)の応力降下量1.5倍

したものがケース3として設定してございます。 

 次のページですけれども、こちらが中央構造線断層帯の断層モデルの断層の位置とアス

ペリティの位置を示したものでございまして、まず、左側の図面ですけれども、これ、ケ

ース1、ケース2、ケース4は、このアスペリティ配置でして、ケース1と4は左側のアスペ

リティの端から破壊が進むもの、ケース2は右側のアスペリティの端から破壊が進むもの

として設定してございます。この図では、その青い四角が背景領域になりますが、それと

赤い線が実際の活断層の位置でございまして、黒い線が中央活断層から我々が設定した地

表断層の位置になります。ここから43°の傾斜角で北側に傾斜していく断層モデルを設定

しておりまして、右側の黒い線、前の図で行って、ここですね。金剛山東縁の断層帯につ

いては、こちらから43°で西側に向かって沈み込むと。ここ、斜めに線が入っているのは、

ここで二つの断層面が交わるということを示してございます。このような断層モデルを設

定してございます。それで、右側の図が、ケース3のアスペリティ配置と破壊開始点の位

置を示してございます。 

 なお、敷地の位置はKURということで、緑丸の位置で示してございます。 

 次のページですけれども、こちらが上町断層帯の断層モデルでございまして、まずケー

ス1、ケース3は、アスペリティ、「Asp1」と書いてありますが、こちらは大きいアスペリ

ティを北側に配置したモデルになってございます。こちらはセグメントを五つ設定してご

ざいますが、セグメント1、2にまたがってAsp1を配置してございまして、セグメント3に

Asp2を配置してございます。 

 右側ですけれども、こちらはケース2の場合、大きいアスペリティを南側に設置した場

合のアスペリティの配置でございます。 

 次のページが、中央構造線断層帯のアスペリティの位置と背景領域の位置の関係を示し

てございます。この図でKURと書いたものが敷地の場所になってございます。ちょうど断

層の真ん中付近にKURが位置してございます。 

 続きまして、上町断層帯の背景領域とアスペリティの配置でございます。こちらも左側

からセグメント1、セグメント2、セグメント3と、こちら三つがまず北から南にありまし
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て、先ほど分岐断層、セグメント4、セグメント5は、その横に示させていただいてござい

ます。 

 こちらの図ですが、赤い点が破壊開始点になってございまして、先ほどの図でお示しし

ました、地図でお示ししました場所でして、そのほか、各セグメントから断層面が五つご

ざいますので、セグメントの破壊開始点はオレンジ色の点で示させていただいております。

破壊は、破壊開始点から同心円上に破壊すると仮定してございます。 

 続きまして、こちらは、30ページ、31ページは、設定しました断層モデルのパラメータ

になってございまして、30ページが中央構造線断層帯のパラメータ、31ページが上町断層

帯のパラメータです。矢印で示してありますところは、その左側と同じ値ということを示

してございます。左側と違う値になるところだけ、値を右側の列には示させていただいて

もらっていますが、基本的に応力降下量1.5倍の、30ページで行きますと中央構造線断層

帯ですけれども、1.5倍になるところのみが変わっておりまして、それ以外は同じ値にな

ってございます。 

 上町断層帯につきましても、こちらはアスペリティの配置が変わりますと、断層の背景

領域の面積が変わりますので、少し面積のところも変わりますが、基本的には中央構造線

断層帯と同じようなパラメータの設定になってございます。 

 詳細な設定については、割愛させていただきます。 

 続きまして、応答スペクトルに基づいた地震動評価の説明をさせていただきます。 

 まず、33ページ、評価手法の説明ですけれども、こちら、先ほど申しましたが、解放基

盤面の地震動評価として耐専式を用います。そうしまして、それから必要に応じて、内陸

補正であるとか、まず、こちら、右下の図から説明させていただきます。こちらはP波速

度によって応答スペクトルの値が変わるというものを示してございます。Noda et al.の

パラメータでございます。 

 そして、右側の図が、こちら包絡関数でして、「時刻歴の波形×関数」でございまして、

このような形で包絡の形状、このような式で設定してございます。 

 また、断層面からの地震動の評価方法ですけれども、こちら、マグニチュードをまず決

めまして、それから地震基盤における応答スペクトルを決めまして、それから増幅率等を

掛け合わせまして、解放基盤の応答スペクトルを設定するということになってございます。 

 次のページですけれども、これは応答スペクトルの地震動評価の例として示させていた

だきますが、こちら、中央構造線断層帯のケース3の場合ではこのような形になってござ
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いまして、左側の図ですけど、応答スペクトルでございまして、こちら、標準応答スペク

トル、これはNoda et al.耐専式の応答スペクトルでございます。こちらにフィッティン

グするような形、青で示しておりますけど、「模擬地震動」と書いておりますけども、地

震動を作成いたします。この際のクライテリアでございますが、右上の図に示しますよう

に、標準応答スペクトルに対する模擬地震動の応答スペクトル、こちらの比を表しており

ますけど、これ、0.9ですね。スペクトルの比で90％以上になるように、乱数によって地

震動を作成していきます。そうしまして、こういう地震動をつくりまして、下に包絡形状

を掛けた地震動を作成いたします。こちら、水平動と鉛直動を下の図、左側が水平動、右

側が鉛直動を示してございます。このような形で地震動を作成しております。 

 続きまして、内陸補正について説明させていただきます。内陸地震に対する補正を我々

は適用してございまして、その適用を検証するために、兵庫県南部地震の記録が敷地内で

とれておりますので、それを用いて内陸補正に対する検討を行っております。 

 まず、この右側の敷地図ですけども、これ、敷地の中のKUR、今回の対象ですけども、

こちら、建屋がここの位置になりまして、その下側に臨界集合体実験装置というものがご

ざいまして、その炉室で観測記録がとれておりますので、その記録を用います。 

 なお、地震計の設置位置は、その炉室の基礎マット上に設置してございます。 

 こちらの左側の上の応答スペクトルですけれども、こちら、兵庫県南部地震の応答スペ

クトルです。解放基盤面に戻したものですけれども、こちら、観測記録がピンクでして、

Noda et al.の耐専式の結果が青で示してございます。左側が水平方向、右側が鉛直方向

となっております。そして、これらの二つの比をとりますと、その下の図になりまして、

内陸補正、一般的に用いられます短周期側が0.6倍を掛けるという内陸補正の式ですけれ

ども、それを、これは灰色、ちょっと薄い線で示したものが内陸補正の線でして、黒いほ

うの実線で示したものが上のスペクトルの比をとったものになっております。 

 この結果の比較から、我々は、中央構造線断層帯、敷地に近い震源ですけれども、中央

構造線断層帯の地震のみ破壊伝播効果の内陸補正を行うことといたしました。 

 続きまして、地震動評価に用いる震源モデルの諸元といたしまして、表に示させていた

だいております。こちらは中央構造線断層帯と上町断層帯のケースですけれども、まず等

価震源距離、こちらはアスペリティを今回は考慮いたしますので、等価震源距離が変わっ

てきます。それで、この中で最も等価震源距離の近いものを次のページに応答スペクトル

として示させていただいております。 
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 次のページが、実際の評価結果ですけれども、中央構造線断層帯と上町断層帯の左側、

水平方向、右側、鉛直方向の応答スペクトルがこのようになってございまして、中央構造

線断層帯のほうが圧倒的に大きいという結果になってございます。 

 続きまして、次のページが時刻歴波形、それらから求めた時刻歴波形になってございま

す。水平方向、中央構造線断層帯ですと、水平方向、最大加速度が362.4galと、鉛直方向

が210.6galという結果になってございます。 

 続きまして、断層モデルを用いた手法による地震動評価について説明させていただきま

す。 

 まず、40ページ、評価手法ですけれども、断層モデルを用いた手法による基準地震動策

定の流れということで、まず、断層モデル作成をいたします。こちらの図で行きますと上

側ですけども、それから統計的グリーン関数法で短周期側の計算をします。こちらは釜

江・他による統計的グリーン関数法により地震基盤での波形を合成します。ただし、ラデ

ィエーション係数については、大西・堀家の方法により計算します。これは後ほど説明さ

せていただきます。その後、斜め入射を考慮して地震基盤から解放基盤までの増幅特性を

計算して、解放基盤での波形を合成いたします。 

 こちら、右側ですけれども、3次元差分法、こちら長周期側の地震動の計算ですけれど

も、不等間隔のStaggered Gridを用いた差分法により地表での波形を計算いたします。Q

値の計算はGravesの方法を用います。こちらも後ほど説明させていただきます。それで、

敷地直下での地下構造モデルを用いて解放基盤での波形を合成いたします。まず、こちら、

地表で求めたものから敷地での地盤モデルを用いて、解放基盤の波形を合成すると。解放

基盤で、両方、短周期と長周期の波形を足し合わせて、ハイブリッド法で最終的に波形を

求めます。そうしまして、それらから、地震動評価ですけど、応答スペクトルを比較いた

しまして、最も敷地への影響が大きいものを基準地震動として選定いたします。 

 続きまして、次のページ、41ページですけども、こちら、統計的グリーン関数法を用い

た地震動評価についての説明でございまして、まず、左側の図ですけども、こちら、

Irikura et al.の経験的グリーン関数法というものがございまして、これは断層面を小断

層に分割いたしまして、それぞれの断層面から地震動を、「小地震」と呼んでいますが、

こちらを重ね合わせて、目的の地震動を計算するというものでございますが、釜江・他

(1991)の方法による統計的グリーン関数法、こちら、Irikuraの方法は観測記録を用いて

おりますが、こちらを統計的グリーン関数に置き換えて、釜江・他は地震動を合成すると
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いうものを示してございます。こちらを用いて計算いたします。 

 ラディエーションの計算ですけれども、その下の図に示しますように、波数で、今回、

設定をしておりまして、波数が1未満のところは理論的な値を用いまして、それから波数

が5以上になると等方散乱のラディエーション係数を用いることとしてございます。波数

が1～5までは線形でその値を変化させてございます。こちらがラディエーション係数でご

ざいまして、その下のサイト特性につきましては、先ほど申しましたように、解放基盤ま

でを増幅特性、斜め入射を考慮して、1次元の重複反射理論により評価してございます。 

 続きまして、差分法の説明でございますが、こちら、差分法は不等間隔のStaggered 

Gridを用いた差分法で計算してございまして、Q値の設定はGravesのQ値、このQ値という

のは周波数の1乗に比例するQ値になってございます。それから、差分法の計算条件は、こ

ちらに示すとおり、水平方向が0.1kmのグリット、鉛直方向が0.05km～0.4kmまで変化させ

ていくものでございます。こちら、これらの条件から、有効周波数は0.8Hz以下というこ

とになってございます。よって、その下のように、ハイブリッド合成法ですけれども、低

周波が、こちら側が差分法の結果で、0.8Hzのところまでを用いまして、高周波側が統計

的背景、このようなマッチングフィルターを用いて波形を合成すると。イメージとしては、

このような右側のような形になってございます。 

 ここまで、合成法の説明でございます。 

○京都大学（上林准教授） 続きまして、同じく京都大学、上林のほうから、残りの部分、

かわって説明させていただきます。 

 残りの部分は、先ほど、14ページ、少しスキップさせていただきましたが、大阪堆積盆

地の地下構造モデルに関します説明になります。ここにあります大阪堆積盆地の基盤面深

度の色のコンター図を示しておりまして、赤い色のほうが基盤面深度が深くなっていると

いう形を示しております。 

 大阪堆積盆地モデルは、基本的に大阪平野は断層活動等に伴います隆起と沈降によって

形成されておりますので、大阪の北側、東側以降、西側の津名山脈の麓付近では明瞭な活

断層帯が見られますので、こういったところでは、基盤面深度が明らかに段差構造を持っ

て、不整形地盤となっております。 

 一方、敷地に関します南側に関しましては、明瞭な断層等、前回の説明でもございまし

たように、ございませんので、ここではどのモデルでもおおよそ10°程度の基盤面深度の

傾斜を持って、地下構造が形成されているという形になっております。 



15 

 大阪堆積盆地モデルにつきましては、以前よりいろいろ修正されておりまして、今のと

ころ、産業技術総合研究所から提案されております、「産総研モデル」と呼ばれる先ほど

の差分法のグリットごとに倍数を与えましたモデルと、もう一つは、堆積層を3層、基盤

層を含めて4層に置換しました4層化したモデルのスプライン系で、要するに、地層境界を

スプライン関数で表したスプライン系モデルと、二つが今のところ提案されております。

両モデルにつきましても、断層帯の近傍辺りは、モデル化手法によります若干の差はござ

いますが、敷地に関します、この南側の傾斜している部分に関しましては、特段、急激な

不整形ではございませんので、両モデルとも、それほどのモデル化の差はございません。 

 次をお願いします。先ほどお示ししましたモデルの地震動記録を使ったパフォーマンス

のチェックをしている文献がございます。Iwaki＆Iwata,2008をここで引用させていただ

いております。対象としました地震は2004年の紀伊半島南東沖の地震の最大余震になって

おりまして、この余震による、この大阪堆積盆地内での観測記録の速度応答スペクトルの

観測記録と二つのモデルとの差異をここで示しております。 

 まず、右下にございます「CHY」というところ、これ、岩盤の単管測定なんですが、こ

こでは一応黒の観測、赤のスプライン系モデル、青のグリット系モデルともに、ほぼスペ

クトルは一致しておりますので、入射角は、ここで一応規定されていると。敷地はちょう

どこの部分になっておりまして、この周辺で4カ所ほど、こういった観測記録との比較が

ございまして、ここを見ますと、いずれのモデルも、スペクトル形状に関しましては、ほ

ぼ再現されているんですが、よく見ますと、観測の黒に対しまして、グリット系の青のモ

デルのほうが、この敷地の周辺に関しましては、総じて再現性がいいということで、今回

は先ほどの差分法のモデルとしまして、グリット系モデルを採用いたします。 

 もう一つ、先ほどは強震動記録の再現なんですけども、もう一つ、微動記録の再現も行

っております。これは微動の単点の水平・上下動のスペクトル比を観測記録と、3次元の

差分法を用いた3次元効果を考慮したときのスペクトルと、各観測点直下の1次元モデルを

水平成層とみなしたときに計算されるレイリー波の基本モード、これが黒の実線になりま

す。それと1次モード、この破線になりますが、それと、観測記録の青と、差分法3次元効

果の赤との比較をしております。 

 これから言いますのは、この敷地の周辺に幾つか観測記録がございまして、それらを見

ますと、スペクトル形状、もう一つは、単点、H/Vで重要なピーク周波数、これらに関し

ましては、3次元モデルでほぼ観測記録の形状をピーク周波数とも再現できています。加
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えまして、敷地の近傍のS15というところのこの部分なんですけども、ここは卓越周波数

が、観測記録、差分、1次元モデルともに、ほぼ再現されておりまして、こういったとこ

ろから、この敷地に関しましては、地下構造モデルとしては、ある程度、1次元水平成層

モデルでもって再現ができているのではないかと考えております。 

 次をお願いします。先ほどの差分法で一応グリット系のモデルを使っているんですけど

も、それのモデル化の結果で示しております。差分法のモデルを、ここではこういった形

の4層モデルに置換しまして、これが各地層境界の深度をこういったコンター図で示して

おります。基盤の一番下がVs3.2km/sのところで、こういうふうに設定されております。 

 さらに、これは敷地内でのボーリングによります詳細な1次元地下構造モデルの検層に

基づく結果なんですが、全てで全27層で設定されておりまして、P波、S波、密度、減衰定

数、これら全て、観測事実に基づいて設定されております。一番下のところの27層のとこ

ろに、検層はこの26層までなんですけども、27層のところに先ほどの差分法の3.2km/s、

Vsの地層を設定して、ここを地震基盤と設定しております。それから、この二つの層、上

へ上がったところの解放基盤面が181mのところに設定していると。したがいまして、地震

基盤と解放基盤の間はほぼ20mの差があるということになります。 

 これが、先ほどの解放基盤波の設定の仕方ですけども、先ほど説明がありました短周期

のほうに関しましては統計的グリーン関数を用いておりまして、これは地震基盤で設定し

たものを、先ほどの20m上の解放基盤まで斜め入射を考慮して持ち上げていると。右側は

長周期の部分なんですが、こちらのほうはハイブリッドの差分法を使っておりますので、

地表のシミュレーション波形を一旦地震基盤に引き戻しまして、この場合は差分法の4層

モデルで引き戻すと。さらに、そこから20m上の解放基盤まで、先ほどの詳細モデルで持

ち上げていると。これらを解放基盤で立ち合わせて、解放基盤の地震波と設定しておりま

す。 

 次をお願いします。これがシミュレーションの合成結果になりますが、最初にお示しし

ていますのが中央構造線断層帯の先ほどの四つのケースのモデル、ここで見ていただきた

いのは、このケース3、ちょうどアスペリティが敷地の真下に存在する場合なんですけど

も、その場合の単層のストライク方向と平行なEW方向がほぼ1,500galぐらい。これが一番

最大の加速度となっております。一方、上下動に関しましては、ケース4のほうが大きく

なっております。 

 次をお願いします。これが上町断層帯の結果になりますが、一番大きいのが、この南寄
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りに大きなアスペリティを設けているケース2の場合が一番大きくなっています。詳しく

は、この後のスペクトルで御説明します。 

 次をお願いします。これが中央構造線断層帯によります、各モデルのトリパータイトの

応答スペクトルの比較でございます。先ほど申し上げましたケース3のEW方向が、ひとき

わ、ほかのものに対しまして約2倍程度のスペクトルの全周波数帯域にわたって大きくな

っているというのが特徴でございます。右側が鉛直動、これは特に大きな差はないんです

けども、全体的な傾向としましては、ケース4が一番大きくなっているという結果になっ

ております。 

 これが上町断層帯の結果なんですが、上町断層帯の結果は、先ほどの中央構造線断層帯

の結果の最大と比較しますと、ほぼ2分の1程度の値というふうに総じてなっております。 

 これは先ほどの中央構造線断層帯の各モデルの応答スペクトルと、耐専のスペクトルの

比較をしたものでありまして、左側が水平動、右側が上下動になっておりまして、水平動

に関しましては、耐専よりも、先ほどのケース3のEWが優に大きくなっていると。右側は

ほぼ同じような値、レベルになっているということになっております。 

 今日の京都大学からの説明としましては、以上となっております。 

○櫻田チーム長 ありがとうございました。 

 質問、コメントありましたらお願いします。 

 どうぞ。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。御説明ありがとうございます。 

 私のほうから、ちょっと確認とお願いということで、2点ぐらい御質問させていただき

ます。 

 47ページです。地下構造モデルに関してなんですけども、ここでお使いになられている

産総研モデル(堀川ほか,2003)という地下構造モデルあるんですけども、それをベースと

しまして、ここのテーブルでお示しされている、4層化した構造というふうなものをお使

いになられていると思うんですけども、これは、先ほどその前のページで御説明いただい

た地震動の評価に使っているんですけども、それ、チューニングされているということな

んですけども、このチューニングに使っているモデルの妥当性というか、そういったもの

を少し確認させていただきたいと思います。 

 深部構造モデルなんですけども、地震波の速度とか、Q値とか、そういったもの、既存

の文献とか、いろいろ報告あると思いますので、そういったものから、このモデルの妥当
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性といいますか、そういったものをひとつお調べいただいて、御説明いただきたいという

ふうに思います。それが1点です。 

 それから、二つ目は、このモデルの妥当性という視点なんですけども、例えばこの付近

で起きた大きな地震・気象とか、いろいろあると思うんですけども、そういった記録をお

使いいただいて、震源モデルを用いてシミュレーションを行っていただいて、そのモデル

が、一定程度、ある程度、妥当なものであるというふうなことをちょっとお示しいただけ

ればと思います。例えばこの付近ですと、兵庫県南部地震とか、そういった大きな地震、

過去に経験されていると思うんですけども、そういった地震をお使いになられるというの

も一つの方法かと思いますが、この2点、ひとつお願いしたいと思うんですけども、いか

がでしょうか。 

○京都大学（川辺助教） まず、妥当性ですけども、我々のほうで、既にこの4層モデル

で、兵庫県南部地震ではない、もう少し震源モデルが単純化した点震源で起きるような地

震、M5クラスの地震でシミュレーションを行った結果がございますので、それは次回に示

させていただくということでさせていただきます。それで評価をしていただきたいと思い

ます。 

○佐藤チーム員 承知いたしました。 

○京都大学（上林准教授） あと、地震動の再現のほうに関しまして、もう1点、今現在、

大きな地震はないんですけど、前回の淡路島程度の地震が一番大きいんですけども、20

何％ほどございます。それで、今、少し先ほどのボーリング上のデータによる1次元モデ

ルの検証を少し進めてまいりまして、一応今のところ、資料ございませんけど、1次卓越

周波数あるいは2次ぐらいに関しましては、ある程度、ピーク周波数は再現できていると

いう感触は得ておりますので、細かい話は、また次の審査会合等で御説明させていただき

たいと思っております。 

○佐藤チーム員 承知いたしました。じゃあ、その辺の資料を含めまして、御説明をお願

いいたしたいと思います。 

 以上です。 

○早川チーム員 チーム員の早川からなんですけども、応答スペクトル法に基づく地震動

評価について、1点、ちょっとお願いしたいところがあります。ページ的には36ページを

お願いします。こちらでは、そちらのほうのKURについては、地震動の評価には耐専式、

Noda et al.を採用されております。中央構造線断層帯についてのモデルケースとして、
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震源距離では、ここでは最も短いケースの16.9というのを用いているみたいなんですけど

も、そもそもこのNoda et al.の適用範囲の最短距離に近い値、国内でも、何か最近、違

うところの審査会合でも、国内のケースでも18kmといったふうに、それよりももっとまた

短い距離でやっておりますので、その点について、「地震動評価については、震源距離か

らの近傍地点での適用に際して、慎重に判断する」という、一応ガイドのほうにも書いて

ありますので、その点について、今回、Noda et al.を採用した妥当性について、説明あ

るいは確認をさせていただけないでしょうか。 

 それから、あわせて、Noda et al.以外の距離減衰式で評価したものを、ヒアリングで

もいいんですけども、結構ですので、お示ししていただいて、妥当性を示していただけれ

ばと思っております。お願いします。 

○京都大学（川辺助教） 承知いたしました。 

○早川チーム員 よろしくお願いします。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございますけども、先ほどの件ですけども、

確かに耐専スペクトルというのは、御存知のように、当初は非常に遠い地震でできている

ものでございます。その以後、いろいろと神戸の地震、鳥取沖の地震、いろんな適用性の

検証ということで、その後、いろいろとそれをフォローするような研究もありまして、た

だ、今、御指摘あったように、この極近傍の距離のちょうど瀬戸際でございまして、その

是非については非常に難しいところがございます。妥当だという見解もありますし、少し

1km離れたらだめなのかという、そういうところではないとは思うんですけども、それで、

今、御指摘ありましたように、ほかにもそういう距離減衰式ってございますし、そういう

近いところというのは、そういう適用も見受けられますので、ただ、保守的には当然耐専

が大きいというのは多分御存知だと思うんですけど、ただ、当然科学的に、要するに、距

離減衰式というのは、やっぱりつくられているデータにディペンドするわけですから、や

っぱりそれをはみ出るようなものというのは、当然一般的には使えないというのがコンセ

ンサスですから、少しその辺、非常に微妙なところでございますので、ほかの距離減衰式

も含めながら、ヒアリングで少しお示ししていきたいと思います。ありがとうございます。 

○嶋崎チーム員 原子力規制庁の嶋崎でございます。 

 私も、応答スペクトル法に基づく地震動評価のところについてで、35ページをお願いい

たします。35ページの1995年兵庫県南部地震の敷地内での観測記録を用いて内陸地震に関

する補正の検討を行っている。この中でのプロセスについて、ちょっと2点ほど確認した
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いことがありまして、まず、解放基盤における波形を求めているわけですけれども、解放

基盤、いわゆるはぎとり波みたいなところをどういうプロセスで求めているかというとこ

ろをちょっと詳細に示していただきたいと。どういう地盤のモデル、パラメータを使って

いるかというところ等をお示しいただいて、はぎとり波がちゃんとできているかというと

ころを検証させていただきたいと思っております。 

 もう1点が、これ、兵庫県南部地震、ちょっと一つの地震の記録をもとに検討している

わけですけれども、内陸地殻内の地震として、ここでの観測記録が代表性を有しているか

という観点で、もし、ほかの地震等でこういう検討を行うに当たって、適切な観測記録が

ありましたら、それも示していただくとか、あと、先ほどのはぎとり波のほうの妥当性に

もちょっと関連するかもしれませんけど、例えば敷地内でほかの観測点、ここではKUCAの

ものを使ったという形になっておりますけども、そういうほかの観測点等の記録もありま

したら、その辺りを使って、この辺のプロセスの妥当性をもう少し丁寧に御説明いただき

たいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○京都大学（川辺助教） 承知いたしました。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございますけども、内陸補正、多分もう御存

知だと思います。もともとはプレート境界の地震であって、当然短周期が大きい、内陸と

プレート境界を比べると、応力降下量で言えば、いつも、今、1.5倍とか、そういう場合

があるということで、そういう補正をもともとこのNodaさんのところでやられたわけです。 

 それで、本来は、兵庫県南部地震、鳥取県西部地震、内陸の地震は、当然こういう本当

はサイトでやることで、私は震源の問題だと思うので、本来はそういう内陸を使うときに

は、神戸の地震、鳥取の地震、それは当然震源モデルも出ているわけですから、そういう

意味では、こういう結果が出て当然の話で、ただ、この中にはサイト特性も含まれるわけ

ですね。だから、各ほかのサイトでも、こういう検討をされているのは、やはり単に震源

だけの問題であれば、もうそういう震源モデルが出ているものについては、当然耐専より

も小さいというのは、それはもう自明なわけですけども、ただ、サイト特性ということも

あるので、各社さん、電力さん、ほかも、自分の記録でそういう検証をされているという

のは事実だと思うんですね。 

 それで、我々も、やはり神戸の地震というのは、当然プレート境界よりも短周期は小さ

いということがわかっていますし、本来はこういうことをして、その震源の問題を議論す

ることではないとは思うんですけど、ただ、やっぱりパスの問題もありますし、とりあえ
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ず我々はやってみようということで、これは地表でとれた、ベースマットですから、ほぼ

地表です。それを我々のところの解放基盤まで戻して、少しかたい線500m、Vs線は500で

すけど、それで比べているということで、その辺、はぎとり、ここ、非常に簡単に記載し

ていますので、その辺はぎとりの話とかというのは、ちょっと詳細にはここには入ってい

ませんので、そこは少し、今後、次回にでもヒアリングでお示ししますけども、少なくと

も内陸補正というのはそういうことで、よく電力さんもそうですけど、自分のところに記

録がないから補正をしないと。当然保守的ですから、それはそれで、私も、安全上保守的

にやること自身は否定はしませんけど、本当の内陸補正というのはそういうものでは私は

ないと、間違っているかもしれませんけど、私の理解ではそういうふうに思っています。

ただ、やっぱりサイト特性がありますから、やはり自分のところでそういうことも含めて

検討をしてということが、一つのスタンスだというふうに理解をしています。間違ってい

たら、また御指摘いただけたらと思いますけど、ただ、今の御指摘は、このテクニカルな

ところは非常に大事なので、次回、ヒアリングでもう少し丁寧にお示ししたいと思います

し、今、御指摘いただいたように、一つの地震という、その地震の数というものも、当然

サイト特性云々で言えば、当然多いほうがいいに決まっているんですけども、少しその補

正の趣旨というのは、そういうところに私はあるんじゃないかなという気がしていますの

で、一つではだめ、三つだったらいいというようなものだけではないような気がします。

震源の問題ですよ。サイト特性は当然たくさんあるほうが、当然平均化されて、そこは削

除できますからいいんですけども、ちょっと見方を変えれば、そうじゃないかなという気

が、もし、またヒアリング等々で、また間違っていたら御指摘いただけたらと思います。

すみません、よろしくお願いします。 

○嶋崎チーム員 ありがとうございます。原子力規制庁、嶋崎でございます。 

 今おっしゃられたことについては、十分理解しているつもりでございまして、今の時点

で、その内陸補正係数がだめだとか、そういうことを言っているのではなくて、あくまで

この辺の説明性がきちんと整っているかどうかというところを充実していただきたいとい

う観点で、確認をさせていただきたいという趣旨でございますので、御理解いただいて、

説明のほうをよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○永井チーム員 チーム員の永井です。 

 私のほうからは、アスペリティの設定と破壊開始点に関する点で幾つか、ちょっと議論
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をさせていただきたいんですが、資料の26ページのほうをお願いできますでしょうか。ま

ず最初に、この位置をどのようにして決められているかというところの考え方を確認させ

ていただきたいんですが、説明の中でも、地震調査推進本部のモデルをもとにしたという

ふうにお話しされていますが、その辺りの詳細というのを、まず改めて説明をお願いでき

ますでしょうか。 

○京都大学（川辺助教） まず、こちらの左側の図ですけれども、こちら、アスペリティ

の位置というのは、これ、地震調査推進本部、傾斜角と地震の背景領域の位置は、全く地

震本部のものと同じ位置になってございまして、それと同じく、アスペリティの位置も地

震本部と同じように設定いたしております。 

 右側の図は、敷地に一番近くなるようにということで、このアスペリティのちょうど真

ん中が、敷地の真下を通るような形でアスペリティを配置したものが、こちら、右側のケ

ース3というふうになっております。そのように設定してございます。 

○永井チーム員 たしか推進本部の説明文にはもう少し詳しい話、地表の変位を参考にし

たとかというところが書かれていると思うんですが、その辺りも同じような考えで採用さ

れているのかというところを確認したいというのが趣旨だったんですが、どうですか。 

○京都大学（川辺助教） そうです。そのとおりでございまして、推進本部の考えをその

まま採用して設定をしたものが左側のケースになってございます。 

○永井チーム員 同じような考え方で、上町断層のほうにも設定されているということで

理解してよろしいんでしょうか。 

○京都大学（川辺助教） 上町断層につきましては、地震本部で長期評価しかなされてい

ませんので、長期評価をもとに、断層の場所、こちら、この前、前回で断層の位置等を説

明させていただきましたけども、そちらをまず設定して、その後、傾斜角等から、今のよ

うな設定にしたという、こちら、このような形に設定したと。 

 あと、このアスペリティの配置、北側を基本モデルにしたといいますのは、前回もお示

しいたしましたけれども、北側のこの反射法探査の断面で行きますと、北側のほうが地震

基盤、花崗岩の位置の食い違い、上町断層を挟んだ西と東の食い違いが大きくなってござ

いますので、それをもとに北側に大きなアスペリティを置いたということでございます。 

○永井チーム員 わかりました。ありがとうございます。では、そのような考え方をもと

に設定しているということで理解しました。 

 次は、こちらの推進本部との比較になるんですが、当然設定方法の違いがあるので、そ
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こから来ているんだと思うんですが、前ページのほう、中央構造線断層帯のほうの設定の

ほうで、面積が、多少推進本部の設定と京都大学での設定のほうで違うと思うんですが、

この辺りについて、どのように考えているかということをちょっとコメントをいただけれ

ばと思うんですが。 

○京都大学（川辺助教） こちらの表の面積ということでよろしいですか。 

○永井チーム員 そうです。たしか70km2ぐらい、推進本部のほうと違うと思うんですが。 

○京都大学（川辺助教） 私もそれはちょっと気になったんですけど、私が、今、お示し

しました断層モデル、こちらの26ページですけれども、この傾斜角等をもとに、この面、

上端と下端は同じにして計算すると、先ほどのような形になったということで、推進本部

の結果は、何回計算してもちょっと違いが出てしまうので、丸め誤差等の違いではないか

とは思うんですけれども、私の計算結果では先ほどの表のとおりになったということでご

ざいます。 

○永井チーム員 説明文どおりに読む限りでは、円形クラックを向こうは仮定していると

いうところが決定的だと思うんですけど、起因しているのは、その違いによって、強震動

評価でどれほど大きな差が出るのか、それとも、それほど差がないのかというところを最

も気にしているところなんですけど、最終的には、ケース3の敷地直下に置いているもの

が支配的だということを考えると、最終的には、そこでどうなっているかというところの

評価になると思うんですが、そのような理解でよろしいのでしょうか。 

○京都大学（川辺助教） まず、我々、こちらのほうがいいですかね。まず、こちら、ア

スペリティを設定するときに、ここの長大断層ということで、こちら、Fujii and Matsu

‘ura,(2000)ということで、応力降下量3.1ということでして、こちらが、たしか地震本

部と違ったと思いますけれども、断層が長いということで、円形クラックではちょっとと

いうことで、こちらの値を採用したというところがまず大きな違い、そこからあといろい

ろと違いが出てくるのかと思いますが、そこが大きな違いだと思います。 

○永井チーム員 わかりました。応力降下量については、こちらで確認をとったんですけ

ど、ほぼ同じ値なので、その辺りは問題はないのかなとは思うんですけど、面積という点

がやはりちょっと違うというのが、どう影響するのかというのはちょっと気にしていると

ころですので、検討していただいて、どれほど差が出るのか、それとも、もし差が出てい

るとしても、最終的なその採用されているものからすると、影響がないということが言え

るのかというところは、ぜひヒアリング等で確認させていただきたいと思います。 
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 最後のところのアスペリティに関しては、中央構造線も、上町断層のほうも、ケース2、

ケース3に相当するところで、敷地直下にアスペリティを移動させて検討されていますが、

この辺りで二つのアスペリティモデルというのを維持したままで検討されていますが、例

えば敷地直下のほうに大きなアスペリティ一つとかという可能性というのはないと考えて、

こういう設定にされているんでしょうか。 

○京都大学（川辺助教） 中央構造線のほうでよろしいでしょうか。 

○永井チーム員 どちらもと言えるんですけど、中央構造線のほうですね、特に気にして

いるのは。こちらのほうが、もし1アスペリティで計算すれば、非常に面積も大きくなり

ますので、どういう影響が出るのか、評価として変わってしまうのか、変わってしまわな

いのかというところはどうなるのかということは気にしていますので、検討結果をお示し

いただければと思っております。 

○京都大学（川辺助教） 承知いたしました。アスペリティをこの上端側に移動した結果

ということでよろしいでしょうか。 

○永井チーム員 二つ、今、設定されていますよね、それぞれ。一つにまとめるとか、上

端というのもあるとは思うんですが、もう少し、もし敷地直下に全ての強震動生成域を集

中させたとした場合、どうなのかというところも含めて、ちょっと検討をしていただけれ

ばと思っているんですが。 

○京都大学（川辺助教） こちらをまとめて一つにしたということですね。 

○永井チーム員 おっしゃるとおりです。 

○京都大学（川辺助教） 承知いたしました。そちらについては、ヒアリング等で結果を

示させていただきます。 

 なお、アスペリティ、これ、上端に移動させるということもあるんですけども、こちら、

斜め方向に向かって、斜め43°で潜り込んでいますので、全体的なアスペリティの距離と

いうのは、浅いほうに移動させても、それほどは、敷地までの距離というのは変わってこ

ない。若干はもちろん変わりますけども、そのような形になってございますので、大きな

違いはないかと考えておりますが、それは、詳細は、次回以降、示させていただきます。 

○永井チーム員 ありがとうございます。ぜひお願いします。 

 最後に、破壊開始点の考え方について、ほかの実用炉も含めて、ちょっと検討の方法と

いうところで、ケースとして分けるのではなくて、一つのケースの中で破壊開始点を幾つ

か振っていただいて、検討していただくという方向でやっていただいているところもあり
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ますので、その偶発的な不確かさという意味で、幾つかの破壊開始点を考えていただいて、

一度、その評価結果というのがどれくらいの差が出るのかというのを見せていただければ

と考えていますので、今示している2カ所とか、1カ所ではなくて、ほかの開始点にもし移

してしまった場合に、どのような結果になるかというのもお示しいただければと思ってお

ります。 

○京都大学（川辺助教） 承知いたしました。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございます。 

 アクセプトした後で、あまり言うのは言いにくいんですけども、ちょっと幾つか質問が

あったので、全体を少し補足をさせていただきます。 

 まず、この推本のアスペリティの場所、御存知のように、中央構造線、和泉山脈南縁断

層帯というのは、五條谷断層、根来断層、少し海外縁に別の断層ありますけど、当然メカ

ニズムが少し違うんですね。傾斜角がちょっと違ったりということで、二つのセグメント

があるということで、多分本当は、今、御指摘いただいたように、例えば平均変位速度と

か、すべりの大きさとか、そういう地表のデータをもって、そのアスペリティの位置を決

めるというのは非常にこれは適切であり、ガイドにも書いてありますけども、なかなかそ

ういう、多分この時点でも、少し私も長期評価の中で、そういうところに、今年も強震動

評価に書かれましたけど、多分そういう観点で、この場所を精密に置かれたんじゃなくて、

やはり五條と根来ということで、その中央に置かれたというふうには理解をしてございま

す。それは非常にレシピもそうですし、当然違うセグメントがあるわけで、そこに一つ置

くって、それは最後の質問で、一つにまとめてとおっしゃいましたけど、これはレシピに

も書いていますけど、それは幾らでも仮想の話はできますけど、そういう二つのセグメン

トがあって、違うメカニズム、傾斜角も違う中で、それを一つにまとめてって、これはレ

シピは少なくともM7クラスだと二つで、それ以上だという話がありまして、それは単に何

の情報もなく、そうしているわけじゃなくて、過去の地震、そういうもので比べて、二つ

ないし三つという話があってということで、レシピが決められているわけです。それだけ

で、我々、二つ置いているわけじゃなくて、推本も置いているわけじゃなくて、やはりそ

ういう二つの断層帯がある、セグメントがあるということで置かれているわけですね。そ

れで、大きい、小さいも、当然根来のほうが少し長くてということで、1対2ですけども、

そういうやっぱり根拠があるわけです。その根拠を無視して、今、直下にもう一つ置くと

いうことは、当然大きな波になるに決まっているわけでして、少し広がりますから、少し
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波の重なり方で、少しかはわかりませんけど、一般に考えれば、そこにモーメントを押し

つけるわけですから、当然短周期だって上がりますよね。そこまで本当に求められるのか。

今、アクセプトしちゃったんですけど、ちょっとそれは、我々はレシピに従ってという話

をやっていますし、そこは少し考えていただきたいなと。これはヒアリングでまた議論さ

せていただいても結構ですけども、少しそこはやはり科学的にやるべきだろうと私は思い

ます。 

 それと、上町もそうなんですね。上町も、南のほうって、非常に低調なんですね。南進

の話は別です。これは次回以降、また御説明申し上げますけども、少なくとも今の本体の

ほうでも、北のほうは非常に平均すべり量も大きいですね。だから、1回のすべり量も非

常に大きいということで、本来はあちらに大きなアスペリティ置いて、南のほうは非常に

低調だということで、それが本当のこれまでの我々の経験をもとにした震源モデル化だと

思うんですけど、このときは、今時分、我々、事業者がそういうことをしておいてあれで

すけど、やはり安全ということで、バックチェックのときからですけども、やはり少し敷

地に近いということで、そういうところにも反対側の大きなアスペリティを置いたと。こ

れは非常にそういう活断層調査からいくと、非常に私は齟齬があるような気がしますけど

も、なかなかそういうものを震源モデルに、今、反映しにくい状況になっているんですけ

ども、ちょっとそういうことがあるのと、あと最後の破壊開始点については、御指摘のよ

うに、今、我々、厳しい側に置いているつもりですけども、当然少し変えれば、結果も少

し変わると思うので、そこらはどのぐらいのセンシティビティがあるのか、少し計算をし

て、またヒアリング等で御説明申し上げたいと思います。その部分については承りました

ということで、少し一つにまとめる云々の話とか、その辺は少しもうちょっと議論させて

いただけたらと思います。すみません。 

○永井チーム員 まとめろと言ったわけではなくて、まとめるんだったらまとめる、まと

めないのであればまとめないで、その考え方というのをしっかりと説明していただいて、

科学的に妥当なのかというところをこちらとしても理解したいというところです。決して

一つにまとめろと強制したわけではなくて、まとめないのであればまとめない、この面積

で抑えるのであればこの面積で抑えるという、その科学的な根拠、そういうものを説明し

ていただければと思っております。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございます。 

 そういう説明をしたつもりだったんですけどね、その科学的にとおっしゃった。まとめ
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る、まとめないというのは、計算事ですから、しようと思ったらできるわけですけど、や

っぱりそれを、我々、レシピと、そういう推本が最初にやった、それは全く意味がなく二

つ置いたわけじゃなくて、それは、一つは科学的な根拠をもとに置いたわけですから、そ

ういうものを仮想的に置いて計算するということはできますけども、それがどういう意味

を持つのかというのを少し懸念しますけど、そこ、少し多分ニュアンスが、私が考えてい

るニュアンスとちょっと違うような気もするんですけども、もう少しヒアリングでその辺

は議論できたらと思いますので、よろしくお願いします。 

○永井チーム員 ただ、最初にした質問という、その変位の大きいところで設定されたと

いう確認したところというのは、実は最後のところにもちょっと関係していまして、もし

この中央に置いたという、ここで範囲で抑えたといって、そのセグメントとの関係性とか、

そういうところも資料中に明示していただければわかると思いますので、口頭のみでなく

て、資料に示していただければと思っております。よろしくお願いします。 

○京都大学（釜江教授） すみません、京都大学、釜江です。 

 ありがとうございます。ちょっと前からそれが気になっていて、私も、ここに、セグメ

ントのボーダーといいますか、境界ですね。それがあまり開いていないので、非常にどこ

に置いているんだと。敷地の真下に置いていても、これはやっぱりそこを私は逸脱すべき

ではないと思うんですけど、多分ぎりぎり根来の中に入っているというふうに私は認識は

していますけども、その中で一番厳しい側ということで、そのバウンダリを越えて、その

考え方をしているわけじゃないので、その辺、少しバウンダリを変えて、あまりクリティ

カルにバウンダリを引けるかどうかは別として、推本なんかの長期評価を見ながら、少し

御説明申し上げたいと思います。 

○永井チーム員 その方向でよろしくお願いします。 

 私からは以上です。 

○大浅田チーム員 地震・津波担当調整官の大浅田です。 

 私のほうからは、応力降下量を1.5倍にした不確かさのケースについて確認したいんで

すけど、これについては、上町断層帯、中央構造線とも1.5倍されているんですけど、例

えばパラメータ表で見ますと、中央構造線が30ページにあるかと思うんですけど、このパ

ラメータ表を見ていると、まず応力降下量を1.5倍にする方法として、計算手法によって

いろんなやり方はあるかと思うんですけど、まず、今、京都大学さんで使われている計算

手法では、短周期レベルというのは計算には使われていないやり方という理解でよろしい
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でしょうか。 

○京都大学（川辺助教） 使用してございません。 

○大浅田チーム員 わかりました。そうすると、通常、社によっては、短周期レベル、本

来ですと、短周期レベル使っているところであれば、応力降下量と短周期レベルを1.5倍

にして計算されているんですけど、この京都大学さんの場合は、応力降下量を1.5倍にし

て計算されているやり方ということでよろしいですか。 

○京都大学（川辺助教） そのとおりです。 

○大浅田チーム員 その場合、一応念のために確認したいので、フーリエスペクトルで見

た場合に、1.5倍になっているかどうかということを確認したいので、縦軸にフーリエス

ペクトルの比をとっていただいて、横軸に周期をとっていただいて、どの辺りが1.5倍に

なっていて、多分、超周期側は1倍のままだと思うんですけど、フーリエスペクトルで1.5

倍になっているかどうかということをちょっと確認させていただきたいので、そういう図

を参考までにつくっていただきたいと思うのが1点と、あともう1点、これは表示上の問題

なのかもしれないんですけど、アスペリティの応力降下量も1.5倍していて、背景領域の

応力降下量も1.5倍されていて、あと、最終的に全体の応力降下量も3.1の1.5倍されてい

るんですけど、これ自体は計算には、断層全体の応力降下量というのは計算には使ってい

ないということなんですか。 

○京都大学（川辺助教） そうです。 

○大浅田チーム員 わかりました。じゃあ、今の、すみません、応力降下量1.5倍の件に

ついては、そのフーリエスペクトル比のグラフをお願いしたいと思います。 

 それと、あと、不確かさと言うべきか、基本として考えるべきかというところがあるか

と思うんですけど、前回の審査会合で、この中央構造線については、西側への連動という

のはどうなんでしょうかという観点でコメントしたかと思うんですけど、その後、何か検

討状況というのはいかがでしょうか。地震動評価という観点で、中央構造線の西側への連

動、四国側への連動というのは。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございます。 

 ちょっと絵があれですけど、西側の連動、前回の活断層のときにもそうですし、我々も

それは意識をしてございまして、推本が長期評価をしたときから、少し西のほうというの

は、ここにもともとは磯ノ浦断層って、これは地形境界だということで、本来は和歌山北

断層というのが中央構造線断層帯の本体であるということで、ちょっと海のほうはここに
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描いていないんですけど、ここに友ヶ島断層というのがあって、少なくとも淡路と、そこ

からこう行って、屈曲して鳴門のほうに行くわけですけど、少なくともこの友ヶ島ぐらい

までは一つのセグメントとして、しかも、この和泉山脈南縁との連続性からいくと、少し

考えなきゃいけない可能性を我々も認識してございまして、多分その断層モデルのところ

の、断層の評価のところ、コメントをいろいろいただいていますので、コメント回答のと

きに合わせて、その辺の話もしようかなと思っていますけども、当然ここはまた別なセグ

メントでございますので、海の中に入るとですね。そうすると、ここの震源モデルを、そ

れをどう考えるか。当然全体の規模は大きくなりますね、面積が大きくなりますから。た

だ、これはカスケードというか、長大断層ですから、少し最近のそういう知見を得て、少

しこういうところに断層が来るわけですから、当然アスペリティだって発生するわけです

けども、そうすると少しモデルが変わるということですね。そういうときに影響がどの程

度変わるかというところ、少しそこらは、先ほどの少しまとめてという話ではないですけ

ども、やはり科学的に、そういうセグメントがあれば、そういうところにこういう適切な

SMGAを置くなりして、少し全体の規模は変わりますけども、ある点で見たときの強震動が

どの程度変わるのかというところは、また定量的にお示しをしたいと思います。 

 活断層の長期評価的に、要するに、震源としての断層帯としては、やはりこの和泉山脈

南縁の根来よりは少し行っていますけども、ここの部分は考えなきゃいけないかなと。た

だ、ここから屈曲している分については、多分淡路からの関係とすると、多分ここは違う

断層活動であろう。その先は、また例の御指摘いただいていますように、480kmですか、

全体、伊方の向こうまで、そういう長大断層の評価結果というのは、当然今後、お示しし

ますけど、我々、前面の断層帯としては、この友ヶ島ぐらいまでは少し活動性云々として

は考えていきたいと思っていますし、その辺のモデル化と予測結果については、あわせて、

また御提示をして、御審議いただきたいというふうに思っています。 

○大浅田チーム員 わかりました。今のKURにとって、基準地震動を決める上で、やはり

この中央構造線が支配的になっていますので、今まで私どものほうから何点か指摘させて

いただいていますけど、やはり中央構造線の連動を考えるのであれば、まずそこの前面の

セグメントをどう考えるのかということを決めないと、今のベースでは、あまりいろんな

検討ケースをやっても、そこが少し無駄に終わるかもしれませんので、そこを早めに固め

ていただいて、それで、西への連動をずっと考えていくと、確かにそれは長くはなるんで

すけど、そこら辺は、やはり何といいますか、当然ながら強震動なのでという観点からは、



30 

特に短周期の強震動という観点からは、ある程度まで見ておけば、それはもう当然ながら、

もう99％ぐらい支配的になったりする場合もあるので、その連動については、例えばその

地震本部の考え方とか、そういったことを組み入れていただいて、検討していただければ

なと思いますので、やはりまずはその前面のところをどう考えて、アスペリティも含めて、

どう置くのを基本とするのか、置いてから、じゃあ、不確かさとして、どこまで見るのか

ということを少し論理的に考えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございます。 

 非常に適切な御指摘というか、御指導いただきました。まずヒアリング等で、その全体

の断層帯の活動のセグメントの考え方、それができれば、次の震源モデルのほうにも、当

然自動的にその考え方が踏襲されると思いますし、最終的には、そこから出てくる強震動

も精度をもって予測できると思いますので、あわせて、特にMTは、我々にとっては一番の

対象になる断層帯でございますので、慎重に我々も考えてございますので、またよろしく

お願いしたいと思います。 

○大浅田チーム員 よろしくお願いします。 

 あと、これ、少し設置許可より後段規制の工事の方法、認可マターになるのかもしれな

いんですけど、今、地下構造モデルということで、48ページですか、地震基盤より上の地

下構造が示されていると思うんですけど、基準地震動が決まった後、設計部工事の方法の

認可の中で、建屋への入力地震動を決める際に、そこへの持ち上げというのは、この地下

構造を使われるということでよろしいんでしょうか。それとも、もうちょっと簡易的な保

守的なモデルを使われることを考えておられるんですか。 

○京都大学（上林准教授） 京都大学の上林です。 

 御指摘のように、基本はこのモデルを使っております。ただし、これは一応線形範囲内

のモデルですので、特に減衰定数に関しましては。入力レベルが非常に大きくなっており

ますので、入力地震動を考えるときは、等価線形と、もう一つ、時刻歴線形、二つの手法

でもって入力地震動まで設定するということを考えておりますので、その部分は今ちょっ

とこれにはパラメータとしては載せておりません。基本はこのモデルが初期値になってい

るということでございます。 

○大浅田チーム員 わかりました。後段規制の範囲内でもあるんですけど、やはりこのサ

イトの場合は解放基盤が深いということもあって、ある意味、少しそこは後段規制を見据

えた形で、基準地震動の妥当性とか、地下構造の妥当性を見ていきたいなと思いますので、
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これは過去にやられたものでも構わないんですけど、解放基盤での基準地震動から、建屋

のベースマットへ持ち上げた場合の入力地震動の例えば応答スペクトルを比較したような

ものとか、どれぐらい増幅されているのかみたいなところを少しわかるような図が、応答

スペクトルがあれば、あわせて、少しヒアリングの段階でも構わないですけど、お示しい

ただきたいなと思うんですけど。 

○京都大学（上林准教授） 上林です。 

 承知しました。基本的には弾性時の増幅特性と、非線形を考慮したときの増幅特性の違

いがわかるような形でお示しできればと思っておりますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

○大浅田チーム員 あと、ついでに、たしか何点か、鉛直アレイで地震の観測波を敷地の

中でとられているかと思うんですけど、代表的な例で少し信頼できる地震波がとれていれ

ば、その鉛直アレイとの関係で、どれぐらい増幅しているのかも含めて見せていただけれ

ばなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○京都大学（上林准教授） 上林です。 

 先ほど、一番最初に佐藤様のほうからも御質問があったのと、ほぼ同じような御質問か

と思うんですけども、今ちょっと作業を進めておりまして、一つ、やっぱり1波、2波の地

震記録だけでは、やはり入射角、臨界角の問題等、不確かさの影響がすごくありまして、

増幅特性がすごくばらつくというので、基本的には、このモデルがどの程度妥当かという

ことを確認するために、複数の地震の統計的な分析で、そういう増幅特性が、震源とか、

パスの影響をキャンセルした形で、何とか評価できればということで、今ちょっと検討を

しておりますので、そういう形でお見せしたいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○大浅田チーム員 よろしくお願いいたします。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございますけど、ちょっと今、大浅田さんの

ほうから御指摘があったんですけど、入力地震動、後段規制とおっしゃったんですけど、

もう今の申請書も入力地震動は入っています。このモデルを使って、今、上林が言ったよ

うに、解放基盤波を使って上まで上げて、建物のベースマットへの入力地震動、これは、

入力地震動は、もう当然、規則でも、ガイドでも、昔はSsだけでしたけど、最近はその入

力地震動まで、要するに、おっしゃったように、解放基盤が深い場合は、Ssが幾ら大きく

ても、やっぱり大事なのは入力地震動ですからということで、それで、既にもうこの中に



32 

スペクトルも入っていまして、非常に時刻歴、等価線形を超えるようなひずみになって、

それで時刻歴応答計算もして、そのうちの大きいほうをとって、それを最終的には、それ

こそ、後段規制では、それをもって建物の影響をするということで、多分、入力地震動ま

でも、この場での私は審査の範囲に入っているのかなというふうに理解をしていたんです

けども、申請書には少なくとも入力地震動という形で入ってございます。そのときに、当

然伝達関数、これは弾性ですけども、それも当然1次元的にそのモデルと妥当性を、ただ、

今、上林が言ったように、それ以後もたくさんデータがありますので、もう少し1次元構

造の妥当性は追加で、今、申請書以外にもたくさんありますので、そこらは補足、補強を

して、この1次元モデルの妥当性、当然線形ですけど、そんな非線形のデータ、残念なが

ら、とれていませんので、あとは計算ごとになりますけども、それは多分この審査の中の、

この審査会合の中のマターというふうに理解していたんですけども、それでよろしいでし

ょうか。 

○大浅田チーム員 一応、規制上は、実際のその建屋の入力波を決めるのは、これはいろ

んなお作法があって、御案内のとおり、例えば拡幅スペクトルを使うとか、あと、水平と

垂直の組み合わせとか、いろいろあって、これは耐震設計方針と絡むところでございまし

て、一応今の仕切りでは、その耐震設計方針、どういった組み合わせをするのかみたいな

ところは、この審査会合の場でということを考えておるんですけど、実際に、じゃあ、計

算した結果、建屋の入力波をどうしますかというところについては、基本的には後段規制

だというふうに考えていますけど、後段規制も含めて、この審査会合でやることもござい

ますので、まずは今の申請ベースということであれば、それで少し、どちらかというと、

地盤の地下構造モデルとの関係という観点と、あと、基準地震動を決める上で、入力地震

動がどうなっているのかという観点で、この場では少し見ていきたいなと思いますので、

まずはよろしくお願いします。 

○京都大学（釜江教授） 釜江です。 

 わかりました。またヒアリング等々でその辺はお話をしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○櫻田チーム長 ほかにありますか。ないようですね。 

 今、最後の議論が少しありましたけれども、釜江先生がおっしゃるように、今回は、い

わゆる設置変更許可の部分に加えて、設計及び工事の認可、あるいは保安規定の変更認可、

まとめてその申請をしてもよろしいですよと、こういう形になっていて、この審査会合も
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そこは区別することなくやっています。特に今日の会合は、地震、津波、火山、そういう

自然現象を扱う分科会のようなものですけれども、プラント関係においては、特に重大事

故対策みたいなことを考えると、いろいろ運用面との関係があるということがあって、特

に発電炉のほうではそういう形でやっています。この試験研究炉についても、似たような

アプローチでやっていますので、設計及び工事の認可に関するところも、必要があれば、

この審査会合の場で審査するという話になると思います。 

 一方で、今、最後に大浅田が申し上げたとおり、この審査会合の中でのとても重要なミ

ッションは、やっぱり基準地震動をどう設定するかというところをまず決めていくという

ことだと思っていまして、今日の議題は、その中の内陸地殻内地震というテーマだったわ

けですね。その内陸地殻内地震による基準地震動を設定する上で、ちょっともう少し先の

ことまで考えて議論をしたほうが、より何といいますか、本当にその地震動が適切に設定

されているかということの確認に役に立つということがもしあるのであれば、入力地震動

についても少し視野を広げて見ていくということもあるとは思いますので、どこまでやる

必要があるのかというところは、引き続き、ちょっと技術的な議論を差し上げて、スクリ

ーニングした上で、この中で審査会合でも議論すると、そういう形かというふうに思いま

す。 

 それから、今日のテーマそのものですけれども、一応いろいろとコメントも出まして、

物によっては、ヒアリングの場で、新しいデータを整理して、見てもらいたいものを拝見

して、確認すればよしというものもあるでしょうし、特に最後の中央構造線の連動のとこ

ろについては、もうちょっと議論をしていかないといけないというところも残っておりま

すので、引き続き、このテーマについても、また審査会合で議論をするということかと思

いますので、次回以降、適切なタイミングでやっていきたいと思います。 

 本日、京都大学のほうから用意していただいたものは、以上でよろしいでしょうか。あ

りがとうございました。 

 では、最初の議題については、以上で終了ということにいたしたいと思います。 

 それでは、次の議題はJAEAですけれども、入れ替えもありますので、45分スタートで再

開したいと思います。 

（休憩 京都大学退室 日本原子力研究開発機構入室） 

○櫻田チーム長 それでは、再開します。 

 2番目の議題は、日本原子力研究開発機構のJRR-3とHTTRということで、敷地周辺・敷地
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近傍の地質・地質構造というテーマで議論をしたいと思います。 

 それでは、まず、JAEAから説明をしてください。 

○日本原子力研究開発機構（中島部長） よろしくお願いいたします。貴重なお時間をと

っていただきまして、ありがとうございます。 

 今日は、茨城県東海村にあります研究炉JRR-3と、それから、大洗町にありますHTTR、

これ、近接しておりますので、敷地周辺・敷地近傍の地質・地質構造を一緒に御説明させ

ていただきたいと思います。 

 なお、効率的にやるために、日本原電さんのほうで説明しておられますもの以外の特徴

的なところを中心に御説明したいと思います。 

 じゃあ、担当のほうから御説明したいと思います。 

○日本原子力研究開発機構（瀬下主査） 原子力機構の瀬下です。よろしくお願いします。 

 机上の資料の確認ですが、右上に資料2-1というのが敷地周辺・近傍の地質構造と、こ

れが全体の概要版になっておりまして、資料2-2が(補足資料)(その1)、資料2-3が(補足資

料)(その2)となっています。あと、机上資料としまして、反射法、あと、海上音波探査の

記録集を準備しております。資料のほうは、資料2-1の全体概要版のほうを中心に説明さ

せていただきながら、適宜、補足資料のほうを使いながら説明させていただきます。 

 あと、先ほどありましたように、資料の説明は、東海第二発電所とかぶるところが多く

ありますので、本日はその違う部分を中心に説明させていただきますので、途中、資料を

飛ばしながら説明させていただきますので、御了承ください。 

 まず、目次を御覧ください。資料構成としまして、1.が地質調査の概要、2.が陸域調査

の結果、3.が海域調査の結果、4.が断層の同時活動、5.が敷地近傍の地質構造として、原

子力科学研究所と大洗研究開発センターという構成になっております。 

 3ページ目を御覧ください。こちらが評価の結果の概要になっております。図は、評価

した断層の位置、及び原子力科学研究所と大洗研究開発センターを中心とする半径5km、

30km、100kmの円を記載しております。表に断層名と考慮している断層の長さを記載して

おります。 

 評価結果につきましては、東海第二発電所で考慮している断層に加えて、大洗の約30km

西方に位置しております吾国山断層、断層の長さ約6kmをJAEAの評価に加えております。 

 次から、陸域の概要について御説明いたします。 

 5ページ目を御覧ください。こちらは地形図です。JAEAの2施設は、茨城県の中央から北
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部に位置しておりまして、いずれも東側は太平洋に面しております。北の原子力科学研究

所は久慈川と那珂川に挟まれた那珂台地の東縁付近の茨城県東海村に位置しております。

また、大洗研究開発センターについては、原子力科学研究所から約20km南方の涸沼と太平

洋に挟まれた鹿島台地北部の茨城県の大洗町に位置しております。 

 6ページ目を御覧ください。こちらは地質図になっております。敷地の北部及び西方の

山地には、鮮新第三系からなる堆積岩類・火山岩類・新第三系の堆積岩類等が分布してお

ります。 

 原子力科学研究所の敷地近傍、また、大洗研究開発センターの敷地周辺及びその南部に

は、第四系更新統の段丘堆積物が広く分布しております。 

 次、7ページ目を御覧ください。こちらは重力異常図です。原科研の敷地の北側には重

力の急勾配が確認されておりまして、こちらについては反射法地震探査を実施し、その結

果から、鮮新第三系の上面の高度分布を反映したものという調査結果を得ております。 

 なお、大洗研敷地付近には、重力の急勾配構造というのは確認されておりません。 

 次、資料を飛びまして、13ページ目を御覧ください。こちらは文献の調査結果を取りま

とめたものです。原科研、大洗研を中心とした円を記載しております。文献調査から抽出

される断層は、原科研と大洗研、ほぼ同様となっておりますが、大洗研の敷地西方の約

30kmに入る30km圏内に、文献で吾国山断層が記載されておりますので、これを大洗研の調

査対象に加えて評価を実施しております。 

 14ページ目を御覧ください。こちらは変動地形調査結果の図です。左の図がリニアメン

トの位置を示しておりまして、右の表にリニアメントの名称を示しております。リニアメ

ントのうち、文献に記載されているものに該当するものを着色しております。調査結果か

らは、東海第二発電所と同様の15条のリニアメントに加えまして、大洗研西方にある吾国

山断層を判読しております。 

 なお、大洗研敷地南方にはリニアメントを判読されておりません。 

 次から、陸域断層の評価結果について御説明いたします。 

 16ページ～18ページまでが、各断層の評価結果を記載しております。本日は、18ページ

にあります吾国山断層の評価結果について御説明いたします。 

 ここから、資料番号2-2の(補足資料)(その1)を用いて御説明させていただきます。資料

の186ページを御覧ください。こちらが吾国山断層の評価の結果を取りまとめたものにな

っております。下のボックスに各地点の評価結果を示しております。評価結果としまして
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は、吾国山断層につきましては、リニアメントを判読した福原～沢口までの約6kmを将来

活動性のある断層として評価することとしております。 

 次ページから、各地点の評価結果を御説明いたします。187ページを御覧ください。こ

ちらは文献調査及び変動地形調査の結果の図でございます。左側に「新編 日活」の活断

層、中央に「活断層詳細デジタルマップ」、右側に自社の判読結果を示しております。文

献調査からは、ほぼ同様の位置に長さ約6kmの右ずれを伴うリニアメント、また、推定活

断層として示されております。自社の判読結果も、ほぼ同様な位置に河川の右屈曲を伴う

線状地形としてリニアメントを判読しております。 

 飛びまして、190ページを御覧ください。こちらは地質図になります。判読されたリニ

アメント位置付近には、地質としまして、吾国山変成岩類、稲田花崗岩、加波山花崗岩が

分布しており、河川沿いに第四系の高位の段丘堆積物等が小規模に分布しております。西

方の福良～沢では、リニアメントは吾国山変成岩類と稲田花崗岩の地質境界にほぼ一致し

ております。沢～沢口については、リニアメントにほぼ一致しまして、黒色の実線で示し

ております断層が確認されております。 

 次に、断層が確認されている場所の南指原東方の断層露頭の調査結果をお示しいたしま

す。191ページを御覧ください。こちらが露頭の調査結果です。露頭のスケッチ結果にな

っております。南指原東方では、リニアメントの走向と調和的な断層破砕部を確認してお

ります。断層破砕部は、岩片状カタクラサイト～粘土状破砕部が確認されており、その粘

土状破砕部は平面的ではありますが、連続性は乏しいということを観察から確認しており

ます。ただし、確認されている断層破砕分部と上載地層との関係が直接確認できる場所は

ないことから、将来活動性のある断層として評価しております。 

 次に、端部の評価を御説明いたします。ページ飛びまして、195ページ目を御覧くださ

い。まず西側の止めの評価地点の御説明です。福原地点ではリニアメント付近で変成岩と

花崗岩の貫入境界を確認しており、また、福原地点より西側にはリニアメントは判読され

ていないことから、この地点を西側の端部の止めという評価にしております。 

 次に、東側の評価です。198ページ目を御覧ください。こちらが東側端部の評価です。

左に地形面区分図を、右側に断面図を示しております。自社で判読しているリニアメント

は、青色で示しております沢口付近までとしております。 

 なお、文献では、黒色の実線で示しております範囲までを推定活断層として記載されて

おります。 
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 自社の判読したリニアメント延長部に分布する尾根、下谷には、形状的な屈曲は認めら

れず、また、高位面には累積的な高度差が認められないことから、自社の判読では、沢口

より東側にはリニアメントは判読されておりません。 

 以上のことから、吾国山断層の評価につきましては、リニアメントを判読した福原～沢

口までの約6kmを将来活動性のある断層として評価しております。 

 続きまして、海域の評価結果を御説明したいと思います。資料が、今度、また資料2-1

のほうに戻っていただきまして、49ページ目を御覧ください。49ページ目に海上音波探査

測線位置図をお示ししております。敷地の前面海域においては海上音波探査を実施し、ま

た、他機関が実施した海上音波探査の記録解析を行い、断層の活動性評価を行っておりま

す。 

 50ページ目を御覧ください。こちらは海底地形図です。前面海域の沿岸部は、全体的に

起伏に乏しく、単調な地形を示しており、沖合には大陸斜面が確認されております。 

 ページを飛びまして、56ページ目を御覧ください。こちらは地質図及び断層位置を示し

たものとなっております。 

 また、次の57ページ～59ページ目に、各断層の評価の概要を示しております。断層評価

結果については、いずれも東海第二発電所の評価内容と同様となっております。 

 59ページ目を御覧ください。本日は、表中の上から二つ、三つ目にあります、F3、F4断

層、こちらは大洗研前面の海域に確認されております断層になっておりまして、この評価

内容について御説明させていただきたいと思います。 

 また、資料飛びまして、66ページ目を御覧ください。こちらはF3、F4断層の評価結果を

取りまとめたものです。緑で着色した部分が後期更新世以降の活動性が否定できない区間

となっております。緑で着色している部分につきましては、海底面付近に分布する中期更

新世の地層に変位・変形を与えており、また、断層付近には後期更新世以降の地層が分布

していないため、上載地層による後期更新世以降の活動性が確認できないことから、将来

活動性のある断層として評価しております。その他の区間につきましては、上載地層との

関係から、少なくとも後期更新世以降の活動性はないものと判断しております。 

 また、F3、F4断層につきましては、断層の走向、変位センスが同じであり、また、近接

することから、一連の断層として評価長さを約16kmとして評価しております。 

 次に、測線の代表的な解釈図をお示ししたいと思います。資料番号2-3の(補足資料)(そ

の2)を使って御説明したいと思います。(補足資料)(その2)の24ページ目を御覧ください。
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こちらはF3断層の記録をお示ししております。こちらはF3断層の北中部に当たる記録でご

ざいまして、活動性を考慮している区間です。反射断面の下がウォーターガン、上がブー

マーの記録となっております。調査結果から、F3断層は、陸側落ちの断層として確認され

ており、この測線では、海底面付近まで断層による変位・変形が確認されております。 

 次、26ページ目を御覧ください。26ページ目は、F3断層の北側の延長部の記録です。下

が石油公団、上が自社で実施したエアガンの記録となっております。いずれの測線におい

ても、F3断層延長部には、断層による変位・変形は認められておりません。 

 次、27ページ目を御覧ください。こちらはF3断層南側延長部の記録です。こちら、ウォ

ーターガンの記録となっております。F3断層延長部の断層による変位・変形は認められて

おりません。 

 次、29ページ目を御覧ください。ここからがF4断層の評価結果になります。こちらはF4

断層南部のF4b-1断層の記録でございまして、こちらは活動性を考慮している区間になっ

ております。下がウォーターガン、上がブーマーの反射記録となっております。F4b-1断

層は、調査からは陸落ちの断層として確認されており、この断面では、海底面付近まで断

層による変位・変形が確認されております。 

 次、31ページ目を御覧ください。こちらはF4b-1の南方延長部の記録です。この断面で

は、F4b-1断層延長部には、断層による変位・変形は認められておりません。 

 最後に、F4断層北部の記録です。こちら、F4a断層北部の延長記録です。記録はウォー

ターガンの記録となっております。F4断層延長部には、断層による変位・変形が確認され

ておりません。 

 以上が、海域の調査結果となっております。 

 次に、断層運動地下層について御説明をいたします。また資料2-1に戻っていただきま

して、70ページ目を御覧ください。70ページ目の資料です。断層の同時活動につきまして

は、東海第二発電所と同様の評価となっております。F1断層北方陸域の断層、棚倉破砕帯

の東縁、西縁断層、F3、F4断層を同時活動として考慮しております。 

 次から、敷地近傍の地質構造に関する御説明をさせていただきます。まず初めに、原子

力科学研究所、次に、大洗研究開発センターについて御説明いたします。 

 資料飛びまして、85ページ目を御覧ください。こちらは原子力科学研究所の調査結果で

す。敷地近傍の地形としては、台地、低地及び海岸砂丘から成っております。海域につき

ましては、海岸線と平行に沖合に向かって緩やかな傾斜を成している地形が確認されてお
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ります。 

 86ページ目を御覧ください。こちらは地質図になっております。陸域では、主にM1段丘

堆積物及びM2段丘堆積物が広く分布しております。また、低地部には沖積層が分布してお

ります。また、それらを覆いまして砂丘砂層が分布しております。海域では、A層、B3層、

C1層、D1層が分布しております。 

 87ページ目を御覧ください。こちらは地質断面図です。X断面が東西、Y断面が南北、Z

断面が海域の東西断面となっております。陸域では、下位から中新統の多賀層群、鮮新統

の久米層、第四系のM1段丘堆積物及びM2段丘堆積物、完新統の沖積層及び砂丘砂層が分布

しております。 

 調査の結果から、久米層はほぼ水平に分布しており、久米層を不整合に覆うM1段丘堆積

物及びM2段丘堆積物もほぼ水平に堆積しております。海域では、下位からE層、D層、C層、

B2層が分布しております。 

 88ページ目を御覧ください。地形区分としては、台地を構成する段丘面としては、M1面、

M2面に区分されております。また、変動地形調査結果からは、敷地近傍にリニアメントは

判読されておりません。 

 ここまでが、原子力科学研究所の調査結果となっております。 

 次に、大洗研の調査結果について御説明いたします。90ページ目を御覧ください。敷地

近傍陸域の地形としましては、原科研と同様に、台地、低地及び海岸砂丘からなり、また、

敷地の西側には涸沼が位置しております。海域の地形は、海岸線と平行に沖合に向かって

緩やかな傾斜をなしております。 

 91ページ目を御覧ください。こちらは地質図です。陸域につきましては、主にM1段丘堆

積物が広く分布しており、涸沼周辺の低地部に沖積層などが分布しております。海域には

B2層、A層が分布しております。 

 92ページ目を御覧ください。こちらが地質断面図になっております。X断面が東西、Y断

面が南北、Z断面が海域の東西断面となっております。陸域では、下位から中新統の多賀

層群、鮮新統の久米層、第四系更新統の東茨城層群及びM1段丘堆積物が分布しており、東

茨城層群及びM1段丘堆積物は、ほぼ水平に堆積していることが確認されております。 

 海域では、下位から、E層、D2層、D1層、C1層、B2層、A層が分布しております。また、

海域では、先ほど御説明しましたF3断層が敷地近傍にも確認されております。 

 93ページ目が地形面区分図です。敷地近傍には広くM1面が分布しております。また、涸
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沼沿いにM2面、M3面、M4面が断片的に確認されております。変動地形調査の結果からは、

敷地近傍にリニアメントは確認されておりません。 

 以上で、原子力科学研究所及び大洗研究開発センターの敷地周辺・敷地近傍の地質・地

質構造の内容について、説明を終了させていただきます。 

○櫻田チーム長 それでは、質疑に入ります。質問、コメントある方。 

 海田さん。 

○海田チーム員 海田と申します。よろしくお願いします。 

 今日、説明いただいたもの、基本的に資料は東海第二、先々週、日本原電さんが持って

きていただいたものとほとんど構成も何もかも一緒なので、同じような指摘をすることに

なりますけれども、御了承ください。 

 今日、説明はもう飛ばされたのですけれども、まずは3ページをお開きください。ここ

で両方のサイトあるんですけれども、そのすぐ北側で、棚倉破砕帯東縁と西縁というのが

ありまして、これ、敷地のほうに向かってくる断層ですので、特に南のほうの止めについ

ては、私どもも慎重に判断したいと思っています。といいますのは、これ、リニアメント

4で活動性を認めてあるのは、この今、3ページの区間ですけれども、実際の断層自体はど

んどん南のほうの敷地の近くまで続いているということが、何ページだったか、反射の記

録とかもありまして、その辺りに示されてありますので、南のほうの止めについては、特

に地震動にも来ますので、慎重に判断していきたいと思います。 

 それで、ということで、特に西縁断層、2-1の資料の20ページをお願いします。ここは

断層沿い、特に山の中ということもありまして、上載層があまりないところで、なかなか

判断する指標もなくて、評価も大変だと思うんですけれども、こういったふうに見ますと、

活動性を認めているところ、特に釜の平とか、百目木の辺りですね。この辺り、断層性状

とかは、特に釜の平については平面的であり、軟質とかというのは記載があるんですけれ

ども、ほかのところというのは、活動性を認めている区間と、認めていない南のほう、中

染ないし原のほうとかと、特にこの資料上は違いがよくわからないと。それで、リニアメ

ントがあるかないかということで、活動性のあるところ、ないところというのが分けてあ

るかと思いますので、2-2の資料にはもうちょっと詳しい説明があると思うんですけれど

も、そちらのほうもいろいろ拝見しておりますけれども、この活動性を認めている区間と、

認めていない区間のところの違いというのをもうちょっと詳しく説明いただいて、確かに

原の東方というところで止まるということであれば、その辺りの資料を示していただきた
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いと思います。 

 特に芦間町南方というところが、一番、箱書きの下のところ、「久米層がほぼ水平に断

層を覆っている」というふうな記載がされていますけれども、これは2-2の資料の58ペー

ジぐらいにあるんですが、そこの断面図が出ていますけれども、わずかではあるんですけ

れども、久米層も全部ちゃんと覆っているわけではなくて、多少は切れているということ

で、この辺りの情報も、こういった状況もありますので、南の止めの情報というのはもう

ちょっと説明をお願いしたいと思っています。 

 あわせて、棚倉、先ほどは、今のは西縁ですけど、東縁につきましても、今度は2-1の

資料の東縁ですと、22ページに評価のまとめがあります。ここも同じようなことで、南の

ほうまで断層が続くんですけれども、左下の箱書き、「明神峠～折橋町」と書いている中

で、明神峠より南にはもう断層が、「リニアメントと一致する断層はない」というふうに

書いてありますけれども、ちょっとこの図ではよくわからないんですが、実際、断層は黒

い線で、南のほうまでリニアメントと寄り添うようには記載されてありますので、その辺

りの状況というのも、2-2の資料のほうにはもう少し詳しい情報があるのも承知していま

すけれども、その辺りも、もうちょっと充実して説明いただきたいと。要は、棚倉につい

ては、東縁、西縁ともに、南のほうはもうちょっとわかりやすい資料を充実して説明いた

だきたいということですけれども、この点、2点、よろしいでしょうか。お願いいたしま

す。 

○日本原子力研究開発機構（瀬下主査） 承知しました。検討させていただきます。 

○海田チーム員 お願いいたします。 

○尾崎チーム員 チーム員の尾崎です。よろしくお願いします。 

 先ほどの海田に続いて、棚倉破砕帯のことなんですけども、2-1の資料の14ページを開

いていただけますか。棚倉破砕帯の地図断層としては、確実に南へずっと那珂台地のほう

に連続するわけなんですけども、評価として、変動地形学的な調査ということで、南へは

連続しないと。活断層としては連続しないということを評価されていると思うんですけど

も、やはり大きな断層でして、それが過去のやつが新しくインバージョンで動く可能性と

いうのは確かにあるもので、かつ、この那珂台地も含めて地層が極めて厚いので、その変

動がなかなかその上位に出てくるかというと、なかなか変動があっても出てこない可能性

もありますので、なるべく慎重に検討したいと思います。 

 8ページをお願いいただけますか。これは反射のデータなんですけども、かなり深いと
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ころまでありまして、左の図の真ん中のところ、棚倉、ちょうどこの辺りですね。これが

西縁断層の延長ということで描かれていますけど、2km以上の大きな垂直変位を示すよう

な断層で、見かけ上、正断層なんですけども、これが、今、横ずれとか、縦ずれかはわか

りませんけども、一部は活断層として動いている可能性はあるんじゃないかという話なん

ですけども、あともう一つとして、真ん中にあるこういう断層が、ちょっと傾斜が緩い断

層ありますけども、この二つに特に注目したいんですけども、次、資料2-2の13ページを

開いていただけますか。今、二つの断層が、右側の図なんですけれども、こういうライン

に沿って、今、二つの断層というのが、ちょうど久慈川が北に凸に屈曲するところがある

んですけども、その西沿いと東沿いに位置どりをするわけで、あの反射のデータを見ても、

その二つの断層の間がちょっとポップアップ的に上がっているような状況がありまして、

その地形的に影響がないというふうに評価なんですけども、これを見る限り、その断層、

ちょうど赤と赤の矢印がありますよね、その二つ。これが西側の大きな2kmの変位の断層

の延長方向なんですけども、これ、ちょっと青と青とか書いていますけども、ちょうどこ

の間に、ちょうどここですね。先ほども南端のほうのこういう地形が急変するところがあ

りますけど、この延長沿いのラインの上、ちょうどこの辺りに、さっきのちょっと傾斜が

緩いような断層を評価されていましたけども、が位置するということで、この久慈川の違

和感のある屈曲、そういう地下の構造が合ってしまうので、これの評価について、ちょっ

と検討いただきたいと。要は、特に上部更新統に変位を与えていないかとか、その総論で、

那珂台地の地下の反射のデータで、地下にある断層が、一体どういう断層かというのも、

ちょっと評価していただきたいんですけども、インバージョンを受けるとか、受けていな

いとか、上載層がすごくｱﾝﾚﾍﾞﾙｽﾞなので、なかなかわかりませんけども、とりあえず、鮮

新統まではどういう構造をしているかというのを評価していただきながら、あと地形との

関係、今のような形を確認していただきたいんですけども、よろしいでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（瀬下主査） 承知しました。 

○尾崎チーム員 よろしくお願いします。 

○吾妻チーム員 チーム員の吾妻です。 

 私のほうも、まず、原電さんにお伝えしていることの確認になりますけども、2点ほど

検討をお願いしたいことをお伝えしておきます。 

 まず、1点目なんですけども、今、海田、尾崎のほうからもありましたけども、棚倉破

砕帯の延長部のところですね。南の延長部で、私のほうからコメントさせていただいてい
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るのは、地震活動との関係で、本資料のほうですと9ページのほうに地震活動をお示しい

ただいているんですけども、断層帯の南延長部で地震活動が幾つかまとまっているところ

がありますので、こういったところ、構造線のものとは関係あるのか、ないのかというこ

とをぜひ確認してください、検討してくださいということをお願いしています。 

 地震活動とその断層の活動性の関係については、海域のほうの断層、例えばF16とかに

ついては、3.11の後に集中して地震活動が起こっているということで、活動性を認めてい

るような事例もありますので、そういった観点で、地震活動と活断層の活動性の評価とい

う点で、情報の整理をお願いしていますので、ぜひ御検討ください。 

 もう1点は、地形・地質のほうになるんですけども、資料2-2の200ページ辺りのほうで、

鹿島と行方の台地、そこの傾動のところについてコメントしております。現地調査等のデ

ータに基づいて、傾動ではありませんよというようなことをお示しいただいているんです

けども、まず、そもそも、何をもって、この傾動というのが指摘されているのかというこ

とをきちんとまず御説明いただいて、それをきちんと否定する材料、それを一方的に、こ

ういう調査の結果だ、これが言えるだけではなくて、もともと指摘された理由がこれであ

って、それはこういうことで否定できるんですよという形でお示しいただきたいと思って

います。この2点、すみません、既に指摘させていただいていますので、JAEAさんのほう

でも検討のほうをよろしくお願いいたします。 

○日本原子力研究開発機構（瀬下主査） 検討させていただきます。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。 

 私からも、原電東海第二で指摘したことと同じ内容になりますが、原科研の敷地前面海

域で行われた調査について、説明は補強していただくという趣旨で、御説明をお願いした

いと思っております。具体的には、机上資料2番目の音波探査記録集の99ページをお開き

いただきたいんですけども、なかなか見づらいかもしれませんが、ショット番号で言うと、

左から6番、5番辺り、この辺りにB3層の基底が、今、変形をしていて、深部に調和的な変

形が認められる箇所があるかと思います。ちょうどそのB3層の基底の青い線の1本上辺り

も、若干変形しているんじゃないかなというようなふうに見えるようなところがありまし

て、このブロードなB3層基底の変形、この辺りの変形が、例えば同様にその前面でやられ

ている北側の16Wの測線を開いていただきたいんですけども、ここで認められている断層

との総合的な構造上の関係とか、そういったところを具体的に、総合的に御説明いただき

たいのと、あと、あわせて活動性について御説明をお願いしたいと思っております。 
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 私からは以上でございます。 

○日本原子力研究開発機構（瀬下主査） 検討させていただきます。 

○大浅田チーム員 地震・津波担当調整官の大浅田です。 

 原電東海の関係で指摘した事項の最後なんですけれど、本体資料、資料2-1ですが、そ

れの71ページの同時活動の話なんですけれど、F1断層と北方陸域の断層、これについては、

F1断層と北方陸域の断層については連動させるけど、その上の井戸沢断層とかには応力解

放という観点から、もうこれは連動させないというふうなストーリーだと思うんですけど、

この応力解放については、応力解放でもって、その同時活動を否定するかどうかというの

は、じゃあ、例えば何年前に応力解放していればいいのか、もしくは、今後、じゃあ、何

年間、応力が戻らないのかというところのこともございますので、これについては、なか

なか思考できないところがありますので、次回以降、この考え方と、あと、バックデータ

として、塩ノ平ですか、地震断層とかの断層の形状とか、走向とか、そういったデータも

含めて用意していただいて、少し次回以降に議論したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○日本原子力研究開発機構（瀬下主査） 検討させていただきます。 

○吾妻チーム員 チーム員の吾妻です。 

 そうしましたら、今日、御説明いただいたほうの事項、JAEAさんに関する、これに関す

る事項について、2点ほど、ちょっとコメントさせていただきます。 

 まず、1点は、陸域の活断層について、吾国山断層、こちらについて、ヒアリングで何

度か御議論させていただいているかと思うんですけど、ヒアリングの中では、地形のほう

で、そういう変位地形の要素が読める、読めないといった議論をさせていただいているん

ですけども、これ、繰り返していると、やはり切りがないので、地質のほうの情報で少し

補強していただきたいと思います。今の資料の中ではまとめの部分ですね。リニアメント

を認定しているところの端の部分で、ここが見えていませんよというようなことを示して

いただいているんですけども、その延長部に、ヒアリングのほうで指摘されていますけど

も、もう少しこういうところ、リニアメントとして拾うべきではないのかというところを

御指摘させていただいておりますので、その周辺の地質情報を少し補強していただきたい

なというふうに思っております。それが1点目です。 

 もう1点は、海上音波探査の結果についてなんですが、こちら、F3、F4断層というのが

サイトにそれぞれ近くて、かなり地震動評価には効いてくるかと思うんですけども、その
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止めをきちんとやってくださいというところです。F3、F4、あと、これもヒアリングでお

願いしていますけど、さらに内陸側にF6ありますというのがありますよね。これは全然活

動性が認められないということなんですけども、その辺の確認を引き続きさせていただき

たいと思っています。 

 F3、F4の南端についてなんですけど、資料2-3の31ページですか、評価されているんで

すけども、ここの記載が、ごめんなさい、F4ですね。この記載が、この断面を見ますと、

F4b-2とF4b-1というのが2本、断層が、b-1は延長部と書いてありますけども、そういった

ことが書かれているんですけども、F4b-2について、ここ、箱囲みの中、箱書きの中で書

かれているんですが、F4b-1、延長部というところをどのように評価されたのか、こちら

のほうで示されている断層の評価については、双方、記載していただくようにお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○日本原子力研究開発機構（瀬下主査） 次回以降、資料を含めて御説明させていただき

たいと思います。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。 

 私からは、今度は大洗研の前面海域の件でコメントさせていただきたいと思います。2

点ございまして、資料で言いますと、2-3の資料の31ページをお願いいたします。こちら

のF3、F4断層ということで、慎重に評価していきたいと思っているんですけども、先ほど

御説明で口頭ではあったんですが、まず、このNo.13のGSというこの測線が、F4b-1の止め

の測線であるかどうかという事実関係をちょっと確認させていただきたいのと、あと、口

頭では、ここについて書かれていないことをF4b-1について御説明いただいていましたの

で、それはきちんと資料に記述をお願いしたいと思っております。まず、1点目はそれを

ちょっとお願いします。 

 申し訳ございません。自分の質問に集中しちゃって、ちょっと失礼いたしました。もう

一つは、このNo.13GS測線で、このF4b-2の止めという評価をなされているんですけれども、

ここの御説明で、この日本語がちょっとまずよくわかりにくいというところがあるんです

けど、「B2層内で留まる」というのは、この断層に係っているのか、変位・変形に係って

いるのかがちょっとよくわからないのと、この「B2層の海底面付近」、これ、基底面では

なくて、海底面というふうに言われているんですが、この「海底面付近に断層による変

位・変形は認められない」、ここの辺のちょっと事実関係がよくわからないので、どこを

指しているのかということと、それから、もう一つは、ここの測点番号で言うと、570付
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近なんですけど、F4b-1の延長部とF4b-2の間なんですが、ここにちょっと撓みがあるのか

なと。この辺の活動性をちょっと御説明を資料でお願いしたいなと思っております。 

 以上です。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構、中山でございます。 

 まず、最初の御質問で、F4b-1の止めのところでございますけれども、これは御指摘い

ただきましたように、13GSのところを南側の止めということで考えております。 

 それから、記録の解釈のところですけれども、ちょっとF4系の断層のところの姿といい

ますか、形を、ちょっとかなり近接して3本並んでおりますので、ちょっとどのように見

ているのかというところを、ページで言いますと、29ページのちょうど下のこちらの30W

という測線で特徴的な姿を捉えておりますので、こちらでちょっと御説明をさせていただ

きたいんですが、F4aというのが一番陸側にございまして、その間にF4b-2、F4b-1を認識

しているという断層でございます。それで、F4aの特徴といたしましては、全体的に陸側

に落ちて、構造的には深いところにあるという特徴でございます。それから、F4b-1につ

きましては、これも陸側落ちになっているんですが、これは浅いところにあると。それか

ら、b-2につきましては、これも、ちょっとここには断層の線を描いておりませんが、三

角で旗を立てておりますように、変形を認識してございまして、これはF4b-1とセットで

浅いところにあると、変形があるというふうに認識をしてございます。 

 それで、31ページに戻っていただきたいんですけれども、31ページの13GSで、こちらで

先ほどの御指摘のところを整理いたしますと、ここのところの撓みのところ、これをF4b-

2ということで認識をいたしまして、線を引いています。それで、こちらのF4b-1につきま

しては、そこには変位・変形がないというところで、延長部だということで、ここには断

層はないというような認識です。 

 それから、F4aにつきましては、ここは、このブーマーの記録ですと、探査深度範囲外

になってございますので、図面上は出てきませんが、断層としてはあるというような解釈

でございます。 

 記載のところですけれども、断層といたしましては、B2層の中までは変形を持っている

ということで認識をしている断層でございますが、そのB2層の中の反射面で変形は止まっ

ていると、変位・変形はないということで、この部分につきましては活動性を否定すると

いうようなロジックで評価をしたものでございます。 

 こちらについては以上でございます。 
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○反町チーム員 チーム員の反町です。 

 そうしますと、先ほど御説明をお願いした、この570番付近の撓みというのは何になる

んでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） こちらの撓みでしょうか。 

○反町チーム員 黄色い線をB2層の中、反射面を引かれていると思うんですけど、このB2

層が撓んでいる、黄色い線が撓んでいると思うんですね。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） この反射面のことだと思うんですけれども、

こちらは撓んでいまして、下の変形とも調和的でありますので、こちらについては変形は

あると。私どもとしましては、その上のもう1本上にあります黄色の反射面で止まってい

るという認識を、ちょっと図面が見づらくて申し訳ないんですが、止まっている反射面が

あるというふうに認識をしているというところでございます。 

○反町チーム員 わかりました。その他の測線で、同様な場合にされている御説明の関係

ともあわせて、次回以降、御説明をお願いしたいと思います。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 承知いたしました。 

○櫻田チーム長 ほかにはありますか。よろしいですか。 

 申請者のほうから説明をする資料は、以上のとおりでよろしいでしょうか。 

 本日の内容については、敷地がとても近いということがあって、日本原電の東海第二発

電所との関係がとても深いので、あちらで審査をしている内容を、かなり今日、重複して

指摘したという形になっています。申請者もそこは十分御理解いただいていると思うので、

本日、少しはしょって話をしているところもありますが、もう一つの審査会合での議論も

ぜひよく理解していただいて、こちらの審査で、また似たような話をもう一度しなければ

いけないというようなことがなるべくないように、効率的に進めていきたいと思いますの

で、御協力いただきますようよろしくお願いします。 

 それでは、以上で、本日予定した議題は終了です。 

 事務連絡はありますでしょうか。 

○小林チーム長補佐 次回の会合でございますけど、この核燃料施設関係の地震関係でご

ざいますけど、これについては、ヒアリングの状況を踏まえつつ、会合の設定をさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○櫻田チーム長 それでは、以上をもちまして、第48回核燃料施設等の新規制基準適合性

に係る審査会合を終了します。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第49回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年３月１３日（金）１０：００～１１：５９ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 石渡 明   原子力規制委員会委員 

原子力規制庁  

 櫻田 道夫  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長 

大村 哲臣  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長代理 

小林 勝   原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 石井 康彦  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 森田 深   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 大浅田 薫  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 御田 俊一郎 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

長谷川 清光 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 海田 孝明  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 尾崎 正紀  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 吾妻 崇   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 内田 淳一  技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波)付 技術研究調査官 

 宮脇 昌弘  技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波)付 技術研究調査官 

日本原燃株式会社 

 齋藤 英明  理事 再処理事業部 土木建築部長 
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 金谷 賢生  理事 再処理事業部 部長 

 高橋 一憲  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課長 

 蓮池 孝夫  再処理事業部 土木建築部 課長 

 川野 啓   再処理事業部 土木建築部 課長 

 柏崎 宏幸  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 主任 

 大塚 拓   再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 

 上田 圭一  （財）電力中央研究所 副研究参事 

 佐々木 俊法 （財）電力中央研究所 主任研究員 

 

４．議題 

 （１）日本原燃(株) 再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の地震等に対する新規制基準

への適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１ 敷地内断層の活動性評価について(コメント回答) 

 

６．議事録 

○石渡委員 定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規制基準適合性に係

る審査会合、第49回会合を開催します。 

 本日は、事業者から敷地内断層の活動性評価について説明していただく予定ですので、

担当である、私、石渡が出席しております。 

 では、本日の会合の進め方等について事務局から説明をお願いします。 

○小林チーム長補佐 管理官の小林です。 

 本日は、日本原燃の再処理施設MOX燃料加工施設の敷地内断層の活動性評価についての

コメント回答です。この1件のみでございます。 

 事務局からは、以上でございます。 

○石渡委員 それでは、よろしければこのように進めたいと思います。 

 では、議事に入ります。 

 まず、日本原燃株式会社から、六ヶ所再処理施設等の敷地内断層の活動性評価について
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説明をお願いいたします。 

○日本原燃(齋藤理事) 日本原燃土木建築部長、齋藤でございます。 

 本日は、御説明の機会をいただき、誠にありがとうございます。本日、当社から、私を

含め9名出席しております。資料は、敷地内断層の活動性評価についてのコメント回答を

用意しております。限られた時間での御説明となりますが、効率的な説明を行うとともに、

御質問などには丁寧にお答えするよう心がけてまいりますので、何とぞよろしくお願い申

し上げます。 

 では、引き続き、担当の大塚のほうから資料の説明に入らせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

○日本原燃（大塚）日本原燃、大塚でございます。よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、資料のほうを御説明させていただきます。 

 1ページ、2ページを御覧ください。こちらは、敷地内断層の活動性評価に係る前回審査

会合、審査会合以降のヒアリング及び現地調査における指摘事項を整理したものになって

ございます。資料の構成といたしましては、前回の会合資料に、これらのコメントの回答

資料を加えた構成としております。これらのコメントにつきまして、全体の御説明の中で

回答をさせていただきます。なお、コメントナンバーの⑫番、⑬番、こちらは地質構造の

構築方法、小断層のスクリーニング根拠でございますが、こちらにつきましては参考資料

のほうに入れてございます。ヒアリング等で御説明をさせていただいておりまして、中身

が細部にわたりますので、必要に応じて御説明をさせていただきたいと思います。 

 続いて、3ページでございます。こちらは目次でございます。御説明の流れといたしま

しては、1章で敷地内の地形・地質、2章でf系断層、3章でsf系断層、4章で敷地南東部の

地すべり地形、5章で総合評価という流れで御説明をさせていただきます。 

 それでは、4ページ以降、1章、敷地内の地形・地質について御説明をいたします。 

 5ページでございますが、こちらは敷地内の空中写真判読結果でございます。敷地南東

部に地すべり地形が認められますが、リニアメント・変動地形は判読されません。また、

施設設置位置付近は既に標高55mに造成されておりまして、地すべりのおそれのある急斜

面は存在しないという状況でございます。こちらにつきましては、4章の敷地南東部の地

すべり地形のところで詳細に御説明をいたします。 

 6ページが、敷地内地質調査位置図でございます。こちらの図に、記載の位置で、ボー

リング、試掘坑、トレンチ、弾性波探査等の調査を行っております。 
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 7ページでございます。敷地内の地質層序表でございます。下位から御説明いたします

と、新第三紀・中新世の鷹架層が分布いたしまして、層相から下部層、中部層、上部層に

区分しております。さらに、層相から、下部層は2層に、中部層は4層に再区分しておりま

す。鷹架層の上位には、鮮新世から前期更新世にかけての砂子又層が分布いたします。砂

子又層は、層相から下部層、上部層の2層に区分しております。砂子又層の上位に、中期

更新世の高位段丘堆積層が広く分布いたします。高位段丘堆積層は、主に海成砂からなり、

最上部付近に甲地軽石を挟みます。また、この砂子又層と高位段丘堆積層の間には、局所

的ではございますが、古期低地堆積層が分布するという状況でございます。 

 続いて、8ページでございます。こちらは、敷地近傍陸域の地形面区分図でございます。

今回、敷地周辺のトレンチ調査等の結果を踏まえ、一部面区分を見直しておりますが、敷

地については、変更はございません。敷地は、H5面分布域に位置しております。 

 続いて、9ページでございます。こちらは、示標テフラの確認位置図でございます。赤

丸を記載の位置で示標テフラを確認しております。 

 続いて、10ページ～13ページまででございますが、こちらがコメントナンバーの①番、

段丘堆積層と示標テフラとの層位関係というコメントに対応した資料でございます。 

 10ページでは、段丘堆積層と示標テフラとの層位関係を整理してございまして、敷地に

広く分布するH5面のところについて御説明をいたしますと、H5面堆積物の上位の火山灰層

下部にKP及びOrPが挟まれるという状況でございます。 

 続いて11ページでございます。11ページ～13ページにつきましては、これらの示標テフ

ラの産状等を確認した代表地点のデータを載せております。 

 11ページは、敷地内の掘削面、ボーリング等でKPを確認した結果でございます。右に分

析結果を記載してございますが、文献値と比較いたしまして、斜方輝石の屈折率等から甲

地軽石ということで判断をしております。 

 12ページにつきましては、同じく敷地の中でOrPを確認した結果でございます。このOrP

につきましては、従来、ヌカミソ軽石（NP）ということで認定をしておりましたが、今回

実施いたしました火山灰分析の結果を踏まえまして、OrPということで見直しをしてござ

います。 

 分析結果は次ページ13ページにございます。13ページの露頭は、現地調査の際にも確認

いただいた露頭でございます。この地点及び岩崎(1983)に記載のあるNP、OrP両方が確認

される露頭におきまして分析を行い、分析結果を比較した結果、斜方輝石の屈折率等から
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OrPということで見直しをしてございます。 

 14ページにつきましては、敷地の高位段丘堆積層中の砂層の状況でございます。淘汰が

よく葉理が発達すること等から、海成砂層と判断しております。 

 15ページでございます。示標テフラの年代から段丘面認定について検討したものでござ

います。H5面の年代は、H5面分布域内で認められるKP、Toya等の示標テフラの降下年代、

層位関係、H5面周辺の段丘面分布等を考慮いたしまして、MIS7に相当すると判断しており

ます。 

 続いて、16ページ～19ページまででございますが、こちらは砂子又層上部層と高位段丘

堆積層の比較をしたものでございまして、コメントナンバーの②番、砂子又層上部層の対

比根拠といったところに対応した資料でございます。 

 16ページは、層相について、露頭観察の結果から比較したものでございます。砂子又層

上部層につきましては、主に淘汰度が低いシルト混じり細粒砂ないし中粒砂からなります。

また、全体に構成粒子の風化が見られるという状況でございます。 

 一方で、高位段丘堆積層は、主に淘汰度が高い中粒砂ないし粗粒砂からなります。砂子

又層上部層に比べ粒子の風化が進んでいないということでございます。 

 17ページでは、薄片観察の結果を載せてございます。薄片観察の結果におきましても、

同様に粒径や風化の程度に違いが認められるということでございますが、砂子又層上部層

にはマンガンが濃集する部位が認められておりまして、環境が繰り返し変化した可能性が

あるということでございます。 

 一方で、高位段丘堆積層には、マンガン斑は認められないという状況でございます。 

 18ページでございます。こちらは、分布標高について検討したものでございます。上段

に、それぞれの上限面等高線図を、中段に上限・下限標高、層厚を整理した表を載せてお

ります。 

 高位段丘堆積層につきましては、主に台地部に分布いたしまして、層厚4m前後で分布し

ております。現在の沢部など概ね標高40mを下回る範囲には分布しないという状況でござ

います。 

 一方で、砂子又層上部層につきましては、台地部のほか、基盤上限面の谷を埋めるよう

に分布しております。主な層厚は3mないし12mであり、台地部で薄く基盤の谷付近で厚く

分布する傾向が認められます。 

 以上のことから、砂子又層上部層及び高位段丘堆積層は、分布標高及び基盤の被覆状況
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に一定の違いが認められるということでございます。 

 19ページは、右上のキープランの位置の沢部の地質断面図でございます。沢部では、高

位段丘堆積層が削剝され、下位の砂子又層上部層が分布するという状況でございます。 

 20ページは、敷地近傍陸域の地質平面図でございます。これから御説明いたします敷地

のf1、f2断層につきまして、このように広域的な連続性を確認しているというものでござ

います。 

 21ページでございますけれども、敷地内の地質平面図になっております。台地部は広く

H5層が分布いたしまして、上位を火山灰層が覆います。中央部は造成されており、盛土に

なっているという状況でございます。 

 22ページでございます。こちらは、鷹架層の上限面地質図・等高線図になっておりまし

て、鷹架層の地質構造といたしましては、南北走向のf-1断層、f-2断層及び、これらから

派生するf-1a、f-1b、f-2a断層が分布いたします。また、東西走向の鷹架層堆積当時に活

動したsf系断層が分布いたします。 

 続いて23ページ以降、地質断面図を載せておりますが、こちらにつきましてはコメント

ナンバー③、重要構造物と地質構造の関係といったコメントに対応した資料でございます。 

 平面図に重要施設を1番から19番まで記載しておりまして、建屋名称につきましては右

上の表に記載をしております。地質断面図につきましては、東西4測線、南北4測線を記載

してございますが、代表といたしまして、EW-3測線、NS-2測線で御説明をいたします。 

 まずEW-3測線について、26ページの上段でございます。f-1断層は東傾斜の正断層、f-2

断層は西傾斜の正断層でございます。また、派生断層につきましては、これらと比較し規

模が小さい断層でございますが、傾斜等は、それぞれの断層と同様でございます。また、

sf-5断層につきましては、鷹架層上部層に変位を与えない断層でございます。 

 続いて27ページのほうでNS-2測線のほうを御説明させていただきます。こちらでは、sf

系断層について見ていただきたいんですが、基本的にsf系断層は、いずれも北傾斜あるい

は南傾斜の逆断層センスということで確認をしております。 

 続きまして30ページ、こちらから2章になりますけれども、f系断層について御説明をい

たします。こちら、2章につきましては、ナンバー③のコメント、f系断層が逆断層として

活動性がないかという点について対応した資料でございます。 

 30ページは、ボーリング調査及びトレンチ調査におけるf系断層の確認地点位置図でご

ざいます。青系統で示しているものがf-1、f-1a、f-1b断層の確認地点、赤系統がf-2、f-
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2a断層の確認地点でございます。 

 31ページでございます。31ページは、ボーリング、トレンチ調査以外で再処理施設の基

礎掘削範囲を東西約500m、南北約1,000mの範囲で行っておりまして、それぞれの建屋の掘

削面のデータを32ページのほうに載せてございます。 

 32ページは、建屋基礎掘削面のスケッチ図でございます。紙面左が、北になっておりま

す。f系断層を赤またはオレンジで記載しておりますが、このように分布を確認している

というものでございます。また、断層のトレース上に緑の四角に矢印を引いて地点名を記

載している箇所がございますが、こちらが被覆層との関係から断層の活動性の有無を確認

した地点でございます。さらにこれを赤丸で囲んでいるところが、逆断層としての活動が

確認された地点でございます。f-2断層の南部123地点、122地点、107地点及びf-2a断層7

地点、4地点、それからトレンチ2地点につきましては、逆断層としての活動が確認されて

いるという状況でございます。 

 33ページでございます。今御説明いたしましたボーリング、トレンチ、基礎掘削面で確

認した性状の一覧でございます。 

 鉛直変位量について申し上げますと、f-1断層につきましては最大140m、f-2断層につい

ては330mでございまして、派生断層につきましては、これより規模が小さいということで

ございます。活動性等につきましては、それぞれの断層の調査結果のところで御説明をさ

せていただきます。 

 34ページから、f-1、f-1a、f-1b断層について御説明をいたします。 

 35ページでございます。こちらは、活動性確認地点の性状一覧でございます。表の右端、

活動性に関する知見でございますが、いずれの断層につきましても、H5層、あるいはS3層

に変位を与えていないというものでございます。活動性確認結果につきましては、それぞ

れの断層の代表地点で御説明をさせていただきます。 

 36ページでございます。ここからが、f-1断層のトレンチ調査結果でございます。トレ

ンチの位置につきましては、敷地北東部の台地縁辺部に位置しております。 

 37ページでございます。こちらにトレンチのスケッチ、写真を載せております。紙面右

上にトレンチの展開図がございますが、ピンクと青の境界、この部分がf-1断層でござい

ます。f-1断層は、上位の高位段丘堆積層に変位・変形を与えていないということを確認

してございます。また、この地点におきましては、高位段丘堆積層中に鷹架層に連続しな

い2条の小断層が認められます。この小断層について、次ページ以降、検討しております。 
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 38ページは、トレンチの全景写真でございまして、写真は北北東から撮影したものでご

ざいます。f-1断層の南側の高位段丘堆積層中に、このように小断層が認められます。 

 39ページでございます。こちらは、左の位置で2断面切っておりまして、f-1断層、小断

層の走向・傾斜を記載しております。f-1断層と小断層の走向・傾斜は異なっておりまし

て、また、小断層は谷方向へ傾斜しており、いずれも正断層センスでございます。 

 40ページに、小断層のまとめがございます。f-1断層トレンチ内の高位段丘堆積層中に

認められる小断層は、f-1断層からの連続性が認められないこと、鷹架層中に連続してお

らず高位段丘堆積層内で消滅していること、走向・傾斜がf-1断層と異なることから、f-1

断層の活動と関連しないと判断されます。また、小断層の傾斜は谷方向であり、変位方向

は、谷側落ちの正断層であります。これらのことから、小断層は小規模な斜面崩壊等によ

って形成されたものと考えております。 

 続きまして、41ページ以降、f-1断層確認地点の結果を全て載せておりますが、活動性

につきましては、今御説明いたしましたトレンチと同様でございますので割愛をさせてい

ただきまして、45ページでございます。 

 こちらで、f-1a断層の調査結果について御説明をいたします。試掘坑の切羽の調査結果

でございますが、右のスケッチ図を御覧ください。ピンクと緑の境界付近のせん断面、こ

ちらがf-1a断層でございます。F-1a断層は、上位の砂子又層上部層に変位・変形を与えて

いないということを確認しております。 

 続いて46ページ、こちらは、f-1b断層の調査結果でございます。右下、スケッチ図がご

ざいますが、青と黄土色の境界、こちらがいずれもf-1b断層でございます。f-1b断層は砂

子又層上部層に変位・変形を与えていないという状況でございます。 

 47ページに、これまで御説明いたしましたf-1断層、f-1a断層、f-1b断層のまとめとな

っております。トレンチ調査、再処理施設建設時の岩盤検査等の既往調査結果から、f-1

断層、f-1a断層及びf-1b断層は、少なくとも高位段丘堆積層に変位・変形を与えていない

ことから、将来活動する可能性のある断層等ではないと判断されます。なお、f-1断層ト

レンチ内に確認される高位段丘堆積層中の小断層は、小規模な地すべりに起因したものと

考えられます。 

 続きまして、48ページから、f-2、f-2a断層について御説明をさせていただきます。 

 49ページでございます。こちらは、f-2・f-2a断層の活動性確認地点における性状の一

覧でございます。f-2断層につきましては7地点、f-2a断層につきましては4地点で確認を
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しております。 

 確認地点は北から順に整理をしておりまして、活動性について、活動性に関する知見が

表の右端にございますが、f-2断層の107地点より南、それからf-2a断層につきましては、

砂子又層上部層に変位を与えておりますが、高位段丘堆積層に変位を与えていないという

ことでございます。こちらも、代表地点の結果で御説明をさせていただきます。 

 50ページは、f-2断層トレンチの調査結果でございます。トレンチの位置は30ページの

ほうにございますが、こちら、スクリーンの、こちらの位置になります。右上にトレンチ

の展開図がございます。ピンクの鷹架層中部層、それから濃い青の鷹架層下部層、こちら

の境界がf-2断層でございます。上位の砂子又層下部層に変位・変形を与えていないとい

うことを確認しております。 

 続きまして、次ページ以降、f-2断層の調査結果を全て載せてございますが、こちらに

つきましては割愛をさせていただきます。 

 57ページでございます。こちらは、分岐部のスケッチ、写真を記載してございます。ス

ケッチ、写真を見ていただきますと、分岐部の断層面はf-2断層からf-2a断層に連続する

様子が見てとれます。また、分岐部よりも北側のf-2断層では砂子又層に変位が認められ

ないこと等から、最新活動は、f-2a断層及び分岐部より南側のf-2断層に沿って生じたと

考えられます。 

 続いて、f-2a断層につきまして、61ページで御説明をさせていただきます。 

 61ページはf-2a断層トレンチでございまして、位置につきましては左上のキープランの

位置でございます。一番北側のトレンチになっております。スケッチは、南面のスケッチ

図でございます。鷹架層中のf-2a断層は、砂子又層上部層中に連続しております。その上

位に、古期低地堆積層、高位段丘堆積層、火山灰層ということで分布をしております。 

 断層部の赤い四角の範囲を拡大したものが、62ページでございます。f-2a断層は、砂子

又層上部層に変位・変形を与えておりますが、上位の古期低地堆積層及び高位段丘堆積層

に変位・変形を与えていないということを確認しております。 

 断層と古期低地堆積層の境界付近を詳細に確認したものが、63ページにございます。①

番～⑧番まで拡大写真がございますが、いずれにつきましても、古期低地堆積層の基底面

に変位・変形はないということでございます。また、砂子又層上部層中の断層は逆断層及

び正断層がございますが、いずれも西上がりでございます。 

 64ページでございます。こちらは、さらに拡大した写真でございます。f-2a断層は、砂
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子又層上部層の上面まで連続しているという状況でございますが、これを防ぐように覆う

古期低地堆積層の基底面に変形はないということでございます。 

 続きまして、66ページでございます。こちらにつきましてはナンバー⑥のコメントに対

応しておりまして、砂子又層上部層上面の凸状について検討したものでございます。 

 上の写真が、法面上で観察した場合の写真でございます。f-2a断層上部の砂子又層上部

層上面に、凸状の形状が認められます。この凸状の形状につきましては、観察面が傾斜

45°の斜面であること、地層境界の走向と斜交しているため、地層境界の傾斜が本来の傾

斜と異なって見えます。そこで、見かけの傾斜を鉛直断面へ投影し、真の分布に近づけて

表示したものが下の写真になってございます。そうしますと、顕著な凸状が認められない

ということでございますが、断層付近で、やや凸状を呈しておりますので、これにつきま

して、地層境界付近の形状・堆積物に着目して検討しております。 

 67ページでございます。上の写真でございますが、凸状の左右、範囲①②におきまして、

砂子又層上限面の走向・傾斜を確認しております。その結果、範囲②のほうが傾斜が緩く、

走向も法面方向と平行に近くなっております。そのため、法面での見かけ傾斜は範囲②の

ほうが、より緩くなるという傾向にございます。 

 下の写真は、走向・傾斜を法面方向の鉛直断面に投影したときの見かけの傾斜を表示し

いたものでございます。砂子又層上部層の上面の走向・傾斜は、f-2a断層付近を境として

両側で若干異なります。ただし、左右それぞれの面は、断層が分布しない外側の上面の走

向・傾斜とほぼ一致しております。したがいまして、f-2a断層付近の両側の走向傾斜の違

いは、谷部の浸食面の不陸によるものと考えられます。 

 68ページのほうで、古期低地堆積層基底部の堆積構造について確認をしております。 

 下の写真に、古期低地堆積層の堆積構造を緑の破線で、礫層部を赤の破線で記載をして

おります。これらを見ますと、範囲①付近の古期低地堆積層中の斜交葉理は砂子又層上部

層の上限面と平行であり、砂子又層上部層上限面に沿うように堆積をしております。また、

範囲②につきましては、範囲①から連続する斜交葉理で覆われるように礫層が厚く分布し

ております。これらのことから、範囲②では、砂子又層上部層上限面の傾斜がやや緩く、

礫が残りやすい環境と考えられ、範囲①においては、沢の中心部側であり、砂子又層上部

層を削り込みながら斜交葉理が形成される環境であったものと考えられます。 

 以上のまとめが、右下にございます。f-2a断層上端付近の砂子又層上部層の上面に認め

られる凸部は、凸部周辺の境界面の走向傾斜及び上位の古期低地堆積層の層相から、浸食
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形状の不陸と考えられます。また、f-2a断層が砂子又層上部層上面直下まで変位を有して

いることを踏まえれば、f-2a断層は砂子又層上部層の上面が浸食される前に活動したもの

と判断されます。 

 69ページでございますけれども、こちらはトレンチで認められる高位段丘堆積層中の割

れ目の写真でございます。これらの割れ目は、いずれも引張性の割れ目であり、堆積構造

に変位を与えないものでございます。開口する場合や、割れ目沿いに細粒物が充填して固

結する場合が認められます。 

 続きまして、70ページからがf-2a断層トレンチ（南）の調査結果でございます。位置に

つきましては、先ほどのトレンチから50m程度南の位置でございます。トレンチの展開図

を載せてございます。地質の分布、断層の活動性等につきましては、基本的には先ほどの

トレンチと同様でございます。異なる点といたしまして、この地点では古期低地堆積層が

薄く分布しているということと、高位段丘堆積層中に2条の小断層が確認されております。 

 北面の赤い四角の範囲につきまして拡大したものが、71ページでございます。先ほどの

トレンチと同様、f-2a断層は砂子又層上部層に変位・変形を与えているが、古期低地堆積

層、高位段丘堆積層に変位・変形を与えていないということを確認しております。また、

高位段丘堆積層中に2条の小断層が認められますが、こちらにつきましても古期低地堆積

層に連続していないということを確認しております。 

 72ページでございますが、左の写真の赤い破線の範囲を拡大したものが右の写真でござ

います。f-2a断層が砂子又層上部層の上面まで連続しておりますが、これを防ぐように覆

う古期低地堆積層の基底面に変位・変形はないということでございます。断層直上付近の

古期低地堆積層の層厚は、約6cmになってございます。 

 こちらにつきましては掘り込みを行っておりまして、そちらが73ページ以降でございま

す。こちらは、コメントナンバーの⑤、古期低地堆積層の基底面標高、ナンバー⑥の奥行

き方向のデータの拡充というコメントに対応した資料でございます。 

 73ページ右下の写真でございます。こちらの赤い四角で示す位置で奥行き方向にブロッ

クサンプリングを2カ所行っておりまして、当初法面から1.3m掘り込みを行った状態とな

っております。 

 74ページは、掘込部の拡大の写真でございます。掘り込み後の古期低地堆積層の層厚は、

20cmと厚くなっております。北東に向かうに従い、層厚を増しているということでござい

ます。 
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 75ページでございます。こちらは、掘り込みの各段階の断面の写真を記載しております。

いずれの断面につきましても同様の状況でございまして、古期低地堆積層の基底面に変

位・変形がないということでございます。 

 76ページでございます。こちらは、f-2a断層上部の古期低地堆積層の分布について確認

したものでございます。写真に、古期低地堆積層の基底面上限面につきまして、黄色の破

線で記載をしております。こちら確認いたしますと、断層部直上の古期低地堆積層の基底

面に凸状の構造は認められないということでございます。 

 これにつきまして、77ページのほうで少し広い範囲で確認をしております。上の写真で

ございますが、古期低地堆積層の基底、上限標高を黄色の破線、青い破線で記載をしてお

ります。こちらについて確認した結果、基底面標高は全体としては北東方向に向かって緩

やかに低下いたします。一方、上限面標高は、北東に向かって上昇しております。したが

いまして、これらの標高分布はf-2a断層の変位方向とは非調和であり、f-2a断層の影響を

受けていないと考えております。 

 続きまして、79ページでございます。こちらは、左のスケッチ図に示す位置でブロック

サンプリングを行いまして、CT画像を撮影したものでございます。CT画像の観察結果にお

きましても、古期低地堆積層の基底面、堆積構造に変位・変形は認められないということ

でございます。 

 続きまして、80ページからがf-2a断層と小断層との関係について検討したものでござい

ます。それぞれの断層の変位量、変位センスについて、左に整理してございます。 

 まず、鷹架層中のf-2a断層につきましては、ボーリング調査結果では、変位方向は西落

ちの正断層、鉛直変位は最大約45mということでございます。一方で、トレンチにおきま

しては、変位方向は西上がりの逆断層、鉛直変位は20cm程度でございます。 

 砂子又層中のf-2a断層につきましては、変位方向は西上がりの逆断層、鉛直変位につき

ましては10cm程度ということで、鷹架層と整合的でございます。 

 高位段丘堆積層中の小断層は、こちらは2条ございまして、西側については西落ちの正

断層、東側は、西上がりの逆断層でございます。鉛直変位につきましては、いずれも約

2cm前後ということでございます。これら変位センス、変位量等について確認したデータ

が、次ページ以降にございます。 

 81ページは、鷹架層中のf-2a断層の変位について確認したものです。上限面の変位につ

きましては、上限面の落差から、鉛直変位約20cm、変位方向、西上がりの逆断層というこ
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とでございます。 

 82ページでございますけれども、左のスケッチで示す位置でブロックをとっておりまし

て、条線観察をした結果でございます。条線方向は、中核度50°～60°ございます。した

がいまして、変位方向は右横ずれの西上がり逆断層、変位量につきましては約24cmという

ことでございます。 

 続きまして、83ページ、84ページについては、砂子又層上部層中の変位について検討し

たものでございます。鉛直変位につきましては、西上がりの逆断層約10cmでございます。

水平変位につきましては、傾斜45°の面の葉理が西上がり、あるいは右横ずれと考えられ

る変形を示しております。したがいまして、変位方向は西上がりの逆断層ということでご

ざいます。 

 84ページでございます。こちらは、掘削途中の仮底面で水平変位を確認したものでござ

います。確認した結果でございますけれども、東傾斜18°の葉理が見かけ右側へ30cmずれ

ているという状況でございます。 

 以上、鉛直変位、水平変位に鷹架層と同じ変位方向を当てはめますと、鉛直変位量と見

かけの水平変位量が、ほぼ一致することから、鷹架層中のf-2a断層の変位方向と整合的で

あるということでございます。 

 続いて、85ページ、86ページでございますけれども、こちらについては高位段丘堆積層

中の小断層の変位について確認をしたものでございます。 

 85ページは、まず東側の小断層でございますが、位置A、位置Bという点で、それぞれ鉛

直水平変位を確認しております。鉛直変位につきましては西上がり逆断層1cmから2cmでご

ざいます。水平変位につきましては、北傾斜の葉理が見かけ右側へ3cmずれ、南傾斜の葉

理が見かけ左側へ4cmずれるということでございます。以上のことから、変位方向はほぼ

鉛直の西上がりの逆断層でございます。 

 86ページ、87ページは、西側の小断層について確認した結果でございます。鉛直変位は

西落ちの正断層1cmから2cmでございます。 

 87ページでございますけれども、こちらは掘削途中の仮底面で水平変位を確認した結果

でございます。東傾斜の葉理が見かけ左側へ4cm程度ずれ、西傾斜の葉理は見かけ4cm程度

右側にずれます。したがいまして、小断層の変位方向は、ほぼ鉛直の西落ち正断層でござ

います。 

 以上、小断層の変位についてまとめたものが、88ページでございます。f-2a断層の変位



14 

方向は、右横ずれの西上がり逆断層でございます。一方で、高位段丘堆積層中の小断層の

変位方向は、ほぼ鉛直ずれ西落ちの正断層及びほぼ鉛直ずれの西上がりの逆断層でござい

ます。f-2a断層の上位を覆う古期低地堆積層及び高位段丘堆積層の最下部には、変位・変

形は認められないという状況でございます。 

 以上のことから、高位段丘堆積層中の小断層は、f-2a断層と連続しないこと、変位方向

が異なることから、f-2a断層の活動とは関係ないと判断されます。 

 89ページ、90ページにつきましては、小断層の平面的な連続性について検討したもので

ございます。f-2a断層は、4箇所で高位段丘堆積層との関係を確認しておりまして、平面

図のほうにオレンジの丸で記載しております、こちら1箇所のみが小断層が認められると

いうことでございます。 

 90ページでございます。90ページは、先ほどの確認地点のスケッチ図でございます。f-

2a断層トレンチ（南）で確認された高位段丘堆積層中の小断層は、北側ではf-2a断層の走

向・傾斜と斜交しております。また、北側のf-2a断層トレンチ、南側の掘削法面には分布

しないということでございます。 

 続きまして、91ページからが、小断層の成因について検討したものでございます。成因

といたしましては、地すべり、受動変形の可能性があると考えられます。 

 92ページにつきましては、地すべりの可能性について検討をしたものでございます。左

の図は、鷹架層上限面等高線図にトレンチの位置を記載したものであります。こちらを見

ていただきますと、トレンチの東側には鷹架層上限面に谷が位置しております。また、小

断層の走向が斜面傾斜方向に直交でございます。 

 以上のことから、高位段丘堆積層堆積後の谷部の浸食によって、段丘堆積層が谷壁斜面

下方に移動したために形成したと考えられます。ただし、f-2a断層直上付近に小断層が形

成される理由は説明が難しいと考えております。 

 93ページでございます。こちらは、受動変形について検討したものでございます。上が

高位段丘堆積層中に小断層がない例といたしまして、4地点北側法面のスケッチを載せて

ございます。下は、小断層がある例といたしまして、f-2a断層トレンチ（南）北側法面の

スケッチでございます。 

 二つの地点の違いといたしましては、4地点のほうは未固結層がほぼ水平に分布してお

ります。一方で、f-2a断層トレンチ（南）につきましては、未固結層が、東側が厚く堆積

しております。この未固結層の層厚の違いに起因して、地震動の揺れが不陸の左右で変化



15 

し、せん断変形が生じる可能性があると考えられます。 

 94ページでございます。こちらは、小断層の成因のうち受動変形の事例について検討を

したものでございます。未固結層の層厚の違い、地震動に着目して文献検索を行っており

ます。検索結果でございますが、未固結層あるいは未固結時に形成された小断層一般に関

する研究事例が認められます。基盤の不陸や地震動が関係するとする文献は認められます

が、地すべりが関係するものや規模が大きい事例が多いということでございます。 

 95ページでございます。こちらは、未固結層に変位を与える小断層の研究事例でござい

ます。ノンテクトニック断層、いわゆる起震性ではない断層のうち、重力下等で未固結層

に変位を与える小断層の研究事例として、その成因につきまして重力下での物質移動、地

震動による物質移動といったものが文献のほうで示されております。こちらにつきまして

は、今回のケースに類似しており、基盤の不陸及び地震動等に起因して、未固結層中のみ

に小断層が生じる可能性を示唆した、こういった研究事例が認められるということでござ

います。 

 続いて、96ページでございます。こちらは、コメントナンバーの⑧番、基盤に断層がな

いところの段丘堆積層中の小断層の事例ということで、敷地周辺のトレンチ調査結果につ

いて載せてございます。 

 下にトレンチの写真がございます。イ断層、ロ断層につきまして赤線で、それ以外の段

丘堆積層中の小断層を黄色の線で記載をしております。このように、段丘堆積層中の小断

層は複数の地点で認められておりますが、北面の6、南面の8、こちらについて、代表で次

ページ以降、データを載せてございます。 

 こちら、いずれにつきましても鷹架層上面の不陸が認められる箇所付近に、段丘堆積層

に数cmの変位を与える小断層が認められるということでございまして、小断層は段丘堆積

層中で消失しており、基盤及び地表には連続しないという状況でございます。 

 102ページでございます。f-2、f-2a断層のまとめです。トレンチ調査、再処理施設建設

時の岩盤検査等の既往調査結果から、f-2断層のうち敷地南部及びf-2a断層については、

砂子又層上部層に変位・変形を与えているが、古期低地堆積層及び高位段丘堆積層に変

位・変形を与えていないことを確認しております。また、ブロック試料を用いたCT画像観

察結果から、古期低地堆積層の基底面及び堆積構造に変位・変形は認められません。 

 以上のことから、f-2断層、f-2a断層は、将来活動する可能性のある断層等ではないと

判断しております。 
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 高位段丘堆積層中の小断層のまとめでございますが、小断層は、これまで示したf-2a断

層と連続しない、変位方向が異なる、分布が局所的であるということから、f-2a断層の活

動とは関連しないと判断されます。また、研究事例及び敷地周辺の事例と類似しており、

その成因は、起震性の断層とは考えられず、地形・地質分布から、小規模な地すべりある

いは受動変形により形成されたと考えられます。耐震重要施設は、直接鷹架層に設置して

いることから、高位段丘堆積層中の小断層による施設の安全性に影響はないと判断してお

ります。 

 続きまして、103ページ以降、sf系断層について御説明をいたします。 

 104ページは、sf系断層の確認地点位置図でございます。ボーリング調査、トレンチ調

査において、こちらの位置で確認をしております。 

 105ページでございます。こちらは、sf系断層の主な性状及び活動性について整理した

ものでございます。変位センスにつきましては、南上がりあるいは北上がりの逆断層でご

ざいます。活動性に関する知見といたしましては、f系の断層に切られる、あるいは鷹架

層上部層に変位を与えないということでございます。 

 106ページ以降、それぞれの断層のコア写真を載せております。こちらにつきましては

現地調査の際にも確認いただいておりますが、いずれにつきましても断層面は固結・ゆ着

しているという状況でございます。 

 コア写真のほうは、割愛をさせていただきます。 

 続いて、116ページでございます。sf-3断層トレンチの調査結果でございまして、こち

らはf-1断層との会合部付近でトレンチ調査を行っております。 

 117ページに、拡大のスケッチがございます。 

 こちらの薄い緑とオレンジ色の境界、こちらがsf-3断層でございます。sf-3断層は、砂

子又層上部層に変位・変形を与えていないf-1断層と同系統の断層に切られております。

したがいまして、sf-3断層の活動時期は、f-1断層の形成前と判断されます。 

 118ページでございます。こちらは、sf-4断層トレンチでございまして、現地調査の際

にも確認をいただいております。スケッチのオレンジと青、緑との境界付近がsf-4断層で

ございます。 

 119ページのほうに、写真を載せております。 

 断層面は、ゆ着・固結しており、弱層部は認められないという状況でございます。また、

ゆ着した小断層に切られるというものでございます。この小断層につきましては、120ペ
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ージのほうにf-1b断層トレンチとの位置関係を示しております。 

 小断層については、f-1b断層から分岐する小断層であり、f-1断層、f-1b断層と同系統

の小断層と考えられます。したがいまして、sf-4断層の活動時期は、f-1b断層の形成前と

判断されます。 

 121ページ、122ページのほうにつきましては、sf断層について、sf-1、sf-2断層、sf-5

断層について活動性を確認したものでございます。 

 sf-1、sf-2断層でございますけれども、121ページの上のほうに水色の線でsf-1、sf-2

断層、赤線でf-2断層を記載しております。地質分布から、sf-1、sf-2断層は西側でf-2断

層に接すると考えられますが、一方、f-2断層は、ほぼ直線的に連続しております。した

がいまして、sf-1断層及びsf-2断層の活動時期は、f-2断層の形成前と判断されます。 

 122ページでございます。こちらは、sf-5断層の活動性について検討したものでござい

ます。コメントナンバーの⑩に対応してございます。sf-5断層につきましては、右の図に

記載の4カ所のボーリングで確認をしております。確認した深度は標高マイナス130m以深

でございまして、いずれも鷹架層上部層泥岩層の下位で確認をしております。 

 123ページでございます。左の位置図の断面位置におきまして、2断面切っております。

断面図御覧いただきますと、sf-5断層の上位延長部では、断層は確認されないということ

でございます。また、鷹架層上部層の基底面及び凝灰岩の挟み層は、ほぼ一定の傾斜で連

続しており、下位層と同じ変位は認められないということでございます。したがいまして、

sf-5断層は、鷹架層上部層泥岩層に変位を与えていないと判断されます。 

 124ページが、sf系断層のまとめでございます。sf系断層は、断層部の性状がゆ着・固

結していること、鷹架層上部層に変位・変形を与えていないこと、f系断層に切られてい

ること等から、少なくともf系断層の活動以前に活動を終えた断層であり、将来活動する

可能性のある断層等ではないと判断しております。 

 続きまして、125ページのほうから、敷地南東部の地すべり地形について御説明をいた

します。こちらは、コメントナンバー⑪に対応しております。126ページは、空中写真判

読結果に重要施設の位置を重ねたものでございます。 

 10番、18番の建屋につきましては、一部地すべりの範囲にかかっておりますが、こちら

については後ほど岩盤スケッチのデータを御説明いたします。 

 127ページでございます。造成前の空中写真、造成前の地形図を載せてございます。敷

地南東部を東方に流下する沢沿いに地すべり地形が判読されます。東方に流下する沢は、
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谷頭が高位段丘面内に位置することから、高位段丘面離水後に形成されたと考えられます。

移動土塊の頭部付近に鞍部が認められますが、鞍部については直線的には連続しないとい

うことでございます。滑落崖の多くは開析が進んでおり、移動土塊の末端部は現河床より

も高い位置にあることから、最近の活動ではないと考えられます。 

 128ページ、こちらは造成後の空中写真、地形図でございます。西半部は盛土により造

成しているため、現在は地すべりのおそれのある急斜面は存在しないということでござい

ます。 

 129ページでございます。敷地南東部の地質平面図を載せてございます。鷹架層の中部

層、砂子又層上部層、崖錐堆積層等が分布いたします。砂子又層上部層は、水平ないし

10°程度のシルト層を挟むことから、すべり面を形成する可能性がございます。 

 A地点からD地点につきまして、断面を切ったものが、130ページ以降でございます。 

 130ページは、A地点・B地点の断面でございますが、A地点・B地点ともに滑落崖と判読

された範囲付近に地形と調和的な基盤の不陸や断層は認められず、鷹架層中にすべり面と

なるような割れ目や堆積構造は認められないということでございます。 

 131ページは、C地点・D地点の地質断面図でございます。C地点は、砂子又層が周辺より

も厚く分布しております。鷹架層中にすべり面となるような割れ目や堆積構造は認められ

ません。D地点は、多地点と比べて開析されておらず、滑落崖の冠頂が明瞭でございます。

また、移動土塊と判読された範囲内に崖錐堆積層が認められます。 

 132ページでございます。こちらは、B地点・C地点の柱状対比図でございます。柱状図

を等間隔に配置しております。移動土塊が判読された範囲のうち、C地点の中腹部ではシ

ルト層の繰り返しや顕著な層厚変化があり、一部に堆積構造の乱れが認められます。鷹架

層中にすべり面となるような割れ目や堆積構造は認められないという状況でございます。

したがいまして、C地点では、砂子又層上部層中で地すべりが生じたと考えられます。 

 133ページは、C地点付近で行った弾性波探査の結果でございます。移動土塊の中腹部か

ら脚部付近では、低速度層が周辺に比べ厚くなっておりますが、この範囲は移動土塊の範

囲内の小滑落崖で囲まれた範囲と一致しております。これ以外に、断層や移動土塊を示唆

する速度分布は認められないということでございます。 

 134ページは、C地点における移動土塊内のトレンチの調査結果でございます。トレンチ

では、火山灰層及び砂子又層上部層中にすべり面が確認されております。 

 135ページに、すべり面の性状一覧表、トレンチのスケッチ図を載せております。すべ
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り面は、連続性が低く途中で消滅するものが多いということでございまして、周辺のボー

リング調査結果を踏まえますと、砂子又層上部層内ですべり面を形成しているものと判断

されます。 

 136ページ～139ページにつきましては、4章冒頭で御説明いたしました10番、18番の建

屋の基礎掘削面の写真、スケッチでございます。 

 基礎掘削面の標高は35m～32mでございまして、原地形から20m以上掘削した位置にござ

います。 

 137ページに、スケッチを載せてございます。基礎掘削面は全て鷹架層が分布いたしま

して、滑落崖と関係するような構造は認められないということでございます。18番の建屋

につきましても、同様の状況でございます。 

 以上、140ページが、敷地南東部の地すべり地形のまとめでございます。地形・地質調

査結果、地すべりの発生時期につきましては、これまで御説明したとおりでございますの

で割愛をさせていただきまして、発生深度のところについて御説明をいたします。 

 地すべりの発生深度は、砂子又層上部層中に層相の繰り返しや堆積構造の乱れが認めら

れること、鷹架層中にはすべり面が認められないことから、砂子又層上部層中で発生した

と判断されます。施設設置位置付近は地すべりが生じるような地形の起伏はなく、施設は

鷹架層に設置されていることから、施設に影響を及ぼすものではないと判断されます。 

 続きまして、142ページ、こちらが総合評価でございます。f系断層のまとめといたしま

しては、f系断層は、少なくとも高位段丘堆積層に変位・変形を与えていないことから、

将来活動する可能性のある断層等ではないと判断されます。高位段丘堆積層中の小断層は、

研究事例及び敷地周辺の事例と類似しており、その成因は起震性の断層とは考えられず、

地形・地質分布から、高位段丘堆積層内の小規模な地すべり、あるいは受動変形により形

成されたと判断され、耐震重要施設は鷹架層に設置されていることから、施設の安全性に

影響を及ぼすものではないと判断されます。 

 sf系断層のまとめでございます。sf系断層は、断層部の性状がゆ着・固結していること、

鷹架層上部層に変位・変形を与えていないこと、f系断層に切られていること等から、少

なくともf系断層の活動以前に活動を終えた断層であり、将来活動する可能性のある断層

等ではないと判断されます。 

 敷地南東部の地すべりでございますが、地形及び地質構造から、地すべりの発生時期は、

高位段丘面離水後と判断されます。ただし、移動土塊の末端部が現河床よりも高い位置に
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あること、滑落崖の冠頂あるいは移動土塊の開析が進んでいることから最近の滑動ではな

いと判断されます。敷地南東部に認められる地すべりは、鷹架層中にはすべり面が認めら

れず、耐震重要施設は鷹架層に設置されていることから、施設の安全性に影響を及ぼすも

のではないと判断されます。 

 以上のことから、耐震重要施設を支持する地盤に「将来活動する可能性のある断層等」

は認められないと評価をいたします。 

 御説明は、以上でございます。 

○石渡委員 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。コメントのある方は、手を挙げて発言してくだ

さい。 

 どうぞ、櫻田チーム長。 

○櫻田チーム長 規制庁、チーム長の櫻田です。 

 内容に関する話ではなくて、説明の仕方について注文申し上げます。 

 本日の審議は、敷地内断層の活動性評価に関してのコメント回答ということのはずなん

ですけれども、今の説明は、この用意された資料を冒頭からずっと順番に、ある種、淡々

と説明するという形でした。 

 前回のコメントとこの本会、日本原燃が調査、検討して回答をつくったというところの

関係が、あまりというか、かなり明確ではないという感じを受けています。加えて、前回

と全く変わっていない資料についても、コメント回答との関係も特に明示することなく、

同じような説明をしてこられています。 

 今日は120分の時間を用意しています。審査の時間は、有限な、貴重な資源です。効率

的な審査を私どもはやりたいと思っていますが、申請者においても、その資源の有効な活

用ということをきちんと考えていただきたい。コメントの回答ですから、どういうコメン

トがあって、それに対して前回から何を追加して検討したのか、その結果がどうだったの

か、そういったことについて、きちんとわかりやすく説明するということを今後の審査会

合では求めたいと思いますので、ぜひ、よく注意してください。 

 以上です。 

○石渡委員 いかがでしょうか。どうぞ。 

○日本原燃（金谷理事） 御指摘ありがとうございます。 

ただ、一言だけ申し上げたいのは、前回の審査会合がたしか5月の30日ということで、
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半年以上前ということでございました。したがいまして、一応、ワンスルー御説明させて

いただいて、その中で今日も御説明いたしましたようなコメントについての回答を、随所

盛り込んで説明させていただいたということでございまして、一応、ヒアリングのときに

も、こういうことでよかろうということで私どもは認識しておりました。 

ただ、櫻田さんが言われたようなことについては、また今後、肝に銘じて対応させてい

ただきたいと思います。 

以上です。 

○櫻田部長 ヒアリングの場でこういう説明するということについて、我々のほうでも聞

いてたということで、そこはこちらのほうの感覚も少し鈍っているのかもしれません。 

 もう一度申し上げますが、審査の時間は有限なので、そこをどのように有効に活用して

いくかということについては、私どもも注意しなければいけませんけれども、申請する方

のほうも、ぜひ、そこはきちんと考えていただきたい。 

 半年前に議論した結果をまた持ってくるということなので、全体がわからなくなってく

るということは当然あり得ますが、それは説明の中で、こういうコメントはこういう背景

があって出てきたんだというふうに説明していただいたほうが、かえってわかりやすい。 

 全く前回と同じ資料を同じように説明されて、それと今回の議論すべきポイントとの関

係が、今お聞きした説明の中では、正直言って強調もされていませんでしたし、どこが新

しく説明されたかというところも、めり張りがない感じでありました。そこは注意してい

ただきたいと思います。 

○石渡委員 これは櫻田チーム長がおっしゃることは、非常に的を射ているというふうに

思います。今後もう少し注意して準備するようにお願いをいたします。 

 早速、今日の質疑に入りたいと思います。コメントのある方は手を挙げて発言をしてく

ださい。 

どなたからでも、はい、どうぞ、佐藤さん。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。 

 私から2点ほど御質問させていただきます。 

 sf系と、それから、fk断層の確認ということなんですけども。まず、sf系なんですけど

も、124ページですかね、結論のところで、sf系は断層面を固着、あるいは、ゆ着してい

ること。それから、鷹架層上部層に変位・変形を与えていない。それから、f系断層に切

られているというふうなことで、f系断層の活動以前に活動を既に終えていた古い断層だ
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という御説明だったと思うんですけども。我々も昨年12月の現地で、限られた時間ではあ

りましたけども、コアを確認させていただいたということもありますけども、ここで改め

てもう少し質問させていただくということにさせていただきたいということです。 

 例えば、109ページ、sf-2という断層がございます。これは一定見た感じ、ちょっとよ

くわからないんですけども、例えば、105ページでは、sf-2の同定したその根拠、書いて

ございますけども、写真見た限り、あまりちょっと、なかなか識別根拠はあまりよくわか

らないと。 

一方、110ページのsf-3という混在部ということで認識されていますけども、それぞれ

少し識別の根拠を、そういう視点から御説明をいただきたいというふうに思いますが、い

かがでしょうか。 

○日本原燃（高橋課長） 日本原燃の高橋です。 

 sf断層につきましては、まず、例えば106ページを御覧いただきたいんですけれども、

106ページの右下に敷地内の層序表を入れてございます。例えばですけれども、こちらの

場合ですと、地層ボーリングコアの拡大図がございまして、左側、上位側のほうに、鷹架

層下部層細粒砂岩層という細粒砂岩がございます。 

 一方で、その断層を境にして下岩側のほうに、こちらでは中部層粗粒砂岩層の中の砂質

軽石凝灰岩という地層があります。この右側の層序表でいきますと、ピンクの地層に該当

するわけです。この部分で地層の逆転が生じているという、こういったようなところを基

本的にはsf、あとは性状を見て確認をしていくというような形をとっておりまして。 

今、佐藤さんから御指摘いただきました108ページのほうの少しわかりにくいといった

ところ、すみません、109ページですか、すみません、109ページのところでございますけ

れども、拡大図は108ページのほうに載っておりますけれども、これは下部層の中で泥岩

層というものと細粒砂岩という地層、これは右側の同じく層序表を見ていただきますと、

同じく細粒砂岩層の中、下部層の中ということでございまして、非常に確かに写真だけを

見てしまいますと、なかなか色合いだけではなかなかわかりにくいところはあるんですけ

れども、いずれにしても敷地全体の中で分布を確認していきますと、細粒砂岩層と言って

いるものと、泥岩と、いわゆる、少しもっと細かいものといったようなところでの区分が

できまして、この境界というところが、この今、赤線で書いているsf断層というところで

地層は逆転しているというところを、いずれにしてもsfとして認定をしているというもの

でございます。 
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 以上でございます。 

○佐藤チーム員 わかりました。基本的には、その地質境界、物質境界をsf系というふう

な同定の仕方をしているというふうな理解で承りました。 

 それから、あと、124ページなのですけども、結論のところ、小括のまとめというとこ

ろで、二つ目のポチですけれども、sf系断層の成因は、これらの性状等から考えて、海底

地すべりの可能性が考えられるというふうな表記がございます。 

 成因、移動についてなんですけども、sf系の特徴として、断層センスは逆断層というふ

うなまとめがあったと思います。何か地すべりといいますと、正断層系が卓越するのかな

という印象はあるんですけども、一方、ここでは全て逆断層センスと。この辺について海

底地すべりとお考えになられている、その考え方ですね、そこをちょっと御説明いただけ

ればと思います。 

○日本原燃（高橋課長） 高橋です。 

 今の御質問のところなんですけれども、いろいろとこれまで出戸西方断層の御説明をさ

せていただいたときにも、現地調査のときにsf断層というのを確認したということを御説

明をさせていただいていたかと思います。 

 その際に、鷹架層のまず現状・現象ということで、地層が逆転をしているというような

ことを考えますと、まず逆断層であるということが言えると。あと、断層部の性状を見ま

すと、固結・ゆ着をしていて、明瞭な破断面というのは認められないと。 

 また、活動性のところで御説明をさせていただきましたが、鷹架層の上部層を堆積する

以前であるというようなところでいきますと、堆積環境下でおいては恐らく海底の中であ

るというようなところを鑑みまして、海底地すべりという成因を説明をさせていただいて

おります。 

 最初の海底地すべりということであれば、正断層的なセンスではないかという御質問に

ついては、我々もそのとおりだと思っております。ただ、この辺は現地調査でもいろいろ

と御質問をいただいていたところだったとは思うんですけれども、もう少し大局的に広い

範囲で見た際に、これは情報をまず正断層のsf断層というのは、まだ私どものほうではあ

まり明瞭に確認をしているという箇所はまずありません。ありませんが、今のこの鷹架層

というのが、南東傾斜に緩やかに傾斜をしているという状況下からすると、もっとうちの

敷地よりも北のほう、今で言えば、吹越山地、山地側のほう、北のほうですね、北のほう

に山地がございますので、そちらのほうから基本的には南北の方向に滑って、その滑った
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端部が敷地の中、あるいは、出戸の辺り周辺に出ている。したがって、地すべりの端部な

ので、全てが逆断層として見えているというような考え方で、可能性の一つとして書かせ

ていただいている、状況の結果とあわせて、そのような可能性として解釈しているという

状況でございます。 

○佐藤チーム員 わかりました。成因についてはなかなか難しいところもあると思います

ので、今のお考え方は、とりあえずは承知いたしました。 

 それから、f系断層についてもう1点御質問です。昨年も現地調査で、特にf-2aという断

層に着目して、トレンチを数カ所見せていただいたというふうなことを踏まえて、1点確

認というふうなことでさせていただきたいと思います。 

 80ページをちょっと見ていただきますと、f-2a断層は敷地内においては西落ちの正断層

であるというふうな御説明があったかと思います。 

 一方、80ページのこの左側の四角い枠の中には、トレンチでは西上がりの逆断層センス

というふうな記載があると思います。そういった意味では、大局的な構造とこのトレンチ

とで見受けられた構造には、相違はあるんじゃないかなというふうに見受けられるんです

けども、ここの御説明を少しいただければというふうに思います。いかがでしょうか。 

○日本原燃（高橋課長） 高橋でございます。 

 今、御質問をいただいたところに関しましては、すみません、32ページを御覧いただけ

ますでしょうか。 

 こちらは再処理の底盤を観察した際に確認したデータと、あと被覆層で、すみません、

緑の四角が書いてあるところが被覆層を確認していて、さらに赤丸にしているところが、

被覆層の中に逆断層として認められるところでございます。 

 最初の御説明をさせていただいたときに、f-2a断層の落差が全体的に45m程度あるとい

うことで、これは西傾斜の正断層であるという、大局観としては正断層だと思っておりま

す。 

 一方で、この赤丸で示したところの被覆層をあけますと、確認いたしますと、砂子又層

に変位を与えていて、いずれも逆断層センスということを確認しております。 

 したがいまして、ボーリングといったようなレベル感で見て、大きな構造で見てしまい

ますと、大局的には西傾斜の正断層という形になるんですけれども、実際に個別こういっ

たような、この部分ですね、ここが最新活動だと思っておりますけれども、この部分につ

いては、ここでも書いているように、20cm程度にはなるんですけれども、西傾斜の逆断層
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といった形が、このような連続の仕方で、1回か2回か複数回かわかりませんけれども、こ

この部分に最新活動があったというようなことで、ちょっと大きな意味の大局的なことと

詳細なところで、ちょっと記載の解釈というか、その記載の感じが違うというのは、そう

いったようなことからでございまして、連続的にはこういったところで確認がとれていま

すので、この部分が最新活動というような形で見ていただければと思います。 

○佐藤チーム員 承知いたしました。 

○石渡委員 それでは、ほかの方。 

 吾妻さん。 

○吾妻チーム員 チーム員の吾妻です。よろしくお願いします。 

 私から、まず、f系断層、f-2aのトレンチですね、現地でも詳細に御説明いただいたと

ころについての確認なんですけれども、現地で実際に現場を確認させていただいて状況を

見まして、また、今回その後でやっていただいたCTスキャンととか、そういったデータも

出していただきまして、古期低地堆積層ですか、そういったところに変形がない、それ、

砂子又の上部がその古期低地堆積層に覆われているという構造については、確認できたん

じゃないのかなという感想を持っています。 

 そのときの現地で申し上げたか、その後のヒアリングで申し上げたか忘れたんですけど

も、一つの確認方法として、砂子又層の中の断層ですね、f-2aと、あと上の高位段丘の中

にあるその亀裂の今、評価しているメジャーなやつですよね。あれを奥に追い込んでたと

きに、つつく方向が違ってくる、そういう可能性があるんじゃないかということをコメン

トさせていただいたんですけども、その辺、今回その追い込みの調査をされて、どのよう

な感じで、やっぱり同じ位置でずっとつながっていくものなのか、その辺確認させていた

だきたいんですけども、いかがでしょうか。 

○日本原燃（高橋課長） 高橋です。 

 今の御質問は、現地調査のときにお話をさせていただいたところだと思います。そこは

特にブロックのところの掘り込んだ情報を調べてくださいというところでお示ししたんで

すが、このたかだか1m30cmぐらい掘り込んだ状況では、ほぼ位置的には変わらないです。 

 ただ、90ページを御覧いただきたいんですが、そのとき、私、ちょっと口頭で御説明を

してしまったので、あまりよろしくなかったんですが、こちらの資料でございます。こち

らがちょうど吾妻さんと下のところでお話をさせていただいていて、上のところにちょっ

と行けなかったんですけれども、上のトレンチの上で高位段丘堆積層のその小断層の水平
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的な連続のデータをとっておりまして、この部分で行きますと、先ほどちょっと大塚の方

でも御説明をさせていただきましたが、連続する方向としては少し斜交をする、f-2a断層

と小断層との構造としては斜交しているという状況を確認しております。これが一番東側

のほうに触れていくようなやつは、断層がこちらのところでf-2a断層を直接確認して、こ

ういったトレンドに対して、やや東に振っているような斜交をしているということで、今

日は御説明をさせていただきました。 

○吾妻チーム員 わかりました。この件については、じゃあこれで確認ということにした

いと思います。 

 もう1点なんですけど、ちょっと本日の資料でも詳しく説明していただいて、前にも質

問をしたかもしれないんですけれども、その砂子又層、特に上部と高位段丘堆積物ですよ

ね。その違いというのをどのように判断されるかということを、前々からちょっと気にし

ていて、要はどちらも細粒な砂で、若干、今日の資料とかを拝見すると粒度が違うとか、

そういった違いはあるみたいなんですけども、全く同じ物ではないのかもしれないんです

けども、例えば、その堆積環境についての解釈等がありましたよね。前のほうで、16ペー

ジに概略書いていただいているんですけども。 

 砂子又層というのは、下部外浜の浅海性のものであって、その高位段丘堆積物は上部外

浜から前浜堆積物ですよという、その堆積環境の違いをお示しいただいているのですけれ

ども、そうなってくると、例えば一連の時代差がなくて、時代差があんまりなくて、一連

の堆積環境の変化、シーケンスの中で説明できたりしないのかなというところがちょっと

気になったのです。 

 それぞれの地層の上限、下限の分布の高度とかも示していただいているんですけども、

仮に、その砂子又層から高位段丘までの間に大きな時間間隙があれば、その砂子又層の上

面というのは削られて、そこで浸食作用が入りますよね。そこを、また、その後の高位段

丘堆積物とは限らないのかもしれませんけども、その後の堆積物が覆ってくるような、そ

ういう関係が見えてくるかと思うんですけども、今日お示しいただいている、18ページで

すかね、分布標高とか拝見しているんですけども、あまりそういう構造がないのかなとい

うような、砂子又層上部のところが大きく削り込まれて、そこをH5面の堆積物が埋めてい

るような、そういう分布はあまり認められないのかなというふうに感じたんですが、その

時代感、結局、要は時代感になってくると思うんですけども。 

 砂子又層上部って、ほぼ段丘堆積物、高位段丘の堆積物は同じようにあまり厚さもなく
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て、10m未満ぐらいの厚さで薄く堆積しているようなものなので、その辺の時代感、どう

いうふうに、本当にそこに大きな時代間隔が、時代差があるのかなというところを、もう

少し丁寧に何か説明というか、資料を用意していただきたいんですが、この辺の検討を深

掘りしていただくことはお願いできますでしょうか。 

○日本原燃（高橋課長） 以前から、その年代というところで御質問をいただいていたか

とは思います。 

 なかなか上部層、年代を一番同定するところは難しいレンジのところでございまして、

私どものほうでも大変苦慮しているところなんでございますけれども。今回の説明の中で

も、例えばというか、すみません、68ページです。 

 まず事実関係だけですけれども、鷹架層があって、その下に砂子又層があって、古期低

地堆積層があって、その上に高位段丘があると。この層位関係から間違いなく古いという

こと自体は、もちろんその辺の御認識はあって、ここの部分が後は何万年になるのかとい

うところだというふうに理解はしておるんですけれども。非常に難しい、我々としてはこ

この砂子又層上部層というのは、周辺の情報を含めて大体1Ma、0.8～1Maぐらいの年代感

だと思って御説明をさせていただいている次第なんですけれども、この古期低地堆積層と

いうのが、この高位段丘より一つ古い時代の、恐らく海面が少し高いときの時代のものだ

ろうと思うと、7の一つ前のステージの8とかというようなオーダーになってということま

で考えると、その1個さらに古いということになると、今、私どもが言った0.8～1Maぐら

いの年代というレンジは、おかしくはないかなと。 

 ただ、おっしゃるように、もう少し時代が若いかもしれないという話になってくると、

ちょっとその辺のところは、私どものほうも知見をちょっとこれ以上持ち合わせていない

というのが現状でございます。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 若干つけ加えさせていただきます。電中研、

佐々木です。 

 18ページをお願いします。この真ん中、これは砂子又の上部層、砂子又の中でも一番若

いと考えられる層ですね。これを見ますと、特にこの西側ですね、特に西側は、今の地形

と全く関係ないところにも砂子又層は厚く分布していると。そういうことから考えると、

砂子又層というのは、現在の地形とほぼ関係なく分布していることが基盤的な様相ですね、

を示しているということから考えると、この高位段丘、今はH5面と言っているものとは、

かなり時代ギャップがあるというふうに考えられます。 
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 これは敷地内だけじゃなくて、下北半島全体で見ても、その吹越山地の南のへり、ある

いは、北のへりなんかに砂子又層というのは比較的広く分布していて、それはもう現在の

地形とは関係ない、段丘の分布とは関係ない形で分布しておりますので、基本的には砂子

又層というのは、やはり鮮新統から前期更新統ぐらいの堆積物で、その高位段丘とはかな

り時代差があるというふうに考えるのが妥当だと思います。 

 以上です。 

○吾妻チーム員 いろいろ御説明ありがとうございます。砂子又層の下部については、今

の佐々木さんのお話でもいいのかなと思うんですけども、上部みたいにその薄いところを、

最後の一部についてどうなのかなというところを、ちょっと気にしているというところで

す。 

 それで、何が問題かというと、結局、両者が重なって出てくるようなところであれば、

そこは一目瞭然というか、ある程度、いろんな露頭を見ているとわかるのかも、あるいは、

連続性を追ってくるとわかるのかもしれないんですけども、例えば、56ページみたいなと

ころですね、鷹架層の上にその砂子又層の上部とされているものが乗っていて、その上に

沖積層が乗っている、このときの砂子又層上部というのが本当にそうなのかというところ、

そういったところの確認が重要だと思うんですよね。言っていることわかりますでしょう

か。 

○日本原燃（高橋課長） はい。 

○吾妻チーム員 なので、例えば、こういった図面、今このスケッチだけを見ると、この

標高の情報とかは入っていないんですよ、ここに。 

 なので、1つお願いは、これ後からで構わないんですけども、こういったスケッチの情

報とか何かのところに、ほとんどのところは入っているんですけども、標高情報を必ず入

れていただいて、どのレベルのところを今観察しているのかというのがわかるように、位

置関係と標高の関係、高さの関係、水平的な位置関係と垂直的な位置関係ですね、それが

わかるように資料の構成のほうをお願いいたしたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○日本原燃（高橋課長） 承知しました。そのように整理させていただきます。 

○石渡委員 それでは、ほかの方。 

 どうぞ。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） すみません、若干、もう一つだけ。 
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 今の御指摘ですが、56ページで。確かにこの法面は今現存しませんので、そういったき

っちり詰めなきゃねという御指摘は非常によくわかります。 

 その中で何を優先するかといいますと、現在見える露頭とやはり比較をする必要がある。

残っている記録としては、写真あるいは記事ですね、その法面の記載。この56ページの右

下の記載、(4)砂子又層上部層のところを見ますと、ポイントは、シルトの薄層を挟在す

る、これなんですね。 

 例えば、75ページですね。これは砂子又層、あるいは、後期低地堆積層の拡大なんです

けれども、左側の写真でよくわかるんですけど、こういったシルトの薄層がたくさん入っ

ている、これが砂子又層の特に上部層の特徴でして、過去のこういったスケッチとかをい

ろいろ見て、その砂子又層、実際に砂子又層、今の目で見ても砂子又層なのかどうなのか

ということを判断するときは、このシルトの薄層の記載がどの程度なされているかという

ところに着目していただければなというふうに思います。 

○吾妻チーム員 サゼッションありがとうございます。そういった情報も加味しながら見

ていくというところで理解しましたけども、今、佐々木さん、せっかくおっしゃっていた

だいたんですけれども、なかなかそういった情報だけではやっぱり弱いところもあると思

います。そういった目で見ていくことも重要だとは思うんですけども、それだけを根拠に

よりどころにするというところも、危ういところもあるかなと思いますので。そこは全体

的にと言うんですかね、もう少し総合的に判断していくべきものじゃないかなと思います

ので、いろいろな情報をあわせて判断できるように、材料を用意していただければという

ふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○石渡委員 それでは、ほかにコメントのある方、どうぞ。 

 どうぞ、反町さん。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。よろしくお願いいたします。 

 私は、1、2ページの一覧表で言いますと、7番のコメントについて説明性を高めていた

だきたいという観点からちょっとコメントさせていただきたいと思います。 

 このときのコメントの趣旨は、そのf-2a断層トレンチ（南）の高位段丘堆積層中の小断

層の成因について、ほかに事例がありやなしやと、一般的なものなのか、ここが特別なも

のなのかというようなところは御説明をお願いしますといった趣旨でコメントさせていた

だいたものでございまして。 

 それに対しまして、94ページ以降ですか、文献を検索をしていただいたり、あるいは、
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自社で掘られたトレンチの中にも同様のものがといった御説明をいただいたのかなと思っ

ておりますが。 

 その中で、まず、94ページのこちらの文献の調べ方、これはプロセスに対するコメント

なのかなと思っているんですが、こうしたさまざまなデータベースに、こういったこの検

索のキーワードを入れて出てきませんでしたというような御説明なのかなと思っているん

ですが。これだけだと何か単にデータベース検索しましたということだけしか御説明いた

だいていなくて、実際はほかにも雑誌を読まれたりとか、何かほかにも調べたんじゃない

かなというふうに思いながらお話はお聞きしているんですけども、そういったところを御

説明いただきたいなと思っていまして。 

 例えば、これがジャスト、ここに対応するのかどうかというところは、ちょっと検証し

ていただきたいと思っているのですけども、森野(2006)とか、そういった文献も調べれば、

もしかしたらあるのかなというようなところがありましたので。ちょっとプロセスとして

検索しましただけではなくて、もう少し説明性を高めるようなことをしていただきたいの

が、まず一つ目でございます。 

 それから、96ページ以降で、自社で掘られましたというところをお示しいただいたんで

すけれども、もともとの趣旨は先ほど申しましたように、ほかに一般的なものはあるんじ

ゃないのかというような観点でコメントさせていただいているものなので、例えば、道路

の法面のところにこういったものがありますとか、何かここに限ったような話ではなくて、

広く一般的なところでも、こういうことはありますというような事例があれば、そういっ

たところで御説明いただいたほうが、今回のこちらの趣旨をより説明性を高めることがで

きるのではないかなと思うのですが、その辺はちょっといかがでしょうか。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 今、反町さんのほうから、森野(2006)というふうなキーワードをいただきましたので、

こういった文献もあわせ持って、もう少し一般的なところで何が要るかというところは、

引き続き我々のほうでも検討させていただきたいと思います。 

○電力中央研究所（上田副研究参事） 電中研の上田ですけれども、実際には、確かに反

町さんがおっしゃるように、海外の文献も含めまして、かなり多くの文献をフォローして

います。特にこういった未固結層の中の、ここに書かれていますけれども、deformation 

bandとか、そういった研究というのは海外で最近盛んに行われておりまして、これまでテ

クトニックな断層と一律片づけられていたものの中には、実際にはノンテクトニックな断
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層があるんではないかという観点で、特にアメリカのユタ州やカリフォルニア州といった

ところで、こういった研究は進められているということでございまして。そういったもの

を含めてフォローしておりますので、それに関しても必要に応じてお示ししたというふう

に思います。 

 それで、こういった現象が一般的かどうかというのも確かにありまして、そういったア

メリカの例もございますし、また、一般にパレオサイズモロジーの教科者なんかにも、実

際にトレンチをするときに、その地下の断層からつながっていく断層ももちろん押さえて

いくんですけども、それ以外にも、その断層の運動が終わった後に、乾湿の差、乾いたり

湿ったりするというようなこととか、凍結凍解、それから、地震動、そういったような要

因で、テクトニックな断層から上に向かって、ヘアークラック状のフラクチャーが伸びて

いくといったようなことで注視しなさいというような基準も書かれておりまして、そうい

った意味でも一般性があるかというふうに思いますので、そういったところも必要に応じ

てお示ししたいと思います。 

 以上です。 

○日本原燃（蒲池課長） ヒアリング等で構いませんので、よろしくお願いいたします。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ、海田さん。 

○海田チーム員 チーム員の海田です。よろしくお願いします。 

 私のほうはちょっと確認というか、あれなんですけれども、例えば、49ページをお開き

ください。 

 49ページ、これここだけじゃなくて敷地の外も含めてなんですけれども、断層の性状の

ところで、セピオライトを含むとか有するとか、そういった記述がたくさんあります。 

 で、その次のページの50ページのスケッチとかを見ても、断層のこの破砕部の中に結構

広い範囲でセピオライトが入っていて。ここは一例でして、敷地の内外含めて、今までの

御説明の中でセピオライトがありますという説明がありました。 

 これが活動性の評価に直接そんなに深く関わるかどうかというのは、そこまでの主張は

されていないとは思うんですけれども、粘土鉱物とか、こういった鉱物名を資料中に記載

して、いろいろ説明されるときには、他社さんとかでも、御社の場合にも、いろいろチャ

ートなりを含めて、鉱物の同定結果とかを示されていることが多いと思います。 

 これ、まず、セピオライトというふうに判断した根拠というのは、どういったものなの
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か、ちょっとお聞かせ願いたいんですが。 

○日本原燃（蒲池課長） 一つには、まず我々、露頭の観察をしている中で、含まれてい

る粘土鉱物としてセピオライトというふうに考えているものが一つ。 

 あと、実はこのセピオライト、今、海田さんからの御指摘もありましたように、比較的

敷地の内外に、鉱物脈状としていろいろと見てとれるところがありますので、我々はその

地質の情報として、観察結果を一応淡々と記載させていただいているというところで。確

かに、特にここについてセピオライトでどうのこうのという活動性に関して、特に論じて

いるものではないんですけれども、もう少し何かその鉱物を同定とかという観点であれば、

ちょっともう少し我々のほうは、どういった形でお示しできるか、少し検討してみたいと

思います。 

○海田チーム員 目視じゃなかなかわからないかと思いますね。何か、どういうふうにし

て判断したのかというような説明を、またよろしくお願いします。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 吾妻さん、どうぞ。 

○吾妻チーム員 すみません、吾妻です。 

 もう1点確認させていただきたいことがあります。 

資料の125ページからですか、地すべり地形だという御説明をいただいたところですね、

敷地南東部のところの、こちらについてちょっと確認をさせてください。 

もともとはこれ私のほうからは、むしろ鞍部がつながっているんで、そのリニアメント

的なものとして抽出できるんではないのかということで質問させていただきまして、ここ

は地すべりとして見てますよという御説明だったと思うんですよね。 

ただ、今回の資料を見ると、まず、その地すべり、一部については地すべり土塊も確認

されていて、地すべりらしいところも、例えばDのエリアですか、D地点とかというのは、

これは地すべりだということで認定されたということなんですけれども。 

 もし、ほかのところで地すべりじゃないという、滑り面が見つからないとか、そうい

った証拠がないとしたときに、もともと指摘していたその鞍部の連続ですね、そのところ

をどのように今は解釈されているのかというところを、もう一度立ち返って確認させてい

ただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○日本原燃（高橋課長） 高橋です。 

 127ページを御覧いただきたいんですが。私どものほうで、吾妻さんからも今御指摘い
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ただいたとおりのコメントをいただいていたと思いまして、私どものほうで鞍部という意

味で書いていた場合に、この3カ所ちょっと書いておりますけれども、いずれにしても、

これが直線的に連続するような形では読めないというような形で御説明を差し上げたかと

いうふうに思っております。 

○吾妻チーム員 真っすぐその定規で引いたようにはならないかもしれませんけども、や

はり、ここで東西というか、北西南東に近い方向でこういうふうに並んでいるのは、まと

もな地形ではなくて、それで、調査結果、ボーリングとかの、分裂ボーリングの結果とか

を拝見していて、気になるのは、例えばA地点の鉛直断面、130ページですと、今ここに、

alと書いてある水色のところですね、そこが鞍部に当たるかと思うんですけども、その辺

を境にして、南東側のほうが鷹架層が急に高さが上がってくるとか、B地点も同様ですね、

その滑落崖と判定しているという、そういったところが鞍部に近いところになるかと思う

んですが。その付近のボーリングのF-3とF-E2ですかね、これと比べると、北側のF-E2の

ほうではH5面の堆積物が出てくるんですが、同じ高さぐらいのところであるにもかかわら

ず、F-3はこの高位段丘の堆積物は出てこない。また、鷹架層の上面の高さがこちらF-3の

ほうが高くなっているとかですね。 

 次のページ、C地点のほうに行きましても、ここもその鞍部と思しきところ、H5堆積物

があるように書いてあるんですけれども、その辺については具体的なデータがないところ

で書いてあるわけですよね、これは。ボーリングのデータもないし、露頭を観察されたと

いうような記載もないので、一体これは本当に確認されているのかどうか。 

 同様に、D地点のそうですね。D地点もM1面に堆積物が書いてあるんですけども、これは

やはり現地で確認されているデータが書かれていないので、本当にこのように、ごめんな

さい、D地点に関しては、今、赤い記載が書かれている地すべりのところよりも、もう一

つ北側のところですね、へこんでいるところ、ここのところを鞍部というふうに読んでい

ただいていると思うんです。私もそう思うんですけども。そこを境にして、道面がつなが

っているように書いてあるんですけども、果たして、これはきちんと確認されたものなの

かどうかということが、この資料では読めないというようなことで。 

 やはり、この鞍部列の先端に何の構造もないところで地表だけが削られてなっているの

か、あるいは、地下にも何かそういった鞍部を形成する要因になるものがあるのか。それ

が組織地形という可能性ももちろんあっていいと、それでもいいと思うんですけど、結果

として。 



34 

 一つの可能性としては、その地すべりの頭部で割れているところ、そういったものの地

形にも見えますんで、そういったことで御説明いただいているのかなと思ったんですけど、

今回の説明資料では、むしろ、そうではないということがわかったというようなお話だっ

たかと思うので。 

 ちょっと、やはりこの並んでいる鞍部のところの地形の成因、あるいは、詳細な地下構

造を、やはりこの辺をもうちょっと丁寧に御説明いただかないと、ここクリアならないか

なと思いますので、よろしくお願いします。 

○日本原燃（高橋課長） まず、すみません、私の説明が悪ければ申し訳なかったんです

けれども、基本的には吾妻さんが鞍部とおっしゃったところに関して、私どもとしては地

すべりの頭部だというふうに理解をまずはしていて、ただ、それを鞍部と言われたところ

の位置を、ちょっと吾妻さんが言われたところを、ちょっと同じように鞍部的に考えたと

きに、ここに読めるというところで127ページの図はつくったものでして。まず、そこが

そういう説明でつくらせていただいた図だというふうにちょっと御理解をいただければと

思います。 

 あと、地すべりのところのデータといったようなところにつきましては、当然、もちろ

ん、先ほど具体的に御指摘をいただいた、そのポイントの場所といったようなところでは、

ボーリングのデータがないというのは、もうそのとおりでございまして、ただ、当然この

断面をつくるに当たっては、前回もヒアリングの場で御説明をさせていただいたとは思う

んですけれども、145ページ以降に、一応、このうちの敷地の地質構造を検討する上での

モデルの作成の仕方ということで、ちょっと説明のほうは割愛をさせていただきましたけ

れども、入れていた考え方があります。 

ちょっと、これは基本的に鷹架層の構造のことを書いておりますが、鷹架層の構造も含

め、4系も含めて、いずれも周辺のデータ、そういったようなものに基づいて、当然ない

ところは解釈というのは、もう否めないところはあるんですが、そういったような形でや

っているということでございまして、全く情報がないということではないということは御

理解いただければというふうには思っております。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 若干補足します。127ページをお願いします。 

 吾妻さんから御指摘あって以降、この75年の写真、あるいは、2008年米軍、いろんな空

中写真を見ましたが、この地形は地すべりです。そのことは今回の資料にもありますが、

さまざまな地質データ、あるいは、ボーリング、トレンチ調査なんかもそれを裏づけてい
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ます。 

 一つは、御指摘のとおり、じゃあ、なぜこの鞍部が並ぶかという、これがそのリニアメ

ント風に見える一つの原因なんですけれども、これは129ページお願いします。 

この段丘を解析する谷が東西に今は入っています。この高位段丘の周辺とかでできる地

すべりというのは、こういった谷に物すごく影響を受けていて、その谷に向かって、全て

B地点、A地点、C地点、D地点、全てがこの谷に向かって、基本的には大局的には滑ろうと

していると。その結果として、この東西に見える滑落崖のこの鞍部列ができ上がるといっ

たことで、一見リニアメント風に見える地形というふうにここはなっています。 

ただ、おっしゃるように、そのボーリングのデータ、断面からはそういったものは読み

取れないので、少し断面、浅いところに特化して、もう少し詳しい断面なんかを、今後ヒ

アリング等でお示ししていきたいというふうに思います。 

○吾妻チーム員 そういったことで検討していただけるんであれば、それでよろしいんで

すけれども、要は、今、佐々木さんが最後に言われたように、ボーリング断面では認めら

れないということなので、仮説として、事業者さんがここは地すべりであるというふうな

仮説を立てられて、それを地形の情報から、それは地すべりの頭であるというような仮説

を立てられて、それをデータで示そうとしたときに、それを示すものがなかったというの

が、多分、今日のお話だと思うんですけども。 

 要は、その結論として何だったというのが、今回のデータをもって、やはり地すべりで

したということが言える資料になっていないので、そこはしっかり検討して、ちゃんと言

わんとしていることと結論が合うような形で、資料をまとめていただきたいというお願い

なんですけども。私は別にここに、これは断層じゃなきゃいけないとか、そういうことを

言っているわけではなくって、今回の資料では、これは地すべりじゃなかったというよう

なことを、エビデンスを出しているように見えてしまうので、じゃあ何なんだというふう

に、こちらとしてはまた考えてしまうような、そういった資料構成になっていると思うの

ですよね。そこはもう一度ちょっと組み直していただいて、きちんと事業者さんのお考え

と調査した結果の解釈がわかるように、まとめていただきたいと思います。 

○日本原燃（蒲池課長） 今の御指摘踏まえまして、資料構成も含めて、我々のほう、も

う一度再構築したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○石渡委員 一つ、今の点で確認したいんですけど、この地すべり土塊と思われるところ

をたくさんボーリングされたんですよね。それで、そこで滑ったと思われるその砂子又層
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を貫いて、その下の層までボーリングしてます。その砂子又層の中にすべり面はあったん

ですか、なかったんですか、どっちなんですか。 

○日本原燃（高橋課長） 明瞭なすべり面というものは、コア観察をした限りでは認めら

れなかったというのは事実でございます。 

○石渡委員 わかりました。 

 ほかにコメントはございますか。 

 それでは最後に、ちょっと私から幾つか質問とコメントをしたいんですけども、まず、

sf系ですか、この断層の成因が海底地すべりであるというようなことをおっしゃったわけ

です。 

 ただ、先ほど質問がありましたように、佐藤さんから質問があったように、これは大体

が逆断層であって、地すべりというのと合わないんではないかというようなことがござい

ました。 

 こういう問題を考えるときには、やっぱり、その地層の地質学的な状況をもう少しいろ

いろな観点から見て、地質学的なデータをある程度、幅広い観点から出してもらったほう

が正確な判断がつくと思うのです。 

 例えば、海底地すべりが起きるような場所というのは、いわゆる、そういった非常に乱

れた堆積物ですね、そういったようなものがたくさんあるんではないかと思われるんです

けども、これはそういういわゆる海底地すべり堆積物ですね、そういったものはこの層準

にはたくさんあるんですか、ないんですか、どちらですか。 

○日本原燃（高橋課長） 乱れたという意味では、今まで周辺で資料を出させていただい

ている中では、混在層という形で、上の地層と下の地層がある意味雑多にまざっている、

いわゆる未固結から半固結だと思うんですけれども、両方の地層が混ざっているようなも

のが認められるところは多くあります。 

 また、海上にある程度のブロック状に取り込まれたような、それもある意味、我々とし

ては混在層と言っておりますけれども、そういったようなところも場所によっては見える

ところもございます。 

○石渡委員 ただ、それをこのsf系の断層があるところは、特にそういうものが多いとか、

その周辺に分布しているというようなデータがあれば、それはちゃんと示していただけれ

ば、もう少しそちらの言うことが納得できるんではないかと思うんです。 

 ただ、そういうデータが全然ないので、ちょっと今のところは、やっぱり矛盾点だけが
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目につくような感じになっていると思うんですね。それが一つです。 

 もう一つは、上のほうの新しい地層の中に見られるわずかな変形ですね。これが受動変

形ではないかというようなことをおっしゃったわけですが、受動変形をするような場合と

いうのは、地層そのものがあまり固結度が高くなくて、未固結のような状態で変形すると、

地震の揺れとか、そういうもので変形するためだと思うんですが。 

 例えば、液状化を示すような、そういう痕跡とか、そういうものというのは、その地層

の中には多いんですか。それとも、それはほとんどないんですか。どちらですか。 

○日本原燃（高橋課長） すみません。私の今までの限りでは、あまり見たことがないと

いうのは、段丘の中にそういったような痕跡というのは、なかなか残りにくいだけなのか

もしれませんけれども、あまりちょっとものがありません。 

 ローム層てきなもの、火山灰層とかといったようなところの中には、そういったような

ものが過去にちょっと別の地点ですけれども、あったのは周辺でも記憶はあるんですけれ

ども、すみません。 

○石渡委員 例えば、資料の16ページに、その砂子又層と高位段丘堆積層を比較した、こ

んなに違うんだよということを示す写真がございますね。その右側が高位段丘堆積層です

けども、例えば、ここに鉛直方向に何かちょっと色の違う幅2～3cmぐらいの帯状のものが

見られるところがあるんですけども、これというのは表面に、何かこう雨水や何かで汚れ

がついたようなものなんですか。それとも、ある意味、そのサンドダイクのようなものな

んですかね。どっちなんですか、これは。 

○日本原燃（高橋課長） これですか。 

○石渡委員 そうです。 

○日本原燃（高橋課長） ちょっと確認します。すみません。 

○石渡委員 はい。そういう受動変形というようなことをおっしゃるんであれば、そうい

う変形しやすい地層であったということを示すような、何かそういうやっぱり地質学的な

この地層の特徴を示すような、そういうデータを示していただいたほうが私はいいと思う

んですね。 

 この写真にたまたまこういうのが映っていたので、これ表面のものだけかもしれません。

垂直なので雨水が垂れて、そこのところだけ汚れがついているだけかもしれませんが、こ

ういうサンドダイクのようなものの可能性もなきにしもあらずなので、そこのところはち

ょっと見ていただいた方がいいと思います。 
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 それから、あと、これが下のほうの断層と続いていないから、関係ないんだというお話

でしたけれども、最近の傾向としては、少なくとも断層が途中で途切れているように見え

ても、平面上では幾つか雁行状に例えば配列しているとか、途切れ途切れで続いているよ

うな場合は、一体として動く可能性が高いというふうに見るようになってきていると思う

んですね。それは上下方向でも基本的には同じでありまして、特にここの場合は、礫でで

きている地層が間にあって、一般にその礫がたくさん入っている地層というのは、砂だけ

とか、あるいは、泥砂まじりの地層よりは、特にこういう軟弱な地層の場合は、礫の多い

ところは変形しにくいというのは常識的にそうだと思うんですね。 

 ですから、たまたまそういうところだけ変形を免れて、その上のほうでやわらかい地層

があって、また、そこが変形が見られるというようなことかもしれませんし、いずれにし

ても、こういう地層がきれいに成層してずっとつながっているというわけではない場所で

すので、いろいろなことが考えられると思うんですね。 

 ですから、そのつながっていないということを確認されたというのは、大事なデータを

出されたとは思うんですけども、だから、関係がないということはすぐには言えないと思

うんですね。 

 それには、やはり、ですから先ほどからもあったように、この地層の中でそういう特徴

が、もうどこにでも見られるものであるのか、それとも、ここにしかないものなのかと、

そういうデータがやっぱり必要だと思うんですね。そういう点をよろしくお願いいたしま

す。 

 ほかに後から気がついたことなどございますか。 

 どうぞ。 

○電力中央研究所（上田副研究参事） 先生の最後の御指摘に関しまして、確かに、雁行

状に分布するようなパターンとかというのはよく見られると。 

 例えば、そうすると、64ページを御覧いただきたいんですけども。雁行状に分布する場

合ですと、断層と断層が並走する区間があったりして、それから、なくても、雁行する断

層と断層の間の地層がたわんだりするような撓曲変形をすると。つまり、断層面において

は、ずれ変位が生じるわけですけども、その断層と断層との間の、何も一見断層がないと

ころでは、その変位量を賄うための引きずりであったり、撓曲であったり、そういう連続

的な変形が生じるというようなことがあるはずです。 

 この場合は、今、64ページにありますように、約5cmの変位量があるということでござ
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います。それで、この5cmの変位量が、この礫層の基底面の直下にも、さらにその下にも

両方の地点で認められるということです。 

 それで、特にこの上の5cmの変位量を上に伸ばしていったところに、今問題とされてい

るような礫層があるということですが、重要なのはこの礫層の下底面、この不整合面が重

要です。これは非常にマーカーとして非常にすぐれていまして、非常に連続性のいいもの

です。 

 もし、その下の地層が上の堆積図に変形を与えているようであれば、このマーカーとし

て非常に連続性のいい基底面が何らかの変形をするはずです。それが全くないということ

でございます。 

 これはupward fold terminationという言葉を使うんですけども、これでもってイベン

トホライズンを認定するということで、イベントホライズンを認定する上での一番確かな

方法だというふうに言われている。そういったことで、我々としてはここにイベントホラ

イズンを認定して、その上も地層変形しないということを主張しているということです。 

 でも、これは一般的な考え方だと思いますので、その辺をいま一度御説明させていただ

いたわけですけれども、先生のおっしゃるように、この雁行とかという変形に関しても注

意する必要がありますので、そういったものの特徴と、こういったここで見られる特徴と

は違うんだというような説明を今差し上げましたけども、さらに説明が必要でしたら、必

要に応じてヒアリング等で説明させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○石渡委員 ここのところは上の地層のほうにはあまり変形が見られないわけですよね。 

 ただ、先ほど来問題になっている、この93ページとか、その辺りの場所では、一度変形

が消えて、またその上の地層に変形が見られると、そういうようなことをどう解釈するか

ということですね。 

 その辺は今いろいろ私からも申し上げましたし、ほかのチーム員からも申し上げたよう

なことをよくお考えいただいて、また、次回説明をしていただきたいというふうに思いま

す。 

 じゃあ、大体よろしいでしょうか。大体時間も押してきましたので。 

 それでは、今回はありがとうございました。六ヶ所再処理施設等の敷地内断層の活動性

評価については、本日の審査会合での指摘も踏まえ、引き続き、本会合において審査をし

ていきたいというふうに思います。 
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 以上で議事を終了いたします。 

 最後に、事務局から事務連絡をお願いします。 

○小林チーム長補佐 核燃料関係の地震等に関する次回会合につきましては、ヒアリング

の状況を踏まえて、また設定させていただきます。 

 事務局からは以上でございます。 

○石渡委員 以上をもちまして、第49回審査会合を閉会します。 



 

 

 

 

 

  

核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第50回 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第50回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年３月１３日（金）１４：００～１７：２８ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ｃ 

 

３．出席者 

原子力規制庁 

 大村 哲臣  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 黒村 晋三  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 杉山 和幸  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 島村 邦夫  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 桝見 亮司  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 中島 智   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 森口 郁美  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 木村 仁   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 石島 清見  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 横山 邦彦  原子力規制部 安全規制管理官新型炉・試験研究炉・廃止措置担当)付 

        品質管理専門官  

 岡村 潔   原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当)付 

        統括原子力施設検査官 

 安達 泰之  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当)付 

        品質管理専門職 

 酒井 友宏  技術基盤グループ 安全規制管理官(システム安全担当)付 

        主任技術研究調査官 

 藤岡 一治  技術基盤グループ 安全規制管理官(システム安全担当)付 

        技術研究調査官 
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 森井 正   技術基盤グループ 安全規制管理官(システム安全担当)付 

        主任技術研究調査官 

林田 芳久  技術基盤グループ 安全規制管理官(シビアアクシデント担当)付 

        主任技術研究調査官 

国立大学法人京都大学 

 中島 健   京都大学原子炉実験所 教授 

 釜江 克宏  京都大学原子炉実験所 教授 

 山本 俊弘  京都大学原子炉実験所 准教授 

 高橋 知之  京都大学原子炉実験所 准教授 

 堀 順一   京都大学原子炉実験所 助教 

 長谷川 圭  京都大学原子炉実験所 技術職員 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 

 大越 実   バックエンド技術部 次長 

 里山 朝紀  バックエンド技術部 放射性廃棄物管理第１課 課長代理 

 石川 譲二  バックエンド技術部 高減容処理技術課 主査 

 小越 友里恵 バックエンド技術部 放射性廃棄物管理第１課 

 大河原 正美 保安管理部 施設安全課技術主幹 

 鳥居 義也  研究炉加速器管理部 次長 

 永冨 英記  研究炉加速器管理部 JRR-3 管理課技術主幹 

 荒木 正明  研究炉加速器管理部 JRR-3 管理課技術副主幹 

福島 学   安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室主査 

  

４．議題 

 （１）京都大学の試験研究用等原子炉施設（ＫＵＲ）の新規制基準に対する適合性につ 

    いて 

 （２）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設（共通施設としての放射性廃

棄物の廃棄施設）に係る申請の概要について 

 （３）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設（ＪＲＲ－３）の新規制基準 

    に対する適合性について 
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５．配付資料 

 資料１－１ 京都大学研究用原子炉施設 

       試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の第十二条第２項以降の適合について 

       （京都大学） 

 資料１－２ 京都大学研究用原子炉施設 

       試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則

第三十七条（原子炉停止系統）の適合について 

       （京都大学） 

 資料１－３ 京都大学研究用原子炉施設 

       試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則

第十八条（安全保護回路）の適合について 

       （京都大学） 

 資料１－４ 京都大学研究用原子炉施設 

       試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

第二十八条（保安電源設備）及び第三十一条（外部電源を喪失した場合の対

策設備等）の適合について 

       （京都大学） 

 参考資料１ 国立大学法人京都大学 京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ） 

       論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く） 

       （京都大学） 

 資料２   【原子力科学研究所放射性廃棄物処理場】 

       原子炉設置変更許可申請の概要 

       （日本原子力研究開発機構） 

参考資料２ 日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉（ＪＲＲ－３）設置変更許可 

申請等の申請内容に係る主要な論点 

資料３   ＪＲＲ－３ 診査会合 質問回答 

      （日本原子力研究開発機構） 

 参考資料３ 独立行政法人日本原子力研究開発機構 ＪＲＲ－３ 

       論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く） 
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      （日本原子力研究開発機構） 

 

６．議事録 

○大村チーム長代理 それでは、定刻になりましたので、第50回核燃料施設等の新規制基

準適合性に係る審査会合を始めさせていただきます。 

 早速ですけども、本日の議題に入りたいと思いますが、本日の議題は議事次第に書いて

ありますように3点ございまして、議題の(1)としまして、京都大学のKURにつきまして、

前回に引き続きまして各論の審査を行っていくということ。 

 それから議題の(2)としまして、日本原子力研究開発機構から、今年2月6日付で提出を

されました原子力科学研究所の共通施設としての放射性廃棄物の廃棄施設に係る設置変更

許可の申請について審査を行いますが、この施設につきましては、JRR-3の原子炉施設の

附属施設という位置付けでありますので、一昨年12月に規制委員会のほうで了承されまし

た審査の進め方に基づきまして、審査会合という形で審査をするということになります。

それから議題の(3)としまして、同じく日本原子力研究開発機構のJRR-3について、これも

前回に引き続き、各論の審査を行うという予定にしたいと思います。 

 それでは、議題(1)京都大学(KUR)でございますが、これにつきまして資料を資料1-1か

ら1-4までをいただいておりますので、まず資料1-1についての説明をお願いします。 

○京都大学（中島教授） 京都大学、中島でございます。 

 今説明いただきましたように、四つの資料を本日は用意させていただいておりまして、

1-1 は十二条 2 項以降の適合ということで、以前にお出ししました資料に対していただい

たコメント回答、それから 1-2 以降は、今回新たに提出した資料ということになります。 

 では、1-1、担当の山本から説明していただきます。 

○京都大学（山本准教授） 京都大学の山本でございます。 

 まず資料 1-1 の表紙をめくりましたところでございます。そこから説明をさせていただ

きます。 

 申し訳ございません、資料にページ番号が抜けてございます。まず最初のページのとこ

ろでございますが、これは昨年の 11 月 25 日におきます審査会合におきましていただいた

コメント、それに対する回答ということでございます。このコメントが十二条の第 2 項に

関するものでございまして、その際に安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する系統

の独立性に関して、粗調整用制御棒の安全機能が 2 以上の独立した系統と同等の安全機能
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が確保されているという、そういうふうな説明をいたしました。それに対しまして、その

詳細について説明してくださいというコメントでございました。 

 まず最初資料(1)のところでございますが、この KUR の粗調整用制御棒というものでご

ざいますが、この KUR の粗調整用制御棒は全部で 4 本設置されてございます。それぞれ独

立した駆動機構によって操作されるということでございまして、制御棒駆動装置の構造と

いいますものが、その次のページのところに図が描いてございます。そのような機構にな

っているということでございます。 

 今のページの裏のページでございますが、2 ページ目のところに粗調整用制御棒及び微

調整用制御棒の核的制限値と反応度制御能力を表にまとめてございます。それ以外に後ろ

のほうの参考 1及び 2 に、制御棒に関する設置変更承認申請書の記述の転載及びその補正

案を示してございます。それから参考 3 のほうには出力運転時におきます制御棒の動きの

概要というものを説明してございます。 

 それからまず各粗調整用制御棒ですが、この反応度抑制効果は核的制限値によりまして

2～4％と決められております。それから臨界状態では、低出力で制御棒の校正を行う場合

を除きまして、全ての粗調整用制御棒が 50％以上引き抜かれるように運転管理を行うと

いうことといたします。これは現在の保安規定にはこのような規定はございませんので、

こういったことを保安規定に追加するということでございます。 

 それからさらに粗調整用制御棒を臨界状態では 1 本当たり 1％Δk/k 以上の負の反応度

を加えることのできる位置まで引き抜かれた状態となるように運転管理を行うということ

でございます。これにつきましても今回新たに保安規定のほうを、こういった規定を追加

するということとしてございます。 

 それからこの制御棒の校正といいますものは、原子炉の運転を安全に行うために実施す

る特性測定の一部でありまして、原子炉主任技術者がその頻度及び時期を指示するもので

ございます。そしてこの 1 本当たり 1％Δk/k、この条件を満足する制御棒の位置は、特

性測定によって確認をすることとしております。最後の参考 4 のほうに、特性測定によっ

て測定いたしました制御棒引き抜きに伴います累積反応度、添加反応の例を示してござい

ます。 

それから次の(2)のところでございますが、これは粗調整用制御棒の緊急停止と未臨界

維持の能力についてでございますが、まず運転時の異常な過渡変化と及び設計基準事故時

に原子炉に投入される反応度といいますものは、一番大きいものは「制御棒の異常な引抜
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き」でございまして、それが 0.66％Δk/k と、これも申請書の 10 のほうでそのような評

価をしてございます。したがいまして、反応度抑制効果が最も大きい制御棒 2本が挿入さ

れない場合にありましても、最低でも 2×1％Δk/k ですから、2％Δk/k 以上の負の反応

度が、2 本の制御棒の投入によって可能であるということでございます。したがいまして、

運転時の異常な過渡変化時並びに設計基準事故時にありましても、1.34％Δk/k、これは

2 から 0.66 を引いたものでございます。以上の停止余裕を持って、緊急停止並びに未臨

界を維持することが可能であるということでございます。 

以上のように、未臨界を維持することができる制御棒の数というのは、2 本あれば十分

であるということでありますので、計 4 本制御棒を有する KUR は三十七条の第 1 項第一号

イで規定しております原子炉を未臨界に移行することができ、かつ未臨界を維持すること

ができる制御棒の数に比し、当該系統の能力に十分な余裕があるときに適合するものと考

えられるとしてございます。 

一番最後の段落でございますが、温度が下がった場合どうなるのかということでござい

ますが、KUR は負の温度係数を持ちますので、温度が低下しますと正の反応度が入ります

ということでございます。ちなみに KUR といいますものは、添付書類の 8 のほうに書いて

ございますが、運転時の一次冷却水は 55℃を超えないようにしているということであり

ますので、スクラムの後に仮に温度が 10℃まで低下いたしましても、減速材運動係数を-

0.0184％Δk/k/℃といたしますと、このときの正の反応度は+0.83％Δk/k となるという

ことになりますので、2 本の制御棒の挿入によって未臨界は十分に維持されるであろうと

いうふうに考えてございます。この温度係数の根拠になりました資料は、脚注のところに

示してございますが、これは申請書のほうに引用しておりませんので、補正のほうではこ

れを引用するようにいたします。 

その次の 2ページ目のところでございますが、核的制限値ということで、一番下の行の

臨界状態から粗調整用制御棒 1 本当たりの反応度抑制効果、これが 1％Δk/k 以上になる

というものを今回新たに追加してございます。 

それからその次のページの図 1でございます。これは制御棒駆動機構の図を示してござ

いますが、申請書にも同じ図がついてございますが、ただ上のほうに下線を引っ張ってい

るものが全部で六つございます。これについての説明が申請書の図のほうにはありません

でしたので、下線の説明を補正のほうで追加する予定としてございます。ただ※のついて

いるもの、これにつきましては制御卓を変更した際に不要になりましたので、現在は使用
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していないものでございます。 

その次のページの、参考 1でございます。最初の上の四角が 8-3-1 の炉心の主要な核的

制限値という記載がございますが、そこに下線を引っ張ったものの核的制限値を新たに追

加するようにいたします。これは申請書の別の箇所にもこのような記載がありますので、

こちらのほうにもこれを記載するようにするということでございます。 

それから四角の一番下の行のところに書いてございますが、申請書の本-3 のほうにも、

「主要な核的制限値」という記載がございます。こちらのほうも同様にこのように下線部

を追加するというふうに補正をしたいと思います。 

それから同じページの下の四角のところでございますが、これは 8-6-3 制御設備に関す

る説明でございますが、このページの下のほうに下線を引っ張っているところがございま

す。これは先ほど言いましたように、臨界状態では、50％以上制御棒を引き抜いていて、

かつ 1 本当たり 1％Δk/k 以上の反応度を持つようにするというふうに運転管理を行うと

いうふうな記載を追加することとしてございます。 

でありますので、その次のページのところ、四角で囲みました下線部のところでござい

ますが、原子炉で運転中に何らかの原因でスクラム信号が発生しました。そのときに 4本

の粗調整用制御棒のうち最大の反応度を有する 1本がスクラム動作をしないことが仮に起

こっても、運転時には各粗調整用制御棒が 1％Δk/k 以上の反応度抑制効果を持ちますか

ら、反応度停止余裕は少なくとも 3％Δk/k が保証されるというのと、それからいずれか

2 本の粗調整用制御棒が運転中の原子炉に挿入されれば、原子炉は未臨界となり、かつ、

未臨界状態を維持することができると、そういった文章を補正のほうで追加したいという

ふうに考えてございます。 

次のページが参考 2、これは起動インターロックについて説明したものと、あと 7 ペー

ジのほうは、出力運転時にどのように制御棒を操作しているのかというようなことを説明

した資料でございます。 

さらに次のページのほうに参考 4というのがございまして、これは制御棒を引き抜いて

いきましたときに、反応度がどのように添加されているのかというのを示したものでござ

います。反応度曲線でございますが、上のほうがある程度燃焼が進んだものの反応度曲線

を示してございます。上のほうは高濃縮ウランを使用していたときに測定したデータでご

ざいます。下のほうは逆に全く燃焼していない、未照射の低濃縮ウランで測定した測定結

果というものを示してございます。 
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先ほど言いましたように、まず制御棒というのは、運転状態では半分以上引き抜いてい

る、いわゆるシムレンジとそこにも書いてございますが、シムレンジ以上のところになる

ようにする、臨界状態ではそのようにするというものでございます。それと同時に各 1本

当たり 1％Δk/k 以上の位置になるように運転管理を行うという予定としてございます。

この二つの例に関して言いますと、ちょうど半分を引き抜いたところで 1％を超えており

ますので、ちょうど半分以上引き抜いてあればいいということに、この例ではなりますが、

もし仮に 1％を切っているようなことになれば、さらに制御棒を引き抜いた状態で未臨界

にするということに、そのような運転管理を行うということとしてございます。 

それから 9ページのところです。これも第 2 項に関するコメントでございまして、粗調

整用制御棒の信頼性を説明してくださいというコメントでございました。まず粗調整用制

御棒といいますのは、電磁石が切れますと、重力で自動落下にするというものであります

ので、非常に単純で信頼性が高いということでありまして、電磁石は電源が切れますと、

確実に挿入されるでしょうということと、制御棒は特殊燃料要素に挿入された状態で運転

しますので、挿入不能になることは考えにくいというのと、もし仮に運転中に挿入不能に

なりましても、制御棒駆動機構が駆動できなくなりますので、運転員はその不具合に気づ

くことができますということでございます。過去の粗調整用制御棒の作動状況とか反応度

抑制効果は、年 1 回の施設定期自主検査において健全性を確認しているというのと、あと

緊急遮断が起こる条件につきましても、緊急遮断検査を月 1回行っているということでご

ざいます。 

反応度抑制効果は炉心の配置を変更した場合、あるいは施設定期検査などの場合に応じ、

必要に応じて測定を行っているということでございます。この測定頻度、時期というのは

保安規定によりまして原子炉主任技術者が指定することとしているということでございま

す。 

それから毎回起動時のたびごとに全粗調整用制御棒をある程度の高さまで引き抜いて、

動作状況を確認しておりまして、それから引き抜いた状態から出力高のスクラム信号、模

擬信号を出しまして、制御棒が炉心に確実に挿入されることを確認しているということで

あります。 

起動から制御棒を引き抜いて原子炉の自動制御に至るまでの期間はもとより、自動制御

で運転している期間中も、運転員は絶えず制御棒の状態を監視しまして、制御棒に異常の

ないことを確認しております。それからさらに制御棒を吊り下げております電磁石の電流、
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電圧、制御棒駆動装置の電源、電圧というのは運転中 1時間ごとに点検を行いまして、異

常のないことを確認しております。また、制御棒駆動装置につきましては、停止中も含め

まして 1日 2 回巡視点検によりまして、外観に異常のないことを確認しているということ

であります。そして結論といたしまして、粗調整用制御棒の停止機能の信頼性は非常に高

いというふうに考えてございます。 

それからその次のページ、これは第 3項についてのコメントということでございます。

第 3項が安全施設は DBA とか DBA に至る環境条件で機能できるようにしなさいというのが

第 3項の規定でございます。それにつきまして、まず具体的に安全機能を説明して詳細を

設計基準事象の評価において説明することというのと、クラス 3の機器の機能を期待して

いる場合は、重要度分類の考え方を含め、その信頼性が十分であることを説明することと

いうコメントをいただいてございます。 

まず個別の機器につきましての具体的な説明は、設計基準事故の中で説明することとい

たします。それからクラス 3 の機器についてですが、これは前回の 1 月 30 日の審査会合

のときにこの説明がありました。1 次循環ポンプ（無停電電源を含む）、それとあと自然

循環弁、これはクラス 3になっておりますけれども、信頼性がどうかということでありま

したが、これにつきましては前回の審査会合で説明しておりますので、ここでは省略させ

ていただきたいと思います。 

それからその次の第 4 項のところでございますが、これは安全施設の試験または検査の

可能性に関して、運転期間が 1週間を超える運転を行うことはないという説明だったわけ

でありますが、運転制限との整合を図った説明をすることということでございまして、こ

れは保安規定におきまして運転期間の制限を設けることとしたいというふうに考えており

ます。 

最後に、第 6 項でございますけれども、これは固形廃棄物倉庫と廃棄物貯留槽につきま

して、臨界実験装置と KUR という、二つの施設がありますので、安全性が大丈夫なのか具

体的に説明してくださいということでございました。固形廃棄物倉庫につきましては、

KUCA と KUR の両方の発生量と、あと現在保管している量、それらを全部含めて考えまし

ても十分な処理能力を持っているというふうにしてございます。それから廃液貯留槽につ

きましては、一定量以上になった時点で速やかに処理を行うため、共用施設として安全を

損なわない設計となっているというふうにしてございます。 

それからその次のページ以降は、11 月 25 日の審査会合におきまして提出をいたしまし
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た資料の改訂版でございます。ページ番号がついてございませんが、一番左上のところに

「第 2 項への適合について」と書いておりますページがございます。そこから説明させて

いただきたいと思います。 

まず第 2項への適合ということで、第 2 項は安全機能の重要度が特に高い安全機能を有

する系統について、多重性または多様性及び独立性を有することを説明してくださいとい

うのが、この第 2 項の条文でございます。まず最初このページの真ん中より下半分のとこ

ろでございます。これは粗調整用制御棒についての多重性または多様性及び独立性につい

ての説明ということでございます。 

前回の審査会合の資料におきましては、粗調整用制御棒に三十七条の除外規定を満足し

ているとしておりまして、制御棒駆動機構のみで原子炉停止系としてもよいと、そういう

ふうな記述がございましたが、それについての説明はここではなくて、三十七条のほうで

するということで、それに関する説明はこの箇所から削除してございます。下線部が変更

したところでございまして、これは先ほど説明いたしましたように、各粗調整用制御棒は

臨界状態で 50％引き抜いてかつ 1％Δk/k 以上の負の反応度を加えることができる位置ま

で引き抜かれた状態となるように運転管理を行うというふうにしてございます。 

したがいまして、2 本が挿入されなくても、残りの 2 本で 2％Δk/k 以上の負の反応度

を加えることができるというのと、この粗調整用制御棒の停止機能は、機構が単純で信頼

性が高いということで、各粗調整用制御棒の停止機構は、それぞれ独立性を有しておりま

して、共通要因、従属要因によって同時にその機能が損なわれることはないとしてござい

ます。 

最後の結論といたしまして、粗調整用制御棒は「多重性又は多様性を確保し、及び独立

性を確保するもの」であることを満足しているというふうにしてございます。 

以上が粗調整用制御棒についての説明でございましたが、それからその次のページのと

ころで 4)がございます。これは安全保護回路につきましての多重性または多様性及び独

立性ということを説明したものでございます。このページの一番下のところに原子炉の各

停止条件というものを書いてございます。これは原子炉の停止条件のうち、設計基準事故

での停止条件となっているものでありまして、またそれと同時に原子炉の停止及び冷却に

関する特に重要な停止条件というものを挙げたものでございます。 

各停止条件につきまして、KUR ではリレーを経由したスクラムと半導体スイッチによる

スクラムと、2 種類のスクラムがありました。さらにそれらとは独立した粗調整用制御棒
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の一せい挿入回路があるということでございます。前回の説明では例えばリレーによるス

クラムができない場合、そういう場合でも半導体スイッチによるスクラムができますと、

これは強制循環時の出力高の場合であります。あるいは一斉挿入によって原子炉を停止す

ることができると、そういうふうな説明でございます。 

それから同じように出力高です。これは自然循環時でありますが、この場合はリレーに

よるスクラムができない場合は、一せい挿入によって原子炉を停止できるというふうな、

そういうふうな説明をしてございましたが、回路等の詳細をもう一度よく確認いたしまし

て、このリレーによるスクラムのところですが、リレーが故障しても、単一故障でもちゃ

んとスクラムできるように、リレーを多重化するように設計の変更を行うというふうにい

たしました。 

それからまた半導体スイッチが故障した場合には、リレーによるスクラムができないと

いうふうな、そういうふうな説明になっておりましたが、回路をもう一度確認いたしまし

たところ、半導体スイッチによるスクラム信号が出た場合は、それと同時にリレーによる

スクラム信号も出るというふうなことが確認できておりましたので、この表のところを一

部リレー時のスクラムのときに、半導体スイッチによるスクラムの条件を 2カ所追加して

ございます。一つは強制循環時の出力高です。これは安全出力計 6MW、それから一番下の

炉周期短、炉周期 5秒以下でリレーによるスクラムが作動すると、こういったことを新た

に追加してございます。 

2 ページ先のほうに、スクラム回路概略図を示した図がございます。A4 の横になってお

りますけれども。まず一番左の四角で囲った枠の中、ここにいろんなスクラム条件が書い

てございます。このうちのどれかの条件になりますと、この一番左下にあります Ry1 とい

うリレーが開くということになっております。この Ry1 のリレーが開きますと、その右の

ほうにあります Ry2 のリレーが開く。この Ry2 のリレーが開きますと、その右にあります

RyA～D までの四つのリレーが開きまして、それで一番右端の電磁石の電源が切れまして、

制御棒が挿入されるというふうになっておりました。 

この場合ですと、例えば Ry1 が故障をいたしました。そういうときこの左から 2 番目の

ところにあるマグネットパワーキースイッチというのがありますが、そこを切れば Ry2 が

健全であればスクラムできると、そういうふうな回路になっているわけでありますが、こ

の Ry1、Ry2 のどちらかが機能しなくなりますと、スクラムできなくなるということにな

りますので、それぞれ Ry1 と Ry2 を多重化するように設計を変更することといたします。 
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それからこのページの真ん中の少し上のほうに点線で囲ったところがございます。これ

は炉周期 5 秒と、安全出力計 6MW、あるいは U1C 電源喪失、こういったことが起こります

と、半導体スイッチというものの電源が切れまして、電磁石 ABCD の電源が切れてスクラ

ムする、これがファーストスクラムというふうに呼んでおりますが、ファーストスクラム

によりましてスクラムするということになっております。 

先ほど申しましたように回路のもう少し確認いたしますと、このページの一番上のとこ

ろにありますように、ファーストスクラムの条件になりますと、RyA というリレーが開き

まして、それが一番左のほうにいきまして、Ry1 のリレーを開いて、リレーによるスクラ

ムが起こるというふうな回路になっているということでございます。したがいましてこの

ようにリレーを多重化するというふうに設計を変更いたします。 

先ほどのところに戻りまして、表の上のところに下線が引いてございますが、「現状の

スクラム回路では、スクラム時に図 1の Ry1 又は Ry2 のリレーのいずれかの励磁が切れな

ければ、粗調整用制御棒は全数とも挿入されない（ただし、故障が Ry1 のみの場合、マグ

ネットパワースイッチを切ることでスクラムできる。）ので、図 1 に示すようにリレーを

それぞれ多重化することで、リレーの単一故障時にもリレーによるスクラムができるよう

に設計を変更する。」というふうにしてございます。 

それからその次のページの上のところの下線を引いたところでありますが、「いずれの

停止条件においても、リレーが多重化されていることからリレーの単一故障の場合でもス

クラムすることができる。」ということであります。「出力高（強制循環時）と炉周期短

では、リレーのみならず半導体スイッチによってもスクラムすることができる。」という

ことであります。それから先ほどの表に示します、いずれの停止条件におきましても、ス

クラムに至る前に一せい挿入によって制御棒が挿入されるということでございます。 

それからその下の 4-2)作動信号の発生の多重化ということでございますが、出力高の

停止条件での作動信号発生には、線型出力計と 2系統あります安全出力計の複数の検出器

がありまして、多重化されているということでございます。 

それから流量低と水位低につきましては、これは前回も御説明いたしましたが、それぞ

れ 2系統ありまして、多重化されているということでありますが、ただ炉周期短につきま

しては、スクラム信号を発生する対数出力周期計というものは、これは 1 系統のみで多重

化されていないということですが、これは設計基準事象では、これらの機能を期待してい

ないということでありまして、この対数出力周期計が機能しない場合でも、線型出力計や
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安全出力計の出力高の信号によりまして、スクラムすることができるということでござい

ます。 

以上結論といたしまして、この安全保護回路というのは多重性または多様性及び独立性

があるというふうにしてございます。 

図 1の次のページのところでございます。真ん中辺り、線を引っ張っているところがご

ざいます。これ第 4 項への適合ということで、KUR では 1 週間を超えて連続運転を行わな

いようにするということで、保安規定で能動的には運転期間を制限するようにいたします

ということでございます。 

一番最後のページでございます。一番下の行でございますが、第 6 項への適合というこ

とで、固形廃棄物倉庫と廃液貯留槽などの放射性廃棄物の処理に関する施設は、KUR と臨

界実験装置で共用しているが、両施設からの発生量を考慮しても十分に処理できるだけの

能力を有しているとしてございます。 

この資料につきましては以上でございます。 

○大村チーム長代理 ありがとうございました。それではただいまの説明の内容につきま

して、規制庁のほうから質問、コメント等がありましたらお願いします。 

○杉山チーム員 規制庁の杉山です。 

 簡単な図でいきますと、制御棒の運転の仕方の図があると思うんですけど、このところ

で粗調整棒ですけれども、これを 1 本全部引き抜いた上での運転というのは可能なんでし

ょうか。 

○京都大学（山本准教授） 原理的では可能であります。 

○杉山チーム員 特に全数、1 本全部引き抜くことに対してのインターロックというのは

かかっていない。 

○京都大学（山本准教授） 特にそういったインターロックはございません。 

○杉山チーム員 それからもう一つ、回路図のほうでちょっとお聞きしたいのですけれど

も、簡単な話なんですけど、マグネットパワーキースイッチですけども、これは手動です

かそれとも自動ですか。 

○京都大学（山本准教授） これは手動で切るものでございます。 

○杉山チーム員 ありがとうございました。 

○島村チーム員 原子力規制庁島村ですけれども、何点か確認と質問をしたいのでよろし

くお願いします。 
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 まず参考 4 という図が縦に二つ並んでいるページなんですけれども、横軸が制御棒引き

抜き長さなんですけれども、この 0cm というのはどこの位置なのかというのを、まず教え

ていただきたいんですけれども。 

○京都大学（中島教授） これは制御棒の指示計の距離なんですけども、0cm は燃料のﾐ

ｷﾞﾄｳ部から-4cm になります。燃料有効値が 60cm ということになります。すみません。ち

ょっと説明が抜けていました。 

○島村チーム員 原子力規制庁、島村ですけれども、その参考 4の次のページの第 2 項の

ところなんですけれども、下のほうから 4行目ぐらいで制御棒を吊り下げている電磁石の

電流、電圧などは、運転中 1 時間ごとに点検を行い、異常のないことを確認しているとい

うふうにあるんですけれども、これらの数値というのは制御盤に常に表示されているもの

ではなくて、操作をして、その都度表示させるという、そういうものなんでしょうか。 

○京都大学（中島教授） 京大、中島でございます。 

たしか電流値は盤に常時表示されておりますが、それ以外の電圧等はパネルを操作して

呼び出して確認するということになります。 

○島村チーム員 わかりました。それから同じくそのページの上のほうから 4行目ほどで、

「制御棒は常に特殊燃料要素に挿入された状態で運転するため、挿入不能になることは考

えにくい。」というのは、一番上の位置まで引き抜いても、まだ炉心の中であって、炉心

から抜けることはないという、そういう意味でよろしいでしょうか。 

○京都大学（中島教授） 京大、中島でございます。 

 おっしゃるとおりでございまして、燃料は 60cm までしかないんですけども、その上さ

らにアルミの、燃料の軽水炉でのプレナムみたいなやつですが、アルミの板がずっとつい

ております。全長としてはノズルを入れて 90cm なんで、燃料の部分は多分 80cm か 75cm

ぐらいあると思いますので、65cm まで引き抜いても、まだ 10cm 以上は先が板の燃料の中

に入った状態ということでございます。 

○島村チーム員 ありがとうございました。 

○桝見チーム員 原子力規制庁、桝見でございます。 

 濃度停止余裕の定義といいますか、1％以上で実際に 4.1％以上ありますという現在値

の記載もあるんで問題はないんだと思うんですけども、定義として解析の誤差ですとか、

あるいは燃料の製造公差ですとか、あるいは炉心支持構造物の製造公差とか、そういった

ものというのはどこに入っているのか、その外にあるのか中に入っているのか、どちらで
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すか。 

○京都大学（中島教授） 京大の中島です。 

 ここで言う停止余裕は、基本的に確認は当然設計は計算でやるわけですけども、実際に

それを核的制御値を満足しているかどうかは、測定によって行うということでございまし

て、測定の誤差はあるかとは思うんですけども、基本的には実際の測定は、たしかノミナ

ル値といいますか、真ん中の辺りというか、測定値が真値ということで確認しているとい

うことでございまして、そういう意味では 1％以上ではあって、実際にはもう 5％とか

10％とかという誤差を含めても、十分余裕はあるということでございますけども、ちょっ

と今の御質問に対しては、直接の回答になっていないかと思いますけども、実際の実測を

やった場合には、その炉心構成で燃料の当然ながら製作公差とか制御棒の公差、製作上の

公差あるいは位置精度の問題というのも全部込み込みで測定しているということでござい

ます。 

○大村チーム長代理 ほかに。よろしいですか。 

 特にないようですので、それでは次の資料に行きたいと思います。では資料 1-2 につい

て説明をお願いします。 

○京都大学（中島教授） 1-2 も、山本のほうから説明してもらいます。 

○京都大学（山本准教授） 資料 1-2 でございます。これは三十七条の原子炉停止系統に

ついてというものでございます。 

 まず最初のページでございます。これは三十七条の条文、四角で囲ったところはこの条

文を示してございます。その下以降、最初のページの下半分のところが第 1項第一号、第

二号、第三号についての適合についての説明をした申請書の内容でございます。第 2 項と

いうところから、その次のページまでが第 2 項及び第 3項についての第三十七条への適合

ということで、申請書の内容を示してございます。 

 さらにその次のページでございます。これは設計方針についての説明資料でございます。

まず最初第 1 項第一号についてということでございまして、KUR は原子炉停止系統といた

しまして、粗調整用制御棒 4 本があります。このほかに後備の電子系統といたしまして、

非常用制御設備（ホウ酸）があるということでございます。 

第 1 項第一号への適合ということにつきまして、KUR の粗調整用制御棒といいますもの

が原子炉を未臨界に移行することができ、かつ未臨界を維持することができる制御棒の数

に比し、当該系統の能力に十分な余裕があるときに適合しているかどうかということを説
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明した資料でございますが、これは先ほどの十二条の第 2 項のところで説明したものとほ

とんど重複しておりますので、詳細は省略させていただきますが、表 1に示しております

ような核的制限値を持っているということでございまして、表 1の一番下のところに書い

てございます。これは先ほど説明いたしましたように、臨界状態から粗調整用制御棒 1本

当たりの反応度抑制効果といたしまして、1％Δk/k 以上を持つようにするということと

してございます。 

 したがいまして、運転時の異常な過渡変化で、制御棒の引き抜きがおきまして、正の反

応度として 0.66％が挿入されましても、2 本が挿入されれば 1.34％Δk/k 以上の停止余裕

を持って、緊急停止並びに未臨界を維持することができるというのと、温度が下がりまし

ても、依然として未臨界を維持することができるということでございます。したがいまし

て、粗調整用制御棒の未臨界を維持することができる制御棒の数に比し、当該系統の能力

に十分な余裕があることに適合しているものと考えているということとしてございます。 

 その次のページに参りまして、これは第 1 項第二号及び第三号への適合についてという

ことでございます。この第 1 項第二号及び第三号は、通常運転時、異常な過渡変化時にお

きまして、及び設計基準事故時において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは原子炉

を未臨界に移行することができ、少なくとも一つは低温状態において未臨界を維持するこ

とができるものというのと、あと第三号といたしましては、反応度価値の最も大きい制御

棒 1本を固着した場合においても、前項の規定に適合するものであること、ということを

説明したものでございます。 

 まず第 1項第二号及び第三号について、通常運転時ということでございますが、表 1の

核的制限値の表に書いてございますように、粗調整用制御棒全数が下限まで挿入されまし

ても、冷温時において少なくとも 5％Δk/k 以上の反応停止余裕を有しているということ

でございます。それから最大反応度価値制御棒 1本が、引き抜き時の反応度停止余裕は冷

温時においても 1％Δk/k 以上の停止余裕を有しているということでございます。それか

ら臨界状態から 4 本のうち 2 本が挿入されない場合でも、残りの 2 本によりまして、2％

Δk/k 以上の反応度停止余裕を持つということでございます。 

それから運転時の異常な過渡変化時と事故時についてでございますが、これも先ほど説

明いたしましたように、「制御棒の異常な引抜き」の場合、正の反応度が 0.66％という

ことになっております。この場合、引き抜かれた制御棒とその他の制御棒の 1本が、この

状態で固着をいたしましても、残りの 2 本の制御棒が入りますと、2％Δk/k 以上の負の
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反応度を加えることができますということで、原子炉を未臨界に移行することができ、か

つ低温状態で未臨界を維持することができるというふうに考えてございます。したがいま

して、第 1項の第二号及び第三号に適合しているものと考えてございます。 

 それから、このページの真ん中のところに、第 2 項についてということでございます。

これは反応度投入事象が起こりましても、原子炉が損壊しないことを説明しなさいという、

そういう条文でございます。 

 まず制御棒は 50％以上引き抜いた状態では、1 度に引き抜くことが可能な粗調整用制御

棒の数というのは、インターロックによりまして 1 本によって制限されているというもの。

したがいまして、それによる反応度付加率は 0.015％Δk/k/s を超えないように核的制限

値でしております。 

これは申請書の添付書類の 10-2-2 のところに書いてございますが、臨界付近から最も

反応度価値の大きい制御棒 1 本を引き抜いた場合の判断基準は、ここに示しております判

断基準のもとで解析を行っておりますということでございまして、1)で DNBR が 1.5 以上

と、2)で燃料芯材温度が 400℃を超えないこと。3)で 1 次冷却水温度が飽和温度未満であ

るということでございます。解析をいたしますと、DNBR も燃料芯材温度も 1 次冷却水冷

却水最高温度も、それぞれ判断基準を満足しているということでございます。 

 それからまた制御棒をスクラム状態より下方へ落下することのない構造になっておりま

して、スクラムによって炉心や支持構造物に損壊を生じることがないということでござい

ます。したがいまして、KUR、原子炉はこの第 2 項に適合しているものと考えてございま

す。 

 それから第 3項のところでございますが、これは反応度制御系統と、原子炉停止系統を

共用しても、異常を及ぼすことがないということを説明しなさいという、そういう条文で

ございます。 

 まず最初、共用部分の原子炉停止系統への影響についてということでございますが、線

型出力計を用いた原子炉停止系統といいますものは、反応度制御系統と一部を共有してい

るということでございまして、後ろのほうに図 1、反応度制御系統ブロック線図というの

を示してございます。 

この一番上のところに補償型電離箱というのがございまして、そこから線型出力計のほ

うへ信号が入る。さらに線型出力計からその下の PID 調整器のほうに信号が行きまして、

PID 調整器で所定の出力になるように、その下の微調整用制御棒の駆動機構を操作すると
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いうふうになっております。さらに微調整用制御棒の駆動機構が増減あるいは下限に行き

ますと、粗調整用制御棒の駆動機構が駆動されるというふうな、そういうふうになってい

るということでございまして、この図の点線で囲みましたところが反応度制御のみに関連

する設備を示しているということでございます。 

 それで、結局線型出力計による原子炉停止系統と反応度制御系統のうち、補償型電離箱

と線型出力計、それて電磁石、それと粗調整用制御棒、これが原子炉停止系統と反応度制

御系統の共用部分でございます。まず反応度制御系統のみに関連した設備、先ほどの図の

点線で囲んだところでありますが、それと線型出力計との間にはアイソレータが設置され

ておりまして、反応度制御系統のみに関連した設備の異常が、線型出力計に影響を及ぼす

おそれはないというものでございます。 

 それからその次のページに参りまして、(2)の通常運転時の未臨界以降と低温状態での

未臨界維持ということでございまして、通常運転時に原子炉を未臨界に移行して、低温状

態で未臨界を維持するには制御棒駆動機構を使いまして制御棒を炉心に挿入するか、ある

いは自動または手動でスクラムすることで可能でありますが、反応度制御系統、これは原

子炉停止系統との共用部分も含みますが、ここで仮に故障が発生した場合でも、反応度制

御系統とは独立しました自動または手動によるスクラムの機能で制御棒の挿入が可能であ

ります。 

仮に、反応度制御系統の誤動作によりまして制御棒が引き抜かれるというようなことが

ありましても、原子炉停止系統にそれ自身が影響することはありませんで、安全保護系の

機能と相まって、線型出力計の出力高とか、あるいは安全出力計の出力高、あるいは炉周

期短、これのいずれかの条件で自動で原子炉を停止させることができます。 

 それから線型出力計は、電圧が 90％以下になった場合、あるいは直流電流の喪失、断

線といった異常時には、反応度制御系統の機能とは無関係にスクラム信号が発生しまして、

自動で粗調整用制御棒が炉心に挿入されます。 

 それから反応度制御系統と共用しております線型出力計に異常がある場合は、線型出力

計の出力高によるスクラムができないおそれがありますが、この場合でも手動でスクラム

するか、反応度制御系統とは独立した炉周期計による炉周期短あるいは安全出力計の出力

高（6MW）、この条件になりますと、原子炉は自動でスクラムをいたしますということで

あります。 

 それから運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時の未臨界移行、低温状態での未
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臨界維持ということでございますが、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時は、

反応度制御系統とは独立しております安全出力計 2 系統による出力高のみによるスクラム

を期待しております。したがいまして反応度制御系統との共用による影響はないというふ

うに考えてございます。 

 その次の図の次のページでございますが、制御棒以外の反応度を制御する設備というこ

とでございます。「第 1項第一号」のほうで述べておりますけども、原子炉停止系統とい

うのは、制御棒のみで構成されるとしておりますけども、後備の原子炉停止系統としてホ

ウ酸による非常用制御設備を設けるということでございまして、この四角の括弧の中に、

現在の申請書におきます記載内容を、そのままここに書いてございます。カドミウムとか

中性子吸収材を炉頂より投入できるということで、100L の中性子吸収材の保管容器を設

けるというふうなことを書いてございまして、それから反応度制御能力としましては

0.5％Δk/k 程度というふうに書いてございますが、一方で制御棒に対する反応度制御能

力は、1％Δk/k 以上を持つこととしているということでございますので、これと整合を

とるようにということで、ホウ素濃度といたしましては約 184ppm、ホウ酸重量にいたし

ますと大体 31.6kg を炉心の中に溶かせると、制御棒の 1％Δk/k と相当する負の反応度を

投入することができるということでございます。 

 したがいまして、このページの下の四角の中に書いてございますように、記述を変更し

たいというふうに考えております。（二）-1 でまず 70kg 以上のホウ酸の入った保管容器

1 個を炉頂に設けて、非常な場合中性子吸収材を炉心に投入できるようにするというのと、

反応度制御能力としましては、0.5％だったものを 1％Δk/k 以上というふうに変更したい

というふうに考えてございます。 

 それから 7 ページの下のところでホウ酸を入れる手順というのを示してございます。

(1)でスクラム信号が出た後、以下のいずれかの場合はホウ酸を入れる準備をするという

ことで、まず制御棒の落下が認められない場合と、線型出力計等で出力の低下が認められ

ない場合、あるいはチェレンコフ光の減衰が確認できない場合、こういった場合にはホウ

酸を入れる準備をするということであります。その際炉頂にいきますので、まず炉頂の線

量を確認するというのと、それから(3)で 1％Δk/k の反応度に相当する量以上のホウ酸を

炉頂の保管容器より取り出しまして、トップシールドを開口して炉心タンクへ投入する。

ですから、先ほど説明いたしました約 32kg 以上のホウ酸を投入するということでありま

す。トップシールドが開口できない場合は、トップシールドのプラグを抜きまして、その
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次のページにありますが、直径約 10cm ぐらいの小孔よりホウ酸を投入するということを

考えております。 

 (5)上の(3)、(4)の作業と並行いたしまして、ホウ酸水を作製するという作業を行うと

いうことでありまして、バケツに水約 10L ほどを溶きまして、ホウ酸を撹拌しながら溶か

し入れる。もう溶けなくなるという時点でホウ酸水をトップシールドあるいは小孔から投

入するということ。(3)と同量以上のホウ酸、約 32kg 以上のホウ酸が全て水に溶けた状態

で投入できるまで(5)、(6)を繰り返すということであります。 

 ちなみに炉頂に接近できるのかということでありますが、炉頂は 5MW の出力運転時でも

被ばく線量が 1 週間につき 1mSv を超えるおそれがない区域としておりますので、出力の

大幅な上昇がなければ、炉頂への接近は可能であるということであります。ホウ酸を投入

する場合は、炉頂の線量を炉頂に設置されてありますエリアモニタで確認いたしまして、

炉頂に接近をする。トップシールドの開口に当たりましては、開口面積とか時間を最小限

として、アラームメーターによりまして被ばく線量が 1mSv を超えないことを確認しなが

ら投入作業を行うということであります。 

なお、炉頂への接近及び炉頂での作業は、サーベイメーターによりまして空間線量率の

監視を行いながら実施するということであります。トップシールドを開口した場合の線量

は、出力が 5MW の場合では大体 200～400mSv/h ぐらいではないかというふうに見積もって

おります。ですから被ばく線量の限度を 1mSv としましても、2 時間以上は開口した状態

でも作業は可能であるということでありますが、ただ、トップシールドを開口するのはホ

ウ酸を投入している、ごくわずかな時間だけでありますので、開口時間はごく短時間であ

るというふうに考えております。 

 有意な出力の上昇が認められる場合というのは、緊急作業として扱い、その場合は緊急

作業が線量限度を超えないように、作業時間を考慮して計画的に投入作業を行うこととし

てございます。 

この資料は以上でございます。 

○大村チーム長代理 ありがとうございました。それではただいまの資料、1-2 につきま

してコメント、指摘等がありましたらお願いします。 

○島村チーム員 原子力規制庁、島村です。 

 後ろから 2 ページ目なんですけれども、制御棒以外の反応度を制御する設備ということ

で、下のほうの四角囲みのところなんですけれども、ホウ酸の入った保管容器 1 個を炉頂
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に設け、非常の場合中性子吸収材を炉心に投入できるようにするというふうにありまして、

その下に手順が示されているんですけれども、(3)のほうで保管容器からホウ酸を取り出

して炉心タンクに投入するというふうにありまして、最後のページの(5)のほうに(3)、

(4)の作業と並行してホウ酸水を作製するというふうにあるんですけれども、(5)のほうの

作業というのは、ちょっと細かな点で恐縮なんですけれども、この作業も炉頂のほうで行

うということなんでしょうか。 

○京都大学（山本准教授） 水を取るところ、別な場所にありますので、炉頂以外の場所

で行うと。制御室の前辺りに水を取るところがありますので、恐らくそこでやるというこ

とになるかと思います。 

○島村チーム員 ホウ酸の容器は、先ほど前のページのほうで炉頂に 1個設けるというふ

うに書いてあったので、炉頂で作業をするのかなと思ったんですけど、じゃあホウ酸は別

のものを保管しておくという、そういうことなんでしょうか。 

○京都大学（山本准教授） これは炉頂からホウ酸を持ってまいりまして、水を溶かすと

ころまで持ってくるということになるかと思うんです。 

○島村チーム員 わかりました。 

○京都大学（中島教授） 京大の中島でございます。 

 ただいまの御質問に対して、保管容器の置き場所、それからトータルとして何 kg で置

くかというのを、もう一回ちょっと検討させていただきたいと思います。 

○大村チーム長代理 それ以外にいかがでしょうか。 

○桝見チーム員 規制庁、桝見です。 

 同じところでホウ酸の 184ppm が均質に、多分炉心にまざっていれば 1％Δk/k というこ

とだと思うんですが、均質にまざるかどうかという、その不確かさも含めてホウ酸の重量

というのは取っておかないといけないと思うんで、その辺りもきちんと評価していただき

たいと思います。 

○京都大学（中島教授） 京大の中島です。 

 確かに御指摘のとおりでございまして、今ここでは最低必要量 31kg に対して 70kg 以上

という形で、2 倍以上の余裕を見ているということでございますが、それも先ほど説明が

ありましたけれども、場所を変えるときにトータル何 kg を用意するかということも含め

て、ちょっと検討させてください。 

○大村チーム長代理 ほかに何かありますか。 
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○杉山チーム員 すみません。ちょっと前の資料とも絡むんですけど、またインターロッ

クについてお聞きしたいんですけども、3 枚目のページの左側のところで、第 2 項につい

てというところで、粗調整棒をまず 50％のシムレンジまで抜きますね。その段階で微調

整棒を抜かないで粗調整棒というのは動かせるんですか。 

○京都大学（中島教授） インターロック上は粗調整棒 1 本だけなら抜くことはできます。

1本だけというのは、一遍に動かすのは 1本だけということです。 

○杉山チーム員 例えば 1本ずつをぐるぐる回して、抜いていったときに、どの辺で臨界

になるんですか。 

○京都大学（中島教授） それは、価値反応度をどれだけ持っているかによるんですけど

も、ここで書いてあるのは、とにかく粗調整用制御棒を 4 本とも、半分より上になければ

ならない。例えばその状態で 1 本だけ上限にすると、1 本はある程度突っ込んでも原理的

には臨界にはなります。ただ手順上は初期条件として、まず 4 本全体を真ん中まで引き抜

くと、その状態で未臨界であるということを確認した上で、今度は 1本ずつ粗調整棒を引

き抜いていくということで、真ん中で未臨界であることを確認したところから下に入れる

ということは、操作上、それは管理上ですけれども、手順上やらないということでござい

ます。 

○杉山チーム員 そうすると、ここに書いてあるのは、制御棒を 50％以上と書いてある

けれども、粗調整棒が 50％以上全部引き抜きになった場合も、インターロックがかかっ

ているということでよろしいんですか。 

○杉山チーム員 インターロックという意味はあれですけども、まず 50％より下の領域

では粗調整用制御棒は 2本同時に引き抜くことができる。50％より上になった場合は 1 本

しか引き抜けないということが機械的なインターロックでございます。とにかく制御棒構

成は別にして、通常の運転の場合は必ず制御棒を 2 本ずつ 50％まで引き抜いて、その位

置で 4 本、50％の位置にある状態で未臨界であるということを確認して、それから今度 1

本ずつ引き抜いていって臨界近接を行うという手順を、手順上それを担保するということ

でありまして、そこは機械的なインターロック等はありません。手順で管理しているとい

うことでございます。 

○杉山チーム員 じゃあここに書いてあるインターロックというのは、どういうふうにな

ることですか、第 2項の。 

○京都大学（中島教授） これは 1 本だけが引き抜けるということでございまして、50％
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より下だと 2 本一緒に引き抜ける、50％より上で引き残すと 1 本しか動かないよと、2 本

一遍に動かそうとしても動かないよと、そういうインターロック。 

○杉山チーム員 これは微調整棒関係なくということでよろしいんですか。 

○京都大学（中島教授） 微調整棒も動かないです。これは全部動かない。 

○杉山チーム員 ではここに書いてあるのは微調整棒も 50％の位置にあってから、イン

ターロックがかかるふうに書かれているので。 

○京都大学（中島教授） そういう意味ですか。そうですね。それはちょっと制御棒を書

いてあるから、微調整棒はそういう意味では関係ない。すみません。書きぶりが少し誤解

を招くようでした。 

○杉山チーム員 わかりました。 

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。お願いします。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

ホウ酸の投入のところなんですけれども、これはあくまでも制御棒が相当信頼性を持っ

た上で、そのバックアップとしてこういうのを用意するということだと理解をしています。

ただやはり B-DBA というようなことを考えると、ここもある程度信頼性を持っておく必要

はあると思いますので、先ほど我々のほうからコメントをしたところについては、また御

回答をいただきたいということと、あとはこれは結構手順書を準備しておくということが

重要だと思いますので、その辺については保安規定なりその下部規定で、ちゃんとやって

いただきたいというふうに思います。 

ここはちょっと確認なんですが、最後のページの 1 枚前のやはりホウ酸のところで、ホ

ウ酸を入れる手順を以下に示す(1)で①②③とあるんですが、③というのはこれはどうい

う確認になるんでしょうか。 

○京都大学（中島教授） 京大の中島でございます。 

 これは出力がある程度以上高い場合は、運転中にチェレンコフ光が見られる。これは見

方としては炉心の上にいて小さいのぞき孔がありまして、直接のぞくということもできま

すし、あと通常運転時は小さいカメラで制御室からウオッチしているのがある。電源が生

きていればそれで減衰していけば、出力は下がっているなということを確認できるという

ことでございます。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 それでは、制御室でカメラで確認することは可能だということですか。わかりました。 
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○京都大学（中島教授） 京大、中島です。 

 最初のところのホウ酸投入の手順につきましては、我々のところでも今回いろいろコメ

ントいただいた部分も含めまして、実際の手順をある程度シミュレーションして、あるい

は実際の訓練も含めた上で手順をしっかりとしたものにして、保安規定あるいはその下部

規定に反映させていきたいと思います。ありがとうございました。 

○大村チーム長代理 よろしいですか。 

 それでは次の資料に行きたいと思います。資料 1-3 につきまして、説明をお願いします。 

○京都大学（中島教授） 担当の堀から説明します。 

○京都大学（堀助教） 京大の堀です。 

それでは第十八条についてですけれども、まず初めの 3ページ目までが申請書の内容に

なります。それで申請書において補正をしたい点が、まず第 1 号、第 2号についてという

のが記述が一つであったのを、それぞれの号に分けて書くということ。それから第 3 号と

第 5号については「フェールセーフ」という言葉を「フェールオープン」という言葉に改

める等の調整をしております。 

それで、それぞれの項の説明については 4ページ以降になりますので、説明させていた

だきます。 

 まず第 1号でございますけれども、こちらは運転時の異常な過渡変更の場合において、

その異常な状態を検知し、原子炉停止系統その他系統とあわせて機能することにより、燃

料の許容設計限界を超えないようにできるものとすることということでございます。研用

炉におきましては、運転時の異常な過渡変化としまして、大きく二つの事象を考えており

まして、一つは炉心内の反応度または出力分布の異常な変化、もう一つは炉心内の熱発生

または熱除去の異常な変化ということでございます。 

反応度また出力分布の異常な変化に対しましては、以下の安全保護回路を設けることに

よって、この燃料の許容設計限界を超えないように設計できるようにするということでご

ざいます。 

 まず炉心容器についてですけれども、こちら 1カ所修正させていただきたいんですが、

核計装系はこちらの起動時も出力運転時も、補償型電離箱でいたしますので、ここだけ修

正させていただきます。 

 補償型電離箱によってまず検知しまして、炉周期が 15 秒以下になれば一せい挿入、5

秒以下になればスクラムが作動する。あと出力の以上は核計装系の線型出力計によりまし
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て検知しまして、出力がレンジの 110％以上になれば一せい挿入、120％以上になればス

クラムが作動する。自然循環モードでは線型出力計のレンジスイッチは 100KW を超えるよ

うに設計されたときに、スクラムが作動する。さらには安全出力計の出力が 300KW になっ

たときに出力が作動する。高出力運転時においては安全出力計の出力が 6MW になったとき

にスクラムが作動するということで、担保しております。 

 それから 2 番目の熱発生または熱除去の異常な変化に対しましては、1 次冷却水及び 2

次冷却水の流量の異常に対しては、プロセス計装系において検知しまして、その流量が定

格値の、例えば 1 次流量計ですと 85％以下のときは一せい挿入、80％以下になったとき

はスクラム、同様に 2 次のほうは 50％と 30％で一せい挿入、スクラムが作動するように

なってございます。 

また商用電源喪失が起こった場合ですけれども、電源、電圧が 90％以下になりました

らスクラムが作動するということでございまして、これで燃料の許容設計限界を超えない

ことにつきましては、添付資料 10-2 のところで示してございます。 

 次に第 1項第二号についてでございますが、こちらは設計基準事故が発生する場合にお

いて、その異常を検知し、原子炉停止系統及び必要な工学的安全施設を自動的に作動させ

るものであることということでございまして、KUR におきましては、安全保護回路の動作

を期待している設計基準事故として三つございます。 

それぞれの事象についてですが、まず燃料誤操作に対しましては、炉周期の異常によっ

てスクラムを作動させる。あと自然循環モードにおいては、先ほどと同様なので割愛させ

ていただきます。それからあと原子炉の冷却材の流出についてですけども、まず原子炉タ

ンクの水位計及び液面計によりまして、原子炉水位の異常を検知いたしまして、タンク水

位が規定水位より 10cm 以上低くなれば一せい挿入、20cm 以上低下すればスクラムが作動

する。 

サブパイルルームにたまった漏洩水は所定の水位を超えますと、サブパイルルームの汲

み上げポンプが自動的に起動する。それから原子炉冷却材のポンプの軸固着がありました

場合も、1 次冷却水の流量異常ということで、プロセス計装系で検知しまして、一せい挿

入スクラムが作動するということでございます。 

 次に第三号についてですけども、第三号では安全保護回路を構成する機械、もしくは器

具またはチャンネルに単一故障が起こった場合、または使用状態から単一の取り外しを行

った場合でも、安全保護機能を失わないように多重性または多様性を確保するものとする
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ということでございます。 

これはまず基本的に、スクラム回路はリレーの接点が正常時には閉じていて、異常時に

は開くというフェールオープンの設計となっているということで、例えば単一故障、単一

取り外しが行われた場合は、スクラム信号を発生させて、原子炉を停止させるという設計

になっております。 

また安全保護回路については下記のような多重性、多様性を設けているということで、

出力異常に対しては線型出力計のレンジが 120％スクラムする。安全出力計は 2 系統設け

ているということです。それから 1 次冷却水の流量低下につきましても、冷却系の流量計

というのは 2 系統設けておりまして、それぞれ 80％でスクラムするとなっています。ま

た冷却材の流出につきましては水位計で検知しますが、こちらはやはり 2 系統設けておる

ということで、多重性が担保されてございます。 

 次に第四号でございますが、安全保護回路を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分

離し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保する

ものとすることということでございまして、これはプロセス計装と核計装のチャンネルが

独立分離された構成となっているということをお示しした図が、8 ページ及び 9 ページに

なります。8 ページはプロセス計装、9 ページは核計装の概略図でございまして、先ほど

申しましたように 2台ある検知器がリレー回路の手前まで分離された構成となっているこ

とをお示ししております。 

 次に第五号でございますが、第 5 号は駆動電源の喪失、系統の遮断その他不利な状況が

発生した場合においても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、または当該状態を

維持することにより、原子炉施設安全上支障がない状態に位置付けるものとすることとい

うことでございます。 

こちらについては先ほど申しましたフェールオープンで、安全保護回路はなっていると

いうことで、駆動電源が喪失したり系統の遮断でスクラム回路及び一せい挿入回路は、そ

れぞれスクラム信号及び一せい挿入信号を発生し、原子炉を停止させるということです。

それで警報回路については警報が発報しまして、こちらでは運転員が異常を知り、手動で

停止することも可能になっているということで、例えば先ほどの 7 ページの図 1 でござい

まして、UIC の電源喪失などがあった場合においてもファーストスクラムが起こるといっ

たことになります。 

 それから第六号でございますが、第 6 号は、不正アクセス行為その他の電子計算機の使
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用目的に沿うべき動作をさせず、諸目的に反する動作をさせる行為による被害を防止する

ということで、こちらは安全保護回路が外部ネットワークに接続されていないということ

で、不正アクセス、コンピュータウイルス等による被害を防止できる設計となっておりま

す。 

 最後に第七号でございまして、こちらは計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用

する場合の、その安全保護機能を失わないように、計測制御系統施設から機能的に分離さ

れたものであることということでございまして、そちらも先ほどと同じですけれども、基

本的には計測制御のほうの異常がありましたら、安全保護回路を停止させる方向に行くと

いうのが一つありまして、それによって機能的に分離されているということです。 

それで 10 ページに以前の審査会合でいただいた御質問がありましたので、それに対す

る回答をさせていただきたいと思います。 

こちらは第 44 回の審査会合におきまして、サブパイルルームの漏洩水汲み上げポンプ

の起動において、炉心タンク水の低下を検知することが起動条件となっているということ

で、それに関連しまして原子炉タンク水位計・液面計について計測制御系統整備と安全保

護回路が共用しているならば、「機能的分離」について説明することということでござい

ました。 

図 4のほうにそちらの回路の図を示してございますが、赤で囲んでいるリレー回路の部

分が安全保護回路でございまして、この上の部分が計測制御系統整備と、この二つはモニ

タースイッチを介して機能的に分離されているということでございます。 

以上で説明を終わります。 

○大村チーム長代理 ありがとうございました。それではただいまの資料 1-3 につきまし

て、コメント、質問等がありましたらお願いします。 

○島村チーム員 原子力規制庁、島村です。 

 6 ページに第 1 項第六号についてということで、不正アクセス等について記述があるん

ですけれども、この第 1項第六号の設置許可基準規則の、解釈のほうをちょっと読みます

と、「不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または

使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することとは、ハードウエアの物理

的分離、機能的分離に加え、システムの導入段階、更新段階または試験段階でコンピュー

タウイルスが混入することを防止する等、承認されていない動作や変更を防ぐことをい

う。」というふうに書いてございまして、今読み上げた部分の後半の部分、例えば更新段
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階などにおけるコンピュータウイルスの混入防止についても、説明していただく必要があ

るのではないかというふうに思います。 

 以上です。 

○京都大学（中島教授） 京大、中島でございます。 

 この点、我々の説明、「安全保護回路は外部ネットワークに接続されておらず」という

ような記載になっておりますけども、基本的には我々のところリレー、半導体スイッチ等

での安全保護回路の構成でございまして、電子系のところにつきましては、全部ハード的

な構成になっているということでございますので、そういう意味ではちょっとこの説明も

あまりよくなかったかもしれませんが、ソフトウエア更新云々というところで、安全保護

回路に影響があるようなこと自体というか、ソフトウエアがないという説明になるかと思

います。ちょっとそこをもう一回修文させていただきたいと思います。 

○島村チーム員 よろしくお願いします。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 今の点なんですが、現状の施設ではそうなっているかもしれませんが、当然設置変更し

ないで更新というようなこともあると思いますので、そこはちゃんと記載は必要かと思い

ます。 

○京都大学（中島教授） わかりました。将来含めてそういうことが起こらないような手

順なり確認手段をとるということで、そういったところも含めた記載にさせていただきま

す。ありがとうございました。 

○大村チーム長代理 それ以外にいかがですか。よろしいですか。 

 それでは次の資料に行きます。資料 1-4 について説明をお願いします。 

○京都大学（中島教授） それでは資料 1-4 は私、中島から説明させていただきます。 

 この表紙にありますように、この資料は二つの条項、第二十八条（保安電源設備）、第

三十一条（外部電源を喪失した場合の対策設備等）ということで、いずれも電源関係のと

ころでございますが、そちらをまとめて説明させていただきます。 

 こちらページが、私最後ファイルをチェックして、プロファイルで個人情報を消したと

きにページ情報まで消してしまったみたいで、前の資料もそうでした。申し訳ありません

でした。 

 表紙めくった 1 枚目のところに、まずはこれは条文でございまして、保安電源設備第二

十八条で、第 1項は必要な電力系統に連携したもので、第 2項が非常電源設備を設けなさ
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い。第 3項は非常電源設備、附属設備は多重性、多様性を設けたもので、独立性を設けな

さいということですが、ただし例外として以下の 1 号、2 号、3 号に該当すれば、この限

りではないということでございます。 

 それに対してまず申請書の記載、それからちょっともう既に補正が入っておりますけど

も、その下のところ、適合のための設計方針でございますが、第 1 項につきましては外部

電源ということで、関西電力の熊取変電所から 77kV の常用線と予備線の 2 回線というこ

とで接続されております。 

 もともとの申請書の中では第 2項、第 3項まとめて書いてあって、必要な容量を有した

多重性、独立性を確保した設計とするとしておりましたが、ここを一つずつ説明するとい

う形にさせていただきました。補正案でございますが、第 2項はこれも非常電源というこ

とで、ディーゼル発電機、蓄電池設備等の非常用電源設備を設けるというような記載にし

てございます。 

次めくりまして第 3項につきましてでございますが、これは方針を申請時から見直しま

して、第 3項では先ほど申しましたけども、第一号から第三号に該当する場合は、適用除

外ということでありまして、我々の設備、原子炉施設は第三号に当たる要件を満足してい

るというふうに判断できる、これは次のページ以降で説明しますけども、ということで、

外電喪失時に非常用の換気系を動かす必要がない、それから原子炉を未臨界に移行でき、

低温においても未臨界を維持できる。それから崩壊熱を適切に除去をし、許容設計限界を

超えないということで、こういう設計とするということで、この方針としては書いてござ

います。 

 具体的な内容の説明といたしましては、その次のページから「設計方針の説明」と上に

書いてあるところでございますが、1 項は、ちょっとこれは先ほどの申請書と基本的には

同じ内容でございますが、77kV の関西電力熊取変電所からの常用線・予備線の 2 回線で

電力供給しているということでございます。 

 第 2 項につきましては、申請書の中の添付書類 8 の中にあります非常用電源設備に記載

があるよということで、そこを参照してください。具体的には商用電源の喪失に備えて、

停電後 1分以内に起動できるディーゼル発電機 1基（100kVA）及び蓄電池設備（5kVA）を

設置しているということで、ディーゼル発電機からできる給電先というのは、以降の○で

書いたところがあるということで、停止に必要なところとか、あるいは事故対応時必要な

設備といったものが記載されているということでございます。 
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 これに対して蓄電池設備はこのディーゼルが起動するまで、約 1 分以内ということです

ので、1 分間以上安全保護回路と主要な計装設備に給電できるということで、各計装、プ

ロセス計装、放射線モニター等に給電するということでございます。あと我々のところは

これに加えまして、これらが使えない場合にも炉心の状態を監視できるようにということ

で可搬型の非常用発電機、5.5kVA のものを備えているということで、これは屋外に設置

されているものでございまして、使用済燃料プール室に分電盤がありまして、そこに接続

して制御室まで給電するということで、これで監視を行うということが第 2項でございま

す。 

 1 枚次めくりまして、第 3 項ですが、その次のページに写真があるかと思います。これ

は白黒であれなんですけれども、ディーゼル発電機、蓄電池設備、それから可搬型の発電

機という、こういったものが用意されておりますということでございます。 

 戻りまして第 3 項でございます。第 3 項といたしましては、先ほどの方針で示しました

ように、第 3 号外部電源を喪失した場合であっても、次に掲げる全ての要件を満たす場合

というところを満足しているということでございますが、これは外部電源喪失時の事象進

展というところでは、異常な過渡変化というところで申請書の添付書類 10 の中で解析し

てございまして、その結果によりますと、燃料の破損は生じず、重要な換気設備を作動さ

せる必要はない。それから電源喪失と同時にスクラムが発生して、自動的に原子炉が停止

する。 

低温時の未臨界時につきましては、これは先ほどの 1-2 の資料、停止系のところでも説

明しましたけれども、温度変化を考慮しても未臨界を維持できるということで、低温時も

未臨界を維持できるという説明をしてございます。それからハのところは電源喪失後も、

これは 1 次循環ポンプに内臓しております無停電駆動電源によりまして、ポンプ 1 台が

30 秒以上動作し、その後自然循環に移行することで崩壊熱を適切に除去できるというこ

とで、燃料の損傷や 1 次冷却水の沸騰は生じないということで、許容設計限界を超えるこ

とはない。これによりましてこの条項の第 3 項第三号イ・ロ・ハの全ての要件を満たして

いるということでございます。 

 ということではありますが、我々としては外部電源が喪失した場合であっても、先ほど

申しましたけれども蓄電池それからディーゼルにより主要な計装設備に給電できて、炉心

の状態は監視できるということにしてございます。これが第二十八条の説明でございまし

て、ページ打っていなくて申し訳ないんですが、写真の次のページ、第三十一条、外部電
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源を喪失した場合の対策設備等でございます。 

これはまず第 1項といたしましては、外電喪失時に停止をしっかりできるようにしなさ

いと、必要な発電設備を設けなさい。それから第 2 項でございますが、中出力炉または高

出力炉、我々のところは中出力炉でございますので、これに該当しますが、必要に応じ外

電喪失時に冷却系を作動させるために、必要な発電設備その他の非常用電源設備を設けな

さい。第 3項は必要に応じとありますが、全交流電力電源喪失時に安全に停止する、また

はパラメータを監視する設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の非常用電源設備

を設けなさいということでございます。 

 これに対して申請書の記載も、また一部ちょっと変更してございますが、基本的な方針

は変えておりません。第 1項はこれは何度も説明しておりますけれども、電源喪失に伴い、

電磁石電源が切れて重力で落下して挿入されるということで、外電喪失時の停止動作には

電源は必要ないということでございます。 

 第 2 項が、外電喪失時に冷却系統に係る設備を動作させるために必要な非常用電源設備

を設けるという記載をしておりましたけども、ちょっと言葉の定義として我々のところで

は「無停電駆動電源」という呼び方をしておりますので、それに変更させていただいたと

いうことでございます。これは申請書上の区分としては非常用電源設備の項には記載して

いないということでございます。 

 第 3 項が全交流電源喪失した場合ということで、これは上の条文を受けまして全交流電

源喪失後の原子炉パラメータを監視するために必要な容量の非常用電源設備を設けるとい

う、今日方針だけを記載させております。 

 その次が設計方針の説明でございまして、第 1項はこれは何度も出てきているんであれ

ですけど、図 1のような制御棒で、下の黒いところが吸収体でございまして、その上の連

結棒で電磁石に吸着されていると、これが電源切れれば、自重で落ちますよということで、

特に外部電源は必要ありませんよということでございます。 

 次にこれはページの区切りがあれなんですが、図 1の下に第 2項についてとあって、最

後のページに飛んでございます。すみません。第 2 項は停止後の冷却で必要な場合はとい

うことでございまして、これもこの場でも何度か説明させていただきましたけども、商用

電源喪失時、これ添付書類 8 の説明にありますけども、1 循環ポンプのうち 1 台は、商用

電源喪失によるスクラム後、約 30 秒間以上にわたって、2 分の 1 以上の流量を保ち得る

無停電駆動電源に接続されているということでございまして、こういった条件での評価を
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行ったのが添付書類 10 の商用電源喪失でございますけども、これによって異常な過渡変

化時の判断基準を満足しているということを確認してございます。その後は自然循環に移

行するということで、冷却のための電源はその後は必要ないということでございます。こ

れによって燃料の損傷が生じないということを、確認しているということでございます。 

 最後、第 3 項でございます。こちらはまず停止のところは第 1項で述べたとおり、制御

棒が自然落下することにより、原子炉を停止でき、かつ、第 2 項で述べたように無停電駆

動電源が働くことで、原子炉を安全に冷却できるということでございまして、後はいつま

で監視が要るかということになるかと思います。監視等に必要な時間というのを、ちょっ

と考察してみるということになってございます。 

 31 条の第 3 項では、全交流動力電源喪失時に試験研究用等原子炉を安全に停止し、ま

たはパラメータを監視するためのということで、まず最初の段落のところでは「安全に停

止し」というところができますよということでありまして、基本的にはこれを満足すれば

第 3 項はもういいのではないかということも考えられるんですけども、その後の「また

は」のところもちょっと受けて考えて、停止後の監視にどのぐらいの時間が必要かという

のを、設計基準事故の範囲の中での自己評価で考えてみました。それによりますと、時間

が最長となるのはここに書いてございますとおり、原子炉冷却材の喪失、いわゆる LOCA

のときでございます。 

これは添付書類 10-3-3 に載っておりますけども、漏洩開始、異常事象の発生から 214

秒後に燃料芯材温度、それからそのちょっと後に 1 次冷却水温度はピークを迎えて、その

後自然循環による冷却が働いて収束するということでございまして、スクラムまでの時間

というのは、この場合ですと 138 秒後ということでございます。こういったことを考えて、

全体の事象の進展をにらんだときに、余裕を見ても大体 300 秒ぐらい、5 分間程度の監視

を行えば十分ではないかということを判断いたしました。これをもちまして 5分以上監視

できる容量を有する非常用電源設備を設ける設計とするというふうに我々は判断している

ということでございます。これはいわゆる蓄電池設備で対応したいということを考えてお

るということでございます。 

最後、このとおりで、その前の二十八条の第 3項でも説明しましたとおり、非常用電源

設備の多重性というのは、この許可基準の中では必要ないというふうに判断してございま

すけども、所内には KUR の非常用ディーゼル発電機は別のディーゼル発電機が 1基設置さ

れております。商用電源喪失、それからさらに KUR の非常用ディーゼル発電機の故障の場
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合においても、もう 1 基のディーゼル発電機の切りかえ作業、これを行うことで監視等に

必要な電源を確保することができる。それからさらにこれも先ほど申しましたけれども、

可搬型の非常用発電機、これに切りかえることでも、監視等に必要な電源は確保できると

いうふうにバックアップは用意しているということでございます。 

以上が資料 1-4 の説明でございます。 

○大村チーム長代理 ありがとうございました。それでは本資料につきまして、規制庁の

ほうからコメント、指摘等ありましたらお願いします。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 まず二十八条のほうなんですけれども、第 2項についてということで、商用電源喪失に

備えて停電後 1分以内に起動できるディーゼル発電機 1基と、蓄電池を設置しているとい

うことで、ディーゼルから通電できるのはということで、六つ目の○でサブパイルルーム

漏洩水汲み上げポンプというのがあるんですが、これは LOCA のときはずっと動きっ放し

でないといけないと思うんですが、そこはどう考えればよろしいんでしょうか。 

○京都大学（中島教授） LOCA のときに炉水が継続していれば、これは稼働が必要です。

御指摘のとおりでございます。 

○黒村チーム長補佐 そことディーゼル発電機 1基の単一故障というのは考えないでいい

んでしたでしょうか。 

○京都大学（中島教授） これは、自己評価の中の話でございますが、添十の中の話でご

ざいますが、このときの単一故障としては、たしかサブパイルルームのポンプ自体の故障

を想定しておりました。もともとこの条件は常用電源、外部電源が生きているということ

でございます。その条件で LOCA が起きる。そのときに最も厳しくなるのはポンプが動か

ないことであろうと。外部電源が喪失してもディーゼルは 1台あれば動く、それでよしと

していると、そういったロジックになってございます。 

○黒村チーム長補佐 そこと関連して、今度は三十一条のほうに行くんですけれども、一

番最後のページで、ここで設計基準事故時においてのところは、今のお話かと思うんです

が、それとは別に、別のディーゼル発電機 1 基というのがあるんですが、これの位置付け

というのはどういうふうに考えておられるんでしょうか。 

○京都大学（中島教授） これをどうするかというところが悩ましいところでございまし

て、ここの想定としては全交流電源喪失と、そうすると別のディーゼル 1 基というのが設

計基準事象対応のディーゼルとしてあれば、それも喪失しなさいということになって、そ
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うすると 10 台ディーゼルがあろうと、それは全部喪失ですよねというのが、この条文で

要求されているところになるかと思います。設計基準として考えている。そうすると、こ

この別のディーゼルというのは、それとは別にバックアップとして用意している、ちょっ

と言葉遣いが正しいかわかりませんが、Beyond DBA 対応として考えて、初期条件として

の全交流動力電源とは別の交流電源という位置付けにしておかないといけないかというふ

うに、我々は解釈しているところでございます。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村ですが、その辺の位置付けをちょっと明確にしていた

だきたいというふうに思います。 

もう一回戻っていただいて、写真がついていて、蓄電池設備というのが、これは設計基

準対応という形で、これは従来入っていなかったものを今回入れるという形になるという

ことでしょうか。 

○京都大学（中島教授） 京大、中島です。 

 これはもともと入っていたものでございまして、何年か前にも設工認取って更新したと

ころの蓄電池設備でございます。もともとの変更前の申請に既に入っていたものでござい

ます。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 その当時は、多分こいつについてクラス分類はされていなかったんではないかと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○京都大学（中島教授） ちょっとすみません。当時のクラス分類、もう一度確認は必要

ですが、たしか入っていたと思います。ですから設工認では耐震計算書を提出して、耐震

強度も確認してもらっております。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 多分今回の申請書を見ると、これはクラス 2になっているんではないかと思うんですが、

その当時の申請等を見ていただいて、これがそもそもクラス 2 相当の施設であるかどうか

ということについての御説明をお願いしたいと思います。 

○京都大学（中島教授） ちょっとそれは、当初の申請の内容をもう一度吟味、確認した

上で説明させていただきたいと思います。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学釜江でございますけれども、先ほど少し議論になった

三十一条なんですが、私もその専門ではないんですけれども、今黒村さんから御指示があ

って、事業者として第 3項の考え方をとおっしゃったんですけど、もともとのこの基準、
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「外部電源を喪失した場合の対策設備等」というタイトルがあって、その 3項目に全交流

動力電源というものが喪失ということで、これは外部電源だけではなくて中の全交流です

から、中にある我々の非常用電源、それもだめ。ですからもう一つ非常用電力をつけなき

ゃならんのかというような気持ちになってしまうような文章なんですけども、それは規制

側としてはどういうものを望んでいるのかというところで、少しクリアにしていただける

と、我々もその対応といいますか、今のような回答でいいのかどうかというところも含め

て、これは Beyond DBA の話のように感じますし、タイトルは外部電源をという話だけな

んですけど、そこが少し、今までヒアリングでいろいろと議論があったのかもしれません

けれども、私も読んでみると、今のような、事業者としては回答をせざるを得ないのかな

という気がしたんですけども、よろしいでしょうか。 

○黒村チーム長補佐 基準策定当時の考え、もう一度確認はさせていただきたいと思いま

すが、これは発電炉のところだと、ここは明らかに重大事故も含んだところの形になって

いますので、考え方としては試験研究炉であれば B-DBA もこの中に含んでいるというふう

に考えていいのかなとは思います。一応確認はさせていただきたいと思います。 

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。よろしいですか。 

 それではまた幾つかの指摘事項がありましたので、それにつきましては次回以降、ヒア

リングで資料の確認はするということを経た上で、後日の説明は改めてお願いをしたいと

いうふうに思います。 

 ではよろしいですか。それでは議題(1)につきましてはこれで終了したいと思います。 

 それでは説明者の入れかえ等ありますので、5 分後ぐらいを目途ですが、そろいました

らすぐ始めたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

（休憩 京都大学退室 日本原子力研究開発機構入室） 

○大村チーム長代理 それでは審査会合を再開したいと思います。 

 議題(2)ですけども、冒頭申し上げましたように、日本原子力研究開発機構から2月6日

付で原子力科学研究所の共通施設ということで、放射能廃棄物の廃棄施設に係る設置変更

許可の申請というものが出たということであります。ただ当該施設につきましては、JRR-

3の原子炉施設の附属施設という位置付けであるということですので、この審査会合で説

明をいただくということになろうかと思います。 

 それでは、資料は1点、資料2という形で用意していただいておりますので、今日は申請

の概要についてということで説明をしていただくことになっております。それでは説明を
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よろしくお願いします。 

○日本原子力研究開発機構（大越次長） 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所のバ

ックエンド技術部の大越と申します。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは資料2に基づきまして、私どもの放射性廃棄物処理場の設置変更許可申請の概

要について、御説明をしたいと思います。 

 1枚めくっていただきまして、目次ということで、これから説明をさせていただきます

内容についてまとめてございます。 

まず最初に、放射性廃棄物処理場の概要について御説明をした後、新規制基準の要求事

項に対して、どのように対応するかという全体概要を2で御説明させていただきます。そ

の後に要求事項への個別対応ということで、今回は重要と思われる条項に対する説明をさ

せていただければということで、放射性廃棄物の保管廃棄施設に要求される事項への対応

状況、安全機能とその重要度分類、また私どもの行った重要度分類の妥当性の評価の内容

についても御紹介をしたいと思います。 

 その後耐震設計・耐震重要度分類、津波、自然現象、航空機落下、火災防護、また私ど

もの施設の一部耐震上の補強ということで、工事計画を計画しておりますので、その概要

について。最後に今回の新規制基準対応ではございませんけれども、今年度行われました

保安検査のほうで指摘いただいた、私どもの放射性廃棄物の管理の強化の一環ということ

で、保管廃棄施設の追加を行ってございますので、その内容について御説明をしたいとい

うふうに思ってございます。 

 2ページ目に参りまして、放射性廃棄物処理場の概要ということで、簡単に説明をさせ

ていただければと思います。冒頭御説明をいただいたように、私どもの放射性廃棄物処理

場は、原子力科学研究所に複数ございます原子炉、JRR-3、NSRR、STACY等の共通の放射性

廃棄物の廃棄施設という位置付けでございます。 

「放射性廃棄物処理場」と一言で言ってございますけれども、こちらの2ページに代表

的な施設の外観、配置をつけてございますように、複数の放射性廃棄物の処理設備及び保

管廃棄施設から構成をされてございます。また位置的な関係としましては、原子力科学研

究所の南東に、私どもの通称「処理場地区」と呼んでいるところがございまして、そこに

放射性廃棄物を処理するための設備群、及び保管廃棄するための施設群の約半分ほどがご

ざいます。また原子力科学研究所の北側に、日本原子力発電株式会社の敷地がございます

けれども、事業所がございますけれども、さらにその北側に通称「北地区」と呼んでござ
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いますけれども、そちらにも保管廃棄施設が三つあるというような、そういう構成になっ

てございます。具体的な施設の中身については3ページ以降で御説明をさせていただけれ

ばと思います。 

 3枚目に参りまして、放射性廃棄物処理場の施設・設備の概要ということでまとめてご

ざいます。 

まず廃液貯槽ということで、各原子炉施設で発生しました液体廃棄物につきまして、処

理前及び処理した後に、一旦貯留するための貯槽が幾つかございます。そういったものに

つきましては、第2廃棄物処理棟、第3廃棄物処理棟といったような液体廃棄物を処理する

ための施設に設置されてございます。また、参考情報といたしまして、それぞれの設置年

度あるいはそのような貯槽でどのような廃液を対象として貯槽するかといったような情報、

その具体的なレベル区分につきましては、欄外の対象廃棄物のレベル区分ということで、

左側には固体廃棄物、右側に液体廃棄物の分類が書いてございますので、こちらを参照し

ていただければと思います。また廃液の容量等もお示ししてございます。こういった形の

廃液貯槽がございます。 

 また処理施設としては、液体廃棄物及び固体廃棄物の処理施設が複数ございます。まず

第一廃棄物処理棟のほうには、可燃性の固体廃棄物を焼却するための焼却処理設備がござ

います。またそちらの設置年度、そこに書いてございますように54年度から設置されてい

ると。またその対象区分につきましては、やはり欄外に書いてございますように、可燃性

の固体廃棄物、そういったものを対象としている。またその処理能力につきましても一番

右端の欄にまとめて記載してございます。 

 次に第2廃棄物処理棟につきましては、やや原子力科学研究所の中で発生する廃棄物の

中でも、レベルが高い固体廃棄物及び液体廃棄物を処理対象としてございます。固体廃棄

物につきましては、容器に封入された廃棄物を、セル内に設置されております固体廃棄物

処理設備2を用いまして、容器ごと圧縮処理をして、新たな容器に封入するといったよう

な処理を行っています。 

また液体廃棄物につきましては、蒸発処理装置2で蒸発濃縮をし、その濃縮物について

アスファルトで固化をするといったような処理を行ってございます。そういった設備が第

2廃棄物処理棟にはございます。 

 また、第3廃棄物処理棟に液体廃棄物の処理施設がございまして、こちらは第2廃棄物処

理棟よりも低いレベルの液体廃棄物を対象として蒸発処理装置1で蒸発濃縮を行った後に、
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濃縮廃液をセメント固化すると、そういった処理操作を行ってございます。 

 そうした解体分別保管棟、こちらについては名前が表すように解体する作業と、あと保

管ということで、地下1階から地上2階部分までは保管廃棄施設になっていると、ここも施

設になってございます。そういう意味で3階にあるのが処理設備の解体室というところで

ございまして、こちらは対象廃棄物のところに書いてございますように、容器に入らない

ような大型の固体廃棄物を対象に、減容処理をするための施設でございまして、機械的切

断、熱的切断等を用いまして、切断した後に材質別に分別し、将来の埋設処分に備えると、

そういった処理を行ってございます。 

 また、減容処理棟におきましては、こちらは難燃性及び不燃性の固体廃棄物を対象とし

て減容化、安定化するための処理装置がございまして、高圧圧縮装置、金属溶融設備、焼

却溶融設備の焼却炉、溶融炉、そういったものが設置されているものでございます。また、

処理を行った後の保管廃棄ということに関しましては、冒頭ごく簡単に御説明をさせてい

ただいたように、複数の保管廃棄施設がございまして、保管廃棄施設の分類としては4ペ

ージ目に書いてございますように、大きく二つのカテゴリーに分けて分類してございます。

そちらが第1保管廃棄施設、第2保管廃棄施設というものでございます。 

 まず第1保管廃棄施設、こちらはいわゆる処理場側地区に原科研の南東側、そちらにあ

る保管廃棄施設群。第2保管廃棄施設については、日本原子力発電の北側、北地区にござ

いますということで、第1、第2というようなカテゴリー、設置場所の分類をしてございま

す。 

また第1保管廃棄施設につきましては、さらに保管廃棄施設1、保管廃棄施設2といった

ような分類がされてございます。保管廃棄施設2におきましては、保管廃棄施設M-1、M-2

あるいは特定廃棄物の保管廃棄施設というような形で、保管する廃棄物の種類に応じて使

い分けるようなことを行ってございます。 

また第2保管廃棄物施設につきましても、保管廃棄施設NL、廃棄物保管棟Ⅰ、Ⅱといっ

たような施設がございます。こういった保管廃棄物施設につきましては、原子力科学研究

所におきます炉の増設、あるいは炉の補修等に伴いまして、保管容量を確保する観点から

順次増設をしながら、保管能力を増強してきたというものでございます。現状右端に書い

てございますように、保管能力を足していただきますと、約13万9,350本、こちらを200L

ドラム缶換算でございますけれども、そのような保管能力を有しているものでございます。 

5枚目に参りまして、廃棄物処理の流れについて簡単に御説明をさせていただければと
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いうふうに思ってございます。5ページ目が固体廃棄物、6ページ目が液体廃棄物の処理の

流れという形でまとめてございます。 

まず固体廃棄物でございますけれども、固体廃棄物につきましては、発生施設、例えば

JRR-3等の原子炉におきまして、発生者側におきまして、その廃棄物に含まれている放射

性物質の種類、β、γ核種を含んだものなのか、α核種を含んだものなのか、あるいはそ

の性状、可燃性であるのか不燃性、難燃性であるのか、そういった性状、あるいはその容

器の表面における線量率、そういったものに応じて区分をまずしていただきます。その区

分に基づきまして、その後の処理をするということで、指定の容器に封入をしていただき

ます。その段階で放射性廃棄物処理場のほうに引き取り、集荷の依頼、その処理の依頼を

行っていただくことになってございます。放射性廃棄物処理場のほうでは、指定の車両を

使って放射性廃棄物処理場のほうに運搬をしてまいります。総合処理、あるいは保管廃棄

に適した形で容器に封入するといったような一連の流れの操作を行ってございます。 

こちらの絵で示してございますのは、青い線で流れている部分につきましては、処理可

能な廃棄物の流れを表してございまして、私どもの持っております放射性廃棄物の処理施

設において、処理、減容、安定化が可能なものについては、このような青いラインに乗っ

て処理、封入した上で保管廃棄をするといったようなことを行ってございます。 

一方、処理施設の対象とならないようなものにつきましては、茶色の破線で書いてござ

いますけれども、直接保管廃棄するといったようなことを行ってございます。また、過去

に保管廃棄したもののうち、現在処理設備が整備されたことによって処理が可能になった

ものがございますので、そういったものにつきましては、保管廃棄施設のほうから取り出

して、処理施設のほうで処理を行うということで、保管廃棄施設の一番下から黒い線で処

理設備、解体分別保管棟、あるいはその減容処理棟といったことに戻りのラインが入って

いるということでございます。このような形で固体廃棄物の処理及び保管廃棄を行ってご

ざいます。 

液体廃棄物でございますけれども、こちらにつきましても基本的に同じような流れでご

ざいますけれども、まず発生施設におきまして廃液に含まれている放射性核種の種類、あ

るいは放射能濃度、あるいはその性状、無機廃液であるのか、有機廃液であるのか、そう

いった分類をしていただきます。 

処理に適したものにつきましては、処理場側にタンクローリー等の所定の車両で運搬し

てまいりまして、処理を行います。まず一番上に排水貯留ポンドというのがラインとして
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あるかと思いますけれども、これは蒸発濃縮に適さないような揮発性の放射性物質トリチ

ウム、そういったものを含んだもの、これについては蒸発濃縮をしても放射性物質を分離

できませんので、排水貯留ポンドを用いて希釈処理を行った後、濃度限度以下にして確認

した上で放出するといったような処理を行ってございます。それ以外の液体につきまして

は、放射能濃度のレベルに応じまして、第3廃棄物処理棟、第2廃棄物処理棟で蒸発濃縮を

行った後に、固化をして保管廃棄を行ってございます。 

また、発生分類の一番下のところに、赤い線が複数出てございますけれども、こちらに

つきましてはレベルの高いβ、γの液体廃棄物、濃度でいきますと3.7×105Bq/cm3を超え

るようなもの、あるいはα廃液、こういったものは処理ができないということがございま

すので、発生施設側において容器に固化処理をしていただきまして、その後は固体廃棄物

として取り扱うということで、固体廃棄物の流れのほうに従うということになってござい

ます。 

以上、簡単でございますけれども、廃棄物処理場の概要及び処理の流れでございます。 

7枚目に参りまして、申請の概要ということで、新規制基準の要求事項への対応状況に

ついてまとめてございます。 

こちらはあくまで処理場として重要な項目について、対応状況を示しているものでござ

いまして、規則で求められている条項に対します対応状況については、今後審査の中で改

めて御説明をさせていただければと思っています。本日主要な項目ということで、こちら

にまとめてございます。 

まず22条ということで、放射性廃棄物の廃棄施設、こちらについては要求事項というこ

とで、気体廃棄物及び液体廃棄物の処理能力あるいは液体廃棄施設での漏洩防止、固体廃

棄物廃棄施設の散逸防止、こういった要求がございまして、それぞれに対しまして放射性

廃棄物処理場としては、気体廃棄物及び液体廃棄物の処理能力であれば、放射性物質を除

去すること、あるいは希釈等によって濃度限度以下にするような能力を有しているという

ものでございます。また漏洩防止につきましては、発生防止、早期検出及び拡大防止、建

屋外の漏洩防止という、基本3原則にのっとったような対策を講じているというものでご

ざいます。 

また固体廃棄施設の放射性物質の散逸防止につきましては、処理過程において放射性物

質が散逸しがたいような設計ということで、負圧の維持、あるいはチャンパ、セル等内で

の処理といったようなことで対応をしてございます。また保管廃棄施設につきましては、
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23条及び24条が該当してくるわけでございますけれども、23条の汚染拡大防止、あと保管

能力に関しましては、まず汚染拡大防止については躯体、遮蔽蓋、鋼製蓋等によって防止

を行ってございます。 

また保管能力につきましても、発生量等を考慮した上で廃棄物保管ができる十分な能力

を有するようにしてございます。また24条で求められています工場周辺等の空間線量率を

低減することに関しましては、規則で求められている年間50μGy以下となるように設計及

び管理を行うことで対応してございます。こちらについては、また後ほど説明を付加した

いというふうに思ってございます。 

耐震設計につきましては、耐震重要度に応じて分類するということで対応してございま

す。後ほどこちらも工事計画のほうで御説明をさせていただきますけれども、一部の保管

廃棄施設L、M-1及びM-2については、現在評価を行っている段階でございますけれども、

補強が必要になるだろうというふうに考えてございます。 

津波対策につきましては、遡上波が到達しない十分高い場所への設置、あるいは到達す

る高さにある場合は、安全機能を損なうおそれがないような対応をするということを考え

てございます。こちらについても後ほど説明を加えたいというふうに思ってございます。 

外部衝撃につきましては、ここは主要な項目ということで、竜巻、火山、航空機落下に

ついて書いてございますけれども、竜巻については竜巻防止施設には該当するものではご

ざいませんということ、火山については安全性を損なうおそれはないということ、航空機

落下については落下確率を評価したところ、10-7回／炉・年を超えないということを確認

してございます。 

火災防護に関しましては発生防止、早期検知及び消火、影響軽減の3方策を適切に組み

合わせることにより対応してございます。誤操作につきましては、操作器具、計器及び警

報装置に名称等を表示する、あるいはその操作器具、弁等は操作性に留意した設計とする

ことによって、誤操作を防止してございます。 

安全避難通路等につきましては、避難通路、避難口、避難照明用の設置等をすることで

対応をしてございます。安全施設については、後ほど説明をさせていただきますけれども、

放射性物質の閉じ込め機能をクラス3という形で区分して、設計していくということをし

てございます。放射線防護、放射線業務従事者の防護ですけれども、遮蔽等により放射線

量を低減するとともに、放射線管理施設の設置をしてございます。通信連絡に関しまして

は、電話、放送設備、ページング設備等を設置してございます。監視設備、排気ダストモ
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ニタ、ガンマ線エリアモニタ、室内ダストモニタを設置することによって、放射線監視が

行えるような体制を整えているということで、条項に対する対応をするということを申請

書に記載させていただいてございます。 

8ページ目に22条～24条関係につきまして、多少全体概要で説明させたものについて付

加した情報が書いてございますけれども、基本的に書いてあることは同じでございますの

で、付加的なことだけを説明させていただきますと、2番目のひし形のところに書いてご

ざいますように、液体廃棄物の廃棄施設におきます液体廃棄物の漏洩防止につきましては、

原子力安全委員会が決定した「放射性液体廃棄物処理施設の安全審査に当たり考慮すべき

事項ないしは基本的な考え方」にのっとった設計をしてございまして、漏洩の発生防止に

ついては適切な材料、漏洩の早期防止及び拡大防止については漏洩検知器の設置、堰等の

設置で行う。あるいは建屋外への漏洩防止については、排水溝等の設置をすることで対応

するといったことで対応してございます。 

後の事項については、先ほどの概要とほぼ同じでございますので、説明を割愛させてい

ただきたいと思います。 

9ページ目に参りまして、放射性廃棄物処理場の安全機能と重要度分類（第12条）関係

でございますけれども、まず放射性廃棄物の廃棄施設のうち、安全機能を有するもの、安

全施設につきましては、その安全機能の重要度に応じ、安全機能が確保されるよう設計す

るというのが基本的な対応となってございまして、その安全機能と重要度の分類につきま

しては、やはりこちら原子力安全委員会が決定をされました「水冷却型試験研究用原子炉

施設に関する安全設計審査指針」の添付にございます、安全機能の重要度分類に関する基

本的考え方、そちらにのっとって重要度分類を行ったというものでございます。 

9ページ目のその下に書いてございます表につきましては、基本的な考え方に定義が記

載されてございまして、そちらを記載したものでございますので、説明は割愛させていた

だきまして、具体的な処理上の安全機能の重要度分類について、10ページ以降で御説明を

させていただければと思います。 

まずPSということで、異常の発生防止機能について分類の結果をまとめてございます。 

PSについてはクラス1、2、3ということでPS-1～PS-3までございますけれども、PS-1に

つきましては定義にございますように、その損傷または故障によって発生する事象で、燃

料の大量の破損を引き起こすおそれがあったり、敷地外の著しい放射性物質放出のおそれ

がある構築物、系統及び機器という定義になってございまして、私どもの処理場につきま
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しては、放射性廃棄物の処理及び保管廃棄でございますので、こちらについては該当なし

ということでございます。 

次のPS-2につきましても、発生によって敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれの

ある構築物、系統及び機器ということでございまして、私どもの処理場の場合、このよう

な過度の放射性物質の放出のおそれはないということがございますので、該当なしという

ことでなってございます。 

次にPS-3でございますけれども、PS-3の1)の異常状態の起因事象となるものであって、

PS-1、PS-2以外の構築物、系統及び機器、これに関しまして私どもの処理場につきまして

は放射性廃棄物の処理、及び保管を行う上で放射性物質の閉じ込めというものが求められ

るわけでございますので、そちらを安全機能として挙げてございまして、また閉じ込め機

能が求められる施設として廃液貯槽、液体廃棄物の処理施設、固体廃棄物処理施設という

形で該当するものを安全施設として挙げてございます。こちらについてはPS-3として区分

した上で、設計を行うということで考えてございます。 

2)でございますけれども、こちらは原子炉冷却材中放射性物質の濃度を通常運転に支障

のない程度に低く抑える構築物、系統及び機器でございますので、こちらについては該当

なしということで分類してございます。 

次に11ページ、MS、異常の影響緩和機能でございますけれども、こちらについてもMS-1

～MS-3まであるわけでございますけれども、やはり同じく1、2につきましては、私どもの

処理場に該当するものはないということで、安全施設については1、2に分類されるものは

ないということで該当なしということにしてございます。 

一方MS-3につきましては、1)として運転時の異常な過渡変化があっても、MS-1、MS-2と

相まって事象を緩和する構築物、系統及び機器ということがございますので、こちらにつ

いては放射性物質の閉じ込め及び放出低減ということで、三つ挙げてございます。最初の

圧力逃がし機構につきましては、主に固体廃棄物の処理設備に求められているものでござ

いまして、焼却処理設備とか溶融設備の内部で異常な燃焼があって、炉内の圧力が高まっ

た場合に炉の破損を防止するための圧力逃し機構がございますので、そちらをこちらの

MS-3として挙げてございます。また異常を緩和するということで、建屋及び廃棄筒をMS-3

ということで挙げてございます。 

またMS-3の2)ということで、異常状態への対応上必要な構築物、系統及び機器というこ

とで、事故時のプラント状態の把握、緊急時対策上重要なものということで定義されてご



44 

ざいますので、そちらに該当するものとして、処理場としては放射線管理施設、通信連絡

設備、消火系、避難通路、非常用照明、そういったものを挙げてございます。 

このような形でPS及びMSについて、クラス3に分類しているわけでございますけれども、

そちらのクラス3に分類したことの妥当性につきましては、12ページ以降に安全機能の重

要度分類の妥当性評価ということで、事故を想定した上で、その安全機能として求められ

ている閉じ込め機能等が損なわれたとしても、その敷地外に与える影響が小さいというこ

とを評価で確かめることによって、そのクラスの妥当性を判断しているというものでござ

います。 

評価の考え方ですけれども、評価の基本的考え方を書いてございますように、その妥当

性については、周辺監視区域外の被ばく線量をもとに判断しているということがございま

して、その被ばく線量が高目に評価される、いわゆる安全側に評価できるような条件設定

をした上で、評価を行っているということを1～6まで書かせていただいてございまして、

例えば(1)ということで処理施設で常に許可をいただいている最大の放射能濃度のものを

処理しているわけではございませんけれども、処理可能な濃度等の条件値に基づいて設定

しているとか、あるいは含まれているα放射性物質、それの量は極めて少ないわけでござ

いますけれども、それを影響度の高いプルトニウム239で代表させるとか、あるいは移行

率については文献値をもとに設定する、評価に使用するコードは使用実績のある最新の計

算コードを使用したり、あるいは排気系による放射性物質の除去等も期待できるわけでご

ざいますけれども、そのようなことは考慮しないと。あるいは排気筒による拡散効果を期

待せずに地上放出を行うと、そういった安全側の条件設定をして、各処理設備について評

価を行ってございます。 

そちらの評価結果の一覧を下の表にまとめてございまして、固体設備名ごとに事故の種

類と評価結果がまとめてございます。こちらに書いてございますように、私どもの放射性

廃棄物処理場で、結果的に線量の評価結果が一番高くなったのが、アスファルト固化装置

での火災の発生によるもので、3.2×10-2mSvという結果になったということでございます。 

具体的な評価の概要につきましては、13ページ以降に書いてございまして、13ページに

は一番被ばく線量が大きくなったアスファルト固化装置での火災事故の想定をしてござい

ます。こちらに書いてございますように、当然のことながらアスファルト固化装置におき

ましては火災が発生しないような安全対策ということで、こちらに書いてあるような①②

といったような対策は講じてございます。そういった対策が講じられているにもかかわら
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ず火災が発生したとした評価を行い、なおかつ建屋から放射性物質が、建屋外に排気系を

介さずに漏出したというような、右側に簡単な絵で描いてあるような想定をした上で評価

を行ったというものでございます。その結果が先ほど言いましたように、3.2×10-2mSvと

いうことで、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはないという

形で判断をしてございます。 

14ページ目には、液体廃棄物系の処理装置の代表例ということで、蒸発処理装置Ⅰでの

漏洩事故の想定をしてございます。この場合ですと、当然のことながら処理装置から廃液

が漏洩しないような安全対策を講じてございますし、万が一の漏洩が発生した場合の対策

も講じてございますけれども、そのような対策が講じられたにもかかわらず、廃液が全量

漏出して、建屋外から排気系を介さずにして放出されるといったようなことを考えている

と。その結果でも下に書いてございますように、被ばく線量は十分低いということで、著

しい放射線被ばくのリスクを与えることはないという形で判断してございます。 

15枚目が固体廃棄物の処理系の一例ということで、焼却処理設備での異常燃焼による放

射性物質の漏洩を想定してございます。 

こちらにつきましても焼却処理設備におきまして、異常燃焼が起こらないような形の安

全対策、あるいは仮に異常燃焼が発生したとしても、焼却炉が破損することがないような

圧力逃し機構等々の設備が設けられてございますけれども、そのような安全機能がなかっ

たとして評価をしたということで行ってございまして、その結果でも一番下に書いてござ

いますように、2.1×10-2mSvということで、著しい放射線被ばくのリスクを与えることは

ないと。今三例ほどしか御紹介してはございませんけれども、処理施設全体について評価

を行って、放射線被ばくの著しいリスクを与えることはないということを評価してござい

まして、その結果をもとにクラス3で妥当であるというふうに、私どもとしては判断した

というものでございます。 

16ページ目に参りまして、放射性廃棄物処理場の耐震設計ということで御説明をしたい

と思います。放射性廃棄物処理場につきましては、従前から許可をいただいているわけで

ございますけれども、今回新規制基準の対応に関わる設置変更許可申請をさせていただく

に当たりまして、処理場の耐震設計のクラスの見直しを行ってございますので、その見直

しの考え方及びその結果について御紹介をしたいと思います。 

まず見直し前の放射性廃棄物処理場の耐震クラスの考え方でございますけれども、こち

らの耐震設計上の重要度分類につきましては、「耐震設計指針」及び「原子力発電所耐震
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設計技術指針」、いわゆるJEAC4601並びに原子力発電所等の事例を参考に、放射性廃棄物

を内臓している施設についてはBクラス、それ以外の一部放射性廃棄物を処理した後、放

射性物質がほとんど取り除かれた後以降はCクラス、あるいは固体廃棄物のような形で保

管廃棄するものについてはCクラスという形で、耐震重要度分類を行っておりました。 

それにつきまして、今回試験炉設置許可基準規則の解釈に基づきまして、一般公衆に対

する放射性影響の程度によって、再度耐震クラスの見直しを行ってございます。その分類

の考え方としては、16ページの下のフローダイヤグラムにございますように、一般公衆に

対する放射線の影響、程度におきまして、分類をさせていただいたというものでございま

す。 

私どもとしては一番右端にございますように、評価の結果が先ほど御説明をさせていた

だいた事故評価の結果が、年間の線量限度1mSv/年に比べて十分に小さいということがご

ざいますので、Cクラスでよろしいのではないかということで分類させて、見直しをさせ

ていただいたというものでございます。 

その結果が17ページ目にまとめてございまして、耐震重要度分類、最初の2行は先ほど

の自己評価の結果でございまして、最大の自己評価結果でもアスファルト固化装置への火

災による3.2×10-2mSvであると。これは周辺監視区域外におきます年間の線量限度、1mSv

に比べて十分小さいということで、耐震重要度分類はCクラスという形で分類を見直しさ

せていただいたというものでございます。 

その結果、下の表にございますように、建物・構築物について耐震クラスC、あるいは

建屋構築物に収納されている機器・排管系についても耐震クラスCという形で分類をして

ございます。 

また参考情報ということで、第1廃棄物処理棟の右肩にアスタリスクがついてございま

すけれども、それらにつきましては従来はBクラスであったというような形で注釈をつけ

させていただいてございます。 

次に18枚目に参りまして、津波対策について概要を御説明したいと思います。 

まず放射性廃棄物処理場には、Sクラスの施設がございませんので、津波対策の評価を

行うに当たりましては、規則に基づきまして地方自治体が評価した結果、具体的には茨城

県による津波評価結果（L2津波）、L2津波というのは、こちらの左側の図の下に書いてご

ざいますように、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波と

いうことで、茨城県が評価したものでございます。それに対して私ども、L2津波が発生し
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た場合の対策を講じるということで考えたいというふうに思ってございます。 

L2津波による津波浸水予測範囲にあります保管廃棄施設は、遡上波が到達しても安全性

が損なわれるおそれがないよう津波対策、遮蔽蓋、鋼製蓋等による廃棄物の流出防止対策

を講じるというふうに考えてございます。具体的な津波による浸水予測範囲としましては、

左側にいわゆる処理場地区の部分を示してございまして、赤く線で囲まれた部分に保管廃

棄施設M-1及びM-2がございます。こちら凡例を見ていただきますと、緑色の部分、津波浸

水予測範囲0.3m未満に一部かかっているということがございますので、こちらについては

対策を講じるというふうにしたいというふうに考えてございます。 

また日本原子力発電の北側にございます北地区、こちら右側の絵になりますけれども、

こちらにつきましては色が黄色から緑色の部分に赤くくくった廃棄物保管棟・Ⅰ及びⅡ、

保管廃棄施設・NLがございますので、こちらにつきましても対策を講じるということで考

えてございます。 

次に19ページに参りまして、自然現象、航空機落下、火災防護。 

まず自然現象のうち竜巻でございますけれども、これは全体概要のところで説明させて

いただいたように、耐震Sクラスの設備機器を有しないため、竜巻防護施設には該当しな

いというふうに考えてございます。火山の影響につきましては、敷地につきまして安全性

を損なうような火山の影響を受けることはないというふうに考えてございます。 

2.に書いてございますように、影響としては2行目に書いてございますように、降下火

災物が考えられます。ただし降下火災物につきましては、文献調査、敷地内のボーリング

調査結果から、層圧40cm程度と評価されますし、またその降り積もる早さにつきましても、

緩慢なものでありますので、それについてはソフト的な対応をするということで対応した

いというふうに考えてございます。 

航空機落下につきましては、全体概要で御説明をさせていただいたように、評価をした

ところ、3行目にございますように8.8×10-8回／炉・年でございまして、防護設計の要否

を判断する基準である10-7を超えないということで、防護設計は不要というふうに考えて

ございます。 

火災防護につきましても、全体概要のところで説明させていただいた3方策を適切に組

み合わせることで対応をしたいというふうに考えてございます。 

20ページ目に参りまして、新規制基準適合性確認のための工事計画ということで、一部

廃棄物保管廃棄施設・L、M-1、M-2に昭和36年度から39年度というところからつくり始め
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た古い施設、こちらについては現在耐震評価を行っているところでございますけれども、

補強が必要になる可能性があるということで、そのための工事を28年度～30年度にかけて

補強工事を行いたいということで、工事計画を申請書のほうに記載した上で、提出をさせ

ていただいております。 

次に21ページに参りまして、全体目次の説明で御説明させていただいたように、こちら

については新規制基準対応ではございませんけれども、保安検査で廃棄物の管理の強化の

一環ということで、従前から廃棄物置場にしている場所を、保管廃棄施設として許可を受

けた上で管理を強化するようにという指摘をいただいてございますので、それに対応する

ための変更を行ってございます。こちらの図では、私ども放射性廃棄物処理場のほう、廃

棄物の流れがちょっと複雑となるので、このような図で説明をさせていただいてございま

す。 

まず一番上に廃棄物の発生施設ということでJRR-3号炉、NSRR、STACY等で発生しました

廃棄物を、私どもの放射性廃棄物処理場のほうに引き取ってまいります。従前の保管廃棄

施設は、発生施設から右側に伸びている矢印の部分、こちらが従前から許可をいただいて、

保管廃棄施設として管理を行ってきたものでございます。 

一方、処理を行うものについては、左側のほうのラインに乗って放射性廃棄物処理場に

参ります。ここでは施設の一例ということで、第1廃棄物処理棟にございます焼却処理設

備を例にとって説明してございます。 

各原子炉施設から集荷してまいりました廃棄物につきましては、処理を行う前、ここで

は焼却処理を行う前、第1廃棄物処理棟の廃棄物の一時的な置場に置きます。その後処理

を行ってまいります。その結果、新たに処理を行った結果、放射性の焼却灰が発生します。

そういったものも容器に保管します。また処理の過程で作業者等が使った手袋、そういっ

たものは、また放射性廃棄物として発生してまいります。こういった処理に伴って発生す

る廃棄物についても保管廃棄施設、あるいはもう一回処理施設に戻す前に一時的に第1廃

棄物処理棟に送ることが必要になります。 

そういった処理前の廃棄物の保管場所、あるいは廃棄物の処理した結果、発生した廃棄

物の保管場所、こういったものを処理前廃棄物保管場所、あるいは発生廃棄物保管場所と

いうことで、従前廃棄物置場として位置付けられてきたものを、新たに許可から保管廃棄

施設として位置付けた上で、管理を行っていきたいというふうに考えてございます。 

具体的に22ページのほうに、今回保管廃棄施設として追加されました場所の一覧を示し
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てございまして、第1廃棄物処理棟から固体廃棄物1次保管棟まで、どのような処理前の廃

棄物の保管場所であるのか、あるいはその発生した廃棄物の保管場所であるのか、その場

所、及び最大の保管本数を、このような形で規定した上で変更許可申請をさせていただい

たというものでございます。 

以上、簡単でございますけれども、放射性廃棄物処理場の設置変更許可申請の概要でご

ざいます。 

○大村チーム長代理 ありがとうございました。許可申請の概要について説明をいただき

ましたが、他の施設もそうなんですが、申請書の論点の取り扱いについてということで、

これについては規制庁のほうから説明をしていただきます。 

○杉山チーム員 御説明ありがとうございました。 

共通施設としての放射性廃棄物の廃棄施設ということで、これに関します論点につきま

しては、JRR-3の附属設備でもあるということでございますので、そちらのほうの論点の

中に入るというふうに判断しております。 

 それで、お手元のほうに資料があるかと思うんですが、参考資料2というのが席上のほ

うにあると思います。その資料を見ていただきますと、平成26年10月29日ということで、

第31回の審査会合でのJRR-3の論点ということで示した資料でございますので、これを参

考に論点のほうを考えていただければと思います。 

 特に、ちょっと施設ということでございますと、次の裏のページを見ていただきますと、

施設関係ということで6項ほどございます。一つ目が、重要度分類ということなんですが、

安全機能を有する施設に関し、施設毎の重要度に応じた安全設計に係る具体的な分類の考

え方及び結果について整理し、分類に応じた設計方針について説明することというように

されております。これに関しましては、こちらの資料2のページ10から11ぐらいのところ

に分類されておりまして、機能的な話も書かれているかと思いますが、ここに書かれてい

る例えば安全施設、この施設毎に分類をちゃんと書いていただいて、どうしてこの分類に

なったかと、そういうことを踏まえて説明していただきたいと思います。 

 それから、22ページのほうで、今度、新規にということで、保管廃棄施設がつくられる

ということになりますので、こちらの施設のほうにつきましても、多分該当するところが

幾つか出てくると思いますので、こちらのほうもちゃんと分類して、説明をしていただき

たいということになろうかと思います。 

 それから、二つ目のところが、外部からの衝撃による損傷の防止に関してということで、
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自然現象及び人為事象、これに対しましての安全機能を損なわない設計であることについ

ての説明をしていただきたいということになろうかと思います。想定された自然現象及び

人為事象の抽出の考え方について、まず説明をしていただきまして、説明していただく中

身につきましては、19ページにもう書かれておりますけども、自然現象としての竜巻、火

災、それから、人為事象としての航空機落下、こういうものがございますので、これらに

ついて詳細な説明をしていただきたいということになろうかと思います。 

 それから、三つ目の内部火災とか内部溢水というのがございますので、この辺につきま

しても詳細な説明をしていただきたいと。特に内部火災につきましては、不燃材とか難燃

材の使用範囲、これに対する考え方についても説明をしていただきたいということでござ

います。 

 一応以上ですけれども、6項ほどありますので、こちらのほう、論点ということで、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○大村チーム長代理 JRR-3の附属施設という位置付けですので、こういう形をとろうか

なと。ですから、改めて何かこの論点のペーパーをつくったりはせずに、過去のもの、

JRR-3のものを参考にしてやっていこうと、こういうことでありますが、何か申請者のほ

うから確認するべき事項等、もし何かあるんだったら、この機会にお願いします。 

○日本原子力研究開発機構（大越次長） 特に、本日は、私どものほうから確認させてい

ただく事項はございませんし、既に審査が進んでおります3号炉のほうからも情報は得て

おりますので、こちらにまとめていただいている論点に答えるような形で、今後、説明を

していきたいというふうに思います。 

○大村チーム長代理 それでは、先ほどいただいた説明内容につきまして、規制庁のほう

から質問とかコメントがあれば、この機会に、この資料のレベルということですけれども、

何かありましたらお願いします。 

○石島チーム員 規制庁の石島ですけれども、幾つかちょっと確認したいんですけども、

安全機能の重要度分類というのを、これは、処理場としては以前されていたんですか。 

○日本原子力研究開発機構（大越次長） これまでの申請におきましては、処理場として

は、安全機能の重要度分類は行っていませんでした。 

○石島チーム員 初めてだということなので、今後、いろいろお話を聞かせていただくこ

ともあると思うんですけれども、一つだけ、やっぱり気になるのは、インベントリの非常
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に線量の高いものも、一応許可上、保管廃棄できるとか、いろんなこともありますので、

その辺も含めてお考えを伺えればと思います。 

 あともう1点、17ページで、耐震重要度分類のお話のところで、これも同じなんですけ

ど、ソースタームというか、その辺等は考慮して御説明願いたいんですが、この説明の一

番上に、アスファルト固化装置での火災による被ばく線量が書かれていますけれども、耐

震の場合、Cクラスとするならば、そこのいわゆるCクラスの設備が壊れた場合にどういう

被ばく線量になりますかという、恐らくそういう想定になろうかと思いますので、これは

ちょっと安全機能のほうと少し混乱されているんじゃないかと思います。 

○日本原子力研究開発機構（大越次長） 私ども、処理場のほう、許可のほうで、かなり

線量の高い固体廃棄物まで保管廃棄するということで許可をいただいております。実際に

はそのような高いものはほとんどないわけなんですけれども、許可はいただいてございま

すので、そういった高いものをいかに安全に保管廃棄する設計になっているかということ

については、今後、御説明をさせていただければというふうに思ってございます。 

 また、耐震重要度分類に当たっての評価の考え方、こちらについても、先ほど簡単に事

故の概要だけを説明させていただきましたけれども、それと耐震重要度分類の考え方をど

うリンクさせているかということについても、これから詳細については説明をさせていた

だければというふうに思っております。 

○大村チーム長代理 ほかにいかがですか。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 本日、概要のみの説明でしたので、また詳細は、今後、お伺いすることになるんですが、

気づいたことを申し上げたいと思います。この処理場については、一番最近の変更申請と

いうのはいつごろされているんでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（大越次長） 平成15年から動いております減溶処理棟の設置

変更許可ですので、それ以前、13年とか、そのぐらい、すみません、ちょっと正確な年度

が答えられないんですけども、平成13年度ごろではないかと思います。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 そのほか相当古い施設なので、ほとんど変更申請とかされていないかと思いますので、

ほとんど一からお伺いするようなことになるかと思います。 

 これはどこの施設でも申し上げているんですが、通常の設置変更ということだと、これ

から設備をつくるということですが、今回はもうそこにある施設がございますので、その
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実際に廃棄物処理場であれば、何が保管されているかということを全て、ある意味、リス

トアップしていただいて、この耐震分類なり、安全機能の分類が適切であるかどうかとい

うことについては、御説明をいただきたいというふうに思います。 

 この資料の3ページでございますけれども、先ほど我々のほうからの質問にありました

けれども、対象廃棄物のレベル区分というので、B-2というのだと40Sv/h以上ということ

で、ヒアリングでは、これを相当超えているようなものも保管されているというふうに伺

っております。そういったことも含め、若干今のこの全てクラス3あるいはCクラスという

ことで、本当にいいのかというふうに私としては思っていますので、そこは十分な御説明

をお願いしたいというふうに思います。 

 耐震のところでございますけれども、16ページの、これ、見直し前、見直し後と書いて

あるんですが、見直し後の下に左側で「年間の線量限度1mSv/年に比べて十分小さい」と

書かれていますけれども、これは規則の解釈とかにはこういった記載はございません。ま

た、この見直し前のところも、これとほぼ同じような内容で、「年間の線量限度に比べ十

分小さいもの」ということで、考え方そのものに従来と今回とで違っているところはない

と考えております。 

 Bクラスについて言いますと、「安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影響がSク

ラス施設と比べ小さい施設をいう」というような記載になっておりまして、例えば発電炉

で言うと、Cクラスに入ってくるような炉は、液体廃棄物の処理のうち、廃液蒸発処理の

蒸留水側というような、ほとんど影響のないような施設だけが区分されているというよう

な状況でございます。Bクラスのほうでは、放射線低減効果の大きい遮蔽というようなも

のはBクラスとして区分されているということで、先ほど申し上げました相当線量の高い

ものが保管されているということで、本当にこれでいいのかというふうに考えております。 

 次が19ページでございます。航空機落下のところでございますけれども、これ、発電用

原子炉施設の落下評価基準でございまして、評価基準の中の解説で、その他の原子力施設

についての考え方も若干触れられていますので、それらも含め、多分あそこ、一番大きい

のは標的面積のところかと思いますけども、その辺については、廃棄物処理場だけではな

くて、本体施設側であるJRR-3との関連も含めて、御説明をいただきたいというふうに思

います。 

 あと、今回、保管容量の増強ということで入れられてございますけども、これ、確かに

保安規定での指摘もありますけども、そもそも処理能力としての若干申請が古いというこ
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とで、若干十分でなかったというようなところもあるのではないかと思っています。そう

いったことで、今回、JRR-3とこの施設だけ申請として出てきているわけでございますけ

ども、廃棄物処理施設上としては、その他の原子炉施設からの発生量もあるかと思います

ので、その部分も含めて、処理能力が十分であるということの説明をお願いしたいという

ふうに思います。 

 とりあえず、今日はコメントだけさし上げますので、御説明は、後日、お願いしたいと

いうふうに思います。 

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。 

 私からちょっと1点だけ、特に質問とかということではないんですが、今、黒村管理官

のほうから幾つかというか、かなり重要な指摘なり、今後の審査のポイントという形で話

があったと思うんですけれども、施設そのものがかなり古いものも含まれているというこ

とと、今の基準を踏まえて、幾つかやっぱり今回、新たに設定しなくちゃいけないような、

特に重要度分類とか、その辺りは初めてやるというようなこともあるようです。したがっ

て、この辺り、今回、新規制基準をつくって、こちらのほうもかなりいろんな施設の審査

とか、幾つか手がけてやっておりますので、大体共通してそれは解釈をして適用していく

ということになりますので、その辺りはどういう解釈であるのかとか、どういうふうに適

用をしているのかということをよく事前に確認をいただくことも重要かなというふうには

思います。事前に審査というのはできないんですけども、行政相談という形で、どういう

ふうにこの辺りの適用なり、審査の考え方はどうかということを聞いていただければ、こ

ちらのほうで、ほかの事例も含めていろいろ説明する用意はありますので、その辺りをち

ょっとよく事前にやっていただきたい。でないと、この場で適宜御判断いただいて、申請

もつくっておられるんですけども、やっていくと、いろいろ手戻りとか、ほかの施設でも

そういう例がもう非常に散見をされますので、ぜひ事前によく確認をしてやっていただき

たいということと。 

 あと、それから、そういうのを踏まえて、もちろん申請はもうされているわけですけれ

ども、それをこの辺りはやはりこういうふうに考えるべきだったということであれば、随

時補正をしていただくということも十分可能だと思いますので、その辺りはできるだけ効

率的に進めていただけるようにお願いをしたいというふうに思います。 

○日本原子力研究開発機構（大越次長） どうもありがとうございます。ほかの審査の事

例とか、あとは、今後、面談で御説明させていただく際に、いろいろ御相談といいますか、
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解釈について質問をさせていただいた上で、こちらの審査のほうに戻りがないような形で

進めていくようにまいりますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。よろしいですか。 

 それでは、議題(2)はこれで終了いたしますので、今、いろいろ指摘をしましたけども、

じゃあ、後日、またヒアリングを経た上で、審査会合に臨んでいただくということでお願

いをしたいと思います。御苦労さまでした。 

○日本原子力研究開発機構（大越次長） どうも本日はありがとうございました。 

○大村チーム長代理 それでは、再度、説明者の入れかえ等ありますので、5分を目途ぐ

らいで、50分ぐらいに再開をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（休憩） 

○大村チーム長代理 それでは、そろいましたので、引き続き審査会合を行います。 

 議題(3)としまして、日本原子力研究開発機構(JRR-3)の新規制基準に対する適合性につ

いて審査を行いますが、今日は、資料3ということで、1点用意をいただいているというこ

とですので、それでは、この資料に沿いまして説明をお願いします。 

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 研究炉加速器管理部の鳥居でございます。 

 本日、今、お話ありましたように、資料3ということで、一つ用意してあります。これ

までJRR-3としては、重要度分類、安全機能の重要度分類及び耐震の重要度分類というこ

とで、御説明してきました。また、運転時の異常な過渡変化及び設計事故に関する説明と

いうことを進めてきたわけですが、この間、さまざまなコメントあるいは御質問をいただ

いております。これらについて、少しお答えしておこうということで、本日、資料3とい

うことでお持ちしたものです。 

 参考資料として、参考資料3になっていますけども、これまでいただきましたコメント

等をまとめました論点管理表というのをおつけしてあります。こちらとあわせて、本日の

質問回答のほうを見ていただければと思います。 

 本日、用意しました参考資料のほうには、本日お答えします内容についても、一応対応

状況ということで埋めさせてもらっています。また、関連で質問が出てくれば、この論点

管理表のほうでフォローしていきたいというふうに思います。 

 それでは、本日の質問回答という形での説明を担当のほうからさせていただきたいと思

います。 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） JRR-3の永冨です。よろしくお願いします。 
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 それでは、回答のほうを進めていきたいと思いますけども、今、説明がありましたよう

に、これまで、12条、それから、4条、それから、13条、安全評価についても御説明さし

上げまして、それらについて質問をいただいている中で、今回は12条の関係を中心に回答

のほうをさせていただきたいと思っております。 

 まず、資料のほうをめくっていただきますと、資料3-1ということになります。この資

料3-1なんですけども、タイトルといたしましては「安全機能の重要度分類の根拠につい

て」ということで、12条の関係の回答になります。 

 これまで、11月25日に12条については説明しておりまして、そのときにコメントをいた

だきまして、さらに12月24日の会合で、その修正版というような形でお出ししました。そ

のときにいただいた質問というのが、ここに書いてあります論点40番、41番というような

ものになります。さらに、前回、1月30日なんですが、安全評価のほうについて御説明さ

し上げたときにいただいたコメントが47番になります。 

 まず、40番のコメントなんですが、安全機能の重要度分類のクラス分けの根拠について、

これまで、12月24日の資料、資料としましては資料2-2という資料になりますが、そこで

安全機能の重要度分類の根拠を説明しておったんですが、各設備の機能が喪失したときの

影響の度合いを考慮した上で説明してほしいというようなコメントがございました。今回、

それに対して御説明することになります。 

 それから、41番の論点ですが、重水タンクの位置付けが不明確というようなコメントも

ございましたので、今回、この資料の中で御説明させていただきます。 

 それから、論点の47についてなんですが、こちらは、その重要度分類の変更の理由、そ

れから妥当性について、この間は13条の説明をしたわけなんですが、12条の中で説明する

ことということでしたので、こちらについても、この資料のほうで、あわせて御説明でき

るのではないかというふうに思っております。 

 今回の資料なんですが、12月24日に出しました資料2-2の中で別紙の10ページ～14ペー

ジになるんですが、そこに重要度分類の根拠というものをつけておりました。ここのとこ

ろについて、先ほどコメントの40番にございますように、機能が喪失した場合の影響等を

考慮した書きぶりにするようにということでしたので、記載を見直しております。ただ、

基本的なその安全機能の考え方とか、安全確保のロジック、そういったものについては変

更ございませんで、記載が少し簡単であったものを少し充実させたというような位置付け

になります。 
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 3ページ以降、またこの後、御説明いたしますが、重要度分類のクラス分けの根拠とい

うようなところを書いてございますが、ここについては、全面的に記載を見直したという

ようなことになります。 

 これらの資料につきましては、ヒアリングのほうで確認していただきながら、改訂のほ

うを進めてきたものになります。 

 1ページめくってもらいまして、2ページ目になりますが、こちらについては、今回、前

回の1月30日の会合でもございましたが、どうして重要度分類を見直すかとか、重要度分

類のクラス分けが変更になっているというようなことがこれまでも議論になってはござい

ますが、我々としましては、今回、適合性確認ということで申請しておるものですが、適

合性確認においては、試験研究炉の重要度分類の考え方に沿って分類を見直すというよう

なことが必要になってくると。その上で、適合しているということを確認していただくと

いうようなことを考えておりまして、参考になる指針、今まで、JRR-3におきましては、

実用炉のほうの指針を参考にした重要度分類をしておりましたが、今回、研究炉の指針に

沿って重要度分類を行うということで、クラスが異なっております。これがクラスが変更

になった主な理由になるわけですが、その重要度分類におきまして、その考え方、根拠等

は、今回、この3ページ以降に示しております。 

 それから、その重要度分類の結果ですが、以前、12月とかに出しているものから、今回、

重要度分類の結果については変更がございませんが、この重要度分類が適合しているとい

うようなことを示すものになります。 

 それから、クラス分けの根拠、3ページ以降に示してございますが、このクラス分けの

根拠をもって指針に適合していると、妥当なものということを御判断いただけるのではな

いかというふうに思っております。 

 続きまして、3ページ目からですが、今回、その重要度分類のクラス分けの根拠につい

てまとめた表になりますが、ここについては、一番右側の欄、クラス分けの根拠という欄

がございますが、ここについて、全面的に記載を見直してございます。コメントとしまし

ては、機能を喪失したときの影響等を考慮して、もしくは、その影響の度合い、定量的に

書けるものは書いてございますし、添十の評価でそういったものを示しておるものは、そ

こに記載をするというような形でまとめてございます。 

 まず、過大な反応度の添加防止というようなところで、全部ちょっと説明しますと時間

がかかりますので、どういうふうな書き直しをしたかというようなところを御説明したい
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と思いますが、最初のところで、制御棒駆動装置について記載をしてございます。クラス

の分類はPS-2というふうにしておりますが、これ以降、全て、クラスについては、前回説

明しておりますものから特段変更はございません。見直したところといいますのは、先ほ

ども言いましたが、クラス分けの根拠というようなところです。ここについて、ちょっと

読み上げますが、仮に誤動作等により過大な反応度添加が起こったとしても、炉心の著し

い損傷に至ることのないように反応度添加率(7.5×10-4Δk/k/s)を制限する。また、原子

炉停止系(MS-1)の作動により原子炉を停止することができる。このため、燃料の多量の損

傷を生じるおそれはないが、燃料の部分的な破損が生じた場合、敷地外へ過度の放射性物

質を放出するおそれがあることから、PS-2とするというふうに書いてございます。 

 括弧の中で書いております(起動時における制御棒の異常な引き抜き事象、出力運転中

の制御棒の異常な引き抜き事象として評価)というものは、添付書類十のほうに、安全評

価でこの制御棒駆動装置に関する評価をしておりますので、そこのところがわかるように

ひもづけをしてございます。というような具合に、これ以降、機能喪失をしたときの影響

等を考慮して、記載を全面的に見直してございます。 

 ただ、繰り返しになりますが、基本的な考え方を変えたというものではございませんの

で、ちょっと今回は説明のほうを割愛させていただきますが、その他の変更点としまして

は、5ページになりますが、重水を内蔵する機能というところになります。ここ、斜体で

アンダーラインを引いてございますが、質問の41番に対する回答にもなるんですが、重水

タンクの位置付けが不明確というようなコメントがございました。今までは、重水冷却系

設備の中に重水タンクを含んでおるというようなつもりで、我々、書いておったんですが、

これでは重水タンクが見えないということがありますので、ここについては、重水タンク

ということを明記するという方向で考えたいと思っております。 

 それから、6ページになりますが、真ん中辺りになります。放射性物質の貯蔵設備のと

ころの左側が斜体でアンダーラインを引いてございますが、ここ、放射性廃棄物の貯蔵設

備を上の未使用燃料貯蔵庫等々の後ろにくっつけたような形で表のほうをまとめてござい

ましたが、ちょっと座りが悪いというようなこともありまして、別出しをしたほうがいい

ということで、こういうふうな記載に変更したいと思います。放射性廃棄物の貯蔵設備と

しましては、左側のところですが、「放射性廃棄物を安全に貯蔵する。その機能喪失によ

り、公衆への被ばくの影響を及ぼす恐れがある。」というようなことで、整理をしたいと

思っております。 
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 11ページになります。MS機能のほうなんですが、事故時のプラント状態の把握というこ

とで、こちらは斜体のところなんですが、以前は「事故時監視計器の一部」というふうに

記載しておりました。一部とすると、その事故時の監視計器で安全機能を持たないものが

あるというふうに見えてしまいますので、こちらについては、ヒアリング等の指摘ではご

ざいましたが、「一部」というものを取って、事故時監視計器についてはMS-3というふう

に位置付けるというふうに変更したいというふうに考えております。 

 この資料については、以上です。 

 では、資料3-2のほうに参ります。この資料3-2なんですが、タイトルといたしましては

「安全機能重要度分類及び耐震重要度分類の臨界管理の関係について」ということで、こ

ちら、12月24日に耐震重要度分類の説明をしたときにいただいたコメントでありまして、

簡単に言いますと、重要度分類がクラス3とか、耐震がCクラスというようなものについて、

臨界管理をするようなものがそういったもので大丈夫かというようなコメントでございま

した。 

 こちらについては、ちょっと読み上げるような形で御説明したいと思いますが、使用済

燃料プールの使用済燃料貯蔵ラック、こちらはPS-2で、Sクラスのもの、それから、未使

用燃料貯蔵庫につきましては、PS-3、Cクラス、使用済燃料貯槽の使用済燃料貯蔵ラック

につきましては、PS-3、Bクラス、それから、使用済燃料貯蔵施設(DSF)についてですが、

こちらはPS-3、Bクラスというふうにしておるものについてなんですが、こちらは貯蔵設

備の寸法や配置により、臨界の管理を行ってございます。 

 これらの設備は、安全機能重要度分類、それから耐震重要度のクラスに違いはございま

すが、いかなるクラスにあっても臨界管理は必要であるということになります。 

 これらの重要度分類については、影響評価の観点でクラス分類を行っております。その

結果、炉心から取り出した直後の使用済燃料のほうが上位のクラスになるというようなこ

とで、今、第1パラグラフのところで御説明いたしましたが、クラスが異なって、結果と

して重要度分類のクラスが異なってきております。 

 これらについては、その使用済燃料については、特に溶融により破損すると影響が大き

いというようなものになりまして、機械的破損であれば影響は小さいというようなことに

なります。 

 資料のほうへ戻りますが、これらの設備のうち、耐震重要度分類をBクラスまたはCクラ

スとしているものについては、Sクラスの地震力に対しては、変形や損傷により、貯蔵中
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の燃料要素の機械的破損が発生する可能性はあるが、構造上その変形により臨界になる可

能性は低いというふうに考えております。 

 括弧の中ですけれども、貯蔵ラックについての実効増倍率のほうを記載してございます

が、未使用燃料貯蔵ラックについては0.85以下、使用済燃料貯蔵ラックについては0.82以

下というようなものになります。また、地震等によりラック等から飛び出し集まることに

より臨界になる可能性も低いというふうに考えてございます。このため、耐震重要度分類

は妥当なものというふうに考えてございます。 

 それから、安全機能のクラス分類は被ばく影響の観点から行っており、仮に燃料の健全

性を失った場合、影響度からクラスが異なっております。炉心から取り出した直後のほう

が、健全性に対する潜在的リスクが高く、インベントリも大きい。このため、炉心から取

り出した直後の使用済燃料を貯蔵する設備についてはクラス2としまして、それ以外の設

備についてはクラス3というふうにしてございます。このため、安全機能の重要度分類は

妥当なものと考えるというふうにしてございます。 

 続きまして、資料のほうですが、3-3になります。こちらは「1次冷却材流出事故におけ

る破断面積の想定の妥当性について」ということで、コメントのほうにも書いてございま

すが、今、JRR-3では、1次冷却材流出事故における配管の破断面積を1/4Dtというふうに

しております。これに対して耐震の重要度分類のクラスがBクラスというふうに設定して

ございまして、Bクラスであることを踏まえると、全周破断を想定する必要があるかない

かというような質問でございました。 

 資料のほうを読み上げさせていただきますが、JRR-3は発電用原子炉と異なり、低温、

低圧条件下であるため、仮に初期に亀裂があり疲労により亀裂が成長したとしても、その

大きさは1/4Dtよりも十分小さいものと考えられる。このため、これ以上の大口径破断は

想定する必要はないということで、参考になりますが、PWR、BWRの温度、圧力等を記載し

てございます。 

 また、JRR-3において、1次冷却材の漏洩が生じた場合においては、その破断面積によら

ず、水位が低下し、サイフォンブレーク弁の動作により冠水が維持されるため、破断面積

を1/4Dtとして評価した事象は代表性を有しているというふうに考えております。 

 なお、JRR-3の1次冷却材配管は、耐震クラスをBクラスとしております。耐震クラスの

重要度分類のSクラスの選定においては、Bクラスの機器である1次冷却材配管の機能喪失

を仮定し、Sクラスである冠水維持設備を期待することで影響評価を行い、1次冷却材の流
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出に対して冠水を維持することで炉心の健全性を確保できることを確認してございます。 

 以上のことから、設計基準事故の評価においては、指針にございます1次冷却系配管の

破断面積1/4Dtを採用して評価するというふうにしてございます。 

 最後の行ですが、評価シナリオについては、添付書類十の1次冷却材流出事故に記載の

とおりというふうになっておりますが、こちらはヒアリングでいただいたコメントに対す

る回答をそのままつけおりますが、1次冷却材流出事故のシナリオ、考え方について、次

の参考ですが、添付書類十の記載を載せてございます。 

 続きまして、資料3-4になります。こちらは「炉下室へ1次冷却材が流出した場合の冠水

維持」について説明した資料になります。こちらは11月25日にいただいたコメントになり

ますが、冷却材の保有量の異常な変化についてということで、どういうふうにその冠水維

持を確保するのかというようなことで質問がありまして、まず、サイフォンブレーク弁が

働いた場合というのは今までも御説明しておりますが、炉下室に水が流出した場合につい

て、その影響、それから設計上の考慮、そういったものを定量的に説明することというこ

とで、コメントをいただいてございます。 

 原子炉プールから、制御棒案内管を通じて炉下室に1次冷却材が流出した場合、その流

出割合が少量であれば、漏洩防止対策を施します。しかし、流出割合が大量の場合は、炉

下室に閉じ込めることにより冠水を維持いたします。 

 仮に、原子炉プールの1次冷却材で炉下室内を満たしたとすると、原子炉プールの水位

は約4.1m低下いたしますが、これは冠水維持レベル、規定水位から4.5m下がったところで

すが、これよりも高い位置で維持されるということになります。 

 次に、資料3-5になりますが、こちらは論点42番に対する回答になりますが、12月24日

の資料、先ほども資料3-1のほうでも御説明いたしましたが、安全機能の重要度分類の説

明した資料の中で出たコメントになります。 

 「安全設計において想定した事象」というようなタイトルにしておりますけども、こち

らについて、その説明、安全機能を抽出するに当たって、想定した事象というようなもの

を説明した折に、その安全機能を洗い出すに当たって、設備から想定事象のほうを洗い出

したわけなんですが、その際に、物理的現象等も踏まえて、わかるような記載にすること

というようなコメントをいただきましたので、一部、記載を見直してございます。 

 反応度の異常な変化のところがそこに当たるわけなんですが、見直した文章ですが、炉

心に正の反応度を与える原因としては、制御棒や実験物の異常な移動、炉心温度の急激な
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低下、重水濃度等の変化による核特性の影響などが考えられる。これらに影響を与えるも

のとして、制御棒、実験物、1次冷却設備、重水タンクの異常が考えられるため、以下の

事象を想定するというような文章を修正してございます。 

 説明は以上になります。 

○大村チーム長代理 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの資料、それから説明内容につきまして、規制庁のほうから、指摘、

コメント等ありましたらお願いします。 

○桝見チーム員 規制庁、桝見です。 

 最後の17ページの資料3-5、安全機能の抽出のところで、先ほどの反応度の異常な変化

で、こういった要因があります、正の反応度の原因としてこういうものがあるという御説

明ですけれども、最終的にこういう事象になるのかもしれないですけども、例えば原子炉

の水位が変わったり、1次冷却材の流量が変わったりということでも反応度が入ると思う

んですが、その大小はあると思うんですけども、そういうところの説明がないと、本当に

網羅的に抽出されているのかというのがやっぱりわからない。 

 あと、最新知見の反映とかについても同様なんですけども、要するに、最終的に取り上

げる必要がないという判断をされるのは結構なので、その過程を、こういうことは調べま

したけど、これは必要ないですという、判断をされた過程を示していただきたい。 

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 研究炉加速器管理部の鳥居でございます。 

 ただいまの御質問のちょっと具体的な話で、原子炉プールの水位ですとか、流量という

話がありました。JRR-3においてはプール型原子炉でございまして、プールの水位は、ど

ちらかというと、遮蔽のために深くとってあります。プールの水深は約8m、この8mが多少

変わったとしても、原子炉に核的な影響はありません。ほとんどないです。 

 もう一つ、流量による変動ということがありましたけども、気泡とか何かが入れば、そ

の反応度の影響は出てきますが、JRR-3においては、ポンプ効果としての流量の変更、変

動による反応度の変動は観測されていない状況にあります。そういったこともありまして、

ここでは具体的な説明の中では抜いておりますが、実際、その要因として、例えば書いた

内容としては1次冷却設備という名前で入れてはあります。これらはその流量ですとか水

位も含めて、1次冷却設備の中で考慮されているものというふうに御理解いただければと

思います。 

 もう一つ、最新の知見の話ですけども、これについては、後ほど、別な資料で説明した
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いというふうに考えております。 

 ちょっとざっくり以上で、担当のほうから追加があれば説明したいと思います。 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） JRR-3の永冨です。 

 今の質問なんですけども、ここで我々が示しているのは、JRR-3は当然既設の炉という

ことになるわけなんですけども、当初、原子炉をつくったときに、まず設計に当たって、

いろいろな想定をしているというところで、こういった事象について考えていますという

ことを示したものになります。 

 その上で、安全評価等を行って、安全設計の妥当性を確認していただいている。これか

らしていただくということになるんですけども、そのまず設計段階でいろいろな想定をし

ているものをここで示しているものでして、ちょっとそこにその抜けがあるかないかとい

うような話ではなくて、この後の重要度分類、それから安全評価のほうで、そういったも

のも含めて、しっかりとした設計になっているということを確認していただければよいの

かなというふうに思っておるんですが。 

○大村チーム長代理 よろしいですか。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 今の質問は、多分B-DBAのときにどういう事象を考えるのかというところにつながると

いうことで、今お話になったように、最初、どういうことを考えて、結局、これにつなが

るんだというのを示してくださいということですので、そこはちゃんと資料で御説明をい

ただきたいというふうに思います。 

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） B-DBAに関しましては、そちらのほうできちん

と説明はしたいと思います。ただ、その前段にあります、これを抽出した部分については、

もうこれで説明は十分できているというのが我々の認識であるんですが。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 多分B-DBAにつながるときに、スタートを、この申請書に出ている事象をスタートに、

それに何を重ね合わせるかとか、そういうことではなくて、そもそも何が起こるのかとい

うところから考えるべきだと思っています。 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） わかりました。その40条のB-DBAのほうに

ついては、まだ説明も我々はしておりませんので、そういったところで回答していきたい

というふうに思います。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 



63 

 これは、この内容に何かあるということではないですが、13ページで、この臨界の話で

括弧書きで実効増倍率の0.85以下とか、0.82以下というのが書いてあるのは、これは多分

評価値を持ってこられていると思うんですね。こういうところの説明をする際に、その評

価値を持ってくるという意味合いがよくわからないんですが、設計では、多分0.95以下と

か、そういう形になっているので、そもそもそれ以下は設置許可上は認められていますの

で、この0.85というのを使うのが適切なのかどうかということについて、御説明いただけ

ますか。 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） こちら、ヒアリング等で確認しながら資料

のほうをつくってきたわけなんですが、その際に、その上にあります、構造上その変形に

より臨界になる可能性は低いというようなことを説明してまいりました。ラックそのもの

は格子状になっておりまして、その格子に使用済燃料を立てるというような形のラックに

なります。そのラックが、その地震の影響で変形して、圧縮といったらあれですか、どう

いう変形モードがあるかはあれですが、その変形によって臨界になる可能性が低いという

ことを示す、そういった判断する材料として何か挙げられないかというようなことがあり

まして、こちら、設工認の評価の結果なんですけども、そちらのほうを記載して、臨界性

に対して余裕のある値だということをお示ししたものになります。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 ヒアリングは、あくまでも審査ではありませんので、そこは注意していただきたいと思

うんですが、ここ、考え方からすると、燃料の許されている設計範囲の中での製造であれ

ば、この0.85以下は満足されるということとも違うんでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） こちら、設工認のほうで評価しているもの

ですけども、使用済燃料、燃焼度はばらつきが当然ございますけども、そういう意味で新

燃料で評価してございますが、そういったものを変形のない状態、設工認の評価ですので、

変形のない状態で評価をすれば、この値より下回るというような値になります。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 再度、確認させていただきますが、認められている燃料使用の範囲であれば、この0.85

以下が満足されるということとも違いますよね。当然ラックの形状とかで変わってくるは

ずですので。 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） 今おっしゃられたとおりでいいというふう

に思っております。 
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○黒村チーム長補佐 そういうことであれば、ここはやっぱり設計基準を用いて説明する

べきではないでしょうかということなんですが。 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） わかりました。 

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） ちょっと補足させていただきます。研究炉加速

器管理部の鳥居です。 

 ちょっとここは審査の場ではなく、事実確認の場の中で、どのぐらい臨界度から離れて

いるのかを何らかの形で示してほしいということもあったので、ちょっと参考に入れさせ

ていただきました。 

 ただ、やはり申請書の審査という内容で見ていただくためには基準の値で書いておくと

いうのは、おっしゃるとおりだと思いますので、あくまで参考の数字として、ここは御覧

いただければと思います。内容的には変更したいと思います。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 内容を変更してくれということではなくて、ここはあくまでも参考の数字ですよという

ことで理解すればいいでしょうかということなんですよ。 

○日本原子力研究開発機構（鳥居次長） 失礼いたしました。参考の数字として御覧いた

だければと思います。 

 以上です。 

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。 

 ちょっと私から1点だけ、これは確認なんですけど、一番最初の3ページ目以降に表が、

少しちょっと前の話なので忘れちゃったんですけど、これは前に提出いただいて、説明い

ただいたものをリバイスをしたということですか。今回、新しくつくられた資料でしたか。 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） 資料で言いますと、12月24日に出しており

ます資料で、資料2-2という資料をお出ししています。そこでは12条関係について説明し

ておるんですが、その中に別紙として、10ページから14ページになる、そこが相当するわ

けなんですけども、そこにこれと同じ意味の分類の根拠というものを示しております。そ

ちらではちょっと説明が、不十分な乱暴な説明の箇所もございましたので、そういう意味

で、記載を見直しております。最終的には、その12条の資料、こんな形になりますという

ようなものをお出しすればいいのかなと思うんですが、まずは、そこの重要度分類の根拠

のところについて、こういうふうに見直しましたということで出しておりますので、意味

合いとしてはリバイスしたものというふうにとっていただければいいかと思います。 
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○大村チーム長代理 そうすると、これはあくまで説明のための資料で、何かこれが申請

時とか、そこに入るとか、何かそれの申請書のほうの補正に使われるとか、そういうこと

では必ずしもない。 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹） 今、そのクラス分けについては、その根拠

等についても申請書に記載はしておりませんので、特段、今の段階でこれを申請書に入れ

るというようなことは考えておりませんけども、記載については、全面的に見直すという

ようなことも示されておりますので、そういった中で、記載が必要であれば、必要な箇所

は記載していくということを考えておりますが、今すぐにこれが申請書のどこに入るとい

うようなものではないというふうに我々は受け止めています。 

○大村チーム長代理 わかりました。 

 あと、資料のつくり方なんですけど、ちょっと期間があくと、前の資料との対比を、ま

た別途、ちょっと準備でやっておかなくちゃいけないこともあって、ちょっと資料の性格

とか、どういう形でこの資料をつくられたかというのがちょっとわかりにくい場合があり

ますので、ちょっとこれは何をどういうふうに加工して、どうつくったんだということを、

ちょっと中で説明というよりは、できればどこかに書いていただいたほうが、誤解がなく

ていいのかなというふうには思います。問いがあって、下に答えがあるやつは、大体そう

いう位置付けですぐわかるんですけど、ちょっとこういう表をつくった場合には注意いた

だければありがたいなと思います。 

 ほかに何かありますか。 

 それでは、特にないようですので、それで、今日は幾つか指摘をしたことがあったかと

思いますが、それはまた改めて、後日、説明をお願いをしたいというふうに思います。 

 それでは、本日の議事は以上ということで、終了したいと思います。 

 次回の審査会合につきましては、ヒアリング等の状況を踏まえて、新たに設定をすると

いうことにさせていただきたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして、本日の審査会合を終了いたします。どうも御苦労さまで

した。 
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         出戸西方断層（コメント回答（その１）） 

 資料１－２   再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設 敷地周辺陸域の活断層評価の内、 

         出戸西方断層（コメント回答（その２）） 

 机上配布資料１ 再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設 敷地周辺陸域の活断層評価の内、 

         出戸西方断層（机上資料） 

 

６．議事録 

○石渡委員 定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規制基準適合性に係

る審査会合、第51回会合を開催します。 

 本日は、事業者から敷地周辺陸域の活断層評価について説明していただく予定ですので、

担当である私、石渡が出席しております。 

 では、本日の会合の進め方等について、事務局から説明をお願いいたします。 

○小林チーム長補佐 管理官の小林でございます。 
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 本日の審査会合の進め方でございますけれども、1件のみ、日本原燃株式会社の再処理

施設、MOX燃料加工施設の敷地周辺陸域の活断層評価の内、出戸西方断層についてでござ

います。 

 資料についてはその1、その2と、それから机上資料ということで3点ございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○石渡委員 よろしければこのように進めたいと思います。 

 では、早速議事に入ります。 

 日本原燃株式会社から、六ヶ所再処理施設等の敷地周辺陸域の活断層評価について、説

明をお願いいたします、どうぞ。 

○日本原燃（齋藤理事） 日本原燃、土木建築部長の齋藤でございます。 

 本日は、御説明の機会をいただき誠にありがとうございます。 

 本日、当社からは、私を含め11名出席しております。 

 資料としては、敷地周辺陸域の活断層評価のうち、出戸西方断層に関するコメント回答

を用意しております。限られた時間内での御説明となりますが、効率的な説明を行うとと

もに、御質問などには丁寧にお答えするよう心がけてまいりますので、何とぞよろしくお

願い申し上げます。 

 では、引き続き、高橋のほうから資料の説明に入らせていただきます。 

○日本原燃（高橋課長） 日本原燃の高橋です。よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、前回、2月20日に出戸西方断層南端南方のコメント回答を御説明した

際にいただきましたコメントを資料の1-1、1-2を用いて御説明をさせていただきます。そ

の後、資料1-1を用いまして北端北方のコメント回答をさせていただきます。本日、資料

1-1につきましては、出戸西方断層関連の資料を全てまとめた形としておりまして、重複

する箇所がございます。その場合については、説明のほうを割愛させていただきたいと思

います。 

 早速ですが、資料の説明のほうに入らせていただきます。1-1の1ページを御覧ください。 

 1、2ページ目でございます、2ページ目でございますが、前回いただいたコメントとい

たしましては、指摘事項のこの2ページ目の中段、四角が一番大きいところの二つ目のポ

チでございますが、イ断層、ロ断層のような副次的な断層が更に南にないか確認するため、

C測線のK-7、K-8のデータを示すこと。B測線より南方において、イ、ロ断層のような副次

的な断層がないか確認するため、コア写真及び柱状図を提示すること。その上で、出戸西
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方断層の南端評価について改めて説明をすることといったようなことがございまして、主

に、出戸西方断層の南端評価についてのコメントを頂戴しております。 

 また、下の四角の二つ目でございます。出戸西方断層南端部とF-d断層との間に海上音

波探査が結果があることから、その結果を提示することということで、出戸西方断層の東

への連続についてのコメントをいただいたものでございます。これにつきましては、後ほ

ど1-2を使って御説明をさせていただきます。 

 さらに、3、4ページにつきましては、3ページでございますが、後ほど御説明いたしま

す北端北方のコメントと回答の内容を記載してございますので、後ほど御説明をいたしま

す。 

 早速ではございますが、南端の評価にいただいたコメントに対しまして御説明をしてい

きます。 

 203ページを御覧ください。203ページの資料、左側が従来からお出ししております地質

図になってございまして、この位置に、小さくて恐縮ですが、黒いポツが打ってございま

して、ボーリング調査を実施したものとなっております。今回、前回の御指摘も踏まえま

して、トレンチ内で確認されましたイ断層、ロ断層のような副次的な断層がないか確認す

るため、図中のボーリング全て、全孔を対象に確認を実施いたしました。 

 確認に当たりましては、イ断層、ロ断層の同様の性状を有する軟質細粒物を挟む断層と

いうものに着目いたしまして整理・確認をいたしております。また、ボーリング孔の中に

は固結した断層、軟質細粒物を挟まない断層というような、いわゆる面なし断層と言われ

るようなものもございますので、そういったようなものも抽出をしたというものでござい

ます。 

 その結果といたしましては204ページを御覧ください。左側、同様の図画2枚入っており

ますが、左側が出戸西方断層を確認したボーリング孔の位置でございます。これは従来ま

で御説明しているとおり、Z測線以南では、出戸西方断層については確認できていないと

いうことでございます。右側の図が今回おつくりした資料でございますが、オレンジ色の

丸で書いてございます。軟質細粒物を挟む断層といたしましては丸数字で示しております

位置で9条確認されておりますが、C測線以南、トレンチよりも南側のC測線以南では認め

られなかったという状況でございます。 

 また、これから御説明します205ページから229ページに、全ボーリング孔を対象に確認

した断層性状を、北側のX測線から南のF測線まで整理したものとなっております。また、
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全深度のコア写真、あるいは柱状図といったものはお手元の机上配付資料1にまとめてご

ざいますので、必要に応じて御確認いただければと思います。 

 205ページでございます。こちらはX測線でございまして、こちらの左側のボーリング孔

を三つほど拡大してございます。こちらは出戸西方断層を確認した位置ということでの性

状という意味での写真でございます。また、右側がK-21孔でございまして、こちらの上の

図を御覧いただきたいんですが、断面図、小さいですけれども地質断面図を入れてござい

まして、このK-21孔のところを見ていただきますと、緑色で矢印を入れているところ、こ

の部分がこの写真3条、この中で確認された断層の位置を表しています。いずれも、この

K-21孔につきましては、面なし断層、固結・ゆ着しているという断層を確認したという状

況でございます。 

 以降のページにつきましても同様の整理をしてございまして、B測線までは、これまで

も御説明をしておりますので少し割愛をさせていただきまして、C測線以南ということで

218ページを御覧ください。218ページがC測線以南の全てのデータということになります。

まず218ページのほうでは、これの西側から順に整理をしてございまして、G4-50孔、H0-

50孔、こちらはsf断層を確認した断層でございますが、2条あります。右側のⅡ-1孔と言

っているところでは面なし断層というようなところが2深度で確認をしたという状況でご

ざいます。 

 219ページ、220ページ、こちらのほうも同様の整理の仕方になってございますけれども、

いずれも基本的には固結した面なし断層ということで、挟在物を挟む断層というのは認め

られないという状況でございます。 

 221ページ、222ページ、こちらがD測線になります。D測線のほうも同様でございます。 

 223ページ、224ページもD測線の東側のほうになっております。こちらも同様に固結し

た断層というものが確認できたという状況でございます。 

 225ページがE測線のシリーズでございます。 

 226ページもE測線のものでございます。同様に固結・ゆ着しているという断層を確認し

たという状況です。 

 227ページ、228ページがそれの連続の、東側のほうのボーリング孔の拡大図になってお

ります。 

 229ページがF測線のボーリング孔の確認結果となっておりまして、基本的には、固結・

ゆ着している状況の断層というものしか確認できないという状況でございます。 
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 以上をまとめまして、230ページ、まとめのところでございます。こちらも前回、2月20

日に御説明した資料と基本的には変わってございませんが、一番下のポチでございます。

イ断層、ロ1断層と同様な性状を有する軟質細粒物を挟む断層は、B測線、トレンチ調査以

北では確認されましたが、B測線南方100m以南では認められないという結果でございます。

こちらは、これまでの今御説明しましたとおり、全ボーリング孔を確認した結果としても、

評価としては変わらないということでございます。 

 続きまして、一度、資料の1-2のほうに移らせていただきます。資料1-2、A3の資料でご

ざいます。1ページ目を開いていただきまして、こちらは出戸西方断層の東側への連続と

いうことで、海域の情報をということでいただいたコメントに対応するものでございます。 

 2ページ目のところに、陸域と海域の地層対比表を載せてございます。以降のページ、

海上音波探査記録になりますが、こちらにつきましては、この退避表の右側、太平洋調査

海域、A層、Bp層、Cp層とこういったような地層名が出てまいりますが、年代間等につき

ましては、この陸域の対比と見ていただければと思います。 

 3ページ、4ページを御覧ください。この3ページ、4ページの資料が、この出戸西方断層、

左側にキープランが入れてございますけれども、出戸西方断層から南東側のほうにF-d断

層という海域の断層がございます。こちらの間で実施しております海上音波探査の測線位

置図になってございます。3ページ目側のほうが東西測線、北から順に並べてございます

が、小さいですけれども全体を俯瞰してございます。 

 また、4ページ目のほうは南北測線でございまして、こちらも西側から全部載せている

という状況でございます。 

 また、5ページ～16ページにつきましては、ちょっと小さいので大きくした図面を全測

線入れてございます。5ページ～6ページの中には、記録と解釈図を上段、下段で整理をし

て入れておりますので、必要に応じて見ていただければと思います。こちらの記録の結果

からいきますと、一番下の四角の箱でございますが、出戸西方断層南方からF-d断層に連

続するような活構造は認められないという状況でございます。 

 続きまして17ページを御覧ください。こちらは、左側のキープランを見ていただきます

と、このF-d断層の周辺の音波探査記録を抽出したものになっておりまして、コメントを

いただいたところといたしましては、今、3断面、音波探査記録がございますけれども、

この真ん中と北の07S7と07S8、この部分につきまして、西端付近ではCp層上面に傾斜部が

認められます。この傾斜部が一番南の07S9のF-d断層との連続というところでコメントを
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頂戴したんですけれども、Cp層の傾斜部に連続する可能性について、この南北、左側に出

ております07S18の測線を使って検討いたしました。南北の07S18測線では、Cp層上面に不

陸や不連続は認められないことから、07S08測線の以北で認められるCp層上面の傾斜部は

F-d断層付近には連続しないと判断しております。 

 18ページのほうでは、それをもう少し詳細に検討したものでございまして、今、キープ

ランで御説明した東西の断面と南北の断面を拡大したものになっております。Cp層上面傾

斜部付近のCp層内及び下位のE層・F層上面の反射面は、概ね緩やかな南傾斜、あるいは水

平な地質構造を示しておりまして、これらはCp層上面の傾斜構造とは不調和であります。

また、傾斜部付近のCp層内に累積性は認められないという状況でございます。以上のこと

から、Cp層上面の傾斜部付近に活構造は存在しないというふうに判断してございます。 

 続きまして19ページでございます。同じく東側のほうに連続するという観点で、キープ

ラン、左側のところに等高線図がございますけれども、左上のところに黒い線を入れてご

ざいますが、断層南方延長トレンチ、一番東側のところになりますが、その位置が、その

赤と青、緑色のところの領域になります。それよりも南東側に赤い実線で囲っているとこ

ろの東側に青い線で書いている線と、あと、北側の①地点と書いている破線を入れてござ

いますけれども、そこの青い線で入れているところに低崖が認められるということでござ

いまして、この付近について地形調査、あるいは地質調査を実施した結果について御説明

をさせていただきます。 

 まず、北側の低崖につきましては、19ページの資料の塗色しているところの一つ目のポ

チでございますけれども、北側の低崖痕は、地形図に示される平面形態と河道との位置関

係から侵食により微地形と判断しております。 

 一つ飛ばしまして3ポチ目でございます。低崖の南半部に西側が高い地形が認められま

す。これは③の地点でございます。赤丸で囲ったところでございます。この南方では、西

側が高い地形が認められず、平坦になっております。これはピンク色で丸しております④

の地点でございます。この高い地形は、地表踏査の結果、砂丘砂層が認められることから、

砂丘砂層の高まりと判断され、低崖は現存する砂丘の縁辺部とL1面とが交差する微地形要

素として確認されます。 

 続きまして20ページでございます。この地形的な調査に加えまして、地質学的にデータ

を補強するという観点でボーリング調査を実施いたしました。これが紙面のP-12というボ

ーリングでございまして、斜めボーリングを実施いたしまして、ボアホールによる孔壁観
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察も実施しております。 

 21ページを御覧ください。こちらはボーリング結果でございまして、深度19.63mから鷹

架層が連続的に確認されております。鷹架層中は基本的に棒状のコアを呈しておりまして、

断層破砕帯というものは認められません。 

 22ページ目でございます。調査の結果、断面図に示されるような地質構造が明らかにな

りまして、仮に低崖が変動地形とした場合に想定される断層位置に断層破砕帯がないこと

を直接確認いたしました。 

 次の23ページを御覧ください。23ページ以降、ボアホールカメラの孔壁画像と、奇数ペ

ージは孔壁画像、偶数ページのほうが画像解析結果となっております。このボーリング、

鷹架層内に関しましては、ボアホールカメラが28ページまで続きますが、断層といったよ

うなものは確認されなかったということでございます。 

 以上を取りまとめまして、29ページでございます。左側が地形調査結果、右側の列が地

質調査結果でございます。今御説明したとおりでございますので、一番下のところ、トレ

ンチ東側のL1面上の低崖は断層により形成された変動地形ではなく、砂丘層の高まり等に

よるものと判断しております。 

 以上が南端南方に対するコメント回答になります。 

○日本原燃（蒲池課長）  引き続きまして、もう一度資料1-1のほうに戻っていただき

たいと思います。ページのほうは247ページをお願いいたします。 

 蒲池と申します、お願いいたします。 

 引き続き、5章といたしまして、出戸西方断層北端付近の地質構造について御説明申し

上げます。 

 247ページ、ここでは、地形判読図を示してございまして、左側が北になってございま

して、出戸西方断層、実際にはオレンジで判読結果を落としてございますけれども、出戸

西方断層の北方には御宿山東方の断層が認められておりまして、出戸西方断層の北端付近

の調査として実施しているものでございます。オレンジ色のすぐ北側のところ、ここが棚

沢川という川がございまして、その右岸付近、この辺りはLBリニアメントとして判読して

いるもの、逆に、棚沢川左岸側から北側のほう、こちらのほうはLDランクのリニアメント

として判読しているもの、逆に、棚沢川左岸側川北側のほう、こちらのほうはLDランクの

リニアメントとして判読しているものでございます。 

 248ページをお願いいたします。今回、DEMデータを用いまして詳細に判読している結果
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を判読要素図として示させていただいてございまして、特に、OT-2露頭から以北のOT-1露

頭にかけてなんですけれども、連続性に非常に悪い鞍部と直線状谷からなる地形判読要素

となってございます。 

 250ページをお願いいたします。こちら、コメント等におきまして、出戸西方断層の地

形・地質側の調査結果を再度御説明することという形でコメントをもらっておりまして、

この辺り、再度取りまとめを行っているものでございます。上の平面図、これ、左側が南

側になりますけれども、オレンジで示しているところ、ここが出戸西方断層でございます。

ここはCC’断面、DD’断面に地形断面を切ってございますけれども、こちら、M2面上に出

戸西方断層による変位地形が判読され、低崖という形で判読されているものでございます。 

 一方で、AA’断面、BB’断面でございますけれども、こちらL1面、このL1面なんですけ

れども、平面図上に3カ所柱状図を記載してございますけれども、こちら、火山灰層中に

十和田レッド火山灰、こういったものを確認してございまして、我々約8万年前ぐらいと

いう形でL1面として判断しているところでございます。ここには出戸西方断層による変位

変形が及んでいないという形で判断いたしてございまして、出戸西方断層による西側隆起

の変位地形、これは棚沢川右岸のM2’面には認められますけれども、北方のL1面には認め

られないという形で、このような評価を実施しているものでございます。 

 251ページをお願いいたします。こちら、棚沢川以北の地形断面図を示してございます。

①～⑨、断面図で示してございますけれども、⑨が先ほど御説明いたしました棚沢川のL1

面よりも以南の断面になってございまして、こちら⑨番に関しましてはM2面、これは河成

面として判断していますけれども、ここに低崖を認めているもの。この⑨以北に関しまし

ては、リニアメント・変動地形は認められないという形で判断しているものでございます。

これら拡大している地形断面に関しましては、次ページ以降にございますけれども、ここ

では割愛させていただきます。 

 255ページをお願いいたします。出戸西方断層北端の評価ということで、地形・地質側

の調査結果に基づきまして、棚沢川右岸のMIS5aに相当するL1面に変位変形が認められな

い、それから、出戸西方断層の北方延長の山地と台地との境界、あるいは段丘面には、リ

ニアメント・変動地形が認められないということから、出戸西方断層の北端は棚沢川右岸

付近という形で考えているものでございます。 

 続きまして256ページ、こちら、コメントで出されていたものなんですけれども、当初、

我々、左の地質図を見ていただきますと黒の丸が振ってあるところがございます。こちら、
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既往ボーリングといたしまして、段丘面におけるボーリング調査を実施していた箇所でご

ざいます。コメントとしましては、もう少しデータを拡充するようにという形で赤丸で示

させていただきました地点におきまして、ボーリングを3孔追加してございます。 

 その結果を257ページにお示ししてございます。こちら、地質断面図として示してござ

いますけれども、このボーリング調査の結果、被覆層は地形面とほぼ並行に分布している

という形で評価しているものでございます。そして、この辺りH2面という形で我々は判読

してございますけれども、この辺りの地域に関しまして、低位のところから順々に面を区

分してございまして、標高200m内外のところになるんですけれども、これをH2面として対

比しているものでございます。この地質断面図上で示していますLDリニアメントの延長位

置付近と記載してございますけれども、この位置を挟みまして、高位段丘面に高度の不連

続は認められないという調査結果となってございます。 

 258ページ、この辺りで火山灰分析もあわせて実施することという形で対応しているも

のなんですけれども、結果はお示ししたとおりなんですけれども、年代を同定するまでに

は至っていないという形になってございます。 

 続きまして259ページから、この御宿山東方の断層で確認、地表踏査の結果、確認され

ています断層露頭の露頭観察の結果、あるいはコメントとしまして露頭から薄片までの、

マクロからミクロへの観察という形、さらには260ページを見ていただけますでしょうか。

これまで薄片の観察として1カ所のみでお示ししていたところがございますが、OT-1、OT-

2に関しまして、複数のブロックから取った薄片、そういったものの観察を充実させると

いうようなコメントをいただいておりまして、260ページの左上の露頭スケッチの低方位

ブロック①、②と記載してございますけれども、その位置でブロックサンプリングを実施

してございます。 

 261ページには条線の観察結果、262ページには研磨片の観察結果を示していまして、

263ページをお願いいたします。こちら、出戸西方断層のときにお示ししておりますよう

に、まず構造分帯図というようなものを作成してございます。こちら、薄片は条線方向で

作成しているものでございますけれども、まず構造を分けまして、ここの分け方としまし

ては、主には層相などの特徴から分けているものでございます。ここで粘土状破砕部最新

と構造分帯で書いている箇所がございますけれども、この箇所において最も直線性がよい

Y剪断面が認められておりまして、この面の周辺が最も細粒化しているゾーンという形と

なってございます。 
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 264ページをお願いいたします。こちら、薄片観察結果を拡大しているところがござい

ます。こちら写真1、写真2と1枚の薄片から複数カ所を抽出してございますけれども、こ

のY剪断面付近、これは系統立って同じ方向で確認されますけれども、面構造Sとの関係か

ら正断層センスと判断しているものでございます。 

 265ページ以降は、同じく違うブロックから作成しました薄片結果を示してございます

が、結果、正断層ということで、ここでの説明は割愛させていただきます。 

 267ページ、お願いいたします。こちら、OT-1露頭から南にくだったところに認められ

る断層露頭でございます。こちら、先ほどH2面という形で御説明させていただいた高位段

丘面よりもさらに南側に位置するところでございます。 

 こちら側も268ページにお示ししていますような位置、同じ露頭から2カ所のブロックを

サンプリングいたしてございまして、その結果の条線観察結果及び研磨片観察結果を269、

270ページにお示ししてございまして、271ページをお願いいたします。こちらも先ほどと

同じく構造分帯図という形で示してございます。この薄片観察に関しましては、同じく条

線方向の断面から薄片を観察してございまして、層相の特徴から最新面を認定していると

ころで、ここにおきましては、褐色粘土状破砕部というところが最新活動面と考えている

ものでございます。この位置におきまして、最も直線的なY剪断面が認められまして、こ

の面の周辺で粒子が最も細粒であることを観察いたしてございます。 

 その結果を272ページにお示ししてございます。こちら、Y剪断面と面構造Sというとこ

ろからの関係から逆断層センスとして判断しているものでございます。 

 273ページ以降は、同じく、違うブロックから薄片を作製しました結果をお示ししてご

ざいますが、最新面における活動センスは同様ですので割愛いたします。 

 これらをまとめまして、275ページに破砕部性状の比較という形で、それぞれの露頭か

ら複数のフロックを取りまして、その最新面での観察結果、こちら275ページでは、主に

は写真などを示してございますけれども、それらを276ページにまとめとして入れてござ

います。 

 OT-1露頭、ここでの破砕部性状としては、粘土状破砕部としてはごく数mmのものが認め

られておりまして、顕著な破砕部は認められないと。ほぼ断層面は固結しているような、

そういった性状をしていると。一方でOT-2のほう、粘土状破砕部は約3cm観察されました。

また薄片観察、これ、最新面上における観察結果ではございますけれども、複合面構造か

ら正断層センス、一方でOT-1では逆断層センスという形で観察避けた結果を取りまとめて
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ございます。 

 以上、御宿山東方断層の評価として277ページに、今御説明申し上げた内容を記載して

ございます。二つ目のポツ、DEMを用いました判読の結果、特にOT-2露頭以北、こちらで

は非常に連続性の悪い判読要素として判読しているものでございます。 

 それから、OT-2露頭の北側に位置する高位段丘面で実施していました追加ボーリング結

果も含めて評価しました結果でございますが、H2面に高度不連続は認められず、被覆層の

境界にも不連続は認められないという結果となってございます。 

 また、OT-1露頭では正断層センス、OT-2露頭では逆断層センスという形で、こういった

以上の結果を踏まえまして、少なくとも第四紀後期更新世以降の活動は認められないと評

価したものでございます。 

 続きまして、6章、279ページをお願いいたします。こちら、先ほど御説明いたしました

のは南北走向の御宿山東方の断層でございまして、その北側にNE-SW方向に、長さ約7.5km

の間にLDのリニアメントを判読しているものでございます。 

 280ページ、こちら、水系図と接谷面図を示してございまして、御宿山北方断層及び判

読されるLDリニアメントを挟みまして、山地構造の不連続、あるいは水系の系統的な屈曲、

そういったものは認められないと評価してございます。 

 281ページ、282ページは地質平面図、地質断面図を示しているものでございます。この

判読しましたリニアメントの踏査結果で確認しています断層露頭、283ページにお示しし

てございますけれども、こちら、この断層露頭から露頭の観察、条線観察、それからコメ

ントとしまして、この辺りで確認されました露頭から薄片観察を拡充してほしいというふ

うなコメントをもらっておりまして、そういった点についても拡充してございます。 

 その結果を285ページに取りまとめてございます。こちら、低方位ブロックの様子を左

側の写真に示してございますが、こちら、主に走向方向の断面で条線方向が比較的低角度

でございますので、走向方向で作成しました薄片の観察結果を示しているものでございま

す。こちら、構造分帯図に粘土状破砕部というごくわずかなところ、このピンク色で示し

ている箇所と黄色で示している箇所の間に、途切れ、途切れではございますが、青色で着

色している箇所がございます。粘土状破砕部、ここでの薄片観察の結果では、連続しない

状況を確認してございます。Y線断面に関しましても同様に連続性が非常に悪く、鏡下で

この粘土状破砕部の幅を確認しますと0.5mm以下程度であるというふうに考えているもの

でございます。 
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 続きまして286ページ、こちらが薄片観察の結果でございますけれども、こちら、写真1

のほう、これはY面とR1面構造Sとの関係で、右横ずれのセンスと判断しているものなんで

すけれども、写真2のほう、こちらのほうでは、先ほど御説明申し上げましたようにY剪断

面は非常に連続性が悪くて途切れているさま、そういったものを観察した結果を示させて

いただいてございます。これら両方とも、この写真1、写真2もそうなんですけれども、出

戸西方断層なんかで認められておりました最新面付近に積層構造のようなもの、そういっ

たものがこの御宿山北方断層の薄片観察では認められないというふうな観察結果を示して

ございます。 

 287ページ以降、同じく判読したリニアメント位置付近で確認している断層露頭調査の

結果を示してございますが、ここでの御説明は割愛させていただきたいと思いまして、

295ページ、同じく破砕部性状の比較を295ページ以降にさせていただいてございます。

295をお願いします。こちら、今回、比較のために露頭ベースでの薄片の比較という形で、

出戸西方断層と御宿山北方断層の薄片を比較で並べてございます。オープン、クロスそれ

ぞれ並べてございまして、出戸西方断層のところでは、黒線で示させていただいているよ

うなところで積層構造が認められると。 

 一方で、御宿山北方断層のほうでは積層構造は認められないという結果を、296ページ

をお願いいたします。これは出戸西方断層と御宿山北方断層の破砕部性状、あるいは最新

面での薄片の観察結果、それらを文字情報として起こしてございますが、薄片観察の結果

で、繰り返しとなりますが、出戸西方断層では繰り返しの痕跡と思われる積層構造は認め

られますけれども、御宿山北方断層では積層構造は認められなかったということでござい

ます。 

 297ページ以降、これは北東延長部、あるいは南西延長部、この辺りに段丘面、中位段

丘あるいは高位段丘が認められますので、その辺りの地形学的な調査結果を御説明してと

思います。また、これまで調査結果としましては、旧汀線構造の分布を示させていただい

てございますけれども、AからEの範囲で示させていただいてございましたが、もう少し広

い範囲でというふうなコメントもございましたので、もう少し広い範囲でFGという旧汀線

構造の標高を落としたものでございます。こちら、この踏査の結果、一番北東側で認めら

れますのが、O-2露頭というところで、ここでスケッチに示させていただいているように、

走行の振れ幅、当然、高度差による補正等も考えられますけれども、ここでは、この走行

で、黄色い線でDEMデータに延長線という形で示させていただいてございます。この御宿
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山北方断層の中位段丘面上には、旧汀線構造の分布に示させていただいていますとおり高

度不連続は認められないということ、また、どの面におきましてもリニアメント・変動地

形は判読されないという結果でございます。 

 298ページをお願いいたします。こちらが南西延長部側のほうの、主にはH3面と判読し

ている箇所でございます。こちら、298ページのところで①～⑤の地形断面を299ページに

示させていただいてございまして、こちらにも高度不連続は認められませんし、高位段丘

面上にリニアメント・変動地形は判読されません。 

 この300ページのところ、H3面の段丘堆積層の、どのようなもので構成されているかと

いうコメントを頂戴してございまして、現地におきまして露頭状況を確認してきました。

こちら、右側に柱状図を示してございますけれども、下位から高位段丘堆積層と考えてい

るもの、その上に風成層としての火山灰層を確認していると。この火山灰層中には、目視

ではございますけれども、ORPを確認しているというものでございます。 

 また、段丘構成層、拡大写真を示させていただいてございますけれども、ここは砂礫か

ら構成されてございまして、基本的な方向で含まれている礫、こちらのほうはかなり風化

の進んだクサリ礫を主体としているというところでございます。 

 同じくH3面のところを、301ページなんですけれども、こちらのほうも礫の性状を示さ

せていただいてございますが、雑色のクサリ礫他からなっておりまして、かなり風化が進

んでいるさまが確認されてございます。 

 302ページをお願いいたします。御宿山北方断層の調査結果といたしまして、以上、御

説明させていただいたところの重複なりますけれども、二つ目のポツ、この踏査の結果で

いきますと、顕著な破砕部は認められず、断層面はほぼ固結しているような性状でござい

ました。 

 また、薄片観察の結果でございますけれども、出戸西方断層の露頭の薄片観察結果と比

較してございますけれども、特徴的な積層構造、そういったものは認められなかった。ま

た、地形学的な調査として、その結果としては横ずれを示唆するような変位地形も河谷の

屈曲、そういったものは一切認められないという結果でございます。 

 また、それぞれ北東延長部、あるいは南西延長部の中位段丘、あるいは高位段丘面上に

リニアメント・変動地形は判読されず、段丘面の高度不連続も認められないと。以上のこ

とから、少なくとも第四紀後期更新世以降の活動はないという形で評価しているものでご

ざいます。 
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 続きまして303ページをお願いいたします。こちら、月山東方の断層ということで、先

ほど、御宿山北方断層のさらに北側に、活断層研究会編(1991)で示されていますNNE-SSW

の走向方向を持つ確実度Ⅲの断層として示されているものでございます。こちら、事業者

の判読では、リニアメント・変動地形は判読していないものとなってございます。 

 304ページに地質の断面図をお示ししてございまして、305ページ、活断層研究会編

(1991)で示されている位置付近に、T-1露頭と我々が呼んでいるものが確認されてござい

まして、こちらでも同じくブロックを採取しまして条線観察、あるいは薄片観察を実施し

ているものでございます。 

 307ページをお願いいたします。こちら、同じく構造分帯図、ここでは2色に分けてござ

いますけれども、固結した角礫状破砕部側の部分と粘土状破砕部の境界付近、この位置が

最も直線性がよく、周囲に比べて粒子が最も細粒化が進んでいると確認している箇所でご

ざいまして、ここの位置での薄片観察結果を308ページをお願いいたします、示してござ

います。 

 こちら、Y剪断面、こちら最新面と考えているところでございますけれども、と面構造S

との関係から、正断層センスと判断しているものでございます。 

 309ページ、これは地形断面と少し地質の分布を示しているものでございますけれども、

こちら、活断層研究会(1991)で示されている位置付近の地形の断面を書いてございまして、

断層推定位置を挟みまして高度不連続、M1面、中位段丘面の高度不連続はないというふう

に考えているものなんですけれども、こちら、もう少しデータを拡充するという形でコメ

ントを頂戴してございまして、310ページをお願いいたします。 

 こちら、地形断面①から④まで示させていただいてございまして、上段中ほどの赤の線、

これが活断層研究会編（1991）で示されているリニアメントでございます。③、④断面を

見ていただきますと、このリニアメントを挟みまして、M1面に高度の不連続は認められな

いという形で判断しているものでございます。 

 さらに、コメントとしまして、この辺りM1面として認定している根拠を拡充させること

というような形で、火山灰分析を311ページに実施してございます。実施しました箇所、

これ、露頭位置図と上段の中ほどに書いてございますが、北側のほう、これが白糠南地点

という箇所で、1カ所火山灰分析を実施してございます。 

 もう1カ所、南側のほうで物見崎地点という箇所で同じく火山灰分析を実施してござい

まして、火山灰分析の結果、ローム層、火山灰中にToyaの火山灰を確認してございまして、
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M1面であるということを再確認したものでございます。 

 312ページが、もう1地点の物見崎地点、こちらのほうでの火山灰分析結果を示してござ

いますが、こちらも同じく、ローム層中にToyaを確認しておりまして、M1面であると再確

認いたしましたが、コメントとしまし火山ガラスの個数であるとか、その辺りに少し白糠

南地点とは差異が認められるということで、313ページ、こちら追加で、すぐ近くの場所

で追加の火山灰分析を実施した結果をお示ししてございます。こちらのほう、火山ガラス

が白糠南地点と同程度検出されたという形で、同じ面であるという形で判断した結果でご

ざいます。 

 以上、314ページに月山東方の断層の評価を書いてございます。二つ目のポツ、こちら、

薄片観察の結果を示してございますけれども、正断層センスと判断している、また、この

火山灰分析の結果、あるいは地形断面図で地形学的な検討結果、こういったところから高

度不連続、高度差は認められないという形で取りまとめてございまして、以上のことから、

少なくとも第四紀後期更新世以降の活動はないと判断したものでございます。 

 ここまでが6章といたしまして、出戸西方断層の北端北方付近の調査結果を示させてい

ただきました。 

 7章、316ページをお願いいたします。こちら、7章、総合評価といたしまして、出戸西

方断層の全ての取りまとめという形で御説明いたします。 

 まず、出戸西方断層南端南方のまとめと、これは前回、2月20日にも御説明したところ

と重複いたしますが、(1)測線、この辺りは、出戸西方断層を含めて、この辺りでは急傾

斜構造が認められてございます。さらに、その西側には背斜構造が認められておりますけ

れども、(2)測線、これは地質断面図を確認いただければと思うんですけれども、こちら、

背斜構造は認められず、また、急傾斜構造の南方延長に当たる(3)測線、こちらのほうに

も急傾斜構造は認められないと、さらに(2)、(3)、(4)でございますけれども、こちらの

ほうの地質断面図から、いずれも北東－南西走向、10°～20°程度の緩やかな南東傾斜、

地層が南東傾斜してございまして、以上のことからも、背斜構造及び急傾斜構造は南方に

は連続しないと判断しているものでございます。 

 317ページ、こちら、鷹架沼、尾駮沼と記載しているところに少し黒のハッチングがか

かっているところがございますけれども、こちらで向斜構造が認められてございます。向

斜構造は鷹架沼から尾駮沼の沼口のほうに連続してございまして、既に御説明、本日は割

愛してございますが、ボーリング調査の結果から、少なくとも第四紀中期更新世以降の活
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動は認められないと判断しているものでございます。そのため、出戸西方断層とは一連の

構造ではないと評価しているものでございます。 

 最後、318ページになります。こちら、出戸西方断層のまとめといたしまして、先ほどB

測線南方100m位置という形で御説明いたしてございますけれども、こちらは、トレンチ1

におきまして、出戸西方と同じ西傾斜の逆断層が認められないというところが一つ、イ断

層、トレンチ内で見つかっておりますイ断層、ロ1断層、ロ2断層、こういったものという

のは連続性が乏しくて累積性がないことから、こういったトレンチ内で認められた断層に

関しましては、副次的な断層として安全側に評価してございます。南端はこの位置として

評価してございます。 

 一方で、出戸西方断層の北端位置に関しましては、本日御説明申し上げましたように、

出戸西方断層の北端は棚沢川付近、棚沢川の右岸付近までの位置という形で考えてござい

ますけれども、地震動評価上の北端位置としましては、御宿山東方の断層の活動性を否定

しています北側左岸部のボーリング調査位置、これが高位段丘面上で実施したボーリング

調査地点でございますけれども、この位置を地震動評価上の北端位置といたしまして、出

戸西方断層の長さは、南端から北端まで合わせまして約10kmという形で評価させていただ

いているものでございます。 

 以上で御説明を終わります。 

○石渡委員 それでは、質疑に入りたいと思います。御意見・コメントのある方は手を挙

げて発言をしてください。どなたからでも結構です。 

 どうぞ、海田さん。 

○海田チーム員 チーム員の海田です。 

 私のほうは、今回新たに検討していただいた203ページ以降のX測線～F測線の間で見ら

れる断層性状のところでちょっと確認をさせてください。203ページ以降で一番この表の

上の欄、k-30孔というので見られるような細粒軟質物を含む断層というのに着目されて、

そういったものが南のほうにあるかないかというところで、以降ずっと30ページぐらい検

討されているかと思います。それで、まず、その軟質細粒物を含むか含まないかというと

ころに着目された、その理由というか根拠と、それが大体どういったものなのかというの

をもう少し詳しく説明をいただきたいと思います。 

 といいますのは、その前のほうのページの175ページをお願いします。これはトレンチ

のところでイ断層というのが認められた、もうそのすぐそばで掘ったボーリングB-12孔と
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いうところだと思うんですけれども、確かにトレンチの壁面では細粒物というのがイ断層

に挟まっているというのが確認されていると思うんですが、そのボーリングで見ると、や

はりそのB-12孔というのは下のほうで、粘土は挟んでないというような記載があります。 

 同様に、そのちょっと後の185ページですかね。これも同じく、すぐそばのロ断層の、

これが間違いない、ロに間違いないというやつをボーリングコアで抜いたやつについても、

P-6孔で、これも粘土も挟在しないというような記載がありますので、203ページ以降で細

粒物を含むか含まないかということで、いろいろ副次断層があるかないかという検討をさ

れているんですが、まずはそこを、細粒物というのに着目された理由というか、根拠とい

うのを説明いただきたいと思うんですが、よろしいですか。 

○石渡委員 どうぞ。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 まずは、ちょっと経緯から少し御説明申し上げたいと思います。もともと我々、出戸西

方断層の南方延長トレンチを掘削しましたときに、イ断層、ロ1断層、ロ2断層と第四系に

変位変形を及ぼしているような、そういった3条の断層を認めてございまして、この連続

性を確認する目的で、B-12孔、あるいはP-6孔とか7孔とか、今、御指摘のございましたボ

ーリング調査を実施してございます。このイ断層の連続性を慎重に判断していく中で、こ

のB-12孔というのが、少し層理面に沿ったような形ですべっているところがあるというの

が一つと、もう一つは、トレンチ調査を実施したことによりまして、大体この断層という

のが、いろんな層相のものが出てきまして、その位置に相当するものが見つかれば、それ

はイ断層、あるいはロ1断層、ロ2断層の延長部であろうという形で、安全側に評価してい

るというのが、このB-12孔、あるいはトレンチ周りで実施したボーリング孔でございます。 

 一方で、一つの例として示させていただいていましたk-30孔でしたか、こちらのほう、

こういったところは現地調査のときにもコア観察のときに御確認いただいていたようなも

のでして、こういった軟質な、傾斜の方向は出戸西方断層とは異なっているんですけれど

も、やはり粘土状破砕部として、ある一定の幅を持っているものというのは、当社として

も、これまでも着目していました。 

 やはり、トレンチの性状をまず見た上で、この性状、特に出戸西方断層も含めて軟質な

粘土状破砕部を、いわゆる断層ガウジのようなものを挟んでいるようなもの、そういった

ものが周りでどういった分布をしているのかということに着目して掘っていまして、そう

いったものはB測線以南にはないんですけれども、そういったものを分布しているという
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ところで。いずれにしましても、ちょっとトレンチ内で認められましたイ断層、ロ断層の

連続性に関しては、当社としてはかなり慎重に、安全側に評価した結果という形で、確か

に軟質挟在物を挟んでいないものも安全側にイ断層の連続という形で評価したものです。 

 以上です。 

○石渡委員 海田さん、いかがですか。 

○海田チーム員 そうしますと、やはり、実際、掘ってみれば、細粒物というのはよくわ

かるけれども、下のほうに行くと、細粒物というのはなかなかわかりづらくなっていると

いう状況もあるかもしれないというふうに思われるんですけれども、そういったことでは

ないのかというのが。 

○日本原燃（蒲池課長） ボーリングコア、かなり今回お示させていただいているボーリ

ングコアが、コア写真あるいは柱状図、ボアホール等示させていただいてございますけれ

ども、ボーリングコアであっても、我々、十分、細粒物をかんでいる、かんでいないとい

うところは、柱状図でお示ししていますように、例えば割れ目にフィルム状の粘土を挟む

とか、そういった記事もあろうかと思いますけれども、たとえフィルム状のような軟質物

であっても、我々、ボーリングコア観察であっても、観察はできるというふうに考えてい

るものでございまして、その結果に基づいて、今回、御説明申し上げているものでござい

ます。 

○海田チーム員 わかりました。 

 そういった観点で、いろいろ今回の資料も見させていただいたんですが、例えば、わか

りやすいのでいくと223ページの、これはD測線で掘られたコアだと思うんですけれども、

D測線は、このK-5というところで緑の線を書いた割れ目ですかね、これがたくさん確認さ

れていまして、ちょっと写真が暗くてわかりづらいんですが、それなりに。この一連の6

カ所、この下にボーリングの確認された場所があるんですけれども、いずれも、やはり何

か細粒物を挟んでいるようにも見えますし、右側の段の真ん中のやつについては、そこで

分離していたりとか、この辺りの観察結果というのは、細粒物というのは間違いなく挟ま

れてないというのは確認されているのかというのをちょっと、この場で、もしわかれば教

えていただきたいんですが。 

○石渡委員 どうぞ。 

○日本原燃（蒲池課長） 我々、観察の結果の、ここでちょっと本日、説明を割愛してい

ましたけれども、性状としては、これら全て固結・ゆ着している状態という形で確認して
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いるものでございます。 

○海田チーム員 わかりました。じゃあ、また、そういった形で資料のほうを見させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

○石渡委員 それではほかに、じゃあ吾妻さん。 

○吾妻チーム員 すみません、チーム員の吾妻です。 

 私も、今のコア観察の結果について、今日は机上資料のほうで柱状図とかを出していた

だいているんですけれども、その中で、今回の資料の中に、拡大写真とかCTスキャンの画

像とか、そういったところがないところでちょっと気になるところがあるので、あとは、

こちらのほうでリストアップしておきますので、ちょっとその辺について補足的に説明を

お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○日本原燃（蒲池課長） 了解いたしました。具体の孔名、具体の深度、そういった形で

お示しいただきまして、それらに我々、かなり細かいデータになるかもしれませんけれど

も、ヒアリング等でまず御説明させていただければと考えています。お願いいたします。 

○吾妻チーム員 よろしくお願いいたします。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ、宮脇さん。 

○宮脇技術研究調査官 調査官の宮脇です。 

 ちょっと、これも補足になるんですけれども、C測線以南の断層について、固結・ゆ着

しているということなんですけれども、この固結というのがかなり定性的な表現で、ちょ

っと写真を見ただけでは判断できませんので、このC測線以南で、例えば219ページのK-7

孔で、この20.35から20.65付近に、こういった細粒物を含むようなものが挟在されている

と思うんですけれども、こういったものがどの程度固結しているのかというのを、もうち

ょっと何か定性的な、定量的なもので示していただけることは可能でしょうかね。 

 例えば、ほかのサイトでいきますと、簡易的な手法、現場でできる簡易的な手法ですけ

れども、針貫入試験であるとか、シュミットハンマー等でかたさの値を示していただくと

いうようなこともやっていただいているんですけれども、どうでしょうか。 

○日本原燃（蒲池課長） すみません、ちょっともう一度、今、219ページの二十数メー

トルというお話でございましょうか。 

○宮脇技術研究調査官 219ページのK-7孔の、例えば20.35付近に何か白い細粒物を挟在

しているところがあるんです。ほかにも結構あると思うんですけれども、そういったよう
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な場所が。これは先ほど、吾妻からのコメントがあって、後日、示したいと思うんですけ

れども、そういったようなところを、もう少し、かたさがどの程度のものなのかというの

を、ちょっと定量的に、半定量的でも構わないんですけれども、ちょっと示していただき

たいなと思うんですけれども。 

○日本原燃（高橋課長） 承知しました。ちょっと針貫入かどうかは別といたしまして、

いずれにしても少し定量的な形で御説明できるように。恐らく周りのかたさと同程度とか、

そういったような形にもなるかとは思うんですが、いずれにしても、もう少し定量化がで

きるように、ちょっと検討させていただきたいと思います。 

○宮脇技術研究調査官 すみませんけれども、検討のほうをよろしくお願いいたします。 

○石渡委員 尾崎さん。 

○尾崎チーム員 チーム員の尾崎です。 

 今のコメントに関連するんですけれども、資料の中で面なし断層という記述があると思

うんですけれども、面なし断層というのは、そのもともとというか、面が掘り出せないと

いうような、普通に考えると、一般的に使われるのは、その堆積時に、やわらかいときに

従属的にできたという意味だと思うんですけれども、こう見させてもらうと、固結あるい

はゆ着した断層を面なし断層としているとか、今の資料の右下に書いてありますけれども。 

 その面なし断層沿いにすぐ割れ目とか、面なし断層だった割れ目が何であるんだろうと

かというような、何かイメージがわかないというか。なので、面なし断層の定義自体が非

常に曖昧で、もともと断層面があるのに面なしというのも変な話なんですけれども。 

 面なし断層で――フィールドネームとしてはいいと思うんですけれども、やはりそれを、

ちょっとこういう資料で使うとさらに曖昧になってしまうので、できれば、その面なし断

層はもう使用せずに、具体的にこういう断層だという記載をして、資料としてですね。 

 もともとの資料とかは修正する必要は、例えば柱状図の記載とかは修正する必要は当然

ないんですけれども、こういったまとめた段階の資料として、面なし断層という記述をな

くしていただきたいんですけれども、どうでしょうか。 

○日本原燃（蒲池課長） まず1点、今、例えば先ほどの219ページなんかでもそうなんで

すけれども、ちょっと我々、今回整理するに当たりまして、柱状図中に断層と書いている

ところを拡大写真としてピックアップさせていただきまして、その中で北Y測線から南Y測

線までございますけれども、その中で認められる断層としては、一つは出戸西方断層で、

一つはMFというふうに、先ほどちょっと議論となりました軟質な細粒物を挟んでいるとか、
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あと、区分としてはPFと書いたものと、これは面なし断層ですけれども、あと、面なし断

層近くで割れているようなところ、もしくは沿って割れているようなところ、それをPFJ

という形で記載していたんですけれども、ここのPFとPFJという表記をやめるという、そ

ういうふうなことでよろしかったでしょうか。 

○尾崎チーム員 そうではなくて、面なし断層という言い方自体をやめて、具体的にこう

いう性状のものだというふうに示していただいたほうがいいかなと思います。 

○日本原燃（蒲池課長） すみません、今、表記上で面なし断層という凡例をPFで入れて

いますので、そこの部分の面なし断層というのを、次回以降、資料としては消した形で提

出させていただくようにいたします。よろしかったでしょうか。 

○尾崎チーム員 よろしくお願いします。 

 ついでですが、追加でよろしいですか。資料の1-2のほうの3ページをお願いできますか。

出戸西方断層が南にずっと、南端がどこかという話になるときに、基本的に、その急傾斜

部に沿ってきて――地下断層、沿いに発達していたんですけれども、ちょっと南ほど、そ

の急傾斜部分が不明瞭になる部分がありまして。もしかして、出戸断層の海域のほう、南

方海域の南東方向にちょっと過渡的な断層もありましたので、こちらにつながっている可

能性はないかという検討で音波探査を、周辺海域の説明していただいたんですけれども。 

 一応、ちょっとわかりづらいですけど、ここ、南北方向に断層がつながるということで、

概ねその南北の構造が発達していまして、周辺の沿岸も含めて、ちょうどこの南岸も説明

していただきましたけれども、一応、こういうふうに、海域につながるような断層はない

というふうに理解しました。なので、その南の止めという意味では、より陸側で止めれば

いいのかなというふうに理解しました。 

 もう1点、1-1の資料の78ページをお願いできますか。急傾斜部が南北につながっていま

して、この南端でどこまでつながっているかという評価をしているんですけれども。一方、

前回の審査でも説明いただいたんですけれども、sf系断層がこういうふうにぶつかるよう

な形で発達しているわけなんですけれども。 

 もともとsf系断層は古い断層で、堆積時の断層ということで、地すべりに伴ってという

説明をいただいているんですけれども、その成因は別として、大きな変位を伴っていまし

て、かつ普通の地すべりと違って大きな構造を構成しているように見えますので。 

 今までは、その活動性に関してはボーリングのデータで、その性状で活動性がないとい

うふうに、もともとそういう過去のものだという話で説明いただいたんですけれども、や
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はりこの大きな構造ですので、その活動性について、例えばこの広域に広く分布していま

す段丘面とか、その辺で変位がないかというのを、できればそういう形で説明していただ

きたいんですけれども。 

○日本原燃（高橋課長） 要するに、そのsfが想定される位置の直上の段丘面の構造分布

というのをちょっと整理をして御説明させていただくと、そういった趣旨でよろしいでし

ょうか。 

 承知しました。 

○尾崎チーム員 よろしくお願いします。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。 

 私から、前回、2月20日のときの審査会合で議論した内容の確認と質問、再度の質問と

いうことでさせていただきます。 

 230ページをお願いします。前回御説明いただいた繰り返しの御主張ということなんで

すけれども、トレンチに発達する東傾斜、それから東上がりの逆断層、イ、ロ1、ロ2とあ

りますけれども、これ連続性が乏しい、それから第四紀層に繰り返し活動した痕跡が認め

られない、それから変位方向が出戸西方断層とは異なるというふうな観点で、出戸西方断

層と連続するものではないというふうな御主張だったと思います。 

 一方、232ページでは南端のまとめがございますけれども、ここではこれらの断層につ

いて、出戸西方断層の副次的な断層というふうにお考えになって、出戸西方断層の南側を

安全側の評価として、B測線から南方100mというふうな評価をされたということだと思い

ますけれども。 

 まず、この安全側に評価して南端100mという、その根拠について、もう一度確認と、そ

れから御説明をしていただきたいというのがまず1点でございます。 

○日本原燃（高橋課長） そうしましたら230ページを、すみません、御覧ください。こ

ちらの230ページ、トレンチのまず位置関係と、あと、従来B測線と言っていた、このトレ

ンチをやる前に、もともと評価をしていた南端の測線、ここのB測線、黒い実線で書いて

ございますけれども、北側になります。この部分が、昔ボーリングをやっていて、ここを

止めにしていたという位置でございます。今回、ここにトレンチを掘りまして、結果的に

イ断層、ロ断層という断層3条が四系に変形を与えているという確認をした位置でござい
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ます。これまでにも御説明していますとおり、その南側でボーリングを実施して、その断

層の連続性を追っかけたというのがありまして、最終的にはこのP-7、青字で書いており

ますP-7、P-8、P-9といったようなところで、それぞれの断層の連続性はないということ

を確認いたしました。 

 このところ、ここの図にもあるんですけれども、その位置が、例えばP-7孔でございま

すと、青四角の中に入っています、すみません、67m、で、イ断層のところのP-8、P-9の

ところが大体約65mということで、連続性がなくなるということを私どものほうで確認を

いたしましたので、この部分をもって安全側にということで、B測線から見て、この範囲

を安全側にとったという形で100mというような形で、今、現時点の評価をしているという

ことで御説明をさせていただきました。 

○石渡委員 どうぞ、佐藤さん。 

○佐藤チーム員 今の御説明、これらの断層の連続性について、トレンチの南脇の、例え

ばP-7とかP-8、あるいはP-9で認められなかったというふうな御説明だったと思うんです

けれども、これは、ただ、この連続性が悪いということだけを確認しただけであって、た

またまこれらのボーリングで認められなかったというだけの可能性もあると思うんですね。 

 したがって、審査ガイドにもあるとおり、地表付近の断層の個別のそういった痕跡のみ

にとらわれることなく、当該地域の地質構造等総合的に判断、総合的に検討して評価する

ことが必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この点についてどうお考

えでしょうか。 

○日本原燃（高橋課長） 今回かなり、400m以上の延長のトレンチ調査を実施いたしまし

て、繰り返しになりますが、四系に変状がございました断層としてイ断層、ロ1断層、ロ2

断層と、これら、トレンチ現地調査でも御確認いただきましたけれども、ほぼ層理面に沿

っているようなそういったものの、我々としては安全側に出戸西方断層の副次的な断層と

いう形で判断、部分的に出ているものだろうというふうには考えているんですけれども。 

 一方で、我々としては、B測線よりも南側も含めまして、そういった層理面に沿ったよ

うな、ここでは、今回見つかっているこういった軟質挟在物を挟むようなものというのは、

ちょっと言葉だけで申し訳ないですけれども、礫混じり砂岩層中によく認められておりま

して、そういったところの、特に今回、コメントを踏まえましてコア観察を充実させてき

ましたけれども、そういった層理面に沿うようなすべりということが認められないところ

というところが、我々としては南端の評価としてどうかというふうに考えているところで



25 

はございます。ちょっと今、我々の御説明できる範囲はこういったところになりますけれ

ども。 

○佐藤チーム員 先ほどの繰り返しになりますけれども、そもそも連続性が悪いというも

のであるはずなんだと思うんですね。それを、ここの南端の脇のコアで認められないから、

ここで止めますという御主張だと思うんですけれども。そういった観点だけ、個別のそう

いったもの、痕跡だけではなくて、もう少し大局的な視点に立って、地質構造等を総合的

に検討して評価すると、そういう視点が非常に重要なんじゃないかなというふうに思いま

すので、そこをぜひ検討していただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 電中研、佐々木です。 

 78ページをお願いします。今、行っていますのは出戸西方断層の評価ですので、佐藤さ

んがおっしゃるように、その副次的な断層が途切れ途切れで、どこまで続くかという議論

はなかなか難しいと思います。ですので、本体ですね、本体が確認された位置、あるいは

そこでの変位量、例えばD-1露頭での単位変位量、あるいは現在評価しているこの出戸西

方断層の長さ、そういったものを使って、どの範囲まで影響の範囲が及ぶものがありそう

かと、そういったことも加味して副次的な断層の、今見えている位置との関係で総合的に

判断していけばいいというふうに思います。 

○石渡委員 佐藤さん、よろしいですか。 

 はい、大浅田さん。 

○大浅田チーム員 チーム員の大浅田です。 

 結局、今のその南端の止めをどうするかというところに尽きるかと思うんですけれども、

今の説明だけですとP-7とP-8とP-9、そこで出なかったから、それに+20～30mの余裕を見

てやろういうふうな話だと思うんですけれども。そもそも出戸西方断層ということを考え

ると、やはりその地形との、急傾斜部との関係性も強いわけですので、単にそのボーリン

グであった、なしやだけにとらわれることなく、やっぱりそこは出戸西方断層としてどう

評価するのかというところが、何か南端、今のそのB測線の南端から100mという、何かそ

ういっただけでいいのかというのが、ちょっと我々の趣旨なんですよね。そこはもう一度、

その審査ガイドにもそういった考え方というのが書いていますので、そこはやはり、ぜひ

その地形的な観点も含めて、やはり検討していただかないと、なかなか今の段階ではこれ

に対して我々も思考することができないなというところなんですよね。 

○日本原燃（金谷理事） 金谷でございます。 
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 大浅田さん、佐藤さんの御趣旨は何となくわかります。仮に南端をもう少し、さらに南

側に行ったとしても、活断層評価で目的が終わるわけじゃなくて、今後Ss評価、これが最

終の目的なんですね。出戸の場合は、申請書にも記載していますけれども、震源断層を考

える場合、今、地表で見えている10kmとか、それよりも多分長くなる可能性がございます。

地下深部への延長も考えられます。 

 したがって、この南端がB足す100mではなくて、実際もう少し長く考慮せざるを得ない

というふうに考えていますし、申請書にもそういうふうな記載がございますので、ですか

ら、最終的なその地震動評価上はそれほど、それほどといいますか、そちら側の意見とこ

ちらの意見というのは、そんな齟齬はないのではないかなというふうに思っています。 

 ただ、御趣旨は大体わかりましたので、一度、再度、もう一回、総合的な評価といいま

すか、判断をしたいというふうに思います。 

○大浅田チーム員 ぜひよろしくお願いします。当然ながら地震動評価でどうなるという

観点については、当然ながら我々も把握しておりまして、たしか12kmか何かでだったと思

うんですけれども、そういった簡単で地震動評価上長さを決めてやられている、それの善

し悪しは別にして、そういったことが今、申請されているというのは理解しておりますけ

れども、やはりその、断層評価として、繰り返しになりますけれども、単にそこの7、8、

9でなかって、プラス30mという、その考え方が、本当にその説明するということを考えた

場合に、うまくできるのかなというところもありますので、やはりそこはどうするかとい

う観点については、当然、地震動評価との関係もありますけど、断層の止めとして、どこ

にするのかというところは、やはり社として検討をもう一度お願いしたいと思います。 

○石渡委員 よろしいでしょうか。 

 この問題は非常に大事なところで、先ほど来いろいろ御意見が出ている中の、例えば、

じゃあ、そのB測線の南100mという、この100mという数字の根拠というのは何かございま

すかね。あまり、多分そういう100mじゃなきゃいかんというところが、科学的な根拠とい

うのがあまりないような感じがするんですよね。 

 やっぱり止めということを考えた場合、その科学的に見て、あ、なるほどこれがないか

らここで止めですねという説明はどうしても必要だというふうに我々は考えておりますの

で、その点、よろしくお願いいたします。 

 ほかにございますか。 

 どうぞ、吾妻さん。 
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○吾妻チーム員 チーム員の吾妻です。 

 まず、資料2のほうの低崖のほうですね、いろいろ確認ありがとうございました。ボー

リングも掘っていただいたということで、崖付近の地下に断層の構造を示すものはないと

いうことはこれで確認できたかなと思います。 

 1点、これ、ヒアリングでもちょっと申し上げたんですけれども、鷹架層のマッシブな

泥岩の中で、堆積構造がわからないというお話だったんですが、やはりこれ、まだ傾いて

いる領域――地層が構造として、堆砂の構造として傾いている領域なのか、それとももう

緩くなっているのか、その辺というのは、結構全体構造を考える上では重要になってくる

と思うので。ちょっと何かわずかな情報でもいいので、もし観察し直し、そういう目で見

ていただいて、堆積の構造、傾斜方向とか、傾斜角とかわかる情報があったら、ちょっと

また提示してください。お願いします。 

 もう1点、私のほうからは、北の延長に関して、本日もちょっと御説明があったんです

けれども、海のほうに抜ける可能性がないかということで、その段丘のところにそういっ

た変状みたいなものはないですかというのは以前から御指摘させていただいているかと思

うんですけれども、DEMのデータとか段丘面のプロファイルをとっていただいて、そうい

うことを示してはいただいているかと思うんですが、もう少し何か、地質の情報として何

か出せないかなというふうなところが気になっています。 

 地形分類していただいて、その段丘面上の崖地形については段丘崖ということで、連続

性から見てもそういうことなのかなというふうな気はするんですけれども、そういった段

丘面上の崖地形が、本当に段丘崖でいいのかどうか、断層崖という可能性はないのかどう

か、そういった観点からいくと、その地形面を分ける根拠となる、その被覆している火山

灰の違いとか、そういった情報があるのであれば、ぜひ出していただきたいなと思います。 

 あとは、そういった段丘のほうに関する情報、あと、この段丘の被覆層に覆われている

基盤の構造とかも、露頭とかで何か情報が少しでもあるんだったら、この北部ですね、棚

沢川よりも北のところの情報を、地質情報を少し補強していただきたいなというところで

す。 

 もう1点、そういった海に抜けるかもしれないというところの確認、本日、その南のほ

うの確認は出していただいたんですけれども、確かここはも海岸沿いに沿うような音波探

査の断面とかもあったんじゃないのかなと思います、直近のところで沿岸部の。そういっ

たところも提示していただいて、出戸西方の北延長が、今、山の中のほうを検討していた
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だいているんですけれども、海のほうに抜ける可能性が本当にないかどうか、そこをもう

少し情報を補強していただいて御説明いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 24ページをお願いいたします。こちら、比較的広い範囲での地形断面図を示させていた

だいているところでございます。こちら、今、吾妻さんからの御指摘、何かこれまでの地

質の情報等ないのかと、改めてもう一度我々のほうでも確認いたしますし、必要に応じて

ちょっと何ができるかというのも検討したいと思いますが。こちら、かなり広い範囲での

地形断面を切っている中で、③番の断面、こちらになるんですけれども、こちら、本日御

説明申し上げていました棚沢川よりも右岸側のほうの断面でございまして、ここではM2´

だったかと思うんですけれども、ここでは断層崖として、たしか4mですね、4mの段差が認

められているところ、ここは断層区間として認定している箇所。 

 一方で、④番の断面ですね、これは現地調査でも御確認いただいた出戸川沿いの少し南

側のところの低崖が認められていまして、ここが旧汀線のところプラス断層崖のようなそ

ういった形のところで、たしか現地で十二、三メートルぐらいの、面は違えど十二、三メ

ートルぐらいの崖地形として認定できるというようなところでございます。 

 一方で、この24ページでは、さらに北側という観点でいきますと、1番と2番としか切っ

ていませんが、後ろのほうではもう少し細かく切った断面も示していますけれども、この

面の違うところでの認められる崖地形の落差として、出戸川のようなものは認められてい

ないというのが一つ。 

 もう一つは、同じ面中に低崖が認められるかというと、落差2mぐらいで棚沢川付近で、

③付近では認められていますので、そういったものも地形判読結果ではないということは

確認させていただいています。いずれにしましても、ちょっと今コメントを頂戴しました

ところの何か地質情報というところは、少し検討させていただきたいと思います。 

 あわせて、南端付近の海でやったような、主には南北測線、この辺り、基本的には大陸

棚の上ぐらいになるかと思いますけれども、その辺り、もう少しデータを拡充して音波探

査の記録などを御確認いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○吾妻チーム員 基本的なその北の止めに関しては、今日御説明いただいたことでよいと

思っているんですけれども、念のため、こちらの海のほうに抜ける可能性ですね、そこに

ついてはきちんとデータで確認しておきたいと思いますので、今、御説明いただいたとお

りで構いません。よろしくお願いいたします。 
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○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ。 

○小林チーム長補佐 管理官の小林です。 

 今、吾妻のほうから申し上げたところなんですけれども、ちょっと補足的に質問という

か、させていただくと、この24ページの、今ですね。ここで、例えば今紹介のあった③番

の断面ですね、これ、棚沢川の右岸のところの断面だと思うんですけれども。ここで、例

えばM2'面に断層崖があるというので、M2´面の高度は、若干、出戸西方断層の関係で隆

起を少ししていると思うんですけれども、四、五十メートルぐらいの高さがあるんですね、

M2´面が。ところが、①番のほうに行くと、このM2'面がわずか10mとか20mになっている

んですよ。 

 これを、まだ、たしか宿題として、そもそもその段丘面分類の考え方、これについてま

だ宿題として残っておりますので、ちょっとやっぱり段丘面をどういうふうな形で区分し

たのかと、もちろん高度差、高度で区分している部分もあると思うんですけれども、それ

以外にも、今言ったテフラの関係とか、こういったものをきっちり説明していただいてか

ら、これを評価しないと、多分説明できないと思いますので、このところはきっちり御説

明していただきたいというふうに考えています。 

○日本原燃（高橋課長） 小林さんからいただいたコメントにつきましては、一番最初の

ほうに段丘面区分の仕方ということで宿題いただいているところ、承知しておりまして、

その辺も整理させていただいて、御説明をさせていただきたいと思っております。ありが

とうございます。 

○石渡委員 ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

 今日はいろいろなコメントが出ました。それぞれきちんと対応していただきたいという

ふうに思います。 

 最後に一つ、私から申し上げますと、一つ、面なし断層という言葉の問題がございまし

た。この言葉は非常に古い、1955年のたしか論文で提唱されて使われていた言葉ですが、

あまり定義がはっきりしない言葉でして、フィールドネームみたいなものだと思うんです

ね。便利な言葉だと思いますので、そのコアの記載とかそういうところで使うのは構わな

いかもしれないんですが、こういう正式な資料の中で使うというのは、やはりちょっと問

題があるのではないかと。 

 というのは、最近書かれた教科書、構造地質、あるいは断層についての教科書にはほと
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んど出てない言葉です。ただ、地学辞典というあの辞書には一応出ておりますけれども、

どうもやはり、まあきちんとした概念としては使われていない。特に、一応英語の訳も示

されているんですが、それは外国ではもう全然使われていない言葉でございます。 

 ですから、そういう言葉はできるだけ使わないで、誰でもわかるような、定義のはっき

りした言葉を使っていただくというようにお願いしたいと思います。 

 ほかに、特に気がついたことがないようでしたら、この辺にしますが、よろしいですか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 六ヶ所再処理施設等の敷地周辺陸域の活断層評価については、本日説明のあった出戸西

方断層の評価と、その他断層等に関するコメント回答につきまして、引き続き、本会合に

おいて審査をしていきたいというふうに思います。 

 以上で、本日の議事を終了します。 

 最後に、事務局から事務連絡をお願いいたします。 

○小林チーム長補佐 次回の会合でございますけれども、ヒアリングの状況等を踏まえた

上で、この地震等に関する会合は開催させていただきたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

○石渡委員 それでは、以上をもちまして、第51回審査会合を閉会いたします。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合  

第52回 議事録 

 

１．日時  

 平成２７年３月３０日（月）１３：３０～１４：５５ 

 

２．場所  

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ  

 

３．出席者  

原子力規制庁   

 大村 哲臣  原子力規制部 新基準適合性審査チーム  チーム長代理  

 黒村 晋三  原子力規制部 新基準適合性審査チーム  チーム長補佐  

 杉山 和幸  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 島村 邦夫  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 桝見 亮司  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 中島 智   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 森口 郁美  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 木村 仁   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 石島 清見  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 小原 薫   原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        安全規制調整官  

 横山 邦彦  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        品質管理専門官  

 芝山 隆   原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        統括原子力施設検査官  

 安達 泰之  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        品質管理専門職  

 金子 順一  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        技術研究調査官  
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 山本 徹   技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        技術参与  

独立行政法人日本原子力研究開発機構  

 沢 和弘   高温工学試験研究炉部  次長 

 近藤 雅明  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ運転管理課  課長 

 野尻 直喜  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ計画課  課長代理 

 清水 厚志  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ運転管理課  主査 

 小野 正人  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ技術課 

 福島 学   安全・核セキュリティ統括部  安全・核セキュリティ推進室主査  

 古澤 孝之  安全・核セキュリティ統括部  安全・核セキュリティ推進室主査  

 

４．議題  

 （１）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設 (ＨＴＴＲ)の新規制基準に対

する適合性について  

 

５．配付資料  

 資料１   ＨＴＴＲ原子炉施設  

       安全上の機能別重要度分類について  

        （日本原子力研究開発機構） 

 資料２   第１３条  ＨＴＴＲにおける運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の

拡大防止 －解析条件と選定結果－  

        （日本原子力研究開発機構） 

 参考資料１  独立行政法人日本原子力研究開発機構 ＨＴＴＲ  論点管理表  

       （地盤・地震・津波・火山を除く） 

        （日本原子力研究開発機構） 

 

６．議事録  

○大村チーム長代理 定刻になりましたので、第52回核燃料施設等の新規制基準適合性に

係る審査会合を始めさせていただきます。  

 本日の議題は、日本原子力研究開発機構の HTTRでございます。前回の審査会合に引き続
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き、各論の審査を行っていくということにいたします。  

 それでは、早速ですけれども、このHTTRの基準に対する適合性について、資料は、今日

は、1と、2と、それから参考資料1とありますけども、まずは資料 1のほうから説明をお願

いします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長） HTTRの沢でございます。  

 まず、資料1のほうで御説明させていただきたいと思います。  

 資料1のほうは、 1月30日に安全上の機能別重要度分類を御説明させていただきまして、

そのときにコメントを幾つかいただいてございます。そのうちの 6項目、一つは先送りし

てございますが、 6項目につきまして、今日、順次御説明させていただきたいと思います。 

 では、担当のほうから説明いたします。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長） 原子力機構の近藤と申します。よろしくお願い

いたします。  

 それでは、資料1に基づきまして、説明に入らせていただきます。  

 下つき2ページを御覧ください。  

 ただいま説明ありましたように、本日の説明は 6項目から成っております。御質問の趣

旨といたしましては、重要度分類、当方で設定した分類の考え方、それから設定の根拠に

ついて、より具体的な説明が欲しいというふうに我々でも理解しております。こちらにつ

いて説明をさせていただきます。  

 下つき3ページを御覧ください。  

 最初の質問でございますが、重要度分類の変更を行っていない構築物、系統及び機器の

重要度についても、具体的に分類の考え方を説明することという御質問でございます。  

 回答といたしましては、下つき 4ページ目から始めさせていただきますが、 4ページ目に

示してございますのが、研究炉指針の重要度分類の考え方を載せてございます。  

 内容につきましては、これまで幾度も御説明しておりますので、詳細は割愛させていた

だきますが、基本的には、異常発生防止、いわゆる PSと、それから影響緩和、いわゆる MS

の観点での安全機能につきまして、ここに示しております重要度の定義にのっとって、三

つのクラスに分類している。  

 HTTRといたしましては、この指針に載っている重要度分類、こちらを参考といたしまし

て、さらには、 HTTRの安全上の特徴を考慮して、各クラスに SSCを関連づけたという、そ

ういったアプローチをとらせていただいております。  



4 

 それでは、具体的な説明に参りますが、下つき5ページ目以降でございます。  

 整理の仕方といたしましては、 5ページ～12ページまで、こちらが PSに関するもの、そ

れから、13ページ～17ページまで、こちらが MSに関するものでございます。  

 対象が非常に多岐にわたりまして分量が多いものですから、御説明に際しましては、こ

れまでの審議の中で、特に議論になった部分、そちらについて、丁寧に説明させていただ

きたいと思ってございます。  

 表の見方といたしましては、まず一番左に安全機能、それから、関連する SSC、それか

ら分類の考え方がございます。また、クラスというところには、見直しの前後におけます

重要度分類のクラスをお示ししてございます。今回、見直しに当たりまして、変更のあっ

たところ、そこには網かけで示してございます。  

 それでは、 No.1から説明いたします。まず、原子炉冷却材圧力バウンダリ、こちらを構

成する機器配管系、こちらは見直し前後で、PS-1で変わりはございません。  

 理由といたしましては、HTTRで、核分裂生成物の多量放出の可能性を有する事故、こち

らを、要因を大別しますと、反応度事故、水侵入事故、減圧事故が挙げられます。このう

ち、水侵入事故、減圧事故の発生防止のため、原子炉冷却材圧力バウンダリ、いわゆる閉

じ込めに関しては最高度の信頼性を課すという考えのもとから、 PS-1といたしております。 

 続きまして、過剰反応度への印加防止、こちらもPS-1で変わりはありません。  

 対象としては、スタンドパイプ及びスタンドパイプクロージャーでございまして、これ

らの機器と申しますのは、原子炉圧力容器の上部にございまして、制御棒を格納している

さや状のものでございます。また、クロージャーというのは、そこに栓をしている、そこ

の栓の部分を示してございます。  

 こちらの部位でございますが、先ほど示した反応度事故、こちらにつきまして、万一、

スタンドパイプが破損した場合には、原子炉容器の内外差圧により制御棒が浮き上がって、

反応度が印加される。また、同時に1次冷却材が系外に放出され、 1次冷却材圧力が減圧す

る。したがって、こうした反応度事故の発生の防止のためのスタンドパイプ及びクロージ

ャーには最高度の信頼性を課す必要があるということで、 PS-1にしてございます。  

 続きまして、炉心の形成機能、こちらにつきましては、御覧いただきますように、二つ

に分けてございます。こちらは丁寧に説明させていただきますが、基本的には、制御棒の

挿入性に係る観点、それから、崩壊熱の除去機能に係る観点で、どれだけ支障があるか、

ないかと、そういった観点から、二つに分類させていただいております。  
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 まず、従来から見直し前後で変わらないもの、PS-1といたしましては、炉心支持鋼構造

物と炉心支持黒鉛構造物でございます。ただし、一部の構成要素と機能については、 PS-2

に落としてございます。 

 また、見直しによって、 PS-2にランクを落とさせていただいたものにつきましては、

No.4のところに書いてあります炉心構成要素、それから、炉心支持鋼構造物と炉心支持黒

鉛構造物のうち、こちらに書いてあります構成要素並びに機能でございます。  

 その根拠でございますが、分類の考え方のところに書いてございますように、 HTTRでは

安全性実証試験というのを行ってございます。こちらは異常状態、こちらを想定した場合

におきまして、スクラムをしない、あるいは強制冷却が十分になされないといった、そう

いったより厳しい状況下でも、炉心が安全に停止をすることを実証すると、こういった目

的のために実証試験を行っております。  

 これまでの実証試験の結果並びに解析の結果から、この高温ガス炉が極めて大きな負の

反応度フィードバックを持っているという特性があることがわかっております。また、

HTTRの特徴でございます被覆燃料粒子、こちらの閉じ込め性能が極めて高いということも

実証試験で証明されております。  

 したがいまして、原子炉停止系である制御棒、後備停止系による負の反応度を緊急に印

加することがなくても、原子炉出力が低下し安定な状態に維持できる。  

 さらには、冷却機能の喪失時にも、強制冷却、こちらがなくなった場合でも、自然冷却

により崩壊熱が除去できるということが確認されてございます。  

 これらの性能を維持する上で必要なものが PS-1にとどめると。また、その性能上、必ず

しも最高度の信頼性が必要ないと判断したものは PS-2に落としたというものでございます。 

 説明のほう、もう1ページおめくりいただきまして、下つき 6ページでございます。基本

的には、PS-2に落としたものといたしましては、炉心の拘束機構の拘束バンドというもの、

それから、サポートポストの支持機能、こちらは PS-1に残しましたが、支持機能以外の機

能、こちらは PS-2に落とさせていただきました。  

 簡単に説明いたしますと、 HTTRの炉心並びに炉内構造物、黒鉛構造物は、まずは水平方

向の支持、こちらはレストレイントリングというものでしっかりとリジットに構築されて

おります。それから、拘束バンドによって締めつけておる。こういったバンドが仮に切れ

たとしても、水平方向の支持機能には影響がない。また、サポートポストにつきましても、

垂直方向の支持機能、こちらさえしっかりしていれば、その他の構造物について、 PS-2に
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ランクづけさせていただいたものにつきましては、必ずしもPS-1の性能は必要ない、信頼

性は必要ないという判断のもとに、 PS-2に落とさせていただきました。  

 続きまして、5番、放射性物質の貯蔵でございます。  

 こちらにつきましては、使用済燃料貯蔵プールの冠水機能とセル及び貯蔵ラックでござ

います。こちらについては、考え方のところに述べさせていただきましたように、ラック

に収納する使用済燃料体の数が限られていること、したがいまして、万一、損傷しても、

多量の燃料の破損を直ちに引き起こすことはないといったことから、クラスの定義にのっ

とりまして、 PS-2のままとしてございます。  

 それから、下つき 7ページ目に行っていただきまして、同時に、その理由といたしまし

ては、炉内の燃料に比べて発熱量は小さいということからも、多量の破損を直ちに引き起

こさないということ。 

 それから、使用済燃料建屋の貯蔵セルに関しましても、十分 (約 2年以上)冷却され、減

衰された後に貯蔵する場所であるということから、こちらも多量の破損を直ちに引き起こ

すことはないということから、 PS-2にしてございます。  

 それから、 6番の1次ヘリウム純化設備、それから、実験設備、燃料交換機、気体廃棄物

処理設備、それから、順次行かせていただきますが、そこの設備につきましては、いわゆ

る定義に照らしまして、その機能喪失が直ちに多量の破損、燃料の破損、ひいては、放射

性物質の放出につながるかという観点から、 PS-2のままでよいという判断で、 PS-2のまま

変更してございません。  

 下つき9ページの No.11に入らせていただきます。  

 No.11以降はPS-3でございます。  

 こちらは、まず燃料の多量の破損に直ちに至らないという観点、それから、燃料の著し

い放出にはつながらないという観点、しかしながら、もし機能喪失した場合には、異常状

態の起因事象となるという観点から、 PS-3に位置づけてございます。  

 また、No.12以降に関しましては、燃料破損すら生じないということで、これも含めま

してPS-3ということで、変更なしということにさせていただいております。  

 続きまして、MSの説明のほうに入らせていただきます。  

 ページといたしましては、 13ページでございます。  

 No.23、原子炉の緊急停止及び未臨界維持の機能といたしまして、制御棒系がございま

す。こちらは見直しの前後で、 MS-1として変更してございません。  
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 一方で、こちらは28番、こちらの未臨界維持機能を担保する後備停止系、こちらとセッ

トで御説明したいと思いますが、後備停止系に関しましては、MS-1からMS-2にランクを下

げさせていただいております。こちらにつきましては、まず、HTTRの反応度制御設備、こ

ちらの原子炉停止系として、制御棒系と、それから後備停止系、この二つの系統で構成さ

れております。この原子炉停止機能に関する信頼性の要求でございますが、先ほど来から

炉心の形成のところで説明させていただきましたが、極めて高い安全性を HTTRが有してお

ると。制御棒、それから後備停止系による緊急性のある負の反応度投入、こちらを要しな

いという特性を持ちまして、基本的には、この原子炉停止機能に係る系統の重要度は、

PS-1未満が適切であろうという立場にまず立ってございます。  

 しかしながら、制御棒系による緊急スクラム、こちらの系統に関しましては、一つには、

今般、施行されました新規制基準におけます耐震重要度分類、こちらで決定論的に Sクラ

スの要求がなされていること等々を踏まえまして、今の現段階では、クラスは 1のまま変

更しないという判断に至りました。一方で、後備停止系のほうにつきましては、 MS-2のほ

うに下げさせていただいたということでございます。  

 それから、 No.24、1次冷却設備の安全弁、それから、スタンドパイプ固定装置、その二

つにつきましては、MS-1のまま変わりません。それから、安全保護系、これは、停止系に

つきましては、制御棒系が MS-1であるということから、その関連系である停止系も整合さ

せて、MS-1としてございます。それから、中央制御室系、こちらも事故時対策に必要な監

視、制御、操作を行うという重要性に鑑みまして、MS-1のままとしてございます。  

 28番は飛ばさせていただきまして、29番以降、こちらは炉心の強制冷却に係る、いわゆ

る工安系に関わるものでございます。 29番から30番、それから 15ページのNo.33まで、こ

ちらがいわゆる工安系、強制冷却等々に係るもの、あるいは格納容器の隔離に係るもので

ございます。こちらは全てMS-1から、今回見直しによりまして、MS-2に落としてございま

す。 

 理由といたしましては、HTTRの安全性の特性を踏まえまして、一つには、強制冷却が必

ずしも必要ないという特性、それから、エネルギー、インベントリの観点で、発電炉と比

較してということになりますけれども、約 2桁以上小さいと。それから、急激な事象進展

や多量の燃料破損が起きないという特性を踏まえまして、こういったここに並べておりま

す設備機器につきましては、必ずしも最高度の信頼性は要求しないという判断から、ラン

クを2に落とさせていただいてございます。  
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 それから、 No.34、15ページ、それから、 35、 36、37までが、 MS-2のまま変更なしとい

うことで、理由といたしましては、定義に照らして MS-2のままとするという判断をさせて

いただきました。 

 下つき16ページの39番からは、MS-3でございます。  

 こちらにつきましては、全て運転時の異常な過渡変化があったとしても、MS-1、さらに

はMS-2と相まって事象を緩和するものであるということから、 MS-3のまま変更なしという

ことで設定してございます。  

 続きまして、18ページでございます。  

 18ページは、二つ目の質問で、重要安全施設、こちらの設備について、多重性、多様性、

独立性について、説明することという御要望がございました。  

 18ページに載っておりますのは、要求事項の整理ということで、詳細は割愛しますが、

大きく概要といたしましては、外部からの衝撃による損傷の防止、いわゆる外的事象に対

しては、それ相応の自然現象による荷重を想定して設計をしなさいというもの。 

 それから、内的事象、すなわち、ランダム故障に起因した事象に対しましては、単一故

障並びに外部電源の喪失を考えたもとで、多重性並びに多様性、独立性を有する設計とす

ることで信頼性を確保しなさいと、そういったもの。  

 それから、三つ目の電源系については、信頼性に関する設計上の考慮と同様というふう

に考えてございます。  

 具体的に分類した結果は、下つき 20ページと21ページに示してございます。  

 20ページ、表1でございますが、こちらが外部からの衝撃による損傷の防止に対する重

要安全施設でございます。後ほど、多重性、多様性に関しては御説明させていただきます。  

 それから、 21ページが、信頼性、非常用電源への接続を確保する系統で、こちらに一覧

が示してあるものでございます。  

 22ページからが、重要度の特に高い安全機能を有する設備の適合性表ということで、特

に第12条、第28条、すなわち、多重性、多様性、独立性を有することで信頼性の向上を図

っているもの、それから電源系統の兼ね合いということで、先ほどの第 2表の中身をさら

に説明を加えたものでございます。  

 下つき22ページでございますが、まず原子炉冷却材圧力バウンダリの一部を形成する弁、

こちらにつきましては、事故時に隔離弁を必要とする配管系、こちらには隔離弁を2台設

けてございます。  
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 独立性に関しても、溢水、火災時にも安全機能を損なわないように設計しておるととも

に、基本的には空気作動弁であります。また、この空気作動弁のパイロット弁には電源を

使用しておりますが、電源がなくてもフェイルクローズ、パワーレスクローズということ

で、電源とも独立性をとった設計となってございます。  

 続きまして、原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止として 1次冷却設備の安全弁、こ

ちらも並列に安全弁が 2台ついておりまして、どちらか一方が機能すれば大丈夫である。

こちらも溢水、火災時にも機能を損なわないよう設計してございますし、非常用電源から

の供給を考慮する必要はない。すなわち、圧力が設定圧に達すれば開くというものでござ

います。  

 それから、 No.3以降、こちらは工学的安全施設及び原子炉停止系への起動信号の発生で

ございます。まず、安全保護系(停止系)に関しましては、計測チャンネル、こちらはいわ

ゆる検出器の部分でございますが、 3系統ございます。それから、原子炉スクラム信号を

発するロジックトレイン、これは正確にはロジック盤が 2系列あるというふうに御理解い

ただくといいかと思います。独立性に関しましては、計装用配管は、チャンネル毎に分離

されており、専用のケーブルトレイ、計器ラックを設置してございます。安全保護系の論

理回路の盤はトレイン毎にそれぞれ分離して配置されており、溢水、火災時にも機能を損

なわないように設計されております。また、電源につきましても、それぞれ、非常用電源

からは別々の電源から供給されておりまして、電気的並びに物理的に独立な分離構成とな

ってございます。  

 また、No.4の工学的安全施設の起動系、こちらも基本的には同様で、物理的、電気的に

独立な系統構成になってございます。  

 下つき23ページの炉心冷却につきましては、補助冷却設備、炉容器冷却設備が該当いた

します。補助冷却設備の動的機器は多重化されてございますし、炉容器冷却設備は、 A、B、

2系統ございます。各系統にはそれぞれ循環ポンプが 2台ついておると。また、炉心冷却機

能として、補助冷却設備、炉容器冷却設備という多様性も備えておって、崩壊熱の除去が

可能であると。これらの設備につきましては、溢水、火災については、炉容器冷却設備、

補助冷却設備の動的機器、これは別々な部屋に配置することによって、同時に安全機能を

失わないように設計してございます。また、電源に関しましても、それぞれ、異なる非常

用電源から供給しているということで、電気的、物理的に独立な系統で構成されており、

なおかつ、炉心冷却に機能を達成する系統としては多様性を有しているということでござ
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います。  

 続きまして、 No.6と 7でございますが、放射性物質の閉じ込め、遮へい、放出低減に係

るものでございます。原子炉格納容器隔離弁、非常用空気浄化設備、こちらは格納容器の

ほう、第52条に適合すると書いてございますが、ちょっと要求事項が複雑でしたので、こ

ういった簡単なまとめ方にしてございます。  

 基本的には、格納容器を貫通する配管には、格納容器の内外に原則一つずつ、二つの隔

離弁がございます。それぞれ、独立した電源から、あるいは独立したエアをもらっていて、

電気的、物理的に独立な 2系統の隔離弁がついているということでございます。内部溢水、

火災、電源との兼ね合いについては、ここに示してあるとおりでございます。  

 また、非常用空気浄化設備、こちらは格納容器の外側にありますサービスエリアという

エリア、ここに漏えいした放射性物質を含んだガス、こちらを浄化して、排気管から屋外

に出すという系統でございます。こちらについても、フィルタユニットあるいは排風機と

いった動的機器が 2系統設置されておりまして、内部溢水あるいは火災に対しては、同様

の対策がとられていると。また、電気系統との兼ね合いも、独立 2系統から電源をもらっ

ているという構成になっております。  

 24ページに行っていただきます。  

 No.8、事故時のプラント状態の把握、事故時監視計器の一部ということで、具体的な計

器といたしましては、 24ページに示しておりますもので、原子炉の停止状態の把握、それ

から、冷却状態の把握、閉じ込め状態の把握といった計器がございます。これらにつきま

しては、全て独立した3チャンネル設けてございまして、場所としても2区分ずつに設置し

ておると。溢水、火災についても、位置的な分離がなされているとともに、電源系につい

ても、独立した電源から供給されておるということで、電気的、物理的に独立した構成と

なっていると。 

 25ページに行っていただきます。  

 25ページには、安全上特に重要な関連機能ということで、非常用発電機と、それから、

補機冷却水設備、制御用圧縮空気設備、直流電源設備、それから、安全保護系用交流無停

電電源装置を記載してございます。  

 非常用発電機につきましては、 A、B、2系統、独立した非常用低圧母線に 1台ずつ設置し

てございます。火災、溢水については、同様の配慮をしてございます。また、非常用発電

機については、異なる部屋に分散して設置してございます。  
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 また、補機冷却水設備については、こちらも 2系統ございまして、内部溢水、火災、そ

れから配置につきましても、考慮がなされてございます。  

 それから、制御用圧縮空気設備、こちらも 2系統ございまして、同様に、溢水、火災に

対する系統分離の配慮、それから、設置部屋に関しても配慮がなされていると。  

 直流電源設備、それから、安全保護系用交流無停電電源装置、こちらにつきましても、

直流電源系につきましては 2系統、それから安全保護系用無停電電源につきましては 3系統

に分かれておりまして、それぞれ、溢水、火災については、系統分離を図っている。また、

異なる部屋に設置するという分散した配置についても考慮してございます。  

 私のほうからは以上でございます。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  引き続きまして、 27ページから、沢のほうから説

明いたします。  

 27ページのところは、これ、今の重要度分類の見直す、その根拠としまして、安全性実

証試験とか、そういった HTTRでの運転実績と言ってございましたので、その辺をきっちり

説明することということの回答でございます。特に 100％出力で全ての試験をやっている

わけではございませんので、そこの外挿性についても説明するようにという趣旨だと理解

してございます。  

 まず、回答につきまして、二つに大きく分けて、停止系の話と、それから冷却の話にし

てございます。  

 まず、停止系でございます。 1番に書いてございますように、停止に関しましては、循

環機 3台停止試験、全部、流量をゼロにして制御棒を入れないと、こういう試験を実施し

てございます。そこで、実際に制御棒操作なしでも、再臨界になるまでに、もう数時間、

十分時間裕度があるということを確認してございます。  

 先ほどもちょっと説明に出ていましたけれども、そういう理由から、基本的に、必ずし

も停止系にMS-1とは考えてはいないんですが、制御棒系だけはMS-1に残したというのが、

現在の整理でございます。  

 実際に、この試験の中身をちょっと簡単に説明いたしますと、 3台を全部止めて制御棒

を入れないということですが、出力レベルとしては 30％の 9MWから実施してございます。

結果が第1図ということで、29ページ目にございます。  

 次の次のページにございます。  

 この辺は非公開データになってございますが、解析値が線で描いてございまして、プロ
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ット値がございまして、 8時間の辺りにちょこっと小さく出力は上がってございます。こ

れが上がっているということで、実際、制御棒を何も入れないで、操作なしで、こんな状

況になっているということでございます。ちなみに、その間の温度につきましては、また

後ほど出てまいりますけども、計算と解析はほぼ合っているという、そういう話になって

ございます。  

 27ページに戻っていただきますと、今、御覧いただいたように、少なくとも 30％出力か

らの状態での試験、制御棒を入れないで循環機を止めるということをやったとしても、い

わゆる原子炉は停止したままであるということでございます。  

 ちなみに、ここのところは、なぜこういう挙動をするかというのは、いろいろ解析を通

じてわかってございまして、再臨界は、結局、 Xeの崩壊によって、もう一度起こるという

ことでございます。仮にこれを100％からやった場合でございますと、 Xeの蓄積量はもっ

と大きい状態からスタートしますので、さらに再臨界までの時間は延びておりまして、今、

私どもの計算では20時間と。今、試験では8時間くらいでしたけども、 100％でやると 20時

間くらいと予測してございます。  

 この辺の解析、実際はやっぱり解析につなぐ必要がございます。この辺の解析には TAC

というコードとBLOOSTというコードを使ってございます。その簡単な説明が 28ページ目に

ございます。  

 いわゆるTAC-NC、NCというのは自然循環の意味でございますが、原子炉全体の非定常の

温度挙動を解析するものでございまして、温度分布につきましては、 2次元で非定常熱伝

導方程式で求めてございます。  

 それから、炉心に関しましては、後ほどまた御説明しますけども、物性値、熱伝導率と

かを仮定して温度挙動を計算しております。  

 それから、横方向の流れ等につきましては、対流、ふく射、そういったものを考慮する。

もちろん熱伝導も考慮すると。幾つかの熱のパスを考慮できるようになっています。  

 それから、自然循環も、先ほど申しましたように、考慮できるようなものでございます。  

 それから、もう一つの BLOOST-J2というのは、これは動特性コードでございます。いわ

ゆる通常の動特性コードで、ホットチャンネルと平均チャンネルで扱うような一点近似モ

デルでやってございます。この二つのコード、試験のデータ解析する際には、反応度と、

それから熱を、お互いに受け渡ししながら、解析を再現しているということでございます。  

 さっき、ちょっともう見ていただいたんですけども、その出力のほうの挙動と温度の挙
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動をやっておりまして、ほぼ合っているということが28ページの下のほうに御説明させて

いただいております。それは図で見ていただければと思います。  

 続きまして、30ページのほう、今度は、今のは主に反応度の話でございましたけれども、

もう一つ、炉心冷却のほうで、先ほど説明もございましたように、いろんな補助冷却系と

か、そういったものをMS-2に見直してございます。そこのところの根拠でございますが、

その 30ページの下のほうにございます図、第 2図というのがございますが、これが燃料最

高温度の経緯を描いてございます。この解析といいますのは、いわゆる補助冷却機とか、

今回、グレードを落としたものをほとんど期待しないというような解析結果でございまし

て、これを添付書類十のほうに、今回、記載させていただいております。  

 この場合の炉心冷却機能を有する補助冷却設備、それから炉容器冷却設備が全く作動し

ないという、こういった極端な場合を想定したとしても、燃料最高温度が制限値 1,600℃

と置いているんですけども、そこに至ることはなく、一旦下がって、ちょっと上がって、

またずっと下がっていくというような挙動を示すということでございます。この辺の解析

につきましては、先ほどの検証したコードを使ってやっているということの御説明でござ

います。  

 次のページの31ページ目に、もう一つ、この計算を行うに当たっての保守性のとり方で

ございます。この上のほうの図が、いわゆる温度に対する黒鉛の熱伝導率でございます。

実際に計算に使っているのは、非常に下のほうの低い 0.03くらいの値を使ってございまし

て、実際のデータは上のほうに書いてあるものでございます。中性子照射の関数にはなる

んですけども、こういった極めてここにも保守性をとっていると。  

 それから、上は温度の関数で、下が照射量の関数ですけども、これにつきましても、十

分実験データをベースに保守的な値を用いているということですので、先ほど見ていただ

きました第 2図のほうは、ある保守性を有した段階で、やはり燃料は壊れないということ

を証明しているというふうに考えてございます。  

 続きまして、次の御指摘いただいた分、32ページからでございます。  

 ここにつきましては、もう一つ、安全機能を見直した放射性物質の閉じ込め機能のとこ

ろの議論の中で、まだ HTTRの燃料というのはフルに燃えていないということで、途中段階

で、何で燃料が大丈夫だということがわかるのかという、その外挿しているという、そこ

のところを御説明させていただいています。  

 前振りで申しますと、32ページの上のほうでございますが、いわゆる放射性物質の放出
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低減機能の重要度分類につきましては、運転実績をベースに、非常にいい燃料であると。

放射能濃度が極めて低いということを確認してございます。  

 一方、平均で22GWd/tという制限に対して、大体半分までしか燃えていないということ

で、そこの外挿性については、この後、説明いたします。  

 まず、破損のメカニズムでございますが、通常運転中は、三つほど申請の中でも書いて

ございます。一つは燃料核移動ということで、温度勾配下で燃料を使っておりますと、燃

料核が移動していって、被覆層を破ってしまうというメカニズムが一つございます。そこ

のデータを、その辺につきましては、下の右のほうにございますけども、こういった非常

に保守的な実験データに基づきまして、 95％信頼の評価式を用いて、十分保守的な評価を

行って、大丈夫であると、計算で示してございます。  

 それから、もう一つのメカニズムが、下のほうにあります、 SiC層が Pdという核分裂生

成物で腐食されて壊れるというメカニズムがございますけども、この辺も実験データをベ

ースに、SiC層に比べ、今、一番薄いところで25μｍあるんですけども、 10μｍ程度でお

さまるというような評価をしているという説明でございます。  

 それから、 3番目が内圧破損、 33ページ目にありますけども、内圧破損で、いわゆる CO

ガスとか、安定な核分裂生成物で粒子の中の圧力が上がっていって、風船が割れるように

割れるという、そういったメカニズムがございます。これにつきましては、申請のときに

十分な照射実績を示してございます。  

 というのが今までの説明でございまして、33ページ目の下のほうに行って、現在どうな

っているかという結果でございます。横軸に燃焼度が書いてございまして、縦軸に 88Krと

いう希ガスの放出率を示してございます。これで見ていただきますように、大体 10-8とい

う極めて低い値を示してございます。一方、安全評価とかで想定している 1％破損という

のが左上のほうに書いてございますけども、5×10-4レベルですので、 4桁ぐらい低いとい

うことで、実績は極めて低い。  

 ただし、これは、先ほど申しましたように、 11GWd/tという、大体ピーク燃焼度の半分

くらいのところで、制限値の半分くらいのところまでは極めて低いということでございま

す。 

 次のページへ行っていただきまして、この後の外挿性なんですけども、二つ、ちょっと

アプローチを示してございます。  

 一つは、今回、今入っております、 HTTRに入っているドライバー燃料ですけども、それ
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を製作ラインから抜き取って、先行照射をキャプセルでやってございます。この結果が右

の上のほうに描いている図でございまして、 HTTRの最高燃焼度 33GWd/tに対して、大体倍

くらいまで照射してございまして、設計上限値を十分下回ると。かなり余裕を持っている

ということがわかってございます。大体 60GWd/tぐらいまで壊れていないということでご

ざいます。  

 それから、もう一つ、下のほうでございますが、こういった試験、ほかにもたくさん試

験をやっているんですけども、こういったことに基づいてモデル予測をしております。計

算モデルをつくってございます。この辺の計算結果、図で見ますと点線でございますけど

も、やっぱりこれを見ても、 60GWd/tぐらいまでは壊れないというような評価結果になっ

ているということから、私どもとしましては、燃料性能というのは、HTTRの最大燃焼度ま

で、十分期待できるというふうに考えてございます。  

 それから次に、35ページでございます。  

 これは炉心形成機能、30日に御説明したときに、図とかがわかりづらくてということだ

ったので、もう一度、御説明ということだったんですが、実は、耐震重要度分類でも同じ

ような議論をさせていただいておりまして、そちらのほうで、今、回答を準備しています

ので、次回以降、そちらのほうで回答させていただきたいと思っております。  

 最後でございます。最後、36ページに、工学的安全施設につきまして、許可基準規則の

定義と、それから分類の考え方について、説明をするようにということで、これはもとも

と「工学的安全施設」という言葉だけちょっと残っていて、それが MS-2になっていて、こ

れは大丈夫かというような御指摘だったと理解してございます。  

 まず、回答につきましてですが、まず工学的安全施設の定義という許可基準規則の第 2

条の定義が書いてございます。ここに書いてあるとおりでございますけども、「試験研究

用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常による試験研究用等原子炉内の燃料体に著し

い損傷又は炉心の著しい損傷により多量の放射性物質の放出のおそれがある場合に、これ

を抑制し、又は防止するための機能を有する安全施設」という形で定義されてございます。  

 一方は、安全上の機能別重要度分類につきましては、先ほどちょっともう御説明したの

で、繰り返しませんが、クラス 1、2につきまして、それぞれ、PS、MS、こういった定義に

なってございます。  

 3番目でございます。それで、次の 37ページに行きまして、 HTTRの工学的安全施設につ

きましては、見直しをやってございますが、重要度を変更したといたしましても、異常過
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渡あるいは設計基準事故のときに働くというものにつきましては、変わってはいないと考

えてございます。また、先ほど申しました定義、そういう観点から定義に照らしても、そ

ぐわないと考えてございます。  

 したがいまして、ここに書いてございますように、先ほどのような定義ということで、

具体的に言いますと、補助冷却設備、それから炉容器冷却設備、原子力格納施設等につき

ましては、工学的安全施設という定義にしてございます。  

 なお、参考といたしまして、研究炉指針で工学的安全施設と重要度分類をちょっと当た

ってみますと、物によりましては、その第 1表にございますように、クラスがMS-2であっ

ても、工学的安全施設と位置づけられている SSCはあるということで、こういった観点か

らも、とりあえず、今、急いで修正はしなくていいのではないかというふうに考えてござ

います。  

 長かったんですけど、以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明内容について、規制庁から、質問、コメントがありましたら

お願いします。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山です。 

 4点ほどちょっと確認等をしたいんですけども、まず 14ページですけども、後備停止系

のところの説明の文章があるんですけども、最後の 2行ですけれども、「安全性実証試験

の知見や当該系統の役割を考慮しクラス 2とした」というふうに書いてあるんですけれど

も、この具体的な知見とか役割というのは、何か書くようなことはできるんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  HTTRの沢です。  

 安全性実証試験の知見は、ちょっと先ほど、別の質問のほうで言ったような中身を、エ

ッセンスを書こうと思えば書けると思います。 

 それから、当該系統の役割も、これも書けますね。じゃあ、そういう意味では、ここに

書くという意味では追記できますので。 

○杉山チーム員 そのすぐ下の炉心冷却のところに書いてあるような簡単な書きぶりでい

いと思いますけれども、ちょっと追加していただければと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  了解いたしました。  

○杉山チーム員 それから、19ページですけども、大洗研究所のほうには、外部からの商

用電源が 2回線で多分入ってきていると思うんですけれども、受電後の、この北地区の北
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受電所からは 1回線で来ているということでよろしいんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構の近藤です。  

 そのとおりでございます。 

○杉山チーム員  そこに関しては、別に 2回線引くとか、そういう予定は今のところはな

いということで。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  今のところ、考えてございません。  

○杉山チーム員 それから、今度、22ページなんですけども、No.1とNo.2ですけども、こ

れ、それぞれの隔離弁と安全弁は別物でございますよね。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構の近藤です。 

 別物でございます。  

○杉山チーム員 それで、2.のほうのやつは、図面でいくと、止め弁というやつでよろし

いんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長） 原子力機構の近藤です。 

 No.2のほうは、いわゆる安全弁で、設定圧に達すると吹く、というものが並列について

おります。  

○杉山チーム員 それから、次の3と4なんですけども、これ、書きぶりが、多重性、多様

性とか、独立性のところの書きぶり、ほとんど同じなんですけども、これ、別のものがそ

れぞれあるということでよろしいんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構の近藤です。 

 安全保護系の中の停止系に関わる機能、それから、工安系を立ち上げるための機能とい

うのが、どちらも安全保護設備の中に含まれておりますが、その系統の分離の考え方とい

うのは同じということになってございます。  

○杉山チーム員 装置として、全く同じものというふうに考えればよろしいんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  装置といたしましては、検出器の部分から計装

盤、さらにはロジック盤といったところまでは同じでございます。  

 最終的に、2 out of 3というロジックを経て、負荷を起動させる部分、こちらはシーケ

ンス盤という盤を介して作動させるという構成になってございます。  

○杉山チーム員 了解しました。すみません、どうもありがとうございます。  

○大村チーム長代理 それ以外にいかがでしょうか。  

○桝見チーム員 規制庁、桝見です。  
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 非常用電源といいますか、商用電源が喪失した場合の非常用電源の立ち上げについて、

ちょっと伺いたいんですけど。19ページ辺りになるんですかね。 

 新知見のところで何度か、ちょっとお話しさせていただいています 1相開放故障のよう

な、 3相のうちの 1相、また、 2相の電圧が低下するような事象の場合、 HTTRさんの場合は、

検知が可能だという御回答を、以前、口頭でいただいているかと思うんですが、そうした

場合の検知の機能というのがどういう形で担保されているのかというか、その安全機能の

一覧にはちょっと明示的には見当たらないように思うんですけど、その辺りはどういった

ことになっていますでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構の近藤です。 

 今、桝見審査官が言われたのは、たしか米国の事例の話からの踏まえたものだと理解し

てございますが、たしか、あれは変圧器の形式がデルタ・スター方式とスター・デルタ方

式という、その形式によって影響が違うと。 HTTRに設けてありますその施設に関しては、

米国で起きた事例を発生させた変圧器とは違った仕組みになってございまして、まずは、

同じような事象は起きないということをまず申し上げておきます。  

 それから、検知の仕方といたしましては、いわゆる電力が不安定になるということから、

運転員が何らかのプラントの中の警報あるいはパラメータを感知して見つけることができ

るということで、それそのものを直接的に検知した警報というのは、たしか、ないという

ふうに理解してございますが、いわゆる周波数が不安定になったというような事象を監視

して、それを察知して対応ができるということだと理解してございます。  

 以上です。  

○桝見チーム員 わかりました。それでは、安全機能としてではなくて、ソフト的な対応

を何かとるということであれば、保安規定なり、下位規定なりで、適宜、対応していただ

くようにお願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構の近藤でございます。  

 必要に応じて対応させていただきたいと思います。 

○大村チーム長代理 それ以外にいかがですか。  

○金子技術研究調査官  規制庁の金子です。  

 資料の27ページ以降の重要度のクラスを下げられる根拠についてですけれども、ここで

は、安全解析と解析コードの予測性能をよりどころにしていると思いますので、そちらに

ついて、質問させていただきたいと思います。  
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 解析の信頼性、妥当性を判断するには、まず、この現象、どのような現象が起こってい

るかというのを判断する必要があると思います。そういう意味で、この 1番の緊急停止に

関しましては、熱流動に関しては、熱伝導が支配的であると説明されていますけれども、

2番に関しては、どの事象が、どの現象が支配的であると考えられているのでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 炉心冷却のほうですね。 

○金子技術研究調査官  2番の炉心冷却のほうです。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  わかりました。すみません。 

 説明を省略したのかもしれませんけども、基本的には横方向の熱伝導が一番効いている

というのが、私どもの結論でございます。さらに、対流、自然循環につきましては、今ま

で我々がやった結果の中ではあまり効いていないと、そういう結論を、今、得ております。

その辺を、すみません、ここに書き加えればよかったんですけども、その辺を書きたいと

思っております。  

○金子技術研究調査官  規制庁の金子です。 

 確認したいのは、炉心冷却では、自然対流は有意ではないという判断でよろしいでしょ

うか。 

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  はい。この事象の場合には、対流はほとんど効い

ていないと。例えばその配管が切れたようなときは、やっぱり流れはできるんですけども、

こういう事象の場合はほとんど効いていないというふうなのはわかっています。  

○金子技術研究調査官  了解いたしました。  

○島村チーム員 規制庁、島村です。  

 1点質問させていただきたいんですけれども、 15ページの 35番に事故時のプラント状態

の把握ということで、「事故時監視計器の一部」というふうに書いてあって、具体的な機

器とかの名称は書いていないんですけど、この一部というのは、この資料の 24ページの

No.8のところに「事故時監視計器の一部」というふうに書いてあって、それぞれ、①、②、

③というふうに載っていますけれども、こちらのことと同じだというふうに考えてよろし

いでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構の近藤でございます。  

 おっしゃるとおりでございます。  

○島村チーム員 ありがとうございました。  
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○大村チーム長代理 それ以外にいかがですか。 

○金子技術研究調査官 規制庁の金子です。 

 先ほどの 27ページ以降の御説明で、もう 1点質問させていただきたいんですけれども、

先ほど、熱流動の観点では、熱伝導が支配的であるというふうに御説明されたのですけれ

ども、それですと、解析コードとしては、これを適切に評価する必要があるんですけれど

も、ここでは軸対称2次元非定常熱伝導方程式を評価していると。 

 気になるのは、このときにどのような詳細度、解析のノーディングに関して、十分と言

える評価を行ったのでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  口頭で、なかなか細かく説明するのは難しいんで

すけども、その辺のメッシュ切りとか、そういったところについても、もちろんやってご

ざいます。それで、あとはその計測点、何点かの温度とかを測っているところがございま

すので、やっぱりそこをきちっと合わせるような形にメッシュ切りをするとか、そういっ

たことをやってございますけども、もしあれでしたら、またヒアリングの席とかで、ちょ

っと詳細な御説明をさせていただきたいと思います。  

○金子技術研究調査官  規制庁の金子です。ありがとうございました。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 まず、PS、MSの区分で、ちょっと考え方がわからないところがあります。  

 6ページの5の上のところのなお書きのところなんですが、「補助冷却設備による冷却機

能を期待していた。そのためには、冷却材流路を形成する必要があることから、拘束バン

ドと黒鉛構造物をPS-1としていた」ということで、ここはそのまま PS-1ということにする

ということなんですが、これはここだけ重要度を上げておけば、この炉心冷却材流路を形

成することが可能だという考え方なんでしょうか。  

日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構の近藤です。  

 ちょっとわかりにくい表現で申し訳ありません。こちら、なぜ従来、PS-1としていたの

かという説明を求められたと思っておりまして、ここでいう冷却材流路の形成と申します

のは、いわゆるHTTRの場合は、炉心の外側を原子炉に入ってきた冷たいヘリウム、これが

上昇しまして、そして、熱せられた熱いヘリウムガスが炉心の中を通って、下方向に入っ

て、原子炉から出ていくと。そういうまず仕組みになってございます。  

 この黒鉛構造物のどうしてもすき間がございまして、そのすき間から熱いヘリウムガス

が外側の冷たいヘリウムガスのほうに漏れ出るということは、いわゆる高温のガスを得る
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という観点から好ましくないということで、従来は拘束バンド等々で締めつけをして、そ

れで高温のガスを得るために必須であるという観点から、 PS-1にしておったわけでござい

ますが、一方で、安全確保という観点で考えますと、要は、多量の燃料破損を直ちに引き

起こすかどうか、それから、大量の放射性物質を放出するかどうかという、その重要度分

類の定義に照らし合わせますと、こういった機能は、現在の最新の知見に基づけば、それ

ほど重要ではなかったということで、 PS-1からPS-2に落とさせていただきました。  

 若干補足させていただきますと、その補助冷却設備、こちらの工安系で強制冷却をする

設備でございますが、先ほど来、申し上げましたように、重要度、それほど強制冷却には

期待しなくていいという炉であるということがわかっておりますので、そういった観点か

らも、従来、PS-1としていたものは、今となってはPS-2でいいだろうということで、ラン

クを下げたと。ここで示してあるのは、従前、 PS-1であった理由として、補足させていた

だいたというものでございます。  

 以上です。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 ちょっと 5ページに戻っていただいて、炉心支持鋼構造物及び炉心支持黒鉛構造物のう

ちサポートポストについて、従来どおり PS-1としておられるのは、これはどういう理由な

んでしょうか。ほかのところは PS-2に下げるのに、ここだけそのままにしておくというと

ころでございます。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構の近藤でございます。  

 ここは、非常にわかりやすく言いますと、制御棒が確実に入ると、制御棒の挿入性を確

保するということが第 1点。それから、崩壊熱の除去を確実にできると。この二つの観点

で支障があるかないか。仮にその構成要素の機能が喪失した場合に、先ほど申し上げた二

つの観点で、影響があるかないかという観点で、炉心というものを再分類させていただい

たというのが今回の見直しのポイントでございます。  

 先ほど黒村管理官がおっしゃられたサポートポスト、これは高温のヘリウムガスを、一

旦7領域の高温のヘリウムガスを混合して、原子炉から出すという、その空間を確保する

ために設けられております柱がございます。 1ブロック当たり 3本の柱で、 7ブロック、計

21本の柱がございます。こちらにつきましては、その上下方向の支持さえ健全であれば、

支持機能さえ健全であれば、炉心の挿入あるいは崩壊熱除去に対して支障がないというも

のでございます。  
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 また、バンドにつきましても、この説明の中にレストレイントリングというリングが別

途設けられておりまして、これは炉内構造物をしっかりとリジットに締めているものでご

ざいますが、さらには、先ほど申し上げた流路形成という観点から、拘束バンドでさらに

締めつけておるというものでございます。このバンドにつきまして、仮に損傷したといた

しましても、若干その冷却性能という意味では落ちるんですけれども、安全確保という観

点では、レストレイントリングさえ健全であれば支障がないという判断から、この二つの

構成要素についてはランクを下げ、それ以外に対しては、健全性を PS-1で確保するという

ふうに分類させていただいたというものでございます。  

 以上です。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 そうすると、ここは耐震性としては、ここは多分耐震のところとあわせて御説明を伺う

ほうがいいのかもしれないですが、耐震としては Sクラスということなんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構の近藤です。  

 おっしゃるとおり、耐震のところで詳しく述べると思いますが、サポートポストの機器

としては、耐震はBクラスになっていると理解しておりますが、この中で、いわゆる損傷

モード、すなわち、座屈による上下方向の支持機能の喪失につきましては、 S相当の健全

性を確保すべく、健全につくるという設計にするということでございます。構成要素、機

器としては、Bクラスというふうな整理をしてございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 それでは、そこは耐震のところで、ちょっとまた御説明をいただきたいと思います。  

 あと、その下の制御棒案内ブロックというのは、先ほど制御棒の挿入性ということでク

ラス 1にしましたということをおっしゃったんですが、そことの関係はいかがなんでしょ

うか。 

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構の近藤です。  

 先ほどPS-1にとどめたもの、すなわち、サポートポストの上下方向の支持機能、それか

ら、レストレイントリング、こうしたものが健全であれば、制御棒のこれは炉心構成要素、

これが一部欠けたり、ひびが入ったとしても、制御棒の挿入性と崩壊熱の除去機能には影

響がないという判断から、PS-2とさせていただいてございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 そこは、そうすると、耐震のところのクラス分類とあわせて、構造とあわせて御説明を
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お願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構、近藤です。  

 了解いたしました。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 18ページからの重要安全施設というところなんですが、ここの適合のための設計方針と

いうのは、ここは従来と変えていないと。ただし、多分今回、クラス 2に落としたやつで、

クラス 2のうち、云々と書いてあるところが関わってくるので、それぞれの項目での若干

重要安全施設に違いは出てきているということでよろしいですか。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構、近藤です。  

 おっしゃるとおりでございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 それでは、そこは、すみませんが、変わったところを明示して、また後日、御説明をお

願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（近藤課長）  原子力機構、近藤です。 

 了解いたしました。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 27ページ以降ですが、まず、今回、停止系と、あと、炉心冷却ということに着目して、

この安全性実証試験を引用されているということと理解しているんですけれども、この循

環機 3台停止運転というのが、これは実際にやられているんですが、添付書類十では、い

ろいろ冷却性能の低下というのは、ほかの事象もあると思うんですが、それとの関係はど

うなっていますでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  そういう意味では、これが一番厳しいというか、

冷却性能の低下という観点では一番厳しいと考えていますので、これで代表させると考え

てございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 それでは、これの代表性については、また別途、御説明をいただきたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  了解いたしました。  

○黒村チーム長補佐  あと、この TAC-NCコードと BLOOST-J2コードを結合させたというこ

となんですが、今回の申請書の事故解析では、この結合させたコードで評価をやっている

ということでよろしいでしょうか。  
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○日本原子力研究開発機構（沢次長）  実際の解析は別々でやっています。結合という意

味なんですが、ちょっとここの書き方も、もう一度整理いたしますけども、手渡しという

か、ファイルベースで渡したりというのもございますので、それを結合と言っている可能

性もちょっとありますので、そこは確認いたします。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 今のところも、ちょっとお伺いしようと思ったんですが、この結合させたというところ

で、ほかにコードに手を加えたりなんかしているんじゃないかと思うんですが、その辺も

あわせて御説明をお願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  了解いたしました。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 あと、いろんなところで、このデータが若干拡充されたところもあるし、多分安全性実

証試験以外のデータというのは、従来の設置許可で示されていたデータということでよろ

しいんでしょうか。それに何か加わったものがございますでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  基本的には、運転経験等は入ってございます。今

日、この後、御説明する解析条件、異常過渡とか、事故の解析条件の初期条件のところで、

ちょっと御説明、その辺はさせていただきたいと思っております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 先ほど、この代表性というところでお話をされたんですけれども、事故解析では、この

BLOOSTコードと、あと TAC-NCコードですが、これ以外のコードも使っているようなんです

が、その辺も含めて御説明をお願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 了解しました。  

○大村チーム長代理 ほかにいかがでしょうか。  

 ないようですので、それでは、次の資料に行きたいと思います。資料の 2を説明してく

ださい。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢でございます。  

 では、資料 2で御説明をいたしたいと思います。これは第13条の運転時の異常な過渡変

化、それから設計基準事故の中の解析条件、それから、どういう事象選定をしているかと

いったことをまとめてございます。ここをベースに、この後、いわゆる多量の放射性物質

を放出する事故の拡大防止という、そちらのほうの話になりますので、そのちょっと前提
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ということと、そういうこと、先ほどちょっと御指摘ございましたけど、いろんな解析条

件等をちゃんと守っているのかというのも含めて御説明したいと思います。  

 めくっていただきまして、この要求事項から選定結果まで、 6項目に分けてございます。

順次、これに沿って説明いたします。  

 ページ右下の2ページ目でございます。  

 要求事項、これはもう第13条という許可基準規則に書いてあること、そのままでござい

ますので、これにのっとってやっているということでございます。  

 めくっていただきまして、 3ページ目に基本的考え方がございます。  

 ここにつきましては、今あった規則に基づきますと基本的に言っているんですけども、

具体的なそのやり方としましては、異常事象を同定しまして、起因事象に対して評価をす

る。この後、詳細に御説明いたします。  

 実際にいろんな起こり得ることを評価いたしまして、最も厳しいものを代表事象として

選定していると。最終的にその判断基準が満足することを確認しますと。当たり前ですけ

ども、こういったやり方をとってございます。  

 4ページ目からは、事象の選定方法でございます。  

 まず、この辺からちょっと各論に入るんですけども、まず運転時の異常な過渡変化のと

ころの考え方、判断基準の考え方でございますが、まず燃料最高温度、大きい考え方とし

て三つございまして、まず燃料を壊さない。異常過渡では壊さないというのが原則でござ

います。  

 したがいまして、私どもは被覆燃料粒子という特殊な燃料を使っているんですけども、

そこの破損を起こさせないようにすると。特に温度で壊れ方が決まりますので、これを具

体的には 1,600℃を超えないようにするということでございます。それから、圧力バウン

ダリにかかる圧力は、最高使用圧力の 1.1倍以下。それから、温度が幾つかあるんですけ

ども、その使用する金属の制限温度を超えないという、これが運転時の異常な過渡変化、

簡単に言いますと、再利用できると。燃料を含めて系統も全て再利用できるような条件を

定めております。  

 それから次に、もう一つの設計基準事故のほうでございます。ここの考え方としまして

は、今度は 5項目ございますけども、まず炉心に関しては、燃料を壊さないという判断基

準はございません。炉心をとにかく著しい損傷に至らせないということでございます。こ

れが、まず第一のｸｰﾗﾋﾞﾘﾃｨを確保するという、そういったことが判断基準です。それから、
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圧力につきましては、先ほど1.1倍だったのが、1.2倍以下と。それから、ヘリウム－ヘリ

ウム系の熱交換器がございますので、そこのバウンダリを守るということです。  

 それから、バウンダリの温度につきましては、高温構造設計指針に基づいて定めました

制限温度を超えないということで、制限しております。  

 さらに、設計基準事故につきましては、圧力バウンダリの圧力、それから被ばくのリス

クと、こういったものを判断基準に加えてございます。  

 めくっていただきまして、 5ページ目でございます。事象の選定方法でございますが、

この辺は要因分析を行って、システマティックにやっていくという形をとっております。

したがいまして、先ほど申しました判断基準と、繰り返してここに書いているんですけど

も、それぞれの判断基準に照らし合わせて、事象を展開していくという形になってござい

ます。  

 その具体的な例が6ページ目でございます。まず運転時の異常な過渡変化、先ほど3項目、

燃料温度と、バウンダリ温度と、バウンダリ圧力がございます。それぞれ、それに対して

どういったことが起こると、それぞれの判断基準に対して悪影響を与えるかということを、

左から右に向かってずっと分析していっているのがこの図でございます。  

 ここで、基本的に、私ども、まだ持ってはいないんですが、許認可上は、実験設備とか、

先ほどから出ています特殊運転等もございますので、こういったこともございますので、

そういったものも加えつつ、異常事象を、一番右にあるような形で、まずピックアップし

ていくということをやってございます。  

 同じようなことが設計基準事故についても、7ページ目でございます、やってございま

して、これも判断基準、先ほど 5項目ありましたけども、その五つについて、例えば炉心

の損傷というので申しますと、一つは、温度そのものが上がるということ。それから、先

ほどからちょっと議論に出ている、その炉心の支持構造、ここがやられないかどうか。あ

るいは燃料要素の落下、こういったものが起きないかどうか。こういったふうに分類をし

ていきます。それぞれ、どんなことがあるかというのを右のほうに展開していって、異常

事象を、ここにあるように、かなりの数のものを挙げていくと。  

 それから、格納容器のほうのバウンダリというのは、これが事故で出てくる、下から二

つ目の左側の箱でございますが、ここでは、 1次冷却材が漏れたり、2次冷却材が漏れたり

とか、こういったことを考えていくということでございます。  

 それから、放射線被ばくのリスクは、ちょっとこれ、後からもう一度御説明しますが、
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漏えい箇所によって分類をするという形で、ここだけちょっと特殊なやり方をしてござい

ます。 

 具体的な分類のやり方を8ページ目に示してございます。  

 まず運転時の異常な過渡変化につきましては、起因事象をここにあるような形で先ほど

の表から整理しております。例えば反応度制御設備でいきますと、制御棒の誤引抜き、誤

挿入、あと、実験設備として照射試料が移動したときとか、こういった形で、先ほどの項

目に合わせて起因事象を拾っていっております。  

 同じことが設計基準事故につきまして、 9ページ、10ページ目に書いてございます。  

 9ページが、いわゆる被ばく以外のところ、被ばく以外のものについて書いてございま

す。 

 10ページ目が被ばくでございまして、エリアとしましては、格納容器の中に出てくるも

の、それから、その周りを取り囲むようなサービスエリアという負圧の部分があるんです

けども、そこに漏れてくるもの、それから、試験のためにグローブボックスを許認可上つ

けることになってございますので、そこに漏れてくるもの、それから、もうサービスエリ

アの外、本当の外側にあるような漏れる場合ということで、起因事象をこのように書いて

ございます。  

 以上が、事象の選定でございます。  

 ここからは解析条件の話でございまして、評価を行う場合には、当たり前ですけども、

きっちり保守性を、合理的な範囲ですけども、保守性をきっちりとりますということで、

具体的には、今、基準炉心とか、照射炉心とか、特殊運転とか、先ほど、いろいろござい

ますので、全てをちゃんとスクリーニングしますということが一つでございます。  

 それから、いろんな核的パラメータ、あるいは熱的パラメータが燃焼とともに動きます

ので、基本的に燃焼の初期が厳しい場合もございますし、末期に厳しい場合もありますの

で、こういったところを全てちゃんとスクリーニングしますということで書いてございま

す。それから、単一故障、解析結果を厳しくするような単一故障を想定しますということ

を書いてございます。  

 12ページ目でございます。 

 具体的な初期条件でございますが、基本的には、下の表にございますように、誤差みた

いなものを考慮してございます。原子炉出力の初期値につきましても、 30％という定格に

関しまして 2.5％の幅で見る。それから、出口温度、入口温度についても、それぞれ、厳
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しくなるようにやってございます。圧力も同様でございます。  

 それから、炉心につきましては、普通の基準炉心というのがございますし、一方では、

照射炉心というのもございます。照射炉心は、前回、概要でちょっとお話ししたかもしれ

ないですけども、950℃は出さないで、850℃の運転という制限、それから、真ん中の制御

棒を取り去っていると、抜き去っているという条件ということで、炉心の初期条件が異な

ります。基本的にやった結果論から申しますと、大体のものは基準炉心のほうが、やはり

出口温度は高いので、厳しくなるというようなことになってございます。  

 次に、13ページ目でございます。  

 今申し上げましたような数字、誤差の根拠と、それから、今現在、どうなっているかと

いうことをまとめてございます。まず出力のほうの熱出力校正誤差、それから、制御変動

の誤差でございますが、この辺の設定根拠を書いてございます。出力校正につきましては、

計算に使用する計器、除熱量とか、そういったものから求めているわけなんですけども、

そういったところの計器誤差を積み上げてございます。それから、制御変動幅につきまし

ては、制御幅を考慮しています。  

 それから、出口温度、これも基本的に高くなるほうが厳しいんですけども、スクラムチ

ャンネル誤差ですとか、変動幅、こういったものを変動要因を積み上げてございます。  

 入口温度も同様でございまして、こういった数字につきましては、もちろん、前回、最

初に申請したときから、きっちりこの数字を守るということで、定期自主検査、それから

使用前検査、こういったことで、設定内ということは当然確認していると。当たり前です

けども、そういうことをやってございます。  

 それから、 14ページ目でございます。  

 今度、こちらのほうで、そのほかの解析条件として、一つは、結果に影響を大きく及ぼ

す可能性があるのはスクラムの特性でございます。この辺、先ほどから緊急停止は必要な

いとはいうものの、実際の解析ではスクラムを期待してございますので、そこの考え方を

整理してございます。反応度は 4％Δk/kでございます。スクラムにつきましては、可動反

射体領域のスクラムをまず 1発目落としますので、そこにワンロッドスタックが固着の考

えでございます。第 3リングという、一番外側に少し別の制御棒が三対あるんですけども、

これはもう保守的に計算には入れていないということです。同じレベルでスクラム、制御

棒入ってきますけども、そのカーブが右側の図で描いてございます。 

 それから、崩壊熱につきましても、 Shureの式、一般的な発電炉と同じだと思うんです
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けども、それを1.2倍して、2割の余裕をもって評価してございます。  

 次のページが、あとは反応度係数でございます。 

 15ページの反応度係数で、減速材温度係数、それから、ドプラ燃料温度係数、それぞれ

につきまして、温度の関数でこのような幅をもって、20％の不確かさを考慮して評価して

ございます。  

 右側にございますのが、ちょっとわかりづらいんですけども、それぞれ、炉心の平均温

度に対して実測した場合、 VHTRCを使って実測した温度係数を書いてございます。ちょっ

と見方はなかなか難しいんですけども、簡単に申しまして、もともとやっていたものとほ

ぼ一致しているということを確認してございます。したがいまして、この 20％の誤差をと

っていれば、十分厳しい方向で評価ができているということを言おうとしている図でござ

います。  

 それから、 16ページ目でございます。  

 今、ちょっと御説明したようなものと、実績がどうなっているかなんですが、スクラム

反応度は4％Δk/k以上というのは、これはもう十分、制御棒反応度価値測定の結果から十

分クリアしていますと。 

 それから、挿入時間が 12秒というふうに、解析上、考慮してございますが、定検では 8

秒くらいでやっていると。  

 それから、補助冷却設備が起動した後、時間遅れで定格に行くんですけども、これを 20

秒と考えていますけども、これは例えばの例なんですけども、 15秒ぐらいで定格流量に行

っていると。こういったことを確認してございます。  

 それから、 17ページでございます。今度は被ばく関係の主なパラメータでございます。

この辺、FPのインベントリとかに効いてきますので、稼働率が 60％、それから、破損率は、

先ほどから実績はすごくいいとは言っていますが、解析上はとにかく 1％破損ということ

を想定してございます。それから、格納容器の漏えい率、それからフィルタ効率、こうい

ったことも余裕を持った値で計算しているということでございます。 

 以上が、大体解析条件でございます。  

 続きまして、18ページのところに、解析で、どんな機器を期待しているかということで

ございます。  

 縦に事象名がずっと、これは異常過渡の事象名が書いてございまして、横のカラムに、

それぞれ、系統機器をやってございます。上のほうに「重要度クラス」と書いてございま
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して、青で書いてあるのが、今回、分類を見直したものでございます。このような形にな

っていまして、◎が作動を期待している、それぞれの事象について作動を期待しているも

のです。それから、△が、多重性があるものの単一故障を考えますが、結果として、冗長

性があるので、問題ない。解析結果に影響を与えないと。それから、●というのが、やっ

ぱり同じように多重性があるんですけども、 1個壊れることを想定すると、結果がちょっ

と変わってくるものと。こういった整理をしてございます。  

 ここで、今回、重要度分類を変えたということで、その辺の考え方でございます。ちょ

っと右下のほうに書いてございますけども、いわゆる発電用軽水炉型の安全審査の指針の

ほうでは、解析に当たって、こういった場合、考慮していいのはMS-1、MS-2、それから、

機能を期待することの妥当性が示されたMS-3、この辺の具体的な話は、後ほどまた御説明

いたしますというふうになってございますので、ここに書いていないものを私どもとして

は期待しているということでございます。  

 同じく、事故につきましては、次の 19ページ目に書いてございます。  

 マークも同じでございますが、どんなものを使っているかというのを見ていただきます

と、事故によって、結構使っているのはヘリウム循環機の周波数変換器という、これは、

後ほどまた説明いたしますが、こういったものを MS-3ですけども、期待しています。  

 20ページに参ります。 

 ここで、今、ちょっと議論になっていた MS-3で使っているものはどんなものがあって、

なぜ使っていいかということを整理してございまして、基本的な考え方としましては、ま

ず一つ目は、必要な場合に確実に作動するということで、多重性を持っているということ

がマストだと考えています。それから、電源等の駆動源、これはもう機能を損なわないよ

うに確保すると。それから、そのための試験を必ず行えるようにしていると。この三つの

条件、これを満足したものであれば、 MS-3の場合であっても、作動を期待するというふう

に考えてございます。 

 それぞれ、その下の表のほうにございます、例えばヘリウム循環機の周波数変換器、先

ほどいろいろ使っていますけども、これは循環機のブレーキをかけるものでございますけ

ども、多重性、それから独立な給電、それから試験検査、こういったものをしっかり行っ

ている。ほかについても同じでございます。ほかに期待しているのは、制御棒パターンイ

ンターロックといいまして、制御棒が引抜阻止をするインターロックでございます。  

 それから、加圧水循環ポンプの電流しゃ断、これにつきましても同様に対応していると。  
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 それから、最後に、 1次加圧水冷却器の加圧水入口温度高インターロック、これにつき

ましても作動を期待してございます。  

 次の21ページでございます。  

 今回は、結果につきましては、詳しくはここで説明してございますが、現行申請書から、

今回、申請したもので変えている部分を逆に言いますと、どこかというと、まず一つは、

気象データが変わってございます。これは最新知見ということで取り入れてございます。

これはどちらに、悪いほうに行く可能性もありますので、これを入れている。社会環境デ

ータについても同じでございます。それから、線量換算係数も変わってございますので、

これもどちらに動くかわからないということで、今回、見直しをかけてございます。  

 この辺につきましては、できれば次回の審査会合で御説明させていただきたいと思って

おります。  

 そのほか、いろいろ変わっている点、あるいはもっとよくなっている点はございますが、

今までの運転経験あるいは安全性実証試験の実績から判断しまして、現在の結果が非安全

側になることはないというふうに判断しておりまして、変更はしてございません。  

 最後に、代表事象の選定結果ということで、それぞれ、運転時の異常な過渡変化と設計

基準事故で、こういった事象を想定して、評価を行ってございます。  

 最後に、ちょっと説明は割愛いたしますけど、参考資料ということで、24ページ目から、

MS-3の設備で、先ほど電源系とか、あるいは多重性とかという御説明をしましたが、それ

をちょっと図示したものを最後に載っけてございます。  

 説明は以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいま説明のありました資料で、その内容につきまして、コメント、質問

等ありましたらお願いします。  

○桝見チーム員 規制庁、桝見です。  

 反応度係数の不確かさといいますか、ドプラと減速材温度係数に20％を考慮されている

という、15ページですけども、先ほどの安全機能のコメント回答のところで、熱伝導率に

もやはり20％ですか、不確かさを考慮されていて、燃料温度を高目に評価するというお話

があったかと思いますが、そのときに、燃料温度としては、確かに高目の評価になるんだ

ろうとは思うんですけど、ドプラ反応度自体として、必ずしも保守的な評価になっていな

いんではないかと思うんですけれども、その辺りはどういうお考えでしょうか。  
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○日本原子力研究開発機構（沢次長）  ちゃんと後で整理して、もう一度御説明しますが、

動特性の解析のほうでは、平均チャンネルとピークチャンネル、二つ持っておりますので、

恐らく、そのドプラのほうの平均チャンネルのほうは厳しくなるようにやっているはずで

ございます。燃料最高温度のほうは、だと思うんですが、ちょっとそこは、すみません、

確認した後に、また別途、御説明いたします。 

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。  

○山本技術参与 規制庁の山本ですけれども。 

 15ページの右側のほうの図で、中に 2.1～30MWと書かれていて、これは実証試験という

か、今までやってこられた試験のときに確認されたデータだというふうに思ってよろしい

ですか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  安全性実証試験だけではなくて、普通の定格運転

も含めまして、そのいろんな試験の運転の状態をつくって、こういった評価をその都度や

ってございますので、そういったものです。  

○山本技術参与 ありがとうございます。  

 それで、この測定結果から、実際、申請解析にも使われているこういうデータ、あるい

は20％の不確かさを配慮されているという、そういうことの妥当性といいますか、そうい

ったものを説明していただきたいんですけれども。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  わかりました。後ほど、またちゃんと説明します。

簡単に申しますと、先ほど申した〇が測定結果で、拡散計算と書いてある点線が、これが

いわゆる左側の図をつくったもとになっておりますので、これと大体合っていますという、

大体であれなんですけども、合っていますと。ここに 20％、例えばずれたとしても、十分

カバーできていますと。論理構成はそうなってございます。ちょっとモンテカルロという

のが入っていまして、ややこしいんですけども、基本的には、その拡散計算と〇がほぼ合

っているということで、私どもは大丈夫だということですので、また、もうちょっと詳細

に、じゃあ、今のを別途、説明いたします。  

○山本技術参与 ありがとうございます。  

 規制庁、山本ですけども。 

 今の同じ図で、15ページの右の図は、等温温度係数ということなんですけど、この中身

は、ドプラ反応度と、それから減速材の反応度と、二つ考慮されている値だと思うんです

ね。 
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 そういうことですので、これを二つに分けて、その減速材温度とドプラ係数を分けて整

理してやらなきゃいけないわけなんですが、そういうことに関しても説明をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  実際は、なかなか原子炉からとったデータを分離

はまず原理的にできませんが、それ、できなくてもいいということを、じゃあ、説明させ

ていただくというか、できなくてもというか、そこをつなぐような考え方を説明させてい

ただきたいと思います。  

○大村チーム長代理 ほかに、どうぞ。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 22ページが、多分申請書に記載されている、安全評価のところに記載されている事象だ

と思うんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  そのとおりです。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 その設計基準事故のところの一番最後に、「その他(地震、火災、台風、洪水等 )」とい

うのがあるんですが、これって、新規制基準への対応の説明として、ここに残しておく必

要があるような事象なんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。 

 申請書をつくるときも少し悩んだんですけども、今の書き方ですと、こういったものを

考慮しても大丈夫ですという書き方だけになっておりまして、そこのエビデンスは、いず

れにせよ、御説明をする必要はあると私どもは考えてございます。ただ、それをここに残

すか、ちょっと別にするかは、ちょっとまた御相談させていただければと思います。  

○大村チーム長代理 ちょっと1点だけ確認で。 

 今回選定している、異常な過渡変化と、それから設計基準事故ですけど、これって、 1

回、設置許可を得ているときにもいろいろやられていると思うんですけど、基本的には、

それと変更しているところはないという理解でよろしいですか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。 

 基本的な考え方は全く変えてございません。ここであえて御説明させていただいたのは、

その解析条件のほうの、今日、御議論いただいた部分のをきちっと押さえるということと、

ここを出発点に、いわゆる BDBA的なことをやってございますので、そこの考え方というこ

とで、御説明させていただきたいと思います。  

○大村チーム長代理 21ページに、「現行申請書との変更点」とあるんですが、現行申請
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書という意味は、今回、設置の変更の申請が出たわけですけども、それではなくて、その

前の許可を受けたときのことを言っておられるわけですね。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  大変失礼しました。前のです。  

○大村チーム長代理 ということですね。  

 ほかに何かありますか。よろしいですか。 

 説明いただくのは、これで今日のはこれが全てということですね。よろしいですか。  

 それでは、大分時間が早いですけれども、今日のところの審査はこれまでということに

いたします。  

 それで、今日は、いろいろまた指摘とか、若干またありましたので、付けがありました

ので、それについては、また後日、ヒアリングで確認いただいて、また説明をいただくと

いうことにしたいと思います。  

 それからあと、次回については、ヒアリング等の状況を踏まえながら、また改めて設定

させていただくと、御連絡するということにしたいと思います。よろしいですね。  

 それでは、ちょっと早いですけども、本日の審査会合はこれで終了いたします。どうも

御苦労さまでした。  
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第53回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年４月２４日（金）１０：００～１０：５２ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

原子力規制庁  

 櫻田 道夫  新基準適合性審査チーム チーム長 

 大村 哲臣  新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 森田 深   新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 黒村 晋三  新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 大浅田 薫  新基準適合性審査チーム員 

 杉山 和幸  新基準適合性審査チーム員 

 嶋崎 昭夫  心記事適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  新基準適合性審査チーム員 

 永井 悟   新基準適合性審査チーム員 

 岩崎 拓弥  新基準適合性審査チーム員 

 尾崎 正紀  新基準適合性審査チーム員 

 吾妻 祟   新基準適合性審査チーム員 

京都大学 

 釜江 克宏  原子炉実験所 教授 

中島 健   原子炉実験所 教授 

 上林 宏敏  原子炉実験所 准教授 

 山本 俊弘  原子炉実験所 准教授 

 長谷川 圭  原子炉実験所 技術職員 
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４．議題 

 （１）京都大学(ＫＵＲ)の地震等に対する新規制基準への適合性について 

 （２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１ 研究用原子炉（ＫＵＲ）中央構造線断層帯及び上町断層帯による地震（コメン

ト回答） 

 

６．議事録 

○櫻田チーム長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設

等の新規制基準適合性に係る審査会合、第53回会合を開催します。 

 本日の議題は、京都大学KURの地震等に対する新規制基準への適合性についてというこ

とで、地震動評価について説明していただく予定でございますので、担当である櫻田が出

席しております。 

 では、まず本日の会合の進め方等について、事務局から説明してください。 

○森田チーム長代理 地震・津波担当の森田でございます。 

 本日の会合の進め方ですけれども、京都大学の原子炉実験所研究原子炉に関する説明で

ございまして、資料は1点であります。内容は中央構造線断層帯及び上町断層帯による地

震に関するコメント回答であります。 

 以上です。 

○櫻田チーム長 特によろしければ、このように進めさせていただきます。 

 では議事に入ります。最初に京都大学から研究用原子炉KURの中央構造線断層帯及び上

町断層帯の評価について説明をしてください。 

○京都大学（釜江教授） おはようございます。京都大学の釜江でございます。私のほう

から御説明を申し上げたいと思います。 

 今。チーム長からお話がありましたように、今日は研究原子炉KURの中央構造線断層帯

及び上町断層帯による地震ということで、コメント回答ということでお話を申し上げたい

と思います。 

 このKURについての地震・津波の審査会合は、過去2回やっていただいていまして、1回
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目が1月30日、2回目が3月4日ということで、1回目は敷地周辺、敷地近傍の地質・地質構

造について、一言で言えば活断層の評価についてお話を申し上げました。前回3月4日はそ

れに基づきまして地殻内地震の地震動評価、それについてお話をしたところでございます。

今日はその2回の中で幾つかコメントをいただいていますので、その回答ということでお

話を申し上げたいと思います。 

 ちなみに中央構造線断層帯、これは後で申し上げますけど、敷地に最も近く、我々最終

的には基準地震動を作成する上で非常に重要な断層帯ということで、これは論点整理もそ

こをしっかりと評価するようにという御指示もいただいていますので、その辺あわせて今

日はお話を申し上げたいと思います。 

右のほうにページ数をつけたんですけど、間にタイトルを後で差し込んだものですから、

2ページほど、せっかくやったものが逆に災いをしまして、少しページがずれてしまいま

して、申し訳ございません。2ページずつ二つ上、4ページが12ページと、あとそこで前に

書いていますように、2ページずつずらしていただけると、当該ページになりますので、

申し訳ございません。 

それでコメントにつきましてはここにありますように、中央構造線断層帯・上町断層帯、

これの活動区間について、より慎重に評価することと、あるいは最新の知見を踏まえて評

価することというようなことの御指摘と、あわせてそういう活動区間に対して、今後基準

地震動を求める上で、そういう震源のモデル化についてどう考えるかというようなところ

も、あわせて御指摘をいただいていますので、それをあわせて今日はモデル化のところま

でお話を申し上げたいと思います。地震動評価については、次回以降またお話を申し上げ

たいと思います。 

まず中央構造線断層帯の活動区間の評価ということです。これは前回、1回目のときに

お話し申し上げましたが、要する申請時の我々の評価でございますけども、御存じのよう

に中央構造線については、地震本部が以前からも長期評価をされていまして、金剛から西

は伊方の端のほうまで、愛媛の北西部まで、これを幾つかのセグメントに分けて長期評価

がなされていました。 

それが2011年にそれ以後の新しい知見が少し入ったということで、金剛と和泉山脈が

別々な長期評価をされたということで、トータル６つの断層帯の区分がされたということ

です。我々そういうものを参考にしながら、ここにありますようにKUR、金剛と和泉、長

期評価で分かれましたけども、これをあわせて評価をするということで、トータル60kmの、
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マグニチュード7.8の地震を検討用地震として選定したというのが、申請時でございます

し、1回目の審査会合でもお話を申し上げました。 

その後、やはりこの中央構造線断層帯、冒頭で申し上げましたように、我々のサイドで

は非常に重要な断層帯ということで、より保守的に評価をすべきだということも、これは

我々自身、利用者自身が自らそういう観点に立って、少し評価をし直しました。「見直し

後」と書いていますけれども。これはどういうことでやったかということを、ここで簡単

にまとめてございますけど、あと少し細かく御説明申し上げますけど、これはまとめとい

うことで御理解いただきたいと思います。 

ここにありますように、もともとは金剛から和泉山脈南縁断層帯、要するに根来断層の

西端までを活動区間として考えていましたけど、その後、推本のほうも、ここに紀淡海峡、

鳴門海峡の別なセグメントがあって、そういう形であったんですが、我々一つはちょうど

陸と海の境目、ここに和歌山北断層という副帯が見つかってございまして、その断層の走

向と位置と、紀淡海峡の中に入る友ケ島水道断層、これは非常に走向が合っているという

こともあって、もう少し西のほうに伸ばそうと。これはあくまで保守的に西のほうに伸ば

そうということで伸ばしました。 

それで西のとめでございますけども、ここは、一つは沼島というところがここに島があ

りまして、島の端が長期評価といいますか、断層の評価からいくと、こういうふうに枝分

かれをしていまして、これは後で申し上げますけども、こういう分岐をしているところ、

これ地表の断層の形態、そういうところの手前で、過去にそういう例があるということで、

西のとめとしてはこれを通り越した沼島の西方、ここまでを考えたトータル86km、M8.1の

地震を、一つの活動区間として考えたということとあわせまして、これは先行審査で中央

構造線断層帯、先ほどの360kmから、もう少し西のほうに別府－万年山断層帯というもの

があって、これも推本のほうでも、地震本部のほうでも、こういうものも連動する可能性

に対しては、否定できないというようなこともあったり、あとは先行の審査でもこういう

ものが考えられる、480kmの区間を考えられているということで、我々もそういうものを

考えた評価をするという2点、活動区間を延長したということと、もう少し全体の活動を

考えたという、これが見直したということでございます。 

あと、前回1月30日の審査会合でお話ししました過去の地震本部の評価結果ですから、

少し割愛をさせていただきますけども、それとともに前回のモデルのときに、これ強震動

予測のモデルとしては、地震本部が先ほどの長期評価を受けて、地震動予測を行っていま
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した。そのときのモデル化がこれでございまして、金剛と和泉山脈南縁が入った形のモデ

ルでございますけども、これはアスペリティを二つ置いて、根来断層というの、いろんな

調査が行われていまして、平均変速度がわかっているということで、そういう大きいとこ

ろにアスペリティを置くということと、あともう一つは、五条谷断層のほうにも一つ置く

ということで、2対1の大きさのアスペリティを配置されたということで、こういう既存の

知見も踏まえて、我々前回のAsp1についても設計をしたところでございます。 

ちなみにこの赤の線が、これが近活に出ている五条谷断層と根来断層の境界でございま

す。ここが和歌山北断層と根来の境界でございます。こういうところでセグメントの中に

アスペリティを一つずつ置いたという、そういうモデルでございます。 

これは先ほど申し上げました、傾斜角は43°ということで北西傾斜です。横ずれ断層で

すけども、地質境界が見えているということで、それを満足するような形の設定をしてご

ざいます。これが最終的につくったモデルでございまして、根来と五条に置いたというこ

とと、あと不確かさを考えまして、根来の大きなアスペリティを敷地直下に持っていった

というところでございます。 

その後、西のほうの延伸ということで、和歌山北断層の存在、あと友ケ島水道断層での

こういう反射断面、これは北西の方向に同じように計画で傾斜をしているという、根来と

同じような形態を持っているということで、こういうところまでも含めて、一つの活動セ

グメントと、活動区間として考えたところでございます。 

それで、最終的に、先ほど申し上げました、ここでとめた一つの傍証といいますか、考

え方でございますけども、中田ほかが活断層の始まりと、とまる、terminateするところ

ということで、こういう形態単位モデルというものを出されていまして、そういうことか

ら言うと、こういう枝分かれをしているところというのは、B3のように破壊が始まると、

そういうところでとまるというようなことで、一つの証拠としまして、ここからより保守

的ということで延伸をしたというところでございます。 

上町につきましては、冒頭は申請のときには地震本部が、これも長期評価が行われてい

まして、2004年では佛念寺山断層から上町断層本体、あと坂本断層、久米田池断層までの

42kmというものを、長期評価をされていたわけですけども、我々、端点と端点の結びのと

ころで、少し距離がより保守的にということで、46kmのモデルを申請時の段階では設定し

てございました。傾斜角は推本に従って65°の逆断層ということです。 

その後、上町断層につきましては、地震本部の重点調査ということで、3年間いろいろ
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な調査が行われました。その中で本体のほうでは佛念寺山断層が活断層がないという、一

つ新しい知見があったとともに、大津川近辺から沿岸を通る泉南市の箱作というところが

ございますけども、そこまでの区間、ここに活断層らしいものがあるという、新たな知見

として出されました。 

これについては後で少しお話ししますけども、まだグレーといいますか、これが活断層

であるということを言うためには、いろんな調査が要るというような形で締めくくられて

ございますけども、現時点のデータから行くと、その可能性があるということでございま

す。 

そういうことも我々踏まえまして、なかなかこれを否定するのが、非常に大変な作業も

ありますということで、少なくともそういう新しい知見が出ているということで、我々こ

の本体のほう、この佛念寺山も、本当は重点では活断層ではないと言われていますけど、

これも含めて前回の46kmに沿岸部の26kmを足した72kmというものを、トータル72kmのM7.9

という地震を検討用地震として選定をしてございます。 

ここも前回のお話ですので、少しスキップをさせていただきますけども、モデルとして

はこういう本体のほうが、非常に変位速度が大きいということで、基本モデルとしては北

側のほうに大きなアスペリティを置くというふうな考え方でやってございました。 

これが先ほどの地震本部の重点の結果でございまして、これは報告書そのまま、そこか

ら少し抜粋をして記載しているものでございまして、幾つかこれが活断層であるというエ

ビデンスとともに。ただ、最終的には、やはり時代観、年代観とか、年代測定がまだ十分

ではないということとか、地下の構造、そういうところはもっとちゃんと調べる必要があ

るというふうな形でくくられてございます。ただ、その可能性は高いということがありま

すので、我々としてはこれを活動区間として考えたということでございます。これは上町

重点の結論でございます。 

あとは重点の中でいろいろと反射法でありますとか、これもこの前見せましたけども、

今断層があると言われているところの反射断面ですけど、ここは上町の本体ですけども、

ここの赤が本体です。それがきれいな逆断層が見えていますけど、今存在が示唆されてい

ますところについては、あまり明瞭なものがないということでは、本体と同じような断層

が地下にあるかどうかというのは、非常に微妙でございますけども、そういう結果がある

とか。 

もう少し北のほうに行くと、少し断層がひっつきまして、そうするとこういう非常に明
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瞭な活断層と、少し落ち込みがあるような、ですからここがそういう存在を示唆されてい

る場所ですけれども、こういう反射法のデータ。 

それともう少し南のほうに、これはKiK-netの関空のりんくうタウンといいますか、そ

れのところで、KiK-netの観測点がございますけども、それを設置したときにVSPのボーリ

ングを掘りまして、速度構造とともに、2測線で反射法がされていたということで、これ

がそうなんですけども、これは沿岸に双方向ですけども、こういうところにボーリングさ

れたということで。ここの地質のP波速度構造はVSPによって明らかにされているというこ

とで。 

ここに基盤岩があって、上に大阪層群のカーブが堆積しているということで、こういう

ものとともに、これに直交する方向でございますけども、そこの反射のバイブレーション

の後の断面がこういう形で、これが海の方向、こっちが北西ですから、海側・陸側ですけ

ど、これをこの辺に今言われている存在するということで、これを解釈をされたのがこう

いうことで、こういうところに断層がある、基盤岩を少しずらしているということで。 

ただ、この辺の大阪層群の下部って非常に古いですから、もうちょっと新しいところが、

本当に、食い違っているかどうかというところは、より詳細にしなきゃいけないというよ

うなことも言われています。 

ただ第四紀の断層があるということは、ここにありますように明らかでございますけど

も、それをよりクリアに解釈された笠原ほかというのがあって、ここに断層があると言わ

れていまして。ここを見ると結構、200mぐらいあって、非常に大きなギャップがあります。

ただ、上のほうの新しい地層を切っているか、切っていないかというところは非常に微妙

でございます。 

ですから、今の断層の存在というのはやはり地形です。変動地形学、後で少しお見せし

ますけど、そういうものから大きく活断層の存在は示唆されているということです。 

これがそうですけども、これDEMで、いろいろと地形断面図を、これは報告書から抜粋

してきましたけども、こういうところに少しバルジがあったり、要するに逆傾斜があって、

こういうところに撓曲を埋められて、こういうものが地下の断層運動によるものだという

可能性が示唆されているということでございます。 

それで我々は最終的には再評価ということで、より保守的にということがあります。こ

ういうところも活断層を考えまして、トータルこれとこれとを足した長さ、72kmをM7.9の

地震をここに想定したということです。傾斜については、この報告書の中にも、先ほどの
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基盤岩のところの角度を見て、70°ぐらいだということで、少しそれとともにこの断層に

ついては、少し横ずれ成分が卓越しているんじゃないかなということも報告書の中には示

唆されてございます。 

それで、そういう活動区間の見直しの後に、今度それを震源断層のモデルに持っていく。

最終的にはそれをもとに地震動に評価するわけですけど、モデル化については少しお話を

したいと思います。 

これは先ほど言いましたようにこういう全体で金剛山地東縁から和泉山脈南縁、あと延

長をしまして、トータル86kmという距離で、これを今は二つのモデル、御存じのようにｽｲ

ｼﾞｼｮｳﾏのレシピ、あと長大断層についてもいろいろとモデル化の方法が今提案されて、た

だどれが正しいのか、どれが一番ベストなのかというところはなかなか議論のあるところ

でございまして、まだレシピもいろんなセレクションがあるという状況でございます。 

我々のところ、二つのモデルを取り扱っていました。これは答えを見ると、どちらが大

きな地震動を出すかということは少しわかるんですけども、とりあえず今、考え方として

は二つの考え方。これが全体の一つの地震であるということ。そこでアスペリティを振り

分ける話と、それぞれ活動区間、活動セグメントと考えて、それぞれについてアスペリテ

ィを配置するというようなモデル化と、これは長大になりますので、円形クラックが成り

立たないという領域でございますので、少しそういうものを反映させたような、これもレ

シピにありますけど、そういうモデル化をした。 

上町については、少しステップしていますので、モデル化をどうするかというのは非常

に難しい問題です。地下でどうなっているかなかなかわからない状況の中ですから、どれ

がリアリティがあるのかというのは、非常に難しいですけども、とりあえず65°の逆断層

と、70°の逆断層がここでステップしながら連続しているというようなモデルをつくりま

した。 

これも全体が一つの断層帯というのと、それぞれのセグメントが活動セメグメントとし

てのモデル化ということで、二通りをやってございます。 

レシピについては、これも前回お話ししましたけど、こういう少し長い断層帯について

は円形クラックが成り立たないということで、Fujii and Matsu ‘uraの平均応力降下量と

か、あとSomerville、22％のあれとかと、いろんな、あと短縮レベルからやる方法もあり

ますけども、ここでは面積比と背景領域をFujii and Matsu ‘uraという形で、それぞれア

スペリティのパラメータを組んでございます。あとはほとんどレシピに従った形でやって
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ございます。 

それと先ほど冒頭で少し申し上げました中央構造線断層帯については、やはり地震本部

も言っていますけど、幾つかのセグメントがあって、それがどういう形で動くかというこ

とは、なかなか確定論的には言えないということもあって、最悪は別府－万年山までの一

つの、全体が480kmありますけど、こういうものを置くということも否定はできないとい

うこともありますので、我々もこういうモデルを組んで、今後は地震動評価はしますけど、

これは既に先行で、こういう書き方をしていますけど、伊方の四国電力でもこの辺は非常

に細かく、推本はこんな細かくはセグメント分けしていませんけど、ジョグの存在とかい

ろいろとそういう知見を得て、こういうモデル化をされていますので、これを我々は踏襲

しようと思ってございます。 

ただ、西のほうは我々直接関係するところでございますので、これは推本のそういうセ

メグメントに従ってやるということで、こういうモデルを組みながら、最終的には基準地

震動がどうなるのかというようなところを評価をしていきたいと思ってございます。 

ただこういう非常に超長大断層でございますので、これもどういうモデリングができる

のかという、いろんな方法がありますけど、ここでは壇さんたちが2011年に提案している

動力学モデルからされているような、平均応力降下量とアスペリティの応力降下量が決ま

りますけど、そういうものを用いながらモデル化をしていこうと思ってございます。 

それと不確かさは、特に断層が近いということで、いろいろガイドにもうたわれてござ

いますけども、その辺の考え方について少しお話をします。 

ここでは、これも前回、もともとのモデルで、初期モデルでお話をしましたけど、破壊

開始点の幾つかを考えるということと、あと応力降下量を1.5倍にする話と、あとアスペ

リティの場所の不確かさということで、非常に先ほど申し上げました敷地直下に持ってく

るというような話、そういうものを考えながら、不確かさを考慮していったということで

す。 

これが最終的なモデルの絵でございますけども、これは先ほどモデル1とモデル2という、

あの組み方からいくともう一度整理しますと、全体の面積があって、それが一つの断層帯

と考え、それに2対1対1と、それぞれセグメントに一つずつ、活動セグメントにはアスペ

リティがあるという、これは崩してはございませんけども、あと2対1対1という形で、一

番、根来に大きなものを置いて、これは最終的にはサイトに影響が大きいでございますの

で、置いたということと、あと破壊開始点は西端、KURからいくとやはりこの辺が一番大
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きくなる、指向性降下的にもですね。あと東の端ということと、あとAsp1の不確かさでは、

この真下に置いた。 

これは先ほどのセグメントからいくと、根来から飛び越えて五条に入りますけど、本来

この辺は非常に不確かさでございますし、ただサイトへの影響ということで、これを少し

ボーダーを越えていますけど、真下に置いたという考え方です。そのときに破壊開始点は

どこに置くのが一番かというのは、ちょっと計算ごとでございますので、とりあえず3ケ

ースを考えようということでございます。 

あとモデル2も同じ、ただアスペリティの、これはそれぞれのセグメントで面積を22％

にしたということで、少しこの辺と違うのが断層面積の話が違います。応力降下量等は同

じでございます。そういうものがモデル2として。あと破壊開始点とか不確かさについて

は、同じ考え方でつくってございます。これは横から見たものですから、こういうところ

が破壊されますよということです。二つともそうです。2kmメッシュで組もうと思ってい

ます。 

これがちょっと見にくい、資料のほうを見ていただきますと、ここに問題は地震動に持

っていくときには、やはりアスペリティのサイズ、モーメント、あと応力降下量、そうい

うものが大事だということで、赤は何のためかといいますと、一番最後に参考資料で前回

の60kmでやったときの当該アスペリティといいますか、第一アスペリティのパラメータ、

ちょっと比較するために赤でしていますけど。二つを御覧いただきますと、少し今回のほ

うが面積が大きくなってございます。モーメント解像量も大きいということで、地震動が

少し強く出る方向になっているということが見ていただけると思います。 

上町のほうも同じような考え方で、破壊開始点は3ケースと、あと応力降下量を大きく

することと、一番影響するアスペリティを敷地の一番厳しいところに置くという考え方で

ございます。これが絵でございまして、本体がありまして、あと沿岸部にもう一つセグメ

ントを置いたということと、それぞれのセグメントでアスペリティを一つずつということ

と。これは、上町についてはこの重点もそうですけど、北側の平均変位速度が非常に大き

いということで、本体側については当然大きなアスペリティというものを北のほうに置く

ということが、非常に地質学的な結果とも整合するということで、そういうことを置いて

いますのと、沿岸部のアスペリティについては、敷地への影響を考えて、本来はど真ん中

に置いていますけど、基本モデル的には、それより1の不確かさとしてサイトに一番効く

ところに少し持っていったということと、破壊開始点は3カ所を考えたと。これは先ほど
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のMTLと同じ考え方でございます。 

これがモデル2の場合でございまして、これもあとそれを考えた場合でございますけど。 

これを見ると少しわかっていただけますけど、これではなかなかあれなんですけど、例え

ば破壊開始点がここだとした場合に、こっちにどう飛び移るかというところが非常に微妙

ですけども、今は南からいったときは、ここまで行ったと同時に本体はバイラテラルに動

いていくというような話、北からいくと当然スムーズに飛び移って流れていくという、破

壊が伝播していくという話ですけど。南からの場合は、一番先端まで来たときに、両側に

本体のほうは北側と南側に行くというような、破壊伝播を少しリアリティのあるものにし

たというところでございます。それが縦断面を見ていただくと少し。星はそれぞれのセグ

メントの破壊開始点ということですから、そこを見ていただけると、どういう形でラプチ

ャーが進むかということは御理解いただけると思います。 

 それで、これがパラメータでございまして、ちょっと見にくいですけども。 

 これが最後に前回の資料、60kmのときのアスペリティです。少し面積が大きくなってい

るのと、モーメントが大きくなっていることはおわかりになっていただけると思います。 

少し早口で御説明しましたけども、資料の説明は以上でございます。 

○櫻田チーム長 それでは質疑に入ります。 

  永井さん。 

○永井チーム員 チーム員の永井です。 

 先ほど御説明のあったパラメータがどれくらい変わったかという、40ページのお話でち

ょっと確認をさせていただきたいと思います。 

 面積で言うと10％程度ですか、大きくなったと思うんですが、あとすべり量は3mちょい

から5mちょいの値に大きくなると。実際、地震動評価がどれくらい変わるかというのは、

大体でよろしいんですが。 

○京都大学（釜江教授） 恐らくそのサイズですね、面積が大きくなった分が、多分効く

と思います。モーメントのほうは当然、長周期ですから、短周期に影響するのはサイズが

大きくなった分が効くと思います。 

 ただ、今のように面積よりも短辺、正方形だと一辺、長さが多分、短周期、効きますの

で、それが1割いくかいかないかだと思いますので、そんなにレベルも大きくはならない

と思います。今のモデル化では、そういうふうには想像はできますけど。 

○永井チーム員 わかりました。あともう1点、前回、私のほうから指摘させていただい
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た点で確認をさせていただきたいんですが。基本的には御回答いただいていると思うんで

すけど、アスペリティの設定の考え方を確認させてください。 

 ちょうどそのスライドでいいと思うんですが、まず1点目はアスペリティの配置する位

置というのは、基本的には各セグメントとして評価された中の中央ということでよろしい

んでしょうか。 

○京都大学（釜江教授） これは産総研なんかの、活断層データベースもそうなんですけ

ど、活動セグメントというのがあって、これは今で言うと当然、根来－五条谷断層、あと

金剛と、そういうところに一つということと、当然アスペリティの場所については、例え

ば平均変位速度が大きいところとか、本当にそういう情報がきちんとあれば、当然そうい

うところに置いていくというのは基本だと思います。 

ただ、そういう情報がないときには、その断層の中央というのは、今までのレシピでも

そういうふうにうたわれていますし、我々基本モデルとしては、やはりその真ん中。要す

るに、端点にいくと当然変位が小さくなるという、過去の事例もたくさんございますので、

レシピでもそういうことが推奨されたり、今の産総研の活断層データベースの考え方も、

活動セグメントの考え方の中のアスペリティの場所も、そういう考え方だということで、

我々もこういう根来－五条谷断層というところ、あと友ケ島断層のほうですね、というこ

とで真ん中にしかも、置いたということと、大きいやつを置いたというのは、根来は一番

変位速度が大きいということもあるんでしょうけども、敷地への影響も考えて、根来のと

ころに大きなものを置いたということが基本になってございます。 

○永井チーム員 今、大きな変位を置いたのは、中央構造体では根来断層で、変位が大き

なところとおっしゃいましたが、上町断層についてもそれは同じような考えで置かれてい

るんでしょうか。 

○京都大学（釜江教授） そうです。上町についても今回これがついたんですけど、もと

もとのときはアスペリティの不確かさということで、前回のときには大きなアスペリティ

を下に置いたりもしていたんですけども、今回はやはりもう少しその辺科学的に、本体に

ついては今回の重点でもそうですし、非常に上と下で平均変位速度が違うと、非常に上は

大きいということもありますので。そういうものをﾖｳﾆ、こういうものに取り組もうとす

ると、これが多分、基本モデルだと思います。 

 それで前回この大きいやつを下に置いたりということもあったんですけれども、それ以

上にこっち側は非常に効きますので。今回は基本モデルとしては、上を大きく下は小さく
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という形で今は組んでございます。これは結構そういう平均変位速度はしっかりと出てい

ますので、そういう設定については非常にMTL以上に、制度という言い方はおかしいです

けども、設定としては非常に理想的なところだと思います。 

○永井チーム員 わかりました。ありがとうございます。今のような知見もちょっとでき

れば共通する部分とか、基本ケースに対してはどういうふうに考えているかというのを1

枚の箇条書きみたいな形にまとめて、次回、地質の評価の、この先の部分をお見せしてい

ただくときに入れていただければと思います。 

 私からは以上です。 

○京都大学（釜江教授） ありがとうございました。上町については少し前も、南の端の

とめの話も御質問いただいていまして、コメントをいただいていまして、重点でも今回こ

の重点の新しい知見ということで、ここは非常に重要視されて。本体のほうは上の佛念寺

山がなくなったということとか、結構いろんなDEMで地形面を見られているんですけど、

端点については重点でもあまり要に、目的が違ったのかもしれませんけど、本来その辺を

もう少ししっかりと調査していただきたかったというところはありますけど、次回敷地近

傍の例の断層帯の話もございますので、あわせて南のほうを重点で見ていないところの

DEMを用意しまして、少しその辺の端っこの精度といいますか、妥当性といいますか、そ

ういうものをお示しをしたいと思います。今のコメントとあわせて御説明申し上げたいと

思います。 

○永井チーム員 よろしくお願いします。 

○櫻田チーム長 はい。 

○吾妻チーム員 チーム員の吾妻と申します。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、中央構造線断層帯の断層パラメータの中で、傾斜角についてちょっと

確認させていただきたいと思うんですけども。通常、断層の傾斜角というのはなかなか情

報が限られていて、設定が難しいような値の一つになってくるんですけども、今回の申請

の中では、ここのところ43°という、非常に詳細な値で申請されているんです。 

 それについて、パラメータの一覧表の中では、｢文献調査により設定｣というふうにある

んですけども、この43°という角度の設定について、ぜひこの審査の中で、事業者である

京都大学さんのほうから資料を用いて説明していただいて、こちらのほうとしてもこの詳

細な値、どのように決まったのかというのを確認させていただきたいと思います。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございます。 
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ありがとうございます。これは以前からちょっと申し上げていますけども、この断層帯、

御存じのように右横ずれ断層ということで。これは以前の新指針ができたときのバックチ

ェックのときにも、いろいろと議論がございました。 

非常に低角で、上のほうで見えている角度が、例えばもう少し低角だということもあっ

て、非常に大きなばらつきの中で推本なんかが提案されていまして。そのときにも横ずれ

で非常に低角だということが、これは地質境界が非常にきれいに見えていますので、先ほ

どの友ケ島のところもそうですけど。それが本当に中央構造線側の最近の活動がそうなの

かところ、なかなか説明できないということもあってですね。我々としては、やはり横ず

れということでは、もう少し高角だろうと、それが本当に活動しているのであればという

ことで、いろいろとそういうことをした。なかなかそれを説明する資料がなくてですね。 

その当時も、今もそうですけど、推本が先ほど少しモデル化のところで、モデルをお見

せしましたけども、2005年に中央構造線断層帯の強震動予測をされているわけですけれど

も、そのときにある幅の中の傾斜角の中で43°ということを使われたということで、我々

もそれを一つの傍証といいますか、エビデンスでバックチェックもそうですし、今回の申

請もそれに合わせてやらせていただいたということで。 

本当の、地表で見えている、浅いところで見えている傾斜角というのは非常に大きなば

らつきがあって、もっと低角な、例えば20°という話もあるんでしょうけども、実際の地

質境界、下のほうで見えている境界の角度というものが四十数――その辺の話なので、そ

れを一つは参考に決めたということで。これは絶対そうなのかと。もっと角度が低いんじ

ゃないのという話になると、非常に我々もそれに対するガードもなかなか難しいところが

ございますけども。 

一つは、やはり横ずれ断層ということで、そういう本当に低角、20°、15℃でそんなも

のが動くのかというようなことのほうが、より、僕は科学的だと思うんですけども、その

辺はちょっと限られたデータの中でございますので、次回その辺、なぜ推本が43°にした

のか、そういう上のほうで見えている傾斜角と地下との関係ってなかなかこれ難しいんで

すけども、御納得いただけるかどうかわかりませんけど、少しデータを我々もそういう文

献なり、今回のそういう調査で新たなものがわかっていれば、もう少し御説明できるんで

しょうけども、ない中でのお話ですけども、少し集めてお話をしたいというふうには思い

ます。御回答になったかどうかわかりませんが。 

○吾妻チーム員 次回出していただけるということで、それでよろしいかとは思うんです
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けども。中央構造線断層帯の傾斜角については、高角であるとか、あるいは逆断層形であ

るとかと、いろんな議論がある中で、今回、逆断層形のほうのものを採用されたというこ

とで、それは敷地のほうに伸びるような断層面になりますので、保守的なほうをとられた、

安全側のほうを取られたということで理解しているんですけども。 

 この43という数字が何かの読み取りなのか、あるいはかなり細かい数字なので、計算し

て求められた値なのか。計算して求めたのであれば、どういった計算がなされてこの数値

が出たのかというところを確認できるような、そういった資料を御用意いただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○京都大学（釜江教授） わかりました。ありがとうございました。 

○大浅田チーム員 地震・津波担当調整官の大浅田です。 

 私のほうからは、不確かさ係数について確認させていただきたいんですけれど。例えば

中央構造線ですと、36ページのところでまとめていただいたんですけど、これは前回の私

どもの指摘を踏まえて、まず破壊開始点については基本係数の中で振っていただいたとい

うふうに理解してございます。 

 その上で不確かさケースとして、応力降下量1.5倍というのと、あとアスペリティ値を

少し敷地側にずらしたというふうなことで、ある意味、二ケースを不確かさケースとして

追加されたということなんですけど。 

 これが地震動評価という観点から見た場合に、この二つを選ばれた理由。特に先ほどの、

若干、傾斜角とかとも関係するかもしれませんけど、この二つを選ばれた理由について、

少し簡単にご説明いただけますでしょうか。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございますけども。 

 応力降下量1.5倍というのは、これは御存じのようにガイドラインに早々に入っていま

して、これは中越沖を踏まえてということで、少し平均値よりも大きくするということで、

これは基本ではないですけど、不確かさの中の考える一つの基本。 

もう一つは、やはり近いところというのは、御存じのように地震動、距離減衰が非常に

大きく効くということで、まずそばに持ってくるということが非常に地震動としては大き

くございます。これがそういうことで、非常に、KURここですから、そうするとこの場所

とここでは当然こっちのほうが距離が小さくなっていて、それと、今、破壊開始点をこの

三つにしているということは、ここよりも真ん中のほうが波が両方集まってくるというこ

との可能性も含めて。以前は真ん中だけしていたんですけど、そこら辺は少し近いという



16 

ことで、重なりによっても少し変わる可能性もあるということで、より結果を広く見ると

いうことで三つにしたということで。恐らく地震動としては、これ非常に細かな話ですけ

ど、今日はお見せしていません。 

前回少しお話ししました統計的グリーン関数法にしろ、結局、方法論が非常に高度化さ

れていまして、当然、入射角の問題とか、そういうものが非常に容易に取り込められると

いうことで。 

例えば、こういう離すほうが入射角が変わって、上下動がたくさん出るとか、原則、一

応、横ずれにしていますので、そうすると逆にこういう近くに持ってくるほうが、今度は

上下動が出ないということもあったりですね。ところが、水平動のほうは当然、距離減衰

で非常に大きくなるということで。上下水平、その3成分を考えると、どこに置くのが一

番厳しいかというの、非常に難しい問題がありますけど。 

我々としては、やはり、これが一つは水平動はこっち側に効いて、あと上下動について

は恐らくこっちが効くというようなことで。最初に基準地震動というのは、どういう形で

考えていくかというのは非情に難しいところがございます。これがやはり、こういう横ず

れで、しかもこういう傾斜を持っているところでの断層からの波を計算するときには、非

常に複雑に絡むということで。 

ただ、今ご指摘いただいたように、我々としてはやはり短周期ですから、短周期を対象

とすると、この近くに持ってきて、距離を短くするということが非常に大きな波を出す一

つの原因だと思っていますので、これが不確かさとでは非常にサイトへの影響を考えると、

非常に大きなことになっている――大きな波を出す、より保守的に出すモデルになってい

るというふうには理解をしてございます。また今後ヒアリングで、この辺、波は計算しま

すと、御理解いただけるんじゃないかなと思います。それは今後ヒアリング等々でお示し

をして、また御指摘をいただけたらと思いますけど。今はあくまでも考え方ということで

ございます。 

○大浅田チーム員 ありがとうございます。ある意味、セグメントを越えてアスペリティ

を動かすというのは、あまりほかのサイトでもやっていないことですので。私どもも先ほ

どのパラメータ表とこのようにしていただくと、ある意味アスペリティを敷地のところま

で動かすというのが、地震動評価上効くので、ほかでもいろいろと不確かさという観点で

はあるかもしれないけど、ある意味これを持ってくるということで、十分な保守性を事業

者としては考える、そういうふうな理解でよろしいでしょうか。 
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○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございます。 

 まさにそのとおりでございます。ありがとうございます。 

○大浅田チーム員 先ほど先生からも話がありましたように、そこら辺は私どもとしても

考え方は理解いたしますし、あと結果で、そこはきちっと示していただきたいなと思いま

すし。あと、できましたら、その考え方をきちんと書いていただいて、こういう観点で不

確かさというのは選んだということを、まとめていただきたいなというふうに思っており

ます。 

 あともう1点、これは不確かさという考え方ではないのかもしれませんけれど、今の

86kmのケースと、480kmのケースとの整理という考え方ですけれど、事業者としては先ほ

ど話があったように、敷地前面、ここをいかに保守性を持たせるのかが重要ということで、

ある意味、推本の実施本部のセグメントの考え方を超えて、そこを少し断層面積全体を大

きくして、M0を大きくするとともに、直近のアスペリティについても、モデルはモデル2

で若干違いますけど、モデル1のほうですとアスペリティ面積も大きくする、そういった

ことによって、特に短周期側の地震動を大きくするという観点で選んだというのが86kmの

ケース。 

それでもう一方、480kmというのは、先行プラントでもそういったことをやっているの

で、ここは計算上は効かないのかもしれませんけど、そういったことも少し確認したいと

いう観点で、その2ケースをやられるというように、そういうような考え方でよろしいで

しょうか。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学釜江でございますけども。 

 本来、私がそれをちゃんと説明をすべきでございました。いろいろとコメントいただき

まして、ありがとうございました。 

 そのとおりでございまして、480kmというのは推本もいろいろと超長大断層の考え方を

示されていますし、先行審査でもそういう活動を考えた地震動評価というものが、どうな

るのかということがされています。 

これは地震学的には、皆さん、もうここで言うまでもございませんが、やはり敷地の近

傍の断層からの波というのは、非常にサイトに影響するということで、先ほどの話でも、

ほとんど前面のモデル化が影響しますと。これは最終的に波を御提示すればその辺もう少

し御理解をいただけると思うんですけど、それで当然、前面を少し長くして、より保守的

に、より強くなるものを出したということで。480kmに対しても、こういうセグメントを



18 

打ちますけど、これは先行のモデル化と前面については、ほぼ一緒なんですけど、今御覧

いただいたように。ほとんど地震動としてはそう大きな影響もありませんので、あまりこ

のモデル化については、大きくは影響しないと思いますけど。 

ただ、今おっしゃったように、やはり480kmにしても前面のほうのモデル化をどうする

かということが、一番サイトへの影響は大きいということでございますので、今、大浅田

さんのほうから御指摘いただいたように、この考え方をやっているのはそういうことだと

いうふうに御理解していただくとともに、ありがとうございました。 

○大浅田チーム員 今の考え方もやっぱり重要ですので、そこはきちんと資料の中でも今

後整理していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江です。 

 わかりました。そういう説明を今後資料としてもさせていただきたいと思います。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。 

 前回3月の審査会合のときに、敷地における深部の地下構造モデルというふうなものを

御提示していただいて、今後、説明いただきたいというふうな御指摘をさせていただいた

んですけども。今日のお話は地震動を評価するに当たり方針ということで、こういう方針

でやりますという御説明をいただいたと承知しておりますけども、やっぱり地下構造モデ

ル、非常に重要でございまして、その辺の情報をもう少しお出しいただいて、議論の俎上

に上げていただいて、その上で地震動評価というふうなことになるかと思うんですけども。 

 この分析の状況、今いかがなっているかというふうなことで、少しお話をお伺いできれ

ばと思うんですが。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございますけども。 

 今日は震源のモデルの考え方ということで、地震動の評価については次回以降、当然ヒ

アリングでもいろいろと御説明申し上げますが、そのときには当然、地震動ですから、あ

れの解放基盤というのがサイトの200mぐらい下にあって、Vsが1.5kmぐらいあります。非

常にかたい花崗岩でございますけども、当然その下の深部構造も地震動としては地震基盤

から上がって波を評価をしますので、そこも影響をしますので。ただ、その辺は結構どう

いうモデルを、もう少し解放基盤から下です。 

これは既に大阪平野のモデルとか、既にそういう強震動予測をやっている例もございま

したり、今回いろいろと反射もやられたりしているということで、その辺のデータを見な

がら、解放基盤以深のモデル化はやっていきたいと。それで解放基盤以浅、これはサイト
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でボーリングしていますので、これは最終的には入力地震動にも関係しますけど。その辺

も当然、そういう説明のときにはその辺の妥当性、検証の結果等々も説明をさせていただ

きたいと思いますし。 

今、進捗とおっしゃったので、今これに集中していまして、今後、地震動の評価等は、

これはもう当然リンクする話ですので、これからスピードを上げて、その辺もう少しこの

前御指摘いただいていますから、ヒアリング等々で、またお話をしたいと思います。 

○佐藤チーム員 どうかよろしくお願いいたします。 

○櫻田チーム長 ほかに、質問、コメントはありますか。よろしいですか。 

 申請者側から説明をいただくのは、これでよろしいでしょうか。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございますけど。 

 今日は冒頭で申し上げましたように、我々の一番対象になる検討用地震、これは論点整

理もそうですけども、中央構造線断層帯のより保守的な評価ということで、今日は申し上

げましたのと、上町断層については、そういう新たな知見があるということで、これは以

前、櫻田さんからも、それを事業者はどう考えるんだという御指摘もございましたので、

我々側としては、より保守的に、より安全性ということで今日、新たな活動区間として取

り入れるという御説明をさせていただきました。 

今後はこのモデルに従って地震動予測をして、最終的にはSsはこれから決めていく話で

すけど、まずこういうモデルで地震動を予測すればどうなるのかと、今、大浅田さんから

もいろいろ御質問ありましたし。その辺とともに、地下構造もリンクしますので、次回以

降、ヒアリングを含めて御説明申し上げたいと思います。 

 ということで、今日は一応モデル化の事業者の考え方を御説明したということで、御理

解いただけたらと思います。 

 以上でございます。 

○櫻田チーム長 ありがとうございました。 

本日御説明いただきましたKURの中央構造線断層帯及び上町断層帯による地震について

は、今日の指摘事項も幾つかありましたし、資料を提出してくださいという話であります

とか、文献等も記載事項、あるいはそれを前提にした考え方についての御説明も改めてい

ただきたいという話がございますので。ヒアリングという話もありましたけれども、最終

的にはまた審査会合で審査をするということにしていきたいと思いますし。また、本日お

話しございましたように、地震動評価ということに今後はなっていくので、地下の構造の
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話も含めて、引き続き審査をしていきたいというふうに思います。 

 以上で本日の議題は終了ですけれども、事務局から事務連絡がありましたらお願いしま

す。 

○森田チーム長補佐 事務局からですけれども。 

 地震などに関する次回の会合につきましては、ヒアリングの状況を踏まえまして、決ま

りましたら連絡したいと思います。 

 以上です。 

○櫻田チーム長 それでは以上をもちまして、第53回審査会合を閉会します。 
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６．議事録 

○田中知委員 それでは、定刻になりましたので、第54回核燃料施設等の新規制基準適合

性に係る審査会合を開催いたします。 

 本日の議題は、日本原燃株式会社、再処理施設の新規制基準に対する適合性について、

及びMOX燃料加工施設の新規制基準に対する適合性についてでございます。前半は六ヶ所

再処理施設の審査を行い、休憩を挟んだ後、後半はMOX燃料加工施設の審査を行いたいと

思います。 

 それでは、再処理施設の審査に入りたいと思いますが、個別の議題に入る前に、前回、

1月26日の審査会合から本日まで約3カ月たっておりますところ、日本原燃から、これまで

の経緯等について説明があると聞いておりますので、日本原燃のほうから説明をお願いい

たします。 

○日本原燃（松村副社長） 日本原燃の松村です。 

 冒頭に私のほうから御説明をさせていただきます。 

 1月26日以来の3カ月ぶりの審査会合になりますけど、前回の審査会合におきまして、溢

水や竜巻に対する防護設備から、我々は、異常影響緩和系（MS）機能を除外しているとい

うことを我々は説明いたしまして、それに対して、規制当局から御指摘を受けまして、い

ま一度、我々は現場調査などをしっかり行いまして検討を進めてまいりました。今日はそ

の点について御説明をさせていただきたいと思います。そういう意味で、今日は設計基準

における共通的な事項として、防護対象に係る考え方、これは先ほどのMS機能の除外につ

いてです。それから、個別条文として内部火災、溢水、竜巻などについて説明をさせてい

ただきます。 

 また、今年の2月4日に、安全上重要な設備、それから航空機落下などの設計基準につい

て、一部補正をさせていただきました。そのうち、航空機落下については今回説明をさせ

ていただくことにしております。それから、まだ説明ができていない項目が残っておりま

すので、今後、継続してヒアリング等を行いまして、論点を明確にした上で審査会合に臨

みたいというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田中知委員 ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうから何かござ

いますか。 
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○長谷川チーム員 規制庁の再処理担当の長谷川です。 

 今回、3カ月ほど原燃のほうで再度、設計基準と重大事故の部分について検討してきて、

本日、設計基準の部分について説明をするということで、特に安全上重要な施設というの

は、もともと大きく異常発生防止系というのと影響緩和・拡大防止という大きく二つに、

PSとMSと言われていますけど、防護の観点から区分しているわけですけど。 

 それに対して、今回、工程を停止するからといってMS機能を安全対象としないという点

について、やはり原燃の、1年間ずっと聞いてきた、その深層防護を取り入れた形できち

っとやっていきますというのと、ちょっとずれていたところがあると思います。全体的に、

重大事故も含めると、安全対策をいろんな面おいて最小化しているようにも受け取れるよ

うなところもあります。 

 やはり原燃の、もともと最初に、去年、もう一昨年に当初に申請があったときに、高い

水準の安全性を目指してやっていくのが原燃の考えだというところと、やっぱりこの1年

間、大分そういう点を修正してきたと思いますけれども、これ以上また同じようなことを

繰り返さないように、本日以降、きちっと原燃の考え方、要するに高い水準の安全性を追

求していくというところを、きちっとそこを振り返った形で常にチェックをしていただき

たいというふうに思っています。 

 以上です。 

○日本原燃（松村副社長） 日本原燃の松村です。 

 前回の審査会合で、設計基準、それから重大事故について御指摘をいただきまして、

我々としては、社内に帰りまして、もう一度安全設計の原点に戻りまして検討を行いまし

て、今、重大事故についても検討を行っているところですけど。あくまでも我々、現場を

きちっとチェックして、そして、それからどうするかということを今考えているんで、ち

ょっと時間をいただきましたけど、今日は設計基準について、今、長谷川さんの御指摘の

あった考え方に従った形で、我々は今回修正を加えておりますので、その辺を審議してい

ただければというふうに考えております。 

 以上です。 

○田中知委員 それでは、個別の議題に入ってよろしいでしょうか。 

 それでは、個別の設計基準に対する適合性の議論に移りたいと思います。 

 初めに、防護対象の再整理と、それに関連して外部からの衝撃による損傷の防止のうち、

外部火災と内部発生飛散物による損傷の防止について、これまでの会合での指摘事項に対
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する回答を中心に、日本原燃のほうから御説明をお願いいたします。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 資料1の(1)に基づきまして、まず設計基準における防護対象の考え方、こちらの変更に

ついて説明をさせていただきたいと思います。 

 資料1の(1)の下のシートを御覧ください。1.1で、今回、防護対象の再検討を行った条

文を記載しております。第五条、火災等による損傷の防止～第十五条、内部飛散物につい

て再検討を行っております。 

 その結果でございますけれども、1.2に示しますとおり、防護対象安全機能の選定につ

いて変更を行っております。変更前は、安全上重要な施設の異常発生防止系、いわゆるPS

機能を防護対象安全機能とし、異常拡大防止系及び異常影響緩和系、MS機能は防護対象安

全機能としないこととしておりました。 

 その考え方につきましては、下のほうの矢印で記載しておりますが、まずPSにつきまし

ては、具体的には冷却機能や水素掃気機能等が該当いたしますが、その機能喪失により、

過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがあり、防護対象とするとしておりました。一方、MS

につきましては、再処理施設が異常状態に至った場合に拡大を防止する等の機能、すなわ

ち温度や濃度が異常に上昇したときに工程を停止するインターロック等が対応しますが、

それらは再処理施設の運転を停止することにより、その機能が要求されない状態とするこ

とができると考え、防護対象としないということでしておりました。 

 審査会合等におきまして、先ほどございましたように、MSを防護対象設備に選定しない

とする考え方について、整理して説明すること等のコメントをいただきまして、私どもと

して再検討を行ってまいりました。 

 その結果でございますけれども、変更後に記載しておりますが、安全上重要な施設の安

全機能を防護対象安全機能とすると、PSもMSも、両方ともに防護対象安全機能とするとい

うことでございます。 

 こちらにつきましては、下の矢羽根で書いておりますけれども、安全機能を有する施設

のうち安全上重要な施設は、火災・溢水等の共通要因により多重化等を講じている設備が

同時に機能喪失することがない設計とすることが要求されていること、また、一番下の矢

印でございますけれども、PSとMSは、安全機能の性質の分類であり、重要度、要求事項に

おける差異はないということでございますので、両機能ともに防護対象とするということ

としております。 
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 めくっていただきまして、1.3再処理施設の運転停止でございます。運転停止に関しま

しては、MSを防護対象安全機能としないという、期待することでMSを防護対象安全機能と

しないという考え方をしておりましたけれども、右の欄、変更後に記載しておりますけれ

ども、MSも防護対象安全機能に選定するということから、MS機能を要求されない状態とす

るための運転停止の措置は期待しないということといたします。 

 下の表でございます。上記以外で、再処理施設の安全確保の観点から以下の運転停止等

の措置は今後も実施するということで考えております。 

 一つ目は、設備に求められる状態を満足していないと判断した場合又は操作に係る制限

等を満足していないと判断した場合の運転停止等の措置でございます。こちらにつきまし

ては、既に保安規定や下部規定に、条件及びそのときの措置について定めているものでご

ざいます。 

 下のほうでございますけれども、追加して、安全機能が損なわれる前の段階でリスク低

減のために行う運転停止等の措置でございます。具体的には、地震につきましては、耐震

B/Cクラスの施設が破損するおそれがある地震動を地震感知装置にて監視し、加速度大に

よって発せられた警報により、再処理施設の運転停止を行うというもの。それから、外部

火災が発生した場合は、火災の状況に応じて再処理施設のリスク低減を目的に運転停止を

行うということで、これまで御説明をさせていただいた運転停止は、引き続き今後も行う

ことで保安規定等に今後定めていきたいというふうに考えております。 

 防護対象の考え方を変更したことによりまして、各条文への展開ということで3ページ

以降にまとめております。まず第五条、内部火災でございますけれども、現状はPSのみを

対象としておりましたが、再整理の方向性、右のほうに記載しておりますけれども、MS機

能を含めて、火災影響評価ガイドに基づく確認、対策等を実施していくということで変更

をしております。 

 次のページでございますけれども、第九条の外部衝撃（竜巻）と、第九条、外部衝撃の

一番下の（航空機落下）でございますけれども、こちらにつきましては、従来からPS、MS

の区分なく評価をしておりましたので、この二つについては変更なしということでござい

ます。真ん中の第九条の（外部火災）、それから次のページの溢水、化学薬品漏えい、内

部飛散物、これらにつきましては、現状ではPSを防護対象機能とするとしておりましたの

で、MS機能を含む防護対象安全機能を選定するということで変更をしております。 

 なお、溢水の再整理の方向性の欄に、二つ目のポチでございますけれども、防護対象安
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全機能に選定した機器のうち、溢水の影響により機能喪失するおそれがない機器等につい

ては、溢水防護対象設備に含めないとしております。具体的には配管やケーブル等が当た

りますが、この考え方は現状と同じでありまして、詳細につきましては、この後の各条文

の説明にて行いたいと思います。 

 続きまして、資料1の(2)と資料1の(3)も引き続き御説明をさせていただきたいと思いま

す。これらの資料につきましては、これまでの審査会合でのコメント回答等を踏まえまし

て、一式の形にまとめ直したものでございます。内容的には既に御説明しているものでご

ざいますけれども、防護対象の選定について、変更後の考え方を取り入れておりますので、

その部分について御紹介をいたします。 

 資料1の(2)でございますけれども、外部火災で、下のシートでございますが、このⅡ.

で防護対象安全機能の選定について記載をしており、下から2行目のところでございます

が、過度の放射線被ばくを及ぼすことを防止する観点から、安全上重要な施設の安全機能

を防護対象安全機能とすることとしておりまして、PS、MSの区分けなく防護対象とするこ

ととしております。 

 めくっていただきまして、下の、右下3ページでございますけれども、こちらの赤枠で

囲っているところ、MSでございますけれども、こちらを従来は防護対象安全機能としない

こととしておりました。 

 その具体的な機器等を次の4ページのほうに展開をしております。これらについても、

今回は防護対象安全機能として考えるということで対象としております。 

 その結果、5ページ目に、MSも防護対象安全機能とすることを踏まえた外部火災防護施

設の選定結果を記載しております。赤枠で示しておりますウラン脱硝建屋と主排気筒管理

建屋が追加となっております。この資料のこの後に、森林火災及び近隣工場等の火災とい

たしまして、備蓄基地火災、屋外危険物貯蔵施設の火災の評価をまとめておりますが、評

価すべき防火帯との距離が一番近い建屋等、それらにこれまでの説明と変更はなく、ウラ

ン脱硝建屋等が追加になったことにより、再評価が必要となるものはございませんでした。

これについては、後ほど御確認いただければと思います。 

 次に、資料1の(3)内部飛散物でございますけれども、こちらも下のシートのところに変

更後の防護対象安全機能の選定について記載をしております。一番下の2行でございます

けれども、先ほどと同様の記載をしております。 

 それから、めくっていただきまして、右下の4ページと5ページにつきましては、先ほど
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御紹介させていただきました、従来、防護対象に選定していなかったMSについてまとめて

おります。外部火災と同じでございます。 

 これらの結果、変更後の選定された内部飛散物防護対象設備につきましては、右下の13

ページを御覧いただきたいと思います。こちら、13ページ～16ページまで、タイトルのと

ころに記載しておりますけれども、対象飛散物として回転機器を想定したときの防護対象

設備を整理しております。縦軸に安重の項目、そして横軸に各建屋ということで、設備単

位で防護対象設備を、13ページ～16ページまでまとめております。 

 それから17ページにつきましては、対象飛散物を、重量物落下を想定した場合の防護対

象設備をまとめておりますので、御確認をいただければと思います。 

 以上をもちまして、資料1に関する説明を終わらせていただきます。 

○田中知委員 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対し、規制庁のほうから何か

ございますでしょうか。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 資料1の(1)の2ページのところにですけれども。上の表のところに「運転停止の措置を

期待しない」という記載がございますけれども、今回そのMSを防護するということで、こ

れまで運転停止でもって対応するところを、今後はそこを期待しないという記載がござい

ますけれども、これはもう運転停止を、設計基準事故に対して運転停止は、運転を継続す

るということもあるということなのでしょうか。 

 下の表のところに、運転制限等を満足していない場合とか、リスク低減のために運転停

止を行う措置と幾つか記載がございますけれども、基本的には、その溢水であるとか竜巻

とか、ここに書いてないような場合は運転を継続するというか、特に制限はしないとそう

いうお考えかどうかというのを確認させてください。 

 とりあえず以上です。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 2ページ目の下の四角の上の段に、設備に求められる状態を満足していないと判断した

場合又は制限等を満足していないと判断した場合というところがございますけれども、こ

のような状態では、運転停止の措置を行うというのを保安規定で定めております。その中

には、例えば、異常時の措置ということで漏えいを検知した場合であるとか、そういう異

常時の措置についても定めておりますので、故障であったり異常であったり、その状態に

応じて、設備を必要に応じて止めるということは保安規定に定めたとおりでやっていくと
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いうことでございます。 

○竹内チーム員 今おっしゃったその保安規定上の制限というのは、恐らく内部事象とか、

そういったものに対するところがメインだと思いますけれども、例えば外部事象を考える

と、その火災とか、火災とかによって中に影響がし始めて、初めて対応するというような

ロジックにも聞こえるんですけど、本来、冒頭、長谷川のほうから言いましたけれども、

高い安全性追求を行おうとするという点からすると、本来であれば、こういった外部事象

に対しても停止等の判断というのがあるのかなと思いますけれども、その点はいかがでし

ょうか。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 外部事象につきましては、例えば、この資料にも書いておりますように、地震につきま

してはB/Cクラスの加速度ということで、そのような地震があれば停止をするということ

でございます。 

 それから、外部火災につきましても、資料1の(2)でございますけれども、それの後ろ、

一番最後のシートをめくっていただきました60ページから、最初の施設の処理運転という

ことで、外部火災発生時の運転停止については、従来御説明したとおり、状況に応じて止

めていくということで整理をしているところでございます。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 いずれにしましても、当初、運転、工程停止をするから――再処理の工程停止というの

は非常にいろいろ難しいところがあって、全てが停止するわけではないんですけれども、

再処理の工程を中断なりいろいろ、より安定な方向に持っていくことで、そもそもMS機能

に防護を期待しないという考え方をとってきたというところでは、少なくともそういった

工程を停止することによって一定の安全性が担保できるということがこれまでの説明だっ

たわけですよね。 

 ということで、このより高い安全性を求めるということは、そういうところに関して、

MS機能――MSも当然防護する、一方で、一定程度の工程なり再処理、せん断とか、例えば

そういうものを外で何かいろいろ起こっているときに止めるというのは、一定のやっぱり

安全対策としては有効な手段であるとは思っていますので、この辺はきちっと一度整理を

して、もう少し論点として、ちょっと議論はしたいというふうには思いますけれども、い

かがでしょうか。 
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○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 ヒアリングでも御指摘いただいた点でございます。ちょっと我々の今回の日本語の書き

方もよくないかもしれません。我々、運転停止については従来どおり考え方としては整理

をした上で、再処理施設のリスクをなるべく下げる方向に、安全的な運転を目指すという

のは変わっておりませんので、その辺を含めて整理をさせていただきたいと思います。 

○田中知委員 あと、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○伊藤チーム員 規制庁、伊藤です。 

 今の説明の次のところになるんですけれども、3ページですね、2.の各条文への展開と

いうことで表が示されているんですけれども。ここで一番その右側のところの表現ぶりな

んですけれども、「再整理の方向性」という形でここ記載されていて、中身はその何々を

確認する、実施する、選定するというようなことになっているんですけれども、これは防

護対象のその再選定といいますか、そういったところの検討がまだ済んでないという意味

にとれるんですけれども、そのところはどうでしょうか。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 一応、再選定につきましては完了しているということでございます。 

○伊藤チーム員 そういうことであれば、その具体的に選定したものについて表に示すな

り、ちょっと詳細な部分を明確にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤ですけれども。 

 すみません、ちょっと説明が十分でなかったところがございまして恐縮でございますけ

れども、再選定した結果というものにつきましては、本日、個別で御説明させていただき

ます内部火災、それから、あと溢水、薬品漏えいにつきましては、この後の各条文の中で

御説明をさせていただきたいと思います。 

 そのほかの資料1の(2)と1の(3)につきましては、再選定した結果を先ほど御紹介させて

いただいたというところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 よろしいですか。 

 あとはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 
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○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 資料の1の(2)の外部火災で1点確認なんですが、資料の57ページなんですが、ここヒア

リングで上に何か参考と書かれていたので、参考の意味合いなんですかというふうに指摘

したら、今回、参考は取れてきたのだとは思うのですけれども、結局、ここは緑枠囲いと

か緑の点線枠囲いとかは特にない状態になっていて、別に参考をつけてほしいとか、消し

てほしいとかいうところが論点ではなくて、申請書であるとか保安規定であるとか、どう

いったもので、どのように担保するのかというところを確認したいというのが一番の趣旨

になっていまして、ここを特に囲われていないのは何か補足的な説明を意味するとか、そ

ういうことかもしれないんですけれども、要は、申請書、保安規定との関係を確認させて

いただければと思います。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 57ページの二次的影響のばい煙等というところ以降というふうに捉えておりますけれど

も、申し訳ございません。この辺のばい煙発生時の対応であったり、先ほど紹介いたしま

した60ページ以降の運転停止につきましては、保安規定、またはその下部規定類で、今後、

改めて定めていきたいと思っております。ちょっと枠囲みが抜けておりましたので、申し

訳ございません。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 最後、保安規定で担保されないのは別にいいとは思うんですけれども、あくまで保安規

定は事業指定に記載があって、それにぶら下がる形で保安規定で担保していただく形には

なると思うので、事業指定上どう担保されるのかも含めて、今後御説明いただければと思

います。 

 以上です。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 申請書のほうにも基本的な考え方は記載してまいりたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○田中知委員 あと、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○伊藤チーム員 規制庁の伊藤です。 

 二つ目の資料で、外部からの衝撃による損傷の防止の中で、いまだ検討中なのかも、検

討して、まだ載せてないということかと思うんですけれども、航空機墜落による火災の影
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響について、まだ記載がされてないので、今後、説明をお願いします。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 航空機墜落火災につきましては、すみません、まだ御説明をしておりませんが、今後説

明したいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○田中知委員 どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 資料1の(3)の内部飛散物のところで。先ほど御説明の中で、17ページに重量物落下に関

する対象設備の選定を示していただいておりますけれども、前半の回転機器に比べると非

常に少ないということと、建屋も四つの建屋のみということになっていますけれども。 

 例えば、その高レベル廃液ガラス固化建屋なんかにもクレーンはあるとは思うんですけ

れども、こういったクレーンのないところとか、そういったところで外れたというのはど

ういう理由でしょうか。今回、ヒアリング等でも示されていませんが、今回ここで初めて

示していただいたという認識ですので、ちょっとその点、事実関係の確認をさせてくださ

い。 

○田中知委員 質問はわかりましたか。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 ちょっと御指摘の点、すみません、またちょっと確認をさせていただいて、改めて別途

回答させていただきたいと思います。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 これはヒアリング等でも申し上げているんですけれども、この場で持ち帰りというので

はなくて、御検討されていたということで、この結果を示していただいているということ

ですので、できればこの場でお答えいただきたいなと思うんですけれども。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 申し訳ございません。ちょっと今、じゃあちょっ

と、今確認させていただいて、この会合の中で答えていきたいと思いますので、すみませ

ん、ちょっとお時間をいただきたいと思います。 

○竹内チーム員 わかりました、よろしくお願いします。 

○田中知委員 あと、いかがでしょうか。 

 はい。 

○大村チーム長代理 審議官の大村です。 

 今回、MSの取り扱いについて見直しもされたということで、これについては先ほど長谷
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川のほうから冒頭話がありましたように、深層防護の考え方をしっかり捉えるということ

と、それから高い安全性を追求するという基本的な方針ですね、これに従ってしっかりや

るとこういう指摘をしたいわけですけれども。これは審査会合の指摘を受けて見直しに至

ったと、再検討に至ったということですが、これが、やっぱり具体的な、技術的な内容で

あれば、それもオーケーなんですけど、前の重大事故対策の範囲なんかもそうなんですけ

ど、その基準の解釈であるとか、その基準のやっぱり根幹的なというか基本的な考え方を

どう捉えるかというところに関係するところが非常に大きいというふうには思います。 

 審査会合では、やはり具体的に、そういうことは基本的な認識のもとに具体的な適合性

の、やっぱりできるだけ具体的な個々の技術的なところの議論をすべきであって、そうい

う根幹的な考え方のところは、これはもう事前に、こちらのほうで基準の基本的な考え方

を説明する義務もございますので、行政相談という形もありますし、よく、その辺りは事

前に確認もいただいて、その上でしっかり中身を検討していただくという必要があるとい

うふうに思います。 

 したがって、できるだけその審査会合を効果的に使えるように、そういう根幹的な考え

方のところは、特に基準の解釈に関するようなところは事前に確認をいただいてやってい

ただければというふうに思います。 

○田中知委員 日本原燃の方から何かございますか。 

○日本原燃（松村副社長） 日本原燃の松村です。 

 今御指摘のとおり、効率的な審査会合を進める上で、それから、いつもおっしゃってい

る条文の解釈等については、いつでも行政相談の面談で相談に乗るということを言ってい

ただいているので、これからその辺の、タイムリーにやっていきたいと思います。これか

らまだ重大事故がありますので、よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 ありがとうございます。 

 本件については、よろしいでしょうか。 

 ちょっと私から一つ。先ほど長谷川のほうからも質問があったかと思うんですけれども、

運転停止とか運転停止等という言葉があって、やっぱりこれは原子炉、発電所とは、運転

停止等の持つ意味が随分違いますから、そこの具体的なところに留意しつつ、これからち

ょっとヒアリング等で確認していっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、次は火災等による損傷の防止でございます。 

 こちらについても、これまでの会合における指摘事項に対する回答などについて、日本
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原燃から説明をお願いいたします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 それでは、第五条、火災等による損傷の防止について、資料2に基づきまして説明をさ

せていただきます。 

 この資料前半部分につきましては、これまでの審査会合で御説明をさせていただきまし

た設計方針等をまとめたものになりますので、本日の説明につきましては、46ページの審

査会合による指摘事項に対する回答の部分からさせていただきます。 

 まず47ページを御覧ください。第40回の審査会合におきまして、再処理施設における系

統分離措置等について説明することとの指摘を受けたことに対する回答になります。この

ページに示しておりますのは、今回、新規制基準を受けたことで我々が火災等の損傷の防

止に対して設計を行う考え方の基本方針を示してございます。 

 まず、再処理施設におきましては、従来から火災により多重化された安全上重要な施設

が同時に機能を損なうことが無いよう、系統分離等の措置を行ってまいりました。これを

もとに許可をいただいて、今、物ができているという状況でございます。今回、新規制基

準の対応としましては、現状これまでやってきた設計に対して、新たに影響評価ガイドを

参考として火災の影響評価を行いまして、従来設計の妥当性の確認を行い、系統分離対策

等が十分でない箇所が確認された場合は追加的な対応を行う。また、それを設工認等で示

して審査を行っていただくということで考えてございます。 

 48ページ以降につきましては、従来の系統分離設計の考え方を例示的に示してございま

す。 

 49ページには、水消火設備の系統分離の設計の考え方、50ページには、非常用ディーゼ

ル発電設備に対して設置している二酸化炭素消火設備の系統分離の絵を示してございます。

一例として説明させていただきますが、49ページの水系の消火設備につきましては、真ん

中の絵で赤枠が示してございますが、動的機器を有する消火ポンプ、これを多重化するこ

とによって、動的機器の単一故障が起こっても、その機能を喪失しないという設計をして

ございます。 

 次に51ページ以降、こちらも――51ページです、すみません、51ページに先ほど御説明

をいたしました今回の新規制基準を受けた基本的な当方の設計の考え方としてフローを示

させていただいてございます。まず、多重化された安重施設がありまして、それに対して

分離設計の実施と書いてあります。これが従来の設計でやってきた分離設計をインプット
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として評価をしていくという考え方をとってございます。それに対して、新規制基準で新

たに制定されました影響評価ガイド、これを用いまして系統分離設計の妥当性を確認して、

機能喪失をするというおそれがあるということであれば、新たに対策をとってもう一度フ

ローを回すと、そこで影響がないという判断をされれば、そのまま、影響の評価と問題な

いという結果を出すということで考えてございます。 

 そういったインプット条件になる、これまでやってきました分離設計のまた一例でござ

いますけれども、52ページ、53ページに、機器ですとか盤、ケーブルの系統分離の設計の

考え方を示させていただいてございます。これが一つの目の指摘事項に対する回答になり

ます。 

 次に54ページを御覧ください。二つ目の指摘事項でございますが、第40回の同じく審査

会合におきまして、ケーブルに伝わる延焼に対して、薬品を火災源とした影響をどのよう

に検討したか説明することという御指摘をいただいてございます。 

 54ページの真ん中にフローがございますが、化学薬品によるケーブルへの影響として、

有機溶媒等は引火点が高く、火災に至る可能性は低いと考えてございますが、漏えいした

化学薬品が引火点又は発火点に至ることにより火災に至ることを想定しまして、火災源と

して考慮をしてございます。 

 その具体的な例示としまして58ページを御覧ください。58ページに三つ表が分かれた形

で書いてございます。まず一つはケーブル火災の有機溶媒への延焼、二つ目としましては、

有機溶媒火災のケーブルへの延焼、三つ目が遠方への火災の進展という観点で、その影響

評価を考えてございます。 

 一番左側、書いてございますとおり、ケーブル火災そのものが有機溶媒等に引火をする

ということを想定する。二つ目のところは、有機溶媒火災で火災が起こったものがケーブ

ルに延焼するというようなこと、こういったことを評価の中で見た上で影響評価をやって

いるということでございますので、前回御指摘いただいたものにつきましては、我々とし

ては、考慮をした上で評価をしているということでございます。 

 次に60ページを御覧ください。60ページも、同じく40回の審査会合で御指摘をいただい

た火災感知器の多様化で適用除外としている箇所について、感知が可能であることなどを

個別に説明することという御指摘を受けたことに対する回答になります。 

 ページの下におきまして赤字になっている分が対象となります。具体的には、少量の可

燃物を取り扱うセル等（高線量区域）と書いているところで、感知可能又は火災の発生の
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おそれがないということで御説明した部分の具体的な例示でございます。 

 具体的には61ページからでございます。61ページに一応カテゴリを四つ、A～Dに分けま

して、それぞれ評価をして結論を示してございます。A～Cにつきましては火災のおそれは

ないということ、Dにつきましては、火災の形態に応じて個別に感知が可能であるという

ことで記載をさせていただいてございます。 

 具体的には、カテゴリAにつきましては、62ページで書いてございますが、大変恐縮で

ございますが、この左側の絵が白抜きになっていると思いますけれども、公開前情報のた

め白抜きにさせていただいてございます。こちらは溶解槽が入っているところにつながっ

ているセルでございます。この左側の下のほうは絵が、写真がついていると思いますので、

こういったシャフト部にグリスを塗っているもの、こういったものが可燃物になるという

ことでございます。62ページには、セル内に定常的に存在する可燃物として、機械設備の

摺動部に塗布されるグリスということ。 

 次に、63ページにはケーブル等ということで、それぞれに対して評価をした結果を示さ

せていただいており、その結果、火災のおそれはないというふうに結論づけてございます。 

 また、65ページを御覧ください。65ページ、カテゴリDとしたガラス固化建屋の固化セ

ルの具体的なイメージを示させていただいてございます。当該セルにおきましては、遠隔

操作によって補修等を行うということで、火災が発生しても感知が可能であると考えてご

ざいます。 

 66ページに、設備ごとの潤滑油の内包量を示してございますが、上のほうの左側のほう

にあります固化セルクレーン、これが全体の9割の潤滑油を持ってございます。こちらに

つきましては、当然ながらほかの設備と同じように、補修をする場合には遠隔保守を使う

設備でございますけれども、操作をする場合にはカメラで見ながら操作を行いますので、

万が一火災が発生した場合にはそれの検知が可能であって、その際は収納区域に移動する

ことによって必要な対応ができるというふうに考えてございます。 

 最後の御質問として、67ページを御覧ください。火災防護計画と消防計画に関する検討

結果について説明することという御指摘でございます。これまでも、消防法に基づき、火

災の被害軽減等を目的としまして消防計画を定めておりますが、新規制基準を受けまして、

火災防護計画を定めることとしております。この火災防護計画につきましては、再処理施

設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護を目的とした火災防護対策ですとか、

運営管理のための手順、体制を規定するものと考えており、その対象を明確にすることが
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必要であるというふうに考えてございます。 

 そのため、68ページにお示しをしていますとおり①～③番に分類をしてございますが、

①、②は、当然ながら再処理施設そのものの安全機能を持っているものであったり、重大

事故に必要な対処手段でございますので、火災防護計画の中で対象として取り扱うべきも

のと考えてございます。 

 ③番につきましては、これも火災が起こることによって①番、②番に影響を及ぼすとい

うことであれば、当然、③番の中で取り扱うということで考えてございます。そういった

分類をした上で、その火災防護計画の範囲については決めていくというふうに考えてござ

います。 

 69ページ以降でございますが、69ページ、70ページには、火災防護計画に記載する内容

について、その概略を示させていただいてございます。特に、再処理施設が原子力施設で

あるということとともに化学工場であるということも考慮した上で、火災防護対策につい

て、その考え方や具体的な防護対策について規定するということ、また、火災発生時の初

動対応についても記載をいたします。また、内部火災、外部火災で実施した火災影響評価

についても記載し、今後、評価が必要となった場合の評価条件等について記載をしていく

というふうに考えてございます。 

 また、こういった火災防護計画の制定をすることによって、72ページになりますが、こ

れはもともと御指摘をいただいたスタートになるという認識をしてございますけれども、

現在、消防計画は当社四つに分類をされてございます。そういった意味では、火災防護計

画で対象とすることも意識した上で必要な見直しを行ってまいりたいということで、その

結果が72ページの右側のこのような状態になるというふうに考えてございます。 

 第五条、火災等による損傷防止に関する説明は以上になります。 

○田中知委員 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対して、規制庁のほうから何

かございますか。 

○三浦チーム員 規制庁、火災室、三浦です。 

 今御説明いただきました第五条の損傷の防止の関係で、最後の御説明いただいた火災防

護計画の関係について、ちょっと質問でございますけれども、こちらのほうは、まず従来、

むしろ外部火災のほうでの議論がなされておりまして、こちらのほうも含めて、今、御説

明をいただいたというふうに理解しておりますけれども。 

 確認したいことが二つございまして、まず1点は、72ページに書いておられる消防計画
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の見直し等の考え方もございますが、これ、外部火災の対応等も含めて、そういう意味で

は、一つは、まず施設全体として一体となって対応できる体制を構築するというようなこ

とで受け止めてよろしいかということがまず1点と。 

 あと、次の1点につきましては、具体的に火災防護計画に書く記載事項につきまして、

69ページ、70ページと、後ろのほうの73ページの部分ですかね、火災防護計画の話も若干

書いていただいておりますけれども、先ほどの、その資料1の(2)のほうの一番最後のペー

ジ、62ページ、63ページ、これは多分後ほど、今説明するということで、多分、説明の部

分を省略されたのではないかと思いますが、こちらのほうで、その外部火災等についての

手順等や、その保安規定に定めるべき事項ということも書いておりますが、この62ページ、

63ページの中身も含めて、全体として火災防護計画を書いていくという理解でよろしいか

という、その2点につきまして確認をしたいと思います。 

○田中知委員 お願いします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 最初の御質問については、単純に答えを言いますと「はい」ということになります。全

体として管理をできるように火災防護計画はつくって、しっかり管理していきたいという

ふうに思ってございます。 

 2番目の御質問についても、答えとしては「はい」ということになります。先ほど、資

料1の(1)でもありましたとおり、1の(2)でもあります。外部からの火災が発生した場合、

再処理施設へのリスクが、影響があると診断された場合は、当然、リスク低減のために再

処理工場を止めるという判断は、この火災防護計画の中にも当然、判断基準も含めて記載

をして管理をしていくということで考えてございます。 

○三浦チーム員 了解しました。 

○田中知委員 ほかはいかがでしょうか。 

○土野チーム員 規制庁の土野です。 

 今の火災防護計画についての続きなんですが。火災防護計画は、再処理施設、原子力施

設としての火災防護というものをきちっと書くとこういうことだろうと思うんです。そう

しますと、火災が起きたときの放射線防護に対する緊急時対策と、そういうものも記述さ

れるべきであると思いますので、項目としては追加されるのではないかと思います。いか

がでしょうか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 
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 当然、ここの中に消火というか、そういう初動対応も含めて火災防護計画では定めるこ

とで考えてございますので、そういった意味では、御指摘のとおり原野の火災だけではな

くて、施設の中での火災というのも対応を考えなきゃいけないと、そういった意味では放

射線防護も含めて、当然ながら考え方を示すと。 

 ただ、ここは御理解いただきたいのは、放射線防護に関する考え方と、当然、人に対し

て防護するという考え方は一般原則で当たり前なんですけれども、その場所、場所によっ

て放射線の影響が変わってきますので、そこをどこまで計画として定めていくかというこ

とだと思っています。 

 そこは、人的な影響がないように、しっかりと火災、初動対応時も含めて、その入る人

にとって必要な防護を決めて対処するということは基本的に書けるんですけれども、そこ

が、α線の影響があったり、β、γだったり中性子が出てくると、いろんなものを、場所

を考えた上で、その都度、やはり作業環境に応じて防護服、防護装備は考えなきゃいけな

いと、そこはルールでそういうことを決めなさいというのと一般原則の考え方を示して、

その都度、やはりそれなりの関係者が集まって評価をした上で決めていかないといけない

と思っています。 

○土野チーム員 規制庁の土野です。 

 おっしゃることはよく理解できました。ただ、最初のその火災防護に記述するものの宣

言として、放射線防護という言葉でものを考えるということをきちっと、自然に含まれる

んだということじゃなくて、お願いしたいと思うんですが。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 御指摘の点、了解いたしました。理解しましたので、対応してまいりたいと思います。 

○田中知委員 あと、何かございますか。よろしいですか。 

 それでは、次に行きたいと思いますが、次は外部からの衝撃による損傷の防止のうち、

竜巻についてであります。 

 こちらも指摘事項への回答ということで、日本原燃から説明をお願いいたします。 

○日本原燃（大橋副長） 日本原燃の大橋でございます。 

 それでは、資料の3に基づきまして、竜巻について御説明をさせていただきます。 

 こちらにつきましても、審査会合の内容を踏まえまして全体をまとめ直した形で準備を

してございますけれども、前回の会合以降に変更を加えた点、それから、御指摘いただい

ている部分につきましての回答に絞って御説明をさせていただきたいと思います。 
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 最初に43ページを御覧いただきたいと思います。43ページのほうですけれども、変更許

可申請におきまして、竜巻防護対策といたしまして、飛来物防護ネットの設備仕様につき

まして記載をしているところでございます。従来、申請書の中でネットの網目サイズにつ

いて記載をしておりましたけれども、今回、その記載について削除させていただきたいと

いうことで、記載を修正してございます。 

 なお、網目サイズの記載を削除するかわりに、その前、41ページを御覧いただきたいん

ですけれども、41ページの飛来物防護ネットのところの記載の2項目目でございます。こ

ちらのところに、飛来物防護ネットにつきましては、設計飛来物の通過を防止できる設計

とするという、機能の形を追記をする形で修正を加えてございます。 

 続きまして、資料の70ページでございます。70ページ、手順等に関わるところでござい

まして、これまでの説明の中で、竜巻が襲来するおそれがある場合の車両の退避の運用に

つきまして、これまで約13分で退避が可能という説明をしてきているところでございます。

これにつきましては、先月、車両退避の予備的な訓練を実施してございますので、その結

果について、こちらに記載をさせていただいてございます。 

 予備訓練の訓練条件といたしましては、参加車両台数20台、それから構内の制限速度

30km、退避場所につきましては、以前に御説明いたしました3カ所を想定しておりました

けれども、今回は退避場所を1カ所に限定いたしまして、退避にかかる時間を測定すると

いった内容で訓練を実施してございます。 

 その結果といたしまして、全車両の退避を6分で完了することができたということを確

認してございます。予備訓練で設定した退避場所は1カ所でございますので、もともと想

定してございました60台の退避を考えた場合におきましても、想定しておりました13分以

内での退避が可能と考えてございます。 

 なお、今回のこの予備訓練を通して課題等も明らかになってきてございますので、こう

いったところを踏まえまして、今後また実地訓練等を実施していきたいと考えてございま

す。 

 続きまして72ページでございます。こちら各審査会合におけます指摘事項に対する回答

になります。72ページの赤枠の二つ目でございますけれども、フジタモデルを用いました

定量的な検証結果につきまして、前回、佐呂間のF3竜巻の事例を説明してございますけれ

ども、御指摘といたしましては、それ以外の検証事例を示すか、あるいは、不確実性を補

う考え方を示すことという御指摘でございました。それで、フジタモデルの適用にかかる
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定量的な検証につきましては、佐呂間で発生したF3竜巻において確認されているのみでご

ざいまして、同程度の深さで検証された事例というのはなかったということでございまし

て、それを受けて、我々、説明をさせていただいている飛来距離の算定におきましては、

以下に示すような保守性を考慮することによって、その確実性を補うということといたし

ております。 

 一つ目といたしましては、竜巻の最大風速でございますけれども、設計上69m/sとして

いるのに対しまして、飛来距離の算定におきましても、100mを前提に算定をしているとい

うことでございます。 

 それから3項目目でございますけれども、車両の最大飛来距離の算定結果、結果として

170mという結果が算出されておりますけれども、運用上考慮する離隔距離につきましては、

さらにこれに余裕を見まして200mとするということとしてございます。 

 それから、その下、4項目めでございますが、飛来対策区域内の駐車場につきましては、

車両が飛来物とならないように飛来防止対策を施すということでございますけれども、飛

来対策区域の外に設置する車両の退避場所につきましても、その飛来対策区域内にある駐

車場と同じように、念のための飛来防止対策を施すということでもって、こういったいろ

いろな保守性を考慮することで、トータルで対策をしていくということで考えてございま

す。 

 なお、飛来防止対策の概略イメージですけれども、74ページに記載をしてございます。

飛来防止対策につきましては、そちらに示しておりますとおり頑丈な車庫を設置するか、

あるいは、十分な強度を有するような固縛装置でもって車両を拘束するというような方法

を考えてございます。 

 続きまして75ページ、指摘事項への回答の二つ目でございます。車両の退避場所につき

ましては、再処理に隣接するMOX等の影響なども含めて審議する必要があるとの指摘でご

ざいます。車両の退避場所につきましては、回答の2項目目ですけれども、再処理に隣接

する事業ということで、右の図に示してございますとおり廃棄物管理事業がございますけ

れども、こういったものにつきましても、再処理で設定をいたしました退避場所に問題が

ないということを確認してございます。 

 なお、MOX加工施設につきましては、現在、建設中ということでございまして、飛来対

策区域の設定はございませんので、再処理側で設定をいたしました退避場所に関わる影響

はないということで整理をしてございます。 
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 それから最後、77ページでございますけれども、こちらのほうに、これまでの審査の内

容等を踏まえて、今後、事業変更許可申請等で記載していく事項としてまとめさせていた

だいてございます。これらにつきましては、今後の補正、設工認等の中で記載をしていき

たいと考えてございます。 

 説明については以上になります。 

○田中知委員 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対して、規制庁のほうから何

かございますか。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 1点確認というか、コメントになってしまうかもしれないんですが、70ページの車両退

避の実現性の確認というところなんですが、実際に車両を動かしてみたらこれぐらいの時

間でしたということかもしれないんですが、訓練を通して、今後さらにやっていかれると

いうことなんですが、実規模を模擬した退避訓練というか、まず実条件に適した訓練にな

っているかというのを今後確認いただければと思います。 

 見ただけなので、合っているかどうかわからないですが、例えば構内放送が聞こえなか

った位置というのは赤色で塗られているのに、多分、退避時間は1分ですとか何かと書か

れていたりすると、聞こえなかったのにどうやって避難したのかなということが、ちょっ

と不思議なところとこかが正直あるので。 

 実際にラインどりをどこまでやれるかというところはあるとは思うんですけれども、そ

の場から離れている人だっているかと思いますし、ひょっとしたら建屋内に入っていて鍵

がすぐに用意できないこととかも当然あるとは思いますので、いろんな可能性を考慮した

上で訓練をいただければと思います。 

 以上です。 

○日本原燃（大橋副長） 日本原燃の大橋でございます。 

 御指摘の点を踏まえまして、今後また実地訓練等をしていきたいと考えております。 

○田中知委員 あとはよろしいですか。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 竜巻の防護というか全般の話ですけれども。今日、72ページとかに全体をまとめていた

だいているのと、資料全体が、これまでいろいろ、この審査会合でも何回かやってきて、

さらに、原燃のほうでも考え方なりを示して、またそれを変更してという形で、一定の考

え方を含めて整理してきたと思うんですけれども。そこでちょっと、全体の確認をさせて
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もらいたいんですけれども、まず竜巻の、設計竜巻の設定の部分については、原燃の六ヶ

所の敷地の特性を考慮して計算をすると、基本的には風速69mというところではあるけれ

ども、日本全国を考えたときの最大値というところを踏まえた形で、全体としては、多分

ここが工学的な判断が、69mと100mの部分というのが、多分工学的な判断として、全体を

勘案して100mにセットしたということ。 

 それから、今度、防護をする施設ですけれども。ここは特に排気筒について、論点とし

ていろいろ検討が、多分、原燃でもされてきて、最終的には、主排気筒は基本的には当然

地震力、それから風速に耐えるというのを基本として、むき出している配管とか、排気口

の配管類とか、それから一部、主排気筒の下にある観測用のところとかというのが防護対

象としてネットを覆ってとか、そういうことで守っていくというのが基本方針となってい

るということ。 

 それから、それで多分いろんなものが、基本的には固縛したりして飛ばないようにする

ところを、それに対しての影響が建築用の資材の鉄パイプとか、そのたぐい、大きなもの

は飛ばないということ。 

 それから、ここで論点としてかなり、この場でも話をしたときの車両の話としては、基

本的には一応200mを離したところに、影響を受けない距離までで駐車場を設けますという

ことでしたけど、ここで問題になったのが、その200mがいいのかどうかということで、フ

ジタモデルと今ランキン渦モデルというのがあって、いろいろ議論をさせていただいた。 

 多分、フジタモデルについて、いいのかどうかというところでは、やっぱり検証するデ

ータが不足しているというところもあって、原燃としては、今日、イメージ図ということ

で、74ページにあるような防護対象――基本的には無防備でもよかった、200m、計算上は

170とかって、それにちょっと余裕を見込んだ形で200mと、そこに余裕をとることと同時

に、本来、その距離を離せば無防備でいいところを、こうした防護を少し施すという、そ

ういう全体として総合的にいろんなところに不確かさ、それから工学的な余裕みたいなの

を見込んで防護をするというのが全体としての考え方という。これ、いろんな、ちょっと

多岐にわたっていろんな修正が加わってきたので、そういうことでよろしいのかどうかと

いうことを確認したいと思います。 

○田中知委員 お願いします。 

○日本原燃（越智センター長） 日本原燃の越智でございます。 

 今、長谷川さんがおっしゃったとおりのところで我々は対策をとるということで、必要
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なものについては、補正申請書の中で約束事として書かせていただくとともに、設工認の

中で具体的なものについては御説明していきたいというふうに考えております。 

○田中知委員 よろしいですか。 

 それでは、次に移りたいと思います。次は、外部からの衝撃による損傷の防止のうち、

航空機落下についてであります。 

 こちらについては、今回初めての審査会合で取り扱うものでもございますので、日本原

燃のほうから全体を説明してください。 

○日本原燃（大柿安全技術部長） 日本原燃の大柿でございます。 

 それでは、外部からの衝撃による損傷の防止のうち、航空機落下につきまして、資料4

に基づいて御説明したいと思います。 

 資料右下の2ページを御覧ください。航空機落下につきましては、実用発電用原子炉施

設への航空機落下確率の評価基準、これがございまして、これ等に基づいて防護設計の要

否を確認する必要がございます。このことから、航空機落下を想定したときに、地上に存

在するために安全機能を損なうことにより、公衆又は従事者に過度の放射線被ばくを及ぼ

すことを防止する観点から、安全上重要な施設を含む施設を対象として防護設計の要否を

確認いたしました。 

 6ページを御覧ください。航空機落下確率評価基準には、航空機の落下事故の分類に基

づいて、落下事故の種類、これがございます。この落下事故の種類ごとに落下確率評価の

要否を検討いたしました。 

 その検討結果を、落下事故の種類ごとに7ページ～11ページにお示ししております。検

討の結果、落下確率評価の対象となりますのは、11ページにお示ししております事故、す

なわち、自衛隊機又は米軍機の落下事故のうちのa)訓練区域内を訓練中及び訓練区域周辺

を飛行中の落下事故ということになりました。 

 続いて13ページを御覧ください。この事故を対象に、航空機落下確率評価基準に基づき

まして、13ページのとおり落下確率評価を実施いたしました。ここで施設の標的面積、A

というのがございますけれども、この施設の標的面積につきましては、次の14ページのと

おり算定をいたしました。 

 14ページを御覧ください。施設の標的面積は、防護設計の要否確認の対象が広範囲にわ

たっていると、分散して配置されているという再処理施設の特徴を踏まえまして、航空機

落下確率の評価基準に基づいて、航空機落下の対象となる施設のみならず、当該施設への



27 

航空機落下により同時に影響を受けるおそれのある範囲に位置する施設も含めて設定をい

たしました。同時に影響を受けるおそれのある範囲といたしましては、事業指定基準規則

の解釈におきまして、故意による大型航空機の衝突の場合であっても、100m以上離隔をと

ることで同時に影響を受けないとされていることを踏まえまして、落下対象となる建物・

構築物を中心とする半径100mの円に含まれる範囲といたしました。 

 続きまして、15ページを御覧ください。この表は、防護設計の要否確認の対象となりま

す建物・構築物の一つ一つにつきまして、同時に影響を受けるおそれのある建物・構築物

を特定いたしまして、落下対象となる建物・構築物と、それから、同時に影響を受けるお

それのある建物・構築物との面積を合算して標的面積を求めた結果を示しております。 

 表は、その一部を抜粋しておりますけれども、このうち、標的面積が最大となりますの

は、その赤枠で囲んだ部分、高レベル廃液ガラス固化建屋を中心としまして、同時に影響

を受けるおそれのある建物構築物の面積を合算した場合でございまして、その値は

0.029km2となりました。 

 この最大の標的面積0.029km2を用いて落下確率を評価した結果を16ページに示しており

ます。評価の結果、航空機落下確率は6×10-8回/年となりまして、判断基準である10-7回/

年未満でありますことから、航空機落下を想定される外部人為事象とし設計上考慮する必

要はございませんでした。 

 17ページ以降には、この落下対象となる建物・構築物と、それから同時に影響を受ける

おそれのある建物・構築物との面積を合算して標的面積を求めた結果を、落下対象となる

建物・構築物ごとに示しております。 

 この中で、後ろの38ページを御覧いただきたいんですけれども、38ページは、本年2月4

日に補正を行いました事業変更許可申請書の内容に関しまして、標的面積の算定におきま

して誤記がございました。それをお示ししております。この38ページに示します再処理設

備本体用安全冷却水系冷却塔Bを中心とする半径100mの円に含まれる範囲にある建物・構

築物の面積に合算に当たりまして、第2低レベル廃棄物貯蔵建屋、図では赤く塗り潰した

建屋でございますけれども、この建屋の面積が合算されておりませんでした。この第2低

レベル廃棄物貯蔵建屋の面積を合算することによりまして、この標的面積は、申請書に記

載した0.022km2が正しくは0.027km2となりますけれども、最大の標的面積0.029km2に変更

はございませんで、航空機落下確率への影響はございません。この誤記につきましては、

今後、適切に補正することといたしております。 
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 私からの御説明は以上でございます。 

○田中知委員 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうから何かござい

ますか。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 2点ほど、まずは事実確認なんですが。まず1点目に関してなんですが、本件に関しては

既許可の申請書の中でも、たしか既許可の中では定性的に、こんなのは極めて小さいぐら

いの書き方をしていたものを、今回、新規制基準の中では航空機の落下ガイドを踏まえな

さいというふうになったので、それを踏まえた上で定量的に出してきて、それで防護設計

がいるかどうかを出したという方針でいいかというのがまず1点目と。 

 もう1点なんですが、今回のパワポ資料には特に書かれていないんですが、申請書の新

旧のほうを見ると書いてあるので、防護設計を行われているのは、あくまで確率の評価を

行った上で、防護設計は必要ないとした上で、さらに念のためのというふうに、昔との位

置づけは変わらずにやっているということでよろしいかと、この2点をまず確認させてい

ただければと思います。 

○日本原燃（大柿安全技術部長） 日本原燃の大柿でございます。 

 今、御質問のありました2点、いずれにつきましても、このお答えは御指摘のとおりで

ございまして、従来、定性的に、十分確率が低いといっていたものを今回、基準に基づい

て定量的に評価した結果を示したものです。 

 それから、防護設計の対象につきましては、外部人為事象として考慮する必要がないと

いう結論を踏まえた上で、当社の自主的な判断として念のために行ったという従来の位置

づけのとおり、今までと変更はございません。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 わかりました。で、実際の標的面積の計算とかに関しては、ちょっと計算が誤っていた

ところとかもあったみたいなので、今後、具体的には確認していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○日本原燃（大柿安全技術部長） 日本原燃の大柿でございます。 

 はい、よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 あと、よろしいですか。 

 それでは、次の溢水と化学薬品の漏えいによる損傷の防止について議論を行います。 
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 こちらについては、これまでの審査会合で何度か議論しておりますので、指摘事項に対

する回答を、日本原燃のほうから説明をお願いいたします。 

○日本原燃（染谷部長） 日本原燃の染谷でございます。 

 それでは、まず資料6の(1)第十一条の溢水による損傷の防止ということで御説明のほう

をさせていただきます。 

 まず、基本方針といたしましては、先ほど来御説明いたしましたとおり、MSの安重も加

えた形での防護対象の安全機能選定ということで、本資料では2ページ目のほうに記載し

てございます。 

 それに基づいて、これも先ほどございましたが、今までどういったものをどうしていた

かというもの、あわせて、全ての安全機能についてはどういうものがあるかというものを

6ページ、その具体的な設備を7ページのほうに記載してございます。 

 この6ページの防護対象安全機能に基づきまして、この安全機能を有する設備あるいは

個々の機器ごとに溢水の評価を行いまして、それぞれが安全機能を損なうおそれがあるか

どうかを判断いたしまして、そこで、設備単位として防護対象設備として選んでいくかと

いうことを検討してございます。 

 それを具体的に示しましたのが10ページに記載したとおりでございまして、評価の結果、

二つ目の矢羽根に書いてございますが、防護対象安全機能を損なうおそれのないものとし

まして、まず一つ目、静的な安全機能を有する機器ということで、金属製の塔槽類ですと

か配管、弁、ダクト、そういったもの、あるいは遮蔽設備、それから完全に被覆されてい

ますケーブル、ここにただし書きで少し書いてございますが、被覆されていない部分につ

いては防護対象といたしますということで書かせていただいています。また、落下・転倒

の防止機能を有するバスケットですとかクレーン類、そういったものも除外してございま

す。 

 それから内部溢水、この溢水が発生しなくて、かつ外からも流入しないと考えられます

セル内の機器等については除外と。それと、もともと水の中に入っているような機器類、

それから、取り扱う燃料物質の質量管理ですとか濃度管理をしているような臨界管理対象

機器、これについても除いておるというところでございます。 

 それから、その下の矢羽根になりますが、臨界の観点ですが、ウラン・プルトニウム混

合脱硝粉体ですとか酸化物粉末を取り扱う、これは室単位で防護対象にしますということ。

これと対をなしますウラン・酸化物粉末については、溢水による臨界に至るおそれがない
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ということで、防護対象外というふうに考えて、ここで示してございます。 

 こういった点を踏まえて、最終的にどういったものが防護対象設備ということになるか

というのを最後の矢羽根のところに列挙してございます。これを、まず防護対象設備とし

てベースにいたしまして、資料の5ページにあります評価フローに基づきまして、溢水源

の設定、量の算定、それから区画を設定して経路の設定をしまして、機能喪失高さ、そう

いったものを求めて、最終的に影響評価を行ってまいったということでございます。 

 その結果が、本資料で41ページのところに、まず没水に関する影響評価ということで、

今後の設工認の中できちんと示していくということで記載させていただいております。 

 同じように、評価におきましては、今の没水に加えまして被水の影響評価と、あと、蒸

気の漏えいの影響評価というのがございますので、それらにつきましても43ページ、44ペ

ージというところに設工認での記載例ということで示してございます。 

 また、先ほどの没水のところに戻りますけれども、没水した条件というのが、今後の重

大事故の環境条件になるということがございますので、没水した状態が各建屋及びこの各

フロアごとに、どのような溢水の量になっているのか、それをきちんとフロアごとに示し

たものを一例といたしまして、42ページの配置図のほうに示してございます。こちら、右

下がりの斜線部のところが防護対象区画でございますが、それの隣接室並びにそれ以外の

ところ、フロア全体にわたりまして溢水状況について示している図になってございます。

なお、ここで赤く塗った部分については、今回、MSを加えたことによって新たに防護対象

区画となったエリアということでございます。 

 こういった評価をしてまいりまして、必要な防護対策を検討した結果が45ページになり

ます。こちらは溢水量の低減の対策、あと、流入の防止の対策、それから被水の防護措置

ということ、それから蒸気の影響緩和ということでの対策、これらを記載してございます。 

 特に、今回、被水の防護措置ということで、具体的には50ページを御覧いただきたいと

思いますが、実際、溢水が起こりまして、比較的配置上高い位置にありまして没水はしな

いけれども、被水の観点から防護が必要ですというような部分につきましては、その設備

あるいは機器単位で防護カバーというようなものをつけまして守っていくということを考

えております。 

 それから、あとは本資料の64ページと65ページになりますが、これまでいただきました

コメントに対する回答ということで、2件ほど記載してございます。一つ目が、溢水が起

こった後のセル内に移送する際の判定基準と保安規定との関係についてでございます。こ
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れにつきましては、判定基準としましては、三つ目のポツにありますとおり漏えい量です

とか性状、設備の状態を踏まえた形で適切な判断をいたしまして送りますということでご

ざいます。 

 それから65ページですけれども、薬品なり放射性流体が漏えいした場合の作業員に対す

るリスクの軽減でございます。それに対するソフト的な対策ということですけれども、非

常に建屋の中、放射性の流体ですとか薬品類、非常に多くのものが移送されております。

また、連続的に移送されているというものがございますので、そういった非常に複雑なと

ころに対しまして、より適切な対策ということで、一つは、きちんと教育をいたしますと

いうこと、それから、あと、場所についてはきちんと明示しまして、作業員にわかりやす

くするということのソフト対策をとって、運転員の防護に対してきちんととっていこうと

いうことでございます。 

 これらにつきましては、申請書の中でも52ページ、53ページのほうに書いてございます

が、申請書の中にお約束ということで書いていくことにしてございます。 

 十一条については以上でございます。 

 続きまして、十二条、6の(2)の資料でございますが、こちらは基本的に今の11条、溢水

と同等でございますので、異なる点だけ御説明させていただきますと、薬品につきまして

は、防護対象設備としまして、溢水では損傷を受けなかったような静的機器でもケーブル

類ですとか、あるいは炭素鋼の機器、そういったものについては薬品の損傷がございます

ので、それらも含めた防護対象として考えていくということでございます。それ以外につ

いては溢水と同じ考えのもとに立ってございます。 

○日本原燃（加藤課長） 日本原燃の加藤でございます。 

 引き続き、資料の6の(2)の19ページ、試薬建屋の概要というところから御説明をさせて

いただきます。 

 こちらの試薬建屋にございましては、ページの21ページでございますが、概要のところ

に記載させていただいておりますが、再処理施設の運転、こちらに必要な試薬建屋、試薬

をこちらの試薬建屋の中で保有しておりまして、こちらから各建屋へ試料を供給している

という、こういう建屋でございます。 

 続きまして、資料をおめくりいただきまして、22ページ～24ページでございますが、こ

ちらに主要な機器、保有している薬品、こちらの建屋内の配置並びに保有している薬品、

それと、どのような建屋へ供給しているかというのを供給系統図ということで24ページま
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で記載させていただいております。 

 それと25ページ以降でございますが、試薬建屋の安全対策ということで記載をさせてい

ただいております。こちらにつきましては、法令に基づく対策ということで、毒物及び劇

物取締法、あと消防法、三つ目としましては自主対策ということで、これらの三つの対策

を踏まえて建屋の設計をしております。こちらは25ページ～31ページまで記載しておりま

して、一応写真のほうを載せておりますが、堰を設けたり防爆仕様にしたり、そういった

対策をしております。また、自主対策としましては受入れの供給口、こういったところの

形状を変えて混触、そういったのを防ぐための対策としております。 

 また30ページ、31ページでございますが、必要なところの貯槽につきましては、試薬遮

断弁の設置とか、あと二重管にしたりとこういった対策のほうをしております。 

 続きまして、32ページ以降でございますが、第9回の審査会合にて御指摘いただきまし

たものについて、さまざまな試験、あと評価をしてきましたので、こちらについて御説明

させていただきます。 

 御指摘としましては、後からもありますけれども、各建屋へ試薬供給時、この際、漏え

いの影響と、あと火災時の影響、これに対してどういった薬品の影響があるのかというこ

とで試験を実施してまいりました。試験につきましては、32ページ以降に記載しておりま

すが、さまざまな混触パターンというのを検討いたしました。こちらにつきましては、そ

れぞれの薬品の性質、そのほか、特別な資料とかを見まして薬品の混触パターンというの

を決めまして、それに従ってさまざまな薬品の混触、これについてどのような影響がある

かということで試験のほうを実施してきました。 

 こちらにつきましてですが、35ページにございますが、それぞれ3段階に分かれており

まして、少量、中量、大量という、こういった段階で混触試験のほうをしてまいりました。

結果としましては、37ページ、あと40ページ、42ページということで、温度推移等を確認

してまいりました。 

 また一方、これ以外に薬品が混触した場合の温度上昇時にどういった影響があるか、爆

発したときにどういった影響があるかということで、こちらにつきましては、45ページ以

降になりますけれども爆轟試験というのをやっておりまして、こちらについてもさまざま

な薬品を選定しまして、どのような爆発力があるかというところを試験として実施してき

ました。 

 49ページになりますが、審査会合における指摘事項における回答ということでございま
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すが、50ページを御覧いただきたいと思います。試薬建屋から各建屋へ供給している際の

薬品漏えいの影響及び試薬建屋が火災になった場合の影響について説明することというこ

とで、こちらにつきましては、今回の試験の結果としましては、中和反応による混合液の

温度上昇、これが確認されたんですけれども、温度推移から見ていきますと、爆発、火災

等は発生しないということは試験の結果からわかりました。また、試薬建屋において貯槽

が仮に損壊し、試薬建屋が混合していろんな反応が起こったとしても、爆発、火災等によ

り試薬建屋近辺での活動に影響を及ぼすことがないという確認をしております。 

 ただし、万一外的要因で、例えば火災が起きたということにつきましては消火活動、こ

ちらを行いまして、近傍における活動又は各建屋への影響がないように、こういった対策

を実施していくということにしております。 

 あと、51ページでございますが、レッドオイル爆発についても評価しろということが御

指摘でございましたので、こちらにつきましても、TBPの溶媒に関する熱的制限値、これ

135℃でございますが、今回の混触の試験では温度上昇84℃でございまして、特に中和反

応ということで反応しておりますので、特に熱的制限値135℃には達しないということの

確認ができました。 

 あと、有毒ガスにつきましては、ちょっと冒頭に述べるのを忘れましたが、試薬建屋の

中に亜硝酸ナトリウムというのがございます。こちらにつきましてはNOxの発生源という

ことになりますが、今回、こちらの亜硝酸につきましては、各建屋側でNOxの発生したも

のを使用するということで、試薬建屋では保有しないということで前提として評価のほう

をしております。 

 以上のことから、事業指定申請の変更でございますが、試薬建屋における亜硝酸ナトリ

ウム、こちらに関する記載を削除するということとあわせて、設工認につきましても、亜

硝酸ナトリウムに関する記載を削除するということで対応をしていきたいと考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

○田中知委員 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうか

ら何かございますか。 

○伊藤チーム員 規制庁の伊藤です。 

 今説明がありました化学薬品なんですけれども、資料の50ページのところで、前回、そ

の試薬建屋が火災になった場合の影響について説明してくださいということで御説明があ



34 

って、当初、火災をどうも想定しないと、火災が発生しませんという説明だったんですけ

ど、そこにうちから、火災が発生した場合についても当然考慮すべきじゃないですかとい

うことで、ここ、一番最後の矢羽根のところに、火災が発生したとしても消火活動を実施

するということを追加されたということなんですけれども。 

 ここで、その消火活動のその中身的なところもちょっと、十分よくわからないんですけ

れども火災の――先ほどあった内部火災ですね、五条の、資料の2のところででも、その

着火源がない場合には、その火災の発生を考慮しないというふうに、この化学薬品の場合

ですと、「引火点まで加熱することは考え難く、着火エネルギーでは火災に至らない」と

していますね。化学薬品の漏えいのところでは、13ページで、B、Cクラスのこの配管は、

その化学薬品の漏えい源としないと、片や、一方言っていて。 

 ただ、そのB、C配管についても、確実にそういうものが本当に破壊されて薬品が漏れた

りしないのか、要は、その火災が発生しているときにこういったものが漏れたときのその

環境条件として、本当にそういうところが考慮されているかどうかというところが、その

消火活動においても、その有毒ガスが発生したりとか、作業員の作業の妨げになったりと

かいうこともちょっと含めて、その辺の検討状況というのを説明していただけるかという

ふうに思いますけれども。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 確かに御指摘のとおり、ヒアリングの場で我々、安全対策も含めて説明をさせていただ

いて、この試験結果で、今回試験をした範囲では温度の反応も緩やかで、火災・爆発に至

るおそれはないとしていますが、基本的に、おっしゃるとおり試薬の、化学薬品の漏えい

のときには、B、Cクラスのものについては破損をさせて漏えいをすると。耐震クラスが、

耐震的にもつものについては漏えい源にしないとは言っていますが、基本的にこの建屋は

Cクラスの建屋です。 

 当初、もともとの御説明でもありましたとおり、ちょっと今日、多分、説明を大分はし

ょってしまいましたが、26ページ以降に、消防ですとか危険物を取り扱うときの法令に従

って、また、この試薬建屋特有のことも考慮した上で、いろんな対策をしてきておると、

この対策は、今、従前してきたことが前提でまず考えるべきだと思っています。 

 ただしCクラスの建屋ということで、それが全て機能するかどうかということに全幅の、

Sクラスぐらいの信頼を置けるわけではないので、そうなったときに、じゃあどうするか

というのは、やはりこれが火災が起こったときにどうするか、やはり、まずは消すという
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こと。 

 で、この建屋の中にも泡消火設備は持っていますし、当然、だから建屋の外、敷地の中

には、当然消防車として化学消防車もございます。そういったもので火災を検知すれば、

まずは消火活動をすると、それは一般原則、どこの敷地内で起こっても同じやり方だと思

っています。 

 なので、まず御説明したかったのは、26ページ以降の安全対策はしっかりすると、これ

はまず前提として申請書の中でも約束をさせていただくことはさせていただきます。ただ、

これに全てを頼るわけではなくて、万が一のときの対策としては、先ほど火災防護計画

云々という話がありましたけれども、万が一、敷地で火災が起こったときには、先ほども

申しました原子力施設であるとともに、当然化学工場ですので、化学薬品が、火災が起こ

ったときの対策も、消火活動についてもしっかり定めた上で、適切な消火活動ができるよ

うにするということ。あとは、そのときに起こっていることと、やらなければいけない対

応との優先順位を考えて、当然ながら社内で意思決定をした上で対応するというのは非常

時の対応そのものになりますので、そういった対応をしていくと、カバーをしていきたい

と思ってございます。 

○伊藤チーム員 今説明された部分ですね、ちょっと、また検討状況をヒアリング等で聞

かせていただいて、もし、その中で審査会合に上げるような論点があれば、また、ちょっ

とここで議論したいというふうに思いますので、説明のほうをよろしくお願いいたします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 わかりました。 

○伊藤チーム員 規制庁の伊藤です。 

 もう一つ別件なんですけれども、溢水とか化学薬品に限ったことではないんですけれど

も、今、原燃のほうで管理区域、建屋の中に入る作業員に対して、カード型の人の位置を

認証するシステムというのを導入されているかと思うんですけれども、それは、例えばこ

ういう事故とかが起きたときに、作業者の安全確保、位置の把握とかそういうことに非常

に有効なんじゃないかと思うんですけれども、それはこの中には盛り込まないのでしょう

か。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 数年前から当社のほうでやっているシステムのことを御指摘だと思います。当社、確か

に管理区域の中でも建屋の中の入退域ですとか、あと、当然グリーン区域からイエロー区
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域に入るときには人がそこで着がえたりします、そこのルート。あとは事務本課も含めて、

事務建屋の中も、建屋の入り口に我々が持っています社員証なりのIDカードの信号をキャ

ッチして、誰がそこにいるかというのがわかるようにはしています。これは何のためにつ

けたかというのは、御指摘のとおりトラブルがあったとき、何らかの異常が起こったとき

に、建屋の中に何人人がいるのかというのがわからないと初動対応が非常に難しいという

ことで、その辺の情報をキャッチアップするためにつくっています。で、今も運用はして

ございます。ただ、そういった運用をしなきゃいけないような事態に今までなっていない

ので、基本的にその情報を使ったことがないというのが事実ですけれども、そこはちょっ

と、そのシステム自体がどういう位置づけで運用できるかも含めて、検討をさせていただ

きます。 

 今のは、今回の設計基準の中で何らかの設備として位置づけておくべきではないかとい

う御指摘と理解してよろしいですか。 

○伊藤チーム員 はい。検討をよろしくお願いします。 

○田中知委員 あと、よろしいですか。 

 それでは、次に行きたいと思いますが、次は再処理の議題としては最後になるかと思い

ますが、通信連絡設備についてであります。 

 これについても、これまでの会合における指摘事項について、日本原燃のほうから説明

をお願いいたします。 

○日本原燃（新岡課長） 日本原燃の新岡です。 

 お手元の資料、資料7の第二十七条、通信連絡設備になります。資料をめくっていただ

いて2ページになりますが、前回のコメント内容ですが、通信連絡設備の台数及び外部電

源を期待できない場合に使用できる台数、それが必要な台数を満足するのかという観点で

説明するということであります。 

 3ページになりますが、通信連絡設備の目的というところですが、設計基準事故が発生

した場合、事業所内各所の者へ必要な指示連絡ができることと、再処理施設外の必要箇所

と連絡ができることであります。 

 次、めくっていただいて4ページになります。所内の通信連絡設備についてですが、そ

の目的を達成するための設備としましては、ページング設備、所内携帯電話、専用回線電

話があります。これらを使用して事業所内の各所の者へ必要な指示連絡を行うというとこ

ろであります。 
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 5ページ目のページング設備になりますが、ページング設備は、中央制御室又は緊対の

マイク操作器から、工場内の各建屋のスピーカーに対して放送を行うということです。設

計内容ですが、スピーカーは工場内の各建屋において、従事者が通常出入りする各建屋に、

各部屋に一つ以上スピーカーを設置するということを基本設計としておりまして、スピー

カーは約4,000台ございます。ページング装置は、運転予備用ディーゼル発電機に接続さ

れているということと、あとバッテリからも電源が供給できる設計としておりますので、

外部電源が期待できない場合でも使用できると。 

 次のページになります。次は所内携帯電話ですが、所内携帯電話は電話交換機とアンテ

ナですね、分散設置しております。それらの、そういう設備でございます。携帯電話は日

本原燃の社員全員及び協力会社社員が所有しております。また、協力会社社員のうち、所

内携帯電話を所有していない者は、作業管理を行っている現場指揮者のほうからすぐ連絡

を行うような運用としております。また、ページング装置によっても、所内携帯電話を所

有していない者に対しても連絡は行うことができると。所内携帯電話も、先ほどと同様に

運転予備用ディーゼルとバッテリに接続されておりますので、外部電源が期待できない場

合も使用できるということになります。 

 次、7ページですが、7ページからは所外通信連絡設備になります。所外通信連絡設備は、

統合原子力防災ネットワークIP電話、IP-FAX、あと、ネットワークのテレビ会議システム、

データ伝送設備、一般加入電話、一般携帯電話、衛星電話で構成されております。これら

も、これを使って再処理施設外の必要箇所と連絡を行うということになります。一番下の

矢羽根になりますが、これらも運転予備用ディーゼル発電機やバッテリなどを使用してお

りますので、外部電源が期待できない場合も使用できるということになっております。 

 次、8ページになりますが、必要な各外部機関へ連絡を行うことができる設備というの

は、この表に示しておりますが、内閣総理大臣、原子力規制委員会、青森県知事、六ヶ所

村長に連絡ができると、これらの、先ほどの手段を使ってできると。計4回線あるという

ことに、4回線用意してございます。 

 最後になりますが、9ページでございますが、ここには、私が今まで述べたことをまと

めてございます。仕様と設置台数はまとめてありますが、いずれも、外部電源が期待でき

ない場合も台数としては変わらないということになっております。 

 説明は以上です。 

○田中知委員 ただいまの説明に対して、規制庁のほうから何かございますか。 
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○伊藤チーム員 この資料の位置づけといいますか、MOX加工燃料との共有の部分という

のが通信設備だとあるかと思うんですけれども、その位置づけというのは、どういうふう

になっていますか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 現状の申請でいきますと、共用というのは記載をしていないのが、この通信連絡設備は

そうでございます。 

 ちょっと、その御質問をいただいたのであれですけれども、現在、MOX施設の状態をど

う考えるかというところは、条文によってばらばらなところがございまして、その辺、考

え方を統一して整理をした上で、原燃として、その再処理事業所の今回の申請においての

MOXの位置づけについては、別途まとめた上で整理をして回答させていただきます。 

○伊藤チーム員 はい。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今のMOXとの関係なんですけれども、我々も論点の一つと考えていまして、今日、細か

いところでは言いませんでしたけれども、再処理側から多分MOX側に影響を及ぼすほうが

多分多い、でも、MOX側から再処理への影響というのも今後考えていかないといけない。

それは、今の例えば溢水みたいなところというのは、かなり影響の度合いがあるんじゃな

いかということで、いろいろ、そういう点においては、まだ積み残した大きな論点の一つ

というふうに考えておりますので、今後その辺はきちっと整理して、論点を明らかにした

上で、この場で議論をしたいというふうに考えています。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 御指摘の点、理解をしておりますので、対応させていただきます。 

○田中知委員 あと、規制庁のほうからはございますか、よろしいですか。 

 本日、予定されていた再処理施設に関する……。 

○日本原燃（石原課長） すみません、1点。 

○田中知委員 どうぞ。 

○日本原燃（石原課長） 先ほど回答をしていなかった分の、すみません。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 資料1の(3)でございますけれども、先ほどの御質問の件でございますけれども、12ペー

ジを御覧いただきたいと思います。内部飛散物防護対象設備の選定ということでフローが
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ございます。安全上重要な設備ということでPS、MSを含めて安全上重要な設備からスター

トいたしまして、内部発生飛散物の発生要因となる機器と同室にあるものが「Yes」とい

うことで下のほうに参ります。そして、内部発生飛散物により防護対象安全機能を損なう

おそれがあるかというので「Yes」となったものが防護対象設備になると。 

 こちら、右側に＊2で書いておりますけれども、発生要因となる機器と同室にある場合

でも、飛散物によりその安全機能が損なわれるおそれのない設備は、防護対象設備から除

外するということで、①で、クレーンにつきましては稼働範囲外にある設備、こちらにつ

いては除外するということにしております。 

 また11ページのほうを御覧いただきたいんですけれども、この一番下の四角でございま

すけれども、通常運転時以外の試験操作、保守及び修理並びに改造の作業等において用い

るクレーン、これらにつきましては、内部発生飛散物が発生するおそれがある場合は、作

業内容及び保安上必要な措置を記載した計画を作成し、その計画に基づき作業を実施する

ということから、これらについては、飛散物の発生要因としては考慮しないということに

しております。 

 これらの結果から選んだものが17ページということになっておりまして、御指摘のあり

ました固化セルのクレーンにつきましては、この11ページで書いている保守用ということ

で、要因として考慮しないという整理をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○田中知委員 竹内さん、どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 御説明は理解いたしました。それで、例えば、1点確認なんですけれども、このフロー

図でクレーンの稼働範囲外にある設備だけを挙げていますけれども、これが全てではなく

て、例えば落下したとしても、その下に影響するものがないので、だから対象外ですと、

だから、落下防止策みたいなことは特に講ずることは設計としては考えていませんと、そ

ういう理解でいいですか。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 クレーンそのものにつきましては、当然、落下防止等は、対策はとっております。とっ

ておりますけれども、この内部発生飛散物の検討、防護対象の選定という観点で言うと、

稼働範囲外にある設備は除外するということでございます。 

○竹内チーム員 わかりました。この基準との適合性という観点では、下に影響するもの
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はないということですね、わかりました。 

○田中知委員 本日予定されていた再処理施設に関する審査会合の本日の議題は以上でご

ざいます。 

 ただ、私のほうから一言申し上げたいかと思います。 

 再処理施設の設計基準に関する事項のうち、これまで審査会合で議論してきた論点につ

いては、大枠の方針は確認できたと考えております。ですので、今後は詳細部分について、

ヒアリングにおいて日本原燃から規制庁に説明し、その中で、新たに出てきた論点や残っ

ている論点があれば、審査会合の場で説明していただきたいと思います。 

 その他、規制庁のほうから何かございますか。 

○大村チーム長代理 規制庁審議官の大村です。 

 今、田中委員からも発言がありましたように、設計基準に関しますことは、今後ヒアリ

ングで詳細を確認するものなど一部残っているというふうに思いますし、新たな論点が出

れば、また改めて議論ということにはなりますけれども、一応概ね一通りの説明を受けた

というふうには理解をしています。 

 そうしますと、今後、改めて重大事故対策について議論が移っていくということでござ

いますけれども、前回、1月26日に開催した会合におきまして、私のほうから、これまで

の指摘事項を社内で十分検討した上で申請書の補正を行う、それからあと、論点を明確に

して審査会合で説明していただきたいというようなことをお願いしているわけですけれど

も、その後、どの程度の検討が行われたか、ちょっと定かではございませんが、補正書が

2月4日に提出されているという状況であります。 

 それで、こうした状況で、従前からの指摘がありましたように、重大事故の検討におき

まして、設計上、定める条件より厳しい条件が明確になっていないとか、あと、対策の検

討範囲が少し不足しているんじゃないかとか、そういうような指摘があったわけですけれ

ども、これに関しましては、事務方のほうで2月26日に面談が行われているということで、

この日本原燃内での対応の方向性等の精査が4月中かかるという説明を受けているという

ふうに聞いています。 

 それで、もう4月もそろそろ終了ということになりますので、現時点での検討状況、そ

れから今後の見通しというものについて、少し説明をいただければありがたいなと思いま

す。 

○田中知委員 お願いします。 
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○日本原燃（松村副社長） 日本原燃の松村です。 

 2月26日の面談で、設計基準については3月ぐらいから説明させていただきたいというこ

とで、ちょっと遅れたんですけど、4月からこういう形で審査会合を開いていただきまし

た。 

 重大事故につきましては、5mSvの、クライテリアですね、それとあともう一つ、あまり

どこを壊すという条件を限定しないという、その二つの指摘がございまして、それについ

ては我々、中でいろいろ検討しております。 

 重大事故、やっぱり設備対応が既設の設備ですので、具体的にどういうふうに設備がな

っているか、現状ですね、現状調査を鋭意進めておりまして、大体の概略の調査は終わっ

たんですけれども、あと、対策については、先ほどのそういう条件について、もう一度原

点から検討しておりまして、今まだ正直言って検討をしている段階でございます。 

 それで、お約束の4月ということなんですけれども、我々としては早いうちに、検討結

果がまとまりましたら御説明をさせていただきたいという、ヒアリング、面談、ヒアリン

グからそういうふうに考えております。 

 それで、次の見通しとか、今は鋭意検討している段階で、今ここでは、このいつまでと

いうのは、私から説明できないのは残念なんですけれども、なるべく早い時期に、きちっ

とした形で、また、改めてそういうスケジュール等は説明させていただければと思ってお

ります。 

○大村チーム長代理 特にせかすつもりはもちろんありませんので、十分検討していただ

いて、それからあと、資料等の設定も事務方とよく相談してもらえばよろしいんですけれ

ども、ちょっと冒頭のほうで申し上げましたように、やはり基準の捉え方、そういうもの

について疑義があれば、それは事前によく共通の理解を得ておくべきだろうと思いますの

で、その点はよろしく、改めてお願いしたいと思います。 

○日本原燃（松村副社長） はい。面談でも指摘、御意見をいただいておりますので、

我々としては、条分の解釈については、なるべく早いうちに御相談したいということです。

あと、具体的な対策等についても、あわせて御説明をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○田中知委員 本件について、何か規制庁のほうからというか、意見はございますか、よ

ろしいですか。 

 それでは、本日いろいろと、重大事故等について、今後、規制庁においてヒアリングで
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十分に論点を詰めて、準備が整った段階で審査会合の日程を調整していただきたいと思い

ます。 

 その他は、特にございませんか。 

 では、ここで一旦休憩と出席者の入れかえの時間とします。ここまでで、六ヶ所再処理

施設に関する審査は終了しまして、休憩を挟み、後半はMOX燃料加工施設に関する審査を

行いたいと思います。35分から開催したいと思います。 

（休憩） 

○田中知委員 それでは、審査会合を再開したいと思います。 

 ここからは、MOX燃料加工施設に関する審査を行います。 

 MOX燃料加工施設につきましても、前回会合から3カ月たっていることから、これまでの

経緯等について、日本原燃から説明があると聞いております。特に今回、安全上重要な施

設の対象について、かなり限定していたものを、もとの許可の範囲に戻すように見直され

たと聞いておりますので、その辺の事情も含めまして説明をお願いいたします。 

○日本原燃（出口燃料製造事業部長代理） 日本原燃の出口でございます。 

 本日は、1月26日の審査会合以来となりますけれども、この間、設計基準に関しまして、

ヒアリング等で継続的に御説明をするとともに、安全上重要な施設についての考え方につ

きまして整理を行ってきたところでございます。 

 本日は、この設計基準に関わる基本的な対応、基本的な考え方を含めまして、個別事項

といたしまして、外部火災、それから航空機落下、竜巻、溢水などについて御説明をさせ

ていただきたいというふうに考えてございます。 

 なお、本日、再処理の審査会合におきまして、内部火災について御説明をさせていただ

いておりますけれども、MOXにつきまして、安全上重要な施設の再整理をしたという関係

もございまして、現在、これを踏まえた再確認を行っているところでございます。今後、

この設計基準につきまして、内部火災を含めまして、これまで説明していない事項につき

ましては、今後のヒアリング等で御説明をしてまいりたいというふうに考えているところ

でございます。よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 ただいまの日本原燃からの説明に対して、規制庁のほうから何かございま

すか。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 MOX加工施設につきましても、申請が出された以降、特に、もう1年近くたったと思うん
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ですけれども、安全機能を有する施設の確認とか、それに伴う安重の選定というところで

大分時間を費やしてきたんじゃないかというふうに思っています。これについては、ある

程度整理がついて、ヒアリング等でもお聞きしつつ、本日、それについて議論ということ

ですけれども、基本的には、この後の資料8以降ですね、説明があると思うんですけれど

も、再処理の方と考え方は一緒、基本的には、同じ会社なので、安全に対する基本的な考

え方は、原燃としての考え方に沿ってやっていくということではないかと思うんですけれ

ども、この中で、再処理とMOXの施設の違いという意味では、その特徴を踏まえた形で、

基本方針が同じであれば、再処理との違いについて、中心的に説明をしていっていただき

たいということ。 

 それから、常にやはりここが再処理でも相当時間を費やして、論点になってきたところ

ですけれども、自らが定めた基本方針と齟齬が出ていることが多々あったので、MOXのほ

うの説明、今後の説明については、本日、初めて基本方針も示されるということですけれ

ども、きちっとそういう基本方針に沿っているという矛盾がないように、今後御説明をい

ただきたいというふうに考えています。よろしくお願いします。 

○日本原燃（出口燃料製造事業部長代理） 理解いたしました。 

○田中知委員 それでは、設計基準の対応に係る基本的な考え方について、日本原燃のほ

うから説明をお願いいたします。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 それでは、資料に基づきまして御説明させていただきます。 

 まず1ページ目でございますけれども、安全に対する基本方針ということで掲げさせて

いただいております。ここでは、MOX施設で仮に事故が起こったとしても、公衆を放射線

被ばくのリスクから守るということを今回の変更申請の目的としたということを記載して

おります。このため、安全設計におきましては、まず閉じ込めが最も重要であるというこ

と、それと臨界を防止するということもまた重要な安全機能であるということをここでう

たっております。それとともに、MOXを取り扱う部屋から水配管を排除するということを

基本方針とするとか、それから、屋内消火栓についても工程室から排除するということを

基本方針として掲げております。これによって、万一重大事故が発生したという場合にお

きましても、公衆を放射線被ばくのリスクから守るということを、ここで宣言をしている

というものでございます。 

 続きまして2ページ目になります。ここから、2ページ目以降につきましては、以前に許
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可をいただいた際のMOX指針、それと事業許可基準規則を比較しまして、何が変更もしく

は追加されたかというところを、まずは明確にしていると、その上で、それに対しての設

計の基本方針をここで述べさせていただいております。 

 まず、2ページ目の安全上重要な施設につきましては、MOX指針と、それぞれから新規制

基準の定義に特段の変更がないということを踏まえまして、これまで変更、申請以降、補

正も含めて、安全上重要な施設を少し減らすとか、いろいろ変更してきたというところは

ございますけれども、特段の定義の変更はないということで、今回は、安全上重要な施設

は許可のとおりということで訂正をさせていただきたいと考えております。その上で、具

体的なその変更点として、今ここの左に記載しているとおりの一部のものについては、安

全上重要な施設に追加をするということで対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 続きまして、3ページ目ですけれども、こちらにつきましては、事業許可基準規則で要

求事項の変更、追加はない条文としまして、2条、4条、16条、17条、20条とこういったも

のは考え方に変更がないというふうに考えておりますということで記載をしております。 

 それから4ページになります。第3条の遮蔽ですけれども、こちらにつきましては、要求

事項として一部追加はされておりますけれども、こちらは1月26日の審査会合で御説明し

たとおりとなっております。 

 それから第5条になります。第5条につきましては、グローブボックスで不燃性材料又は

難燃性材料を使用するということが追加になっておったということを踏まえまして、この

グローブボックスのパネルにつきましては、難燃性材料であるポリカーボネートを使用す

るということで設計を変更しているというものでございます。 

 続きまして、6ページになります。地震につきましては、今回新たに追加されたものと

して溢水防護設備、こちらを耐震Sクラスで設計をするということ、それから、安全性の

向上を考えて、建屋の排気設備ですとか、それから工程室排気設備、こちらについてもS

クラスに変更するということとしております。それから、こちらにつきましても、補正の

段階で耐震クラスを一部変更するということをしておりましたけれども、基本的に許可い

ただいた耐震クラスを下げるということはしないと、変更はしないということで考えてお

ります。 

 続きまして8ページになります。第9条の外部衝撃ですけれども、こちらにつきましては、

先ほど出口から御説明したとおり、竜巻ですとか外部火災、航空機落下につきましては、
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後ほど御説明してまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして10ページになります。第10条の不法侵入ですが、こちらにつきましても、1

月9日の審査会合で御説明させていただいたとおりということになっております。 

 それから第11条ですが、溢水につきましては、これについても後ほど御説明していくと

いうふうなことで考えております。 

 それから12ページになります。誤操作につきましては、これは新規に事項が加わってき

ているということで、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。 

 13条につきましても、新たに加わった事項につきまして、適切に対応してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 それから14ページ、第14条の安全機能を有する施設ですけれども、この中で追加になっ

たものとして内部飛散物がございますが、こちらにつきましても、本日の審査会合で御説

明してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、15ページ、第15条、設計基準事故につきましては、新規制基準でこれまでの

最大想定事故から設計基準事故に変わったということで、こちらについても、今後、きち

んと丁寧に御説明をしていくということで考えております。 

 それから16ページ、第18条、それから第19条につきましても、こちらも規則に従って適

切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、最後、18ページになりますけれども、21条の通信連絡設備、こちらにつきま

しても、本日の審査会合で御説明してまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 御説明としては以上になります。 

○田中知委員 ただいまの説明に対して、規制庁のほうから何かありますか。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 これまで、ヒアリングの場で、MOX施設の安全に対する基本的な考え方については、再

処理施設と同じであるとの説明を受けてきております。一方、平成26年1月17日なんです

けれども、再処理施設の審査会合において、日本原燃としての安全に対する基本的考え方

として、「安全について原点に戻って基本から再確認する大きな機会と捉え、「より安全

なサイクル施設」の確立に全社をあげて取組んでまいります」と示されております。施設

の安全に対する基本方針は、MOX施設についてのこの考え方に基づいているということで

よろしいでしょうか。 
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○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 おっしゃるとおり、まずはきちんと原点に立ち返って安全性を高める追求をしていくと

いうことでは、これはMOXも再処理も変わらないというふうに考えております。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 ただいま伺いました上で、安全上重要な施設をそれ以外の施設に見直したという申請書

が平成26年1月7日に提出されたと、今回の説明では、もとへ戻されるということにされる

ようですけれども、先ほど確認した基本的な考え方と、その安全上重要な施設を少し見直

したということは異なっていたということでよろしいでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 確かに御指摘のとおり、我々としましては、条文を読んだときに5mSvという判断基準が

あると、これを厳格に捉えて仕分けをしてきたというところはございます。ただ、これま

で安全上重要な施設としていたものを落とすというのは、やはりもともとその新規制基準

ができたことの背景を踏まえるとあまり適切ではないというふうに考えて、今回はきちん

と、許可をいただいたところについては、きちんと安全上重要な施設とすると、その上で

追加するべきものは追加をしていくということにする必要があると考えて、今回、このよ

うな御説明をさせていただいたというところでございます。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 ただいま伺ったとおり、今回の見直しについては、日本原燃として、安全に対する基本

的考え方に立ち返って見直したということで、今後は、その考え方に基づき申請内容を見

直されるということでよろしいでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 おっしゃったとおり、今回の御説明に従って、今後、適切に補正をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○田中知委員 あと、ございますか。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 

 同じく1ページ目の安全に対する基本方針のところで確認させていただきたいことがご

ざいます。先ほどの再処理施設の審査会合の場でも、再処理施設については、安全に対す

る基本的な方針において深層防護の考え方を取り込んでいるという説明がございました。 

 規則についても同様だと考えておりますけれども、先ほどの説明あるいは今の資料を見

ますと、MOX燃料の加工施設については、あらわに深層防護の考え方というものが表れて
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いないように見受けられたんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 

 今回のこの資料8の安全に対する基本方針の下の、ちょうど真ん中ぐらいですか、閉じ

込めにつきましては、一次の閉じ込め機能、二次の閉じ込め機能、三次の閉じ込め機能と

いうことで三重の閉じ込め機能と。これについては、もともとの一次のグローブボックス

排気設備、それから二次の工程室排気設備、これを今回耐震Sクラスにすると。それから、

三次の閉じ込めに関連する建屋排気設備、これも安重にして耐震Sクラスにするというこ

とで、十分な深層防護と閉じ込め上はなっているというふうに考えております。 

○日本原燃（出口燃料製造事業部長代理） 補足をさせていただきます。日本原燃の出口

でございます。 

 今の私どもが補正申請等をしております申請書の中では、今日お示しをいたしました安

全に対する基本的な考え方を反映して、例えば安全設計の基本的な考え方、それは深層防

護でやるんですよというようなところについて記載が十分でないというふうに判断してお

ります。これにつきましては適切に申請書の中で記載をし、補正をさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今の深層防護の話の髙橋部長のお答えですけれども、我々は、多段の防護の話をしてい

るわけではなくて、深層防護の意味を、今のお答えですと、はっきり言いますとよくおわ

かりでない、その上で、それを記載を見直すと言われても、全く理解をしてないのに見直

しもできないんじゃないかと思われますけれども、その点、本当に深層防護、よくわかっ

ていますか。再処理のほうは一定程度わかっていた上でMSを落としてきているという、そ

ういう馬鹿なこともやっているわけで。その辺りをきちっと御理解いただいていない限り、

この先、話を進めていっても、話にならないんじゃないかというふうな気がしますけれど

も、いかがですか。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 

 ちょっと先ほどの説明、閉じ込めのところの影響緩和機能に特化してしまいましたけれ

ども、もともとその発生を防止する、それから拡大を防止する、もしそれが起きたとして

も影響を緩和するというのが深層防護の考え方だと理解しております。 

○長谷川チーム員 きちっと理解をした上で今後の話を進めていきたいと思いますので、
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もう一度、再度ですね、御確認の上、この先の話を進めたいというふうに考えています。

そこがもしわかってないんであれば、やはり原点に立ち返って、きちっと理解をした上で

やっていただかないといけないのではないかなというふうに、我々のほうは、今のお答え

からするとそのように感じざるを得ないというふうに思っています。 

○日本原燃（出口燃料製造事業部長代理） 日本原燃の出口でございます。 

 深層防護の考え方につきましては、今、髙橋が言いましたとおり、発生の防止、拡大の

防止、影響の緩和ということで十分認識しております。先ほど申しましたのは、そういう

ふうな考え方でこの申請書ができていますよというところにつきましては、十分な記載が

現状なされていないというふうに考えておりますので、それについてはきちっと補正もし、

そのようなことで対応させていただくというふうに考えてございます。 

○田中知委員 あと、よろしいですか。 

 どうぞ。 

○長谷川チーム員 すみません、今のと関連をして、この中でちょっと、一つ重要な我々

の論点ではないかなと思っているところが7ページ――7ページだけではないんですけれど

も、安全上重要な施設ということに関しては、現行許可を得ているものに全部挙げてきて、

多分30以上の設備に関してもう一回、再度、格下げしたものをもう一回もとに戻したとい

う、そういう説明ですけれども、一方で、耐震の重要度に関しては、MOX施設の場合、例

えばグローブボックスみたいなものが、数十キロ程度のMOXの粉末が入っているようなと

ころが、今は現行の許可上はBクラスとしています。これに関しては、今のやっぱり原燃

の基本的な考え方とかに照らしつつ、もしくは、今後、加工施設に関しましては、設計基

準事故というのを新たに考えていかないといけない。その上で、さらに重大事故を考えて

いくという、そういう点があるわけですよね。 

 それからもう一つ、今回、この7ページには、今までのクラスをSに上げてきたものが幾

つかあります。これは多分、建屋とか換気系の部分を上げてきました。一方で、この大も

ととなっている閉じ込めのほうのグローブボックス等は相変わらずBクラスになっている

ものもあったりするというところで、少しその辺が齟齬が出ている可能性もありますし、

我々は、やっぱりこの地震というところの、損傷したときの数十キロのMOX粉末を工程内

にばらまくと、さらに、そこに溢水とかを今後考えていくようなハザードを考えたときに、

果たしてそのままでいいのだろうかという点については少し疑問を持っておりますので、

ここは改めて、現状は、多分いろいろな検討をされてこういう結果になったとは思ってい
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るんですが、その辺りについては、今後、論点の一つとさせていただいて、詳細にこの辺

の考え方を次回以降、御説明をお願いしたいと思います。 

○日本原燃（出口燃料製造事業部長代理） 日本原燃の出口でございます。 

 耐震クラスの考え方、あるいは、その重大事故を含めたところの考え方、その前に、設

計基準事故としてどういうふうに考えるのかということを含めまして、次回以降、御説明

をさせていただきたいというふうに思います。 

○田中知委員 今、何点か、規制庁のほうから重要なコメントがあったかと思いますけれ

ども、よろしく御検討ください。また、前に再処理施設との連携のところについても重要

なポイントかと思いますので、よろしく御検討いただければと思います。 

 本件はこれでよろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 ただいま御説明いただいたとおり、再処理施設の基本設計方針とMOX施設、同様と伺っ

てきましたけれども、本日、御説明いただいた資料8について、個別の事項を見ていると、

MOX施設と再処理施設と、MOX施設の固有の特徴に関する違いはわかるんですけれども、再

処理施設と若干異なっているようなものが見受けられると。 

 今回、資料8については全体の考え方を示したものなので、細かく追求はいたしません

けれども、今後、個別事項に対しては、個別事項の説明のときに指摘させていただきます

し、事業変更許可申請書を補正されるまでには精査していただくようお願いします。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 今の御指摘の点を踏まえて、もう一度、我々目の中でも、きちんとそこの違いは確認し

てまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 次に移りたいと思いますが、次は外部からの衝撃による損傷の防止のうち、

航空機落下、外部火災及び竜巻について、日本原燃のほうから要点を簡潔に説明、お願い

いたします。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 

 それでは、第9条関係ということで、資料9、航空機落下、資料10、竜巻、資料11、外部

火災につきまして御説明をさせていただきます。 

 これらの資料につきましては、敷地を共有するということで再処理施設と同一の評価が

含まれております。その箇所につきましては、再処理施設と同じということで御説明のほ
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うを割愛させていただきます。MOX施設固有の箇所について、御説明をいたします。 

 それでは、航空機落下、1ページ目でございます。基本方針といたしましては、防護設

計の要否を確認するということでございます。 

 2ページ目、開けていただきまして、下のほうになりますけれども、要否確認につきま

しては、保安院制定の評価基準、これに基づき要否の確認を行います。これは再処理施設

と同じでございます。 

 それから、4ページ、5ページ、6ページ飛ばさせていただきまして、7ページ目でござい

ますけれども、先ほどの再処理施設の説明の中に出てきたものと同じでございます。この

赤枠のところが最終的な事故の種類ということになります。 

 8ページ目になります。これが計算式でございます。パラメータのうち施設の標的面積、

ここ、Aのところが変わるということで、燃料加工建屋、これの水平断面積を入れて評価

をするということでございます。0.01km2を入れる。それ以下でありますので0.01を入れ

てございます。 

 9ページ目が結果となっておりまして、確率としましては、2×10-8回/年ということで、

判断基準を下回るということで、設計上考慮する必要はないとそういうことでございます。 

 次に、資料10、竜巻でございます。1ページ目、基本方針でございます。ガイドに基づ

き実施するということと、再処理施設と同一の敷地内ということで、外力となる設計竜巻

及び設計荷重の設定、これは再処理と共通となるということでございます。 

 開けていただきまして2ページ目、評価フローでございます。御覧のとおり再処理と同

じものでございます。同様のものでございます。 

 3ページ目、設計対象施設、これにつきましては、加工施設固有のものとなります。設

計竜巻の設定でございますけれども、設計上考慮する竜巻としまして、最大風速100m/sと

いうことで、特性値につきましては表のとおりでございます。これも再処理施設と同一で

ございます。 

 4ページ目、設計荷重の設定でございます。同一敷地ということで、再処理と同一でご

ざいます。竜巻防護設計でございますけれども、評価方法は同じということで、施設固有

の評価となります。手順等につきましては、同様なものを今後整備してまいります。 

 5ページ目は飛ばさせていただきまして、6ページ目が設計対象施設と設計対象項目とい

うことで、MOX加工施設の固有の部分でございます。竜巻防護施設を内包する施設といた

しまして、燃料加工建屋、これは防護するべき施設、これは全てこの建屋の中に内包され
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ております。屋外施設としては該当するものはございません。内包されるが防護が期待で

きない施設ということで、非常用所内電源設備がございます。それから、波及的影響とい

うことでは該当はございません。米印を見ていただきまして、転倒した場合、加工建屋に

衝突する可能性があるものということで、排気筒、これは加工施設の排気筒でございます。

それから、隣接して建設予定の資材管理建屋、これにつきましては、衝突による加工施設

への荷重を評価しまして、加工建屋が問題ないということを設工認申請書にお示しする予

定でございます。したがいまして、設計対象から外しているということでございます。そ

れから、外気と繋がっている施設は排気設備等、こういったものがございます。 

 それから7ページ目、設計飛来物の設定でございます。同一敷地ということで再処理と

全く同様でございます。設計飛来物は鋼製パイプと鋼製材ということでございます。 

 それから、8ページ目に参りまして、構造健全性の評価フローでございます。再処理と

同様なもので、燃料加工建屋、建屋全体の評価、それから局部の評価、それから開口部の

評価で、設備の影響評価を行うとこういうフローでございます。 

 9ページ目が、その結果でございます。青線で囲ってございますけれども、燃料加工建

屋の設計用地震力、それから竜巻荷重による層せん断力、これを比較すると。それから、

貫通限界厚さ、裏面剥離の限界厚さ、これを計算して、評価が問題ないことを設工認申請

書でお示しする予定でございます。 

 10ページ目が、内包されるが防護が期待できない施設ということで、非常用所内電源設

備の給気系と排気系がございます。これらにつきましては、設計飛来物を考慮しても必要

な給気及び排気が確保できる設計といたします。これにつきましては、設工認申請でお示

しいたします。図には防護対象をお示ししております。 

 11ページ目が、外気と繋がっている施設ということで、排気設備等がございますけれど

も、気圧差がもたらす発生応力、これがダクトあるいは機器の許容応力を超えないという

設計といたします。これにつきましても、設工認申請でお示しいたします。 

 12ページ目が、竜巻随伴事象でございます。火災につきましては、再処理事業所の敷地

内にあります危険物タンク、これが損傷し、火災が発生するということにつきましては、

外部火災について御説明いたします、この後の資料の中に入っております。それから、溢

水につきましては、敷地内の屋外タンク、これの損傷を想定しても、加工建屋の開口部ま

で到達しないよう排水口を設けます。それから外部電源喪失、これにつきましては、もと

もと非常用電源を守るという設計でございます。 
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 13ページが手順等でございますけれども、車両の運用も含め、再処理施設と同様な手順、

これを整備いたします。 

 以上が資料10、竜巻でございます。 

 それから、資料の11、外部火災でございます。 

 1ページ目、基本方針がございます。再処理施設と同一の敷地内ということと、ガイド

に従いまして実施するということで、施設固有の評価、これを除きまして再処理施設と同

じということになります。 

 めくっていただきまして4ページでございます。外部火災の防護施設の選定でございま

す。安全上重要な施設の安全機能を防護するということで、これらにつきましては、全て

燃料加工建屋の中に内包されております。ということで、燃料加工建屋、これを外部火災

の防護施設といたします。 

 5ページ目、熱影響評価対象の選定ですけれども、フロー自体は再処理と同じでござい

ます。小さくて見にくいんですけれども、一番左側のカラムのところに、防護施設といた

しまして燃料加工建屋、右から二つ目のカラムのところに、屋外で熱影響を受けるという

ことで、水素とLPガスの貯蔵容器が該当いたします。 

 次を開けていただきまして、6ページ目が今申しました防護するもの、あるいは熱影響

を受けるものの対象の位置でございます。緑のところが燃料加工建屋、紫のところが熱影

響の評価の対象でございます。 

 7ページ目以降、評価に入りますけれども、まず森林火災でございます。評価の流れ、

FARSITEの影響評価、評価結果、それから防火帯の設定、これはいずれも敷地の評価でご

ざいますので、再処理施設と同一でございます。 

 8ページ目、熱影響評価でございます。燃料加工建屋ということで、それ以外は再処理

施設と評価方法も同じでございます。外壁温度200℃以下ということになるよう、これも

同じでございます。 

 9ページ目が評価結果となります。燃料加工建屋につきましては、危険距離に対しまし

て、5mに対しまして防火帯外側からの離隔距離が70mございます。それから、外壁温度に

つきましては、コンクリート許容温度200℃に対しまして59℃という結果となっておりま

す。消火体制につきましては、再処理施設と同一の敷地内ということで、再処理施設と同

じ消防計画で対応するということでございます。 

 次の10ページ目、近隣工場等の影響評価でございます。まず、敷地外ということでは石
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油備蓄基地ということで、これは再処理施設と同じでございます。それから、再処理施設

の屋外危険物貯蔵施設、これが対象になりますので、危険物施設と高圧ガス貯蔵施設、再

処理施設のそれぞれの施設の加工建屋に対して最も近いもの、それから、貯蔵量の最も多

いもの、それを選んでおります、それぞれ選んでおります。それから、加工施設の私ども

の屋外危険物貯蔵施設といたしまして、LPガス貯蔵容器と水素ガス貯蔵容器、これがござ

います。 

 11ページが、その位置の関係を示しております。左側の備蓄基地から加工建屋までは

1,970mということで、距離は若干異なっております。それから、11ページが、再処理施設

との影響で、赤いところがそれぞれの先ほどの施設、該当施設となります。 

 12ページ目が、備蓄基地からの評価でございます。距離は1,970m、評価方法は再処理と

同じでございます。評価結果でございますけれども、危険輻射強度2.3kW/m2に対しまして

1.07ということで､下回っております。 

 13ページが、備蓄基地の火災と森林火災の重畳の評価でございます。同様の評価を行い

まして、合算して2.05ということで、危険輻射強度を下回っております。 

 14ページでございます。再処理施設の屋外危険物貯蔵施設の火災ということで、先ほど

の竜巻の随伴事象で出てまいります屋外危険物がこちらのほうとなります。評価方法は同

じでございまして、結果を申し上げますと、貯蔵所の火災が発生したとしましても、加工

建屋の許容温度200℃に対しまして、66℃ということで、外壁温度66℃という結果でござ

います。 

 次に15ページがガス爆発による影響評価ということで、上のところが加工施設、私ども

の屋外危険物貯蔵施設の爆発でございますけれども、高圧ガストレーラー庫、これは保安

距離17mということになっておりますけれども、それ以上、加工建屋と離れておるという

ことでございます。それから、再処理施設の屋外危険物貯蔵庫の爆発につきましては、プ

ロパンボンベ庫、ヒドラジン受入れ貯槽につきまして、いずれも爆発に至ることはないと。 

 それから、16ページが加工施設の屋外危険物貯蔵施設への熱影響でございますけれども、

防火帯からの離隔距離を入れまして、17ページが、評価をいたしますと、それぞれ許容温

度に対して十分低いという結果でございます。 

 18ページが、ばい煙等二次的な影響でございます。機器への影響としましては、換気設

備にはフィルタをつけると、それから、従業員に対しましては、居住性に影響があると判

断された場合には、必要な保安措置をとった上で退避をするというのを手順に定める。 
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 19ページ、手順につきましては、再処理と同様なものを整備いたします。 

 以上でございます。 

○田中知委員 ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうから何かござ

いますか。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 今三つ御説明いただいた資料のうち、真ん中の竜巻に関する資料のところで幾つか御質

問です。 

 竜巻に関しましては、ヒアリングの場で示された防護板とか、ネットであるとか、あと、

車両に対してどういった防護をやるのかといったところ、ちょっと整理がついてなかった

面があるので、整理して、この場で御説明をお願いしますということをお願いしたところ

ですけれども、何か今日の説明資料を見ますと、そういった防護板とか、あと、車両に対

してどういうふうにするのかというのが、ちょっと、かなり不明確になった、後退したよ

うな雰囲気があるのですが、この辺の記載が何かなくなったのはどうしてでしょうかとい

うのが一つと。 

 あと7ページで、車両に関しては退避又は固縛することにより、飛来物とならないよう

管理を行うということが書いてあるんですけれども、そもそもここの部分、このMOX加工

施設だったら、車両に対しては特に防護できない部分というのがあるのか、ないのかとい

うのが、ちょっと説明上明確ではないなというところが、車両に対してどういう、そもそ

も防護する必要があるか、ないかというところを教えてくださいというのが2点目と。 

 あと、3点目は、4ページのところで、頭にプラントウォークダウンという言葉があるん

ですけれども、まだプラントが建設中なので、このプラントというのは、ここと別のとこ

ろを意図しているのかというか、その点、ちょっと明確ではないので、教えていただけれ

ばと思います。 

 以上、とりあえず3点、お願いいたします。 

○田中知委員 お願いします。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 

 御質問は3点かと思います。まず、防護板、ネットにつきましては、非常用発電設備の

給気口または排気口ということで、以前、御説明に使わせていただきました。その後、検

討した結果、給気口、排気口いずれも排気筒自体を躯体と同様なもので守るということで、

防護板あるいはネットを使わなくても守れるということで設計対応をするということにな
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っておりますので、資料からは除いたというのが1点でございます。 

 それから、次に車両に対してですけれども、車両に対しましては、この資料の7ページ

を開けていただきますと、固縛、撤去対象となる飛来物ということで、車両についてはそ

ちらのほうに分類をしております。設計飛来物としては鋼製パイプ、鋼製材ということで、

あくまでも固縛、撤去対象でございます。 

 ただ、乗用車みたいな車両につきましては、私どもの建屋の壁厚が厚いということから、

再処理施設で設けるような離隔距離が必要となるそういったものではなく、できるという

ことでございます。いわゆる飛来対策区域を設ける必要はないということでございます。 

 それから、プラントウォークダウンにつきましては、既に再処理施設、これは再処理施

設のほうで実施しておりますけれども、事業所全体としてプラントウォークダウンをやっ

たということでございますので、運転状態を想定しても、私どもが、将来、運転状態を想

定しても同様なものであろうということで、それを参考に設計飛来物の選定をしたという

ことでございます。 

 以上でございます。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 まず、車両に関しては、もともともう防護はできているといいますか、不要だという御

説明ですけれども、9ページで、何かその局所的にこの27.1cmのところですか、この燃料

加工建屋のところ、ここが、何かその1.2mと異なるので、何かその評価をしますというふ

うに書いてありますけれども、ここの設計飛来物というのは、車両が、特にここに竜巻で

飛んできても、ここの部分は健全性が確保されると、そういうことになるんですか。 

○日本原燃（髙橋部長） すみません、そこはあくまでも設計飛来物として鋼製パイプ、

鋼製材に対して貫通が防止できるという結果を設工認でお示ししようと。ですから、あく

までも車両につきましては、撤去、固縛対象として整理をしております。 

○竹内チーム員 すみません、最初の私の質問ですと、ここの部分、車両に対して防護す

る部分はないんだという回答に照らすと、ここの部分というのは、どういう扱いになるの

か、ちょっと今の答えだとわからないんですけれども。 

○日本原燃（髙橋部長） ちょっと御説明が悪かったかもしれませんけれども、設計飛来

物として評価する上では、車両は外しております。それは、運用で固縛するとか、あるい

は撤去する、そういったものの範疇に入れております。 

 ただ、その車両が私どもの施設にぶつかったときに、離隔対象施設ということで、なる
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かならないかということであれば、それは離隔対象施設にはならないと。ただ、私ども、

再処理事業所の施設でございますので、そういった運用につきましては、再処理施設と同

様に管理をしていこうというふうに考えております。 

○竹内チーム員 すみません、何度もすみませんけれども、再処理と同じだということで、

再処理の場合ですと、その車両に対して健全性が維持されないということであれば、飛来

対策区域というのを設定して、車両に対しても影響がないということを基本設計で書いて

おります。それと同じようなことが言えるのであれば、こちらもそのような考え方を示し

ていただくというのが正しいのではないでしょうか。 

○日本原燃（髙橋部長） この資料の中にもございますけれども、飛来対策区域を設ける

必要はないということを記載させていただいていると、離隔対象施設にはならないと、そ

ういうことでございます。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 ここの説明については、ヒアリングの場で、本日きちっと再処理との関係も含めて整理

して説明するようにというふうに我々は要求していたところ、その部分を資料ごと多分、

切ってきてしまった。ヒアリングの場においても、最近は再処理の担当とMOXの担当を原

燃のほうであわせてやっていますけれども、きちっと何か整合がとれてなかったように見

受けられます。ここについては、改めてきちっと説明を、ちゃんと両者で論点をわかって

いると思いますので、整理をして、きちっともう一回説明をしていただきたいというふう

に思っていますけれども、いかがですか。 

○日本原燃（石原課長） 了解いたしました。きちっと整理して御説明させていただきま

す。 

○田中知委員 あと、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 

 外部火災に関して一つ質問がございます。外部火災の説明の冒頭で、再処理施設と基本

的な考え方は同じですということがあり、さらに、手順書のところでも、再処理施設と同

じ考え方で手順書を整備しますという説明があったかと思います。 

 先ほどあった再処理施設の手順書のところと比較しますと、必ずしも全て一致していな

くて、何個か抜けているところがあるように見受けられます。具体的に言いますと、一つ

としては、外部火災が起きたときに、その影響が危惧される場合は運転停止等も考えます
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ということが再処理施設のほうではあらわに書かれている一方、MOXの燃料加工施設の手

順書のほうでは、もうその方針すら書かれていないというような状況にございますが、こ

こについては、どのようにお考えなんでしょうか。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 

 同一の事業所の中にある施設でございますので、同様な対応をとるということで手順を

整備いたします。 

○日本原燃（山地グループリーダー） すみません、日本原燃の山地でございます。 

 少し補足させていただきますと、現状、今そのように該当するものとしては、18ページ

のところで、必要な保安措置をとりますということだけをうたっております。これ、じゃ

あ具体的に何かということになってきますと、今、髙橋が申し上げたとおり、施設に影響

があるということであれば、すぐ止めるという形になってきます。MOX施設については、

再処理と違って、こういったバッチ式で運転しているというところがありますので、この

必要な保安措置というのは、例えば、その後方操作をしているというものであれば、それ

を止めて、核物質を貯蔵庫に運び込むとか、そういった形で1カ所に核物質を集めて貯蔵

庫におさめてしまうと、それで排風機だけは運転するとか、そういった形の保安措置をと

った上で退避をするという形で考えております。 

○平野チーム員 そうしますと、単純に19ページに記載がないだけで実際は対応をとると、

それは19ページには書いてないんだけれども、18のところに入っていると、そういう整理

だということと理解してよろしいでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 おっしゃるとおりなんですけれども、この説明資料に記載がないと、やはりここで御説

明だけでは不十分なところございますので、もう少し申請書の記載として、もう少し具体

的な内容を盛り込むような形には今後検討してまいりたいなとは思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

○平野チーム員 手順書につきましては、ほかのところもございますので、きちんと検討

の上、説明いただければと思います。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 承知いたしました。 

○田中知委員 あとはよろしいですか。 

 では、次に行きたいと思います。次は、溢水についてでございますが、日本原燃のほう

から、要点を簡潔に説明してください。 
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○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 それでは、資料に基づきまして御説明させていただきます。 

 まず、1ページめくっていただきまして2ページを御覧ください。2ページのところに、

溢水の損傷の防止に係る影響評価フローということで記載をしております。基本的には、

再処理と共通ということになりますけれども、当然のことながら、その評価結果というと

ころはまた個別に上がってくるというものでございます。 

 それから3ページ、4ページ、こちらにつきましては設計基本方針となっております。こ

れは、それ以降のページで具体的なところを記載しておりますので、そちらのほうで御説

明してまいりたいというふうに考えております。 

 めくっていただきまして6ページになります。こちらは、溢水の防護対象設備の選定の

考え方を記載しておりますけれども、こちらに記載のとおり、検討した結果として、安全

上重要な施設となっているこのグローブボックス、排風機、非常用所内電源設備と、こう

いったものを溢水防護対象設備として選定するということで考えております。 

 7ページにつきましては、この左下の表にあります溢水防護対象設備を出しております

けれども、この白抜きのところにつきましては、その配置図を示していくというものにな

っております。 

 それから8ページです。溢水の想定としておりますけれども、想定する溢水としまして

は、ここに記載のとおり地震、それから想定破損、それから消火活動の溢水とこういった

ものを想定するということで、これについて、それぞれ個別に評価をして、溢水量の算定

を行っていくということで対応しております。 

 それから9ページになります。溢水源の設定につきましても、こちらに記載のとおり設

定をしていくということ、それから、一番下に、先ほど長谷川調整官からもお話があった

ところなんですけれども、この再処理施設とMOX施設が洞道を介して接続をしているとい

うことで、この再処理側からの水も想定するということで考えておりますけれども、こち

らにつきましては、今後、再処理側の評価結果も踏まえて、MOXとして適切に対応してい

く必要があるというふうに考えているところでございます。 

 それから10ページになります。こちらが溢水源の設定ということで、この具体的な溢水

源の設定というのはこの記載のとおりとなっておりますけれども、ここで配管、水の配管

ですけれども、こちらにつきましては基準地震動SS相当の地震で破損しない設計とすると

いう対応をしているということ、それから、地震起因の溢水の評価につきましては、この



59 

SS対応している配管と、それからその機器の接続部ですね、そこから水が漏れてくるとい

うことを想定して評価をしているというものでございます。 

 それで、じゃあ実際にどのぐらいの水が出てくるかというところにつきましては14ペー

ジになります。ここで溢水量の算定としまして、工業用水から飲料水、冷却水とこういっ

たものが、こういう種類によってどのぐらいの溢水量があるかということを出しておりま

すけれども、この中で工業用水と飲料水、こちらにつきましては、再処理施設から補給を

受けるというものがありますので、どれぐらいの水が補給を受けてくるかと、それから、

その手動弁を設けておりますけれども、その閉止操作に必要な時間というものも考慮して

溢水量を算定しているというものでございます。 

 それから15ページになります。こちら溢水経路の設定ですけれども、こちらについては

ガイドに従って保守的な量の設定をしているというものでございます。 

 それから17ページ、有効床面積の算出ということで、こちらにつきましても、ガイドに

従って算出をしていくということで考えておりますけれども、この下のマスキングの箇所

につきましては、これは各部屋ごとにその部屋の面積、それから機器の面積というものを

算定して、有効床面積を算出しているという表になっております。 

 それから18ページになります。こちら、機能喪失高さということで、溢水防護対象設備

ごとに、この機能を喪失する高さを選定しまして、影響評価を行っていく際に、この高さ

以下となるように防護設計を行っていくというものでございます。 

 それから20ページになります。没水の影響評価になりますけれども、こちらにつきまし

ては、対象の部屋ごとに溢水量と、それから有効床面積、ここから機器が没水するかどう

かということを判定しております。没水するというふうになった場合には、これは堰もし

くは防水扉を設けて適切に水を排除する設計とするということで対応しております。 

 それから21ページ、被水の影響評価になります。こちらにつきましては、MOXを扱う部

屋に水配管がある場合であって、配管と機器の接合部から水が出るという場合には、これ

を評価するという形になっておりますけれども、被水のおそれがあるというときには、溢

水防護設備を防滴仕様にするとか、それから、水が直接かからないというふうな対応をし

ていくということで考えております。 

 22ページになります。こちらが蒸気漏えいの影響評価ですけれども、こちらにつきまし

ても、被水の評価と同じように蒸気が漏れて溢水防護設備に当たらないかどうかというこ

とを評価すると、蒸気が当たるのであれば、それは障壁を設けるということで対応してお



60 

ります。 

 23ページにつきましては、ただいま御説明したとおりの対策を記載しているというもの

になります。 

 それから24ページですけれども、これは具体的な溢水防護対策ということで、堰、それ

から防水扉の具体的な設置の考え方をこちらで示しているというものでございます。 

 25ページにつきましては、溢水防護対策の具体的な場所を、この白抜きの中で記載して

いるというものでございます。 

 それから最後、26ページでございますけれども、発生した溢水に係る対応ということで、

漏えいしている場合は漏えいしている箇所を特定するとか、それから手動弁の閉止操作ま

での手順をきちんと整備すると、それから、作業員のアクセス性だとか、それから溢水の

性状に応じて、貯留、移送先を選定する、それと建物内で貯留するとこういったことを対

策として考えてまいりますということを記載しております。 

 御説明としては以上です。 

○田中知委員 ただいまの説明に対して、規制庁のほうから何かありますか。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 大きく分けて三つぐらいあるんですけど、まず一つずつお願いします。 

 まず最初なんですが、資料で言うと、例えば13ページとかなんですが、11ページとかで

も構わないんですが、13ページとかに行くと漏えい検知器が作動ということで、漏えい検

知できるというような説明が書いてあるんですが、再処理施設であるならば、破損の箇所

によらず検知するように設計しますよといった方針が書かれていたかと思うんですけど、

MOX燃料加工施設において漏えい検知の方法というのは、漏えい検出器というのが書かれ

ているならわかるんですけど、どういったところに、どういうふうに設置されているのか、

どこで発生してもわかるのかとか、そういった基本的な考え方がわからないので、まず確

認させてください。 

○日本原燃（稲葉副長） 日本原燃、稲葉と申します。 

 漏水検知器の考え方なんですけれども、基本的に、その溢水源が布設されている配管と

その配管室、あと溢水の滞留するエリアとなる廊下ですね、あと、その防護する溢水防護

区画ですね、そこに溢水したら検知するということを考えて、今、その漏水検知器の配置

を検討しております。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 
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 結局、漏えいの検知までの時間によって溢水量の見積もりとかも変わってきてしまうと

思います。せめて基本的な考え方は、基本設計の段階で説明、正確には、事業申請書に記

載をしていただけるようにお願いします。 

 次に二つ目なんですが、先ほど、溢水量の見積もりのところでなんですけど、再処理施

設の審査の状況を踏まえながら、MOXとして適切に対応していきますといったような説明

があったかと思うんですけれども、今、再処理施設で、前に聞いた限りだと、例えば洞道

であるならば結構水で埋まってしまうような評価をしていたかと思います。 

 今回、溢水量の見積もりのほうで、例えば10ページに図が描いてあったりするんですけ

ど、再処理施設であれば、洞道よりも高い階に溢水防護の対象になる設備、建屋、部屋と

いうか区画があるような形になっていたかと思うんですけれども、MOX燃料加工施設で言

うと、洞道よりも低い位置で、要は、洞道から下に流れ続ければ、どんどんどんどん溢水

がたまってしまうような設計になっているかと思いますので、この辺りも含めて、溢水量

を正確にどうやって見積もっていくのか、その辺りの方針は、今後、再処理施設を踏まえ

てということなのかもしれませんが、説明していただければと思います。 

○日本原燃（稲葉副長） 日本原燃、稲葉です。 

 溢水量の算定につきましては、MOXの場合は、基本的には、その溢水評価ガイドに基づ

いて溢水量を算定するというところは一緒なんですけれども、今コメントいただきました

ように、MOXの場合は、その溢水防護設備、防護する部屋が洞道よりも下で、守るべきそ

の安全機能というところの、グローブボックスとかそういったものが主に地下階にありま

すので、そこについては、溢水量は、今、例えば10ページの図でいきますと、隣の水の供

給源となる建物、ここにある水槽だとか配管、こういったもののその機器の接続部ですね、

こういったところの破損を想定して、この燃料加工建屋の地下階、最下階に水が入るとい

う評価をしています。で、それはその系統の保有水量を全量溢水させると、あと、再処理

から水の補給を受けているものは、その一定時間ですね、漏水を検知して停止するまでの

時間を算出して、その間、水が出てくると、それを加算して溢水量を算出しています。 

○田尻チーム員 すみません、一応、ユーティリティ建屋とかから、10ページの絵が、恐

らく、再処理施設のユーティリティの建屋か何かだと思うんですけれども、そこで貯蔵さ

れている量全てを見積もっているということでいいですか。例えば再処理施設だと、緊急

遮断弁で防がないとどうしようもないですというので防いでいたような気がするんですけ

ど、MOX燃料加工施設で言うんだったら、全部が流れてきても大丈夫という評価をすると
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いうことですか。 

○日本原燃（稲葉副長） 日本原燃、稲葉です。 

 MOX施設の場合は、再処理施設から水の供給を受けているものは工業用水と飲料水の、

いわゆる受水槽に入れる補給水のみです。再処理で言うユーティリティ建屋とMOXは基本

的につながっておりませんので、その冷却水とか、冷水ですね、安全系の冷水とか、こう

いったものの取り合いというのは一切ございませんので、MOXの中でのその保有水という

のは、資料の14ページですね、ここで算出している、これの全量溢水ですね、その評価す

る部位によって、評価する箇所によって溢水量として見込むもの、見込まないものはある

んですけれども、これの全量というふうに考えております。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 ほか建屋から来るものは全ての溢水量を見積もるということで、その場合の遮断弁とか

って、手動操作による遮断を行うとかそういった説明もあったかと思うんですけれども、

そこは別に期待しなくても大丈夫ということなんですかね。 

○日本原燃（稲葉副長） 日本原燃、稲葉です。 

 今の現状の設計で溢水評価をしておりますけれども、これにつきましては、系統の保有

水量、地震起因ですと……。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 今御指摘の点なんですけれども、基本的には全量を想定していると。その上で、再処理

側から来るこの工業用水と冷却水だけは、再処理側から水が流れてくるので、そこは60分

間の水量を加味して評価をしていると、そういった形になっております。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 13ページで手動弁を止めに行くような話だったかと思うんですけれども、これは、外か

らのやつは止めに行かないということでよろしいですか。そうすると、建屋内か何かのだ

け止める。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 今のこの13ページの記載の手動弁で止めるというのは、10ページにあります絵を御覧い

ただくと、上のほうに冷凍機、それから塔、槽類、ボイラーと、緑と青と赤の線がござい

ますけれども、この緑が再処理施設よりと書いておりまして、これに対して手動弁で閉止

操作をするということになっております。これ以外の水色、青、赤については、全量溢水

を想定しているというものでございます。 
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○田尻チーム員 すみません、細かな話なんですけど、13ページで工業用水手動弁と飲料

水用手動弁と書かれているので、それだと説明が合わないんですけど。13ページの、すみ

ません、手動弁①、②というところに工業用水手動弁と飲料用水手動弁と書いてあったの

で、今のだと、塔、槽類とはまた別だと思ったんですけど。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 この絵の中で塔、槽類と書いているんですけれども――凡例を御覧いただくと、緑のも

のは工業用水、飲料水の系統と書いておりまして、これを止めに入るというものでござい

ます。 

○田尻チーム員 何か、全量想定するところと止めるところがあるというふうに思ってい

ると、とりあえずいいですかね、細かなところは今後確認するとは思うんですけれども。 

○日本原燃（山地グループリーダー） はい、おっしゃるとおりでございます。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 今のやつの細かなところも確認するんですけど、再処理施設だと、先ほど平野のほうか

ら指摘を1点させていただいたんですけど、再処理施設と微妙に想定が違うんじゃないか

なというところがあったりするところがありまして。例えば、再処理施設で言うんだった

ら、没水を想定するときは、過渡的な溢水高さ、要するに排水量よりも供給量が多かった

ら、一時ちょっと水が多くなってしまうんでしょうとかの想定もしていたりすることもあ

りますし。 

 あと、例えば、ちゃんと下に水をどうしても流さなければいけないところは、ちゃんと

排水扉を設置するんですとか、そういった方針も一応聞いてはいるんですけど、そういっ

たことは特に想定しなくても大丈夫という、そこに限らずなんですけど、再処理施設に書

いてあってMOXに書いてないことというのは、要らないから書いてないのか、それとも、

特にそういったところはまだ検討してないというものなのか、それとも、ただ単に書いて

ないのか、どういった方向ですかね。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 ただいまの御質問の件なんですけれども、まず、MOX施設全体としては、できるだけ不

要な水は持ち込まないというのがございますので、水の量が限られていると、その上で、

今のこの評価においては全量溢水を想定しているということなので、特にそれ以上の、例

えば排水を考慮するとか、そういったものは行っていないという状況にございます。 

○田尻チーム員 すみません、排水を考慮というのは、要は、地下階に最後は水が流れて
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いくときに排水経路を確保しておかないと、下にちゃんと流れてきてくれなかったら、ど

こかのフロアで無駄に水がたまってしまって、想定よりも溢水高さが高くなってしまわな

いように排水扉とかというのが再処理の説明だったと思っていて、排水を考慮しなくてい

いというか、階段室を流れて下の最下階に一番最後は水がたまりますといった想定が書か

れていたかと思うんですけど。ということは、そこまでの流路がしっかり確保されている

から最下階に水が行くという想定だと思うんですけど。 

 だから、流路はちゃんと確保されているところを流れるという想定でいいんですか。い

や、普通の扉だったら、水がちゃんときれいに流れてくるとかはわからないから排水扉だ

とか、そういう説明だったような、再処理は、気がするんですけど。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 MOXの評価では、配管の破損が想定されるところの水は全て溢水させるということで評

価をしておりまして……。 

○日本原燃（石原課長） すみません、口を挟んでしまいまして、日本原燃の石原でござ

います。 

 評価の中で違う部分は、もう一度整理をした上で考え方を示させていただきます。ただ、

唯一違うのは、最初にも、やたらめったら水を漏らしているわけじゃないんですけど、配

管が非常に多いというのと、廊下にも一杯配管が走っているところですね。そういったと

ころは再処理が大分ボリューム的には違うということ。あとは、MOXの場合は、先ほど10

ページですかね、冷却に必要な冷却水以外の配管は、溢水防護区画内に布設しない設計と

するということで、基本的に守らなきゃいけないところと水との関係を遮断するという基

本設計を持っているところは、多少なりとも考え方が違うところはあります。そういった

ところは整理をした上で、何が違っていいのか、何は違ってはだめなのかというのは、ち

ょっと整理をした上で説明をさせていただきます。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 基本的には、何となく説明を聞いていると、詳細な部分まで検討が煮詰まってないよう

な気はしているんですけれども、MOX燃料加工施設については、まだ今、建設段階であり

ますし、かなり溢水の最少化とか、いろんな意味で、まだまだ多分、手を加えることがで

きるんじゃないかなというふうに思っています。 

 その点においては、再処理はもともと水が多くて、遮断弁を設けて、数百立米のオーダ
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ーまで一気に、何千立米から、少なくとも一桁以上は落としてきたところがあるんですけ

ど、現行は、再処理施設とMOX施設は、多分、溢水量は同じぐらいの見積もりになってい

るんじゃないかなというふうに思うと、MOX施設はかなり、MOX燃料加工施設については、

かなり溢水量は多くて、ある種ほとんど放出している、先ほど全量放出と言ったんですけ

ど、全量放出をするということが、果たして設計上いいのかどうかというところも含めて、

やっぱり今後、そこは議論をしていくべきじゃないかと。 

 あと、他の施設から、要は再処理とMOXは、基本的には許可が違いますから、他の施設

からの溢水を許容するのが、設計上、果たしていいのかどうかという点においても、やっ

ぱり論点だとは思っていますので。この辺は原燃の基本的な考え方も含めて、あと、設計

の段階であることを考えて、少し議論はさせていただきたいというふうに考えています。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 今の御指摘いただいた点も踏まえて、今後きちんと御説明させていただきたいと思って

いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 あと、よろしいですか。 

 それでは次に行きたいと思います。次は、内部発生飛散物及び通信連絡設備についてで

ございます。 

 日本原燃のほうから、要点を簡潔に説明してください。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 

 それでは資料13、それから資料14について御説明させていただきます。 

 まず13のほうですけれども、内部発生飛散物、基本的には再処理と同様でございます。 

 2ページ目でございます。発生要因も、爆発、重量物の落下、回転機器ということは同

じでございます。 

 3ページ目の防護対象、これも同室、あるいは、防護設計といたしましては発生を防止

するということで、これも再処理施設と同じでございます。 

 4ページ、5ページ、6ページ、7ページは割愛させていただきます。 

 8ページ、施設固有でございますけれども、爆発による飛散物ということで、要因とい

たしましては、水素を取り扱う設備の爆発ということで、対象設備がこのように焼結炉を

挙げられております。爆発防止対策としましては、熱的制限値の設定、あるいは酸素濃度

計を設置すると、こういったことを対策を施しますので、爆発を防止するということで発

生要因としては考慮しないということでございます。 
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 9ページ目が重量物の落下による飛散物ということで、重量物を搬送する機器からの積

荷の落下、あるいは逸走によるクレーン等の落下、こういったものを考慮いたします。そ

れから回転機器につきましては、回転機器の異常な回転、これによって回転羽根が損壊す

るということを考慮いたします。 

 10ページ目、フローにつきましては再処理と同様でございます。 

 11ページ目からは、私どもの施設の防護対象施設の安全上重要な施設と設置室、それか

ら対象飛散物、これを整理したものでございます。全ての安全上重要な施設を挙げてござ

います。 

 ずっと11、12、13、14、15、ずっとございます、16。例えば19ページ、×がございます

けれども、これは、その部屋に対象飛散物自体、フィルタ室には何もないということから、

こういったところは×をつけさせていただいておりますけれども、全て対象として挙げて

おります。 

 22ページ目が評価と設計ということでございます。まず、重量物の落下による発生防止

ということでは、積載物の転倒、あるいは逸走の防止、クレーンであればつりワイヤーの

二重化、把持具あるいはフックにつきましては脱落防止機構、こういったものを設けると

いうことで、具体的なものにつきましては、設工認申請書でお示しいたします。 

 23ページ目が具体例の例示でございます。 

 24ページ目が、回転機器による発生防止設計でございます。動力を駆動源とする回転機

器、これにつきましては回転数を制御する、あるいはケーシングを有するということで防

止をいたします。電力を駆動源としない、燃料を供給する回転機器、これにつきましては

回転数を監視し、過回転を防止するという設計でございます。これらにつきましては設工

認でお示しいたします。 

 25ページ、二次的影響につきましては、発生を防止するということから、二次的影響は

ございません。 

 次に資料14、通信連絡設備でございます。 

 1ページ目が基本方針でございますけれども、再処理と同様でございます。多様性を確

保した通信連絡設備、それから、事故時に活動の拠点、これは再処理と違いますけれども、

活動の拠点ということがありますので、これは私ども、緊急時対策所としております。そ

れから、外部電源を期待できない場合でも動作可能な設計ということでございます。 

 開けていただきまして3ページ、これが通信連絡設備の概要でございます。図で示した
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とおり、黄色につきましては所内でございます。それから、青が所外との連絡で、それぞ

れ3種類の通信連絡手段がございます。多様性ということでございます。 

 4ページ目が、所内の具体的なものとしまして専用回線、あるいはページング装置、所

内携帯電話と。 

 それから、5ページ目が所外との関係で、一般加入電話、一般携帯電話、衛星携帯電話

ということでございます。 

 次に、6ページ目が電源図ということで、それぞれバッテリを持つということと、非常

用電源設備につなぐということでございます。 

 御説明は以上でございます。 

○田中知委員 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対して、規制庁のほうから何かございますか。 

 どうぞ。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 内部発生飛散物による損傷の防止に係る設計方針のところで1点確認させていただきた

いんですけれども、先ほど、再処理のほうでも議論があったとおり、通常ではない、通常

運転時以外の作業において、内部発生飛散物が発生した場合について、再処理のほうでは

検討されているのですけれども、MOXのほうでは、その記載がないんですけれども、この

辺りはどのようにお考えでしょうか。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 

 すみません。もう一度御質問のほうを、よろしいでしょうか。 

○津金チーム員 規制庁の津金です。 

 失礼しました。内部発生飛散物の損傷の防止に係る基本設計方針、2ページのところに

なります。内部発生飛散物の発生要因の選定のところにおいて、先ほど、再処理のほうで

通常運転時以外の作業においてということで検討されている内容がありましたけれども、

こちら、MOXではありませんけれども、どういったお考えでしょうか。 

○日本原燃（髙橋部長） 日本原燃の髙橋でございます。 

 すみません、資料には抜けておりますけれども、通常以外のメンテナンスをするとか、

あるいは何かの工事をするといったことにつきましては、記載は抜けております。それに

つきましては、そういったものについて工事計画を立てる、あるいは保安措置をとるとい

うことを作業手順に定めると、それで、そのとおりにやるということを保安規定以下で定
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めて作業をするというのを規定したいというふうに思っております。 

○津金チーム員 規制庁の津金です。 

 ただいま説明していただいた内容については、事業変更許可申請書のほうに適切に反映

させていただくようお願いいたします。 

○日本原燃（髙橋部長） 了解いたしました。 

○田中知委員 あと、ございますか。 

 どうぞ。 

○津金チーム員 規制庁の津金です。 

 こちらも、先ほど、再処理のほうでも議論があったんですけれども、通信連絡設備につ

いて、MOX施設と再処理施設と共用の部分、例えばページングですとか、携帯電話等につ

いては共用の部分が出てくると思うんですけれども、こちらについても、改めて整理して

御説明いただくということでよろしいでしょうか。 

○日本原燃（髙橋部長） 結構でございます。 

○田中知委員 あと、規制庁のほうから何かありますか。 

 どうぞ。 

○長谷川チーム員 全体の話なんですけれども、今日、全般的に基本方針を示してもらっ

て、ずっと再処理と一緒です、一緒ですという話になっていて、それは基本的にはいいの

かもしれないんですけれども、やっぱりMOXの安全設計の中で、具体的な安全設計に入っ

ていくと、やっぱりMOX施設の特徴というのがあって、再処理とは、やっぱり個別具体的

な安全設計に少し差が出ているのじゃないかなという気がします。 

 その辺りについて、再処理との違いというのが、やはり基本方針は一緒だといえども、

少し違ってきている部分があって、その辺りが今日、適切にというか、具体的にまだ示さ

れてない状態になっているんじゃないかなと思います。 

 それから、冒頭申し上げました耐震重要度の話、これは今後の設計基準、重大事故との

関係もありますと。それから、再処理との関係というところでは非常に影響を受けて、お

互いに影響を受け合うんですけど、そういうものと、あと、共用施設みたいなのが今後出

てくるという、この辺りが、今後やっぱり大きな論点として、この場で議論をさせていた

だくことになるんじゃないかなというふうに思っています。 

○田中知委員 どうぞ。 

○日本原燃（松村副社長） 審査の効率化ということで、再処理とMOXを一緒にやるとい
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うことだったんですけれども、必ずしも整合がとれてないところもあったり、あと、御指

摘があったように、その設備の違いとか、考え方の違いを明確にしていなかったですね、

そういう反省がありますので、今日、帰りましたら、まず社内に対してきちっと立てると

いうことと、あと、説明の仕方もなるべく簡潔に、かつ違いがわかるように、同じなら同

じところだという、その辺をやっていきたいと思います。 

 基本的なところも、違うところはありますので、その辺の考え方、それから共用設備に

ついても、基本的な考え方をこれから説明させていただければと思っています。 

○田中知委員 あと、何か全体を通して規制庁のほうからありますか、MOX関係で。 

 今、長谷川のほうから全体的なコメントがあったかと思うんですが、ちょっと重複する

かもしれませんが、少し私のほうからまとめさせていただくとすれば、本日は、基本的な

方針の説明が主な内容であったところでございますが、いろんな意見も出ましたので、日

本原燃のほうでよく検討して、今後、対応していただきたいということが一つ。 

 それから、MOX燃料加工施設については、安全設計上、想定すべき設計基準事故の検討

が、その後に続く重大事故を検討する上でも重要であるというふうなことも考えて対応い

ただきたいと。 

 三つ目、これまでも何回かあったんですが、再処理施設との連携、あるいは整合性とい

っても、もちろんMOX燃料加工施設は再処理とも違うところがありますから、MOX燃料加工

施設の特徴も踏まえながら、連携の話と整合性を持って、丁寧に、十分に説明していただ

きたいと思います。 

 あと、全体的なことで、あるいはさらに規制庁のほうからございますか。 

 じゃあ、ないようですので、本日の日本原燃株式会社、再処理施設及びMOX燃料加工施

設の新規制基準に対する適合性についての審査会合は、これにて終了としたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合  

第55回 議事録 

 

１．日時  

 平成２７年４月３０日（木）１４：００～１７：３７ 

 

２．場所  

 原子力規制委員会 １３Ｆ 会議室Ｃ 

 

３．出席者  

原子力規制庁   

 大村 哲臣  原子力規制部 新基準適合性審査チーム  チーム長代理  

 黒村 晋三  原子力規制部 新基準適合性審査チーム  チーム長補佐 

 杉山 和幸  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 島村 邦夫  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 桝見 亮司  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 中島 智   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 森口 郁美  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 木村 仁   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 石島 清見  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 小原 薫   原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        安全管理調査官 

 横山 邦彦  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        品質管理専門官  

 岡村 潔   原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        原子力施設検査官  

 楠見 好章  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        統括原子力施設検査官  

 酒井 友宏  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        主任技術研究調査官  
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 森井 正   技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        主任技術研究調査官  

 安達 泰之  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        品質管理専門職  

 小西 秀雄  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        主任技術研究調査官  

国立大学法人京都大学  

 中島 健   京都大学原子炉実験所  教授 

 釜江 克宏  京都大学原子炉実験所  教授 

 山本 俊弘  京都大学原子炉実験所  准教授 

 堀 順一   京都大学原子炉実験所  助教 

 長谷川 圭  京都大学原子炉実験所  技術職員  

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

 圓尾 好宏  安全管理部  部長 

 沢 和弘   高温工学試験研究炉部  次長 

 七種 明雄  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ運転管理課  課長代理  

 橋本 周   安全管理部  環境監視線量計測課  課長代理  

 飯垣 和彦  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ技術課 技術副主幹  

 清水 厚志  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ運転管理課 主査 

 篠原 正憲  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ計画課 主査 

 栃尾 大輔  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ技術課 

 古澤 孝之  安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 主査 

 照沼 憲明  安全・核セキュリティ統括部  安全・核セキュリティ推進室 主査 

 武田 誠一郎 大洗研究開発センター  所長 

 中島 節男  建設部 部長 

 神永 雅紀  材料試験炉部 次長 

 山﨑 敏彦  建設部 耐震対応整備室 室長 

 橋村 宏彦  建設部 施設技術課 課長 

 山浦 高幸  材料試験炉部 技術課 課長 

 井手 広史  材料試験炉部 技術課 課長代理  
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 根本 浩喜  材料試験炉部 原子炉第１課 主査 

 花川 裕規  材料試験炉部 技術課 主査 

 綿引 俊介  材料試験炉部 技術課 

 川﨑 彰彦  安全･核セキュリティ統括部 安全･核セキュリティ推進室 技術副主幹 

 

４．議題  

（１）京都大学の試験研究用等原子炉施設(ＫＵＲ)の新規制基準に対する適合性について 

（２）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設 (ＨＴＴＲ)の新規制基準に対

する適合性について  

（３）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設 (ＪＭＴＲ)に係る申請の概要

及び申請内容に係る主要な論点について  

 

５．配付資料  

 資料１－１ 京都大学研究用原子炉施設  

       多量の放射性物質等を放出する事故の選定について  

       （京都大学）  

 資料１－２ 前回までの審査会合における指摘事項に対する回答  

       （京都大学）  

 参考資料１ 国立大学法人京都大学 京都大学研究用原子炉施設（ＫＵＲ）  

       論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く）  

       （京都大学）  

 資料２－１  ＨＴＴＲ原子炉施設  

       安全上の機能別重要度分類について  

       (2015年3月30日審査会合におけるコメント対応 (回答)) 

       （日本原子力研究開発機構） 

 資料２－２  ＨＴＴＲ原子炉施設  

       耐震重要度分類について  

       (2015年2月25日審査会合におけるコメント対応 (回答)) 

       （日本原子力研究開発機構）  

 資料２－３ ＨＴＴＲ原子炉施設  
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       運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止  

       (2015年3月30日審査会合におけるコメント対応 (回答)) 

       （日本原子力研究開発機構）  

 資料２－４  ＨＴＴＲ原子炉施設  

       気象・社会環境及び通常時・事故時の被ばく評価について 

       （日本原子力研究開発機構）  

 参考資料２  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  ＨＴＴＲ 

       論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く）  

       （日本原子力研究開発機構）  

 資料３－１  ＪＭＴＲ(材料試験炉)原子炉施設の設置変更許可申請の概要について  

       （日本原子力研究開発機構）  

 資料３－２ 日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉（ＪＭＴＲ）設置変更許可

申請等の申請内容に係る主要な論点  

 

６．議事録  

○大村チーム長代理 それでは、定刻になりましたので、第55回核燃料施設等の新規制基

準適合性に係る審査会合を始めます。  

 本日の審査会合の配付資料は、議事次第に記載のとおりですので、確認を省略いたしま

す。 

 本日の議事ですが、議題として 3点あります。まず、議題の(1)及び (2)としまして、そ

れぞれ、京都大学の KUR、それから、日本原子力研究開発機構の HTTRについて、前回の審

査会合に引き続き、各論の審査を行っていきます。次に、議題の (3)としまして、日本原

子力研究開発機構から、去る 3月 27日付で提出されました JMTRに係る設置変更許可申請に

ついて、JAEAのほうから概要説明、それから論点の提示を行いたいと思います。  

 それでは、早速ですけども、議題の (1)としまして、京都大学の KURの新規制基準に対す

る適合性について、今日は、資料1-1、それから 1-2と、2点用意いただいております。そ

れでは、まず資料1-1から説明をお願いいたします。  

○京都大学（中島教授）  ありがとうございます。京都大学の中島でございます。  

 私から、まず資料1-1について説明させていただきます。こちら、タイトルにあります

ように、多量の放射性物質等を放出する事故の選定についてということで、我々、これを
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「Beyond-DBA」と言っておりますけども、設計基準事故を超える事故のシナリオとして、

どんなものを考えたらいいかということを、まず、その考え方をこちらで御確認いただき

たいということで、この資料を用意させていただきました。  

 それでは、 1ページ目を御覧ください。まず概要のところでございますが、これは指針

といいますか、新規制基準に書いてあるとおりでございますが、多量の放射性物質等を放

出する事故としては、設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の一般公衆に対して

過度の放射線被ばく、具体的には5mSvを超えるものを与えるおそれがある事故を想定する

ということでございます。  

 これに基づきまして、 2番目のところで、どのようにして事象を選定しようかというと

ころでございますが、我々としては、設計基準事故より頻度が低いということで、設計基

準事故に加えて、何らかの異常が発生した場合ということを考えまして、運転時の異常な

過渡変化、それから設計基準事故、これらをまとめて、ちょっと設計基準事象と呼ばせて

いただいておりますけども、この解析において、作動を想定していた安全機能、主たるも

のとしては、停止、冷却、閉じ込めでございますが、これについて、作動機器を想定して

いたものが故障して作動しなかったといったような事象を検討するということでございま

す。当然ながら、設計基準事象の中で既に単一故障を想定している機器については、この

評価においても作動は期待しないということでございます。  

 順番に、まず停止機能の故障でございますが、停止、我々の場合は制御棒挿入になりま

すけども、これは異常を検知する機能、それから、それを検知して制御棒を落下させる機

能というふうに大きく大別できました。  

 異常を検知するほうのところにつきましては、これは今までも停止系のところで説明し

てまいりましたが、表 1に、どのような形で設計基準事象において異常検知を行っている

かというのを書いてございますが、一つのケースを除いては、基本的には、異常検知機能

が故障しても、別の代替機能で、あるいは同等のものでカバーできるということで、基本

的な事象の解析への影響はないということでございます。  

 ただ、一つだけ、原子炉冷却材の流出、いわゆる LOCAでございます。この表 1は、ちょ

っとすみません、事象名としては、上から六つが異常な過渡変化、下の六つが設計基準事

故ということ、これらの概要につきましては、その次の5ページ、6ページ目に書いており

ますので、これはちょっと説明、省略させていただきます。  

 この中で、下から 4番目の設計基準事故に当たります原子炉冷却材の流出、これは水位
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計で、水位が基準水位から20cm以上低下した場合にスクラムをするということで、この水

位計はダブルでついておりますけども、そのうち、設計基準事象の中で、既に水位計のシ

ングルフェイリア、単一故障を想定しているということで、そのもう一つのほうの水位計

が故障した場合には、水位が下がっても、これは基本的には運転員が気がつくとは思うん

ですけども、 20cmを過ぎたからといって、自動的なスクラムはしないということでござい

ます。ただし、この設計基準事象の範囲の中で、水位計の故障だけを追加で考えた場合に

は、燃料が露出するまでの水位の低下というのは 2時間以上ございますので、十分な時間

的余裕があって、運転員の手動スクラムが期待できるということでございまして、これに

関しては、事象への、想定への、これが多量の放射性物質を放出する事故にはつながらな

いだろうということでございます。  

 もう一つのほうが、制御棒を落下させる機能でございまして、ちょっとこの文章の中で

は「制御棒駆動機構の故障」と書いておりますが、ちょっとこれ、後の資料 1-2との整合

を考えると、言葉遣いとしては「制御棒駆動機構の故障」というと、ちょっと語弊がある

んですが、落下機能の喪失ということでございます。今、資料はこのままになっておりま

す。すみません。  

 この場合は、今の設計基準の中でも、最大反応度価値を有する制御棒 1本が固着して挿

入できない。いわゆる 1ロッドスタックを考えてございますが、これに加えて、さらにも

う1本、何かの故障で入らない場合を考えるということでございます。そうすると、いわ

ゆる 2ロッドスタックの想定ということになりますが、我々のところは、制御棒、粗調整

用制御棒と言っておりますけども、異常があったときにマグネットが切れて挿入されるも

のでございます。これは4本ございますが、そのうちの 2本が入らない場合、どうなるかと

いうことでございます。これは、前回ですか、あるいはヒアリングの中だったかもしれま

せんが、停止系の説明の中で御説明しておりますけども、 1ページ目の一番下の段落でご

ざいますが、このKUR、本原子炉では粗調整用制御棒 1本当たりの反応度抑制効果が 2％Δ

K/K以上あるということが要求されておりまして、運転時には粗調整用制御棒が半分以上

引き抜かれた状態、あるいは、スクラム時に 1本当たり 1％ΔK/K以上の反応度が投入でき

る位置まで引き抜かれた状態になっていると。そういった形で運転しますということを約

束しているということでございます。  

 そうすると、制御棒1本、粗調整用制御棒1本が落下した場合には 1％ΔK/K以上の反応度

が付加されることとなって、 2ロッドスタックの場合でも、最小でも 2％ΔK/Kの反応度が
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付加されることとなると。これは、実は設計基準事象の中でのスクラムの値として、安全

上の余裕を見込んで設定したスクラム反応度、これも同じく 2％ΔK/Kとしておりますので、

これと同じになるということでありまして、ですから、現実問題として 2ロッドスタック

を考えても、評価には影響はないということでございます。  

 投入反応度が起因事象となる場合には、当然ながら、臨界状態から制御棒なりあるいは

実験物が移動なりして正の反応度が入ると。この場合に、それを打ち消すだけに十分な反

応度があるかというところですけども、これにつきましても、表 2のほうにお示ししまし

たように、設計基準事象の中で考えている反応度投入事象四つありますが、この中の一番

大きなものとしては、制御棒の異常引抜きがございます。これでも 0.66％ΔK/Kというこ

とでありますので、 2％からこの分を差し引いたとしても、停止余裕としては -1.34％

ΔK/Kということで、設計基準事象で用いている -1％を上回るということでございます。  

 これらのことから、設計基準事象にこの停止機能の故障を想定したと。さらに追加的に

想定したとしても、その評価結果は、設計基準事象の安全余裕といいますか、結果の中に

含まれるということで、多量の放射性物質を放出する事故には至らないというふうに考え

てございます。  

 2番目としては、冷却機能の故障、これが当然ながら一番大きな事象でございます。こ

れは設計基準事象において、冷却機能の作動を期待している事象について、その機能の故

障を想定するということでございます。想定する事象といたしましては、①～③というふ

うに大きく分けて考えることができるだろうと。まずは炉心冷却機能、これはいわゆる冷

却流路が喪失する。ポンプ等は正常に動いているんだけど、流路が閉塞されて、水が流れ

なくなる。それからあと、崩壊熱除去機能、これは停止後のポンプを少しの間回して崩壊

熱を除去するといった機能が喪失する。それからあとは冠水維持機能、これは炉心タンク

の中の水が抜けていってしまうというものでございます。  

 まず、流路閉塞といいますか、炉心冷却機能の喪失でございますが、これは設計基準事

象において、既に流路閉塞といった事象として炉心冷却機能の喪失を評価しておりますが、

設計基準の中では 1流路のみが完全閉塞したということで、その結果は、燃料には影響を

与えないということを確認してございます。これに加えて、閉塞する流路の数が増えた場

合には、想定によっては燃料損傷に至る可能性があるということで、炉心流路閉塞の拡大

というのを多量の放射性物質を放出するおそれのある事故として選定したいと思っており

ます。 
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 それから、 2番目の崩壊熱除去機能の喪失でございますが、これは「商用電源喪失」に

おきまして、商用電源喪失時に無停電駆動電源、蓄電池によりまして1次循環ポンプ1台を

30秒以上駆動することにしております。もしも商用電源喪失時にこれが駆動しないで、 1

次循環ポンプが全数同時に停止した場合には、崩壊熱除去が適切に行われずに、燃料損傷

に至る可能性があるということでありまして、この商用電源喪失を崩壊熱除去機能喪失 (1

次循環ポンプの全数停止 )、これの同時発生を今回の多量の放射性物質を放出するおそれ

のある事故として選定する。  

 それから、③冠水維持機能の喪失でございます。冠水維持機能を期待している設計基準

事象としては、先ほども取り上げましたが、原子炉冷却材の流出、いわゆる LOCAでござい

ますが、あります。設計基準事象の中ではLOCAが起きたときには、緊急注水設備であるサ

ブパイルルーム漏えい水汲み上げポンプというものが作動して、そこの漏えいした水を汲

み上げて炉心の冠水を維持するということを想定しているわけでございますが、これに対

して、冠水維持機能の喪失としては、この緊急注水設備 (汲み上げポンプ)の故障が起きた。

あるいは冷却材流出量の増大、これはポンプが動くんだけども、流出量が上回って冠水が

維持できないと、こういったケースを考える。これを③のa)、b)と、ちょっと分けて考え

てございまして、これら二つについても、多量の放射性物質を放出するおそれのある事故

として選定するというふうに考えてございます。  

 それから、もう一つ、閉じ込め機能の故障ということでございますが、我々のところは、

もともと設計基準事象におきまして、閉じ込め機能の作動を期待している事象はございま

せんので、設計基準事象において閉じ込め機能が作動しないとしても、結果には何ら影響

はないということでございます。  

 三つの安全機能としては以上なんですけども、 4番目にその他といたしまして、研究用

原子炉の場合は、人手による管理というのが結構大事なところでございまして、その手順

による管理の失敗(誤操作)により放射性物質の放出というを想定しております。これが設

計基準事象の中で考えているのは「使用済燃料の機械的破損」というのを考えております。

設計基準事象の中では、この機械的破損では燃料板 1枚のみが破損するということでござ

いますが、これに対して、これが複数回起こったというような場合を考えれば、当然それ

に応じて放出量は増えるだろうということで、この事故を多量の放射性物質を放出するお

それのある事故として選定するということを考えてございます。  

 以上、まとめますと、多量の放射性物質を放出するおそれのある事故として、以下に示
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した①炉心流路閉塞の拡大、②商用電源喪失と崩壊熱除去機能の喪失の同時発生、③原子

炉冷却材流出と冠水維持機能喪失の同時発生、これは具体的には、 a)のほうでは、原子炉

冷却材流出と緊急注水設備故障の同時発生、それからもう一つ、b)のほうでは原子炉冷却

材流出量の増大、それから、 4番目といたしまして使用済燃料の機械的破損の拡大と。こ

れら丸の数でいくと四つですけど、具体的には五つの事象になりますが、これらをこの

Beyond-DBAということで、対象として考えようと思っております。  

 これらに加えて、設置許可基準の解釈のほうでは、共通要因事象についても評価しなさ

いということがございますので、これらの事故評価においては、自然災害等の外部事象に

起因して発生すると想定される共通要因による多重故障の想定も行うと。具体的には、事

象への影響が最も大きい地震、これの発生を想定いたしまして、耐震重要度分類でSクラ

ス以外の恒設機器の作動は期待しないというような形で、ちょっとかなり我々としては苦

しいところになるんですけども、そういう想定での評価を、今後、行っていくということ

を考えていきたいということでございます。  

 資料1-1については、以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明内容につきまして、規制庁から質問、コメントがありました

らお願いします。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど。 

 B-DBAの中の停止機能の故障のところで、ちょっとお聞きしたいんですけども。段落の

二つ目のところですけど、なお書きのところで書かれているところの原子炉冷却材の流出

時ということですが、どういう想定になっているんでしょうか。  

○京都大学（中島教授）  ここは、ベースは設計基準事象ですので、冷却材流出は直下配

管の破損からのリークということで、 1/4・Dtという旧安全委員会の指針にある値を使っ

た評価でございます。  

○杉山チーム員 そのときに、燃料が露出するまでの十分な時間的余裕があるということ

ですが、どのぐらいの時間を想定されているんでしょうか。 

○京都大学（中島教授）  これは今の設計基準の中にたしか記載されておりますが、 2時

間弱で、評価上は1.5時間というふうにしてございます。  

○杉山チーム員 そうしますと、その間に、何というんですか、冠水を維持するための行

為としては、どのような行為が想定されるんでしょうか。  
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○京都大学（中島教授）  我々としては、それまでに気がつくということを考えていると

いいますか、この場合は停止機能ですので、ある程度の量が漏れますと、これは再汲み上

げポンプがこの場合は動いて、冠水は維持してくれるということでございます。  

○杉山チーム員 あと、その前の文章のところとも絡むんですけども、「スクラム信号を

発生する設備の故障」という言葉と、それから、先ほどちょっと制御棒駆動機構の故障と

いうことで、落下機能の故障であるということをおっしゃいましたけども、それに伴って、

下のほうで「手動スクラムの停止操作が期待できる」というふうに書いてあるんですが、

これはどういう理由で期待できるというふうに判断するんでしょうか。  

○京都大学（中島教授）  京大の中島です。何回もすみません。  

 この場合は、検知する側が故障して、自動で停止しなかったという故障を追加的に考え

ていると。その場合は、当然ながら落下させるほうは生きているわけで、スクラムボタン

を押せば、それはマグネットが切れて落ちるということは期待していいだろうという、こ

この中ではそう考えているということでございます。  

○杉山チーム員  そうすると、その前に出ている、先ほど言いました「落下機能の故障

を」という言葉とは違う行為であるというふうに見ればよろしいですか。  

○京都大学（中島教授）  そうですね。まずは、この第 2段落のところでは、「異常検知

機能の故障の場合」ということで全部絡めておりまして、これと、その落下機能というの

は別だというふうに考えているということでございます。  

○杉山チーム員 わかりました。  

 あと、ちょっと最後に確認だけしたいんですけども、1ページの下から6行目のところで

すけども、「運転時に粗調整用制御棒が1本落下した場合には反応度が付加される」とい

うふうに書いてありますけど、この反応度が付加される場所というのはどこになるんです

か。 

○京都大学（中島教授）  反応度が付加というか、これは負の反応度という意味ですね。

すみません、ちょっと言葉遣いが。 

○杉山チーム員 わかりました。では、その下も同じですか。  

○京都大学（中島教授）  そうですね。すみません。ありがとうございます。  

○大村チーム長代理 ほかにありますか。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 これは、現状、申請書の評価をもう一度見直すということなんでしょうか。位置づけは
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どうなっているんでしょうか。  

○京都大学（中島教授）  すみません。ちょっとそこの説明が抜けておりました。現状の

申請書の中のこの多量の放射性物質を放出する事故といたしましては、設計基準の中での

LOCAも考えてはいるんですけども、例えばここでは、それに加えて、さらに流出量が増大

するといったことでありまして、そういう意味では、ちょっとここ、現状の申請書の記載

を変更するということになります。そういう意味では、ちょっとあれですね、補正をしな

くてはいけないということになります。すみません、そこの説明が抜けておりました。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 これは新規制基準で新たに追加された項目ということで、もともとは 1F事故を契機に、

設計基準を超えるところまで考えてくださいねということでございまして、基準そのもの

にも、判断基準というのは特に設けていません。どこまで想定するのかというのは相当難

しい問題があって、この基準そのものは高中出力炉に入ってきているわけなんですけれど

も、高中でもピンからキリまでありますので、 KURについて、どこまで考えなきゃいけな

いのかというのは、これはちょっと事業者のほうでよく考えていただきたいということだ

とは思うんですけれども。若干、今、多重故障ぐらいのところまでの範囲におさまってい

るような気がしていて、もうちょっと大きなところ、例えば ATWSであるとか、ギロチン破

断であるとか、その辺について、今回、検討する必要があるのか、ないのかというところ

まで含めて、今後、見直しをされるということですので、よく検討していただきたいとい

うふうに思っています。  

○京都大学（中島教授）  そうですね。ちょっと今日はそこまでの説明が、これを考えな

くていいかというところまでの資料は用意してきてございませんが、我々としては、もと

もと提出した申請書の中では、放出は起こらないというところでとどめていた。それに対

して、放出が起こり得るような事象をもう少し厳しく選定したというつもりでございまし

て、それによって、その後の対応についてのいろいろ検討するべき事項が出てきていると

いうふうに理解しておりますが、今、コメントありました、もう少し事象、大きなものと

いうところについても、どこまでやるかというところ、なかなか難しいところではありま

すけども、今後のヒアリング等の中で、また検討させていただければと思います。  

○大村チーム長代理 よろしいですか。 

 それでは、ちょっとこの検討の範囲であるとか、あとはおいおい、これの具体的な評価

について御説明いただくということになると思いますので、よろしくお願い申します。  
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 じゃあ、次の資料に行きたいと思います。それでは、資料 1-2のほうの説明をお願いし

ます。 

○京都大学（中島教授）  それでは、引き続き、京大、中島が説明させていただきます。  

 資料1-2、これは今までの審査会合において御指摘いただいたコメントへの対応方針に

ついての説明でございます。大きく三つに分かれておりますが、まず開きまして、表紙の

裏、1ページ目で、黒ゴシックで 1と書いてあるところでございますが、耐震重要度分類、

これは第 44回の審査会合・資料1-1のコメント、実線の四角の中で囲んでいるところの文

章がコメントの具体的な内容で、文章の最後には、それを引用している論点管理表の番号

を付してございます。  

 耐震重要度分類で、まずプール関係のところにつきまして、この四角で、 a)、b)、c)、

d)と書いておりますが、四つのコメントがございます。  

 まず、一つ目でございますが、使用済燃料プール室プール及び使用済燃料室プールにお

ける「閉じ込め機能」が、具体的に何を指すのかを説明することということでございます。

これは耐震重要度の中で「閉じ込め機能」の喪失云々といったことをちょっと説明文章と

して書いていたわけで、それに対して、具体的に何なのかということでございますが、こ

れは、実はその下に対応が書いてございますけども、こちらに挙げた使用済燃料プール室、

それから使用済燃料室という二つの部屋には、実際問題としては排風機が設置されて、フ

ィルタ経由で放出ということを行っておりますけども、評価上は、これらの安全機能を期

待していないと。安全施設としては考えていないということから、「閉じ込め機能」は期

待しないこととするということであります。したがいまして、この資料 1-1の中において、

「閉じ込め機能」云々といった記載のあったところについては、記載は変更して、「閉じ

込め機能」に関する評価は行わないことにさせていただきます。ちょっとこの具体的な変

更については、次の回答とあわせて説明させていただきます。  

 それから、 b)、c)、d)と、次の三つのコメントにつきましては、基本的には、臨界事故

を想定したときの話でございまして、これは貯蔵プールの中でですね。ちょっと経緯とい

たしましては、我々のところは貯蔵プールが二つございまして、使用済燃料室のプール、

それから、使用済燃料プール室のプール、ちょっとややこしいんですけど、プール室と使

用済燃料室というのがございます。この中で、使用済燃料室のプールでは、万が一、どち

らも臨界には起こらないようにしているんですけども、使用済燃料室プールのほうでは、

万が一の臨界が起きても、高々この程度ですよというような記載をしてございました。こ



13 

れが何で同じプールなのに違うか、あるいは、その臨界が起きたときの記載の仕方が、ち

ょっと定性的ではないかというようなコメントでございます。  

 ちょっとコメント内容を読まさせていただきますと、 b)使用済燃料室プール内の燃料の

「冷却機能以外の安全機能の喪失における評価」において「高々沸点に～」とあるが、燃

料の健全性に問題がある温度に達しないということを説明すると。これは万が一、臨界が

起きたとしても、水が沸騰すれば負の反応度が入ってということで、「高々沸点にとどま

るはずである」というようなことを書いたことに対するコメントでございます。  

 それから、ちょっと c)のほうも続けていきますと、同じく「使用済燃料室プール」、そ

れのスペースとそこに置かれる使用済燃料の数を考慮して、定量的な説明。これは、要す

るに、上のコメントと同じなんですが、事故の規模について、燃料の本数と、そのレイア

ウト等を考えてどうなるか、定量的に示しなさいということでございます。  

 それから、 d)のところ、これが「使用済燃料室プール」と「使用済燃料プール室プー

ル」と、ちょっとややこしいんですけど、この二つのプールの中の燃料貯蔵ラックの燃料

の考え方の違いを説明すること。これが冒頭に申しましたけども、最初の燃料室プールで

は、「万が一の臨界が起きた場合に」というような記述があるのに対して、 2番目のプー

ル室プールのほうは、「臨界は想定しがたい」というところで終わっていると。これがど

ういう考えが違うのかというのを説明しなさいということでございました。ちょっとこれ

はややこしい話でございましたが、これ、下のちょっとコメント回答を読まさせていただ

きますと、これらのコメントは、使用済燃料室プール内の燃料における万一の未臨界機能

喪失――いわゆる臨界事故でございますが――に関する記載に対するものである。下に示

すように、このプールでの最小臨界量の評価モデルを見直し、技術的には臨界となること

が想定し難いということを示すこととして、万一の未臨界機能喪失、臨界事故発生に関す

る記載は削除するということで、この結果、どちらのプールも臨界にはならないというよ

うなことにいたしまして、この結果、上記コメントの該当部分は無くなるということでご

ざいます。回答が要らないという意味でございます。  

 その下のとおりということで、その下を読まさせていただきますと、第 44回審査会合・

資料 1-1、ここの当該資料でございますが、ラック構造材による中性子吸収効果を無視し

た想定の下で最小臨界燃料体数を評価して、これが約14体であると評価していたと。今回、

この評価モデルを見直しまして、ラック構造材の中性子吸収効果を考慮すると。その結果、

最小臨界燃料体数というのは約 47体に増加いたしました。ラックの構造とその貯蔵体数を
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考慮すると、 47体以上の燃料要素が 1か所に近接して集合して、臨界となるということは

想定しがたいと言えるということでありまして、万一の未臨界機能の喪失云々という記載

は削除するということでございます。  

 これら二つの変更を受けまして、資料 1-1を次の 2ページから 3ページにあるような記載

にさせていただきました。いろいろ書いてございますが、アンダーラインを引いていると

ころが、今回、変更をしたところでございまして、 2ページ目の真ん中ぐらいに、「なお、

使用済燃料プール室では閉じ込め機能を期待していないことから、上記のうち、④の評価

は行わない」ということで、閉じ込めに関する評価は不要であるということを書いてござ

います。  

 それから、同様に、 2ページ目の一番下のアンダーラインでございますが、「なお、使

用済燃料室では閉じ込め機能を期待していないことから、閉じ込め機能に係る評価は行わ

ない」ということでございます。  

 それから、 3ページ目に行きまして、上から 4行目に「冷却機能が喪失」した場合でもと

いうところだけアンダーライン引いてございますが、これはもともとは「冷却機能及び閉

じ込め機能が喪失」した場合でもとあったところを、そこの「閉じ込め機能」という言葉

を削除したということでございます。  

 同様に、このページの③の文章の 1行目、「未臨界維持機能が喪失」した場合、ここに

も同じく「閉じ込め機能」というのが及びということで入っておりましたが、これを削除

したということでございます。  

 以上が、閉じ込めを期待しないことによる変更でございます。  

 それから、最小臨界量の見直しにつきましては、その下の③の 2行目からですが、「本

設備における燃料の最小臨界体数は、新燃料の場合で約 47体となる」、これは前は「約14

体になる」でしたが、これを「約47体となる(ラックによる中性子吸収を考慮)」という記

載にしてございます。「使用済燃料貯蔵ラックは1基あたり2列×15体の燃料要素を貯蔵す

る構造となっており、プール内にこのラックが等間隔で 10基配列されている。ラックは長

手方向両端でプールに固定されており、またラック間には、燃料落下防止のためのフレー

ム付き金網が設置されている。このような構造のラックが地震により変化したとしても、

47体以上の燃料要素が 1か所に近接して集合し、臨界となることは想定し難く、未臨界維

持機能の喪失は想定し難い。」ということで、ここで止めているということでございます。  

 ただし、一番下の④の個別の設備・機器の選定の最後のところでございますが、未臨界
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維持機能の喪失は想定し難いんですけども、最後の文章で、「また、未臨界維持機能に係

る設備である燃料貯蔵用ラックについては、本設備が臨界量以上の燃料を取り扱うことか

ら、臨界事故の潜在的な可能性があることを考慮して、 Bクラスとする。」というふうに

書きぶりを一部修正しているということでございます。  

 以上が、最初の1ページ目のところに対する回答に基づく修正でございます。  

 それから、同じく、 4ページ目の上のところに、耐震重要度分類に関する説明に対する

コメントとして、耐震クラスSクラスと機能別重要度クラス3というギャップがあるものに

ついて、どういう考えなのか説明すること。これは、我々の資料の説明の中で、安全機能

別の重要度のクラスが 3と一番低いものなんだけども、耐震がSクラスになっているという

ものがあるということで、それについて、なぜ、それでいいのということを問われたとい

うことでございます。  

 耐震クラスがSで機能別重要度のクラスが 3となっている機器というのは以下のとおり。

以下というのは、この中ポツの三つでございまして、使用済燃料プール室プール及びキャ

ナル(輸送溝)、それから制御棒駆動機構、それから主閉鎖弁ということでございます。  

 まず、1番目のプール室プール及び輸送溝でございますが、これは、これらが大規模に

損傷した場合には、プール水が当然漏水して燃料がむき出しになるということで、使用済

燃料の冷却不十分になると燃料損傷に至る可能性はあると。これら設備が地震以外では大

規模に損傷することは想定しがたいということ、また、小規模損傷の場合は運転員による

給水作業が可能であり、燃料損傷に至らないことから、耐震上はがっちりとつくりますけ

ども、管理のといいますか、機能別の重要度分類はPS-3で十分に耐えられるのではないか

というふうに判断したということでございます。  

 それから、 2番目、制御棒駆動機構、これはちょっと先ほどの 1-1でこういう言葉は出て

きたんですけども、これは、制御棒駆動機構そのものはPS-3の機器としてエントリーして

ございます。これについては、先ほどと同じですが、 44回の審査会合資料 1-1の「参考」

というところで、耐震重要度分類と安全機能別の重要度分類の比較した表をお示ししまし

た。この中では、この制御棒駆動機構に該当する耐震重要度分類上の機器としては「制御

棒案内管」、それから「制御棒取付金物」であるというふうにして、これらは Sクラスで

あるというふうに話もしました。  

 ちょっとこれ、言葉だけではなかなかわかりにくいんですが、後ろに、 7ページに破線

で囲まれた表の上のほうが変更前ということがありまして、これのうちのPSのところでは、
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安全機能として、プラント計測・制御の実際の機器として制御棒駆動機構というのを挙げ

て、これが PSのクラス 3ですよと。これに対して、耐震重要度分類でこれに該当する機器

というのは、制御棒案内管と制御棒取付金物だということにして、これは耐震上重要で S

だというふうにしてあると。これを見られて、 PS-3なのに Sというのでいいんですかとい

うことが、ここについては、こういう御質問でした。  

 これについては、これはちょっと私どもの説明といいますか、設備名称の定義が十分に

はっきりしないまま、この表をつくってしまったということでございまして、この定義を

明確化することによって、ちょっと表を書き換えたいというふうに思います。具体的には、

その下にありますように、変更後というところ、制御棒駆動機構というのは、耐震重要度

では該当する機器というのはないということにさせていただきたい。これは具体的に何を

言っているのかということでございますが、その前の前のページ、 5ページに、これは粗

調整制御棒でございます。これの構造を示してございます。この赤い枠で囲った部分とい

うのが、耐震上エントリーされている機器の名称でございまして、粗調整用制御棒案内管

というのが全体を包んで、その先っぽから吸収体が燃料の中に入っていくといったような、

黒塗りした部分が吸収体でございます。それから、右側の絵は、その先端部分を拡大した

ものでございまして、この吸収体の上の部分に制御棒取付金物というのがあって、これが

上の連結棒とくっついているというものでございます。耐震上は、これらのところの赤で

囲った部分が耐震上重要な機器としてエントリーされていると。  

 先ほどのPS-3となった制御棒駆動機構というのは何かというと、それはこの吸収体の上

のほうにある、案内管の上のほうにあるモーターとか、ギアとかいったもの一式で、これ

は制御棒を電動で駆動するのに必要な機器ということに限定するということでございます。

これによって、これらは当然ながら、この案内管の中に全部入るものでございまして、案

内管の当然耐震評価上は荷重を与えるものとしては評価しますけども、これ自身の耐震性

を要求するものではないということで、そういう分類にいたしました。  

 この結果、先ほど申しましたように、ちょっと 7ページに行きますが、下に示しました

ように、制御棒駆動機構は該当するものはないということでございます。  

 ただ、あとちょっと言葉遣いも悪いところもありましたので、これは同じく制御棒の説

明が、6ページに耐震重要度分類の表の中で Sクラスの機器の制御棒関係として、制御棒、

制御棒案内管、制御棒取付金物というのが、上の破線の中、変更前のところにございます

が、これらは、まず制御棒というのは、粗調整用制御棒の吸収体を言っているということ。
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それから、案内管、取付金物も、全て粗調整用制御棒を指しているということでございま

すので、そこをちょっと間違えのないように、補正の案のとおり、粗調整用制御棒吸収体

あるいは粗調整用制御棒案内管、粗調整用制御棒取付金物と、こういうふうに記載させて

いただきたいというふうに考えてございます。 

 それから、すみません、今のは制御棒駆動機構のところでございます。  

 それから、 4ページ目に戻りまして、主閉鎖弁でございます。これも先ほどの7ページの

ところの変更前のところの、今度は MS機能の下の部分ですけども、炉心の冠水維持のとこ

ろで、水圧駆動弁と逆止弁というのが MSクラス2で、主閉鎖弁は MSクラス3ですが、主閉鎖

弁のほうは耐震でSになっていると。水圧駆動弁は耐震で Bになっているということで、こ

の主閉鎖弁について、 MSクラス3だけど、耐震クラスSというのはどういうことかというこ

とでございました。  

 これにつきましては、炉心の冠水維持機能のバウンダリを見直しまして、炉心タンクの

直下の配管につきまして、これは主閉鎖弁の下に水圧駆動弁、あるいは逆止弁がついてい

るということで、その下のバルブまで含めて、冠水維持のバウンダリにしようということ

でございます。これに伴いまして、水圧駆動弁と逆止弁までを炉心タンクの直下配管と称

して、これを耐震のクラス Sとするということでございます。主閉鎖弁そのものは、その

上に水圧駆動弁、逆止弁が作動しない場合に閉める弁ということでございまして、機能別

重要度分類では、この水圧駆動弁、逆止弁の機能喪失時の後備系統の位置づけであり、

MS-3とするということで、それに伴いまして、この 7ページの変更後の下の表のように、

水圧駆動弁、逆止弁のところの耐震重要度分類で該当する機器等のところが、もともとは

炉心直下部以外の 1次系配管と言っていたものを直下の配管の一部にするということで、

これを耐震の Sにするというような変更をしてございます。  

 以上が、1番目の重要度分類に関する変更点でございます。  

 それから、すみません、次が8ページ目の2番、原子炉停止系統へのコメント対応という

ことで、これは停止系統のうちの制御棒以外の反応度を制御する設備としてエントリーし

てございましたホウ酸につきましてのコメントでございます。ホウ酸について、均一に混

ざるかどうかの不確かさも考慮して、用意するホウ酸の量及び保管場所を検討すること。

また、投入手順について、保安規定等で堅実に策定することということで、第50回の審査

資料1-2に対するコメントでございました。  

 これ、実はちょっと申し訳ないんですが、 1-2で説明していたホウ酸の投入手順の中で、
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必要ホウ酸量の記載にちょっと誤りがありましたので、まず、これを訂正したいと。これ、

訂正するとともに、投入したホウ酸濃度の不確かさを考慮して、余裕を持った量のホウ酸

を投入すると。必要量が約6kgに対して10kg以上入れるといったような記載にすると。そ

れから、投入手順においても、作業の流れを考慮して、作業場所を明示することとすると

いうことで、この第 50回の審査会合資料 1-2の制御棒以外の反応度を制御する設備の記載

をその下にあるように修正するということであります。変更箇所はアンダーラインが引い

てあるところでございまして、一番最初の制御棒以外の反応度制御設備、これはタイトル

としてアンダーラインを引いてあるので、変更箇所ではございません。四角があって、こ

の中でホウ酸を入れるよというような記載があるということですが、これがもともと申請

書にこう書いてあったのを、すみません、もともとの 1-2の説明の中では、申請書にこう

書いてあったものを、 9ページの上の四角のように直すという説明をしたのが資料1-2でご

ざいまして、その修正の説明文をさらに修正すると。  

 ちょっとややこしいことで、申し訳ありませんけども、変更箇所、具体的なところとし

ては、8ページの下のところの下から 6行目ぐらいになりますでしょうか、「ホウ素」とい

うところにアンダーラインが引いてある。これはもともと「 10B」と。ホウ素の 10だけと

いうふうで考えていたんですが、実際にちゃんと調べると、ホウ素濃度そのものが 17ppm

でしたということで、これによって、ちょっと重さが 5倍ぐらい変わったりするというこ

とになります。それに伴って、必要なホウ酸の重量は約 3kgになると。これ、ちょっとす

みません、もとのは幾らだったかは忘れましたが、 10数 kgだったかと思います。あと、

1％ΔK/Kに相当するホウ素濃度は、この倍程度の約 33ppm、それからホウ酸重量で約6kgと

いうようなところ、重量とか濃度関係の記載を適切なものに修正させていただいたという

ことでございます。  

 次のページに行きまして、この四角の下でございますが、ちゃんと手順書に定めなさい

ということを明記するために、「また、以下に示すホウ酸を入れる手順を、別途定める内

部規定(手順書)に記載することとする。」というふうにいたしました。  

 あとの手順の中の (3)番のところで、ここでは、もともとは「1％ΔK/Kに相当する量以

上のホウ酸を入れる」と書いてあったんですが、それではちょっと具体的に量がわからな

いということなので、具体的な目標重量ということで、「10kg以上」というふうに記載し

てございます。それを受けて、「 (1％ΔK/Kの反応度に相当する量のホウ酸重量は約

6kg)」というように記載いたしました。これは手順として、最初に炉頂で、炉心の上の部
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分で粉を入れまして、それと並行して、その後に備えましてホウ酸水を作製すると、製作

するということでございまして、その手順で製作の方法としては、制御室前の取水口より

水をバケツに取りといったような具体的な場所。 

 それから、 (6)番目も、トップシールドの開口部といったような記載の具体化。 

 それから、 (8)番目としては、その停止後の確認、これはちょっとかなり時間的余裕が

できた後でないと実際にはできませんけども、最終的には、そこまでを確認するというの

を手順の中に入れたということでございます。  

 それから、もう一つ、 3番目として、安全保護回路へのコメントということでございま

して、これは第50回の審査会合・資料1-3の中で、第十八条第1項第六号ということで、安

全保護回路に対して、何らかのウイルス等あるいは外部からの変な操作等が行われないよ

うにしなさいというようなことがあるわけでございますが、それに対する説明へのコメン

トでございます。  

 第十八条第 1項第六号において、解釈に有る、更新段階でコンピュータウイルスが混入

することを防止する等について、将来の更新時も含めた説明をすることでございます。と

いうのがコメントでございます。これは、なぜ、こういうコメントが出たかというと、

我々のところは、コンピュータウイルス等が入るような電子計算機等、そういった回路は

使っておりませんと。リレー等で構成されているので、ウイルスが混入する心配はないと

いうような説明だったんですが、将来の更新も含めて、そういうことはあるのではないの

かということで、説明しなさいということでした。  

 回答といたしましては、ちょっとこの説明を直接受けているというのではないのかもし

れませんが、安全保護回路は外部ネットワークには接続されておらず、不正アクセス、コ

ンピュータウイルス等による被害を防止できる設計となっている。  

 また、停止回路は、リレー、半導体スイッチ等のハードウェアによる構成になっており、

今後も停止系統に電子計算機は導入しない方針とするということでございます。ちょっと

この括弧の中は書き過ぎだったかもしれませんが、当然そういう方針とした場合には、こ

の方針を万が一変える場合には、新たな設置変更申請を行うということでございます。  

 これを踏まえまして申請書本文の記載を以下のように補正するということでございます

が、それが(補正案)のところでございますが、もともと「補正する」と書いてあったんで

すけど、それに対して、アンダーラインの部分は変更したということで、より具体的なと

ころを書いていると。「また、スクラム信号を電磁石電源に伝達するリレーは多重化し、



20 

単一故障の場合において、安全」、これはもともとの補正案ですね。そういう意味では、

一番下のところだけですね。すみません。「スクラム回路及び一せい挿入回路は、リレー、

半導体スイッチ等のハードウェアによる構成とし、電子計算機等は用いず、不正アクセス、

コンピュータウイルス等の対策を施す必要が無い設計とする。」、すみません、ちょっと

これ、アンダーラインが二つダブっちゃって、あれなんですけど、下のほうのアンダーラ

インだけが今回の変更内容ということでございます。  

 以上、三つの項目へのコメント回答ということでございまして、あと、 11ページ～12ペ

ージにかけましては、このコメントで、ちょっと表記等を修正したほうがいいのではない

かということを受けての修正した部分でございますので、こちらはこういうふうに直すと

いうことだけでございますので、特に説明はいたしません。  

 ちょっと長くなりましたが、以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明内容について、規制庁から質問、コメント等ありましたらお

願いします。  

○島村チーム員 原子力規制庁、島村です。 

 最初のコメント回答のところで、 2ページ～3ページにあります使用済燃料室プールにつ

いては、最小臨界燃料体数 47体というふうに、前回の資料から変更されるということなん

ですけれども、一方、 2ページの 2)にあります炉心タンク内燃料貯蔵ラックですとか、使

用済燃料プール室プールのほうにつきましては、前回は、この下のほうに③というところ

に、同じく最小臨界体数14体といった評価が載っていたんですけれども、今日の資料だと

この部分は変更なしということなんですけど、こちらは変更なしということでよろしいん

でしょうか。  

○京都大学（中島教授）  すみません、ちょっと確認しますが、そうですね――すみませ

ん、京大の中島ですが。 

 今、御指摘のとおりで、標準のモデルとして最小臨界量をやっているのは、いずれの場

所でも使えるようなちょっと保守的なモデルを使っておりますので、すみません、そうい

う意味では、今、御指摘のとおりでございまして、ほかの貯蔵ラックでも、同じく最小臨

界燃料体数というのは、全て47体に記載するということでありますので、申し訳ありませ

んが、この 3ページの③のところに書いているような、ちょっとラックの構造とは違うん

ですが、「47体となる」といったところ、「14体」を「47体」に変更するといったことで、
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ちょっと再度、補正させていただきたいと思います。ちょっと抜けておりました。申し訳

ございません。  

 京大、中島です。  

 ちょっともう1回、ちゃんと整理した上で説明させていただきますが、たしかプール室

のプールは、最大が42体しか入れられないので、最小臨界量だけで、もう排除できると。  

 それからあと、燃料の回転ラックというのは何体だったか、あれは 48体ぐらいですかね。

それ、いずれにしても、ちょっと臨界になるか、ぎりぎりのところの、そこら辺をちょっ

と記載はあれにしても、最小臨界燃料体数のところは全部そろえた形で、評価結果を修正

させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。  

○島村チーム員  もう 1点、今日の資料には載っていないんですけれども、申請書のほう

に、新燃料貯蔵室というのが、トレーサー室でしたか、別の建屋のほうにあるというふう

に載っていたんですけれども、そちらの耐震重要度ですか、それについて教えていただけ

ないでしょうか。  

○京都大学（中島教授）  ちょっと今すぐには確認、たしか Bになっていたとは思います

けども、再度、確認の上、また報告させていただきます。すみません。  

○島村チーム員 ヒアリングのときでも結構ですので、お願いします。  

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 8ページのホウ酸のところなんですけれども、これは8ページの中ほどにある申請書の記

載を、次のページの 9ページの一番上にあるように、まず変えるということでよろしいで

しょうか。 

○京都大学（中島教授）  はい、そういうことです。これは、たしか前回というか、この

50回の審査会合で、たしかそういう説明にしていたというか、この 8ページの制御棒以外

の反応度制御設備という説明から、 9ページにかけての説明は、もともとは資料1-2に記載

されていたものを抜き出してきて、その中で、今回変更する部分はアンダーラインを引い

て、変更したということでございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 9ページの四角の中は、70kg以上のホウ酸というのは、これ、前のページの 6kgに対して

70を用意するということでよろしいでしょうか。  

○京都大学（中島教授）  京大、中島でございます。  



22 

 そのとおり、必要、1％に対しては6kgあればいいと。それに対して 70kg用意する。これ

はもともとのその8ページの四角の中に、(二)－1というところで、約100Lの保管容器を設

けて、この中に入れなさいというふうに書いてございまして、実は、これが現状として、

これに相当する重量が大体70kgぐらい入っているということで、これはもう維持しましょ

うということですので、 6kgに対して10倍以上の余裕を持った量があるということでござ

います。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 一応確認なんですけれども、吸収効果を持つのは、あくまでもホウ素10になるので、そ

こはちゃんと換算されてやっていますでしょうか。  

○京都大学（中島教授）  京大、中島です。  

 これが、ちょっと前回のときに、ホウ素と、ホウ素10と、ちょっと混同いたしまして、

もともとは「ホウ素10で 17ppm」と書いてあったんですけども、実際のところは、ホウ素

として、要するに天然ホウ素として17ppmあればいいということで、ホウ素10でいくと、

これの約5分の1、20％ぐらいですので、ナチュラルでということで、そこはちゃんと今回

は正しく書いてある、直しております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 今、天然ホウ素とおっしゃったので、その辺を規制上は書いておく必要があるんじゃな

いかなと思うんですが、いかがでしょうか。  

○京都大学（中島教授）  わかりました。じゃあ、どこかといいますか、そうですね、そ

れは、じゃあ、 9ページの上のところに「70kg以上のホウ素、天然組成」と書きましょう

か。どうですか。将来、何か濃縮ホウ素を手に入れるかもしれないと、ちょっと表現はど

うするかあれにしても、今あるものが天然であることは何らかの形でわかるようにしたい

と思います。  

○大村チーム長代理 ほかにいかがでしょうか。  

 私から、ちょっと1点だけ。1ページの一番最初のコメント対応のところの a)というのが

ありますが、これは単に文章上の話かもしれないですけど、この「排気はフィルタを通し

てから放出されているが、これらを安全施設として考えていないことから、「閉じ込め機

能」は期待しないこととする。」というのは、ちょっと文意がよく実はつかめませんで、

単に何か誤記的な話なのか、何か大きな変更があったのかというのが、もうちょっと詳し

く言っていただけますか。  
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○京都大学（中島教授）  京大、中島でございます。  

 すみません、ちょっと説明が悪かったかもしれません。基本的には、これ、プール室の

燃料損傷等を考えたときに、全て瞬時の地上放出ということを考えております。というこ

とで、「閉じ込め機能」は期待していないということで。ちょっと「安全施設として考え

ていない」というのは、そういう評価上、そういうことを期待していなかったという説明

でございますので、ちょっと表現は見直させていただきますが、「フィルタを通して放出

されているが、安全評価上の「閉じ込め機能」は期待していない」とか、何かそういった

形に直したほうがよろしいかもしれません。ちょっと検討いたします。  

○大村チーム長代理 つまり、そのフィルタがあるなしにかかわらず、特に問題はないん

だよと、こういう御趣旨だということですか。  

○京都大学（中島教授）  全てそのまま出ても、設計基準事象の範囲であれば問題ないと

いうことでございます。  

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。  

 それでは、それ以外の指摘等ないようですので、今日のところの審査はここのところま

でというふうにしたいと思いますが、幾つか、何か細かな点も含めて若干の修正もあった

ようですので、後日、また説明をお願いしますし、例の Beyond-DBAのところについては、

また後日、改めてということだと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。  

 それでは、議題の (1)はこれで終了させていただきます。どうもありがとうございまし

た。 

 ここで、説明者の入れ替わり等ありますので、 5分程度中断しますが、メンバーがそろ

ったら始めたいというふうに思います。  

（休憩  京都大学退室 日本原子力研究開発機構入室） 

○大村チーム長代理 それでは、審査会合を再開します。  

 議題の(2)としまして、日本原子力研究開発機構の HTTRの基準適合性について、審査を

進めていきたいと思います。資料は2の枝番のところですので、まずは資料2-1から、順次、

説明をお願いします。まずは、じゃあ、資料 2-1をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢でございます。  

 本日、4件お願いいたしたいと思っています。最初の 3件につきましては、前回、それか

ら前々回の審査会合でいただきましたコメントの回答ということで、早速、順番に説明さ

せていただきます。  
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○日本原子力研究開発機構（七種課長代理） 原子力機構の七種でございます。  

 それでは、資料2-1について、 HTTR原子炉施設安全上の機能別重要度分類について、こ

れは 3月30日の審査会合におけるコメント回答でございます。これについて説明させてい

ただきます。  

 では、1枚めくっていただきまして、目次のところでございますけども、これ、今回は

質問が二つ、コメントが二つございまして、一つ目が、安全上の機能別重要度分類変更前

後における重要安全施設の相違点について、二つ目が、炉心冷却機能の重要度分類の検討

に用いた事象の代表性についてでございます。 

 それでは、一つ目のほうについて説明させていただきます。下つきの 2ページ目でござ

いますけども、質問としましては、安全上の機能別重要度分類変更前後における重要安全

施設の相違点について説明すること。  

 回答としましては、下のほうに二つに分けて回答しております。一つ目が、第 6条(外部

からの衝撃による損傷の防止 )に対する重要安全施設について回答してございます。安全

上の機能別重要度分類、これは「重要度分類」ですが、の変更前は、地震以外の自然現象

については、想定した自然条件に対して、建家、構築物を建築基準法に従い設計すること

により、安全機能を有する構築物、系統及び機器が自然現象により損傷を受けることのな

い設計をしておりました。具体的には、風荷重、積雪荷重を考慮した設計としており、重

要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器について特定した評価は実施して

ございませんでした。 

 重要度分類の変更後については、許可基準第6条(外部からの衝撃による損傷の防止 )で

要求される重要安全施設として、原子炉の停止機能、放射性物質の閉じ込め機能、使用済

燃料貯蔵プールの放射性物質の貯蔵機能が維持できれば、燃料の多量の破損並びに周辺公

衆への過度の被ばくが防止できることとの理由から、これらに必要な系統を重要安全施設

として抽出し、防護すべき対象として明確にしてございます。  

 二つ目でございますけども、第12条(安全施設)及び第28条(保安電源設備)に対する重要

安全施設でございます。  

 従来より、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に対処するために必要な機器に

ついては、重要度の特に高い安全機能を有する系統として、単一故障を仮定し、多重性又

は多様性及び独立性を備えた設計とし、また商用電源が利用できない場合を考慮して、非

常用電源への接続を確保する系統して設計しておりました。  
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 変更後の重要安全施設の選定の検討に当たっては、上記の考え方を踏まえまして、運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に対処するために必要な機器を重要安全施設とし

て選定しております。  

 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に対処するために必要な機器に変更はない

ため、重要度分類の見直しによっても、信頼性、非常用電源への接続を確保する系統、こ

れらについては変更はないというふうに考えてございます。  

 表1、表2については、これ、前回、ヒアリング等で説明したものでございますので、説

明はちょっと割愛させていただきたいと思います。  

 二つ目の質問ですけども、これは下つきの 5ページでございますけども、重要度分類の

変更に対して、炉心冷却に関連したクラス変更の根拠として示した解析事例の代表性につ

いて説明することというものでございます。  

 回答ですけども、炉心冷却機能に関する重要度分類については、異常の影響緩和機能

(MS)を有する補助冷却設備(ACS)及び炉容器冷却設備(VCS)について、クラス1から2へと変

更してございます。  

 重要度分類の検討に当たっては、「水冷却試験研究用原子炉施設の安全機能の重要度分

類に関する基本的な考え方」における安全上の機能別重要度分類に係る MS-1の定義(異常

状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器 )

を参考に、外部公衆への被ばく影響の観点から、影響が最も大きい減圧事故、これは 1次

冷却設備配管等の破損を想定した事故でございますけども、これに対して、炉心冷却機能

を有するACS及びVCSが作動しない場合の事象を選定して、解析として、前回、説明させて

いただいております。  

 この事象が代表性を有していることについて、第 1表にまとめてございます。  

 第 1表に示した代表事象は、 HTTRで想定される異常事象から燃料温度、バウンダリ温度

が最も厳しくなる事象を代表事象として選定し、この代表事象にACS及びVCSの機能を喪失

させた場合でも、「 1次冷却設備の配管等の破損」に包絡されるというのを説明してござ

います。  

 以下の概ねその理由としましては、下に①、②に書いてございます。添付書類十では、

一つ目でございますけども、全交流電源喪失時の解析を行っておりまして、全交流電源喪

失時には原子炉圧力バウンダリの温度が事故時の判断基準以下となっております。第 1表

の代表事象に ACS及びVCSの機能を喪失した場合でも全交流電源喪失のバウンダリ温度を超
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えることはなく、原子炉圧力バウンダリの健全性は保たれるということで、 ACS、VCSの機

能喪失した場合でも、バウンダリの健全性が保たれることから、放射性物質の放出がなく

て、この「1次冷却設備の配管等の破損」に包絡されるということが一つでございます。  

 二つ目でございますけども、原子炉冷却材圧力バウンダリ破損時、破損を想定した事象

につきましては、その事象の開口面積が小さく、放射性物質の放出量が「 1次冷却設備の

配管等の破損」より少ないことから、その「 1次冷却設備の配管等の破損」に包絡される

といったものでございます。  

 第 1表を見ていただけますでしょうか。幾つか事例として説明させていただきたいと思

います。一番最初に出てきております、これは表としましては、異常事象、代表事象、そ

の次は事象の説明と、その重ね合わせた場合の結果というふうな構成になってございます。  

 一つ目が、反応度制御設備の異常でございまして、これ、代表事象としましてはスタン

ドパイプの破損が挙がってございます。事象としましては、原子炉出力運転中に、何らか

の原因により、スタンドパイプが瞬時に破損し、原子炉圧力容器の内外差圧によりスタン

ドパイプが制御棒とともに浮き上がり、炉心に反応度が添加されるとともに、 1次冷却材

が系外へ放出され、 1次冷却設備が急速に減圧すると。この事象につきましては、原子炉

冷却材圧力バウンダリを破断しておりますが、破断の断面積が 1次冷却設備の配管等の破

断よりも小さく、放出される放射能量が少ないことから、この代表事象に包絡されるとい

うふうに考えてございます。  

 二つ目のところでございますけども、燃料流路の流量減少、これの代表事象としまして

は燃料体内流路の閉塞で、これ、事象の説明としましては、原子炉の出力運転中に、何ら

かの原因により、燃料体内冷却流路の 1流路が閉塞されると。この事象の場合につきまし

てですが、原子炉スクラム後にACS及びVCSが機能喪失した場合でも、 ACS及びVCSの機能喪

失を想定した全交流電源喪失時のバウンダリ温度を超えることはなく、原子炉冷却材の圧

力バウンダリが健全に保たれることから、放出される放射性物質はないため、代表事例で

ある「1次冷却設備の配管等の破損」に包絡されるというふうにしたものでございます。  

 そのほか、ちょっと記載が違うものが、次のページ、 7ページを見ていただけますでし

ょうか。7ページの下から2番目でございますけども、これは放射性物質のサービスエリア

外への漏えいという事象でございますけども、これは気体排気処理設備配管等の破損でご

ざいまして、何らかの原因により、気体廃棄物が最も多く貯蔵されている気体廃棄物処理

設備が破損し、放射性物質が原子炉建家内へ放出されるという事象で、この場合は、事象
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として、炉心冷却に影響する事象でないことから、ACS、VCSの破損には機能喪失としての

影響はないというふうにして説明してございます。  

 説明は以上です。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明の内容につきまして、規制庁のほうから質問、コメント等あ

りましたらお願いします。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 最初の問いの、これ、第 6条と12条、 28条の重要安全施設が、これ、違ってきているん

ですが、考え方としては、第 6条関係は、原子炉停止系と閉じ込め機能と、あとはプール

関係という形になっていて、冷却系というのを多分この中に入れていないということが大

きく違っているということだと思うんですが、なぜそういう考え方の違いが出てくるのか、

御説明いただけますでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  もう一度、ちゃんと整理はいたしますけど、ざく

っと言いますと、その外的と内的で要求される炉心冷却性能が違うというふうに考えてご

ざいまして、今、まさにちょっとおっしゃられましたように、 12条、28条のほうにつきま

しては、冷却機能は必要であると私どもは考えているという、そういうことでございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 整理していただくということで、ちょっと考え方そのもの、これ、あくまでも設計基準

の話になってきているのに、なぜ、そこで違いが出てくるのかというのは、ちょっと御説

明をよろしくお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  了解です。原子力機構の沢です。  

○大村チーム長代理 ほかに何かありますか。じゃあ、よろしいですね。 

 それでは、次の資料に参ります。資料2-2をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹） 原子力規制庁の飯垣です。  

 資料2-2に基づきまして御説明させていただきます。こちらの耐震重要度分類について

でございまして、2月25日の審査会合におけるコメントの回答になってございます。  

 1枚めくっていただきまして、目次でございますが、 5項目ございます。一つ目が Ss地震

時の制御棒の挿入に係る評価について、二つ目が非常用発電機及び電気計装設備と非常用

発電機及びその計装設備の違いについて、 3番目が中央制御室遮へいについて、 4番目が制

御棒系の多重性又は多様性、独立性について、 5番目が使用済燃料建家使用済燃料の冷却
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についてでございます。  

 次の2ページに行っていただきまして、一つ目のコメントで、類似のコメントについて、

同じような四角にまとめて、三つ記載してございます。コメントでございますが、Ss地震

時により黒鉛ブロックや拘束バンド等が破損した場合を考慮しても、制御棒の挿入性が確

保されることを詳細に説明すること。サポートポストの詳細を示し、耐震重要度が Bクラ

スでよいことについて説明すること。制御棒の挿入性については、発電炉の耐震重要度分

類を参考に機能ごとの耐震重要度分類を行うことを検討することという、最後の三つ目の

ポツのものは、4月2日のヒアリングによるコメントを書いてございます。  

 次に、回答でございます。 Sクラス以外の炉内構造物の損傷を仮定しても、以下の通り

炉心形状は維持可能であるため、停止機能に影響はございません。  

 炉心等を下方で支持している炉心支持鋼構造物のうち炉心支持板、炉心支持格子及び炉

心支持黒鉛構造物のうちのサポートポスト (支持機能)、並びに炉心等を側方で支持してい

る炉心支持鋼構造物のうちの炉心拘束機構 (レストレイントリング )は、耐震重要度分類で

Sクラスでございます。こちらの構造物は健全であることから、炉内に密に配置された炉

心支持黒鉛構造物が崩れ落ちることはないとしてございます。詳細は以下に示すように、

炉内構造物のうちの拘束バンド及び炉心支持黒鉛構造物の破損を考慮しても炉心形状は維

持されるとともに、制御棒挿入孔の連続性は確保されます。このことから、Ss地震時にお

いて、制御棒の挿入性は確保されます。  

 なお、サポートポストにつきましては、ヒアリングのコメントに基づきまして、発電炉

の重要度分類を参考に検討をいたしまして、その結果、支持機能について耐震重要度をB

クラスからSクラスに変更したいと。あと、その申請書の記載については、耐震 Sクラスに

「炉心支持黒鉛構造物 (サポートポスト (支持機能のみ))」を追記いたしまして、耐震 Bク

ラスについては「炉心支持黒鉛構造物 (サポートポスト(支持機能のみ)を除く)」に変更し

たいということでございます。  

 次に、詳細を説明させていただきます。まず、一つ目ですけれども、炉心形状維持につ

きまして、炉心支持黒鉛構造物の破損を想定した場合の影響についてでございます。  

 まず一つ目のブロック自体の破損でございます。固定反射体ブロック、高温プレナムブ

ロック及び炉床部断熱層の構造物にき裂が発生して破損しますと、一塊の破片はその場に

停まるか、一部は落下する可能性がございます。破片がその場に停まる場合は、隣接ブロ

ックとのキー結合と、あと、炉心拘束機構により分割されたブロックの破片は周囲から拘
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束され、破損前のブロックの形状は維持し得ることより、炉心支持機能は維持されると。

また、落下する可能性のあるものとしては、高温プレナムブロックのキー結合用ブロック

下面部の破損及び固定反射体ブロック外面部の破片が考えられます。 

 キー結合用ブロックにつきましては、円弧状のキー溝部に地震荷重が集中することで局

部的にき裂が発生し、最悪、そのき裂が外側に伝播することで破片が発生する可能性がご

ざいます。キー結合用ブロック側面のキー溝は、キーが下部に落下しないように、下面部

までキー溝を付けていないため、破片はキー結合用ブロック内に留まります。一方、破片

の一部がプレナム下部ブロック上に落下したとしても、サポートポストの支持部のブロッ

クは塊として、次のページに行きまして、その場に停まることから、サポートポストの支

持機能に影響を与えることは考えられないとしてございます。  

 また、固定反射体ブロックにつきましては、万一破片が発生したとしても、落下する破

片の外面部におきましては固定反射体ブロック外面と側部遮へい体ブロック内面までの距

離(約5cm)により制限されるため、塊が下に落下することはございません。このことより、

固定反射体ブロックの破損により、小さな破片は落下するかもしれませんが、ブロック事

態はその場に停まり、かつ隣接ブロックとのキー結合と、あと、炉心拘束機構により固定

反射体は一体化されることにより炉心形状を維持されます。  

 次に、サポートポストとポストシートでございます。高温プレナムブロックは 3本のサ

ポートポストで支持しておりまして、設計ではこのうち 1本のサポートポストでも支持で

きるようにしてございます。 

 地震時にはサポートポストには搭載荷重と鉛直地震力による荷重がかかります。サポー

トポスト及びポストシートは、球面座で接触しており、地震時には、鉛直荷重により球面

部の接触応力が局部的に大きくなります。このとき、サポートポストとポストシートには、

局部的な接触応力により、接触部の円周状に沿って微小な円形状のき裂、図1に示してお

りますが、平面図と側面図で赤い点線の部分が円形状のき裂が入っているというイメージ

でございます。  

 これが発生する可能性がございますが、サポートポスト自体は座屈することはございま

せん。こちらについては、地震に対して座屈しないことを評価するという、確認するとい

うことにしてございます。また、ポストシートは、上部では高温プレナムブロックに、下

部ではプレナム下部ブロックに埋め込まれているためその場に停まり、サポートポストは、

地震による鉛直荷重に対して座屈しないため、炉心の支持機能は維持されます。即ち、サ
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ポートポスト及びポストシートの接触面近傍に局部的な円形状のき裂が入っても、サポー

トポストが座屈しなければ炉心の支持機能は確保されるため、支持機能のみ耐震重要度を

Sクラスとしてございます。  

 以上のことから、黒鉛構造物等の破損を考慮しても炉心形状は維持されるとしてござい

ます。 

 次のページに、参考図としまして炉内構造物の断面図を記載してございまして、その次

のページが、固定反射体ブロックと、あと、高温プレナムブロック、炉床断熱層の詳細図

を示してございます。  

 次の 6ページ目に、炉心拘束機構の詳細図と、あと、側部遮へい体ブロックの詳細図を

記載してございます。  

 次、めくっていただきまして、 7ページでございまして、これが二つ目で、制御棒挿入

孔の連続性でございます。制御棒は、炉心構成要素の一部の制御棒案内ブロックの制御棒

挿入孔に挿入されます。 HTTRの炉心は、六角柱状の黒鉛ブロック群で構成された積層構造

をしてございます。これらの炉心構成要素は、高温プレナムブロックを介し、サポートポ

ストにより支持されてございます。地震時は、サポートポストの支持機能が維持されてい

れば、制御棒案内ブロック等の炉心構成要素は、高さ方向においては元の位置に留まりま

して、制御棒挿入孔が高さ方向で不連続になることはございません。そのため、制御棒挿

入性上評価すべき問題につきましては、炉心構成要素の水平方向の動きでございます。  

 構造上、炉心全ての炉心構成要素の黒鉛ブロックは六角柱状であるとともに、最下段の

制御棒案内ブロックは隣接する燃料体ブロックより10cm低くしてございます。このために、

炉心内の黒鉛ブロックは、炉心横断面の方向と、あと縦断面の方向に拡散するように動く

と。 

 それが図2に示してございまして、図 2を見ていただきますと、まず左側の図が縦断面で

ございますけど、①のところのブロックが変位した場合は、隣接するところが縦10cmの差

をつけているために上下に広がって動きます。また、横断面が、その右に書いてございま

して、こちらも①のブロックが変位したとすると、ブロックが六角柱状であるため、左右

に広がって動くという動きをするという、その動きのイメージ図でございます。  

 地震時におきましては、最も制御棒の挿入が阻害される事象というのは、制御棒案内ブ

ロックの水平変位量が最大になった時でございまして、制御棒の挿入孔が屈曲することで、

挿入される制御棒要素に抵抗力が働くときでございます。炉心の振動特性につきましては、
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横からの地震の入力により炉心全体が振動いたします。周波数が 2～5Hzの帯域で、制御棒

案内ブロックや燃料体ブロックが一体となって振動いたします。この時が、制御棒案内ブ

ロックの水平変位が最大となるところでございます。ここで、炉心形状から静的に制御棒

案内ブロックの水平変位が最大になったとしても、制御棒が挿入されることを静的試験に

より確認してございます。これは別添資料で、後で御説明させていただきます。  

 また、制御棒案内ブロックに作用する地震荷重に対しては、制御棒挿入孔が制御棒を挿

入できる形状を維持していることのみを確認するということにしてございます。  

 それで、静的試験を説明します。 9ページになりますが、こちら、別添資料になります。

水平方向の変位時の制御棒の挿入性でございます。このように、制御棒を挿入する際、制

御棒挿入孔が弓なりになりまして、その屈曲点が最も厳しくなります。これが図 1のよう

になるのが一番挿入しづらくなるという状態でございます。この屈曲の角度が最大となる

条件といたしましては、拘束バンドが破損して、固定反射体ブロックが最大変位した値に

各カラム間のギャップの積算量を加えた約 26mmでございまして、それが図 2に示してござ

います。  

 次のページに行っていただきまして、その挿入角が最大となるのが 0.131、これが限界

挿入角でございまして、幾何学的に求められる数字でございます。静的挿入の試験におき

ましては、その最大挿入角度が 0.0877(rad)まで実験してございまして、制御棒が挿入さ

れたことを確認してございます。  

 一方、拘束バンドが破損し、固定反射体ブロックが最大変位したときのカラム間ギャッ

プの積算を加えた変位が約26mmで、このときの傾斜角というのが約0.046(rad)でございま

す。というのと、あと、制御棒につきましては、 1本の制御棒に制御棒要素が連結されて

おります。挿入を妨げないような可撓性を持たせた構造となっているというのが、 4ペー

ジ、次のページでございますけれども、図を示してございまして、右側は制御棒全体でご

ざいまして、制御棒が挿入されるときに、黒鉛ブロックが屈曲しても、右の図のように、

各点を支点として変形するので、スムーズに入っていくといった形状でございます。  

 もとに戻っていただきまして、以上のことから、傾斜角が0.046(rad)は静的試験結果の

最大挿入角の 0.0877(rad)を下回るため制御棒の挿入性は確保されるとしてございます。  

 これが一つ目の質問の回答でございます。  

 二つ目でございますけれども、 12ページでございます。こちらのコメントにつきまして

は、 2月25日の審査会合の資料の P.14のところでございますけれども、「非常用発電機及
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び電気計装設備」と「非常用発電機及びその計装設備」とあるが、この違いについて説明

せよということでございますが、設置許可のほうに記載している記述としては、「非常用

発電機及びその計装設備」と記載されており、誤記でございました。失礼いたしました。  

 次の質問が 13ページでございます。コメント文が、「原子炉冷却材圧力バウンダリ破損

事故後、炉心から崩壊熱を除去するために必要な施設」のカテゴリーのなかに中央制御室

遮へいが入っている理由を説明すること。  

 回答でございますが、中央制御室の被ばく評価につきましては、評価上最も厳しくなる

二重管破断事故を想定して行ってございます。二重管破断事故は原子炉冷却材圧力バウン

ダリの破損事故に相当してございまして、二重管破断事故時に炉心からの崩壊熱を除去す

るために期待する設備は炉容器冷却設備であるということで、「原子炉冷却材圧力バウン

ダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するために必要な施設」のカテゴリーに関連施設

として中央制御室遮へいが入っているということでございます。  

 次の14ページ目ですが、コメントが、制御棒系の多重性又は多様性、独立性について説

明すること。  

 回答でございます。制御棒系による原子炉の自動停止は安全保護系である原子炉保護設

備により行います。原子炉保護設備は、多重性、多様性と独立性を備えた設計となってい

ることを以下のとおり説明いたします。  

 原子炉保護設備の概要を図 1に示すということで、次のページを御覧いただきたいんで

すけれども、こちらの図で説明しますと、原子炉スクラム信号を発するロジック盤という

のは、電気的かつ物理的に独立な2系統からなってございます。それぞれが直列 2台のスク

ラム遮断器に接続されてございます。原子炉スクラムは、 2系統のロジック盤のいずれか

一方の原子炉スクラム信号を受けまして、原子炉の遮断器を開にして、電磁クラッチを切

り離すことによって行います。電磁クラッチへの電流が遮断されると、制御棒を保持して

いる電磁クラッチが切り離され、制御棒は炉心内へ自重により落下挿入されます。  

 もとに戻っていただきまして、まず、多重性又は多様性でございます。原子炉スクラム

信号を発生するロジック盤は 2系列設けており、多重性を有してございます。  

 原子炉スクラム遮断器は1対の制御棒毎に、それぞれ直列 2台設けており、多重性を有し

ています。  

 次に、独立性でございますが、ロジック盤は、系列毎に分離して配置し、電源はそれぞ

れ異なる非常用電源から供給しており、いずれか一方が故障しても安全機能は損なわれな
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いように設計しており、独立性を有してございます。  

 直列した 2列のスクラム遮断器は、それぞれ分離して配置しておりまして、いずれか一

方が故障しても安全機能を損なわないように設計しており、独立性を有してございます。

また、電磁クラッチ励磁電源が喪失した場合には、励磁電源が遮断されることにより制御

棒が自重により落下挿入されるフェイルセーフ設計としており、スクラム機能に影響はご

ざいません。  

 最後のコメントでございます。使用済燃料貯蔵建家の貯蔵ラック及び冷却設備が破損し

た場合を考慮しても、使用済燃料が冷却できることを説明すること。  

 回答でございます。使用済燃料貯蔵建家の貯蔵ラックは金属構造物であることから、そ

の破損は変形を想定いたします。貯蔵ラックの変形により気密性は維持できないが、落下

することはなくその場に留まります。一方、貯蔵ラックが落下したとしても、気密性が維

持できないのみで遮へいには影響はないと考えております。  

 また、冷却設備につきましては、耐震重要度分類は、もともと変更はなく Bクラスとし

てございまして、地震時に破損したとしても、直ちに使用済燃料の温度が上昇することは

なく、時間的に余裕があるため、修理等による補修が可能であるということにしてござい

ます。 

 説明は以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、規制庁のほうからコメント、指摘等ありまし

たらお願いします。  

○杉山チーム員 今、説明された中身の話とちょっと違うんですけども、参考資料でつい

ているものがございまして、最後のページですけども、スタンドパイプというのがありま

すよね。これは原子炉圧力容器と一体しているものというふうに見てよろしいんでしょう

か。 

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  はい。圧力容器に一体と考えていただい

て結構です。  

○杉山チーム員 そうしますと、耐震重要度分類も原子炉圧力容器と同じということでよ

ろしいんですね。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  そのとおりです。  

○杉山チーム員 今、この図、44ページの図を見ていただいていますので、ちょっとこの
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図について説明をお願いしたいんですけども、四角で囲んでいるところがございますけど

も、ここに「上下のスライド及び左右の変位が可能」というふうに書いてあるんですけど

も、これはどこの部分を指しているんでしょうか。どこが可動するのかというのをちょっ

と説明していただきたいと思うんですけど。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  わかりました。この部分は、青いところ

がございまして、これが上下に動くと、上と下にストッパーみたいなものがついていると

思うんですけれども、この範囲で上下にスライドをするというので書いてございます。  

 左右に変位するというのは、ちょっと端っこを丸くしているんですけども、この青い部

分を支点にしまして、その下の黄色い部分が左右に変位するといった動きをするので、下

の黒鉛ブロックと、上のものは一緒につながってはない。スタンドパイプとか、そういう

ところにはつながっていないと。直接つながっていないという図を示したものでございま

す。 

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど。 

 そうしますと、ここに書かれている、上下、それから左右の変位が可能というのは、下

にある黒鉛ブロック等、制御棒案内管が動くことを指しているというふうに見ればよろし

いんですか。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  そういうことでございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 一番最初の、これはもともとの出発点は、多分、旧来のAsをBに落としましたという中

に、炉心支持構造物、拘束バンド及び炉心支持黒鉛構造物というのがありますということ

で、その中の一部、支持機能だけはちゃんと S対応として持たせて、あとは停止さえちゃ

んと維持できればというところが出発点だったと思うんですが、そういうことでよろしい

でしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 おっしゃるとおりでございます。もともと、それで申請の場合は、ここにもありますよ

うに、Bと書いて、一部Sと書かせていただいていたのを、いろいろ審議いただいた過程の

中で、S、一部Bみたいな、ちょっとひっくり返した結果というふうに今回はさせていただ

こうということで、回答してございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 そこの出発点が、冷却機能は、特にある意味、試験の結果等でなくても大丈夫だという
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出発点があるんですけれども、そこは、あるところまでは炉心の形状はちゃんと維持され

ないといけないということが出発点になっていると思うんですが、そこはこの支持機能だ

けちゃんとできれば、あとは極端な話、 B対応になっちゃいますので、 Bを超えたような地

震では相当な破損が想定されるんですが、その場合でも、その試験の結果とかから、ここ

はBで大丈夫だよということは説明できるんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  理屈から言いますと、今、基本的には、そういう

御説明させていただきたいと思っています。基本的に、例えばBだからといって、ぐじゃ

ぐじゃ壊れて、どうしようもなく例えば形状を維持できないということは考えてございま

せんので、そこは必要に応じて、壊れ方まで含めた形で、ちゃんと説明させていただきた

いと思ってございます。結論から言うと、冷却性能あるいはクーラビリティみたいなもの

はきちっと証明できるという前提に立ってございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 ちょっとうちのほうでも整理させていただきたいんですが、規制の要件としては、あく

までもここ以外は Bで大丈夫だということで言うと、 Bというのは、相当 Sに比べると弱い

設備になってきているはずですので、本当にこの試験結果から、本当にそこが Bで十分だ

よということが言えるのかなという、ちょっと疑問があるんですが、いかがでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  わかりました。その辺は、またちょっとヒアリン

グ等も通じて、一度議論させていただきたいと思っていますけども、私どもの考えとして

は、先ほどの繰り返しになりますけども、クーラビリティはBであっても、Sのところを守

れば、きちっと守れますという説明をさせていただきたいと思ってございます。  

○大村チーム長代理 ほかに何かありますか。 

 ないようですので、それでは、次の資料に行きたいと思います。資料 2-3、じゃあ、こ

れをお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長） 原子力機構の沢でございます。  

 では、資料 2-3について御説明させていただきたいと思います。めくっていただきまし

て、1ページ目にございます。本件につきましては 3月30日の審査会合で異常過渡といわゆ

る設計基準事故の御説明した時のコメント 2件でございます。  

まず一つ目、 2ページ目でございます。解析条件の中の反応度係数、ここに不確かさを

とっているという御説明をさせていただいた時に、その妥当性と保守性について説明する

ことというコメントでございます。  
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まず、回答といたしまして、そもそも従来あった許可上の反応度件数を用いているもの

につきましては、臨界実験装置、VHTRCと申しましたけども、そちらのほうの結果に基づ

きまして保守性を設定してございます。これにつきましては、常温から 200℃まで変化さ

せたいろんな試験を行っておりまして、基本的に実験データと解析結果の最大誤差は 7%と

いうふうに評価してございます。これに基づきましてこれを包絡するような形で保守性を

20%プラス側とマイナス側に考慮した値を用いてございます。表 1というのが次のページに

ございまして、具体的な数字を書いてございますが、誤差は大体 7%ぐらいということでご

ざいます。  

それから、次にドプラ係数それから減速材温度係数につきましては、実際にいろんな試

験、制御棒引抜き試験、 HTTRを使って行っておりますので、こういったものの結果もあわ

せて使ってございます。これは前回の申請以降得られた新知見でございます。  

こういった試験につきましては 1穴、2穴ではございませんで、初期出力や引抜き速度、

それから引抜き量そのもの、こういったものをパラメータとして複数件数を実施していま

す。この辺の結果が表 2ということで、また次のページでございますが、平成 14年、15年、

18年と、それぞれ初期出力を幾つか段階を追ってやってございます。また引抜き量、ある

いは制御棒引抜き速度につきましても表 2にあるようないろんなケースをやってございま

す。 

この結果、ちょっとまとめたものが図 2でございますが、これも次のところに代表例、

挙げておりまして、赤が実測値で青が解析値で非常によく合っているということで幾つか

のパラメータで時間挙動をきっちり終えてございます。  

実際この辺の解析、詳しく見ていきますと、基本的に引抜き試験においては引抜きの早

いタイミングでは燃料温度のほうが早く動きますので、そこでドプラ係数が寄与している

ということでございます。  

これらの結果をあわせまして、私どもとしましては、今解析に使用しているドプラ係数

温度と減速材温度係数は妥当であると考えてございます。  

実際に異常過渡、それから設計基準値、ここでやっている反応度係数につきましては、

燃焼の初期と末期で変わってございますので、その辺の包絡線を用いて先ほど申しました

ように±20%を考えてございます。安全解析におきましては、使い方としましては、解析

結果が厳しくなるように過冷却事象では小さいほう、それから入口温度が上昇するのほう

では、例えば出力制御系が動きますので、原子炉出力一定とか、そういった幾つか細かい
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使い分けをして結果が厳しくなるようにやってございます。通常の出力が上がっていくよ

うな事象につきましては、当然、最大値を用いているということでございます。  

それから、炉心動特性を評価するような安全解析につきまして、一方、熱伝導率につき

ましては、小さい、要するに燃料温度の上がるような方向で評価してございます。こうな

ると今度逆にドプラが効き過ぎるのではないかという懸念はあるんですけれども、実際、

代表事象にしてございますのは、一番燃料最高温度が高くなる、要するにスクラム点に設

定したほうが HTTRの場合は厳しい結果が得られますので、熱伝導を高く評価してございま

す。 

それから過冷却事象につきましては、やはり小さい熱伝導率を用いると、燃料温度をあ

まり下がらないように評価してしまうという可能性がございますけども、 +20%の保守性を

反応度係数のほうにとっておりますので、基本的には保守的な条件設定をしているという

ふうに判断してございます。  

結果といたしまして、こういった反応度係数を保守的に使うということ。さらに実際の

ノミナル解析の燃料温度に比べて幾つか安全因子をきちっと評価した上で高めの熱的制限

値を設けているということで、トータルとして安全解析上、十分に保守的な評価をしてい

ると考えてございます。  

なお、ちょっと今説明のところを落としましたけども、 4ページ目のところに、いわゆ

るドプラ係数の感度解析の結果を今回行ってございまして、どのくらいドプラが変わると

早いタイミングで変わるかというのが±20%で振った結果を示してございます。  

ちょっと御参考までということで、一つ目は以上でございます。  

最後二つ目でございます。 5ページ目、最後のページでございますけども、前回の審査

会合でいわゆる添十のところにその他、地震、火災、台風、洪水、こういったところを記

載してございます。その根拠について整理をしてございます。  

回答といたしましては、総理府令第八十三号、ここに書いてございますけども、この中

の第一条の三第 2項におきまして、どんなことを書きなさいということが決まっておりま

して、第十号にここに相当するような事故の話とかと同時に、自然現象的な機械又は装置

の故障、地震、火災といった、こういったキーワードが入ってございます。したがいまし

て、それにのっとりまして添付書類十のほうに書いてございます。なお、従来の前の申請

書につきましても同じような記載ぶりをしていたということでございます。  

簡単でございますが、以上でございます。  
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○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明内容につきまして、質問、コメント等ありましたらお願いし

ます。 

本件はよろしいですね。いいですか。  

特にコメントはないようですので、それでは最後の資料です。資料 2-4をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  最後の資料でございますが、最初に。今回新しく

審議いただくものでございます。適合性確認の一つとして、最新の知見ということがござ

いまして、その一つが気象データあるいは社会環境データ、この辺の見直しを行ってござ

います。それに基づきまして被ばく評価を見直して今回申請させていただいておりますの

で、その説明資料でございます。  

なお、ちょっと説明の前なんですけども、今回見直しに伴うデータ整理の段階で、ちょ

っと一部誤りがございました。大変申し訳ございません。ちょっとその辺の状況も含めて

担当のほうから御説明いたします。  

○日本原子力研究開発機構（圓尾部長） 原子力機構の圓尾でございます。先ほど沢のほ

うからお話しいたしました申請書の被ばく評価の数値について、一部誤りがございまして、

本当に申し訳ございませんでした。以降精査いたしまして、最終的な値につきましては、

影響がないというところは確認してございます。  

被ばく評価の数値に誤りがあったことにつきましては、本当に申し訳なく思ってござい

ます。 

それでは資料の2-4について説明させていただきます。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  原子力機構の橋下でございます。資料のほ

う、説明させていただきます。  

最初のページ御覧ください。 1ページ目ですけれども、今回の気象・社会環境及び通常

時・事故時の被ばく評価に係る変更点、ポイントを 3点挙げさせていただきました。変更

点としては、まず気象データ等の更新を、これは新しいデータに更新しております。それ

から、社会環境データについても最新化いたしました。それから評価の過程で線量換算係

数の詳細化も図っております。これらに基づきまして、通常運転時及び設計基準事故時に

おける被ばく線量の評価を行いました。  

2ページに参ります。それぞれの変更点の概要について御紹介いたします。まず気象デ

ータの更新に伴う主な変更ですけれども、地域の気象データにつきましては、従来現行の
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申請では平成12年までの気象データを使っておりましたが、こちらを平成 25年までの気象

データに変更いたしました。この場合に、トピックスとしまして、平成 20年10月に小名浜

測候所、こちらの気象データは今まで引いておりましたが、小名浜測候所は小名浜特別地

域気象観測所に移行いたしました。それ以降、同所における雲量、積雪、雷日数、下野初

終日、雪の初終日のデータはございませんが、一応 HTTRの保安に必要な情報は水戸のデー

タで担保できるということで、こちらのほうを見る形にしております。  

それから、敷地の気象データにつきましても、現行の申請では1996年～2000年のデータ

を使っておりましたが、こちらを 2009年～2013年のデータに更新いたしました。この際、

2009年～2013年の気象データの代表性の検討を 2003年 1月～2013年 12月のデータに基づい

て異常年検定を実施しており、 2009年～2013年のデータにつきましては、長期間の気象デ

ータを代表していると判断しております。  

なお「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」におきまして、気象現象の年変

動については「 1年間の気象資料にもとづく解析結果は、気象現象の年変動に伴って変動

するものの、その程度はさほど大きくないので、まず、 1年間の気象資料を用いて解析す

ることとした」とありますが、その一方で「また、 2年以上の気象資料が存在する場合に

は、これを有効に利用することが望ましい」となっております。こちらの記載を受けまし

て、2009年1月～2013年12月の5年間の気象データを安全解析に使用しております。  

なお、参考データのほうに 1年ごとのデータについても、 22ページ以降ですけれど、 1年

ごとのデータについても検討したデータを掲載させていただいております。  

資料 3ページに参ります。相対濃度、相対線量につきましても、これらの気象データの

更新、それから敷地の再測量を行いまして、その結果に基づきχ /Q値及びD/Q値について

変更が生じております。敷地境界までの距離につきましては、東日本太平洋沖地震後の敷

地の状況を確認するという意味も含めまして、敷地内に新たに測量点を設置して測量し直

しました。その結果、幾つかの方位につきまして変動が生じていることが確認されました

ので、新しいデータに書き直しております。代表例をそちらに示しております。  

SSW、SWとも、希ガスの評価上で重要となってきている評価方位になります。一応、代

表例として挙げさせていただきました。それから同じくχ /Q及びD/Qにつきましても、こ

れらのもととなったデータの変更に伴いまして、いくらか見直しが生じております。  

例としまして、 1次冷却設備二重管破断事故の評価におけるそれぞれの放出モードでの

χ/Q値、D/Q値での評価結果の変動の状況をお示ししました。おおよそ 1.0近辺～1.2程度
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の差の変動が生じております。  

続きまして、社会データの更新に伴う主な変更点です。こちらは社会環境データを従来

主に平成12年までのデータを使っておりましたところ、主に平成25年までのデータにアッ

プデートいたしました。変更の例としまして、そちらに大洗センター北地区からの半径

5km以内の人口の変動の例を示しております。概ね人口構成、それから産業構造等、大き

な変更はございませんでした。  

4ペ ー ジ目 に 参 りま す。 線 量 換算 係 数 の 詳細 化 で ござ い ま す 。こ ち ら では ICRPの

Publication71などに基づきまして、実効線量の換算係数の詳細化を行いました。具体的

には、乳児の評価を 15歳、 10歳、 5歳児の評価で最も保守的な結果を選ぶ。乳児に関して

も1歳児、3か月児の評価を行って、その中で保守的な値を選ぶというやり方をとらせてい

ただきました。  

その結果、従来、左下のほうにあります表の構成の線量換算係数を使っておりましたけ

れども、それぞれ幼児の枠、それから乳児の枠を詳細化した結果、右の表のような感じの

係数をとって評価をしております。次のページに参ります。  

次のページが通常被ばくの再評価ということで、まず評価系統になります。こちらに関

しては現行の許可書上の記載と変更はございません。運転条件としては、定格出力 102.5%

高温試験運転で、全被覆燃料粒子の 1%に被覆層破損が生じたという想定のもとに評価しま

して、希ガスで 1.7×1013MeV･Bq、よう素について、 I-131換算で 4×109Bqの放出量がある

というものでございます。  

6ページに参ります。線量の評価方法ですけれども、それぞれ、まず気体廃棄物中の放

射性希ガスからのγ線による実効線量につきましては、気象データ等の更新による変更を

図っております。  

それから、液体廃棄物中の放射性物質による実効線量については変更ございません。  

それから、気体廃棄物中のよう素による実効線量につきましては、気象データの更新に

よる変更と線量換算係数の詳細化による変更がございます。  

それから、気体廃棄物中のトリチウムによる実効線量につきましても、気象データの更

新による変更がございます。  

なお、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造、設備の基準に関する規則の第二十

四条及び、同解釈第24条におきまして、直接ガンマ線とスカイシャインによる評価が空気

カーマ率で年間50マイクログレイ以下ならば、その線量を評価する必要はないとされてお
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りますが、HTTRの評価では直接線量及びスカイシャイン線量による線量評価は、敷地境界

近傍において、空気カーマで年間 2×10-3μ Gy程度と評価されておりまして、通常時の被

ばくの評価に加える必要ないと判断しております。  

7ページに参ります。線量評価結果の新旧比較でございます。こちらの評価上は、 HTTR

とJMTRの重畳計算評価結果が記載されております。  

まず放射性希ガスにつきましてですけれども、最大値点が JMTR南西 380m地点から南西

350m地点に変更になります。その結果、実効線量につきましては、結果として数値は動き

がありませんでしたけれども、 4.9μSv/yです。  

それから放射性よう素につきまして、年平均地表空気中濃度がχ /Q値が見直された関係

で数値が動いております。また最大値点につきましては、 HTTR北西560m地点～北西520m地

点に変更になりました。こちら、下線をつけておりますのが、今回改めて御指摘いただい

て見直しをかけて修正が必要と考えているところでございます。  

よう素の吸入接種につきましては、従来、幼児の枠で評価しておりましたが、 1歳児の

ほうが保守的な評価を与えるという評価結果でございましたので、 1歳児の条件で検査の

評価をしております。それから、葉菜につきましては、従来と変更が必要ないことを確認

いたしました。牛乳についても換算係数の選択については、変更の必要がないことを確認

しました。その結果、吸入接種の実効線量が 6.1×10-3、それから葉菜摂取については 1.9

×10-2、牛乳接種については 8.7×10-2、合計で 1.1×10-1μ Sv/yという評価になりました。 

それから、トリチウムにつきましても、年平均地表空気中濃度が気象条件の見直しによ

り変更になっております。また、最大評価地点についても方位が少しずれまして、 HTTR西

南西610m地点が最大評価地点と計算されました。その結果、線量換算係数については変更

なく、実効線量についても 2.1×10-1μSv/yという評価になっております。  

液体廃棄物については変更ございません。これらを合計しまして通常どおりの被ばく評

価としては、合計 9.4μ Sv/yという評価結果になりました。数値として従来の評価結果と

変更ございません。  

8ページでございます。8ページはただいまの評価結果を地図上に記載したものでござい

ます。結果としまして、周辺公衆の実効線量は約 9.4μSv/yとなりまして、線量目標値を

50μSv/yを下回ることが確認されました。  

それから次のページ、 9ページでございます。9ページは大洗研究開発センターの全ての

原子炉施設、南地区の常陽と DCAの放出放射能による実効線量の評価についても重畳計算
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をして評価をしております。こちらに書いたように少し見直しをかけさせていただきまし

た。放射性希ガスによる外部被ばく結果は、 5.3μSv/yで従来の評価と数値として変わら

ないものでした。それから放射線よう素による内部被ばくが 1.4×10-1μ Sv/y。トリチウ

ムによる内部被ばくについては、 1.8μSv/yと評価されました。  

液体廃棄物による評価の結果については、今回変更ございません。  

合計として、 13μSv/yという評価結果でございました。  

なお、大洗センターの重畳評価としましては、それぞれの被ばく経路の主要な被ばくを

もたらすポイントに、ほかの炉からの影響を加算しまして、その周辺で最大となる設置点

を探してその線量評価値を記載しております。  

結論としまして、周辺公衆の実効線量は約 13μSv/yで線量目標値50μSv/yを下回ってい

ると確認しております。  

また、10ページでございますけれども、センター内の全原子炉施設に加えまして、全核

燃料物質使用施設及び廃棄物管理施設の影響を考慮した実効線量の評価を行っております。

核燃料物質使用施設と廃棄物管理施設につきましては、前回の北地区の原子炉施設の申請

許可以降、新たな許可を得ておりまして、線量評価についての変更が加わっておりますの

で、そちらの変更を考慮いたしました。  

結果といたしまして、センターの原子力からの放射性廃棄物による周辺公衆の実効線量

は約42μSv/yと評価され、線量目標値 50μSv/yを下回っていることを確認いたしました。  

また、直接γ線とスカイシャインγ線による実効線量を合算して 170μ Sv/yと評価され、

公衆の線量限度1mSv/yを下回っていることを確認しております。  

次のページからが設計基準事故時の被ばく評価になります。こちら、まずシナリオ、事

故原因説明、それから解析条件等記載しておりますが、現状の許可の内容と変わっており

ません。まず 1次冷却設備二重管破断事故の事故原因、フローチャートと解析条件が 11ペ

ージ、 12ページにございます。 13ページには 1次ヘリウム純化設備破損事故のフローチャ

ート、14ページに同じく解析条件、 15ページには気体廃棄物処理設備破損事故の事象のフ

ローチャートと解析条件、16ページには、照射試験装置スイープガス配管破損事故のフロ

ーチャート、 17ページに同じく解析条件がございます。それから 18ページに、スタンドパ

イプ破損事故の事象のフローチャート、 19ページにそちらの解析条件がございます。  

これらに基づきまして、新しい気象条件等のもとに実効線量の評価結果をまとめたもの

が20ページにございます。変更の割合を赤字で示しておりますけれども、 0.93～1.3程度
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ぐらいの動きで、合計としては 1～1.2程度の従来の評価結果とほぼ変わらない結果という

ことが得られました。いずれも事故時の被ばく評価にかかる判断めやす 5mSvを下回ってい

ることを確認しております。  

説明、以上でございます。 

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それではただいまの説明内容につきまして、規制庁から質問、コメント等ありましたら

お願いします。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

まず、 6ページの空気カーマの 2×10-3マイクログレイ程度というのは、これは申請書に

は記載されているんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  記載はございません。遮蔽設計のところで低くす

るという、そこだけでございます。結果のほうは書いてございません。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村ですが、この評価というのは、当初のかどこかわから

ないんですが、設置変更なり、設置の時の評価として、審査の際には御提示いただいてい

る内容になっているんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  平成 5年当時の安全審査に提出された資料

において、口頭でこの数値を返しているという記録が残っております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁のクラムらです。  

これはヒアリングの場で結構だと思うので、この中身について御説明をしていただきた

いと思います。確かに基準上は管理するとしていただければそれでいいという形にはなっ

ているんですが、既にある施設でございますので、ちゃんと評価結果について御説明をい

ただきたいというふうに思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  了解いたしました。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

もう1点、9ページと10ページの評価なんですけれども。まず、そもそもこの大洗研究開

発センターの設置許可申請書というのは、添付書類九というのは 1本になっているんでし

ょうか。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  添付書類九は大洗研究開発センターの北地

区の原子炉施設で1本となっております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  
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そうすると、今回の申請で申請書に書かれているのはこの HTTRとJMTRの分だけが設置許

可申請書に反映されているということでよろしいでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  原子力機構の橋本です。  

常用的支援については、まだ新しい気象条件のもとでの評価は行っておりませんので、

現行の許可上の数値を引用しております。それから、核燃料物質使用施設と廃棄物管理施

設につきましても、一応、最新の許可申請にある数値をこちらに記載した形になってござ

います。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

まず1点目、9ページは、JMTR分というのは、今回の気象条件の見直し等々含めて、見直

された数字になっているんですかということ。常陽・DCAについては、現行の、まだ申請

が出てきてないので、評価結果がそのままの形でここの中では合算した評価になっている

んでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  失礼いたしました。原子力機構の橋本でご

ざいます。  

JMTRについては、新しい気象条件のもとに計算をしまして、今回申請をさせていただい

ている、申請書の中に入っている数値がここにも使われております。  

○黒村チーム長補佐 常陽とDCAは。 

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  常陽とDCAについては、まだ新しい施設が

まだできておりませんので、従来の申請数値、それから条件を使わせていただきました。  

○黒村チーム長補佐 次、10ページのほうは廃棄物管理施設というのは、多分新規制基準

関係で申請が出てきていると思うんですが、そこはこの中には反映されていないというこ

とと、あとはこれは全然設置許可とは関係なく、総合評価をしてみましたという位置づけ

の資料ということでよろしいでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  原子力機構の橋本でございます。  

廃棄物管理施設につきましては、今申請されている申請書ではなくて、許可の……スイ

ッチを使っております。なお、今審査いただいている申請の中でも、こちらの被ばく評価

については変更の予定がないということは確認しております。  

○大村チーム長代理 先ほどの質問の後半の部分、この総合評価の位置づけのです。これ

については。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  失礼しました。こちらの総合評価の位置づ
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けなんですけれども、申請書上には記載はございます。以前の申請の際にこのような評価

をしろという指導があったと伺っており、今申請書にこの記載はございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

9ページのほうの JMTRは多分、新規制基準の審査が出てきているので、それがそのまま

合算に使われているということでよろしいでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  はい、結構です。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

何でこんな御質問したかというと、審査としてどこまで確認する必要があるのかという

ことがありましたので、ちょっと御質問をさせていただきました。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  特に、南地区のほうの話は申請してないものが、

申請書上どういう扱いかというのはあると思いますので、ちょっとそこをもう一度こちら

のほうで整理して御回答したいと思います。  

申請書上は今見ていただいた 9ページ、10ページ目、淡々と状況を説明した形で入って

ございますので、まず事実としてそうなってございます。そこはちょっと考え方はこちら

としても整理をしてまた御説明したいと思います。  

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。どうぞ。  

○杉山チーム員  ヒアリングの時にもちょっと口頭で御指摘したんですけど、 6ページの

赤枠の中ですけども、 3行目、空気カーマ率が年間 50μ Sv以下ではありませんので、訂正

しておいてください。空気カーマですので。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  失礼しました。  

○大村チーム長代理  ほかに何かありますか。資料 2-4については特にないようですので、

あと何か全体、資料 2関係は幾つかありましたが、全体を通じて何か忘れていることとか

ないですか。いいですか。  

それでは、議題 2についてはこれで終了をしたいと思いますが、幾つかは指摘事項等も

ありましたので、これはまたヒアリングを通じて、必要に応じ審査会合で御説明いただく

ということにしたいというふうに思います。  

それでは議題 2をこれで終了します。どうも御苦労様でした。  

それでは再度、説明者等の入れ替えがありますので、また 5分ぐらい後に再開します。  

（休憩）  

○大村チーム長代理 それでは、引き続き、審査会合を行います。  
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議題3としまして、日本原子力研究開発機構の JMTRにつきまして、これは去る 3月27日付

で原子力機構のほうから設置変更の申請の提出があったということで、本日はそれの概要

の説明をしていただいて、それを踏まえて当方から主要な論点を提示するという体にして

おります。  

資料は2点ですが、御説明いただくのは資料 3-1でございますので、これに基づいて概要

の説明をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（武田所長）  それでは、私、日本原子力研究開発機構大洗研

究開発センターで所長をやっております武田と申します。よろしくお願いいたします。  

JMTR、材料試験炉でございますけれども、今お話ございましたように、 3月27日に設置

変更の許可の申請をさせていただきまして、本日が審査会合の初回ということで、全体概

要から御説明に入らせていただきたいということでございます。  

具体的な御説明につきましては、JMTRのところの次長のほうから御説明させていただき

たいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（神永次長）  それでは、材料試験炉部の神永と申しますが、

私のほうからお手元にある資料 3-1、JMTR（材料試験炉）原子炉施設の設置変更許可申請

の概要についてという資料に基づきまして説明させていただきます。  

表紙めくっていただきまして、初めに目次がございますけれども、全体の構成として 1

～10まであります。 JMTRの概要、それから申請内容（新規制基準の要求事項）、 3番目と

して、活断層・地震・津波等評価、 4番目、重要度分類、 5番目、自然現象、 6番目として、

航空機落下、外部火災、7番目として、火災防護、溢水防護、8番目といたしまして、通信

連絡設備、外部電源喪失、監視設備、 9番目としまして、運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故、最後10番目として、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止という

形で、同じ大洗研究開発センターから先に申請しています HTTRと同様の資料構成としてご

ざいます。  

初めに、 3ページに JMTRの概要ということで、これまでの JMTRのあゆみについて簡単に

御紹介させていただきます。この原子炉は 1965年、昭和40年に建設工事が始まりまして、

昭和 43年に初臨界を迎えております。当初、この原子炉は濃縮度約 93%の高濃縮ウラン燃

料を使用する原子炉として運転を始めています。昭和 46年からは共同利用運転を開始し、

昭和 61年には第 75サイクルから、当時、中濃縮燃料と呼んでます濃縮度約 45%の燃料を使

った炉心に移行してございます。その後、平成 6年には第108サイクルから現在と同じウラ
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ン濃縮度約20%の低濃縮ウラン燃料を使った炉心に移行しております。また、同じく平成 6

年には積算出力100,000MWDというものを達成してございまして、平成 13年からは現在の炉

心であります改良 LEU炉心というふうに呼んでございますけれども、フォロワ燃料を含む

標準燃料と合わせて29体から構成される炉心による運転を開始してございます。平成 18年

に165サイクルをもって一旦運転を終了してございます。  

その後、JNTRについてはいろいろ議論がありましたけれども、最終的には改修して使用

するということでもって、平成 19年～22年度まで 4年間をかけて JMTRの改修を実施してご

ざいます。その後、平成 23年、年度でいきますと平成 22年度になりますけれども、3月に

東北地方太平洋沖地震が発生しまして、ちょうど改修の最終年度にこの地震による被災し

たという形になってございます。この時に JMTRにおいては設計で想定していた地震動を超

える地震動を観測したということがありまして、当時の文部科学省原子力規制室のほうか

ら健全性に係る報告書の提出の指示がありまして、平成 24年9月7日になりますけれども、

JMTR原子炉施設健全性確認に関する報告書というものを、当時の文科省原子力規制室のほ

うに提出してございます。  

その後、平成 25年には新規制基準、試験研究炉においても新規制基準というものが12月

18日に施行されましたので、それに適合させるために必要な作業を行ってまいりまして、

これまで取りまとめた結果を 3月27日まとめて申請したというものでございます。  

ページめくっていただきまして 4ページ、JMTRの概要が示してございます。このページ

は目的と主要な特性について示したもので、目的としましては、動力炉、いわゆる発電用

の軽水炉に係る安全性研究のための材料照射、放射性同位元素生産、それから教育訓練と

いうものを目的に設置した原子炉でございます。  

主要な特性としましては、原子炉の形式は軽水減速タンク型というもので、熱出力は 5

万kW。我々通常50MWというふうに呼んでいますけれども、そのような熱出力を持った原子

炉でございます。  

燃料要素としては、図は右側に標準燃料要素と燃料フォロワという形で外形図、示して

ございますけれども、ウラン 235の濃縮度が約 20%のU3Si2-Al分散型合金というものを燃料

芯材に持った燃料を使用してございます。ウランの密度は 4.8g/cm3ということで、厚さが

1.27mmと非常に薄い燃料板を使用している原子炉でございます。  

制御棒としては、ボックス型のハフニウムというものを使いまして、その中性子吸収帯

の下にはフォロワ燃料というものを接続して使用しています。  
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一次冷却水の流量は約 6,000m3/h、圧力は炉心の入口で1.5MPaというようなものです。  

その次のページにいきまして、 5ページになりますけれども、圧力容器及び炉心の構成

を示してございます。左側の図は原子炉の圧力容器になってございまして、 JMTRの場合は

JRR-3と同じような板状燃料を使っていますけれども、炉心の平均出力密度が約 425MW/m3

ということで、JRR-3に比べると約 2.7倍出力密度が高い原子炉になってございます。その

ために通常運転中に炉心で沸騰を起こさないように、圧力容器を設けて若干加圧した条件

で運転しているというものです。  

この圧力容器の大きさになりますけれども、全高が高さが 9.5m、内径が3m、肉厚が34mm

の、材質としてはステンレスの 304Lというものを使った容器となっています。炉心はこの

中にありまして、直径が約 1.5m、高さが 0.75mというような炉心になっておりまして、炉

心を上から見た写真がこのページの右下に示してございます。ちょうど右下の写真で赤い

枠で囲って示してある部分が燃料の領域になりまして、ここに標準燃料が24体、フォロワ

燃料が5体という形で29体で炉心を構成しています。  

この燃料要素の回りの部分がベリリウム反射体、さらにその外側はアルミニウム製の反

射体という形でちょうど外側の円が 1.5mほどの炉心になってございます。炉心の燃料領域、

それからこの反射体領域の中には、それぞれ照射物が照射できる照射孔というものがあり

まして、約60体のキャプセルが最大照射できるような炉心になっています。  

写真に見えますように、この原子炉は照射試験のでございますので、水力ラビット照射

装置、それから OSF-1というのは、大洗シュラウド・ファシリティー略でございますけれ

ども、圧力容器の外から燃料照射試料を原子炉運転時に出し入れできるような照射設備と

なってございます。  

燃料領域の真ん中に 5本見えている制御棒案内管でございますけれども、この中をボッ

クス型のハフニウムに燃料フォロワというものを連結したものが上下に動くことによって

原子炉の出力を制御するような形になっています。  

右側の圧力容器の入口、出口、一次冷却水の配管が示してございますけれども、圧力容

器の上から一次冷却水が入って、炉心を下向きに水が流れて、約 10m/Sの冷却材流速でこ

の燃料を冷却します。それから、炉心を冷却した後、圧力容器の下部から一次冷却系に戻

っていくというような流れになっています。一次冷却水の入口の温度は最高で 49℃、出口

の平均が56℃ということで、運転時の温度というのも非常に低い条件で運転してございま

す。 
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ページめくっていただいて、 6ページになりますけれども、 6ページはJMTRの冷却系統の

概要を示してございます。ページの右側には炉プール、その中に圧力容器というものが示

してございますけれども、ちょうどここが先ほど示しまして、説明しました圧力容器にな

ってございます。圧力容器の中に炉心が存在してございますけれども、その出入口に一次

冷却系の系統が接続されておるというような形で、ちょうど図の中心部右側の真ん中ぐら

いになりますけれども、一次冷却系統ということで、主循環系統がございます。 JMTRの主

循環系統はメーンの主循環ポンプが 4台設置されてございますけれども、通常はこのうち

の3台を使って先ほど説明しました 6,000m3/hという流量を流してございます。  

それから、この一次冷却系には崩壊熱を除去するための緊急ポンプというものも 2台設

置してございます。このポンプ、機器の近くに※というものがついているもの、機器につ

いては、これはディーゼル発電機、非常用発電機、 JMTRの場合は後ほど説明しますけれど

も、通常運転中、常時非常発電機を運転するような形で使用しておりますけれども、それ

らの非常用発電機からの給電を受けている機器が※で示してございます。一次冷却系でい

きますと、主循環ポンプのうちの 2台、それから緊急ポンプ2台、それから炉心のほうにい

きますと、圧力容器の上にある炉プール連通弁、それから、万一、一次冷却水が流出した

場合に、水位を一定水位に保つためのサイフォンブレーク弁、こういうものが非常用の電

源から給電を受けています。一次系には精製系が設けられておりまして、主循環系の一部

の流量をバイパスして常に冷却水の純度を保つような形の精製系というのが設けられてお

ります。  

それから、熱交換器はちょうど図の右上のほうに 3基、縦型に示してございますけれど

も、実際の熱交換器もこのような縦型で設置されておりまして、シェル＆チューブ型の熱

交換器が3台設置してございます。  

二次側はその上になりますけれども、二次冷却系統ということで、同じく循環ポンプが

4台、それから補助ポンプ、これは非常用電源から給電されている補助ポンプというもの

が2台設置されておりまして、通常はこの循環ポンプ 4台のうちの 3台を使って必要な流量

を主熱交換器のほうに供給するような構成となっています。さらに二次冷却系統には二次

冷却系の冷却塔が設けられておりまして、最終的には 50MWのやつをこの冷却塔から大気中

に放散するというような構成になってございます。  

7ページに移りますが、安全上の特徴について説明させていただきます。まず、 JMTRの

安全上の特徴でございますけれども、発電用の原子炉、いわゆる動力炉と比較して低出力、
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これは 110万kW級の原子力発電所に比べ、約 1/60の熱主力であり、事故の進展も穏やかで、

環境への影響も小さいなどの特徴があります。これは運転中の圧力温度が低いということ

からこのような特徴を挙げてございます。  

その下にまとめて特徴を箇条書きにしてございますけれども、タンク型の水冷却型研究

炉であるということ。それから出力密度を高くし、かつ、除熱性能を高めるために、燃料

は先ほど御説明したような非常に薄く伝熱面積が広い板状燃料というものが用いられてい

ます。それから、原子炉運転中、非常発電設備であるディーゼル発電機は常時運転し、安

全上重要な機器へ給電してございます。原子炉停止後の崩壊熱は、動力炉に比べ小さく停

止後の炉心の強制冷却は長時間を要さず、その後は自然循環による冷却で燃料の健全性は

維持されるというような特徴を持っております。  

次に、 8ページからは今回の申請内容の主要な事項について簡単に要求事項と設置変更

許可申請書の記載内容を書いた表になってございますけれども、 9ページ以降にそれらに

ついて示してございますので、具体的には 9ページ以降で個々に説明させていただきます。  

まず、 9ページから活断層・地震・津波等評価ということで、地震・津波に係るもので

ございますけれども、 9ページ～ 15ページまでは同じく大洗研究開発センターの HTTRが先

に第35回の核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合で説明してございますけれど

も、それと全く同じ内容となってございます。これは大洗研究開発センターとしてこのよ

うな評価を行っているために、 JMTRとか、HTTRにかかわらず同じ評価という形になってい

ます。なので、 9ページの活断層についても同じ。それから、 10ページめくっていただく

と基準地震動の評価について記載してございますけれども、ここの記載内容も HTTRの申請

内容に同じでございます。  

それから11ページ、ここに基準地震動ということで水平 700ガル、垂直400ガルという地

震動を示してございますけれども、これも HTTRと同じでございます。 

それから、13ページに時刻歴波形が示してございますけれども、これも HTTRと同じでご

ざいます。13ページの敷地の地質構造等につきましても、将来活動する可能性のある断層

等は存在しないということで、これも HTTRの申請内容に同じでございます。  

それから、14ページ、基準津波について記載してございますが、これについても大洗研

究開発センターの最大遡上高さは T.P.+16.9mということで、 HTTRと同じでございます。 1

点違うのは、 JMTRの原子炉施設が設置されている標高でございますけれども、これは標高

35m～40mの台地上に位置するために、基準津波による影響はないというような評価結果と
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なってございます。  

15ページの基準津波の時刻歴波形についても HTTRと同じでございます。  

16ページ、これは地盤安定性の評価の結果について示してございますけれども、ここは

建物固有の評価でございますので、 JMTRについて御説明させていただきます。 JMTRについ

ては、ここにすべり安全率、それから支持力、建家基礎底面の傾斜、それぞれ三つの項目

について示してありますけれども、最小すべり安全率は 1.8であり、評価基準値 1.5を上回

ることを確認してございます。それから支持力に関しては 、地震時の最大接地圧は

0.7N/mm2であり、極限支持力度 1.8 N/mm2以上を下回るということを確認してございます。

それから、基礎底面の傾斜でございますけれども、最大傾斜は、 1/3,500であり、評価の

目安である1/2,000というものを下回っているということを確認してございます。  

17ページからは重要度分類について示してございます。ここからは JMTR固有のものでご

ざいますので、一つ一つ説明させていただきます。この新規制基準では「試験炉許可基準

規則」において、「安全機能上の重要度分類の考え方」及び「耐震重要度分類の考え方」

が示してございます。これらの考え方に基づき、安全機能上の重要度分類及び耐震重要度

分類について分類を行っています。研究炉等を対象とした安全規則の基本方針である

「 Graded Approach」に則り、 JMTRで実証された固有の安全性などを適切かつ合理的に反

映してこれらを分類してございます。 

下の左側が安全機能の重要度の検討について示したもの。それから、右側が耐震重要度

の検討について示したもので、まず安全機能の重要度の検討については、水冷却型試験研

究用原子炉施設に関する安全設計指針、以下「研究炉指針」というふうに呼ばさせていた

だきますが、これの添付「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る基本的な考え方、以下「重要度分類の考え方」と言わせていただきますけれども、これ

を参考にJMTRの特徴を踏まえて分類してございます。 JMTRの特徴というのは、先ほど御説

明しましたような特徴でございまして、このページの右下に記載したものでございます。  

これに基づいて安全施設の重要度分類をした結果については後ほど簡単に説明させてい

ただきます。  

それから、耐震重要度の検討に関しては、試験炉許可基準規則の別記に示された耐震重

要度分類の考え方の分類方法、以下「耐震重要度分類の考え方」と呼びますが、これに従

って重要度を分類してございます。  

次に、18ページで安全機能の重要度分類について簡単に説明させていただきますけれど
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も、これは試験炉許可基準規則十二条（安全施設）の解釈に示されている指針に基づき、

JMTRの特徴を踏まえて分類しています。  

まず、クラス 1、クラス2、クラス3という形で、PSに関しては、クラス1は、その損傷又

は故障により発生する事象によって燃料の多量の破損を引き起こすおそれがあり、敷地外

への著しい放射性物質の放出のおそれがある構築物、系統及び機器、以下「SSC」という

ふうに略させていただきますけれども、それが PSのクラス 1。それから、PSのクラス2とし

ては、その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起

こすおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質のおそれがあるものというふうに定義

しています。それからクラス 3は、異常状態の起因事象となるものであって、 PS-1、PS-2

以外のSSCということで、クラス3のPS-3はそういう形で分類しています。  

MSに関しては、クラス 1は、もう一度上のほうに戻りますけれども、異常発生時に敷地

周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する SSCと。それから安全上必須なその他の SSCと

いうものをMS-1と分類しています。それから MS-2については、PS-2の構築物、系統、機器

の損傷又は故障が及ぼす敷地周辺公衆への放射線の影響を十分小さくするようにする SSC

ということと、異常状態の対応上特に重要な SSC、それから安全上特に重要なその他の SSC

というものを MS-2に分類してございます。それから MS-3については、運転時の異常な過渡

変化があっても、 MS-1、 MS-2とあいまって、事象を緩和する SSCと。それから異常状態へ

の対応上必要なSSCという形でそれぞれ分類してございます。  

JMTRについては、これまでの設置変更許可申請書の中でこのような分類がされておりま

せんでしたので、今回、新たに分類をしてお示ししたという形になっています。  

19ページからが安全機能の重要度分類について説明していますけども、 19ページがPS-1

とPS-2、それから20ページがPS-3を示しています。まず、 19ページのPS-1でございますけ

れども、JMTRの場合は PS-1に相当する構築物、系統、機器は該当なしということで、軽水

炉とかHTTRでは格納容器というものがこれに分類されておりますけども、 JMTRの場合はそ

の特徴上、燃料は水の中に冠水が維持されていれば損傷しないということもあって、もと

もと格納容器を持たない原子炉施設となってございまして、 PS-1に相当するものは該当な

しとしてございます。 

それからPS-2でございますけれども、機能としてはここに示すように、それぞれの機能

ごとに機器等お示ししてございますけれども、まず過剰な反応度の印加防止としては、制

御棒駆動機構。炉心の形成としては格子版、格子板支持体等々の燃料要素を含む炉心内の
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構成要素。それから冷却材、バウンダリ、保護機能としては、これは照射設備の一つにな

りますけれども、 OSF-1という照射設備の炉内管。それから炉心の冷却に関しては圧力容

器を含む主循環系統。それから放射性物質の貯蔵については、使用済燃料貯蔵施設という

ことで、炉プールとカナルのNo.2というものをPS-2に分類してございます。  

20ページ開いていただきまして、 PS-3はそれ以外の機器ということで、機能別に説明し

ますと、炉心の冷却に関しては精製系統と二次冷却系統。放射性物質の貯蔵に関しては、

新燃料貯蔵設備、これは新燃料の貯蔵ラック。それから使用済燃料貯蔵施設として SFCプ

ール、それから使用済燃料ラックというものをこれに分類してございます。それから液体

廃棄物の廃棄設備ということで、排水系の貯槽などがこれに分類されてございます。燃料

を安全に取り扱う機能としては、ラック台車というものがございます。それから冷却水の

循環としては、一次冷却系統の主循環ポンプをこれに分類してございます。プラントの計

測・制御に関しては、制御棒駆動機構、核計装、プロセス計装ということで、圧力制御・

液面制御関連がこれに分類されてございます。それから電源供給機能としては、非常用電

顕設備以外の設備ということと、冷却水への FP放散防止としては、燃料の被覆材。試料冷

却としてはOSF-1という照射設備の冷却系をこれに分類してございます。  

それから、原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転時に支障のない程度に低くおさえ

る構築物、系統及び機器としては、該当なしという形になっています。  

21ページからが、今度は安全機能の重要度分類のうちの MSに関するものでございますけ

れども、まず MS-1として、異常発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止す

る構築物、系統及び機器としては、原子炉の緊急停止、未臨界維持という機能を持つ制御

棒、それから制御棒駆動装置のうちのスクラム機構をこれに分類しています。それから、

次に安全上必須なその他の設備として、機能としては工学的安全施設及び停止系への作動

信号の発生ということで、安全保護回路のうちの停止系というものをこれに分類してござ

います。  

それから次に MS-2になりますけれども、MS-2は大きく三つに分けて示してございますけ

れども、一つはPS-2の構築物、系統及び機器の損傷又は故障が及ぼす敷地周辺公衆への放

射線の影響を十分小さくするようにする構築物、系統及び機器として、機能としては四つ。

上から説明しますと、工学的安全施設及び停止系への作動信号の発生ということに関して

は、安全保護回路のうち、工学的安全施設。それから停止後の炉心冷却としては、非常用

冷却系のうちの崩壊熱除去に係る機器等。次の炉心の冠水維持に関しては、サイフォンブ
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レーク弁、炉プール連通弁、漏えい水再循環設備、炉プール、炉下室、圧力容器。それか

ら放射性物質の閉じ込め、遮蔽及び放出低減に関しては、非常用廃棄設備、減炉建家、排

気筒、それから燃料破損検出系というものを MS-2に分類してございます。  

それから、次に異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器としては、事故時

のプラント状態の把握、緊急時対策上重要なものとして、放射線監視設備のうち、非常用

ガンマ線エリアモニタに限ったものをこれに分類してございます。  

それから、安全上特に重要なその他の構築物、系統及び機器としては、安全上重要な関

連機能として、非常用電源設備を MS-2に分類してございます。  

それから、22ページに分類したMS-3でございますけれども、大きく定義は二つに分けて

示してございますが、まず運転時の異常な過渡変化があっても MS-1、MS-2とあいまって、

事象を緩和する構築物、系統及び機器としては、機能ごとに原子炉圧力の上昇緩和として、

主配管の逃がし弁、それから圧力サージタンクの安全弁。保護機能として OSF-1の安全弁

というものをこれに分類してございます。  

それから、異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器としては、機能ごとに

四つに分けて示してございますけれども、停止後の炉心冷却としては、非常に冷却系統を

除く崩壊熱除去設備。それから特に重要な計測としては、 OSF-1計測系の一部。事故時の

プラント状態の把握、緊急時対策上重要なものとして、バックアップスクラム装置、非常

用ガンマ線エリアモニタを除く放射線監視設備。炉プール液面計、炉心の液面計。水位警

報計、通信連絡設備、消火設備、安全避難通路、非常用照明というものをこれに分類して

ございます。それから最後になりますけれども、原子炉制御室外からの安全停止というこ

とで、ランセーフスイッチというものを MS-3に分類してございます。  

ここまでが安全機能の重度分類についてですけれども、次の 23ページからは耐震重要度

分類の分類した結果について説明してございます。  

まずは、 23ページは分類の考え方でございますけれども、まず Sクラスとしては、イ、

ロ、ハに分けて書いてございますけども、 JMTRはこのうちイに相当するものしかございま

せん。すなわち、安全施設のうち、その機能喪失により、周辺の公衆に過度の放射線被ば

くを与えるおそれのある設備・機器等を有する施設ということで、ロとハは、ロの場合は、

津波防護機能を有する施設及び浸水防止機能を有する施設。ハは、敷地における津波監視

機能を有する施設というふうにございますけれども、先ほど御説明したとおり、大洗研究

開発センターのJMTRにつきましては、津波の影響を受けるおそれがないということで、こ
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れらの施設は該当するものがございません。  

それから、Bクラストしては、安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影響が Sクラ

ス施設と比べ小さい施設ということで、それに準じて分類してございます。  

Cクラスについては、 Sクラス、 Bクラス以外であって、一般産業施設又は公共施設と同

等の安全性が要求される施設として分類してございます。具体的な分類方法は、これまで

に説明してございます HTTRと同様でございますので、説明は省略させていただいて、分類

した結果について24ページから説明させていただきます。  

まず 24ページが、耐震 Sクラスの施設について示してございます。機能別の分類では全

部で四つ挙げてございますけども、一番上から炉心及び炉心の冠水維持機能を構成する機

器・配管系ということで、 JMTRの場合は先ほど御説明したとおり、燃料の冠水を維持する

ことによっていかなる場合も燃料を破損しないということで、この冠水維持を図るという

ものが最も重要な機能でございまして、それを Sクラスに分類してございます。具体的な

施設名としては、炉プール、それから主循環系統のサイフォンブレーク弁まで、それとサ

イフォンブレーク弁。それからその下にいきますが、圧力容器、それから圧力容器の中に

設置されている燃料要素、格子板、格子板支持体、内部タンク、ベリリウム枠、反射体要

素、それからキャプセルホールダ、ループ照射装置 OSF-1炉内管、炉プール連通弁という

ものがこの冠水維持機能を構成する機器・配管系ということで Sクラスに分類してござい

ます。 

それから次に、炉心から取り出した直後の使用済燃料要素を貯蔵するための施設として、

カナルNo.2。このカナルのNo.2というのは、原子炉施設と隣にある照射後試験施設である

ホットラボを接続する水路になってございますけれども、そこが使用済燃料の貯蔵施設を

兼ねる構造となってございますので、このカナル No.2。 

それから次に、機能でいきますと原子炉の緊急停止のため急激に負の反応度を添加する

ための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設としては、制御棒、それから制御

棒駆動装置のうちスクラム機構、制御棒案内管というものを Sクラスに分類してございま

す。 

その他としては、炉心の液面計、これはいかなる場合でも燃料が冠水維持されていると

いうことを知るために重要なものでございまして、炉心の液面計というものを Sクラスに

分類してございます。  

これらの施設をそれぞれ支持する建物・構造物等についてはその右側に示してございま
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すけれども、それぞれ原子炉建家の基礎版、あるいはそれらの炉プールを支える支持構造

物であるとか、そういうものがそれぞれ該当します。これら全て原子炉建家の中に存在す

るものでございます。これらを確認する地震動としては Ssというものを使います。  

それから、 25ページ、 26ページが耐震 Bクラスの施設について分類した結果を示してご

ざいます。25ページ、上からいきますと、炉心及び炉心の冠水維持機能を構成する機器・

配管系ということで、漏えい水再循環設備、それから第 1、第 2排水貯槽というものを Bク

ラス。 

それから、原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を添加するための施設及び原子

炉の停止状態を維持するための施設としては、バックアップスクラム装置、安全保護回路、

制御棒駆動機構のうちスクラム機構以外の部分をBクラスに分類してございます。  

それから、原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設として、非常用電源給

電の主循環ポンプと緊急ポンプ、それから補助ポンプ、これは二次冷却系に設置されてい

るものでございますけども、これを Bクラスという形で分類しています。  

次に、放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設

としては、非常用排気設備。  

次に、一次冷却水を内蔵しているか又は内蔵し得る施設としては、主循環系統、ただし、

Sクラスに属するものは除いた主循環系統ということと、それから精製系統をこれに分類

しています。  

次に、一次冷却系統に接している施設として、二次冷却系統の一部。それから十分冷却

した使用済燃料要素を保管するための施設としては、 SFCプールというものをこれに分類

してございます。  

26ページにいきまして、放射性廃棄物を内蔵する施設としては、 SFCプール循環系床下

排水貯槽、第 4排水系貯槽、第 3排水系貯槽のⅠ、それから第 3排水系貯槽のⅡ、タンクヤ

ードの廃液タンク、これらを Bクラスに分類しています。  

それから、放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設

として、原子炉建家、排気筒、これらも Bクラスとして分類していきます。  

次に、放射線を監視するための設備としては、一次冷却水モニタ、脱気ガスモニタ、放

射線監視設備の一部をこれに分類してございます。  

その他としては、非常用電源設備と使用済燃料ラック、それから Sクラス以外の照射設

備で放射性物質を内蔵するものというものを Bクラスに分類しています。  
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最後に、 Cクラスでございますけども、 27ページに示してございますが、主な施設とし

ては、新燃料貯蔵ラック、 Bクラス以外の二次冷却系統、 Sクラス・ Bクラス以外の照射設

備、その他の原子炉補助設備というものを Cクラスに分類してございます。  

それから、28ページからが自然現象に対する説明になりますが、この 28ページは竜巻と

火山に係る評価について記載してございますけども、基本的には HTTRの申請内容に同じで

ございます。それは、竜巻の最大設計風速とか、そういうものは同じでございますけれど

も、ただし、 JMTRの場合はこれら竜巻の評価を実施し、耐震 Sクラス設備を防護するため

の設備等を整備する必要がございまして、具体的に言うと、使用済燃料を貯蔵するカナル

No.2というものの建物、上屋の部分がカナル室というふうになってございますけれども、

これについては竜巻の評価をした結果、飛来物に対する防護対策としてそれを守る、設備

を整備するという計画にしております。  

それから、火山に関しては、 HTTRの申請内容と同じで、降下火砕物、いわゆる火山灰に

ついてもHTTRと同じように、最大50cm程度の火山灰が積もるという評価になってございま

すが、これについては積もる前に適切に除去するような対応を図るというような措置を講

じることとしています。  

29ページが航空機落下、それから外部火災について記載してございます。後期落下の基

本的な評価条件等については、 HTTRと同じでございます。 JMTRへ航空機が落下する確率は

8.8×10-8（回 /炉・年）ということで、 10-7を超えないということを確認してございます。  

それから、森林火災等に関しては、これも基本的には評価は HTTRと同じような形で評価

してございますけども、評価結果としてそれぞれ森林火災、工場等の火災、航空機落下に

ついて影響評価を実施してございますけども、いずれも原子炉施設へ影響しないというこ

とを確認してございます。  

それから30ページ、火災防護、溢水防護について記載してございます。まず火災防護で

ございますけれども、 JMTRについても火災発生防止、それから火災検知及び消火、火災の

影響軽減を適切に考慮した設計であり、火災が発生した場合に以下の設備の機能が損なわ

れないことを確認ということで、具体的には原子炉の停止に必要となる設備。それから放

射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要となる設備。使用済燃料要素の冠水を維持

するための設備。具体的に言うと、使用済燃料貯蔵施設になりますけれども、これらの機

能が損なわれないということを確認してございます。  

それから、次に内部の溢水でございますけれども、JMTRにおいては、原子炉施設内に設
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置された機器及び配管の破損、消火系統等の作動又は使用済燃料貯蔵施設のスロッシング

により発生する溢水を想定してございます。それで、この溢水が発生した場合に、以下の

設備の機能が損なわれないことを確認ということで、具体的には原子炉の停止に必要とな

る設備。それから放射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要となる設備。使用済燃

料要素の冠水を維持するための設備について、機能が損なわれないということを確認して

ございます。また、この溢水が発生した場合に、核燃料物質等によって汚染された液体が

管理区域外へ漏えいするおそれがないことを確認してございます。  

それから31ページ、ここは通信連絡設備、外部電源喪失、監視設備について記載してご

ざいますけれども、まず通信連絡設備に関しては、これは大洗研究開発センターとして

HTTRと同様に整備してございまして、まずセンターの外部との通信連絡に関しては、一般

電話回線、それから衛星回線等により多様性を確保してございます。それからセンター内

部における必要箇所との通信連絡は、ページング、内線回線、それから一般電話回線等に

より、多様性を確保するというような形になってございます。  

それから、外部電源喪失に関しては、外部電源喪失時の対策として、非常用電源として

ディーゼル発電機2台、それから蓄電池2組を設置してございます。それから、全交流電源

喪失時の対策としては、全交流電源が喪失した場合には、安全保護回路それから制御棒の

速やかな、かつ、自動的な動作によって原子炉は安全に停止するような設計としてござい

ます。それから停止後の監視に必要な電源については、一定時間確保するための蓄電池等

の直流電源設備を設置してございます。  

それから、監視設備。これは放射線量の監視設備になりますけれども、原子炉施設内の

主要箇所の線量当量率、それから空気中の放射性物質の濃度を測定し、原子炉制御室に非

表示できるモニタリング設備を設置してございます。これは HTTRと同様でございます。こ

の周辺環境モニタリング設備である固定モニタリング設備は、無停電電源装置等に接続す

るとともに、伝送系は多様性を確保するということとしておりまして、原子炉施設の運転

開始までには HTTRと同様に整備を進めることとしてございます。  

それから、32ページからが運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故について示してご

ざいます。規則での要求事項というのは、第十三条に記載してございますけども、この規

則を満足する判断基準については、ページの真ん中に記載してございます。具体的にこの

JMTRで設けている具体的な判断基準としては、この下側に書いてありますけども、運転時

の異常な過渡変化としては、燃料の最小 DNBRというものが 1.5以上であること。それから
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燃料被覆材は機械的に破損しないこと。三つ目として、一次冷却系統にかかる圧力は、最

高使用圧力以下であるという基準を設けています。それから設計基準事故に関しては、四

つ設けてございますけれども、 1番目として、燃料板は破損に伴う著しい機械的エネルギ

ーを発生しないこと。それから二つ目としては、炉心は著しい損傷に至ることなく、十分

な冷却が可能であること。三つ目として、一次冷却系統にかかる圧力は、最高使用圧力以

下であること。四つ目として、周辺公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えない

ことというものでございます。  

33ページは、運転時の異常な過渡変化と設計基準事故の事象選定の考え方について示し

てございます。このJMTRの安全評価において評価すべき事象の選定に際しては、「水冷却

型試験研究用原子炉施設安全評価に関する審査指針」それから「日本原子力研究所研究用

原子炉施設の安全評価に関する基本方針について」等を参考にしてございます。 JMTR施設

の各系統ごとに動的機器の単一故障、運転員の誤操作等を想定し、それによって想定され

る異常事象の原子炉に与える影響の大きさを事象の種類ごとに検討し、 JMTRの安全評価に

おいて評価すべき代表事象をそれぞれ「運転時の異常な過渡変化」と「設計基準事故」に

分類して選定してございます。  

選定の方法は、具体的には代表事例、次の表で簡単に説明させていただきますが、予想

される異常事象の原子炉に与える影響の大きさを事象の種類ごとに検討し、評価すべき代

表事象を抽出しているというものです。  

具体的にはこのページの下に代表事象の選定例として炉心内の反応度の異常な変化に関

するものが示してございますけれども、このような事象を引き起こす起因事象としては、

次に四つほど①～④まで示してございますけれども、このような起因事象が考えられます

けども、このうち 4番目に示しています、いわゆる自動制御回路・駆動回路の故障による

SR制御棒というものの超高速引抜き、これがほかの事象がいずれも 1分間当たり200mmの速

度で引き抜かれるのに対して、この事象のみがその 10倍に当たる1分間当たり2,000mmとい

うかなり速い速度で制御棒が引き抜かれることになりますので、これが最も反応度の負荷

率が最大になるということから、この事象を代表事象として選定しているというような形

でそれぞれの事象ごとにこういうような形で最も厳しい結果を与えるものを代表事象とし

て選定してございます。  

34ページがそのような形で選定した、左側が運転時の異常な過渡変化、それから右側が

設計基準事故というものを示してございますけれども、結果的には現在の申請書に記載さ
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れている事象から変更がないという形になってございます。具体的には運転時の異常な過

渡変化について、大きくは二つの事象に分類してございますけども、一つ目として、炉心

内の反応度の異常な変化、これは四つ事象がございまして、起動時における制御棒の異常

な引き抜き、出力運転中の制御棒の異常な引き抜き、三つ目として、照射試料による反応

度付加、四つ目として、冷水導入による反応度付加。  

それから、二つ目の分類としては、炉心内熱除去の異常な変化。これは四つの事象がご

ざいまして、一次冷却水の流量低下、二次冷却水の流量低下。これはそれぞれ主循環ポン

プ3台運転しているものの1台がとまるというものを、一次系、二次系ともそれぞれ想定し

ています。それから商用電源喪失、一次冷却系統の異常な減圧というものが運転中の異常

の過渡変化。  

それから設計基準事故としては、大きくは三つの分類としてございますけれども、一つ

目は反応度の異常な付加として、照射設備の破損による反応度の異常な付加。それから二

つ目として、炉心の冷却能力低下に至る事故としては、全部で四つ記載してございますが、

一次冷却水流出事故、主循環ポンプ軸固着事故、二次冷却系統循環ポンプ軸固着事故、そ

れから炉心流路閉塞事故というものを挙げています。環境への放射性物質の異常な放出と

しては、燃料取扱事故というものが設計基準事故になります。  

結論としては、ここには今後説明していきますけれども、結論としては、全ての代表事

象は、それぞれの判断基準を満足しており、規則に適合しているということを確認してご

ざいます。従来の解析条件は保守性を有していることから、気象条件データの最新化等に

よる被ばく評価結果以外は評価結果を変更してございません。  

35ページからが新たな評価になりますけれども、多量の放射性物質等を放出する事故の

拡大の防止ということでございます。これは要求事項として、第 40条に記載してございま

すけれども、これは試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故よりも低い事故

であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生

した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければ

ならないというふうに定められております。  

解釈としては、設計基準事故より発生頻度は低いけれども、敷地周辺の一般公衆に対し

て過度の放射線被ばく、具体的には実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えるもの

を与えるおそれがある事故についての評価及び対策を求めるものであるとされています。

事故の想定に当たっては、自然現象等の共通原因となる外部事象に起因する多重故障を考
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慮することとされています。  

基本的な考え方、その下に示してございますけれども、この四十条に適合するために、

以下に示す項目を実施するということで 5項目示してございますけれども、この四十条の

規則に記載している「多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止」において、想定す

る事象を選定します。次に、選定された事象に対して評価を行い、評価結果に基づき、選

定事象の拡大を防止するために措置が必要か判断してございます。措置が必要な場合は、

その措置を策定し、次に必要な措置を講じた場合の評価を行って、最後には必要な措置が

有効であるか判断してございます。  

次に、36ページに事象の選定の手順を記載してございます。四つ示してございますので、

読みながら説明させていただきます。この運転時の異常な過渡変化 (AOO)、それから設計

基準事故 (DBA)、それから自然現象に対して作動を期待している安全機能を有する構築物、

系統及び機器、 SSCと以下呼びますけれども、このうち MS-1とMS-2に属する機器をリスト

アップします。次に、 AOO、運転時の異常な過渡変化と設計基準事故を起因事象として、

さらに動作を期待している機器 SSCの故障を想定してイベントツリーを用いて事象の拡大

を考えました。すなわち、各 SSCに単一故障が発生し、その機能の低下又は喪失により事

象が拡大すると考えました。これが BDBA事象というものでございます。それから、イベン

トツリーから選出された設計基準事故を超える事故、いわゆる BDBA事象が、その他の選出

されたBDBA事象を包含する場合は。その BDBA事象を代表事例としてございます。  

そのような結果、最終的に選定した事象としては、原子炉本体に関してその下に示す①

～⑧の事象、それから使用済燃料貯蔵施設に関しては、 1事象ということで、まず原子炉

本体については、起動時における制御棒の異常な引き抜き時に原子炉停止機能が低下する

事故、二つ目として、照射設備の破損による反応度の異常な付加時に原子炉停止機能が低

下する事故、三つ目として、一次冷却水流出事故時に原子炉停止機能が低下する事故、四

つ目としまして、照射設備の破損による反応度の異常な付加時に冷却機能が低下する事故、

五つ目として、商用電源喪失時に非常用電源が喪失する事故、六つ目として、一次冷却水

流出事故時に冷却機能が低下する事故、七つ目として、一次冷却水流出事故時に冠水維持

機能が低下する事故、八つ目として、炉心流路閉塞事故時に放射性物質拡散低減機能が低

下する事故。使用済燃料貯蔵施設に関しては、商用電源喪失時に非常用電源が喪失する事

故を挙げています。  

37ページ以降にそれらの結果について概略説明してございますけれども、これらの事象
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のうち、いわゆる既存の設備、それから固有の安全性による事故の拡大防止対策でもって、

何ら対策が必要ないというものについては、本日は時間の関係から説明省略させていただ

きまして、ここに示す事象のうち、⑦と⑧、それから使用済燃料貯蔵施設に関しては主用

電源喪失時に非常用電源が喪失する事故、これらについては必要な措置というものがござ

いますので、この三つについて 41ページから説明させていただきます。  

41ページに多量の放射性物質を放出する事故の拡大の防止 (7)として、一次冷却水流出

事故時に冠水維持機能が低下する事故について示してございます。事象の説明としては、

起因事象を一次冷却水流出事故として作動を期待している安全機能である漏えい水再循環

設備の機能が低下するということを考えてございます。  

評価結果として、事象が発生後、炉プールの推移が徐々に低下し、その後圧力容器内の

水位も低下していきます。 195分後には圧力容器内の水位が最低位置になりまして、この

とき、炉心の冠水は維持できるため、燃料は破損しませんけれども、水位の低下に伴う、

いわゆる遮蔽機能の低下によって周辺公衆に著しい放射線被ばくを与えるおそれがありま

す。そのためにこの遮蔽機能を確保するための措置が必要となってきます。  

必要な措置としては、その下に書いてございますけども、遮蔽機能を確保するための措

置は、運転員が炉プール水位が低下し続けることを判断した後、炉プール連通弁を閉操作

して炉プールの水位を回復、維持させるというものでございます。  

この必要な措置の有効性評価をしてございますけれども、炉プール液面が連通弁の上部

1mまで低下した時に、炉プール連通弁を操作し、炉プールの水位を回復、維持するという

操作を行います。そうしますと、一次冷却水流出事故が発生し、約 105分後には圧力容器

の水位は炉心有効長上面より 0.1m程度の上までになりますけれども、その上部にある炉プ

ール水位は炉プール連通弁の位置から 2m程度を維持し、この水の2mの厚さが確保できるこ

とによって、十分な遮蔽機能を確保できるという結果になってございます。したがって、

この場合、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与える、または与えるおそ

れがないという結果となってございます。  

結論としては、措置によって遮蔽機能を確保することができます。したがって、周辺の

公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクは与えないという評価結果となってございます。  

次に、42ページでございますけれども、これは炉心流路閉塞事故時に放射性物質拡散低

減機能が低下する事故というものを想定してございます。事象の説明としましては、起因

事象を炉心流路閉塞事故として、作動を期待している安全機能である非常用排気設備の機
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能を喪失するということを仮定してございます。  

評価結果でございますけれども、燃料破損の起こる可能性は小さいですけれども、燃料

破損が生じると仮定し、燃料破損後、非常用排気設備の故障により原子炉建家から直接核

分裂生成物が放出されるため、周辺公衆に著しい放射線被ばくを与えるおそれがございま

す。そのため、放射性物質の拡散を低下させることを目的とした措置が必要になります。  

必要な措置としては、この非常用排気設備が故障により停止した後に、放射性物質の拡

散を低減するために運転員が照射実験用排気設備というものがございまして、これを起動

することによって排気筒からの排気を実施します。この照射実験用排気設備は、非常用排

気設備と同じように、チャコールフィルター等必要なものを備えてございます。  

必要な措置の有効性評価でございますけれども、必要な措置を実施し、照射実験用排気

設備を起動した時、敷地境界外における公衆の最大の実効線量は、約 1.52×10-4Svとなり、

周辺公衆に著しい放射線被ばくを与えないというものでございます。 

結論としましては、この措置によって放射性物質拡散低減機能を確保できます。したが

って、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないという結論となってご

ざいます。  

最後になりますけれども、使用済燃料貯蔵施設に関して、商用電源喪失時に非常用電源

が喪失する事故について御説明させていただきます。事象の説明ですけれども、起因事象

を商用電源喪失として、作動を期待している安全機能である非常用発電機の機能を喪失し、

これに伴い、カナルからの蒸発によるカナル水の喪失により、冠水維持機能が喪失すると

いうことを想定しています。  

評価結果としては、事故発生後約 78日後に燃料の冠水が維持できなくなります。また、

水位の低下に伴う遮蔽機能の低下により、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリス

クを与えるおそれがあるために、冠水維持及び遮蔽機能を確保するための措置が必要とな

ってきます。  

必要な措置としては、冠水維持それから遮蔽機能を確保するための措置というものは、

仮設の給水設備により水源から注水を実施し、カナルの水位を確保することとします。  

必要な措置の有効性評価でございますけれども、この JMTRにおいてカナルの水位が1m低

下するのに要する時間でございますけれども、これは約 25日ありますので、それまでには

給水による冠水維持及び遮蔽機能の確保は実施可能でございます。したがって、周辺の公

衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれはございません。  



64 

結論でございますけれども、以上お示ししたような措置により遮蔽機能を確保すること

ができます。したがって、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えること

はございません。  

以上、簡単ではございますけれども、今回の JMTR原子炉施設の設置変更許可申請の概要

について説明させていただきました。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。それでは、一応概要について説明を受け

たわけですが、詳細については今後の審査会合で、あと個々に説明を受けて審査をすると

いうことになりますが、このレベルの範囲内でどうしても確認をしておきたいというよう

なことがもしあればですけれど、何かありますか。  

特にないようでしたら、それでは今の申請の概要について、規制庁のほうから主要な論

点について提示をするということになっておりますので、これをお願いします。  

○黒村チーム長補佐  規制庁の黒村です。それでは資料の 3-2によりまして、主要な論点

ということでまとめさせていただいておりますので、これから御説明をさせていただきた

いと思います。  

前段のところは、主要な論点を以下のとおり指摘するということで、特に今後詳細な説

明を求めるというものでございます。これらについては現時点のものでございまして、今

後の審査の進捗により変更があり得るというふうに考えてございます。  

まず、地盤・地震関係でございますけれども、これについては敷地が HTTRと同じ施設で

ございますので、その審査の論点をそのまま同じ論点だというふうに考えていただければ

というふうに思っております。  

施設関係でございますけれども、施設関係については JMTRが現状、施設の老朽化等によ

っていたるところで漏えいが発生しているということで、そこからまだ状況がちゃんと復

旧していないということでございまして、まずは技術的能力に関する審査から開始をした

いというふうに考えてございます。ここで施設の老朽化等に起因するトラブルの関係を引

用してございますけれども、それ以前に 3.11以降、健全性の確認をして、ある意味、応急

処置的な対応で終わっているというふうな認識も我々としては持っておりますので、今後

JMTR全体の保守管理、どうしていくのかというような観点での審査と考えてございます。  

その次、二つ目の●からのところでございますけれども、この辺については、ほぼJRR-

3と同じような点を論点として挙げさせていただいております。まず一つ目については、

安全機能を有する施設に関し、施設ごとの重要度に応じた安全設計に係る具体的な分類の
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考え方及び結果ということで、重要度分類についてでございまして、安全機能に関する重

要度分類と耐震の重要度分類というふうに捉えていただければと思います。  

その次でございますけれども、ここは新規制基準である意味強化されたような部分でご

ざいまして、外部からの衝撃に関する損傷についてでございまして、具体的には想定され

る自然現象及び人為事象、竜巻及び火山影響。施設周辺の状況を踏まえた防護設計という

ような観点でございます。  

その次が内部火災、内部溢水等に対する損傷の防止についてということで、設計基準の

範囲を明確にした上で、施設の特徴を施設の特徴を踏まえた安全機能を損なわないための

対策についてということでございます。特に内部火災については、不燃材、難燃剤等の使

用範囲についてちゃんと明確にしていただいて、その範囲で妥当だとする考え方等につい

ての御説明をお願いしたいと思います。  

設計基準事故等について、選定の考え方や評価における最新知見の反映等を説明してい

ただきたいというふうに思っております。  

裏に参りまして、ここも新規制基準で、ここは新たに追加になった基準でございますけ

ども、設計基準事故等が発生した場合の敷地内の外部見学者や研究者等、全ての人に対す

る対策及び手順についての点でございます。  

次も今回の新規制基準で従来の DBAの範囲を超えた多量の放射性物質等を放出する事故

に関して、その事故の選定の考え方及び評価の方法について具体的な説明をお願いしたい

ということでございます。それについては、事故への対処の考え方及びその設備を含めた

対策等ということと、あとは措置のための所要時間、体制及び手順を含めた人が行うため

の対策。また、そのための教育・訓練等の実施状況についてという点でございます。  

私のほうからの御説明は以上でございます。  

○大村チーム長代理 今に言ったようなものが主要な論点なんですが、せっかくこの機会

ですから、この機会にもし何か確認したいこと等ありましたらお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（武田所長）  それでは、今御提示いただきました論点、確か

に承りました。これらについてはきちっと御説明できますように、今後我々のほうも真摯

に対応してまいりたいと思います。  

 特に、最初のところで御指摘いただきました JMTR自体がそもそも本来の状態に復旧して

いないというところでございますけれども、一刻も早くこれが復旧できるように日々、こ

れから努めてまいりたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。  
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以上でございます。  

○大村チーム長代理 今、話がありましたように、まずはこのいろいろトラブルが起こっ

て、このあたりの、特にソフト面、それからハード面もいろいろあるとは思います。いろ

いろ事故トラブル等の報告も提出もいただいているということもありますので、それを踏

まえて、まずそこのところをどういうふうに対応していくのかというところで、技術的な

能力の中には品質保証とか、そういう運営、保守管理ですね、に関することもありますの

で、そこの部分をまずはちょっと俎上に上げて審査をしたいと、こういう意向であります。  

それからあともう一つ、私のほうから、黒村管理官のほうからもありましたが、 HTTRと

か同じような論点もあるかと思いますが、共通点もかなりあると思います。ですので、そ

れぞれ案件は別なので説明者も別かもしれませんけども、中身はあまり、全然整合性がな

いような話がないようにはよく注意をしていただきたいということ。  

それから、できるだけ効率的に進めたいということもありますので、同じことを繰り返

すことは、必ずしも必要ないというより、ないほうがいいと思いますので、そのあたりよ

く調整いただいて、同じところは同じだと言っていただければいいのではないかというふ

うに思います。  

○日本原子力研究開発機構（武田所長）  承知しました。今のところにつきましては、同

じ大洗研究開発センターの中のお話でございますので、関係するところにつきましては、

内部でしっかりとすり合わせをしながら、矛盾のないように対応させていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。  

○大村チーム長代理 それ以外に何か気づきの点とか何か、もしあるようでしたらお願い

しますが、よろしいですか。  

それでは、本日の議題は以上ですので、次回以降の審査会合につきましては、ヒアリン

グ等がまずあると思いますので、その状況を踏まえて、改めて設定をして御連絡をすると

いうことにさせていただきたいというふうに思います。 

それでは、以上をもちまして本日の審査会合を終了します。どうも御苦労様でした。  
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第56回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年５月１５日（金）１０：００～１１：２８ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 石渡 明   原子力規制委員会 委員 

原子力規制庁 

 櫻田 道夫  新基準適合性審査チーム チーム長 

 大村 哲臣  新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 森田 深   新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 大浅田 薫  新基準適合性審査チーム員 

 内藤 浩行  新基準適合性審査チーム員 

 御田 俊一郎 新基準適合性審査チーム員 

 長谷川 清光 新基準適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  新基準適合性審査チーム員 

 尾崎 正紀  新基準適合性審査チーム員 

 吾妻 崇   新基準適合性審査チーム員 

 西来 邦章  技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波)付 技術研究調査官 

 

日本原燃株式会社  

 齋藤 英明  理事 再処理事業部 土木建築部長 

 金谷 賢生  理事 再処理事業部 部長 

 藤谷 昌弘  再処理事業部 土木建築部 部長 
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 蒲池 孝夫  再処理事業部 土木建築部 課長 

 川野 啓   再処理事業部 土木建築部 課長 

 高橋 一憲  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課長 

 上田 達也  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 課長 

 大山 健悟  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 担当 

 守屋 登康  再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

        新増設プロジェクトグループリーダー 

 

４．議題 

 （１）日本原燃（株）再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の地震時に対する新規制基準

への適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１ 再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設 火山の影響評価について 

 

６．議事録 

○石渡委員 定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規制基準適合性に係

る審査会合、56回会合を開催します。 

 本日は、事業者から火山の影響評価について説明していただく予定ですので、担当であ

る、私、石渡が出席しております。 

 では、本日の会合の進め方等について、事務局から説明をお願いします。 

○森田チーム長補佐 事務局の原子力規制庁の森田でございます。 

 本日の審査会合の進め方の説明を申し上げますと、本日は、日本原燃株式会社の再処理

MOX燃料加工施設についての説明でございます。説明内容は火山の影響評価についてで、

資料は1点ございます。 

 それから、事務局の体制が変更1点ありますので申し上げますと、本日から内藤安全管

理調査官がチーム員として会合に参加することになりましたので、御報告いたします。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 よろしければ、このように進めたいと思います。 
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 では、早速議事に入ります。 

 日本原燃株式会社から、六ヶ所再処理施設等の火山の影響評価について、説明をお願い

いたします。 

○日本原燃（齋藤理事） 日本原燃の齋藤でございます。当社の説明時間をいただき、誠

にありがとうございます。 

 本日の御説明内容は、今ございましたように、再処理施設、MOX燃料加工施設に関する

火山の影響評価についてであります。当敷地を中心とする半径160km範囲の第四紀火山の

抽出を行いまして、この中から影響を及ぼし得る火山を絞り込み、そして、十和田、それ

から八甲田の両火山について検討したものでございます。説明に当たっては、時間を有効

に使うとともに、御質問、コメントに対しては、丁寧にお答えするように進めてまいりた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、詳細につきましては、担当の上田のほうから説明申し上げたいと思います。 

○日本原燃（上田課長） 火山影響評価について、御説明させていただきます。よろしく

お願いします。 

 1ページ目をお願いします。まず、評価概要について、全体を簡単にちょっと紹介させ

ていただきまして、そして、詳細については、次ページ以降、御説明させていただきたい

と思います。 

 まず、1ページ目ですが、立地評価につきまして、原子力施設に影響を及ぼす火山の抽

出、160km内の第四紀火山について、43火山ございます。このうち、完新世に活動のあっ

た火山(10火山)、それと将来活動可能性が否定できない火山(9火山)、あわせまして19火

山について、原子力施設に影響を及ぼし得る火山ということで抽出しております。この抽

出された火山活動に関する個別評価を行いまして、設計対応不可能な火山事象が、原子力

施設の運用期間中に影響を及ぼす可能性が小さいかという評価を行った上で、十和田火山

と八甲田火山について、モニタリングを実施することとしております。また、影響評価に

つきましては、火山事象に対する設計対応といたしまして、十和田中掫の30cmを考慮する

こととしております。 

 なお、フロー中の⑤と⑥については、今回の説明から除きたいと思っております。 

 フローのこの詳細は、次ページ以降に御説明させていただきたいと思っております。 

 4ページ、お願いします。こちらは160km範囲内にある43火山について分布を示しており

ます。▲で示しているものがそちらでございます。 
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 続いて、6ページ、お願いします。これ、原子力施設に影響を及ぼし得る火山の抽出で

す。半径160km内の第四紀火山(43火山)について、このうち、完新世に活動を行った火山

(10火山)、残りの33火山のうち、最後の噴火からの経過期間が全活動期間よりも長い火山

(23火山)、これに加えまして、最後の噴火からの経過期間が活動期間内の最大休止期間よ

りも長い火山(1火山)、合わせまして24火山について、将来活動可能性のない火山、残り

の将来活動可能性が否定できない火山として9火山、こちらと先ほどの完新世に活動を行

った火山(10火山)をあわせまして、原子力施設に影響を及ぼし得る火山(19火山)を抽出し

ております。 

 7ページ、お願いします。こちらは活動年代とか、今ほどのやつを整理した表でござい

ますが、中野ほか編(2013)、西来ほか編等に基づいて作成しているというようなものでご

ざいます。 

 8ページ、お願いします。原子力施設に影響を及ぼし得る火山(19火山)、43火山のうち

19火山を、黒く火山を塗っております。 

 続いて、9ページになりますが、これは階段ダイヤグラムになりますけども、階段ダイ

ヤグラム、先ほどの活動年代とかのエビデンスになるものでございまして、例えば10ペー

ジの濁川カルデラの例で行きますと、これ、将来活動可能性がない火山の例として、一つ

紹介させていただきますが、まず、左下の活動履歴のところ、こちらは年代は中野ほか編

をもとに整理しております。ただ、中野ほか編とか西来さん等の整理に基づいて整理して

いるんですが、噴出物の名前とか噴出量についてはそちらに記載がないことから、個別文

献のほうを参考にして入れております。噴出量につきましては、こちら、階段ダイヤグラ

ム、DREということで、マグマに換算した噴出量を使用しておりますが、これはテフラと

か、火砕流とか、密度の異なるものを一つのこの土俵の上で扱うということもございまし

て、一つの指標、マグマに換算した指標ということで使っております。この後に出てくる

んですが、そのほか、「見かけの噴出量」という言葉も出てきます。これは火砕流とか、

そういったそのもの自体の体積を説明するような、そういったときには、そういった「見

かけの噴出量」という言葉を使っておりますが、基本的には階段ダイヤグラムの中で噴出

量を説明するときは、この「DRE」という言葉で整理しております。 

 続きまして、12ページ、お願いします。これは北海道の駒ヶ岳でございますが、完新世

に活動を行った火山の例として出しております。完新世に活動を行ったということで、原

子力施設に影響を及ぼし得る火山ということで評価しております。 
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 それと、14ページ、お願いします。14ページについては、将来活動可能性が否定できな

い火山の例として示しておりますが、こちら、最後の噴火からの経過期間が全活動期間よ

りも短いということで、原子力施設に影響を及ぼし得る火山として評価しております。 

 以降、同様の評価を進めて、先ほどのような一覧表に整理したという状況でございます。 

 52ページ、お願いします。原子力施設に影響を及ぼし得る火山における設計対応不可能

な火山事象の敷地への到達可能性の評価を実施しております。 

 53ページ、お願いします。評価の全体概要でございますが、原子力施設に影響を及ぼし

得る火山(19火山)、このうち、文献調査によって、設計対応不可能な火山事象の発生実績

があるかと。発生しているのであれば、過去の最大規模の噴火による火山噴出物の最大到

達距離を、過去の当該事象の到達可能性の範囲として整理いたしまして、これが敷地もし

くは敷地近傍に含まれるかと、そういった実行をしております。含まれない火山(17火山)

につきましては、施設に影響を及ぼす可能性は十分に小さいという評価と。含まれる火山

(2火山)、十和田火山と八甲田カルデラですが、こちらについては後ほど御説明いたしま

すが、火砕物密度流が敷地もしくは敷地近傍に含まれるということで、十和田火山、八甲

田カルデラを現地調査を含めた詳細調査を実施しております。 

 なお、八甲田カルデラにつきましては、南八甲田火山群とか、隣接する北八甲田火山群

も含めて詳細な調査を実施しております。 

 54ページ、お願いします。こちらは設計対応不可能な火山事象の敷地への到達可能性の

評価ですが、ガイドに記載されております評価項目に対して検討しております。文献ベー

スでの整理になりますが、表中の左側、19火山、縦に並べております。敷地からの離隔と

して、左から二つ目の欄に記載しております。こういったものが過去の最大規模の噴火に

よる火山事象に対してどうかと、当該火山と敷地との離隔を比較するような形で整理して

おります。 

 まず、表の右のほう、新しい火口の開口、地殻変動、こちらにつきましては、敷地が、

原子力施設に影響を及ぼし得る火山の過去の火口及びその近傍に位置しないということ、

あと、火山フロントより前弧側(東側)に位置することから、これらの火山事象が敷地にお

いて発生する可能性は十分に小さいというふうに評価しております。 

 また、残りの火砕物密度流、溶岩流、岩石なだれ、地滑り、斜面崩壊につきましては、

次ページ以降、過去の最大規模の噴火による火山事象の到達距離と、あと、その当該火山

と敷地との距離を絵にした形で示しておりますので、そちらのほうで御説明させていただ
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きます。 

 55ページ、お願いします。まず、北海道の駒ヶ岳、左側を見ていただきますと、過去の

最大規模の噴火による火砕流の到達可能性範囲、到達範囲を赤い点線でぐるっと囲んでお

ります。こちらと、当該火山と敷地との離隔を比べますと十分小さいということから、原

子力施設に影響を与える可能性は十分に小さいというふうに評価しております。 

 同様の評価を右側の横津岳、56ページに行きまして、恵山、陸奥燧、それと57ページに

行きまして、恐山と岩木山、58ページに行きまして、田代岳、南八甲田火山群ということ

で、評価しております。 

 59ページに行きまして、右側に八甲田カルデラ、こちらにつきましては、八甲田カルデ

ラの最大規模の噴火における火砕流が敷地近傍を到達可能性の範囲に含むと。円が接する

ような感じになっておりますが、ということで、八甲田カルデラを対象に詳細の調査を実

施することとしております。 

 また、60ページ、お願いします。60ページ、十和田火山につきましても、過去最大規模

の噴火における火砕流が敷地を到達可能性範囲に含んでおりますので、詳細調査を実施す

ることとしております。 

 61ページは、玉川カルデラと岩手山、こちらについては、施設に影響を与える可能性は

十分に小さいと。 

 62ページ、秋田駒ヶ岳、こちらについても同様の評価をしております。 

 続いて、63ページ、お願いします。こちらは、十和田及び八甲田地域におけるカルデラ

火山の時空間分布を示します。 

 64ページ、お願いします。時空間分布でございますが、十和田及び八甲田地域における

カルデラ火山の活動は、この図で示しますように、矢印のように、左から東の火山フロン

トのほうに収束するような感じになっております。湯ノ沢カルデラ、碇ヶ関、沖浦、現在

は十和田と八甲田が活動しているという状況でございます。 

 十和田火山につきましては、約20万年前から活動を開始しまして、火山活動が現在も継

続していると。 

 八甲田火山につきましては、南八甲田火山群の110万年前から活動を開始し、最近30万

年間では、北八甲田火山群のみの活動が継続しているというような状況でございます。 

 次のページ、お願いします。こちらからは、十和田火山についての評価を行っておりま

す。十和田火山については、まず活動履歴の中での活動可能性、もう一つ、活動履歴の中
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での地質調査及び火山学的調査、それと、あと現在の活動状況ということで、地震と、あ

と地殻変動の整理をしております。これらをその後の評価ということで、全体をまとめて

いるという構成になっております。 

 まず、66ページ、お願いします。十和田火山の活動履歴(活動可能性)でございますが、

Hayakawaによりますと、先カルデラ期、カルデラ形成期、それと後カルデラ期に区分され

るとしております。 

 また、工藤ほかによりますと、カルデラ形成期には火砕流を伴う大規模な噴火を3回起

こしているというふうにされております。 

 続きまして、次のページをお願いします。この活動履歴につきまして、この噴火位置と

か、噴火の様式とかという感じで整理をしております。まず、先カルデラ期につきまして

は、溶岩の噴出、今現在の十和田カルデラを含む辺り、それとその周辺地域ぐらいで起こ

っておりまして、溶岩の噴出、せっせと山をつくった時代と。 

 それと、カルデラ形成期、こちらにつきましては、大規模な火砕流を伴う噴火を3回出

しておりますが、大穴、いわゆるカルデラをつくった時代と。現在のカルデラの原形をつ

くった時代と。 

 後カルデラ期、こちらにつきましては、その大穴の中で小噴火を繰り返しているという

時代ということで、今現在のカルデラの南部付近で活動をしているというような状況でご

ざいます。 

 68ページ、お願いします。この活動の可能性について、工藤ほか(2011)における十和田

火山の活動に関する考え方を要約しております。まず、現在の活動期であります後カルデ

ラ期は、高頻度の噴火間隔でありまして、カルデラ形成期の低頻度の噴火間隔とは異なる

ということで、この左下の階段ダイヤグラムを見ていただきますと、後カルデラ期、階段

が小刻みに上がっているということに対して、カルデラ形成期のほうは階段の数が少ない

ということで、低噴出率期と、高噴出率期と、そういったことで異なるというふうにされ

ております。 

 また、活動履歴からは、カルデラ形成期では大規模噴火、イベントのLとNというのが、

Lの八戸とNの大不動という噴火のイベントがございますが、こういった大規模噴火の前に

は数万年間の低噴出率期が先行する傾向がありますと。現在の十和田火山は、過去1万

5,000年にわたって高噴出率期でありまして、現状ではカルデラ形成期のような状態には

至っていないと考えられるというふうにされております。 
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 したがいまして、今後も短期的には、過去1万5,000年と同様な活動が継続すると推定さ

れ、仮に、今後カルデラ形成を伴う大規模噴火が発生するとしても、それは数万年先にな

ると予想されるとされております。 

 続いて、69ページ、カルデラ形成期における低噴出率期に関する検討ということで行っ

ております。この検討の目的は、まず、カルデラ形成をするような大規模噴火の前に特徴

づけられるその低噴出率期、これが崩れるような、つまり、高噴出率期に変えてしまうよ

うな、そういった噴火イベントがカルデラ形成の中に存在し得るのかということを、自分

たちの調査データと文献等も合わせて検討したものでございます。 

 まず、右上の階段ダイヤグラムは、先ほどの工藤ほかの階段ダイヤグラムでございます

が、これを活動ステージと噴火の規模という関係で整理したものが右下になります。カル

デラ形成期、ピンクで塗色しているところを見ていただきますと、★のVEI6規模の噴火、

Nの大不動、Lで行くと八戸と。これに対して、これとあと、●のVEI5規模の噴火が発生し

ております。一方、ブルーで塗色している、ブルーのエリアの範囲、後カルデラ期につき

ましては、●のVEI5規模の噴火、Cで行くと十和田の中掫、Aで行くと毛馬内の火砕流と十

和田のテフラを出したイベントでございますが、こういったVEI5のイベント、それと○で

描いてありますVEI4クラスのイベントが発生しているというような現状でございます。 

 マグマ噴出率の関係を左下に示しております。カルデラ形成期につきましては、数万年

間の低噴出率期を経た後に、カルデラ形成を伴う大規模噴火が発生しているというような

状況でございます。 

 カルデラ形成期における低噴出率期につきまして、当社の地質調査結果、それと文献調

査によって、噴火イベント、先ほどの八戸のL、大不動のNの前に、工藤ほか(2011)の階段

ダイヤグラムに示されていないような顕著な噴火イベントがないということを確認してお

ります。確認した結果を70ページ、次のページに示しております。まず、これは柱状図を

ずらっと並べておりますが、左側が十和田カルデラの給源付近、右側に行くほど、太平洋

側ということでございます。●が当社の調査したもの、●以外、星印っぽいのが文献によ

る調査地点でありまして、それぞれのやつを全て、柱状図で並べているものでございます。

赤く太く囲んだところがカルデラ形成期の噴出物でございます。ピンクで塗色していると

ころがVEI6の噴火の噴出物、Lが八戸、Nが大不動での噴出物、そういった感じで見ていた

だくんですが、その中に既知の噴火イベント、この橙色で描いてありますけども、Mとか、

Pとか、Oとか、こういったVEI5クラスの噴火イベントは確認されておりますが、VEI4クラ
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ス、緑の噴火イベントは確認されていないという状況でございます。 

 このカルデラ形成期の上位側、上のほうに、今度、後カルデラ期の噴出物があります。

一方、こちらのほうでは、茶色いVEI5クラスの噴火イベントの間に、VEI4クラスの緑の噴

開イベント、工藤ほかに示されているVEI4クラスの噴火イベントが確認されております。 

 したがいまして、カルデラ形成を伴う大規模噴火というものは、数万年間の低噴出率期

を経た後に発生しているという工藤ほか(2011)による階段ダイヤグラムと整合すると。い

わゆるカルデラ形成の中にこういった低噴出率期という傾向を崩すような、把握されてい

ないようなこの大きな噴火イベントというのは存在し得ないのではないかなと。もしVEI4

クラスというのがカルデラ形成期の中にあるとすれば、こういった赤枠の中に緑が入って

くると、そういったところなんですけども、そういったところも確認されないということ

で、工藤ほかの階段ダイヤグラムと整合的な結果ではないかなということを確認しており

ます。 

 続きまして、71ページ、お願いします。71ページは、先ほどの柱状図の作成のもととな

った露頭情報を示しておりますが、噴火イベントL(八戸)の火砕流、それと噴火イベント

N(大不動)の火砕流、この間には既知の噴火イベントMというのが確認されますが、それ以

外に顕著な噴火イベントは確認されないと。こういった情報をもとに柱状図ができており

ます。 

 また、もうちょっと太平洋側のほうで見てみますと、72ページになりますが、噴火イベ

ント八戸のL、大不動のN、奥瀬に相当する十和田レッドのQということで、この間に既知

の噴火イベントM、O、Pというのが確認されておりますが、それ以外に顕著な噴火イベン

トは確認されていないと、そういった状況でございます。先ほどの柱状図のエビデンスに

なっております。 

 73ページ、お願いします。これは活動履歴とマグマの組成の関係を示したものでござい

ます。この八戸テフラ、このLというところでカルデラ形成期の最後の噴火でございます

が、流紋岩質からデイサイトと。これが後カルデラ期に入りまして、玄武岩質に極端に変

わっているというようなことから、カルデラ形成期は終了して、後カルデラ期に入ったと

いうふうに考えております。 

 74ページ、お願いします。74ページは、活動履歴のうち、活動可能性についてのまとめ

でございます。こちらのまとめでございますが、少なくとも施設の運用期間中は後カルデ

ラ期が継続すると考えられ、カルデラ形成を伴う大規模噴火が発生する可能性は十分小さ
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いと評価しております。 

 なお、施設の運用期間の考え方につきましては、後ろの参考9に示しておりますが、例

えば再処理施設で行きますと、操業～廃止まで、80年程度と考えております。 

 続きまして、75ページ、お願いします。ここからは活動履歴の中でも地質調査及び火山

学的調査の整理でございます。カルデラ形成期の3回のうちの1回の噴火、十和田奥瀬につ

いて示しております。ピンクでぽつぽつと図中に描いてありますのが、文献による火砕流

堆積物の分布と。●が当社の調査の地点、☆が層相によって見た目で火砕流堆積物と確認

できる地点ということで、分布については、十和田火山の斜面から山麓の狭い範囲のみで

確認され、敷地には到達していないと。 

 また、76ページ、お願いします。十和田の大不動火砕流についてでございます。こちら

もピンクで示している範囲は文献による火砕流堆積物の分布と。●が当社の調査地点と。

それで、☆で描いているものが目で見てわかる範囲、いわゆる目で見て火砕流堆積物とし

て確認できる地点を示しておりまして、その北のほうに行きますと、赤い線でぐっと陸奥

湾側から太平洋側に引いておりますが、こちらが火砕流堆積物の層相を示す、いわゆる目

で見て確認できる北限というふうなことでございます。そうしますと、敷地とその北限と

いうのはほぼほぼ近いということと、あと、敷地で行きますと、No.26番になるんですが、

●にちょっと六角形で囲んでおりますが、こちら、ローム層中に軽石が散在する層相を示

す地点ということで、層相でははっきりしないんですが、火山灰分析によって大不動起源

というふうに判断しているという地点でございます。 

 したがいまして、大不動の火砕流は、敷地に到達した可能性が高いというふうに考えて

おります。ただし、敷地は、その末端付近に位置するというふうに判断しております。 

 77ページ、十和田の八戸の火砕流についてです。こちらについては、文献で示すピンク

の塗色に対して、☆印、現地調査、層相で確認できる火砕流堆積物の分布範囲、それの北

限を示す赤い線が敷地の付近ぐらいまで、敷地のちょっと北ぐらいまで来ております。 

 したがいまして、十和田八戸火砕流は敷地に到達したと考えておりまして、ただ、その

敷地は、その到達末端位置に位置すると判断しております。 

 78ページは、これ、敷地内で確認される火砕流堆積物の露頭の状況でございます。この

露頭につきましては、昨年、現地調査でも見ていただいた露頭と同じでございますが、全

体図を左に示しております。全体図の中で、十和田の八戸の分布状況を真ん中に示してお

ります。パッチ状に認められておりまして、層厚は約20cmと。一番右端に十和田の大不動
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の産状を示しておりますが、わずかに軽石が点在すると、そういった状況でございます。 

 続きまして、79ページ、お願いします。79ページは、火砕流堆積物に着目した地質柱状

図でございまして、これは給源の十和田カルデラから敷地までを追跡していった調査でご

ざいます。十和田カルデラから、この(a)というところでずっと追跡して下北半島に入り

ますと、下北半島の脊梁部と、太平洋側と、陸奥湾側ということで、三つに分けて追跡し

ているというような状況です。このページでは、この(a)という範囲について示しており

ますが、給源付近が左側、それに対してだんだんと離れていくと。基本的には、黄色い十

和田の八戸の火砕流、その下にちょっとオレンジっぽくなっている、「To-H」と書いてい

る十和田の八戸のテフラ、ピンクで描かれています十和田の大不動の火砕流、その下に十

和田切田のテフラ、その下にちょっと紫の薄っぽい奥瀬火砕流、その下に十和田レッドの

テフラということで、このテフラと火砕流がセットになったような形で、給源からどんど

ん敷地のほうに追跡をしていっております。 

 お手元の資料で80ページ、お願いします。80ページは、下北半島に入っていきまして、

先ほどの陸奥湾側の(b)と、脊梁部の(c)と、太平洋側の(d)ということで、だんだんと薄

くなっていきますが、(c)という脊梁部の真ん中辺りに「敷地」と書いておりますけども、

この敷地と書いている左側のところに縦の破線がございます。これが先ほど赤線で示して

おりましたけども、十和田の大不動の火砕流で、目で見て、いわゆる層相で確認できる北

限と。一方で、この縦の実線、敷地の右ぐらいにあります縦の実線につきましては、これ

は十和田の八戸の火砕流の北限というふうに考えておりまして、敷地は、この十和田八戸

と十和田大不動火砕流の到達末端付近に位置するというふうに判断しております。 

 81ページ、お願いします。これも、この柱状図は、先ほど柱状図のもととなった露頭調

査の例でございますが、十和田の大不動につきまして、半分から左側が給源付近の状況、

それに対して右側が敷地周辺の状況ということで、大不動と切田テフラ、そういったセッ

トを給源のほうから追いかけてきているというような状況でございます。 

 また、82ページにつきましては、十和田の八戸の産状でございますが、半分から左が十

和田の火山の近傍と。半分から右が敷地周辺ということでございます。 

 続きまして、83ページ、お願いします。83ページが、カルデラ期の毛馬内火砕流堆積物

の分布でございますが、十和田火山につきましては、後カルデラ期に火砕流を伴う噴火を

1回起こしております。毛馬内火砕流は、十和田カルデラから主に河川沿いに確認されて

おりますが、敷地には到達しておりません。 
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 なお、敷地は、下北半島脊梁部の台地上に位置しておりまして、十和田火山を源流に有

する河川流域には含まれていないという状況でございます。 

 84ページ、お願いします。地質調査及び火山学的調査のまとめになりますが、カルデラ

形成期の十和田八戸火砕流及び十和田大不動火砕流の到達末端に敷地は位置すると評価、

後カルデラ期の毛馬内火砕流は、敷地には到達していないという評価をしております。 

 85ページ、お願いします。85ページは、現在の活動のうちの地震活動についてでござい

ます。気象庁の一元化カタログから作成したものでございますが、地震は、十和田火山の

後カルデラ期の最新の噴火イベントの火口であります十和田湖中湖付近及びその周辺で発

生しておりまして、ちょうど左の図の赤で点線で囲ってある辺りでございますが、震源の

深さは5～10km付近に集中すると。そういった一方で、低周波地震はそれよりやや深い25

とか35km付近で発生しているというような状況でございます。低周波地震は赤の〇で示し

ております。 

 続きまして、86ページ、地殻変動でございます。地殻変動については、国土地理院の電

子基準点から作成しております。基線長の長さの時間的変化は、地震発生を含め、十和田

火山を中心とした地域では、この余効変動を超える継続的な変位の累積は認められないと

いうふうに見ております。 

 続きまして、87ページは、この地震活動及び地殻変動の考察になりますが、現時点にお

きましては、大規模なマグマ噴火につながる可能性のあるマグマの移動・上昇等の活動を

示す兆候はないというふうに評価しております。 

 88ページ、これは、これまでのここの評価の総括になりますが、後カルデラ期に発生し

た火砕流は敷地には到達していない。また、後カルデラ期は、少なくとも施設の運用期間

中は継続すると考えられ、カルデラ形成を伴う大規模噴火が発生する可能性は十分小さい。

したがって、少なくとも施設の運用期間中に火砕流が敷地に到達することはないというふ

うに評価しております。 

 十和田火山を対象といたしまして、火山活動のモニタリングを行いまして、カルデラ形

成を伴う大規模噴火の可能性が十分小さいということを継続的に確認していきたいという

ふうに考えております。 

 続きまして、90ページ、お願いします。ここからは八甲田火山になります。八甲田火山

も、十和田火山と同様に、活動履歴の中で、活動可能性、地質調査及び火山学的調査、現

在の活動状況として、地震動、地殻変動、これらを総括した評価を行っております。 
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 91ページ、お願いします。中野ほか編及び工藤ほかによりますと、八甲田火山の活動を、

南八甲田火山群、八甲田カルデラ、北八甲田火山群の活動に区分しております。 

 また、右下の階段ダイヤグラムを見ていただきますと、八甲田火山は、南八甲田火山群

の110万年前から活動を開始しておりまして、八甲田カルデラの活動を最近30万年間では、

北八甲田火山群のみが活動していると、活動が継続しているというような状況でございま

す。 

 この北八甲田火山群の階段ダイヤグラムについて、92ページに少しピックアップして書

いております。工藤ほか(2004)を要約しますが、その左下の階段ダイヤグラムですが、そ

の火山活動のピークは40万年～10万年前までの間にあったと考えられております。また、

10万年前以降、赤い点線で描いておりますが、10万年前以降の火山の噴火は比較的低調に

なっているとされております。 

 また、右の図に、時代ごとの噴出中心及び噴出物の分布を示しております。茶色く点線

でぽつぽつと2カ所、30万年前～40万年前はこういった2カ所から噴出しているという状況、

それと、30万年前～10万年前については、こういった緑のところから噴出して、その噴出

物をこういった広い緑のエリアに噴出しているという状況、それと、10万年前～現在につ

いては、こういった真ん中の赤い点線のところから噴出して、その分布範囲も、この赤く

塗色したという、そういった状況でございまして、噴出中心が火山の中央部に収束する傾

向、あたかも外から冷えて収束してくるというような感じで収束する傾向が認められ、北

八甲田火山群の活動は、長期的にみると終息へ向かいつつある状態と解釈できるとされて

おります。 

 続きまして、93ページ、八甲田火山の活動可能性に関するまとめでございますが、八甲

田火山のうち、北八甲田火山群における活動が継続し、その活動も長期的にみると終息に

向かっていることから、施設の運用期間中にカルデラ形成を伴う大規模噴火が発生する可

能性は十分小さいと評価しております。 

 94ページ、お願いします。八甲田火山の過去最大規模の火砕流の考え方でございます。

村岡・高倉、第四紀火山カタログによりますと、八甲田第1期の火砕流堆積物は37km3と、

八甲田第2期の火砕流堆積物は36km3とされております。八甲田第1期火砕流堆積物は、工

藤ほか等によりますと、年代分析とか、化学分析等によって、異なる時代の複数の火砕流

堆積物で構成されている可能性があるとされております。 

 当社のほうも、自分たちのほうで化学分析等を実施いたしまして、その辺を検証してお
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りますが、八甲田第1期の火砕流堆積物は複数の火砕流堆積物に識別可能な特徴を有する

というふうに考えております。 

 これは、この下の部分になりますが、八甲田第2期の火砕流堆積物については、斜方輝

石の屈折率が低いと。一方で、村岡・高倉とかが一まとめにしております、この八甲田第

1期の火砕流堆積物、この四つにつきましては、斜方輝石の屈折率が高いと。また、八甲

田第2期のほうは石英が含まれていると。そういった特徴から、第1期と第2期のまとまり

で分かれると。この第1期のまとまりについて、化学組成の特徴を見てみますと、第1期の

中も三つぐらいに分かれるのではないかなということで、工藤さんの言っていることと整

合的ということもありまして、第1期は三つぐらいに分かれるというふうに考えますと、

第2期の火砕流が八甲田火山の過去最大規模の噴火であるというふうに評価しております。 

 続きまして、95ページでございます。この八甲田第2期の火砕流堆積物の分析でござい

ますが、左側が給源付近でございますが、八甲田第2期の火砕流は、八甲田火山から離れ

るにしたがって層厚を減じる傾向がございまして、東北町のB01地点――ちょうど敷地と

の中間付近ぐらいでございますが――で火砕流堆積物が確認できないという状況でござい

ます。 

 文献調査によりましても、桑原(2004)ほか等によりまして、野辺地近くで同様の調査が

されております。降下火砕物の層序に関する報告がされているんですが、八甲田第2期の

火砕流堆積物は認められないという状況で、先ほどのB01の当社の調査と同様の結果が得

られております。 

 したがいまして、より北方に位置する敷地には到達していないというふうに判断してお

ります。 

 96ページが、このB01地点の露頭の状況でございます。20万年前～100万年前までの間に、

八甲田第2期の火砕流堆積物の層相を示す堆積物は認められないという状況を示したもの

でございます。 

 続きまして、97ページ、地質調査及び火山学的調査のまとめになりますが、八甲田火山

の過去最大規模の噴火である八甲田第2期火砕流は敷地には到達していないというふうに

評価しております。 

 続きまして、98ページ、地震活動でございます。地震活動については、八甲田火山群付

近の深さ10km以浅に集中しておりまして、2009年以降、地震の発生頻度が増加しておりま

したが、2014年2月頃から減少していると。 
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 また、2013年の6、8、10月に大岳山頂の東北東10km、深さが約22kmということで、こう

いったところで22kmということで、この辺なんですけども、こういったところで低周波地

震が発生したとされております。 

 また、「八甲田山の火山活動解説資料(平成26年11月時点)」のものによりますと、噴火

の予報は平常ということで、2014年2月以降、低周波地震は観測されておらず、火山性微

動も観測されていないとしております。 

 99ページ、お願いします。99ページも地震活動でございますが、大岳山頂付近が震源と

推定される火山性微動、こういった大岳、この辺になるんですが、この周りの黒とか、グ

レーとかのこういう点々、こういった地震は2013年12月から発生し始めまして、同年の4

月から7月中旬にかけて増加、7月下旬からは減少していると、そういった状況でございま

す。 

 100ページ、お願いします。地殻変動でございますが、2011年の東北地方太平洋沖地震

前におきまして、継続的な縮みが確認されております。この(b)という測線と、(c)と(d)

ということで、少し傾斜しております。しかし、2011年の東北地方太平洋沖地震以降、す

べての基線において余効変動が継続しているというようなことでございます。 

 「八甲田山の火山活動解説資料」によりますと、2013年2月以降わずかな膨張を示す地

殻変動がみられていたが、8月ごろから鈍化し、11月頃から停滞と、そういった状況が継

続しているということで、こちらの図からも、わずかに増加する傾向が認められるけども、

それは11月以降は停滞していると、そういった状況でございます。 

 101ページ、現在の活動状況ということで、地震活動及び地殻変動のまとめになります

が、現時点では、大規模なマグマ噴出につながる可能性のあるマグマの移動・上昇等の活

動を示す兆候はないというふうに評価しております。 

 102ページ、火山活動のこれまでの全体の評価になりますが、過去の最大規模の噴火に

よる火砕流は敷地に到達しておらず、施設の運用期間中にカルデラ形成を伴う大規模噴火

が発生する可能性は小さいというふうに評価しております。 

 ただし、八甲田火山の最近の火山活動の推移を確認することの重要性も考慮いたしまし

て、火山活動のモニタリングを行い、カルデラ形成を伴う大規模噴火の可能性が十分小さ

いことを継続的に確認していきたいというふうに考えております。 

 103ページ、設計対応が可能な火山事象についてでございます。 

 104ページ、お願いします。設計対応が可能な火山事象の抽出です。降下火砕物につき
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ましては、調査結果に基づいて、後ほど評価したいと思いますが、抽出して読みます。火

山性土石流につきましては、敷地が下北半島の脊梁部の台地上に位置しておりまして、火

山を源流に有する河川流域に含まれないということから、影響は十分小さいというふうに

考えております。 

 また、噴石についても、10km内にそういった火山はないと。 

 また、火山ガスにつきましては、下北半島脊梁部の台地上に位置しておりまして、火山

ガスが滞留する地形にはないことから、影響は十分小さいと。 

 その他火山事象につきましては、火山と敷地は十分な離隔があることから、影響は十分

に小さいというふうに評価しております。 

 以降、105ページでございますが、降下火砕物の評価の概要でございます。こちらは文

献も含めまして、敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物について記載しておりま

す。左の2列が、160km内の火山から噴出された噴出物で、右の2列が、160km外の火山から

噴出された噴出物でございます。これら、14テフラにつきまして、施設の運用期間中に同

規模の噴火の可能性があるかという観点で確認しております。その結果、あるとなった十

和田の中掫テフラ、十和田Aのテフラ、白頭山苫小牧のテフラ、三つがございますが、こ

の中で中掫テフラの層厚が最大となりました。地質調査では5cm、文献によりますと10cm

以下ということになっております。したがいまして、噴出量等も含めまして、十和田の中

掫をシミュレーションの対象として選定しております。 

 十和田の中掫のシミュレーションの実施に当たりましては、左のほうに「確認」と書い

ておりますが、念のため、その十和田の中掫、十和田火山より敷地に近い原子力施設に影

響を及ぼし得る火山、こちらについても、規模は小さいといっても大丈夫かということで、

恐山とか、北八甲田火山群等の降下火砕物について、十和田の中掫テフラに比べ施設に与

える影響が十分小さいということを確認した上で、十和田の中掫を選定して、シミュレー

ションを実施しております。シミュレーションの結果は、風向の不確かさを考慮したケー

スにおいて、敷地での層厚が30cmというふうになっております。 

 また、図の中で右上にちょっと戻っていただきますと、給源不明の降下火砕物のテフラ

ということで、敷地で四つ確認しております。この中で最大のものがCテフラとしており

ますが、12cmということで、この12cmと、先ほどの中掫の降下火砕物シミュレーションの

結果、30cmを比べまして、大きいほうの30cm、設計対応可能な火山事象として、降下火砕

物層厚30cmを評価の対象としております。 
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 106ページ、お願いします。106ページは、こういった抽出資料の整理した結果でござい

ますが、上のほうが半径160km内のテフラ、真ん中が160km外のテフラ、一番下が給源不明

なテフラとしております。施設の運用期間中に、その同規模の噴火の可能性が小さい場合

は可能性は小さいとして、グレーで塗色しておりますが、例えば濁川で行きますと、将来

活動する可能性はない火山として評価しております。また、十和田の八戸、十和田の切田、

十和田のレッドにつきましては、これはカルデラ形成期の噴出物であるということ。オレ

ンジテフラについては、十和田の先カルデラ期の噴出物であるということ。甲地軽石につ

いては、十和田の北八甲田火山群のピーク時の噴出物であるということから、可能性は十

分小さいと。 

 また、160km外につきましては、姶良とか、支笏第1とか、阿蘇4、あと鬼界葛原、洞爺

とかあるんですが、こちらにつきましては、カルデラ形成期の噴出物であり、現在は後カ

ルデラ期にあるということから、可能性は十分小さいということで、残された三つ、給源

が特定できるものとして三つ、十和田a、中掫、それと白頭山苫小牧と、この三つの中か

ら、敷地付近での層厚が最大であるということ。それと、あと見かけの噴出量6.6km3、中

掫ですね。こういったのを踏まえまして、シミュレーションを十和田の中掫で実施してお

ります。 

 107ページについては、敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物の文献調査の結

果でございますが、施設の運用期間中に噴火の可能性のある降下火砕物について載せてお

ります。白頭山、十和田a、十和田の中掫でございます。十和田の中掫は赤くしておりま

すが、敷地辺りで大体10cm以下ということですので、保守的に10cmというふうに設定して

おります。 

 108ページでございますが、十和田の中掫、白頭山及び十和田aの確認される露頭を示し

ております。 

 109ページ、お願いします。109ページは、給源不明な降下火砕物Aテフラ、Bテフラ、敷

地内で確認されている、その産状でございます。 

 110ページは、給源不明な降下火砕物Cテフラ、Dテフラの産状でございます。 

 111ページは、半径160km外の火山で、後カルデラ期であるとした旨のエビデンスになる

んですが、階段ダイヤグラムをそれぞれ添付しているという状態で、支笏カルデラで行き

ますと、ちょうど支笏カルデラ形成期に噴火したものでございますが、現在は後カルデラ

期にあると。こういった形で、階段ダイヤグラムで確認しております。 
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 洞爺につきましては、112ページ、これも、現在、後カルデラ期にある火山と。 

 それと、姶良カルデラにつきましても、後カルデラ期の噴火ステージと。 

 114ページ、鬼界カルデラにつきましても、後カルデラ期の噴火ステージであると。 

 115ページも、阿蘇につきましても、阿蘇における後カルデラ期の活動ということで、

階段ダイヤグラムを記載させていただいております。 

 116ページ、降下火砕物シミュレーションに入っていきますが、まず十和田の中掫を対

象とするに当たりまして、念のため、十和田よりも敷地に近い原子力施設に影響を及ぼし

得る火山の降下火砕物の確認を行っております。左にその図を示しておりますが、文献に

記載のある分布を示しております。各火山、陸奥燧岳、恐山、北八甲田火山群、藤沢森と

ありますが、各火山とも敷地には近いけども、到達していないというような現状で、規模

も小さいということを確認しております。 

 したがいまして、十和田中掫に比べ施設に影響を与える可能性が十分小さいと判断でき

まして、十和田中掫テフラを降下火砕物のシミュレーションの対象として実施しておりま

す。 

 117ページ、お願いします。117ページは、火山灰シミュレーションの解析フローでござ

いますが、解析コードは、Tephra2を使用しております。 

 118ページは、Tephra2の概要を示しております。 

 119ページは、入力パラメータになりますが、噴煙柱の高度は25kmを使用していると。

そのほか、萬年(2013)の推奨値を使っているというような状況でございます。 

 120ページにつきましては、シミュレーションに当たっての気象データでございます。

敷地に最も近い秋田気象台の観測データをシミュレーションに用いております。使用する

気象データについては、月別平年値は、気象庁が公表している最新のデータによるものを

使っております。 

 また、これに対し、風の不確かさの検討においては、気象庁の先ほどの30年間のデータ

より長い期間のデータ、約40年間のデータによって検討を行っております。 

 121ページ、月別平年値の特徴でございます。半分から左側が風向、右側が風速となっ

ております。風向は、各月とも高さ2km～ 18kmで西風が卓越すると、そういった状況。

18km以上では、6月～9月では東風、少し赤っぽい〇がありますが、6月～9月では東風が卓

越するという、そういった状況。風速につきましては、ジェット気流の影響で各月とも高

度12km付近が最も大きいと。夏に小さくて、8月が最も小さいという状況でございます。 
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 122ページ、月別平年値の9時のシミュレーション結果でございますが、敷地の層厚が最

大となるのは8月の0.22cmでございます。 

 また、123ページ、こちらも月別平年値の21時のものでございますが、これも最大とな

るのは8月の0.47cm、敷地で0.47cmということでございまして、以降、不確かさの検討を

していくんですが、検討に当たりましては、この最大となった8月の風を基本ケースとし

て、検討していきたいというふうに考えております。 

 124ページ、不確かさの検討でございますが、まず不確かさの検討に当たっては、右側

で噴煙柱の高さ25kmに対して±5km、風の不確かさ、風速±1σ、それと敷地方向の風とい

うことで、検討しております。 

 不確かさの検討の噴煙柱の高さでございますが、VEI5ですので25km、それに対する

±5kmを実施しておりまして、最大でも敷地で噴煙柱の高さ5kmを下げた状態、0.87cmとい

うことでございます。 

 また、風速につきましては、-1σとした場合で、敷地で1.8cmというふうな厚さでござ

います。 

 また、127ページ、風向でございますが、風向は、シミュレーションに最もきく高度2km

～18kmの風から、敷地方向の風をチョイスして、それを合成風としてつくって、シミュレ

ーションを実施しております。その結果、右下の図になりますが、敷地では30cmの層厚に

なるという結果になっております。 

 128ページですが、これ、風の抽出の考え方、先ほどのちょっと説明した風の抽出の考

え方を詳細に記載しております。 

 129ページは、降下火砕物シミュレーションの結果と実績との比較を示しております。

条件は8月の平均風向及び平均風速に対して、風速を-1σ、-1.5σと変化させていったとき

のものでございます。文献で示されている等層厚線図、町田・新井のもの、中掫のものと、

あと、Hayakawaの文献にも中掫が示されておりますので、こういったものとシミュレーシ

ョンの結果を重ね合わせたものを下の欄に示しております。-1.5σの風速のケースが、当

社で行きますと、露頭のB10というところで中掫が5cmということで、ちょうど紫辺りが

5cmということで行きますと、全く整合的かなと。 

 また、文献で行きますと、ちょうどこの辺、10cmとなっておりますが、こういったとこ

ろで見ていただきますと、この10cmと緑の10cmということで、合っているのかなというこ

とで、こういった条件のもとでは、層厚の分布と降下火砕物シミュレーションの結果が概
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ね整合すると、そういったところを確認しております。 

 130ページ、7章の設計対応可能な火山事象に関するまとめになりますが、設計対応可能

な火山事象としては降下火砕物を抽出しております。敷地及び敷地近傍で確認される主な

降下火砕物としては、給源を特定できる降下火砕物、十和田の中掫テフラ10cm以下。給源

不明な降下火砕物、Cテフラということで12cm。降下火砕物シミュレーションにつきまし

ては、降下火砕物シミュレーションの結果、一定方向に同じ風速の風が吹き続けるという

保守性を考慮した上で、月別平均と不確かさを考慮した降下火砕物シミュレーションを実

施した結果、風向の不確かさを考慮したケースにおきまして、敷地の層厚が30cmと最大と

なりました。 

 したがいまして、設計対応可能な火山事象として降下火砕物の層厚30cmを評価の対象と

したいというふうに考えております。 

 説明は以上です。 

○石渡委員 それでは、質疑に入りたいと思います。コメントのある方は手を挙げて、発

言をしてください。 

 どうぞ、佐藤さん。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。 

 御説明ありがとうございました。私のほうからは、全体を通じての指摘、それから十和

田、それから八甲田火山に関しての活動履歴に関する評価に関しての質問をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、全体を通してなんですけども、私どものその火山影響評価ガイドというのは、施

設の運用期間中について、検討対象火山の活動可能性を評価するに当たって、噴火の規模

を推定していただいて、それから、その推定した噴火規模における設計対応不可能な火山

事象が施設に到達する可能性が十分小さいかどうかを評価していただくと、こういうふう

な規制要求になってございます。 

 今、御説明いただいたところで、施設の運用期間中は、十和田、それから八甲田火山、

それぞれに対して、どの程度の規模の噴火を想定しているのかというのが少しわかりづら

かったかなというふうな感想を持ちました。これ、しっかり資料中で明示していただきた

いというふうに思っております。まず、この点の御説明を、再度かもしれませんけども、

お願いしたいというふうに思います。 

○石渡委員 どうぞ。 
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○日本原燃（上田課長） 日本原燃の上田です。 

 まず、噴火の規模ということで、資料中に記載しておりまして、ちょっと説明のほう、

具体的に割愛させていただいたんですけども、ページで行きますと、十和田につきまして

は75ページからになりますが、まず、カルデラ形成期、三つの噴火のうちの一つ、奥瀬と

いうのが出ておりまして、奥瀬の火砕流の噴出物、これですね。見かけの噴出量というこ

とで、10km3というふうに書かせていただいております。 

 次のページ、カルデラ形成期の二つ目の噴火のものでございますが、見かけの噴出量

40km3ということで、こちらのほうに記載させていただいております。 

 もう一つ、十和田について、次のページ、カルデラ形成期の八戸の火砕流の噴出可能規

模でございますが、40km3ということで記載させていただいております。 

○日本原燃（高橋課長） 一つ補足をさせていただきます。69ページを御覧ください。今、

佐藤さんのほうから御質問のありました、まず十和田に関しましては、まず下の右側の階

段ダイヤグラムの下のところの噴火規模の関係といったようなところがございまして、当

然、先ほど毛馬内といったようなところも、最近、火砕流を出した、これは規模としては

VEI4という規模なんですけども、こういった後カルデラ期の噴火規模というものは継続を

していくというふうに考えておりますので、我々としては、ここに記載のあります、この

4あるいは5といったような規模の噴火というものは、今後もあるというようなことは考え

ております。 

 ただ、先ほど、今、上田が御説明したように、そのステージのカルデラ形成期にありま

すVEI6規模の3回の規模、このような大規模なカルデラ噴火をするような規模は起こらな

いというふうに御説明をさせていただいたというようなところでございます。 

 あと、八甲田につきましても同様に、92ページ、ちょっとこちらのほうは噴火規模を明

示していなくて、佐藤さんの御指摘のように、ちょっとわかりにくい箇所になっているか

と思うんですけれども、ちょうど今、現時点、あわせて91ページ、上の段の資料を見てい

ただきたいんですけれども、現時点では、北八甲田火山群の噴火が継続しているというふ

うに考えておりまして、その拡大しているのが、92ページ目の階段ダイヤグラムのところ

を見ていただきたいと思うんですが、この現時点でピークというのは過ぎていまして、10

万年以降というふうに考えておりますと、比較的、低調となっておりまして、ここの規模、

このDREの下の表もあると思うんですけれども、1から3といったようなところの規模の噴

火というようなものは、可能性としてはあるというふうに考えておりまして、ただ、こち
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らの部分につきましては、敷地には到達はしていないんですけれども、この辺も鑑みて、

モニタリングのほうはしていくというような形で御説明をさせていただいたと、そういう

次第でございます。 

○石渡委員 どうぞ。 

○佐藤チーム員 そうしましたら、そういった想定される規模はやっぱり明示していただ

くことが必要ですので、そういったことをもう一回検討していただいて、資料に反映して

いただきたいと思います。 

 あわせて、関連の質問になりますけども、今度は十和田の評価というふうなことで御質

問をさせていただきますと、68ページ、69ページでございます。カルデラ形成を伴うよう

な、その大規模噴火の前、数万年ぐらいというのは低噴出率が先行するということであり

ました。現在の活動期は高噴出率期であって、工藤(2011)の知見ではそういった考え、そ

れから、十和田八戸火砕流、これは噴出した噴火と、その直後の噴火で、マグマの組成が

流紋岩質から玄武岩質に変わったと。これは極端に変化しているので、マグだまりは崩壊

したというふうに考えられるという評価がございました。それは、例えば、現在、地下浅

所にはマグマだまりは存在するけども、カルデラ形成を伴うような大規模な、そういった

マグマだまりは現在は存在しないと、そういったことを意味しているんですかね。それと

も、これは直近の活動では流紋岩質マグマを噴出しているんだけども、その後でもカルデ

ラ期が、現在、今後も活動すると考えられるのかと。 

 それから、施設の運用期間中にカルデラ形成を伴う大規模噴火の可能性が十分低いとす

る根拠をさらに提示していただいて、詳細にちょっと説明をお願いしたいなというふうに

思っておりますけども、この点についてはいかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○日本原燃（上田課長） 日本原燃の上田です。お願いします。 

 まず、今後も、73ページですか、マグマの組成の変化ということで、これは今現在、後

カルデラ期なのかどうかというところのちょっと補強として作成させていただいたんです

けども、マグマの組成が、カルデラ形成期の最後の噴火に対して、後カルデラ期とされて

いるところで極端に変化していると。これをもとに後カルデラ期になったんじゃないかな

という一つの考えとして示しておりますが、今現在は、工藤ほかにも示されているんです

が、68ページになりますけども、工藤ほかの二つ目の矢羽根になりますが、十和田火山の
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10万年前以降のマグマの供給率がほぼ一定であることから、長期的には再びカルデラ形成

期へ移行する可能性があると指摘されているということで、その後に、カルデラ形成期が

起こるかどうかというところは、そういった指摘もあるということでございますが、ただ、

この山の特徴といたしまして、こういった大規模噴火の前には、先ほど示していますよう

に、こういう十和田の八戸とか、十和田の大不動とか、こういった噴火の前には数万年ス

ケールのこういった準備期間というものがございまして、こういったところで、施設運用

期間中には、やっぱり今、後カルデラ期でありますけども、これから仮に起こるとしても、

そういった数万年間とか、そういった準備期間が必要でございますので、影響はないんで

はないかなというふうに評価しているという状況でございます。 

○石渡委員 佐藤さん。 

○佐藤チーム員 ちょっと73ページのそのマグマ組成の関係なんですけども、これ、この

図、組成の変化から、大規模噴火は想定しにくいというお考えだと思うんですけども、こ

こ、ワンクッション、もう一つ、考え方が必要なのかなというふうに思います。これ、一

つ、御検討いただいて、そこの考え方をもう少し整理する必要があるかなというふうに思

っています。 

 加えてなんですけども、工藤ほか(2011)という、低噴出率期が先行するというお話があ

ったんですけども、まず、それによって立っているところが非常に大きくて、我々として

は、もう少しデータを補強していただいて、検討する必要があるかなというふうに考えて

います。例えばマグマだまりの状況を推定するための地下構造、例えば地震波トモグラフ

ィー等による速度構造、そういったもの、あるいは、SARとか水準とか、いわゆる上下方

向の地殻変動のデータ、そういったものも含めて、総合的に検討する必要があろうかとい

うふうに思っていますけども、いかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

○日本原燃（上田課長） 日本原燃の上田です。 

 地震波トモグラフィーとかにつきましては、文献調査の中でもチェックしてみているん

ですけども、個々の火山のマグマだまりというところに着目した評価というのはされてい

るものはないんですけども、どちらかというと、この東北地方全体、いわゆるトモグラフ

ィーで行くと20kmメッシュとか、そういった粗いメッシュでの評価というのはございます。

ですので、20mメッシュですと、浅いところのマグマだまりというのは、なかなか精度的

には捉えにくいんじゃないかなと思いますが、そうは言いながらも、地殻変動、SARとか、



24 

そういった情報はあるかと思いますので、地殻変動については、この中でも基準点の直線

上という形で示してはおるんですが、それが面的にSARであれば見れるかもしれませんの

で、そういった資料、既存の資料の有無とかも含めて、ヒアリング等で整理して回答して

いきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

○石渡委員 佐藤さん。 

○佐藤チーム員 その東北日本弧を横断するような、そういったトモグラフィーというの

は、確かにメッシュが粗くて、火山の議論に耐え得るかどうかというふうな問題もあるか

と思いますので、そこは、やはり日本原燃さんなりの解析が一つ必要かというふうに私は

思います。 

 引き続いて、八甲田火山に関しても、同様な質問をさせていただきますと、91ページ、

92ページですが、南八甲田火山群、八甲田カルデラの活動後、10万年以降の火山活動とい

うのは、北八甲田の中央部に収束すると。そして、長期的に見たら、終息傾向に向かって

いますと。そういった根拠によって立って、施設の運用期間中はカルデラ形成を伴うよう

な大規模な噴火はないと。こういったお考えだというふうに理解しましたけども、これも

同様に、やはり地下構造のデータというのはやっぱり必要かなと。それから、上下変動の

地殻変動のデータ、そういったものも総合的に考えて、評価を再度する必要があるという

ふうに理解はします。 

 したがって、先ほど十和田のほうの評価のところでコメントいたしましたけども、やは

り日本原燃さんなりに、やっぱりもう少しローカルスケールでのトモグラフィーデータと

いうのは、これは出していただきたいというふうなリクエストをここで出しておきます。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 今の点はいかがですか。よろしいですか。そういうデータ提供の要求という

ことですけども。 

○日本原燃（上田課長） データの有無も含めて検討させていただきたいと思います。 

○石渡委員 今の佐藤さんのコメントについて、ちょっと一つ確認なんですけども、この

73ページの下の箱の中に、「マグマ組成が流紋岩質から玄武岩質へと極端に変化している

ことから、マグマだまりが崩壊したと考えられ」と書いてあるわけですね。この考えとい

うのは、御社のお考えなのか、それとも、どなたか研究者がそういうことを言っておられ

るのか、どっちなんですか。 

○日本原燃（上田課長） 日本原燃の上田です。 
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 こちらにつきましては、この考えというのは、我々がこの表を見て、この図を見て、記

載したものでございまして、我々の考えでございます。 

○石渡委員 例えばこの階段ダイヤグラムとか、そういうのを拝見しますと、マグマだま

りそのものは、現在まで、ずっと大体同じような規模で続いているから、大体こういう、

ほぼ長期的に見れば、一定の割合でマグマが噴いているように見えますので、ですから、

ここで崩壊したという証拠は何もないように思われるんですね。ですから、あまりそうい

うことについて、研究者が言っていることを引用するんだったら、まあ、いいですけれど

も、あまり根拠がないのであれば、あまりこういうことを言わないほうがいいのではない

かという感じがいたします。その点、御確認をよろしくお願いします。 

○日本原燃（上田課長） 承知しました。 

○石渡委員 それでは、ほかにございますか。 

 どうぞ、西来さん。 

○西来技術研究調査官 規制庁の西来です。 

 毛馬内火砕流について御質問させていただきます。この後カルデラ期の毛馬内火砕流で

すけれども、十和田カルデラから主に河川沿いに確認され、給源より西側へ約60kmまで達

しているということが御説明されましたけども、敷地は十和田から66kmということですの

で、給源から到達距離と敷地が同程度ということです。この認定につきまして、毛馬内火

砕流自体が河川沿いに分布しているので、敷地のほうには来ないという御説明でしたけど

も、この毛馬内火砕流を伴った噴火は、相対的に南側のほうで、十和田aとか、南のほう

に分布しますので、仮にこの規模のものが後カルデラ期に起こった場合に、河川沿いじゃ

なく広がった場合、敷地にどういう影響を与えるのかという説明が少し欲しいというとこ

ろと、例えば河川沿いにしか、なぜ流れなかったのかとか、そういったところのお考えを

聞かせていただければと思います。 

○石渡委員 どうぞ。 

○日本原燃（上田課長） 日本原燃の上田です。 

 説明の中で、この83ページ、毛馬内の火砕流の噴出量が5km3でございます。それに対し

て敷地の火砕流の到達末端付近ということで、十和田の八戸とか、十和田の大不動、先ほ

ど末端付近という敷地位置しております。こちらの噴出量が、大体見かけで40km3という

ことでございまして、規模的にはワンオーダー小さいということが一つ考えられると思い

ます。したがいまして、そのぐらいの規模ですので、地形のこういった凹凸とか、そうい
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ったところを乗り越えるというところはできなくて、河川沿いに分布しているのではない

かなというふうに考えております。 

○石渡委員 西来さん、いかがですか。よろしいですか。 

○西来技術研究調査官 大体理解しました。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 反町さん。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。 

 すみません、今、西来のほうから二つ質問をさせていただいて、もう一つの河川沿いに

しかなかったという理由について御回答がなかったと思うので、そちらをお願いいたしま

す。 

○日本原燃（上田課長） 日本原燃の上田です。 

 河川沿いというのは、噴火規模が、先ほどの八戸とか大不動の40km3に対しまして、毛

馬内の火砕流というのが5km3と、ワンオーダー小さいということも踏まえますと、規模感

がそれだけ小さいということで、いわゆる河川のこういう谷の地形を乗り越えるぐらいの

そういった規模はないということで、河川沿いに流れていったというふうに考えておりま

す。規模の差ということで、地形の凹凸を乗り越えないで、いわゆる重力に従って溝を流

れていったというふうに考えております。 

○石渡委員 反町さん。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。 

 それは、最初にその河川に流れ始めたら、そうなのかもしれないですけれども、そうじ

ゃなくて、別のところから流れていったら、また別なことが起きるんじゃないんですか。

そこがちょっとよくわからなかったんですけど。 

 また、このHayakawaさんの文献を引用されていますけど、その文献の中で、例えば川沿

いだけで、ほかもいろいろ調べたんだけども、川沿いだけで見つかっているのか、そうじ

ゃないのかというところがちょっとよくわからなかったんですけど。 

○石渡委員 いかがですか。 

○日本原燃（上田課長） 日本原燃の上田でございます。 

 これ、Hayakawaさんの文献に基づいているということで、これ、ほかの文献等も見てみ

ましても、ここだけで確認されていると。いわゆる川沿いで確認されているというふうな

状況でございます。 
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○石渡委員 反町さん、よろしいですか。 

 ほかにございますか。どうぞ。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。 

 ちょっと別の質問をさせていただきたいと思います。78ページをお願いいたします。敷

地内で確認される火砕流堆積物ということで、こちら、昨年12月に我々が現地調査させて

いただいたときにも確認させていただいたものなんですけれども、ここで、大不動と、そ

れから八戸が、その大不動のほうはローム層中にわずかに点在しているですとか、あるい

は八戸のほうはバッチ状、層厚20cmに認められるというような評価をされています。当日、

あわせて、いわゆる火砕流はこういうものということで、八戸だったかと思うんですけど、

見せていただいて、それは粒径が細かいものから大きなものまで、まさに火砕流というよ

うなものを拝見させていただいて、それとこちらと比較して、非常に慎重な調査をなされ

たのかなというふうな印象を受けているんですけれども、どのようにその火砕流というふ

うに同定あるいは識別、ここでされていたのか。御説明の中で、ちょっと分析したという

ようなことも口頭で御説明ありましたけれども、その辺、ちょっと詳しく御説明いただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

○石渡委員 どうぞ。 

○日本原燃（上田課長） 日本原燃の上田です。 

 特に十和田の大不動、軽石、現地で見ていただいたときも、本当に一粒二粒の軽石、こ

ういったものが、どうやって火砕流、どう同定したのかということは質問であったんです

けども、火砕流の、我々としては、一番重要視しているのは、火山灰分析もそうですけど

も、やっぱり空間的な層序ということで、給源からそういった層序を追いかけてきてとい

うところもセットで考え合わせております。 

 まず、火山灰分析につきましては、まず鉱物の組み合わせが一つございまして、例えば

十和田で行きますと、角閃石が入っているかどうか。十和田の八戸には、わずかですけど

も角閃石が入っていますが、大不動には入っていないとか、そういったところ。あともう

一つ、火山灰分析で行きますと、ガラスの屈折率とか、そういったところをはかっており

ますが、それは給源付近の模式地の屈折率と、いわゆる末端付近の屈折率を比べることで、

大体こうかなということがわかります。これに加えまして、給源から層序で追跡しており

ますので、例えばこの78ページですか、これを見てみますと、特徴的なのは、こういった

十和田の八戸のパッチ状の上には、こういった黒ボクといって、少し黒ずんだ黒ボクがあ
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ります。黒ボクの直下に十和田の八戸があって、ロームを挟んで十和田の大不動があると。

その大不動はこのロームに挟まれていると。こういった特徴は、給源付近のほうからずっ

と同じような傾向で続いてきておりますので、こういったやつを先ほどの柱状図を並べた

ような感じで追いかけてきて、敷地の中で小さい粒があった場合、火山灰分析でこうじゃ

ないかなということで当たりをつけた上で、あと空間的な層序のチェックをした上で、こ

れは大不動の火砕物であるということで、ある程度、保守的に評価をしているというふう

な状況でございます。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。 

 わかりました。その辺、また資料で御説明いただけるとありがたいんですけれども、今、

三次元的に、空間的にその拡がりを見たということと、それから分析を行ったということ

であれば、その分析のデータとか、そういったものもあわせて、また別途、資料を御用意

していただければと思います。 

○石渡委員 よろしいでしょうか。 

○日本原燃（上田課長） 承知しました。空間的な拡がりにつきまして、我々、79、80ペ

ージにこういった形で、給源付近からセットで追いかけてきていると。これに加えて、先

ほど火山灰分析ということで、大不動の火山灰の分析の結果とか、そういったところは少

し追加していきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○石渡委員 反町さん。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。 

 79ページに書いてあるのは承知しているんですけども、どういう考え方でやられたとい

うのは、今、言葉で御説明されたものを文章化して資料に入れていただきたいと、そうい

う趣旨でございます。 

○日本原燃（上田課長） 承知しました。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 じゃあ、吾妻さん。 

○吾妻チーム員 チーム員の吾妻です。 

 最終的に、今回、シミュレーションの結果に基づいてということで、その30cmの層厚を

想定されるということなんですけども、その30cmの降下火砕物のほうの物性というか、粒
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度とか密度、そういったものについてはどのように御検討されているのか、御説明いただ

けますでしょうか。 

○石渡委員 いかがでしょうか。 

○日本原燃（上田課長） 日本原燃の上田です。 

 粒度と密度についても分析しておりますので、後ほど整理して、ヒアリング等で御説明

させていただきたいと思います。まず、これ、30cmというところをきちんと整理しており

ましたので、粒度とか密度というのはその先ということで、今、資料の中には入っており

ませんけども、そういったところも整理しておりますので、ヒアリング等で御説明させて

いただきたいと思います。 

○石渡委員 よろしいですか。 

○吾妻チーム員 一応事前にもしやられているのであれば、確認ですけども、今回、中掫

対象にしているということで、フィールドでそういうのをサンプル採取することもできま

すよね。そういったものに基づいてされていくほうが、よりいいのかなというふうに思い

ますので、また、そういった御検討の結果が出ましたら、御報告をお願いいたします。 

○石渡委員 よろしいですか。 

○日本原燃（上田課長） サンプリングしておりますので、検討結果のほうをヒアリング

等で御説明させていただきます。 

○石渡委員 じゃあ、大浅田さん。 

○大浅田チーム員 地震・津波担当調整官の大浅田です。 

 前半の立地評価のほうは、先ほど佐藤から話がありましたように、やっぱりマグマだま

りの地下構造、ここら辺がやはり鍵となるかなと思いますので、そういった点を中心に御

検討をお願いしたいと思いますが、もう一方のほうの降下火山灰の影響評価のほうについ

て確認をさせていただきたいんですけれど、検討フローが105ページにあるかと思います。

これはこれで、調査結果に基づいて、過去にどういったテフラがあったのかということを

中心に整理をされて、これはこれで、非常にわかりやすくて、最終的に中掫テフラが一番

影響を与えるだろうということで、それを対象にシミュレーションをやった結果が30cmと

なって、給源が不明なものとの比較ということで、最終的にそちらをとられたということ

なんですけど、もう一歩踏み込むと、これはあくまでも過去の結果でありますので、その

ときの風向きがたまたまそうだったから、それだけの厚さしかないということも、場合に

よっては考えられないこともないかなという気がするんですよね。そういった観点で、一
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番冒頭にちょっと佐藤から話がありましたけど、この施設に対して影響を与える、降下火

山灰という観点で影響を与える対象火山として、運用期間中にどのような噴出規模を想定

するのかということを、例えば116ページですか、ここで、これは地理的領域内に絞った

火山だけを書いてございますけれど、ここに想定される噴出規模というデータも少し入れ

ていただくと、確かに中掫を見ておけばいいんじゃないかということもわかりやすいです

し、あと、この中ですと、やっぱり領域外の、じゃあ、火山はどうなのかというところが

わからなくて、先ほどの検討フローの中では、そういった規模のものが起こらないから影

響はないんだというふうな話でしたけど、じゃあ、その運用期間中に地理的領域外である

対象的なものとして支笏とか洞爺が挙げられますけども、そういった支笏とか洞爺につい

ては、運用期間中にどのような規模が想定されるから、中掫の噴出規模とか、位置関係、

距離との関係とかから、いいんじゃないのというふうなところもひっくるめて、まずはち

ょっと整理していただいて、それで、今回、この施設の降下火山灰の影響評価としては、

十和田の中掫規模の噴出規模を見ればいいんだというところを少し整理していただいて、

説明していただきたいなと思います。ちょっと今ここでそれを口頭でというのはなかなか

難しいかと思いますけれど、そういった考え方はいかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○日本原燃（金谷理事） 原燃の金谷です。 

 一つ確認させてください。今おっしゃられた点につきまして、例えば106ページに降下

火砕物の160km内外、そして、不明なリスト表がございます。先ほど当社のほうから説明

した中で、グレーの網かけのところは、基本的にはカルデラ期で起こったものですから、

今は後カルデラですので、その程度の規模しか起こらない。したがって、これまでの調査

結果で認められた火山灰の厚さにつきましては、考慮しなくていいというような話をして

いるんですけども、今の大浅田さんの話で、今、網かけのところにつきましては、例えば

後カルデラ期の最大規模、これと距離について、十和田と同じように一覧表をつくって、

比較検討をしてほしいというようなことでしょうか。 

○大浅田チーム員 趣旨としてはそういうことでして、例えば支笏とか洞爺については、

DRE換算で噴出量とか、たしか載っているかと思うんですけど、じゃあ、そのテフラとし

ての噴出量としてはどの程度を想定するのかというところが、ちょっとデータ的にはない

のかなと思いますし、そういったところを一覧にして見せていただければわかりやすいか



31 

なと思います。 

 あと、九州のカルデラについては、基本的に先行の仙台で、今の噴出規模というのは、

大体我々も想定はしているんですけど、一方で、原燃さんの施設に近い支笏とか洞爺につ

いては、そこはまだ審査が終わっているわけでもないので、もう少し後カルデラ期の既往

最大を見ておけばいいんだというところについては、もう少し何かデータがあれば、そう

いったことも含めて御説明いただきたいなと思っております。 

○石渡委員 いかがですか。 

○日本原燃（金谷理事） そうしましたら、116ページで近傍の火山群の一覧表がござい

ます。ですから、ここに先ほど大浅田さんが言われた支笏、洞爺とか、九州につきまして、

特に、今、VEIでしか出していませんけども、見かけのやつを文献等で調べて、それで御

提示するということでいたします。 

○大浅田チーム員 よろしくお願いします。 

○石渡委員 ほかにございますでしょうか。大体よろしいですか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 それで、今日、火山の影響評価について、全体を通して御説明をいただいて、その上で

かなりコメントがありました。対応すべきことが指摘されましたので、六ヶ所再処理施設

等の火山の影響評価につきましては、本日の指摘事項を踏まえて、引き続き、本会合にお

いて審査をしていきたいというふうに思います。 

 何か特にコメント、最後にございますか。よろしいですか。 

 それでは、以上で、本日の議事を終了したいというふうに思います。 

 最後に、事務局から事務連絡をお願いいたします。 

○森田チーム長補佐 原子力規制庁の森田でございます。 

 地震などに関する次回の会合については、ヒアリングの状況を踏まえた上で、今後、連

絡をさせていただきます。 

 事務局からは以上です。 

○石渡委員 最後に、ちょっと一つ、この文献の引用について、ちょっと一つ申し上げた

いんですけど、例えば86ページの左下のところに、ある出版社の名前が書いてあって、そ

れの2014年というのが引用してあります。86ページの左下、新しい資料ではなくなってい

るということですね。わかりました。すみませんでした。 

 それでは、以上をもちまして、第56回の審査会合を閉会いたします。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合  

第57回 議事録 

 

１．日時  

 平成２７年５月２９日（木）１３：００～１８：０８ 

 

２．場所  

 原子力規制委員会 １３Ｆ 会議室Ｃ  

 

３．出席者  

担当委員  

 田中 知   原子力規制委員会委員  

原子力規制庁   

 大村 哲臣  原子力規制部 新基準適合性審査チーム  チーム長代理  

 黒村 晋三  原子力規制部 新基準適合性審査チーム  チーム長補佐 

 杉山 和幸  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 臼井 暁子  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 島村 邦夫  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 桝見 亮司  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 中島 智   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 森口 郁美  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 木村 仁   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 石島 清見  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 小原 薫   原子力規制部 安全規制管理官(地震・津波安全対策担当)付 

        原子力安全安全規制制度研究官 

 横山 邦彦  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        品質管理専門官  

 安達 泰之  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 

        品質管理専門職  

 岡村 潔   原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当 )付 



2 

        原子力施設検査官 

 楠見 好章  原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当)付 

        統括原子力施設検査官 

 酒井 友宏  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        主任技術研究調査官 

 森井 正   技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        主任技術研究調査官 

 藤岡 一治  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付 

        技術参与  

 下崎 敬明  技術基盤グループ  安全技術管理官(シビアアクシデント担当)付 

        主任技術研究調査官  

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

 和田 茂   研究炉加速器管理部 ＪＲＲ－３管理課長  

 永冨 英記  研究炉加速器管理部 ＪＲＲ－３管理課 技術主幹・課長代理  

 荒木 正明  研究炉加速器管理部 ＪＲＲ－３管理課 技術副主幹  

 小林 哲也  研究炉加速器管理部 ＪＲＲ－３管理課 主査 

 堀口 洋徳  研究炉加速器管理部 研究炉利用課 主査 

 永堀 和久  研究炉加速器管理部 研究炉利用課 係長 

 大河原正美   保安管理部  施設安全課長  

 古澤 孝之  安全・核セキュリティ統括部  安全・核セキュリティ推進室 主査 

 照沼 憲明  安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 主査 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

 大越 実   バックエンド技術部 次長 

 里山 朝紀  バックエンド技術部 放射性廃棄物管理第１課 課長代理  

 入江 博文  バックエンド技術部 放射性廃棄物管理第２課 課長代理  

 石川 譲二  バックエンド技術部 高減容処理技術課  主査 

 小越友里恵   バックエンド技術部 放射性廃棄物管理第１課  

 大河原正美   保安管理部  施設安全課長  

 古澤 孝之  安全・核セキュリティ統括部  安全・核セキュリティ推進室 主査 

 照沼 憲明  安全・核セキュリティ統括部  安全・核セキュリティ推進室 主査 
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国立大学法人  京都大学 

 釜江 克宏  京都大学原子炉実験所  教授 

 中島 健   京都大学原子炉実験所  教授 

 山本 俊弘  京都大学原子炉実験所  准教授 

 堀 順一   京都大学原子炉実験所  助教 

 福谷 哲   京都大学原子炉実験所  准助教  

 藤原 靖幸  京都大学原子炉実験所  技術職員  

 八島 浩   京都大学原子炉実験所  助教 

学校法人 近畿大学 

 伊藤 哲夫  近畿大学原子力研究所  所長 

 橋本 憲吾  近畿大学原子力研究所  教授 

 芳原 新也  近畿大学原子力研究所  講師 

 杉山 亘   近畿大学原子力研究所  准教授  

 

４．議題  

（１）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設（ＪＲＲ－３）の新規制基準に

対する適合性について 

（２）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設（共通施設としての放射性廃棄

物の廃棄施設）の新規制基準に対する適合性について 

（３）京都大学の試験研究用等原子炉施設（ＫＵＲ）の新規制基準に対する適合性につ

いて 

（４）京都大学の試験研究用等原子炉施設（ＫＵＣＡ）の新規制基準に対する適合性に

ついて 

（５）近畿大学の試験研究用等原子炉施設（近畿大学原子炉）の新規制基準に対する適

合性について  

 

５．配付資料  

 資料１－１  ＪＲＲ－３  審査会合  質問回答  

        （日本原子力研究開発機構）  

 資料１－２  ＪＲＲ－３  
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「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性  

〔第４０条〕  

        （日本原子力研究開発機構）  

 参考資料１  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  ＪＲＲ－３  

        論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く）  

        （日本原子力研究開発機構）  

 資料２    放射性廃棄物処理場の安全機能の重要度分類  

        【第１２条】  

        （日本原子力研究開発機構）  

 参考資料２－１ 放射性廃棄物処理場の処理施設における安全機能の重要度分類の妥当

性評価について  

        （日本原子力研究開発機構）  

 参考資料２－２ 放射性廃棄物処理場の各施設・設備について  

        【放射性廃棄物の処理施設の概要】  

        （日本原子力研究開発機構）  

 参考資料２－３ 放射性廃棄物処理場の各施設・設備について  

        【保管廃棄施設の概要】  

        （日本原子力研究開発機構）  

 参考資料２－４ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  放射性廃棄物処理場  

         論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く）  

        （日本原子力研究開発機構）  

 資料３    京都大学研究用原子炉施設  

        多量の放射性物質等を放出する事故条件の検討  

        （京都大学）  

 参考資料３  国立大学法人京都大学  京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ）  

        論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く）  

        （京都大学）  

 資料４－１  京都大学臨界実験装置（ＫＵＣＡ）の新規制基準への適合確認の状況に

ついて  
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 資料４－２  京都大学臨界実験装置（ＫＵＣＡ）の新規制基準適合性確認審査の進捗

状況について  

        （京都大学）  

 資料５－１  近畿大学原子炉の新規制基準への適合確認の状況について  

 資料５－２  近畿大学原子炉の新規制基準適合性確認審査の進捗状況について  

        （近畿大学原子力研究所） 

 

６．議事録  

○大村チーム長代理 定刻になりましたので、第57回核燃料施設等の新規制基準適合性に

係る審査会合を始めさせていただきます。  

 本日の議事ですが、お手元に配付されております議事次第がありますが、 5点あります。

議題の（ 1）～（3）につきましては、日本原子力研究開発機構の JRR-3、それから、その

附属施設である廃棄物処理場、それから京都大学の KURについて、それぞれ各論の審査を

行っていくということにします。  

 それから、次に、議題の（ 4）それから（ 5）につきましては、先日、 5月 13日に行われ

ました原子力規制委員会において議論がありましたとおり、低出力の試験研究用等の原子

炉に係る適合性審査の課題と対応の見通しについて議論を行うという予定にしております。  

 今回の審査会合では、今、申し上げました低出力炉の適合性審査の課題と対応の見通し

についての議題がありますので、御担当をされるということで、田中知委員にも御出席を

いただいているということであります。  

 それでは、早速ですけども、議題の（ 1）としまして、日本原子力研究開発機構の JRR-3

の新規制基準適合性についてということで、資料は、 1-1と1-2を用意いただいております

が、まず、じゃあ資料 1-1から説明をいただくということで、よろしくお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（和田課長）  私は、日本原子力研究開発機構の和田です。  

 概要的なところを私のほうから説明申し上げますと、審査会合におきまして、コメント

等があったもののうち、耐震について主に、今回、回答ということで持ってきたものです。

そのものが資料1-1になります。資料1-2でございますが、こちらは新しく資料を持ってき

たもので、規則の 40条になりますが、 B-DBAのものの考え方ですね、まず。入り口のとこ

ろのものを説明資料として持ってきております。  

 簡単ですが、概要的なところは以上でして、詳細につきましては、担当の者のほうから
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説明のほうを始めます。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  それでは、資料 1-1についてですが、この

1-1、1-1-1から順番に、項目ごと分かれておりますが、順番に説明していきたいと思いま

す。 

 資料1-1-1、重要安全施設の選定及びその設計等についてということで、まず説明をさ

せていただきます。  

 こちらは、審査会合のコメントをいただいておりますが、 No.13に当たるものの回答と

して用意いたしました。  

 許可基準規則への適合性の説明に関して、第 12条第2項に規定する、安全機能の重要度

分類が特に高い安全機能を有する系統については、多重性又は多様性の確保、及び独立性

の確保について、機能毎に具体的な考え方及び設計等を示すこと、というようなコメント

になっております。  

 これにつきましては、審査会合で、昨年の 11月 25日、資料 1としてお出ししています第

12条の資料、この資料の第 2項に関するところの改訂版として、次のページから示してお

りますが、そこの部分の改訂版として回答をいたしたいというふうに考えております。  

 では、次のページになりますが、適合のための設計方針ということで、こちらについて、

まず赤いところですが、試験研究用の原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則、

許可基準規則ですが、こちらの十二条の第 2項のところを抜き書きしたものになります。

こういった要件がございますが、簡単に言いますと、単一故障を考慮しても、外部電源が

喪失した場合にも機能するようにというような要求になってございます。  

 これに対しまして、我々のほうで適合のための設計方針といたしまして示しております

が、3．と書いてありますが、第1.2-1表、こちらは申請書のほうに書いてございますが、

重要度分類について示した表になります。この重要度分類のうち、 MS-1及びMS-2のうち異

常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき系統に属する系統の動的機器は、

原則として商用電源が利用できない場合も含め、単一故障を仮定しても系統の安全機能が

失われないように、多重性又は多様性を有し、かつ独立性を有する設計とする、というよ

うな設計方針を立ててございます。  

 次のページへ参ります。こちらが、その方針に対して、適合状況をこの後説明している

ものになります。  

 まず、①といたしまして、「安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高
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い安全機能を有するもの」というものを選定いたします。  

 まず、これが何かということになりますが、重要度分類の基本的な考え方というものの

4.（ 2）に、「信頼性に対する設計上の考慮」というものが示されてございます。これに

よりますと、黄色で囲ってあるところなんですが、 MS-1、それから MS-2のうち、異常状態

の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき系統、こういったものを挙げること、

というふうに示されております。  

 JRR-3の場合、具体的にその対象設備は何かということになるわけですが、青で囲って

おりますものが対象設備になります。制御棒、それからスクラム機構、安全保護系、こち

らについては停止系と工学的安全施設の作動系、こういったものがございます。それから、

1次冷却材の補助ポンプ、サイフォンブレーク弁、非常用排気設備、換気系の隔離弁、重

水ダンプ系、それから非常用電源系、こういったものが重要度の特に高いものとして挙げ

られます。  

 次のページになりますが、こちらについては、 MS-1、それからMS-2に該当するもののう

ち、先ほど言いましたものが選定したものということになりますが、その選定の理由等に

ついて示してございます。  

 この表の中で、丸がつけてあるもの、これが、この重要安全施設に該当するものになり

ます。選定理由というのを右側の欄に記載してございます。  

 MS-1に該当するもの、これはそのまま MS-1に該当するということで、この重要安全施設

として選定してございます。  

 それから、 MS-2のうち、異常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき系

統ということで丸をつけたものを選定してございます。原子炉停止後の除熱ということで、

1次冷却材補助ポンプ、こちらは異常状態の緩和する設備として選定してございます。  

 炉心の冠水維持のために、冠水維持設備（サイフォンブレーク弁を含む。）ということ

で、こちらについて選定してございまして、このうち、動的機器でありますサイフォンブ

レーク弁をここでは選定してございます。  

 それから、放射性物質の閉じ込め、遮蔽及び放出低減に関してですが、非常用排気設備、

それから換気系の隔離弁を、放射性物質を閉じ込める設備として選定してございます。真

ん中辺りになりますが、冠水維持設備については、冠水を維持するという機能に関しては、

先ほど選定しておりますが、ここでは遮蔽に関する機能ということで挙げておりますので、

ここでは対象としておりません。それから、原子炉建家、排気筒についてですが、こちら
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は静的機器でありますので、電源喪失というようなことを考慮することがないため、対象

から除外してございます。それから、原子炉の停止に関してですが、重水ダンプ系を選定

してございます。工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生ということで、安

全保護系のうち工学的安全施設について対象としております。  

 それから、安全上特に重要な関連施設ということで、電源を喪失した場合に、非常用電

源系から給電するということになりますので、こちら、非常用電源系を関連機能として選

定してございます。事故時のプラント状態の把握に関しては、異常状態の緩和及び放射性

物質の閉じ込め機能ではないということで除外をしてございます。  

 次のページになりますが、そういった設備に対する設計上の考慮ということで、こうい

ったものについては、原則として商用電源が利用できない場合も含めて、単一故障を仮定

しても系統の安全機能が損なわれないように、多重性又は多様性を有し、かつ独立性を有

する設計とする、という設計方針を定めております。  

 単一故障に対する考慮としましては、動的機器は多重化をするということにしておりま

す。外部電源の喪失に対する考慮としましては、電源を必要とする機器は、非常用電源設

備から給電いたします。それから、電源喪失に対しては、フェイルセーフに働くように設

計する、というようなことを考えてございます。  

 次のページになりますが、今言ったような方針を、具体的にどういうふうに担保してい

るのかということを、表に、 2ページにまとめてきております。  

 制御棒及びスクラム機構の欄ですが、単一故障に対する考慮ということで、こちら、制

御棒、スクラム機構だけではないんですが、停止機能の話をまず書いてございます。原子

炉の停止系としては、原理の全く異なる二つの独立した系統である制御棒系及び重水ダン

プ系を設けているということで、停止機能に関して多様性を設けているということを説明

してございます。それから、全ての制御棒に対して個々に制御棒駆動機構を設け、それぞ

れ独立性を持たせております。  

 電源喪失に対する考慮ということで、制御棒駆動機構の可動コイルの電流が電源喪失に

より遮断されると、可動コイルと管内駆動部との磁気結合が外れて制御棒が炉心に挿入さ

れ、原子炉がスクラムするフェールセーフの設計となってございます。  

 安全保護系についてですが、単一故障に対する考慮といたしまして、安全保護系を多重

化することにより、停止機能として多重化を図っております。安全保護系は多重性を有す

るチャンネル構成として、チャンネルの単一故障を想定しても、所定の安全機能を失うこ
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とがないように“1 out of 2”の設計としてございます。それから、安全保護系を構成す

るチャンネルは、同一原因で同時に機能喪失を起こさず、かつ相互干渉を起こさないよう

にすることを原則として、独立性を持たせた設計としてございます。分離装置を適切に配

置することにより、一方の系統の故障が他の系統の機能喪失を招くことがないよう、合理

的に達成できる限り電気的にも物理的にも独立性を維持するよう設計してございます。検

出器から各ケーブル、電源ケーブルは、独立に各盤に導いております。各スクラム系の回

路は、盤内で独立して設けてございます。  

 電源喪失に対する考慮ということで、安全保護系は、非常用電源から給電してございま

す。安全保護系は、電源喪失に対してフェールセーフの設計をするということで、まず一

つ目に、制御棒駆動機構の電源喪失や電源回路の断線が起これば、制御棒は自動的に落下

するようになってございます。それから、原子炉のスクラム遮断器操作回路の断線が起こ

れば、不足電圧により、スクラム遮断器が作動するようになってございます。それから、

安全保護系の回路は 2回路で構成し、合理的に達成できる限り電気的にも物理的にも分離

してございます。たとえ、単一故障が起こっても、残りのチャンネルでその機能を果たす

ようになってございます。  

 次に、重水ダンプ弁についてですが、単一故障に対する考慮ということで、重水ダンプ

は、制御棒が挿入不能の場合に、原子炉を停止できる機能を有する設計としてございます。

重水ダンプ弁は、電動駆動式のダイヤフラム弁としまして、 2基並列に設置することで、

多重化を図ってございます。  

 電源喪失に対する考慮ですが、重水ダンプ弁は、非常用電源系から給電してございます。  

 次に、崩壊熱除去に関するところですが、 1次冷却材の補助ポンプに関してですが、単

一故障に対する考慮といたしまして、 1次冷却材ポンプは、 1次冷却材主ポンプ（ 2台）に

対して、それぞれ並列に 2基設置することにより、単一故障を想定しても、原子炉停止後

における崩壊熱除去ができるようになってございます。さらに、原子炉運転中は、常時作

動させてございます。  

 電源喪失に対する考慮ですが、非常用電源系から給電することにより、電源喪失にも停

止することはない設計というふうになってございます。  

 次に、サイフォンブレーク弁ですが、 1次冷却材系の炉心出口配管に並列に 2基設けるこ

とで、多重化を図ってございます。電源喪失に対する考慮といたしましては、非常用電源

系から給電してございます。電源喪失に対してフェールセーフの設計となっておりまして、



10 

電源喪失により消磁し開となる、というような設計になってございます。  

 閉じ込め機能のところの非常用排気設備でございますが、 2系統設置するということで、

多重化を図ってございます。こちらについては、非常用電源系から給電するということに

なってございます。  

 それから、換気系の隔離弁についてですが、原子炉建家を貫通する給排気風道に隔離弁

を設け、系統毎に二重化してございます。電源喪失に対してですが、圧縮空気により作動

するよう設計してございまして、作動用のアキュームレーターを備えてございます。それ

から、電源喪失時にも開閉操作ができるように、圧縮空気の制御により必要な電磁弁には

非常用電源系から給電してございます。  

 それから、次に、非常用電源系についてですが、単一故障に対する考慮といたしまして、

2系統設置することで、多重化を図ってございます。非常用発電機及び無停電電源装置は、

原子炉制御棟地下のそれぞれ独立した室に設置してございます。安全保護系、工学的安全

施設に関連する多重性を必要とする動力回路、制御回路、計装回路のケーブルは、それぞ

れ相互に分離したケーブルトレイまたは電線管を使用し布設し、独立性を有してございま

す。 

 電源喪失に対する考慮ということで、非常用電源系は、非常用発電機及び無停電電源装

置各 2台から構成してございます。非常用発電機は商用電源が喪失した場合、不足電圧継

電器により自動的に起動し、電圧確立後、 1次冷却材補助ポンプ、非常用排気設備等に給

電いたします。無停電電源装置は、蓄電池と静止型のインバータ装置で構成し、非常用発

電機から給電されるまで 1次冷却材補助ポンプ、非常用排気設備の電源を確保する、とい

うような設計になってございます。  

 1-1-1については、説明は以上になります。  

 続けて、資料1-1-2について御説明いたします。  

 こちらは、気体廃棄物及び液体廃棄物の廃棄設備に関する安全機能の重要度分類上の位

置付け、というようなタイトルにしてございますが、審査会合で、 No.43という質問に対

する回答になってございます。  

 JRR-3原子炉施設から直接排出される放射性廃棄物に係る廃棄施設について、安全機能

の重要度分類上の位置付けを整理し、説明すること。特に、気体廃棄物について位置付け

を明確にすること、というようなコメントをいただいてございます。  

 回答のほうになりますが、最初に書いてございます、ここのところは、添付書類八のほ
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うにも記載してございますが、 JRR-3の原子炉施設で発生する気体及び液体の放射性廃棄

物は、以下のように処理する、ということになってございます。  

 （ 1）気体廃棄物は、換気浄化装置により、放射性物質の濃度を低減したのち、監視し

ながら排気筒から放出する。（ 2）液体廃棄物は、廃液貯槽に一時貯留した後、放射性物

質の濃度を測定し、排水基準値以下のものは、排水溝へ排出する。排水基準値を超えるも

のは、本研究所の放射性廃棄物処理場へ運搬し処理する、というような方針で設計してご

ざいます。  

 気体廃棄物の処理についてですが、通常の換気については、 ALARAの精神に則り気体廃

棄設備を経て排気筒から拡散し放出することとしております。仮に通常の運転状態におい

て、気体廃棄物の異常により通常の経路で放出されなかった場合でも、公衆の被ばくは十

分低いため、 PS機能には位置付けてございません。なお、放射性物質を放出するような異

常状態においては、非常用廃棄設備により放射性物質の濃度を低減した後に放出するとい

うことにしてございまして、この非常用廃棄設備については、 MS-2に位置付けてございま

す。 

 それから、液体廃棄物の処理についてですが、液体廃棄物は、廃液貯槽に一時貯留した

後、放射性物質の濃度を測定し、排水基準値以下のものは排水溝へ放水いたします。基準

値を超えるものについては、処理場のほうへ運搬し処理するということになってございま

す。JRR-3の1次冷却材中にはトリチウム等の放射性物質が含まれ、これらが集積する廃液

貯槽を放射性廃棄物の貯蔵設備として PS-3に位置付けてございます。  

 資料1-1-2については以上になります。  

○日本原子力研究開発機構（小林主査）  では、続きまして、資料 1-1-3について、原子

力機構の小林が説明させていただきます。  

 こちらは、安全保護系を耐震 Bクラスとしていることについて、というタイトルでして、

審査会合のNo.31とNo.33のコメントに対する回答でございます。  

 No.31のほうは、安全機能の重要度分類において停止機能として MS-1に分類されている

安全保護系について、耐震重要度分類を Bクラスとする具体的な根拠を説明すること。  

 33のほうは、安全保護系に係る耐震重要度分類については、個別の設備・機器等の具体

的な分類の方法における機能喪失時の影響評価を踏まえて分類の根拠について説明するこ

と。ということで、こちらに対して回答させていただきます。  

 JRR-3の安全保護系は、次のページの図に示すような回路構成となっておりまして、検
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出器からのスクラム信号によって安全保護系の制御盤内に接続されたリレーのいずれかが

開となることで多重化された遮断器を断にすることによりまして、制御棒を炉心に挿入し

原子炉を停止する仕組みとなっております。また、安全保護系は A系、 B系の 2系統に多重

化されておりまして、それぞれ独立制御盤に収納され、物理的に分離した設計となってお

ります。さらに、電源又は信号の喪失に対してフェールセーフとすることで、十分高い信

頼性が確保された設計となってございます。  

 ここで、JRR-3にSクラス相当の地震が発生した場合というものを考えますと、原子炉は、

地震発生初期に地震計のスクラム発生値によりましてスクラム信号が発生し、原子炉は停

止いたします。また、 Sクラスの地震力によりまして構成機器の損傷が想定されますけれ

ども、この場合電源の喪失及びスクラム信号の喪失を想定いたしましても安全保護系は原

子炉を常に停止することができる回路構成となっております。安全保護系の損傷により原

子炉を停止できない可能性といたしましては、配線の誤結合によるリレー接点のバイパス、

または遮断器を断にするためのリレー接点を固着するような状態に至ることが考えられま

すが、全てのリレーにおいてこのような状況になることは考えにくいと考えております。  

 後ろの11ページと12ページのほうに、回路の各状況に応じた安全保護系の回路の図が載

っておりますけれども、①に通常運転時が示されておりまして、このようにリレーが常に

接点することによって導通いたしまして、通常は制御棒は入っております。②番と③番の

ような図の状態になりますと、スクラム信号検出時及び信号喪失、電源喪失になりますと、

接点が開いたり、遮断器が開となることで原子炉はスクラムいたします。原子炉がスクラ

ムしないという状況を仮定した場合ですと、④と⑤のような状況が想定されますけれども、

こちら、リレーに接続される配線は被覆されていること、またはリレー接点は信号断でス

プリングにより受動的に開きますことから、全てのリレーがこのような状態に至ることは

考えにくいと、我々は考えております。  

 したがいまして、 Sクラス相当の地震が発生した場合におきましても、安全保護系は常

に原子炉を停止させる方向に働くため、当該設備を耐震重要度 Bクラスとすることは妥当

であると考えております。  

 資料1-1-3については、説明は以上でございます。  

 続きまして、資料1-1-4について御説明させていただきます。  

 こちらは、重水ダンプ弁が耐震 Bクラスである根拠ということでございまして、審査会

合No.19、30、39のコメントに対する回答でございます。  
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 19につきましては、重水ダンプ弁が制御棒系に比べ重要度分類のクラスを 1段階下に設

定していることに関して、新規制基準において原子炉停止系については、多重性又は多様

性を有し、かつ独立性を有する設計であることを求めていることを踏まえ、制御棒系のみ

で担保しようとする場合には、研究炉安全設計審査指針にあるとおりその信頼性が高いこ

とが前提となるため、共通原因による故障等を含め、考え方を別途説明すること、という

ことです。  

 30につきましては、原子炉の停止機能に係る耐震重要度分類に関して、制御棒と重水ダ

ンプ弁のクラスの分類が異なる理由について詳細に説明すること、ということです。  

 39につきましては、原子炉停止系を制御棒系のみで担保する場合は、停止信号の発生を

含めて独立性及び信頼性が確保されていることについて詳細に説明すること、ということ

でして、これについて回答させていただきます。  

 JRR-3の原子炉停止系ですけれども、新規制基準の規則の 37条に対する停止系としまし

ては、原理の全く異なる制御棒系と重水ダンプ系の 2系統により成り立っておりまして、

これらは多様性及び独立性を有するものでございます。また、制御棒による停止系は信号

の発生も含めて多重性を有しており、さらに、制御棒駆動機構は機械的にも独立して駆動

し、電源を含めた作動回路を別々に持っております。  

 制御棒系の回路構成は、次のページの図に示すとおりでございまして、スクラム信号を

スクラム遮断器が受信しますと、制御棒駆動機構の可動コイルが、こちらの電磁コイルが

消磁しまして、制御棒が自由落下で炉心に挿入され原子炉が停止する仕組みとなっており

ます。ここで、安全保護系はスクラム信号を A、 B系 2系統に多重化し、かつ独立した設計

となっておりまして、可動コイルへの電源を遮断する遮断器についても A、B2系統に多重

化されております。また、スクラム遮断器盤内において各系統が物理的に独立した配置構

成となっております。  

 ここで、JRR-3にSクラス相当の地震が発生した場合を考えますと、先ほどお示しした資

料1-1-3と同様ですけれども、安全保護系というものは原子炉を確実に停止できる回路構

成となっております。このことから、制御棒系による停止機能は、多重性かつ独立性を有

した十分高い信頼性が確保された設計となっており、安全評価においても制御棒系のみを

停止機能として期待することで、重水ダンプ系を期待しなくても原子炉を停止できること

を確認しております。  

 したがいまして、制御棒系を Sクラスとして設計すれば、仮にその他の停止機能に係る
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機器が地震によってその機能を喪失したとしても原子炉は確実に停止できるため、重水ダ

ンプ系の耐震重要度分類を Bクラスとすることは妥当であると、我々、考えております。  

 こちらの資料については以上でございます。  

 続きまして、資料1-1-5について御説明いたします。  

 こちらは、サイフォンブレーク弁を開とする機能を Sとしない理由ということで、審査

会合No.34のサイフォンブレーク弁を開とするのに必要な設備を Sクラスとしない理由につ

いて詳細に説明すること、というコメントに対しましての回答資料でございます。  

 サイフォンブレーク弁は電磁駆動型の弁でして、電源の喪失に対してフェールセーフと

なるような設計がされておりまして、電源喪失時には電磁石の励磁が切れることでスプリ

ングの働きによって確実に開となる構造となっております。耐震重要度分類としましては、

電磁石及びスプリング等を含めサイフォンブレーク弁一体として Sクラスに分類しており

ます。 

 次のページの図を御覧いただきますと、サイフォンブレークに関係する設備の耐震クラ

スの範囲が示してございます。サイフォンブレーク弁は、右の点線で囲まれた部分がサイ

フォンブレーク弁でして、こちらが Sクラス、左の点線の範囲がサイフォンブレーク弁を

開とする機能ということで、 Bクラスの範囲となってございます。  

 Sクラスの地震力によるサイフォンブレーク弁を開とする機能、こちらが、こちらの機

能喪失として、電源喪失の他に回路の断線によるプロセス信号の喪失というものが想定す

ることができますが、サイフォンブレーク弁の作動回路は A接点リレーを用いた設計とな

っていますので、このような場合におきましても回路は常に開となる方向に、弁を開とす

る方向に働きます。こちら、図に示しておりますリレーですけれども、こちら、電磁式リ

レーを用いておりますので、電磁式リレーは構造が非常に簡単で動作信頼性が高いため、

全てのリレーによって何らかの原因により閉固着するということは考えにくいんですが、

仮に全てのリレーが閉固着した場合においても、図に示すような手動の弁操作用スイッチ

又は電源を供給している 100V、AC電源のNFB等を手動で断にすることによって弁を開とす

ることは可能でございます。さらに、サイフォンブレーク弁作動回路は、サイフォンブレ

ークA、B、2系統の各1基毎にこれらの回路が設置されておりまして、多重性を有してござ

います。  

 このように、 Sクラスの地震力に対して、電源喪失又はプロセス信号の喪失によるサイ

フォンブレーク弁を開とする機能の喪失を想定しましても、サイフォンブレーク弁は常に
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開となります。このことから、当該設備を Bクラスとすることは妥当であると考えており

ます。 

 こちらの資料については以上でございます。  

○日本原子力研究開発機構（荒木技術副主幹）  続きまして、資料 1-1-6についての説明

をいたします。  

 こちらは、耐震重要度分類を AまたはAsクラスからBクラスに変更した理由ということで、

審査会合No.32、それから36のコメントに対する回答でございます。 No.32のほうが耐震重

要度分類に関し、現行許可の A又はAsクラスからBクラスに変更した設備について、その変

更理由を詳細に説明すること。  

 No.36のほうが、重水タンク中にあるクライオスタット、炉心上方にある上部遮蔽体及

び原子炉プールにつながる 1次冷却系配管に関して、耐震重要度分類を Bクラスとしている

ことについて、関連する Sクラス設備への波及的影響の評価を含めて、分類の考え方につ

いてその妥当性を説明することとして、そのようなコメントをいただいていまして、それ

に対する回答でございます。  

 ここで資料の修正がございまして、回答のほうの、サイフォンブレーク弁を開とするの

に必要な設備で、「資料1-5のとおり」となってございますけれども、こちら「資料1-1-5

のとおり」でございます。それから、同様に、安全保護系のほうが「資料1-3のとおり」

になってございますが、こちら「1-1-3のとおり」。同じく、重水ダンプ系が「資料1-1-4

のとおり」でございます。修正いたします。  

 説明を続けます。  

 旧Asクラスのものですけれども、サイフォンブレーク弁を開とするのに必要な設備がご

ざいましたけれども、こちらは、先ほど説明した内容でございます。  

 それから、上部遮蔽体ですけれども、こちらの設備に要求される機能は、原子炉運転中

の遮蔽でございまして、 JRR-3では、 Ssによる地震に対しては、原子炉を停止して燃料を

破損させないということを前提としてございます。原子炉が停止すれば、原子炉プール上

面の線量当量率は急激に低下いたしまして、上部遮蔽体の有無にかかわらずバックグラウ

ンド程度となるということで、機能喪失時の周辺公衆への影響はございません。ただし、

直下に Sクラスである炉心が存在するということで、波及的影響の確認は行うことといた

します。  

 それから、旧 Aクラスでございまして、安全保護系、重水ダンプ系については、先ほど
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御説明したとおりでございます。  

 それから、 1次冷却材補助ポンプ、自然循環弁の崩壊熱除去設備についてですけれども、

燃料は冠水維持のみで冷却できるということで、 Ssによって燃料破損が発生しないという

ことで、これらの設備が機能喪失しても周辺公衆への影響はございません。  

 それから、次のページですけれども、非常用排気設備、それから非常用電源系、こちら

につきましても、基準地震動 Ssで燃料破損が発生しないということで、これらの設備が機

能喪失しても周辺公衆への影響はございません。  

 それから、 1次冷却設備ですけれども、燃料は冠水維持のみで冷却できると。 Ssによっ

て燃料破損が発生しないということで、 1次冷却系設備が機能喪失しても周辺公衆への影

響はございません。それから、 1次冷却系配管が破損及び変形しても、原子炉プールと配

管の接続部は冠水維持レベルよりも高い位置にございますので、 Sクラスである冠水維持

設備の機能に対する波及的影響はございません。 Sクラスであります炉心に対しては、 1次

冷却系配管の破損等で波及的影響が考えられるということで、こちらについては評価をす

るということにいたします。  

 続きましては、重水系の設備ですけれども、重水中のトリチウムの放出を考慮いたしま

しても、周辺公衆への影響は 5mSvを下回ります。なお、重水系の配管が Sクラスである重

水タンクに影響を与えないということについては確認をすることにいたします。  

 続きまして、冷中性子源装置のうちクライオスタットですけれども、クライオスタット

は冷中性子源装置を構成する設備の一部でありまして核燃料物質を内包しておらず、破損

によって機能喪失したとしても周辺公衆への影響はありません。ただし、 Sクラスである

炉心に対する波及的影響については確認をする、ということにしてございます。  

 こういった理由で、ここに掲げた設備については、 AまたはAsクラスからBクラスに変更

をしてございます。  

 資料1-1-6の説明については以上でございます。  

○日本原子力研究開発機構（堀口主査）  続きまして、資料 1-1-7の説明でございます。

実験利用設備に関する重要度分類の考え方についてということで、審査会合 No.15の御質

問に対する回答になります。  

 実験利用設備について、実験物に係る投入反応度等の制限や系統のインターロックなど

具体的な機能等を踏まえ、重要度分類の考え方を明示すること。また、実験物による反応

度添加に係る制限等、運転管理で担保するものについては、保安規定等の内容を含め詳細
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に説明すること、ということで、実験利用設備の重要度分類は、次の考え方に基づきまし

てPS-3としてございます。  

 安全機能の分類としましては、過大な反応度の添加防止としております。クラス分けの

根拠ですけれども、原子炉運転中に挿入・取出しを行う試料の反応度（制限値： 7.3×10-

4Δ k/k）は、制御棒による反応度停止余裕（1.0×10-2Δ k/k）に比べ十分低く制限するた

め、燃料の破損を生じることはございません。安全解析におきましても、制限値の 2倍の

添加反応度である 1.5×10-3のステップ状の反応度を想定しましても、燃料の健全性に影

響を与えないということを確認してございます。ただし、異常状態の起因事象となるもの

として、PS-3としております。  

 インターロック等に関しての説明ですけれども、実験利用設備は、施設及び照射試料等

の損傷、状態変化、移動等によって、原子炉に加えられる反応度変化が許容反応度変化

（ 7.3×10-4Δ k/k）を超えないように設計しております。水力照射設備については、 2系

統ある照射筒への同時挿入・取出しを考慮した場合において 7.3×10-4の反応度を超える

おそれがあるため、同時挿入・取出しを防止するインターロック回路を設けております。

その他の照射設備につきましては、許容反応度変化を超えることがないということから、

インターロック等の設計上の考慮は必要としておりません。  

 また、試料反応度の管理につきましては、保安規定に基づいて実施しておりまして、原

子炉運転中に挿入・取出しを行う試料による反応度変化が 7.3×10-4Δk/k以下となるよう

に管理をしてございます。  

 資料1-1-7についての説明は以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、今、説明いただきました資料 1-1について、質問、コメント等ありましたら

お願いします。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 資料の8ページです。気体廃棄物の処理の通常の関係について、 PS機能に位置付けてい

ないというのは、これは安全機能ではないという理解でよろしいんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  そういう整理をしてございます。安全機能

については、放射線障害を及ぼすおそれのある機能とか、重要度分類の考え方のほうでは、

「過度の放射線被ばく」というような表現になってございますが、その程度というような

ものも考慮して、安全機能には位置付けてないというような整理をしてございます。  
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○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 ちょっと、なかなかそこは納得できないんですけれども、そもそも ALARAの精神に則り

ということであれば、これをつけて、より低くするという観点でついているということで、

安全機能ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  繰り返しになるんですけども、程度という

ことを考えてございます。我々も、その管理区域内で作業をしておりますが、我々がそう

いった環境、同じ空気、吸っている空気が、通常換気系から排気筒を通して放出するとい

うことになります。放出経路から、仮に通常排気設備の途中から放出するというようなこ

とに関しては、あってはいけないというか、それはいいということではないんですが、仮

にそういったことが起きたとしても、その被ばく影響というんですか、放射線障害を及ぼ

すというようなおそれのあるものではない、というふうに位置付けています。  

 繰り返しになるんですが、非常用の排気設備については、 MSのほうに位置付けてござい

ます。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村ですが、私、全然、クラスが高いなんていうことを申

し上げてはいなくて、これによって、やはり下げるための機能としてついているというこ

とであれば、 PS機能として位置付けるべきではないかと考えます。  

○日本原子力研究開発機構（和田課長）  原子力機構の和田ですけれども、黒村さんのコ

メントについては理解しましたので、ちょっと検討させていただきたいというふうに思っ

ております。  

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。  

 特に質問、指摘がないようですので、それでは、次の資料に行きます。  

 資料1-2、これは第 40条への適合性についてということでしたので、じゃあそれを説明

をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  それでは、資料 1-2について御説明いたし

ます。 

 こちらについては、第 40条ということで、 1ページめくっていただきますと、目次がつ

いてございますが、40条、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止ということに関

しての説明資料になります。この 1ページのところに書いてございますが、これまで説明

した項目については黒でマークしてございます。  

 次、2ページ目は置いておきまして、 3ページ目になりますが、こちらは、適合のための
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設計方針を示してございます。  

 先ほどの資料と同じように、赤で囲っておるところは許可基準規則の 40条を記載したも

のになります。それから、間、白いところに、ちょっと字が小さくなってございますが、

書いてございますのは、許可基準規則の解釈というところを記載してございます。青いと

ころになりますが、適合のための設計方針といたしまして、我々が定めたものになります。

設計基準事故より発生頻度は低いが、敷地周辺の一般公衆に対して過度の放射線被ばく

（実効線量の評価値が発生事故当たり 5mSvを超えるもの）を与えるおそれがある事故につ

いて評価し、そのようなおそれがある場合には、事故の拡大を防止するために必要な措置

を講じる設計とする、というような設計方針を定めてございます。  

 これに関しまして、この40条に関しまして、我々が基本的な考え方というのをまとめて

きたのが、次の4ページからの資料になります。  

 5ページになりますが、第 40条に対する適合の基本的な考え方として、多量の放射性物

質等を放出する事故の発生を防止、または、これに進展するおそれがある事象が発生した

場合の影響を緩和するために、想定される設計基準事故に加えて考慮すべき事故に対して

も、「裕度をもたせた設計」または「時間的余裕をもって対応ができるような設計」にす

る、ということにしてございます。通常の設備や操作が期待できない状況でも、代替手段

により、原子炉を停止し、炉心及び使用済み燃料の冠水を維持し、放射性物質を閉じ込め

るための対策を採る、というようなことが基本的な考え方となります。  

 JRR-3では、ということで、まず前提といたしまして、炉心及び使用済み燃料の大規模

な損傷（溶融）が起こらなければ、「多量の放射性物質等を放出する事故」にはならない、

ということになります。この事故に至らないということが大事だというふうに我々は考え

てございます。  

 それから、設計裕度を確認ということで、設計の想定を超えた事象であっても、炉心の

健全性を確保できることを確認いたします。このために、原子炉の停止機能及び冷却機能

（崩壊熱除去）について、余裕のある設計であることを確認いたします。今の設計で、そ

の余裕が示すことができれば、新たな対策等は不要というようなことにもなろうかと思い

ます。  

 それから、対策の有効性を確認ということで、代替手段等が必要な場合は、その有効性

を確認いたします。万が一、炉心の損傷が生じた場合でも、閉じ込め機能により 5mSvに至

らないことを確認するということで、発生の防止、それから拡大の防止、こういった対策
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の有効性について確認していく、というような考え方で進めてまいります。  

 6ページになります。 

 こちらについて、評価の目的ということをまず上に示してございますが、 JRR-3は、本

質的な安全性が高いということを示したいと思っております。それから、当然、対策の有

効性を示すということになります。  

 ちょっと模式的に図のほうを書いてございますが、左のほうから、左のほうは通常運転

状態、だんだん事象が深刻になっていくわけですが、通常の運転状態から逸脱したような

状態、運転時の異常な過渡変化というようなものになっていきます。それから、それを超

えていきますと設計基準事故、ここまでが、我々が設計の範囲として、今まで、従来の許

可の中で考えていた想定になります。ここまでのところに関しましては、先ほども御説明

いたしましたが、PS機能、MS機能、こういった機能を働かすことによって、設計基準事故

等が起こった場合でも安全を確保するというようなことで設計をしてございます。  

 今回、40条ということで、その青いところを超えたところですね、発生頻度は低いわけ

ですが、深刻度は高くなるということになりますが、オレンジ色の部分、ここが設計基準

事故を超える範囲、ビヨンドの DBAということになるわけですが、ここについて考えなけ

ればならないということになります。  

 設計基準事故を超えたからといって、すぐに多量の放射性物質を放出する事故というわ

けではございませんで、研究炉の場合といいますか、 JRR-3の場合、その設計基準事故を

超えて安全機能を失ったとしても、まだ多量の放射性物質を放出する事故、これは JRR-3

では炉心の溶融等がそれに当たるわけですが、炉心の健全性を確保できるために設計の余

裕があると、こういったこともお示ししながら対策の必要性について考えなければいけな

い、というふうに考えてございます。  

 JRR-3の安全上の特徴というふうにして書いてございますが、事象の進展が比較的穏や

か。それから、制御棒を挿入すると、事象が収束する方向に向かいます。その後の、継続

的な強制冷却は不要。それから、時間的余裕を持って対応が可能であるということ。それ

から、インベントリが小さい。それから、事故への対応が容易。これは作業環境等の話に

なりますが、こういった特徴があるということを踏まえて、先ほど言いましたが、設計基

準事故から多量の放射性物質を放出する事故、ここまでの間の余裕というものを示したい

と思います。まず、ここに余裕があるということ、要は、ここで多量の放射性物質を放出

する事故に至らないための対策がとれる、そういった設計になっているということを確認
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いたします。それから、仮に、その多量の放射性物質等を放出する事故に至った場合、要

は、炉心が溶融するというようなことに至った場合に、その影響を緩和させるための対策

があるということ、こういったことを示していきたいというふうに考えてございます。  

 この余裕を示すというようなことで、当然、発電炉等との違いというんですか、グレー

デッドアプローチというようなものがあるかと思いますが、研究炉に対して必要な程度、

そういったものも見えてくるのではなかろうかというふうに考えてございます。  

 それから、次のページになりますが、 7ページ目、事象選定の考え方ということで、大

規模な炉心損傷に至る可能性がある事象といたしましては、三つ挙げてございますが、原

子炉停止機能の喪失により、異常発生時に原子炉を停止することができない。それから、

冷却材流量の低下により、炉心の冷却（崩壊熱除去）ができない。それから、冷却材の流

出により、炉心の冠水維持ができない。こういった場合に炉心の損傷に至る可能性がござ

います。  

 評価事象の選定ということで、原子炉の基本的安全機能であります「原子炉停止」、そ

れから「炉心の冷却」及び「放射性物質の閉じ込め」の各機能が、設計基準事故の想定を

超えて機能喪失した場合を想定し、事象として選定いたします。冷却機能の喪失に関しま

しては、炉心の流量が低下するというような事象、それから、冷却材が喪失する、流出し

ていくというような事象について考えます。  

 それから、次のページになりますが、安全確保の基本的な考え方ということで、今、御

説明いたしましたが、停止機能、それから冷却機能、閉じ込め機能、それぞれの機能につ

いて、機能が失われないための考慮、それから、その機能が失われた場合の対応、こうい

ったものも設計の中では考えてございます。そういったものをまとめた表になってござい

ますが、原子炉の停止機能につきましては、機能が失われないための考慮といたしまして、

安全保護系を多重化してございます。それから、制御棒は、ワンロッドスタックを考慮し

て設計してございます。それから、各制御棒、 6本ございますが、これについては独立し

た回路設計になってございます。  

 それから、機能が失われた場合ですが、制御棒が動かない、もしくは停止ができないと

いうような場合ですが、十分な停止余裕を持った炉心設計、先ほども言いましたが、ワン

ロッドスタックを考慮したような停止余裕を持ってございます。それから、一部でも挿入

されれば原子炉は停止、収束の方向に向かいます。それから、非常用制御設備といたしま

して、重水ダンプ弁、こういったものを持ってございまして、重水ダンプ機能により停止
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をするというようなこともできるようになってございます。  

 冷却機能についてですが、流量の確保といたしまして、 1次冷却材主ポンプについては

多重化を図ってございます。それから、崩壊熱除去のための 1次冷却材補助ポンプについ

ては、非常用電源から給電してございます。こちらについては 2系統持ってございます。

それから、1次冷却材補助ポンプは 1台でも崩壊熱の除去が可能な設計となってございます。  

 機能が失われた場合ですが、全電源喪失というものを想定しても、ポンプの慣性により

停止直後の崩壊熱冷却について可能であるということを確認してございます。その後は冠

水を維持することで、自然循環により冷却が可能ということになります。事象が収束する

方向に行くというようなことについて確認をしてございます。  

 それから、冠水維持に関してですが、冠水維持設備については Sクラスで設計をすると

いうようなことにしてございます。それから、漏えい防止対策といたしまして、サイフォ

ンブレーク弁を設ける。それから、水平実験孔については封止板を設けるというような対

策をとってございます。  

 機能が失われた場合ですが、 1次冷却材配管からの漏えいに対しては、止め弁というも

のがございますが、この止め弁を止めることにより、大部分の漏えいについては止めるこ

とができます。それから、炉下室への漏えいに関しましては、炉下室に閉じ込めるという

ようなことで冠水を維持することができます。給水に関してですが、多様な給水手段があ

るということで、また、時間的な余裕も持って対応できるというようなことになってござ

います。  

 それから、放射性物質の閉じ込めに関してですが、通常換気系から、非常用換気系へ切

り替えて使用いたします。非常用排気設備については多重化してございまして、これらは

非常用電源系から給電してございます。隔離弁も設けてございまして、通常換気系のほう

は、隔離して、非常用排気設備のほうから排出するというようなことになってございます。

それから、非常用排気設備については、 1台で建家内の負圧を確保できるというようなこ

とになってございます。非常用排気設備には、書いてございませんが、チャコールフィル

タを設けてございます。  

 それから、そういった機能が失われた場合ですが、原子炉建家の中に閉じ込めるという

ような対策をとってまいります。  

 こういった考慮、もしくは対応というようなものについて、その有効性等を確認してい

くということになります。  
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 次のページになりますが、具体的に評価のほうをしてございますが、その事象選定につ

いて説明してございます。  

 10ページ目からですが、まず、停止機能の喪失に関する事象というのを選定しておりま

す。 

 まず、停止機能に関してですが、多少話は繰り返しになるんですが、基本的な考え方、

停止機能に関する基本的な考え方を、 10ページのほうに示してございます。  

 原子炉停止系は、制御棒による制御棒系と重水ダンプによる重水ダンプ系で構成されて

ございます。原子炉の緊急停止及び通常の起動及び停止は制御棒で行います。制御棒及び

制御棒駆動装置は、それぞれ独立に設けてございます。また、構造上、機械的な作動部を

有することはなく、磁気的に結合、解磁される構造となってございます。制御棒は、突起

部を有することなく、スクラム時には自重で落下いたします。したがって、原子炉スクラ

ム機能に対し高い信頼性を有しており、制御棒不能になることは考えられない、というふ

うになってございます。  

 しかし、あえて制御棒挿入の不能を想定した場合には、以下のように原子炉未臨界とで

きるような設計にしてございます。制御棒系は、反応度効果の最も大きい制御棒が完全引

抜き位置のまま、挿入されないときでも、炉心を未臨界にできる設計としてございます。

このため、制御棒は、最大反応度価値を持つ制御棒 1本が未挿入の場合でも0.01Δk/k以上

の反応度停止余裕を有する設計となってございます。さらに、制御棒が作動しないといた

しましても、重水ダンプ系により 0.01Δk/k以上の反応度停止余裕を持って炉心を未臨界

にできるような設計になってございます。  

 こういうように、多重に機能喪失に対しても対策等を考えてございます。  

 次のページになりますが、 11ページ、事故シーケンスのほうを書いて、まとめてござい

ます。 

 前提としまして、異常状態にある場合ですが、異常状態になりますと、原子炉の停止信

号が入りまして、全ての制御棒が挿入されるというようなことになります。一番上のライ

ンですが、こちらが設計基準事故、 DBAとして評価している事象になります。今回は 40条

のほうになりますが、そういった場合の機能喪失を考慮するということになります。制御

棒の挿入が全数挿入できればいいわけなんですが、一部挿入に失敗するというようなこと

も考えられます。 1本挿入が失敗した場合、こちらについては、残りの制御棒挿入で原子

炉を止めることができます。必要に応じて重水ダンプをすると。 2本の場合も同じように
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残りの制御棒で停止する。必要によって重水ダンプをするということになります。  

 今回、太い線で描いてあります、このラインが、 40条として評価した事象になります。  

 想定をさらにさらに加えていきますと、 6本あります制御棒のうち、今、 2本の話をして

おりますが、 3本、4本と想定を広げていくことはできます。そういった可能性がないわけ

ではありません。ただ、もう多重に機能喪失を考えてございまして、そこについては可能

性が低いということに、ここではしてございます。 3本以上、 4本、 5本と挿入できなかっ

た場合、場合によっては炉心の健全性が維持できないということになりまして、この後御

説明いたしますが、そういった場合は、閉じ込め機能に期待するということになります。

そういったところの対策のほうに移行するということで、×をつけて記載をしてございま

す。 

 それから、停止信号についても、先ほどは成功というふうになっておりますが、二重化

してはございますが、停止信号が発せられないというような可能性もないわけではござい

ません。可能性は低いというふうにしてございますが、停止信号が自動で発生するのが失

敗した場合は、手動で原子炉を停止するということになります。制御棒の挿入障害につい

ては、上の場合と同じようなシーケンスになります。  

 今、異常状態ですが、通常運転状態で制御棒が挿入されないと、失敗するというような

ことも考えられますが、こちらについては、仮に全数が制御棒挿入に失敗したとしても、

重水ダンプ等によって原子炉を停止するというようなことができるということになってご

ざいます。  

 12ページのほうになりますが、最終的には、出力運転中の制御棒の異常な引き抜きとい

う、事故事象において、 2本の制御棒挿入失敗というものを、ここでの原子炉の停止に関

する機能の設計余裕を確認するための事象というような位置付けで評価してございます。  

 これが評価事象となる根拠といたしまして、まず、スクラム信号の未発報というのは、

これは可能性が低いと。 2系統あり、非常用電源から給電されております。それからフェ

ールセーフというようなこともありまして、可能性が低いというふうになります。  

 ②のところですが、制御棒の挿入障害、こちらについては、機械的に挿入障害になると

いうようなことはあり得るのではないかというふうに考えてございます。そういったこと

から、制御棒の機械的な挿入障害を想定いたしまして、原子炉の停止に対する設計余裕を

確認するということから、初期事象として、出力運転中の制御棒の異常な引き抜きという

ような事故状態で、 2本の制御棒挿入の失敗というようなものを加えて評価のほうをする
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というふうにしてございます。  

 次に、13ページになりますが、冷却機能の喪失に関する事象ということで、原子炉の冷

却、特に崩壊熱除去に関する基本的な考え方を 13ページのほうにまとめてございます。  

 通常の冷却に関しては、1次冷却材主ポンプ2台により冷却をいたします。  

 商用電源が喪失いたしますと、商用電源喪失により原子炉は自動停止し、非常用電源系

から給電される1次冷却材補助ポンプ以外の冷却材のポンプは全て停止いたします。 1次冷

却材補助ポンプは原子炉停止後、崩壊熱の除去を目的として 1次冷却材主ポンプと並列に 2

台設置されております。 1次冷却材主ポンプのコーストダウンにより 1次冷却材補助ポンプ

は定格流量運転となります。 1次冷却材補助ポンプは1台で定格流量の約11％を確保するこ

とができます。 1次冷却材補助ポンプは商用電源喪失時には、非常用電源から給電が可能

でございます。また、非常用発電機の起動失敗を考慮しても、無停電電源装置からの給電

により運転を継続できるような設計になってございます。  

 長期的な冷却ですが、 1次冷却材補助ポンプの停止後、自然循環弁を開操作することに

より、それと冠水を維持することで自然循環により冷却を行う、というような設計の思想

になってございます。  

 14ページになりますが、冷却機能を喪失するような事象に対する事故シーケンスになり

ます。 

 商用電源を喪失というのが起因というか、スタートになってございますが、商用電源を

喪失いたしますと、非常用電源設備からの給電により 1次冷却材補助ポンプだけ残りまし

て、 1次冷却材補助ポンプの運転により冷却をするという、一番上の流れですね、これが

DBAとして従来から評価している事象になります。  

 この場合、 40条としましては、機能喪失を考えていくわけですが、 1次冷却材補助ポン

プ1台の起動を失敗したという場合でも、 1基でも十分な容量を有しておりますので、こち

らについても冷却ができると。非常用発電機の起動に失敗したとしても、無停電電源装置

がございまして、この無停電電源装置のバッテリーにより、 1次冷却材補助ポンプが起動

しまして、冷却をするということで、冷却のほうは完成するということになります。  

 その無停電電源装置も作動を失敗する、要は全ての電源、交流だけではなくて直流電源

も全て失ってしまったというような場合になるんですが、冷却、その強制循環の手段を持

ちませんが、その場合でも炉心の健全性が確保できる、こういった設計の余裕がある原子

炉であるというようなことを評価してございます。これが太い線のラインになりますが、
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こちらが、ここの40条で評価している事象になります。  

 それから、今、電源喪失について御説明いたしましたが、機械的なトラブルによってポ

ンプが停止するというような場合もございます。 1次冷却材主ポンプの軸固着については、

1台ですけども、こちらについては、設計基準事故、 DBAとして評価している事象になりま

す。1台が固着しても、もう一台の主ポンプにより冷却が可能になります。  

 それから、 2台とも軸固着、これは可能性は低いとは思いますが、こういった場合も、 1

次冷却材補助ポンプのほうがございますので、冷却が可能。 1基失敗しても、もう1基あり

ますので、1次冷却材補助ポンプのほう 1基で冷却が可能ということになります。  

 それから、炉心流路閉塞になりますが、小規模の炉心流路閉塞については、設計基準事

故で評価してございます。それから、大規模なもの、要は、運転中に何かしら炉心の流路

を閉塞するようなものが入ってくるということになるわけですが、構造上、そういったも

のが運転中に起こるというのは考えられないわけですが、こういったことが起こった場合

には、炉心の健全性が維持できなくなる可能性が高いということになります。こういった

場合は、先ほどもありましたが、閉じ込めの機能、要は炉心の損傷になりますので、閉じ

込め機能のほうで対策をとるということになります。  

 次のページになりますが、15ページになります。  

 評価事象としましては、商用電源喪失に加えて、非常用電源設備の機能不全という事象

を考えてございます。  

 共通起因事象として、全電源を喪失した場合、全ての冷却材ポンプが停止いたします。

このときの設計裕度を確認するため、商用電源喪失に加えて非常用電源設備の機能不全事

象について評価するということにしてございます。この評価においては、無停電電源装置

からの給電も期待しないというような評価条件で評価のほうをしてございます。  

 16ページになりますが、冷却材の、今度は喪失、流出事象について、基本的な考え方を

まとめてございます。  

 漏出防止対策といたしましては、冠水維持設備は Sクラスで設計してございます。それ

から、水平実験孔については、水封板を 2重に設置してございます。  

 漏えいが生じた場合の対策ということになりますが、原子炉運転中でございますと、

「1次冷却材流量低」の信号により、原子炉はスクラムいたします。  

 配管から漏えいした場合ですが、通常水位から 3m下がったところ、 -3mでサイフォンブ

レーク弁が開放し、原子炉プールは通常水位から 4.1m下がったところの水位で維持いたし
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ます。サイフォンブレーク弁は多重化されてございます。サイフォンブレーク弁が機能し

ない場合には、止め弁により流出を止めるということができます。  

 それから、②のところですが、水平実験孔からの漏えいに関しては、構造上、大量の漏

えいとはならないというふうに考えてございます。  

 それから、炉下室への漏えいですが、炉下室へ漏えいした場合は、水を閉じ込めること

により、流出が止まりまして、冠水は維持されます。  

 給水という手段もございますが、必要に応じて給水をするということになります。  

 17ページになりますが、事故シーケンスをお示ししてございます。 

 まず、配管から流出があった場合なんですが、基本的にはサイフォンブレーク弁が作動

して冠水を維持するということになります。これが DBAとして評価した事象になります。

しかし、サイフォンブレーク弁が働かなかった場合ということで、こういった場合は、止

め弁による流出を防ぐということになりますが、これは、その流出の発生箇所によって止

め弁が有効かどうかということが変わってまいります。有効な場合には止め弁で流出を止

めることができる。そうでない場合は、水戻し、給水、補修、そういったものをしなけれ

ばいけないということになります。  

 今回の評価事象ですが、太線で示してありますところですが、サイフォンブレーク弁も

効かない、それから止め弁で止めることもできない、こういった場合に、水戻し、それか

ら給水等の手段があるかどうかというようなことを評価してございます。  

 炉下室の流出については、閉じ込めにより流出が止まるということになります。  

 それから、水平実験孔からについては、先ほども言いましたが、大規模な流出とはなら

ないというふうに考えておりますので、補修等により冠水維持ができるというふうに考え

てございます。  

 18ページになりますが、 40条のところについては、 1次冷却材の流出事故に加えて、サ

イフォンブレーク弁が機能しないというようなことを評価事象として挙げております。そ

の根拠については、先ほど説明したとおりになりますが、ここについては、この評価につ

いては、破断口を 1次冷却材の配管の 1/4Dtということにしております。これは 1次冷却材

流出事故に加えてということで、こういう評価をしてございます。  

 次ですが、 19ページになります。  

 閉じ込め機能の喪失に関する事象ということで、閉じ込めについては、基本的な考え方

ということで19ページに示しておりますが、まず原子炉を停止し、炉心の冷却をすること
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ができれば、炉心の損傷に至ることはありません。とはいいましても、万が一炉心が損傷

した場合というのは、閉じ込めに頼るということになります。  

 非常用排気設備については、チャコールフィルタを設けておりますが、そのフィルタに

より放射性物質を除去いたします。それから、非常用排気設備については多重化されてお

りまして、非常用の電源から給電されております。非常用排気設備については、 1台でも

原子炉建家内を負圧にできるというような設計になってございます。こういった設計には

なっておるんですが、非常用排気設備がさらに作動しなかった場合というのは、全ての換

気設備を止めて、原子炉建家内に放射性物質を閉じ込めるというような対策をとります。  

 次の20ページが、その事故シーケンスになりますが、こちらについては今説明したとお

りです。  

 先ほどの原子炉の停止、それから冷却、そういったものが余裕を持った設計にはなって

おるんですが、仮に失敗した場合は、炉心の損傷、そういったものを考えなければいけな

いということで、こちらのシーケンスのほうに流れてくるということになります。  

 以上が事象選定に関する説明になります。  

 ③のところ、21ページからは、審査会合でいただいたコメントに対する回答ということ

で、ちょっと毛色の違う説明になりますが、続けて説明させていただきたいと思います。  

 審査会合の 27番のコメントといたしまして、 B-DBAの評価に関して、従来の立地事故が

そのまま申請書に記載されていることについて、その考え方を、そもそもの B-DBA評価の

観点を踏まえ、整理し、説明すること。また、福島第一原子力発電所の教訓を踏まえ、過

酷な状況に陥っても何も講じる手立てがないという状況にならないように対策を講じると

いう観点を含めて、対策について説明すること、というようなコメントをいただいてござ

います。  

 これに対して、我々の回答ですが、立地評価では、以下のことを確認することとしてご

ざいますということで、①～③についてですが、①については立地の適性について、それ

から、②については離隔について、それから③ですが、防災の可能性、こういったものを

立地評価では確認するということになってございますが、このうちの②のところの離隔の

ところに関するところですが、その評価をするために、重大事故及び仮想事故の評価を行

ってございます。この重大事故では燃料 1体分、仮想事故では全炉心分の核分裂生成物の

放出を想定してございます。  

 今回、新たに追加された40条に関する評価では、同事故の発生の防止対策又は影響緩和
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対策の必要性を確認するために、設計基準事故よりも低い発生頻度の事象（機能喪失）に

対して、設計余裕又は対策の有効性を確認することといたしました。このため、 JRR-3で

は両者の目的の違いから、立地評価については記載を残すことといたしました。記載を残

すに当たっては、最新の気象データ等に基づき、被ばく評価の部分については影響評価を

見直してございます。  

 以上になります。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、第40条への適合性、資料1-2について、質問、指摘等あればお願いします。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、ちょっと中身が把握できないまま御質問いたし

ますけれども、 5ページのところで、「対策の有効性を確認」のところで、「閉じ込め機

能により 5mSvに至らないことを確認する」と書かれていますけれども、これはページ 3の

解釈、 1のところに書いてある、「 5mSvを超えるもの」というものとの違いというのは、

どこが違うんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  ここで、 5ページのところで言っておりま

すのは、閉じ込め機能の有効性、対策の有効性、我々 JRR-3のインベトリとかとも関係す

るんですが、こういった機能喪失が起こったとしても、 5mSvいかない。5mSvを超えるよう

な事象に対しては、こういった事象を考えなければいけないということが、法令のほうで

は要求されておるわけですが、結果として 5mSvまで行かないと、そういった機能喪失をし

ても5mSvまで行かないというようなことを示すということで、評価のほうをしておるとこ

ろです。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、対策を得た上で 5mSvに至らないということなん

ですか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  はい、そういう理解です。  

○杉山チーム員 ということは、対策しなければ、 5mSvを超える事象であるということで

よろしいんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  その破損の程度によると思います。今、

我々が評価しているのは、 DBAで流路閉塞事故というものをやっておりますが、そこで燃

料の破損を生じたとして、ということにしております。その閉じ込め機能をさらに喪失さ

せても、そこまで行かないということを確認したということになります。  

○杉山チーム員  その辺がよくわからないんですけど、ここの解釈の 1に書いてある言葉
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というのは、「発生事故当たり 5mSvを超えるもの」と書かれていますよね。こういうおそ

れがある事故についての評価というふうになっているので、こういう事象が初めからない

というんであれば、この B-DBAをやる必要ないというふうに何か聞こえるんですけど。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  想定をどこまでするかということになるか

と思うんですが、 DBAの範囲では、そういったおそれはありません。要は、超えないとい

うことになります。ただ、想定をどこまで、要は機能喪失をどこまで重ねるかということ

になりますが、可能性ゼロというようなことになれば示すことできませんので、最悪、全

炉心のものを放出するとかいうようなことを想定しなきゃいけないと思います。ある程度

のところで想定すれば、今、我々がやっていますけど、流路閉塞事故程度の破損を想定す

るのであれば、そういったことはないと言えるんですが、それをどこまで想定するかとい

うところにかかっていると思います。  

○杉山チーム員  そうしますと、 6ページのこの図でいきますと、設計基準事故の範囲を

超えるとB-DBAに該当するんだというふうに書かれていますよね。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  ここの6ページですけども、青いところが

DBAの範囲で、それを超えるというところでは、オレンジのところに突入するんですけど

も、イコール、要は多量の放射性物質を放出する事故というわけではなくて、まだまだそ

の収束できる、要は設計余裕があるというところになります。  

○杉山チーム員 そうしますと、ここの、今、「多量の放射性物質を放出する事故」とい

うので、黄色く枠が描かれていますけども、ここの部分が 5mSvを超えるところだというふ

うに考えているということですか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  そうですね。 JRR-3でいいますと、具体的

にどれほど炉心が損傷すれば 5mSvというところの関係づけはしておりませんが、炉心の溶

融等になれば、そういった対象に、要は評価しなければいけないような対象になる事象だ

というふうに考えています。なので、この多量の放射性物質を放出する事故というのは、

炉心の溶融というふうに考えております。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、そうしますと、例えば、その後ろのほうの 11ペ

ージの例でもいいんですけれども、ここに書かれているのは、先ほどのそのオレンジのと

ころに入るということでよろしいんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  ここに書かれているというのは、「制御棒

挿入」で、2本挿入の下の「可能性が低い」というところの意味でしょうか。  



31 

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  いや、違います。ここに書かれている、線

で描かれている図全体が B-DBAに該当する事象なんでしょうかというふうに聞いています。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  ちょっと説明が乱暴だったかもしれません

が、 11ページに関してですが、異常状態から、一番上のラインですね、ここは DBAで評価

している流れになります。要は、異常状態になって、原子炉停止信号が発生して、制御棒

が全部挿入される、この一番上のラインは DBAということになります。少しずつ、その想

定を重ねていく、機能喪失を考えていくと、どこかでは炉心の健全性が維持できないとい

うようなことになろうかと思います。ここで、丸で書いてあるところというのは、先ほど

の6ページで言いますと、青い、その「設計基準事故」のところから、「多量の放射性物

質を放出する事故」の間、点線で描いておりますが、その間に落ちつくところということ

で考えています。  

○杉山チーム員 間というのはどこでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  すみません、「設計基準事故」以上、「多

量の放射性物質等を放出する事故」未満というんですかね。そういったところの、今言っ

た間というのはそういうことです。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、そうしますと、ここの中で、重水ダンプを「必

要に応じて」と書かれていますけども、この重水ダンプをさせるという行為は、 6ページ

で見ていただきますと、オレンジ色の部分の「多量の放射性物質等を放出する事故」に至

らせないための対策に該当するということになるんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  はい、そのとおりでございます。重水ダン

プ自体は、もともとJRR-3の設計の中に入っておりまして、ただ、こういったのを DBAの評

価とかで使っておりません。こういったものは、従来から、そこまで考えて余裕を持たせ

た設計になっていたということの裏返しになるかと思いますが、重水ダンプについては、

大規模な炉心損傷みたいなものに至らせないためのバックアップの手段というような位置

付けになります。  

○大村チーム長代理 ちょっと、すみません。発言のときに、記録をとる必要があります

ので、名前をおっしゃってください。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、そうしますと、ここの黒い太い線で描かれてい

るラインというのは、「評価事象」と書いてありますけれども、これは何のための評価事

象ということになるんでしょうか。  
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○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  原子力機構の永冨です。  

 この太い線は、ある意味、設計の余裕を示すために選んだもの、シナリオということに

なります。これ以上のことが起こらないとか、ここまで評価しておけば、これを超えるこ

とがないというようなことを申し上げているわけではなくて、ここまで多重故障を考慮し

ても、健全性が維持できるところというようなところで示しております。これを超えてし

まいますと、先ほども言っておりますが、要は、炉心の健全性が確保できないということ

になれば、閉じ込めのほうに移行するということになります。  

○杉山チーム員  規制庁の杉山ですけど、例えばここのところで、×になっているところ

に、※印で、「閉じ込め対策を採る」というふうに書いてありますよね。このラインとい

うことになるということなんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  原子力機構、永冨です。  

 そのとおりでございまして、それが、資料でいいますところの 20ページのシーケンスの

ところになりますが、緑のところに、「燃料破損により放射性物質が放出」と書いてあり

ます。これが初期事象としてシーケンスのほうを書いてございますが、この上に※を打っ

ておりますが、「原子炉の停止機能、冷却機能の喪失等により、炉心損傷に至った場合」

はこっちのラインに流れるというような説明になります。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、そうしますと、この「可能性が低い」と書かれ

ているところのラインが、何か実線になるような気がするんですけども、そうしない理由

というのは何かあるんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  原子力機構、永冨です。  

 まず、停止機能に対する設計の余裕、それから冷却機能等に関する設計の余裕、それぞ

れを示すということが必要だというふうに考えました。それから、それらが適切に行えな

い場合には、想定をさらに重ねた場合というのは、当然、炉心の健全性に支障を与えると

いうことになります。そういった場合には、結局、放出の、損傷の程度というものは異な

ってくるかもしれませんけども、閉じ込め機能として、そういった閉じ込め機能が十分な

余裕を持っているとか、十分な対策がとれるということを示す必要があるというふうに考

えましたので、そちらに移行するというような感じで説明しております。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、そうしますと、何となくここを見ていくと、多

量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止という第 40条の説明に、全体としてはなっ

ていないような気がするんですけど、その点いかがでしょうか。  
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○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  原子力機構、永冨です。  

 まだ評価のほうを御説明しておりませんが、閉じ込めに対して、そういった閉じ込めに

対する評価等もしてございますので、そういったところで、例えば 40条に対するところの

対策として足りない部分があれば、そういったことをまた追加で考えていきたいとは思っ

ておりますが。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、私的な意見かもしれませんけど、ちょっと足ら

ないような気がするので、これについてはもっと詳しく、理解できるように説明をお願い

したいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  はい、わかりました。 

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。どうぞ。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 同じような質問になってしまうんですけれども、 22ページのコメント、これ、私が申し

上げたコメントかと思います。立地評価のところはちょっと置いておきまして、「また」

以下のところなんですけれども、基本的に、先ほど言われた、建家でカバーしますという

のも、建家の機能がちゃんと健全性が確保できるんですかという観点もありますので、確

かに、これ、基準であまり詳細には書いてないというところはあるんですけれども、基本

的な考え方としては、やはり 1F事故のことを踏まえて、最終的に何もできないことがない

ようにというような観点での、ここは、基準だと我々としては考えていますので、そこら

辺も含めて、詳細な説明をお願いしたいというふうに思っています。  

 それと、つけ加えますけれども、立地評価については、これはちょっと JAEAさんの中で

の話になるのかもしれませんが、 JRR-3と、ほかのとでは、ちょっと考え方が齟齬を来し

ているというふうに私としては思っていますので、なぜそういうふうな状況になったのか

なとは思っています。ここはもう少し、機構の中でも整理していただいたほうがいいかと

思います。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  まず、最初のほうのコメントについてなん

ですが、質問の意図というところは理解いたしました。我々のほうも、その 40条の対策と

して記載はしておるところなんですけども、これについて足りない部分等がありましたら、

それについては、これから評価のほうを説明していく上で、検討をしていきたいというふ

うに考えております。  

○日本原子力研究開発機構（和田課長）  原子力機構の和田です。  



34 

 先ほど、黒村さんのほうから、立地評価、 JRR-3の立地評価については、原子力機構と

しての考え方として齟齬があるんではないかということで、この件につきましては、持ち

帰り、他部署と相談して、次回以降、回答ということにさせていただければと思っており

ます。 

○大村チーム長代理 はい、それ以外に。  

 先ほどの杉山さんとの議論で、私もちょっとこの資料をいろいろ見ながら、議論を聞き

ながら何となくわかってきたんですけど、有効性の評価というものについては、これは基

本的な考え方なので、今後やりますという、説明しますというお話かと思いますが、全般

に、何を評価をし、評価をしないのかというところが、恐らく整理がよくわからないとい

うのが何か根本的な原因のような気がします。  

 さらに言うと、この 40条の基準、それから、その解釈ですね、これをどういうふうに、

意図でつくり、どういうふうに解釈するかというところに若干齟齬があるんじゃないかと

いう印象を持ちました。  

 したがって、この意図するところを、全然考えが違ったままいろいろ説明を受けても非

常に混乱をしますし、あまり有益ではないので、そこのところをよく、事務的にもよく確

認もし、コンセンサスといいますか、共通認識を持った上で、ここの適合性をどういうふ

うに考えるかということをやってほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○日本原子力研究開発機構（和田課長）  原子力機構の和田です。  

 全く同意で、解釈について、機構としては、 5mSvを超えないような対策をすべきという

ふうに考えていまして、それについては、もう環境に与える影響がない、与えないという

ことが前提だと思っておりまして、チャコールフィルタとか、そういうところが求められ

ていたのかなと思っていまして、それについては、ハード的にももう既にあるというふう

な、ちょっと個人的な認識を持っていましたので、前提としてそういうふうなつくりにな

って見せているところがありますので、そういうようなものでいいのかどうかというのも、

規制庁と意思疎通というか、合わせていきたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いします。  

○大村チーム長代理  その部分で、まさにこれは B-DBAの話なので、要するに前段否定で、

機能すべきものが機能していたら、こういうことは、大きなものは起きないわけで、そう

でない場合にどうしますかというところを求めている部分だと思いますので、そこの前提
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条件の置き方とか考え方、その辺りをちょっとよくすり合わせて御検討ください。よろし

くお願いします。  

 それ以外に何かありますか。よろしいですか。  

 ちょっと、かなり根本的なところなので、そこのところはしっかりと御検討していただ

きたいと思います。  

 じゃあ、特にそれ以外に――はい。  

○田中知委員  規制庁の田中ですけども、この 40条の解釈を見ると、5mSvを超えるものを、

そのおそれがある事故について検討すると書いているわけですよね。ですから、先ほどち

ょっと説明を聞いていると、何かここに書いていることと違うような解釈で説明している

んじゃないかと思うし、ちょっと心配なのは、機構さんは、これ以外にもいろんな研究試

験炉があるんですけども、大体この B-DBAに対しての考えというのは統一されてないんで

しょうか。十分理解されてないのか、その辺ちょっと心配になったんですが、いかがでし

ょうか。  

○日本原子力研究開発機構（和田課長）  原子力機構の和田ですけれども、原子力機構が

適合性申請をするに当たって、機構の中で審査する機関ですね、所内の審査機関が、当然

ながら、ありますので、その委員のメンバーというのは、多分変わっておりません。 JRR-

3とか、HTTR、JMTRと、NUCEFもそうですけれども、申請しておりますので、その審査のメ

ンバーについては同じメンバーというふうになっておりますので、多分それでいいという

ふうに了解をされた後に申請しておりますので……  

○田中知委員  すみません、ちょっと質問が悪かったんですけども、この B-DBAに対する

考え方というのは、どうも聞いていると、規制庁側と JAEAさんの方々とは、若干考えが違

うような感じがしたんですが、その B-DBAに対する考え方については、 JAEAの中ではまだ

統一的な考えに至っていないと思っていいのか、少し心配になったんですけども。  

○日本原子力研究開発機構（永冨技術主幹）  原子力機構、永冨です。  

 40条に関しては、新しい条項ということで、ほかの条項については、今まで申請して許

可を得てきた経緯がありまして、およそこういうものだという、法律のほうの要求と、

我々の理解とがある程度沿っているというふうに考えています。  

 ただ、ちょっとここの、 40条というんですか、 B-DBAに関しては、機構の中もおっしゃ

られるとおりかもしれませんが、ちょっと我々が考えていたところと、今、申請したとこ

ろの考え方を示しているところなんですけども、多少差があるというふうに、我々もちょ
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っと今までヒアリング等を通して感じてはいるんですが、そこの部分については、我々が

申請前にちょっとそういった調整もできなかったというようなこともありますので、今、

申請した段階で審査していただく中で、規制庁さんのほうの考え方と我々の考え方を整合

させていかなければいけないところだというふうには認識しておりますが、そこの部分が

ちょっと合っていないところだというふうに認識しています。  

○大村チーム長代理  私が申し上げるべき話かどうかわかりませんけど、 JRR-3は、 JAEA

さんの中でトップを切ってやっている審査だと思いますので、この審査でよく検討された

ことを、ちょっとほかの施設にもよく展開をいただいて、情報共有して、統一的なところ

でやっていただきたいなということだと思います。  

 それじゃあ、よろしいですか。  

 それでは、今日のいろいろ指摘事項もありましたので、では、また後日御検討の上、あ

とヒアリングを経た上で、説明をお願いしたいと思います。  

 それでは、議題の（ 1）はこれで終了したいと思います。 

 出席者等の入れ替えがありますので、 5分弱程度、中断をします。そろった段階で開始

したいと思いますので、よろしくお願いします。  

（休憩）  

○大村チーム長代理  それでは、そろったようですので、議題の（ 2）としまして、日本

原子力研究開発機構、原子力科学研究所の共通施設であります、放射性廃棄物の廃棄施設

の適合性について、審査を進めていきたいと思います。  

 資料のほうは、資料 2のシリーズになっていますが、基本的には 2で、あとは参考資料と

いうことになりますか。はい。それでは、じゃあこれをまとめて説明いただくということ

ですね。  

 それでは、資料2につきまして説明をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  日本原子力研究開発機構、原子力科学研究所、

バックエンド技術部の大越と申します。よろしくお願いしたいと思います。  

 ただいま御紹介をしていただきましたように、原子力科学研究所の原子炉施設の共通の

廃棄施設でございます放射性廃棄物処理場につきまして、規則第 12条で要求されています

安全機能の重要度分類の考え方についてまとめてまいりましたので、本日は御説明をさせ

ていただければと思います。  

 基本的には資料2で説明をさせていただきまして、参考資料 2-1ということで、私どもが
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行いました、保管廃棄施設、処理施設の重要度分類の妥当性に関しまして――処理施設の

ですね、すみません、重要度分類の妥当性に関します安全評価、こちらについて 2-1でま

とめてございますので、そちらを適宜引用したいと思います。  

 また、参考資料2-2と2-3ということで、御参考までに、私どもにございます廃棄物処理

施設及び保管廃棄施設の概要をまとめた資料を用意させていただいてございます。こちら

につきましては、内容に応じて適宜参照をさせていただければというふうに考えてござい

ます。 

 それでは、資料 2の内容につきまして、里山のほうから説明をいたします。よろしくお

願いいたします。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  日本原子力研究開発機構、原子力科学研究

所、バックエンド技術部の里山でございます。よろしくお願いをいたします。  

 早速ですが、資料 2に基づきまして、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場の安全機

能の重要度分類について御説明いたします。  

 まずめくっていただきまして、 1ページ目でございます。こちらが法令の要求事項でご

ざいます。  

 第 12条第 1項、安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたも

のでなければならないと。  

 廃棄物処理場におけます適合のための設計方針としまして、添付書類八、 8-1、方針9.

として、下のような記載がされております。  

 放射性廃棄物の廃棄施設のうち、安全施設（安全機能を有するもの）は、その安全機能

の重要度に応じ、安全機能が確保されるように設計する。放射性廃棄物の廃棄施設に係る

安全機能とその重要度分類は、「安全設計審査指針」の「添付」にあります、「安全機能

の重要度分類に関する基本的な考え方」により、次表に示すとおりとする。ということで、

次のページでございますが、こちらに、廃棄物処理場の安全機能の重要度分類ということ

で、2ページが発生防止の機能、 3ページが異常の影響緩和の機能というのを取りまとめて

ございます。こちらは申請書に記載する際の取りまとめたものになってございます。この

表に至りました、廃棄物処理場の安全機能の選定の考え方ですとか、クラス分類の考え方

につきましては、5ページ以降で詳細に御説明させていただきます。  

 それでは、 5ページのほうに参りまして、安全機能の重要度分類の考え方でございます。  

 まず、6ページでございます。 
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 放射性廃棄物処理場の安全性を確保するために必要な機能の基本的な考え方としまして、

いわゆる原子力施設におけます安全を確保すべき 3要素、いわゆる、止める、冷やす、閉

じ込めるといった 3要素がございますが、放射性廃棄物処理場の各施設・設備におきまし

ては、原子炉を止める、あるいは冷やすといった機能を有するものはございません。放射

性廃棄物処理場の安全性を確保するために必要な機能としましては、廃棄物を取り扱うと

いうことでございますので、「放射性物質の閉じ込め」でございます。  

 放射性廃棄物処理場におきまして、その放射性物質の閉じ込めの機能が損なわれるよう

な事象といたしましては、液体廃棄物を処理する施設を有しておりますので、廃液の漏え

いでありますとか、可燃性廃棄物の焼却や、金属類等の溶融という処理も行いますので、

その際の異常燃焼や負圧低下、さらには火災、地震等、こういうものが考えられます。  

 これらの事象に対しまして、廃棄物処理場として、発生の防止、あるいは、万が一その

ような事象が生じた場合の、従事者や周辺公衆への影響を緩和するもの、こういうものを

設けております。具体的なものにつきましては、次のページから御説明いたします。 

 7ページ目でございます。  

 まず、7ページが、液体廃棄物処理施設におけます安全対策の取りまとめたものでござ

います。  

 表の左のほうに、液体廃棄物処理施設としまして、廃液貯槽あるいは液体廃棄物処理施

設が設けられております。ここで想定される事象としましては、液体廃棄物を貯留、ある

いは蒸発するという、液体廃棄物を内包しているというところの、仮に腐食等で廃液が漏

えいしたり、そういう事象が想定されます。  

 その廃液の漏えいに対して、発生防止対策としましては、下に図が、安全対策の例とし

て図が描いておりますが、廃液をためるような濃縮液貯槽、あるいは蒸発缶、いわゆる廃

液をためているところに使用する材料につきましては、耐食性を十分に考慮したものを使

用する。例えば廃液貯槽でいいますと、コンクリートピット型のものにつきましては、そ

の表面を防水加工、防水塗装や鋼板、ゴムでライニングをしております。また、タンク型

の貯槽につきましては、ステンレス鋼を使用。さらには、それらを接続している配管等に

つきましてもステンレス鋼を使用するといったことで、耐食性を考慮しております。また、

廃液貯槽につきましては、その液位を監視する設備を設置。  

 また、下の処理施設につきましては、蒸発処理、セメント固化処理、そういった際の廃

液の液位、あるいは蒸発缶内の温度、圧力、そういう運転状態を監視するための機器を設
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置して、常に運転状態を監視しております。また、蒸発缶内やセル内を負圧に維持しまし

て、蒸発缶内の負圧低下が生じた場合には加熱蒸気の供給を停止して、処理を止めるよう

なインターロック。さらに、セル内の負圧低下が生じた場合には予備ファンが起動するよ

うなインターロックといったものが設けられております。これらを設けて、発生を防止し

ているというところでございます。 

 一方、万が一、廃液の漏えいが発生した場合の影響緩和対策としまして、右になります

が、まず、漏えいした場合に、漏えいを早期に検出しまして、制御室等に警報する設備

（漏えい検知器）が設けられております。また、図のところにもございますが、濃縮液貯

槽の下部や配管の下部、蒸発缶の下部、そういうところ、あるいは建物の出入り口、こう

いうところに堰、排水溝を設けまして、万が一、漏えいがしたとしても、汚染の拡大をと

どめる。さらには建家外への漏えいを防止するといった対策を講じております。  

 さらに、漏えいをした廃液から建家内に移行します放射性物質につきましては、まず建

家によって放射性物質を閉じ込める。さらに建家内に放出した放射性物質につきましては、

図でいいますと右のほうに「排気設備」と書いてございますが、建家の排気設備のほうに

導きまして、フィルタによって除去して、排気筒より放出するということで影響を緩和す

るという対策を講じております。  

 続きまして、8ページになります。  

 8ページが、液体廃棄物処理施設のうちアスファルト固化装置でございます。こちらは、

加熱源として高温の熱媒を使用してございますので、想定事象としましては、アスファル

ト固化体の火災というのが考えられます。それに対しまして、まず火災を発生する防止対

策としまして、加熱に使用します熱媒の温度をアスファルトの引火点より低い温度を上限

として制御しております。また、加熱は鉱油を熱媒としまして、加熱熱媒を循環する間接

加熱方式をとっております。さらに、熱媒の漏えい検知器、ガス検知器を設置しまして、

熱媒が漏えいした場合には、それを検知し、熱媒の供給を停止するといったインターロッ

クを設けております。また、アスファルト混和蒸発機内に温度計を設置しまして、アスフ

ァルトの温度が設定値を超えた場合にも熱媒を強制冷却するようなインターロック。さら

に、アスファルトが一定温度以下に冷却されるまで温度を監視するために、アスファルト

を排出するドラム缶内に温度計を設置する。また、ドラム詰室内にはガス検知器を設置し

ておきまして、可燃性ガスを検知した場合、室内の可燃性ガスを強制排出するための局所

排気装置を設置する。  
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 これらの対策を講じまして、火災が起こらないような対策を講じております。  

 また、万が一、火災が生じた場合の影響緩和対策としまして、換気系のほうですが、温

度感知式のダンパを取り付けておきまして、火災時に外気を遮断する。下の図でいきます

と、ドラム詰室、ちょうどアスファルト固化体が燃えている図があるかと思いますが、給

気側、排気側、こちらのダンパが温度によって自動的に遮断しまして、外気を遮断すると

いった対策を講じております。また、火災が発生した場合の、火災を検知します自動火災

報知機、さらには、水噴霧消火設備、消火栓等を設置しまして、火災の早期検知、消火と

いった対策を講じております。また、建家内に放出しました放射性物質につきましては、

先ほど同様、建家や排気設備により除去、排気筒による拡散といった対策を講じておりま

す。 

 続きまして、9ページになります。  

 9ページが、固体廃棄物処理施設の安全対策でございます。  

 まず、焼却処理設備、金属溶融設備、焼却・溶融設備の焼却炉・溶融炉、いわゆる廃棄

物を燃やしたり、溶かしたりといった処理をする施設の安全対策でございます。  

 こちらで閉じ込め機能が喪失すると想定される事象としましては、廃棄物中に何らか影

響を与えるようなものが混ざっており、それを燃焼することによりまして、異常な燃焼、

あるいは異常な圧力上昇が生じ、機器を破損させて放射性物質を散逸させるといった事象

が考えられます。 

 それに対しまして、まず発生防止対策としまして、ちょっと下の図でいきますと、赤色

の枠で囲っているところ、焼却炉でありますとか、その上に延びております排気除塵装置

等、この設備を構成します機器類、これに使用する材料につきましては、耐火性、耐食性

を十分に考慮したものを使用するということで、例えば高温の焼却灰でありますとか、溶

融物、排ガス、これらと接する機器、配管には、耐火物を施工しております。また、機器、

配管は、主としてステンレス鋼を使用して、耐食性を考慮しております。また、放射性物

質の散逸を防止する構造としまして、焼却灰や溶融物の取出口、ちょうど図でいいますと、

焼却炉の下でございますが、下部から灰を取り出す際に、焼却灰が飛散するおそれがある

ということで、こういう場所には、フードやチャンバを設置しまして、放射性物質の散逸

を防止しております。また、処理におけます炉内の温度でありますとか圧力等の運転状態

を監視するための機器を設置しております。さらに、運転中におきましては、焼却炉内で

ありますとか溶融炉内、並びにフード、チャンバの内部は負圧の状態に維持しまして、外
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部に漏れ出さないようにしております。異常な温度上昇や負圧低下が生じた場合には、廃

棄物を供給停止、あるいは加熱を停止、燃焼用空気を制限といったことをしまして、基本

的に処理を停止するようなインターロックを設けております。  

 こちらはソフトの対応になりますけれども、処理を行う廃棄物につきましては、内容物

を確認ということで、例えば可燃性廃棄物につきましては、 20Lのカートンボックスとい

うものに廃棄物が収納されて集荷してきますが、これにつきましては、全数、金属探知機

にかけまして、まず金属の混入の有無を調べます。さらに、金属が混入しているものにつ

きましては、Ｘ線透過装置を用いまして内容物を確認して、処理に支障を及ぼすような、

例えばスプレー缶のようなもの、こういうものが入っていないかどうか確認して、入って

いる場合には除去するといった対応をしてございます。  

 以上が発生防止対策でございまして、万が一、閉じ込め機能が喪失した場合ということ

の影響緩和対策としまして、まず、炉内の圧力が異常に上昇した場合、それ以上の圧力の

上昇を防ぐために、焼却炉、溶融炉等には圧力逃し機構が設けられておりまして、その機

構が動作することによって、それ以上の圧力の上昇を防止いたします。また、建家内に放

出した放射性物質につきましては、同様、建家による閉じ込めと排気設備による放射性物

質の除去、排気筒による放射性物質の拡散でございます。  

 よろしければ、10ページでございます。  

 こちらが、固体廃棄物処理施設のうちの固体廃棄物処理設備・Ⅱの安全対策でございま

す。 

 こちらの設備では、比較的線量の高い廃棄物を、圧縮等を処理する設備でございます。

したがいまして、そのような廃棄物を処理するような装置、あるいは、処理する前の廃棄

物や処理後の廃棄物を保管する場所につきましては、セルの中に設けておりまして、セル

によって放射性物質を閉じ込める、あるいは、セルの壁によって放射線を遮蔽するといっ

たことをしてございます。  

 想定される事象としましては、そのセルによって閉じ込めているところ、セル内の負圧

低下に伴いまして放射性物質が散逸するというような事象が考えられます。  

 まず、これに対します発生防止対策としまして、先ほど御説明しましたとおり、廃棄物

を処理する機器（切断装置、圧縮装置、封入装置）は、セル内に設置しまして、セル内は

常時、負圧に維持しております。また、セル内の負圧を監視しまして、負圧が設定値に達

した場合には予備ファンの起動を行うインターロックを設置する。  
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 図のほう、左側になりますけれども、セルの排気を行う設備、排気設備が 2系統設けら

れておりまして、通常は 1系統で運転して、セルの負圧を維持すると。万が一、負圧が低

下した場合には、残りの 1系統、こちらをさらに動かしまして負圧を維持するといったイ

ンターロックが設けられております。  

 また、影響緩和対策としまして、セル内を常時負圧に維持する必要があるということで、

万が一、停電が起こった場合、セル内を負圧に維持するために、セルの排風機や、その操

作回路等に電源を供給するためのディーゼル発電設備が設けられております。  

 以下、室内に放出しました放射性物質の影響緩和対策は同様でございます。  

 一方、遮蔽機能の喪失でございますが、右の図になります。  

 例えば地震が生じて、遮蔽扉が開いたような、そういった場合を想定しております。  

 発生防止対策としまして、セル内には、プロセスモニタを設けておりまして、その指示

値が設定値を超えた場合に、セルの遮蔽扉が開かないようなインターロックは設けており

ます。また、仮に遮蔽扉が開いたような場合、影響緩和対策としましては、建家の壁によ

りまして放射線を遮蔽いたします。  

 以上が、廃棄物処理施設における安全対策でございます。  

 次の11ページからでございますが、今、御説明しました処理場におきます安全対策、安

全機能につきまして、重要度分類に関する基本的な考え方に示されております安全機能と、

その例で記載されておりますものに対して、処理場における安全機能がどういう考え方に

あるのかというのを整理してございます。  

 まず、11ページが、異常の発生の機能を有するもの、 PSでございます。表の左側が基本

的な考え方の PS機能として示されております安全機能と、その具体例でございます。  

 まず、原子炉施設本体に関する安全機能、いわゆる、止めるとか、冷やすといった機能

につきましては該当ございません。廃棄物処理場に関連しますのは、放射性物質の貯蔵と

いうところでございまして、核燃料貯蔵設備につきましては、処理場につきましては、核

燃料の貯蔵設備を有しておりませんので、該当ございません。  

 放射性固体・液体廃棄物処理施設、こちらが指針で、例で示されております。これに対

しまして、廃棄物処理場につきましては、放射性廃棄物を貯槽（内包）しております廃液

貯槽、液体廃棄物の処理施設、固体廃棄物の処理施設及び保管廃棄施設は、放射性廃棄物

を安全に貯槽（閉じ込める）必要があると。具体的には、各設備、貯槽のタンクやピット、

蒸発処理装置の塔槽類、あるいは焼却炉、溶融炉、排気除塵装置等、このような放射性物
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質を内包するような機器、設備につきましては、耐食性、耐火性等を考慮した材料を使用

することで、各設備の外郭で、まず放射性物質を閉じ込める。また、処理過程において放

射性物質の散逸を防止する必要がある機器は、セル、チャンバ又はフード内に設置する。

蒸発缶内、焼却炉内及び溶融炉内、並びにセル、チャンバ及びフードの内部は、排風機に

よって負圧に維持しまして、放射性物質を閉じ込める、といった安全機能が設けられてお

ります。  

 一方、高線量の放射性廃棄物を貯蔵（内包）している固体廃棄物処理施設及び保管排気

施設は、セルや建家によって放射線を低減（遮蔽）すると。  

 このような機能が喪失することによりまして、放射性物質又は放射線が環境へ漏出する

おそれがある。いわゆる異常状態の起因事象になるということで、これらが発生防止の機

能を有するものと位置付けております。  

 続きまして、12ページ、続きでございますが、関係しますのが、プラント計測・制御と

いうことで、ここでは、廃棄物処理施設におけます計測・制御ということで御説明させて

いただきますと、廃液貯槽、液体廃棄物処理施設、固体廃棄物処理施設の運転に必要なパ

ラメータ、例えば炉内の温度、蒸発缶内の温度、圧力や液位、これを監視することによっ

て、運転状態を把握いたします。  

 また、液体廃棄物処理施設及び固体廃棄物処理施設には、必要に応じまして、異常な温

度上昇や負圧低下等が生じた場合、処理を停止するためのインターロックが設けられてお

ります。さらに、第 2廃棄物処理棟につきましては、セルの負圧低下が生じた場合、予備

ファンを起動するインターロックが設けられております。  

 これらの監視機器、インターロック、これにつきましても、その機能が喪失しますと、

異常状態、放射性物質が漏出するといった異常に至るおそれがございます。異常状態の起

因事象になるということで、これらの機能につきましても、発生防止の機能ということに

位置付けております。ただし、これらの監視機器、インターロックは、廃液貯槽、液体廃

棄物処理施設、固体廃棄物処理施設の一部でありますので、申請書に記載します安全機能

の整理としましては、 PSの「放射性物質の貯蔵」という中で位置付けたいと考えておりま

す。 

 続きまして、13ページでございます。  

 一方、13ページが異常の影響緩和の機能を有するもの（ MS）でございます。これも、表

の左側に基本的な考え方における MS機能の例として、その安全機能と具体的な例を示して
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おります。同じく、原子炉の止める、冷やすに関する機能は、処理場は該当ございません。

該当しますのが、放射性物質の閉じ込め、遮へい及び放出低減でございます。  

 まず、例として示されております非常用排気設備でございますが、こちらは該当なしと

いうことで、処理場につきましては、一度に大量の放射性廃棄物を処理することはござい

ません。仮に閉じ込め機能が喪失した場合でも放射性物質の大量の放出が起こることはご

ざいませんので、非常用設備は設けておりません。常用の建家の排気設備を用いまして、

放出低減を行うというところでございます。  

 続きまして、原子炉建屋、排気筒でございますが、こちら、処理設備等の閉じ込め機能

が喪失した場合、まず建家によって放射性物質を閉じ込める。先ほど、図でも御説明しま

したとおりでございますが、それで閉じ込めまして、さらに排気設備のほうに導きまして、

建家の排気設備（フィルタ）によって放射性物質を除去した後、排気筒により放射性物質

を環境中で拡散させることによりまして、敷地周辺公衆への放射線の影響を低減させます。

また、第 2廃棄物処理棟の固体廃棄物処理設備・Ⅱのセルにつきましては、その遮蔽機能

が喪失した場合は、建家によって放射線を遮蔽するということで、こちら、建家や排気設

備、排気筒といったものが、影響緩和機能を有するものになります。  

 これら以外にも、焼却処理設備、金属溶融設備、焼却・溶融設備につきましては、焼却

又は溶融時において、異常な燃焼、炉内の異常な圧力上昇が生じた場合には、圧力逃し機

構が働きまして、炉内の圧力上昇を防止いたします。  

 また、廃液貯槽や液体廃棄物処理施設の周囲、建家外に通じる出入り口等には、堰や排

水溝を設けまして、液体廃棄物の漏えいの拡大を防止。このような圧力逃し機構や堰、排

水溝等も影響緩和機能を有するものとして位置付けております。  

 続きですが、14ページでございます。  

 この中で、安全上重要な関連機能として、非常用電源設備というのが例でございます。  

 外部電源が喪失した場合の考え方ですが、外部電源が喪失した場合、廃棄物の処理とい

いますのは、廃棄物の供給や加熱源が停電によって停止いたしますので、それで放射性廃

棄物の処理は停止しまして、鎮静化に向かい、危険度が増大するようなことはございませ

ん。ただし、第 2廃棄物処理棟につきましては、比較的レベルの高い放射性廃棄物を取り

扱うと。ここは、セルの中で常時負圧に維持するということをしてございますので、外部

電源が喪失した場合、セル内を負圧状態に維持し放射性物質を閉じ込める必要があるとい

うことで、非常用の電源設備（ディーゼル発電機）を第 2処理棟には設けております。こ
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のディーゼル発電機につきましては、安全機能とした MSの「放射性物質の閉じ込め」に位

置付けて整理したいと考えております。  

 続きまして、事故時のプラント状態の把握、緊急時対策上重要なものとしまして、放射

線モニタ関係ですが、閉じ込め機能の喪失時に、放射線管理施設により、放出された放射

性物質の量等を把握する必要があるということで、放射線管理施設を設けております。  

 また、通信連絡設備、電話や放送設備、ページング、消火系としまして火災検出装置、

消火栓、水噴霧消火設備等、さらに避難通路や非常用照明、こういったところについては、

緊急時対策上重要なものということで、安全機能として位置付けております。  

 以上が処理場におけます安全機能としての選択したものの考え方でございます。  

 続きまして、15ページでございますが、今、選定しました安全機能につきましての重要

度分類のクラス分けでございます。  

 表に書かれておりますのが、基本的な考え方に示されております安全上の機能別重要度

分類に係る定義でございます。 PS、MS、それぞれ、クラス 1、 2、 3という区分がなされて

おります。  

 処理場の安全機能につきましては、大きく二つの考え方でクラス分けをしております。  

 まず、廃液貯槽、液体廃棄物処理施設及び固体廃棄物処理施設におきましては、放射性

物質の貯蔵機能（閉じ込め、遮蔽）が損なわれると想定される事象によりまして施設外へ

放射性物質が放出した場合の敷地周辺公衆の放射線被ばくを評価しまして、その評価結果

をもとにクラス分けをしております。一方、保管廃棄施設におきましては、保管廃棄する

放射性廃棄物の容器表面における線量当量率でありますとか、放射性廃棄物に含まれる放

射性物質の放射能、これによりましてクラス分けをしてございます。  

 この考え方に則りまして、まず16ページでございます。  

 16ページが、その処理施設におけます安全機能の重要度分類のクラス分けの妥当性評価、

これを行っておりまして、その全体概要でございます。  

 目的としましては、想定される事故の種類、程度、影響等評価することによりまして、

その評価結果から、安全施設、安全機能の重要度分類のクラス分けを行うと。そのクラス

分けの妥当性を確認するといったことでございます。  

 評価する事故ですが、こちらは、液体廃棄物処理施設及び固体廃棄物処理施設における

安全機能であります「放射性物質の貯蔵機能（閉じ込め、遮蔽）」が損なわれると想定さ

れる事象のうち、敷地周辺公衆の放射線被ばくが大きいと想定される事象を抽出しており
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ます。 

 具体的にどのような事故を抽出したかといいますと、表で、上の三つですね、液体廃棄

物処理施設の蒸発処理装置・Ⅰ、セメント固化装置、蒸発処理装置・Ⅱにつきましては、

こちら、処理した後の濃縮廃液、これは濃度が高い廃液でございます。その濃縮廃液を貯

留しております貯槽が、腐食等によって破損しまして、そこから廃液が漏えいするといっ

た事象を想定事象として挙げております。  

 アスファルト固化装置につきましては、高温の熱媒を使用するという施設でございます

ので、アスファルト固化体の火災を想定事象として挙げております。 

 固体廃棄物処理施設のほうにつきましては、焼却処理設備、飛びまして、金属溶融設備、

焼却・溶融設備の焼却炉、溶融炉、いわゆる火を使って燃やす、あるいは溶かすといった

設備につきましては、廃棄物処理に影響を及ぼすようなものが混入していたと想定しまし

て、それの異常燃焼、あるいは圧力上昇によって機器の一部が破損すると。ここでは、廃

棄物を投入するところが破損するといったことを想定事象として挙げております。  

 固体廃棄物処理設備・Ⅱにつきましては、セルで閉じ込めるということでございますの

で、その排気ブロアの故障によりましてセルの負圧が低下して、放射性物質が散逸すると。

さらに、セルにつきましては遮蔽機能というのがありまして、地震によって遮蔽扉の破損

がおきまして、それで放射線が漏えいする、いわゆる遮蔽機能の喪失についても考慮して

おります。  

 これらの想定した事故に対しまして、どのような影響を及ぼすかというのを評価してお

ります。  

 次のページでございますが、 17ページが、その評価の基本的な考え方でございます。  

 まず、共通的な考え方について御説明させていただきます。  

 まず、（ 1）として、評価対象核種及び放射能は、被ばく評価が安全側となるように設

定しております。具体的に言いますと、その放出源となるものにつきましては、各処理設

備の貯蔵能力や処理能力等から貯蔵可能な最大量に設定しております。また、放出源の放

射能は、その設備で取り扱うことができる、許可上又は保安規定で、その設備で取り扱う

ことができる最大のもの、最大の容器表面線量率でありますとか、放射性物質の濃度、こ

れをもとに設定しております。また、アルファ核種につきましては、廃棄物に含まれてお

ります主なアルファ核種の存在量、あるいは、吸入した場合の被ばくの影響、実効線量換

算係数の大きさといったところを考慮しまして、 Pu-239で代表しております。ただし、固
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体廃棄物処理設備・Ⅱにつきましては、その他アルファ核種として Am-241も考慮しており

ます。 

 そして、（ 2）としまして、各処理設備から漏えい、放出します放射性物質、これの空

気中への放射性物質の移行率につきましては文献値を基に設定しております。  

 そして、（ 3）番と（ 5）番、（ 3）、（4）、（ 5）でございますが、ちょっと図のほう

を見ていただければと思います。例えば左の図、液体廃棄物処理施設における廃液の漏え

いでございますが、廃液が漏えいして室内雰囲気に、左のほうに室内雰囲気に移行した図

がありますが、先ほど説明しましたとおり、考え方としましては、建家によって閉じ込め

る。さらに、排気設備に導きまして、排気設備で除去して、排気筒より放出するというと

ころでございますが、こちら、クラスとしては、クラス 3に位置付けるということを考え

ておりますので、このようなクラス 3の機能は考慮しないということで、建家の排気設備

による放射性物質の捕集効率は考慮しない。（ 5）番で示しておりますとおり、排気筒に

よる拡散効果は期待せずに地上放出といったことを評価では行っております。また、

（4）ですが、建家から環境中へ放射性物質が放出する場合につきましては、建家による

放出低減係数としまして、文献値を基に 0.1というのを考慮しております。  

 （ 6）として、建家から被ばく評価地点（敷地境界外）までの時間減衰は考慮いたしま

せん。また、計算に使用するコードにつきましては、使用実績のある最新の計算コードを

使用しております。具体的には、遮蔽計算コードを使用しております。こちら、 QADのも

の、QAD-CGGP2Rというものを使用しております。  

 （ 8）ですが、こちらは、固体廃棄物処理設備・Ⅱに限った話でございますが、こちら

の放射線漏えいの事象につきましては、その実効線量の計算で、事故が収束するまでに要

する時間を考慮しております。  

 基本的な考え方は以上でございます。  

 より具体的な考え方につきまして、資料のほうで、参考資料 2-1のほうで少し詳しく御

説明させていただければと思います。  

 参考資料2-1を御用意いただければと思います。  

 めくっていただきまして、 3ページになります。  

 3ページ目からが、具体的な各装置ごとの想定事象と、その想定事象におけます評価条

件が記載されております。基本的な考え方は先ほど御説明したとおりでございますが、ど

のように具体的に放出源等を設定しているかということについて、御説明させていただき
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ます。 

 表の、まず、上につきましては、想定事象、発生防止対策、影響緩和対策が書かれてお

ります。  

 蒸発処理装置・Ⅰの想定事象としましては、濃縮液貯槽というのがございます。そちら

が腐食し、濃縮廃液が全量堰内に漏えいした後、堰内に留まった濃縮廃液中の放射性物質

が、室内の雰囲気に移行し、建家から放出される場合を想定しております。右図にそのモ

デル図が描いてございますが、このようなモデルで放出するということを考えております。  

 それに対します発生防止対策、影響緩和対策は、先ほど御説明しましたとおりでござい

ますので、割愛をさせていただきます。  

 それで、評価の条件でございます。  

 まず、放出源として、最大量を考慮するというところでございます。こちら、蒸発処理

装置・Ⅰの濃縮液貯槽内の濃縮廃液としまして、濃縮液貯槽に貯蔵できる最大量が 3.5m3

でございますので、その最大量貯蔵していた状態で漏えいしたということを考えておりま

す。 

 また、評価対象核種及び放射能でございますが、評価対象核種としましては、液体廃棄

物に含まれております主要な核種の存在比でありますとか、さらには、摂取した場合の影

響度を考慮して、これらの核種を選定しております。それぞれの核種の放出源の放射能の

計算に当たりましては、安全側になるように設定するといったところで、具体的に、蒸発

処理装置・Ⅰでいいますと、 Co-60～Eu-154までにつきましては、この濃縮廃液は、この

後、セメント固化装置で、セメント固化体にするわけでございますが、その製作しますセ

メント固化体の表面線量当量率の制限がございまして、こちら、製作後 2mSv/h未満となる

ようにするといった制限がございます。したがいまして、その製作するセメント固化体の

表面線量当量率が2mSv/hとなるような放射能、そのときの濃縮廃液がどれぐらいの濃度か

ということを、QAD-CGGP2Rを用いて計算しております。また、この 4核種の存在比は過去5

年間（平成18年度～平成22年度）の濃縮廃液の測定結果の実績を用いております。  

 このように、許可上の上限値を用いて計算しております。  

 トリチウムにつきましては、処理対象廃液中のトリチウムの濃度上限値が保安規定等で

定められておりまして、こちら、 3.7×105Bq/cm3でございますので、これを用いておりま

す。 

 C-14、 Sr-90につきまして、上記の Cs-137の量に、 Cs-137に対する C-14、 Sr-90の過去 5
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年間の濃縮廃液の測定結果から求めた存在比を乗じて算出しております。  

 全アルファでございますが、まず核種としては Pu-239で代表させる。計算方法ですが、

これも共通的な方法になりますが、ベータ線・ガンマ線を放出する放射性物質の合計量の

1/10という、ベータ・ガンマ放射性廃棄物の含まれるアルファ核種の上限値というのを保

安規定上定めておりまして、そちらは1/10に制限するとなっておりますので、それを用い

ております。  

 これが、放出源の放射能の計算方法でございます。  

 空気中への移行割合につきましては、そちらの核種にそれぞれ、そこに示されておりま

す移行割合を考慮しております。そちらに用いました文献が、＊ 1ということで脚注に記

載しておる文献を用いております。  

 建家による低減効果等は、先ほど御説明しましたとおり、排気設備の捕集効率、排気筒

による拡散は考慮せず、地上放出と。そして、建家による放出減として 0.1を考慮。これ

を引用した文献が＊2で書いている文献でございます。  

 この資料で、一部赤字で、ここでも赤字で書いておりますが、赤字で書いておりますの

は、変更許可申請後に一部、評価等の見直しを行いまして、一部放出源の放射能、さらに

安全側になるような設定に変えたところがございます。こちらは補正申請を予定している

ものでございます。  

 同様に、 4ページがセメント固化装置における想定事象と評価条件でございます。計算

方法は先ほどと同様でございますので、こちらのほうは説明を割愛させていただきます。  

 5ページ。5ページが、蒸発処理装置・Ⅱにおける想定事象と評価条件でございます。  

 想定事象は先ほどと同様でございます。濃縮液貯槽から漏えいするといったところでご

ざいます。計算方法も同じでございます。こちら、蒸発処理装置・Ⅱにつきましては、計

算方法、C-14～Cs-137までにつきましては、この後、濃縮廃液はアスファルト固化装置で、

アスファルト固化体に製作されるわけでございますが、そのアスファルト固化の対象とな

る濃縮廃液のベータ・ガンマ放射性物質の濃度の上限値が定められております。こちら、

3.7×106Bq/cm3でございますので、その上限値と、あとは、これらの核種の過去 5年間の

測定結果から求めた存在比を基に放射能を計算しております。  

 トリチウムにつきましては、先ほどと同様、処理対象廃液中のトリチウムの濃度の上限

値。全アルファにつきましては、先ほどと同様でございます。  

 移行率、放出低減につきましては、そこに示されているとおりでございます。  
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 続きまして、 6ページ。こちらがアスファルト固化装置における想定事象と評価条件で

ございます。  

 想定事象としましては、アスファルト固化装置において、高温の熱媒によりまして、ド

ラム缶に排出した濃縮廃液のアスファルト混練物から火災が発生する。そして放射性物質

が室内雰囲気に移行しまして、建家から放出される場合を想定しております。  

 放出源としましては、このドラム詰室内にはアスファルト固化体が 2本置けるところで

ございますので、その 2本を置いた状態を放出源としております。  

 評価対象核種及び放射能でございますが、まず、 Co-60～Cs-137につきましては、アス

ファルト固化体、こちらの表面線量当量率につきましても、最大で 2mSv/hまでといった制

限がございます。したがいまして、作製しますアスファルト固化体の表面線量当量率が

2mSv/hとなるような放射能を、 QAD-CGGP2Rを用いて計算。存在比は過去 5年間の濃縮廃液

の測定結果の実績を用いて算出しております。  

 C-14、Sr-90につきましては、上記で求めた Cs-137の量に、Cs-137に対するC-14、Sr-90

の5年間の濃縮廃液の測定結果から求めた存在比を乗じて算出しております。  

 全アルファは、先ほどと同様でございます。  

 移行率、低減効果につきましても、下記に示すとおりでございます。  

 続きまして、7ページでございます。  

 7ページ、固体廃棄物処理施設の焼却処理設備におけます想定事象と評価条件でござい

ます。 

 想定事象としましては、可燃性ガスを含む金属缶が混入したカートンボックス（ 20L）

を焼却したことに伴いまして、異常な燃焼（圧力上昇）が発生し、廃棄物投入器の破損を

想定しております。これによりまして放射性物質の閉じ込め機能が損なわれまして、焼却

炉内の放射性物質を含む排ガスが、破損した廃棄物投入器を介して室内の雰囲気に漏えい

し、建家から放出される場合を想定しております。  

 まず、放出源でございますが、こちら、焼却炉内で 1日当たりに処理しますカートンボ

ックスを放出源としてございます。 1日当たりの平均処理量は、大体カートンで 140個でご

ざいますが、これを安全側に 200個焼却処理したと仮定しております。また、処理は、通

常、カートンボックスを 1個1個燃やしながら処理しておるところでございますので、基本

的には、 1個燃やせば、その中に含まれている放射性物質が排ガスのほうへ移行するとい

ったところでございますが、評価におきましては、 200個処理して排ガスに移行した放射
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性物質が、この炉内にたまっていると。たまっていたものが投入器の破損箇所から放出す

るといった、非常に安全側の評価をしております。  

 評価対象核種及び放射能でございます。こちら、 Co-60と Ru-106、 Cs-137を選定してご

ざいます。これらの核種の選定につきましても、これまでと同様、固体廃棄物に含まれて

おります主要な核種の存在比でありますとか、さらに、その中の吸入したときの被ばく影

響の大きいものを選ぶということで、これらの核種を選定しております。  

 まず、Co-60～Cs-137につきましては、これは3核種の存在比が同じであるとしまして、

焼却することができる廃棄物の容器表面の線量当量率は最大値で 2mSv/hまでという制限が

ございますので、今、 2mSv/hのカートンボックスばかり処理したといったことを想定して

おります。そして、その 2mSv/hとなる放射能を、QAD-CGGP2Rを用いて計算しております。  

 Sr-90につきましては、核分裂収率を考慮しまして、 Cs-137と同じ量としております。

トリチウムにつきましては、カートンボックス 1個当たりの収納限度が決められておりま

して、こちら、 1個当たり 4×106Bqまでとなっておりますので、その上限値を用いており

ます。全アルファは、先ほどと同じでございます。  

 空気中への移行割合、建家による低減効果も先ほどと同様。移行割合につきましては、

下記に示す文献を引用しております。  

 続きまして、 8ページ、固体廃棄物処理設備・Ⅱにおける想定事象と評価条件。まず、

負圧低下のほうでございます。  

 想定事象としましては、排気ブロアが故障しまして、セル内の負圧が低下する。その際、

圧縮処理の際に金属容器からセル内に移行していた放射性物質が、セル外に漏えいした後

に、建家から放出する場合を想定しております。  

 放出源としましては、セルの中で処理する廃棄物、通常 1個でございますので、その廃

棄物1個があるといったのを想定しております。  

 評価対象核種、放射能でございますが、基本的には先ほどのカートンと考え方は同じで

ございます。こちらで処理することができる最大限、最大というのが保安規定のほうで制

限しているところでございますが、容器表面から 50cm離れた位置における線量当量率が、

最大で40Sv/hでございますので、その線量になる放射能を、 QAD-CGGP2Rを用いて計算して

おります。  

 また、Sr-90につきましては、1容器当たりの含有量の上限値が 370GBqと決められており

ますので、その上限値を用いております。アルファ核種でございますが、こちらは Pu-239
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とAm-241、この両方を考慮しております。 Pu-239につきましては、 1容器当たりの含有量

の上限値が1gと決められておりますので、その上限値を用いております。アルミニウム、

Am-241のほうにつきましては、核分裂性物質の収納限度も決められておりまして、こちら

は1容器当たり 15gとなってございます。したがいまして、 15gのうち、プルトニウムが 1g

ということで、残りが全て Am-241と、14gがAm-241というふうな設定をしております。  

 移行率、低減係数は記載しているとおりでございます。  

 続きまして、9ページでございます。  

 こちらが固体廃棄物処理設備・Ⅱにおける想定事象と評価条件のうち放射線の漏えいで

ございます。  

 想定事象としましては、地震により、処理済廃棄物収納セルの遮蔽扉が破損し、放射線

が漏えいするという事象でございます。  

 放出源は、処理済廃棄物収納セル内の処理済廃棄物として、最大保管することができる

量として、30L金属容器でいいますと180個収納できますので、その最大量が保管されてい

る状態を想定しております。  

 評価対象核種及び放射能でございますが、遮蔽ということで、核種につきましては、ガ

ンマ線を保有する核種を選んでおります。計算方法は、先ほどと同じでございますので、

割愛させていただきます。  

 こちらにつきましては、事故の収束（応急措置）に要する時間を考慮してございます。

時間としましては、その対応に時間を要する勤務時間外の夜間に、この放射線の漏えい事

象が発生した場合を想定しておりまして、その収束に、今、 23時間かかると考えておりま

すので、放射線の漏えいから 23時間が、敷地外へ放射線が漏えいし続けるといった状態で

評価をしております。  

 建家による低減効果としまして、セルの壁による遮蔽、開口部を除きまして、セル壁に

よる遮蔽は考慮してございます。ただし、アイソレーション室の壁でありますとか、建家

の壁につきましては、評価では、遮蔽は考慮しておりません。  

 続きまして、10ページ。こちらが金属溶融設備における想定事象と評価条件でございま

す。 

 想定事象としましては、大量の液体を含んだ廃棄物が投入され、急激に蒸発することに

より、炉内で異常な圧力上昇が発生したことによる溶融炉の炉蓋の著しい破損を想定。こ

れによって放射性物質の閉じ込め機能が損なわれ、溶融炉内の放射性物質を含む排ガスが、
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破損した炉蓋を介して室内の雰囲気に漏えいし、建家から放出される場合を想定しており

ます。 

 放出源としましては、金属溶融設備の溶融炉内の溶融物（ 1日当たりの処理本数である

200Lドラム缶 20本分）、これが炉内にあるというのを設定しております。評価対象核種及

び放射能でございますが、こちらもカートンボックスの考え方と同じでございます。こち

ら、処理対象の廃棄物の容器表明の上限値が 2mSv/hでございますので、その2mSv/hとなる

放射能を QAD-CGGP2Rを用いて計算しております。 Sr-90は先ほどと同様、 Cs-137と同じ量

と。トリチウムにつきましては、 200Lドラム缶への収納限度が、こちらは 1×107Bqと上限

値が定められておりますので、それを用いております。全アルファは先ほどと同様でござ

います。空気中への移行割合、建家による放出低減も同様でございます。  

 11ページ、 12ページも、基本的には今御説明しました金属溶融設備と同じでございます。

放出源がそれぞれ1日当たりの処理する量が若干異なりますが、焼却炉では1日当たりに焼

却するドラム缶、こちら 200Lドラム缶で13本分でございます。これを放出源としてござい

ます。核種の計算方法等は先ほどと同じでございます。  

 12ページ、溶融炉につきましては、放出源は 1バッチ当たりの処理本数であります 200L

ドラム缶13本分でございます。核種の放出源の放射能の計算方法は先ほどと同様でござい

ます。 

 以上、詳しく評価条件等御説明させていただきましたが、 13ページ、14ページが、それ

らを用いまして具体的にどのような計算、χ/Q、D/Qをどのように計算したか、さらに 14

ページに行きますと、 D/Q、χ/Qの計算結果と、第2表で用いました核種別のガンマ線実効

エネルギーや、吸入摂取による成人の実効線量係数を記載しております。  

 以上が評価の詳しい内容でございますが、結果としましては、資料 2のほうに戻ってい

ただければと思います。  

 それで、資料 2の18ページになります。こちらに評価した結果を示してございます。結

果、最大となりましたのが固体廃棄物処理設備・Ⅱの地震による遮蔽扉の破損による放射

線の漏えい（遮蔽機能の喪失）でございまして、最大で2.8×10-1mSvという結果が得られ

ております。他の事象につきましては、そこに示されているとおりでございます。  

 この結果を踏まえまして、だいだい色のところでございますが、放射性廃棄物処理場の

処理施設において想定される事故について評価した結果、敷地境界外の公衆の実効線量の

最大値は、高線量の放射性廃棄物を処理する固体廃棄物処理設備・Ⅱにおける放射線の漏
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えいで 2.8×10-1mSvでございますので、公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与え

ることはございません。よって、それぞれの処理施設における異常の発生防止の機能であ

りますとか異常の影響緩和機能の重要度分類につきましてはクラス 3に分類するというの

を基本的な考え方としてございます。  

 ただし、この固体廃棄物処理設備・Ⅱにつきましては、高線量の放射性廃棄物を処理す

るといったところで、遮蔽機能の喪失でも結果としても最大になっていると。先ほど御説

明しましたとおり、仮にそのような遮蔽機能の喪失が生じた場合、収束までに時間を要す

るということがございますので、これらについてはセルの遮蔽・閉じ込め機能が特に重要

と考えますので、固体廃棄物処理設備・Ⅱのセルにつきましては、クラスを 2、PS-2に分

類するという整理にしたいと考えております。 

 以上が処理施設のクラス分けの考え方でございます。  

 次のページで、19ページでございますが、こちらが保管廃棄施設におけます安全機能の

重要度分類のクラス分けでございます。  

 こちらにつきましては、高線量の放射性廃棄物を保管廃棄する施設につきましては、容

器表面の線量当量率が非常に高く、容器 1体当たりに含まれる放射能及び保管廃棄施設に

貯蔵（内包）している放射能も多いということがございますので、これらについては PS-2

に区分するという整理をしたいと思います。具体的には、保管廃棄施設のうちの、保管廃

棄施設のM-2、特定廃棄物の保管廃棄施設（インパイルループ用、照射試料用）、また、

処理前廃棄物保管場所のうち、第二廃棄物処理棟に設けられております処理前廃棄物収納

セル、これらをPS-2と。これら以外の保管廃棄施設につきましては、容器表面の線量当量

率が最大でも 2mSv/hでございますし、容器1体当たりに含まれる放射能や保管廃棄施設に

貯蔵（内包）している放射能も少ないということでPS-2にするということで整理を考えて

おります。  

 以上が処理場におけます安全機能とその重要度分類のクラス分けでございます。  

 戻っていただきまして、2ページでございます。  

 以上の結果を踏まえまして、 2ページ、 3ページが設置許可申請書に記載する重要度分類

でございます。表ですが、赤字で下線を引っ張っているところ、こちらにつきましては、

これまでの議論を踏まえて設置許可申請書から変更した部分でございます。これにつきま

しては補正申請を予定しております。今御説明しましたとおり、 PS-2に位置付けるもの、

安全機能としては放射性物質の貯蔵（閉じ込め、遮蔽）でございます。線量の高いところ
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ということで、固体廃棄物処理施設の固体廃棄物処理設備・Ⅱのセル、保管廃棄施設のう

ち、保管廃棄施設の M-2、特定廃棄物の保管廃棄施設、処理前廃棄物保管場所のうち処理

前廃棄物収納セルでございます。  

 PS-3としましては、安全機能としては放射線物質の貯蔵（閉じ込め、遮蔽）ということ

で、廃液貯槽類、廃液貯槽・Ⅰ、Ⅱ-2、処理済廃液貯槽、排水貯留ポンド、これに加えま

して、各施設にも手洗い水等をためる貯槽がございますので、そういうものも含めて PS-3

と位置付けます。液体廃棄物処理施設の蒸発処理装置・Ⅰ、Ⅱ、セメント固化装置、アス

ファルト固化装置。固体廃棄物処理施設の焼却処理設備と、あと、固体廃棄物処理設備・

Ⅱのセルを除く部分と、高圧圧縮装置、金属溶融設備、焼却・溶融設備。 

 解体室というのが赤で示されております。こちら、解体分別保管棟の 3階に設けられて

おります部屋でございますが、こちらは解体室というところで放射性廃棄物を切断して、

材質別に分別するようなことを行っております。そのような切断機器とか分別といった設

備には閉じ込め機能は有してございません。ただ、放射性物質を取り扱うというところで、

閉じ込めとしては部屋で閉じ込めると。解体室という部屋で閉じ込めるといったところが

ございますので、今回、この解体室を閉じ込めと、 PS-3というふうなことで位置付ける整

理をしております。  

 保管廃棄施設につきましては、先ほどPS-2で位置付けたもの以外のものでございます。

あと発生廃棄物保管場所というのも入れております。  

 廃液貯槽、液体廃棄物処理施設、固体廃棄物処理施設につきましては、さらに細かく、

先ほどどういったものが発生防止対策だとかを説明しました。それにつきましては、この

申請書では細かく記載せずに、処理設備として記載させていただければと思っております。

ただし、アスタリスクとしまして、脚注に書いておりますとおり、各設備に設けておりま

す放射性物質の貯蔵、閉じ込めに係るフードやチャンバ、炉内やセル内及びフード等の内

部を負圧に維持するための排気設備、運転状態（液位、温度、圧力）の監視機器、異常時

（負圧低下、異常温度上昇等）に処理を停止するインターロックを含みまして PSとして位

置付けるというところでございます。  

 ちょっと別添参照とありますが、 20ページでございます。ちょっと飛びまして、具体的

にどういうものが結局 PSになるかというのを 20ページで整理しております。申請書に記載

するのはこの左側の設備名だけでございますが、その設備には、まずその放射性廃棄物処

理に伴って発生する気体廃棄物も含めまして、これを内包しているような機器につきまし
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ては、外郭によって閉じ込める必要がございますので、まず放射性廃棄物を内包している

機器をずらっと上げております。これらの機器については PSに位置付けられるところでご

ざいます。  

 また、放射性物質の散逸を防止するためのセル、チャンバ等ということで、そういった

散逸を防止する場所に設けられておりますフードやチャンバについても PSに位置付けてお

ります。さらに、炉内やセル等を負圧に維持するための排気設備、蒸発処理装置に設けて

おりますオフガス処理装置やセルの排気系、あるいは焼却や溶融設備に設けております排

気除塵装置やフードやチャンバの排気系、こういったものも PSに位置付けております。さ

らに、異常な運転状態時のインターロック、それぞれ必要に応じて設けられておりますが、

これらもPSと。さらに運転状態の把握に必要な監視機器類、こういったものを含めて PSと、

処理設備として申請書に記載しております。この中でだいだい色のところ、処理前廃棄物

収納セル、処理セル、処理済み廃棄物収納セルが PS-2に位置付けられる部分でございます。 

 また戻っていただきまして 3ページでございます。3ページが MSのほうでございます。こ

ちらは全てMS-3でございまして、安全機能としましては放射性物質の閉じ込め、遮蔽、放

出低減ということで、該当する安全施設としては、まず圧力逃し機構と第 2廃棄物処理棟

のディーゼル発電機、液体廃棄物の漏えい拡大防止に係る堰、排水溝等と建家と排気設備。

排気設備は先ほどPSに位置付けた排気設備を除きます。いわゆる一般的な建家系の排気設

備になります。それと排気筒でございます。  

 また、事故時のプラント状態の把握、緊急時対策上重要なものとしましては、放射線管

理施設、排気ダストモニタやガンマ線エリアモニタ、室内ダストモニタと、通信連絡設備、

消火系、避難通路、非常用照明、これらがMS-3と位置付ける安全施設でございます。  

 最後に4ページでございます。第 12条の第2項と、安全機能の重要度が特に高い安全機能

についてでございます。こちら、法令要求事項として、安全機能を有する系統のうち、安

全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものは、当該系統を構成する機械又は器具の

単一故障が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよ

う、多重性又は多様性を確保して、及び独立性を確保するものでなければならないという

のがございます。  

 こちらの解釈では、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するものとは、指針の

「4.（ 2）信頼性に対する設計上の考慮」に示されるものとするとあります。処理場につ

きましては、この「4.（ 2）信頼性に対する設計上の考慮」に示されております、いわゆ
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るMS-1に相当するものや、MS-2のうち、異常状態の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を

果たすべき系統はございません。したがいまして、この 2項、放射性廃棄物処理場には、

安全機能の重要度が特に高い安全機能はないという整理をしてございます。  

 以上が廃棄物処理場の安全機能の重要度分類についての御説明でございます。以上でご

ざいます。  

◯大村チーム長代理  ありがとうございました。それでは、資料の 2ですね、これにつき

まして、特に質問、指摘事項等ありましたらお願いします。  

◯杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、 2ページと3ページの PSとMSの一覧表がございま

すけれども、 PSのほうですとこの欄外の米印のところ、それから MSですと赤字で書かれて

いる三つ目のところの排気設備ですけれども、これは両方に排気設備がありますので、こ

れで全部の排気設備は網羅されているというふうに見てよろしいんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  PSに位置付けております廃棄設備につきま

しては、いわゆる炉内やセル内やチャンバの内部を負圧にする排気設備と。一方 MSに位置

付けておりますのが、建家に放出した放射性物質を除去するための排気設備ということで、

それぞれ排気設備は全て位置付けられていると。  

 1点、ちょっと図で詳細に説明をしていなかったところがございまして、 8ページですね、

資料2でございます。表現があれなのですが、 8ページの図で見ていただければと思います

が、図の右下のほうにも排気設備と書かれてございます。これ、発生防止対策の一番下の

ポツになりますが、このドラム詰室内にガス検知器を設置と。可燃性ガスを検知した場合、

室内の可燃性ガスを強制排出するための局所排気装置を設置と。この局所排気装置がこの

排気設備でございまして、これも PSに位置付けております。このPSに、これにつきまして

はアスファルト固化装置の一部というところで含まれるというふうに御理解いただければ

と思います。  

◯杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、そうすると10ページの排気設備と、ちょっと書

いていませんけども。右の図で三つ並んでいる、縦に並んでいる排気設備らしきものがご

ざいますけれども、これも該当するということでよろしいですか。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  10ページの右の図でございます。これは遮

蔽機能の喪失を考慮したモデル図ということで。遮蔽機能の喪失は特に排気設備は影響緩

和に考慮しないというのは、あえてちょっと黒に塗らせていただいております。したがい

まして、左のほうで、左のほうじゃなくて、すみません。この図ではそうですね、遮蔽機
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能の喪失ということで黒塗りにしてございます。ただ、セルの設けられております排気設

備、同じようにセルに設けられております排気設備については、全て PSに位置付けられて

おりますし、第2処理棟の建家の排気設備は MSに位置付けております。  

◯杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、そうしますと、あと 11ページと12ページのとこ

ろでPSのまたこの安全機能という形で書かれていますけれども、この中ではどこで読めば

よろしいでしょうか。排気設備をです。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  まず11ページのところでいいますと、6行

目ですね、蒸発缶内、焼却炉内及び溶融炉内、並びにセル、チャンバ及びフードの内部は、

排風機によって負圧に維持し、放射性物質を閉じ込めるといったところで排気設備が含ま

れるというふうに見ていただければと思います。 

 MSのほうにつきましては、 13ページの原子炉建家、排気筒のところの 1行目のところで

すが、建家によって放射性物質を閉じ込めるとともにの後ですね、建家の排気設備（フィ

ルタ）によって放射性物質を除去した後というところで、ここで排気設備は含まれるとい

うふうに御理解いただければと思います。  

◯杉山チーム員 規制庁の杉山です。  

 とりあえず了解はいたしましたので。  

◯大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。  

◯黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 評価のほうなんですが、排気設備による拡散は考慮しないというのがあるんですが、こ

こは具体的には建家の漏えい率とか、その辺はどういうふうに考えるのでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  参考資料2-1のほうの資料で御説明させて

いただきますと、例えば 3ページを例にとって御説明させていただきます。  

 廃液の漏えいを想定しておりますが、右のモデル図で御説明させていただきますと、漏

えいした廃液中からまず放射性物質が室内に移行すると。まずこの移行のところで移行率

を見ております。次いで、その移行したものが通常ですと排気設備でフィルタを通して除

去されまして、さらに排気筒、地上数 mの高さから放出するということで、放出低減とい

うのが見込まれますが、評価におきましては、排気設備のまず除染係数、これは見ており

ません。また、排気筒の高さによる影響緩和というのを見ておりません。地上放出という

ことで評価をしております。ただし、建家から屋外に放出する際に、ここで 0.1という移

行率を見ておりまして、1あったうち、建家外には0.1移行するといったことを想定してお
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ります。  

◯黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 そうすると、これは瞬時放出ということでよろしいんですか。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  瞬時放出ということですが、評価時間とし

ては1時間で放出するということを考えています。  

◯黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 今回の資料で言うのが適切なのかどうかわからないのですが、どっちかというと耐震の

重要度分類のときに御質問すればいいかなと思うんですが、地震起因で火災が発生してと

か、そういうことは想定されているのでしょうか。  

◯大村チーム長代理 ちょっと、議事録をとる関係上、すみませんがお名前を御発言の前

にお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  申し訳ございません。バックエンド技術部

の里山でございます。  

 今回評価した内容につきましては、まず PS機能、MS機能というのを位置付けまして、PS

機能が喪失した場合にどうなるかといった評価をしてございます。したがいまして、今御

質問にありました地震によって火災が発生するといった評価はここでは行っておりません。  

◯黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 多分耐震の重要度分類のときにお伺いするのかなと思うんですが、耐震の場合はそこも

考えておられるということなんでしょうか。実際にあるかどうかは別としてですが。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  バックエンドの里山でございます。  

 耐震のクラス分けの評価につきましては、地震によって機器がどのように破損するか、

あるいは地震によってどのような事象が起こるかと、火災も含めて起こるかということを

想定しまして評価をするということで今、検討しているところでございます。  

◯黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 それでは、そこはまた別途御説明をお願いしたいと思います。  

◯大村チーム長代理 ほかに何かありますか。  

 私から、ちょっと1点だけ確認です。赤字は補正申請予定というので、資料の 2ページと

か3ページとかもありますが、これはあれですか、申請の後になってもう一回再検討した

らこのほうがいいよねといったのが、ヒアリングとかでいろいろ解釈とかすり合わせをし

ていると、確認していると思うんですけれども、それを受けて少し変えたほうがいいなと
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いう御判断になったということですか。  

◯日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構の大越でございます。  

 これまでに規制庁さんと面談をさせていただきまして、その説明の課程の中で私どもと

して、やはり私どもの現在している申請の中身で若干不安全側の評価、あるいは考え方と

してより今回の説明させていただいたほうの内容で説明させていただいたほうが合理的で

あるという判断に至ったということで、これを赤字で書かせた部分につきましては、今後

補正を考えているということで、本日御説明をさせていただきました。  

◯大村チーム長代理 わかりました。そうすると、今後の評価、基本的にはこの赤字の補

正をする予定のものに従って全部説明をしていくと、こういう理解でよろしいですね。  

◯日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構の大越です。  

 そのとおりでございます。  

◯大村チーム長代理 ほかに何かありますか。  

 それでは、質問等はないようですので、これで終了したいと思いますが、今日いろいろ

指摘事項があったものにつきましては後日整理をして、ヒアリングを経た上でまた審査会

合で説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。  

◯日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構の大越でございます。  

 本日はどうもありがとうございました。前回の審査会合でいただきました質問等につき

ましては、本日、論点管理表という形で出させていただいてございますけれども、また本

日いただいたものについては今後、論点管理表をアップデートする形で対応していきたい

と思います。引き続きよろしくお願いいたします。  

◯大村チーム長代理  それでは、議題の 2はこれで終了したいと思います。どうも御苦労

さまでした。  

 それでは、説明者の入れ替え等ありますので、再度 5分弱中断をしまして、そろいまし

たら再開をしたいと思います。  

（休憩  日本原子力研究開発機構退室 京都大学入室） 

◯大村チーム長代理 それでは、引き続き審査会合を行います。  

 議題の3としまして、京都大学の KURの新規制基準に対する適合性について審査を行って

いきたいと思います。  

 それでは、今日用意していただいたのは資料 3、1点ということでありますので、それで

はこの資料に基づいて説明をお願いします。  
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◯京都大学（中島教授）  それでは、京都大学、中島が、資料 3について説明させていた

だきます。  

 表題といたしましては、多量の放射性物質等を放出する事故条件の検討という形とさせ

ていただきました。これは前回、前回というのは第 55回の 4月 30日の審査会合でございま

すが、この中で、この資料 1-1というものの中で、まず設計基準事象から拡張して、多量

の放射性物質を放出する事故、我々は設計基準を超える事故とか、あるいは B-DBAと言っ

ておりますけれども、これについて選定したということで、それを具体的に評価するに当

たってどういう条件を考えればいいのかということについて検討したということでござい

ます。 

 めくりまして、1ページ目の概要は今述べたとおりでございまして、基本方針、 2番でご

ざいますが、この前回資料、これは4月30日の1-1という資料でございますが、設計基準事

象において作動を期待していた安全機能の故障あるいは誤操作、または起因事象そのもの

の拡大といいますか、複数の起因事象といったものを想定して、多量の放射性物質等を放

出する事故というのを、ここに書いてある①から④ですが、③が二つに分かれております

ので、合計五つの事象を選定いたしました。  

 読み上げますと、最初が炉心流路閉塞の拡大、②番目が商用電源喪失と崩壊熱除去機能

喪失の同時発生、③番目が原子炉冷却材流出と冠水維持機能喪失の同時発生でありますが、

これがさらに a）といたしまして原子炉冷却材流出と緊急注水設備故障の同時発生、それ

から b）といたしましては原子炉冷却材流出量の増大と。それから④といたしまして、使

用済み燃料の機械的破損の拡大と、この五つの事象を選定したわけでございます。  

 これらの各事象について、より具体的な事故条件のもとで、実際に多量の放射性物質等

を放出する事故につながるかということを検討したということでございます。  

 基本的な考え方といたしましては、これらの中で、繰り返しになりますけれども、設計

基準事象で想定している故障、誤操作ですね、すみません。あるいは起因事象というのが

複数発生するということを考えるということでございます。  

 3番目からが実際の検討した結果といいますか、可能性の検討について書いてございま

す。 

 上の①がちょっと（ 1）という形になっておりますけれども、まず炉心流路閉塞の拡大

でございます。これらのもとになった設計基準事象そのものにつきましては、ちょっとこ

れ前回もお示ししましたけど、一番最後の 1枚のページ、 11ページ、 12ページに、上のほ
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うに再掲と書かせていただいて、これ資料 1-1、前回資料に載せたものをそのままコピー

しておりますので、基本的には申請書の内容のレジュメみたいなものですけれども、運転

時の異常な過渡変化6件、それから設計基準事故 6件についての、ごくごく簡単なことが書

いております。これは今日は特に説明いたしませんけれども、必要に応じて御参照くださ

い。 

 そういったわけで、この最初の炉心流路閉塞の拡大でございますけれども、基本的な、

まずもとになった設計基準事象というのは 1流路の閉塞、我々は平板燃料を使っておりま

して、燃料 1体に燃料板が 18枚、大体燃料板は 1.5mmで、すき間が約 3mmあいてございます。

幅が6センチぐらいですね。そこを流路を水が流れるということでございます。それの 1流

路だけが閉塞すると、ちょっと細長い、 3mmが6cmぐらいにわたって 1流路だけ閉塞すると

いうことを設計基準では考えているということでございますが、その場合ですと燃料の損

傷には至らないということで確認してございますが、ここでは、本評価では、起因事象で

ある流路閉塞が複数箇所で起こるといったことを想定しましょうということでございます。  

 こういうような事象が起きますと、これは基準事象の説明の中には書いてはございます

けれども、10-3-5と書いてございますが、流路閉塞が起きますと、そこのところ冷却がで

きない、水が流れないということで、温度が上がっていってやがて沸騰するということで

ございまして、そうすると沸騰ボイドによって出力が振動するでしょうと。それによって

運転員が基本的には出力モニタをしていれば早期に異常を検知し得るのだと考えておりま

す。また、出力変動範囲が設定値の 5%、設定値というのは定格運転出力ということですけ

れども、 5％を超えますと警報が発生します。さらに出力変動によって炉周期の短いとこ

ろが出ますと、30秒以下になれば警報、15秒以下であれば一せい挿入、これは電動駆動で

制御棒が挿入される。それから 5秒以下になるとスクラム、これは電磁石が切れて、瞬時、

0.6秒以下と言っておりますが、のうちに制御棒が挿入されるということでございますが、

これらが起こるということでありまして、複数流路の閉塞が万が一生じたとしても、こう

いった事象が起これば出力運転状態が維持されるということはなかなか困難であって、そ

のまま燃料溶融に至るということはちょっと想定しがたいのではないかと。その結果、例

えば複数の流路閉塞が生じたとしても、多量の燃料板の溶融というところまでを考えるの

はちょっと難しいというふうに考えております。  

 ただ実例として、過去にですね、海外等でございますけれども流路閉塞事故というのが

幾つか報告されております。これによっては、燃料の溶融量としては燃料板 0.5枚程度、
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0.6枚ぐらいまでが最大だと思いますが、のものでとどまっているということでありまし

て、万が一そういうことがあってもそれほどの拡大には至らないだろうということでござ

います。  

 我々といたしましては、「従って」と書いてございますが、複数の流路閉塞を想定した

場合において、多量の燃料板の損傷は想定しがたい。本評価では、事故対策の妥当性を検

討する観点から、代表例として燃料板 1枚の損傷を想定する。ちょっとここは表現を少し

悩んだところでございますけれども、まずは 1枚でどの程度の影響があるかというのをや

ってみて、それが当然もうちょっと拡大するということであれば、それは 2枚、3枚と掛け

算していけばいいのではないかということでございます。  

 それからあと、前回の資料の中でもありましたけれども、地震により Sクラス以外の恒

設機器が使用できないような状況も検討しましょうということでございますが、ここに述

べました事象発生のところまでの範囲であれば、耐震Sクラス以外の恒設機器は使用でき

ないといった状況を考えてもここの状況は変わらないということでありまして、ここまで

の評価は変わらないということになります。それで、これが一つ多量の放射性物質の放出

につながる可能性があるということでございます。  

 それから（ 2）番目が、商用電源喪失と崩壊熱除去機能喪失の同時発生。商用電源が喪

失いたしますと、1次循環ポンプ、低出力運転時に商用電源が喪失いたしますと、1次循環

ポンプの電源供給がなくなりまして、冷却材の循環が止まるということになるわけですけ

れども、我々のところは、そこに、 1次循環ポンプ、今、通常2台使っておりますが、その

うちの1台に無停電駆動電源、いわゆる UPSといいますか、バッテリー駆動のものでござい

ますが、これをつけておりまして、そういった場合でも 1次循環ポンプの1台は30秒以上駆

動するということを考えております。その場合ですと、流量が半分近くに下がっても 30秒

そこで回した後、その間に当然ながらスクラムして出力が下がるということでありまして、

過渡変化を大分緩和することができるわけでございます。  

 ここでは、その無停電駆動電源が故障して、商用電源喪失と同時にポンプが全数停止し

てしまうといったようなことを考えてみるということでございます。これが実際に燃料損

傷に至るかというのを確認してみました。  

 ここの評価では、設計基準事象である商用電源喪失と同じ手法、条件による解析を行う。

実際には THYDE-W、ここには書いてございますが、申請書類には書いてございますけれど

も、 THYDE-Wという解析コードを使って、そういった過渡事象の評価を行いました。ただ
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し、この場合、設計基準事象では、減速材とか燃料の温度上昇による反応度フィードバッ

クは保守的な想定ということで一切無視してございます。これに対して、ここの設計基準

を超えた場所では、反応度フィードバックを考慮しましょうと。温度が上がって、主にこ

れは減速材、水の密度変化による負の反応度フィードバック効果でございますが、これを

考慮しましょうということでございます。  

 この反応度フィードバックの計算で使用する反応度係数というのは、添付書類 8の核設

計の中で述べておりますけれども、参考として表 1にその値を幾つか示してございます。

これは全て負の値で、代表的なものとして、炉心が一番小さい場合と一番大きい場合、そ

の間に内包されるだろうということで反応度係数を示しておりまして、表の 1と後ろのほ

うにございますが、見ていただければわかるのですが、あまり両者で大きな差はございま

せんが、ここでは対象となる温度変化の範囲内において結果が保守的となる、厳しい側に

なる最大炉心の値を使用することといたしました。  

 実際に解析した結果が表 2から図1～3ということでございまして、商用電源喪失、ちょ

っとすみません。 8ページ、 9ページでございますけれども、図 1は流速の変化ということ

で商用電源喪失とともにすっと下がっていって、ほぼゼロに落ちつくと。この後自然循環

でちょっと少し流れますけれども、このスケールではほぼゼロになるということでござい

まして、出力は当然ながら電源喪失によりスクラムしますので、すっと落ちて、あとはゼ

ロに漸近していくと。  

 それから、温度変化のところが、最初、出力は下がって温度は一回、燃料温度、実践の

ほうですけど一回下がりますけれども、その後、冷却材の流れがなくなるということで温

度が上がっていきます。やがて自然対流が生じまして、その後じわじわと下がっていくと

いうことでございます。冷却材の温度が、ホット下部、ホット上部というふうに分かれて、

途中で Vの字のように切れておりますけれども、これは流れが逆転するということで、ち

ょっとここの表示としては一番高いところの温度をとっているので、途中でちょっと見て

いる場所が変わっていると。上から下に流れているときはその出口温度で下側をとるんで

すけれども、自然循環になって今度は下から上に流れるということで上側の温度をとって

いると、ちょっとこれは書き方があまりよくなかったかもしれませんけれども、こういっ

たこと。 

 真ん中の一番厳しいところをピックアップしたのが表 2にまとめてございまして、基本

的には燃料、温度を見ていただければよろしいかと思いますけれども、142℃程度。1次冷



65 

却材、過渡的に水の温度116℃ぐらいまではいくという結果になってございます。  

 ただ、これ見ていただいてもわかりますように、この条件であれば燃料の損傷に至るこ

とはないということでございまして、ちょっと 2ページに戻りますけれども、以上の結果

より、本事象では燃料の損傷に至ることはなく、多量の放射性物質等を放出する事象とは

ならないということであります。  

 ここに書いてある事象についても、 Sクラス以外の恒設機器が使用できない場合、これ

は炉心とか制御棒とか、あと下の配管のバルブとかまでが Sクラスということでありまし

て、ここで期待しているのはそれらの作動ですので、それ以外の恒設機器が使用できなく

ても、ここまでの評価結果は影響ないということでありまして、そういったことで、この

2番のところにつきましては、評価してみた結果は多量の放射性物質を放出する事象から

は外していいんじゃないかという判断でございます。  

 その次、3番が冷却材流出、いわゆる LOCAと冠水維持機能喪失でございまして、それが

冠水維持機能の喪失が二つありまして、 LOCAが起きているときに本来給水すべき設備が壊

れた場合、それからもう一つは、LOCAが起きたんだけれども、その穴が大きくて給水が間

に合わないような場合ということでございまして、まず 2ページ目のa）のところは、緊急

注水設備故障が同時に起きるということでございます。  

 まずそもそもの設計基準事象では、 1次冷却水配管中に発生した破損孔から冷却水の流

出が起きるわけですけれども、これに対して緊急注水設備であるサブパイルルーム、これ

は炉心の直下にある部屋で、そこに堰を設けてございまして、そこに水がたまると漏えい

水汲み上げポンプが自動的に作動して、炉心に水を戻してくれるという仕組みでございま

す。これの注水を期待しておりますが、ここではこのポンプの故障を想定すると。設計基

準の中でも、単一故障ということで、ポンプ 1台の故障は想定しておりますが、我々のと

ころはポンプ 2台ございまして、そのもう 1台も故障してこれらが使えないということで緊

急注水に失敗した場合を考えてみるということでございます。  

 この解析の方法といたしましては、この上のポンプ 2台とも使えないよという想定をす

ることを除いては、設計基準事象であるいわゆる LOCAと同じ条件を使うということでござ

いまして、今、ちょっと繰り返しになりますけれども、このポンプは 2台ありますけれど

も、設計基準での単一故障として 1台の故障を想定しているので、この評価でさらに追加

でもう1台故障ということなので、 2台とも使用できないという想定になります。  

 これ以外にも我々のところは非常用の冷却系として幾つか用意してございまして、これ
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は炉室の外の構築物になりますけれども、高架水槽というのが 100㎥の水を蓄えたタンク

が用意してございますし、それからそれ以外としては、いわゆる補給水系と言っています

けど純水給水設備、それから使用済み燃料プールが隣の部屋にございますが、そこからの

汲み上げポンプといったものがございます。これに加えて、我々としてはバックアップ的

に用意したものとしての可搬設備としての可搬型消防ポンプというのがございます。これ

らをうまく組み合わせれば何とかなるかということでございまして、 2ページの一番下か

ら、まず最初の事象としては、冷却材が流出していきますと、あるレベルでスクラム、こ

の評価では約 2分後ということでございますが、スクラムいたします。その後、 60秒後に1

次循環ポンプは自動的に停止するということになってございます。  

 この後、出力変化を行いますが、ちょっとここ特にその変化とかを示してございません

けれども、これは設計基準の中でやっている範囲ということでございまして、基本的には

大体10分程度出力とか温度というのが少し変化して、その後緩慢な変化、落ちついたもの

になるということでございます。設計基準事象では、この 10分間の間での給水操作を行っ

ていませんので、この評価においてもその事象発生当初の出力温度変化というのは同じ挙

動をとるでしょうということでございます。  

 この間の燃料芯材最高温度というのが約 130℃ということで、その後しっかり給水がで

きれば燃料の健全性に影響を与えることはないということになります。  

 これ、実際は通常運転時、炉心タンク、おおよその、ちょっと約とか書いてありません

けれども、約 8m、800cmの水位、水、タンクの中に水が張ってあると。水が抜けていって、

おおよそ2mぐらい、220cm程度で、燃料の頭が出てくるという状況になります。  

 この間どのぐらい漏れるかということでございますが、これは設計基準の中で考えてお

りますので、いわゆる面積 Dt/4という破損面積、破損孔の面積を考えているということで

ございまして、この間、その面積からの漏えいということで、最下部の水頭圧が一番高く

なるところで漏れると考えても、 1.5時間ぐらいそこまでかかるということでございます。

この間までに何とか炉心タンクに給水できれば冠水が維持できるということで、使用可能

な給水系として先ほど述べたようなものがございまして、これらの給水能力については、

参考の前のページの10ページですね、表3に載せてございます。  

 これらの給水能力と漏水の関係をちょっと見ますと、水位、最後、一番燃料が出るか出

ないかというところの 220cmにおける漏えい率というのが、大体 12.6㎥/hということでご

ざいまして、当然これよりたくさん入れなければだんだんとやがて水位は下がっていくと
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いうことでございまして、表 3の中でこれにまさるものといたしましては、一番上の高架

水槽、それからサブパイルの汲み上げポンプは当然なんですけども、それから可搬型の消

防ポンプというのがあると。恒設設備としては高架水槽というのがありまして、それが使

えるのではないかということでございます。  

 3ページに戻りますけれども、この約 12.6㎥/hであることから、これより給水率が少な

い純水給水設備、それから使用済み燃料プール水の汲み上げポンプでは冠水が維持できな

いということで、ここでは高架水槽あるいはもう一つの可搬型消防ポンプによる給水を考

えると。高架水槽は 100㎥、100tの水がありまして、これはちょっと手順でやるしかない

んですけれども、漏えい水と同じ給水率で給水を行うと。評価上はそう書いておりますが、

実際のところは多分間欠的に、バッチ的にじゃっと入れてある水位になって、また下がっ

てきたらじゃっと入れると、多分そういうことをやるということになります。そういうや

り方をやっていて、うまい具合に効率的にやると、 7時間以上の給水は可能であるという

ことでございます。 

 それから、可搬型消防ポンプでございますが、これにつきましては、水源として今想定

しているものとしては 40tの水タンクというのがございます。それからそこが使えない場

合、あるいはなくなった場合は、使用済み燃料のプールでございます。燃料プールは実際

は190㎥ぐらいございますが、万が一使用済み燃料が入っている場合は、やはり 1mぐらい

の水位は残しておく必要があるだろうということで、有効水量約 150㎥としてございます。

こういった流量での水量での給水を考えますと、 40t水タンクからの給水で3時間程度、そ

れから使用済み燃料プールの水の汲み上げで12時間程度の給水の継続ができると。  

 これを全部合わせますと 15時間で 1.5時間の漏水があるとさらに延びるということでご

ざいまして、この間に漏水箇所の補修、サブパイルルームの汲み上げポンプの補修、ある

いはさらなる水源の確保、補給を行うことができれば、燃料の健全性は維持できるという

ことでありまして、多量の放射性物質を放出する事故には至らないであろうということで

ございます。  

 今度、それに加えて、もし Sクラスの地震がこのとき起きたというようなことを念のた

めに想定しますと、基本的には先ほどの高架水槽等は使えないよということになってござ

いまして、可搬型の設備は使えるだろうということで、可搬型の消防ポンプが使える。あ

と水源として確保してある 40t水タンクというのは、実力ベースではもつかもしれないん

ですけれども、評価上は Sクラスにしてございません。使用済み燃料プールのほうは Sクラ
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スということで、そちらの水源だけは期待できると。その場合でも 12時間で、最初の 1.5

時間の漏水時間も入れると 13.5時間程度もつということで、その間に何らかの対応をする

必要があるということになります。  

 もう一つのほうの、今度は冷却材流出量の増大でございますが、先ほど申しましたよう

に、この設計基準事象では、これは旧原子力安全委員会の指針にも書いてございますけれ

ども、 1次冷却水配管の破損孔の面積といたしまして Dt/4、Dが配管直径、 tが配管肉厚で

ございますけれども、この破損孔の発生を想定してございます。ここではその破損孔が複

数あいたらどうなるかというようなことを考えてみようということでございますが、それ

でちょっと繰り返しになりますけども、実際に添 10の、添付書類10のLOCAの原子力冷却材

流出の説明の中では、（管径）/2×（管肉厚）/2の評価式でやってございまして、これは

ちょっと後でも説明させていただきますけれども、低温・低圧の配管、いわゆる低エネル

ギー配管における最大の破損孔の面積の評価式であって、 KURの配管の破損孔面積として

はこれが最大というふうに我々は考えていると。しかしながら、この評価ではそれを超え

る事象ということで、複数の破損を想定して、その分破損孔面積が増加したと、これはど

ちらでも、2カ所あってもいいし、面積2倍にしたということでもいいですけど、それを検

討しましょうということでございます。  

 4ページ目に移りますが、ここで「例えば」と書いてありますけど、まずは 2倍になった

場合ということで考えると、先ほどの時間が基本的には半分になるということでございま

して、漏水開始から約 45分で燃料上端部に水位が達するであろうと。漏えい率がそのとき

に25㎥/hということで、先ほどの 2倍になるということでありまして、実際には、例えば

汲み上げポンプとかの給水では間に合わないと。 2台とも使えれば2台何とか使えるんです

けれども、 1台の故障を想定すると使えないということで、冠水維持できないということ

でございます。  

 先ほど表 3には、可搬型消防ポンプの給水率約 15㎥/h以上と書いてございましたが、ち

ょっとここ、すみません、都合いいように使い分けているように見えるかもしれませんけ

れども、実力ベースというか、仕様としては、現在持っている消防ポンプというのが約 45

㎥/hということで、ちょっとそこの実力値を使わせてもらおうということでございまして、

そこから給水すればいいということですが、当然ながら先ほどの半分の時間しかもたない

ということでありまして、 40t水タンクからですと 1.5時間、プール水ですと約 6時間の給

水が可能となると。この間に当然何らかの対応ができれば、さらなる冠水維持ができて燃



69 

料の健全性は確保できるということにはなるわけですけれども、時間としては当然ながら

短くなると、当たり前のことでございます。  

 同じように Sクラス以外の恒設機器が使用できないということは、場合には、当然なが

らプール水のみということで、約 6時間の給水可能時間というふうになるということでご

ざいます。  

 この評価で、これは 2カ所ということですけれども、もしそれをさらに増加させた場合

には、当然ながら冠水維持の時間がどんどん短くなっていって、当然ながら給水設備を使

っても冠水維持が困難になる、不可能になる場合も出てくるでしょうということでござい

まして、当然ながら、あと水源の確保なんかの時間も短くなりますので、どこかで燃料の

損傷が生じて、多量の放射性物質の放出につながる可能性があるということでございまし

て、ここではそういうことをも含めて考えて、事故対策の妥当性を検討する観点からとさ

せていただいておりますけれども、代表例として、ちょっと「燃料要素」の「素」が抜け

てございますけれども、燃料要素 1体分の損傷というのを想定してみましょうということ

でございます。  

 最後、5番目というか、この数字でいうと 4ですけれども、使用済み燃料の機械的破損の

拡大でございまして、これは使用済み燃料プールの中で、あるいは炉心のところでもいい

んですけど、使い終わった燃料の燃料板 1枚が誤操作等により損傷してしまうということ

でございまして、設計基準事象ではその 1枚のみが損傷して、そこに内蔵する FP、核分裂

生成物の10％が放出されるということを想定しております。  

 ここでは、その損傷が複数回起こるようなことを考えてみようかということでありまし

て、それによって燃料板の損傷の数が増えると当然放出量が増えるということでございま

す。ただし、我々のところは燃料要素を取り扱う際には、 1回に1体しか扱わないというこ

と、それから運転範囲が基本的にこういう操作をやりますけど、それを手順を含めて管理

班員という別のものが手順を監視しているということでございまして、例えば燃料 1回傷

つけて、そのまま続けてもう 1回傷つけるというようなところには実際にはいかないだろ

うということで、複数回の燃料損傷が同時に発生することは想定しがたいのではないかと。

1回のところで2カ所傷つくということは可能性としてはあるかもしれません。  

 設計基準事象の中での実際の評価では、この先ほど言ったような 1枚が損傷しという想

定でやりまして、設計基準事故の判断基準であります公衆の被ばくですけれども、 5mSvに

対して約1/10程度の被ばくになるということでありまして、この 5mSvを超えるには10回程
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度の同じような損傷、破損を考えなくてはいけないということで、そこまでは考えなくて

いいのかなということで、この事象は多量の放射性物質を放出する事故には至らないと考

えているところでございます。  

 燃料プール自体といいますか、これはちょっと誤操作ということで、恒設機器の使用と

かは考えておりませんので、上の評価はそういった意味では Sクラス以外の恒設機器が使

用できない場合といったことでも変更はないというふうに考えてございます。  

 これらの評価の結果、五つ冒頭に挙げましたけれども、実際に多量の放射性物質等を放

出する事象というのは、 1番と 3番の b）、すなわち炉心流路閉塞の拡大と、原子炉冷却材

流出量の増大ということになるのではないかと思います。  

 それと、 5ページ目でございますが、前回、この五つの事象を選定するという説明を行

いました際に、御質問といいますかコメントといたしまして、配管のギロチン破断のよう

なことは考えなくていいのか、それから、 ATWS、いわゆる過渡変化時のスクラム失敗とい

うことを考えなくていいのかというコメントをいただきました。  

 それについての検討の結果でございますけれども、ギロチン破断、いわゆる配管の大口

径破断といいますか、大破断でございますけれども、 KURの配管は常温・常圧、温度とし

ては最大55℃程度、圧力としては水頭圧程度ということで、中で使用される低エネルギー

配管であり、減肉、腐食等による破損の場合、急激に破損が拡大すると、ギロチン的にぽ

んと切れるということはちょっと考えなくていいだろうということでございます。  

 それから、応力による破損として、地震動による破損というのが考えられますけれども、

炉心直下部配管というのは耐震クラス Sとしており、地震による破損というのは想定しな

くていいだろうと。炉心直下部以外の配管で破損が生じた場合は、 Sクラスの中に含まれ

ている逆止弁あるいは水圧駆動弁が閉状態となることにより、1次冷却水の流出というの

は停止するということでありまして、ここでの評価では 1次系配管のギロチン破断という

のは想定しないこととするとさせていただきました。  

 それからもう一つ、 ATWSでございますけれども、KURの粗調整用制御棒、これ 4本ござい

まして、マグネットで通常ぶら下がっていて、何かあるとすとんと落ちると。マグネット

が切れれば勝手に重力で落ちるということで 0.6秒、短時間で挿入されると。ちょっとこ

こには書いておりませんけれども、通常時もある程度頭が挿入口に入った状態でしか使わ

ないということでございまして、機構が単純で重力により短時間で挿入されるということ

で、過渡変化時の全粗調整用制御棒、4本ですけれども、スクラム失敗というのはちょっ
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と想定しがたいのではないかとは考えてございますが、しかしながらということで、 4本

とも当然ながら同じものでありまして、同じ原理で動作しているということを考慮いたし

まして、ちょっと具体的な想定はできないんですけれども、何らかの共通要因により万が

一全制御棒が挿入できない場合の事故対策を検討するということで、ちょっとすみません、

またこの結果、本日お出しできればよかったんですけれども、検討中ということでござい

ます。というようなことであります。  

 この、先ほどの 3節というか 3.のところで、二つの事象を想定したときに対して、じゃ

あ具体的にどんな事故対策を考えなくちゃいけないのかというところを5ページ、6ページ

に示してございまして、かなりの分重複しますけれども、ちょっと簡単に説明させていた

だきます。  

 まず5.の（ 1）の炉心流路閉塞の拡大でございまして、まずは何らか、スクラム等をさ

せてポンプを止めるということをやると。ただ、ここに書いてありますように、流路閉塞

が発生しますと、局所的な沸騰が生じ、出力振動が発生して、自動停止に至るというふう

には考えてございますけれども、それが起こらない場合は運転員が手動スクラムすると。

その後、1次循環ポンプを停止するという操作を行うということになります。 

 当然ながら、スクラムしたときには、そのことの確認をして、原子炉の状態を確認する

ということになります。スクラムしてすぐに燃料溶けるとかというところにあるかどうか

というのはなかなか難しいところではございますが、万が一、炉頂、炉心のトップのとこ

ろでございますが、線量が高い場合には監視カメラ等により確認を行うということでござ

います。もしもその線量の上昇等があった場合には、基本的には 1次浄化系についている

イオン交換塔の放射線モニタ、あるいは炉室内の放射線モニタが放射能異常を検知します

と炉室の換気系は停止いたしまして、ダンパが自動閉止することになってございます。こ

れらが起きない場合は、運転員の操作によって同様のことを行う、具体的に言うと非常警

報ボタンというのを押しますと同じことが起こるということでございます。万が一こうい

うことがあった場合には、一せい放送等によって炉室内にいる事故対応要員以外の人員の

待避を指示すると。  

 あとは隔離ですね、閉じ込めを行うということになりますが、我々のところは排気ダク

トに水封槽というのがついてございまして、そこに水を入れてやれば排気が水でふさがれ

ると、水封されて、給排気ダクトを隔離できると。あとは炉室内が陽圧にならなければそ

のままでもいいかなとは思うんですけれども、もし何かの原因で圧が立つような可能性が
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ある場合は、非常用排気系によって間欠的な排気を行うということになるかと思います。  

 この溶融が起きて、何か外に FP等が出るような可能性がある場合は、炉頂のシール、あ

るいはよう素吸着剤の布設といいますか設置をするということを今、考えているところで

ございます。  

 炉室内の拡散を抑制するために、炉頂のトップシールド、ここが若干のすき間がござい

ますが、ここによう素吸着剤を布設するとともに、全体をシート等でシールすると。当然

この場合には作業者の防護の何か機材というのも、全面マスクなどを含めて装着する必要

があるでしょうということでございます。  

 あと、炉室内の放射能濃度が上がるような場合につきましては、これは必要に応じてと

いうことですが、炉室内にシャワーのような散水設備がございますので、それの使用も考

えるということでございまして、ちょっと現在のところ、ここまでの対応を考えていると

いうことでございます。  

 2番目のLOCAの場合も基本的には同じでございまして、緊急停止で 1次循環ポンプを停止

する、スクラム後の点検、それから関係者以外の退避を行って、あとちょっと違うのはこ

こですね、炉心タンクへの給水を、とにかくいろんな各種の設備を使った給水を行う。こ

れを行っている間に漏水箇所の補修とか、あるいは他の給水手段の手配、水源の確保等を

行う。それから、これと並行してですけれども、換気系の停止、水封の実施、炉頂のシー

ル、よう素吸着剤の布設、炉室内散水といったような手順で対応することになるかと考え

てございます。  

 ちょっとこれはまだ事故条件の検討という段階でございますけれども、資料 3につきま

しては以上でございます。  

◯大村チーム長代理  ありがとうございました。それでは、この資料 3、事故条件の検討

ということですけど、これについてコメント、質問等ありましたらお願いします。  

◯杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、 5ページの4．その他の事象の検討というところ

で、ギロチン破断のことも書かれているんですけれども、 Sクラス以外のところでギロチ

ン破断が起きたときに、ここに書かれている逆止弁ですか、あと水圧駆動弁、これを閉に

するためにはどのぐらいの時間がかかるんでしょうか。  

◯京都大学（中島教授） これは水の流れがなくなれば閉になりますので、例えば破断し

て圧がかからなくなれば自動的に、逆止弁ですから流れてる間は押されて開いていると。

流れが止まればぴたっと止まる。水圧駆動弁は、 1次冷却水の水圧でぐっと押し開いてい
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る。その圧がかからなくなれば自動的に止まるということですので、基本的にはほぼ瞬時

というか、多分数秒程度かと思います。  

◯杉山チーム員 わかりました。  

 すみません、追加で。今言った Sクラス以降のところでギロチン破断が起きたときに、

数秒ということですけど、その場合、どのぐらいの水が失われるという想定になっている

んでしょうか。  

◯京都大学（中島教授） すみません、ちょっとそこは評価はしておりませんが、うちの

1次系配管30cmということで、たしか全量抜けるのに 1分くらいだったかな、30秒ぐらいで

すから、 10秒以内程度であれば 2/3程度ぐらいは残っているかなと思います。ちょっとま

た後で定量的な値を出させていただきます。  

◯黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 これまだ検討中の資料ということで、そういうつもりで見させていただいてるんですが、

先ほど JRR-3のところでも、 B-DBAのところで議論させていただいて、この B-DBAってそも

そも今回の新規性基準では低出力炉を除く中高出力炉に対してのみ新たに追加になったと

いうものでございまして、これのもともとの趣旨としては、 1Fの事故が起こったというこ

とで、ある意味、想定をどこまでするのかというところはあるのですけれども、多量の放

射性物質が出るような事態に至っても、何らかの手立ては残しておきましょうねというこ

とが趣旨だと我々としては思っていますので、そこも含めて十分御検討、引き続き検討い

ただければというふうに思っています。  

◯京都大学（中島教授） 京大の中島です。  

 了解いたしました。趣旨は我々もわかっているつもりでございます。ありがとうござい

ます。 

◯大村チーム長代理 あと何かありますか。  

 私からちょっと 1点だけ。この原子炉冷却材の流失の、要するに（ 3）の a）と、それか

らb）とありまして、最後に4ページに「以上より」と一番最後にありまして、多量の放射

性物質を放出する事象としては、この（ 3）のうちのb）を挙げておられるということにな

ります。この a）とb）の違いって、結局は時間が長いか短いかということですね。そうす

ると、同じロジックだと、結局は同じ結果になるんだったら a）もという感じもするんで

すけど、この辺はどういうふうに区別されたんでしょうか。  

◯京都大学（中島教授） 京大の中島でございます。  
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 確かにこの書きぶりがあまりよくなくて、我々、実際のところ言いますと、 b）の中に

基本的には a）も含まれるというか、 a）のちょっと厳しくしたのが b）になるということ

で、多分評価の結果としては b）をやっておけばa）は十分そこに内包されると。より長い

時間ですから、FPも減衰してくるしということで、流出量が限られていますので、そうい

う意味では b）のほうを代表事例として扱うという表現に直したほうがいいかもしれない

ですけれども、意図としてはそういうことでございます。  

◯大村チーム長代理 よくわかります。  

 それからあともう 1点は、これはさっき黒村管理官からの指摘にも関係するかもしれま

せんが、そのときの損傷の想定というのでしょうか、どこまでというのはあるんですけど、

代表例として、燃料要素 1体となってるんですけど、もしこの、単にロジックだけの話か

らいくと、冠水が維持できませんでしたというと、その 1体で止まるかどうかという、何

も限定はないわけですよね。そうすると、その辺はどこまで想定するんですかということ

にはなるので、 1体でこれがマックスですというのは、ちょっとロジックとしては少し変

な気もします。  

◯京都大学（中島教授） 京大の中島でございます。  

 今御指摘のとおりでございまして、あくまでも代表例ということで、 1体やっておけば、

例えばそれが 10体になったら10倍になりますということでできるかなということでござい

まして、どこまでというところはなかなか、多分今後御相談させていただければと思いま

すけれども、今の時点では、まずは代表例として 1体やっておけば、そこは比例計算でい

けるというふうに考えているところでございます。  

◯大村チーム長代理 理解しました。  

 それ以外に何かありますか。  

 まだ検討中のところということのようですので、検討を続けていただいて、またヒアリ

ング等を通じて少し内容を説明いただければと思います。  

 それでは質問ないようですので、議題の 3につきましては、じゃあこれで終了というこ

とにさせていただきたいと思います。どうも御苦労さまでございました。  

 それでは、そうですね、ちょっと席の入れ替え等ございますので、若干時間をとりまし

て、その辺を修正いただいて、そろい次第再開したいと思います。  

（休憩）  

◯大村チーム長代理 引き続き審査会合を行います。  
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 ここからの議題は、先日、冒頭申し上げましたように、 5月 13日に行われました原子力

規制委員会におきまして、低出力の試験研究用等の原子炉に係る新規性基準への適合性審

査の、これは課題とそれから見通しということについて、これはよく申請者と意見交換を

して、共通認識を形成した上で審査を行うようにと。通常、ヒアリングによる審査を行っ

ているということでありますけれども、本件については課題と見通しということで、これ

は公開で行うようにという委員会からの御指示があったと、こういう趣旨でございますが、

ちょっと改めて本議題の趣旨等につきましては、田中知委員にも御出席いただいておりま

すので、ちょっと一言お願いしたいと思います。  

◯田中委員 今名前が挙がりました、田中知でございます。今、大村チーム長代理から説

明があったとおりでございまして、去る 5月13日に行われた原子力規制委員会において、

低出力炉に係る適合性審査の課題と対応の見通しについて公開で議論を行うことになりま

した。 

 本日は、まずは昨年の 9月から 10月に申請がありました京都大学臨界実験装置（ KUCA）

及び近畿大学原子炉の設置変更許可申請について、議論をさせていただきたいと思います。 

 この会合を通じて、規制庁と事業者との間で、現状の課題を明確化し、共通認識が図ら

れることを期待しております。そうすることで、今後効率的に審査を進めることができる

よう、双方活発な議論をお願いしたいと思います。  

◯大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。  

 具体的な議論の進め方ですけれども、まずはヒアリングもかなりの回数を重ねておりま

すので、規制庁として現状の審査の課題と認識している点について説明をさせていただく。

その後、申請者のほうから、審査の進捗状況であるとか課題、それから今後どういうふう

に対応していくのかという見通し等について、御説明なり御発言いただくと、こういう形

で進めさせていただきたいというふうに思っております。できるだけ共通認識を形成でき

るように、ぜひ活発な議論をお願いしたいというふうに思います。  

 それでは、まず京都大学の臨界実験装置、 KUCAですけれども、まず規制庁のほうから、

これについて、資料を 4-1という形で用意していますので、これに基づいて説明をお願い

したいと思います。  

◯黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 それでは、資料4-1について御説明をさせていただきたいと思います。  
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 京都大学の臨界実験装置（ KUCA）については、昨年の 9月30日に、設置変更承認申請が

なされております。  

 試験研究炉につきまして、新規制基準検討の際にもいろいろ議論になってございました

ように、原子炉の型式、出力等が多種多様であるということから、新規制基準もグレーデ

ッドアプローチを考慮しているものとなっているというふうに考えております。また、審

査についてもそれを踏まえた審査を実施するということで考えてございます。  

 KUCAの申請につきまして、申請以降、26回のヒアリングを実施したところでございまし

て、現時点での主な課題は以下のとおりということでまとめてございます。  

 なお、これらの課題については、ヒアリングにおいて概ね説明を受けたところでござい

ますが、今後のヒアリングの進捗に応じてさらに追加される可能性もございます。 

 また、ここでいろいろ項目書いてございますけれども、この指摘というのはあくまでも

現状の申請書ベースでの指摘というふうに考えてございまして、ヒアリングのところであ

る程度補正の方向性について、既に説明を受けているというものも含まれているというこ

とについては御留意いただければというふうに思います。  

 その下は規則の条文に従って項目だけ挙げてございますので、具体的な内容については、

その次のページから御説明をさせていただきたいと思います。  

 別紙でございます。第 4条の地震による損傷の防止ということで、重要度分類について

は、現状の申請書では全てを Cクラスとしてございますけれども、その説明の中では影響

の相対的な程度を考慮した上で分類したと書いてございますけれども、この辺について説

明が不十分ではないかというふうに考えてございます。  

 ただし、この辺についてはヒアリング等を通じて、炉本体であるとか停止系等について、

Bクラスとする方向で検討をされているというふうに我々としては捉えてございます。後

ほどもし相違があったら、そこで御指摘をいただければというふうに思います。  

 次のページに参ります。第6条関係で、外部からの衝撃による損傷の防止でございます。

これについて、ヒアリングについて、一部しかまだ実施できていないということで我々と

しては認識してございまして、ヒアリング中について、竜巻であるとか火災、森林火災等

についてはヒアリングを現在実施しているということでございます。 

 右の欄に行きまして、二つ目のポツでございますけれども、自然現象等について、下に

示すような発電所のガイドがございますけれども、これはあくまでも発電炉を対象とした

ものでございまして、基準への適合について説明する際に、これを使っていただいてもい
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いですけれども、規則の本体あるいは解釈等においても、これを使いなさいとかそういっ

た形にはなっていませんので、リスクの説明を含め、説明していただくということも可能

だというふうに考えているということでございます。  

 次が第8条で、火災に対する損傷の防止ということで、申請書の記載としては、火災に

ついては火災の発生防止、影響の軽減等を具体的な点について若干説明が不足しているん

ではないかというふうには考えてございます。具体的には、不燃材の使用とか系統分離と

か、そういったところが書かれていないのではないかというふうに考えてございます。こ

この右側のところのガイドも先ほどと同じでございまして、これはあくまでも発電所のガ

イドだというふうに御認識いただきたいなというふうに思ってございます。  

 次に参りまして4ページでございます。第 9条の溢水による損傷の防止対策ということで、

溢水対策に対する設計方針に係る具体的な対策及び設計内容についての記載が必要だとい

うことで、具体的に言えば、もし水を使っているところの配管が破損したときに、安全機

能へのどういう影響があるのかないのかとか、そういったところの説明が必要だというふ

うに考えてございます。右側の欄に内部溢水のガイドがございますけれども、これは先ほ

ど来申し上げていますように、あくまでも対象は発電炉についてのものだというものでご

ざいます。  

 6ページになります。この辺からは、現状の申請書の中では設計基準事故ということを

想定しないとか、そういう形になっているんですけれども、この辺についてはヒアリング

等を通じて検討を、分類して体系的に整理してやられる方針だというふうには聞いてござ

いまして、申請書にはその辺の記載がないということで、第 11条であれば安全避難通路の

ところの第3号ですか、についての記載がなかったり、そういった観点でございます。  

 第12条が安全機能の重要度分類についてでございますけれども、ここは方針しか書いて

ないということがございまして、それぞれの設備についての分類を記載していただきたい

ということでございます。  

 7ページの第 13条の運転時の異常な過渡変化と、あとは設計基準事故については、先ほ

ど申し上げたとおりでございます。  

 それ以降、第17条、18条も、その 30条、最後まで設計基準事故ということを考慮しない

という形になっているということに絡んでの記載が足りないのではないかというふうに考

えているということで、この辺についてもヒアリング等で随時御説明をいただいていると

いうような認識で我々としては捉えてございます。  
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 以上です。  

◯大村チーム長代理 今、説明がありましたように、あくまでこの課題というのは、申請

書、当初の申請書ベースを書いているということで、ヒアリング等で相当解決されている

ものもあるというふうには理解しておりますが、逆に言えば、申請書ベースの審査ですの

で、いずれどこか適当なところで、やはり補正をしていただかねばならないということが

ありますので、引き続き今の状況について御説明いただきますけれども、今後どういうふ

うに、どういうタイミングで補正も含めて対応していくか、この辺りも含めて説明いただ

ければありがたいなというふうに思います。  

◯京都大学（釜江教授） よろしいですか。京都大学の釜江と申します。この後、担当者

のほうから説明させていただきますが、一つだけちょっと確認をさせていただきたいと思

います。  

 冒頭で御紹介あったように、低出力炉というのはヒアリングでも非公開でやるというこ

とが原則で、我々もこれまで 26回、真摯にヒアリングに対応してきたんですけれども、先

般の田中委員のお話があったように、13日に公開でこういう場を持つということで、少し

事業者としてはとまどいは隠せないんですけれども、そのときにも少し私も拝見させてい

ただきましたけれども、少し意見交換、今、大村チーム長代理から意見交換というような

場だというようなこともおっしゃったんですけれども、その場で少し審査という言葉も出

たように私は見ていまして。 

 それで、ちょっと確認なんですけれども、今後こういう会をどういうタイミングで、審

査は当然随時やっていかなければいけないし、こういう意見交換の場というのは、あるも

のがたまれば、ヒアリングがあるところ充実すれば、それをこの場で公開的に何かすると

いうのは、今後、ちょっとそのやり方といいますか、そこを少し確認させていただくと、

少し我々も今後対応していく上で非常に重要なことだと思いますので、ぜひ、もし今、こ

の段階でお話ししていただけることがあればよろしくお願いしたいんですけれども。  

◯大村チーム長代理 田中委員からまたいろいろ御指示なり御示唆があるかもしれません

が、事務局として考えておりますのは、あくまで今回やっておりますのは、課題と、あと

今後の見通しを、よく共通認識を形成しようということでやっていますので、これを何か

継続的に、定期的にやろうとかそういうことを考えているわけではないということであり

ます。ただ、今後必要があれば、もちろんこういう機会がまた改めてあってもいいんでは

ないかというふうには考えているということです。  
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 それから、審査という言葉は、やはり審査会合という枠組みの中でやっておりますので、

一応審査は審査で、その一環かなということなので審査という言葉が出てきているという

ふうな理解をしております。  

◯京都大学（釜江教授） ありがとうございました。京都大学の釜江です。  

 そうすると、やはりこれまでどおり、あくまでも審査といいますか、それはやっぱりヒ

アリングの場でしっかりと見ていただけるというふうに理解したらよろしいでしょうか。  

◯大村チーム長代理 事務局としてはそういうふうに理解をしております。  

◯京都大学（釜江教授） どうもありがとうございました。 

 それでは担当のほうから御説明申し上げます。  

◯京都大学（三澤教授） 京都大学、三澤です。  

 それでは、お配りしました資料4-2に基づきまして、現在の KUCAの進捗状況について御

説明したいと思います。  

 1ページめくっていただきまして、まずこれまでの経緯につきましては、今御説明あり

ましたとおり、9月30日に申請書を提出後、ヒアリング、 26回、概ね週1回のヒアリングを

行っておりまして、その間に行政相談という形で、こちらからのいろいろな御質問とかそ

ういうものを数回程度、五、六回程度行わせていただいております。1月、それから5月に

は現地調査ということで KUCA、それから KURも含めて現地確認をしていただいております。  

 3ページ目なんですが、ヒアリングの概要については、今、既に御説明ありましたとお

り、これまで 26回のヒアリングの中でKUCAの概要説明、それから新しい基準に対する条項、

KUCAの場合は第 3条から第 30条までということになりますが、各条項について KUCAの設計

方針と具体的な対応についての説明を行っております。  

 申請書、 9月30日に提出した申請書につきましては、先ほど御指摘ありましたとおり、

かなり不備なところもございます。申請書を出す段階で、我々もかなりいろいろ悩んで、

どういう書き方をすればいいかということで、わからなかったところもありましたので、

このヒアリングを通していろいろ御指摘いただいたところを対応しておりまして、その中

で各施設の概要説明、基準に対する適合性、それから先ほど御指摘ありましたような重要

度分類、安全機能の重要度分類、耐震重要度分類、それから運転時の異常な過渡変化、設

計基準事故と、特にこのような非常に重要な項目につきましての記載が不十分だったとい

うことは我々も認識しておりまして、これについて御説明させていただいてきております。

それから、今後、設備の変更をどういうことを行うかという説明についても行っておりま
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す。 

 これまでに 26回のヒアリングを通じまして、さまざまな御質問、それからコメントをい

ただきまして、質問管理表ということでは 130項目ほどの項目がございまして、そのうち、

回答、全て解決したというわけではないんですが、そのうち 100項目くらいにつきまして

は既に回答を行っておりまして、今、順次その回答を引き続き行っているというところで

ございます。  

 現在対応中の主な項目ということで書かせていただいておりまして、これはこれからの

ヒアリングの中で、質問管理表等のところでまだ残っている項目ということで、残ってい

る主な項目ということで書き出させていただいております。 3条の地盤に関するところ、

この評価のところ、それから 4条の地震による損傷の防止というところで、先ほど御指摘

ありましたとおり、耐震重要度分類については、我々全て Cクラスということで申請書を

出していたんですが、それについては原子炉停止系を Bクラスにするなどの変更を加えて、

補正申請を行うということで御説明させていただいております。  

 それから 6条の外部からの衝撃の損傷防止ということで、外部火災、これは航空機落下

に伴う火災などの評価、これについても御説明させていただいておりまして、今、順次対

応中でございます。  

 それから安全機能の重要度分類、第 20条につきましても、今までクラス分けが十分でな

かったというところがございますが、これにつきましても御指摘を受けて、原子炉停止系

をクラス2に上げるなどの変更をする予定で御説明させていただいております。  

 13条の、運転時の異常な過渡変化、設計基準事故、これにつきましても、申請書の段階

では設計基準事故はないというような書き方をしてしまっておりましたが、それについて

は、基準に基づきまして事象の選定の見直し、それから解析による評価の結果というとこ

ろについて御説明していくというところでございます。  

 それから、 22条、23条、これらにつきましては、 KURとの共用設備という、ちょっと特

殊な扱いのところがございまして、この辺りにつきましては、 KURとの進み方を見ながら、

今、御説明しているというようなところでございます。  

 それから、先ほど御指摘ありました 17、18、30条のような設計基準事故を評価していな

かったところの記載につきましても、見直して、ヒアリングの中で御説明させていただい

ております。  

 これらの項目につきましては、すごく困っているとか、詰まっているという認識は我々
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あまり持っておりませんで、順次御説明していけば対応できる項目だろうなというふうに

は思っております。  

 ただ、検討中の項目ということで二つ書かせていただいておりまして、第 6条の外部か

らの衝撃による損傷の防止、外部火災、森林火災などのものですね。それから外部火災へ

の対応、火災による損傷の防止などにつきましては、我々として、この辺りの評価という

のを十分でなかったということもございまして、今対応しているというところでございま

すが、これにつきましては、先ほど御指摘ありましたとおり、発電所の評価ガイドに基づ

いて行うのか、それとも我々の施設のリスクを考えた上での対応をするかと、まさにその

ところをどうするかというところが非常に難しいところ、課題かなというふうに残ってお

りまして、今、一番ちょっと力を入れてといいますか、時間がちょっとかかりそうだなと

思っておりますのが6条、8条、この辺りのところかというふうに思っております。  

 それ以外の項目につきましては、我々としては概ね御説明は終了しているというふうに

思っておりまして、これらに基づきまして、最後のページになりますが、今後の予定とい

うことで、質問項目に対する回答は、何とか夏ごろまでは終了目標と。これは目標という

ことで出させていただいております。もう少し早い時期ということを当初予定しておりま

したが、先ほど申しましたとおり、ややちょっと難しい課題というのが出てきたというこ

とがありまして、当初の予定よりも少し遅くなっているというのが現状でございます。こ

れと並行して、今現在、補正申請書案というのもつくり始めております。補正申請書の提

出につきましては、質問項目の対応後、できるだけ早い時期に補正申請書を提出するとい

うことで準備を進めております。これらが終わりまして、その後、保安規定、設工認、一

部の施設の工事、使用前検査、それから設工認を伴わない安全審査、施設定期検査等の、

まださまざまな対応が残っておりますが、これらを踏まえて、できるだけ早く運転再開を

目指したいというふうに考えております。  

 以上です。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 こちらのほうから何か今のに関連してありますか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 低出力炉で何がやっぱり怖いかなと思うと、火災がやっぱり怖いかなというふうに我々

としては思っていまして。ただ、一方、ガイドというのは、あくまでも先ほど申し上げた

ように発電所のガイドです。周りの環境の設置されている場所も、当然ちょっと状況は違
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ってくるというので、基本的には、事業者さんのほうに設置されている場所を十分念頭に

置いて考えていただきたいというふうには思っています。  

 何度も申し上げますけれども、このガイドというのは、新規制基準の中で直接的に試験

炉について引用されているものではないので、必ずしもそれに沿う必要はないという形に

なっていますので、そこはちゃんと自らの抱えているリスクに応じて必要な対策をとって

いただければ、基準に適合するというのは当然可能だろうというふうに我々としては思っ

ています。  

 もし、この点で何かありましたら、お願いします。  

◯京都大学（釜江教授）  京都大の釜江でございます。  

 非常に、今のお言葉をお聞きして、こういう会が非常によかったなと思っておるんです

けども、ただ、ゼロリスクはないということで、やはりリスクという、非常に、特にグレ

ーデッドアプローチですか、そういうものを考えたときに、やっぱりそういうところで少

し評価をするということは非常に重要だと思いますし、ただ、その定量化のところがです

ね、これは恐らくコミュニケーションといいますか、規制庁との、当然どこかでコンセン

サスを得ながらやっていくところだと思うんですけども、我々、リスクという言葉が、今

日、これまでもあったかもしれませんけど、少し表に出たので、我々もそういうことを考

えながら、ガイドはガイドということで、少し、我々の特性なり、敷地なり、環境なり、

そういうことを考えながら、少しそういう側面で、切り口で議論ができたらなと思います。

ただ、定量的なところが非常に難しいというところが、ちょっと気にはなりますけど、そ

の方向で検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○田中知委員  ありがとうございます。規制委員会の田中です。  

 逆に言うと、実用発電炉のときには、ガイドがあったほうがつくりやすいかわからない

と。こういうガイドがなくて、リスクに応じたものを考えるといったときに、事業者さん

として、どういうふうなレベルで考えればいいのかは、結構悩まれるところだと思うんで

すよね。その辺については、これまでのヒアリング等々で大体共通的な認識になっている

と思っていいんでしょうか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 そこはなかなか、我々審査官では、なかなか判断しづらいところでして、最終的には、

委員会での議論をしていただく必要があるところかなとは思っています。ただ、一般的に、

やっぱり、厳しい言い方をすればですけども、「 1ミリ」を十分下回っていれば、それは
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十分大丈夫でしょうということは言えるんですが、それをちょっと超えたからどうなんだ

というところについては、なかなか、審査する担当者では、なかなか申し上げるところは

難しいかなというふうには、我々としては思っているんです。  

○大村チーム長代理 どうぞ。  

◯京都大学（釜江教授）  この話は、恐らく最後は利用者の責任だと思っていまして、先

ほどの B-DBAも、やはりこれはどこまで想定をするかということは、やっぱり規制庁から

ここまでだということは多分言えないと思うので、それは我々がここまでだというものを

自信を持って説明するということで、シナリオも今後そういう形で御説明申し上げたいと

思いますし、今のリスクのほうも、やはり我々として定量感を持ってこうだと。ただ、そ

れは当然、それがいいかどうかというのは、当然審査ですから、その場でいろいろと議論

をしながら、当然、安全が大事ですから、ということで進めてまいれればと思っています。

最終的には、やっぱり事業者の責任だと思っていますので、よろしくお願いいたします。  

○大村チーム長代理 なかなか難しいところもある。というのは、定量化をきちっとやる

ことの労力というのもあって、なかなか定量化が説明し切れないというところも多々あり

ます。ですから、そこに労力を使うというのも一つの手ではあるんですけど、説明の仕方

とか、解決の方法というのは、別に一本道ではありませんで、幾つものやり方があると思

います。 

 ただ、リスクがもともと極めて小さいという施設であることは間違いありませんので、

であれば、ある程度、思い切った想定をして、それでも影響はこの程度という説明も、十

分、これもいろんなレベルがあると思いますので、むしろそういうほうが、リスクという

ものを評価するにはふさわしいということなのかもしれませんし、そこは事業者さんが、

施設を持っておられる、検討をいただいて、説明をしていただくということかなと思って

います。  

 何かほかにありますか。よろしいですか。  

○田中知委員  規制委員会の田中ですけど、初めに規制庁のほうから課題と確認事項とい

うのがあって、京大さんのほうから話があったんですけども、大体、課題確認事項につい

ては、両者の認識は大体一緒だと思ってよろしいんでしょうか。  

◯京都大学（三澤教授）  京大の三澤です。  

 先ほど我々のところで、対応中の主な項目ということで、各条項、こんなところが残っ

ているよということで御説明をさせていただいたんですが、先ほど規制庁から説明があり
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ましたところと、ほぼ同じようなところがあったかなというふうに思っております。一部

ちょっと我々は説明したつもりというようなところもございますが、重要なところとして

は、火災、それから重要度分類、耐震、やはりこの辺りが一番重要なところだなというこ

とは我々も認識しておりますので、その辺りのところは一致しているというふうに思って

おります。  

 ただ、やはり先ほどお話があったんですが、基準的な数字というのが、非常に難しいと

ころがありまして、例えば今「1ミリ」という話がございましたが、その辺りのところを

どうするかというのについては、説明のところでも、非常に定量的な説明、定性的な説明

という、そこの定量化というのは非常に難しいなというふうには思っております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 細かいところは、多分、多々あるかなとは思いますが、大筋でそんなに違わないのでは、

認識として違わないのではないかなとは、我々としては思っています。  

○大村チーム長代理 大体、議論はそういうところかなと思いますけれども、委員から何

かありますか。 

○田中知委員  規制委員会の田中ですけど、初めに釜江先生のほうから、この趣旨みたい

なのがあって、意見交換というか、一応、この審査会合の場でやるから、一応、審査的な

ものもあるんですけども、具体的なところはヒアリング等でやっていただければいいし、

共通認識を持つことが大事かなと思いました。  

 ちょっと最後に一言何か言えということでございますので、話を聞いたら、補正の申請

が夏ごろにはですね、秋になるかわかりませんけども、に予定されているようでございま

すので、それに向けて、審査にしっかりと対応していただいて、その結果を申請書に反映

していただくことが、より効率的な進め方になっていくのかなと、まず思います。また、

試験研究用原子炉といっても、種類は臨界実験装置から発電炉に匹敵するようなものまで

あって、規模とか種類もさまざまでございますが、原子炉施設が事故時に及ぼす影響の大

きさを考慮した審査が必要であると我々も考えてございます。  

 一方、設置許可の審査は、申請書に基づいて行うということが原則でございますので、

申請書は基準に適合していることが確認できる内容であることが必要でございますので、

そういうようなことですから、申請書に設置許可における約束事項をしっかりと記載して

いただきたいと考えます。どういうふうに解釈するかとか、わからない点があれば、ぜひ

遠慮なく、ヒアリングとか、あるいは行政相談というふうな場ででも言っていただければ、
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事務方が対応すると思いますので、積極的に御相談いただきたいと思います。  

 以上です。  

○大村チーム長代理 何か特によろしいでしょうか。  

◯京都大学（釜江教授）  京大の釜江ですけども、どうも、田中委員、ありがとうござい

ました。  

 非常に今日は、冒頭、そういうこともお話し申し上げましたけど、結局、こういう場が

非常によかったというふうに我々も理解してございます。今後とも、真摯にヒアリングを

受けさせていただいて、一日も早い承認をいただけるように頑張ってまいりたいと思いま

すので、今後ともまたよろしくお願いいたします。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、議題の（ 4）京都大学の KUCAに関しては、これで終了させていただきたいと

思います。  

 それでは、事業者等の席の入れ替えがありますので、再度ですね、 2～3分でよろしいで

すかね、少し中断をさせていただいて、そろいましたら再開をさせていただきたいと思い

ます。どうも御苦労さまでした。  

（休憩 京都大学退室  近畿大学入室）  

○大村チーム長代理 それでは、そろいましたので、会合を引き続き行いたいと思います。  

 次は、議題の（ 5）としまして、近畿大学原子炉に係る新規制基準への適合審査の、こ

れも課題と対応の見通しということで議論をしていきたいというふうに思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。  

 進め方は、もう先ほどの京大 KUCAと同じでありますので、できるだけ活発な意見交換が

できるように、よろしくお願いをしたいと思います。  

 それでは、まず規制庁のほうから、これまでのヒアリング等を踏まえ、適合確認の状況

についてと、資料5-1というのを用意しておりますので、じゃあ、これに基づいて、黒村

管理官のほうから説明をお願いします。  

○黒村チーム長補佐  それでは、資料 5-1によりまして、御説明をさせていただきたいと

思います。近畿大学原子炉についての適合確認の状況ということで、まとめた資料でござ

います。  

 申請については、昨年の10月20日になされてございまして、試験研究炉についてはとい

うことで書かせていただいておりますけども、新規制基準もグレーテッドアプローチを考
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慮したものとなってございますし、審査もそれを踏まえて行うということで考えてござい

ます。 

 申請については、 9回のヒアリングを実施したところ、現時点での主な課題は以下のと

おりとしてまとめてございます。これらの課題については、まだ個別の具体的なヒアリン

グが多く残されているという状況での抽出したものでございまして、今後、追加される可

能性があるということは申し添えたいと思います。  

 また、この記載については、京都大学さんと同じように、申請書での記載ベースでの指

摘となっているということは御認識いただきたいというふうに思います。  

 具体的な内容については、次ページ以降で御説明をさせていただきます。  

 まず、最初の黒丸のところでございますけれども、ここについては、ある意味、申請書

の形式に関してのことでございまして、ここにあります規則で、どういった項目について

それぞれ記載しなさいとなっているんですが、申請書がそれに沿ったものとなっていない

という点がございます。  

 第 4条につきまして、地震による損傷の防止ということで、ここについては、先ほどの

KUCAと同様でございますけども、全て Cクラスということで、その理由も 1Wという説明の

みの状況になっているということでございまして、ここのところについては、ヒアリング

等を通じて、停止系、生体遮蔽タンク等については、 Bクラスにする方針だというふうに

伺っているんですけど、もし違っていたら、また後ほど言っていただければと思います。  

 次については、次は第 6条の外部からの話で、ここも先ほどの KUCAと同じことで、多分

気にされているのは、やはりガイドの扱いのことかなとは思います。先ほど来申し上げて

おりますように、このガイドというのは、あくまでも発電炉を対象のガイドでございまし

て、試験研究炉は、特にガイドは定めていないということですので、自らリスクに応じた

ちゃんとした評価なり、検討をしていただきたいということと、あとは、近畿大学の場合

は近隣がもう既に住宅地というような状況にありますので、その辺も含めて検討をしてい

ただきたいというふうに思っているということでございます。  

 次の第8条、ここも個別の具体的なヒアリングはやっていないということでございます

けども、火災の発生防止、火災感知、火災の影響を軽減する記載について、消火設備につ

いての記載がありますけれども、それ以外はあまり書いていないというようなところでの

指摘でございます。  

 次が、第 9条の溢水については、ここについては、具体的に記載がないと書いてありま
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すけれども、安全性に与える影響は軽微であると書いて、なぜ軽微であるかとか、その辺

のちょっと理由等も書いていないという形で、申請書の記載としては、そういう形で指摘

をさせていただきたいと思います。ガイドについては、先ほどと同様でございます。  

 第10条は、「安全機能」は必要ないため、「安全施設」も必要ないというような形にな

ってございますけども、ここは、ほかのところで、安全機能については見直しをするとい

う形で方針としては伺っているというふうな認識でございます。  

 第11条の設計基準事故について、ここも KUCAと同様で、想定されないということなんで

すが、基準としては、想定して評価をしてという形になっていますので、それの関連で、

やはり第3号の避難通路のところの記載がないという形でございます。  

 第12条の安全施設については、やはりここはもう「安全機能」はないという形で書かれ

てございまして、そもそも原子炉ということを考えれば、そんなことはないんじゃないで

すかという形で、我々としては捉えてございます。  

 第13条は、先ほど来申し上げている、設計基準事故と過渡事故の話でございます。  

 第20条、ここはちょっとKUCAにはないところでございまして、制御棒系が、要求として

は二つ以上の独立した系統ということに基本的にはなってございます。ただし、ただし書

きが以降ついてございますけども、ここについては、このただし書きが、なかなか近畿大

学の場合は適用できないのではないかというふうに我々としては考えてございまして、

KURの場合は――KUCAではなくて、 KURでございますけども、別途、ホウ酸の準備とか、そ

ういった手立てをしていただいているという状況でございますので、それなりの検討は可

能なのではないかと我々としては考えてございます。  

 第 22条、第24条については、平常時の被ばく評価に関してでございまして、添付書類 8

には若干記載があるんですけれども、当然、気体廃棄物あるいは液体廃棄物等も想定はし

ないといけないと思ってございまして、想定する必要がないということであれば、その説

明をした上で評価をしていただく必要があるというふうに考えてございます。  

 第25条は、これは先ほどの事故評価との関係でございます。  

 第30条も同様でございます。  

 規制庁からの説明は以上でございます。  

○大村チーム長代理  それでは、一応、資料 5-1は、そういう状況で、こういう課題があ

るということで御説明をしたということですけれども、これは近畿大学のほうからも資料

を用意いただいておりまして、今のいろんな課題ですね、この辺について、そういうのも
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含めて、それから、あと、この中でも書いてありますけども、やはり幾つかの修正が必要

な点がというか、幾つかありますので、いずれにせよ、またこれも補正という形になろう

かと思うんですが、それの見通しですね、そういうのも含めて、今のどういう課題を認識

されているのか、それからどういうふうに対応されるのか、この辺りにつきまして、資料

を用意いただいておりますので、これに従って説明をいただければと思います。よろしく

お願いします。  

○近畿大学（伊藤所長） いつもお世話になっております。近畿大学原子炉研究所の所長

をしております、伊藤でございます。  

 資料は、本当に一枚物で申し訳ございませんけども、これにつきまして、簡単に御説明

申し上げたいというふうに思っております。  

 まず、1.現在までの安全審査ヒアリング進捗状況ということでございます。  

 新規制基準の適合性の確認の作業には、大きく分けて、下のほうに書いてあります内在

リスク評価、適用分類、立地評価、機器等の性能評価というふうに、四つの段階に分けら

れるというふうに思っております。  

 近畿大学は、これまでのヒアリングにおきまして、申請の根幹の部分に当たります内在

リスク評価と適用分類、これにつきまして、重点的に行ってきたところでございます。今

後の審査の根幹をなすということの位置付けをしておりまして、これが漏れのないように、

きちっと済ませてから次に進んでいきたいというふうなスタンスから、このようなヒアリ

ングの回数も非常に少なく、非常に確実に進んできたというところがあろうかというふう

に思っております。これは、この内在リスク評価とか適用分類につきましては、やはり後

に当たります立地評価とか機器等の性能評価、これらと深く関係するものでございますの

で、この辺を中心に今までやってきたということでございます。  

 結果的に、内在リスクの評価につきましては、事故時の影響評価、これらはほぼヒアリ

ング済みであるということ。過渡事故評価につきましては、現在、ヒアリング中で、少し

宿題が残っているということ。適用分類につきましては、耐震重要度分類につきましては、

ほぼ説明が終わっているというふうに理解しております。そして、安全重要度分類につい

ては、まだヒアリングを行っているということで、この二つが終わった段階で、立地評価

ということに入ろうかと思います。これにつきましては、もう既に資料の作成は開始して

おりますので、近々、この二つにつきましては、自然現象と人為事象につきましては、ヒ

アリングを受けることができるんじゃないかというふうに思っております。  
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 次に、機械等の性能評価につきましては、一部ヒアリングを開始しております。そして、

機器等の性能評価につきましても、もう既に資料の作成を開始しておりますので、近々、

ヒアリングを受けることができるんじゃないかというふうに思っているところでございま

す。 

 次に、2番目に、補正申請書における主な当初申請書の修文内容でございます。  

 これは、実は現在提出されております申請書におきましては、安全施設を持たないとい

うことで、評価等については記載しておりませんでした。安全施設の設定は、運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故の有無で決まると規則で定められております。この過渡事

故の有無につきましては、申請前に規制庁様にお伺いしたところ、なかなか御返事いただ

けなかったわけなんですけども、それは当然だと思いますけども、近大炉の特性と規則の

定義条文に合わせて設定する必要がないというふうに我々が判断して、申請書を作成、提

出いたしました。  

 申請書提出後、ヒアリングの中で、初めていろいろと読んでいただいた上で御判断いた

だいたところによりますと、ガイドの条項文のみを他の定義条項文とは異なった文章構成

解釈で読むようにとの御指導をいただき、他の安全施設等に関する規制要件とあわせて、

現在、補正申請に向けて修正作業を行っているところでございます。  

 そういうことで、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故及び安全施設等に係る規制

要求に対する適合性については、これからきちっとやっていくつもりでございます。  

 次に今後の課題でございます。  

 今後の課題につきましては、立地評価等につきましては、試験研究炉のための審査ガイ

ドが存在しない、先ほどからいろいろと規制庁のほうからもあったように、存在していな

いため、発電用の原子炉のための審査ガイドを参考に評価を実施せよということで、これ

まで審査ヒアリング等の御指導をいただいてきたわけでございます。現在、発電用審査ガ

イドに沿った評価について進めているところですが、近いうちに、ヒアリング等で説明を

いろいろとしていく予定でございます。また、 5月13日の公開会合において、更田先生の

ほうから発言のあったことについて、非常に我々は力強い発言だというふうに思っており

ます。 

 しかしながら、このことは、ある意味では定性的なものであり、できれば定量的なもの

の数量等とか、どうあるべきだということの御指導をいただければ、なおいいのかなと。

そういったようなことがあれば、我々も、さらに具体的にいろいろと作業が進んでいくと
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いうふうに考えているところでございます。  

 そういったようなことで、現在、今後の審査ヒアリング等につきましては、主な論点と

いたしましては、（ 1）番に書いてありますように、立地評価における原子力発電用影響

評価ガイドの参考範囲決定に係る具体的な判断方法と判断基準、（ 2）番目に、立地評価

における原子力発電用影響評価ガイドの参考にすべき具体的な項目の範囲、そういったこ

とを踏まえて、補正申請書の記載方法等の様式等につきまして、御指導・御鞭撻を頂戴で

きれば、この申請が早く進むのではないのかなというふうに思っているところでございま

す。 

 各逐条につきましては、担当の芳原のほうから説明させていただきたいと思います。  

○近畿大学（芳原講師） 近畿大学の芳原です。  

 先ほど黒村管理官から御指摘のありました逐条につきまして御説明させていただきます。  

 第 4条の耐震重要度分類、建屋の地盤等の耐震性能につきましてですけども、これは先

ほど所長からお話がありましたとおり、過渡事故及び安全施設に係るところの変更という

ところで、やり直してきたところでありまして、耐震重要度分類につきましては、これま

での審査ヒアリング等で大分整理が進んでおりまして、原子炉建屋については Cクラス、

原子炉停止用制御棒とか原子炉本体につきましては Bクラスということで、整理がされつ

つありますので、これは補正申請書にはその旨を反映したいと考えているところでありま

す。 

 次に、第 6条の自然現象・人為現象につきましては、先ほど所長からお言葉がありまし

たとおり、こちらのほうでも、資料の作成は進めてはおるのですが、何をもってどこまで

をやればいいのかという、具体的なところの範囲、これをちょっと、事業者のほうで全て

をやれというのも、なかなか難しいというところがありますので、そこにつきましては、

規制庁、あるいは原子力規制委員会のほうから、御決定をなされて、御指導いただければ

と考えておるところでございます。  

 次に、第8条の内部火災、火災防護等につきましても、先ほどの第 6条の外部衝撃と同様

でして、試験炉用の審査ガイドがないということで、これをどのようにしてどこまでをや

ればいいのかという、具体的な基準であるとか範囲について、御指導いただければ助かる

と考えているところでございます。  

 次に、第 9条の内部溢水についてですが、内部溢水につきましても、これは試験炉用の

ガイドはありませんでして、発電所用ガイドしかありません。ここにつきましても、どこ
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までをどうするのかというところにつきまして、これ、事業者のほうのリスクというとこ

ろもありますけども、そのリスクグレーティングのところもあわせまして御指導いただけ

ればと存じております。  

 それから、第10条の誤操作の防止につきましてですけども、こちらのほうは、先ほどの

過渡事故及び安全施設の定義のところに係るところでありますので、これについては、現

在、全編的に書き直しをしている最中だということでございます。  

 それから、第11条の安全避難通路等というところなんですけども、こちらにつきまして

は、実はつい先日なんですけど、一昨日に審査ヒアリングにおいて少しお話しさせていた

だいたところでありますが、もうちょっと、整理には、もう何回か審査ヒアリングが必要

なのかなというところでございますので、今後とも、この点につきましては、御指導のほ

どいただければと存じております。 

 それから、第12条の安全重要度、安全施設等につきましてというところなんですけど、

これはもう先ほどからお話がありますとおり、やはり過渡事故ですね、運転時の異常な過

渡変化、設計基準事故のところも、定義の読み方が、ちょっとほかの定義条文と異なるレ

トリックでということで御指導をいただきましたので、これについては、現在、審査ヒア

リング等で説明して、整理を進めている最中でございます。安全機能として、よいものか

判断に迷う機器、例えば避難用照明などにつきましても、これは公衆等への放射線障害を

低減させる機器として分類せよとの御指導をいただいておりますが、そういった、非常に

判断が難しいなと思うような箇所につきましては、再び出てきたときには、また引き続き

御指導いただければと存じます。  

 次に、第13条の異常な過渡変化、設計基準事故につきましてですけども、これにつきま

しては、これまで審査ヒアリング等で、設定評価の結果につきましては、水炉の安全審査

指針のほうを参考に説明させていただき、整理が進んできておりますので、整理が済みま

したら、補正申請書にその旨を反映したいと考えているところでございます。  

 次に、第20条についてなのですが、こちらにつきましては、現在提出させていただいて

おる申請書におきましては、制御棒のみの記載ということをさせていただいておりまして、

近大炉の制御棒につきましては、当該規制要求の多重性免除条件、これに十分該当するだ

ろうと考えて、その旨を記載させていただいておりますが、先ほどの黒村管理官の御認識

では、どうも当たらないというところで、どういった点で当たらないのか、こちらはどう

して当たるのかという考えのところの議論をですね、今後の審査ヒアリングにおいて、い
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ろいろと情報交換して、認識の共有を図っていければと考えておりますので、御助言・御

指導をいただければと存じます。  

 それから、第22条の放射性廃棄物の廃棄施設と液体の廃棄施設ということになりますけ

ども、これにつきましては、近大炉側としましては、本文に概要と、あとは添付 8に詳細、

これを記載させていただいておるつもりでございましたけれども、どうも書き方がちょっ

と足りないということですので、その旨につきましては、御指導・御助言いただければと

存じておるところでございます。また、固体廃棄物につきましては、固体廃棄物は発生し

ないということで書いておりますけども、この書き方、様式等につきましても、また御指

導・御助言いただければと存じております。  

 次に、第24条の直接ガンマ線、スカイシャインガンマ線についてなんですけど、これに

つきましては、現在提出させていただいている申請書におきましては、出力が低いという

ことで問題にならないという旨を記載させていただいておりますけれども、これではちょ

っと具体性が足りないということなのですが、これもつい先日の審査ヒアリングにおきま

して、具体的な数値これぐらいですよということをですね、ざっくりなところはちょっと

説明させていただいております。ほとんどもう整理がついたようなものだとは思っておる

のですが、もうちょっと整理して、整理した内容につきましては、補正申請書のほうに反

映していきたいと考えているところでございます。  

 それから、第25条、放射線業務従事者の防護というところにつきましてですけれども、

これにつきましては、現在、いろいろと書き直しているところですが、運転時の異常な過

渡変化、設計基準事故時の操作性ということなんですが、今後の審査ヒアリング等におい

て、要点の整理であるとか、御指導・御鞭撻のほどいただければと存じております。  

 次に、30条の通信連絡設備につきましてですけれども、こちらのほうにつきましては、

現在提出させていただいている申請書におきましては、設計基準事故がないという理由か

ら、多重性等については記載しておりませんが、これにつきましても、つい先日の審査ヒ

アリングで説明を開始させていただいたところでございまして、必要な事項を整理できま

したら、補正申請書に反映したいなと考えているところでございます。  

 それから、先ほど所長からもお話がありましたけども、実際に審査をやっていて、こう

いったところをもうちょっとというところが 2点ありまして、やはり、まず 1点目につきま

しては、現在の試験炉構造基準規則におきまして、やはり具体的なクライテリアといいま

すか、判断基準が存在しない項目が多々あるという点でありまして、これ、適合可否に係
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る具体的な基準がない項目等につきましては、事業者としては、やはり適合性説明資料を

作成するというのは、非常に苦労するというところでございますので、これらの具体的な

基準について、事業者としましては、やはり規制側に決めていただきたいと考えておると

ころでございまして、特に立地評価における範囲と、どういう基準で、どういう範囲まで

やるのかといったところですね、こういったところを御連絡いただければ助かるというと

ころでございます。  

 それから、第 2点目につきましては、試験炉構造基準規則とその解釈からは、なかなか、

ちょっと直接に読み取ることが困難な算定項目とか条文の解釈等があるとちょっと感じて

おりまして、説明資料を作成して、審査ヒアリングにお持ちする前の行政相談等で御連絡

いただければ、事業者としては助かるなというところでございます。これは審査ヒアリン

グ、説明資料をつくりまして、審査ヒアリングにおいて初めて算定項目、これとこれは必

要ですということで追加等を申し受けますと、資料作成の時間がちょっとかかるかなとい

うところが感じるところもありますので、ぜひとも、ここにつきましては、御高配のほど

をお願いできればと存じております。  

 以上でございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 いろいろ御要望は言われているんですが、基本的には、我々としては、それぞれ自らの

施設について評価していただくというのが、本来のあるべき姿なんじゃないんでしょうか

ね。 

○近畿大学（芳原講師）  近畿大学の芳原です。  

 規制のやり方ということで、やはり、いわゆるレギュレーションをどう考えるかという

ところに落ちつくのだろうと思います。この議論は、少なくとも私の個人的な考え方とし

ましては、やはりしっかりした基準があって、それに対して説明文書を――要はエビデン

スをこちらのほうからお示しするというのが筋であろうとは考えておるのですが、いわゆ

るそのクライテリアのところ、もちろん試験炉は非常に型式が豊富であって、なかなか統

一的にばちっと決めるのが難しいという実情があるとは存じてはおりますが、そこのとこ

ろは、主となるのはやはりレギュレーション側であって、事業者側がいわゆるクライテリ

アまでを決定する道筋をつけるというのは、なかなか難しいところがあるかなとちょっと

感じてはおるところでございます。  

○大村チーム長代理 この炉規制法の基準、これの考え方で、これは性能規定化の流れで
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つくっているわけです。ですから、こういう性能を満たす必要がある、具体的なところは、

解釈で一例は書いてありなんかはしていますけども、別にこれは解釈で、あろうがなかろ

うが、基準に適合しているかどうかということをですね、これは性能規定化という形で、

これはもう何十年もやっている話であります。したがって、この性能規定化された基準に

適合しているかどうかということを説明されるのは、それは事業者の責任であって、それ

を細かく、1個1個の細かなものについてクライテリアを示せというのは、それは考え違い

をされているんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。  

○近畿大学（芳原講師）  なぜこのようなことを言うかというところに至りましたところ

が、やはりちゃんとしたいわゆるディスクリートなところがなかなかちょっと見えないと

ころで、今までの審査ヒアリングで回数をちょっと重ねてきたなというところがあります

ので、もうちょっと加速するためにはどうすればいいだろうということで、先ほどの発言

となったということでございます。  

○大村チーム長代理 そもそもヒアリングも 9回、もう大分時間がたつのに 9回ですよね。

先ほどのKUCAの場合は、もう20数回やっています。相談にも来られないで、解釈も、すり

合わせとか、こちらの説明はいつでもしますよという形で臨んでいるはずなんですけど、

これだけ時間が長い間たって、ヒアリングの機会とか、来られもしないというところで、

今の言われ方はちょっとないんじゃないかと思うんですけど。  

○近畿大学（芳原講師）  回数につきましては、審査ヒアリング、これは 9回でして、そ

れと行政相談についても何回か行っていまして、大体、ならしますと、平均して 2週間に1

回ほど、こちらにはちょっとお邪魔させていただいているというところでございます。  

○大村チーム長代理 今おっしゃったようなことは、その中で十分聞けるし、解決されて

いるべき話ではないんでしょうか。  

○近畿大学（芳原講師）  そちらのほうにつきまして、やはりいろいろとお聞きはするん

ですけども、やはりちょっとなかなかはっきりと答えていただけないという、そういった

点もぽつぽつとあるなと感じておりまして、具体的な各論になりますと、やはりちょっと

時間がかかりますのであれですけども、例だけ言いますと、耐震重要度分類の Bクラス、C

クラス、これのディスクリートなところの値というものが、現在のところはどこで見るか

といいますと、試験炉構造基準規則解釈の別記 1というところで読むようになっています

が、これがS・Bの区切りは5mSvとはっきりしておるのですが、 B・Cのところの区切りにつ

きましては、ちょっといま一つ具体的な基準がちょっと見えてこなかったというところで
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すね、ちょっと資料作成が、少々お時間を頂戴してしまったというところがありまして、

こちらの理解不足というところも多々あるとは思いますが、厚い御指導をいただければと

いうのをちょっと考えておるところでございます。  

○近畿大学（伊藤所長）  すみません、伊藤でございます。  

 うちの若い者がこういうことを申し上げて、本当にあれなんですけども、そういった疑

問が、若い者が持っていたということも事実であるかもしれません。しかしながら、こう

いったものは、我々事業者側の責任のもとに、やっぱりきちっとやっていかなきゃいけな

い、そして、規制側のほうに御理解いただくということは非常に大切なことだと思います。  

 今後、そういったようなことで、我々は法律をしっかり見ながら、定量というものに対

しては、あまりこだわらないんじゃなくして、本当に安全というものについての追求をし

ながら、この申請等々を行っていくというふうなことを思っておりますので、そういった

点、また今後とも御指導のほどをよろしくお願いいたしたいと思います。  

○大村チーム長代理 繰り返しになりますけれども、非常に自由度がある制度だと思いま

す。これはやっぱりよく考えていかなければいけないのは、基準は性能を求めていると。

それは施設を持っておられる申請者が、それは自分たちの施設ではどういうふうに実現す

るんだということを説明する。それを細かくですね、 1個1個の数値とか、そういうのを挙

げて、これにしなきゃなりませんよと、昔々、発電炉でも、そういう時代があったわけで

すけども、いや、それではいろんな工夫ができないでしょうということで、性能規定化と

いうことをここ何十年か進めてきて、それに応じた設計なり考え方を事業者のほうが自ら

考えてやっていただくという形で、それでほかの事業者さんの方は全部工夫してされてい

るわけですよね。ですから、そういうこともちょっとよく理解をいただいて、やはり自分

たちの施設なのですから、それがやっぱり基準に適合しているかどうか、非常に自由度の

ある世界ですので、その中で、じゃあ、どう説明しますかということも考えていただかな

くちゃいけないというふうには思います。  

○近畿大学（伊藤所長）  どうもありがとうございました。今後、そういうふうな方向で

我々進めていきたいと思いますので、どうぞまた御指導のほどをよろしくお願いいたした

いと思います。  

○田中知委員  規制委員会の田中ですけど、芳原さんのほうから、いろんな要望的なこと

もあったりして、実際に、現場でというか、いろんな対応をされている人、先生からの本

当の声かなとも思うんですけども、やっぱり芳原さんのような人が、本当にこの新しい制
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度の本質的なことを理解いただいて、必要があれば、もうどんどんとこちらのほうにヒア

リングとか行政相談等で来ていただいて、本当にこの考え方の大もとのところを理解いた

だいて、基本的に、やっぱり、ぜひ、何というか、御指導とか、そんな言葉は使わないほ

うがいいと思うんですよ。我々はこう考えているんですけども、どうでしょうかとか、そ

ういう感じで、それをしっかりとやっていただきたいと思うし、また、現場で一番やられ

ている方が働きやすいような職場環境も、ぜひお願いしたいなと思ったりしました。  

○近畿大学（伊藤所長）  どうもありがとうございました。  

○大村チーム長代理 何かありますか。  

 今の話とはちょっと離れて、一つお伺いしたかったのは、資料 5-1の一番最初の黒丸の

ところの記載の様式の話、これは形式上の話ではあるんですけども、そもそもが、これは

規則に応じて、こういうふうに申請書って書かなくちゃいけないと、これは書かなくちゃ

いけないと、こう書いているわけですね。だけど、実はそれは全然違うものが出てきてい

るというのがあるんですけど、これは申請書を作成されるときに、そういうものは見られ

なかったということなんでしょうか。見れば、もう、すぐそういう項目に従って書くとい

うことが一目瞭然なんですけど、でも、そうでなかったというのは、ちょっと背景がよく

わからなくて、それだけちょっとお伺いしたいなと思ったんですけど。  

○近畿大学（芳原講師）  この記載につきましては、 1月にちょっと現地調査に来ていた

だいたときに、このようにということで例を考えておりまして、それでいろいろと今現在

も審査ヒアリングにおいて審査官の方たちと話をしながら、こういう方向性でしょうか、

どうでしょうかということはやっておりまして、最初に提出したときには、やはりちょっ

と読み込みをですね、ちょっと足りなかったかなというところはあります。これも、今後

の補正申請におきましては、しっかりと相談して、認識共有して、しっかりとしたものを

提出したいと考えておるところでございます。  

○大村チーム長代理 こちらのほうは申請に必要なもの、これはもう規則なので、別にオ

ープンなものですから、わざわざということもあるんですけども、ホームページのほうに

全部出ておりますし、それから基準、解釈、要するに規制に必要なこちらのほうがつくっ

たものというのは全部出ているはずですので、少なくともそういうところはよく見ていた

だいて、それに沿ってやっていただければ。これは形の問題でありますので、そう難しい

話ではもちろんないと思うんですけども、よろしくお願いをしたいなと思います。  

○田中知委員  規制委員会の田中ですけども、先ほど申し上げたんですけど、ちょっと追
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加的なことでは、やっぱり次にこちらのヒアリング等をしっかりやっていただきながら、

どんどんと解決していっていただきたいんですけども、最後は補正申請しないといけない

ですので、やっぱりどういう項目に対してどう書いていくのかと、そこをいつも意識しな

がら、あるいはそこを準備しながらやっていただくことがやっぱり効果的かなと思います。

ですから、先ほども言いましたが、ヒアリングとか行政相談については、ぜひ遠慮なく来

ていただきたいと思います。  

 また、御存知のとおり、試験研究用原子炉といっても、近大さんの 1Wのものから大きな

ものまで、たくさんたくさんあって、それこそリスクに応じたグレーデッドアプローチと

いうふうなことで我々考えているんですけど、一方で、 1Wといえども、やっぱり原子炉で

あるので、反応度事故等々があると出力が上がったりする、それの影響もあるだろうし、

中には核分裂生成物もあるというふうなことで、何か豆電球で 1W照らしているのとは違う

んだと思うんですね。やっぱりそういうふうな原子炉であるというふうなことも認識しつ

つ、でも、近大炉さんの特徴も生かしたような形で、ぜひ、皆さんがどういうふうにいろ

んな項目をどう考えているのかについて、我々が言っているところも理解しつつ対応して

いただきたいなと思います。  

 以上です。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 あと、それからちょっと聞き忘れたので、もう 1点だけ。今後の見通しについてという

ことで、ちょっといろいろ検討項目が多いので、なかなか見通しを持たれるのは難しいの

かもしれないですけども、ただ、やはりいつごろからこれを利用するとかしないとかとい

う恐らく思いもお持ちでしょうから、いつごろまでに、こう。 

 やっぱり補正をして、申請ベースで審査をするというのが基本ですので、あまり周辺の

説明にばかり時間をとられていては、恐らく時間が幾らあっても足りませんので、特に補

正なんですけど、いつごろを目標にされるのかという、もし何か今見通し等があるのであ

れば、お伺いしたいんですけど。 

○近畿大学（伊藤所長）  伊藤でございます。 

 補正等につきましては、実は、はっきりとした見通しは今のところ持っておりません。

できるだけ早くという、この言葉しかございません。と申しますのは、やはり学生さんも

早く運転したがって待っております。たくさんの学生が待っておりますので、本当に、で

きるだけ早く補正をしたいというふうに考えております。これからのヒアリングと、そし
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てその進捗具合によって変わってこようかなと思っておりまして、大体、大きなところは

終わりましたものですから――終わったと我々は解釈しておりますので、あとはある程度

加速できるんじゃなかろうかなというふうな見通しは持っております。そういったことで、

御協力のほどをよろしくお願いいたします。  

○大村チーム長代理 ヒアリング等をぜひ活発にやっていただければと、対応していただ

ければと思うんですけども、やはりいつごろまでにどうするということをですね、きっち

りと事業者さんのほうでやっぱりきっちり持って、それを受けて、我々も最大限努力はい

ろいろしますので、そういうちょっと目標をきっちりと、いつごろまでにやるので、こう

いう資源を投入してやるということをですね、できるだけ早目に見通しを立てていただい

て、それをやるのが、まずこれが大事だと思いますので、そこはよく御検討いただければ

というふうに思います。  

 それでは、何かありますか。こちらからはよろしいですか。委員のほうも、特によろし

いですね。  

 では、特になければ、これで終了したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。  
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第58回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年６月５日（金）１０：００～１１：５６ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

原子力規制庁  

 櫻田 道夫  新基準適合性審査チーム チーム長 

 大村 哲臣  新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 森田 深   新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 黒村 晋三  新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 大浅田 薫  新基準適合性審査チーム員 

 杉山 和幸  新基準適合性審査チーム員 

 嶋崎 昭夫  新基準適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 新基準適合性審査チーム員 

 海田 孝明  新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  新基準適合性審査チーム員 

 永井 悟   新基準適合性審査チーム員 

 岩崎 拓弥  新基準適合性審査チーム員 

京都大学 

 釜江 克宏  原子炉実験所 教授 

 中島 健   原子炉実験所 教授 

 上林 宏敏  原子炉実験所 准教授 

 山本 俊弘  原子炉実験所 准教授 

 長谷川 圭  原子炉実験所 技術職員 
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４．議題 

 （１）京都大学（ＫＵＲ）の地震等に対する新規制基準の適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１－１ 研究用原子炉（ＫＵＲ）震源を特定せず策定する地震動について 

 資料１－２ 研究用原子炉（ＫＵＲ）敷地ごとに震源を特定して策定する地震動（プレ

ート間地震、海洋プレート内地震）について 

 資料１－３ 研究用原子炉（ＫＵＲ）敷地近傍及び周辺の地質・地質構造について（コ

メント回答） 

 

６．議事録 

○櫻田チーム長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第58回核燃料施設等の

新規制基準適合性に係る審査会合を開催します。 

 本日は、地震動評価、それから敷地近傍及び周辺の地質・地質構造ということで、京都

大学に来ていただいていますので、審査チーム長の櫻田が担当をしております。 

 では、本日の会合の進め方等について、森田管理官からお願いします。 

○森田チーム長補佐 地震・津波担当の森田でございます。 

 本日の審査会合の進め方ですけれども、京都大学原子炉実験所研究用原子炉に関して、

震源を特定せず策定する地震動、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動、敷地近傍及

び周辺の地質・地質構造に関する説明がございまして、資料はそれぞれ1点ずつありまし

て、資料が3点用意されております。 

 私からは以上です。 

○櫻田チーム長 以上のような形で進めたいと思います。 

 それでは、まず京都大学から、資料1-1の説明をしてください。お願いします。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございます。 

 それでは、私のほうから、資料1-1について御説明を申し上げたいと思います。 

 まず一つ目は、ここにありますように、研究用原子炉の震源を特定せず策定する地震動

についてということで、これは、この審査会合、詳細の御説明は初めてということで、お

時間をいただいております。ありがとうございます。 
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 今の新規制基準の枠組みとしては、この後お話しします震源を特定して策定する地震動

とともに、震源を特定せず策定する地震動を規定することになってございまして、ここに

ありますように、これは、その趣旨はそこに書いています。これはこの場でお話をしませ

んけども。 

 それで、この特定せず策定する地震動については、規則、あとはガイドに、詳細にいろ

いろと書かれてございまして、要求事項がですね。それで、ここにありますように、現在、

特定せず策定する地震動に該当する地震、これまで発生した地震が、ここに16地震をガイ

ドに挙げられてございます。それまでは、加藤スペクトルという、後のほうでも少しお話

をしますけども、過去の地震を集めました、そういうスペクトルがございますけども、そ

れ以後、いろいろと地震観測が行われ、データがとれたということで、この地震が、16個

の地震が該当するということでガイドにも示されているところでございます。 

 それで、この中の一つ、二つ目という、これは規模がMwで言いますと6.6とか6.9という

ことで、少し規模が大きいということなんですけども、それと、このガイドではMw6.5以

下のものについては、これは全てを対象とするということで、これまで14個の地震があり

ました。そういう中で、震源近傍でとれた記録を吟味をしてということですので、その辺

についても、後で二つに分けてお話を申し上げたいと思います。 

 まず、上二つの少し規模の大きな地震です。この地震については、当該サイトでこの地

震を採用すべきかどうかということは、この地震が起こった地域の地域性と原子炉が設置

されている場所との違いを、それを詳細に説明することによって、この地震でのとれた記

録を特定せず策定する地震動として採用するかどうかということが決まるというふうにな

ってございます。そこで、我々は、まずはこの二つの地震について、京都大学原子炉実験

所が、研究用原子炉が立地されています大阪平野南部――大阪平野といいますか、近畿、

その辺との地域性について少しお話を申し上げたいと思います。 

 これは特定せず策定する地震動の検討の流れ、今も少し既に申し上げましたので、二つ

のクライテリア、Mw6.5以上については地域性の観点から吟味をする、6.5未満については

全て考えるということで決められてございます。 

 まず、冒頭申し上げましたように、6.5以上の話ですけども、少しガイドにこういう言

葉が書いていまして、6.5以上の、これはもう、前に書いてあるのは、震源を特定せず策

定する地震動、そのターゲットでの地震の特性ですけども、少し、最終的に孤立した長さ

の短い活断層が相当するというようなこともあって、最終的には、今、岩手・宮城と鳥取
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県西部地震が、その候補に挙げられているということでございます。 

 順番に、まず、岩手・宮城内陸地震が起こりました東北地方とサイトとの違いをお話を

申し上げたいと思います。 

 まず、研究用原子炉が立地する地点の地域性、これは地質・地質構造ということで、既

にお話をしていますし、この後、またコメント回答ということでもさせていただきますけ

ど。これは何度もお見せしている地図でございますけども、敷地がここでございまして、

30km圏内、100km圏内、関西（近畿地方）というのは、たくさん活断層が認定され、たく

さんあるところでございまして、その中でも大阪平野の周辺にはたくさんの断層がござい

ます。平野の中にも、上町断層という、これは我々の検討用地震にも対象にはなってござ

いますけども。 

 そういうことで、これを少しまとめますと、この敷地近傍といいますか、周辺といいま

すか、そういうところは中央構造線断層帯とか、上町断層帯、大阪湾断層、生駒断層、六

甲淡路断層帯、たくさんの断層があって、活断層の密度とか、活動度が非常に高い地域で

ございます。特に、一番下も、関西地方の、近畿の東西圧縮の場、西日本の中でですね、

逆断層、上町断層帯とか、大阪湾断層帯、それに生駒断層帯、それと、横ずれ断層としま

しても、今の特に近傍にある中央構造線断層帯がございます。そういうことで、非常にこ

の地域、活断層がたくさん分布をしておりまして、非常に活動度が高い場所であるという

ことが、非常に大きな特徴でございます。 

 地質学的には、ここにありますように、大阪平野の南部、この辺は、ここに書いていま

すように、敷地の近傍では大阪層群の下部を、100万年ぐらい前に堆積したものですけど

も、それが薄く分布をしていると。我々のボーリング調査では、180m、100mぐらいだとい

うことですけども。その下位には堅硬な領家花崗岩があって、そういうものから成り立っ

ているという、そういう地質構造のところに立地しているということでございます。 

 あと、火山との関係も議論をするということで、もうこれも御存知の火山フロントがあ

りますけど、敷地は火山フロントとはかなり離隔があるということで、離れているという

ことでございます。これが敷地の地域性といいますか、そういうことで。 

 次に、2008年に起こりました岩手・宮城内陸地震の、その震源域の地域性ということで、

何枚かスライドを用意してございまして、これは既に先行審査でもいろいろと御報告をさ

れていますので、同じようなものが、ややあるかもしれません。 

 これは岩手・宮城の地震が起こった震源ですけど、ここは、ここにありますように、逆
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断層の地震がここで起こったわけですけども、この近辺、たくさんの断層があって、それ

はほとんどが東西圧縮場の逆断層がたくさん分布しているということと、北上西活動セグ

メントの南部に当たるというような場所で起こった地震でございます。 

 震源域では、本震が起こる前から少し微小地震の活動があって、こういう形で非常に浅

いところ、非常に浅いところで地震がたくさん起こっているということ。これは御承知の

ように逆断層の地震であったということです。 

 この地震については、地震後、たくさんの調査が行われました。地震学的な調査だけで

はなくて、地質学的に、これは断層が露頭したのかどうかとか、そういう調査がたくさん

行われまして、たくさんの文献がございます。これは一つの鈴木先生の結果でございます

けども。これは、往々の論文では、この地震はちゃんと調査をすれば断層は見つかったと。

要するに過去に何回か繰り返し活動をしているというような地震であるということで、こ

ういう論文をそのまま抜粋いたしましても、こういう活断層が全く存在しない地域に起き

たわけではなくてということで、そういう解釈もされています。 

 ただ、非常に断片的な話として、立派な活断層ではないということで、長さは非常に短

いんですけども、それが先ほどの孤立した長さの短い活断層ということに整合するわけで

すけども。そういうことで、規模はなかなか推定しにくいかもしれませんけど、少なくと

も活断層としては認定できるというような論文もあります。今は少し、これは特定せずと

しての対象にもガイドには挙げられていますので、そこはあまり言及せずに、そういう論

文もたくさんありますよということだけ御紹介をしておきます。 

 あと、震源域の地質ですけども、ここはたくさん周りに火山があって、第三紀以降にも

火山岩とか堆積岩が厚く分布をしているところでございまして、そういう地域で起こった

地震であるということです。あと、周りには第四紀火山もたくさんこういう形であるとい

うことで、火山地帯での地震であるということと、地体構造区分も一つの地域性のよりど

ころというので、少し例示をしますけど、こういう、ここに区分的には東北日本の外帯と

内帯の中間ぐらいで起こった地震であるということです。 

 そういうことで、今、冒頭で、サイトが立地する近畿地方、それと今の岩手・宮城内陸

地震が起こった場所との地域差を少しまとめてみますと、ここに文章では書いてございま

すけども、幾つか項目として例示をしてございますけども、この中で特に地域性としてす

み分けられるというところは、まずは地質学的なところでございまして、岩手・宮城のと

ころは、先ほど来申し上げていますように、火山岩とか堆積岩が厚く分布するところであ



6 

るということで、地震活動があっても、なかなか表に出てこなくて、上でそういうものが

累積していかないというような場所で起こった地震ということと、逆に我々のKURが立地

していますところは、大阪、先ほど来申し上げていますように、そういう大阪層群という

下部ですけども、非常に古いのが薄く堆積しているところで、その下は非常に堅硬な花崗

岩であるということとが一つの違いであります。 

 もう一つは、同じ東西圧縮場でございますけども、岩手・宮城のほうは逆断層が卓越し

ていて、KURの場合は右横ずれ断層構造が卓越しているということで、少し違いがあると

いうことと、火山との関係で言いますと、非常に近接しているということと、離隔がある

ということで。メーンは、こういう岩手・宮城との違いというのは、やっぱり地質学的に

は全く違うところであるというようなことが言えるかと思います。 

 そういうことで、最終的には、我々は特定せずの地震動としての収集の対象とはしない

というふうには結論づけたところでございます。 

 次に、鳥取県西部地震でございますけども、これも当初から、これが特定できるのかで

きないのかという、いろんな議論が続いていたところは私も存じ上げてございますけども、

最終的には、現時点では立派なそういう断層として認知なかなかしにくいということで、

どちらかというと、やはり震源が特定できない領域のものだということで、このガイドに

も挙げられていると思います。 

 鳥取県西部地震は、ここで震源ですけども、これは左横ずれ断層で、これを御覧になる

と、これは周辺の活断層分布ですけども、あまり断層がないということで、リニアメント

にすると、たくさんあるわけですけど。そういうことで、この地域というのはいろんな研

究がされていまして、この領域は、ここにもありますように、非常に活断層の密度が少な

いということと、活動度が非常に低いという、そういう結果がたくさん発表されてござい

ます。これを一つは成熟度と申し上げていますけども。 

 そういうことで、これは岡田先生の、これ、成熟度に関する論文もたくさんありますけ

ども、一つ、代表として、岡田先生にもそういうことが書かれていまして、非常に未熟な

段階にある断層が多いということで、こういう発表をされています。 

 あと、地震の発生前が少しありますけど、これを見ていただくと少し深いところで起こ

っていますけど、こういう左横ずれ断層で、これは余震分布ですけども、そういうところ

で起こった、20kmよりも浅いところでいろいろ微小地震も起こっているということで、そ

ういう地震でございまして。これは最終的には、ここにありますように、長さが二十数km
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だったと思いますけど。 

 それで、あとはこういう震源域モーメントのデータがとられていますけども。それと、

ここにありますように、これは概要ですけども、東西圧縮場の中で起こった左横ずれ断層

で、長さが27kmで、幅が14kmぐらいですかね。これは直立した傾斜角は90°であるという

ようなメカニズムが示されてございます。 

 あと、地震発生状況、ここにも書いていますように、地震活動は本震の発生前から非常

に活発であったということですけども、ここにあるように、断層のこういう――これは多

分、断層の固有地震らしさを支配する原因というのは、断層の成熟度であるということで、

この近辺、まあまあ未成熟であるということで、今回の地震も表に出てこなかったという

ようなこともあって、最終的には、よく言われるいbackground seismicityというふうに

一つに考えたほうが合理的であるということで、震源を特定しにくい、そういう結論もさ

れている地震でございます。 

 これは地形ですけども、ここにありますようにリニアメントが、先ほども言いましたけ

ど、たくさんございます。ですから、非常に成熟した断層がたくさんあるわけではなくて、

非常に、こういう断片的に非常に短い、こういうものが集中して見られる特異な地域であ

るというふうに言われてございます。 

 あと、地質は、これは先ほどの岩手・宮城と違いまして、非常にかたい花崗岩を主体と

した、そういう地域でございまして、ガイドで言われているような軟岩とか火山岩とか、

堆積層が厚く分布している地域ではないということでございます。 

 火山との関係は、これは岩手・宮城と同じように、先ほどの火山フロントが通っていま

すけど、第四紀火山がたくさん火山の中にあるということで、そういう地震発生も、火山

活動との関連性の可能性も指摘されているようなところでございます。 

 地震地体構造区分、これも同じように垣見・他からいくと、こういう中国山地・瀬戸内

海というところの構造区分に入りまして、我々のところは近畿三角帯ということなんです

けども、少し違う、当然、区域が違うというところでございます。 

 あと、重力的にどうかということもあって、少し重力、これはブーゲー異常図なんです

けど、京大がここにございまして、鳥取県西部地震が起こった場所はここでございます。

これだけ見ると、よくわかりませんので、勾配ですね、重力の勾配、こういうものが、水

平勾配図というのが出ていまして、これを見ますと、非常に、先ほど言いましたように、

中央構造線にしろ、生駒にしろ、大阪湾断層にしろ、この辺は、近畿三角帯の中で、非常
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にそういう重力の急変地があるということで、これは断層があるということの証明だと思

いますけど、そういう意味では、鳥取とのすみ分けがされているということです。 

 それを少しまとめますと、ここでの一番の特徴は、やはり未成熟・成熟ということです

けども、鳥取県西部地震のところというのは、活断層が非常に少なくて、活動度も非常に

低いという、そういう地域であるということ。片や、近畿三角帯といいますか、そこでは、

先ほど来申し上げていますように、中央構造線断層帯、上町断層、たくさん活断層が存在

をして、非常にアクティビティが高い場所であると。活断層の密度が高くて、活動度が高

い地域に位置するということで、これは全く違う領域であるということですね。 

 もう一つは、横ずれ断層が卓越するということで、KURの場所は逆断層も当然卓越する

というところと。火山についても、先ほどと同じように、単成火山群と近接していますけ

ど、我々のところは離隔があるということで。ここで強調したいのは、やはり活動度が全

く違うということが言えるかと思います。 

 そういうことで、我々としては、この地震についても、特定せず策定する地震動として

は、採用しないということの結論に至ったところでございます。 

 それで、これが二つのMw6.5以上の、これはガイドにありますように、地域性をもとに

判断すべき地震ということで、今、我々のサイトとの地質学的な観点、あと地震の成熟度、

活断層の成熟度の観点、あと地震発生のメカニズムを、逆断層、横ずれ断層、その辺から、

二つの地震については、我々、特定せずとしては採用しないということですけど、それ以

外、6.5以下についても、たくさん、先ほど14地震が観測をされていまして。震源近傍で

も、場所によっては、ない地震もありますけど、かなりの部分がそういう記録もあるとい

うことで、その辺を少し考慮したということでございます。分析をしたというところでご

ざいますけども、これも先行審査でいろいろと、同じK-net、KiK-netのデータでございま

すので、そういうものを用意してございますけども、そういうものから、解放基盤波とし

て使えるのかどうかという、そういう観点から検討したものでございます。 

 最終的には、先ほど冒頭で少し申し上げましたが、特定せず策定する地震動というのは、

従来、加藤スペクトルという、これはアメリカの地震が主だったということもありますけ

ど、そういう特定せずに該当する地震の記録を集めて、それを包絡するような形で求めら

れたスペクトルでございますけど、それも一つの、特定せずのスペクトルというのはまだ

健在でございますので、そういうものとの比較から、それを超えるものがあるのかどうか

というようなところを考慮しながら検討をしたところでございます。 
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 収集の定義は、この辺にありますように、震源近傍という意味では、30kmがいいのか、

ちょっとわかりませんけど、今は30km以内ぐらいの記録を集めたということと、あまりや

わらかい地盤上のものは、当然、サイト特性が非常に顕著でございますので、なるべくか

たいものを、AVS30という、30mの平均S波速度が500m以上のもの、そういう観測点だけを

とってきて調べたということでございます。K-net、KiK-netありますので、地中の記録も

あわせて検討してございます。 

 あと、絵を見せるだけなので、少し加藤スペクトルとこういう記録とがオーバーしてい

るかどうかですね。これで地中の記録を、地表というのは非常に場所によっては表層の影

響を受けているということで、解放基盤波としてはそのまま使えませんので。地中につい

ては少しかたいところだということで、それを本当は剥ぎ取る、表層部を剥ぎ取って解放

基盤波とするということが常套手段ですけど、そのためにはいろんな情報が要るわけです

けど。 

 今は、その前に地中波、これは上昇波、下降波ありますけど、ちょっと、少し大き目に

見て、地中波の2倍ということで、最大ということで、そういう2倍にしたスペクトルで例

示をしてございますけど。そうすると、この地震、これは長野県北部地震ですけど、少し

短周期側で大きくなっているというサイトもあるということと。 

 これは、これで少しお見せしますけど、宮城県北部地震とか宮城県北部、これはデータ

がないという、30km圏内にデータがないという話とか、これもそうですけど、そういうこ

とで、あっても、かなり小さい、ちょっと見にくいんでございますけど。 

 これは少し、茨城県北部地震というのは、短周期で少し大きくなっている。 

 これは栃木県北部地震ですけども、これも栗山西というところが少し大きくなっている

ということ。 

 あと、留萌ですね。これも先行審査でいろいろと使われている、これはK-netなので、

表層でとれた、地表面でとれたデータですけど、これはいろんなその後調査をされたりし

て、基盤波が精度よく求まっているということで、これも地表では当然非常に大きく加藤

スペクトルを上回ってございますけども、これについては、解放基盤波として後で考慮す

るというふうにしてございます。 

 あと福岡県、これはないですね。 

 和歌山県の北部の地震というのも、少しオーバーしているところがございます。 

 そういうことで、少しまとめてみますと、14個のMw6.5以下の地震があるわけですけど



10 

も、それを加藤スペクトルとの比較から見てみますと、今の留萌の地震とか、全部で五つ

の地震が少しそれを超えるということで、それを収集しました。本来は、そういうものを

適切な解放基盤波として評価をすべきだと思うんですけどなかなか、御存知のように、解

放基盤波を求めようとすると、剥ぎ取ったり、いろんな非線形の影響を除去したりとか、

いろんなデータがないと、なかなかできない、精度の高いものが得られないということで。 

 現状は、少しそういうものができていないということで、今後、そういうものは進める

必要があると思いますけど、ここでは一応そういう結論として、留萌の地震ですね、ここ

にありますように。これについては、先ほど申し上げていますように、佐藤・他という論

文で、その場所でボーリングをされまして、非線形性の影響も当然あるということで、そ

ういう特性を得た上で、解放基盤波が求められているということで、そういう基盤波をも

とに、少し解放基盤波として評価をしたものを我々は結論的には採用したということです。 

 このVS、解放基盤波ですけど、VSは800、900ぐらいだと思いますけど、我々のところの

解放基盤は1,500mぐらいのピュアな花崗岩でございますので、少しかたさ的には違います

けど、その差は保守的に考えて、こういうものを考えたということがまとめでございます。 

 それぞれ、今、少し口頭で申し上げましたけど、留萌の地震はいろんな条件がそろった

ということで、解放基盤波が求められていますけど、それ以外は、やはりまだ剥ぎ取りの

問題とか、データの精度の問題、いろんな問題で、まだ今後の課題として残されていると

いうことで、これは順次、当然解決していくべきだとは思います。 

 それで、留萌の地震は、もうこれも同じような話なので簡単にお話ししますけど。留萌

の地震はMw5.7ということで、震源近傍で何点かは拾ったということで、港町という、こ

こですね。これは指向性効果とか、いろんな効果で非常に大きくなったサイトでございま

すけど、1,000galを超えた、地表面でですね、それを佐藤・他によって剥ぎ取られたと。

そのためのボーリングは結構やられて、いろんな調査をされて、その微動探査とか、従来

の既存のいろんな分析結果もございますので、そういうのをあわせながら、佐藤・他では、

こういう地盤モデルが提案されて、こういうモデルをもとに剥ぎ取られたということで。

最終的には、解放基盤としては-41mぐらい、VSで900何がしかというところを解放基盤と

して、地表の波を、そういう震源特性も考慮しながら剥ぎ取られたということが文献に出

てございます。 

 その結果、いろいろと伝達関数の比較とか、その妥当性というのが、いろんな形で評価

をされてございます。結果的には、この584.8galというのが解放基盤波として当初は提示
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されました。上下動は305.7galということで、その後少し、これは、剥ぎ取るときには、

当然、この辺の減衰が仮定によっては当然基盤波が変わりますので、当初は1%という減衰

を仮定した剥ぎ取りでしたけど、それを少し減衰を大きくして、解放基盤波を大きくする

という形、逆に言えば解放基盤波を大きく評価することとなるわけですけど、そういう3%

ということが、これも先行審査で要求があったということで、そういうものも我々も踏襲

しまして、3%にしたときの結果ということで、これは609galぐらいと。20galぐらい、少

し大きくなった波ですね、こういうものを我々特定せずの波として使おうと。 

 これはちなみに加藤スペクトルと比べると、少し、こういうところで盛り上がりがあっ

て、少しオーバーをするということで。これは今後、全ての地震動評価が終われば、基準

地震動策定という意味のときには、少しその辺も総合的に判断をした上で、基準地震動を

決めていきたいとは思っていますけど、まずは特定せずとしての候補としては、この加藤

スペクトルと留萌の地震の、これは水平をとっているんですけど、上下動も含めて、それ

の候補として考えているところでございます。 

 以上が震源を特定せず策定する地震動ということで、とりあえず、ここでよろしいでし

ょうか。 

○櫻田チーム長 質疑に入ります。質問、コメントお願いします。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、KURが立地している大阪平野、あるいはそこの大阪層群の特徴につい

て、もう少しちょっと。これまで内陸地殻内地震の御説明ですとか、敷地周辺の活断層の

御説明のときにいただいた御説明とあわせて、本日の御説明の理解を深めたいと思ってお

りまして、そういった観点から質問をさせていただきたいと思います。 

 6ページをお願いします。以前――今日の御説明のところではなかったんですけども、

大阪平野の3次元モデルとか、そういった御説明をいただいたときに、大阪平野の大阪堆

積盆地ですか、ここの周辺部ということで、西の六甲・淡路、それから北側が有馬・高槻

断層帯で、東側が生駒断層帯と。こういったところで、基盤の段差が非常にあると。ここ

に大阪堆積盆地ができ上がっているといったような御説明をいただいていたかなと思って

いるんですけれども。 

 要は、それはすなわちですね、これらの断層の構造運動によって大阪盆地ができ上がっ

たという、そういう理解をまずしていいのかどうかという、そこをちょっと確認させてい

ただきたいんですけれども。 
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○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございますけども。 

 私自身も、そういう意味ではあれなんですけど、大阪平野、これは当然周りの断層活動

で、もともと基盤岩は第三紀の基盤岩があって、その上は第四紀の大阪層群というものが

堆積しているわけですけど。その間、当然、周辺の断層運動によって大阪平野ができてき

たと。要するに逆断層、当然、六甲山もそうですし、そういうものが逆断層によってでき

てきて、それが侵食されて大阪が埋まっていったということで、今の大阪平野ができてい

るということで、少なくとも周りの断層活動によって平野ができてきたというふうに、私

自身は理解をしてございますけども。 

○反町チーム員 わかりました。では、ある程度、ここには大阪層群がたまっていて、南

のKURのほうに行くに従って薄くなっていっていると。そういう特色がここにはあるとい

う状況の中で、例えば上町断層ですね、先ほどの御説明の中でも、平野の中にあるという

ような御説明もありましたけれども。 

 ここの反射断面とかを見させていただいたときに、大阪層群というのは1km弱とか、そ

の程度上にはたまっているというような状況になっていて、要は堆積の厚さによらず、こ

の一帯に、もし、上町断層もそうですけど、震源として考慮するような断層を考えなけれ

ばいけないということであれば、何かしら、上町のように、断層としてはっきり見えてく

るものであったり、あるいは撓曲とか、そういったものができるような、そういった大阪

層群の特徴として、そういったものにあるんじゃないかというふうな、これまでの御説明

をいただいた――総合するとですね、そういうふうな理解をすることができると思ったん

ですけども、そういった理解でもよろしいんでしょうか。 

○京都大学（釜江教授） この場合、上町の本体じゃなくて南進、要するに沿岸部に走っ

ている、これが最終的に今のところ活断層であるということが否定できないということで、

我々もそれをアクセプトしながらやっていますけど、あれは当然地表面の撓曲が少し見え

るとか、それで、地下にもそういう断層らしきものがあると。また、それは最終的にそれ

が今の12～13万年以降に動いたのがそうかというところ、私は100%結論は出ていないとは

思うんですけども。 

 そういう意味では、大阪の地下がですね、今の上町にしろ、非常に大きな構造体があっ

て、そういう繰り返し起こっている断層については、もう既に、逆断層にしろ横ずれにし

ろ、そういう証拠が見つかっていますので。 

 だから、それ以外に、こういう密集している断層の中で、しかも何回も繰り返し起こっ
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ている地殻構造がある中で、それ以外の地震が起こる可能性というのは非常に少ない、そ

ういうふうに私は理解していますけども。 

○反町チーム員 わかりました。そうすると、ちょっと、16ページかな。岩手・宮城のま

とめの表にありますけども、岩手・宮城との比較の中で、今、岩手・宮城は火山岩とか堆

積岩が厚く分布すると、一方、敷地は薄いというような御説明をいただいているんですけ

ども、このことに追加して、大阪層群あるいは大阪平野、その特徴というものを、今御説

明いただいたものをもう少しここに追記していただいて、厚さが厚い・薄いということで

はなくて、大阪平野の大阪堆積盆地を持っている特徴をもう少し御説明いただきたいなと

いうふうに考えております。 

○京都大学（釜江教授） 我々、薄い・厚いとなると、我々、敷地の近傍は当然非常に丘

陵地で、和泉山脈に近いところですので、大阪平野の端部にありますので、当然薄くなっ

ているということで、そういう話もヒアリングのときにもあって、当然、上町のほうに行

くと、大阪のところに行くと、当然、もう少し深い、1,500とかという話になるんですけ

ど。 

 そのときに、これを大きく我々はこの地域性の柱としてという話とともに、一つは、や

はり上にあるやっぱり断層の変位センスですね、一つはですね。岩手・宮城は、御覧にな

ったように、ほとんど東西圧縮で、逆断層タイプの活断層ばかりなんですね。それととも

に、このサイトも、右横ずれ断層だけではなくて、逆断層も、今みたいに生駒があり、上

町があり、大阪湾断層がありということで、逆断層の地震はたくさんあるわけですね。そ

ういう中で、そういう動いていない、過去に動かない、今後動くような伏在の断層が逆断

層として起こり得るのかという話になると、非常に可能性としては少ないと思うんですね。 

 ですから、そういう意味で、一つは、地域性の中では、逆断層が、岩手・宮城で逆断層

だから、こちらも逆断層があるということで、地域性がないじゃないかという議論がある

かもしれませんけど、それは逆にですね、やはりそういう逆断層の地震がこの場合にもた

くさんあるということは、既にそういうものが起こっているということなので、それ以外

に、そういう伏在のものが今後起こり得るかということは、非常に少ないというふうなこ

とを考えています。 

 それと、今の大阪平野の大阪層群というところは、ちょっと私自身もあれなんですけど、

大阪は第三紀の基盤岩の上に大阪平野が堆積――下部がですね、100万年ぐらい前に、大

阪層群のほうを堆積した中で、周りの断層によってできてきたと先ほど申し上げましたけ
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ども。 

 それで、今ちょっと反町さんの御質問には少しジャストの答えにはなっていないかもし

れませんけど、少しあれですけど、何を言いたいかというと、やっぱりそういう薄いもの

が堆積しているということとは別に、今、上にありますように、逆断層が卓越する場所で、

岩手・宮城がそうなんだけど、我々のサイトも、周りには逆断層が、立派な逆断層がたく

さんあるという中で、その地域性が大きくすみ分けられるんじゃないかなというふうに今

思ってございます。7 

 もともとは地質構造の違いということも大きいんですけども、火山岩、堆積岩が厚くと

いうことと、近畿のほうはそういう意味では、サイトのところは非常に薄い。そうじゃな

くて、大阪平野の中心部に行くと厚いんだけども、今、我々が考えているのは特定せずで

すから、やっぱり近傍で起こる、真下で起こるようなことをまず考えるべきだと思うんで

すけども、影響としてはですね。そういう意味では、薄いというところが、我々の丘陵地

のサイトの中で、サイトの近傍でということでは、この地質のところのすみ分けも十分議

論としてはできるのではないかなというふうに思います。 

 ちょっと、ちゃんとしたジャストな答えにはなっていないですけど。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。 

 結論は、口頭での御説明ではなくて、資料として文書化していただきたいというのがあ

るんですが。ちょっと、これ私個人の考えかもしれないんですけれども、特定せずは、要

は特定するほうで抜け落ちがないようにというものが、そもそもの発想の根底にあると思

うんですけれども。 

 KURの場合は、今、敷地の真下という話をすると、そもそも中央構造線の上盤にあるよ

うな状況にあるので、どっちかというと、それ以外のものを考えるということを、できる

だけどういうものが起こり得るかというのを考えるという、そういう発想の方向に行くべ

きではないかなと思うんですね。 

 敷地の周辺あるいは敷地の近傍というのをどこまで考えるかというのももちろんあるん

ですけれども、真下だけという御説明をされてしまうと、特定せずのそもそもの目的とい

うか、そこに照らしたときには、もうちょっと視野を広げたほうがいいのかなという観点

で見たときにも、大阪平野の特徴、大阪層群のたまり方というか、形成の仕方の特徴を考

えれば、どうなのかなというところを御説明いただきたいなと思った次第でございます。 

○京都大学（釜江教授） すみません。確かにちょっと、直下というのはちょっと言い過
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ぎだったと思うんですが、やはりこれは先行審査でもそういう話を私も聞いてございまし

て、やはりそういうそばに断層があるから考えなくてもいいよという話ではないというこ

とも重々承知をしてございます。ただ、少し、大阪平野の今の成り立ちと、成熟している

こういう断層帯の中にあるサイト、そういうところで少し岩手・宮城とすみ分けるために、

少し、ちょっと私の知識を超えたところもございますので、そういう文章を少し御説明を

するまた機会をいただけたらと思いますが。 

○反町チーム員 よろしくお願いいたします。 

○櫻田チーム長 ほかにありますか。よろしいですか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に資料1-2、こちらの説明をお願いします。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございます。 

 引き続いて、その2といいますか、資料1-2を御説明申し上げたいと思います。 

 これは、この審査会合、詳細には初めてということでございます。敷地ごとに震源を特

定して策定する地震動と。この中でも、プレート間地震と海洋プレート内地震の二つにつ

いてお話をしたいと思います。内陸については、今後、次回以降にお話をしたいと思いま

す。 

 まずはプレート間地震でございますけども、まず、検討用地震をどう選ぶかというとこ

ろでございます。御承知のように、関西は今、南海トラフの巨大地震ということが、東日

本に引き続いて、その発生が危惧されているところで、ここの地震については、もう過去

からいろいろと研究とか、その啓発がされているところでございまして。しかも繰り返し

繰り返し起こっているということで、過去の歴史地震に比べてみても、たくさんの――

800年、白鳳の地震ぐらいから、いろんな地震の調査がされて、そのリカレンスタイムな

んかも評価をされているところでございますけども、いろんなパターンで地震が起こって

いるということも事実でございます。 

 それで、最近の南海トラフの地震についての評価は、これもたくさんやられていまして、

まず地震本部ですね、ここでは、以前、地震調査本部ができてからの話ですけど、地震の

長期評価なんかも公表されて、東南海・南海地震のリンクしたものとしてM8.5とか。あと、

防災の観点からは、中央防災会議で、まずは2003年に東海・東南海・南海と3連動という

ことで、そういう地震動評価もあわせて行われて、Mwで8.7という地震を想定されたとい

った、文献というか、過去の研究もございます。その後、東日本大震災を受けて、2011年
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ですけども、Mw9ということで、中央防災会議が想定外をなくすということもあって、そ

ういう南海トラフの地震についても、Mw9.0ということで提案をされ、それの評価をされ、

これをあわせて津波の評価もされているところでございます。 

 我々、過去のこういう特に直近の、そういう最新の国の動き等も勘案をしまして、最終

的には、中央防災会議が提案していますMw9.0という地震、それを検討用地震として採用

したところでございます。 

 御承知のように、中防からはたくさんのモデルが出されていまして、これは全体の震源

域でございますけども、この中で強震動生成域、この場合は、昔はアスペリティと呼んで

いましたけど、東日本大震災の後、アスペリティとSMGAのすみ分けがされました。ここで

はSMGA（強震動生成域）という形で呼んでございますけど、そういうものがどこにあるか

ということで、基本ケースは中心ぐらいにあるということと、あと東のほうに少し偏る場

合ですね。あと西側ケースとか、あと陸側ケースということで、これは陸のほうに近づけ

る、逆に陸に近づけるとプレートの傾斜がありますので、少し深くなるんですけども、そ

ういうケースが採用されていまして。敷地は大阪平野南部ということで、ここに書いてい

ますように、いろんなケースがありますけど、敷地への影響を考えますと、陸側ケースと

いうのが一番大きいということで、これを基本モデルとして我々は設定しました。 

 ただ、この陸側ケース地震も、これは御存知のように、中央防災会議のモデルというの

は、3連動以上のモデルですけども、それに加えて、後でパラメータが、これは提案され

ていますけど、これを見ていただけると、SMGAの応力降下量、実効応力もプレート境界と

しては非常に大きい、45MPaぐらいだったと思うんですけど、これは東日本大震災のモデ

ルをそのままこっちへ持ってきたということで。ローカリティとしては、東日本の宮城県

沖等々では非常にハイストレスがあるということで、少し南海トラフとは違うんですけど

も、それをより保守的にということで、そういう基本モデルそのものも、そういうモデル

がされていると。 

 当然、それとともに、こういうモデルというのが、過去の地震の再現等々でも検証され

たようなところも含めて、それに今回の東日本大震災の知見を踏まえてでき上がったモデ

ルであるということで、少し、南海トラフのこれまでの地震とは少し違うような、保守的

なモデルがされているということだけはつけ加えておきたいと思います。 

 それで、我々、申請書の中では、基本モデルとして、これを、今の陸側モデルをよりど

ころに強震動を評価していたところでございまして、今回その中でも、やはり不確かさ、
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重々、今の中央のモデルというのは、非常に安全性といいますか、保守性が付加されたも

のですけども、より安全のためということで、少しモデルをいじってございます。それで、

今のところ、追加したモデルとしては二つのモデルを考えました。これは御存知のように、

強震動に何が影響するかというと、やっぱりSMGAの位置、強さということは皆さん御存知

だと思いますけど、そういうことで、少し位置をいじりましたというか、補正をしました。 

 これが先ほどの基本ケースでして、ここに、熊取がこの辺にあるわけですけど、一番強

震動が影響するのはこの二つのアスペリティ、SMGAです。これは一つ、①と②として名前

をつけさせていただきますと、これを少し、①のほうですね、①のほうを少し細長い大阪

平野のほうに向くような、少し楕円的なものをですね、これを少し、距離を少し近づける

ためにべしゃっと潰したようなモデルを、 

 それともう一つは、これはそのまま置いておきまして、少し開始点になる紀伊半島沖に

あるアスペリティですね、これを敷地のほうがっと近づけてくるということで、この二つ

を集めたような、敷地への影響の観点から、この位置を描いたということで、そういうモ

デルを追加して計算をしてございます。 

 パラメータも、これは中防そのままのパラメータでございまして、先ほど言いました応

力降下量は、ちょっと見にくいですけど、ここに、何ですかね、四十――場所によっては

あれですけど、46MPaですとか、これはかなり大きな――されています。これを使いまし

た。 

 それで、方法は、グリーン関数が、EGFでもあればよかったんですけど、なかなかこの

南海トラフの中では地震が起こってなくて、我々も観測していますけど、ちょっとデータ

がとれていないということもあって、統計的グリーン関数法で短周期だけがメーンという

こともあって、統計的グリーン関数法で計算をしました。 

 方法は、ここに書いていますように、我々が提案したものとか、あとラディエーション、

放射特性の周波数依存なんかも入れた形で、あとはEGFと同じように波形補正をするとい

うことでございます。 

 そのときに、当然、統計的グリーン関数法、解放基盤での波ですけども、地下構造、当

然、1次元でも伝達関数を、増幅率を計算しなきゃいけませんので、どういうものでやっ

たかというと、これは後で少し出ますけども、敷地180mぐらいで花崗岩が出てくるという

ことで、我々、181mで1,600m/secぐらいのピュアな花崗岩のところを解放基盤にしていま

して、その下に当然層があって、地震基盤の定義は当然要ります。統計的グリーン関数法、
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まずは地震基盤で計算をしてあげるということで、地震基盤については、この後少しお見

せしますけど、いろんな大阪平野の先ほど少しお話が出ましたけども3次元モデルがあり

まして、そういうもので使われている地震基盤の位置、我々のサイト近傍での位置、そう

いうものを参考にして地震基盤を決め、その基盤から解放基盤までの、具体的には2層し

かないんですけども、それはボーリングのデータを使ってあげたという、そういうことで、

1次元的な独自の計算をしてございます。 

 ちなみに地震基盤はVS＝3.2kmということで、これが今、我々のところ200mにあるとい

うことで、地震基盤から解放基盤までは、そういう意味では20mぐらいしかないというよ

うな場所でございます。あと、減衰も当然統計的グリーン関数法で要りますので、こうい

う既存のデータを使ってございます。あとは、計算は、これは当然、遠い地震、真下から

来る波もありますけど、少し入射角が変わりますので、当然、これは入射角を考慮したよ

うな波形合成をしてございます。 

 これはまだ将来――次回以降、敷地の中の堆積層のモデル化等々については御説明申し

上げますけど、今申し上げたのは、ボーリングデータ、200mぐらいのボーリングデータの

中で、花崗岩が出てくる、ここを解放基盤としてございまして、その前には少し風化花崗

岩が出ますけど、その後に、ある層があって、下に3.2kmの、これは既存の参考文献から

とった3.2kmで、それが200m下にあるということでつくってございます。 

 そのもとになったのが、大阪平野の3次元モデルというのは、いろいろと研究をされて

いまして、過去からいくと、いろんなスプラインモデルとか、いろんなモデルがあります

けど、これは我々は以前から大阪平野のいろんな地震動予測をする中で、産総研さん、堀

川さんたちがつくられたモデルですね。これはグリッドモデルで、総硬度じゃないんです

けど、グリッドで当たられていますけど、それを我々が波形計算をするときに、こういう

単純な3層モデルによって。最後の地震基盤というのは、これはそのまま地震基盤として

使ってございまして、その上、これはまた今後Ssをつくるときには関係しますので、その

ときに改めてまた御紹介をしますけど、今は、地震基盤としてはこのモデルを使って、そ

れが200m下にあるということでつくってございます。これが要するに地震基盤の深さで、

KURがここにありますけど、急にぐっと深くなって、この辺が大体200mぐらいのところに

地震基盤があるというモデルでございます。 

 あと、地震基盤のこの辺のデータの補足としては、トモグラフィ法とかで、そういうい

ろんな地震波を使った研究もありまして、そういうのを少しサーベイしますと、これは東
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西断面と、あと南北断面が出ますけど、この辺ではここですけども、この黄色いところと

いうのはVS3kmを超えているようなところで、地震基盤に相当するような場所。こういう

ところを、例えばこれ、これが逆でしたかね、南北で、これが東西ですね。そうすると、

このデータを見ると、大体深さが300mぐらいのところで3kmを超えたような地震基盤があ

るということで、先ほどの200m、少し違いますけど、地震基盤が非常に浅いというところ

は、こういうデータからもうかがえるところでございます。こういうものから、我々は地

下構造モデルを――統計的グリーン関数法だけですから、今の解放基盤までの層をモデル

化したということです。 

 早速結果でございますけども、これは基本モデルと今の不確かさを考慮した2ケースで

すけど、当然、波形を見ていただけると、アスペリティ、SMGAの特徴が出てきて、一つ目

と二つ目は、最初の発震点のところの例の西北に近い場所、これはほとんど当然変えてい

ませんので同じ場所と。二つ目の波群が少しSMGA位置をぐにゃっとならしたものですから、

少し波群、エンペロープは変わってございます。 

 もう一つ、最後の遠いアスペリティ2というやつですね、破壊開始点の近傍のやつをも

う少し陸側に持ってくると、当然、最初は波が出ませんので小さくて、最後にその辺の波

が重なってきますので、少しは大きくなるということで、少し波形も変わってきます。最

大速度も少し大きくなっているようなところが見受けられます。 

 例えばこれをスペクトルで見てみますと、NS、EW、UDということで、ここに3ケースの

波が描いていますけども、あまり大きく変化はございません。上下動ですね。 

 ちなみに、我々、申請ベースですけども、最終的に、我々、Ssというのは中央構造線断

層帯のものの中のあるモデルがそれを決めているんですけど、ちなみにそれをプロットし

ますと、EWというのが一番大きくて、そういうものと比べますと、かなり差があるという

ことですね。 

 上下動については、先ほどその１でお話ししましたように、留萌と加藤スペクトルとい

うものをプロットしますと、このぐらいであって、南海トラフの地震の上下動というのは、

そう大したことはないということが、これで御理解いただけるかなと思います。 

 すみません、それがプレート間の地震でございまして。あと、プレート内の地震ですけ

ども、これは我々最終的には規模を決めなきゃいけないということと、場所については、

スラブ内のなかなかどこで起こるかって、当然、スラブの中でございますけども、それは

我々にとってはサイトに一番影響のあるところに置くという原則で、まず規模を決めると
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いうことで、規模については、過去の歴史地震とか、いろんな情報ですね、世界中の、こ

れはガイドにも書いていますように、そういうものを集めて、そういうものから最大規模

の地震を決めるということが言われていますので。 

 そういうことで、一つは推本が2006年に、そういう領域震源として、これはMj7.4とい

うことで、これは紀伊半島沖の地震が、東海道沖という言い方もありますけど、連チャン

で前震・本震と起こりましたけど、かなりこれはプレートが潜り込もうとしている前の地

震ですけども、潜り込んだ後ではなくてですね。そういう地震が起こったということで、

そういうものを算出されて、この領域ではMj7.4ということをしました。 

 ちなみに2014年、2011年の地震が起こった後に、地震本部は、少し、非常に頻度の低い

地震なんかも考えようと。要するに先ほどの想定外をなくそうということかもしれません。

それで、地震動予測地図を改訂するに当たって、地震ハザードの計算をし直したというこ

とで、その当時、いろんな議論があって、最終的に、奄美大島のとこら辺でM8.0の地震が

あったということで、1911年という非常に古い地震ですけど。 

 これについてはいろんな諸説があって、スラグ内なのかプレート間なのかというので、

プレート間だという最新の研究もあったり、津波が大きかったということとか、いろんな

被害からいくと、限りなくプレート間に近いような気もしますけど、そういうものを採用

されたということなんですけど。ただ、この辺の領域のフィリピン内プレートですね、プ

レートは、全く北と南では古さとかも違いますし、若さといいますか、違いますので、

我々としては、このMj7.4というものをこの領域のスラブ内としては最大規模とにしたい

と、一つはですね。 

 あとは、世界中の話としては、そういうところで起こっている地震がいろいろとあるわ

けですけど、一つはCascadiaといいますか、これはこういうスラブ内地震を集めたSeno＆

Yoshidaという論文があって、このCascadia地方というのはカナダのこの辺ですけど。あ

と、メキシコのここもプレートが当然潜り込んでいますけど、そういうところの地震、結

構、これは規模が大きいんですけど。ここは6.8とか7.1とかという、そんなに大きな規模

がないということと、今の我々のフィリピン海プレートが紀伊半島のプレートが潜り込ん

でいる、その辺のスラブの特徴からいくと、このCascadiaが一つの対象とできる領域であ

ろうということで、その規模が先ほど言いましたように7.1とか6.8と。 

 これはMwですけども、我々の今のMj7.4というのも、スラブ内の場合は、ほぼMw＝Mjと

いうふうにも言われていますので、そういう意味では、これを上回るような評価をしてい
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るということ。あと、メキシコのほうで起こる地震は、すごく規模が大きいんですけど、

これは少しスラブの形状とかが違うということで、その辺をまとめると、やはりCascadia

のところが、いろんな意味で、この紀伊半島沖といいますか、フィリピン海プレートの

我々が考えるべきスラブ内としてはよく似たところであるということ。そういうことを考

えますと、最終的には、先ほどのMj7.4の地震、イコールでMw.74の地震を、我々はこの領

域の最大規模の地震として考えるということで、あとは位置の問題ですね。 

 どういうところに考えるかということで、フィリピン海プレートのいろんな研究があり

ます。深さのコンターなんかも、これは地震本部で示されていますけど、非常に複雑なプ

レートの、日向灘に比べればあれですけど、潜り込んで、少しここでベンディングをして

いるような、こういうところで、こういうコンターがあります。これからいくと、大体

60kmぐらいが我々はスラブの上面かなという気がしますけど、それを裏づけているのは、

こういう微小地震でも、これでもKURの下というのはそういうところにあるということで、

その中で、我々、スラブの地震の発生を考えるということです。 

 そのときに、これは規則もそうですけど、二つの方法ですね。スペクトル法と断層モデ

ルによる方法ということで、申請時ベースでは、我々、スペクトル法しかお話ししません。

この後、追加で断層モデルによる方法もやってございますので、御紹介したいと思います

けど。 

 まず、申請書に出ているベースですけども、これは耐専スペクトルという応答スペクト

ル法、よく使われている方法でして、ただ、耐専は御存知のようにプレート間地震のを集

めたデータですから、当然、スラブ内には適用をダイレクトにできませんので、少しスラ

ブ内の特徴を出すために、フィリピン海プレートの中で起こった地震を。そんなにたくさ

んございません、ここにありますように七つか八つぐらいで、しかも、これはデータがと

れていないといけませんので、それもK-netとか、あまり観測条件としてはよくないよう

なところもございますので。 

 例えば、その中でも少しかたいところでとれた記録とか、これも先ほど言いましたよう

にVSを少し見ながら、それとかデータの精度を見ながらコンパイルをしてやりました。そ

ういうことをした上で、耐専スペクトルとの残差といいますか、そういうものを持って、

それを補正関数として、我々の今想定する地震への適用をしたというところでございます。 

 これがその応答スペクトルでの残差ですけども、御覧のように、平均も当然、これは1

ですから、少しやっぱり短周期が大きいいうのは、このデータからも見てとれると思いま
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す。これは1σ、非常にばらつきがありますけど、これを我々、この黒線のように、少し

平均を上回るような形で補正関数を決め、それで先ほどの耐専スペクトル、Mj7.4、距離

が60kmぐらいですけども、それでやったスペクトルに掛け算をして、こういう黒の応答ス

ペクトルを評価したというところでございます。 

 それで、これが申請書ベースですけども。断層モデルも要求されているということで、

申請時にはなりませんでしたけど、ちょっと追加で評価をしました。それで先ほど、断層

モデルですから、モデルを設定するという中で、当然、敷地への影響を考えながら震源断

層を設定したということで。あと、規模としてはMj＝Mwとして、モーメントはKanamori先

生の式でMwから変換をしたと。そういう巨視的なパラメータとともに、微視的なパラメー

タも、原則、レシピですけど、ただ、スラブ内のスケーリングは内陸とは違いますので、

これは最近のそういう研究成果、スケーリングの成果を採用しながらモデルを構築してい

ったということです。 

 それで、計算は先ほどのプレート間と一緒で、統計的グリーン関数法を使ってございま

す。したがいまして、統計的グリーン関数法の方法とか、今の地盤の増幅の話は、同じ考

え方でやってございます。 

 これが断層を設定した場所でございますけども、先ほどのプレート上面のコンター、こ

れをもとに、縦断面ですね、ちょうどこの断面で切ったらこういう形になります。これが

スラブが潜り込んでいる、このコンターの直交方向ですね。これが上面です。 

 ただ、少しこれは破線が入っているんですけど、これはもともと我々は以前からこうい

うプレートも含めた地下構造のモデル化を使って、大阪平野の長周期の地震動を予測して

いたときがあって、そのときに、堀家さんたちのそういう深い構造も含めた地殻構造があ

って、そういうものを採用していたものですから。そのときに、付加体ですね、少し上に

付加体があって、P波が少し遅いような層があってということで、それの名残が少し残っ

てしまっていまして、これが当然上面で、その付加体の厚さがこの破線でということで。 

 それを我々、本当はここ、P波速度は遅いですから、本当はこの下に震源断層を置くべ

きかとは思いますけど、少し安全側にそれも考えて、本当のプレートの上面に置いたとい

うことでございます。破線はそういう意味で、ちょっと解説が書いていませんでしたけど、

そういうふうに御理解いただけたらと思います。 

 それで、あとは規格的な話として、こういうKURに対して一番、指向性効果が効くよう

なモデル化をして、後でお見せします破壊伝播特性も影響がないような伝播特定。という
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ことで、位置的には、こういう形のものでございます。あと、傾斜も、これにダイレクト

に向くような形で、傾斜角も決めたりをしてございます。 

 ですから、フィリピン海プレートは、非常にスラブの厚さは薄いですけども、あまり、

そこを無視してございます。それで決めるとややこしいので、もうそれは置いておいて、

大体、2対1の形状比でﾁｮｳｷの断層を決めます。 

 あと、モデル化の流れは、ほとんどレシピを利用していて、ただ、それぞれのスケーリ

ング則は、スラブ内地震のスケーリング則を使いながら、笹谷・他とかですね、そういう

ものを使って応力降下量を決め、アスペリティの大きさを決めという形でしてございます。

あと、fmaxも含めてですね。アスペリティは二つという原則は置きます。規模が7.4とい

うことで非常に大きいので。ただ、不確かさもあるということで、一つにした場合もやっ

てございます。 

 それで、モデルですけども、ケースを四つほどやっていますけども、あまり大きな違い

はありませんけど、震源断層の中にSMGA、この場合はアスペリティと呼べるかもしれませ

ん、それを中央に1カ所置いた場合と、あと、少しスラブの上面まで持っていった場合と、

あと、先ほど言いましたように、本来、二つぐらい、レシピからいうと二つぐらいという

のが一般的なんですけど、それを一つにまとめた場合ということでやってございます。こ

れは当然申請時にはない追加検討ということですけど。 

 モデルを、断面を見るとこういう形でKURがあって、破壊開始点は1カ所にして、ですが

波が両方から来るような形、それを一番上面に置いたりという場合と、あと、それを一つ

にばっと固めてしまって、同じように破壊をさせたという。距離の差だけですから、そん

なに大きな差はありませんけど、そういう四つのモデルを計算してございます。 

 これは最終的なパラメータで、実効応力は78MPaぐらいありまして、これは非常に宮城

県沖のこの前のスラブ内地震ともよく合うような、そのぐらいの非常に高い実効応力を持

ったモデルでございます。 

 結果は、こういう形で非常にシンプルな、当然、SMGAからの波が直接ということで、非

常に、一つのこぶ。これが当然一つに分かれたり、これはケース1と2が二つの場合ですけ

ども、両方とも破壊開始点は真ん中ですから、両方から波が来ますので、そんなに大きく

は違いませんけど、少し、一つにした場合との重なりで少し波形は違います。最大値は、

当然、一つにしたほうが少し大きい、450galぐらいということで、それなりの比例でござ

います。 
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 これが時刻歴でして、あと、スペクトルに直しますとこういう形で、少しモデルによっ

てがたぴしはしますけど、こういう状況です。 

 それと、先ほどの、ちなみに応答スペクトル法、耐専の補正をしたものですけど、それ

よりやはり少し大きくなっているところはございます。非常に平均的なものと、今回そう

いうモデル化をしたということもあるんでしょうけど、少しこの辺は大きいです。 

 それと、また先ほどと同じように、我々のSsになった申請ベースになったやつも含めま

すと、やはり上下動も含めてかなり小さいということで、あまり、これだけいろいろな不

確かさを考えましたけど、この中でも、やっぱりMTLというものは非常に大きくなるとい

う。これは最終的には少しモデルもモディファイされていますので、これほど小さくなる

ことは多分ないと思いますけど、そういう意味では、スラブ内地震、先ほどのプレート間

地震というのは、基準地震動にはかなり差があるということが言えると思います。 

 以上でございます。 

○櫻田チーム長 ありがとうございました。 

 すみません、ちょっと確認なんですけど、今の最後のページ、30ページなんですけど、

この水平動の絵に描かれている耐専スペクトルの線というのは、これは補正した後のもの

ということですね。 

○京都大学（釜江教授） はい。 

○櫻田チーム長 ありがとうございます。 

 それでは、質疑をお願いします。 

 どうぞ。 

○岩崎チーム員 審査チーム員の岩崎でございます。 

 13ページをお願いします。口頭で御説明されていたと思うんですけれども、この時刻歴

波形に、どこがどのSMGAからの寄与によるかわかるように、この時刻歴波形に説明を入れ

ていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

○京都大学（釜江教授） 少し離れると同時にやってきたりしますので、そこは多分フェ

ーズがコンタミしちゃうと思いますけど。これ、一番簡単に言えば、先ほど少し口頭で御

説明しましたけど、破壊開始点があの場所にはございますので、これとこれとを見ると、

これは一つ目の破壊開始点の近傍のアスペリティをさわっていませんので、これはほとん

ど同じだというのはおわかりです。 

 違うのは、この後のフェーズですね。ここは震源に近いアスペリティをふにゃっとなら
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していますので、より距離が震源に近くなっているということで、多分、この辺が周りの

やつがコンタミしているということで。 

 あとは、離れてくると少しフェーズがこぶみたいに出てきますから、具体的に、ジャス

トに全てをこれだということはなかなかできませんけど、大体、タイムディレーを見れば

わかりますので、今じゃなくてよければ、またヒアリングのときにでも御説明申し上げた

いと思います。 

○岩崎チーム員 お願いします。 

○永井チーム員 チーム員の永井です。 

 私のほうからは、プレート内地震のほうの断層モデルの位置の設定に関して、基本的な

ところを確認させていただきたいと思うんですが。資料で、先に19ページのほうをお願い

できますか。この前の直前の資料のほうでも説明がありましたけど、この地域は、プレー

トが比較的新しい、若い年代のものであるということで、プレートは薄いと考えられるん

ですが、この右側のほうの図ですね、地震の分布が非常に厚く見えるんですけど、これも

形状のこの位置関係で、幾つもが重なってそう見えているということで理解はよろしいん

でしょうかね。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江ですけど。 

 今、この厚さ、これは今10kmが1メッシュなんですけど、そういう意味では、多分、こ

れをそのまま読むと10km、20kmの世界なので、そんなに厚いとは思っておりません。太平

洋プレートの100km以上という話からいくと、かなり薄いというのは、そういう理解でい

いですかね。この10kmの1チップですから、そんなに厚くはないような気がしますけど。 

○永井チーム員 私もそう思うので、ちょっとこの辺り、ちょうど屈曲しているところな

ので、実際の厚さ以上に見えているのかなと思うんですが、そういう理解でよろしいとい

うことですか。 

○京都大学（釜江教授） 釜江ですけど。 

 そういう意味では、非常に見ている領域が広いので、ベンディングしているところのあ

れも入っているので、本当はもう少しスリムに、そこだけ見れば、もう少し薄くなる可能

性は十分ありますが。すみません、そういう、御指摘のとおりだと思いますけど。 

○永井チーム員 そういう点も多分考慮されて、23ページのほうをお願いできますか。断

層モデルの位置がここで設定されていると思うんですが、多分、層厚がどこまでとれるか

とか、正方形でこのモデルがどのようにとれるかというので、適切な位置であるという点
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も多分考慮に入っているかと思うんですが、そのような理解でよろしいでしょうかね。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございますけども。 

 先ほど少し申し上げましたが、スラブの厚さ、断層モデルですから、当然、スラブの厚

さを決めて、そこからWを決めてLを決めるという、これも一つの方法。今、我々がやって

いるのは、あまりスラブの厚さ、現実的には、これ、先ほどのモデルになりますために、

これは20kmぐらいですから、そういう意味では、ほとんどスラブの中でおさまっているぐ

らいの幅になっていると思って。もともとあまり幅のほうは気にせずにということで、こ

れは逆に付加体なんかも入っているんだけど、それも安全側に近づけているということで、

そういうふうに御理解いただけたらと思いますけど。 

○永井チーム員 わかりました。 

 最後におっしゃった点も、今、ちょうど確認したいと思っていたところで、堆積層のと

ころまで断層モデルを引っ張って、強震動生成域を不確かさモデルで設定してという点で

は、保守的に考えているという理解をしております。 

 その辺りも含めて、できることなら、情報の追加として、ちょうどこの震源断層を設定

した辺りの地殻の厚さ、いわゆるプレート上面から海洋性のほうまでの厚さがもしわかる

ようでありましたら、そちらも参考のために記載をしていただければと思っていますが、

どうでしょうか。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございます。 

 ちょっと調べまして、そういうデータがあれば、その辺、参考に。先ほど少し、ちょっ

と、これでしたかね、ちょっと飛ばしましたけど、プレートの。ちょっとごめんなさい。

この二重深発面の話のときに、こういうプレートの厚さ、これは少し潜り込む前、少し浅

いところなので、敷地の直下の、ああいうところまで行ったところには少し二重深発面が

見えなくなっていますので、どこまでそういう厚さがきちんと説明できるかどうかわかり

ませんけど、文献を調べて、ヒアリングのときにでも御説明を申し上げたいと思います。 

○永井チーム員 ほかのサイトにはないですね。比較的若いプレートが潜り込んでいて、

かつ、屈曲が非常に激しいところなので、その辺りの情報を追加していただいて、我々の

ほうでも判断しやすい材料を提示していただければと思っています。よろしくお願いしま

す。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございます。 

 了解しました。わかりました。ありがとうございます。 
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○大浅田チーム員 地震・津波担当、調整官の大浅田です。 

 私のほうからは、プレート間地震と海洋プレート内地震の不確かさ係数の設定の考え方

について一応確認をしたいと思うんですけれど。まず、プレート間のほうですね、これは

今回、申請時は中央防災会議の陸側ケースということでやられていたんですけど、今回、

追加検討ということで、新たにSMGAの位置を少しずらしたりとか、形状を変えたりしてと

いうことでやられたんですけど、やはりプレート間地震の場合、不確かさとして気になる

のが、やはり地震規模と設定をどうするかというところが大きなポイントかと思うんです

けど。 

 これは基本ケースにどのようなモデルを採用するかによって非常に関わってくる問題で

して、先ほどの説明の中でも、基本ケースの中で十分保守性を見込んでいるという話がご

ざいましたけど、もう一度、このプレート間地震の地震の評価において、このSMGAの一応

不確かさとして見ればいいんだと。ある意味、地震規模とかは、基本ケースの中に不確か

さというのは含めて入っているんだという点を、もう一度、ちょっと御説明をお願いした

いんですけど。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございますけど。 

 巨視的なモデルと微視的なモデル、強震動にどう影響するかということは、もう既に、

これは内陸であろうが、プレート境界であろうが、プレート間であろうが、プレート内で

あろうが、多分、これは皆さん御存知だと思うんですけど、そういう意味では、地震規模、

巨視的なモデルをですね、それがどう大きくなるかということ以上に、やはり一番大事な

のは、我々は短周期を特に扱っているということになれば、やっぱりSMGAの応力降下が幾

らかなのかと。それは当然場所、これは距離減衰からいって場所。 

 ですから、今のMw9.0というのも、これは我々としても、これは中央が想定外をなくす

ということで、非常に過去にないものをしたということで、この分野でも当然そういうこ

とは率先してアクセプトするべきだということで、Mw9の地震を我々は使っているわけで

すけど。 

 そのベースになっているものが、先ほど何回も申し上げていましたけど、当然、全くの

乱暴な話ではなくて、過去の地震ですね。それは南海、東南海、東海と、過去にいろんな

別々で動いた地震もありまして、そういうものの例えばアスペリティの場所であるとか、

実効応力であるとか、そういうものとともに観測事実、被害とか、いろんなものを再現で

きるようなものでつくってきた。それを今回M9というものに拡張していったわけですね。 
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 それとともに、東日本大震災のパラメータをそのままそっくりこっちへ持ってきたとい

うことで、我々も、昔の南海トラフの地震って、ああいう応力効果、実効応力というのは

なかったと私は思っています。これまで再現する上では、もう少し小さな、これはプレー

トによって多分違うと思うんですけど、それを非常にこっちへ持ってきたということで、

非常に、それだけで私自身は保守的な話だと。 

 それに、位置についても当然そういうものですし、それを我々、もう一つ不確かさとし

て、このアスペリティを持ってくるということは、過去には多分そういうことはなかった

と思うんですけど、やはりアスペリティは繰り返す、そういうデータもあるわけですから、

そういうものを使ったという中で不確かさを考えたということで、規模の巨視的なパラメ

ータの不確かさというのはあまりきかないと思うんです。Mwを、9をどこまでにするかに

もよりますけど、これは中央が言っている最大規模だという前提になりますと、やはり

SMGAの位置と大きさ、実効応力、それが一番強震動には影響するということで、私自身は、

十分、この南海トラフについては不確かさが考慮されているものに、まだ、より不確かさ

をﾁｮｳﾖｳしたというふうな理解をしてございますけど。 

○大浅田チーム員 わかりました。 

 そうすれば、まず、じゃあ地震規模については、中央防災会議で言っている過去最大級

のものを選んだと。それは乱暴に決めたわけじゃなくて、過去地震も含めて調べた結果、

Mw9.0というのが一番大きいんだということと、あと、やはり原子力施設の地震動評価を

する上では、やっぱり短周期というのが重要なので、そういった観点からSMGA、当然なが

ら、一番近いところにあるSMGAの影響というのが大きいので、そういった観点でSMGAを、

少し敷地に影響があるかもしれないと思われる場所に移して震動評価をしたということを

ですね、今後、資料の中で充実させていっていただければなと思います。 

 なぜこういうことを申し上げているかといいますと、今回の新規制基準の中で地震動評

価をする上で、不確かさをどういうふうに考えるのかということが結構大きなポイントに

なってございますので、そこの設定の考え方について、クリアにしていただければなとい

うふうに思います。 

 それと、もう1点、プレート内地震のほうなんですけど、こちらは先ほどの中央防災会

議と違って、やはり独自に震源モデルと震源特性パラメータを設定されているという点で、

少し違うかなと思っているんですけど。 

 やはり海洋プレート内地震の場合ですと、一番最初にMwを決めて、そこを出発点に断層
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モデルをつくっていくと。その際に、海洋プレート内地震ですので、いろんなやり方が、

ある面固まっていない、レシピが固まっていない中で、今回、さすがにレシピを使われて、

M0から特に短周期レベルのAを出したというふうな流れだと思うんですけど。 

 そういった流れの中で、ここでもやはり気になるのは、地震規模、一番最初の出発点に

する地震規模とか、あと短周期レベルの設定においても、いろんな手法とかある中で、さ

らに言うと、笹谷レシピでも、M0とAの関係には、やはり不確かさとかありまして、当然、

ばらつきが倍とか半分とかあるかと思うんですけど、そういった中で、こちらについても、

不確かさケースとしてアスペリティの位置を選んだというところについて、御説明をいた

だけますでしょうか。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございます。 

 幾つかあったので、全部記憶の中でお答えできるかとか、あれですけど。まず、少し最

初のほうのプレート境界のところが、少し誤解があって、私のお話が悪かったかもしれま

せん。 

 中央防災会議は、別に過去のものの再現をしたわけじゃなくて、それは過去の話であっ

て、今は科学的に考えられる最大規模というのでMw、たまたまそれが東日本大震災のとき

も一緒になっているだけの話で、別に東日本をこっちに持ってきたというわけではござい

ませんので、そこは全く、今まで我々の経験といっても、そんなにたくさんあるわけじゃ

ないので。ただ、我々が知っている中では、起こったことのない、科学的に考えられる震

源域ですね、そういうものをやったということで、それ自身に大きな不確かさが入ってい

るということは思います。 

 それはそれで、その後、今言われたように、南海プレートのほうは、そういう、我々と

しては短周期にはSMGAが効くということで、それを近づけたということが一つの不確かさ

として考慮した大きなところだということ。 

 それで、プレート内のほうですけど、やはり規模が、当然、非常にこれまでのあれを見

ていても、なかなかスラブ内のプレートの規模を決めるのは非常に難しい。それで、一つ

は過去に倣うというようなこともあって、今のようなことで我々論理を組み立てて、それ

でMw7.4というのが、世界中のそういうものを見ても、同じようなスラブの構造をしてい

るところでの実際発生している地震、そういうものを比較した上で、最終的にMw7.4とい

うものが、この近傍で発生する地震であろうと。 

 それと、先ほど7.4というのは、先ほども申し上げましたけど、やっぱり紀伊半島の東
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海道沖ですか、あれは少しスラブのまだ潜り込んだ、もう前の話なので、実際そういうも

のと本当に潜り込んだ後の規模とは違う可能性も本当はあるんだと思うんですけど。我々、

それは、なかなかクラブ内、その場所での経験がないものですから、やはり近傍は非常に

難しい。その中で、やはり世界中のものと、そういうものを比較しながら規模を決めてい

ったという。 

 その中に、波として、地震動としては、やはり一番厳しい側にと。あれは逆断層のダウ

ンディップの上で、コンプレッションで割れるような逆断層タイプですけども。その辺、

いろんなところで横に割れたりとかというような話もありますけども、そういう意味では、

波としてはやはり指向性が効く、一番波が影響あるような場所に置いてということでして

いますので、そういうところでも、非常に不確かさといいますか、それを不確かさと思え

ば、いろんなものが重畳させて我々評価しているというふうには理解をしてございます。 

 その辺は、また、今言いましたものを何らかに反映させて、そういう記載を今後してい

かなきゃいけないかとは思いますけど。 

○大浅田チーム員 そうすると、ちょうど今、このページに出ているんですけど、Mw7.4

の根拠というのが、この紀伊半島のところで起きた、いわゆるアウターライズ地震という

ことだと思うんですけど。今、たまたまこの図は、震源断層をあらかじめ特定しにくい地

震というふうな中でちょっと使われているものなので、若干、違和感というか、誤解を生

むような気はするんですけど。 

 今の京都大学の考え方としては、震源の近くで起こった過去の地震の中から、多少、メ

カニズムは違うけれど、アウターライズ地震のMw7.4というのを見ておけば、それはいわ

ゆる敷地の近くで起こる地震動としても、ある意味、十分な保守性を持っているというふ

うなことだというふうに思いますので、そこら辺を、この図プラス、そういったことも含

めて、ちょっと記載をいただきたいなと思うのと。 

 あともう1点、先ほどちょっとお伺いした、いろんな海洋プレート内地震ですと、まだ

ある意味標準的なレシピが決まっていない中で、今回、笹谷レシピを選ばれて、それでM0

とAの関係から短周期レベルを出されたというところだと思うんですけど、そこら辺につ

いては、この手法を選んだ理由というか、何かそういったものはございますか。 

○京都大学（釜江教授） まず、7.4の話ですけども、これ、震源断層というのはあらか

じめ特定しにくい、これは恐らくスラブ内というのは、規模はわかっても場所がわからな

いので、活断層とかプレート境界とは違って、どこで起こるかわからないと。わかってい
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るのはスラブの場所ということで、多分、震源を特定しにくいというのは、多分、そうい

うことだと思うんですね。規模については、やっぱりその領域で起こる最大規模というよ

うなものを何らかの形で評価をしなきゃいけない。これは推本の中でもいろんな議論を今

やっています。 

 それで、やはり一番大事なのは規模です。それをどう置くのか。スラブの形状から、あ

あでもない、こうでもないと置く。それも非常に非科学的です。そこが一番大きな問題に

なっています。そうすると、我々、過去に起こったスラブの形状、若さ、そういうものか

ら、やはり当然過去に起こった、そういう最大規模の地震を使うということが、まずは第

一義だと思って、こういうものを使っているということと。 

 レシピの話ですけども、これはレシピそのものは推本レシピを使うと。ただ、その中で、

今、推本も、御存知のように、スラブ内のレシピが今そろそろでき上がるかなというよう

なところで、その議論もいっぱいされています。その中で、笹谷を使うのか、岩田・浅野

を使うのか、短周期とM0の関係。要するに、最後はそこのスケーリング則なんですね。内

陸の場合は笹谷さんを使ったりとか何かがありますけども、スラブについては、だんだん

とデータが集まってきたということで、今、笹谷さんたちのM0に対するAを使うとか、少

し短周期を上げる。 

 あとは、もうほとんどレシピですね。あとの取り扱いは。ただ、そこのスケーリングだ

けを少しそういうものを使ったということで。それについては、やはりそれがいいのかど

うかということは当然ありますけど、ただ、出てくるパラメータ、最終的に評価されるパ

ラメータをちょっと見ていただくと、やっぱり実効応力が80MPaぐらいあって、これは宮

城のところで起こった地震もそれぐらいだということで。 

 過去のそういうスラブ内地震とも非常に遜色はない値ですので、これがこのままレシピ

としてどうなのかも、ちょっとまだ近々にはあれです。当然、新たな知見が出れば、我々

も当然対応しますけど、今、最終的には、先ほどスペクトルをお見せしたように、我々の

Ssは非常に大きいということで、少し不確かさが増えても、あれを凌駕するものではない

ということで、我々、MTLをしっかりと予測すれば、プレート境界にしろ、プレート内に

しろ、特に科学的に考えられる中の不確かさを動かしても、それを凌駕するものではない

というふうな気持ちではおります。 

○大浅田チーム員 わかりました。 

 過去の私どもも先行審査のプラントの中で、笹谷レシピでやった場合も、断層面積とか、
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短周期レベルがどうなるのかとか、あと、今お話がございましたAsano&Iwataのレシピで

関係式を使った場合にどうなるかということも、一応、先行審査の中でも確認していて、

基本的には、たしかAsano&Iwataを使うと、断層面積は広がるけれど、短周期レベルとか

応力降下量というのは落ちるというふうなことを一応確認はしておりますけど。そういっ

たことも含めて、今回のパラメータ設定の妥当性という観点で、追加的に少し御説明を今

後していただければなと思います。 

 それと、あと、最終的に、じゃあ結果を見ればということで、例えばプレート間地震で

すと14ページとか、プレート内地震ですと30ページですか、こういったところで応答値の

スペクトルが出て、これを見ると、我々も、やはり基準地震動の策定において、プレート

間と海洋プレート内地震というのは、策定をする上において支配的でないなというものは

確認されましたので、基本的なところはこれでいいかなと思いますけど、今、先ほど話が

いろいろ出ましたように、少し基本モデルの設定の考え方とか、不確かさの考え方とか、

そういったところを、今後、考え方、フィロソフィーというのを充実していっていただけ

ればなと思います。よろしくお願いします。 

○京都大学（釜江） 京都大学、釜江でございます。 

 了解しました。できればヒアリングの中で、いろいろと今後まだ続くと思いますので、

できればヒアリングの中で、とりあえずはお話を申し上げてということで進めさせていた

だきたいと思います。 

○櫻田チーム長 よろしいですか。 

 先ほどの議題、トピックでも話していましたけれど、説明性を少し高めてくださいとい

う話ですね。これは地震に関する審査のこちらとしての着眼点とか、規制基準に適合して

いるかどうかを判断する際のアプローチなんですけれども、例えばここであればこの地震

動を設定することが正しいとか正しくないとかという、そういう基準があらかじめあるわ

けではなくて、どういう考え方に基づいて、どういう調査をして設定したのかと、そのプ

ロセスが妥当であるかという、そこを見ているわけですね。 

 したがって、プロセスをこういうふうにしてくださいということを規制基準の中で要求

し、また、審査の中でどういうふうに見るかということを審査ガイドに書いているわけで

すけれども。 

 それに照らして妥当であるということを我々が判断できるかどうかというのは、やはり

こういう審査会合において説明性を高めていただく、お話し合いをするという、このプロ
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セス、あるいは前段階か後段階かで、ヒアリングで議論をするということも大事なんです

けれど、最終的にはやはり書面に落としていただいて、それに基づいて私どもはどう判断

するかということを審査書に書くという、こういうプロセスになりますので。そういう文

書をつくるということがきちんと最後のゴールであるということは、あらかじめ念頭に置

いた形で検討をしてただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございますけども。 

 了解いたしました。もう一つ、安危があるんですけど、今のアプローチの話が、ガイド

に照らして、規則に照らしてということがありますけど、これはプラントと違って、地震

動のほうは、例のグレーデッドアプローチという、よく言われている、そういうものは多

分直接的な話ではないのかもしれませんけども、少し、その辺のアプローチの仕方ですね、

規則に書いてあること、ガイドに書いていることに対するアプローチの仕方、これは多分、

低中原発と言われる形で、何らかの形のものがあってもしかりかなと思うんですけども。

それも、我々としては、やはりそれは不確かさの中で考慮したいと。そういうことでない

と、当然、差はつけれないといいますか、アプローチできないというふうには理解はして

いるんですけど、ちょっと、これは今後、今の時点で、我々はそういうことも全く考えて

はいませんけども、そういうガイドに照らして、規則に照らして、そのままで我々はやっ

ているつもりでございますけど、今後も、引き続きそういうこともやっていきたいと思い

ますけど。 

○櫻田チーム長 ほかになければ、次の資料ですね、資料1-3について説明をお願いしま

す。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学の釜江でございます。 

 それでは、三つ目で、これは多分コメント回答ということで、敷地近傍及び周辺の地

質・地質構造についてということで回答をさせていただく分でございます。 

 これはもう非常に古い話になってしまいますけども、この審査会合が始まった多分とき、

第1回目だったと思いますけど、1月30日の審査会合でいただきました二つのコメントでご

ざいます。それぞれ少し、同じようであって、ちょっと異質なものですので、別々にコメ

ント回答ということで御説明申し上げます。 

 これは、一つは、少し先ほどの断層の話もいろいろありましたけど、敷地の近傍に、文

献では非常に古いというふうになっていますが、その活動性について、より文献調査だけ

ではなく詳細に説明することというコメントをいただいています。 
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 もう一つは、地震本部、我々、この前少しお話ししました上町断層については、もとも

とは地震本部の断層の長さに少し保守的に考えた、北端、南端ということでやってきたん

ですけども、少し、北のほうはともかく、南のほうについて、もう少し、そこでいいとい

う妥当性について説明をすることという、二つのコメントをいただいてございます。それ

を別々にお話をしたいと思います。 

 まず、その前に、全体の話ですけど、ここにKURがございまして、これがちょうど大阪

湾ですけど、ちょっと見にくいかもしれません。これは岡田・東郷（2000）にある図です

けども、ここに少し上町の南端が見えていますけど、久米田池断層ということで、少し分

岐をしているものがあったり、狭域のものがあったり。 

 それで、今、最初のコメントが、この敷地近傍のこういう古いと言われている、岡田・

東郷でも、少し色が変えて例示されている断層帯といいますか、これは成合断層が一番近

くて、それに神於山とか、内畑とか、幾つかの断層が並行して走っている部分があったり

します。それが岡田・東郷なり、いろんな文献では、一応、12～13万年以降の活動がない

という見解があるんですけど、それをより詳細に説明することということで、非常に難し

い宿題でございましたけど、地形断面等々で、変位・変形がないというようなことをお示

しするようなことで、この後、御説明申し上げます。 

 それで、地形図ですけども、これを少し5mのDEMをもとにつくったものですけど、凹凸

があるように、高低を少し微分したような、少し高度がわかるようにして表わしたもので

して。こういうものをベースに、こういうものから判読をしていくという形で地形解析を

したものでございます。 

 これは両方、今の上町断層のところと周辺のものと同じ題材を使いながら検討をしたと

いうことです。 

 地形分類がまずあります。変位・変形を与えている地形の古さ・新しさと、そういうも

のをベースにお話ししますので、まず、地形分類。これは岡田・東郷にもそういう地形分

類がされていたということで。今ちょっと色でですね、ここに、ちょっと見にくいですけ

ど、青が低位、少し緑が中位ですね、数字は茶色っぽいですかね。ほとんど、残念ながら

高位というのはもうほとんど剥落されてあまりないんですけど、ちょこちょことはありま

す。周辺にはあまりありません。ということで、非常に丘陵地で山に近いということで、

かなり流されたりして、あまりきちんとそういうものが残っていない部分はあるんですけ

ど、今は河成段丘の段丘面の変位・変形がないかどうかと。その段丘が低位か中位か高位
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かというような、そういうものとの年代感で、これが12～13万年以降の活動がないという

ことの少し傍証としてお示しをしたいと思います。ここが断層で、あと上町がある。 

 順番に、まずは、これは断層ではないというところですので、ちょっと上町とは違いま

すので、まず、こちらのほうからお示ししました。これは1月30日の審査会合でも申し上

げた、お示しした絵でございますけど、まず、我々、文献調査ということで、岡田・東郷、

あと中田・今泉、デジ活とかですね。それだけではなくて、その後、最近ですけど、2014

ですから、隈本先生、中田先生、変動地形を読まれる第一人者ですけど、そういう先生方

に、この辺のそういう活構造といいますか、あれを読んでいただいて、これはいわゆるプ

ロジェクトの一環でございますけど、それがここでして。近畿のもともと近活には、こう

いうふうに引かれていましたけど、デジ活ではもう当然なくなり、変動地形という、この

枠組みの中で調べても、中央構造線は立派なものがあったり、上町は当然引かれています

けど、こういう敷地近傍ではそういうものはないということで、我々としては、こういう

文献によって、将来活動する可能性のある断層とはしないというふうな結論づけたところ

でございます。 

 これは、もともとあったのが、岡田・東郷が、こういうので、これが地形のほうも分類

をされて、中でも、そういう地形面に変位・変形を与えていないということで、第四紀の

前期には動いたけども、後期には活動していなというような結論をされて、色も、こうい

う活断層とは違う色が塗られていたということでございます。 

 それをもう少し、今の地形断面より詳細な5mDEMの地形断面で少し断層の走向の延長で

あるとか、断層の切れている場所であるとか、そういう段丘面が見えるところ、そういう

ところの地形断面を調べて、分析をして、そこに変位・変形を与えていないということを

お示しをしたいと思います。 

 残念ながら、H面とか何かがあってという話ではなくて、L面とかM面があるということ

で、そういうところを少し。KURがここですから、今、成合断層がここにあって、こうい

う断層の延長上とか、こういう断層と断層の間とか、しかも、こういう地形面がLとかMと

いうふうにちゃんと調べられている、そういう判読された地形面があるところを切って、

その変位・変形があるかどうかを見てみるということで。これは少し、非常に5mで結構長

いですので、分解能があれですけど、後で少し拡大したやつもございますけど。これが西

側からA、B、Cと。成合断層がある部分、これはもうしっかりと、要するに北側が上がっ

ているというのか、逆傾斜で、そういう衝上断層ということも、ちゃんと露頭しています
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ので、そういうものがあるというところで。 

 それの延長上が、ちょうどこの逆三角形のところにあるわけですけど、真っすぐそこに

行かないので、両幅100mぐらいを、少しゾーンを区切りますと、この中で特に変形が見れ

ないということ。そういうものが、これ、M面ですけども、そういうところで変位・変形

がないということ。あと、同じように、こういう神於山断層も、こちら、この辺はL面と

かM面が辛うじてそういうところにあるということで、ここもM面があるということで、こ

の辺も変位・変形がないということで。 

 あと、L面ばかりなので、L面は2～3万年ということであれば、これを大きくこれによっ

て12～13万年以降となかなか言いにくいんですけど、全体の断層系の中では、そういうM

面を切っていないところが、変位・変形を与えていないところがたくさんあるということ

もあって、そういうことで、我々としては、この岡田・東郷の言われているような、そう

いう結論を裏づけるものであろうというふうに思っています。 

 少し拡大をしますと、先ほどのA面とfL面、少し当然勾配はありますけども、全体的な

トレンドは真っすぐで、特にこういうところに断層活動をうかがうようなものはないとい

うことで、5mDEMですので、少し拡大をしますと、そういうことで、最終的には、我々、

こういうものから、敷地近傍の断層帯というのは活断層ではない。 

 これをまとめますと、既往の研究では、同じようなこういう断層としては立派なものが

あるということと、それはいろんな地形面の話で、30万年以降の活動はないという、文献

の中で、我々、改めて5mのDEMでそういう地形面の変位・変形を調べると、そういうふう

な段丘面にそういうものはなかったということで、12～13万年以降の活動性はないという

ふうに判断したところでございます。 

 あと、上町断層の南端についても、同じように、そういう処理をしてございます。 

 これは今の久米田池断層の南端ですけど、あと少し、下松を少し分岐してあったりとい

うことで、最終的には、我々、大阪側から南に行く断層を活断層として我々は取り扱って

いますので、実際は、長さとしてはほとんどそっち側で決まってしまうんですけども、と

りあえず、久米田池断層の南端がどの辺にあるのかということで、少し、同じような分析

をしてみたところでございます。 

 これも同じように断層のあれですね。これは少し、この先端というのは非常に複雑なと

ころですから、もう少し段丘面がちゃんとあるところで、ということで、この辺で、こう

いうところで変位・変形がないということが、一つの久米田池断層と下松断層の端部です
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ね、端部がこういうところでもいると。ただ、少しギャップがあるので、この辺は、我々、

最終的には地震本部の42kmを46kmということで、少し長目に当然長さをとっていますので、

あまり大きな影響はないというように理解しています。とともに、やはり南岸を走る、沿

岸部を走る断層帯を我々は今回追加してございます。 

 それで、同じように見ますと、先ほどの8番ですかね、ちょうど久米田池断層と下松断

層の延長部というところで、その辺を見ますと、それが7番、ちょっと横からは見にくい

んですけど、この右側ですね、こういうところですね。多分、こっち側が0からですから、

こっち側は大阪湾側で、こっちがあれですから、このあれが久米田池断層のところで、こ

ちらが下松断層の走向延長部だということで、特に、これはM面ですけども、特にトレン

ド、大きなこういうトレンドはありますけど、断層の変位をうかがうようなものはないと

いうことで。 

 少しその手前、本当はその手前ぐらいが、ちょうどこの辺ですけど、ちょうど推本の端

部だと。ここは少しややこしくて、ここだけを見て、ちょっとあるなしを言いにくかった

ものですから、少し先のほうにあるM面をターゲットに今やっているところでございます。

それで、最終的には、今の8面ぐらいのところが、少し拡大解釈と保守的に見れば、端部

がな。 

 少し拡大をしますと、こういう形で、5というところは、もう少し、ごめんなさい、こ

こですね、東何とか断層と、この辺を、少し狭域な断層ですけど、高位断面のところです

から、この間ですね。そういうところと8がメーンでして、これはこのようにM面が大きな

トレンドの中で断層活動を伴わないと。この辺は少し人工改変があるということで、少し

こういう盛り上がりもちょっとあるんですけど、全体の大きなトレンドからいくと、そう

いうものじゃないというふうな我々は判断をして、そこは、一つは端部としても考えられ

るということで、最終的には、今、我々が上町の本体として46kmということで今設定をし

ていますけども、それは十分その中に入る話であるというふうに理解をしてございます。 

 これもまとめますと、ここのように岡田・東郷とかというので、そういう断層がトレー

スをされていて、そこを同じようにDEMを持って端部を確認したということで、fM面とか

fL面、そういうものに大きな変形は認められないということで、久米田池断層とか下松断

層の端部としては、今のようなところで、何遍も繰り返していますけど、長さとしては少

し長い目にやっているということで、特に大きな問題はないというふうに理解をしてござ

います。 
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 以上です。 

○櫻井チーム長 質問、コメントありますか。 

○海田チーム員 チーム員の海田です。よろしくお願いします。 

 今回、新しく地形の検討をしていただいて、ありがとうございました。まずは、ちょっ

と確認というか、今の御説明の中での確認なんですけれども、10ページと11ページの断面

図のところをお開きください。その前に、その位置図が9ページにありますね。敷地近傍

の断層の検討ということで、文献では、もうここは活断層じゃないというようなことで、

もう最近の文献では、そう記載されていると。それで、地形を詳細に検討されたというこ

とで、DEMですかね、これの断面図をつけていただいたんですけれども。 

 たくさんa断面～n断面まで切ってあります。全部断面が切ってあって、11ページで、さ

らにA、B、Fという、この三つの断面ですね。縦尺を延ばした上で、詳しい地形面を示し

ていただきました。確かにこれで見ますと、そこにあまり何も残差があるように見えませ

んし、大きな傾斜の違いというのも生じていないように見えます。 

 ここで、ここの3断面をですね、a～nの中から選んで詳しく御説明されたのは、少し拡

大して見るとこうでしたということでしたけれども、ここを選んだ根拠といいますか、こ

れをもうちょっと詳しく説明されたというところを、もう少しお聞かせ願えますでしょう

か。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございます。 

 特に近い成合断層というところと、当然、地形面の段丘面の年代感というのであって、

M面というのは22～23万年、ある種間氷期ということで、それが一つの判断材料になると

いうことで、まずそういうところを少しということで。L面については、なかなかそれを

していないからといって、今の12～13万年という活断層かどうかというところになかなか

踏み込めないところもあるので。とりあえずは、御説明としては全体をしましたけど、そ

の中で、M面が出ているところを主として、それで変位・変形がないということで、今の

枠組みの活断層ではないという、そういう意味でセレクションをしたわけでして。 

 当然、全体にそういうのを皆準備はしておるんですけども、必要に応じて、当然、これ

ではなかなか、少し、せっかく5mのDEMなので、これだけ、1kmなんていう話ですから、も

う少し延ばせば、もう少し、よりよく見てとれるんですけれども、今日は、まずは断層じ

ゃないということの傍証のためには、M面を一つは変位・変形を与えていないということ

が大事だということで、今の成合断層のところにあるM面とかですね、その延長上ですけ
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ど、そういうことを特にお示ししたという御理解をしていただけたらと思うんですけど。 

○海田チーム員 わかりました。M面に着目して、例えば9ページの図を見ましても、リニ

アメントの延長上で、M面がリニアメントの延長をまたいで分布しているというのは、今

日、拡大していただいたBとかFがそれに該当するという、そういうことでよろしいですか。 

○京都大学（釜江教授） はい。 

○海田チーム員 A断面というのは、低位面だけど、これも広く横断しているので、これ

を詳しくお示しいただいたということで。そうしますと、11ページに、その辺りの経緯と

いうのもちょっとつけておいていただければわかりやすいので、よろしくお願いします。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございます。 

 了解しました。ありがとうございます。 

 今のちょこっとしたF断面も、少し、ここにM面があったということで、そういうところ

を少しセレクションしながら、こういうところをとったという、今のお話しいただきまし

た理解で結構だと。追加をさせていただきたいと思います。 

○海田チーム員 よろしくお願いします。 

○永井チーム員 チーム員の永井です。 

 私のほうからは、コメント的なことで確認をお願いしたいというものなんですが。ヒア

リングの際も申しましたが、日本活断層学会の最新の論文誌のほうで、活断層研究のです

ね、文科省のプロジェクトのほうがまとめられているということなので、そちらの文献の

記載内容をそちらでも確認をしていただいて、現段階での評価と、問題はないということ、

確認していただいた上で、記載をお願いしたいと思っています。こちらでも内容を確認し

ましたが、文科省のプロジェクトに記載されている内容と基本的には変わりはないという

ふうに見ていますので、そちらの確認をお願いしたいと思います。 

○京都大学（釜江教授） 京都大学、釜江でございます。 

 活断層、産総研から出ました。それは私も読ませていただきまして、結構、Aとかもそ

うですけど、従前の結果がそのまま示されていたということで、我々がこの前お話ししま

したように、あれを最終的な活断層として取り扱うということに関しては、長さ的にも、

我々が今それをアクセプトしてやっているのと変わりはなかったので、より、少しあれを

しまして、また、そこを少しお話をしたい、御説明をしたいと思いますけど。 

○永田チーム員 よろしくお願いします。 

○櫻田チーム長 ほかにありますか。よろしいですか。 
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 ありがとうございました。 

 本日の話題はこれで終了ということでありますが、三つのトピックがありましたけれど

も、最初は震源を特定せず策定する地震動ということで議論をしました。 

 一つ指摘があって、資料の説明性を向上するための検討をお願いしますという話になっ

ていたと思いますので、それは引き続き対応していただければというふうに思います。 

 それから、二つ目のトピックは、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動、それから、

三つ目のトピックは、最後の敷地近傍周辺の地質・地質構造というトピックだったわけで

すけども、ここにつきましては、最終的には地震動評価という話になっていくと思います

ので、今日、いろいろ出た指摘事項がありましたし、残っている内陸地殻内地震の地震動

評価ということも含めて、引き続き審査会合で議論をしていく必要があると思いますので、

よろしくお願いします。 

 ということで、審査案件はこれで終わりなんですけれども、先ほど議論の中で、リスク

に応じた対応といいますか、グレーデッドアプローチという件について少し御意見があっ

たので、傍聴している方々もいらっしゃるので、少し、我々の考え方を改めて話をちょっ

としておきたいんですけれども。 

 地震動の設定を今回も議論をしたわけですけれども、これは全ての原子力施設に求めて

いるわけではそもそもないわけですね。例えば試験研究炉でいっても、低出力のものにつ

いては、そういうことは求めていませんということがあるわけです。他方で、KURはそこ

を対象にするという、そういうことになったわけですけれども、やはりそこにはグレーデ

ッドアプローチの考え方が入っていて、出力が小さいものであれば、仮に地震で壊れたと

しても、災害の防止をしようがないという、そういうことが考えられるから、そこまで求

めていないということなんですね。 

 すごくざっくりした言い方をしますけれども、出力が大きな原子炉については、設備の

構造とか、あるいは運転の仕方とか、いろいろ関連する要素はあるわけですけれども、一

概に地震が来て壊れたとしても、仮に壊れたとしても、災害が防止できる、そういうこと

がアプリオリに言えるということでは必ずしもないと思っていまして、したがって、それ

ぞれの施設における耐震設計の程度というのをクラス分けしているわけですね。SとかB、

Cとか。 

 その場合に、Sというものがあるんだということについて言うと、それはやはり、じゃ

あ、そのSというのは大きな地震に耐えるようにつくるという話なので、その地震をどの
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ように見積もるかというところが必要なので、こういう議論をしているということなんで

すね。 

 KURの申請の中では、Sに相当するものがありますということだったので、これをやって

いるわけなので、そこの考え方に従って、今こういう議論をしているということは御理解

いただきたいと思いますので。必ずしも試験研究炉だからSsを考えなくていいんだとか、

そういう話ではなくて、どんな目的であっても災害の防止をしなきゃいけない、地震が来

て壊れても防止できるものはそこまで見なくてもいいけども、そのおそれがあるものにつ

いては、おそれがないように設計しますということになっているのか、そうじゃないのか

ということは、見る必要があるということなので、そういうアプローチで既にやっている

ということについては御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 本日の議事はこれで終わりなんですけれども、今後の会合とかについて、森田管理官か

らお願いします。 

○森田チーム長補佐 管理官の森田でございます。 

 核燃料施設などの地震に関する会合については、今後のヒアリングの状況を踏まえた上

で、会合の開催については連絡させていただきます。 

 私からは以上です。 

○櫻田チーム長 それでは、以上をもちまして、第58回核燃料施設等の新規制基準適合性

に係る審査会合を閉会します。 
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６．議事録  

○大村チーム長代理 定刻になりましたので、第59回核燃料施設等の新規制基準適合性に

係る審査会合を始めさせていただきます。  

 本日の審査会合の配付資料は、議事次第に記載のとおりですので、確認を省略させてい

ただきます。  

 本日の議題は、日本原子力研究開発機構のHTTRについて、前回の審査会合に引き続き、

各論の審査を行っていきたいと考えています。  

 それでは、日本原子力研究開発機構のHTTRの新規制基準適合性について説明をお願いし

ますが、まず資料は1ということで、じゃあ、この資料の説明をお願いいたします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢でございます。  

 本日、2点ございまして、まず外部火災、それから内部火災ございますが、まず外部火

災のほうから、担当のほうから説明させていただきます。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理） 原子力機構の七種でございます。  

 それでは、資料1に従いまして、第6条、外部からの衝撃による損傷の防止(外部火災)に

ついて説明させていただきます。  

 1枚めくっていただきまして、目次でございますけども、本日は、ここに書いてある5項

目、外部火災影響評価の要求事項・考え方、森林火災による影響評価、近隣工場等の火災

による影響評価、原子炉施設周辺の危険物タンクの火災による影響評価と、最後に航空機

墜落による火災の影響評価について、説明させていただきます。  

 それでは、まず、外部火災影響評価の要求事項・考え方でございますけども、ここの 2

ページ目の1.1の要求事項としましては、 [試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及

び設備の基準に関する規則]第6条にございますけども、1.安全施設は、想定される自然現

象が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。  

 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自

然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に

考慮したものでなければならない。  

 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される試験研究用等原子炉施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに対して安全機能を

損なわないものでなければならないという要求事項に対しまして、次のページでございま

すけども、基本的な考え方でございますが、一つ目でございます。評価対象とする事象と
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しては、想定される自然現象としては森林火災を、人為による安全施設の安全機能を損な

わせる原因となるおそれがある事象としては近隣工場等の火災、原子炉施設周辺の危険物

タンクによる火災及び航空機墜落による火災を想定して、評価を実施するとしてございま

す。 

 続きまして、防護対象設備ですけども、これは「水冷却型試験研究用原子炉施設に関す

る安全設計審査指針」の「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る基本的な考え方」を参考に、 HTTRの特徴・経験を踏まえて分類された安全機能の重要度

が特に高い施設を対象としてございます。これらは全て原子炉建屋内に内包されてござい

ます。 

 評価にあたっては、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参考にし、建屋コン

クリート外壁温度を評価し、重要安全施設が安全機能を損なうおそれがあるかについて確

認してございます。  

 次の 4ページ目に防護対象設備を記載してございます。この表に示しました安全機能を

有する構築物・系統及び機器は全て原子炉建屋内に内包されておりますので、外部火災に

よる原子炉建屋のコンクリート外壁温度を評価してございます。  

 めくっていただきまして、 5ページから、森林火災による影響評価の説明をさせていた

だきます。まず、森林火災としましては、大洗研究開発センター敷地外で発生する森林火

災による、原子炉建屋に対する影響評価を行ってございます。  

 その想定としましては、この四角に書いてございますけども、発火点は、人為的行為を

考慮し、HTTR原子炉建屋からの直線距離が10km以内の道路沿いに設定する。  

 風向は、HTTR原子炉建屋に火炎が迫る時間が最短となるよう、施設に向けた方向に設定

する。 

 火炎は、発火点から HTTR原子炉建屋へ、森林境界で横へ延焼する火炎を想定するとして

ございます。  

 次のページでございますけども、発火点の考え方でございます。まず①としましてです

けども、HTTR原子炉建屋が設置されている大洗研究開発センターの周辺の10km圏内には、

東に太平洋がございます。北に涸沼川、北西に涸沼がございまして、南から西の方面は耕

地となってございます。  

 また、大洗研究開発センターの敷地周辺には、国有林等の広大な森林はなく、大規模な

森林火災は発生しないと考えてございます。  
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 敷地境界に沿って道路がございまして、発火点としましては、この道路沿いで人為的行

為を想定しまして、敷地周辺で発生した火災が敷地内の草木に延焼するものとして想定し

てございます。  

 最後でございますけども、 HTTR原子炉建屋の周辺の敷地外からの延焼を想定した場合、

他施設が障壁になることや、森林が敷地境界まで拡がっていること等を考慮いたしまして、

南東・南西・北東方面からの延焼を想定して評価を行うこととしてございます。  

 1枚めくって、次のページでございますけども、これは延焼の考え方について説明させ

ていただきます。発火点からの延焼経路の想定、これは南西方向からの火災を想定したも

のでございます。この風向きとしましては、発火点というのは、この図 2-2の下のほうに

ございますけど、丸印をした地点を発火点として想定してございます。風向きは、発火点

からHTTRの原子炉建屋への延焼にかかる時間が最短になることを考慮して、建屋方向に設

定してございます。  

 ①発火点を中心に、最初に横方向に延焼を想定してございます。これは発火点から森林

境界までに到達する時間に、横方向に延焼するというのもあらかじめ想定すると、想定し

ておくというものでございます。  

 二つ目としまして、横に拡がった火炎が、発火点から原子炉建屋の近くの森林境界まで

延焼するとしてございます。  

 森林境界まで延焼した火炎というのは、そこで方向を変えまして、横方向に延焼すると。  

 さらに、森林境界に沿って施設に迫る方向に延焼すると、そういう想定を実施してござ

います。  

 評価に当たりましては、原子炉建屋外壁表面温度の評価では、火炎を円筒火炎モデルと

して取り扱ってございます。  

 また、発火点から森林境界までは、一様に植生が分布しているものとしまして、さらに

森林境界の部分というのを原子炉建屋側へ拡大するなどして、評価を実施してございます。  

 続きまして、影響評価の方法でございます。次のページでございますけども、森林火災

の解析コード FARSITEで使用されている評価式を用いて、火災の評価を行ってございます。 

 FARSITEで考慮されてございます、地表を伝播する火災（地表火）と、樹冠を伝播する

火災（樹冠火）についての評価を行ってございます。  

 評価式で使用する物性値等の入力パラメータは、外部火災評価ガイドで引用している参

考文献等を参考にしてございます。  
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 また、HTTR原子炉建屋周辺の植生、地形についての調査を行ってございます。  

 地表火、樹冠火の評価を行いまして、その結果から、原子炉建屋の外壁表面温度の影響

評価を行うとともに、原子炉建屋周辺に必要な防火帯幅を設定してございます。  

 その気象・地形・植生の確認結果でございますけども、この下の四角に書いてございま

す。風速としましては、 2004年～2013年の過去10年間の水戸気象台の観測データを調査し

まして、最大風速である 17.4m/sを採用して評価に使用してございます。  

 火災部分での風速というのは、地形及び樹林の影響で上空の風速よりも遅くなることを

考慮いたしまして、HTTR原子炉建屋周辺の地形及び樹林は、「平地及びゆるやかな斜面か

つ樹木があまり密集していないという条件」であると考えまして、火炎中の風速は最大風

速17.4m/sを0.3倍した5.22m/sを使用してございます。  

 地形条件の設定にあたっては、国土地理院の基盤地図情報中の標高データ等を参考にし

実地調査を行いまして、ほぼ平地であることを確認してございますけども、全体の傾斜角

は5°として評価を実施してございます。  

 資料調査、実地調査を行った結果、混合林ではありますが、スギが主な植生であること

を確認して、その評価を実施してございます。  

 続きまして、 9ページでございますけども、これは地表火の評価でございます。地表火

の評価では、外部火災評価ガイド及び FARSITEで使用されている以下の評価式を用いて、

延焼速度、火線強度、単位面積当たりの熱量、火炎輻射強度及び火炎長を算出してござい

ます。各評価で必要となる各種パラメータは文献調査等で設定してございます。  

 次のページにございますけども、評価に用いたパラメータを表 2-1に示してございます。

この表2-1に示したパラメータを用いまして地表火の評価を行いまして、評価結果としま

しては、表2-2の結果が得られてございます。延焼速度としては、 7.05m/min、火線強度は

565kW/m、火炎輻射強度としましては385kW/m2の値が得られてございます。  

 続きまして、樹冠火の評価でございます。次のページにありますけども、樹冠火の評価

についても、 FARSITEで使用されている評価式を用いて火線強度等を算出してございます。  

 評価の結果といたしましては、次の 12ページに書いてございますけども、表2-3に示し

ました樹冠火の評価式で使用する各種パラメータを用いまして樹冠火の評価を行い、その

表2-4の結果が得られてございます。結果としましては、火線強度としては 9307kW/m、火

炎輻射強度としましては 3171kW/m2の値が得られてございます。これらの値を用いて、原

子炉建屋外壁の表面温度の評価を実施してございます。  
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 まず、輻射強度の算出としましては、外部火災影響評価に基づき実施してございます。

発火点からの延焼を考慮しまして、地表火、樹冠火の評価結果を合算しまして、以下の評

価式を用いて燃焼半径、燃焼時間、円筒火炎モデル数及び形態係数を算出してございます。 

 形態係数、輻射強度の算出につきましては、次の14ページに書いてございます。まず、

これは円筒火炎モデルという①でございますけども、円筒火炎モデルを横に並べた火炎幅

が、延焼速度で施設に迫ってくるという想定をしてございます。円筒火炎モデルが施設に

迫るという状態で、その各々の状況で、形態係数、輻射強度を算出してございます。  

 この火炎が森林の境界まで近づいた後につきましては、この近づいたものが両方向に拡

がるというふうにしてございます。これは拡がり方としましては、燃焼時間経過後に、円

筒火炎モデルが一つずつ両側に拡がっていくと。その拡がった2カ所からの形態係数、輻

射強度を計算するとしてございます。  

 さらに、森林境界に沿って、施設に円筒火炎モデルが近づいていくというモデルについ

て、それぞれ、その点からの形態係数、輻射強度を算出してございます。  

 このように、延焼に伴い変化する輻射強度を用いまして、原子炉建屋外壁の表面温度を

評価するとしてございます。  

 続きまして、 1ページめくっていただきまして、外壁の表面温度につきましては、輻射

強度から建屋の外壁を行ってございますけども、受熱面の温度というのは輻射強度が、先

ほどしましたように、延焼に伴って変化していくと、時間的に変化するということを考慮

いたしまして、一次元の非定常熱伝導方程式を、差分法を用いて数値計算を行ってござい

ます。 

 結果としましては、次の16ページに結果を示してございますけれども、これは発火点を

南西方向として評価した結果でございますけども、延焼速度は 7.05m/min、火線強度は

9872kW/m、火炎輻射強度としては 3556kW/m2の値を用いまして、原子炉建屋外壁表面温度

を計算いたしますと、最高で 136℃に到達するということを確認してございます。この値

は許容温度(200℃)以下であるということを確認しました。なお、南東・北東方面の評価

結果としましては、この値より低いということを確認してございます。  

 続きまして、17ページでございますけども、17ページのほうでは、防火帯の幅の設定に

ついて説明させていただきます。防火帯の幅につきましては、 Alexander and Fogartyの

手法により、風上に樹木が無い場合の火線強度と最小防火帯幅の関係から、火炎の防火帯

突破確率 1％に最低限必要な防火帯幅を設定してございます。火線強度が 9872kW/mでござ
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いますので、それに必要な防火帯幅としましては、図 2-4のところの赤い点線で囲ってご

ざいますけども、火線強度が 5000～10000の間の最大である 9.5mを必要な最小防火帯幅と

して設定してございます。  

 防火帯については、防火帯の外縁から原子炉建屋までの離隔距離が想定される森林火災

として評価した危険距離 42m以上であることを確認してございます。原子炉建屋周辺の舗

装道路を防火帯と設定し、防火帯に必要な幅を確保するため、防火帯の植生を除去し、防

火帯外側周辺の樹木を伐採することとしてございます。また、防火帯には原則として、可

燃物を除去する、長期の駐車を禁止するなどの延焼防止を図る管理を行うこととしてござ

います。  

 図 2-5のほうに原子炉建屋と防火帯というのを描いてございますけども、まず中心のオ

レンジ色で囲んだところが原子炉建屋でございます。この周辺に青色の部分というのが、

防火帯として9.5mを確保するとしてございます。さらに、この黄色で囲った部分というの

は、一部、森林になってございますので、この部分の樹木の伐採を行うこととしてござい

ます。 

 続きまして、18ページでございますけども、次は消防活動について説明させていただき

ます。HTTR原子炉建屋の周辺に設置された防火帯に加えまして、防火帯内の植生というの

は少ないということもございますので、森林火災が原子炉建屋に影響を及ぼすことはない

と考えておりますが、飛び火等による延焼には、以下に示すように対応することが可能と

考えております。 

 大洗研究開発センターには、自衛消防隊が組織されており、 24時間対応が可能でござい

ます。 

 大洗研究開発センター内で火災が発見された場合、発見者は自治体消防に直ちに通報す

るとともに、大洗研究開発センター内の緊急電話を用いて通報することになってございま

す。平日の勤務時間中であれば、各施設に配属されている自衛消防隊員が招集され、火災

に対応する。休日夜間は常駐消防班が対応する体制となってございます。  

 HTTRの防火帯にアクセスするルートとしましては、この図 2-7に示すとおり、複数ござ

います。図 2-7には常駐消防班の詰所が赤丸で示してございます。赤丸で示した場所に消

防機材等がございまして、ここから HTTR防火帯にアクセスすると。この場合、南側のアク

セスルートとしましては直接HTTRに行くと。この場合で、通報から現場で消火活動を開始

するまでは約15分で活動が開始できると考え、もう一つのルートとしましては、一度、南
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門から国道51号線に出まして、さらにそこから、北門から再度、敷地内に入りまして、北

側から防火帯にアクセスするルートがございまして、この場合で同様の時間として約 20分

で消火活動が開始できると考えてございます。  

 なお、発火点から防火帯までの火炎到達時間は、最短で約40分と想定してございます。  

 もう一つ、最後に、複数の施設に同時に火災が迫るということが想定されますので、そ

の場合については、HTTRには休日夜間を含めて原子炉停止中には 3人、運転中には8人が常

駐してございますので、その者たちが消火活動を行うというふうにしてございます。  

 以上、森林火災についての説明はここまでとさせていただきまして、続いて、近隣工場

等の火災に対する影響評価について説明させていただきます。  

 では、19ページ、めくっていただきまして、これは大洗研究開発センター敷地外で発生

する近隣工場等の火災による原子炉建屋に対する影響評価を行ってございます。  

 火災の想定としましては、近隣工場等に有する危険物タンクの貯蔵量が、危険物施設と

して許可された貯蔵容量を超えない運用上の最大貯蔵量とすると。  

 離隔距離は、評価上厳しくなるようタンク位置から原子炉建屋までの直線距離とする。  

 危険物タンクの破損等による防油堤内の全面火災を想定する。  

 気象条件は無風状態とし、危険物タンクの防油堤内の面積を円筒の底面と仮定し、火炎

の高さを燃焼半径の3倍とする円筒評価モデルで評価を実施してございます。  

 20ページでございますけれども、敷地外の危険物タンクの抽出でございます。まず、近

隣工場等の火災による影響評価で対象となる石油コンビナート等でございますけども、茨

城県では鹿島臨界地区が石油コンビナート等の特別防災区域に指定されてございますが、

これは大洗研究開発センターから約35km離れておりますので、敷地外の影響評価の対象外

としてございます。そのほか、敷地外の近隣工場等の調査としまして、敷地外の 10km圏内

の範囲で調査を行いまして、危険物タンクの有無について調査を行ってございます。調査

の結果、敷地外に危険物タンクがあるということを確認してございます。これにつきまし

ては、敷地からの距離が最も近くても約5km離れているということで、我々としては影響

がないと。距離が随分遠いため、影響がないと考えてございます。  

 そのほか、ここの図 3-1に描いてございますけども、大洗研究開発センター敷地境界に

面した国道51号を隔てた海側にごみ処理施設がございまして、ここにも危険物タンク、地

下タンクを有していることから、ここについても検討を行ってございます。このごみ処理

施設につきまして、評価の結果としまして、このごみ処理施設についても、距離が約 900m
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離れていること、この施設のタンクというのが大洗研究開発センターにある屋外タンクよ

りも容量が小さいこと等から、敷地外の危険物タンクからの影響はないと我々は考えてご

ざいます。  

 そのほか、敷地外の10km圏内には高圧ガス貯蔵設備がございますけども、これについて

も危険距離というのを確認いたしましたところ、これが 100m程度に対しまして、大洗研究

開発センターからの距離としては約 10km離れていることで、これについても影響がないと

いうふうに考えてございます。  

 以上のことから、近隣工場等の火災に対しては、 HTTR原子炉施設への影響はないものと

考えてございます。  

 続きまして、原子炉施設周辺の危険物タンクの火災による影響評価でございますけども、

これは大洗研究開発センター敷地内の危険物タンクの火災による影響評価を行ったもので

ございます。  

 火災の想定としましては、外部の近隣工場等の火災による影響評価と同じような想定を

してございますので、21ページの火災の想定については、説明は割愛させていただきます。  

 続きまして、22ページでございますけども、敷地内の危険物タンクの抽出の説明をさせ

ていただきます。敷地内の危険物施設というのは40施設ございました。そのうちの屋外タ

ンク貯蔵所は3施設、これは表4-1に示してございますけれども、この屋外タンクのうち、

最も容量が大きいタンクというのは HTTR機械棟の屋外タンクでございまして、容量として

は62m3の重油を貯蔵してございます。その3施設の位置関係でございますけれども、図4-1

を見ていただきますと、 HTTR原子炉建屋からの距離で行きますと、やはりこの最も重油の

容量が大きい HTTR機械棟屋外タンクが最も近い位置にあるということでございますので、

このHTTR機械棟屋外タンクを評価対象として抽出しまして、評価を実施してございます。  

 23ページですけども、敷地内の屋内タンク、そのほかの危険物施設の取り扱いについて

でございますけども、我々としましては、敷地内の指定数量を超える危険物施設は、自治

体へ許可申請して設置しているものであり、法令等に準拠した施設であること。一般取扱

所、屋内貯蔵所及び地下タンクについては、直接熱輻射を受けない建屋内に設置している

ため、HTTR原子炉建屋には熱影響がないものと考えてございます。  

 また、一般取扱所、屋内貯蔵所には、ナトリウムを使用、貯蔵している施設がございま

すけども、この施設が保有しているナトリウムと同重量の重油火災というのを想定した場

合でも、原子炉建屋の熱影響が小さいこと等から、そのほかの敷地内の屋内の危険物施設
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については、評価の対象として評価は実施してございません。  

 24ページでございますけども、火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一

定の輻射強度で原子炉建屋外壁が昇温されるものとして、 HTTR機械棟の重油タンクからの

影響評価を実施してございます。この評価式としましては、外部火災評価ガイドに記載の

評価式、参考文献に記載の評価式より建屋の外壁表面温度を評価してございます。 

 25ページ目でございますけども、評価結果でございます。評価結果を表4-2に示してご

ざいます。HTTR機械棟屋外タンクの火災による影響評価の結果、原子炉建屋の外壁表面温

度というのは約59℃となりまして、これも許容温度の200℃以下であることを確認してご

ざいます。また、敷地内の高圧ガス貯蔵設備でございますけども、これについても危険距

離というのを計算してございまして、評価してございまして、この危険距離というのが、

それぞれの設備からの原子炉建屋までの距離というのを十分下回っており、影響を及ぼさ

ないというのを確認してございます。  

 最後に、航空機墜落による火災の影響評価でございますけども、 26ページから説明をさ

せていただきます。これは大洗研究開発センター敷地内での航空機墜落で発生する火災に

よる原子炉建屋への影響評価を行うものでございます。  

 墜落による火災の想定としましては、航空機は、大洗研究開発センターにおける航空機

墜落評価の対象航空機のうち燃料積載量が最大の機種とする。  

 航空機は燃料を満載した状態を想定する。  

 航空機の墜落は、大洗研究開発センター敷地内であって落下確率が 10-7(回 /炉・年 )以

上になる範囲のうちHTTR原子炉建屋施設への影響が最も厳しくなる地点で起こることを想

定してございます。  

 航空機の墜落によって燃料に着火し、火災が起こることを想定する。  

 気象条件は無風状態とし、火災は円筒火炎をモデルとし、火炎の高さは燃焼半径の 3倍

として評価を行ってございます。  

 続きまして、27ページでございますけども、火災影響評価の方針でございます。航空機

落下確率評価については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基

準」等を参考として、評価条件の違いからカテゴリに分けて落下確率を求めてございます。

この落下確率の計算につきましては、別途、航空機落下の評価というので説明させていた

だくことになりますので、ここでの説明というのは割愛させていただきます。  

 また、評価に考慮している航空機落下事故については、訓練中の事故等、表5-1に示し
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ましたカテゴリについて、それぞれ考慮してございます。それぞれのカテゴリについて、

航空機墜落による火災影響評価というのを実施してございます。  

 次の28ページでございますけども、ここはそれぞれのカテゴリにつきまして、カテゴリ

別の火災影響評価を行うか、行わないかの説明をしたものでございますけども、 HTTR、大

洗研究開発センターにつきましては、全てが対象となるということを記載したものでござ

います。ここについても、説明というのは割愛させていただきたいと思います。  

 評価の結果でございますけども、 29ページでございます。各カテゴリでの評価対象とな

る航空機と燃料というのを表5-2のように設定してございます。この設定したものを用い

まして、 5.4、下のほうに書いてございますけども、原子炉敷地内への航空機の墜落によ

り発生する火災が施設に及ぼす熱影響評価をするため、落下確率が 10-7回 /炉・年になる

標的面積というのを計算いたしまして、建屋からの離隔距離を算出してございます。  

 算出した結果が、30ページ、評価結果を 5.5に示してございますけども、離隔距離とい

うのは、ここの各表の真ん中のほうに書いてございますけども、この離隔距離の地点での

火災発生を想定しまして、火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻

射強度で原子炉建屋外壁が昇温されるものとしてコンクリートの表面温度上昇を求めてご

ざいます。結果としましては、ここのカテゴリで行きますと、一番右側に書いてございま

す、自衛隊機又は米軍機の基地 -訓練空域往復時の航空機墜落による火災の影響というの

が最も厳しくなりまして、この場合で、原子炉建屋外壁表面温度は 71℃になるという結果

を得てございます。  

 また、航空機墜落に起因する原子炉施設の周辺の危険物タンクの火災との重なり合わせ

というのを評価してございます。この重ね合わせとしましては、今、説明しました基地 -

訓練空域往復時の火災と、先ほど説明しました HTTR機械棟での火災というのを重ね合わせ

まして、それぞれ、継続時間及び燃焼の影響というのを最も厳しくなるような条件を重ね

合わせた形で評価を実施して、影響がない、 200℃を上回らないというのを確認してござ

います。  

 結果でございますけども、 31ページでございます。外部火災として想定した、森林火災、

近隣工場等の火災、原子炉施設周辺の危険物タンクによる火災、航空機墜落による火災、

航空機墜落に起因する原子炉施設周辺の危険物タンク火災による原子炉建屋に対する影響

評価を行い、いずれの事象に対しても、原子炉建屋外壁表面温度が許容温度以下であり、

重要安全施設が安全機能を損なうおそれがないことを確認してございます。  
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 説明は以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、今の説明内容につきまして、規制庁から、質問、コメントがありましたらお

願いします。  

○三浦室長 規制庁、三浦です。  

 森林火災の関係で、消防活動の体制につきまして、ちょっと御質問をさせていただきま

す。まず、18ページの体制の話でございますけれど、これに関して、所長から自衛消防隊、

また、常駐消防班の消防活動の話と、施設管理者等とその下にいる従業員等による初期消

火活動という話が書かれていますが、まず一つは、これの考え方をちょっと、この体制が

どういう関係になっているのかということについて、詳しく御説明をしていただきたいの

と、特にここで、例えば複数の施設に同時に火災が起こる場合に、その従業員等の活動と

いうのが書いてありますけれど、例えばこの施設全体で自衛消防活動を行うときに、ここ

に書いてあります施設管理者、また、その従業員等や、所長、自衛消防隊、常駐消防班の

全体の体制というか、指揮関係というのがどういうふうになっているのか、その全体の体

制につきまして、特にそこにつきまして御説明をしていただきたいと思います。  

 あと、あわせて、もう 1点御質問がありまして、この自衛消防隊の体制の話ですとか、

その前の17ページには、防火帯に関しまして、例えばその防火帯を設定して、その管理を

するというようなことも書いてありますけれど、この自衛消防隊の体制ですとか、この管

理につきまして、どのような形でそれを確保するのかという、その担保措置、規定等をど

ういうふうにつくっていくつもりなのかということにつきまして、あわせて御質問いたし

ます。 

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種でございます。  

 最初の質問でございますけども、施設管理者等の消防活動と自衛消防の関係でございま

すけども、自衛消防につきましては、こちらはもう大洗研究開発センターとして対応して

いるものと考えてございます。大洗研究開発センターとして、緊急通報があったら、この

自衛消防が活動を開始するものというふうに考えてございます。  

 初期消防につきましては、これはもう施設として、やはり火炎等が、火災等があった場

合には、もうその活動を開始するというふうに考えてございます。  

 もう一つの防火帯等の管理についてでございますけども、防火帯等の管理につきまして

は、これはHTTRの運転手引きというのがございますので、そちらのほうで担保、設定する
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ことを考えてございます。  

 自衛消防等の活動につきましては、もう既にこういうふうな活動をすることになってい

るというふうに考えてございます。  

○三浦室長 すみません、確認ですが、まず体制の話の、先ほど、こういう体制になって

いるという話ですけど、具体的に、例えばこれはどういう規定とかに基づいて、こういう

体制を組むということになっているのかということについて、詳細を確認したいというこ

とと、あと、その体制の話なんですけれど、この体制の話につきましては、例えば所長の

指揮下にある自衛消防隊ですとか、この常駐消防班と、施設管理者等とこの従業員等とい

うのは、これ、上下関係等がなくて、協力するみたいな体制になっているのか、それとも、

全体としての誰かが指揮をするということになっているんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  すみません、その辺につきましては、ちょ

っと整理して、確認して、別途、回答させていただきたいと思います。よろしいでしょう

か。 

○日本原子力研究開発機構（沢次長） すみません、ちょっと補足いたしますと、所長の

ほうから行く、その自衛消防隊とか、この辺はもうちゃんと大洗研究開発センターとして

ルールがあると思います。ちょっと今、ここでそれを整理した上で、確認した上でお返事

したいと思います。  

 それから、施設管理者と自衛消防隊のほうは、これもまた整理して、お答えいたします

けども、基本的には別行動だというふうに、今のところ、考えてございます。それも整理

して、また御説明いたします。  

○大村チーム長代理 よろしいでしょうか、今の御質問については。  

 ちょっと関連して、防火帯の件、管理等については運転要領ですか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  ここも、まだ完全に決めてはいませんけども、恐

らくルールとしては、多分保安規定の中に何か項目が出てきまして、その具体的な中身を

運転手引きみたいなものでやろうと、今のところは考えてございます。  

○大村チーム長代理 そうですか、わかりました。そこはちょっとまた明確にしていただ

いて、また説明等をお願いしたいと思います。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 今の体制のところなんですけれども、ここの施設では、 HTTRのほかに、あとJMTRと常陽

という施設が出てきますので、そことの関係についても、どうやって整理をされて、その
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体制を整えているのかということについては、つけ加えて説明をいただきたいというふう

に思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 了解しました。  

○大村チーム長代理 それ以外に何かありますか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 すみません、 6ページのところの④なんですけれども、「他施設が障壁となること」と

いうのは、これはどういう考えのことを示しておられるのか、ちょっと御説明いただけま

すでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種でございます。  

 これにつきましては、森林火災というのは、樹木から伝播してくるということでござい

まして、他の施設等がございましたら、その火災が延焼してこないというふうに、我々の

ほうで、他の施設がございましたら、火災がその部分からは延焼してこないというふうに

考えて、そういう想定をしてございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 7ページの図で、今のお話では、ですから、今、この南西方向が発火点になっていると

いうことは、西側とかであれば、その原子炉建屋の西側にいろんなほかの建屋があるとい

うことで、ここがその障壁となるという御説明でしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  そのように考えてございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 ちょっとそこのところ、考えがよく私には理解できていないんですけれども、例えば西

側から、西側には、これ、森林がないのかもしれないですが、今回の評価では、原子炉建

屋だけの評価をされているんですが、原子炉建屋を守るためには、その周りの施設も守ら

れているということが前提になっているということではないんでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 ちょっと御質問の趣旨なんですけども、例えば 7ページ目の図で言うと、左上のほうに

ある、これは HTTR原子炉建屋と別の施設でありまして、こちらのほうからは、今、あくま

でも樹木を考えていますので、こちらから来ると、これが邪魔をして、例えば西方向から

は来ないと、意味としてはそういう説明ぶりになっております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 
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 私、申し上げたかったのは、この西側の建屋の評価もやっていないと、この建屋が守ら

れるよという説明にはなっていないのではないでしょうかということなんですが。 

○日本原子力研究開発機構（濱本課員）  原子力機構の濱本です。  

 ここで、 6ページで書いてあることの説明は、この施設、西側のこのグレーで描かれて

いるところの施設をまたいで延焼が来るという想定をせずに、当然迂回してくることにな

るので、距離的にもこの南西を選定する根拠としているという、近く、西から直接来ると

若干早く、距離的には短くなるんですけれども、そういう想定は建物があるのでしないと

いうことです。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

 西から来ないというのは、そこに森林がないからということではないんですか。南西方

向からを考えるということであっても、南西方向から来た火災が、このお隣の建屋が燃え

ることによって、原子炉建屋に影響はないですよという説明は必要なんじゃないですかと

いうことなんですが。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 趣旨はわかりました。そこはちょっと整理します。ただ、基本的に、あくまでも森林火

災というくくりで、今、ここの部分を考えていますので、その建物が、それによって隣の

建物が燃えてというのは、今はちょっとそういう考え方はとっておりませんので、ただ、

なぜそれでいいかというのも含めて、ちょっと整理して、お答えいたします。  

○大村チーム長代理  ちょっと今のに関連して、いいですか。 7ページの図を見ると、今

の御説明で、その発火点というのを設定しているんですが、もっと西のほうに行くと、確

かに距離が短くなるというお話でした。ただ、そのときは、その建物があるのでというふ

うに、確かに西には建物があるんですけど、そのもうちょっと下のほうには、これ、何も

建物もないので、もっと近いところから早く伝播して火災が来るということも十分考えら

れそうな気がするんですが、この出発点をここに置いたというのはどういう理由なんでし

ょう。  

○日本原子力研究開発機構（濱本課員）  原子力機構の濱本から答えます。  

 これ､実際の植生を大いに見て反映させておりまして、ここはフェンス越しに数本ずつ

立っているというような植生なので、ここの南西に持っていくのが合理的であろうと判断

してやっております。  

○大村チーム長代理 それはここに発火点をするのが一番厳しいだろうという、そういう
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評価だということですか。  

○日本原子力研究開発機構（濱本課員）  原子力機構の濱本です。 

 ここでは、かなり植生図のほうはばくっと描かれているんですけれども、実際は木が数

本立っている横が、下は芝生だけで、さらに、ここでは、この茶色で、ベージュで塗り潰

されているんですけれども、道路もかなり幅広の道路がありますので、西から直接来ると

いう想定はなかなかしにくいかなという実地の状況を反映しております。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 多分、この図 2-2だけだと、ちょっと今、私ども説明しようとしているのは説得力がな

いような気がいたしますので、ちょっと今の説明も含めて、図も含めて、ちょっともう一

度、どういう説明ぶりが一番合理的か、また御説明させていただきたいと思います。  

○大村チーム長代理 了解しました。  

 じゃあ、それ以外に何かありますか。  

○三浦室長 規制庁の三浦です。  

 確認したい点として、危険物タンクの火災のほうの評価でございますけれど、スライド

の23ページになりますけれど、こちらのほうで、屋外タンク以外の施設をどういうふうに

評価したのかということについての四角の三つ目ということで、ナトリウムを貯蔵してい

る施設に関しての記載がありますけれど、これに関して、ナトリウムと同重量の重油火災

を想定した上で、その原子炉建屋の熱影響は小さいというような表現があるんですが、ナ

トリウムと重油というのは、燃焼性状とか、多分熱量とかもかなり違うものだというふう

に思うんですけれど、これ、同重量の重油火災ということで、どういうふうな考えで、ナ

トリウムのその火災の熱影響というのを考えたのかということについて、補足して説明を

していただきたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種でございます。  

 ナトリウムと重油との燃焼熱を比較しましたところ、重油の燃焼熱がナトリウムの 3倍

くらい大きいということでございましたので、こういうことから、そこを踏まえまして、

ナトリウムと同重量の重油火災を想定して、その影響が小さかったと。したがいまして、

それよりも重油で影響が小さいことから、ナトリウムについても影響がないと我々は判断

しているというところでございます。  

○三浦室長 すみません、一つは、その重量当たりの燃焼熱は重油のほうが大きいので、

重油で評価したほうが保守的だろうという、同重量の重油と比べていいのではないかとい
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うことということですか。 

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種です。  

 そのとおりでございます。  

○三浦室長 あわせて一方で、例えば一つは、重油は液体ですので、ナトリウムはこの燃

焼のときはちょっと固体火災になりますので、ちょっとその辺の火災性状が若干違います

ので、その辺の火災性状の違いについては検討されたのかどうかということと、あわせて、

先ほど重油火災を想定してということなんですけど、この重油火災というのは、例えば建

物とかの遮蔽の影響を考えているんでしょうか。それとも、それは単純に、この場所でナ

トリウムと同重量の重油火災を何も遮蔽なしに燃やした上での熱影響を考えたということ

なんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  まず一つ目の固体としての影響というのは、

ちょっと現在のところは、そこまでは検討はしてございません。  

 すみません、原子力機構、七種でございます。  

 燃やし方としましては、屋内ではなくて、危険物タンクと同じように、屋外で燃やした

という想定で評価を行ってございます。  

○日本原子力研究開発機構（濱本課員）  原子力機構の濱本です。  

 1点補足させていただきますと、ナトリウムの燃え方についてのナトリウムの燃焼特性

は考慮していまして、同じその保有量を全て燃やすというのがなかなか難しいので、ここ

はもう重油に置き換えてやったということです。  

○三浦室長 わかりました。その辺のちょっと火災モデルのつくり方とか、それの評価が

本当に保守的なものとして考えられるのかどうかということについての詳細をまた確認を

したいと思いますので、よろしくお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種です。  

 了解いたしました。  

○三浦室長  あと、ちょっと追加で 1点、詳細に御説明がこの場ではなかった部分につい

ての質問なんですけれど、スライドの 35ページで、中央制御室の活動性という話で、中央

制御室が外気から遮断された場合の作業環境の評価というものが出てくるんですけれど、

これが許容濃度の考え方としまして、一つは、この在室人員と排出量ということを書いて

ありますけれど、この辺りのパラメータについて、多分在室人員 8と書いてありますけれ

ど、これ 8人よりも多くなることがないのかどうかということについて、保守性をどうい
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うふうに考えているかどうかということと、そこと、酸素濃度の基準と炭酸ガス濃度の基

準なんですけれど、この炭酸ガス濃度については、労働安全衛生規則というふうに書いて

ありますけれど、これ、 1.5を使っていますけれど、1.5％というのは、労働安全衛生法の

考え方でかなり高いほうの濃度で、これ以上の濃度になると空気呼吸器等が必要になると

いうくらいなレベルの濃度であるんですけれど、この辺、保守性の考え方について、ちょ

っとどういうふうに考えているかということにつきまして確認をしたいので、御説明をお

願いします。 

○日本原子力研究開発機構（濱本課員）  原子力機構の濱本です。  

 まず、人数については、これ通常のその運転時 8名から、事故時にはもう当然監視に入

りますので、人数について、これ以上増える、増やす必要は特にないと考えています。  

 また、その 1.5％、許容濃度の考え方なんですけれども、労働安全衛生規則の583条で、

構内の炭酸ガス濃度の基準であるとか、あとは、一般的に出回っているといいますか、

MSDSなどを参考にすると、有害性情報を参考にしますと、 1.5％でも一定の活動はできる

だろうという情報もありますので、我々としては 1.5％以下にするところまで活動できる

というふうに考えています。  

○三浦室長  まず、人数につきましては、そういう意味で 8人というのは一時滞在等も含

めて最大値という理解でよろしいでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（濱本課員）  はい。  

○三浦室長 じゃあ、あと、その他ちょっと細かいこの辺のパラメータについて、保守性

があるかどうか等については、またちょっと確認をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種です。  

 了解いたしました。  

○大村チーム長代理 ほかにいかがでしょうか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 先ほどの23ページのナトリウムについては、これ、多分常陽を意識されていると思うん

ですが、極端な評価をしているので、どこまでやるのかというのはあるんですが、ナトリ

ウム火災の場合の人体への影響というところは検討をされているんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（濱本課員）  原子力機構の濱本です。  

 今の観点というのは、HTTRの従業員に対する人体への影響ということでしょうか。  
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○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 当然、そういうことで、火災のために多分外で作業をしたり、そういうことになるんだ

と思うんですけれども、そういう方々の防護という意味でございます。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 そこまでちょっと今現在は考えておりませんので。ただ、一般的なその辺のものという

のは多分常陽サイドとか、そういったところではいろいろあると思いますので、ちょっと

そこら辺は整理して、またお返事いたします。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 4ページの防護対象設備なんですが、ここは重要安全施設の前回説明をいただいて若干

整理をお願いしたところかとは思うんですが、この中で特に気になるのは、使用済燃料貯

蔵建屋というのが原子炉建屋とは別途あると思うんですが、そこを防護対象設備として入

れないという理由がちょっとよくわからないと思っています。というのは、この中で、使

用済燃料貯蔵設備の貯蔵プール、貯蔵ラックというものは入れているということもありま

すので、そこはどういう整理をされているんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 前回、重要度分類のところの話で今のような御指摘を伺っておりまして、そこの回答は、

また別途、今ちょっと準備してございます。  

 結論から申しますと、ここの部分で申しますと、今、私どもの考え方としては、使用済

燃料建屋は重要安全施設には入らないというくくりで、それはまた御説明いたします。  

 仮にそうだとしても、外部火災に関しましては、少なくとも内々では評価をやっており

まして、特に杭と壁等問題あるという結論にはなってございませんので、一応これは参考

情報でございますけども、となってございます。  

○大村チーム長代理 ほかにいかがでしょうか。  

○三浦室長 よろしいでしょうか。今の使用済燃料建屋の扱いの話でございますけど、今

のところ、重要安全施設かどうかとか、別のところでまた御説明するという話であります

けれど、それにつきましては、ここ、外部火災のですね、先ほど熱影響の話が出ましたけ

ど、これを加えると、航空機落下の確率等も含めてちょっと影響が出てきますので、その

辺は御留意いただきたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  了解しました。その辺は、内部でいろいろ検討は

してございますので。  
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○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 これは多分説明の問題だけだと思うんですが、ページの 20ページで、評価結果のところ

で「屋外タンクの容量よりも小さく」ということだけで結論づけちゃっているんですが、

これは多分、中身に入っている、何が保管されているものかとかを含めての評価だと思い

ますので、という理解でいいかと思うんですが、よろしいでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種でございますけども、こ

この敷地外の施設につきましては、もう距離が明らかに 5kmと約5km以上という、離れてご

ざいますので、距離の問題でも、確かに黒村管理官おっしゃいましたように、容量だけと

いうのは、ちょっと書き方が我々としては不十分だと思います。距離の影響というのが大

きいと。距離があって影響は及ばないというふうに考えてございますので、書き方がちょ

っと、表現の仕方のほうはちょっとまずかった、我々の修正が必要だとは思っています。  

○黒村チーム長補佐 そこは、じゃあ、同じような多分修正のこと、これは修正というよ

りは……、規制庁の黒村です。すみません。  

 16ページで、許容温度（ 200℃）とかあるんですが、これは一応根拠をですね、多分、

発電炉と同じだと思いますので、そこはヒアリングの場で一応示していただければと思い

ます。 

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理） 原子力機構、七種でございます。  

 了解いたしました。ヒアリングの場で説明させていただきます。  

○大村チーム長代理 ちょっと今、黒村管理官の指摘していた 20ページのところの海側に

ごみ処理施設のグリーンセンターですか、というのがあると。そこに地下タンクがあると

ころなんですが、これは補足資料 -8にリストがあって、その中から代表としてということ

のようですが、補足資料 -8のほうに、そういうのが見当たらないような気がするんですけ

ど、何か整理上、この表とは別のものなんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理） 原子力機構、七種でございます。  

 補足資料-8のほうでは、これでは危険物の屋外タンクというふうに整理してございまし

たので、屋外タンクとしたため、グリーンセンターのほうは、屋内タンクでございますの

で、ちょっとそういう形で、それには入れてございませんでした。  

○大村チーム長代理 では、補足資料-8で代表として書いてあるけども、それはちょっと、

その関係はちょっと違うということですね。説明上の問題でありますので、結構です。  

 ほかに何かありますか。  
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○杉山チーム員  規制庁の杉山ですけど、資料の 2ページなんですけども、法律の条文で

「安全施設は」というのと「重要安全施設は」というのがございます。次の基本的な考え

方のところを見ますと、全て重要安全施設のことしか書かれていないんですね。そこでち

ょっと御質問なんですけれども、 HTTRの場合は、安全施設を含めて全てが重要安全施設で

あるという考え方のもとに、ここに基本的な考え方が書かれているんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理） 原子力機構、七種でございます。  

 今のことに対しましては、 HTTRとしては、外的事象に対しては「止める・閉じ込める」

という機能が確保されれば、燃料の過大な破損とか公衆被ばくを防げるという観点で防護

対象を選定してございます。このため、そういう書き方、記載となってございます。我々

としては、その重要安全施設、ここでは重要安全施設ですが、重要安全施設の機能が確保

できれば、原子炉施設としては安全を確保ができるというふうに考えてございます。この

ため、こういうふうな基本的な考え方の説明とさせていただいておるものでございます。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、そうしますと、安全施設に関する基本的な考え

方というのは、何かやっぱり文章にして残さないとまずいんじゃないんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長） 原子力機構の沢です。  

 そういう意味では、 3ページのほうの二つ目のところにある程度書いてあるつもりで、

「HTTRの特徴・経験を踏まえて分類された安全機能の重要度が特に高い施設」ということ

で、これを守りますと。防護対象施設ですというのは、ここで考え方として書いたつもり

です。ちょっとわかりやすさはともかくとして、そういうくくりになってございます。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、結局、でも、ここに書かれているのは、重要安

全施設のことしか書かれていませんよね。だから、安全施設をどうするかという考え方が

書かれていないという感じがするんですけど。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  わかりました。そこは、じゃあ、明確に切り分け

るような形で、何か御説明したいと思います。  

○大村チーム長代理 よろしいですか。ほかには何かありますか。  

（なし）  

○大村チーム長代理 ないようですので、それでは、次の資料に行きたいと思います。  

 資料2、これは第 8条関係ということが書いてあります。じゃあ、この資料 2について説

明をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  
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 資料2、第8条、火災による損傷の防止について説明させていただきます。  

 まず、ページをめくっていただいて、 1ページに目次が書いてあります。まず、 1として

要求事項・基本的な考え方、 2としまして火災防護対象設備の選定、 3でHTTRの火災区域・

火災区画、4で火災発生防止、5で火災の感知及び消火、 6で火災の影響軽減、 7で火災影響

評価、8で設置許可基準への適合状況について、それぞれ記載してございます。  

 ページをめくっていただいて、 2ページに、まず要求事項が書かれています。これは規

則の条文、第 8条を書いたものです。説明については省略いたします。  

 ページをめくっていただいて、 3ページに、 HTTRにおける火災防護対策の基本的な考え

方を整理して書いてあります。まず、一番最初に、火災防護対象設備の選定としまして、

HTTR原子炉施設の安全上の特徴を踏まえ、安全性を維持しながら原子炉を停止し、放射性

物質の閉じ込め機能を維持するための設備を選定して、この対象としております。Ⅱ番目

に、Ⅰで選びました火災防護対象設備の配置状況から系統分離等を勘案しまして、火災区

域・区画を設定してございます。Ⅲ番目に、火災防護対策の確認としまして、設計基準に

おいて想定される火災により、HTTR原子炉施設の安全性が損なわれることを防止するため、

必要に応じて火災発生防止、火災感知及び消火、火災の影響軽減という三方策が適切に組

み合わされていることを確認しております。また、消火設備に破損、誤作動または誤操作

が起きた場合においても、原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないことを確認

してございます。最後に、火災影響評価としまして、想定火災が火災区域・区画内部で発

生しましても、火災防護対象設備の安全機能を損なわないことを確認しております。  

 4ページに行きまして、まず、火災防護対象設備の選定としまして、 HTTRの安全上の特

徴を踏まえ、安全性を維持しながら原子炉を停止し、放射性物質の閉じ込め機能を維持す

るために必要な重要度の高い設備を以下に基づき選定し、火災防護対象設備としておりま

す。具体的には、原子炉の停止機能、放射性物質の閉じ込め機能、それらの状態監視に必

要な監視機能を維持するために必要な設備、使用済燃料貯蔵プールの貯蔵機能を維持する

ために必要な設備、「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」に対処するために

必要な設備としまして、この表に記載してあります設備・機器を選んでおります。具体的

な設備につきましては、参考資料 -1のほうに載せてありますが、説明は省略させていただ

きます。  

 5ページに移りまして、火災防護対象設備を防護するための火災区画・区域の設定の方

法について説明してございます。まず、火災区域なんですが、耐火壁、換気系統により、
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他の区域と分離した区域をまず火災区域として設定してございます。次に、火災区域をさ

らに細分化しまして、系統分離等を勘案しまして火災区画を設定しております。基本的に

は系統分離で区切っているんですが、系統分離が困難なエリアにつきましては、相互に分

離されたケーブルトレイ・機器間の分離距離に可燃物が存在しないことと、 IEEE384を参

考にした分離距離により分離されているということを確認しまして、多重化された系統の

安全機能が喪失しないことを確認しております。以上をもちまして、火災区域・区画にお

いて、火災防護対象設備が配置されている区画・区域に火災が発生しましても、 HTTRの安

全機能を損なわないことを確認しております。また、火災区画に隣接する他の火災区画で

火災が発生した場合でも、火災の伝播により区画に影響を及ぼさないことを火災影響評価

等により確認してございます。これら火災区域・区画ですが、火災感知設備及び消火設備

を適切に配置してございます。火災防護対象機器の具体的な配置状況、区域・区画の切り

分け方につきましては、参考図 -1のほうに載せておりますが、ここでは詳しい説明は省略

させていただきます。  

 次に、6ページに移りまして、ここからは具体的な火災の防護対策について記載してお

ります。まず、火災の発生防止としまして、 4.1としまして、発火性物質及び引火性物質

の漏えいの防止としまして、原子炉施設内に設置される機器に内包される発火性または引

火性の液体として、潤滑油、燃料油があり、これらを内包する機器についてはパッキンの

挿入、堰の設置により漏えいを防止してございます。次に蓄電池なんですが、蓄電池から

発生する水素ガスの対応につきましては、水素の蓄積を防止するため、換気設備を設けて

ございます。換気設備は多重化された機器が常時運転されており、停電が発生した場合で

も非常用発電機から給電により運転を継続できます。この換気機能につきましては、社団

法人電池工業会の指針に基づいて設計しております。蓄電池室の換気が換気設備の異常に

より停止した場合ですが、中央制御室に警報を発報いたします。換気がとまった場合なん

ですが、その処置としましては、蓄電池室の水素濃度が 2％に達するまでに行うこととし

ております。具体的な措置の方法につきましては、参考資料 -2のほうに記載しております

が、ここでは説明を省略させていただきます。  

 次に、7ページに移りまして、電気系統の過熱、焼損の防止についてなんですが、電気

系統は地絡、短絡等に起因する過電流を漏電継電器、過電流継電器等の組み合わせにより、

故障回路の早期遮断を行い、電気系統の過熱・焼損を防止してございます。  

 8ページに移りまして、不燃性材料または難燃性材料を使用していることを確認してお
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ります。まず、火災防護対象設備なんですが、不燃性材料または難燃性材料を使用してお

ります。遮断器につきましては、絶縁油を使用しない型式の遮断器を選定し使用しており

ます。ケーブルなんですが、安全系・非安全系ケーブルともに IEEE383相当の垂直トレイ

試験に合格する難燃ケーブルを使用してございます。ただし、一部、中性子計装のケーブ

ルと放射線モニタケーブルにつきましては、耐ノイズ性能の確保のため難燃性以外のケー

ブルを使用しております。ただし、これらのケーブルにつきましては、電線管内に敷設し

ておりますので、延焼を防止してございます。火災防護対象設備に使用している保温材な

んですが、こちらはロックウール、グラスウール系の不燃性材料を選定しております。建

屋内の内装材についてなんですが、石こうボード等の不燃性材料を使用しております。ま

た、中央制御室のカーペットは消防法に規定する防炎性能を有していることを確認してお

ります。火災防護対象設備なんですが、その主要な構造材については不燃性材料を使用し

ているということを確認しております。その材料につきましては、参考資料 -3のほうに載

せてございますが、説明は割愛させていただきます。  

 9ページなんですが、こちらからは火災の感知及び消火方法について説明してございま

す。想定火災により、 HTTRの安全性が損なわれることを防止するために、必要に応じて、

火災感知及び消火ができる対策を講じてございます。これらの消火設備には、破損や誤作

動または誤操作が起きた場合においても、原子炉を安全に停止させるための機能を損なわ

ないようにしております。まず、基本的な火災の感知方法なんですが、煙感知器または熱

感知器を使用しております。基本的には、煙感知器を使用してございます。その理由とし

ましては、煙感知器は、炎感知器及び熱感知器と比較して、最も早期に火災を検出するこ

とができるということで煙感知器を使用しております。ただ、煙感知器ですが、高湿度及

び塵埃の充満する空間には設置せず、誤作動を起こさないように適切な環境を選んで設置

しております。非常用発電機の燃料移送ポンプ室につきましては、熱感知器を選定してお

るんですが、その理由としましては、 A重油の気化を考慮して防爆型の熱感知器を設置し

ております。中央制御室には火災受信機盤が設置されております。こちらの盤で火災の警

戒範囲を示す火災警戒区画線に囲まれた範囲で、火災の発生場所が特定できるとなってお

ります。こちら、この火災警戒区画線ですが、複数の火災区画にまたがっております。こ

の区画線の具体的な内容につきましては、参考図 -1のほうに示してあるとおりなんですが、

警報が鳴ってから、この区画に到達して人が判断するまでにかかる時間が、参考図 -1のほ

うに記載されております。これは実測値でございまして、最長でも 8分30秒程度で火災場
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所を特定して初期消火に移れるということを実際に確認してございます。これら火災監視

設備なんですが、外部電源喪失時においても非常用発電機からの受電が可能であります。 

 次に、10ページに移りまして、原子炉格納容器内の火災の感知方法について説明させて

いただきます。原子炉格納容器内の火災の感知方法なんですが、熱感知器を設置してござ

います。この熱感知器については、冷却材の漏えいの検知と併用してございます。この熱

感知器により火災を感知した場合は、中央制御室に熱感知器表示盤というものを設置して

おりまして、これによりまして、熱感知器ごとに火災警報を発報して火災箇所を特定する

ことが可能となっております。火災が発生した場合なんですが、火災源として想定してお

ります動力ケーブルに接続されているヘリウム循環機の異常警報等が発報していないこと

や、 ITVにより補足情報からの情報を加味して火災を感知できるとなっております。その

他、制御棒を内包するスタンドパイプについてなんですが、こちらにつきましては、熱電

対が設置されておりまして、原子炉格納容器内の火災によりスタンドパイプが高温になっ

た場合や、熱電対ケーブルが火災により断線した場合は、中央制御室に警報を発報するこ

とになっております。これらの感知器につきまして、誤作動が疑われる場合につきまして

は、 ITVにより状況を確認するとともに、プラントの運転状況を把握することにより火災

の有無を判断することとなっております。  

 次のページに移りまして、ここからは消火方法について記載してあります。まず、原子

炉建屋内の消火方法についてなんですが、まず、原子炉建屋内の消火につきましては、消

火器及び屋内消火栓により消火を行うこととしております。消火器なんですが、火災区

域・区画の火災に対応できるよう、適切に配置しております。屋内消火栓のポンプなんで

すが、想定火災に要求される必要量を消火設備に供給可能であり、 100％容量のものを 2基

設置してございます。消火用水の水源としましては、 107m3確保してございます。また、

センター内の浄水場と接続されておりまして、必要な消火用水を供給できます。屋内消火

栓なんですが、火災防護対象設備が配置されている区画とは別の区画に配置されておりま

すので、他の区画で火災が発生したとしましても、屋内消火栓が火災の影響を受けて消火

活動ができないということはないことを確認しております。移動式消火設備としましては、

センター内に消防自動車を配備してございます。消火用水の供給配管なんですが、専用配

管を使用しております。消火設備の故障時ですが、中央制御室に警報が表示されることに

なっております。  

 12ページに移りまして、屋内消火栓ポンプなんですが、商用電源を喪失しても機能を喪
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失しないように、非常用発電機から電源を供給してございます。屋内消火栓は、火災防護

対象設備の初期消火に対処できるように設置しております。停電時なんですが、非常用発

電機または直流電源設備の電源による非常灯の点灯により消火設備の操作が可能であるこ

とを確認してございます。また、中央制御室には、停電時の作業に対応できるよう携帯用

の照明を配置してございます。  

 13ページのほうに移りまして、非常用発電機室と安全系パワーセンタ室の消火について

なんですが、この二つの部屋につきましては、まず、非常用発電機室は可燃物が大量に存

在しておりまして、煙の充満により消火困難になるおそれがあると考えておりますので、

二酸化炭素消火設備を設置しております。また、安全系のパワーセンタ室につきましては、

安全系の動力ケーブルが消火し、確実な消火により火災防護対象機器への火災による影響

を限定させるという目的で、同様に二酸化炭素消火設備がついております。これらの二酸

化炭素消火設備なんですが、基本的に手動により作動することとしております。また、誤

操作防止のために、操作スイッチには封印が施されております。  

 14ページのほうに移りまして、原子炉格納容器内の火災の消火につきましてですが、原

子炉格納容器内には自動消火設備が設置されておりませんが、想定火災が非常に限定され

るということで、距離または隔壁により火災防護対象設備が分離されており、 HTTR原子炉

施設の安全機能に影響を及ぼさないと考えております。原子炉格納容器内の消火方法なん

ですが、まず、格納容器内の温度、圧力、線量率を確認し、格納容器内に人員が入りまし

て、消火器による消火活動を考えてございます。格納容器内の初期消火の具体的な手順に

つきましては、参考資料 -5のほうに載せているとおりでございます。  

続きまして、冷却塔の火災の消火方法なんですが、消火器・屋外消火栓により消火を行

います。冷却塔内にあるポンプ室の消火につきましては、消火器により行うことを考えて

おります。冷却塔上部には冷却ファンがあるんですが、そちらのほうの消火につきまして

は、消火器または屋外消火栓により行います。屋外消火栓についてなんですが、その消火

用水は、センター敷地内に設置されている高架水槽により 100m3が確保されております。

各屋外消火栓へは、水頭圧により供給できます。高架水槽により消火用水を供給するため

の揚水ポンプは3基設置しています。高架水槽の地上高さは約 30mでございます。消火用水

の水源なんですが、センター内浄水場に 5,000m3を確保しているほか、センターの敷地内

にある夏海湖のほうに接続されておりまして、必要な消火用水を高架水槽に供給できます。

こちらの消火用水の供給配管も専用配管でございます。  
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 15ページのほうに移りまして、火災感知設備及び消火設備の地震等の自然現象に対する

対応でございますが、消火設備の屋外配管には、凍結防止ヒーターを設置してございます。

消火設備のポンプは、風水害により性能が阻害されないよう屋内に設置されています。ト

レンチ内に設置されている消火配管の接続部には、地震による地盤変位対策としてフレキ

シブル継手を使用しております。 HTTRにおいて、屋内消火栓または屋外消火栓が使用でき

ない場合には、中央制御室に配置しております消火器で対応することとします。中央制御

室のほうには、消火器は 10本配置してございます。次に、消火設備の破損・誤作動または

誤操作につきましてですが、消火設備の破損による溢水の影響については、消火作業中に

おいては、消火栓ポンプを停止することにより消火用水の漏えいを限定できます。消火配

管は火災防護対象設備と隔壁または距離により分離されており、直接影響を及ぼさないよ

うになっております。消火設備のうち、屋内消火栓ポンプは手動操作により起動操作する

手順及び消火栓の手元バルブを手動により開操作する手順により、誤操作を防止しており

ます。 

 16ページのほうからは、火災の影響軽減対策が書かれております。想定火災により、

HTTRの安全性が損なわれることを防止するため、火災の影響を軽減する対策を講じてござ

います。まず、火災影響軽減の機能としましては、他の区域・区画の火災防護対象設備に

影響を及ぼさないよう、耐火壁、耐火扉、防火ダンパ、貫通部シールにより分離してござ

います。  

 17ページのほうに移りまして、火災防護対象ケーブルである系統のケーブルは電線管ま

たはケーブルトレイに格納されており、互いの系列を分離してございます。火災防護対象

ケーブルが格納されているケーブルトレイについては、 IEEE384を参考にした分離距離に

より互いの系列を分離しております。  

 18ページに移りまして、放射性物質の貯蔵設備である使用済燃料貯蔵プール及び貯蔵ラ

ックは、耐火壁により分離してございます。中央制御室には、排煙設備を設置してござい

ます。非常用発電機の燃料タンクにはベント管を設置しており、屋外に排気できるように

なっております。  

 19ページに移りまして、ここからは火災影響評価の方法について記載しております。ま

ず、火災影響評価なんですが、 HTTRで想定する火災が火災区域・区画内部で発生しても、

火災防護対象設備の安全機能を損なわないことを区域・区画ごとに評価してございます。

まず、想定火災の考え方についてでございますが、 HTTRにおける想定火災としましては、
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ケーブル火災及び機器の潤滑油、燃料油の火災を想定してございます。まず、ケーブル火

災についてでございますが、アメリカの評価ガイド NUREGを参考にしまして、確実に扉で

閉じられた440V以下の低圧回路だけを収納する電気盤からは火災は発生しないものとして

おります。ケーブルの火災は気中遮断器、真空遮断器によって配線されている動力ケーブ

ルについて火災の可能性を想定します。それ以外の低圧回路につきましては、配線用遮断

器の物理現象によりケーブルの定格電流値以下で保護動作するため、火災を想定してござ

いません。動力ケーブル火災は、火災区画内に配線されています動力ケーブルのうち、最

も太いケーブル 1本が燃焼するものとしております。火災を発生する可能性のある動力ケ

ーブルは IEEE383に準拠しました難燃ケーブルを使用しているため、燃焼するケーブルの

長さは 1.8m以内としております。また、 IEEE384に示される分離距離により互いの系列を

分離しているケーブルは損傷しないものとします。この考え方に基づきまして、火災を想

定しました動力ケーブルにつきましては、参考資料 -6のほうに挙げてございます。続きま

して、潤滑油、燃料油の火災についてですが、こちらのほうもアメリカの評価ガイド

NUREGを参考にしまして、機器が内包する油の量の 10％が漏えいし燃焼するものとしてお

ります。潤滑油の漏えいを防止するパッキンは金属製のケーシングに格納されており、ほ

かの火災による影響を受けにくい構造となっております。この考え方に基づきまして火災

を想定した潤滑油、燃料油を内包する機器につきましては、こちらのほうも参考資料 -6の

ほうに記載してございます。続きまして、仮置き可燃物の取り扱いに関する考え方でござ

いますが、仮置き可燃物につきましては、このケーブル火災及び潤滑油を内包する機器か

らの火災の影響を受けるものとしまして、火災影響評価に反映させます。この仮置き可燃

物なんですが、建設省告示に基づき、 20分の防火性能を有する鉄板の厚さを確保している

キャビネットに格納しているものにつきましては、火災影響評価上、燃焼しないものとし

て評価してございます。ただし、そのキャビネットに格納できない仮置き可燃物につきま

しては、燃焼するものとして火災影響評価のほうに反映させるものといたします。また、

火災影響評価の結果、火災等価時間が 20分を超えるような場合につきましては、その可燃

物の持ち込みの数量を制限いたします。また、基本的に、仮置き可燃物につきましては、

想定する火災の影響を軽減するため、発火源から IEEE384を参考にした分離距離を確保し、

火災による影響を受ける範囲外に基本的には保管するものといたします。火災区域・火災

区画の隔壁等についてなんですが、厚さ 10cm以上のコンクリート壁につきましては、建設

省告示に基づきまして 2時間の耐火能力を有するものといたします。また、厚さ 1.5mm以上
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の鉄板につきましては、建設省の告示に基づきまして、 1時間の耐火能力を有するものと

いたしております。この考え方に基づきまして、火災影響評価を実施しております。  

 20ページからは、その火災影響評価の実施の方法につきまして記載をさせていただいて

おります。まず、火災区域・区画全てにつきまして火災影響評価を行いますので、その 1

番としましては火災区域・区画、また、そこの床面積につきまして調査し、評価に反映さ

せております。続きまして、火災区域・区画内に配置してあります、実際に守らなくちゃ

いけない火災防護対象機器ですね、こちらのほうを調査し、評価のほうに示してございま

す。また、想定火災の考え方に基づきまして、発生するおそれの火災源のほうを同時に想

定してございます。その火災源につきまして、火災源ごとに発熱量、火災荷重、等価時間

を算出いたします。次に、火災区域・区画内にある火災感知設備や消火設備の種類等を確

認いたしまして、その火災の感知方法、消火方法が適切であることを確認してございます。

また、火災源の発熱量や等価時間等に基づきまして、その当該の区域・区画の壁厚等が十

分確保されており、火災がほかの区画・区域に伝播しないことを確認しております。また、

想定火災により影響を受ける火災防護対象設備の系統及びケーブルを評価して抽出してお

ります。6の影響を受ける機器を確認しましたので、 7番としまして、火災影響評価としま

して、その影響を受ける設備が機能を喪失したとしても、 HTTR上、安全機能を損なわない

ということを評価し、確認してございます。また、この火災影響評価のときに、同時に、

同一の火災区域・区画内に両系統が存在し、隔壁等による系統分離が困難なケーブルトレ

イ、機器に関して、ケーブルトレイ間や機器間の分離距離の実測や、その分離距離間に可

燃物がないことを目視等により確認しております。具体的には、参考図 -2のほうに示した

詳細図に基づいて確認を実施しております。電線管につきましては、格納されているケー

ブルに火災源となるケーブルが存在しないため、現場における目視により系統相互の分離

距離が保たれていることを確認してございます。この分離距離の考え方につきましては、

参考資料-7のほうに載せております。この火災区域・区画ごとに火災影響評価を実施して

おりますが、その実施例としましては、参考資料 -8のほうに一例載せてありますが、説明

は割愛させていただきます。  

 21ページのほうに移りまして、以上の考え方に基づきまして、第 8条の条項が満足して

いるということを確認しました。  

 説明は以上です。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  
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 それでは、ただいまの説明内容について、規制庁から質問、コメント等ありましたらお

願いします。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 4ページ、先ほどと同じで、使用済燃料貯蔵建屋の話は、また御説明をいただきたいと

思います。  

 ちょっと、 10ページがいいのか、あるいは……、 10ページでいいか。この一番最初のポ

ツのところで、熱感知が冷却材の漏えいの検知と併用しているという形になっているので、

これは冷却材の漏えいなのか、あるいは火災なのか、そこら辺の手順とかですね、そこら

を含めてちょっと御説明をいただきたいんですが。後ろのほうに若干書いてあったのは承

知はしているんですが、もう少し詳細に御説明をお願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 1番目のSAの考え方につきましては、了承いたしました。  

 次に、原子炉格納容器内の火災の感知方法につきましては、こちらは熱感知器以外にも

冷却材の漏えいの検知方法がございますので、そちらのデータを参考にし、また、 ITV等

により内部の状況を確認することによって、火災であるという判断をするというふうに考

えております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 ちょっと、多分細かい手順になると思うので、ちょっとそこは、このパラメータをもっ

て原子炉の冷却材の漏えいという観点でこういう手順をとっていきますというのと、火災

の場合にはどういう対応をとっていくのということは、ちょっとまた別途御説明いただけ

ますでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 了解いたしました。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 引き続き、 19ページの仮置き可燃物なんですが、これは仮置きなので、評価と実態との

関係はどういうふうに整理をすればよろしいでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 まず、仮置きなんですが、実際は現場のほうを確認いたしまして、どの程度、まず仮置

きのものが置いてあるかというのを確認いたします。それに基づき評価を行います。実際

に、実際の仮置き可燃物の制限につきましては、今のところ、運転手引等により何らかの
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管理を考えております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 そうすると、ここで 20分を超えないように数量を制限するとか書いてあるんですが、こ

れと評価とは、先ほどの仮置き可燃物の量との関係は特にないということでよろしいんで

しょうか。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 まず、防護対象設備が置いてある部屋の仮置き可燃物につきましては、金属製のキャビ

ネットに基本的に格納すると。ただ、格納できないものにつきましては、どの程度のもの

かというのを管理しまして、評価上、 20分を超えないようであることを確認するという手

順を考えております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 ここは多分詳細をお伺いしないとわからないのかなと思うんですが、 20分を制限するこ

とによって評価には影響を与えないということになるんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 今、仮置き可燃物の収納を考えております金属製のキャビネットが一応 20分の防火性能

ということですので、その 20分の防火性能を超えるような火災等価時間のものを仮置きし

ないというふうに考えてございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 何度も申し訳ないです。そうすると、 20分を超えないように制限するというのは、あく

までも耐火性能、キャビネットに収納できるものについての制限ということなんですか。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  2点ほどありまして、まず1点目は、おっ

しゃるとおりこの20分の防火性能を有するキャビネットに格納しましても、 20分以上の火

事が起こった場合につきましては、影響を受けてしまって発火するおそれがあるというこ

とで、20分に制限するということと、あと、一応、初期消火としまして、 15分以内に初期

消火を始めるという考えを今のところ持っていますので、その 2点の考えから、 20分以内

に制限するという考えを持っております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 ここは多分、保安規定側で何を制限するのかということに若干関わってくると思います

ので、ちょっと評価についてはどういう考え方で評価をして、実際の運用においては何を

制限するのかという観点での御説明をお願いしたいと思います。  
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○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  了解しました。  

○大村チーム長代理 それ以外に、どうぞ。  

○三浦室長 規制庁、三浦です。  

 ちょっと今しがたの質問にも若干関係しますが、スライドの 20ページの火災影響評価の

話でございますけれど、これは例として参考資料 -8の例が示されていますけれど、ほかの

区画についても、もう実施されているんですか、それとも作業中でしょうかということと、

特に今説明がありました仮置き可燃物の数量制限との関係なんですけど、それも含めての

火災影響評価の具体例というのを示すことが可能かどうかということについて、まず御質

問をしたいと思いますが。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 まず最初に、火災区画・区域の火災影響評価の結果なんですが、火災区域・区画ごとに

全て評価を実施する予定で、現在、仮置き可燃物の考え方を反映させている最中でござい

ます。評価結果につきましては、別途、ヒアリングのほうで提示したいと考えております。  

○三浦室長 では、そこはそこも含めて確認させていただきたいと思います。  

 続きまして、それと若干関係する質問になりますけれど、火災の感知と消火の話でござ

いますけれど、格納容器以外の部分の感知と消火の話につきまして、説明として、火災受

信機盤で火災警戒区画線に囲まれた範囲で火災の発生場所を特定できるということで、こ

れ、最長は 8分30秒ぐらいかかるという御説明がありましたけれど、これは想定される火

災については手動により消火活動で対処するということになっていますけれど、この火災

影響評価の話とも関連しますけれど、火災場所の特定に要する時間の最長 8分30秒という

のは、この火災区画の火災リスクに対して、十分早く感知して特定しているというふうに

言えるというふうに考えているのかどうかということについて見解を伺いたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 まず、火災影響評価の結果、それほど可燃物の量がないということで、 8分30秒程度で

あれば十分初期消火は可能と考えておりますが、具体的な内容につきましては、火災影響

評価結果を提出したときに、ヒアリングの場で説明したいと考えております。  

○三浦室長 規制庁、三浦です。  

 よろしくお願いします。  

 あと、あわせまして、もう一つ質問がございまして、スライドの 15ページになりますけ

れど、火災のですね、火災感知設備・消火設備の地震等の自然現象に対する対応というも
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のの④で、屋内消火栓・屋外消火栓が使用できない場合は、中央制御室に配置している消

火器で対応するというふうに書いてありますけれど、中央制御室は消火器を 10本配置して

いると書いてあるんですが、まず、ほかには消火器等はないのかという話と、あと、前の

11ページのほうには、消火手段として、屋内消火栓・屋外消火栓以外に、先ほどの外部火

災の話でも出ましたけれど、移動式消火設備として消防自動車もあるというような話が出

ておりますけれど、ここの話も含めて、屋内消火栓・屋外消火栓が地震等で使用できない

場合の消火手段というのを、どれくらいのものが、どういう手段が消火器以外も含めてあ

るのかどうかということと、これの使い方についてどういうふうに考えているのかという

ことにつきまして、ちょっと考え方をお聞かせいただきたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 まず、消火器の数なんですが、参考図 -1のほうに、HTTRの詳細な火災区域・区画が示さ

れておりまして、そちらのほうに、赤い二重丸としまして 10型ABC消火器ということで、

具体的に、消火器がここに配置してあるというのが示されてございます。ここに示してあ

る消火器以外に、中央制御室のほうに予備としまして消火器が 10本配置しているというふ

うになっておりまして、現場のほうに適切に配置されている消火器で足りなければ、中央

制御室の予備の消火器で対応するというふうに考えております。  

○三浦室長 規制庁、三浦です。  

 今、消火器の使い方についての御説明がありましたけれど、こういった消火の手順等に

ついて、参考資料-5のほうで、格納容器内の火災対応の手順等につきましては、 HTTR運転

手引に定めるということで書いておりますけれど、それ以外の、今お聞きしましたような、

屋内消火栓・屋外消火栓が使えないときは消火器を使うとか、そこをどういうふうに使う

のかという話とか、そういった手順等につきましても、何らかの文書化で定めるというこ

とについてお考えはありますでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  初期消火の方法につきましては、全体的

に整理して、ヒアリングの中で説明したいと思います。  

○三浦室長 規制庁、三浦です。  

 では、よろしくお願いします。  

○大村チーム長代理 それ以外にありますか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 14ページの火災の消火ということで、 5.5のところなんですけれども、これは消火栓を
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使う際には高架水槽を必ず経由してという形になるんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 そのとおりでございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 この高架水槽というのは、耐震クラスはどうなっていますでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 耐震クラスはCでございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 夏見湖から直接くみ上げて消火に当たるとか、それはできないんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 大洗研究開発センター内に消防自動車が配備されておりまして、そちらのほうで夏見湖

から水をくみ上げることができます。消火に使うことができます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 この高架水槽は Cクラスということなので、地震起因の火災というのは十分考えられる

と思うので、その辺、水源をどういうふうにやっていくのかということについては、また

別途御説明をお願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（齋藤技術副主幹）  原子力機構の齋藤です。  

 了解しました。  

○大村チーム長代理 ほかはいかがでしょうか。  

 それでは、特に質問が追加でないようですので、今日は、御説明は以上ということでよ

ろしいですか。  

 それでは、今日は、かなりたくさんいろいろ指摘事項とか、ちょっと宿題が出たと思い

ますので、それにつきましては、とりあえず、まずはヒアリングのところでよく資料を整

理いただいて、必要があれば、こちらのほうで改めて説明いただくということにしたいと

いうふうに考えています。  

 本日の議題は以上ですので、次回の審査会合につきましては、今後のヒアリングの状況

等を踏まえて設定をさせて、御連絡させていただきたいと思います。  

 それでは、以上をもちまして本日の審査会合を終了します。どうもありがとうございま

した。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第60回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年６月１２日（金）１０：００～１０：５１ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 石渡 明   原子力規制委員会 委員 

原子力規制庁 

 櫻田 道夫  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長 

 大村 哲臣  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 森田 深   原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 片岡 洋   原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 大浅田 薫  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 内藤 浩行  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 御田 俊一郎 原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 長谷川 清光 原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 小林 源裕  技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波)付 技術研究調査官 

日本原燃株式会社 

 齋藤 英明  理事 再処理事業部 土木建築部長 

 金谷 賢生  理事 再処理事業部 部長 

 竹内 雅之  再処理事業部 土木建築部 部長 

 川野 啓   再処理事業部 土木建築部 課長 

 高橋 一憲  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課長 
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 相澤 直之  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 副長 

 柏崎 宏幸  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 主任 

 尾ヶ瀬 勇輝 再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 担当 

 

４．議題 

 （１）日本原燃（株）再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の地震等に対する新規制基準

への適合性について 

 （２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１ 再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設 地下構造の評価について（コメント回答） 

 

６．議事録 

○石渡委員 定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規制基準適合性に係

る審査会合第60回会合を開催します。 

 本日は、事業者から地下構造の評価について説明していただく予定ですので、担当であ

る私、石渡が出席しております。 

 では、本日の会合の進め方等について、事務局から説明をお願いいたします。 

○森田チーム長補佐 原子力規制庁の森田でございます。 

 本日の会合の進め方ですが、日本原燃株式会社の再処理、MOX燃料加工に関する説明で、

地下構造の評価についての資料が1点ございます。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 よろしければ、このように進めたいと思います。 

 では、議事に入ります。 

 日本原燃株式会社から、六ヶ所再処理施設等の地下構造の評価について、説明をお願い

いたします。どうぞ。 

○日本原燃（齋藤理事） おはようございます。日本原燃の齋藤でございます。 

 当社の説明時間をいただきまして、誠にありがとうございます。本日の御説明内容は、

再処理施設、MOX燃料加工施設に関する地下構造の評価についてでございまして、既に御

審議いただいた内容のコメント回答となっております。説明に当たっては、時間を有効に
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使うとともに、御質問、コメントに対しては丁寧にお答えするよう努めてまいりたいと思

いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 では、詳細につきましては、担当の尾ヶ瀬のほうから説明申し上げたいと思います。 

○日本原燃（尾ヶ瀬担当） 日本原燃の尾ヶ瀬でございます。 

 本日、お配りしてございます資料1でございますが、地下構造の評価について(コメント

回答)という資料について、内容のほう、御説明をさせていただきます。 

 まず、3ページのほうをお開きください。3ページに、前回の審査会合、2015年2月13日

でございましたが、この際、地下構造について御説明さし上げた際に頂戴いたしましたコ

メント、1～9番まで、計9個いただいてございますが、こちらの内容につきまして、本日、

回答をさし上げたいというところで、資料を作成してまいりました。こちら、九つ、コメ

ントがございますが、こちらではちょっと読み上げは割愛させていただきまして、それぞ

れのコメントが対象となる章で、詳細にいただいたコメントと、それに対応する回答につ

きまして、説明をさせていただきたいと思ってございます。 

 まず、第1章でございますが、6ページを御覧いただけますでしょうか。6ページでござ

います。第1章、地質調査結果等に基づく地盤構造というところでございまして、コメン

トをこちらの章では二つ頂戴してございます。解放基盤表面高さでのS波速度の構造平面

図を作成すること。また、こちらの解放基盤表面の設定の説明のうち、PS検層の図につい

て、他の断面の図も作成すること。また、地震観測点位置も加えることというところでコ

メントを頂戴してございます。 

 こちらで、下のほうの7ページに目を移していただければと思いますが、こちら、7ペー

ジの右肩のように、「2月13日 審査会合 資料1の再掲」というふうに記載してございます。

今回の資料の構成といたしましては、地下構造についてフルバージョン、全部の内容を網

羅した内容として資料を作成しておりますが、前回御説明さし上げました内容につきまし

ては、このように「再掲」というふうに記載させていただきまして、本日の説明では割愛

をさせていただきたいと考えてございます。 

 では、コメントの内容につきまして御説明いたします。まず、34ページをお開きいただ

けますでしょうか。こちらでは、解放基盤表面の設定というところで御説明を前回からさ

し上げてございます。解放基盤表面の設定といたしましてはVsが700m/s以上、著しい風化

を受けておらず、また、ほぼ水平で相当な拡がりを持った面という、このような条件で解

放基盤表面を設定してございます。 
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 これに対しまして、頂戴いたしましたコメントといたしましては、敷地内の平面図とし

てVsの構造、125mでのVsの平面図を提示することというコメントを頂戴いたしましたので、

そちらにつきまして、35ページにお示しをしてございます。 

 35ページには、解放基盤表面レベルにおけます、3次元地下構造モデルによるS波速度構

造分布の平面図をこちらにお示ししてございます。敷地内を表しますのが右側の拡大図の

ほうになりますが、全体的に黄色から黄緑というような結果となってございます。数字に

いたしますと、概ねVsで700m/s～900m/s程度となってございまして、敷地内の場所によっ

て顕著な速度構造の高低差はないというような結果となってございます。 

 続きまして、めくっていただきまして、36ページをお願いいたします。こちらでは、も

う一つのコメントといたしまして、PS検層につきまして、その結果を敷地内の断面図でお

示ししてございましたが、前回、2断面のみお示ししておりましたところ、今回、敷地内

の各位置を通りますように、計9断面切るようにお持ちしました。測線の位置図を37ペー

ジにお示ししてございます。 

 また、めくっていただきまして、38ページでございます。こちらがPS検層の結果につき

まして、各断面で断面図を記載したもの、これを38ページから42ページまでお示ししてい

るというところでございます。こちらの断面図におきまして、縦にボーリング孔のように

記載してございますけれども、この図の中の黄色くハッチングしている部分、こちらにつ

きましては、700m/s≦Vs＜1000m/sというふうなところを色づけしてございます。また、

ピンク色でハッチングしているところにつきましては、1000m/s≦Vsとなるようなところ

をハッチングしてございます。 

 解放基盤表面につきましては、この断面図の中で赤線でお示ししているようなところ、

G.L.で行きますと-125mとなりますが、そちらに設定してございますが、どの断面を見て

も、解放基盤表面のところでVs700m/s以上は出ているという結果が得られてございます。

これにつきましては、42ページまで、各図をお示ししておりますが、どの図につきまして

も同様のことが言えるというふうに考えてございます。 

 1章の回答につきましては、以上でございます。 

 続きまして、45ページをお開きください。45ページでございます。第2章といたしまし

て地震観測記録の分析の章でございます。こちらでもコメントを二つ頂戴してございまし

て、一つ目が、中央地盤における地震観測記録、これを深部地盤モデル作成時の代表の観

測記録とすることの妥当性を示すこと。また、地震観測記録の分析において、東側地盤の
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地震動は小さいというふうに御説明をいたしましたが、3次元地下構造モデルを用いまし

たシミュレーション結果との整合性について、考察を加えることというコメントを頂戴い

たしました。 

 めくっていただきまして、46ページをお願いいたします。検討の方針につきまして、こ

ちらにまとめてございます。大きく二つに分けておりまして、青字で書いてある二つでご

ざいますが、解放基盤表面を敷地内でG.L.-125mと設定していることの妥当性確認、この

うち、今回のコメントといたしましては、前回、地震観測記録の分析、検討①におきまし

て、東側地盤の地震観測記録が小さいということがございました。これを踏まえまして、

今回、検討③といたしまして、3次元地下構造モデルを用いた波形入力計算、こちらに基

づきまして、これでも同様に東側が小さくなっているということ、考察を加えてまいりま

した。 

 あわせまして、二つ目の青い文字のところでございますが、代表地盤観測点(中央)の代

表性に係る検討というところで、検討を四つ、今回、加えてまいりました。検討④といた

しまして地震観測期間の比較、検討⑤といたしまして微動アレー観測による深部地盤構造

を踏まえた検討、検討⑥といたしまして地震観測記録に基づく中央地盤と西側地盤の比較、

最後、検討⑦といたしまして3次元地下構造モデルを用いた検討というふうに、検討を加

えてまいりました。 

 まず、上のほうの検討③につきまして御説明をいたします。82ページをお開きいただけ

ますでしょうか。こちらにつきましては、結果につきましては前回御説明いたしましたが、

3次元地下構造モデルを用いまして、波形入力シミュレーションを行いまして、解放基盤

での増幅特性がどうなっているかというところ、敷地内で面的な分布をお示ししている図

でございます。 

 こちらにおきまして、前回お示しいたしました検討ですと、地震観測記録の分析結果を

見ますと、東側地盤の地震観測記録が小さくなる傾向が見られました。それと今回のお示

ししてございます、こちらの3次元地下構造モデルを用いた検討結果、これを比べてみま

すと、敷地内で緑色と赤色と黄色い☆で記載してございますが、このうち、東側地盤観測

点は黄色の☆になってございます。こちらで中央地盤につきましては赤い☆でプロットを

してございますが、この位置における地震動につきましてが、シミュレーション結果とし

ては一番増幅特性が大きくなる傾向が得られてございます。それと比較いたしまして、黄

色い☆でお示ししてございます東側地盤観測点、こちらにつきましては、この3次元地下
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構造モデルを用いた地震動の増幅シミュレーション、これにつきましては、中央地盤と比

べても小さくなっているという結果となってございまして、検討①、②にお示しいたしま

した地震観測記録が東側で小さくなっていること、これとこのシミュレーション結果は整

合しているという結果が得られてございます。 

 これを踏まえましたまとめを次の83ページにお示ししてございます。検討③のところで

ございますが、3次元地下構造モデルを用いた波形入力計算のところでございます。こち

らの赤字で書いてあるところの後半部分でございますが、こちら、シミュレーション結果

に基づきますと、「地震観測記録のはぎとり解析結果において、地盤観測点(東側)の地震

動レベルが小さくなることと整合している」という考察をこちらに加えさせていただいて

ございます。 

 次のコメントでございまして、検討を足してまいりました④、⑤、⑥、⑦に関しまして

御説明をいたします。84ページをお願いいたします。深部地盤モデルを作成する際に、中

央地盤観測点の観測記録、これを代表としてございますが、これの根拠につきまして、こ

れ以降で御説明をさし上げます。 

 検討④といたしまして、中央地盤観測点における地震観測、この期間につきまして、ほ

かの地盤と比較して考察をしてまいりました。中央地盤観測点における地震観測につきま

しては、1986年から継続して実施してございます。 

 一方で、東側地盤と西側地盤、こちらの観測点につきましては、少し遅れまして1992年

から観測をしてございます。また、2004年～2008年の間でございますけれども、機器の移

設を実施してございます。これが理由でございますが、観測期間の欠如が一部の期間でご

ざいます。また、移設の際に、地震計の設置深さについても、若干変更をしているという

ところでございます。 

 以上を踏まえまして、長期間の時間観測記録を、同条件で使用可能な中央地盤観測点、

こちらにおけます地震観測記録を用いることは、深部地盤モデルの同定に用いるというこ

とにしてございます。 

 また、次のページ以降に詳細に御説明いたしますが、⑤、⑥、⑦にお示しいたしました

検討、これからも中央地盤観測点の地震観測記録が代表とできること、これにつきまして

考察を深めてまいります。 

 85ページをお願いいたします。検討⑤でございますが、微動アレー観測による深部地盤

構造を踏まえた検討でございます。こちらにつきましても、前回、内容についてはお示し
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いたしましたが、敷地内におきまして、微動アレー観測による各位置におきまして地盤構

造の推定を行ってございます。こちら、右側に微動アレーの観測点の位置を敷地の平面図

でお示ししてございますが、No.1につきましては中央地盤の地震観測点、これを中央とし

たアレーを組んでございます。No.2については西側の地盤観測点、No.3については東側の

地盤観測点というところで、各地盤の観測点のところでアレーをやっているというところ

でございます。 

 そのアレーの結果から推定されたVsの構造を左側の階段状の図でお示ししてございます

が、こちらがS波速度の構造図ということになってございます。こちらから求められます

地震基盤～解放基盤までの増幅率を下の図のグラフで記載をさせていただいてございます。

赤色が中央地盤の観測点、緑色が西側の観測点、東側が青色の観測点というふうに重ね描

きをしてございます。この増幅率の比較を行った結果といたしましては、地震基盤～解放

基盤における伝達関数、これにつきましては、3地点で大きな差はなく、中央地盤の地震

観測記録で敷地の特性を把握できると当社は考えてございます。 

 続きまして、86ページをお願いいたします。検討⑥といたしまして地震観測記録に基づ

く中央地盤と西側地盤の比較をしてまいりました。深部地盤モデルの作成に当たりまして、

中央地盤におけます観測点、ここの地震観測記録を代表として用いることの妥当性を示す

ために、敷地内の中央と西側の地盤観測点、この両方で観測記録が得られております、以

下、表にお示ししてございます20地震でございますが、この地震を用いまして、地盤間の

観測記録の比較を行いました。比較の結果を87ページにお示ししてございます。 

 87ページでございますが、前のページに20個お示しいたしました地震、これにつきまし

て右側に絵で描いてございますけれども、G.L.-200mにおけます地震観測記録、これを直

接比較したもの、また、G.L.-200mの地震観測記録を用いまして、G.L.-125mではぎとった

結果、これにつきまして、西側分の中央という応答スペクトル比で記載したものが下の図

でございます。この応答スペクトル比によりますと、中央地盤と西側地盤の比をとった結

果、赤色の線で描いてございますが、こちらが1のところをなぞってございます。ほぼ1を

沿うような結果となってございまして、中央地盤と西側地盤では、ほぼ同等の観測記録が

得られているということになってございます。特に施設の主要周期帯である0.5秒よりも

短周期側、こちらにつきましてはスペクトル比が1を超えておりまして、中央地盤の観測

記録のほうが大きい結果となっているということになってございます。 

 また、G.L.-125mにおけますはぎとり波、これにつきましては、一部周期帯におきまし
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て、スペクトル比が若干小さくなる傾向が見られます。この要因といたしましては、後ほ

ど89ページでお示しいたしますが、西側地盤のはぎとり地盤モデルの伝達関数、これが地

震観測記録による伝達関数を完全には再現し切れていないことによるものと考えてござい

ます。 

 なお、実際の地震観測記録、こちら、地中波になりますが、このようなスペクトルが谷

になるような傾向は見られないということになってございます。 

 続きまして、88ページをお願いいたします。先ほどと同様の比較でございますけれども、

次に、86ページにお示しした同じ地震につきまして、今度はG.L.-125mにおけます地震観

測記録及びそこからG.L.-125m、同じ深さではぎとった結果でございますが、こちらにつ

きまして、同様に西側分の中央という応答スペクトル比を記載したものでございます。こ

ちらもスペクトル比の傾向といたしましては、先ほどと同様でございまして、概ね1をな

ぞっておりまして、中央地盤と西側地盤では、ほぼ同等の観測記録が得られております。

また、短周期側、0.5秒側よりも短周期側につきましては、中央地盤のほうが大きな結果

となっているということでございます。 

 続きまして、89ページをお願いいたします。89ページに伝達関数の比較図を添付してご

ざいます。こちらには本検討で使用した20個の地震、これにつきまして、中央地盤と西側

地盤、それぞれの伝達関数をお示ししてございます。こちらのグラフのうち、グレーで描

いてあるものが20個の地震を重ね描いたもの、赤色のものがその地震の伝達関数を平均化

したもの、及びそれの±σということになってございます。 

 それに対しまして、各々の地盤の中央地盤と西側地盤のはぎとり地盤モデルによります

理論の伝達関数、これをこの観測記録と比べて見ている図ということになってございます。

この図を見てみますと、中央地盤、上段になりますが、こちらにお示ししておりますもの

につきましては、赤線と青線がよく重なってございまして、中央地盤におけるはぎとり地

盤モデルによる伝達関数、これは地震観測記録による伝達関数をよく説明できるものとな

っていると考えてございます。 

 一方で、下段でございますが、下段には西側地盤におけます、同じように観測記録とは

ぎとり地盤モデルによる伝達関数の比較を記載してございます。こちらに一部周期帯で緑

色の四角で囲んでございますけれども、こちらにおきまして、地震観測記録による伝達関

数(赤線)とはぎとり地盤モデルによる伝達関数(青線)でございますが、こちらが一部周期

帯で乖離しているところが見られます。この乖離が、前のページまでにお示しいたしまし
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たスペクトル比、これが一部周期帯で小さくなっている要因であるというふうに考えてお

ります。 

 続きまして、90ページをお願いいたします。90ページには、検討⑦といたしまして3次

元地下構造モデルを用いた検討につきまして、こちらの中央地盤の代表性のところでも考

察を入れてございます。こちらですが、結果につきましては、先ほどお見せしたものと全

く同じなのですが、中央地盤におけるシミュレーションの結果、中央地盤における増幅率

が最も大きく、西側、東側では小さいというふうになってございます。この傾向におきま

しては、先ほどお見せいたしました応答スペクトル比、これにおきまして、特に短周期側

でございますけれども、中央地盤のほうが増幅率が大きいという結果、これとこのシミュ

レーション結果は整合しているという結果が得られてございます。 

 なお、こちらにお示ししておりますコンターにつきましては、理論の最大振幅値のみを

見て比較しておりますので、こちらにつきまして、周波数特性につきまして考察を入れた

ものが、次のページでございますが、91ページにお示ししてございます。 

 こちらで、紙面の左側に応答スペクトルの図をお示ししてございますが、赤色がこの波

形の入力シミュレーションで、入力した波、リッカーウェーブですけれども、この応答ス

ペクトルでございます。それに対しまして青色で記載しておりますのが、こちらの解放基

盤表面での各地盤の観測点位置におけます出力波というふうな形になってございます。こ

の出力波につきまして、中央地盤と西側地盤で、先ほどのはぎとりの波の結果と同様に、

比をとった結果、これを紙面の右側の応答スペクトル比にお示ししてございます。この応

答スペクトル比を見ますと、先ほどのはぎとり波の検討と同様でございますが、短周期側

では1を超えておりまして、中央地盤のほうが大きくなっている結果となってございます。

一方で、長周期側につきましては、中央地盤と西側地盤で、ほぼ同じような結果となって

いるということになってございます。繰り返しになりますが、この傾向につきましては、

はぎとり波の応答スペクトル比の傾向ともよく整合しているという結果が得られてござい

ます。 

 以上を踏まえまして、まとめを92ページに作成してございます。検討④～⑦というとこ

ろで四つ検討いたしましたが、まず、検討④といたしまして、地震の観測期間の比較とい

たしましては、長期間の観測を行っており、同条件で使用可能な観測記録が多く得られて

いる中央地盤観測点、ここでの地震観測記録を用いることとしてございます。 

 検討⑤といたしましては、微動アレー観測による深部地盤構造を踏まえた検討でござい
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ますが、増幅率の比較を行った結果、地震基盤～解放基盤表面における伝達関数、これに

つきましては地盤間では大きな差はなく、中央地盤の地震観測記録で敷地の特性を把握で

きると考えてございます。 

 検討⑥といたしましては、地震観測記録に基づく中央地盤と西側地盤の比較でございま

すが、各地盤のはぎとり解析結果の比較を行った結果、全周期帯で同等以上の地震動レベ

ルとなっております。 

 最後、検討⑦でございますが、3次元地下構造モデルを用いた検討でございますが、波

形入力計算結果、これにつきましては短周期側で中央地盤のほうが大きく、長周期側では

中央地盤と西側地盤でほぼ同等の結果となってございます。この結果につきましては、検

討⑥でお示しいたしました中央地盤と西側地盤の地震観測記録のはぎとり波の応答スペク

トル比、この傾向とも整合しているという結果が得られてございます。 

 下に緑でまとめを記載してございますが、以上の検討結果、これを総合的に踏まえます

と、代表地盤観測点(中央)の観測記録を用いて深部地盤モデルを作成すること、これにつ

きましては、地震動評価上、問題はないと考えている次第でございます。 

 続きまして、95ページをお願いいたします。95ページにつきましては、第4章、はぎと

り地盤モデルの作成というところでございまして、コメントをこちらの章では一つ頂戴し

てございます。PS検層結果につきまして、東側地盤のはぎとり地盤モデル、このS波速度

構造と若干乖離しておりますので、考察を加えることというものでございました。 

 内容につきましては、102ページをお願いいたします。102ページにお示ししてございま

すが、まず、左側のグラフ、S波の速度構造でございますけれども、こちらを御覧くださ

い。実線で描いてございますが、当社のほうで同定いたしました、はぎとり地盤モデル、

このS波速度構造となってございます。一方で、長点線で描いてあるものですが、こちら

につきましては、その地震観測位置におきますPS検層の結果が示されてございます。コメ

ントといたしましては、大体深さで-100mよりも下のところでございますけれども、Vsが

若干乖離しているところがあるというところで、こちらについての考察を、今回、つけ加

えてまいりました。 

 まず、データの比較というところでございまして、紙面の右側に、こちらにはぎとり地

盤モデルから得られた走時、及びPS検層から得られている走時、これを重ね描きしたもの

をグラフでお示ししてございます。赤色の太線がはぎとり地盤モデルから得られた走時曲

線、ほかの線が東側地盤に属しますPS検層結果から得られた走時を重ね描いてございます
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が、その傾きにつきましては、ほぼ同等でございまして、大きく異なるというようなこと

にはなってございません。このことから、東側地盤のS波速度につきましては、概ねよい

結果を拾えているという結果になっていると考えてございます。 

 103ページには、こちらの検討に用いましたボーリング孔の位置図をお示ししてござい

ます。 

 また、104ページでございますけれども、追加の検討といたしまして、はぎとり地盤モ

デルのVsの値につきまして、パラメータスタディを行ってきた結果をお示ししてございま

す。はぎとり地盤モデルにつきましては、深部のS波速度構造がPS検層の結果と差がある

ことから、G.L.-50mよりも深いところ、ここのS波速度の値をPS検層の結果と等しい値と

して伝達関数を再計算するということをやってございます。こちらにつきまして、下の図

で階段の図がございますけれども、こちらにございますが、はぎとり地盤モデル、実線の

ものにつきまして、G.L.-50よりも深いものについて、この点線に合うような地盤モデル

をつくりまして、実際のはぎとりモデルとの伝達関数の比較を行うということでございま

す。 

 Vsの影響評価モデルとして作成したものを真ん中の表にお示ししてございますが、50m

よりも下のところ、赤字で記載しているところでございますが、こちらを980m/sとPS検層

と合わせた数字としてございます。 

 このモデルによります各層間の伝達関数、これを右側にお示ししてございます。赤色が

同定して最終的に採用してございます、はぎとり地盤モデル。緑色が、今回、Vsの値を調

整いたしましたVsの影響評価モデルということになってございまして、各層間の伝達関数

をお示ししてございます。この比較の結果でございますが、赤色と緑色の線、これにつき

ましては、ほぼ同等の値もしくは周波数特性となっております。結果といたしまして、Vs

の値を調整したモデルによる伝達関数、これにつきましては、はぎとり地盤モデルによる

伝達関数とほぼ同等となってございます。以上のことから、仮にPS検層に合わせた数字と

した場合でも、評価上、大きな差はないという結果が得られたというところでございます。 

 これを踏まえましたまとめといたしまして、105ページにページをつけてございます。

まとめでございますが、各地盤における地震観測記録、これを用いましたはぎとり地盤モ

デルの逆解析結果、これにつきましては、目的関数といたしました伝達関数、これを概ね

再現してございまして、観測記録を説明できているものとなってございます。 

 また、はぎとり地盤モデルS波速度の深さ方向の分布、これにつきましては、PS検層結
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果と概ね整合している結果となってございます。 

 また、東側地盤につきましては、はぎとり地盤モデルとPS検層結果によるS波速度分布

が深部で若干異なってございますが、その差による地震波への伝達関数への影響は小さい

という結果となってございます。 

 以上のことから、はぎとり地盤モデルにつきましては、地震観測記録を踏まえ、鉛直ア

レー観測記録の各深さにおける伝達関数が説明できるように作成されておりまして、地盤

の特徴が反映されたモデルの設定となっていると考えてございます。 

 続きまして、106ページをお願いいたします。深部地盤モデルの作成、第5章でございま

すが、こちらでもコメントを一つ頂戴してございます。こちらにつきまして、コーダ部

H/Vスペクトル比の同定につきまして、何に基づいたデータか、品質を確認することとい

うコメントを頂戴してございます。 

 こちらにつきましては、内容を118ページにお示ししてございます。前回お示ししたこ

ちらの118ページの図でございますが、紙面右側のコーダ部H/Vスペクトル比、こちらにつ

きまして、低振動数側の1次のピーク、この周波数の位置につきましては合わせておりま

すが、その振幅比の絶対値、これにつきまして、追加で検討を深めることというところの

コメントでございました。 

 これを踏まえました追加検討を119ページにお示ししてございます。まず、前のページ

にお示しいたしましたコーダ部のH/Vスペクトル比、これにつきましては、表面波のピー

ク周波数、これを捉えられているかを確認するという位置づけで、レイリー波の基本モー

ドのピーク、いわゆる1次ピークでございますけれども、ここの周波数のみが適合するよ

うに同定を行っておりました。こちらに対しまして、追加検討といたしまして、作成した

深部地盤モデルのパラメータ値は変えずにでございますけれども、レイリー波とラブ波、

この高次モードの成分まで追加で考慮した理論的なH/Vスペクトル、これが観測記録と合

うかというところを下の左側の図に追加検討としてお示しいたします。結果的にでござい

ますが、レイリー波とラブ波、3次まで考慮してございますが、高次モードを含む表面波

を考慮したH/Vスペクトル比の理論値、これにつきましては、赤線と黒線、よく絶対値に

つきましても合うようになりまして、観測記録のH/Vスペクトル比と整合するような結果

となりました。 

 また、品質の観点からでございますが、地盤同定の解析の誤差の収束状況について、あ

わせて御参考にお示ししてございます。 
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 地盤同定につきましては、遺伝的アルゴリズム法、これを採用してございまして、世代

交代数40回の解析を2回やってございまして、計80回の繰り返し計算を行ってございます。

グラフで誤差の収束状況をお示ししてございますが、解析の結果、最終的に目的関数との

残差はよく収束した結果が得られているということになってございます。 

 一番下に緑でまとめを記載してございますが、以上より、作成した深部地盤モデルは、

表面波の高次成分を考慮しても、適切に作成されていると言えると考えてございます。 

 これを踏まえましたまとめを120ページにお示ししてございます。敷地における地震観

測記録を用いた深部地盤モデルの逆解析結果、これにつきましては、目的関数としたH/V

スペクトル比のピーク周波数及びレシーバー関数を概ね再現し、観測記録を説明できてご

ざいます。 

 また、先ほど御説明いたしました内容でございますが、高次モードを含む表面波、これ

を考慮したコーダ部H/Vスペクトル比の振幅比につきましては、観測記録のH/Vスペクトル

比とよく整合しているという結果が得られてございます。 

 以上のことから、深部地盤モデルは、敷地における地震観測記録を踏まえ、適切に作成

されていると考えてございます。 

 続きまして、121ページをお願いいたします。第6章でございますが、深部地盤モデルの

検証でございます。こちらでコメントを二つ頂戴してございました。深部地盤モデルの検

証につきまして、浅い部分の速度構造の元となったデータを示すこと。また、吉田ほか

(2005)の文献を参考に、浅部の地盤構造による地震動への影響について検討することとコ

メントを頂戴してございました。 

 まず、123ページをお願いいたします。123ページでございますが、こちらにつきまして

は、微動アレー観測、これに基づきます分散曲線と、そこから得られましたS波速度、こ

の理論の分散曲線、この重ね描きを記載しているものでございます。これにつきましては、

分散曲線をよく再現するようなS波速度構造を微動アレー観測から求めておりまして、地

下深部の構造の推定結果については、妥当であると考えられると前回御説明をいたしまし

た。しかしながら、この分散曲線でございますが、高周波側の成分で若干得られていない

部分がございます。その場合、浅部の地盤につきまして、何に基づいて同定しているかと

いうコメントを頂戴してございました。 

 この回答が124ページでございます。124ページでございますが、まず、微動アレー観測

記録による地下構造の推定、これにつきましては、重視する点といたしまして、敷地の地



14 

下、深部のほうの構造、こちらに着目した検討を行うために、目標関数としては、先ほど

お示しいたしました分散曲線、こちらとの整合度を重視して検討を実施してございます。 

 微動アレー観測記録から得られた位相速度の分散曲線、これにつきましては、浅部の構

造に相当するところであります高周波成分、こちらでは得られていないところを先ほどお

示しいたしました。このことから、浅部地盤につきましては、各地震観測点におけるPS検

層のデータ、これを先ほどお示しいたしました深いところを示す分散曲線、これとあわせ

てダブルで目的関数といたしました上で、地下構造の推定を行ってございます。 

 推定の結果を下のグラフにお示ししてございます。緑色が目的関数としておりますPS検

層の結果、赤色は分散曲線及びPS検層から得られました、鉛直アレーから得られましたS

波速度構造ということになってございます。推定された結果のうち、浅部の構造、これと

目的関数とPS検層データ、これにつきましては、概ね一致した結果が得られているという

結果となってございます。 

 続きまして、132ページをお願いいたします。コメントといたしまして、吉田ほか

(2005)の文献に基づきまして、地震基盤から地表までの地盤を工学的基盤で分離して、

別々に検討する方法、これの妥当性について検討してまいりました。まず132ページには、

吉田ほか(2005)による記載、これをまとめてきたものでございます。吉田ほかでは、この

工学的基盤で分離して、別々に解析を行う方法の妥当性について検討をしてございまして、

以下の内容をまとめてございます。 

 まず、地盤を分離した検討と、地盤を全体系とした検討、こちら、下に黒矢印と赤矢印

で描いてございますが、この全体系とした検討と、分離系とした検討、これにつきまして

は、波形の周波数特性が異なるということが記載されてございます。 

 また一方で、層厚のとり方で結果が変わるということも述べられておりまして、分離し

た一方が他方に比べて層厚が十分に小さいと、分離した影響は大きくない。例えば、表層

が薄い、地震基盤が浅いなどが、このようなケースであるというふうにされてございます。

こちらにつきましては、左側が一方に比べて層厚が大きい場合、右側の図が、層厚が浅い

ほうが非常に薄い場合というような結果になってございまして、そちらについて、それぞ

れ考察がされてございます。 

 こちらと同じような検討を当社の地盤につきましても実施してございます。これを133

ページにお示ししてございます。まず、地盤中の地震波の伝播検討、これにつきまして、

当社では、現状、解放基盤表面で基準地震動を策定し、その策定した基準地震動を、浅部
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の地盤モデルに入れ直して、施設への入力地震動を算定してございます。これにつきまし

ては、下の図におけます分割モデルによる検討、これに該当するところでございます。 

 これに対しまして、吉田ほか(2005)を踏まえました検討といたしまして、地震基盤から

地表まで、これを一体解析する「全体モデル」、紙面の左側の全体モデルによる検討でご

ざいますが、こちらの検討を実施してございます。これによりまして、建屋基礎底面位置

相当の深さG.L.-20mでございますが、こちらでの地震動を「分割モデル」と「全体系モデ

ル」、これによって比較を行いました。 

 比較を行った結果を134ページにお示ししてございます。「全体モデル」と「分割モデ

ル」によりますG.L.-20mの地震動、これにつきまして、上段に応答スペクトルを、下段に

増幅比を各地盤ごとにお示ししてございます。 

 検討の結果でございますが、長周期側につきましては、「分割モデル」のピーク周波数、

これにつきましては若干短周期側にシフトするという結果が得られてございます。グラフ

で行きますと、下段の増幅比のところでございますが、赤色が「全体モデル」に対しまし

て、青色の「分割モデル」、これが短周期側に若干ピークがシフトしているという結果が

得られてございます。 

 しかしながら、主要な周期帯では、G.L.-20mの地震動評価結果、これにつきましては、

「全体モデル」と「分割モデル」の違いによる周波数特性の差は小さいものとなってござ

います。この要因といたしましては、当社の敷地地下における地震基盤、これをG.L.-

3100mとしてございます。一方で、解放基盤につきましては、G.L.-125mと浅くなってござ

います。このことから、深部地盤モデルと比較いたしまして、浅部の地盤モデルの厚さが

十分に小さくなってございます。このことから、吉田ほかにも示されてございましたが、

周波数特性の差が小さくなっているという結果になっていると考えてございます。 

 135ページと136ページには、御参考でございますが、本検討に用いました「分割モデ

ル」及び「全体系のモデル」につきまして、そのモデルの諸元をお示ししてございます。 

 これらのコメントを踏まえまして、137ページにまとめを記載してございます。こちら

につきましては、深部地盤モデルの検証の部分につきまして、トータルのまとめとしてご

ざいます。まず、上の四つ、ポツをつけてございますが、微動アレー観測記録に基づく深

部地下構造、また、2ポツ目のスペクトルインバージョン解析結果、3ポツ目の経験的サイ

ト増幅特性、4ポツ目の地震観測記録のシミュレーション結果、これによりますと、深部

地下構造モデルは保守的に作成されているという結果が得られてございます。また、今回、
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コメント回答として加えました5ポツ目でございますが、深部地盤モデルと浅部地盤モデ

ルを一体解析する「全体モデル」、これと分割解析する「分割モデル」、これを用いた評

価方法の違いにつきましては、地震動評価に与える影響は小さいということを確認いたし

ました。 

 以上の検討によりまして、深部地盤モデルについては、適切に作成されていることを検

証をいたしました。 

 続きまして、138ページでございますが、第7章、3次元地下構造モデルを用いた深部地

盤モデルの検証のパートでございます。こちらでコメントを頂戴してございましたのが、

増幅率の入射波シミュレーション結果、これにつきまして、建屋の位置を追記すること。

及び増幅比のグラデーションのピッチを0.1刻みとすることというところで、コメントを

頂戴してございます。 

 こちらにつきましては、作図の修正のみとなりますが、178ページをお願いいたします。

178ページにお示ししてございますが、こちら、前半のほうの御説明でお示ししたものと

同様でございまして、中央地盤が一番大きく、1次元地盤モデルによる理論振幅値を大き

く超えるところは、敷地内にはないという結果でございます。この図につきまして、建屋

の位置、前回はつけておりませんでしたが、建屋の位置、また、この増幅比のピッチでご

ざいますけれども、前回0.5刻みであったところを0.1刻みとして、細かく見られるように

したというところでございます。 

 これと同様の図が、後ろ、181ページ以降にも出てきますが、こちらにつきましても、

同様にピッチを0.1にし、建屋の位置を入れたというような作図を修正してまいりました。 

 コメントの回答につきましては以上でございますが、最後に、本検討、当社の地下構造

の評価につきまして、最終的なまとめにつきまして、再度、御説明をさし上げたいと思い

ます。 

 197ページをお願いいたします。197ページにまとめを記載してございますが、まずオレ

ンジ色の四角で囲んでございます。地震動評価に用いる1次元地下構造モデル、これにつ

きまして、各種の調査結果であるとか、地震観測記録、これに基づきまして、1次元の地

下構造モデルを作成いたしました。 

 これに対しまして、右側、水色の四角で記載してございますが、各種の調査結果に基づ

く3次元地下構造モデルの作成をしてございます。これにつきましては、各種の地質調査

結果に基づきまして、ジョイントインバージョン解析に基づきまして、3次元的な速度構
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造を推定してございます。 

 これにつきまして、1次元と3次元で増幅率の比較を行いました。その結果、真ん中の緑

色の四角で記載してございますが、1次元地下構造モデルと3次元地下構造モデルの速度構

造及び地盤増幅特性を比較することにより、地震動評価に用いる敷地地下の地下構造、こ

れにつきましては、1次元の地下構造モデルによって評価可能なことを確認いたしました。 

 最後のまとめでございますが、上記のとおり、地震動評価に用いる1次元地下構造モデ

ル、これにつきましては、複数の調査データ等を説明できるよう、適切に作成されてござ

います。 

 3次元地下構造モデルによる検証の結果、1次元の地下構造モデルによって、敷地におけ

る地震動評価を行うことができると判断してございます。 

 こちら、地下構造の検討につきまして、御説明は以上でございます。 

○石渡委員 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。御意見、コメントのある方は、挙手をしてから

発言してください。どなたからでも結構です。どうぞ。 

 小林さん。 

○小林技術研究調査官 技術研究調査官の小林です。 

 御説明ありがとうございました。これまでの御報告と、本日の一連のコメント回答、そ

れを伺いまして、これまでの膨大な調査、観測、そして、モデル解析、それと評価、かな

り御社のサイトを説明し切っていると、現象をよく捉えられていると。我々も非常にそれ

を理解することができたというふうに感じています。 

 それで、前回、私のほうでコメントを一つさせていただいた、回答No.9ですね。吉田ほ

か(2005)、こちらにつきましても、まず御社のほうで、どういうことが起きているかとい

う、その先生の論文を拝見されて、理解されて、それを対応された。御社のほうで対応さ

れたということで、私のほうも、我々のほうでも、それは十分確認する、影響度を確認す

ることができたということです。 

 やはり御社が言われたとおり、地震基盤相当が深度3100mぐらいですね。それに対して、

はぎとる、もしくは、ねぐっている部分が125mということで、そこの影響度合いというと

ころで、そう影響はないからというところが、改めて確認できたということで、よかった

かと思います。 

 それで、ちょっと今後について、これはヒアリングレベルでの確認かもしれないですけ
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ど、1点だけ、私のほうで確認をお願いしたいんですけど、入力地震動の評価、今後です

ね。すみません、194ページを御覧ください。これが御社のほうで基準地震動Ssを評価す

る、いわゆる深部地盤構造、解放基盤を定義して評価されるということで、これ、解放基

盤表面がVsが950m/sとなっていますけど、一方、入力地震動を考えるときに、たしか御社

のほうで、5ページ、これについては、もともと解放基盤から浅いところ、つまり、125m

より浅いところは、西側、中央、東側地盤で顔つきが違っているので、それぞれ個別で1

次元の波動まで考えますというところですね。そこは理解しました。 

 一つお伺い、考え方の確認なんですけど、その194ページで、Vsが950mで基準値の設定

をしたというところで、じゃあ、それに入力地震動をするときも、その地盤の接続ですね。

御社でいう、はぎとり地盤モデルをそれぞれの西側、中央、東側でやるときの一番最下層

の、要は125から下を多分半無限で考えると思うんですけど、そこの接続を、では、入力

地震動を評価するときにどのように考えかというところですね。 

 そこに近いイメージが、恐らく、今日、ちょっとこれまで認識はしていなかったんです

が、136ページを御覧ください。ちょうど吉田ほか(2005)で検討した、確認したモデルを

書いていますというところで、これのちょうどG.L.-125mが、ちょうどそこの接続の部分

なんですけど、これはどのように、このような形で入力するのかというところですね。ち

ょっとそこのお考え、今後について、ちょっと確認させてください。 

○石渡委員 どうぞ。 

○日本原燃（竹内部長） 日本原燃、竹内でございます。どうもありがとうございます。 

 お尋ねの件は、建屋の入力動をつくるときのお話かと思いますけれども、地震観測を中

心に、我々、今まで御説明をさし上げてきましたけれども、解放基盤を決めた後のものに

つきましては、深部の調査結果も含めて、さらに浅部のところは非常にボーリングデータ

なんかも豊富にございますので、そこのところをボーリングデータを集約して。もう一つ

は、微小地震を検討する場合と、それから、比較的大きな地震動を入力する場合とは、必

ずしも、御案内のとおり、剛性なんかも変化する場合もございますので、室内試験データ

なんかを整理したものをつくって、解放基盤から上を建屋の入力動モデルということで設

定してございます。 

 詳細は、また後ほど御説明さし上げたいと思いますけれども、調査結果につきましては、

地震動で使っているものも、それから建屋のモデルで使っているものも、共通のデータで

ございますので、そこのところの違いはないというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

○小林技術研究調査官 どうもありがとうございました。竹内さん、ごめんなさい、ちょ

っと私のもう少し、じゃあ、具体的に子細に申し上げますと、136ページ、ちょうどこち

らですね。西側地盤で、これ、例なんですけど、これの125mのところの層は、これは一応

950m/s、その上を750としていますよね。恐らく入力地震動、E波か、2E波か、E波ですね。

入れるときに、これは950、今、125のレベルから下は半無限の950m/sで、そこのSsとして

入れるのか、それとも、790m、それを半無限で下まで持っていってやるのか、そこの取り

巻きですね。少しそれによって、やはり少しまた応答が変わると思うので、ちょっとそこ

が気になっているんですね。考え方で結構ですので、接続をですね。 

○石渡委員 どうぞ。 

○日本原燃（竹内部長） 日本原燃の竹内でございます。 

 御指摘あったように、解放基盤を基準にして上下で分けております。そのときは、解放

基盤から下を一括の物性として扱って、そこから上については、層ごとに分割するという

考え方でやっております。具体的には、その解放基盤を挟んで、上の層と下の層が同じVs

になっているということはなくて、そこから下のところはややかたいものがあって、上に

上るときには若干やわらかくなっているような状況でございます。 

○石渡委員 どうぞ。 

○小林技術研究調査官 ありがとうございました。 

 いま一度、具体的にですけど、そうしますと、西側地盤に限りますと、G.L.-125mから

下は950m/sで、半無限でそのまま下も考えていて、125から浅いところは、それから790と

いう、そこのインピーダンスコントラストがあるという、そういう考え方ですか。それが

三つの西側、中央、東でという、そういう考え方ですかね。 

○石渡委員 どうぞ。 

○日本原燃（竹内部長） 数値が、今ちょっと正確に思い出せないので、950ぴったりに

なっているかどうかはわかりませんけど、基本的な考え方はそうでございます。 

○石渡委員 どうぞ。 

○小林技術研究調査官 わかりました。安心いたしました。そうですね、じゃあ、そうい

う形で、今後、また確認できたらいいかなと思いました。どうもありがとうございます。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 ほかにございますか。 
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 大浅田さん。 

○大浅田チーム員 地震・津波担当の大浅田です。 

 前回の指摘事項のNo.4、中央地盤で代表させることの妥当性についてなんですけれど、

一応前回の資料では、どちらかというと、鉛直アレーの結果で、少し地震計の位置が中央

と西側で違うところ、具体的には200～125mの伝達関数を求めるときに、中央は125ですか

ね。西側が200～100mというふうな形の図とか見せていただいて、それで説明されていた

んですけど、今回、そこら辺を少しいろいろと追加検討していただいて、地震計の位置を

そろえたりとか、あと、3次元との比較結果で示していただいたので、その点については

クリアになったと思っております。 

 あと、一応確認なんですけど、結局のところ、中央地盤を用いるのか、深部地盤として

中央地盤を用いるのか、西側地盤を用いるのかという違いは、先ほどの136ページが一番

ぱっと見はわかりやすいかと思うんですけど、これは西と中央と書いてあるんですけど、

結局のところ、125が解放基盤なので、125～200mのところの速度構造とか、減衰定数が違

うだけと、そういうことですよね。ということで、一応確認ですけど。 

○日本原燃（竹内部長） はい。 

○大浅田チーム員 この深部地盤モデルを用いるのは、たしか統計的を使っているのは海

洋プレート内地震なので、Ss上はそんなに支配的じゃない。それのみでこれを使うという

ことでよろしいですよね。 

○日本原燃（竹内部長） はい。 

○大浅田チーム員 わかりました。 

 以上です。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 大体よろしいですか。 

 ちょっとお伺いしたいんですけども、この89ページに伝達関数の比較というのが書いて

ありまして、一番上の黄色い四角の上のポチ、「観測記録による伝達関数と、各々のはぎ

とり地盤モデルによる伝達関数を各地盤・成分ごとに示す」と書いてありますが、これは、

この二つの関数のスペクトル比を示してあるんですね。どうですか。 

○日本原燃（尾ヶ瀬） 日本原燃の尾ヶ瀬でございます。 

 今お問い合わせの件でございますが、おっしゃるとおりでございます。フーリエスペク

トルの比、これを比較したものとなってございます。下に書いてございますが、G.L.-
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200mと-125mのこの比につきまして、スペクトルの比をとっているというものでございま

す。これにつきまして、観測記録に基づくものと、はぎとりモデルから得られる理論的な

このスペクトル比、これを比較しているという図になってございます。 

○石渡委員 その前のページの場合は、ちゃんと「応答スペクトル比を下図に示す」とい

うような形できちんと書いてありますので、これも誤解のないように、きちんと書いてい

ただいたほうがいいと思います。 

 特にほかに気がついたことはございませんか。よろしいですか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 一応六ヶ所再処理施設等の地下構造の評価については、これで必要な検討がなされてい

るというふうに思います。御苦労さまでした。 

 以上で、本日の議事を終了いたします。 

 最後に、事務局から事務連絡をお願いいたします。 

○森田チーム長補佐 地震動に関する次回の会合につきましては、ヒアリングの状況を踏

まえました上で、次回の会合の決定をしまして、連絡をさせていただきます。 

 事務局からは以上です。 

○石渡委員 以上をもちまして、第60回審査会合を閉会します。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第61回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年６月１９日（金）１０：００～１２：０５ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

原子力規制庁 

 櫻田 道夫  新基準適合性審査チーム チーム長 

 大村 哲臣  新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 森田 深   新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 黒村 晋三  新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 大浅田 薫  新基準適合性審査チーム員 

 杉山 和幸  新基準適合性審査チーム員 

 嶋崎 昭夫  新基準適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 新基準適合性審査チーム員 

 海田 孝明  新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  新基準適合性審査チーム員 

 永井 悟   新基準適合性審査チーム員 

 岩崎 拓弥  新基準適合性審査チーム員 

日本原子力研究開発機構 

 坂川 嘉信  建設部 次長 

 山﨑 敏彦  建設部 耐震対応整備室 室長 

 冨田 恒夫  建設部 耐震対応整備室 室長代理 

 中山 一彦  建設部 建設課 課長代理 

 瀬下 和芳  建設部 耐震対応整備室 主査 

 桐田 史生  建設部 耐震対応整備室 



2 

 安田 昌宏  建設部 耐震対応整備室 

 田中 義浩  建設部 耐震対応整備室 

 沢  和弘  高温工学試験研究炉部 次長 

 照沼 憲明  安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 主査 

 古澤 孝之  安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 主査 

 

４．議題 

 （１）日本原子力研究開発機構（ＪＲＲ－３、ＨＴＴＲ）の地震等に対する新規制基準 

    への適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１－１   原子力科学研究所（ＪＲＲ－３）敷地の地質・地質構造について 

 資料１－２   大洗研究開発センター（ＨＴＴＲ）敷地の地質・地質構造について 

 資料１－３   原子力科学研究所（ＪＲＲ－３）地下構造の評価について 

 資料１－４   大洗研究開発センター（ＨＴＴＲ）地下構造の評価について 

 机上配付資料１ 原子力科学研究所 敷地の地質・地質構造について 

         屈折法地震探査発振記録 反射法地震探査結果 

 机上配付資料２ 原子力科学研究所 敷地の地質・地質構造について 

         敷地のボーリングコア写真・地質柱状図集 

 机上配付資料３ 大洗研究開発センター 敷地の地質・地質構造について 

         敷地のボーリングコア写真・地質柱状図集 

 

６．議事録 

○櫻田チーム長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設

等の新規制基準適合性に係る審査会合、第61回会合を開催します。 

 本日は、日本原子力研究開発機構からJRR-3、HTTRの地震等に対する新規制基準への適

合性ということで資料の提出がございますので、担当の櫻田が議事進行を務めます。 

 では、議題に入る前に、本日の会合の進め方について、森田管理官から説明してくださ

い。 
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○森田チーム長補佐 原子力規制庁管理官の森田でございます。 

 本日の審査会合の進め方と配付資料ですけれども、説明の内容は、日本原子力研究開発

機構のJRR-3とHTTRの説明でございます。資料1-1は原子力科学研究所(JRR-3)の地質・地

質構造について。資料1-2が大洗研究開発センター(HTTR)の地質・地質構造について。資

料1-3はJRR-3の地下構造の評価について。資料1-4はHTTRの地下構造の評価についてであ

ります。 

 さらに、机上の配付資料がございます。3点ありまして、原子力科学研究所と大洗研究

開発センター、合わせて机上配付資料が3点ございます。 

 私からは以上です。 

○櫻田チーム長 大きく分けると、地質・地質構造についてというテーマと、地下構造に

ついてというテーマが二つあるということなので、まず最初に地質・地質構造についてと

いうことで、JRR-3とHTTRをあわせて説明をしてください。 

○日本原子力研究開発機構（坂川次長） よろしくお願いします。原子力機構の坂川でご

ざいます。 

 本日は敷地の地質・地質構造と地下構造の評価についてということで、原子力科学研究

所(JRR-3)と大洗研究開発センター(HTTR)分の説明をさせていただきます。説明に当たり

ましては、2人交代で説明させていただきますので、御了承いただきたいと思います。 

 では、資料に従いまして、まず、担当の中山のほうから説明させていただきます。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構の中山でございます。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、初めに資料1-1でございますが、原子力科学研究所(JRR-3)の敷地の地質・地

質構造について、御説明いたします。 

 まず1ページ目でございます。こちらで敷地の地質・地質構造に関する検討フローを記

載してございます。検討の目的といたしましては、敷地における断層の有無、それから活

動性を明らかにするということ。(2)番、敷地の詳細な地質・地質構造を把握し、設計上

必要な地盤の物性を検討するための基礎資料を得るというところを大きな目的としてござ

います。 

 検討を行うための調査方法につきましては、四角い枠の中、5項目ほど上の段に記載を

してございます。その結果を踏まえまして、断層の有無、それから活動性を検討するとい

うところでございまして、具体的にはボーリングコアの観察、地質構造図の作成、それか
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ら、12～13万年よりも若干若い地層なんですが、M2段丘堆積物の連続性の確認、それから、

これは12～13万年よりも古い地層になりますが、久米層（鮮新統）の中にある凝灰岩（鍵

層）の連続性の確認といったところを行っております。これらの検討に際しましては、こ

れまでに御説明をしております敷地の近傍で実施している近傍調査、ここでのデータも参

照しているというところでございます。 

 以上を踏まえまして、「将来活動する可能性のある断層等」の有無の把握、それから、

詳細な地質・地質構造の把握を行っているというところでございます。 

 2ページ目です。ここから5枚ほど、敷地の地形及び地質の概要について御説明いたしま

す。まず、敷地の位置関係でございますが、こちらでは敷地の位置及び施設配置を示して

おります。敷地であります原子力科学研究所は茨城県の東海村にございまして、久慈川と

那珂川に挟まれた那珂台地の東縁付近に分布してございます。試験研究炉の規則におきま

す第三条、それから第四条の評価対象となります耐震重要施設につきましては、それを内

包する建家ということで、敷地の配置図をさらに拡大いたしまして、右上、このハッチン

グがしてある範囲が耐震重要施設を内包する建家でございます。 

 3ページ目です。こちらでは変動地形調査の結果を整理してございます。敷地では、空

中写真判読の結果から、敷地を含めた近傍にリニアメント、それから地すべり地形は認め

られておりません。 

 4ページ目でございます。こちらは調査位置図を示しております。ここでは、敷地及び

敷地の南方にございます、私どものサイクル工学研究所を含めた、少し広い範囲での調査

範囲をお示ししています。青色の丸が300mを超える深いボーリング、それから、緑色のラ

インが敷地内を通過しております反射法地震探査の探査測線でございます。地質構造の解

釈に当たりましては、隣接するサイクル研のデータも用いて検討を行っているということ

をお示ししています。 

 5ページ目を御覧ください。5ページ目が、こちらは敷地の中になりますが、詳細なボー

リング位置の図面になってございます。 

 6ページ目、こちらが概要の最後の資料になりますが、敷地の層序表をお示ししていま

す。敷地の層序は、下位から順に、新第三系鮮新統の久米層、これは地質断面図上ではKm

というふうに記載をしてございますが、砂質泥岩を主体とする地層でございまして、JRR-

3建家の基礎地盤になっております。これは敷地の全域、標高約10m以深に分布している地

層でございます。それから、その上位には、第四系の上部更新統になりますM2段丘堆積物、
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これは主に礫・砂・シルトといった層相を持っていますが、この地層が下位の久米層を不

整合に覆って分布します。それから、その上位につきましては、完新統の沖積層、それか

ら砂丘砂層といった地層が敷地の低地部や全域に広く分布するというような状態になって

ございます。 

 7ページ目からが、敷地の地質・地質構造に関する説明でございます。まず、少し広い

範囲で敷地の基盤となる久米層の分布範囲をお示しする資料になってございます。中央部

に平面図を示してございますが、原子力科学研究所の敷地は緑色で囲った範囲になってご

ざいます。敷地及び敷地周辺の深さ300mを超える既往ボーリングデータを踏まえた地質断

面図、ちょうどこの赤色で描いてありますⅠ－Ⅰ'というところを切っている断面図が上

でございますが、こちらで確認される範囲では、久米層が広く分布しているというところ

で、水色のカラーになっている部分でございます。 

 これにつきましては、敷地内を通過している反射法地震探査測線、Line-Aという測線、

それから敷地の北方と南方を通っているLine-1とLine-2という地震探査の測線の解釈断面

図を平面図の周りにつけてございますが、こちらで確認される解釈断面とも、久米層の分

布については整合するという状態でございます。 

 8ページ目でございます。こちらはボーリング調査から検討した敷地の地質断面図にな

ってございます。上図Ⅰ－Ⅰ'断面、こちらが敷地で申しますと南北断面ということでご

ざいまして、図面の左側が北になってございます。それから、下図Ⅱ－Ⅱ'断面が東西方

向の断面になってございます。 

 Ⅰ－Ⅰ'断面につきましては、敷地の南側に新川という河川がございまして、この河川

が侵食をした谷を埋める形で沖積層が分布しております。それから、Ⅱ－Ⅱ'断面につき

ましては、敷地の東側に若干久米層を削り込むような構造がございまして、その上に沖積

層がたまっているという分布状況でございまして、こちらについても埋没谷のようなもの

が分布しているという状況でございます。それ以外の場所につきましては、久米層は、そ

れから久米層とその上部に分布しますM2の段丘堆積物は概ね水平に分布しています。 

 ここで、M2段丘堆積物につきましては吹き出しを記載してございまして、地表地質調査

実施中というところで記載をしております。これにつきましては、Ⅱ－Ⅱ'断面の左側、

M2段丘堆積物の傾斜が少し傾くような構造、それから、沖積層を挟んだ両側のM2段丘堆積

物の高度差が見られるというようなコメントをヒアリング等でいただいておりまして、こ

れを踏まえて追加調査を実施しているという状況を御説明しています。これにつきまして
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は、今後、調査結果を踏まえて御説明をさせていただきたいというふうに考えております。 

 9ページ目でございます。こちらが敷地の詳細な地質断面図になってございます。9ペー

ジ目が、JRR-3を中心とする東西断面の詳細。 

 10ページ目が南北断面になります。 

 11ページ目、こちらが北西から南東方向に切った斜めの断面を示してございます。ここ

では、久米層内部、Kmと書いてある久米層の内部に、ボーリング孔間で連続すると思われ

る凝灰岩の鍵層を確認してございまして、Kt2番～Kt5番までの4本を点線でつないでおり

ます。鍵層は約2°程度の傾斜をもってボーリング孔間で分布するというような解釈をし

ています。 

 続きまして12ページ、こちらでは各鍵層、Kt2番～Kt5番までの鍵層の特徴を整理した資

料でございます。 

 各ボーリング孔間での具体的な対比につきましては13ページを御覧ください。対比では、

コア観察に加えまして3本のボーリングで確認される鍵層の分布深度、それから、鍵層の

層間距離等をもとに検討を行っております。なお、No.1ボーリング孔、それから(3)-1に

ついては、当該箇所の該当する、凝灰岩が分布する該当箇所のコア写真を添付してござい

ますが、No.7につきましては、鍵層が対比できるコア写真がなくて、柱状図に記載された

凝灰岩の分布深度、層厚などから対比を行っているというところでございます。 

 Kt2から簡単に御説明をさせていただきますが、Kt2につきましては、灰白色の細粒凝灰

岩でございまして、葉理が発達して、凝灰岩の下底面の境界がほぼ水平であるといった特

徴と深度分布から、まずNo.1、それから(3)-1を対比いたしました。その後、No.7の凝灰

岩の分布及び特徴等から、3本のボーリング孔間での凝灰岩を対比しているというような

流れでございます。 

 Kt3につきましては、下底面がほぼ水平であるといったところ、それから、層厚が他の

凝灰岩に比べると厚いといったような特徴で、例えば、Kt3のNo.1で申しますと、2mを超

えるようなものが確認されているというところでございます。 

 それから14ページ目でございます。14ページ目はKt4とKt5についてです。Kt4につきま

しては、凝灰岩の上位が泥岩に漸移して変化していくという特徴、それから、下底面がほ

ぼ水平であるといったところから対比を行っています。最後、Kt5につきましては、凝灰

岩上端の境界が明瞭であるといったような特徴から対比を行っているというところでござ

います。 
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 以上を整理しました結果が15ページ目にございます。コア観察、それから分布深度等の

対比から、Kt2～Kt5番までの鍵層につきましては、対比可能な凝灰岩であるというふうに

判断をしております。 

 以上を踏まえまして、敷地の調査結果のまとめでございます。まず、一つ目の●ですが、

空中写真判読の結果から、敷地を含めた敷地近傍にはリニアメント及び地すべり地形は認

められません。それから、敷地には建家の基礎地盤であります新第三系鮮新統の久米層を

初め、これを覆って分布するM2段丘堆積物ですとか沖積層、それから砂丘砂層が分布しま

す。ボーリングコア観察の結果から、久米層に断層は認められません。ボーリング調査の

結果、久米層中には複数の鍵層がほぼ水平に分布しているというところを確認してござい

ます。 

 以上をもちまして、原子力科学研究所の敷地の地質・地質構造を把握すると共に、敷地

には、「将来活動する可能性のある断層等」の存在は認められないというふうに評価をい

たしております。 

 以上が、原子力科学研究所の説明になります。 

 続きまして、資料1-2で、大洗研究開発センターのほうの敷地の地質・地質構造の御説

明をさせていただきます。 

 まず1ページ目でございます。こちらは、先ほど御説明した原科研と大きく異なる評価

点といたしましては、ちょうど四角い枠組みの中の、この真ん中から三つ目のマークのと

ころになります。こちらで、敷地には12～13万年前の地層というふうに判断できますM1段

丘堆積物という上部更新統の地層が分布してございまして、この地層を使いまして連続性

の確認を行っているということでございます。したがいまして、上載地層法を適用すると

いうことで、このM1段丘堆積物の基底面が水平であるといったことを評価して、「将来活

動する可能性のある断層等」の有無の把握を行っているというところがございます。 

 2ページ目を御覧ください。2ページ目からが、敷地の地形、地質の概要でございます。

大洗研究開発センターにつきましては、この図にも記載してございますように、涸沼それ

から太平洋に挟まれた東茨城台地の東縁付近にございます。建物の施設配置につきまして

は右側の図に拡大をしてございまして、さらに、HTTR建家の周辺を拡大した図面を右下に

添付してございます。図中に、規則四条、三条の対象となります耐震重要施設をハッチン

グして記載をしてございます。 

 3ページ目を御覧ください。3ページ目が変動地形調査の結果でございます。大洗研究所
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につきましても、敷地、それから近傍にはリニアメント、それから地すべり地形といった

ものは認められないということを確認してございます。 

 それから4ページ目、敷地の地質についての図面でございます。こちらにつきましては、

敷地の情報といたしまして、第四系の更新統の東茨城層群を覆うような形で、M1段丘堆積

物というものが敷地を広く覆っているという状況を確認しております。 

 5ページ目を御覧ください。5ページ目が、敷地で実施しているボーリング調査の配置図

になってございます。 

 6ページ目、こちらが概要の最後になりますが、大洗での敷地の層序表でございます。

こちらは下位から順になりますが、最下層には、新第三系中新統の多賀層群というものが

分布します。こちらは砂質泥岩を中心としたものでございまして、敷地の標高約-300mよ

りも深いところに分布します。その上位には、新第三系鮮新統の久米層が確認されており

まして、敷地では、標高約-130m～-50mの範囲で分布するということが確認されておりま

す。その上位には、HTTRの基礎地盤としてございます東茨城層群という中部更新統の地層

が分布してございまして、こちらは礫・砂・シルトというものを中心にした層でございま

す。さらに、その上に上部更新統のM1段丘堆積物というものが載ってございまして、こち

らも層としては同じようなものなんですが、下位の東茨城層群を不整合に覆う形でござい

まして、後ほど説明にも出てまいりますが、堆積物中に含まれるテフラの情報から、13万

年前の地層だというふうに判断をしてございます。それから、その上位には沖積層、砂丘

砂層等が分布します。 

 なお、後ほどボーリング柱状図等で一部地層の名称が出てまいりまして、そこが敷地で

申し上げているM1段丘堆積物、東茨城層群と対応する地層がございまして、その地層の名

称というのが磯浜地域の地質という文献で示されている見和層上部というものがM1段丘堆

積物、それから、見和層の中部の石崎層というのが東茨城層群に対応するという地層がご

ざいまして、これが対比の表になってございます。 

 7ページ目を御覧ください。7ページ目からが、敷地の地質・地質構造に関する資料でご

ざいます。まず、7ページは敷地の南北断面でございます。 

 それから、8ページ目がHTTRを中心にしました南北断面の詳細図になってございます。

ボーリングデータからは、敷地には多賀層、Tgと書いてある地層ですが、多賀層と、それ

から久米層、Kmという地層が水平に分布いたしまして、その上位の東茨城層群、黄色と赤

い線で囲まれている範囲の東茨城層群、それから、その上位にありますM1段丘堆積物とい
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ったものが、ほぼ水平に分布していることを確認しております。 

 9ページ目を御覧ください。9ページ目は、敷地の東西方向の断面になってございます。 

 それから、10ページ目が、その断面をさらに詳細に記載したものでございます。こちら

の堆積状況につきましても、南北断面とほぼ同様に、各層がほぼ水平に堆積するというよ

うな状態がボーリング調査から確認できます。 

 11ページ目を御覧ください。11ページ目からが、先ほどから申し上げております上載地

層法を適用しているM1段丘堆積物の形成年代と周辺での分布状況についてまとめた資料で

ございます。11ページの左上の図、こちらに敷地を含む周辺での調査地点を示しておりま

す。露頭観察の位置を白丸で示しておりまして、文献等で確認されている柱状図の確認位

置が黒丸になります。そのうち、赤い星でマークしてあります11カ所につきまして、柱状

図の形で拡大したものをおつけしています。このうち、調査地点の8番というところがご

ざいますが、こちらにつきましては、データとしては大洗研究開発センターの中のボーリ

ングデータを用いて解釈をしているというような柱状図になってございます。 

 柱状図では、赤色の点線、ちょうどこの位置になりますが、この位置がM1段丘堆積物と

東茨城層群の境界を示してございまして、境界は不整合で接しています。なお、M1段丘堆

積物の層相と申しますか、中身といいますかは、下位から順に海進の堆積物、それから海

退時期の干潟、それから湿地帯の堆積物、それから、海が完全に引いて砂丘になっている

ような状態の堆積物というものが順序よく、連続して各地点で確認されてございまして、

このM1段丘堆積物の固まりとしては同一の形成年代だというふうに考えているものです。 

 12ページを御覧ください。12ページでM1段丘堆積物の特徴について写真をお示ししてい

ます。写真1につきましては、M1段丘堆積物の基底の写真でございます。これがちょうど9

という地点の写真を拡大したものが写真1になります。この基底の情報といたしましては、

ちょうどこのM1段丘堆積物と東茨城層群の境界のところに不整合の関係で接する境界を確

認しているということで、あとは、そのM1段丘堆積物の基底のところには礫を多く含むと

いう特徴を持ってございまして、ここで境界を判断しているというところでございます。 

 それから写真の2でございますが、これは7という地点の写真の拡大図でございますが、

ちょうど干潟、湿地帯の堆積物と考えられる層中に、写真2になりますが、ちょうどこの

白い範囲につきまして、赤城水沼9,10テフラが確認されてございまして、ここの年代とい

うのが13万年前に対比されるということでございます。したがいまして、このM1段丘堆積

物というのは、MIS5eの堆積物であるというふうに考えられまして、なおかつM1段丘堆積
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物の基底面の高度分布といったものを追跡していきますと、敷地の中だけでなく、敷地の

周辺でも、ほぼ水平に堆積しているということが確認できます。 

 13ページ目を御覧ください。では、敷地の中ではM1段丘堆積物の堆積状態はどのように

なっているのかというところを具体的にお示ししています。一番左側がNo.8という先ほど

の柱状図の拡大図でございまして、その右側にHTTRの建設時に行ったボーリングNo.3とい

うものの柱状図とコア写真、それから、各層の特徴といったものを記載してございます。 

 最上位のローム層につきましては、粘土化がやや進行し、地層中に軽石が含まれるとい

うことで、柱状図には、ちょうどこの辺りに鹿沼軽石が分布するというような記載がござ

います。 

 それから、古砂丘の堆積物につきましては、淘汰の良い細～中砂からなっているという

ことで、平行葉理が発達するといったような特徴がございます。 

 それから、干潟・湿地帯の堆積物といたしましては、敷地の中では比較的硬質なシルト

を主体とする地層が確認できていると、一部、砂層もかむというふうな堆積環境を持って

いる層準でございます。 

 それから、海の堆積物といたしましての特徴は、淘汰の良い砂と淘汰の悪い砂というの

が相互に変化していきまして、このコアではちょっと確認できていないんですが、隣接す

るNo.5という地点のコアでは白斑状生痕ということで、ヒメスナホリムシの生痕化石が海

成層の上部、ちょうどこの辺りの位置に確認できます。 

 それから、M1段丘堆積物と東茨城層群の境界というのは、ちょうどこの位置でございま

して、ここのところでは、礫層のところから海成の地層に切りかわるという不整合の境界

が確認できます。これよりも下位の東茨城層群の層相といたしましては、礫径が非常に大

きくなるというところでございまして、M1段丘堆積物とは明確に区別ができるという地層

になってございます。以上がM1段丘堆積物の確認状況でございます。 

 これらをまとめます。14ページでございます。大洗研究開発センターにつきましては、

空中写真判読の結果、敷地を含めた敷地近傍にはリニアメント及び地すべり地形は認めら

れないということ。それから、敷地には、下から順に中新統の多賀層、鮮新統の久米層、

第四系更新統の東茨城層群及びM1段丘堆積物、それから第四系完新統の沖積層及び砂層が

分布すると。また、M1段丘堆積物、これがMIS5eと想定していますが、これが下位の東茨

城層群を覆って敷地に広く分布すると。で、東茨城層群及びM1段丘堆積物の基底面はほぼ

水平に分布しているというデータをもちまして、敷地には、「将来活動する可能性のある
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断層等」の存在は認められないというふうに評価をしてございます。 

 以上が、地質・地質構造に関する御説明でございます。 

○櫻田チーム長 それでは、質疑に入ります。 

 反町さん。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。よろしくお願いいたします。 

 資料1-1の1ページをお願いいたします。こちら、東海研の敷地の地質・地質構造の御検

討をされているフローでして、「将来活動する可能性のある断層等」の有無の把握といっ

た根拠としまして、真ん中の枠の中に書いてありますけれども、久米層の凝灰岩（鍵層）

の連続性の確認といったことが、ここの敷地の中での重要なポイントになっているかと思

っております。 

 それで、11ページをお願いいたします。こちらに、その久米層中の鍵層ですね、Kt2か

らKt5をお示しいただきまして、ほぼ水平にその連続して分布しているといった評価がな

されているんですけれども、その根拠といいますか、その判断が12ページ以降でやられて

いますが、この鍵層を、いわゆる層相で、そのボーリング間を対比されていると、いわゆ

る見た目で判断されていて、それ自体を否定するものではないと思うんですけれども、こ

こでは、その鍵層の連続性というのが冒頭申し上げましたように重要なポイントというこ

とになりますので、より客観的な、その物理的なデータといったものも大事ではないかな

というふうに考えておりまして。そういった、例えば鉱物の組み合わせですとか、そうい

ったものはこちらでおとりになっているんでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） お答えいたします。 

 ボーリング孔、今回、鍵層を対比しておりますボーリング孔というのは3カ所ございま

して……。 

○櫻田チーム長 すみません、発言の前に名前を言ってください。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構の中山でございます。 

 御回答いたします。 

 No.1、No.7、(3)-1という3カ所のボーリングで鍵層を対比しているわけなんですけれど

も、No.1とNo.7につきましては火山灰分析のデータがございまして、これで御説明するこ

とは可能でございます。 

 なお、(3)-1につきましては、3カ所のボーリングで鍵層を対比しているわけなんですけ

れども、No.1とNo.7につきましては、火山灰分析のデータがございまして、これで御説明
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することは可能でございます。なお、JRR-3に伴うボーリングではないというところもご

ざいまして、コアの現物が現状ではございません。ということで、ここにつきましては火

山灰分析ができない状態でございます。で、No.1とNo.7につきましては、そういった情報

も踏まえて対比をするというところは検討したいと思います。 

○反町チーム員 よろしくお願いいたします。私からは以上です。 

○櫻田チーム長 海田さん。 

○海田チーム員 チーム員の海田です。 

 今、鍵層の話が、検討してくださいということで反町のほうからちょっとコメントがあ

りましたけれども、もう二、三点ほど、ちょっと鍵層について、細々した点ですけれども

確認したいところがありますので、この場で答えられれば御回答いただいても構いません

し、ちょっと時間がかかるとか、詳しく見ないとわからないということであれば後日でも

結構ですので、お願いします。 

 まず、断面図で、どの断面図でもいいんですけれども、9ページ、これは全部、10ペー

ジのほうがいいですかね。10ページ、これ、一応全部の鍵層が1から5まで出ているという

ことなんですけれども、ちょっと柱状図のほうとか、コア写真集のほうを結構見させてい

ただいたところ、それなりに火山灰というか、軽石みたいなものを含んでいるようなとこ

ろも、ほかにも幾つかありました、ここに表示してあるだけで。 

 例えば、配付資料でいきますと、原科研の柱状図集、コア写真集ですね、No.1孔の写真

で、大体、ちょっと浅いところになるんですが、36mぐらいのところ、6ページですかね。 

○櫻田チーム長 すみません、資料番号とページをはっきりしてもらえますか。 

○海田チーム員 ボーリングコア写真集、配付資料の2ですね、机上配付資料の。そこの

ページで、この辺りですね、ちょっと白い地層みたいなのがありまして、実はこれ、(3)-

1孔というのも同じぐらいの深度のところに似たようなものがあります。 

 資料でいいますと、同じ資料の(3)-1孔の、ですから13ページですかね、この辺りです

ね、46m～47m辺りに同じようなのがありまして、こういったのもいろいろありますので、

こういったのも、いろいろほかにも検討されているんであれば、その辺りのデータを出し

ていただくと、つながらないんであればつながらないということですね。こういったのは

結構浅いところに出てきているので、先ほどのKt1よりもかなり浅いところで、ほかに捉

えられているコアもあるかもしれません。 

 例えば、資料1-1に戻っていただいて、8ページのⅡ－Ⅱ '断面で、その下のほうの断面
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図ですけれども、1と(3)-1で先ほどみたいなのがあると、ひょっとしたら21とか15番とい

う孔で捉えられているかもしれませんので、より鍵層が連続するというようなところの説

明の説得力が増すかなと。こういったところからいろいろな観点で検討結果を示していた

だければいいかと思いますので、その辺、事実関係をちょっと確認いただきたいというこ

とが1点です。 

 あと、それ以外の確認点としまして、今の1-1資料で13ページ、鍵層が連続するという

御説明で、この詳しい説明があります。それで、Kt2の地層ですね、これ、例えばNo.1孔

と(3)-1孔で同じ鍵層といいながら、かなり層厚が違うというようなことで、こういった

ところはどういった検討がされているのかという点。この辺り、凝灰岩ですので、普通で

あれば静々とたまれば同じぐらいの厚さになるはずですけれども、こういったのが違うと

いうのは再堆積があったとか、何かいろいろあるかもしれませんけれども、検討されてい

るんであれば、また説明いただきたいなと。 

 あと、本当に細かくなって申し訳ないんですけれども、また柱状図集に戻っていただい

て、配付資料の2ですよね。No.7孔の柱状図のところでいくと、例えば39ページ、これ、

記載ぶりなんで、ちょっと画面でもなかなか小さくて見づらいので、資料でいきますと記

事のところで129.70～131.20とか書いてあるんですけれども、その辺りから次のページに

かけて亀裂が多いというような記載が多々ありますので、こういったのがどういったもの

かというのも確認されているんであれば、また御説明ください。機械割れとかいろいろあ

るかもしれませんけれども、その辺のところ、ちょっとこれだけだとわかりませんので、

お願いします。 

 あと、同じく(3)-1孔で、もっと後の51ページ――もっと後ですね、58ページぐらいで

すか。これも、同じく記事の中で252.50とか、それ以深のところで、岩片状のコアと書い

てあるのが幾つかあります。写真もちょっと小さくてわかりづらいので、念のためですけ

れども、これがどういったものかというのは確認をしておいていただきたい。今、申し上

げたのはあくまで例示ですので、こういったのがほかにないのかというのを、あるんであ

ればどういったものかというのをまた御説明ください。 

 今もし質問した中でわかるものがあればお答えいただいても結構ですけれども、いかが

でしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構の中山でございます。 

 貴重な御意見をありがとうございます。一番初めに御指摘いただいた、ほかの位置でも
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鍵層が分布するのではないかというところにつきましては、確かに私どもも、お示しした

鍵層以外のところにも凝灰岩があるというところは認識してございまして、この部分の連

続性につきましては、連続する、しないも含めて整理をして、御説明したいと思います。 

 それから、それ以外のコメントにつきましては、ちょっと即答できる情報がございませ

んが、検討して、御回答したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○海田チーム員 よろしくお願いします。 

○櫻田チーム長 大浅田さん。 

○大浅田チーム員 地震津波担当調整官の大浅田です。 

 私も、JRR-3、原科研の敷地の地質・地質構造について、鍵層についてちょっと確認を

したいと思っております。今回、その鍵層の水平ということの説明について、9ページ～

11ページにかけてA-A'断面、B-B'断面、C-C'断面ということで、3断面について情報を提

示していただいているんですけど、やはりそのボーリングのコアをつないだ情報というこ

とを考えれば、やっぱり点と点をつないだ情報なんだと考えております。 

 したがって、今回そのJRR-3の耐震重要施設というのは、そんなに点在しているもので

はなくて、原子炉建家のところにあるということなんですけど、例えば、この原子炉建家

を囲むような断面、例示しますと、11ページがいいかと思うんですけれども。今ここでC-

C'断面ということで断面を引かれていますけど、少し、ちょっと字が小さいんですけど、

この原子炉建家の下辺りに、南辺りにNo.7孔というのがございますし、あと、C-C'断面沿

いに引かれているこの情報として、No.(3)-1というコアがございますね。そうすると、こ

のNo.7孔とNo.(3)-1のコアを結んだ断面を引くと、ちょうど原子炉建家を囲うような形で

の断面というのが引かれるんで、そういった、もう少し可能な限りで多くの断面を見せて

いただけると、それはちょっと信頼性が増すんじゃないかと思うんですけれども、そこら

辺についてはいかがでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構の中山でございます。 

 御指摘の趣旨、了解いたしました。検討して、建物、原子炉建家を囲むような形での断

面について検討したいと思います。 

○大浅田チーム員 よろしくお願いします。 

 それと、少し、若干観点が異なるんですけれども、今後、その敷地とか敷地近傍に、い

わゆるその震源断層として考慮するものがないということを説明していくとなると、やは

りこの鍵層を、もう少し広い断面で水平であるということを説明していくと、それはそれ
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で一つの補完的な情報なのかと思うんですけれども。例えば7ページですか、これは左側

が北方向で右が南方向になってございますけれども、今この緑で原科研ということで囲ま

れていますけど、この南側にサイクル研というのがございますし、あと、ここでは明示し

てございませんけれども、北側には日本原燃の東海第二発電所があるかと思います。我々、

先行施設の審査ということで、東海第二でも同じような御説明を聞いてございまして、鍵

層、久米層の中にある鍵層の水平ということを聞いてございますので。 

 そこら辺、原科研の中だけではなくて、サイクル研とか、他事業者ではございますけれ

ども、日本原燃の東海第二との鍵層の比較、そういったことがもし可能であれば、そうい

ったこともあわせて示していただくと、この近辺には震源として考慮する活断層はないと

いうことの一つの証明にはなるかと思うんですけれども、そこら辺はデータ的には可能で

しょうか。もしくは、そういった検討は、今、考えておられるんでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構の中山でございます。 

 私どもの御説明の中でお示ししている、その鍵層を捉えているボーリングというものが、

今回お示しした中では3本、地質の中ではあるという情報がございます。その中で得られ

ている情報と、隣接する原電さん、それから南側にはサイクル研の施設がございまして、

そちらでもボーリングはやっておりますので、そのデータとの連続性、あとは、今お示し

している深度に関わらず、もう少し、例えば浅いところでどうなるのかといったようなと

ころも含めて、広がりを御説明できるような資料が、できるかできないかも含めて検討し

たいというふうに考えます。 

○大浅田チーム員 よろしくお願いいたします。 

○櫻田チーム長 ほかにありますか。 

 どうぞ。 

○岩崎チーム員 チーム員の岩崎でございます。 

 私から1点、資料についてなんですけれども、両施設に共通するんですけれども、施設

建設時の地盤の写真と、あとスケッチ等あれば、それもぜひ見せていただきたいんですが、

いかがでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構の中山でございます。 

 御質問の趣旨としましては、例えば掘削時の法面といいますか、のところの露頭写真と

いうイメージでしょうか。 

○岩崎チーム員 法面でもいいんですけど、その地盤の写真、施設建設時の地盤の写真と
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かスケッチがあれば見せていただきたいんですが。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） どちらかというと床づけ面、基礎面のとこ

ろのお話をされているということでしょうか。 

○岩崎チーム員 そうですね、まあそれも含めて、あるものは全て見せていただきたいと

いう趣旨でございます。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構の中山でございます。 

 御質問の趣旨は理解いたしました。ただ、施設として古いところもございまして、どこ

まで、あるかないかも含めて、ちょっと確認をして御回答したいというふうに思います。 

○岩崎チーム員 では、よろしくお願いいたします。 

○海田チーム員 チーム員の海田です。 

 JRR-3のほうの議論が、今ずっと続いていましたけど、HTTRのほうでもちょっと確認と

いうか、お願いがありますので、よろしくお願いします。HTTRのほうは、例えば断面図、

代表的なところでいきますと8ページで、この御説明でいきますと、この赤い線と黄色い

線、このM1の基底と東茨城層群の基底が連続するということの説明をもって、ここに断層

がないという説明がなされていたんですけれども、これは、ある意味、JRR-3のほうで言

うような鍵層に近いようなものかと思います。 

 翻ってみると、このHTTRのほうは、JRR-3のほうであったような鍵層というか、ここと

ここの地層を対比してつなぎましたというような、ちょっと詳しいデータがここになくて、

柱状図集はあるので、そこを逐一見ていけばわかるかもしれませんけれども、JRR-3のほ

うで言うような、例えば資料1-1のほうで言う12ページとか13ページといったようなイメ

ージですかね。ここまで詳しいようなことは必要ないかもしれませんけれども、こういっ

たところをM1面の基底として見ましたと、東茨城層群はこういうところを見ましたという

ような、もうちょっと詳しい、よくわかりやすい写真をつけた上で、対比したところを示

していただきたいなと思いますけれども。 

 それは、多分そんなに難しい話ではないと思いますし、それを見ると、こちらもここの

御説明というのがわかりやすいかと思いますので、よろしくお願いしたいんですが、いか

がでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構の中山でございます。 

 御質問、承りました。大洗研究所に関しましては、御説明の中でも申し上げたように、

M1段丘堆積物がMIS5eということで、上載地層のほうで否定できるというふうに判断をし



17 

まして、今回の資料では、そのフラットのところの御説明を中心にさせていただいており

ますが、そのボーリングのところの情報につきましては、検討して御提示したいと思いま

す。 

○海田チーム員 ありがとうございます。M1面の基底もですけれども、一応、御説明とし

ては、最後のまとめで東茨城層群の基底も水平だというような説明でされていますので、

そちらのほうも、上のほうの地層が変形していないと思うんですけれども、下のほうも同

じように水平だということであれば、これは、また、より説得力が増すようなことかと思

いますので、そっちのほうもよろしくお願いします。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構の中山でございます。 

 承知いたしました。ただ1点だけあれなんですが、東茨城層群につきましては、堆積の

年代の幅が非常に広い地層でございまして、ここで申し上げているのは、基底というより

も、東茨城層群が水平に堆積しているという傍証的な情報を述べておりまして、あくまで

も、活動性の否定につきましてはM1面の基底を中心に御説明をしているというような情報

でございます。 

○海田チーム員 海田です。 

 堆積の幅が広いというか、基底面はここに書いてあるように面一でつながっているとい

うことであれば、傍証というか、そういったものでもいいので、そこはあったほうが、よ

り、そのM1面が水平だというところと整合的なデータとして、なかなかわかりやすくなる

と思いますので、そっちも、御説明は理解しましたけれども、よろしくお願いします。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 原子力機構の中山です。 

 ありがとうございます。了解いたしました。 

○海田チーム員 それともう1点お願いします。HTTRのほうは、JRR-3のほうで反射、結構

深い反射の断面が示されてありましたけれども、こっちのほうは、そういったデータとい

うのはないのでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 私どもといたしまして、その実質的に調査、

深い震度の調査というのをやってございまして、そちらのデータを現在も整理中でござい

ます。今後、それにつきましても御提示できるように検討を進めたいと思います。 

○海田チーム員 大深度調査というのはボーリングですか、それとも何か反射か何か。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） バイブロサイスの反射でございます。 

○海田チーム員 わかりました。じゃあ、今もう実施されているということであれば、ま
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ずそういったデータもまとまり次第お示しいただいて、説明の中で補強していただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○櫻田チーム長 ほかにありますか。よろしいですか。 

 ちょっと念押しですけど、先ほど岩崎からコメントのあった建設時の写真・スケッチ等

の話は、これはHTTRのほうも同じですので、よろしくお願いします。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） はい、承知いたしました。 

○櫻田チーム長 ほかにないようであれば、後半の話題ですね、地下構造の評価について、

説明をお願いします。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） それでは、資料1-3で、原子力科学研究所

(JRR-3)の地下構造の評価について、御説明をいたします。 

 1ページ目、2ページ目につきましては、評価の概要をお示ししている内容でございます

ので、簡単に御説明しますが、1ページ目は3項目ございまして、今回実施している評価分

析といたしましては、解放基盤面の設定に関する検討ということで、この赤字で書かれて

いるもの、それから、観測記録を用いた敷地の振動特性に関する検討というもの、それか

ら、最後に緑色で書かれております地震動評価に用いる地盤構造モデルに関する検討とい

う、この大きな3本柱の御説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、4ページ目からが、具体的に解放基盤面の設定に関する検討結果でございま

す。こちらでは、審査ガイドで述べられています解放基盤面の定義というものを大きく三

つ挙げてございます。概ねせん断波速度Vs=700m/s以上というもの、それから著しい風化

をうけていないということ、それから著しい高低差がなく、ほぼ水平で相当な拡がりを持

って想定される基盤という3項目でございます。今回は、この検討結果をもって原子力科

学研究所の解放基盤表面というものの位置につきましては、標高でいいますと-340mに設

定しているというような情報でございます。 

 続きまして5ページ目、こちらが敷地、それから、南側に隣接しますサイクル工学研究

所で実施している6本のボーリングを使って、PS検層による速度構造を検討しているとい

う図でございます。敷地内につきましては3本、青色のマークで書かれているNo.1、No.7、

(3)-1というボーリング。それから、隣接する敷地ではRP-1、Pu-1、TW-9というこの合計6

本でございます。この6本のPS検層の値を下の断面図に記載してございます。御覧いただ

きますとわかりますように、久米層中のPS検層、S波速度の増加というのは漸増という傾

向を示しておりまして、徐々に上がっていくと。その中で、解放基盤面として設定されて
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おります-340m付近につきましては、いずれのボーリング孔でもVs=700m/sを超えていると

いう結果を確認してございます。 

 6ページ目を御覧ください。6ページ目は、代表的な3地点のサスペンションPS検層の結

果をお示しした図でございます。 

 7ページ目を御覧ください。7ページ目は、解放基盤表面のところの風化に関する検討で

ございます。こちらは原子力科学研究所のNo.1ボーリング孔のところのコア観察を行った

結果をお示ししてございます。浅いところになります、ちょうど真ん中の写真が浅いとこ

ろの図面に、写真になりますが、ちょうど久米層の上端といいますか、久米層に切り替わ

るところの地層の部分で若干風化が見られるという状況がございますが、それ以外の深度

につきましては、新鮮なコアの状態で著しい風化は認められないというような状態でござ

います。 

 8ページ目をお願いします。8ページ目につきましては、解放基盤表面の拡がりというこ

とで、先ほどの地質・地質構造のほうでもおつけした資料でございますが、敷地内を走っ

ている反射法地震探査測線の結果から見ましても、地質として対比している久米層の部分

につきましては、拡がりをもって分布しているということが確認できるというデータでご

ざいます。 

 以上が解放基盤表面の検討結果でございます。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） では、続きまして、3章の観測記録を用いた振動特

性評価について、原子力機構の桐田のほうから説明させていただきます。 

 この章の目的といたしましては、敷地で得られました観測記録を用いまして、敷地地盤

におけるその地震動を特異に増幅させる要因の有無、あと速度構造の均質性、あと基盤の

拡がりについて確認しております。検討としましては大きく分けて二つ、地震観測記録を

用いた検討については、解放基盤表面～建家基礎位置付近までの応答スペクトル比、あと、

地震基盤面～解放基盤表面の応答スペクトル比を評価いたしまして、到来方向ごとに整理

することで、敷地地盤に地震動を特異に増幅させる要因があるのか、ないのかを確認して

おります。 

 微振動観測記録につきましては、敷地で単点微動観測を実施いたしまして、そのH/Vス

ペクトルを整理いたしまして、その速度構造の均質性や基盤の拡がりを確認しております。

これらについて確認することで、敷地地盤が水平な平行成層であるとみなすことが可能だ

と考えております。 
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 まず、応答スペクトル比に関する検討の概要ですが、用いている地震観測点としては原

科研ですと、あと、地震基盤相当の観測記録を・・するためにひたちなか観測点を、防災

科研のKiK-netのひたちなか観測点を活用しておりますので、この2点の観測点を用いてお

ります。両サイトは、10km程度離れていると。 

 あと、原科研の地震観測点につきましては、JRR-3原子炉建家の近傍で実施しておりま

して、本検討におきましては、G.L.-360mの解放基盤表面に位置する地震計と、建家基礎

位置付近のG.L.-13mの観測記録を用いております。 

 原科研と、あと、ひたちなか観測点の地震計の機器特性については以下のとおりとなっ

ております。検討に用いた地震ですが、表に示しますおよそ500弱の地震観測記録を用い

ております。 

 応答スペクトルに関する検討の内容ですが、大きく分けて二つ実施しております。一つ

は、原科研における地震基盤面から解放基盤表面にかけての地震特性を把握するものでし

て、これについて、原科研では、地震基盤のところに地震計はありませんので、近傍で観

測しているひたちなか観測点が非常にかたいところで地中地震計が設置されていると、あ

と、その敷地で確認されている地震基盤面と、そのひたちなかの基盤というのは連続的で

あると判断いたしまして、このひたちなか観測点に対する原科研の解放基盤表面の応答ス

ペクトル比というものを評価しております。 

 二つ目が、原科研における解放基盤表面から建家基礎位置付近にかけての地震動特性を

把握するために、原科研の解放基盤表面に対する建家の基礎位置付近の応答スペクトル比

を評価しております。 

 それらを図示しますとこのようになりまして、地震基盤面から解放基盤面までが評価1、

解放基盤面から建家基礎位置が評価2となります。ここで、ひたちなか観測点を敷地の地

震基盤とみなすことについての検討について、次のページ以降に示しております。 

 まず、ひたちなか観測点と原科研の位置について整理いたしますと、およそ10kmほど離

れておりまして、原科研の地震基盤が、後で示します微動アレイで設定しておりますが、

およそ1000mの位置にあると。ひたちなか観測点は500m程度のところに地震計が設置され

ておりまして、非常にかたいところに設置されていると。この辺、基盤が少し原科研のほ

うからひたちなかに向かって上がっていると考えておりまして、これらは敷地周辺の基盤

形状と類似性のある重力異常分布で、その東海地区からひたちなか地区について重力が高

まっていく様子が確認されておりますので、そういったものと調和的であると考えており
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ます。 

 検討につきましては、観測記録を用いたその応答スペクトル比に対して、モデルで設定

される理論的な伝達関数を用いまして、その伝達関数比、両者を比較することで、その妥

当性というものを確認しております。具体的には、地震発生層レベルまでのところと地震

観測点までのそれぞれの伝達関数を評価いたしまして、その両者を対比することで、その

地震基盤面、原科研の地震基盤面と地震観測点のそこの特性というものは引き出せるので

はないかと考えております。 

 検討に用いたモデルといたしましては、原科研については、詳しくは次の章でお示しい

たしますが、浅部の地盤構造モデルと深部の地盤構造モデルを解放基盤表面で境界に組み

合わせることで作成しております。ひたちなん観測点については、PS検層等の結果が公開

されておりますので、それらをもとにモデルを構築しております。 

 その伝達関数について整理したものが、この26ページでして、右側のグラフが、その両

サイトの伝達関数を比率で示したものが青い線となっております。黒い線が、この後に説

明いたします応答スペクトル比となっておりまして、両者が対応していることから、敷地

直下の地震基盤における地震応答について、ひたちなか観測点を活用することは工学的に

問題無いのではないかと考えております。 

 こちら、27ページは、H/Vスペクトルに関する検討でして、敷地においては、右の図で

示しておりますピンク色の点ですね、そこで単点微動観測を実施しております。これらに

ついてから得られますH/Vスペクトルについて、観測点ごとに整理することで、その速度

構造の均質性や基盤の拡がりについて確認するとしています。 

 具体的な検討結果として、まずは応答スペクトル比に関する地震基盤面から解放基盤表

面に関する結果です。 

 比較1のところとなりますが、まずは東西南北四つの領域に分けて地震動の到来方向ご

とに整理した結果が29ページとなっております。全体を平均したものが黒い実線で、それ

の±1σが細い実線となっておりまして、それらについて、各領域の応答スペクトル比が

大体ばらつきの範囲に入っているということで、到来方向によって大きく変化することが

ないということを確認いたしております。 

 30ページ目、31ページ目については、各領域のそのスペクトルの様子となっております。 

 32ページは、同じ比較1の検討なんですけれども、地震発生領域や発生様式の共通性に

着目いたしまして、より細分化して分析を行いました。具体的には、領域Aというのが福
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島県と茨城県の県境付近の浅い地震、領域Bが茨城県南部の地震、領域Cが首都直下に位置

する地震。あと、領域DからFが太平洋側の比較的浅い地震、GからIが太平洋側の比較的深

い地震ということで整理しております。 

 その結果が33ページになっておりまして、こちらについても、平均±1σの領域に、各

領域の応答スペクトル比が集中しているということで、到来方向によって大きく変化する

様子がないということを確認いたしております。 

 34ページ目以降は、各領域の応答スペクトル比の様子となっております。 

 39ページ目からは、今度は解放基盤表面から建家基礎位置に関する検討ということで、

比較2の結果となっております。こちらについても、まず4領域について分析した結果が40

ページとなります。こちらについても、平均±1σに各領域の応答スペクトル比が固まっ

ておりますので、到来方向によって大きく変化する様子はないということを確認いたしま

した。 

 41ページ目、42ページ目は各領域の平均応答スペクトルとなっております。 

 43ページ目が、先ほど比較1と同じように領域を細分化しまして、分析した結果となり

ます。 

 44ページ目はその結果でして、こちらについても、到来方向によって大きく変化する様

子がないということを確認いたしました。 

 以上が地震観測記録を用いた検討でして、50ページ目からは、微振動観測記録を用いた

検討ということで、敷地で実施いたしました単点微動観測によるH/Vスペクトルについて、

まずは南北方向について並べたものと重ね合わせたもの、このページについてはA列～D列、

それぞれ示しておりまして、各列とも観測のH/Vスペクトルに大きな変化というものは見

られておりません。 

 51ページ目はE列～H列、続いてI列～L列、M列～P列、南北方向に並べておりますが、ど

の列についても、そういったH/Vスペクトルに大きな変化というものは見られておりませ

ん。 

 54ページ目からは東西方向について並べたものでして、同じように1列から4列、並べた

ものと重ねたもの、各列とも、そのH/Vスペクトルの形状に大きな変化というものは見ら

れておりません。 

 55ページ目は5列から8列、56ページ目は9列～12列、57ページが13列～16列ということ

で、どの列についても、そのH/Vスペクトルに大きな変化というものは見られておりませ
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ん。 

 これらについて整理したものが58ページ目でして、全てを重ね合わせたものが右側の灰

色の線となっておりまして、平均をとったものが黒い実線となります。こちらで地盤構造

モデルから地震基盤面までの1次固有周期を概算、簡易式を用いまして概算いたしますと、

大体周期4.6秒となると。実際、H/Vスペクトルを見ますと、大体4秒辺りにちょっとピー

クが見られるということで、このピークというのは地震基盤レベルを写し出したものと考

えておりまして、これらのピークについて、敷地の分布を書いたものが左側の図となって

おります。大体、周期4.5秒を中心に、広く同じような周期帯で分布しているというとこ

ろで、このH/Vスペクトルに関する検討から、概ね同じようなスペクトル形状であるとい

うことで、敷地地盤に局所的な速度構造というものはないと考えております。また、地震

基盤相当のスペクトルピークというものも安定して得られておりまして、敷地直下の地震

基盤面というものはほぼ一様に拡がっていると考えております。 

 以上、観測記録を用いた深度特性評価をまとめますと、地震動の到来方向によって、そ

の特性が大きく変化することはありませんので、敷地地盤に地震動を特異に増幅させる要

因はないと、また、敷地地盤の速度構造は概ね均質であること、地震基盤も概ね一様に拡

がっているということを踏まえまして、敷地地盤は概ね水平な成層構造であると考えてお

ります。 

 以上が3章として、続きまして4章の地震動評価に用いる地盤構造モデルについて説明い

たします。 

 62ページに概要を示しておりますが、地震動評価においては、大きく分けて二つのモデ

ルを作成しております。一つは浅部地盤構造モデルでして、主に解放基盤表面以浅の地盤

構造を表現したモデルです。こちらについては、PS検層等の速度データ等を用いまして、

地震観測記録を用いて最適化することで得ております。もう一方が深部の地盤構造モデル

でして、解放基盤面よりも深い地盤構造を表現したモデルです。こちらについては、後で

御説明いたします微動アレイや地震波速度トモグラフィ解析の結果を踏まえまして、その

モデルを作成しております。両者とも、地震観測記録や、その観測記録の状況と整合的で

あることを踏まえまし、その妥当性というものを確認しております。 

 63ページ目が、地盤構造モデルの設定に当たって実施した評価ということで、特に、地

震基盤面より浅いところは微動アレイ探査、地震基盤より深いところについては地震波速

度トモグラフィ解析、こちらについて次のページで説明いたします。 
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 微動アレイを64ページ目から御説明いたしますが、まず、65ページ目にその概要をお示

ししております。解放基盤表面から地震基盤面までの速度構造を把握することを目的に、

敷地近傍で微動アレイ探査を実施いたしまして、得られた分散曲線から最適な速度構造と

いうものを求めております。 

 66ページ目が探査位置を示しておりまして、主に敷地周辺ではNo.1～6ですが、微動ア

レイ探査の主な目的としましては、地球物理学的な調査であるものと対比を行うために実

施しております。あと、敷地近傍のNo.7、No.8に関しましては、それの対比に加えて、解

放基盤表面から地震基盤面にかけての速度構造を把握するために実施しました。 

 その結果を示したものが67ページでして、まず、東西方向のNo.1～No.3、そしてNo.8に

つながるものですが、地震基盤面相当、概ねVs3km/s層に着目いたしますと、No.1～No.2

にかけて若干低下した後、No.3にかけて上昇、その後、No.8に向かってはほぼ水平に推移

すると、こういったものは重力の分布とも整合的であると。 

 続いて、68ページ目が同じく東西方向ですが、No.4、No.5、No.7となっておりまして、

こちらについては重力でもかなり底の部分になるんですが、No.4～No.5にかけて下がりま

して、No.7にかけて上がるという、重力分布と同じような状況が見てとれます。 

 変わりまして、南北方向についてNo.6～No.8を示しておりますが、東西に比べまして、

その変化というものはあまり大きくありませんで、ほぼ水平に推移していると。 

 70ページ目からが、地震波速度トモグラフィ解析についてでして、こちらについては、

地震基盤面よりも深い速度構造を把握するために、文献による地盤、地殻構造を踏まえま

して、観測事実に最適な速度構造というものを求めております。 

 検討に用いました地震については、左の図で示しておりますおよそ4000個の地震を用い

ております。あと、観測点については、防災科研の観測点等を活用しております。解析の

範囲としましては、右側の図となっておりまして、この領域について、格子点に初期の速

度値を与えまして、観測の走時と計算の走時の誤差が最小となるように最適化を求めてお

ります。解の信頼性についてはレゾリューション行列の値ですね、Aki and Lee（1976）

によりますと、50％以上で解の信頼性が高いと言われております。 

 こちらについて整理した結果が73ページ目、まず、速度分布、平面ですが、深さ0kmと

深さ5kmについて示したものです。このように、P波、S波の速度が推定されております。 

 こちら、74ページ目は10km、25kmとなっております。 

 次のページからは断面を示しますが、A断面というものが東海地区に近い測線、北緯
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36.5°、B断面が大洗に近い36.3°。C断面というのは南北に走ります東経140.6°の断面

を次のページ以降に示します。断面、まずは東西方向で左側がA断面、右側がB断面となっ

ております。このように速度構造が求められております。 

 76ページ目が南北断面です。 

 77ページ目からが解像度分布ということで、レゾリューション行列について整理したも

ので、今回の解析では、比較的地震記録は深いものが多く、観測点が陸域なので、ちょっ

と浅い地震、浅い深度や海域における値というのはあまり大きくありませんが、深さ5km

程度では敷地周辺にして60％～70％の値となっております。 

 78ページ目は、さらに深いところでして、深くなるに従いまして値が大きくなりまして、

90％以上の値となっております。 

 こちら、評価されました速度構造について、他の機関によります深部速度構造の評価等

の比較を行ったものでして、こちらについては、防災科学技術研究所の日本列島三次元地

震波速度構造表示ソフトウェアを用いまして、同じエリアでの速度構造を比較したもので

す。これについては、まずは深さ5kmです。各地域の速度値や、そのコントラストの特徴

というのは概ね整合していると。 

 80ページ目は、深さ10km、こちらについても同様と。 

 深さ25kmについても、特徴というのは整合しているかと思います。 

 82ページは断面ですが、A断面、83ページはB断面、84ページはC断面ということで、こ

ちらで評価した速度構造と防災科研が評価した速度構造と、そういったものは整合してい

ると考えております。 

 以上を踏まえまして、モデルの説明ですが、まず、浅部地盤構造モデルの設定について

説明いたします。初期の地盤構造モデルを作成いたしまして、まずは、東北地方太平洋沖

地震以降に発生しました地震観測記録を用いて、地盤構造の平均的な像を評価したものが

浅部地盤構造モデルとしております。それとは別に、東北地方太平洋沖地震につきまして

は、敷地で観測された最大の地震であり、地盤の非線形等も考慮いたしまして、これにつ

いては、それに特化した地盤構造モデルを作成しております。これが東北地方太平洋沖地

震用の浅部地盤構造モデルと。 

 初期地盤構造モデルについては、地震観測点近傍で実施いたしました地質調査のデータ

を用いまして作成しております。 

 88ページ目からが、浅部地盤構造モデルの最適化に用いた地震観測記録でして、2011年
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3月11日、15:15の茨城県沖の地震を初め五つの地震を使って最適化の計算を行っておりま

す。 

 その結果が93ページでして、各地震で得られた最適地盤モデルについて、平均処理をす

ることで最終的な平均像を評価しております。 

 これらについて、観測の伝達関数とモデルの伝達関数を重ねたものを94ページ目以降に

示しておりまして、グラフの順番は右上のポンチ絵の順番と対応しております。各地震に

ついて整理しておりまして、地震観測記録の伝達関数、黒い線に対して、地盤モデルで得

られた伝達関数、赤い線ですが、これら両者はよく対応していると考えております。 

 97ページ目からは、妥当性の検証ということで、モデルに対して深い観測記録を与えま

して、建家基礎位置のシミュレーションを行いました結果と、その実際に得られた建家基

礎位置の観測記録を比較したものです。黒い線が観測記録、赤い線がシミュレーションの

結果となっておりまして、各地震とも黒い線と赤い線は非常に近くなっておりまして、評

価された地盤構造モデルは観測記録というものを適切に表現できると考えております。 

 100ページからが、今度は東北地方太平洋沖地震用の浅部地盤構造モデルでして、こち

らについては、東北地方太平洋沖地震の本震の観測記録を用いて最適化を行っております。 

 その結果が102ページとなっておりまして、こちらについても、観測の伝達関数と理論

の伝達関数を重ねたもの、103ページ目以降に示しておりますが、黒い線が観測、赤い線

がモデルですが、両者はよく対応していると考えております。 

 106ページに、妥当性の確認ということで、こちらについてもシミュレーション解析を

行いまして、建家基礎位置での観測記録とモデルを使ったシミュレーション結果は整合し

ていると。 

 107ページ目からは深部地盤構造モデルについてですが、こちらについて設定手順とい

たしましては、まず、解放基盤表面～地震基盤面に関しましては微動アレイ探査を踏まえ

まして、その間、パラメータとしては文献等による設定を踏まえまして作成しております。

地震基盤面よりも深いところについては、地震波速度トモグラフィ解析を踏まえまして、

また、文献によるパラメータ等を踏まえてモデルを構築しております。 

 その結果が109ページ目となっておりまして、赤枠、あと青枠で囲ったものが調査から

設定した値、各色で塗られたものについては、文献等を踏まえまして設定したパラメータ

となっております。 

 こちらの深部のモデルの妥当性検証として、先ほど3章で示しました深部の状況をお示
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ししたH/Vスペクトルと対比することで、その妥当性というものを確認しました。 

 理論のH/Vスペクトルに関しましては、常時微動というのは表面波の一種ということで、

レイリー波とラブ波によって構成されると。このレイリー波とラブ波のミディアムレスポ

ンスを整理いたしまして、それらを踏まえて、理論のH/Vスペクトルを書いたものが右下

のグラフとなっております。モデルから概算される地震基盤面までの1次固有周期はおよ

そ4.6秒ですが、それと同じ位置にピークを示しております。 

 112ページは重ねたもの、観測で得られたH/Vスペクトルと、先ほど算出いたしました理

論のH/Vスペクトルを重ねたもので、両者はよく対応している。黒い線が観測、赤い線が

理論となっておりますが、両者はよく対応していると考えております。ということで、こ

の調和的であるという結果は、深部地盤構造モデルが、その深部地盤の実態と概ね整合的

であると考えております。 

 以上、地盤構造についてまとめますと、浅部モデルと深部モデルを作成いたしまして、

それぞれ観測記録を踏まえた妥当性の検証を行って、観測記録と整合的であるということ

を確認いたしました。以上から、地震動評価において適切な地盤構造モデルを設定してい

ると考えております。 

 最後、まとめますと、敷地の地下構造に関する検討としましては、敷地の解放基盤表面

に関して、調査結果に基づいて解放基盤面は設定、また、敷地の観測記録を用いまして、

地震の到来方向に関する検討から、特異に増幅させる要因はないということ。H/Vスペク

トルに関する検討から、速度構造は概ね均質であり、地震基盤も概ね一様に拡がっている

と、敷地地盤は水平な成層構造と見なせると。そういった状況を踏まえまして敷地の地盤

構造モデルを作成いたしまして、観測記録を適切に表現しているということを確認いたし

ました。以上の地下構造評価を踏まえまして、地震動効果では、それぞれのモデル、その

検討用地震に対して適切な各モデルを用いて評価しております。 

 原子力科学研究所については、以上です。引き続き、大洗研究開発センターについて御

説明いたします。 

○日本原子力研究開発機構（中山課長代理） 説明者、中山に交代いたします。 

 資料1-4で、大洗研究開発センター(HTTR)の地下構造の評価について、御説明をいたし

ます。 

 検討の流れですとか評価の項目につきましては原科研と同様でございます。こちらの資

料では、ポイントを中心に御説明をさせていただきます。 
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 1ページ目、2ページ目の概要については割愛をさせていただきまして、4ページ目の解

放基盤表面のところから御説明をさせていただきます。今回の検討では、大洗研の検討で

は、せん断波速度の確認、風化、それから拡がりの検討の3項目をもちまして、解放基盤

表面の深度といたしましては、標高で-135mという深度に解放基盤表面の位置を設定して

ございます。 

 5ページ目を御覧ください。5ページ目は、敷地の南北方向のボーリングNo.3番とNo.94

番という二つのボーリング孔での速度構造の検討でございます。こちらに、下に断面図を

記載してございますが、PS検層の結果からは、久米層、多賀層の境界付近で、標高で言い

ますと-135m以深においてS波速度が700m/sを超えるというような速度構造を確認してござ

います。 

 6ページ目を御覧ください。6ページ目は、今度は東西方向の断面でございます。こちら

につきましては、No.3とNo.11というボーリング孔での確認です。こちらにつきましても、

標高で-135m以深につきましては、せん断波速度が700m/sを超えるというような層でござ

います。 

 7ページ目は、大洗研究開発センターの中で実施しているサスペンションPS検層の結果

をまとめて記載してございます。 

 それから、8ページ目からが風化に関する検討結果でございます。まず、8ページ目は、

94番というボーリング孔の確認結果でございます。コア写真を添付してございますが、ち

ょうど赤色のIというような文字、マークがしてある箇所、こちらが解放基盤の設定深度

でございますT.P.-135mの位置でございます。観測結果からは、久米層、多賀層に著しい

風化は確認されません。 

 9ページ目をお願いいたします。9ページ目は、No.3ボーリング孔での確認結果でござい

ます。こちらにつきましても、著しい風化というのは確認されません。 

 10ページ目、こちらが解放基盤表面の拡がりについて検討した資料でございます。解放

基盤表面の深度、T.P.-135m付近に分布する久米層と多賀層の拡がりを、敷地内では当然

ボーリングで確認はされているわけなんですが、周辺の情報といたしましても、既往の文

献等で示される止水データ等を参考に確認しております。左側の平面図には、B-1、B-2と

いうボーリング孔の番号が書いてありますが、これは地質調査所の磯浜図幅で示されてい

るボーリング柱状図。で、珪藻化石分析の結果等から年代観が与えられておりまして、そ

の柱状図を右側に記載してございます。B-1とB-2になります。それから、HTTRのNo.3のボ
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ーリングでございます。ここで水色で書いてある部分が多賀層、それから、黄色で書いて

あるのが久米層になります。 

 それから、敷地の南方につきましては、T-95A測線という測線がございまして、こちら

については防災科研が実施しましたバイブロサイスの反射法地震探査の記録でございます。

ここでも、ボーリングデータとの対比から地層境界の年代区分が示されておりまして、鮮

新統と中新統、こちらで言いますと久米層と多賀層の境界につきましては、概ね深度200m

付近の、ちょっと見づらいんですがブルーの線、反射面Bというところで対比をされてい

ます。この結果から、敷地周辺には久米層、多賀層が広く分布しているということを確認

してございます。 

 以上が解放基盤表面の設定に関する検討です。 

 説明者が交代いたします。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） では、3章について、原子力機構の桐田のほうから

説明させていただきます。 

 実施した検討内容としましては、原子力科学研究所とほとんど同じですので、その部分

については割愛させていただきたいと思います。 

 まず、概要については原科研と同様ですので、割愛させていただきます。 

 応答スペクトル比に関する検討に用いた地震観測点については、大洗研の観測点のほか、

こちらについても、原科研と同様にひたちなか観測点を活用しております。両サイトの距

離はおよそ13km離れております。 

 大洗研の地震観測点ですが、HTTR原子炉建家の近くで地震観測を実施しておりまして、

今回の検討においては、解放基盤表面付近に位置しますG.L.-174m、また、建家基礎位置

付近に位置しますG.L.-32mの地震観測記録を用いております。 

 地震計の機器特性については以下のとおりとなっております。 

 検討に用いた地震の諸元ですが、大洗研に関しましては、およそ220個程度の地震観測

記録を用いております。 

 応答スペクトルに関する検討としましては、原科研と同様に、地震基盤面から解放基盤

表面にかけての地震動特性を把握するため、ひたちなか観測点に対する大洗研の解放基盤

表面付近の応答スペクトル比を評価しております。また、もう一つの検討として、大洗研

における解放基盤表面から建家基礎位置付近にかけての地震動特性を把握するため、大洗

研の解放基盤表面付近に対する建家基礎位置の応答スペクトル比を評価しております。 
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 図示しますと、このようになりまして、地震基盤面から解放基盤面が比較1、解放基盤

面から建家基礎位置が比較2となります。こちらについても、ひたちなか観測点を活用す

るということで、その敷地地盤の地震基盤の観測記録と見做せることの検討について、次

のページ以降に示しております。 

 まず、二つのサイトの位置関係ですが、ひたちなか観測点が、先ほどお示ししましたと

おりG.L.-500m程度のところが非常にかたく、かたいところに地震計が設置されておりま

して、対して大洗研については、地震基盤がおよそ-1300mの位置にあると。こちらについ

て、大洗研からひたちなかに通じて上がっていますが、こちらについても重力異常分布な

どの重力の高まりと整合的であると。 

 検討に関しましては、原科研と同様に、地震発生層から観測点までの伝達関数をモデル

上で評価いたしまして、その関係と観測で得られる応答スペクトル比を比較したものとな

っております。 

 23ページはモデルでして、大洗研のモデルについては次の章でお示ししますが、原科研

と同じように浅部のモデルと深部のモデルを組み合わせて作成しております。 

 その結果が24ページとなっておりまして、二つのモデルから伝達関数を評価いたしまし

て、その比較をしたものが右側のグラフと、青い線となっております。あと、観測記録で

得られる関係が黒い線となっておりまして、両者は対応していると。以上から、ひたちな

か観測点を活用することは工学的に問題無いと考えております。 

 25ページは、H/Vスペクトルに関する検討でして、こちらに、大洗研についても、原科

研と同様に敷地内で単点微動観測を実施しております。観測点は、右側の図のとおりとな

ります。 

 26ページ目からは具体的な評価結果ということで、まず、地震基盤面から解放基盤表面

にかけての比較1の検討結果です。原科研と同様に、東西南北四つの領域について、まず

は分析しました。 

 その結果は27ページとなっておりまして、平均±1σに対して、各領域の応答スペクト

ル比というものはばらつきの範囲内に入っているということで、到来方向によって大きく

変化することがないということを確認いたしました。 

 28ページ目、29ページ目については、各領域の応答スペクトル比と。 

 30ページ目は、こちらについても、比較1について、原科研と同様に領域を細分化しま

して分析しました。 
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 その結果が31ページ目となっておりまして、こちらについても、平均±1σに各領域の

応答スペクトル比が集中しているということから、到来方向によって大きく変化すること

はないと考えております。 

 37ページ目からが、今度は解放基盤表面から建家基礎位置付近にかけての検討というこ

とで、比較2の検討となります。 

 まず、東西南北について分析したものが38ページとなっておりまして、到来方向によっ

て大きく変化する様子がないということを確認いたしました。 

 41ページ目が、領域を細分化して、9領域で分析したものとなっておりまして、42ペー

ジ目がその結果となっております。こちらについても、ばらつきの範囲内に入っておりま

すので、到来方向によって大きく変化する様子はないということを確認いたしました。 

 ここまでが地震観測記録を用いた検討となっておりまして、48ページ目からが微振動観

測記録を用いた検討、H/Vスペクトルについて整理したものとなっております。原科研と

同様に、南北方向について並べたものと重ね合わせたものを示しておりまして、A列～D列、

E列～H列、I列～L列、M列～P列、Q列～T列、そしてU、V列と、各列とも観測のH/Vスペク

トルに大きな変化というものは見られておりません。 

 54ページ目からは、東西方向について並べたものでして、こちらについても、1列～4列、

5列～8列、9列～12列、13列～16列、17列～20列、そして21列～24列と並べていますが、

各列ともH/Vスペクトルに大きな変化というものは見られておりません。 

 整理したものが60ページ目ですが、原科研と同様に、重ね合わせたものと平均をとった

ものが右側のグラフとなっております。こちらについても、地盤モデルから地震基盤面ま

での1次固有周期を概算いたしますと、およそ3秒程度となりまして、この3秒程度の高ま

り、ピークというものは地震基盤面を表現していると。このピークについて、敷地分布に

書かせてみますと、周期大体3秒を中心に広く分布しているというところで、H/Vスペクト

ルについて、同じような形状であることから、敷地には局所的な速度構造はないと。また、

ピークも安定していまして、敷地直下の地震基盤面はほぼ一様に拡がっていると考えてお

ります。 

 以上をまとめますが、原科研と同様に、地震動の到来方向によって大きく変化すること

はないので、地震動を特異に増幅させる要因はないと、また、速度構造は概ね均質であり、

地震基盤面も概ね一様に拡がっているということを確認いたしました。 

 63ページ目からが、地震動評価に用いる地盤構造モデルとなっておりまして、こちらに
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ついても、基本的な流れとしては原科研と同様です。 

 64ページ目、概要ですが、これについては割愛させていただきます。 

 65ページ目についても、同様なので割愛させていただきまして、66ページ目の微動アレ

イ探査については、検討の概要については同じですが、観測点位置を68ページ目に示して

おりまして、大洗研の周辺で微動アレイを組みまして探査を行っております。 

 その結果が69ページ目となっておりまして、地震基盤面相当、概ねVs3km/s層に着目い

たしますと、どの観測点であってもおよそ1300mの位置に評価されております。 

 地震波速度トモグラフィ解析については、原科研と同様ですので割愛させていただきま

す。 

 85ページ目からは、浅部地盤構造の説明となりますが、設定手順については原科研と同

様となっております。 

 87ページ目、初期地盤構造モデルについては、地震観測点周辺、近傍で実施した地質調

査のデータを用いまして、初期モデルを構築しております。浅部地盤構造モデルの最適化

に用いた地震観測記録としては、3月11日15:15分の茨城県沖の地震を初め五つの地震を用

いて最適化を行っております。 

 その結果が93ページとなっておりまして、こちらについても、五つの地震で、それぞれ

の評価結果を平均化することで、最終的な、平均的なモデル、地盤構造モデルを評価して

おります。 

 94ページ目には、観測の伝達関数とモデルの伝達関数を重ねたもの、原科研と同様に示

しております。 

 96ページ目まで示しておりまして、地震観測記録の伝達関数、黒い線に対して、地盤モ

デルの伝達関数、赤い線はよく対応していると考えております。 

 97ページ目からは、モデルの妥当性の検証ということで、建家基礎位置付近で観測され

た黒い線と、モデルに深い記録を入力しましてシミュレーション解析を行った赤い線を比

較したものですが、各地震とも観測記録を適切に表現しているということを確認いたしま

した。 

 100ページ目からが、東北地方太平洋沖地震用の浅部地盤構造モデルについてでして、

こちらについて、最適化に用いた地震は東北地方太平洋沖地震の本震となっております。 

 その結果が102ページに示しておりまして、そのモデルと観測の伝達関数を整理したも

のが103ページ目以降に示してあります。観測の伝達関数、黒い線に対してモデルの伝達
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関数は概ね対応しているということを確認しております。 

 106ページにはシミュレーション結果を示しておりまして、建家基礎位置の観測記録と

地盤モデルで得られるシミュレーション結果はよく対応しているということを確認しまし

た。 

 107ページ目からが深部地盤構造モデルについてでして、設定手順については原科研と

同様です。 

 109ページ目が、その結果となっておりまして、原科研と同様に、赤い枠と青い枠で囲

ったところを調査結果から設定いたしまして、それ以外のパラメータについては、文献等

を用いまして設定しております。 

 110ページ目からが妥当性の検証ということで、原科研と同様に、観測のH/Vスペクトル

と理論のH/Vスペクトルの比較を行っております。理論のH/Vスペクトルについて評価いた

しますと、右下のグラフとなりまして、地盤モデルから概算いたします地震基盤面までの

1次固有周期3.3秒と同じ位置にピークを示していると。 

 観測で得られましたH/Vスペクトルと理論のH/Vスペクトルを比較したものが112ページ

となっておりまして、黒い線が観測、赤い線が理論と。両者は対応しているということを

確認いたしました。したがいまして、深部地盤構造モデルは、深部地盤の実態と概ね整合

的であると考えております。 

 地盤構造についてまとめますと、原科研と同様ですが、浅部モデルと深部モデルを作成

いたしまして、どちらについても、地震観測記録やその観測記録と整合的であるというこ

とを確認いたしました。 

 最後、まとめとなりますが、こちらについても原科研と同様ですが、解放基盤面の設定、

あとは敷地における観測記録を踏まえまして、また、地盤構造モデルをそれぞれ検討いた

しまして、こういった地下構造の検討を踏まえまして、地震動評価につながっていくとい

う流れとなっております。 

 大洗研究開発センターについては以上となっております。 

○大村チーム長代理 櫻田チーム長は所用のため退出をしましたので、かわりまして、チ

ーム長代理の大村がここからは進行を務めます。 

 それでは、ただいまの説明の資料、1-3、1-4、それから説明内容につきまして、質問者

のコメント等ありましたら、指摘等ありましたらお願いします。 

 どうぞ。 
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○嶋崎チーム員 原子力規制庁の嶋崎でございます。 

 まず、JRR-3の資料1-3の59ページをお開きいただけませんでしょうか。こちらのほうで、

敷地地盤に地震動を特異に増幅させる要因がないことを把握しましたということが書いて

あるんですけども、要はその地震の、地震動の到来方向による分析だけで、こういうこと

が言えるかどうか、調査分析として十分なものが行われているかどうかというところを確

認させていただきたいと思っております。 

 御社の説明を今お伺いしまして、まず66ページを見ていただきますと、こちらのほうで

は、その重力異常の分布が書いてありまして、JRR-3の西側に低重力域が認められると。

これに関連して、例えば67ページでも68ページでも構いません、68ページのほうがわかり

やすいので、そちらのほうをお願いします。微動アレイでも、速度構造としまして、その

低重力域に対応して地震基盤が下がって、また上がっている、こういう褶曲的な構造がう

かがえるかと思います。 

 さらに、8ページをお願いします。こちらのほうでは、反射法の探査の記録が載ってい

ます。こちらのほうを見まして、南北方向を見ましても、やはりその地震基盤相当にする

面については、北方でやっぱり上がっている状況というのは確認できますし、これはちょ

っと西側が切れています。資料としては、ごめんなさい、ちょっと開きませんけれども、

机上配付資料の1で屈折法、反射法地震探査の記録も載っていて、この西側の記録も載っ

ているんですけども、先ほど言った低重力域に対応して、反射法でも、やはり盆状構造と

いいますか、そういったところが認められているかと思います。 

 私どもは、5月29日に日本原電の東海第二発電所の地下構造に関する審査を行っており

まして、そちらのほうの内容では、反射法のみならず屈折法の探査の結果から、地下の速

度構造の分析をして、西側に盆状構造があるということ、また、こういう南北方向にも、

地震基盤が変化する、高度が変化する構造がありますので、そういったところが地震動の

伝播特性に影響がないことの分析等もやられていることを認識してございます。 

 原子力機構のJRR-3のこういう評価においても、その地震動の到来方向の分析のみなら

ず、やはりその地震動の伝播特性に影響を与えるような、こういう地震基盤の構造等が認

められるので、そういったたところについては、きちんとした調査とか分析をしていただ

いて、データを提示していただく必要があるのではないかと思うんですけれども、そこの

御見解をいただければと思います。 

 よろしくお願いします。 
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○大村チーム長代理 いかがでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（山﨑室長） 原子力機構の山﨑ですが。 

 確かに盆状構造が認められてはおりますが、観測記録にそういった地下の構造というも

のが含まれて、特性がですね、含まれているということで、観測記録の分析をまず主とし

て検討して、その特異な膨張・増幅がないということを御説明すればということで、その

解析的なところまでは、我々としては、今のところやってはおらないんですが、我々とし

ては、その観測記録のほうを重視して、異常な増幅とか違法性とかを説明しているという

ところなんですが。 

○嶋崎チーム員 原子力規制庁の嶋崎でございます。 

 やはり、観測しているその、地震のその観測記録だけで、要は起こり得る全ての震源に

対してのその増幅特性をそれで全て把握できているかというところは、やはりちょっと疑

問が残ると思います。 

 また、御社は、また後でも出てきますけれども、そのひたちなか観測点という、敷地と

は違う位置での地震基盤の構造を使っているところもありますので、やはり、そういう地

下の地盤構造をきちんと押さえておく必要は当然ながらあると私どもは認識してございま

す。そういった視点で、ちょっとお考えをしていただければと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（山﨑室長） 御趣旨は理解いたしました。持ち帰り、検討さ

せていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○嶋崎チーム員 今ほどはJRR-3について申し上げましたけれども、大洗のHTTRについて

も同様でございまして、今のお話の再掲になりますけれども、例えば微動アレイで言いま

すと68ページ、1-4のほうの68ページですね、この微動アレイでは、要は敷地周辺の比較

的、本当に周辺に限定された形ですので、ここで、その地震基盤については高度は変わら

ないという説明なんですけれども、例えば21ページを見ていただきますと、重力異常を見

ましても、北のほう、ひたちなかに向かって低重力域になっていくわけですし、そのひた

ちなか観測点と大洗研のこの地震基盤相当の位置を見ていましても、大きくこういう高度

差があります。 

 さらに、先ほど、10ページで防災科研さんのデータですかね、こういう地下構造のデー

タがあるわけですけれども、南方に向かっても、やはりちょっとこういう盆状構造みたい

な構造が見受けられるかと思います。先ほど地下の、敷地のその地質構造等の中でも、大



36 

洗についても、バイブロサイスを使った検討をしている、今考えているということをお伺

いしましたけれども、JRR-3と同様に、そういう地下に増幅特性を与えるような、そうい

う要因になるような構造がないことをきちんと分析、調査していただきたいと思っている

んですが。 

 もし、ちょっとこの場で可能でありましたら、先ほどおっしゃったそのバイブロサイス

の大体その測線はどういうふうに今考えていらっしゃるのかですね、そういったところが

御説明いただければ、あわせてお願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（瀬下主査） 原子力機構の瀬下です。 

 バイブロサイスを今実施しまして分析中でございますが、実際として、敷地を中心に南

北で防災科研さんの測線と一部接合するような形の測線と、あと東西、もう少し西側に向

かった東西測線の2測線を実施していまして、その結果を次回以降にお示しすることは可

能だと思っています。 

○嶋崎チーム員 すみません、ちょっとあわせて確認ですけれども、こちらのほうは屈折

法のほうもやられているんでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（瀬下主査） 原子力機構の瀬下です。 

 反射法と屈折法を実施しています。 

○嶋崎チーム員 原子力規制庁の嶋崎です。 

 わかりました。JRR-3と同様に、要は、そういう地下に増幅特性に影響を及ぼすような

要因になるような地盤構造があるかどうかについて、きちんとその調査して分析をしてい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○日本原子力研究開発機構（山﨑室長） 了解いたしました。 

○大村チーム長代理 では、それ以外にいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○永井チーム員 チーム員の永井です。 

 私のほうからは、応答スペクトル比の検討の点のところと、敷地の地震基盤の妥当性と

いう点で2点、質疑をちょっとさせていただきたいと思います。 

 まず、ひたちなか観測点の比較ということで、基本的にはJRR-3の資料1-3のほうを参照

に議論をさせていただきますが、JRR-3も同じということで御認識いただければと思いま

す。 

 まず、資料の22ページのほうを開いていただけますでしょうか。こちらの図で、地震基
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盤相当ということで、原科研のG.L.-1010mとひたちなかのG.L.-470mを同一というふうに

して検討するというふうに記載がありますが、その二つ後のページですね、24ページのほ

うで速度構造と比較しているんですが。これを、このモデルだと思うんですが、このモデ

ルが仮に正しいとすると、ひたちなかのほうではVsが大体2200でずっと発生層まで続いて

いると。それに対して、原科研では3000という、ちゃんと地震基盤と言われる速度を保っ

て下まであるという、この大きな速度の違いというのを本当に同一とみなせるのかという

ところをどう考えているのかということをお聞かせいただけますでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） 原子力機構の桐田です。 

 まず、24ページ目のモデルにつきましては、ひたちなか観測点については、あくまで公

表されていますのは地震計のあるG.L.-470mまでの速度構造ということなので、そこから

下に関しましては、なかなか、どう設定するかというのは難しいんですけれども、このモ

デルの検討においては、その2200というものが下まであると仮定して検討したものとなっ

ております。 

○永井チーム員 であるとすると、モデルの設定によって、その後の検討というのは変わ

ってしまうと思うんですが。伝達関数で検討されていますが、モデルを変えてしまえば、

これは任意に合わせることはできるとは思うんですね。そういう点に関すると、この地震

基盤相当と評価できるという妥当性を説明していただかない限りは、これが敷地地盤のも

のというふうに評価するのは非常に難しいのではないかと考えます。 

 単純に解析自体は問題はないと思っていますので、その解析で出てくるものを素直に見

るんであれば、敷地だけではなくて周辺の情報も確実に拾っているのではないかと。そう

いうようなところをどのように評価されるかという点で、もう一度評価を見直していただ

くほうが、この点はよいかと思っております。御検討をお願いできますでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） 原子力機構の桐田です。 

 御意見ありがとうございます。確かに、ひたちなか観測点の妥当性については、まだこ

ういった疑念が残るところもありますので、例えば、速度構造について、パラスタしてみ

るとか、ちょっと今後、解析して検討も進めていきますので、そういったところとの関連

とかを含めまして、このひたちなか観測点を使うことの妥当性については検討を深めて、

改めて御説明していきたいと考えております。 

○永井チーム員 それで、ひたちなか観測点を使うことの妥当性という点に関しては我々

は認めていまして、そうではなくて、評価を、その正しく検討できているかという点を気
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にしております。結果は結果で正しいと思っています。ただ、それが深部の情報も全くな

いという仮定のもとで処理をするというところに問題を感じていますので、その結果には

何も問題はないと思っています。ただ、それをどのように評価をするのかというところを

再度御検討願えればと思っております。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） 原子力機構の桐田です。 

 了解いたしました。改めて整理して御説明していきたいと思います。 

○永井チーム員 もう一つは、その敷地の地震基盤の深さの妥当性という点なんですが、

現在の資料を見る限りでは、微動アレイの結果のみでこの深さを決めていてモデル化をし

ているというところですが、こちらに関して、例えばほかのデータによって同様の結果が

得られるというような複数の視点から評価していただくということをしていただければと

考えております。 

 例えば、先ほど、反射法の結果があると、双方ともあるというところですので、例えば、

そのデータから、プロセッシング上出てくる速度構造の値を提示していただいて、そこか

らも深さとして、速度として妥当であるというものを示していただくとかですね、防災科

研のJ-SHISのデータを利用して、同一程度であるというのを示していただいて、妥当性を

提示していただければと思っております。御検討のほうをお願いいたします。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） 原子力機構の桐田です。 

 了解いたしました。 

○永井チーム員 よろしくお願いします。 

○大村チーム長代理 それ以外にいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。 

 私のほうから1点ですね、浅部地盤構造モデル、この設定において、品質保証の観点か

ら1点質問させていただきます。 

 86ページをお願いいたします、資料1-3ですね。こちらで浅部地盤のその地盤同定をす

るときに、東北地方太平洋沖地震以降に発生した地震、5地震を使って同定しているとい

うふうな御説明があったかと思います。観測波形を少し拝見させていただきますと、例え

ば88ページですね、これは3.11の最大余震ということで、茨城県沖の地震ということです

けれども、100Galを超えるような大きな地震記録を使っているわけなんですけれども、こ

ういったものが、その地盤の非線形化の影響を受けてないかどうかと、こういうことを適
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切に確認されておりますでしょうかというふうなところが、まず最初の御質問です。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） 原子力機構の桐田です。 

 浅部地盤構造で用いて――最適化で用いております地震観測記録の中に、確かに比較的

地震のレベルが大きいものが幾つか入っていると。こういったものについては、地盤の非

線形化がどの程度進んでいるのか、また、その非線形化によってそういった評価が、どの

程度の影響があるのかは整理しておりますので、今後のヒアリング、審査会合等で丁寧に

御説明したいと思います。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。 

 これはヒアリングのときにも申し上げたんですけれども、確認していただきたいという

ことで、強震記録、それから弱震記録ですね、そういったもののスペクトルをとっていた

だいて、重ね書きして、ぜひ御検討いただいた結果を別途また御説明いただきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） 原子力機構の桐田です。 

 了解いたしました。 

○大村チーム長代理 それ以外にいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○大浅田チーム員 地震津波担当調整官の大浅田です。 

 これは共通的な事項なんですけれども、ちょっとJRR-3の方で確認したいと思います。

資料1-3の62ページを開けていただきたいんですけれども。これは地盤構造モデルをポン

チ絵的に描いたものでございますけれども、私どもが今まで中心に審査をしてきたのは、

西日本の原子力発電所が主でして、そういったサイトでは、この解放基盤表面ですね、こ

れが大体建家のベースマットというところにあるというふうなサイトの地震動評価をちょ

っと中心にやってきましたが、御社とかを見ると、この解放基盤表面が深い位置にあると、

建家のベースマットよりも深い位置にあるというふうなちょっと特徴がございます。 

 そういった観点から、地盤モデルが、その地震動評価に与える影響という観点で確認し

たい点がございまして。これは先行プラントのところでも言っていることでございますけ

れども、東北学院大学の吉田先生がこういった、吉田先生は解放基盤じゃなくて工学基盤

という形でございますけれども、工学基盤と地震動評価に与える影響ということで、こう

いった地震基盤から建家ベースマットの層圧とか、工学基盤から建家ベースマットの層圧、
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そういったことによって周期特性とかに影響を受ける可能性があるという論文を、2005年

だったかな、そういったことに出されてございます。 

 もう少し具体的に言いますと、今、基準地震動を策定するステップとしては、この地震

基盤から入っていたものを、この仮想的な自由表面ということで、この解放基盤で上側を

取っ払って地震動評価をして、そこで基準地震動を一旦決めると。それに従って、その後、

これは工認段階になるのかもしれませんけれども、この解放基盤の波を浅部地盤モデルに

与えて、この建家ベースマット辺りでの入力地震動を決めて、そういった形で評価をする

と、そういったやり方がございますけれども。 

 そういった、1回この解放基盤で分離した解析方法と、あと、吉田先生によると一体解

析というふうな呼び方をしてございますけれども、先ほど取っ払った、この浅いところの

地盤も含めて、一体的に解析をして、この建家ベースマットでの地震動を決めるやり方と

比べると、特に長周期側でそういった顕著な影響が現れることがあるというふうなことが

ございます。 

 同様なことを、先ほど言いましたように先行サイトでも、少し、そういった影響がある

のかどうかということを検討していただいているので、そういった、今後、地震動評価の

ほうでも構わないかとは思いますけれども、このJAEAさんのJRR-3とか、HTTRのこの地盤

の構造ということを考えた場合に、本当にそういった影響がないものかどうかということ

を少し確認していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（山﨑室長） 原子力機構の山﨑ですが、御趣旨、理解いたし

ましたので、検討させていただきたいと思います。 

○大浅田チーム員 よろしくお願いいたします。 

○大村チーム長代理 それ以外にいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、特に追加の質問はないようですので、これで質疑を終了したいと思いますが、

今日はいろいろな指摘がありまして、特にちょっと注意していただきたいのは、このJRR-

3とHTTR、共通する、比較的サイズも近いということもあり、あと、やっていることがほ

とんど類似ですので、共通する課題の指摘が多々あったと思います。ですから、そこのと

ころはちょっとよく、質疑の中で確認されたはずですけれども、もし疑問の点があれば、

事務局によく確認をして、手戻りがないように作業していただければありがたいというふ

うに思います。 

 それでは、JRR-3と、それからHTTRの敷地の地質・地質構造、それから地下構造の評価
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については、本日の指摘事項を踏まえまして、引き続き本審査会合で審査をしていきたい

というふうに考えますので、よろしくお願いします。 

 以上で本日の議事を終了いたしますが、最後に、事務局から事務連絡をお願いします。 

○森田チーム長補佐 原子力規制庁の森田でございます。 

 地震などに関するこの核燃料施設などの次回の会合につきましては、ヒアリングの状況

を踏まえた上で連絡をさせていただきます。 

 私からは以上です。 

○大村チーム長代理 それでは、これにて審査会合を終了いたします。どうも御苦労さま

でした。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第62回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年６月２６日（金）１０：００～１１：２３ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 石渡 明   原子力規制委員会 委員 

原子力規制庁 

 大村 哲臣  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 森田 深   原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 片岡 洋   原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 大浅田 薫  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 内藤 浩行  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 御田 俊一郎 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 長谷川 清光 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 海田 孝明  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 内田 淳一  技術基盤グループ安全技術管理官（地震・津波）付 技術研究調査官 

 宮脇 昌弘  技術基盤グループ安全技術管理官（地震・津波）付 技術研究調査官 

日本原燃株式会社 

 齋藤 英明  理事 再処理事業部 土木建築部長 

 金谷 賢生  理事 再処理事業部 部長 

 蒲池 孝夫  再処理事業部 土木建築部 課長 

 川野 啓   再処理事業部 土木建築部 課長 
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 高橋 一憲  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課長 

 柏崎 宏幸  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 主任 

 大塚 拓   再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 

 上田 圭一  （財）電力中央研究所 副研究参事 

 佐々木 俊法 （財）電力中央研究所 主任研究員 

 

４．議題 

 （１）日本原燃(株)再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の地震等に対する新規制基準へ

の適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１－１ 再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設 敷地内断層の活動性評価について 

       コメント回答 

 資料１－２ 再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設 敷地内断層の活動性評価について 

       コメント回答（参考資料） 

 

６．議事録 

○石渡委員 定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規制基準適合性に係

る審査会合、第62回会合を開催します。 

 本日は、事業者から敷地内断層の活動性評価について説明していただく予定ですので、

担当である私、石渡が出席しております。 

 では、本日の会合の進め方等について、事務局から説明をお願いいたします。 

○森田チーム長補佐 管理官の森田でございます。 

 本日の審査会合の進め方ですけれども、本日午前は、日本原燃株式会社の再処理、MOX

燃料加工工場についての説明でございまして、資料1-1が敷地内断層の活動性評価につい

てコメント回答、資料1-2がその参考資料でございます。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 よろしければ、このように進めたいと思います。 

 では、早速、議事に入ります。 
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 日本原燃株式会社から、六ヶ所再処理施設等の敷地内断層の活動性評価について、説明

をお願いいたします。どうぞ。 

○日本原燃（齋藤部長） 日本原燃の齋藤でございます。 

 当社の説明時間をいただき、誠にありがとうございます。 

 本日の御説明内容は、ただいま紹介がありましたように、再処理施設、MOX燃料加工施

設に関する敷地内断層の活動性評価についてのコメント回答であります。説明に当たって

は、時間を有効に使うとともに、御質問、コメントに対しては、丁寧にお答えするよう努

めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、詳細につきましては、担当の高橋のほうから御説明申し上げます。 

○日本原燃（高橋課長） 日本原燃の高橋です。おはようございます。よろしくお願いい

たします。 

 本資料1-1、1-2を使いまして御説明をさせていただきたいと思います。本資料は、3月

13日、前回の会合においていただいたコメントを踏まえまして、資料の追加・修正をし、

再構成したものになっております。これまでに説明した箇所につきましては、説明を割愛

させていただき、追加・修正した部分を中心に御説明させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 1ページ目を御覧ください。こちらは、前回の会合でいただいたコメントを大きく五つ

に区分いたしまして整理してございます。各章のところにコメントを再掲してございます

ので、内容については、そちらで御説明いたしますので、3ページを御覧ください。 

 まず、コメントの1番といたしまして、「砂子又層上部層及び高位段丘堆積層の対比根

拠について、堆積環境及び年代観を整理して説明すること」、「活動性確認地点の標高等

が分かるよう整理すること」ということでございまして、24ページを御覧ください。 

 こちらは、砂子又層上部層と高位段丘堆積層の対比ということでございまして、まず、

分布でございます。左側の図面が砂子又層上部層、右側が高位段丘堆積層の分布を表して

おりまして、赤い線で描いているところが、それぞれの地層の分布の東端ということでご

ざいます。 

 砂子又層上部層は、敷地南西から西方に広く分布し、敷地北東には分布しておりません。

高位段丘堆積層は、段丘面の分布と調和的に標高50～60m程度の台地下に分布するという

状況でございます。 

 25ページでございます。それぞれの地層の分布標高でございます。上段の三つの図面は、
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各地層の上限等高線図でございます。右下に高位段丘堆積層の基底面の等高線図を追加作

製してございます。 

 26ページとあわせて御覧いただきたいのですが、砂子又層上部層は、平均層厚は約8mで

あり、基盤上限面の谷を埋めるように台地部で薄く基盤の谷付近で厚く分布しております。 

 高位段丘堆積層は、平均層厚は約4mであり、台地部にのみ分布し、現在の沢など概ね標

高40mを下回る範囲には分布していないという状況でございます。 

 後ほど御説明いたしますが、123地点の近傍、紙面の中で赤いポチを入れてございます。

この位置では掘削面、ボーリングデータに基づく高位段丘堆積層の基底面標高は55m～53m

であり、123地点には分布していないという状況でございます。 

 27ページを御覧ください。こちらは断層の活動性確認地点の標高分布を整理したものに

なっております。左側の図面が鷹架層の上限面等高線図に断層をトレースしたものでござ

いまして、図中の青丸で記載しているところは、鷹架層上面の以浅、これよりも上位の地

層に変位・変形を与えていないことを確認したものになっております。一方、黄色い丸で

示しているところは、その上位の地層に変位を確認したところについては黄色丸を入れて

ございます。 

 右側の図でございますが、こちらは、その上位の地層に当たります砂子又層上部層の上

限面等高線図に、同様に断層トレースを引いたものになっておりまして、黄色い丸で記載

しているところは、これよりも上位、具体的には古期低地堆積層あるいは高位段丘堆積層

に変位を与えていない地点ということで、黄色丸で記載しております。 

 一方、一番南側の123地点といったようなところにつきましては、砂子又層は確認でき

るんですが、高位段丘は分布しておりませんで、沖積低地堆積層に変位を与えていないと

いうことを確認したのみということになっております。 

 続いて、28ページでございます。両地層の比較ということで、層相の観点で整理したも

のでございまして、こちらは前回御説明した資料を少しまとめた資料という形になってお

ります。 

 砂子又層上部層につきましては、主に淘汰度が低いシルト混じりから細粒砂～中粒砂か

らなります。高位段丘堆積層のほうは、主に淘汰度が高い中粒砂～粗粒砂からなっており

ます。 

 また、前回、この写真の中で、液状化の痕跡といったようなものはないかということで

御質問を受けまして、青四角の一番下でございます。今回、もう一度確認をしてまいりま
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したが、砂子又層上部層及び高位段丘堆積層共に液状化による堆積構造の乱れやサンドダ

イクは認められないということを確認してまいりました。 

 続きまして、29ページでございます。両地層の比較の観点で、物性の観点から標準貫入

試験結果の比較をしたものになっております。左側のキープランを御覧いただきまして、

赤い丸で示しているところが、今回、標準貫入試験結果の整理をした場所の地点になって

おります。右側の図、上段が砂子又層上部層、下段が高位段丘堆積層のそれぞれのN値の

頻度割合を示してございます。 

 砂子又層上部層のN値はばらつきが大きいものの、平均21、最頻値は5～10程度であり、

相対的に小さい値を示します。 

 一方、高位段丘堆積層のほうは平均39、最頻値は50以上であり、相対的に高いというよ

うな傾向を示します。 

 30ページでございます。物性の観点で、今度、粒度試験ということで、今回、追加して

実施してまいりました。まず左側の2カ所、f-2a断層を確認したトレンチ、これ、いずれ

も現地調査で行っていただいた地点でございますが、赤い四角で囲みましたとおり、高位

段丘堆積層、砂子又層上部層の試料を採取いたしまして、右側の上段が高位段丘堆積層、

下段のほうが砂子又層上部層の粒径加積曲線になってございます。 

 粒度試験結果は、観察結果、先ほど層相で御説明いたしましたとおり――と整合してお

りまして、砂子又層上部層は高位段丘堆積層に比べて、平均粒径が小さく、淘汰度が低い

という結果を得ております。 

 続いて、1ページ飛ばしまして、32ページでございます。こちらは123地点の、左側にち

ょっと小さいですが、平面図、キープラン入れてございますが、上段が南北の鉛直断面、

下段が東西の鉛直断面になってございます。また、周辺のボーリング孔といたしまして、

青四角で入れているところ、4孔ございます。この辺のデータとの整理でございますが、

123地点の断層変位が認められる鷹架層上位層の分布標高は46.2m～44.8mであります。近

傍のボーリング孔では、砂子又層上部層が標高43m～55m付近に連続していることを確認し

ております。現在、123地点は再処理建設時の切取面であり、現存はしておりません。そ

のことから、近傍のこの4孔のボーリング孔につきまして粒度試験を実施いたしました。

その結果を33ページでございます。 

 33ページにコア写真を並べてございますが、4孔のものを載せておりまして、赤い四角

で囲んでいるところで、それぞれ、高位段丘あるいは砂子又層といったようなところの試
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料採取をいたしまして、34ページのほうにその結果を整理してございます。左上のものが

高位段丘堆積層、左側の下側が砂子又層の粒径加積曲線になっております。 

 右側の図につきましては、この今のデータを、先ほど御説明したトレンチで採取したデ

ータ、これを凡例としては丸で、ひし形で描いているものが、今回のこのボーリング調査

で実施したものになっております。また、青系統で整理しているものが高位段丘堆積層、

オレンジ系統で整理しているものが砂子又層というような形になっております。砂子又層

上部層は、相対的に均等係数が大きく、平均粒径が小さいということでございまして、高

位段丘はその逆の傾向があるというような傾向でございます。 

 粒度試験の結果といたしましては、f-2a断層のトレンチとボーリング孔のデータという

ことでは、非常に整合的な結果になっておりますが、高位段丘と砂子又層ということでは、

異なる特徴があるということでございます。 

 35ページでございます。比較の観点で、年代に関する知見ということで整理をしてござ

いまして、左側が砂子又層上部層でございます。左側のキープランを御覧いただきたいん

ですが、敷地から約5kmほど離れたところに試料採取位置がございまして、ここで砂子又

層の年代、K-Arによる年代分析をしてございます。その結果としては、1.91±0.14Maとい

うデータを得ております。 

 一方、高位段丘堆積層のほうでございますが、高位段丘堆積層を覆う風成層の基底付近

に甲地軽石を挟むことや、周辺段丘面の分布から、MIS7の海成層と判断しております。 

 36ページでございます。まとめの(1)番といたしまして、標高に関する整理ということ

で、今回、①～⑦ということで整理をしてございます。真ん中の一番下に赤い四角で囲ん

でいるところが123地点というところでございまして、周辺の標高分布等々から考えます

と、123地点の地層は砂子又層と同じ層相であり、分布標高も砂子又層の上部層の分布範

囲内であるという状況でございます。 

 以上をまとめまして、37ページに文章で書かせていただいておりますが、砂子又層、高

位段丘堆積層、一番右側に123地点の地層ということで整理をさせていただきまして、縦

軸に分布、層相、物性、年代、今御説明したとおりでございます。その123地点のものと

共通する事項のところには下線を引いてございます。 

 まとめますと、一番下の二つ目のポチになりますが、123地点の鷹架層上位の断層変位

が認められる地層は、周辺孔で確認した高位段丘堆積層の基底面標高よりも低いこと、地

質観察結果から砂子又層上部層に相当する層相が確認されていること、及び123地点と同
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じ層相を確認している近傍のボーリングコアの粒度が高位段丘堆積層に比べ平均粒径が小

さく淘汰度が低いことから、砂子又層上部層と判断しております。 

 53ページ以降に、各断層の標高を記載しておりますが、今、御説明をいたしましたので、

その部分は割愛させていただきまして、57ページを御覧ください。コメントの二つ目にな

ります。「F-2a断層南における高位段丘堆積層中の小断層について、間の地層に変位がな

くても雁行して連続する可能性もあるため、他の文献事例、液状化の痕跡等についても確

認し、説明性を高めること」ということでございます。 

 少しおさらいをさせていただきたいと思いますので、97ページを御覧ください。F-2a断

層と高位段丘堆積層中の小断層の変位のまとめということで、この資料の前のほうには、

これを少しデータを全て記載してございますが、まとめといたしましては、f-2a断層の変

位方向というものにつきましては、右横ずれ左上がりの逆断層でございます。 

 高位段丘堆積層中の小断層の変位方向は、ほぼ鉛直ずれ西落ち正断層、及びほぼ鉛直ず

れ西上がりの逆断層であります。 

 f-2a断層の上位を覆う古期低地堆積層及び高位段丘堆積層の再下部には、変位・変形構

造は認められません。 

 また、98ページを御覧いただきたいんですが、左にキープラン入れてございますが、一

番北側に①と書いてございますが、f-2a断層トレンチ、ここでは小断層は確認されており

ません。②番のところでは小断層がありまして、③番の南側の位置では、小断層は確認で

きないということでございます。また、あわせて、赤い線で描いているところがf-2a断層

の連続する方向でございまして、青い線で描いているところが高位段丘堆積層の小断層の

走向になります。いずれにしても、この小断層は連続性が乏しく、f-2a断層とも斜交する

ような形を示すという状況でございます。 

 102ページのほうを御覧ください。今回、事例を追加検討をしてまいりました。102ペー

ジの一番下の①、②でございますが、未固結層のみに変位を与える小断層の事例というも

のと、②基盤の断層変位に伴う未固結層中の断層の雁行に関する事例ということで、今回、

追加をしてまいりましたので、追加分だけ御説明しますが、105ページを御覧ください。 

 105ページ、106ページになります。こちらが未固結層のみに変位を与える小断層という

ことで、熊本県阿蘇市のデータでございます。下が大分県のデータでございまして、いず

れも基盤の凹凸により小断層群が形成されるというようなものを事例として確認いたしま

した。 
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 続いて、197ページ、108ページでございます。こちらは基盤の断層変位に伴う未固結層

中の雁行に関する事例ということで、まず、107ページの左側が陸羽地震、岩手県の川舟

断層のトレンチの結果でございまして、せん断層が雁行状に発達するせん断層連続帯が認

められると、この拡大したところ辺りでございます。 

 右側のほうが三河地震深溝断層のトレンチの結果でございまして、せん断層周辺では、

周辺地盤の連続的変形(撓曲・ひきずり構造)が認められると。こちらも赤い四角を描いた

ところに拡大図がございます。 

 108ページのほうですけれども、左側が台湾のチェルンプ断層のトレンチの結果でござ

いまして、一番下に赤い矢印を入れてございますが、露頭の再下部のⅠ層及び最上部のⅢ

層では断層面が認められます。ただ、途中のⅡ-1～Ⅱ-4層を畳み込むような構造で現れて

おります。 

 右側の(2)でございますが、こちらは前回御指摘をいただきました中央構造線板野断層

の川端トレンチということで、未固結層中に液状化・すべり面が認められる例として記載

してございます。 

 一番下にありますが、F1・F2断層に連続しないせん断面は、下位の3層が液状化し、1層

が南側に流動することにより形成されたすべり面ということで確認をされているという状

況です。 

 これらをまとめますと、一番下でございますが、未固結層中で断層(せん断面)が途切れ

る場合は、断層の変位方向に連続する変形や堆積構造の乱れが認められるということでご

ざいます。 

 続きまして、109ページ、110ページを御覧ください。こちらも雁行に関する事例という

ことで、模型実験の結果でございます。こちらの模型実験につきましては、基盤の正断層、

逆断層の変位に伴う第四紀層及び地表の変位状況が、基盤の断層型、断層傾斜角、四紀層

の層厚の違いにより、どのように変化するかということを断層模型実験により解明するこ

とを目的に実施したものでございます。 

 上段の写真のところに基盤の断層、ここの今回お示ししている例は、f-2a断層と断層傾

斜角が合うような60°というものをちょっと一例としてお持ちしております。紙面の左側

から110ページの右側に至る、この断層を6mm～16mmまで変位をさせた状態のものの写真を

掲載してございます。 

 まとめといたしましては、110ページのほうに書いてございまして、未固結層の基底面
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に逆断層変位が生じた場合、未固結層中ではせん断層が形成され、せん断層は下部から未

固結層上部へ向かって成長しております。 

 せん断層は底盤の断層傾斜角が45°～90°の場合、上に凸の曲線状となり、底盤の断層

より低角度で成長する。 

 その後、基盤の断層変位をまかなうように、底盤の断層の延長線方向に新たな高角度の

せん断層が発生するというようなことが記載されてございます。 

 まとめますと、未固結層中の断層の雁行は、基盤の変位方向をまかなうように互いにラ

ップして発達し、断層変位に不連続は認められないという事例でございます。 

 一方、比較ということで、f-2a断層の上載層への連続ということで、こちらの資料を新

しくつくっておりますが、再掲の部分もございます。先ほど左側の図で示したように、f-

2a断層トレンチと南トレンチ、それぞれの変位状況というものを整理したものが、赤い四

角、青い四角の中でございます。砂子又層上部層中の断層沿いのずれ変位量というのは、

最大でも3～10cmであります。上載層に削剥される不整合面の直下まで変位が認められて

おります。 

 続いて、112ページのほうでございますが、その直下まで確認された変位が、この拡大

図の写真とCTがございますけれども、その不整合に覆っております古期低地堆積層中の葉

理構造は概ね水平になっているということを確認しております。 

 また、CT画像観察の結果から、f-2a断層直上の古期低地堆積層には断層面は認められず、

砂粒子の再配列や礫層の回転も認められないと。 

 以上のことから、f-2a断層の変位・変形は古期低地堆積層に連続しないと判断しており

ます。 

 これらをまとめまして、113ページでございます。今御説明した文献、ノンテクトニッ

ク断層のうち、未固結層事例のものを一番左、中央に基盤に変位する雁行に関する事例、

一番右側にf-2a断層(南)の高位段丘堆積層中の小断層の事例というものを、今御説明した

中身を上の表に整理してございます。 

 まとめますと、下の青四角でございますが、f-2a断層南トレンチでは、基盤から連続し

て砂子又層上部層と古期低地堆積層との不整合面直下まで認められるf-2a断層の変位が、

上位の古期低地堆積層との不整合面に連続しないこと、CT観察結果から古期低地堆積層中

に断層面及び変形構造が認められないこと等から、高位段丘堆積層中の小断層は、f-2a断

層の活動によるものではないと判断されます。 
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 高位段丘堆積層中の小断層は、近傍に谷地形が位置すること、基盤の不陸が認められる

ことから、地すべりあるいは受動変形に伴うノンテクトニックな成因で形成された断層で

あると考えております。 

 以上、115ページ、こちら、f-2断層、f-2a断層のまとめといたしましては、上段から中

段にかけてでございますが、砂子又層上部層に変位・変形を与えておりますが、砂子又層

上部層を不整合に覆う古期低地堆積層及び高位段丘堆積層に変位・変形を与えていないと

いうことをもちまして、将来活動する可能性のある断層等ではないというふうに判断して

おります。 

 また、小断層につきましては、①、②、③、④と書いた理由を含めまして、高位段丘堆

積層中の小断層は、f-2a断層の活動によるものではないというふうに判断してございます。 

 続きまして、116ページ、コメント3でございます。「sf系断層がf系断層に切られてい

るとする活動性に係る根拠を説明すること」、「sf系断層の成因を海底地すべりとして説

明するのであれば、事例を示して説明性を高めること」というコメントを頂戴しておりま

す。 

 本コメントに対しましては、今回、断層部のCT観察、薄片観察を追加実施しております。

また、断層の成因につきましては、成因という観点ではなく、古い時代の断層であるとい

う観点で、性状、断層による切り切られ、累積性など再整理して、御説明をさせていただ

きたいと思います。 

 125ページを御覧ください。sf系断層の性状ということで、今回、この O-5孔というボ

ーリング孔のCT観察を実施しております。126ページに拡大図、赤い四角の部分の拡大図

が載っております。断層面は固結・ゆ着し、破砕やせん断面といったようなものはCT観察

からは認められないという状況でございます。 

 また、126ページの下段のほうに、その対象位置に関して薄片観察を実施いたしまして、

上下盤の基質が粒子レベルで混在する。せん断面や複合面構造といったようなものは認め

られないという結果を追加してございます。 

 129ページを御覧ください。こちらはsf-4系断層のトレンチの中からブロック、129ペー

ジと130ページ、2カ所でブロックサンプリングをいたしまして、同様にCT観察を実施して

おります。一例で、129ページのCTの結果でございますけれども、軟質な破砕部及びせん

断面は認められない。複合面構造は認められないという結果でございます。 

 131ページでございます。こちらが採取したブロックから薄片観察を実施したものでご
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ざいます。断層面、二つ目のポチですが、断層面は固結・ゆ着し、上下盤の地質が粒子レ

ベルで混在している。軟質な破砕部及びせん断面は認められない。複合面構造は認められ

ないということを確認してございます。 

 134ページを御覧ください。sf系断層につきまして少し広い範囲ということで、再処理

事業所敷地の北東に位置します濃縮埋設事業所の敷地内にも、同様にsf系断層が確認され

まして、図中の尾駮沼のすぐ北辺りに青い線で描いているところ、これが調査坑でござい

まして、その調査坑の切羽の中でsf系断層を確認したものがございますので、そのデータ

を135ページ、136ページを御覧いただきたいと思います。 

 こちらは、調査坑の建設時、建設中に出てきた切羽でとったデータでございます。拡大

図は下のところに載せておりますので、御確認いただけたらと思います。まず、左下のほ

うでございます。緑色で囲っておりますが、軽石混り砂岩、上半分がピンク色で囲んでご

ざいますが、軽石凝灰岩というような地層分布になっておりまして、右下の層序表を見て

いただきますと、地層分布からすると逆転をしているというところでございまして、ここ

をsf-c断層ということで認定しているところでございます。 

 sf-c断層の断層面は、固結・ゆ着しておりまして、断層部には上盤、下盤及びそれ以外

の岩相を起源とする混在部が分布し、混在部の一部は上方向に岩脈状に連続すること、岩

脈中では分級が見られる箇所があることから、脱水構造と考えられます。これら未固結時

の変形構造が認められることから、sf系断層は鷹架層堆積当時～直後の未固結時の断層で

あると判断しております。 

 136ページは、拡大図なので、割愛させていただきます。 

 続きまして、138ページを御覧ください。sf系断層の活動性という観点で、sf-3断層に

ついて、追加検討をしてまいりました。右側の図、平面図を御覧いただきたいんですが、

sf-3断層がこちらの東側のほうでは最大の変位量としては145mほど確認できるんですが、

f-1断層を境にして西側の検討、あと、この赤い四角で囲んでいるところでトレンチを掘

削してございますので、その結果について、139ページを御覧ください。 

 まず、sf断層の連続を確認しているトレンチのところですが、紙面の赤い四角で囲んで

いるところにsf-3断層、紙面の下のほうにsf-3断層というのを確認しておりまして、東西、

右左、東西方向に走向がありますsf-3断層を南北系の断層が切っているという状況を確認

しております。 

 また、140ページでございますが、そのsf断層を切っている断層につきましても、砂子
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又層上部層に変位・変形を与えていないということを確認してございます。 

 以上のことから、sf断層の活動時期は、f-1断層の形成前ということでございます。 

 続いて、141ページでございます。先ほど御説明いたしました東側、sf-3断層の変位量

が西側への連続をしているかどうかという観点で、こちら、既存のボーリング孔になりま

すが、A-A’断面を作製してございます。右側の図でございます。ちょうどf-1断層を連続

して、そのまま西側に連続するという位置を赤いところで描いてございますけれども、

sf-3断層の延長の位置というところになりまして、東側で確認される変位量のような構造

といったようなものは、この西側には確認できないということで、sf-3断層はf-1断層に

切られるという判断をしているというものでございます。 

 続いて、142ページ目が、sf-4断層、紙面の右側、拡大図のほうを見ていただきたいん

ですが、赤い実線で入れているところでございます。こちらは大きくは東側にf-1断層系

のものがありまして、西側にf-2断層があると。これらに切られているような状況という

ことを御説明をさせていただきます。 

 まず、143ページでございます。こちら、先ほども出てまいりましたが、sf-4断層のト

レンチでございまして、現地調査で見ていただいた地点でございます。143ページの東西

方向にsf-4断層がございまして、この中に小断層に切られている状況というものを確認し

ていただいたと思います。これにつきましては、145ページでございますが、この小断層

といったようなものは、北東にあります建屋で基礎掘削の際の岩盤スケッチのデータから、

f-1b断層がこのように分岐している断層を確認してございまして、同系統の小断層である

という解釈をしてございます。したがいまして、sf-4断層の活動時期というものは、f-1b

断層の形成前というふうに判断してございます。 

 146ページでございますが、先ほどと同様に、f-2断層の西側あるいはf-1断層の東側へ

の連続という観点で、先ほどと同様でございますが、既存のボーリング孔で、B-B’断面、

C-C’断面といったようなものを切りまして、連続性がないということを確認していると

いう状況でございます。 

 続いて、149ページを御覧ください。sf系断層の活動性ということで、累積性の観点で

追加検討をさせていただきました。こちらはsf-4断層のところで赤い線で入れてございま

すが、青い地層、これが鷹架層の下部層になりますが、この下部層の変位量といたしまし

ては約65mと。その上位にありますピンク色の地層になりますけれども、こちらが断層を

境にして約70mと。こちらは少し上盤側のほうが浸食されておりますので、ある程度の層
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厚は、周辺のボーリングデータから考えられる層厚ということで、ちょっとこれは地表の

ほうに出ているようになっていますが、そういう形に整理しておりますが、これを考えま

すと70mぐらいということになりまして、累積性は認められないという結果でございます。 

 150ページのほうに、今、御説明いたしましたsf系断層につきまして、左側にノンテク

トニックな断層の主な特徴というものと、テクトニックな断層の主な特徴、一番右側にsf

系断層の知見ということで整理しておりまして、分布、活動性という形で、sf系断層と共

通項があるところには下線を引いてございます。 

 また、下段の表につきましては、古い断層、活断層の特徴ということで、同様に性状の

観点で整理をしておりまして、同様に共通項には線を引いているという状況でございます。 

 まとめますと、150ページの下の二つ目のポツでございますが、sf断層には数10m以上の

変位量が認められますが、変位量に累積性は認められないことから、繰りかえし活動した

断層ではないと判断されます。 

 鷹架層上部層に変位を与えていないこと、f系断層に切られていること、及び断層面周

辺に未固結時の変形構造が認められることから、鷹架層堆積当時～直後の未固結時の断層

と判断されます。 

 続きまして、151ページでございます。「敷地南東部の地すべり地形(鞍部)の連続につ

いて、変動地形ではないことを説明すること」というコメントでございます。本コメント

を踏まえまして、鞍部を対象といたしましたボーリング調査を実施しております。また、

既存ボーリングコアにつきましてCT観察を実施し、資料を再構成しておりますので、追加

調査分布を中心に説明をさせていただきます。 

 155ページを御覧ください。155ページは、現在、DEMから現況の地形鳥瞰図を作製した

ものになっておりまして、西北西から見たものとなっております。この部分の現状残って

いるところでは、右上のキープランを見ていただきますと、C地点のブロックの凹地とい

うところが現状でも残っておりまして、中段に現況の写真を載せてございます。地すべり

地形の頭部に見られる凹地(鞍部)ですけれども、谷底の幅が広く、箱型を呈しております

ことから、地すべり頭部の溝状を凹地と考えられます。これらの地形的な特徴に加えて、

地質構造の観点から、写真の中の左側と右側に描いてございますが、N8-X’、  G-  3’という

斜めのボーリングを、鞍部を縫うように斜めボーリングを実施してございます。それにつ

きましては、161ページを御覧ください。 

 こちらが、右側にキープラン入れてございますけれども、C-C1断面が上段、C-C2断面が
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下段に記載をしております。また、後ほど御説明いたしますが、図中のボーリング柱状の

中に赤いパッチ状に入れておりますところにつきましては、層状シルト層、今後、地すべ

りの起因しているものということで、今回、整理してございますが、その部分を記載をさ

せていただいていることと、想定すべり面をとりあえず入れて、想定として起因したもの

という形で包絡するように記載をさせていただいております。 

 161ページの一番下になりますが、せん断面や地層の乱れを有する層状のシルト層が分

布しておりますことから、砂子又層上部層中の層状のシルト層面で滑動したものと判断し

ております。 

 162ページのほうは、鞍部を対象としたボーリング孔について、まず御説明をさせてい

ただきます。右側の図の断面図を見ていただきますと、地形的にはそのような凹地状にな

っておりまして、こちらにつきましては、先ほど、すみません、ちょっと説明を飛ばして

しまいましたが、地すべりによる溝状の凹地として考えているところでございますが、こ

のように2本のボーリングを実施いたしましたところ、ボーリング孔では断層といったよ

うなものは認められないということでございました。また、図中の中に細かい地層面を描

いてございますが、層内の層相からも、北上がり、あるいは南上がりの変形を示唆する一

方向の傾斜は認められません。なお、基盤上面の傾斜は付近の南東方向への連続する鷹架

層上限面の谷による浸食斜面と、左下の平面図を御覧いただくとわかると思うんですけれ

ども、浸食斜面と考えられます。鞍部と判読した凹地付近には断層は存在しないというふ

うに判断しております。 

 続いて、164ページを御覧ください。こちらでは、このG-  3’と書いてありますボーリン

グ孔でございまして、左側にこれまで御説明しておりますコア写真がありまして、赤い実

線で描いているところがシルト層の層状でございます。中段のところにCT画像が入ってい

まして、赤い線がシルトの層状、ピンク色のところが塊状に入っているところ、また、今

回、CTをやって、堆積構造が乱れている可能性のある箇所も含めまして、緑色の破線で整

理をしてございます。この孔で行きますと、17m付近に右側に拡大してございますが、地

層の乱れといったようなものがCT観察で確認されております。 

 また、少しページが飛びますけれども、166ページのところ、No.7というボーリング孔

でも、同様に①～⑤というところで、この層状で確認されたシルトの中に乱れが、166ペ

ージは①、拡大がしてございますが、乱れが認められます。 

 また、167ページのほうでは②～⑤のところで、同様の地層の乱れというものを確認で
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きまして、いずれの断層として読めた場合でも、数cm程度のずれということで、正断層セ

ンスというような状況を確認してございます。 

 また、168ページは、同じくG-2孔のボーリング孔でございまして、説明は冗長になりま

すので割愛させていただきますが、①～⑥ということで、169ページのほうに拡大図を入

れてございます。 

 また、170ページは、No.10孔でございまして、こちらは11カ所でこのような層が乱れて

いるというようなところを確認してございます。 

 171ページに、その拡大図も⑪番まで入れてございます。 

 172ページは、No.1孔でございます。同様でございます。 

 173ページのほうですけれども、こちらはC地点の移動土塊、一番左上に平面図がござい

まして、赤い四角があって、さらに引き出しをして拡大をしてございますが、このC地点

の移動土塊内には、複数の小滑落崖が見られます。このうち東方向のほうへ滑動したと考

えられます小滑落崖を対象としたトレンチでは、火山灰層及び砂子又層上部層中にすべり

面を確認していると。これは既存の資料のちょっと再掲になっておりますが、ございます。 

 174ページのところの下にスケッチ図がございますが、濃い黄色で塗色しているところ

に赤い線が入っているところがすべり面、これは小断層群という形になりますが、連続性

が低く、途中でせん滅しているものも多いというような状況でございまして、周辺のボー

リング調査結果を踏まえますと、砂子又層上部層内ですべり面を形成しているというふう

に判断をしてございます。 

 また、こちらも再掲にはなるんですが、176ページでございます。176ページの上のキー

プランを見ていただきますと、このNo.10、18といった建屋の位置に、滑落崖が判読され

たり、移動土塊が判読されたりしております。ただ、この10、18につきましては、この写

真のとおり、既に建設をしておりまして、基礎掘削が終了しておりまして、そのときのデ

ータを177ページにスケッチ図、178ページには18番の写真と、179ページにスケッチ図を

載せてございまして、いずれの建屋も、地すべりと関係するような構造は認められないこ

とを確認してございます。 

 以上をまとめまして、180ページの下の段でございます。ポツが五つございますが、一

番上でございます。空中写真判読で認められた地すべり地形は、砂子又層上部層中の層状

のシルト層をすべり面とした層面すべりで生じた地すべりと判断されます。 

 地すべりの地形頭部付近の凹地(鞍部)付近の鷹架層に断層は認められないことから、凹
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地は断層滑動によって形成されたものではなく、地すべりの滑落によって生じた地形と判

断されます。 

 四つ目のポチですが、耐震重要施設及び重大事故等対処施設設置位置付近では、地すべ

りが生じるような地形の起伏はなく、施設は、鷹架層に設置されていることから、施設に

影響を及ぼすものではないと考えられます。 

 なお、これにつきましては、当社のほうで地すべりと関係する構造がないことを確認し

ているとともに、岩盤検査時には小断層が固結・ゆ着していると。この小断層等もあるん

ですけれども、そういったようなものは問題ないと、固結・ゆ着していることを確認いた

だいております。 

 続きまして、五つ目のコメントでございます。資料1-2のほうの最後のページ、61ペー

ジを御覧ください。5番といたしまして、「セピオライトの分析結果を示すこと」という

ことで、62ページ目に、トレンチの中から試料を採取いたしまして、X線解析を実施した

結果、下の段にX線解析結果を載せてございます。2試料でやっておりますが、上段側が不

定方位、下段側が定方位で実施したものでございまして、7°付近にピーク強度が立つも

のを確認しておりまして、セピオライトであるというふうに判断をしたものになります。 

 最後になりますけれども、また、大変申し訳ないですが、1-1の資料の一番最後のペー

ジに戻っていただきまして、182ページでございます。総合評価といたしまして、改めて

になってしまうんですが、御説明をさせていただきます。 

 F系断層のまとめといたしまして、下線の部分ですけれども、f系断層は、少なくとも高

位段丘堆積層に変位及び変形を与えていないことから、将来活動する可能性のある断層等

ではありません。 

 高位段丘堆積層中の小断層は、耐震重要施設及び重大事故等施設は鷹架層に設置される

ことから、施設の安全性に影響を及ぼすものではないと判断されます。 

 sf系断層のまとめといたしまして、sf系断層は、少なくともf系断層の堆積以前に活動

を終えた断層であり、将来活動する可能性のある断層等ではありません。 

 敷地南東部の地すべりのまとめといたしましては、敷地南東部に認められる地すべりは、

鷹架層中にはすべり面が認められず、耐震重要施設及び重大事故等対処施設は鷹架層に設

置されていることから、施設に影響を及ぼすものではないと判断されます。 

 以上のことから、この支持地盤に「将来活動する可能性のある断層等」は認められない

と評価をいたします。 
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 説明は以上になります。 

○石渡委員 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。コメント、質問のある方は、挙手をして発言を

してください。 

 どうぞ、内田さん。 

○内田技術研究調査官 技術研究調査官の内田です。 

 70ページをお願いしたいんですけども、資料1-1です。ちょっと確認したいことがあり

まして、こちらはf-2a断層のトレンチの南面になりますが、着目している断層というのは、

こちらで言うと、赤枠で囲っているところのちょうどここになりますね。それで、この断

層による影響というのは、古期低地堆積層の中には及んでいないんですけども、変位・変

形のゾーンとしてはこれぐらいが、幅はここでは守っていたと。 

 それで、ちょっと気にしていたのは、成因がちょっと確かにわからないところがあるん

ですけども、全体的にこの古期低地堆積層に影響はないんですけれども、その上に乗って

いる高位段丘堆積層(H5)としている中で、小断層が分布しているわけですけども。ちょう

どこのf-2a断層の変位の上盤側に、どうも密集しているような分布形態を持っているのか

なと思って、これが、まず本当なのかどうかということと。 

 それから、この高位段丘堆積層の中の礫層の配列なんかを見ますと、例えばここで、紙

面に向かって右側に上がっているような状況が、この層と、ここの層と、それからさらに

この上のところのここですか、何か全てが上盤側の方向に向かって上がっているようにも

見えるんですけども、これが堆積構造なのか、それとも、そうじゃなくて、もっと別の要

因があるのかというところについて、2点、ちょっと御社のお考えをお聞かせいただけれ

ばと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○日本原燃（高橋課長） 高橋です。 

 まず、一つ目の御質問の高位段丘堆積層に小断層が幾つか認められるというお話あった

んですけれども、まず、こちらの北側のこのf-2a断層トレンチといったようなところの高

位段丘堆積層中には節理でございまして、小断層といったようなもの、ここに描いており

ます、たくさん線描いてございますが、こちら、いずれも変位はありませんで、小断層で

はございません。ジョイントですね。小断層は砂子又層の中だけということで確認をして

ございます。 

 2点目の、礫層のやや東側のほうが低くなるような傾向というようなものにつきまして



18 

は、基本的に、ここの堆積物、東側のほうに全体的に大局的に緩く傾斜をして堆積をして

いるものでございますので、この部分が特徴的に何か下からの影響といったような観点で

考えているものではなく、初生的な堆積というふうに当社のほうでは考えているという状

況でございます。 

○内田技術研究調査官 わかりました。じゃあ、ジョイントということなので、明らかな

変位というものはないということですね。全体的に上がっているように見えるという構造

についても、東側のほうの低地に向かって流れるものだというようなお考えでよろしいの

でしょうか。 

 それにしても、ここの部分だけで、どうも下がっているような気がして、その低地に向

かう流れであれば、もっとこう傾斜的には随分長い範囲での傾斜になるんじゃないかなと

思うので、ここだけで下がっているように見えるというところについては、いかがでしょ

うか。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 電力中央研究所の佐々木です。 

 段丘堆積物堆積時は未固結ですので、基盤の不陸によって、その堆積構造が大分左右さ

れます。おっしゃるように、基盤はここに高まりがありますから、それに、それほど顕著

ではないですが、その高まりに応じるように、ここにも凹みのようなものが見えますし、

それに応じた堆積構造。 

 もし、これが断層による例えば変形としますと、この基部の辺りに断層が想定されるわ

けですが、ここにちょうど小断層があります。ただ、この基盤の小断層をよく見ると、中

の節理ですとか構造を正断層的に、逆に、今、紙面の右側が、若干数cmですけれども、落

とすような方向で変位させている。これは上とは非調和ですので、その基盤の上面も変位

は全くありませんので、こういった例えば下の断層による変位によって変形させられたと

いうふうには考えないほうがいいというふうに思います。 

○内田技術研究調査官 わかりました。ちょっと疑問に思った点について、お考えのほう

を聞かせていただいたということなので、了承いたしました。 

○石渡委員 よろしいですか。 

 それでは、次、ほかにございますか。 

 宮脇さん。 

○宮脇技術研究調査官 技術研究調査官の宮脇です。 

 86ページを御覧ください。ちょっと私もf-2a断層トレンチに関して2点ほど確認したい
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ことがあります。これ、以前、トレンチを断層に沿ってちょっと掘り込んでいただいたと

ころを、古期低地堆積層の上限面のレベルをはかっていただいた結果なんですけども、こ

の断層を挟んで、この両側は約51mなんですけども、そこからちょっと徐々に上がってい

って、この断層直上付近が最大が51.09mで、若干やっぱり高くなって、マウンド状を呈し

ているように見えます。ただ、このマウンドが10cm程度なので、これがテクトニックかど

うかというのは、ちょっと判断が微妙なところだとは思うんですけども、これが1点、こ

れはどういう成因でできたのかということです。 

 もう一つが、98ページを御覧ください。先ほど内田のほうからも話があったんですけど

も、この高位段丘堆積層の中の小断層というか、開口割れ目ですね。これが、この分布を

よく見てみますと、f-2a断層というのは最新の活動は逆断層ということなんですけども、

この断層の上盤側に割れ目が密集していて、下盤側は層になっている。下のこのf-2a断層

トレンチの南側、北面に関しては、やっぱり同じような傾向がありまして、この上盤側が

開口割れ目が密に分布していまして、下盤側はやっぱり層になっている。 

 この関係を、ちょっと101ページを見ていただきたいんですけども、事業者さん、この

開口割れ目を、ここに不陸があって、下盤側の堆積層が厚いからということで説明してい

るんですけども、それだと、下盤側のほうに開口割れ目が密に発達するような気がするん

ですけども、この点はどのようにお考えてでしょうか。 

○日本原燃（高橋課長） 高橋です。 

 86ページのほうの高位段丘堆積層中の標高の差というところでございますけれども、ま

ず、御指摘いただきましたこの51.09mとかいったようなところで、東側が高くなるという

ようなところなんですけれども、こちらの変位、断層の延長していないので、何とも難し

いところではございますが、断層の上がっている方向としては、西側が高くなるというよ

うな傾向を示すのがf-2a断層の最終の活動時期になっておりますので、ここの部分につき

ましては、この分の高さの違いというところには、直接断層によるものというものは考え

にくいかなということと、あとは全体に掘り込んでおりまして、大局的にはこの51m、一

番東側のところの50.98mというのがございますが、掘り込んだ分、その地層の傾きも含め

て、いろいろな、組成的なものではないかなというふうには、まず判断してございます。 

 それと、98ページ目の断層の上盤側のほうに割れ目が多く、下盤側のほうが全体的には

層ではないかというところの考えなんですけれども、基本的には、先ほど電中研の佐々木

さんのほうから御説明をいただいたことと同様のことではないかなというふうに判断して
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おります。 

○石渡委員 以上ですか。 

○日本原燃（高橋課長） はい。 

○石渡委員 宮脇さん。 

○宮脇技術研究調査官 電中研の佐々木さんが説明したことと同様というのは、ちょっと

よくわからないんですけども、細かいことは少しヒアリングでまた議論させていただけれ

ばと思います。 

○石渡委員 どうぞ。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） すみません、若干補足させてください。 

 例えば173ページをお願いします。ちょっと典型的な例ではないんですが、例えば不陸

があって、重力的なものの影響で開口割れ目ができる。一つの例として、地すべりなんか

もあるとは思うんですが、そういうときに、ちょっと代表的な例とは言えないんですが、

今、このトレンチですと、この写真左側に向かって全体的に滑っているわけですね。そう

いうときは、開口割れ目がどこにできるかというと、その見かけ、高い側のほうに、こう

いったところにたくさん割れ目ができて、下のほうは全体として土塊で滑りますから、あ

まり開口割れ目はできないというような傾向は、これは一般的に言われていることで。 

 今回の場合は明瞭な変位が認められるわけではないので、必ずしもこういった例は当て

はまらないとは思うんですが、相対的に基盤の高まりが、高い側でそういった開口割れ目

が多くて、土塊として落ちる側は少ないといった傾向は、おかしいことではないというふ

うに思います。 

○宮脇技術研究調査官 大体考え方はわかりましたけど、ちょっと気になるのは、やっぱ

り断層の延長部を境にして、それだったら、全体的に下盤側に向かって全部、割れ目が密

になっていればいいと思うんですけども、その断層の延長部を境に、ちょっと密が比較的

クリアに分かれているというところが気になるところです。詳細なところは、またヒアリ

ングで議論できればと思います。 

○石渡委員 どうぞ。 

○電力中央研究所（上田副研究参事） 電中研の上田ですけれども。 

 断層を境にしてという御指摘なんですが、やはり先ほどから議論がありますように、肩

の部分といいますか、基盤面の傾斜に応じていると思うんですね。基盤面の傾斜が急傾斜

なところ、そういったところで密になっているのではないかなということで。 
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 98ページを御覧いただきたいと思うんですけども、こちらにしても、こちらにしても、

肩の、この基盤面の急傾斜部付近に節理系が密集しているということで、これはどうして

そうなるのかというのは、多分確定はできないと思うんですけれども、一つは地震動の影

響があるかもしれない。 

 もう一つは、多少のその不等沈下的なものもあるかもしれないということで、例えばア

メリカのユタ州とかでの研究によると、やはりこういったかたい岩盤のこういった肩のと

ころで、こういったところで節理系なり小断層が密集しやすいという、重力不安定になる

というようなこととか、不等沈下によって不安定になるというような研究例もございます

ので、断層に起因したというよりは、基盤面のこの傾斜に応じて密度が規定されていると

いうふうに考えられます。 

 以上です。 

○石渡委員 宮脇さん、よろしいですか。 

○宮脇技術研究調査官 じゃあ、その辺の考え方を整理して、今後、示していただけます

かね。 

○日本原燃（高橋課長） 承知しました。 

○石渡委員 よろしくお願いします。 

 ほかにコメントございますか。 

 どうぞ、佐藤さん。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。 

 私のほうからは、二つほど、ちょっとコメントをさせていただきます。 

 前回の審査会合、3月13日ですけども、その際に、高位段丘堆積層と砂子又層の識別根

拠というふうなことで、性状等の観点から説明してくださいというふうな御指摘をさせて

いただきましたが、本日、御説明いただいて、例えば37ページに示されているような分布、

層相、それから物性、年代等の観点から、相違が見られるというふうなことで、両層のそ

の識別は可能であるというふうなことは、我々としては確認はさせていただいたというふ

うなのが、まずコメントの1点でございます。 

 二つ目ですけども、f-2a断層、先ほどから議論ありますけども、砂子又層上部層の上端

まで変位が見られると。それを不整合面が平坦に浸食して、古期低地堆積層が覆って、か

つ古期低地堆積層及び高位段丘堆積層にも変位・変形が見られないと。これは81ページで

御説明ありましたけども、こういったことから、鷹架層中のf-2a断層というのは、少なく
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とも古期低地堆積以降は活動はしていないと。それから、高位段丘堆積層中の小断層とも

直接の関係はないと、こういうような御評価されていますけども、これに関しては、我々

としては、概ね理解できたというふうに考えておりますので、この2点をコメントさせて

いただきます。 

 以上です。 

○石渡委員 これは特に回答は必要はないということですか。 

 ほかにございますか。 

 どうぞ、海田さん。 

○海田チーム員 チーム員の海田です。 

 私は、ちょっと資料の後半のほうの地すべりのところで、2点ぐらいコメント、お願い

になるかと思うんですけど、よろしくお願いします。 

 資料で行きますと、1-1の161ページをお願いします。161ページ、この断面二つと平面

を示してありますけれども、新しくボーリングを掘っていただいて、地すべりの特に鞍部

のところ、この辺りを中心に掘っていただいて、データを追加して、こういった図を描い

ていただいたと。 

 下の箱書きに書いてありますように、これはG-  3’孔の話だと思うんですけれども、せん

断面や地層の乱れを有する層状のシルト層が分布しているので、これはそこの層状シルト

層で滑動したものと判断されるということで、今、解釈されています。 

 そのG-  3’孔の詳しい資料が164ページにあるかと思うんですが、ここのG-  3’孔、今ほど

の堆積構造の乱れとか、せん断構造という説明がされています。堆積構造の乱れというの

が、この資料で言いますと、深度17mぐらいのこの緑枠ですか、ここが堆積構造があって、

せん断面があるという、非常にちょっとわかりにくいんですけれども、確かにそういった

ふうに見えなくもないんですが。 

 一方で、前のページの163ページ、これも地すべりの移動土塊がなかったというような

N8-X’孔ですが、ここも今のG-  3’と同じように、礫層が18.5mぐらいのところにあって、G-
 3’孔は、その礫層のちょっと1mぐらい上のところの堆積構造の乱れを持って、地すべりと

いう説明をされていたんですが。このN8-X’孔も、ちょっと写真ではよくわからないんで

すが、17mぐらいのところ前後に、それなりに堆積構造の乱れというのはあります。 

 ということで、ここ、CTとかはないので、せん断構造とかはわからないんですが、この

層相を見る限りは、この堆積構造の乱れというのは初生的なものと見えなくもないですし、
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ということで、このG-  3’孔というのをすべり面というふうに認定した根拠というのは、も

うちょっと詳しい説明をお願いしたいということです。 

 166ページ以降にある、これは明らかにせん断、地すべりというところだと思うんです

が、これは確かにそうだと思うんですが、これと比べても、せん断の部分というのも少な

いですし、その辺り、もうちょっと整理していただいて、例えばこの辺りで典型的な軟岩

の風化岩の地すべり、なかなか難しいと思うんですけれども、典型的なやつがあれば、そ

ういったものと比較するとか、あと、せん断面がどうなっているかというのを追加しても

らうとかといったデータを示していただきたいので、よろしくお願いします。また、それ

とあわせて御説明をお願いします。 

 あともう1点なんですが、今度は165ページをお願いします。これは同じく、今のボーリ

ング孔のすぐ横の測線、G-3孔、C2断面のG-3孔の分だと思うんですけれども、ここは特に

せん断面や乱れはなかったということですけれども、断面が小さいのを描いてあるんです

が、一応想定すべり面というのをどこかに引かれているような描きぶりとなっています。 

 ということで、これは移動土塊の判読範囲内というような説明があるんですけれども、

全体の図が156ページにあります。この今のC2断面のG-  3’というのは、この図を見ると、

もう移動土塊の外で掘ったような図になっていると思うんですけれども、これはC2断面の

載っている断面で、移動土塊というのは実線で、青い線で囲んでいる範囲内が移動土塊で、

ボーリング孔というのは、もうG-3というのは、もうこれは外なので、少なくともこの図、

平面図と照らし合わせたときに、ここにそんな深い移動土塊、中を掘ったボーリング孔で

はなくて、ここはひょっとしたら東西にある小さい沢の、もともとこの沢ができたときの

崩壊性のもので、もうそういった土塊というのはなくなってしまっているかもしれないの

で、新しくデータが得られたのであれば、もともとこういった図でいろいろ説明されてい

たと思うんですけれども。もともとのこういった土塊の範囲とか、あと断面とかも、それ

に固執することなく、先ほどのすべり面の認定もあわせて、こういったところの全体的な

分布とか深度とかも、いま一度、検討していただいて、示していただきたいので、その点

よろしくお願いします。 

 以上、2点、お願いします。 

○日本原燃（蒲池課長） 日本原燃の蒲池でございます。 

 まず、この地すべりに関しまして、トレンチのほうとして、174ページをお願いいたし

ます。我々、今回、まとめるに当たりまして、事前にこのトレンチのスケッチ、これ、法
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面で広い範囲で見ることによって、やっと確認できるような、ごくわずかなものというと

ころで、ここの174ページの右上に写真がありますけれども、こういった性状として、な

かなか判別が難しい、そういった性状のものというふうに捉えております。 

 一方で、先ほど海田さんのほうから御指摘のありました163ページのほうです。こちら

のほう、今回、164ページではG-  3’孔で地層の乱れがあると。一方で、この163ページのほ

うで、この礫層の上ということなので、シルト層部分で行くと17m付近になろうかと思い

ますけども、この辺りは、我々、ちょっとCTもいろいろと時間も要しますので、我々、詳

細なコア観察を踏まえて、そのCT観察をする対象というのを絞り込んでやってきた経緯も

ありますので、ちょっとこの辺り、少しCT画像を追加させていただいて、この辺りがどう

いうふうに見えるかというふうに、まずは確認させていただきたいと思います。 

 その上で、堆積軟岩とかの比較という観点で、なかなか前段、トレンチでなかなか性状

として見にくいもので、さらに、我々として、コア観察を詳細にやった上で、可能性とし

てありそうかなというところでCTをやったところ、地層の多少の乱れ、あるいは変位とし

てはごく数cmあるいは数mm程度というのをやっと確認できているものなので、堆積軟岩と

の比較という観点は少し難しいかもわからないですけども、いずれにしましても、御指摘

いただきましたのN8-X’の17m付近、ここ辺りをまずCT観察を詳細に実施しまして、その辺

り、ちょっとまとめ方も含めて工夫していきたいと思います。それが1点目。 

 それから、続きまして、2点目のところ、これ、165ページです。こちらコア写真を見て

いただきますと、これ、浅いところ、それぞれ、50cm付近までコアが飛んでいるような、

そういった状況になっていまして、ここは標準貫入試験をやっている孔になろうかと思い

ます。ここの部分というのは、G-3孔、場所的に、右上にキープランを入れていますけれ

ども、こちら、この辺り、我々の判読結果でいくと、その土塊の範囲に入ってくるのかな

という形で、今回、整理させていただいていたんですけども、御指摘いただきました平面

図で申しますと、156ページをお願いできますか。 

 こちら、ちょっと見にくいんですが、今、このG-3孔というのが、この辺り、ここに黒

い丸がありますけども、この位置がG-3孔の位置でして、もう一つ、今回のG-  3’孔という

形で示していますけども、こちらがその外側にありそうなG-  3’と、先ほど申しましたG-3

孔というのはこちら側になっていますので、場所を具体的に申しますと、ここの位置です

ね。ですので、こちらに関しては、我々の解釈、判読の範囲の中の孔であるというふうに

考えていまして、ちょっと標準貫入試験のところであって、乱れというのは、今回、見れ
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なかったんですけども、判読結果もあわせ持って、土塊の中というふうな整理をさせてい

ただいているものです。 

 以上です。 

○海田チーム員 ちょっと今、後のほうで御説明のあった、その156ページの図ですけれ

ども、確かに、そのG-3孔というのは、その滑落崖の範囲には入っているんですけれども、

実線で囲まれたのが滑落崖の中にあるすべり土塊の範囲であって、その中には入っていな

いと思うんですけれども、そこ。もしぎりぎりかかっていたとしても、それはもうほぼ地

表付近で、地すべり面というのは抜けていて、見えていないか、断面図で描くような深い

ところに、標準貫入試験をやったところへ抜けている可能性は、それはもちろんあります

けれども、少なくともこの平面と断面があってなさそうだというところをもう一回検討し

てくださいということですので、よろしくお願いします。 

 それとあと、すべり面の認定については、確かに173ページとか、174ページのこのスケ

ッチとか写真にありますように、こういった軟岩の風化岩のところなので、いろんなたく

さんすべり面があって、そういったのでいろいろ分散して賄って滑っているので、なかな

か確かに難しいと思います。ということで、もうちょっとG-  3’孔ですか、あそこのところ

のデータを追加するとおっしゃっていましたので、その辺り、もうちょっと検討いただい

て、典型的なところがもうちょっとほかにあれば、そういったところと比較するとかして、

また御説明をお願いしたいので、よろしくお願いします。 

○石渡委員 よろしいでしょうか。 

○日本原燃（蒲池課長） 了解いたしました。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 大体よろしいですか。 

 この地すべりの件については、私もちょっと質問があるんですけども、そもそもこれは

地形的に、ある程度、滑落崖が認定できるということですよね。滑落崖のその比高という

のは何mぐらいなんですか。 

 どうぞ。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 156ページをお願いします。滑落崖、いろいろ

な比高のものがあります。途中、例えばC地点と今呼んでいる、この地すべりのところの

滑落崖ですと、先ほど海田さんからもお話ありましたように、滑落崖ができてから、その

後の谷が既にもう掘れている。東西の浅い谷ができていたりして、滑落崖がどこまでであ
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ったかというのは非常に不明瞭なんですが、古い空中写真などを見て、なおかつ、詳細な

DEMとかと照らし合わせて考えますと、大体2m～3mぐらいの滑落崖というふうに判断でき

ます。 

 例えばB地点の左隣のこの地すべりですと、さらに滑落崖としては不明瞭になって、最

大で5mぐらい。すみません、157ページに具体的な数字でありました。その今ここにある

数字は、今、例えば右の箱書き、B地点というところで、滑落崖の比高は5mというふうに

あります。これは最大のものでして、今、先ほど申しました谷が掘れている、その谷底か

ら、今の地表までの高さをとると5mということになります。A地点ですと8m、いずれにせ

よ、若干その後の掘れた谷によって、追加された分がこれに加わって、これはそれが加わ

っていますが、いずれにせよ、その10m以内、数mの範囲の滑落崖ということです。 

○石渡委員 そうすると、5m程度の滑落があった。比高差にしてですね。ということを考

えておられるということですね。 

 例えばここに断面図が出ているんですけども、例えばこういうふうな滑落崖で、地すべ

りが滑ったとしますと、当然ここの地層というのは5mなりずれていないといけない。そう

いうふうに書かれていないんですね、これは。地層がずれているはずなのに、これがその

まま、真っすぐ延びているように描いてあります。地すべり土塊の中と外でですね。やっ

ぱりこれはどう考えてもおかしいので、やっぱりこれではちょっと、これが地すべりです

というわけにはいかないと思うんですね。ですから、こういうところはきちんと事実と調

和するように描いていただきたいというふうに思うんですね。そういうところはちょっと

まだ検討が不十分だというような気がいたします。 

 どうぞ。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 173ページをお願いします。先ほど海田さんか

らも御指摘ありましたように、風化した軟岩のこのすべりですので、きちっとして1枚の

すべり面として描けるかどうかという問題と、あとさらに、これ、C地点の地すべりの中

のさらに小さい地すべりのトレンチの壁面写真なんですけれども、この黒い腐食層、これ

が既に地すべり土塊の上に形成されている。これ、何を示しているかというと、この斜面

が既にこの腐食層が発達する時期には安定しているということを示していて、既に地すべ

りとしての活動はそんな大きなものはないだろうという証拠になります。要するに、地形

表現としても、こういった既に滑らかな斜面として形成されているもので、こういったど

の地層まで切っているかという問題も二つ目にあります。 
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 おっしゃるように、ただ、地すべりを考えて、そういったものを断面積に反映するとい

う上では、その地層のずれというものを若干模式的にはなりますが、反映させなきゃいけ

ないという御指摘はごもっともだと思いますので、例えばこのC地点で見られるローム層

のこの比高差、こういったもの、これは5mぐらいあると思うんですけれども、こういった

ものを参考に、こういった地形であれば、このぐらいの比高差がローム層に見られるであ

ろうと、こういったものを参考に、断面図に反映させていきたいというふうに思います。 

○石渡委員 よろしくお願いします。 

 ほかに何か気がついたことはございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。先ほどチーム員の佐藤のほうからもありま

したが、f-2a断層とか、そういう点に関しては、かなり資料が充実してきて、納得できる

部分も増えてきたというふうに思っております。 

 ただ、先ほどの地すべりの件とか、そういうところで、まだちょっと不十分な点もある

ということがはっきりしました。 

 六ヶ所再処理施設等の敷地内断層の活動性評価につきましては、本日の指摘事項を踏ま

えて、引き続き本会合において審査をしていきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上で本日の議事を終了いたします。 

 最後に、事務局から事務連絡をお願いします。 

○森田チーム長補佐 森田でございます。 

 核燃料施設等の地震等に関する次回の会合につきましては、ヒアリングの状況を踏まえ

た上で、連絡をさせていただきます。 

 事務局からは以上です。 

○石渡委員 以上をもちまして、第62回審査会合を閉会いたします。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合  

第63回 議事録 

 

１．日時  

 平成２７年６月２６日（金）１３：３０～１７：４３ 

 

２．場所  

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ｃ  

 

３．出席者  

原子力規制庁  

 大村 哲臣  原子力規制部 新基準適合性審査チーム  チーム長代理  

 黒村 晋三  原子力規制部 新基準適合性審査チーム  チーム長補佐  

 杉山 和幸  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 臼井 暁子  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 島村 邦夫  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 桝見 亮司  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 中島  智  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 森口 郁美  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 木村  仁  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 石島 清見  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員  

 小原  薫  原子力規制部 安全規制管理官（地震・津波安全対策担当）付  

        原子力安全規制制度研究官  

 横山 邦彦  原子力規制部 安全規制管理官（新型炉・試験研究炉・廃止措置担当）付 

        品質管理専門官  

 岡村  潔  原子力規制部 安全規制管理官（新型炉・試験研究炉・廃止措置担当） 付 

        原子力施設検査官  

 楠見 好章  原子力規制部 安全規制管理官（新型炉・試験研究炉・廃止措置担当） 付 

        統括原子力施設検査官  

 芝山  隆  原子力規制部 安全規制管理官（新型炉・試験研究炉・廃止措置担当）付 
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        統括原子力施設検査官  

 酒井 友宏  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付  

主任技術研究調査官  

 森井  正  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付  

主任技術研究調査官  

 金子 順一  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付  

技術研究調査官  

 山本  徹  技術基盤グループ  安全技術管理官(システム安全担当)付  

技術参与  

 下崎 敬明  技術基盤グループ  安全技術管理官(シビアアクシデント担当 )付  

主任技術研究調査官  

国立大学法人  京都大学 

 釜江 克宏  京都大学原子炉実験所 教授 

 中島  健  京都大学原子炉実験所  教授 

 山本 俊弘  京都大学原子炉実験所  准教授  

 高橋 知之  京都大学原子炉実験所  准教授  

 福谷  哲  京都大学原子炉実験所  准教授  

 堀  順一  京都大学原子炉実験所  助教 

 長谷川 圭  京都大学原子炉実験所  技術職員  

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

 大越  実  バックエンド技術部 次長 

 里山 朝紀  バックエンド技術部 放射性廃棄物管理第１課 課長代理  

 木下 淳一  バックエンド技術部 放射性廃棄物管理第２課 技術副主幹  

 矢野 政昭  バックエンド技術部 高減容処理技術課  主査 

 小越友里恵   バックエンド技術部 放射性廃棄物管理第１課  

 大河原正美   保安管理部  施設安全課長  

 古澤 孝之  安全・核セキュリティ統括部  安全・核セキュリティ推進室  主査 

 照沼 憲明  安全・核セキュリティ統括部  安全・核セキュリティ推進室  主査 

 

 沢  和弘  高温工学試験研究炉部  次長 
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 七種 明雄  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ運転管理課  課長代理  

 飯垣 和彦  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ技術課  技術副主幹  

 橋本  周  安全管理部  環境監視線量計測課  課長代理  

 酒井 俊也  安全管理部  危機管理課 課長代理  

 澤畑 洋明  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ運転管理課  主査 

 清水 厚志  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ運転管理課  主査 

 篠原 正憲  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ計画課  主査 

 栃尾 大輔  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ技術課  

 小野 正人  高温工学試験研究炉部  ＨＴＴＲ技術課  

 

４．議題  

 （１）京都大学の試験研究用等原子炉施設（ＫＵＲ）の新規制基準に対する適合性につ

いて 

 （２）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設（共通施設としての放射性廃

棄物の廃棄施設）の新規制基準に対する適合性について  

 （３）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設（ＨＴＴＲ）の新規制基準に

対する適合性について  

 

５．配付資料  

 資料１－１   京都大学研究用原子炉施設  

        非常用電源設備の位置付けについて   

（京都大学）  

 資料１－２   京都大学研究用原子炉施設  

        内部溢水影響評価について    

（京都大学）  

 参考資料１   国立大学法人京都大学  京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ）  

        論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く）    

（京都大学）  

 資料２    放射性廃棄物の廃棄施設【第２２条】    

（日本原子力研究開発機）  
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 参考資料２   国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  放射性廃棄物処理場  

        論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く）    

（日本原子力研究開発機構）  

 資料３－１   ＨＴＴＲ原子炉施設 ＨＴＴＲ質問回答  

        （日本原子力研究開発機構）  

 資料３－２   ＨＴＴＲ原子炉施設  

        第５３条 多量の放射性物質等を放出する事故の防止―事象選定―  

        （日本原子力研究開発機構）  

 資料３－３   ＨＴＴＲ原子炉施設  

        第６条 外部からの衝撃による損傷の防止―航空機落下―  

        （日本原子力研究開発機構）  

 資料３－４   ＨＴＴＲ原子炉施設  

        第３０条 通信連絡設備等  

        （日本原子力研究開発機構）  

 参考資料３  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  ＨＴＴＲ  

        論点管理表（地盤・地震・津波・火山を除く）    

        （日本原子力研究開発機構）  

 

６．議事録  

○大村チーム長代理 定刻になりましたので、第 63回核燃料施設等の新規制基準適合性に

係る審査会合を始めさせていただきます。  

 本日の議題ですが、 3点あります。お手元に議事次第が配付されておりますが、まず、

一つ目の議題は、京都大学の KUR。それから二つ目の議題が、日本原子力研究開発機構の

廃棄物処理場。それから 3点目が、同じく日本原子力研究開発機構の HTTRということで、

本日は、それぞれの各論の審査を行っていきたいというふうに思います。  

 それでは、議題の（ 1）としまして、京都大学の KURでございますが、資料を二つ用意い

ただいております。資料 1-1と1-2ですが、まず、資料1-1から始めたいと思います。  

 「非常用電源設備の位置付けについて」ということで、この説明をお願いいたします。  

○京都大学（中島教授）  それでは、京都大学中島でございます。資料 1-1について説明

させていただきます。こちら、表題は「非常用電源設備の位置付けについて」ということ
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でございます。  

1ページ目をめくっていただきまして、 KURにおける非常用電源設備の位置付けについて

ということにしてございますが、これまでの審査会合におきまして、これは別途配付して

おります参考資料1にもございますけれども、論点管理表、これの№ 9のところで、「非常

用電源設備について、 KUCAに設置されるディーゼル発電機からの給電も含め設計方針を説

明すること」。それから、論点管理表№ 45ということで、「「別のディーゼル発電機」の

位置付けを明確にすること。また、蓄電池設備がクラス 2相当の設備かどうか、当時の申

請内容等確認し説明すること」ということがございまして、これのうち、非常用電源設備

についての説明を、ちょっとさせていただくということでございます。  

まず、現状が、我々のところはどういうふうになっているかというところでございます

が、 1番のところに書いておりますが、「変更前の」と書いてございますけれども、非常

用発電設備、こちらは「電源設備」のほうがよろしいかもしれませんが、設備は以下のと

おりであるということでございまして、まず、非常用のディーゼル発電機がございます。

これが、 KURが使用できる、現状の申請のままで使用できる非常用ディーゼル発電機とい

たしましては、いわゆる KUR用の EG、非常用発電機。これは現在、 100kVAのものがついて

おりますが、こちらが本来のものということで、商用電源喪失時に 1分以内に自動起動し、

所定の負荷に給電するものであるということでございます。現状としては、 100kVAですが、

申請書の記載としている要求容量としては約 75kVA以上ということでございます。  

実は、KURが使用できるディーゼル発電機はもう 1台ございまして、これは現在のところ

はKUCA用のEGと呼んでいるものでございまして、容量は 80kVA。これは、もともとは KUCA、

臨界実験装置のほうでございますが、こちらの非常用電源設備として商用電源喪失時に

KUCAの所定の負荷に給電するというものでございますけれども、現行の申請書の中では、

これをKURでも利用できるということで、 KUR用EGが故障した際に、手動で切り替えること

により KUR用EGに代えて所定の負荷に給電すると。「負荷」の字が間違っています。すみ

ません。ということでございます。  

これら 2台のディーゼル発電機があるということでございます。それに加えて、蓄電池

設備（計装用無停電電源、 5kVA）と書いてございます。これは、商用電源喪失時に、先ほ

どの非常用ディーゼル発電機が起動するまでの間、安全保護回路及び主要な計装設備に給

電するというものでございます。 

それに加えて、可搬型非常用発電機、これを新たに加えたものでございます。今、加え
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ているものでございまして、物としては、もう存在しているものでございます。これは、

全電源喪失時に、上記蓄電池設備の負荷に電源を供給するということで、 BDBA対応という

ための設備としてございます。  

以上の三つがございまして、この他の電源設備としては、商用電源喪失時に 1次循環ポ

ンプ1台を30秒以上駆動するために給電する、無停電駆動電源 75kVAというものがございま

すが、これは後でもちょっと説明いたしますが、我々は、これは 1次冷却設備の一部とい

う位置付けにしてございます。  

今回、この上に書いてある二つの御指摘を受けまして、我々の内部で検討いたしました

結果ですが、 1ページの一番下の段落になりますけれど、上記のうち 1）のディーゼル発電

機2台、このうちの KUCA用のEGと呼んでいるものを、もう KUCAからは切り離して KUR専用に

変更してKUCAへの給電は行わないこととしますということです。  

なお、これは別途ヒアリングでの審査を行われておりますが、 KUCAでは、もうこれは使

わないということは、既に宣言してございます。  

具体的に現在は手動で、現場のほうへ人が行って切り替えるということをやっておりま

すが、この KUR用EGから KUCA用EGへの切り替え方法については、ちょっと今、見直しを検

討中ということでございます。  

それから、耐震クラス等の位置付けとしては、「また」と書いてございますが、 KUCA用

のEGの耐震クラス及び安全機能別の重要度は、 KUR用 EGと同じとするということでござい

ます。この他の蓄電池、それから可搬型の非常用発電機については、変更はございません。  

以下、設計基準における対応を説明いたしますが、ちょっと KUR用 EG、 KUCA用 EGといっ

ていると呼びにくいので、 KUR用 EGのことを EG1、KUCA用EGのことを EG2という名称にさせ

ていただきます。  

次のページですが、この非常用電源設備の変更に伴って、ちょっと説明するべき事項が

若干変更になります。それへの対応というのが、 2番の設置許可基準への対応ということ

で書いてございまして、下に書いてある①から⑤、 12条の中でも第 2項とか、 28条の中で

は第 2項、第3項といったところ、こういった各条項への対応について、 3ページ以降で説

明させていただきます。  

まず、 3ページの第 12条、これは安全施設全般のことでございますが、この中に、少し

電源に絡むところとしては第 2項というのがございまして、ちょっと網かけして薄くなっ

ているところは直接関係ないということで、黒字のゴシックのところだけがわかるように
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したつもりでございますが、第 2項で、安全機能を有する系統のうち、重要度が特に高い

ものについては単一故障等で、あと、外部電源が利用できない場合においても機能できる

ようにしなさいというのがございまして、この外部電源が利用できない場合でもというと

ころで電源が出てくるということでございます。  

3ページの下の、その四角の下で矢印が書いてございますけれども、これが具体的に第 2

項においてどういう対応をするかという説明を以下に書いてございますが、まず、この 2

項で要求している「安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」というものとし

ては、こちらに書いてあります MS-2のうち、異常状態の緩和機能を有するものと、放射性

物質の閉じ込め機能を有するものということでございまして、具体的には停止、未臨界維

持のための制御棒、それから冠水維持のためのサブパイルルームの汲み上げポンプとか、

それの起動回路、それから閉めるための弁ですね。水圧駆動弁、逆止弁。それから、工学

的安全施設及び停止系への作動信号の発生ということで、いわゆる安全保護回路の中の停

止回路。それから、閉じ込めとしては、水封装置、その操作回路、それから格納施設その

ものということになりますが、第 2項で要求している外部電源が利用できない場合に機能

できるということでありまして、外部電源が利用できない場合に電源供給がこの中で必要

なものとしては、冠水維持のために必要となるサブパイルルームの汲み上げポンプという

ことで汲み上げ設備。それからその起動回路ということでございます。  

外部電源を喪失した場合は、先ほど申しましたようにEG1、本来のKURにあったものです

けれども、これが 1分以内に起動して電源を供給しますので、これによって給水、冠水維

持ができるということで、安全機能は損なわないということになってございますが、設計

基準事故であるLOCA、原子炉冷却水の流出というものを考えたときに、これを使うわけで

すけれども、冠水維持のためにサブパイルルームの汲み上げポンプで炉心タンクへの給水

を行ってございますけれども、その間に、漏水箇所の補修、あるいは崩壊熱の十分な低減

があれば、その間は冠水を維持するということでございます。 

これは、まだちょっと少し議論の余地があるかもしれませんが、現状の評価の範囲では、

状況にもよりますけれども、この冠水維持を必要な時間としては、運転パターンにもよる

んですけれども、短くて数時間、長い場合は数日、二日程度と考えておりますが、比較的

長時間の給水維持というものが必要になってくるということでございまして、この場合に、

給水期間中に外部電源を喪失する確率というのは比較的大きくなるでしょうということで

ございまして、本事象において、この非常用電源の重要性というのは、他の短期で収束す



8 

る事象に比べれば高くなるというふうに我々は考えていると。  

このような状況のもとでは、非常用発電機が外電喪失で非常用発電機が作動しても、そ

れの故障もある程度検討する必要があるのではないかというふうに考えまして、それへの

対応として、非常用発電機を多重化するということを考えると。具体的には、 EG1、本来

のKURのEGの故障に備えて、EG2からの給電も可能とするということにしたいと。これが、

先ほどの冒頭に申しました非常用電源の変更のところでございます。  

最初にも説明しましたが、 EG2については EG1と同様に、安全重要度のクラスは MS-2、耐

震重要度クラスはBとするということで、これも最初に申しましたけれども、その 2台をど

う切り替えるかについては、ちょっとただいま検討中ということでございます。  

次が、第 28条、「保安電源設備」でございまして、第 1項は、とにかく必要な電源を供

給できるようにしてくださいということでございまして、これは当然対応しておりますが、

第2項、第 3項が非常用電源に絡むところでございまして、第 2項は非常用電源設備を設け

なさいということなので、下の矢印のところでも第 2項への対応として、非常用電源設備

を設けているということにしてございます。  

第3項が、非常用電源設備及びその附属設備は多重性または多様性を確保し、及び独立

性を確保しなさいということがございまして、それで単一故障が起きた場合でも、必要な

負荷に給電できるようにしてくださいということでございまして、これには、ただし書き

がございまして、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではないということがご

ざいますが、我々のところで検討しました結果、事故の状態まで含めますと、第 3項第三

号のところでの「外部電源を喪失した場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場

合」ということのハの「燃料体の崩壊熱を適切に除去すること」。これをやるためには、

電源供給によって先ほどのポンプを駆動するということが必要になりますので、ちょっと

そこが満足できないということでございますので、この第 3項で要求しております非常用

電源設備、それからその附属設備への多重性または多様性、それから独立性といった確保

が必要になるということで、下の矢印のところに書いてございますように、「第 3項への

対応として、非常用電源設備及びその附属設備に、多重性または多様性及び独立性を有す

る設計とする」ということにしてございます。  

このために、先ほどと重複しますけれども、非常用発電機につきましては、従来の EG1

からの給電に加えて、 EG2からも給電を可能とするということ。 EG1が故障した場合でも電

源供給を可能とすることにいたします。  
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それで、ただ、これは切り替えただけでは、受電盤というところが元受け、入り口のと

ころで共用するということになりますので、この受電盤の単一故障も想定しましょうとい

うことでありまして、それに備えまして、 EG1またはEG2から必要な負荷の電源盤に直接給

電できる回路、これを新たにこれから設置するということですけれども、設置し、受電盤

が故障した場合には手動で切り替えが行えるようにするということでございます。  

ちょっと、まだ具体的な回路図というところまではあれなんですが、現在検討しており

ます、次の 6ページの「参考」ということでございますが「電源盤切り替えのイメージ」

ということで、破線部、色のついているところですけれども、が変更箇所ということでご

ざいます。  

これは、全体の見方というか、真ん中より右の 3分の1ぐらいのところに縦の破線が引い

てございまして、それより右側が「臨界実験装置」と書いております。これは、いわゆる

KUCAの建屋の部分であると。左側は、我々の KUR、研究用原子炉のエリアであるという意

味でございまして、 KURのほうを見ますと、常用電源から通常給電されていますが、停電

検知をすると切り替えて、 EG1と書いてある非常用発電機が自動起動して 1分以内に投入す

るということでございまして、ちょっと下のほうに、安全保護回路と主要な計装設備は、

切り替える間も蓄電池から常に供給されていると、こういったものでございます。  

EG1が止まった場合はEG2から、こちらは切替盤というところ、これもちょっと今はこう

いう 2カ所で切り替えるというようなことになってございますが、これは今、検討中でご

ざいますが、とにかく何らかの方法で EG1からEG2に切り替えて、必要な負荷に給電すると

いうことでございます。  

それに加えて、今度は受電盤、この下の青い四角で囲っているところでございますけれ

ども、これが何らかの単一故障を起こした場合につきましては、この赤い破線で書いてあ

るところが二つスイッチがありまして、 EG1から真っすぐ投入器を通しておりてきて、輪

っかが二つあるのはトランスなんですけど、そこの下流から受けていって、これは蓄電池

のほうに電源供給をする。  

それからもう一つは、ちょっと複雑ですけれども、 EG1あるいは EG2から、受電盤のすぐ

上のほうの水平に走っているライン、ここのところに縦に赤い破線で切り替えスイッチが

出ている。これをつなぐことによって、非常用の給水設備に直接給電すると。 EG1または

EG2から給電するといったような、こういったことを考えている。  

ちょっとこれはまだイメージでございまして、具体的なところは。概ね切り替え場所と
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かは、大体現場は確認しておりますけれども、こういった流れで給電できるようにしよう

ということでございます。  

具体的な単一故障への対応とは、前のページで説明したとおりでございますが、 EG1が

故障した場合はEG2、これは、とにかくEG1と同時にもう既に起動していて、起動状態で待

機しているという状態。そこに切り替えるということでありまして、括弧の中はちょっと

まだ検討中なので書き過ぎかもしれませんけれども、自動に切り替えるようなことを変更

することを検討中でございます。どちらかが壊れたらどちらかを使うということでござい

ます。 

受電盤の故障時には、必要な負荷ということで、今の上の図では非常用の給水設備と蓄

電池設備と書いてございます。これへの直接給電に手動で切り替えるということでござい

ます。  

それ以外のところで壊れるものとしては EG2とか、あるいはここの切替盤といったもの

が壊れるということが考えられますが、これはもともと本来の EG1とか受電盤が健全であ

れば、特に対応は不要ということでございます。  

こういった対応によって、先ほどの保安電源設備の第 2項、第3項への対応を考えている

ということでございます。  

7ページに行きますけれども、第 31条が「外部電源を喪失した場合の対策設備等」とい

うことで、これは全ての項でございますが、まず、第 1項としては、外部電源喪失時に停

止をちゃんとしなさいということですが、 KURの場合は、停止系の作動には電源が不要で

すので、発電設備は不要と考えてございます。  

それから第 2項は、外部電源喪失時に、冷却のための必要な発電設備その他の非常電源

を設けなさいということでございまして、ここは、下の説明ですけれども、第 2項に関し

ては、外部電源喪失時に原子炉冷却系統に係る設備、具体的には1次循環ポンプ 1台を作動

させるための無停電駆動電源を設けております。ただし、先ほど冒頭には申しましたけれ

ども、この無停電駆動電源が故障して 1次循環ポンプが作動しないと。外電喪失でポンプ

がぽんと止まってしまっても、新基準で求めております燃料の許容設計限界を超えること

はないということ。これについては、既に提出済みの申請書の添十の自己評価、これは設

計基準を超える事象のところでございますが、記載しておりますが、燃料芯材温度約

142℃ということで、燃料の健全性は確保できるということで、必要に応じて燃料要素の

点検・交換を行うことにより、原子炉の運転を再開することはできるということでありま



11 

すので、許容設計限界を超えることはないという位置付けになっているということでござ

います。  

最後、第 3項は、必要なパラメータ等の監視を行うための蓄電池その他の電源を設けな

さいということでございまして、下の矢印で第 3項では、商用電源喪失と非常用ディーゼ

ル発電機全数の、全交流動力電源ということでございますので故障を想定すると。この場

合は、原子炉の停止そのものには電源は不要ですけれど、その確認のために数分程度の監

視は必要となるということで、これは蓄電池設備で十分賄えるということでございます。  

ただ、それに加えて設計基準を超えた事象、 BDBAまでを想定した場合には、可搬型消防

ポンプからの別途の給水とか、可搬型発電機からの給電が必要となりますと。それらが作

動するまでの間のパラメータ監視を行う設備への電源供給が必要になるということであり

まして、現在のところは、こちらまで対応できるような形で、蓄電池設備の容量の増設と

いいますか、給電時間の増加を、今、検討中でございますが、これは、どこまでの時間が

必要かというのは、今後の BDBAのシナリオ検討結果に基づいて決定したいと思います。  

それから、あと第36条の「計測制御系統施設」でございまして、これも第 3号、第4号が

電源にちょっと絡むところでございまして、第 3号、これは「前号のパラメータは」云々

ということで「監視できるものとすること」とございます。前号のパラメータというのは、

下の矢印のところに書いてございますけれども、原子炉格納施設及びこれに関する系統の

健全性を確保するために必要なパラメータで、具体的には炉室内の差圧、あるいは排気系

統における放射能濃度ということでございます。  

もし、異常な過渡変化では、商用電源喪失を考えておりますが、商用電源喪失以外では

商用電源によって、これらは当然監視可能であるということ。商用電源喪失のときには、

もう炉室の排気系が自動停止というか、電源がないために止まってしまいますので、これ

らのパラメータを、放出にかかるパラメータを測定する必要はないということでございま

す。当然ながら、別途 EGで動く非常用電源設備によって、原子炉の健全性は確認できると

いうことでございます。  

それから、第 4号でございまして、これは設計基準事故が発生した場合についてのとい

うことで「必要なパラメータ」等が監視できるということでございますが、ここで求めて

いる必要なパラメータというのは、下の矢印に書いてございますが、炉心の中性子束密度、

出力のことでございますが、それから炉心タンク水位、一次冷却水の温度及び流量である

ということでございまして、これらは冒頭で説明した非常用電源設備に接続されており、
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商用電源喪失でも監視できるというものになってございます。  

それから、最後の第 39条が「監視設備」の第 2項でございまして、これは周辺監視区域

の境界付近における線量の監視云々ということでありまして、最後のところに、常設のも

のには前項による規定によるほか、非常用電源設備、無停電電源装置、またはこれらと同

等以上の機能を有する電源設備を設けなければならないということで、これについては、

下に書いていますが、非常用電源設備の負荷としてこれがぶら下がっているということで

対応しているということでございます。  

以上が、各条項への対応でございますが、それで、先ほどの一番最初で説明したような

非常用電源の位置付けを、ちょっと見直したことによりまして、 10ページ、11ページ、参

考と書いてございまして、まだちょっと少し文言を見直す必要があるかもしれないという

ことで参考にしておりますが、本文、あるいは関連する添付書類の補正の場所というのを、

今、考えているところを記載してございます。  

10ページが本文で、これは、その他原子炉の附属設備のところの非常用電源設備の構造

の中に記載がございまして、現状としては、アンダーラインを引いているところが変更点

でございますけれども、本実験施設と同一敷地内にある臨界実験装置の非常用電源から、

必要に応じて全容量を供給、受電できるとか、あるいは、その 2行ほど下には、また、臨

界実験装置の非常用電源設備が給電する系統も同様とするということで書いてございまし

たが、もう、「臨界実験装置の非常用電源」という言葉自体をなくしまして、変更後、補

正後のところのアンダーラインでございますが、ちょっと 3行目くらいですかね。まず、

ディーゼル発電機が、「1基」設けるというところを「2基」にしております。容量として

は75kVA以上ということで変わっておりません。それを受けてディーゼル発電機のうち、 1

基から所定の負荷に受電すると。もう 1基のディーゼル発電機は起動したまま待機状態と

し、必要に応じて切り替えて受電できる設計とすると。こういった記載によって、 2台と

もKURのものであって、常時は 1台から給電するけれども、もう 1台からも給電できるよう

になっていますという説明にしてございます。  

それから、11ページのところは添付書類八で、基本的に記載の変更前後の記載の書きぶ

りは同じでございますので、ここは説明を省略させていただきます。  

以上が、資料 1-1、「非常用電源設備の位置付けについて」ということでございました。  

○大村チーム長代理 それでは、ただいまの説明内容について、質問、コメント等があり

ましたらお願いします。  
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○中島チーム員  規制庁の中島です。今回、 KUCA用の発電機を KUR用に変えるという御説

明で、ヒアリングの際も少し話が出ていたと思うんですけれども、いわゆる自然現象とか

火災とかの外部事象に対しても、 KUR用の発電機として対応を御説明いただくようにお願

いします。  

○京都大学（中島教授）  京大の中島です。  

 了解いたしました。  

○大村チーム長代理 それ以外にいかがですか。どうぞ。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山です。  

 資料の6ページを見て、ちょっと御説明というか、させていただければと思うんですけ

れども、今回、EG2をKUR用にするということですので、また工事が伴いますから設工認と

使用前検査がかかってくると思います。そのときまでには、いろいろなシーケンスとか手

順が決まると思うんですけれども、今、ここに書かれている EG1故障時の、切り替えの仕

方が自動か手動かというのはありますけれども、それから、あと受電盤の故障時の手順で

すね。  

 このほかに、EG1が故障した場合ですね。故障してから、今度、復帰しましたといった

ときの給電をどうするかということも踏まえて、給電の方法とか手順をちょっと考えてい

ただきたいというのと。 

 あと、常用電源が復帰したときの手順ですね。もし、手動であれば手動で戻さなければ

いけませんので、その辺につきましては、いろいろな手順とかシーケンスをまとめた上で、

ヒアリングの中で説明していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○京都大学（中島教授） 京大の中島でございます。  

 了解いたしました。まだ、ちょっとこちらもイメージということで、具体的な手順もま

だ検討中ということでありまして、具体的なものが決まりましたら、当然その中で説明さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。  

○大村チーム長代理 ほかにいかがでしょうか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 9ページの、確認なんですけれども、この「第 2項への対応として、非常用電源設備を設

けている」という、これは先ほどの EG1、EG2の話でしょうか。  

○京都大学（中島教授）  ここのところは、今考えているのは、 EG2のほうは多重性を要

求、必要になるのはサブパイルルームの汲み上げの、基本的には非常用の給水設備だけで
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いいのではないかということで、今の我々の考えとしては、ここは EG1ということで考え

てございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。ちょっとそこは、多分監視時間をどれだけ持つ

必要があるのかということと関係するので、そこを含めて EG1だけでいいのか、 EG2も含め

る必要があるのか、ちょっとそこは検討していただいて、また御説明いただけますでしょ

うか。 

○京都大学（中島教授）  京大の中島でございます。  

 多分、第39条の監視設備について、また別途御相談というか、我々の考え方を示させて

いただければと思いますので、この第 2項についても、その中で、どこまでの対応が必要

かというのをちょっと検討した上で、御相談させていただければと思います。よろしくお

願いいたします。  

○大村チーム長代理 ほかはいかがでしょうか。  

 1点だけ確認ですけれども、 1ページに、この KUR専用に変更するということですね。

KUCAのやつを。「KUCAへの給電は行わない」と明確に書いてあるので、これはもう、 KUCA

とは縁を切ってというか、そっちにはつながずに、もう専用で KURのほうにというふうに

理解しますけれども、そういうことでよろしいですか。  

○京都大学（中島教授）  京大の中島です。  

 それで結構です。ただ、物理的な場所としては、 KUCAに敷設する建屋の中には入るんで

すけれども、もう、機能としては KUCAとは縁を切るということでございます。  

○大村チーム長代理 よろしいですか。  

 それでは、よいようですので、次は資料 1-2、これは「内部溢水影響評価について」と

いう資料、この説明をお願いいたします。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀から説明させていただきます。  

 資料1-2ということで、「内部溢水影響評価について」ということで、 1ページでござい

ますけれども、こちらは規則第 9条の安全施設は原子炉施設内における溢水が発生した場

合においても、安全機能を損なわないものでなければならないと。これに関する説明をさ

せていただきたいと思います。  

申請書のほうには、適合のための設計方針といたしまして、第 1項についている記述が

あるわけですけれども、こちら、今回のいろいろな検討を踏まえまして、二重下線のよう

に記述を追加させていただきたいと考えております。 
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変更後の表現としましては、「原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損、消火設

備等の作動により溢水が発生した場合において、漏えい水は施設内の地階ホットサンプ等

に溜まる構造とし」、この後に「防護対象設備が没水及び被水しないような適切な堰等を

設けることにより、安全機能を有する構築物、系統及び機器がその機能を失わない設計と

する。」と、このように修正させていただきたいと思います。  

それで、 2ページ以降に、その設計方針についての説明ということでございまして、内

部溢水評価の概要でございますけれども、基本的には原子力発電所の内部溢水防護評価ガ

イドに基づいて考えました。大まかな考え方の流れとしましては、まず、溢水源を想定し

まして、それで防護すべき設備、それから区画をまず決めます。その後、溢水経路を検討

し、その防護区画における水位等を没水評価をして、没水、溢水に対して安全機能が担保

されるという、そういった流れで御説明させていただきます。  

まず、溢水源の想定ということでございまして、 KURの炉室において液体を内包する容

器、配管等についての抽出を行いました。その抽出した結果については、表 1にまとめて

ございます。こちらは、保有水量を示すとともに、溢水の発生要因というものを三つに分

類いたしまして表しております。  

（1）としましては、機器の破損等によって生じる溢水ということで、（2）番について

は原子炉内で生じる異常状態（火災を含む）の拡大防止のために設置される系統からの放

水による溢水、（ 3）番目としまして、地震による機器の破損と、こういうカテゴリーで

分けてございます。（ 1）と（2）に関しましては、こちらのガイドに基づきまして、一系

統における単一の故障を考えるということでございます。  

3ページが、先ほどの抽出した表でございますが、それぞれの系統について簡単に御説

明しますと、まず、 1次冷却系統につきましては、 4ページの図 1に示してございますよう

に、炉心タンクから熱交換器室までのループが1次冷却系統でございます。  

それから、次の 2次冷却系統は、水源としましては冷却塔、こちらは炉室の外にござい

ますけれども、冷却塔から熱交換器室、それから 2次ポンプと、こういった循環のループ

でございます。  

それから、冷却水系については、図 3から図5に、その配管のルートが示してございます

けれども、こちらは浄水場から給水されて、まず地下に行きまして、地下から本体の周り

に上がっていくと、そういったような経路をたどっております。  

それから、飲料水につきましては、図 6、7、8、9というのが、その配管の系統になりま
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して、こちらは水源は高架水槽でございます。高架水槽から、まず地下に行きまして、そ

れで図 9のように高架水槽から来たラインが、一部は水封装置、その他のラインが熱交換

器室、イオン交換機室を経て、受電盤のそばを通り、それから 1階、2階へと上がっていく

と、こういった経路でございます。  

そのほかに、水源としましては、まず、消火栓というのはあるんですけれども、こちら

は、3ページの表1に戻らせていただきますが、消火栓というのは、ポンプを起動し、バル

ブを開けなければ放水しないというものでございまして、こちらの発生要因としましては、

消火活動における（2）番だけを考えるとさせていただきました。  

それから、キャナル・使用済燃料プールというのも水源としてはあるんですけれども、

こちらは地震によるスロッシングの漏水の可能性を検討するということです。  

それから、散水設備としては、緊急時散水設備がありますけれども、こちらは後でも述

べますけれども、通常は配管内に水はないということで、こちらは対象外とさせていただ

きました。水封についても同様でございます。あと、重水タンクと、こういったようなも

のが抽出した溢水源でございます。  

続きまして、 8ページに移らせていただきます。  

それぞれの要因につきまして、より詳細に書かせていただきますが、まず（ 1）番で想

定する機器の破損でございますけれども、こちらは表 1に抽出した液体を内包する配管の

うち、溢水影響を考慮する必要があるものを対象といたします。 

まず、配管には高エネルギー配管と低エネルギー配管の二種類に分類できるということ

でございますが、 KURの場合は、 55℃以下で圧力も 0.5MPa以下に保たれているということ

でございまして、いずれも、これは低エネルギー配管ということになります。低エネルギ

ー配管におきましては、破損を想定する場合、貫通クラックとして 1/4Dtという前提で評

価することになってございますので、そのようなやり方で評価してございます。  

また、漏えいを検出する機能が設置され、自動または手動操作によって漏えいを停止で

きる場合は、必要に応じてこの機能を考慮することとするということでございます。  

それから、 9ページになりますけれども、こちらは原子炉内で生じる異常状態（火災を

含む）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水ということでございまし

て、放水時に考慮する消火水系統からの放水による溢水は、ガイドによりますと二種類に

想定されると。一つ目は、 a.としまして、火災検知により自動作動するスプリンクラーか

らの放水。b.は、建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水となってござい
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ます。 

原子炉格納施設の中には、緊急時散水設備というものがございますけれども、こちらは、

原子炉格納施設外より操作し得るようになっているということ。しかし、本設備は、 BDBA

対応機器として炉室外への放射性物質の放出を抑制するための散水設備でございまして、

いわゆる火災が起こって自動的に放水するような、スプリンクラーの類ではないというこ

とで、こちらはa.に該当する設備はございません。 b.につきましては消火栓がございます

ので、これは建屋内の消火活動のために消火栓を使うということで評価を行います。  

次に、（ 3）でございますが、地震による機器の破損により生じる溢水と。こちらは、

ガイドによりますと、 Sクラスの機器については漏水を考慮しなくていいということで、

B,Cクラスについては、十分な耐震性が示されれば考慮しなくてもよいということなんで

すが、我々は B,Cクラスの機器は、一応完全全周破断するという前提で評価を行います。  

まず、Sクラスの機器としまして、3ページの表1のほうに戻らせていただきますが、 1次

冷却系統の炉心タンクと炉心直下 1次冷却系配管、こちらはSクラスの機器ということでご

ざいますので、これにつきましては、発生要因としては（ 1）だけを考えると。それ以外

の配管、これは（ 3）も考えまして、これは配管が完全全周破断するということで考えま

す。その場合は、炉心タンクを含めた 1次冷却系統の保有水量全てが全量放出するという

想定でございます。  

2次冷却系統につきましても、こちらは耐震クラス Cの機器ですので、同じように（3）

を考えまして、こちらも全周破断を考えると。このときには、冷却塔を含めた 2次冷却系

統保有水量が全量放出すると、そういう想定で評価を行います。  

すみません。また、 9ページに戻らせていただきますが、最後のところです。燃料貯蔵

施設の話ですけれども、炉心タンクと使用済燃料プール室プール、それに直結したキャナ

ルというものがありますけれども、こちらは基準地震動によってスロッシングを考えるべ

きかと思いますが、炉心タンクと使用済燃料プール室プールというのは、上部がトップシ

ールド、シャッタ等で覆われておりまして、スロッシングによって外部に溢水するという

ことはないと考えてございます。  

続きまして、 10ページに移らせていただきます。  

次に考える、溢水から防護すべき対象設備及び溢水防護区画の選定ということでござい

ます。溢水ガイドにおいては、重要度の特に高い安全機能を有する系統が、その安全機能

を適切に維持するために必要な設備並びに使用済燃料ピットの冷却・給水機能を適切に維
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持するために必要な設備、これを防護対象設備としなさいと書いてございます。規則の解

釈に書いてあって、あとは、その安全機能を損なわないものについては、原子炉を停止す

ることと、それから閉じ込めるときに必要なものということで書かれてございます。  

それで、KURでは規則の第12条第2項の対応におきまして、安全機能の重要度が特に高い

安全機能を有するものとしまして、表 2に示す構築物系統及び機器を選定してございます。

これは、先ほどの資料にもございましたけれども、常温状態の緩和機能としましては、緊

急停止及び未臨界維持のための粗調整用制御棒、それから炉心の冠水維持のためのサブパ

イルルーム漏えい水汲み上げ設備及び汲み上げポンプ起動回路、それから水圧駆動弁、逆

止弁、あと安全保護回路の停止回路と、閉じ込め機能を有する水封装置、操作回路、原子

炉格納施設が挙げられてございます。  

このうちの、これは10ページの二段落目の途中からに戻らせていただきますが、粗調整

用制御棒と水圧駆動弁、逆止弁、原子炉格納施設というのは、電気機器ではございません

ので、溢水によって安全機能を損なうということは想定しがたいだろうと。  

サブパイルルームの漏えい水汲み上げ設備及びサブパイルルーム漏えい水汲み上げポン

プの起動回路、これはちょっと長いので、汲み上げポンプ等と呼ばせていただきますけれ

ども、こちらは、サブパイルルームが満水になって、万一没水したとしても、汲み上げ機

能を損なうということはないだろうと。  

しかしながら、受電盤は汲み上げポンプの安全機能を適切に維持するためには必要な設

備であると考えてございます。  

それから、水封装置、操作回路は炉室外にありまして、手動でも操作可能であるという

ことで、こちらは防護対象設備に加える必要はないと考えてございます。  

あと、使用済燃料プールでございますが、こちらは冷却機能を有する設備というのは、

まずないということと、それから崩壊熱によって水位の著しい低下が起こらないことから、

給水機能を維持することができないことが直ちに安全機能を損なうことにはならないと考

えまして、防護対象設備に加える必要はないと考えてございます。  

それから、一方、この表 2に挙げられていないんですが、計測用無停電電源の蓄電池設

備、これは原子炉停止後のパラメータの監視という観点から必要であると考えまして、し

たがいまして、防護対象設備としましては、受電盤、それから原子炉停止回路の安全保護

回路、それから計測用無停電電源の蓄電池設備、この三つを選定いたしました。  

受電盤は地下の実験室に、安全保護回路と蓄電池設備は 2階の制御室に設けられてござ
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います。受電盤の周りには、溢水による影響を考慮した十分な高さの堰を設けることとし

まして、その堰で区切られた区画のことを溢水防護区画とさせていただきます。  

それで、 2階の制御室につきましては、いずれの溢水源を想定しても溢水経路はなく、

また、制御室内で放水による消火活動というのは行わないので、溢水評価の対象からは除

外することといたしました。  

なお、保安電源設備の先ほどの多様性確保のために受電盤を介さない新たな回路を設け

るということですが、こちらは、溢水影響を受けるおそれのない場所に設置するというこ

とにしたいと考えております。  

次に 11ページでございますが、溢水経路の設定ということで、溢水源は炉室の地下 1階、

2階、さまざまな溢水源が考えられるわけで、どういった溢水経路をたどるのかというの

を、5通りに分類させていただきました。  

まず初めに、 1）サブパイルルーム以外の地階に溢水が起きた場合。これは、サブパイ

ルルームを除きます熱交換器室、イオン交換機室、地下実験室の全域に水が広がっていく

ことになります。これらの部屋は、一応仕切りはあるんですけれども、地下ピットはつな

がっているということで、水位は一様に上がっていくだろうということです。ただし、熱

交換器室には、漏水のたまる場所としましてホットサンプ、コールドサンプ、床ピットは

ございます。  

次に、 2）でございまして、次はサブパイルルームに直接流入する場合。これは、まず、

サブパイルルームは約 7m3の容量がありまして、そこがいっぱいになって堰を乗り越えて

から地下全域に広がるということでございますので、堰を乗り越えた後は、 1）と同じシ

ナリオになるかと思います。ちなみに、 Sクラス機器の配管の単一の貫通クラックが生じ

た場合においては、汲み上げポンプ等の汲み上げ能力でもって、サブパイルルームが満水

になることはないと考えてございます。  

3）でございますが、炉室の 1階または2階で溢水が起きますと、これは炉室の 1階床開口

部から地下実験室に流れ込むということが考えられます。この場合は、もう、そのまま地

下の水位上昇につながりますので、 1）に包含されると。ただし、 1階の床の開口部から直

接溢水防護区画に流れ込むということは防がなければならないということになります。  

4）でございますが、これは同じく 1階、 2階で溢水が起きた場合に、場合によってはキ

ャナルの開口部を通じて燃料プール室に流入するという可能性がございますが、燃料プー

ル室のほうに流れますと、キャナルというのは通常床から -30cm以上の水位で管理してい
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るために、そこがいっぱいなるまでに約 8m3の余裕があると。そこが満水になってから、

初めて3）の事象になるということでございます。  

あと、5)炉室外で流出が起こった場合、これは例えば冷却塔、高架水槽等水源のところ

で溢水が起きても、溢水防護区画への溢水経路というのはないので、これは考慮しなくて

いいだろうということでございまして、この 5通りのケースで、最も溢水防護区画に影響

を与えるのは、1）のシナリオであるということで、この 1）の経路に基づいた没水評価を

行うことといたしました。  

すなわち、溢水した量が全て地下の 3室全域に広がって水位が上昇すると、こういう前

提で評価したということでございます。  

12ページに移らせていただきます。  

 評価に用いる各項目の溢水評価ということでございまして、 1）で、まず低エネルギー

配管の貫通クラックに対する溢水量の評価を行いました。こちらは、先ほどの貫通クラッ

クの場合は1/4Dtという破断面積を考えるということで、式としましては流出量 Qというの

は（ 1）の式で、断面積に損失係数を掛けて流速を掛けて隔離時間を掛けたもので評価す

るということでございます。この隔離時間というのは、漏えい検知から漏えい箇所を特定

し、現場に移動して隔離操作を行う時間の合計ということで求めました。  

流速の導出ですけれども、これは高圧をかけている配管と、あとは水頭圧で水が漏れる

ケースと二通りございますので、圧がかかっている状態については（ 2）の式から。それ

から具体的に言うと飲料水系統などは、水頭圧によって溢水が起こるわけですけれども、

これにつきましては、水頭 Hというのを安全側に高架水槽の地上高さと炉室の地下深さを

足した35mとしまして、（3）の式から導出いたしました。  

次に、 2）でございますが、建屋内の消火活動のための消火栓からの放水による溢水量

評価ということでございますが、こちらは原子力発電所の火災影響評価ガイドに基づきま

して、保守的に3時間の放水を行うと考えました。消火栓は炉室の地下に 2台ございまして、

1台当たりの放出量は1分当たり150Lということで、これが 2台、3時間放水したときの量と

いうのは54.0m3というふうに算出してございます。  

3）の地震による機器の破損等によって生じる溢水量評価でございますが、こちらも流

出量そのものは（ 1）の式で導入してございますが、断面積は、この場合、完全全周破断

を考えますので、配管の全断面積といたしました。あとは、隔離した場合の評価について

は、隔離箇所から下流側の配管の中の保有水量というものを含めてございます。  
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以上の評価結果が 13ページの表 3と表4にまとめてございます。まず、表 3の貫通クラッ

クからの溢水量の評価の結果でございますが、こちらは配管の使用と、それから圧力、そ

れから流速断面積、損失係数、隔離時間が書かれておりまして、それぞれの流出量 Qが一

番右に与えられております。この括弧内の数字というのは、隔離箇所から下流側の配管内

に残存する保有水量も含めた数字でございまして、結果を申しますと 2次冷却系統の

19.9m3というのが一番厳しい評価となっております。  

次に、表4の地震による機器の破損による溢水量評価の結果でございますが、こちらは 1

次冷却系統、 2次冷却系統は全保有水量の溢水を想定するということで、これは炉心タン

クと冷却塔の含有量を全て含めた数値となっております。冷却水、飲料水につきましては、

こちらは隔離時間900秒での溢水量を想定してございます。  

あと、それぞれの容器については、含有水量全てが溢水すると考えて、それを合計しま

すと右下にあります248.4m3という結果となりました。  

それで、次のページ、 14ページでございますけれども、没水対策ということで、没水評

価のための水位 Hというのは、流入量 Qを滞留面積 Aで割ったものを求めました。先ほど申

しましたように、最大の溢水量というのは 248.4m3を用いまして、Aの滞留面積というのは

サブパイルルームを除いた熱交換器室の床面積、それからイオン交換機室の床面積、実験

室の床面積の合計から、溢水防護区画の面積、これは約 60m2、これを引き算しました面積

で割りました。ただし、それぞれの部屋の床面積というのは、壁及び床の盛り上がり部分

を除いた有効面積であると。その結果、溢水防護区画における溢水水位の最大値というの

は、約70cmになったということでございまして、溢水防護区画は溢水水位より高い堰で囲

うことにより、没水を防止する設計とするというふうに考えてございます。  

次に、被水対策でございますが、溢水防護設備である受電盤の約 1m離れた位置に飲料水

の配管があるということで、そちらの配管からの被水を防ぐような障壁を設けると。また、

先ほど申しましたように、 1階床開口部から直接溢水防護区画に流れ込まないような、そ

ういった天板等を設けるという方針で対策をしたいと考えてございます。  

最後のページに、こちら隔離時間の評価方法についてと。先ほど、隔離時間は 900秒と

いった、その根拠について書いてあるわけですけれども、ちょっと詳細は割愛させていた

だきますが、漏えいを検知するまでの時間というのは、漏えいの検知というのは、まず漏

えいが起きますと地下のホットサンプに水がたまって、そこの水位が上昇します。そこが

警報水位に達するまでの時間というのは十分短いと考えられると。それから、漏えい箇所
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を特定するまでの時間、a)とb)の合計時間はどう評価するかなんですが、これは 15ページ

の一番下にありますように、溢水ガイドでは漏えいを検知してから隔離操作を実施するま

でに、少なくとも10分の時間的余裕を見込むようにということでございましたので、こち

らは10分とさせていただきまして、あとは現場に移動する時間と操作する時間、これは移

動時間につきましては、溢水源によって閉止バルブの位置は違うんですけれども、最も離

れた場所で大体制御室から 120m離れているということで、時速 4kmの人が移動するのに約 2

分かかるだろうと。それに、バルブ操作等の時間を含めまして、こちらを 5分と見積もっ

て、合計15分とさせていただいたということでございます。  

以上で、説明を終わらせていただきます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、コメント、質問等がありましたらお願いしま

す。 

○杉山チーム員  ちょっと細かい話で申し訳ないですけど、 12ページのところの下から 4

行目のところに、 2次系統からの溢水で 19.9m3というのがあるんですけれども、これは前

のほうで見ている保有水位、表の中に出ている。あれと数字が合わないんですけれども、

冷却塔から流れてくるというふうに見ればよろしいのでしょうか。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  

 19.9m3というのは、 13ページの表の一番右側の 2次冷却系統の括弧の中の数値というこ

となんですけれども、こちらは貫通クラックからの溢水量が 7.7m3で、それに表 1に書かれ

ております2次冷却系統の保有水量の数値を足し算したものでございます。  

 もちろん、この冷却塔と原水タンクは含まないで、熱交換器室 3台と配管の 3.2m3と 9m3

を7.7m3に足し算したということでございます。  

○杉山チーム員  規制庁の杉山ですけど、そうしますと、冷却塔から 2次系統に戻ってく

るということは、想定はないということでよろしいのですか。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  

 こちらは、まず 15分間は、とにかく圧力がかかった状態で噴き出している、その量がま

ず 7.7m3で、そこで隔離した後からは冷却塔からの水の流入はないという。よろしいでし

ょうか。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけれども、放っておくと、でも、冷却塔から戻ってく

るという可能性はあるんですか。  
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○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  

 つまり、2次冷却系統の大もとの閉止バルブを閉めるという操作が 900秒後になされたと

いう前提で考えてございまして、それ以降は、冷却塔からの水の流入はないのではないか

と。 

○杉山チーム員 規制庁の杉山です。わかりました。  

 それから、今、冷却塔の話が出ましたけれども、冷却塔と高架水槽というのは結構保有

水量を持っていますよね。それで、こちらのほうの言葉では、溢水経路がないというふう

に書かれているんですけど、その辺について、ちょっと具体的な説明というのは、今でき

ますでしょうか。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  

 まず、冷却塔と高架水槽というのは、完全に炉室外にあるということが一つありまして、

そこでかなりの水量であるので、炉室内に、完全に水密になっているわけではございませ

んが…。 

○京都大学（中島教授）  京都大学の中島でございます。  

 今、堀から話がありましたが、原子炉建屋とは当然配管ではつながってはおりますけれ

ども、槽自体、冷却塔についても高架水槽についても、建屋の外の敷地にあるということ

で。ここで漏水というかタンクが壊れたりした場合には、床にザバっと広がってきますが、

これは当然、例えば多量の雨が降ったときの状況とかと同様でございまして、それが容易

に地下に入ってくるということはないということで、それは想定しなくていいというふう

に考えております。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけれど、例えばですけれど、高架水槽と炉室までの距

離というのは、どのくらいあるんでしょうか。  

○京都大学（釜江教授）  京都大学の釜江でございますけれど、表にはちょっと出ていな

いんですけど、7ページの図8がありますね。上に原子炉建屋があって、右下に排風機械室

とあります。それの少し右側に冷却塔がありまして、それのもう少し右側に高架水槽があ

るという関係の位置関係でして、そういう意味でも排風機械室が、これは全周に入り口が

ありませんので、そこと建物との壁で仕切られているということと。 

 距離的には、これは少しあれですけど、どこまでをはかるかによりますけど、多分一番

水が入ってくる浸入路といいますと、今の排風機械室の左側、ちょっとこれは壁がずっと

入ってしまっていますけど、本当は入り口が、ちょうど使用済燃料プール室というのがあ
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ると思うんですけれど、その下に少し入り口みたいなものがあって、それがこの図面でい

くと一番下ですけど、そこはコンクリートがずっと、壁がずっとあるみたいに見えますけ

ど、そこの一部は、多分一度御覧になったと思いますけれど、入り口がございます。  

 そこを一つの起点にしますと、多分冷却塔までは 30mくらい。 20～30m。高架水槽はもう

少し右側といいますか、離隔距離としては多分 20～30mというところです。ただ、方角的

には、この排風機械室の右側ですので、直接そちら側のほうに、入り口のほうに入ってく

る話ではございませんので、少しタイムラグがあるということと、全量がそこから入って

くるということは非常に考えにくいと思います。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけれど、土地の傾斜は、どうなっていましたでしたか。  

○京都大学（釜江教授）  京都大学の釜江でございますけれど、多分、このGL的には、特

に今の冷却塔、高架水槽のレベルと、今の原子炉建屋、排風機械室も含めて、そこはほと

んどフラットだと思います。  

 特に大きく勾配がついているということはございません。  

○杉山チーム員 了解しました。  

○大村チーム長代理 他、いかがでしょうか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 9ページで、スロッシングを考慮する必要はないと書いてあるんですが、特にトップシ

ールドはいいんですけれども、「シャッタ等で覆われている」と、これは、シャッタとい

うのは、これは Sクラスになるのでしょうか。これがあることによって溢水を考慮しない

でいいという説明ができるのかということなんですが。  

○京都大学（釜江教授）  京都大学の釜江でございますけれど、使用済燃料プール室の場

所も、以前見ていただいたと思いますけれども、シャッタの下にスカート的に構造物があ

って、その上をシャッタがふさいでいるという形なんですけど、今、御指摘があったよう

に、当然、シャッタとかそれを保護している構造物、そのものは Sクラスではございませ

ん。 

 ですから、ただ、逆に言えば壊れにくいといったら、言い方はおかしいですけれども、

非常に簡易的なものなので、ちょっとそこは構造的にどうのこうのというのは、ちょっと

今、この場で、それが溢水に対してどの程度ということは、申し上げにくいんですけれど。  

 あと、一つは、スロッシング、我々は今、これはまだ地震動のほうも関係しますけれど

も、今、我々が対象としている地震、 Ss基準地震動、これは直下といいますか、中央構造
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線断層帯ということで、それの波形的には非常にシンプルな波形で、何回も何回も揺られ

てスロッシングが起こるような地震動では、直接ではないと思うんですけれども、そうい

うものとリンクさせればスロッシングは非常に起こりにくいということは、言えるかもし

れません。  

 少し、その辺は、地震動が評価されれば、実際のその辺のスロッシングの量も多分計算

はできると思うんですけれども、詳細はそのときに、もう少し御説明ができればと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 ちょっと、このシャッタの場所とか、あとは流れ込む経路とかも含めて、そこはまた別

途御説明をしていただければと思います。  

 引き続き、 10ページの水封装置と操作回路、ちょうど 10ページの中ほどにあるんですが、

これも防護対象設備に入れていらっしゃるのですけれども、ここは、手動でも操作可能で

あるためと書いてあるんですけれども、これの場所というのは、多分 8ページの右下のと

ころかと思うんですけれども、それでよろしいでしょうか。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  

 水封操作の場所は、おっしゃるとおりで右下の場所でございます。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 ここには、何かの水が入った配管とか、そういったところはないんでしょうか。それと

も、ここはもう、つかっても操作可能という理解なのでしょうか。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  

 まず、こちらの操作する場所については、仮につかったとしても手動で閉められるとい

うことで、あえて防護確認はしていないというのはそういうことでございまして。  

 あともう一つは、地階にまずどんどんたまってきまして、手動で操作するのに妨げるあ

れには至らないと、水位にはならないと、そういうふうに考えてございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 ここは、少し、ヒアリングのところで結構ですので、位置関係とか、そこをちょっと御

説明いただけますでしょうか。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  

 了解しました。  

○黒村チーム長補佐 引き続き、この隔離時間 15分というのは、これは、どうも人の歩く
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速度が 4kmとか、そういうある意味紙上での評価のような気がするんですが、実際にこれ

は訓練とかはやってみられたんでしょうか。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  

 訓練といいますか、日常で、そちらに点検に行ったりすることもございます。そういっ

た経験を踏まえて、 5分あれば行けるだろうということでございます。当然、訓練等もこ

れから行うことも可能ですけれども、一応、経験に基づいた値であると。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 これは、ひょっとすると保安規定のほうのあれになるのかもしれませんけれども、手順

書とか、多分これから整備されるということだと思うので、その際にでも、ちょっと訓練

等の実績等も含めて、ちょっと御説明をいただきたいというふうに思います。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。 

 了解いたしました。  

○大村チーム長代理 ほかは、いかがでしょうか。  

 では、私から 1点だけ質問ですが、結局、最後の結論は 14ページにある没水対策で、結

局、溢水水位の最大値は約 70cmだということで、それを高い堰で囲うことにより、没水を

防止するということなんですが、これは絵はあれですね。図 9を見れば一番わかりよいの

かもしれないんですけれど、全体の溢水量を、水がたまるであろう面積で割って 70cmだと

いうことになっていると。この絵を見ると、構造は私は見ていないのでよくわからないん

ですけれど、このイオン交換機室とか熱交換器室とか、あと受電盤が置かれているところ

がありますが、これは仕切りというのでしょうか。壁で仕切られているわけではないんで

すか。 

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  

 例えば、イオン交換機室と、それからその左側の、そこには書いていませんが、地下実

験室の間には扉がございます。しかし、地下のピットの部分がつながっておりまして、そ

ういう意味で、一様に水位は上がっていくものと考えてございます。  

○大村チーム長代理 それがつながっているということなので、水位が計算できるという

ことですね。わかりました。 

 あと、これは受電盤は、ここに書いてありますけれども、これを囲うような形で、ちょ

っと絵がないのでわからないですけれども、何か堰をつくるという、そういうことですね。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  
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 ちょっとこちらの図のほうは、まだ書き込んではいないんですが、一応、受電盤をメン

テナンスするので、ある程度、1mくらいのスペースを確保した上で防護区画を設定しよう

と思っていまして、そういうことになります。  

○大村チーム長代理 わかりました。これはヒアリングで結構ですので、ちょっとそれぞ

れ面積とか、あと、どこを囲うのでとか、その辺りをちょっと、ヒアリングで結構だと思

いますので、確認だけはして、数値の間違いがないようにしていただければと思います。

よろしくお願いします。  

○京都大学（堀助教）  京都大学の堀です。  

 ありがとうございます。  

○大村チーム長代理 ほか何かありますでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、本日、幾つか指摘事項等がありましたので、これにつきましては、後日、ま

た説明をお願いをしたいと思います。  

 それでは、議題（1）京都大学の KURにつきましては、これでこれで終了したいと思いま

す。どうも御苦労さまでございました。  

では、説明者の入れかえ等がありますので、 5分程度中断をして、 42分くらいから再開

をしたいと思います。  

（京都大学退室 日本原子力研究開発機構入室）  

○大村チーム長代理 それでは、審査会合を再開したいと思います。  

 議題（2）としまして、日本原子力研究開発機構原子炉科学研究所の廃棄物の処理場の

新規制基準に対する適合性について、審議を進めてまいります。  

 資料は1点、資料 2ということですね。これを、資料について説明をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  日本原子力研究開発機構原子力科学研究所バッ

クエンド技術部の大越です。本日も、よろしくお願いしたいと思います。  

 本日は、ただいま御紹介にございましたように、原子力科学研究所にございます原子炉

施設の共通の廃棄施設でございます放射性廃棄物処理場につきまして、規則第 22条で求め

られている点について、放射性廃棄物処理場がどのような形で基準に適合しているかとい

うことについて、資料 2に基づき御説明をさせていただければと思います。  

説明の中身につきましては、里山のほうから説明をさせていただきます。よろしくお願

いいたします。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  日本原子力研究開発機構原子力科学研究所
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バックエンド技術部の里山でございます。よろしくお願いいたします。  

資料 2に基づきまして、規則第 22条、放射性廃棄物の廃棄施設への適合性について御説

明させていただきます。  

めくっていただきまして、第 22条の説明内容でございます。こちら、第 1号から第3号が

ございまして、第1号が気体廃棄物及び液体廃棄物の廃棄施設の処理能力、第 2号としまし

て、液体廃棄物の廃棄施設の漏えい防止対策、第 3号としまして、固体廃棄物の廃棄施設

の散逸対策について御説明させていただきます。  

まず、第1号、気体廃棄物及び液体廃棄物の廃棄施設の処理能力でございます。  

3ページでございます。まず、法令要求事項でございますが、第 1号、周辺監視区域の外

の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよ

う、試験研究用等原子炉施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するもの

とすることと。  

また、解釈におきまして、「十分に低減できる」とは、 ALARAの考えのもと、線量目標

値に関する指針を参考に、周辺公衆の線量を合理的に達成できる限り低くすることを言う

とされてございます。  

これに対しまして、適合のための設計方針、こちら添八の方針10に記載してございます。  

まず、放射性廃棄物の廃棄施設におきまして、放射性廃棄物の処理等の際に生ずる気体

廃棄物は、その発生する場所に通気性の少ない区画を設ける。気体廃棄物の廃棄施設は、

廃棄設備により気体廃棄物を吸引、ろ過し、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃

度が線量告示に規定する濃度限度以下となるような能力を有するものとすることはもとよ

り、周辺公衆の線量を合理的に達成できる限り低くするように設計し、管理すると。  

液体廃棄物の廃棄施設は、原子炉施設から発生する液体廃棄物の希釈、蒸発処理等を行

うことにより、周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が線量告示に規定す

る濃度限度以下となるような能力を有するものとすることはもとより、周辺公衆の線量を

合理的に達成できる限り低くするように設計し、管理するとしております。  

4ページ目以降、それぞれ具体的にどのような設計をしているかということについて、

御説明させていただきます。  

まず、気体廃棄物の廃棄施設の処理能力でございます。  

放射性廃棄物処理場の各建屋におきまして、放射性廃棄物の処理等の際に生ずる気体廃

棄物は、その発生する場所に、通気性の少ない区画を設けると。建屋の管理区域の中を幾
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つかの区画に区分いたしまして、その区画ごとに定められた排気系統へ排気しております。 

そして、気体廃棄物の廃棄施設は、その発生する気体廃棄物を各排気系統に設置されま

した排風機により吸引しまして、高性能フィルタ等によりろ過する方法によって処理いた

しまして、線量告示に規定する濃度限度以下にすることができる能力を有しております。  

具体的に、排風機のほうは、各排気系統の気体廃棄物を吸引するのに十分な排風量を確

保すると。また、放射性物質の散逸防止のための系統、例えば各処理設備の炉内でありま

すとか、放射性物質の散逸を防止するセル、あるいはチャンバ、そういったところの負圧

を維持するために必要な排風機、こちらにつきましては、例えば負圧の低下でありますと

か、排風機の故障といったことに対応するために、 2台設置してございます。  

高性能フィルタにつきましては、各排気系統の区画におきまして取り扱う放射性物質の

濃度、あるいは汚染の程度を考慮して、その型式、段数、フィルタの捕集効率を設定して

おります。  

次の、5ページ、6ページに、具体的に廃棄物処理場の各建屋の管理区域及び処理設備に

係る排気系統について、それぞれの系統に設けております高性能フィルタの段数、さらに

捕集効率、また、排風機の台数、予備機があるかないか。異常が生じた場合の対応につい

て示しております。  

表のほうですが、左側に各建屋の名称、そして建屋の排気系統、そして高性能フィルタ

ということで、段数1段から3段、そして捕集効率が記載されてございます。この捕集効率

ですけれども、通常、高性能フィルタにつきましては、 1段で 99％以上の捕集効率がござ

いますが、こちらに記載しております捕集効率につきましては、設置当時の使用前検査に

おけます捕集効率の判定基準を記載してございます。  

見ていただきますとおり、通常、管理区域の換気を行っているようなところは 1段、そ

れ以外、放射性物質の汚染が考えられるところは 2段、3段というふうな設定をしてござい

ます。後ほど、詳細に御説明いたします。  

また、排風機につきましても、通常の管理区域内の換気につきましては 1台、また、負

圧を維持する必要があるようなところにつきましては、予備機というところに 1台という

ことで、予備機を設けております。  

それでは、 7ページ目以降、それぞれの建屋の排気系統図で詳細に御説明させていただ

きます。  

まず、第 1廃棄物処理棟の建屋の排気系統でございます。こちら、第 1、第2がございま
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して、第 2系統のほうを見ていただきますと、機器室のところ、点々の四角がございます。

こちら、フードの排気をする系統でございます。こちら機器室には、焼却処理設備で処理

した後の焼却灰を取り出すところにフード、あるいは排気・除塵装置のほうの飛灰を取り

出すところにフードを設けられておりまして、そのフードの排気につきましては、汚染の

程度が高いと考えられますので、排気第 2系統につきましては高性能フィルタ2段を設けて

おります。他方、1系統のほうにつきましては、高性能フィルタ 1段でございます。  

8ページ目が、焼却処理設備の排気系統図でございます。  

こちら、左のほうに焼却炉がございまして、焼却処理に伴いまして発生します気体廃棄

物につきましては、まず、セラミックフィルタ 1段、2段を通しまして、こちらで放射性物

質の除去をいたしまして、その後、排気冷却器を通して高温の排ガスを冷却し、その後、

高性能フィルタを通しまして、さらに放射性物質を除去いたします。その後、排気洗浄塔

を通して排ガス中に含まれております酸性ガス、 SOx等でございますが、こちらの中和除

去をいたしまして、排風機によって、こちらは建屋の第 1系統のほうに接続いたします。

そして、さらに建屋の高性能フィルタを通しまして、排気筒から放出するという設計とな

ってございます。  

こちらの排気除塵装置で除染できる係数といたしまして、こちらは焼却炉への投入放射

能と、排出する排気中に含める放射能の比を除染係数と我々は言っておりますが、こちら

で106以上の除染係数がある設備になっております。  

また、排風機が 2台設けております。こちら、焼却炉内を負圧にする必要があるという

ことで2台設けておりまして、通常 1台で運転、 1台は予備ということで、故障等が生じた

場合に、その予備機が自動的に起動しまして、負圧を維持するというような設計にしてお

ります。  

続きまして、 9ページ、こちらが第 2廃棄物処理棟の建屋の排気系統図になります。  

こちらで特徴的なところは、第 4系統、こちら廃棄物処理セルの排気をしている系統で

ございます。こちら、廃棄物処理セルの中では、比較的線量の高い廃棄物を圧縮処理する

セルでございますので、その圧縮処理の際に放射性物質が飛散して、セル内が汚染してい

るということがございますので、その排気につきましては、高性能フィルタ 3段で捕集効

率を高めているということになっております。  

また、そのほかの濃縮セル、固化セル、処理済廃棄物収納セル、処理前廃棄物収納セル、

これらのセルを排気する系統、第 3系統、第5系統につきましても同様、セル内の汚染を考



31 

慮いたしまして、高性能フィルタ 2段で捕集効率を上げてございます。  

さらに、この第 3系統から第 5系統につきましては、排風機が 2台設けられておりまして、

こちらもセルの中を負圧に維持する必要がございますので、通常 1台で運転、1台を予備と

いうことで、負圧の低下が生じた場合、その予備機が自動的に立ち上がって負圧を維持す

るようにしております。  

第2、第6、第7系統は管理区域内の換気ということで、フィルタが 1段でございます。  

10ページが、第 2廃棄物処理棟に設けております蒸発処理装置・Ⅱ、アスファルト固化

装置の排気系統図でございます。こちら、蒸発処理装置・Ⅱ、アスファルト固化装置の、

それぞれの排気につきましては、共有のオフガス処理装置が設けられておりまして、凝縮

器の後、排気ガスについてはオフガス冷却器、オフガス加熱器を通した後、高性能フィル

タ1段で放射性物質を除去し、第 2廃棄物処理棟の排気系統につないでいるということにな

っております。  

続きまして、 11ページ。こちらが、第 3廃棄物処理棟の排気系統図になります。こちら、

第1系統から第6系統がございますが、こちらは管理区域内の換気ということで、高性能フ

ィルタ1段と、排風機も1台ということでございます。  

そして、処理設備のほうにつきましては 12ページ、蒸発処理装置・Ⅰの排気系統図とご

ざいまして、蒸発処理装置・Ⅰにつきましては、専用のオフガス処理装置を設けておりま

す。こちらも、凝縮器の後、オフガス冷却器、オフガス加熱器を通しまして、高性能フィ

ルタ 1段で放射性物質を除去し、排気筒から捕集するということにしております。こちら、

専用の排気設備でございます。  

続きまして、 13ページが解体分別保管棟の建屋の排気系統図でございます。こちら、第

1から第 3がございますが、第 1系統、こちらの排気が解体室の排気でございます。この解

体分別保管棟解体室におきましては、大型の廃棄物を解体、材質別に分別する作業を行う

部屋でございますので、作業場としては汚染の程度が高いということがございますので、

高性能フィルタについては 2段にして捕集効率を大きくしております。  

ほかの、第 2、第 3系統については、管理区域の換気ということで、高性能フィルタ 1段

になっております。  

14ページが、減容処理棟の建屋の排気系統図でございます。こちらも第 1から第6、さら

にフードの排気系統というものがございます。こちらで特徴的なのは、圧縮処理装置室、

前処理装置室にチャンバというのがあるかと思います。こちら、圧縮処理装置室では、高
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圧圧縮装置というもので廃棄物を圧縮処理する装置がございます。その装置につきまして

は、専用のチャンバが設けられておりまして、さらに専用の排気設備で、高性能フィルタ

1段、排風機1台で引っ張りまして、その後、排気系統、第 2排気系統のほうに接続をして

いると。  

前処理室につきましても同様、こちら前処理室では、廃棄物の材質別に分別するための

チャンバを設けておりまして、そちらのチャンバにつきましても、専用の高性能フィルタ

と排風機を設けておりまして、それを通した後、建屋の第 4系統に接続させております。  

そして、建屋の第 1から第 6、フード排気系統については、それぞれ高性能フィルタ 1段、

排風機2台で、排気筒から放出すると。こちらの排風機 2台ですけれども、先ほど、負圧維

持のための排風機 2台と申しましたが、その考え方とは少し異なっておりまして、こちら

の2台の目的につきましては、通常 2台で運転をしておりまして、その管理区域内で万が一

火災が発生した際、その系統については 1台の運転にしまして、1台を待機状態にすると。

そして、管理区域の換気を継続させるということで、フィルタの目詰まり等が生じた場合

には、他系統に運転を移しまして、その空く際に高性能フィルタの交換等を行って、換気

を継続させると、そういう目的で 2台設けております。  

処理設備については、それぞれ独自の排気設備を設けております。 15ページ、こちらが

高圧圧縮装置の排気系統図でございます。こちら、先ほど御説明しましたとおり、専用の

排気系統を設けておりまして、高性能フィルタ 1段を通した後、排風機を通して、建屋の

排気第2系統に接続をしております。  

16ページが金属溶融設備の排気系統図になります。こちら、図の左側に溶融炉がござい

まして、廃棄物の溶融処理に伴いまして発生します気体廃棄物につきましては、まず、二

次燃焼器で完全燃焼させた後、排気冷却器で高温の排ガスを一度に冷却させる。こちら、

ダイオキシンが再結合するような温度領域、こちらを一気に通過させることによりまして、

ダイオキシン類の発生の抑制をしております。  

その後、セラミックフィルタ、高性能フィルタを通しまして、放射性物質を除去した後、

排気洗浄塔で酸性ガスの中和除去をし、排風機を通して排気筒から放出でございます。こ

ちらも炉内の負圧の維持という観点で、排風機は 2台設けております。  

さらに、溶融炉につきましては、溶融炉の下のほうに溶融したものを放置すると。その

場所につきましては、チャンバで囲っておりまして、チャンバの中が汚染度が高くなると

いうことで、こちらも専用の排気系統を設けております。  
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その専用の排気系統につきましても、高性能フィルタ1段、排風機2台ということで、こ

ちらもチャンバ内の負圧を維持するために排風機を 2台設けているというところでござい

ます。 

17ページが、焼却・溶融設備の排気系統図になります。こちらも、考え方は一緒でござ

います。こちら、特徴的なのは、焼却炉、溶融炉、それぞれ焼却によって発生します気体

廃棄物、溶融処理に伴って発生します気体廃棄物、これらの排気除塵装置は共有の除塵装

置としておりまして、同様に二次燃焼器で完全燃焼させた後、排気冷却器で排ガスの温度

を下げ、セラミックフィルタ、高性能フィルタで放射性物質を除去した後、排気洗浄塔で

酸性ガスの中和除去、その後、排気筒から排すると。こちらも、炉内の負圧を維持するた

めに、排風機は2台、排風機と予備排風機と書いてございますが、 2台設けております。  

また、先ほどの金属溶融設備と同様、溶融物を排出する場所はチャンバというもので覆

っておりまして、そのチャンバの中の汚染度が高くなる可能性がありますので、専用の排

気系統を設けておりまして、こちらも高性能フィルタ 1段、排風機2台を設けております。  

以上が、排気設備でございます。  

18ページが、液体廃棄物の廃棄施設の処理能力でございます。  

まず、原子炉施設で発生します液体廃棄物、こちら、処理場のほうに受け入れまして処

理するわけでございますが、その受け入れた後、液体廃棄物に含まれる放射能濃度に応じ

まして、次のように希釈処理、または蒸発処理を行っております。  

まず、排水貯留ポンドでは、放射能濃度の比較的低い液体廃棄物につきまして、こちら

は事前に処理する廃液の放射能濃度と量から、線量告示に定める排水濃度限度以下にする

ために必要な希釈水の量をあらかじめ計算で求めておきまして、この結果から廃液を受け

る前に希釈水を貯槽に貯留し、そこに廃液を入れて希釈処理を行っております。  

そして、濃度限度以下であることを確認した後、一般排水溝のほうに排水しております。  

他方、第 3廃棄物処理棟では、放射能濃度の低い液体廃棄物を蒸発処理装置・Ⅰで蒸発

処理、第 2廃棄物処理棟のほうでは、放射能濃度の比較的高い液体廃棄物を蒸発処理装

置・Ⅱで蒸発いたします。  

それぞれ蒸発処理した後の濃縮廃液につきましては、セメント固化装置、アスファルト

固化装置によって固化体としまして、保管廃棄施設で保管廃棄しております。  

一方、蒸発処理後の凝縮液につきましては、濃度を測定し、線量告示に定める排水濃度

限度以下であることを確認した後、一般排水溝に排水しております。  
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処理能力としましては、下のほうに書いてございますとおり、排水貯留ポンドの処理能

力、こちらは十分に希釈できる能力があるということで、例として JRR3で発生しますトリ

チウムを含む希釈対象廃液、こちら、通常 14m3くらいを 600m3、約 40倍にして排出すると。

40倍希釈で、大体一般排水濃度限度以下にすることができております。  

また、蒸発処理装置・Ⅰの処理能力、こちらは除染率ということで表しておりますが、

缶液基準と、こちら下に書いていますように、蒸発処理に伴い発生した濃縮液と、凝縮液

の放射性物質の濃度の比で、 104以上ということで、十分濃縮されるというところでござ

います。  

蒸発処理装置・Ⅱの処理能力につきましては、同じく除染率としては 105以上の除染率

がございます。  

このような処理設備を設けておりまして、原子炉で発生します液体廃棄物については、

適切に処理できる能力を有しているというところでございます。  

19ページでございますが、こちらは廃棄物処理場で処理に伴って発生した廃液、自ら発

生させた廃液、例えば排気洗浄廃液でありますとか、除染廃液、さらには手洗い水やドレ

ン水、こういう液体廃棄物が廃棄物処理場でも発生します。その廃液につきましては、そ

の廃液の性状でありますとか、放射能濃度のレベルに応じて、下の表にありますように、

それぞれの建屋で貯留するための廃液貯槽を設けております。  

そして、その廃液貯槽の容量につきましても、発生する廃液を十分貯留することができ

る容量を有しております。  

そして、これらの貯槽に貯留した後、放射能濃度を測定しまして、線量告示に定める排

水濃度限度以下の場合には、一般排水溝に排水すると。濃度限度を超えるような場合には、

液体廃棄物の処理施設に運搬しまして処理を行うということをしております。  

そして、こちらの廃液貯槽、赤字で下線を引いております。こちら脚注に書いてござい

ますが、これら各施設において処理に伴って発生します廃液、手洗い水、ドレン水等の液

体廃棄物を貯留する貯槽、これは現在の申請書では明確にこれらの貯槽について記載され

ていないというところがございます。  

したがいまして、今回の申請におきまして、液体廃棄物の廃棄施設の廃液貯槽として明

確に位置付けるよう、補正申請を行うことを考えております。  

20ページ以降が、排水系統図、細かくそれぞれ示してございます。こちらのほうは説明

を割愛させていただきます。  
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以上が、第1号への適合でございます。  

それでは、 25ページ、続きまして、第 2号、液体廃棄物の廃棄施設の漏えい防止対策で

ございます。  

26ページ、まず、法令の要求事項でございます。第 2号、「液体状の放射性廃棄物の処

理に係る者にあっては、放射性廃棄物を処理する施設から液体状の放射性廃棄物が漏えい

することを防止し、及び工場等外へ液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止できる

ものとすること」とされております。  

これに対しまして、適合のための設計方針でございます。  

液体廃棄物の廃棄施設は、放射性液体廃棄物処理施設の安全審査に当たり、考慮すべき

事項ないしは基本的な考え方を参考にして、次のように設計すると。  

まず、漏えいの発生防止といたしまして、液体廃棄物の廃棄施設は、適切な材料を使用

するとともに、液を監視する設備を有し、漏えいの発生を防止できる設計としております。  

続いて、漏えいの早期検出及び拡大防止の観点でございますが、こちら、液体廃棄物の

廃棄施設は、貯槽等から漏えいが生じたとき、漏えいを早期に検出し、制御室等に警報す

る装置を有するとともに、床面の傾斜または床面に設けられた溝の傾斜により、液体廃棄

物がその受け口に導かれる構造とする。  

液体廃棄物の廃棄施設は、建屋の床及び壁面が漏えいしがたい対策がなされ、独立した

区画内に設けるか、あるいは周辺に堰等を設け、漏えいの拡大防止対策を講じると。  

続いて、建屋外への漏えい防止といたしましては、建屋からの漏えいに対して、建屋外

に通じる出入り口等には、漏えいすることを防止するための堰等を設け、かつ、床及び壁

面は建屋外へ漏えいしがたい対策を講じる。  

さらに、敷地外への管理されない放出の防止としまして、管理されない排水が流れる排

水路を通じて、液体廃棄物が敷地外へ放出されることのない設計とするとしております。  

27ページでございますが、こちら、赤枠で囲っておりますのが、液体廃棄物の廃棄施設

を設けている建屋になってございます。  

28ページに、放射性廃棄物処理場に設けております液体廃棄物の廃棄施設の概要を示し

ております。廃液貯槽としましては、まず、原子炉施設から受け入れた廃液を処理するま

で、一次的に貯留いたします廃液貯槽・Ⅱ－ 2とか、廃液貯槽・Ⅰと。さらに処理した後

の廃液を貯留する処理済廃液貯槽、希釈処理を行う排水貯留ポンド、さらに、先ほど御説

明しましたとおり、各施設で発生した廃液を貯留いたします各施設に設ける貯槽等がござ
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います。また、処理施設としましては、第 2廃棄物処理棟の蒸発処理装置・Ⅱ、アスファ

ルト固化装置、第3廃棄物処理棟の蒸発処理装置・Ⅰ、セメント固化装置がございます。  

それぞれの廃棄施設におけます具体的な漏えい防止対策を、 29ページ目以降に示してお

ります。  

29ページに漏えいの発生防止と、さらに、その下で漏えいの早期検出及び拡大防止とい

うのが示しておりますが、詳細については、 31ページに飛んでいただきまして、 31ページ

のほうで御説明させていただきます。  

まず、第 2廃棄物処理棟の液体廃棄物の廃棄施設の漏えい防止対策でございます。表の

ほうですが、第 2廃棄物処理棟に設けられております貯槽類が一番左に示しております。

それぞれの貯槽に貯留します廃液の種類と、それぞれの容量が記載されております。  

まず、漏えいの発生防止でございます。こちら、貯槽の中でもタンク型のもの、廃液貯

槽・Ⅱ-2や廃液供給槽等。タンク式のものにつきましては、ステンレス鋼製で設けて、腐

食性を考慮する。適切な材料を使用すると。  

さらに、下のほうに放出前排水槽№ 1、№ 2、液体廃棄物 A用排水槽でございますが、こ

ちらは鉄筋コンクリート製のピット構造の貯槽でございます。こちらにつきましては、コ

ンクリートの表面を防水加工、防水塗装を施しております。それぞれの貯槽には液位計を

設置しております。  

続いて、漏えいの早期検出及び拡大防止という観点でございますが、タンク式の貯槽類、

廃液貯槽・Ⅱ－ 2でありますとか飛びまして凝縮液貯槽・Ⅱや復水槽等、こちらにつきま

しては周囲に堰を設けるとともに、その堰の中に漏えい検知器を設置しておりまして、監

視室の制御盤に警報を発報するようにしてございます。  

その模式図といいますか、まず 32ページに、下のほうに写真がございます。真ん中でご

ざいます。こちらが、今御説明しました貯槽、タンクの漏えい防止として、タンクの周囲

に堰がありまして、その堰の中に右の写真にありますような漏えい検知器が設けられてお

ります。  

そして、33ページのほうに少し飛んでいただければと思います。  

33ページが、漏えい対策を模式的に示した図でございますが、左上のほうに処理前廃液

貯槽室というのがあるかと思います。イメージ図でいいますと、そちらに廃液貯槽・Ⅱ－

2というのが設置されておりまして、またその周囲に堰を設けておりまして、その堰の中

に漏えい検知器を設けていると。この堰につきましては、考え方としましては、その堰内



37 

に設けられております貯槽 1基、通常ですと最大の貯槽量、貯蔵量と。その 1基分の廃液が

漏えいしても、堰内にとどめることができる堰の容量ということで設計しております。そ

して、漏えいした廃液につきましては、ポンプで汲み上げて適切な貯槽に移すというよう

なことをしております。  

31ページに戻っていただきまして、蒸発処理装置・Ⅱの廃液供給槽、蒸発缶、濃縮液貯

槽、こちらは濃縮セルの中に設置しておりまして、セルが漏えいの拡大防止をすると。そ

して、そのセルの中に漏えい検知器を設置しまして、こちらも監視室の制御盤のほうに警

報が発報するようになっております。  

また、凝縮液貯槽・Ⅱにつきましては、堰内に漏えい検知器を設置ということですが、

※1と書いてございます。こちら、※ 1脚注にありますように、現状では漏えい検知器では

なくて、液位低の警報で漏えいを検出するようになってございますが、こちらのほうにつ

きまして、※ 1と書いているところにつきましては、今後、漏えい検知器を設置するとい

うことを考えております。  

他方、地下ピット構造の放出前排水槽№1、№2、液体廃棄物 A用排水槽でございます。

こちらにつきましては、放射能濃度の比較的低い廃液を貯留する貯槽でございまして、こ

の廃液につきましては、地下ピット構造になっておりまして、地下ピット構造にすること

によって、漏えいの拡大を防止すると。さらに、液位高警報としまして、その地下ピット

の貯槽から廃液があふれ出すと、オーバーフローするといった際が漏えいと考えまして、

その液位高警報、あふれ出した廃液が建屋外に漏えいしないよう、液位高の警報を設けて

いるところでございます。  

こちらにつきましても、※ 2と書いてございますが、廃液が漏えいした場合につきまし

ても、警報する設備を設けるということで、こちらは今後、著しい液位の低下が生じた場

合、監視室の制御盤に警報を発報するような液位低下警報を設けることを考えております。  

こちらが第2廃棄物処理棟の漏えい対策でございます。  

続きまして、 34ページに行っていただきまして、第 3廃棄物処理棟の液体廃棄物の廃棄

施設の漏えい防止対策でございます。  

こちら、貯槽としましては、一番上の廃液貯槽・Ⅰと一番下の処理済廃液貯槽、こちら

がコンクリートピット型の貯槽になってございます。こちら、漏えいの発生防止としまし

ては、コンクリートピットの内面に鋼板、さらにゴムでライニングをするということで、

ページをめくっていただきまして 35ページの左側に、そのライニングの図がございます。
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廃液貯槽・Ⅰ、処理済廃液貯槽、それぞれコンクリートピットの内面に、まず鋼板でライ

ニングをしまして、さらにその表面をゴムでライニングするということで、適切な材料の

使用ということにしております。  

戻っていただきまして、34ページでございますが、それ以外の蒸発処理装置・Ⅰの各貯

槽、セメント固化装置の各貯槽につきましては、タンク式でステンレス製でございます。

そして、それぞれの貯槽につきましては、液位計を設置しております。  

漏えいの早期検出・拡大防止ですが、こちらにつきましては、それぞれ周囲に堰を設置

しまして、堰内に漏えい検知器を設置し、制御室に警報を発報するようにしております。  

めくっていただきまして35ページ、タンク式の漏えい防止対策が写真下の右側にござい

ますが、タンクの周囲に堰を設けておりまして、堰の中に、一番右の写真にありますよう

な漏えい検知器を設けております。  

36ページが、その漏えい対策を模式的に示したものでございます。こちらも、考え方は

先ほどと同様でございまして、例えば左上の機器室 Aというところに、蒸発缶、濃縮液貯

槽、四つの貯槽がございます。その周囲に堰を設けておりまして、その堰の容量としては、

この上にある廃液貯槽 1基、通常最大の容量を有するもの 1基から漏えいした場合でも、堰

内にとどめる容量を有するということにしております。  

また、漏えいした廃液につきましては、この堰の中に排水口を設けておりまして、その

口を開けまして、他の貯槽のほうに移し流すことができるようにしております。  

以上が、第3廃棄物処理棟でございます。  

37ページが、排水貯留ポンドの漏えい防止対策でございます。  

こちら、漏えい発生防止としまして、こちらも鉄筋コンクリート製のピットでございま

すので、コンクリート表面を防水加工しまして、液位計を設置しております。漏えいの早

期検出・拡大防止としましては、こちらも地下ピット構造でございまして、液を監視し、

液位が著しく低下した場合に、排水管理棟操作室、こちら希釈処理の制御を行う室でござ

いますが、そちらの液位監視操作盤に警報する設備を設置しております。  

38ページが、第 1処理棟、解体分別保管棟、減容処理棟の各貯槽におけます漏えい防止

対策でございます。  

そして、第 1廃棄物処理棟の貯槽につきましては、漏えいの発生防止として、全てこち

らもコンクリートピットでございますので、コンクリート表面を防水加工と。そして液位

計を設置しております。  
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漏えいの早期検出・拡大防止としまして、こちらも放射能濃度の低い廃液を貯留する貯

槽でございまして、地下ピット構造としておりまして、先ほどと同様、ピットからのオー

バーフローで建屋外に漏えいすることを防止するという観点で、液位高の警報を設けてお

ります。こちらも先ほどと同様、今後、漏えいが生じた場合、液位低下が生じた場合に警

報を発報するよう設備を設置することを考えております。  

解体分別保管棟につきましては、洗浄液集水槽・Ⅰ、Ⅱがタンクしてございまして、こ

ちらがステンレス鋼製でございます。サンプピット・Ⅰ、Ⅱ、こちらは手洗い水等、濃度

の低い廃液を貯留する貯槽でございまして、こちらはコンクリートピット式でございまし

て、そのコンクリートの表面を防水加工。それぞれに液位計を設置しております。  

漏えいの早期検出・拡大防止としまして、集水槽・Ⅰには周囲に堰を設置し、堰内に漏

えい検知器を設置して、制御盤に発報するようになっております。サンプピット・Ⅰにつ

きましては、同様、地下ピット構造でございまして、液位高の警報と。これも、今後、液

位低下の警報を設置することを考えております。  

減容処理棟につきましては、廃液槽Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、排水槽とございますが、廃液槽Ⅰ、

Ⅲ、Ⅳがステンレス製でございます。廃液槽Ⅱが鋼製で、内部に耐食ライニングを施して

いる。排水槽につきましては、鉄筋コンクリート製でコンクリート表面に防水加工を施す。

さらに、それぞれの貯槽には液位計を設置しております。  

漏えいの早期検出・拡大防止としまして、廃液槽ⅠからⅣにつきましては周囲に堰を設

置しまして、堰内に漏えい検知器を設置し、制御室に発報すると。排水槽につきましては、

地階部に設置しておりまして、こちらも液位高の警報を、今設置中でございますが、今後、

液位低下の警報を設置する予定でございます。  

以上が漏えい防止対策ということで、 29ページのほうに戻っていただきまして、今、御

説明しました内容を漏えい発生防止と。さらに、漏えいの早期検出・拡大防止ということ

で取りまとめて記載しております。漏えい発生防止としては、適切な材料を使用、耐食性

を考慮した材料を使用すると。  

三つ目にありますように、配管につきましても、廃液の性能に応じましてステンレス鋼

製、または耐食加工を施した炭素鋼管を使用して漏えいの発生を防止しております。漏え

いの早期検出及び拡大防止につきましては、拡大防止で周囲に堰を設け、漏えい検知器を

設置する、あるいはセル内でとどめる、あるいは地下ピット構造のものにつきましては、

液位高の警報、さらに今後、液位低下の警報を設置を考えているというところでございま
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す。 

30ページに行きまして、建屋外への漏えい防止についてでございます。こちら、建屋外

に通じる出入り口等には、堰、排水溝を設置し、さらに廃液を取り扱う区画の廃液に接す

る可能性のある床及び壁面は、廃液が漏えいしがたい材料による仕上げを施しております。  

また、敷地外への管理されない放出の防止としまして、管理区域には管理されない排水

路に通じる開口部を設けない。また、貯槽に貯留した廃液につきましては、濃度を測定し

まして、線量告示に定める排水濃度限度以下の場合には一般排水溝に排水と。濃度を超え

るような場合には、液体廃棄物の処理施設で処理をするということで、管理して一般排水

されるような処理施設に処理をしているというところでございます。  

以上が液体廃棄物の漏えい対策でございます。  

最後に、 39ページ目、第 3号でございます。固体廃棄物の廃棄施設の散逸対策でござい

ます。 

まず、40ページでございますが、法令要求事項 3号と、固体状の放射性廃棄物の処理に

係るものにあっては、放射性廃棄物を処理する過程において、放射性物質が散逸しがたい

ものとすることとされております。これへの適合のための設計方針としまして、固体廃棄

物の廃棄施設は、廃棄物の圧縮、焼却等の処理過程において、放射性物質が散逸しがたい

設計としております。  

41ページ、こちらも赤枠で囲っておりますのが、固体廃棄物の廃棄施設を設けている施

設でございます。  

42ページでございますが、こちらが処理場に設けております固体廃棄物の廃棄施設の概

要でございまして、第 1廃棄物処理棟の焼却処理設備、第 2廃棄物処理棟の固体廃棄物処理

設備に、解体分別保管棟の解体室、減容処理棟の高圧圧縮装置、金属溶融設備、焼却・溶

融設備でございます。  

それぞれの設備における散逸対策が、 43ページ目以降に記載されております。  

まず、43ページ、焼却処理設備の散逸対策でございます。こちら、まず、設備からは当

然漏れ出させないということで、設備の材料は耐火性、耐食性を十分考慮して設計と。機

器、配管は、主としてステンレス鋼を使用しております。または、高温の焼却灰や排ガス

と接する機器、配管には耐火レンガを施工しております。  

次に、気体が漏れにくく、かつ灰が飛散しにくい構造としまして、焼却灰や飛灰の取り

出し口にはフードを設置。さらに、焼却灰や飛灰を受けるドラム缶は、焼却炉、 1次、2次
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セラミックフィルタの各々の下部の取り出し口に圧着と。  

下の左のほうに図がございます。左に焼却炉がございまして、その焼却炉の下部、焼却

した後の焼却灰を取り出すところ、さらには 1次、2次セラミックフィルタで集塵しました

飛灰、これを取り出すところ、こちら、赤で囲っておりますようにフードを設けておりま

して、その容器に収納する際に灰が建屋内に飛散しにくいようにフードを設けております。  

右のほうに写真がございますが、取出装置の外観がございます。ちょっと緑色のような

もの、こちらが設けておりますフードでございまして、この中で焼却灰を容器に収納する

作業をしております。  

実際の収納する状態でございますが、それが右の写真でございます。フードの中はこの

ようになっておりまして、ステンレス製のドラム缶を、ちょうどこの取り出し口の下部に

密着させておりまして、このようにすることによって焼却灰がフードのほうに漏れ出さな

いようにしております。  

本文のほうに戻っていただきまして、三つ目でございますが、廃棄物投入器の搬入口は

二重扉構造とし、交互に開閉することで焼却炉内の排ガスが廃棄物投入器を介して室内に

散逸しない構造としております。そして、運転中は焼却炉内、フード等の内部は負圧状態

に維持することによりまして、その系統から漏れ出さないようにしております。  

さらに、その他としまして、圧力の異常や温度の異常等が生じた場合に、燃焼物の供給

や、燃焼用空気の供給を停止するようなインターロック、さらには圧力上昇時に圧力を逃

すための逃し弁等が設けられております。  

44ページでございますが、こちらが固体廃棄物処理設備・Ⅱの散逸対策でございます。

まず、固体廃棄物処理設備・Ⅱのうち、廃棄物を処理する機器、切断装置、圧縮装置、封

入装置、こちら、下のほうの図でいきますと左のほうに、廃棄物処理セル処理室と。さら

に廃棄物処理封入室というものがございますが、こちら、処理室では廃棄物を切断や圧縮

しますので、そのセル内が汚染するということがございますので、こういう処理をする装

置はセル内に設置し、さらにそのセル内は常時負圧状態に維持しております。  

さらに、負圧が設定値に達しましたら起動する、予備の排風機を設置しております。こ

ちら、先ほど第1号のところで御説明しましたとおり、排風機を 2台設けておりまして、常

時1系統で運転、残り1系統を待機状態にしております。また、こちらは商用電源の停止時

に、セルの排風機やその操作回路に電源を供給するディーゼル発電機を設置しております。  

さらに、この処理セル、処理室の内部が汚染しているということがございますので、そ
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の汚染を外に散逸させないようにするため、このセルの背面に、セルの中に入るために背

面扉というものがございまして、その扉を開けたときに直接、そのセルの中の汚染が、建

屋のほうに出ないようにするために、ワンクッション置くような、アイソレーション室と

いうものを設けておりまして、セルの後ろの扉を開けたとき、直接建屋のほうに出ないよ

うなことをしております。  

さらに、左の図でいきますと、処理前廃棄物収納セル、一番左の処理前廃棄物収納セル

と廃棄物処理セルの間を二重扉にしておりまして、この処理前収納セルから処理セルのほ

うに廃棄物を入れる際に、処理セル内の汚染が処理前のほうに流れないように、ここを二

重扉にして交互に開閉することによって、汚染が処理前廃棄物収納セルのほうに行かない

ようにしております。  

また、圧縮処理装置のほうにはカバーを設けておりまして、カバー内には排気第 4系統

へ接続する排気管を設置しておりまして、こちら圧縮処理によって散逸した放射性物質を

局所的に廃棄できる。できるだけセル内にも汚染させないような対策を講じております。  

また、封入装置ですが、こちら封入容器に圧縮したものを入れるわけでございますが、

封入した廃棄物から封入容器を介して放出されないように、その封入容器のふたのつばは、

二段に折り込むようなことができるように、そのような封入装置を設けております。  

続きまして45ページ、こちらが解体室の散逸対策でございます。解体室では、大型廃棄

物の切断や材質別の分別作業を行いますので、その作業によって汚染が広がらないよう、

仕切り壁やシャッタ等で適切に区画いたしまして、それぞれの区画専用の排気系統により

換気しております。また、床面、壁からの立ち上がり部は、浸透防止を考慮した塗装や、

ステンレスライニングで施工しております。  

46ページにいきまして、こちらが圧縮処理装置の散逸対策になります。左に、圧縮処理

装置の主要な構成図がございますが、高圧圧縮機というのがございますが、こちらは廃棄

物を圧縮処理するという、ドラム缶に詰めた廃棄物をそのまま圧縮処理する装置でござい

ますが、その際に、放射性物質が飛散するおそれがあると。さらに、その圧縮物を保管し

ている間に、放射性物質が散逸する可能性があるということがございますので、そのよう

な飛散に対しまして、高圧圧縮機、さらにはチャンバを設けまして、放射性物質の散逸を

防止しております。また、運転中は、この高圧圧縮機、チャンバの内部は負圧状態に維持

しております。  

さらに、チャンバへの搬出入り口ですが、右側が搬入、左側が搬出口になってございま
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すが、こちらは二重扉構造にしておりまして、こちらも交互に開閉することで、このチャ

ンバ内部の汚染が建屋外に漏れ出さないようにしております。  

続きまして47ページ、こちらが金属溶融設備の散逸対策でございます。こちらも、先ほ

どの焼却設備と同様、まず、設備の材料を適切に、耐火性、耐熱性、耐食性を十分に考慮

して設計することで、特に高温になる装置については、耐火物ライニングを施工すること

によりまして、その設備からは漏れ出さないようにしております。また、気体が漏れにく

い構造とするとともに、運転中、その内部が負圧状態にしております。  

廃棄物の投入機の搬入口、こちらも同様でございます。二重扉構造とし、交互に開閉す

ることで、その汚染が室内に散逸しない構造としております。  

そして、右の図にありますとおり、右の図の真ん中くらいに溶融炉がございますが、溶

融炉で溶融した溶融物を下のほうに排出するわけでございますが、その排出時に、その溶

融物が散逸する可能性があると。さらに、排気除塵装置のほう、二次燃焼器や排気冷却器、

セラミックフィルタ、こちらで集塵しました飛灰、これを容器に取り出す際に、こちらも

飛灰が散逸する可能性があるということで、このように放射性物質が散逸する可能性があ

るところは、赤線で書いていますように、チャンバというものを設けまして、それで汚染

の散逸を防止する。さらに、チャンバの内部は運転中、負圧状態に維持しております。  

さらに、このチャンバの中でも、内部で溶融物を取り扱うチャンバは、万一、溶融物が

漏えいしてもチャンバ内に保持できる構造としております。その他、先ほどの焼却設備と

同じく、温度の異常な上昇、負圧低下が生じた場合に、加熱や廃棄物の供給を自動停止す

るようなインターロック、さらには圧力の異常上昇の際に圧力を逃すための逃し機構が設

けられております。  

最後に48ページ、焼却・溶融設備の散逸対策でございます。こちらも同様でございます。

材料は耐火性、耐熱性、耐食性を十分に考慮と。そして、気体が漏れにくい構造と。運転

中、その内部が負圧状態と。投入器のほうも二重扉構造としておりまして、交互に開閉さ

せると。そして、こちらも右に図がございますように、同じく溶融炉があるかと思います

が、溶融炉で溶融したものを排出するところ、こちら、排出時に溶融物が飛散する可能性

があると。さらには、上のほうの焼却炉で処理した焼却灰を容器に取り出すところ、さら

には、排気除塵装置の二次燃焼器、排気冷却器、セラミックフィルタ、こちらで集塵しま

した飛灰を容器に取り出すところ、こういうところを赤で囲っておりますように、同じく

チャンバで囲いまして、放射性物質の散逸を防止し、そのチャンバの内部は負圧状態に維
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持するようにしてございます。  

また、同じように異常な温度上昇、負圧低下が生じた場合、廃棄物の供給、加熱の供給

停止をするようなインターロック、さらには圧力が異常に上昇した場合に、圧力を逃すた

めの逃し機構が設けられております。  

以上、22条の適合性の御説明でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいま説明をいただいた内容について、質問、指摘等がありましたらお願

いします。  

○島村チーム員 原子力規制庁の島村です。  

 液体廃棄物の漏えいの早期検出、それから拡大防止についてのコメントです。  

 31ページ以降に、各建屋ごとに漏えいの早期検出、それから拡大防止対策ということで

表に記載されていまして、中には、今後、警報とかを設置するといった対策もあろうかと

思いますけれども、廃棄物処理場につきましては、液体廃棄物につきましても、いろいろ

な多くの建屋に廃棄施設があって、また、その中に設備がたくさんあるということですの

で、そういうことも考えまして、この漏えいの早期検出及び拡大防止とかについて可能に

なっているのか。  

 特に、漏えいは平日の昼間に漏れるとは限りませんので、夜間ですとか休日、 24時間人

が常駐するという設備ばかりでもないと思いますので、そういった点も含めて、漏えいの

早期検出及び拡大防止が可能なのか、説明をお願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構の大越でございます。  

 ただいま資料で御説明させていただきましたことの繰り返しになりますけれども、 29ペ

ージ、30ページに、放射性廃棄物処理場におきます液体廃棄物の漏えいに関します対策を

まとめさせていただいてございます。ここに大きく黒く、丸で書いてございますような四

つの発生防止、あるいは漏えいの早期検出、拡大防止、建屋外への漏えい防止、最後に敷

地外への管理されない放出の防止という、こういった四つのものを組み合わせることによ

って、万が一廃液が漏えいしたとしても環境等に影響がないような対策は講じているとこ

ろでございます。  

 そういう意味で、それにプラスしまして日常の管理、点検等も加えて、漏えいの防止を

行っているところでございます。  

 ただいま御質問にあった漏えいの早期検知というようなことに関しましては、現状は、
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漏えいが発生した場合には、作業員がおります制御室、そういったところに警報を発報す

ることによって、早期に漏えいを覚知するような対応を行ってございます。  

 御質問の中で、夜間・休日等作業員がいない場合に漏えいが発生するのではないかとい

う御懸念が提示されたかと思いますけれども、私どもとしましては、ここに書いてあるよ

うな趣旨の対策を講じるということによって、万が一、夜間・休日等に漏えいが発生した

としましても、漏えいについては堰の中でとどまって、建屋外には出ていかないというこ

とで、環境への影響は発生しないというような対策を講じてございますので、直ちに対応

が必要というふうなことはないだろうという判断のもと、現状は制御室まで警報を発報さ

せるという設計思想、管理思想で現状行っているというものでございます。  

○島村チーム員 原子力規制庁、島村です。  

 この設置許可基準規則の解釈で参照しています、この昭和 56年の原子力安全委員会の決

定、放射性液体廃棄物処理施設の安全審査に当たり考慮すべき事項ないしは基本的な考え

方というのがありますけれども、その中に、液体状の放射性物質の漏えいの防止及び敷地

外への管理されない放出の防止を考慮した設計とは、次のような事項ないしは考え方が適

切に考慮された設計をいうというふうにありまして、その②番に、漏えいの早期検出及び

拡大防止がありまして、その中には、処理施設はタンク等から漏えいが生じたとき、漏え

いを早期に検出し制御室等に警報する装置を有する設計であることというものがあります。  

 ですから、夜間ですとか休日ですとかも、これが満足されている必要があるのではない

かというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構の大越でございます。  

 指針の内容については、私どもも理解をしていると思ってございますけれども、繰り返

しになってしまうのですけれども、現状の設計で堰の中に廃液がとどまるということで環

境へは影響がないという判断のもとに、現状は作業員等がいる間、制御室に警報を発報さ

せるような対応を講じているのが実態でございます。  

 今いただいたような意見につきましては、私どもとしては、再度ちょっと検討したいと

思いますので、その点について、夜間・休日等に漏えいが発生した場合に、どのような対

策を講ずるべきか、ハード的な問題、あとはソフト的な問題等もあるかと思いますので、

その点については検討をさせていただければと思います。  

○島村チーム員 原子力規制庁、島村です。  

 よろしくお願いします。  
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○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 今の点について、設計としては早期検知という形での設計で、当然、それに対しては早

期に対応するというのが基本になっていると思いますので、そこを十分理解していただい

た上で、検討をよろしくお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構、大越でございます。  

 ただいまのコメント、わかりましたので拝承いたします。  

○大村チーム長代理 ほかはいかがでしょうか。  

○臼井チーム員 規制庁の臼井でございます。  

 第 22条の第 3号のところでは、固体状の廃棄物を処理する過程において、放射性物質が

散逸しがたいものとするということが規定されておりますけれども、御説明の中で、セメ

ント固化とアスファルト固化したものにつきましての散逸防止対策が、ちょっと固体廃棄

物の散逸防止の対策のところに入っていなかったように思うのですけれども、これは、こ

ちらのセメント固化とアスファルト固化で出てきました固化体につきまして、散逸防止対

策はされることとしているのかどうなのか、その辺りのことについて御説明いただければ

と思います。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  原子力機構、里山でございます。  

 今、御質問にございましたセメント固化装置、アスファルト固化装置におけます固化体

排出時の散逸防止対策でございますが、今回の資料、第 3号につきましては、固体廃棄物

の処理にかかるものということで、固体廃棄物を処理する設備を中心に散逸防止対策とい

うものを取りまとめております。  

 セメント固化装置、アスファルト固化装置は、液体廃棄物の廃棄施設ということで整理

しておりますので、今回の説明につきましては第 2号、液体廃棄物の廃棄施設については

漏えい対策を中心に記載させているようになってございます。  

 実際の対策につきましては、セメント固化装置で固化した後、その固化体を容器のほう

に排出するわけでございますが、そちらの排出分につきましては、固体廃棄物の散逸防止

対策の考え方と同じく、排出する場所はフード等で覆って散逸対策をする。さらに、アス

ファルト固化装置のほうにつきましても同様、アスファルト固化体を排出する場所につき

ましては、ドラム詰め室、そちらのほうで散逸、排出するところをドラム缶を上のほうに

押し上げて密着させる。先ほどの焼却灰を取り出すところと同じように、密着させて排出

することによって散逸を防止するというような対策は講じております。  
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 資料のほうに記載していないというのは、先ほど説明したとおりでございます。  

○臼井チーム員 規制庁の臼井です。ありがとうございました。  

 一応、対策はされているということで、わかったんですが、ちょっと図面とかが今のと

ころないと思いますので、別途、ヒアリングのときとかでも結構ですので、先ほど御説明

のあったお話について簡単に整理していただければと思います。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  原子力機構、里山です。  

 今の点につきまして、資料のほうに整理しまして、また別途御説明させていただければ

と思います。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど。  

 今の件なんですけれども、 28ページに液体廃棄物の処理施設の概要ということで、処理

施設で載っていますよね。ただ、この二つについての漏えいの説明というのはないですよ

ね。 

 固化するまでは液体状の廃棄物なので、やはり、この辺については漏えいの防止対策と

いうことで、何か図面をつけてうたっていただいたほうがいいのかなという感じはいたし

ます。 

その中で、最終的には固体廃棄物になるので、その中で散逸のことも触れていただけれ

ばと思うんですけれども、よろしいでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構、大越でございます。  

 アスファルト固化装置、セメント固化装置につきましては、31ページ、34ページのほう

に装置を構成してございます、いわゆるタンク類、それについては廃液の漏えい防止対策

のほうを記載してございますけれども、先ほどの前の御質問もあわせまして、アスファル

ト固化装置、セメント固化装置が、装置、混錬器みたいなものですかね。御質問のほうで

聞かれているのは。そちらのほうでの漏えい防止対策についても、先ほどの散逸防止とあ

わせて御説明といいますか、資料でまとめて説明をしたいと思います。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけれども、よろしくお願いいたします。  

○大村チーム長代理 そのほか、いかがでしょうか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 確認をまずさせていただきたいと思います。 5ページ、6ページで、故障時には予備機起

動で負圧を維持とあるのですが、これは 1台を点検しているようなときは、どういう対応

になるのでしょうか。  
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○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構、大越でございます。  

 排風機を点検しているときという状態であれば、その際には処理自体は行わずに、点検

のみを行ってございますので、そういう意味で点検時に 1台が故障したとしても、何か閉

じ込めに問題が発生するようなことはないというふうに考えてございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 多分、今おっしゃったのは溶融炉排気系統とかというところで、多分ここは負圧維持が

処理していないから要らないということだと思うんですが、第 2廃棄物処理棟というとこ

ろも、これは点検時等は、ここはやらないということでよろしいですか。ということで、

負圧維持の必要がないということなんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構の大越でございます。すみません。

先ほど、回答が不十分で申し訳ございませんでした。  

 第 2廃棄物処理棟につきましては、確かにセルを常時負圧に維持するということをして

ございますけれども、そういう排風機の点検をする際には、セルの目張り等を行うことに

よって、負圧を維持しなくても外部に放射性物質が出ないような措置を講じた上で、点検

を実施しているということでございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 次に、捕集効率がいろいろ書いてあるんですが、 6ページの欄外のところに、これは使

用前検査時における判定基準を記載ということで、これは、今回の申請書の中では、記載

していただいているのでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構の大越です。  

 現状の申請書では、記載してございません。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 必要ではないかと思いますので、御検討をいただきたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構の大越です。  

 検討をさせていただきます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 これは、火災の時の対応ということで、どこか他の条項で御説明をいただくことになる

のかもしれませんが、その時に、ダンパーをどうするのかとか、その辺については、また

別途御説明をいただきたいというふうに思います。  

 一番気になるのは、例の、いろいろ、溶融処理装置とか、そのときにダンパーも含め対
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応をどうするのかということについては、また、別途御説明をいただきたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構、大越でございます。  

 ただいまの点につきまして、火災防護対策の際に、ハード的なもの及びソフト的なもの、

あわせて御説明をさせていただければと思います。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 33ページ以降に、堰が書いてあって、先ほどの御説明では 1基の破損を想定して必要な

堰の容量というかを確保されているということなんですが、なぜ、 1基でいいのかという

ことについて、御説明をいただきたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  原子力機構の里山です。  

 廃液の漏えい事象と想定されますのは、通常タンクの劣化、腐食等に伴うものと考えて

おりますので、それを踏まえますと、一度に 2基以上が腐食して漏えいするということは

ないと考えておりますので、 1基の容量を受け入れる堰の容量にしているというところで

ございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 もう想定されていると思うんですが、地震のときも含めて、これは多分 Sクラスではな

いと思いますので、そこの考えはどうなっているのかについて、また御説明をいただきた

いと思います。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構の大越です。  

 ただいまの点については、耐震設計も含めて、別途御説明をさせていただければと思い

ます。 

○大村チーム長代理 ほかはいかがでしょうか。  

 私から、ちょっと基本的なことでお伺いしますが、今回、第 22条への適合性ということ

で、これは試験炉の基準ですね。第 22条が廃棄施設の話だから、これの全般の御説明をい

ただいたということですけれども、まず、ここでいろいろ説明されている対策の概要とか、

施設の系統図みたいなやつが多々あるのですけれども、こういうものというのは、申請書

の中に基本的にはもう入っていて、それを概略を説明されたという感じなんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  原子力機構、里山です。  

 まず、適合のための設計方針等につきましては、添付書類八のほうに記載しております。

また、個々の設備の安全対策、今御説明した内容につきましては、添付書類八の各設備の

安全設計というところで記載しております。また、系統図につきましても、添付書類八の
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ほうに記載しているというところでございます。  

○大村チーム長代理 入っているということですね。わかりました。  

 それから、参考資料 2というのにコメント内容という、要するに課題といいますか、整

理されていて、これは今後、いろいろ説明をいただくということになると思うんですが、

これは位置付けとしては研究炉の附属施設ということで。だけど、研究炉も多々あって、

その共通施設になっているという理解ですね。  

 もちろん適用されるのが試験炉の基準なので、ここに出ているのは、参考資料 2に書か

れているのは共通事項として、こういうものは全部満たさなくてはいけないよということ

になるんですけれども。 

 例えば、事故の想定とか、そういうものというのは、これはどういうふうに考えられて

いるんですか。つまり、安全機能とか何とかを整理しようと思うと、やっぱり事故想定の

ときにどうするのかというのをやらないと、これは出てこないはずなんですけれども。そ

うすると、この廃棄施設を一つのくくり、そこだけくくった上で、その辺を全部整理しよ

うという考え方と私は理解はしますが、それはそういう理解でよろしいのですか。研究炉

で適用する基準はそうなんだけれども、この廃棄施設というものを、単独でというか、そ

れだけを切り出して、その中で全体を、その安全性を確認していくんだという考え方。そ

の中には、事故想定とか、そういうものも全部含まれるのだというふうに理解しています

けれども、それはそういう理解でよろしいですか。  

○日本原子力研究開発機構（里山課長代理）  原子力機構、里山です。  

 事故想定としては、廃棄物処理場単独で、どのような事故が起こるかを想定しまして、

それに対して安全設計が十分かどうかということをしております。  

 実際、申請書のほうでは添付書類十というのが、いわゆる安全評価を示す書類でござい

ますが、こちらにつきましては、原子炉本体、原科研の申請でいいますと、 3号炉とか

STACYとか、処理場のほうにつきましては、そちらの添付書類十というもので自己評価と

いうものはしてございません。  

 それで、今回、その安全設計の妥当性という観点で、添付書類八の中で、処理場におい

て想定されます事故に対してどれくらいの影響があるかどうか評価をしまして、それに対

して安全設計がどうかということを含めて添付書類 8のほうで整理したというところでご

ざいます。  

○大村チーム長代理 いずれにせよ、この廃棄施設というものを、これの研究炉の一部と
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いう位置付けではあるけれども、この中で、全部安全性の確保を図っていくと、説明して

いくんだと、こういうふうに理解しました。  

 それでは、ほかに何かありますか。  

 それでは、ないようですので、本日の指摘事項につきましては、後日また、ヒアリング

等を経てということだと思いますけれども、説明をお願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（大越次長）  原子力機構の大越でございます。  

 本日いただいた御質問等に対しましても、参考資料の論点管理表に加えた上で、今後、

この場で御説明をさせていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。  

○大村チーム長代理 お疲れさまでした。  

 それでは、ここで説明者の入れ替え等がありますので、再度、5分くらい休憩をして、 4

時5分ごろから再開をしたいと思います。  

（休憩）  

○大村チーム長代理 それでは、引き続き審査会合を行います。  

 議題（3）としまして、日本原子力研究開発機構の HTTRの新規制基準に対する適合性に

ついて、審査を進めてまいります。  

 今日、資料は 3-1から 3-4まで用意をいただいておりますので、それでは、まず 3-1から

いきたいと思います。  

 この資料を説明お願いいたします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢でございます。  

 以前の審査会合で御指摘いただいた点、今回、 4点ほど回答を用意してございます。順

次、担当のほうから説明いたします。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構の七種でございます。  

 それでは資料を、沢からありましたように、順次説明させていただきます。  

 私のほうからは資料 3-1-1の説明をさせていただきます。  

 それでは、 2ページ目でございますけれども、これは、今回の資料 3-1-1の回答につきま

しては、 4月30日の審査会合におきましてコメントを受けたものでございます。これは、

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に対する重要安全施設において、第 12条（安

全施設）及び第28条（保安電源設備）に対する重要安全施設で記載のある炉心冷却機能が

選定されていない理由について説明することというコメントを受けたものでございます。  

 これにつきましては、回答でございますけれども、許可基準規則第6条に対する HTTRの
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重要安全施設の選定に当たっては、炉心冷却機能を有する補助冷却設備、炉容器冷却設備

を含めてございません。これは、自然現象等の外部事象に対しては原子炉の停止機能及び

放射性物質の閉じ込め機能を確保すれば、固有の安全性により、冷却機能が維持されない

場合においても、炉心が保有する熱は熱伝導及び熱輻射により黒鉛ブロック等を介して、

徐々に圧力容器外へと放散され、燃料最高温度も初期の温度を上回ることなく徐々に低下

する特性を有していることによるものでございます。  

こういうことから、第 6条に対する HTTRの重要安全施設の選定に当たっては、炉心冷却

機能を有する機器を選定してございません。  

これ以降の第 2段落、第3段落については、第12条、第28条で補助冷却設備等を選定して

いる理由ですので、これについては説明を割愛させていただきたいと思います。  

以上です。  

続きまして、質問回答については続けて 4件とも説明させていただいてよろしいでしょ

うか。 

○大村チーム長代理 はい。続けて全体をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹）  それでは、資料3-1-2、5ページになりま

すけれども、そちらのほうで御説明させていただきたいと思います。  

 原子力機構の飯垣です。  

 こちらも、4月30日の審査会合におけるコメント回答でございます。  

コメントとしましては、Ss地震により黒鉛ブロックや拘束バンド等が破損した場合を考

慮しても、炉心が冷却できることを説明することということでございます。  

回答ですが、 Sクラス以外の炉内構造物の損傷を仮定しても、以下のとおり、炉心形状

は維持可能であるため、炉心冷却は可能であるとしてございます。  

炉心等を下方で支持している炉心支持板、炉心支持格子、また、サポートポスト、あと

炉心等を側方で支持しているレストレイントリングにつきましては、耐震重要度分類で S

クラスとしてございます。この Sクラスのものが、構造物が健全であることから、炉内に

密に配置されている炉心黒鉛構造物等は崩れ落ちることはないとしてございます。  

詳細は、次のページから載ってございますが、こちらについては割愛させていただきま

す。 

炉内構造物のうちの拘束バンド及び炉心支持黒鉛構造物の破損を考慮しても炉心形状は

維持されるということでございます。  
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Ss地震におきましては、炉心の除熱については、横方向の輻射と熱伝導に支配されてい

るため、炉心形状が維持されていれば、発熱と除熱のバランスは変わりませんので、炉心

冷却は可能であるとしています。  

ここで、黒鉛ブロックの破損なんですけれども、こちらは、圧縮応力と引張応力で作用

した場合、ちょっと異なることになってございます。引張応力が作用した場合については、

最大主応力説に従って破壊いたしますので、応力集中する箇所において亀裂が入り、亀裂

から二つに破損する、図 1を見ていただくと、その結果でございますけれども、破砕する

ことはないと。一方で、圧縮応力が作用した場合においては、圧縮応力強度は引張強度よ

りも約3倍強いということで、圧縮応力により破損する可能性があるものはサポートポス

ト構造のみでございまして、その他は圧縮応力で破損することは考えがたいと。一方、破

損した場合ですけれども、それが図 2のほうに参照していただけますけれども、こちらは、

局部的に破損する可能性はありますけれども、ブロック全体において破砕することはない

と考えております。  

この評価につきましては、耐震評価書と同時期に参考資料として示すことにしたいと考

えてございます。  

以上でございます。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  それでは、続きまして、資料 3-1-3、11ペ

ージにございます。そちらのコメントについて回答させていただきます。  

 原子力機構の橋本でございます。  

30日の審査会合におきまして、総合評価の位置付けについて、大洗センター南地区を申

請書上、どのように扱うのか整理して説明すること。また、 5月12日のヒアリングにおき

まして、センターに複数の原子炉施設や使用施設が立地していることを踏まえ、センター

における敷地境界の設定の考え方を整理して説明すること。関連して、それらの施設の被

ばく評価について、評価の目的、位置付け及び判断基準等を整理して説明することとのコ

メントをいただいております。  

回答でございますけれども、現在、センターの中には、センター北地区、南地区に、そ

れぞれ原子炉施設等、使用施設等、複数の設置変更許可が存在することから、これまで当

局による指導もあり、それら全ての影響を考慮した通常時の実効線量を評価して、それぞ

れの設置変更許可申請書に記載してまいりました。  

その際には、設置変更許可申請時点において、その他の関連する施設の最新の設置変更
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許可の実効線量評価を参照して、それらの影響を考慮して評価しております。その評価に

当たりましては、同一の線量評価経路を用いる場合には重畳評価、また、線量評価経路が

異なる場合には合算評価を行ってまいりました。  

その結果、放射性物質の放出に伴う周辺公衆の受ける線量は、センター全原子炉施設等

について、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」の線量目標値であ

ります実効線量で年間 50μSvを下回ると評価をしております。また、直接γ線・スカイシ

ャインγ線による外部実効線量を加えても、法令に定める公衆の線量限度を下回る、実効

線量年間1mSvを下回ると評価してまいりました。  

別紙のほうに、そちらの評価がございます。 12ページのほうには、周辺監視区域外の線

量ということで、全施設、原子炉施設、核燃料物質使用施設、それから廃棄物管理施設か

らの線量を合算したもので、 170μSv/yと評価しております。  

適用する基準といたしましては、下の点線の囲みにありますように、線量限度等を定め

る告示の周辺監視区域外の線量限度と比較して、十分下回っていると確認しています。  

また、次のページ、 13ページのほうには、別紙 2/3としまして、放射性物質の放出に伴

う周辺公衆における実効線量を評価しております。こちらは、まず、南北の原子炉施設の

実効線量評価結果を重畳計算しております。下のほうにございますけれども、北地区の原

子炉施設を重畳しまして、年間 9.4μSv、また南地区につきましては、平成 14年付の許可

の数値を引用しまして、約 5.1μSvとなっており、全原子炉施設を合わせて、年間で約 13

μSvと評価しております。こちらも、軽水炉の線量目標指針、年間 50μSvの目標値を下回

っております。  

ちなみに、同じ敷地内にあります核燃料物質使用施設、廃棄物管理施設を合算いたしま

しても、年間約42μSvと評価されました。  

それから別紙 3/3のほうには、 14ページですけれども、直接線及びスカイシャイン線に

よる空気カーマの評価結果を記載しております。どちらも、南地区、北地区の原子炉施設

とも、直接線、スカイシャイン線による空気カーマの目標値に比べて、十分小さく設計さ

れていると評価しております。  

適用します基準は、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈の第24条にあります数値、50μGyを下回っておりますので、申請に当たって、

この線量を評価する必要はないと判断しております。  

11ページに戻っていただきまして、一段落目の一番最後ですけれども、なお、これらの
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センター内、北地区、南地区、原子炉施設、使用施設、廃棄物管理施設とも、敷地は同一

とし、敷地境界も同じくしております。  

それから、その下ですけれども、これらの評価については、基本的に複数の設置変更許

可の実効線量を寄せ合わせたものになっております。今回の申請において参照しておりま

す、大洗研究開発センター（南地区）原子炉施設、同センター（北地区）の核燃料物質使

用施設、それから同センター（南地区）核燃料物質使用施設については、現状、まだ新規

制基準に基づく審査を受けたものではございません。また、気象観測年も統一されており

ません。したがって、前回審査会合でいただいたコメントも受けまして、これら、別許可

の値を引用する「添付書類九 5.2大洗研究開発センター（北地区）及び同センター（南地

区）における実効線量評価」については、参考として取り扱うこととしたいと考えており

ます。 

なお、各許可とも通常時被ばくに係る線源条件に変更の予定はございません。また、気

象条件につきましては、大洗近辺の地域の気象、水戸の気象台を参照していますけれども、

1961年以後大きな変動は認められておらず、また、敷地内の気象についても 10年単位で異

常年が生じていないことを継続的に確認してまいりました。したがって、各許可の通常時

被ばくの評価結果については大きな変動はないと考えますので、それぞれの現行許可に基

づき、センター（北地区）原子炉施設と線量の寄せ合わせを行うことは妥当であると考え

ております。  

以上が、資料 3-1-3でございます。  

続きまして、資料3-1-4でございます。15ページになります。  

こちらも、 4月30日の審査会合において、直接線量及びスカイシャイン線量による空気

カーマが年間 2×10 ⁻ 3μ Gy程度であることの内容について説明してくださいというコメン

トをいただきました。  

回答ですけれども、そちらにございます。 HTTRの遮蔽設計では、通常運転時における原

子炉施設からの直接γ線及びスカイシャインガンマ線については、建物のコンクリート壁

等によって十分遮蔽されるよう設計されており、人の居住の可能性のある原子炉施設敷地

境界外の最大となる場所において年間 50μGy以下であることを目標としております。  

その下のほうに、人の居住の可能性のある原子炉施設敷地境界外の最大となる場所にお

ける直接線量及びスカイシャイン線量は、空気カーマで年間 2×10⁻3μGy 程度と評価され

ており、十分小さい値でございます。  
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以下が評価内容でございます。15ページに施設の断面図がございます。  

16ページのほうに、計算条件を概略示しております。  

考慮した主要な線源は、炉心と、それから 1次系機器でございます。  

線源条件といたしましては、炉心が出力 100％運転時、それから1次系機器につきまして

は、燃料破損率1％、運転年数20年、稼働率 60％で評価しております。  

その計算結果ですが、炉心を線源とした場合の線量が 2.5×10⁻4μ Gy/y、1次系機器等を

評価しますと、 1.31×10 ⁻ 3μ Gy/y、合計で約 1.6×10 ⁻3μ Gy/y、これを丸めまして年間 2×

10⁻3μGy程度と評価しております。  

以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、質問、コメントがありましたらお願いします。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 二つありまして、15ページの、これは廃棄物関係あるいは使用済燃料関係は、入れる必

要があるのではないかと思うのですが、いかがですか。  

 多分、ほとんど影響はないということだろうとは思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  ちょっと確認します。かなり小さいので、多分無

視しているとは思うのですけれども、確認いたします。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 ちょっとこれは、そもそもの考え方、 2ページのところなんですけれども、安全評価は

内的事象についてやるというのは、ある意味、外的事象で守られるというある前提に立っ

ているのではないかと思っていて、そうすると、外部からの影響で、多分、この炉容器冷

却設備であるとか、こういうのは設計基準事故のところで考慮した評価になっていると思

うんですが、そこのところの考えは、いかがでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（清水主査）  原子力機構の清水です。  

 今の黒村審査官へのお答えについては、結論から言うと、考慮しているということです。  

 基本的には、外部事象と内部事象に対する信頼性確保のアプローチというのが、事象の

性格上違うと、我々は捉えているということでございます。  

 外部事象については、それが外部事象に対して頑健であるかどうか。壊れないかどうか

というのを示すということと考えておりまして、外部事象については HTTR安全上の特徴か

ら止める、それから閉じ込めるという機能が確保できれば、原子炉の安全性は確保できる
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ということで、それはしっかり守るということで対象を決めてございます。  

 一方で、 2ページ目にも書いてあるんですけれども、内的事象というのは、添十評価で

やっているようなところですけれども、それはやはりランダム故障というのも考慮すべき

と、我々、捉えておりまして、そういうものでございますから、そのときには、例えばこ

の外部事象で想定しているような、守る、圧力バウンダリというような機器の破損も考え

なければいけないと。そのときには、やっぱり炉容器冷却設備であるとか、補助冷却設備

というものも必要だと我々は考えておりまして、したがいまして、添十評価で期待してい

るような炉容器冷却設備とか補助冷却設備というのは、 4ページの表にもまとめてありま

すように、多重性、多様性ということで信頼性を十分確保するということでございます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 もうひとつ、ちょっと理解できていないところもあるんですが、結果、多分これを入れ

ても同じ、守られるということで。結果としては多分変わらないとは思っているんですが、

ただ、設計基準事故で2次系の破損とか、そういうのがありますよね。第 1表で、原子炉冷

却材圧力バウンダリを守れば、多分その他の炉容器冷却設備とか、その辺は要らないんじ

ゃないのという考えになっているような気がするんですが、そこで圧力バウンダリだけ守

れば、ここは多分2次系は入っていないですよね。  

○日本原子力研究開発機構（清水主査）  入っていないです。  

○黒村チーム長補佐  入っていないですね。そこで、だから、外部からの衝撃で 2次系が

壊れて、実態は多分影響はないんですけれども、炉容器冷却設備とか、そこを期待すると

か、そういう必要はないのでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  ちょっと整理します。多分ないとは思うんですけ

れども、ちょっとシーケンスを追って、もう一度確認いたします。  

○日本原子力研究開発機構（橋本課長代理）  すみません。先ほどの直接線、スカイシャ

イン線で、使用済燃料を線源とした評価というもの。この、現在資料に入れています、原

子炉施設、炉心を線源としたときと同時に行っている結果がございまして、炉心に比べて

10桁以上小さい直接線とスカイシャイン線の線量になるという評価、結果が出ております。  

 十分小さいので、特に今回の資料には載せておりませんでした。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 審査会合では必要ないと思うんですが、ヒアリングのときに、その辺も含めた説明はし

て、資料として提出をいただきたいと思います。  
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○大村チーム長代理 ほかはいかがですか。  

 よいようですので、それでは次の資料に行きたいと思います。  

 資料の3-2を説明をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  資料の3-2、原子力機構の沢が説明いたします。  

 第53条、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止ということで、今回はその事

象選定まで持ってまいりました。めくっていただきまして、目次がございます。目次に沿

って御説明いたします。  

右下 2ページ目、要求事項、これは言わずもがなでございますが、第 53条のほうで新た

に今回、試験研究用の原子炉でも事故を超える想定をちゃんと考えて対応を考えなさいと

いうようになってございます。  

ここに書いてございませんけれども、その規則の解釈の中に、特にガス炉というか、ガ

ス等につきましては、炉心側で言うと酸化とか、あるいは特に空気・水の酸化、この辺に

気をつけなさいと。それから、使用済燃料のほうは、冷却機能の喪失をちゃんと考えなさ

いというふうなことが書いてございます。  

めくっていただきまして、今回の説明でございます。 3ページ目でございます。今回の

事象選定のお話をさせていただきまして、こちらのほうを御審議いただきましたら、あわ

せてこの後、評価結果等、あるいはその評価に応じた各措置の話をさせていただきたいと

思っています。本日は、事象選定でございます。  

基本的な考え方でございます。 4ページ目でございます。まず、大きくやり方としまし

ては、これは発電用の炉と違いまして、こうしなさいというのは決まっておりませんので、

我々なりにある整理をしてございます。  

一つは、大きくまず二つに事象を分けまして、原子炉のほうの話と、それから使用済燃

料の話と、この二つにまず大きく分けて考えてございます。  

基本的に、まず発生頻度が設計基準事故より低い事故ということで、いわゆる異常過渡、

設計基準事故であります DBA、あるいは異常過渡、こういったものをまず起因事象として

考えます。その際、代表事象だけではなくて、その代表事象に隠れているような、そうい

った包絡されているような事象についても、起因事象として考えます。  

これに対して、いわゆる作動を期待している、もともと DBAでは多重性等を考えておれ

ば、当然その機能を期待できるものがあるわけなんですけれども、それを機能喪失させて

いくというふうなことを考えてございます。  
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それから、これをずっとあとは評価していきまして、実効線量が基準にありますような

5mSvを超えるおそれのある事象を代表事象として選定すると、こういった作業をやってご

ざいます。  

めくっていただきまして、次の 5ページで、実際にやったことといいますのは、まず、

安全機能、普通の事故までであれば、安全機能を期待するわけなんですけれども、それを

フロントライン系、それからフロントラインを支援するようなサポート系、この辺の依存

性を、まず一旦整理してございます。  

さらに今、代表事象あるいはその裏に隠れている事象の中では、どういったものがその

中で期待しているかと、こういった安全機能を特定していくと。さらに、そこからイベン

トツリー解析で、機能喪失を考えていくと、こういった流れでございます。  

最終的に、また後ほど御説明いたしますけれども、事故シーケンスグループという形で、

その安全機能をもとに整理をしていくと。そこから代表事象を選ぶというふうな一連の流

れでございます。  

具体的な中身に入りましては 6ページでございます。こちらに書いてありますのが、フ

ロントライン系とサポート系の一団でございます。フロントライン系、例えば制御棒系で

すとか、補助系、冷やすほうのものとか、こういったものはいろいろございます。それか

ら、パターンインターロック、こういったものも DBAまでは期待してございますので、こ

ういったものも考えてございます。  

クラスとしては、MS-1、MS-2、MS-3がございます。特にMS-3につきましては、基本的に

安全系の系統機器として、十分な信頼性を持つような設計をしたものを使っているという

ことでございます。  

サポート系のほうは、発電系、電源系とかいろいろなそういったもの、ここにあります

ような五つほどを考えてございます。  

これをマトリクスにしたのが、 7ページ目でございます。横のほうにずっと、制御棒系

から、いわゆるフロントライン系が書いてございまして、このフロントラインを動かすた

めに必要なもの、これをサポート系という形で縦にずっと書いてございます。  

この丸をつけてございますのが、サポート系がやられた場合に、この安全機能がなくな

りますよというような印でございます。こういった形で、一旦マトリクス状に整理してご

ざいます。  

ここまでやった状態で、次の 8ページは、まず異常過渡でございますけれども、その代
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表事象、14事象ございますけれども、その 14事象に対して何を期待しているかというもの

を丸で書いていったものが、これが 8ページ目でございます。事象によっては、何も期待

していないものもございますし、幾つかの安全機能を期待しているものもあるというふう

なものが、これで一目でわかるようになっております。  

同じく 9ページ目が、今度は設計基準事故のほうの同じようなものでございます。こち

らのほうに、一つだけ四角で書いてあるものがございまして、これはちょっと特徴的なん

ですけれども、いわゆる先ほど申し上げた酸化の観点から、ある事故に関しましては、補

助冷却設備という、いわゆる主系ではないほうを回す機能、炉心を冷やす、燃料を冷やす

機能があるんですけれども、そちらが動いてしまうと、今度は逆に空気を巻き込んでしま

うと、悪い方向に動くということで、そういった機能を持っているものがございます。そ

れが、四角で書いてある補助冷却設備の起動阻止信号ということで、これは逆に事象を拡

大させないために、補助冷却設備の起動を阻止するという信号で、これはちょっと特徴的

なものでございます。  

こういった形で、これを分類しております。  

この形で、ここまで整理した状態で、まず 10ページ以降、同じような図が続くんですけ

れども、10ページ以降は、これは代表事象についてなんですけれども、代表事象について

起因事象があって、その後に期待している機能、それがうまくいった場合、うまくいかな

かった場合と、こういった形でシーケンスをつくってございます。  

同じような形なんですけど、 10ページはシンプルですけれども、 11ページになってくる

と、例えば中間熱交換器の停止などというものになりますと、スクラムもやっていますし、

補助冷却系も立ち上がるし、炉容器冷却系も立ち上がるということで、だんだんこうやっ

て数が、複雑な事象になると、こういう安全機能が幾つか重なってくるということでござ

います。  

ずっと同じように続きまして、一つ、結論から申しますと、やっぱり我々にとって一番

厳しい事故というのは、二重管破断事故でございますので、それを例にしますとちょっと

飛びますけれども、24ページを見ていただけるとよろしいかと思います。 24ページで、こ

れはケースの LOCAに相当するものなんですけれども、二重管がパチンと切れてしまったと

いう、一番厳しい事故と考えております。  

まず、スクラムが入ると。それから、先ほどちょっと申しましたように、補助冷却器が

立ち上がらないように起動を阻止する信号が入ります。さらに、今度は炉容器冷却設備、
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間接冷却で除熱をすると。最終的に、今度は出てきた核分裂生成物を、格納容器の中から

浸み出してきたものを、今度はフィルタを通して上に引っ張ると。これだけの機能がござ

います。こういった機能を 1個1個機能喪失を考えていくと、一番右の事故シーケンスみた

いな形になっていくということでございます。  

ほかも、同じような考え方なんですけれども、例えばこういった形で全部整理をしてい

ってございます。この整理を 28ページまで行いまして。  

すみません。言い忘れましたが、これと同じことを、代表事象以外の裏のものでもやっ

ております。それは、補足という形で 56ページ以降でございます。ちょっと説明は割愛い

たしますけれども、かなりの数、後ろのほうにつけてございます。これと同じようなこと

を、代表事象以外にもやって、いわゆる包絡性がひっくり返らないということを確認して

ございます。  

以上のまとめが29ページでございます。原子炉周りで申しますと、 29ページに、これで

全てまとめております。ここをちょっと丁寧に申しますと、まず、事故シーケンスグルー

プとして6個考えてございます。  

一番上が、原子炉停止機能の喪失ということで、制御棒パターンインターロック、制御

棒系、この辺がだめになる場合です。  

それから次が、冷却機能喪失で、炉容器冷却設備、補助冷却設備、それから停止機能、

ヘリウム循環機の周波数変換器、この辺がだめになるパターンです。  

それから、放射性物質放出量低減機能喪失ということで、いわゆるフィルタを通して上

に引っ張っていくような浄化設備がだめになる。あるいは格納容器の隔離弁がだめになる

と、こういったものでございます。  

それから、空気侵入量抑制機能喪失、これが先ほどのやつで、巻き込んでしまうと、止

まるべきものが止まらないというようなものでございます。  

それから、水侵入のところは、同じような形で幾つかこういったものがございます。  

あとは、全交流動力電源喪失ということで、こういったグループにまず分けまして、こ

の中に、今見ていったような機能喪失したものを当てはめていきます。  

これが、30ページ以降、当てはめた結果でございます。  

例えば、原子炉停止機能喪失と 30ページに書いてございますけれども、これだけでも、

幾つかこういう起因事象と、重畳される機能喪失の組み合わせが出てまいります。この中

で、事象の包絡性というところに書いてございますけれども、物によっては全然被ばくの
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リスクまでいかないものもございますし、あるものについては、被ばく評価、被ばく線量

を与えてしまうものがあるということで、今、ピンクでハッチングしているのが、一番こ

の中で被ばく線量が大きくなるものでございます。  

そのほかのものにつきましては、これに包絡される理由を、ちょっと一つ一つはあれで

すけれども、書いてございます。例えば、加圧水冷却器の伝熱管破損事故と、ピンクのす

ぐ下にあるんですけれども、この場合は、放射性物質が外に、格納容器外に出ないから大

丈夫ですよとか、こういった形で一つ一つ定性的、あるいは定量的に評価していって、一

番厳しいものを拾っております。  

同じく31ページ目が、冷却機能喪失プラス放射性物質放出量低減機能の喪失。これにつ

いても、やはり二重管破断が起因事象となるものが一番厳しくなっております。この場合

も二重管破断、ギロチン破断した後に、間接冷却系も止まって、上に引っ張っていくもの

も止まると。働かないというものを代表事象として選んでございます。その上のほうに幾

つか被ばく線量が出ているものがございますけれども、これに比べると全部被ばく線量は

小さいということになります。  

それから32ページでございます。32ページに幾つかまとめておりますが、空気侵入量抑

制機能喪失、これはまさに特徴的に考えなさいと言われているものでございまして、ガス

炉であるということもあって、空気がいっぱい入ってしまうような失敗したようなもの。

それから、その下が水侵入でございます。これは、電熱管が破損した後に、通常であれば

それ以上水を運ばないように止まってくれるんですけれども、これが止まらないでドンと

水を運んでしまうと。要するに、 DBAを越えたような事象になってございます。このとき

の被ばく線量、普通であれば 1次系が吹かないので、そこで被ばくが終わってしまうんで

すけれども、どんどん水を運ぶので、どこかで安全弁が吹いて、被ばくのリスクが出てく

ると、こういった事象になっております。あとは、全交流電源喪失でございます。  

ということで、以上、ざっと流れを御説明いたしましたが、こういった形で選定した結

果が33ページ目でございます。33ページ目が、いわゆる重要事故シーケンスとして、申請

書のほうに記載させていただいているもので、これを見ていただきますと、上の三つがい

わゆるギロチン破断、一番上が制御棒の挿入失敗、次が冷却の失敗と閉じ込め機能の失敗

と。 3番目が、空気を巻き込むのを阻止することを失敗すると、こういった形でございま

す。それから、次が水侵入で、水を止まらないで運んでしまうというもの。最後が、全交

流電源喪失というふうになってございます。  
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以上が、原子炉側のリスクの代表事象の説明でございます。  

続きまして、 34ページ。こちらは、今度は使用済燃料のほうでして、こちらについては、

解釈のほうにもございますように、福島等であったことを受けまして、とにかく冷却機能

を失うことを想定するということで、ある意味、半分バーチャルにだめになるということ

を、炉心側とはちょっと違った、少し違うアプローチで考えてございます。  

私ども、プールを二つ、使用済燃料を入れているところは 2カ所ございまして、一つは

原子炉の建物の中のプールでございます。こちらは、炉心から取り出しまして 2年間、間

接水冷で冷却いたします。もう一つは、ここで 2年間以上冷却した後に、別建屋のほうに

持って行きまして、そちらのほうで空冷で冷やすというシステムでございます。こちらの

ほうは、かなりインベントリーも、それから減ってきているということで、空冷でできる

ということでございます。  

これにつきましての事故シーケンスは、とにかく、どちらももう冷やせなくなるという

ことで、貯蔵ブールで言えば、水を使っていますので冷却機能喪失、それから純水供給機

能、水の供給が喪失するということでございます。それから、空冷のほうにつきましては、

換気機能が喪失すると。空気を流しているだけですので、空気が流れなくなると、こうい

ったことを、ある意味バーチャルに考えてございます。  

最後に35ページ目に、全てのまとめでございまして、原子炉燃料につきましては 5事象、

それから使用済燃料につきましては 2事象、それぞれ一つ一つ原子炉建屋の中と外の貯蔵

施設について、考えてございます。  

本体のほうの説明は以上でございます。  

あと一つ、参考資料の 51ページを御覧いただきますと、今、説明になかったものが一つ

ございまして、それは基準のほうで、外部事象に起因する多重故障、これについてもちゃ

んと考えなさいと言われてございます。これにつきましては、外部事象を、ここにござい

ますように整理してございます。  

例えば、地震については、 Sクラス以外のもの、これを壊したときにどうなるかと。あ

るいは、津波は来ないとか、こんな感じでずっと整理をしていきまして、結論から申しま

すと、唯一被ばくのおそれがあるのは地震でございます。地震の場合は、被ばく線量、全

部壊してしまっていますので、そこで 3mSv程度というふうに評価してございます。したが

いまして、5mSvを超えないということで、これ以上はちょっと進展のしようがないのでは

ないかと。これ以上大きい地震とかを考えるというのもあるのかもしれませんけれども、
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今、我々の考えではここまでで、もう、これ以上の被ばくのリスクは上がらないというこ

とで、共通要因については 3mSv止まりというふうに考えてございます。  

説明は以上でございます。  

○大村チーム長代理 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、質問、コメント等がありましたらお願いしま

す。 

○桝見チーム員 規制庁、桝見でございます。 

 今回、事象の選定ということなんですけれども、アプローチとして、設計基準事故に対

して機能喪失を重畳させるということで、それ自体、それで、要するに基準の考え方とし

て、公衆被ばくの5mSvを超えるような事象になるのかどうかという辺りを、そういう意味

で、機能喪失の感度がどれぐらいあるのかという辺りを確認したいんですけれども。  

 例えば、先ほど御説明のあった 1次冷却設備の二重管破断って、設計基準事故だと

1.4mSvだったかと思うんですけれども、こちらに書かれている 1.7という数字、この0.3と

いうのが、例えば制御性の機能喪失だというふうに考えてよろしいんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長） 原子力機構の沢でございます。  

そういう意味では、ちょっとその前に、 1点目の前に基本的な考え方で申しますと、今、

原子炉側のほうは今1.4～1.7とか、そのくらいでございます。それから使用済燃料のほう、

こちらのほうは放っておくと5mSvを超えるおそれがあるという形で整理してございまして、

そちらのほうはこの後の話でありますけれども、措置を考えてございます。原子炉のほう

は、今のところ5mSvを超えないというふうに考えてございます。  

ちょっと数字については。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  原子力機構の小野です。  

1.4～1.7についてなんですけども、被ばく評価のところで FP量のところで精度の不確定

なところがありまして、そこをちょっと丸めたというか、そこで上増ししたところがござ

いまして、それで1.7にしております。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  すみません。ちょっと整理してまた。数字につい

てはまた御説明いたします。  

○桝見チーム員 規制庁桝見です。  

先ほどの制御部系の機能喪失以外の、例えば VCS+非常用空気浄化設備ですか。この機能

喪失に対しても右側の事象の包絡性というところで同じ線量が書いてあるんですけど、こ
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れはこの約 1.7というのも同じ…、先ほど言われたのはあれでしたっけ。機能喪失の効果

ではなくて、実際出てくる総スタームが同じものだとしても違う…。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  そこはもう一度御説明いたしますけれども、1.7

とか 1.4の、その辺の数字の中身ですけども、基本的には沈着した FPのスカイシャインと

かでこの場合事故が、主要な線源になってございます。したがいまして、基本的には事故

があった後に燃料が壊れないものですから、追加で破損しないものですから、基本はずっ

と1次系に蓄積していった FPが主線源になっています。それが配管破断することによって

出てくるのが主線源なので、その後の事象の推移は若干違うんですけども、そんなに大き

く、被ばく線量にトータルとしては影響しないと。ちょっとそう理解していただければよ

ろしいかと思います。 

詳しい数字はまた後で説明いたします。  

○杉山チーム員  規制庁の杉山ですけど、ちょっと頭が悪いんでもう 1回教えてもらいた

いんですけど、先ほどの数字ですけど、これは事故が収束した場合の数値ということなん

ですか。それとも進展した場合の数値ということなんですか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  そういう意味では進展した場合です。考え方とし

ては今までの DBAを超えたことを考えてますので、進展したときの数字になっています。  

○杉山チーム員  規制庁の杉山ですけど、そうすると、 2ページにちょっと戻ってもらっ

たときに、ＪＲＲ－３と何か似てるんですけども、解釈のところで 5mSvを超えたものとい

うのは対象になっていますよね。解釈のところの 2行目ですけど。 5mSvを超えるものを評

価、対策を求めるというふうになっているんですけども、超えるものは 1個もないという

ことなんですか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 ここの考え方は5mSvを超えるおそれがあるというふうに我々解釈してございまして、結

果として超えなかったと、炉側ですが。炉側の燃料については結果として超えなかったと

いう考え方に立っています。ただ、一方、先ほど申しましたように使用済燃料のほう、こ

ちらはもう放っておくといく可能性があるので、対策をとりますと。今我々のくくりはこ

ういう形になっています。炉のほうは特段の対策をとらなくとも、収束した結果、この範

囲に結果としておさまるというふうな理解でおります。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、そうすると、耐震のところで 5mSvを超えるから

Sクラスがありますよといったときの 5mSvというのは、使用済燃料のほうからの被ばく量
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が5mSvを超えるからという判断で Sクラスがあるということになっているんですか。 

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  使用済燃料はちょっとまず置くと、今耐震上 Sク

ラスになっているものは 1次系の圧力バウンダリでございます。ただし、この事故想定で

は既にそこが破られてますので、そういう意味では Sを壊しているんです、内的事象とし

てはもう既に、ギロチン破断で。それにやっとその緩和策の機能喪失を考えていると。で

すから、結果としてはそこはあまり関係なくなってます。  

それから、使用済燃料のほうは、今普通に考えれば 5mSvを超えるということはないんで

すけども、先ほど申しましたように、基本的に外的事象で 5mSvは超えないと我々評価して

いるんですが、解釈にありますように、バーチャルに冷却機能を喪失したということを考

えてございます。そういうくくりでここは考えてます。  

○杉山チーム員 規制庁の杉山ですけど、先ほど言った5mSvを超える事故想定があるわけ

ですよね。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  可能性はですね。  

○杉山チーム員  先ほど言った Sが何かと決めたときの。その事故シナリオというのは、

ここに載ってこないんですか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 すみません。ちょっと整理しますけれども、 5mSvを超えるおそれがあるというのは、 1

次冷却材圧力バウンダリですね。それはやはり壊さないように Sクラスで我々は設計する

と。ただし、それはそれとして置いておいて、ただしこちらの事故のほうの想定、添十の

世界にいきますと、とにかくそれでも起因事象としてギロチン破断、ＪＲＲ－３もそうだ

と思うんですけども、とにかく壊してしまうと。そこからスタートしているんで、ちょっ

と論理が違うのかなとは思っているんですけども。  

すみません。ちょっとあまりきれいな答えではないかもしれませんけど。  

○杉山チーム員 ちょっと、ヒアリングの中でもう1回お願いいたします。  

○大村チーム長代理 そこ大事なポイントだと思うので、結局どこまで想定するかという

ところが、 Sの設定のところとここのところとの考え方です。ちょっとそこよく整理して、

大事なところですので、やっていただきたいと思います。  

それ以外、いかがですか。どうぞ。 

○桝見チーム員 規制庁、桝見です。  

33ページのまとめのところで、一番上の原子炉停止機能喪失ということで、制御棒の挿
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入失敗というのが機能喪失ということなんですけど、こちらは ATWSということではなくて、

2本というか、2対というんですか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

そういう意味では、もっと厳しく、ATWS以上のことを考えているという理解です。  

○桝見チーム員 具体的に制御棒はどういう状況になっている。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  原子力機構の小野です。  

制御棒の挿入失敗についてなんですけども、 2対スタックを想定しております。  

○桝見チーム員  2対スタックって、どういう状況で。スクラムする制御棒は入らなくて、

2対スタックって、通常の制御棒、運転に使っている制御棒はどういう状況になっている

んでしょう。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  2対スタックのところですけども、一番反応度

価値の大きいものと2番目に大きいものをスタックさせて、そういう 2対スタックを想定し

ております。  

○石島チーム員 規制庁の石島ですけれど、単純に言って、全数入らないのか、それとも

さっき言ったように1ロッドスタックの次にもう1本仮定したというだけなのかと。そうい

うことですよね。つまり、ほかは入っていると。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  そうです。ほかは入っております。  

○桝見チーム員  規制庁、桝見ですが、そのときに、なぜ 2本だけ入らないというか、同

じ原因で他の制御棒が入らないことはないのかという辺りはどのようにお考えですか。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  原子力機構の小野です。  

 制御棒自体、独立に起動しまして、フェールセーフの思想で設計しておりますので、全

てが同様な動きをするとは考えておらず、 1本のスタックについては設計基準で考えてま

して、そのプラス1本というところまでで想定するものと考えてまして、 2対スタックまで

を想定しております。  

○石島チーム員 つまり、そういう限定があるからこういうようになっているんであって、

可能性としては 2ロッドまであれば、三つ、四つ、五つとあるわけで、そうするとこれは

事故進展としては5mSvを超えるようなところにいく可能性はないんですか。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  原子力機構の小野です。  

 オールロッドスタックを想定したとしても、正確な評価はちょっと数字は持っていませ

んけども、そこまでは…。  
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○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

ちょっと整理します。多分大丈夫だとは思うんですが、確認します。  

○石島チーム員 よろしいですか。規制庁の石島ですが、要するにそういうことであって、

想定されるシナリオをいろいろ考えてみて、確率的にここまでなら考えておけばいいでし

ょうではなくて、もちろん非現実的なことは考えなくていいんですけど、いろんなシナリ

オでずっと厳しいところを考えていって、 5mSvを超えるものがあれば対処を求めてますよ

という理解なんですよね。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 おっしゃるとおりなんですけども、例えば制御棒系については、特にサポート系で共通

で壊れるものがない。今の我々の整理の仕方は、共通で壊れるものがあったらもちろん壊

すんですけれども、いわゆるサポート系等で制御棒系が壊れるわけではないので、そこで

1個だけ機能喪失を重ねればいいという前提に立っています。ですから、機能喪失を例え

ば今十何対制御盤あるんですけど、十何個重ねていけばオールロットスタックみたいな感

じになるんですけども、そこまでは考えなくていいというくくりで今は考えてます。それ

でいいかどうか。あるいは仮にそう考えたときにどうなるかというのを、ちょっとヒアリ

ングのほうでまた御説明させていただきたいと思います。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。 

今の話もあったんですけど、先ほど地震で Sクラス以外の損傷をして 3mSv以内か以下な

のか、ちょっとわからないですけど、ということなんですが、 Sを超えるようなことまで

想定する必要はないのかと。これはグレーデッドアプローチということでいろいろあるん

ですけれども、今回、試験炉については重大事故を法令上では求めていないけれども、設

計基準事故では求めていると。加工なんかだと逆に重大事故まで求めていると。加工とこ

の施設とでどれだけのリスクの違いがあるのかというと、そういうことを考えれば、ある

程度それに近いようなところまで考える必要があるんではないかと、私としては思ってい

るんですが、その辺についてはいかがでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

まさにそこはいろんな考え方というか、難しいところだと思うんですけれども、今私ど

も考えてますのは、やっぱり一つは出力規模でのグレーデッドアプローチというのはもち

ろんあると思っています。それからもう一つは、仮に出力があれだとしても、いわゆる高

温ガス炉というのはやはり安全だということを我々ずっと考えてきてまして、そこはやっ
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ぱり技術論的に、いわゆるシビアアクシデントフリー的なところはやはり主張していきた

いなというふうに思っております。  

そうはいっても、例えば地震であれば Ssを超えるようなとんでもない地震があったらど

うなるかというのは、それは当然、確率はゼロにはならないので、そこはまた別に、いわ

ゆるシビアアクシデントマネジメントというよりも、残余リスクへの対策みたいな形と、

ちょっと切り分けた形で必要に応じて考えていけたらいいかなとは思ってございます。  

それからもう一つ、なかなか確率で言うのは難しいんですけれども、今お話が出たあれ

でいいますと、例えば 52ページ見ていただきますと、参考資料に私ども、精度はともかく、

ある程度の発生頻度というのを定量的に押さえてございます。これで見ていただきますと

下から三つで 1次冷却設備二重管破断事故という、これは我々の評価ではこれだけで 10-8

レベルのかなり低い発生頻度と。まさにギロチンですので、そこまで考えておりますので、

さらにそこに機能喪失を多重に重ねていくというのは、完全に数字で勝負できるかという

と難しいところではあるんですけども、かなり相当低いレベルの話を今既にしているんで

はないかというふうに申請側としては考えてございます。  

以上です。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村ですけれども、これは審査会合でもいろいろ議論があ

ったところなんですけれども、発生頻度が低いからといって、結構その影響が大きいやつ

はそれなりにやはり検討する必要があるんではないかと思いますので、ここについては少

しヒアリングで、もう少し議論をさせていただいて、その上で審査会合での議論という形

にさせていただければと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

 了解いたしました。  

○大村チーム長代理 ほかはいかがでしょうか。  

よいようですので、それでは資料 3-2はこれで終了をして、ちょっとヒアリングでもう

少し議論をということでしたので、そこはよろしくお願いしたいと思います。  

それでは次の資料にいきたいと思います。資料 3-3を説明をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（飯垣技術副主幹） 原子力機構の飯垣です。  

資料3-3に基づきまして御説明させていただきます。こちらは第 6条、外部からの衝撃に

よる損傷の防止ということで、航空機落下について御説明させていただきます。  

1ページ目でございますけれども、目次としまして、要求事項と基本的な考え方。次に



70 

概要。次、航空機落下確率評価。最後にまとめとしてございます。  

2ページ目でございますけれども、要求事項と基本的な考え方でございます。要求事項

としましては、第六条第 3項、外部からの衝撃による損傷の防止ということで、許可基準

規則のほうの第 6条になってございます。その解釈としまして、「航空機落下」について

は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」というものがござ

います。これに基づきまして、防護設計の要否を確認することとしてございまして、その

基本的な考えとしては、この評価を使って評価をしていくということを考えてございます。  

次、 3ページ目でございますけれども、概要でございます。評価の方針でございますが、

航空機落下を「想定される外部人為事象」として設計上考慮する必要があるか否かを判断

するために、評価基準等に基づいて原子炉施設等への航空機落下について評価いたします。  

それで、判断基準でございますけれども、①としまして、標準的な原子炉施設へ航空機

が落下する確率を評価いたしまして、これらの評価結果の総和が 10-7（回／炉・年）を超

えないことです。②として、①を満足しない場合については、当該原子炉施設の立地点に

おける状況を現実的に考慮した評価を行い、その妥当性を評価した上で、当該原子炉施設

への航空機落下の発生確率の総和が 10-7（回／炉・年）を超えないことでございます。  

続きまして、評価対象事故でございます。こちらは評価基準にのっとって書いてござい

ます。まず1)ですけれども、計器飛行方式の民間航空機の落下事故としまして、その中の

①が飛行場での離着陸時における落下事故。②が航空路を巡航中の落下事故でございます。

2)が有視界飛行方式民間航空機の落下事故。 3)が自衛隊機又は米軍機の落下事故でござい

まして、この中の①が、訓練区域内で訓練中及び訓練区域外を飛行中の落下事故と、もう

一つが②として基地-訓練空域間を往復時の落下事故としてございます。  

注書きで書いてございますけれど、計器飛行方式の民間航空機の落下事故の①のほうで

ございますけども、飛行場での離陸については、 HTTR原子炉施設の近くに茨城空港がござ

いまして、これが約15kmのところにございます。それで、最大離着陸地点 30海里でござい

ますけれども、これの距離が存在しまして、この中に入っているので評価することにして

ございます。  

続いて、自衛隊機のほうなんですけれども、 HTTR上空につきましては、自衛隊機と米軍

機の訓練区域はございませんが、太平洋沖の上空に自衛隊機及び米軍機の空域があるとい

うことで、訓練区域外を航行中の事故のみ評価するということにしてございます。  

注3でございますけれども、こちらは評価対象としているものは百里基地と訓練区域を
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往復する自衛隊機のみでございます。それで、自衛隊機の訓練区域までは想定飛行範囲と

しましては、百里基地と入間基地、あと厚木基地が考えられますが、入間基地につきまし

ては、戦闘機を有してない、輸送機が中心であるというのと、厚木基地につきましては、

海上自衛隊の使用基地で、海上の保護等が中心であるということで、この二つは想定を除

外しているものでございます。それから、米軍機につきましては、横田基地と厚木基地が

ございまして、横田基地については西太平洋地域における空輸の輸送機。あと厚木基地に

つきましては、陸軍が駐留し、米国の海軍の輸送機の整備等を行うということで、この二

つの想定から除外してございます。  

4ページ目にいきまして、航空機落下の確率評価でございます。これは最初の 1)の計器

飛行方式民間航空機の落下事故でございまして、飛行場での離着陸時における落下事故の

確率でございます。こちらのパラメータとしましては、対象航空機の国内での離着陸時の

事故確率。国内の離着陸時の事故件数。国内での離着陸回数と当該飛行場での対象航空機

の年間離着陸回数。原子炉の標的面積。それと離着陸時における事故における落下地点確

率分布の関数でございます。このうち、原子炉施設の標的面積でございますけれども、こ

ちらは 0.01、これが標準的な確率を求めるもので、その下の 0.00314、こちらが HTTRの状

況を考慮して評価したものです。  

それで、確率ですけれども、一番下の括弧の中に標準的なものが 8.49×10-10、それで

HTTRの状況を考慮したものが2.67×10-10ということでございます。  

続きまして、 5ページ目で、航空路を巡回中の落下事故につきましては、施設の上空の

航空路が四つほどございまして、これを対象としてございます。それぞれ航空路の幅によ

って評価をしてございまして、評価としては全体的にこの航空路の幅をそれぞれ評価した

ものを最終的には全部足すといった形にしてございます。それで標準的な評価ですと 1.06

×10-9。HTTRの状況を考慮した場合 2.76×10-10という、ともに評価が入ってございます。 

次、 6ページ目でございまして、こちらが有視界飛行方式民間航空機の落下事故という

ことでございます。こちらについては大型固定翼機、あと小型固定翼機、大型回転翼機、

小型回転翼機と、それぞれ対象としてございます。それで、この記載の評価式を使って評

価してございまして、こちらについては標準的な評価で 1.01×10-8で HTTRの状況を考慮し

たものが2.62×10-9で、こちらも十分入っているということです。  

次に、自衛隊機又は米軍機の落下事故でございます。こちらは原子炉施設の上空に訓練

空域が存在しないという場合で、先ほど説明したとおりの評価でございます。こちらにつ
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きましても、自衛隊機と米軍機をそれぞれ別に評価しておりまして、それを最終的には合

計して評価してございます。評価結果としましては、 Aが 0.01の場合が 2.03×10-8で HTTR

の状況を考慮した場合が 5.27×10-9でございます。  

次、最後の評価でございますけども、自衛隊機の基地と訓練区域を往復したときの落下

事故でございます。こちらにつきましても、記載の評価式を用いて評価をしてございます。

結果としましては、標準的なものとして 5.51×10-8、HTTRの状況を考慮したものが 1.43×

10-8となってございます。  

最後、まとめでございますけれども、それぞれ 1、2、 3、この五つの落下事故を全て合

算、足し合わせると下の合計でございまして、標準的な評価で 8.73×10-8、HTTRの状況を

考慮したものは 2.28×10-8で、どちらも総和が 10-7（回／炉・年）を超えないということ

を確認してございます。  

以上でございます。  

○大村チーム長代理  ありがとうございました。それでは資料 3-3につきまして、質問、

コメント等ありましたらお願いします。  

○桝見チーム員 規制庁、桝見です。  

ちょっとヒアリングで不定期便の大型固定翼機の飛行距離を含めるとか含めないとかと

いう話があったかと思うんですけど、今回の評価はどちらになっているんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  原子力機構の小野です。  

ヒアリングで挙がりました不定期便含める含めないの話についてなんですけども、そこ

は評価基準のとおり含めずに、評価基準に従ったデータを用いて評価をしております。  

○桝見チーム員 規制庁、桝見です。  

 途中の評価はよくわからないんですが、最終的に 8.73×10-8というのは、ヒアリングの

ときの結果よりもわずかに小さくなっていると思うんですが、その辺りが不定期便の距離

を差し引くと大きくなりそうな気がするが、これはなぜ小さくなるんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  原子力機構の小野です。  

 データを変えましたところは二つありまして、離着陸回数と飛行距離、二つ変えており

ます。 4ページのところの離着陸回数のところ。今 30,685,564というところですけれども、

ここの数字が大きくなることによりまして、最終的に評価結果の数字が小さくなりました。

さ ら に は 5 ペ ー ジ の と こ ろ で す け ど も 、 飛 行 距 離 の と こ ろ が 変 わ り ま し て 、

0.5/9,499,283,168というところなんですけれども、ここの数字も大きくなりまして、分
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母に来ておりまして、この数字が大きくなることによって、ここの数字が保守的な小さい

数字になったことによって、最終的に 8.74から8.73という数字に変わりました。  

○桝見チーム員 規制庁、桝見です。  

 離着陸回数が変わるという辺り、ちょっとよくわからないんですが、バックデータも含

めてヒアリングで結構ですので、もう一度御説明いただけますでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  原子力機構の小野です。  

 了解いたしました。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

今の点は最新のデータを使われたということでしょうか。もし変えるのであれば、補正

されるのかどうか、そこも含めて資料に入れるべきだと思いますので、今後の資料のつく

りのときには十分注意していただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。  

○日本原子力研究開機構（小野課員）  原子力機構、小野です。  

 了解いたしました。が、結果的に数字を丸めて出しておりまして、 8.8として申請して

おりましたので、結果的ですけれども、申請書とは数字が変わらないことになっておりま

す。 

○大村チーム長代理 ほかいかがですか。よろしいですか。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

今回、実際の HTTRの現実的な標的面積を使ってやられているんですが、参考資料を見る

と原子炉建屋だけになっているんですが、ここだけを対象にしたんで、それで現実的な評

価と言えるんでしょうか。具体的には、使用済燃料の建屋もあるんだと思うんですが、い

かがでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  原子力機構の小野です。  

使用済燃料貯蔵施設についてももちろんございまして、そこについては使用済燃料は重

要安全施設ではないこと、そういうことがございまして除外はしております。  

なお、原子炉建屋と使用済燃料貯蔵建屋を合算した標的面積で評価しましても、許容値

を満足していることは確認しております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 これは重要安全施設ではないというのは、多分外部からのところの状況に入っているん

ですが、そもそもガイドに沿って考えているときは、それでよかったんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（小野課員）  原子力機構の小野です。  
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 ガイドに沿いますと、大量の放射性物質を含む施設は入れることにはなっております。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  原子力機構の沢です。  

ガイドに従いますと入れるという、それを入れることも評価は一応してございます。た

だ、今ちょうどヒアリングのほうで御議論いただいている使用済燃料建屋についてはいろ

いろ、ほかの横並びも含めて議論していただいていまして、今現在はそっちのほうの考え

方を使って今は外していると、そういう御理解いただければと思います。ガイドに従って

入れることにつきましては、やぶさかではないんですけども、全体の考え方を整理した上

で最終化したいと思っています。  

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

 火災防護の対象にするかとか、そういった観点があったかと思いますので、そこも含め

ての形でまた別途御説明いただければと思います。  

○日本原子力研究開発機構（沢次長）  了解いたしました。  

○大村チーム長代理 よろしいですか。  

それでは、特にこれ以上ないようですので、資料 3-3については、よろしいですか。  

次の資料にいきます。資料 3-4、最後ですけど、通信連絡設備等について。これについ

て説明をお願いします。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種です。資料 3-4に基づき

通信連絡設備、第30条等について説明させていただきます。  

それでは1枚めくっていただきまして、 1ページ目でございますけども、まずここに目次

がございまして、本日は、要求事項、基本的な考え方、通信連絡系統の概要、事象の発生

の連絡及び避難指示等、関係官庁等への通信連絡及び大洗研究開発センター内部の通信連

絡ということで説明をさせていただきます。  

それでは1枚めくっていただきまして、 2ページ目でございますけども、要求事項でござ

います。これは許可基準規則第三十条にございまして、工場等には、設計基準事故が発生

した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、通信連絡設備を設けなけ

ればならない。第二項、工場等には、設計基準事故が発生した場合において試験研究用等

原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多重性又は多様

性を確保した通信回線を設けなければならないとなってございます。  

その下でございますけれども、規則の解釈がございまして、例えば「工場等内の人」と

しては、敷地内にいる外部研究者、見学者、業務従事者を含めた人をいうとか、「必要な
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指示」とは、敷地内の人に対して著しい被ばく防止をする観点で行う事象の発生の連絡指

示を行うということがございまして、これらのことを全て考慮しまして検討してございま

す。 

1枚めくっていただきまして、これらのところで、基本的な考え方というので我々のほ

うの対応をまとめてございます。  

3ページ目の下の枠でございますけども、一つ目でございますけども、現地対策本部、

これは安全情報交流棟というところにございますけども、ここには構内一斉放送設備、

HTTR施設には HTTR施設非常用放送設備を設けてございまして、事象の発生の連絡や避難指

示等を行うこととしてございます。  

二つ目でございますけども、関係官庁等の外部通信連絡は現地対策本部を通して行い、

一般電話回線、災害時優先回線、衛星回線等により多様性を確保するとしてございます。  

また、第53条、これは多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止についての措置

としまして、通信連絡設備を使用するため、一つ目でございますけども、大洗研究センタ

ー内に設置される現地対策本部から関係官庁等へ連絡を行うための通信連絡設備は災害時

優先回線（有線及び無線）、衛星回線により専用であって多様性を確保してございます。  

二つ目でございますけども、大洗研究センター内部における必要箇所との間の通信連絡

設備は、送受話器（ページング）、内線回線、一般電話回線、 TV会議システム等により多

様性を備え、相互に連絡できるようにしてございます。  

それでは具体的なものでございますけども、 1枚めくっていただきまして、 4ページ目で

ございますけども、これは通信連絡の系統の概要でございます。ここにまず大きな枠とし

て大洗研究開発センター、その中に HTTR施設とした形で各場所を示してございます。  

まずHTTR施設の原子炉建屋内には中央制御室がございまして、ここでHTTR施設内での事

象の発生の連絡や避難指示等を行いまして、さらにここ、原子炉建屋内及びHTTR施設の建

屋の外に、別の場所にございます現場指揮所との間の連絡を行うことになってございます。

現場指揮所というのは、中央制御室の外、原子炉施設の外にございまして、そこで中央制

御室との連絡及び大洗研究開発センター内の現地対策本部との連絡を行うことになってご

ざいます。  

大洗研究開発センターの現地対策本部、これは安全情報交流棟という場所にございます

けども、ここにおいては防護活動の状況把握等を行いまして、大洗研究開発センター内に

対しての事象の発生の連絡や避難指示等を行うとともに、 HTTRの場合の現場指揮所や関係
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官庁等の大洗研究開発センター外と通信連絡を行うような、こういう系統になってござい

ます。 

続きまして 5ページ目でございますけども、事象の発生の連絡及び避難指示等でござい

ますけども、これはここに書いてございます図は大洗研究開発センター、先ほどの図をち

ょっと大きくしたものでございます。現地対策本部内には、構内一斉放送設備がございま

す。またHTTR施設には HTTR施設非常用放送設備を設けてございまして、事象の発生の連絡

や避難指示等を行うことになってございます。 HTTRの非常用放送設備では、 HTTR施設内に

放送指示を行うことができまして、現地対策本部からの構内一斉放送設備については、

HTTR施設及びセンターの敷地内全域に放送を行うようになってございます。  

続きまして、 6ページ目です。関係官庁等への通信連絡。これは現地対策本部から関係

官庁等への連絡を行うための通信連絡でございますけども、ここに書いてございますよう

に、一般回線のほかに一般回線の電話、 FAX、携帯電話に加えまして、災害時優先回線の

有線系、無線系、及び衛星回線がございまして、専用であって多様性を確保してございま

す。所外としましては、国の関係機関、規制庁や文科省、あるいは自治体としましては、

茨城県、及び大洗町や鉾田市などの関係市町村等に通信連絡を行うようになってございま

す。 

続きまして、 7ページ目でございますけども、これは大洗研究開発センター内部の通信

連絡を書いたものでございます。これは HTTR施設と現地対策本部及び HTTR施設内の通信連

絡を記載したものでございますけども、センター内部における必要箇所との間の通信設備

は送受話器（ページング）、内線回線、一般電話回線、テレビ会議システム、 PHSなど、

多様性を備え、相互に連絡できるようになってございます。  

以上が通信連絡でございますけども、あわせて 12ページ以降に設計基準事故が発生した

場合の現地対策本部、外部見学者等の避難指示等に関連して現地対策本部の設置及び外部

検査等について簡単に説明させていただきます。  

最初に12ページでございますけども、大洗研究開発センターでは、設計基準事故等が発

生した場合、事故対策規則等に基づきまして、原子炉時間内外を問わず以下に示すような

経路で通報が行われます。所長等又は連絡責任者により現地対策本部を設置してございま

す。現地対策本部員というのは、勤務時間内においては構内一斉放送、勤務時間外におい

ては通報連絡専任者が緊急時呼び出し装置により招集を行うことになってございます。こ

こに書いてございます通報連絡専任者というのは 3交代勤務で 24時間現地対策本部が設置



77 

される安全情報交流棟に常駐してございます。このようなシステムで本部員等が呼び出さ

れて現地対策本部が設置されてございます。  

続きまして13ページ目でございますけども、設置された現地対策本部と申しますのは、

ここに書いてございますけども、本部長である大洗研究開発センターの所長のもとにこの

下に示すような作業班が編成されて、設計基準事故等が発生した場合は、総括班により構

内一斉放送設備を用いてセンター内の従業員や見学者等に事故の発生の周知及び屋内退避

指示、従業員や見学者等含めた人員点呼の指示が行われます。人員点呼の結果というのは、

集計されて本部長に報告されまして、本部長が事故の状況や人員点呼の集計結果により、

見学者等の避難場所を決定しまして、見学者等の避難誘導が行われることになってござい

ます。 

説明は以上です。  

○大村チーム長代理 それでは、ただいまの説明につきまして、質問、コメント等ありま

したらお願いします。  

○臼井チーム員 規制庁の臼井でございます。  

ヒアリングのときにも話にちょっと出たんですが、いまいちよくわからなくて、 7ペー

ジなんですが、現場指揮所と現地対策本部と二つ設定されていて、設置されることになっ

ていて、主な外部とのやりとりなんかは現地対策本部がやってと。中央制御室からの現場

からの情報は現場指揮所のほうにいくというふうになっているんですが、現場指揮所と現

地対策本部、二つ設置する必要があるのかなと。  

やはりどうしても情報の迅速性とか正確性からいっても、取りまとめる部署が間に幾つ

もあると、情報が速やかに伝わらないとか、間違って伝えられてしまうというふうなこと

が結果的に発生してしまうと思うので、なぜ二つ、この現場指揮所と現地対策本部、両方

設置しなくちゃいけないのかという、この辺のお考えを教えていただければと思うんです

が。 

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  原子力機構の酒井です。  

今の御質問ですが、基本的に事故対策規則等で定められているのは、現地対策本部一本

です。その現地対策本部の中に安全情報交流棟に設置される本部という、ちょっと言葉は

あれですが、それと現場側に設置されているのが現場指揮所という話で、この全て機能班

のほうに書いてある、 13ページ、こちらで全体を通してこれを現地対策本部というふうに

決めておりまして、その中で現場対応班というふうに赤で囲まれている部分が下にあるん
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ですが、こちらを見ているのは現場指揮所という形の表現で表現させていただいておりま

して、組織としては現地対策本部一本でございます。  

○臼井チーム員 規制庁の臼井でございます。  

 となると、あれですか。中央制御室からの情報が直接現地対策本部にいくというふうに

なると、情報に何か支障が出るんでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  今、大洗研究開発センターの緊急時の対応

としましては、各現場、各部ごとに現場指揮所というものを設置する形で整備しておるん

ですが、そちらが設置される場所が中央制御室ではなくて、それぞれの部長等がいるとこ

ろとか、そういう形が現場指揮所のヘッド、現場対応班の班長がいる場所とのやりとりと

いう形になりますので、現場対応班の班長を飛び越えてデータが直接来るというようなこ

とはないです。  

○臼井チーム員 じゃあ現地対策本部と現場指揮所、ちょっとどこに現場指揮所ができる

かわからないんですが、制御室に割と近い場所になるんですか。ごめんなさい、ちょっと

場所的なことがわからなくてあれなんですが。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種でございます。  

これはあくまでもHTTRの場合でございますけども、 HTTR原子炉施設がありまして、すぐ

数十メートル離れたところに現場指揮所は設定してございます。  

○臼井チーム員 規制庁の臼井です。  

 わかりました。どうもありがとうございました。ちょっと情報が錯綜したりとかしない

ように気をつけていただきたいと思います。ありがとうございました。  

○大村チーム長代理 ほかいかがでしょうか。 

○杉山チーム員 今の話の続きということで、規制庁の杉山ですけど、お願いしたいんで

すけども、 HTTRのほかに JMTRと常陽がありますけども、この現場対応班というのは 3班あ

るというふうに見たほうがよろしいんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  機構の酒井と申します。  

現場対応班というのは、部ごとに編成されております。 HTTRと材料試験炉部のほうでそ

れぞれの現場対応班というものが、課を横断するような形、部全体で組織されている。常

陽では常陽の中でまた一つの組織されるということで、施設ごとというか、部ごとです。

そういう形で一つの課とか施設では面倒見切れませんので、基本的には部単位でかなりの

人数が組織されているという形になっております。  
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○杉山チーム員 了解です。  

○大村チーム長代理 ほかいかがでしょうか。 

○下崎主任技術研究調査官  規制庁、下崎です。  

7ページのほうになるんですけれども、7ページより 6ページからのほうがいいんですけ

ど、 6ページのほうの関係省庁等への連絡については、五つの独立した回線があって、確

保されていると。それは非常にわかりやすくていいんですが、 7ページのほうにいくと、

センター内部の通信連絡というのが幾つも矢印があるんですが、これは完全に独立ではな

いんじゃないかなと。  

例えば上の FAXと下の電話だと一般回線使っていると、たくさん矢印があると、たくさ

ん種類があるように見えるんですけど、 1個潰れて2個潰れちゃったら、手段が何種類ある

のかがちょっとよくわからないんです。だから、競合しちゃって、結局 1個壊れたらそれ

も壊れてしまうということになると、幾つの手段が確保されているのかというのがわかり

づらいので、ここでの説明はいいんですけども、それがわかるように、どこがネックにな

って、何回線用意されていて、どれだけ手段があるのかというのがわかるような形で表記

していただけないでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  機構の酒井です。  

了解いたしました。  

○大村チーム長代理 ほかいかがでしょうか。 

○黒村チーム長補佐 規制庁の黒村です。  

7ページの現地対策本部というのは、これは JMTR、常陽、 HTTR、三つに共通の対策本部

という形になるんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  機構、酒井です。  

今の御質問ですが、こちらの現地対策本部というのは大洗研究開発センターで一つしか

ございませんで、各施設、いろんな施設で事故が発災したとき、全て共通の組織になりま

す。 

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 現場指揮所というのが、それぞれの施設ごとに、そのすぐ近くにあるということでしょ

うか。  

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  機構、酒井です。  

 そのとおりでございます。  
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○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 ちょっとその辺の位置関係とか、あとは先ほど通信連絡設備がどういう形になっている

かとか、台数何台かとか、その辺の詳細な情報をヒアリングの場で御説明いただけますで

しょうか。  

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  機構、酒井です。  

 今の御質問、要求ですが、現場指揮所の場所とかその辺のものですね。示せるように準

備させていただきます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 その中に先ほど質問にありましたけれども、現地対策本部と現場指揮所の役割分担とい

うか、先ほどの話だと、組織上は現地対策本部の中に現場指揮所というのが入ってくると

いうことだと思うんですけれども、実際の位置的というか、現地対策本部安全交流棟のと

ころではどういう作業をし、現場指揮所では実際の中央制御室とのやりとりがどういう形

になって現地対策本部につながるかとか、その辺を御説明をいただきたいなと思います。  

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  機構、酒井です。  

 ただいまの件、了解いたしました。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 今度は13ページの、これ今回新しく新規制基準で入ったものなんですけども、見学者等

を含めた人員の点呼の指示が行われるというのは、見学者等というのは必ず機構のどなた

かがアテンドされる形になってましたでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  見学者等といいましても、純然たる見学者

等もおりますし、一部作業等で入ってくるような方もおられますが、全て受入担当課室と

いうのは全部決まっておりますので、その時点で自分の課室で今日は誰がそういう外部の

者が入っているというものは全て書類として残っておりますので、それを含めて、外部か

ら入ってきた人間も含めての点呼という形になっております。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 多分、この点呼を行うというのは当然、人をどこかに集めるという形になるんですけれ

ども、それは一斉放送に頼って、どこに退避してくださいとか、そういう指示になるとい

うことなんでしょうか。  

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  機構、酒井です。  

 こちらの場合、事故の事象等によると思うんですが、まずは人員を把握するというとこ
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ろからまず始めます。その後、事故の状況等含めて、安全な避難場所、それとも建屋内に

退避しているのが一番いいのかどうなのか。そのような判断は現地対策本部に集まってく

るいろいろな情報と放射線量とかも含めますけど、そういうものを判断した上で、その後、

避難をどこにさせるとか、そういうものを手配していくという形になりますので、流れと

しては、まず人員を把握して、まずは屋内退避してもらうというところから始める。そこ

から情報によって、安全な場所への避難とか、そういう形に移っていくという形になると

思われます。  

○黒村チーム長補佐 規制庁、黒村です。  

 今、設置変更の審査なので、細かいところまでは必要ないと思うんですけれども、多分

これ、手順書をつくったりするという形になると思うんですけども、実際、この見学者へ

の対応というのは、もう少し具体的に御説明をいただきたいなと思っています。あとは当

然、多分、教育であるとか、訓練であるとか、そういったことも必要なんだろうと思うん

ですが、その辺についてもどういう形でやっていくお考えなのか、基本的なところを御説

明をお願いしたいと思います。  

○日本原子力研究開発機構（酒井課長代理）  持ち帰って検討させていただきます。  

○大村チーム長代理 ほかはいかがでしょうか。  

ちょっと細かい話ですけど、1点だけ質問ですが、5ページに事象の発生の連絡及び避難

指示等とあって、構内で一斉放送設備、それから HTTR施設では非常用放送設備というのが

ありますが、 7ページにはそういう名称がないので、これは内部の通信連絡と一斉放送み

たいな、これは別の扱いというふうに整理をしているということですか。 

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種です。  

 別の扱いにしてございます。  

○大村チーム長代理 そうしますと、送受話器、 HTTR施設の中にはページングとあるんで

すが、これは別に非常用の放送設備というのがあると、そういうことですね。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種です。  

 そのとおりです。 

○大村チーム長代理 わかりました。  

 あと、5ページ見ると非常用放送設備というのは、中央制御室に大もとがあって、ここ

からのように見えるんですけど、これは現場指揮所でなくてよろしいんですか。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種でございますけれども、
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まず、事象が何か発生した場合に、至急の避難指示等を行うのは中央制御室からになりま

すので、例えば原子炉がスクラムしたとか、そういうのを把握するのは中央制御室で把握

しまして、そこから緊急の避難指示とか、そういうのを行いますので、中央制御室に非常

用放送設備がございます。そういうふうになってございます。  

○大村チーム長代理 これは指揮所のほうからは何かそういう放送というのはできないと

いうことですか。  

○日本原子力研究開発機構（七種課長代理）  原子力機構、七種でございます。  

 指揮所からもできます。 

○大村チーム長代理 わかりました。  

 ほかいかがでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、資料3-4はこれで終了したいと思います。  

 これで一連の資料は、今日の説明は以上ということでよろしいですか。  

それでは、幾つかの資料について、かなりいろんな課題といいますか、お願い事項があ

りましたので、ヒアリング等を通じて、また必要に応じてこの審査会合で説明いただくと

いうことにしたいと思います。  

それでは、本件についてはこれで終了したいと思います。御苦労さまでした。  

本日の議題は以上でありますけども、次回の審査会合につきましては、ヒアリング等の

状況を踏まえて設定をさせていただくということで、日程が決まりましたら別途お知らせ

をするということにさせていただきたいと思います。  

それでは以上をもちまして本日の審査会合を終了いたします。御苦労さまでした。  
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原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 第243回 

核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 第64回 

議事録 

 

１．日時 

 平成２７年６月２６日（金）１３：３０～１７：３０ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 石渡 明   原子力規制委員会 委員 

原子力規制庁 

 森田 深   安全規制管理官（地震・津波安全対策担当） 

 大浅田 薫  安全規制調整官 

 内藤 浩行  安全管理調査官 

 御田 俊一郎 安全管理調査官 

 岩田 順一  安全規制管理官（地震・津波安全対策担当）補佐 

 反町 幸之助 安全審査官 

 海田 孝明  安全審査官 

 田上 雅彦  安全審査官 

 佐藤 秀幸  安全審査官 

 野田 智輝  安全審査官 

 永井 悟   安全審査官 

 佐口 浩一郎 安全審査官 

 岩崎 拓弥  係員 

 呉 長江   主任技術研究調査官 

 小林 源裕  技術研究調査官 

 内田 淳一  技術研究調査官 
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 宮脇 昌弘  技術研究調査官 

日本原子力発電株式会社 

 星野 知彦  執行役員，開発計画室長 

 川里 健   開発計画室 副室長，建築グループマネージャー 

 大場 政章  開発計画室 建築グループ 

 生玉 真也  開発計画室 建築グループ 

 田中 英朗  開発計画室 建築グループ 

 佐々木 哲朗 開発計画室 建築グループ 

 山口 真吾  開発計画室 建築グループ 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 坂川 嘉信  建設部 次長 

 山﨑 敏彦  建設部 耐震対応整備室 室長 

 瀬下 和芳  建設部 耐震対応整備室 主査 

 桐田 史生  建設部 耐震対応整備室 

 瓜生  満  建設部 嘱託 

東京電力株式会社 

 川村 慎一  原子力設備管理部長 

 谷 智之   原子力設備管理部 土木調査担当部長 

 金戸 俊道  原子力設備管理部 土木調査グループ マネージャー 

 大島 貴充  原子力設備管理部 土木調査グループ チームリーダー 

 新井 慶将  原子力設備管理部 土木調査グループ チームリーダー 

 内藤 暁   原子力設備管理部 土木調査グループ 

 金子 聡志  原子力設備管理部 土木調査グループ 

 水谷 浩之  原子力設備管理部 地震グループ マネージャー 

 

（第２４３回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合） 

４．議題 

 （１）地震について 

 （２）その他 
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５．配付資料  

 資料１―１ 東海第二発電所 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動について（概

要） 

 資料１―２ 東海第二発電所 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうちプレー

ト間地震について 

 資料２―１ 柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉 追加地質調査結果（敷地近傍）

に関するコメント回答 

 資料２―２ 柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉 敷地内の断層に関するコメント

回答 

 

（第６４回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合） 

４．議題 

 （１）日本原子力研究開発機構（ＪＲＲ－３、ＨＴＴＲ）の地震等に対する新規制基準

への適合性について 

 （２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１―１ 原子力科学研究所（ＪＲＲ－３） 敷地ごとに電源を特定して策定する地

震動について（概要） 

 資料１―２ 大洗開発センター（ＨＴＴＲ）  敷地ごとに電源を特定して策定する地

震動について（概要） 

 資料１―３ 原子力科学研究所（ＪＲＲ－３） 敷地ごとに電源を特定して策定する地

震動のうちプレート間地震について 

 資料１―２ 大洗開発センター（ＨＴＴＲ）  敷地ごとに電源を特定して策定する地

震動のうちプレート間地震について 

 

６．議事録 

○石渡委員 定刻になりましたので、ただいまから、原子力発電所の新規制基準適合性に

係る審査会合、第243回会合及び核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合、第64

回会合を合同で開催します。 
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 本日は、事業者から地震動評価及び地質・地質構造について説明していただく予定です

ので、担当である私、石渡が出席しております。 

 では、本日の会合の進め方等について、事務局から説明をお願いいたします。 

○森田管理官 管理官の森田でございます。 

 本日の会合の進め方と資料ですけれども、本日配付しております資料は、日本原子力発

電株式会社と、それから日本原子力研究開発機構からの提出の資料を用意してございます。 

 日本原子力発電株式会社の説明は、東海第二発電所に関して、敷地ごとに震源を特定し

て策定する地震動の概要の資料が一つと、それから同じく敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動のプレート間地震に関する説明資料を用意してあります。さらに、日本原子力

研究開発機構からは、JRR-3とHTTRについて、同じく敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動の概要、それから敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のプレート間地震の資

料が、それぞれJRR-3とHTTR、それぞれ一つずつの資料となってございます。したがいま

して、本日は、原子力発電の資料として、日本原子力発電株式会社から資料1-1と1-2です

ね、それから核燃料施設等の会合の資料として1-1から1-4までというのが、前半の説明で

は6点の資料を用意してございます。 

 後半は、東京電力株式会社の柏崎刈羽原子力発電所の6・7号機に関しまして、追加地質

調査結果（敷地近傍）の資料が1点と、それから敷地内の断層に関する資料が1点ございま

す。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 よろしければこのように進めたいと思います。 

 では議事に入ります。日本原子力発電から、東海第二発電所、日本原子力研究開発機構

から、原子力科学研究所(JRR-3)及び大洗研究開発センター(HTTR)それぞれについて、敷

地ごとに震源を特定して策定する地震動の概要及びプレート間地震の地震動評価について、

順に御説明をお願いいたします。 

○日本原子力発電（星野） それでは、まず日本原子力発電株式会社東海第二発電所の敷

地ごとに震源を特定して策定する地震動についての概要について、まず御説明させていた

だきたいと思います。 

○日本原子力発電（生玉） 日本原子力発電の生玉です。 

 それでは、概要ということで御説明を始めます。 

 目次としてはこのような構成で御説明いたします。 
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 まず、全体のフローですけれども、検討用地震としましては、まずプレート間地震とし

ては東北地方太平洋沖地震、それからプレート内地震としては、中央防災会議による茨城

県南部の地震、それから内陸地殻内地震としては、F1断層、北方陸域断層の連動による地

震、これらを検討用地震と選定しまして、地震動評価を行い、基準地震動Ssとしては、ま

ず応答スペクトルに基づく手法によるSsとして、Ss-Dを策定いたしました。断層モデルに

よる評価としては、Ss-Dを一部周期帯で超えたものをSs-1、それからSs-2として、これら

を断層モデルによるSsとしています。 

 まず、プレートテクトニクスですけれども、これはこの後のプレート間の資料でも御説

明しますが、東海あるいは関東平野直下は、三つのプレートが入りくんでいるということ

で、このような資料で、プレート間のほうで別途詳しく御説明したいと思います。 

 地震発生状況、敷地周辺の地震発生状況ですけれども、これは期間に分けて、左側は

2011年の2月まで、それから2011年の3月以降ということで、東北地方太平洋沖地震の前後

で発生状況が変わっているということで、このように分けて表示しています。 

 これは深さ方向、断面敷地の直下のところを断面でとったもので、これは南北方向にと

ったものでございます。 

 検討用地震の選定ですけれども、まずプレート間地震としましては、敷地中の過去の地

震ですとか、あと近年の地震、あるいは地震本部ですとか中央防災会議によるものを評価

してございます。基本的にNoda et al.の手法を用いていますけれども、東北地方太平洋

沖地震につきましては、敷地で得られている記録がありますので、それの解放基盤に基づ

いて評価しています。 

 結果として、右側のスペクトル図にありますように、青い線で書いてございますが、こ

れは東北地方太平洋沖地震の本震の解放基盤波ということで、これが一番影響が大きいと

いうことで、これを検討用地震に選定しています。 

 次はプレート内地震で、これは中央防災会議による茨城県南部の地震、マグニチュード

でいくと7.3ですけれども、これが、右のスペクトル図では緑の線になりますが、これが

一番影響が大きいということで、プレート内の検討用地震に選んでございます。 

 次、活断層の内陸地殻内地震ですけれども、これは敷地周辺の地質調査の結果に基づき

まして、この図でいきますと⑤番のF1断層、それから北方陸域の断層による連動数、これ

が一番影響が大きいということで、スペクトルの右側の図でいきますと赤の線になります

が、これを検討用地震に選定してございます。 
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 それらの検討用地震の大小関係を重ね描くとこのようなことで、東北地方太平洋沖地震

と活断層の地震が影響が大きいという結果になってございます。 

 以降、具体的に、まずプレート間地震の地震ですけれども、これは震源モデルとしては

諸井ほかに基づいて評価を進めてきました。これにつきましても、後段のプレート間のほ

うで詳細は御説明いたしますので、ここでは駆け足ですけれども、ある程度かいつまんで

御説明したいと思います。 

 不確かさとしまして、ここに書いてありますのように、アスペリティ位置の不確かさ、

それから短周期レベルの不確かさを考慮してございます。 

 評価手法としましては、まず、ほかの検討用地震と違いますのは、応答スペクトルに基

づく手法につきましては、距離減衰式にはよらず、敷地で得られている解放基盤そのもの

を用いてございます。断層モデルにつきましては、経験的グリーン関数法で評価をしてお

ります。 

 これは、21ページは解放基盤による評価結果になります。これは断層モデルを用いた、

経験的グリーン関数を用いた要素地震の書面でございます。 

 これは要素地震の波形図でございます。 

 これは断層モデルの評価結果ですけれども、このような形で、それぞれ凡例にあります

ように、このような評価結果になってございます。 

 これは時刻歴波形で、次、プレート内地震につきましては、中央防災会議による設定、

断層面としては一番右端にありますモデル図を設定いたします。ちょうど霞ヶ浦直下ぐら

いに持ってきまして、評価を進めてございます。 

 これも不確かさとしてはアスペリティ位置の不確かさと断層傾斜角の不確かさ、これは

論点整理を踏まえた、新たに追加したものですけれども、このような検討を行ってまいり

ます。 

 応答スペクトルに基づく手法は、これはNoda et al.の手法に基づいてございます。そ

れから断層モデルは、経験的グリーン関数法による評価を進めてまいります。 

 これは応答スペクトルに基づく手法の評価結果。 

 それから次のページは、要素地震に用いている地震の位置関係と震源メカニズムを書い

てございます。 

 33ページにはそれを用いた観測記録の波形、それから応答スペクトル、34ページは断層

モデルによる評価結果を書いてございます。 
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 これは時刻歴波形ですが、次は内陸地殻内の地震、これは設定した断層モデルでこのよ

うなモデルを設定いたしまして評価を行ってございます。 

 考慮した不確かさは、短周期レベルの不確かさ、これは1.5倍を考慮してございます。 

 次、評価手法は、Noda et al.の方法と、それから断層モデルにつきましては経験的グ

リーン関数法で評価を進めてございます。 

 これは応答スペクトルに基づく手法の評価結果。 

 それからこれは要素地震の想定する断層面の位置関係と、それからメカニズム解です。 

 それから要素地震の時刻歴波形を示し、それと応答スペクトルです。 

 これが断層モデルを用いた手法の評価結果になります。 

 最終的に、まず応答スペクトルに基づく手法によるSsということで、全て包絡、カバー

する形でSs-Dを設定、これは黒の線になりますけれども、これを設定してございます。特

に影響が大きいのは東北地方太平洋沖地震の解放基盤、それから活断、F1、北方陸域の連

動になります。 

 同じくこれは加速度軸で示したものになります。 

 それからこれは断層モデルのSsですけれども、先ほどのSs-Dを一部周期帯で超えるケー

スがありますが、それらをまずSs-1として活断層による地震、それからSs-2として東北地

方太平洋沖地震の、断層モデルのSsとしては合計2波を選定してございます。 

 これは加速度軸で示したもので、これはまとめになりますけれども、このような形でSs

を設定してございます。 

 以上、駆け足になりますけれども、原電の概要ということで、御説明は以上でございま

す。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） 続きまして、原子力機構の桐田のほうから、原子力

科学研究所、JRR-3における敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の概要について、

御説明したいと思います。 

 基本的に評価の内容については原電東海と共通する部分が多々ありますので、異なる部

分を中心に御説明したいと思います。 

 評価フローですが、敷地周辺の地震発生状況を踏まえまして、検討用地震の選定につい

ては原電東海と同様となっております。それぞれ地震発生様式ごとに地震動評価を行って

Ssを策定しております。 

 敷地周辺の地震発生状況については、原電東海と同様ですので割愛させていただきます。 
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 検討用地震の選定についても、原電東海と同様ですので割愛させていただきたいと思い

ます。 

 14ページからがプレート間の地震動評価ということ、東北地方太平洋沖地震の本震です

が、東北地方太平洋沖地震に関する検討や、基本震源モデルの設定、あと不確かさを考慮

するパラメータの選定に関しましては、原電東海と同様となっております。 

 地震動評価手法ですが、こちらについても原電東海さんと同様となっておりますが、断

層モデルを用いた手法の地震動評価に関しましては、震源からの距離や地震動特性が同等

と判断される施設の評価点というところで実施しております。詳しくはこの後のプレート

間地震で御説明します。 

 応答スペクトル手法の地震動評価結果ということで、敷地で観測された解放基盤となっ

ております。 

 要素地震はこのように設定しておりまして、断層モデルを用いた手法による地震動評価

結果はこちらのとおりとなっております。 

 こちらは時刻歴波形となっております。 

 続いて、海洋プレート内地震について、茨城県南部ですが、こちらについても基本震源

モデルの設定や不確かさを考慮するパラメータについては原電東海と同様となっておりま

す。 

 地震動評価手法ですが、応答スペクトル手法に関しましてはNoda et al.の手法に補正

係数を考慮して評価しております。 

 断層モデルについては、こちらについては敷地で震源近傍で発生した適切な地震観測記

録が得られていないことから、統計的グリーン関数法と波数積分法を用いたハイブリッド

合成法で地震動を評価しております。 

 こちらは応答スペクトル手法の評価結果、断層モデルを用いた手法による地震動評価結

果となっております。 

 続いて、内陸地殻内地震のF1断層、北方陸域の断層の連動による地震についてですが、

基本震源モデルの設定、不確かさを考慮するパラメータについては原電東海と同様となっ

ております。 

 地震動評価手法についても、Noda et al.の方法と、経験的グリーン関数法による地震

動評価を用いております。 

 こちら、応答スペクトル法による地震動評価結果、こちらは断層モデルを用いた手法に
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よる地震動評価結果となっております。 

 以上の評価結果を踏まえまして、敷地ごとに震源を特定し作成する地震動による基準地

震動Ssですが、応答スペクトルによるSsについては、各検討用地震の地震動評価結果を包

絡するようにSs-Dを設定しております。断層モデルによるSsに関しましては、Ss-Dを超過

する地震動評価結果をSs-1とSs-2、二つの基準地震動を選定しております。 

 以上をまとめますと以下のようになります。 

 続きまして、大洗研究開発センターのほうに説明を移りたいと思います。 

 大洗研究開発センター(HTTR)の、同じく敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の概

要について、御説明します。 

 こちらについても東海原電、また原科研と共通する部分が多々ありますので、違うとこ

ろを中心に御説明したいと思います。 

 評価フローですが、こちらについて、敷地周辺の地震発生状況を踏まえまして、検討用

地震の選定のうち、プレート間地震と海洋プレート内地震、こちらについては東海地区と

同じものを選定しておりますが、内陸地殻内地震、これについては、敷地の近くにありま

すF3断層－F4断層を検討用地震として選定しているというところが一部違っております。 

 敷地周辺の地震発生状況については、原電東海、原科研と共通ですので、割愛させてい

ただきます。 

 検討用地震の選定のうち、プレート間地震と海洋プレート内地震につきましては、原電

東海、原科研と同様ですので割愛させていただきまして、内陸地殻内地震に関しましては、

断層による地震の規模、あと敷地との位置関係を踏まえまして、F3－F4断層の地震動を検

討用地震として選定しております。 

 14ページからがプレート間地震の地震動評価ということで、2011年、東北地方太平洋沖

地震の本震ですが、この地震に関する検討や基本震源モデルの設定、不確かさを考慮する

パラメータの選定、あと地震動評価手法については原電東海と同様となっております。 

 応答スペクトル手法による地震動評価については、敷地で観測された記録による解放基

盤波を用いております。 

 要素地震についてはこのようになっております。 

 断層モデルを用いた手法による地震動評価結果ということで、このようになっておりま

す。 

 海洋プレート内地震の地震の評価結果、茨城県南部の地震ですが、基本震源モデルの設
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定、不確かさを考慮するパラメータの選定については、原電東海、原科研と同様となって

おります。 

 地震動評価手法については原科研と同様となっておりまして、Nodaの手法と、あと統計

的グリーン関数法、あと波数積分法を用いたハイブリッド合成法で地震動を評価しており

ます。 

 こちら、応答スペクトル手法による地震動評価結果。 

 断層モデルを用いた手法による地震動評価結果となっております。 

 内陸地殻内地震の評価ですが、F3－F4断層による地震ということで、地質調査結果を踏

まえまして、断層モデルはこのように設定して地震動を評価しております。 

 不確かさの考慮としましては、アスペリティの位置、断層傾斜角、あと短周期レベル、

この不確かさを考慮しております。 

 地震動評価手法としては、応答スペクトル手法がNodaの手法、断層モデルのほうが、統

計的グリーン関数法と波数積分法を用いたハイブリッド合成法で評価しております。 

 こちらは応答スペクトル手法の評価結果。 

 こちらは断層モデルの評価結果となっております。 

 以上を踏まえまして、敷地ごとに震源を特定する策定する地震動による基準地震動Ssで

すが、応答スペクトルによるSsに関しましては、各検討用地震の評価結果を包絡するSs-D

を設定しております。 

 断層モデルにつきましては、設定したSs-Dが断層モデルの結果を上回っていることを確

認しておりますので、このSs-Dに代表させております。 

 以上、まとめますとこのようになります。 

 以上が、大洗研究開発センターの概要となっております。 

○日本原子力発電（生玉） それでは引き続きまして、原電東海のプレート間地震につき

まして、説明のほうに入りたいと思います。 

 構成としまして、このような流れで順に御説明していきたいと思います 

 まず評価フローですけれども、検討用地震の選定は東北地方太平洋沖地震で評価を進め

ているということで、先ほどの繰り返しですけれども、このような流れです。 

 まず次が、2章で、世界の巨大プレート間地震ということで、まず、検討を進めました

のは、これは世界のプレート間地震で、これは先行の審査の中でも既にこの資料は説明さ

れていますけれども、世界で起きた巨大プレート間地震の規模と、それから発生間隔につ
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いて整理したものということで、このような文献を紹介しています。 

 次、これも同じく既に説明されていますけれども、カップリングの関係と巨大プレート

間地震の関係について述べられたもの、地震予知連絡会の資料でございますが、これもこ

のようなカップリング係数が中程度以上の地域で巨大地震が発生しているということを整

理されています。 

 次、これはLay et al.(2012)ということで、巨大地震になると、津波の原因になるよう

な大すべり領域と、それから強震動を出す強震動生成域が異なる場所で現われるというこ

とを整理したもので、スマトラ地震、それからチリ地震、それから東北地方太平洋沖地震

の巨大地震について整理しております。青でハッチングしたところが、すべりはそれほど

大きくはないんですけれども強震動を出す領域、それから黄色のところはすべりが大きい

けれども強震動はあまり出さない領域ということで、巨大地震になるとこのように滑りの

大きいところが必ずしも強震動を出すということではなくて、むしろそれらが個別に現わ

れるということが文献で整理されてございます。 

 まとめですけれども、先ほどのLay et al.の文献は、地震動評価を進める上で重要な知

見と考えられますので、こういったものを念頭に評価のほうを進めるというのと、一番最

後のポツですね、特に東海は東北地方太平洋沖地震の影響が大きかったので、これにつき

ましては3章でさらに検討の内容を御説明したいと思います。 

 検討内容としましては、東北地方太平洋沖地震の深度分布、余震分布、それから震源モ

デルに関する知見の整理、それから敷地で記録が得られていますので、いろいろな提案さ

れている震源モデルで観測記録のシミュレーションを行ってございます。 

 まず震度分布は、もう既によく知られていますけれども、宮城から茨城沖まで幅広く震

度が分布しているという状況です。 

 余震分布も、いろいろなタイプの余震が広範囲に発生しているということでございます。 

 まず震源モデルに関する知見ですけれども、これは着目する点によっていろんなモデル

がありますが、まずこれは強震動生成域がどこかというところで、どちらかというと短周

期側に着眼を置いて、強震動生成域を推定したものですが、釜江先生、それから入倉先生、

浅野先生のモデルをここで御説明しています。共通としましては、内陸側に近いほうに強

震動生成域があると。それも茨城、それから宮城沖まで含めて、南北方向に幅広く分布し

ているというところが共通なところかと思います。 

 これはもう一つ、大すべり領域ですね。長周期の観点から震源を推定すると、これは海
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溝軸沿いに大すべり領域が、これも宮城沖で特にそういうところが多いというところが、

いろんな知見で、文献、これは中央防災会議からの抜粋ですけれども、こういう知見とし

て整理されてございます。 

 これは先ほどの強震動生成域と大すべり領域を重ね合わせたものですけれども、海溝軸

沿いに大すべり領域があって、それとはさらに異なる、内陸側のほうに入ったところで強

震動生成域が存在しているということが、中央防災会議でも整理されてございます。 

 それで、強震記録をシミュレーションしたわけですけれども、当然強震動なので、強震

動を評価する観点で釜江先生のモデル、あるいは入倉先生のモデルで進めてございます。 

 これは釜江先生の震源モデルで、この諸元を使って評価をしています。 

 ここで先生が使われていた要素地震が、東海でも同じくとれていますので、同じものを

使って評価してございます。 

 これは釜江先生の震源モデルになります。 

 次、18ページはシミュレーション結果ですけれども、まず上段はKiK-netの震源予測、

これは釜江先生の文献から抜粋してきたもので、KiK-netの十王の地点でシミュレーショ

ン、赤が解析で黒線が観測記録と。下半分は、これは今度東海で我々がシミュレーション

した結果ですけれども、同じく黒が観測で青がシミュレーションということで、同じ観測

記録を良く再現しているというのがわかります。 

 これは同じく時刻歴波形で比較したもの、加速度・速度・変位、それぞれについてお示

ししてございます。 

 これはシミュレーション結果、釜江先生のモデルはアスペリティが全部で5個あります

が、それぞれのアスペリティごとに評価をして、全体の波形に占める割合がそれぞれの強

震動生成域ごとにどの程度あるかというのを調べたものですけれども、東海サイトによっ

て一番近いのは、この凡例でいきますとアスペリティ5番になりますが、どの成分も、短

周期側はもうほとんどこのアスペリティ5番の影響で決まっているというところが、シミ

ュレーションの結果、わかりました。 

 同じように、今度は入倉先生のモデルを使って同様の検討を進めてございます。 

 22ページはシミュレーション結果で、上段はKiK-netの地点ですけれども、これはこち

らのほうで再現解析をしたものでございます。この程度の合い具合ということでございま

すが、下半分は東海第二発電所のところで計算したものです。いずれも黒線が観測記録で

青線がシミュレーション結果でございます、この程度の再現結果になっているという状況
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でございます。 

 これは先ほど釜江先生のときと同じように時刻歴波形で示したものでございます。 

 これもそれぞれの、入倉先生の場合もSMGAとしては全部で5個想定していますが、それ

ぞれのSMGAでどれが一番東海第二発電所できくかというところを見たものでございますが、

全体の波形で見たものが黒の点線ですけれども、それに対して一番それぞれのSMGAごとに

見ると、SMGA5番ですね、これは東海サイトにとって一番近い強震動生成域ですが、その

影響が短周期ではほとんどこれに決まっているという状況でございます。 

 まとめますと、まず最初の四角のポツですけれども、地震の、東北地方発生状況として

は、先ほど申し上げたとおり、このようなことで書いてございます。 

 それから下半分のシミュレーションの結果としましては、どのモデルでも記録をある程

度再現できているということと、一番最後のポツですけれども、敷地における地震動、特

に重要な短周期成分というのは敷地に近い強震動生成域で、その影響が支配的だというこ

とがわかりました。 

 続いて4章、26ページが、敷地周辺の地震発生状況ということで、これはまずプレート

テクトニクスですけれども、関東直下あるいはその周辺は、まず北米プレートが陸のプレ

ートとしてございまして、その下にフィリピン海プレートが潜り込んでいて、さらに東の

ほうから太平洋プレートが潜り込むというテクトニクス的な環境になってございますが、

こ れ も も う 少 し 実 際 の ス ケ ー ル に 近 い も の で お 示 し し た も の が 、 こ れ は Uchida et 

al.(2010)の文献ですけれども、まず左の図で、NAと書いてあるのが北米プレートで、そ

の下のPHSと書いてあるのがフィリピン海プレート、ちょっと赤くハッチングしてある領

域ですけれども、それがこのような形で潜り込んでいて、さらにPACというオレンジ色の

ものが東からこのような形で潜り込んでいるということで、三つのプレートがこのような

形で接しているという状況でございます。 

 敷地の発生状況ですけれども、これも概要で御説明しましたとおり、東北地方太平洋沖

地震の3月前後で分けてございます。 

 右側のほうで、内陸地殻内が3.11以降、浜通りの辺りで起きているというところです。 

 これは、先ほどは地表から30kmの深さですけれども、これは30～60kmの深さで見たもの。

これは60～90kmで見たものでございます。 

 これは今度深さ、断面でとって鉛直方向の震源分布を見て、潜り込む様子がこのような

形で分かれるという状況で、断面の場所を変えて、ここは東海サイトを含む領域、それか
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らもう少し南側の領域、いずれも東西方向で見たものです。 

 ここの辺りになると、フィリピン海の地震の状況も観測されるという状況でございます。 

 今度は南北でとってみるとこのような形で見られるという状況でございます。 

 これももう少し南側でとったものでございます。 

 これも南北方向でさらに内陸側でとったものでございます。 

 過去の被害地震の状況としましては、震度5程度以上あった地震としましては、この赤

で色つきしたものが敷地周辺で震度5弱程度以上のものでございます。 

 次、5章からプレート間地震の検討用地震の選定に移りますが、先ほど、過去の被害地

震がございましたが、これを発生様式ごとに分類すると、赤で示したものがプレート間地

震、それから青で示したものがプレート内地震ということで、この赤で評価したものをプ

レート間としての対象地震としています。結果的に内陸地殻内ではそういった地震は観測

されてございません。 

 過去の被害地震は当然考慮に入れますけれども、それ以外に、各機関のいろいろ想定し

ている震源で評価に取り入れているものを42ページで紹介しています。これは中央防災会

議の想定で、茨城県南部で、プレート間としてもM7.3を想定していますので、これも評価

に取り入れてございます。 

 あと右側にUchida(2010)を載せていますけれども、フィリピン海プレートの上面は、最

近の知見ですと大分浅くなっているという知見がございましたけれども、今回、茨城県南

部で想定している霞ヶ浦付近辺りですと、この辺りですと、あまりどの知見でも深さはあ

まり大きくなっていません。東京湾直下ですと、新しい知見ですと大分浅くなってござい

ますが、霞ヶ浦付近ではあまりそのようなことはないということで、一応確認はしてござ

います。 

 あと、地震本部で茨城県沖の地震としてM7.6を想定しています。これも評価に取り入れ

てございます。 

 次に、応答スペクトルに基づく手法をするに当たって、敷地の地震計の記録を使って、

補正係数を求めてございます。それでこの44ページは、敷地の設置してある地震計の位置

関係をお示ししたものですが、記録に当たっては解放基盤付近は赤で色を塗りましたけど、

-372mのところの位置を地震計の記録を使って、ここでのはぎとり波を用いまして残差を

求めてございます。 

 これは補正係数の算定に当たって用いた地震の震央分布図です。右側でポツで書いてあ
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りますが、ここに書いてあるものは基本的にNoda et al.とほぼ同様の適用条件、合致す

るものを選んできて、それに対して敷地の観測記録を、これは解放基盤波にしたものです

けれども、これを対スペクトル比で割り算したもの、それを応答スペクトル比という形で、

これを補正係数として用いてございます。 

 これはプレート間地震の結果ですけれども、コンターで書いてありますのは、特に短周

期側で、特に耐専スペクトルに対して比率の大きかったものですね。暖色系になればなる

ほど耐専スペクトルそのものよりも観測記録のほうが大きいということで、これはそうい

った整理をしてみますと、この左側の分布図である鹿島灘付近で発生した地震につきまし

ては、短周期側の励起が大きいということで、右側の図で見ますと、短周期側で約4倍程

度ありますので、補正係数としては短周期側で4倍、長周期側で1.4倍の補正係数、これは

この鹿島灘付近で発生した地震についてはこのような係数を用いるということで評価を進

めました。 

 これは今度鹿島灘付近以外で発生した地震以外の地震を見ますと、これは大体概ね1倍

程度ですので、鹿島灘以外で発生する地震につきましては、特に補正は行わずに、Noda 

et al.の結果をそのまま用いるということであります。 

 48ページ以降は、今回残差の検討に用いた地震の緒言と発生様式などを、ページでいき

ますと52ページまでですね、リストとしてつけてございます。 

 以上の補正係数を用いまして、それぞれの地震を評価を進めた結果がこの53ページにお

示ししてございます。一覧表の中に、補正係数の中に考慮と書いてあるのは、先ほど御説

明しました短周期側で4倍程度大きいという補正係数を考慮して評価したものでございま

す。 

 あと、概要のところでも御説明して、その繰り返しになりますけれども、東北地方太平

洋沖地震と、それからその本震につきましては、敷地で記録そのものが得られていますの

で、それの解放基盤波を求めて、それを評価結果としておりますが、結果として東北地方

太平洋沖地震の本震が一番敷地にとって影響が大きいということで、これを検討用地震に

選定いたしました。 

 54ページからが、プレート間地震の地震動評価ということで、具体的に評価の内容を進

めていきますが、55ページにあるような、このような流れで説明のほうを進めていきたい

と思います。 

 まず56ページは、今回用いた諸井ほかについての御説明になります。これは東北地方太
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平洋沖地震と同規模の、Mw9の震源を想定してございますが、地震発生前の先験的な情報

に基づいた場合に、どの程度3.11の記録を再現できるかという観点で評価をしたもので、

それで発電所の記録の再現性を実施してございます。震源モデルとしては、このような左

側に書いてありますようなモデルになります。 

 これは諸井ほかに書いてあります東海第二発電所の記録の再現性は、これははぎとり波

ですけれども、破線が観測記録とはぎとり波、それから実線がシミュレーション結果にな

ります。大体この程度の再現性が、概ね再現できているという状況で考えてございます。 

 その上で、基本震源モデルをどうするかというところですが、まず四角の最初のポツで、

2章の世界の巨大地震の御説明の中で、巨大地震の特徴の一つとしては、すべりの大きな

領域と強震動を放出する領域は異なるということで、どれに基づくかによって震源モデル

がいろいろなモデルがありますけれども、今回は、もちろん地震動評価を行うという目的

からすると、その強震動を再現する観点で検討された知見に基づくのが適当だろうという

ふうに考えてございます。 

 先ほどの諸井ほかにつきましては、地震動の記録、特に発電所の記録を再現できてござ

いますので、諸井ほかが有用だろうということで、これを基本震源モデルの設定に用いて

ございます。 

 設定のフローですが、このような流れで設定していますが、赤のハッチングしたところ

は与条件として与えたもので、まずMw9からスタートしまして、そこからまず断層面積を

求めて、それから地震モーメントを求めます。それからアスペリティ総面積、これは後ほ

ど御説明しますが、面積比に関してパラスタを行って、最も記録に説明するものとして

0.125を設定します。アスペリティ面積は、それぞれ等面積で、それぞれの沖合に5個配置

するということで、これを決めて、残りのパラメータはレシピに基づいて説明するという

流れでございます。 

 具体的に断層面がこのようになりますが、断層面の形状としては、先ほど繰り返したよ

うにこのようなもので設定しています。 

 アスペリティの位置は、基本的に過去に発生した地震の震源域への対応を考えて、この

ような配置で考えてございます。 

 東海につきましては、歴史的にもこの鹿島灘の辺りで規模のM7クラスの地震が起きてい

ますので、そこにサイトに近いところでその観点では配置してございます。 

 破壊開始点は、東北地方太平洋沖地震の震源位置に設定してございます。 
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 主要なパラメータですけれども、特に先ほど申し上げましたアスペリティ面積比につき

ましては、右側のほうに図がありますが、これは横軸に地震モーメントで、縦軸に短周期

レベルを書いたものでございます。それで、凡例にありますように、宮城沖、福島沖、茨

城沖で起きたプレート間地震の地震モーメント、短周期レベルをプロットすると、このよ

うな結果になっています。 

 それにつきまして、アスペリティ面積比について、ここの凡例にありますように4ケー

ス評価を行いまして、そうすると、アスペリティ面積比としては0.125のケースが、この

実際の宮城沖から茨城沖も含めて、概ね平均的な短周期レベルの励起特性を与えるという

ことで、この0.125を基本ケースに設定してございます。 

 これはパラメータの設定根拠を整理したもので、このような根拠としてまとめてござい

ます。 

 次に不確かさの考慮ですけれども、基本震源モデルとしては、今申し上げましたとおり

でございますが、まずアスペリティ位置の不確かさを、これを敷地に最も近いところに配

置した場合、それから、短周期レベルの確かさとして基本モデルの1.5倍を考慮した場合、

これを不確かさとして考慮してございます。 

 次のページから、具体的にその設定例を御説明しますが、一番右の図はアスペリティの

移動、基本係数の対比ということで、アスペリティ位置の移動というのは、一番敷地に近

いアスペリティを、そこを敷地の一番近いところに持ってくるということで、青が基本震

源モデルの配置ですけれども、赤が敷地最短距離になってくるということで、平面的に見

たものが一番左の図になりますが、断面で見るとこのような形でサイトサイドに持ってき

ているということでございます。東海震源距離にするとこれだけの、一番右の表の程度の

差があるということでございます。 

 次に、短周期レベルの不確かさですけれども、これは先ほどと同じように、横軸に地震

モーメントと、それから縦軸に短周期レベルの関係をプロットしたもので、この中で青で

書いたものが基本係数のSMGA単位で示した場合の短周期レベルと地震モーメントで、それ

と、青の三角が基本震源モデルのSMGA単位のA-M0関係です。それに対して短周期レベルの

1.5倍、不確かさ係数ですね、それが赤の三角と、A-M0関係で行くと赤の線になります。

そうしますと、大体概ね宮城県沖の短周期レベル、歴特性も、ほぼカバーできるというの

と、大体佐藤(2012)における短周期レベルのばらつきを見ると、大体標準偏差で1.5倍程

度あるということですが、そういうこともあわせて基本係数の1.5倍を不確かさとして見
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るということで、このように設定いたしました。 

 これがパラメータの、これがまず基本震源モデルの不確かさのパラメータの設定結果に

なります。 

 次、これが短周期レベルの不確かさを考慮した例になります。 

 モデルが決まったので次、地震動評価ということで、概要でも御説明しましたとおり、

応答スペクトルに基づく評価というのは、敷地における3.11の記録の解放基盤波を用いて

ございます。 

 この解放基盤波を用いるに当たっては、参考資料の1ということで、資料のほうを添付

してございます。これは3.11の波そのものを使って、それで地盤同定を行って、解放基盤

波を求めたものでございます。 

 断層モデルは経験的グリーン関数法でございます。 

 68ページが、まず評価結果、解放基盤波になりますけれども、その評価結果ということ

で、68ページに示してございます。 

 次、要素地震、断層モデルの評価に入りますが、経験的な関数法を使った要素地震です

が、震源が広いので、要素地震としては北部に配置するものと南部に配置するもの、二つ

使ってございます。メカニズム的にも想定する地震とほぼ同じものを用いてございます。 

 まずこれは北部に配置した要素地震の時刻歴波形と、それから解放基盤波をお示しして

ございます。 

 これは南部のほうに配置した要素地震の時刻歴波形と応答スペクトルになります。 

 ここは要素地震の見積もりですけれども、地震モーメントにF-netの値を使いまして、

応力降下量は、これは入倉・倉橋の文献でも、この地震を要素地震として断層の計算をさ

れています。その中で応力降下量がこのような形で示されていましたので、それを評価に

そのまま使っています。ただ、使うに当たっては当社のほうも敷地周辺のKiK-netの記録

を使って同じように見積もりするとほぼ同じような値になりますので、そういったものを

確認した上でこの地震を使ってございます。 

 これが基本震源モデルの評価結果ですが、まず、観測記録の解放基盤波との比較でいく

とどうかということで、それが73ページにお示ししてございますが、黒線が観測記録の解

放基盤波になります。それに対して、断層モデルに用いた手法が青線で、この結果になっ

てございますが、先ほどの諸井ほかで出てきたSGFでやったときに比べると、より記録と

再現性がより向上しているということを確認してございます。 
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 これにつきましては、参考2ということでさらに添付してございます。 

 これは評価結果になりますが、まず断層モデルの基本震源モデルの場合と、アスペリテ

ィ位置の不確かさ、それから短周期レベルの不確かさを考慮ということで、このような結

果になっています。 

 同じく、これは評価結果の時刻歴波形ですね。NS、EW、UDの時刻歴波形と、それからそ

れをアイソクロンで表現したもの、これは基本震源モデルに対しての結果ということで、

75ページにお示ししてございます。 

 同じく76ページにはアスペリティ位置の不確かさを考慮したもの、それから77ページに

は短周期レベルの不確かさを考慮したものを同様の形式で表示してございます。 

 ここからが最終的に基準地震動Ssの設定ということで、内陸地殻内と、それから海洋プ

レート内につきましては、またこれは詳細につきましては後日御説明することになると思

いますが、結果だけ重ね書きますとこのような形になっています。 

 先ほどのプレート間である東北地方太平洋沖地震の解放基盤波は青で示してございます。

それと、内陸地殻内の赤の評価結果、それから海洋プレート内の茨城県南部地震を、これ

を全て包絡する形で、Ss-Dということでスペクトルを設定してございます。 

 これは同じく、これを加速度軸で見たところでございますが、Ss-Dに特に効くのは、や

はり東北地方太平洋沖地震、それから活断層の評価結果という、こういう度合いになって

ございます。 

 これは今度は断層モデルを用いた手法による評価ということで、Ss-Dを黒の実線太線で

書いてありますが、裏に細い灰色の線で書いてございます。これは不確かさの全係数、こ

れは内陸地殻内とそれから海洋プレート内の地震の評価結果もあわせて全部重ね書きして

いますが、そことSs-Dを比べると、一部周期帯で超えるものについて、断層モデルによる

Ssとしています。具体的にはSs-1として、これは活断層のほうのF1断層と北方陸域の連動

で、これは短周期レベルの不確かさを見た係数になります。Ss-2としまして、これは青線

になりますが、これは今回御説明しましたプレート間地震の東北地方太平洋沖地震の、こ

れも短周期レベルの不確かさを考慮したもの、これがSs-2として設定してございます。 

 同じくこれは82ページは、同じく加速度軸で見たものでございます。 

 83ページにそれぞれのSs-Dと、それから断層モデルを用いた手法によるSsの時刻歴波形

を、このような形で示してございます。 

 あと参考文献ですが、あと添付しました参考資料は、ここに書きましたとおり、先ほど
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の参考資料の1は東北地方太平洋沖地震のはぎとり、それから2ポツは東北地方太平洋沖地

震の断層モデルを用いた手法で評価した場合の評価結果と解放基盤波の比較について、こ

れは参考資料として添付してございます。 

 東海の説明としましては以上でございます。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） では、引き続きまして原子力機構の桐田のほうから、

原子力科学研究所JRR-3のプレート間地震の評価について御説明したいと思います。 

 先ほどの概要と同様に、原電東海と多々評価の内容、共通するところがありますので、

そういったところについては割愛させて、異なる部分を中心に御説明したいと思います。 

 まず評価フローですが、敷地周辺の地震発生状況を踏まえまして、検討用地震として

2011年東北地方太平洋沖地震の本震を選定する。そして検討用地震の地震動評価をしてSs

につなげていくという流れにつきましては、原電東海と共通となっております。 

 2章の世界の巨大プレート間地震、3章の東北地方太平洋沖地震に関する諸検討、あと4

章の敷地周辺の地震発生状況につきましては、原電東海と共通となっておりますので、こ

ちらについては割愛させていただきたいと思います。 

 5章からがプレート間地震の検討用地震の選定となります。まず過去の被害地震の分類、

これに関しましても、原電東海さんと同様となっております。 

 また各機関の想定した震源による地震につきましても共通となっております。 

 43ページ目からは、応答スペクトルに基づく手法による地震動評価で用います補正係数

について説明しております。 

 その補正係数算出に当たりましては、原子力科学研究所、JRR-3の原子炉建屋近くで地

震観測を実施しておりまして、ここの解放基盤表面に位置しますG.L.-360mの地震記録を

用いて評価をしております。 

 補正係数算出に当たっての説明ですが、まず地震動評価に関しましてはNodaの手法、耐

専スペクトルを用いますので、この敷地において観測された記録から、解放基盤波を評価

いたしまして、それに対してNodaの耐専スペクトルの比率を評価しまして、あとは地震発

生様式ごとにそれらを整理して補正係数というものを設定しております。 

 得られました地震観測記録のうち、そのNodaの耐専スペクトルの適用範囲に合致する観

測記録を用いて評価をしております。 

 こちら、プレート間地震の地震動評価に用います補正係数ということで、まず鹿島灘付

近で発生した太平洋プレート間地震について、こちらについては短周期側でやや大きくな



21 

る傾向がありますので、こちらについて短周期側3倍で、長周期側1.5倍となる補正係数を

考慮しております。 

 こちらは、鹿島灘付近で発生した地震を除きます太平洋プレート間地震と。こちらにつ

いては長周期にかけて上がる傾向がありましたので、短周期で1倍、長周期で1.8倍という

補正係数を考慮しております。 

 こちらが補正係数算出に当たって検討しました地震の諸元となっております。 

 48ページ目が検討用地震の選定ということで、過去に発生しました被害地震、各機関の

想定した地震、それにつきまして、東北地方太平洋沖地震の本震と再度余震に関しまして

は、敷地観測記録を得られておりますので、解放基盤波を用いると。それ以外については、

先ほどの補正係数、震源において、震源の位置で想定される補正係数を考慮して地震動を

評価しております。 

 その結果が右側の図となっておりまして、東北地方太平洋沖地震による本震が一番影響

があるということで、これを検討用地震として選定しております。 

 6章からがプレート間地震の地震動評価となっております。 

 この地震動評価に当たっての東北地方太平洋沖地震の整理などに関しましては、原電東

海さんと同様となっております。また、基本震源モデルの設定や、不確かさを考慮するパ

ラメータにつきましても共通となっております。 

 62ページ目からが地震動評価手法となりますが、応答スペクトル手法を用いての地震動

評価については、距離減衰式による評価にはよらず、敷地で観測された地震の解放基盤波

を用いています。断層モデルを用いた手法による地震動評価に関しましては、経験的グリ

ーン関数法では評価を行っておりますが、こちらについては震源からの距離、地震動特性

が同等と判断される地震動の評価点で実施しております。これに関しまして、原科研と評

価点との関係を震源との関係、地盤構造、地震観測記録について整理したものを、次のペ

ージから御説明したいと思います。 

 まず震源に対する原科研と評価点との関係ですが、原科研に対して評価点は南に約

1.2kmの位置にあります。東北地方太平洋沖地震の本震に関する震源モデルについて、地

震動の短周期成分に対して支配的な要素というものが前面海域のアスペリティということ

になっておりますが、これに対して、原科研と評価点の等価震源距離を評価いたしますと

ほぼ同じような値となっております。 

 こちらが地盤構造に関する2地点の関係となっております。原科研と評価点との地盤構
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成としましては、連続した平行成層と見なすことができまして、また解放基盤表面に着目

いたしますと、工学的に概ね相当な拡がりを有する同一基盤と見なすことができると考え

ております。 

 65ページ目からが地震観測記録から見た二つの地点の関係となっております。 

 二つのサイトで観測されました太平洋プレートと陸のプレート境界で発生する地震に関

して、下の表にありますが、この地震について観測記録と応答スペクトル、この二つの面

から比較したものを次のページ以降に示しております。 

 66ページ目から、地震観測記録、まず時刻歴波形について関係を見たものです。解放基

盤に設置された地震計、原科研がG.L.-360m、評価点がG.L.-350mですが、そこで取れまし

た観測記録を比較しております。 

 また、加速度時刻歴波形から速度波形を評価したものも併記しております、 

 こちらは3月11日の15時15分の地震、5月20日の地震、6月21日の地震、10月10日の地震、

あとは2月14日の12時27分の地震と15時21分の地震、4月1日の23時の地震と。これら比較

いたしますと、時刻歴波形の顔つきというのですかね、振幅の形状や地震波の周期性とい

うものは類似していると考えております。 

 その観測記録に関しまして、二つの手法を用いまして整理したものがこちらとなってお

ります。左側が時刻歴波形の相関ということで、それぞれ3成分の時刻歴波形から相関係

数を評価したものが左下の図となっておりまして、周期帯ごとにその相関係数を評価して

おります。 

 短周期成分に関しましては、ランダム性の強い時刻歴波形なので、その両者の相関は見

られませんが、周期が長くなるに従いまして、強い正の相関を示しております。 

 右側が最大加速度値分布を整理したものですが、二つのサイトについて、それぞれ3成

分の正と負の最大加速度値分布を描いたものが右側のグラフとなっております。 

 こちらにつきましても、相関係数評価をいたしますと、強い正の相関を示しているとい

うところを確認しております。 

 74ページ目は応答スペクトルから見た敷地と評価点との関係ということで、こちらにつ

いては二つの観測点で比較するために、Noda et al.に対する応答スペクトル比で整理し

ております。各地震についてその二つの地点の応答スペクトル比というものの傾向という

ものが類似しているという結果を確認しております。 

 以上、整理いたしますと、震源との関係、地盤構造、観測記録について、その三つの観
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点から比較を行いまして、二つの地点の地震動特性の類似性というものが十分確認されて

おりますので、したがって評価点で計算された地震動を原科研における地震動とすること

は工学的に問題ないと考えております。 

 76ページ目からが評価結果ということで、まずは応答スペクトル手法の、東北地方太平

洋沖地震の本震の解放基盤波となっております。 

 77ページ目からが要素地震、断層モデルを用いた手法による地震動評価で用いておりま

す要素地震となっております。先ほどの原電東海さんと同様に、北側半分と南側半分で要

素地震を使い分けて地震動評価を行っております。 

 こちらが北側の要素地震の時刻歴波形と応答スペクトル。 

 こちらが南側の要素地震の時刻歴波形と応答スペクトルとなっております。 

 この要素地震の震源情報につきましては、各種文献に基づきまして設定しております。 

 81ページ目は、敷地で得られました解放基盤波と基本震源モデルによる地震動評価結果

を重ねたものとなっております。青い線が断層モデルの基本震源モデルの結果、黒い線が

解放基盤波と。両者はよく対応しているということを確認しております。 

 82ページ目は、断層モデルを用いた手法による地震動評価結果となっております。 

 83ページ目からは時刻歴波形となっております。基本震源モデルとアスペリティ位置の

不確かさを考慮したもの、あとは短周期レベルの不確かさを考慮したものとなっておりま

す。 

 86ページからが、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動Ssという

ことで、こちら、原科研についても、海洋プレート内地震と内陸地殻内地震については、

今後御説明ということとなります。 

 87ページ目が応答スペクトルに基づく手法による基準地震動Ssということで、青い線が

今回設定いたしました東北地方太平洋沖地震本震の解放基盤波となっております。 

 また、F1断層、北方陸域の断層の連動による地震や、茨城県南部の地震のそれぞれの応

答スペクトルによる地震動評価結果を踏まえまして、基準地震動Ss-Dを設定しております。 

 こちらが加速度応答スペクトルで示したものとなっております。 

 89ページ目は断層モデルを用いた手法の基準地震動Ssということで、この設定しました

Ss-Dを一部周期帯で超過するものについて、こちらを断層モデルによる基準地震動Ssとし

ております。Ssは赤い線ですが、これはF1断層と北方陸域の断層の連動による地震のもの、

青い線が2011年東北地方太平洋沖地震の本震によるものとなっております。 



24 

 こちらは加速度応答スペクトルで示したものです。 

 91ページは時刻歴波形となっております。 

 94ページ目以降については参考資料として、その2011年東北地方太平洋沖地震の観測記

録のはぎとり解析、解放基盤波を算出する流れについて整理したものを添付しております。 

 原科研については以上となっております。 

 続きまして、大洗研究開発センター(HTTR)のプレート間地震の評価について御説明した

いと思います。 

 評価フローにつきましては、原科研、原電東海と共通となっておりまして、2011年東北

地方太平洋沖地震の本震を検討用地震と選定いたしまして、地震動評価を行っております。 

 こちらにつきましても、世界の巨大プレート間地震や、東北地方太平洋沖地震に対する

諸検討、あとは敷地周辺の地震発生状況については共通となりますので、割愛させていた

だきたいと思います。 

 39ページ目からが、5章、プレート間地震の検討用地震の選定となりますが、過去の被

害地震の分類や、各機関の想定した震源による地震につきましては、原電東海、原科研と

共通となっております。 

 43ページ目からが応答スペクトルに基づく手法による地震動評価に用いております補正

係数について整理しております。 

 こちらについては、HTTR、原子炉建屋の近傍で実施しております地震観測点の解放基盤

付近に位置しますG.L.-174mの地震計で得られました観測記録を用いて、補正係数の評価

を行っております。 

 補正係数の評価に当たっての方針につきましては、原科研と同様となっております。 

 45ページ目が鹿島灘付近で発生した太平洋プレート間地震ということで、こちらについ

ては短周期側でやや大きくなる傾向がありましたので、短周期で2.5倍、長周期で1.5倍と

なる補正係数を考慮しております。 

 46ページ目は鹿島灘付近で発生した地震を除く太平洋プレート間地震ですが、こちらに

ついては全周期帯にやや大きくなる傾向がありましたので、全周期帯で1.2倍の補正係数

を考慮しております。 

 こちらがその補正係数算出に当たって用いた地震の諸元となっています。 

 48ページ目、検討用地震の選定となりますが、こちらにつきましても、東北地方太平洋

沖地震の本震と最大余震については解放基盤波、それ以外については補正係数を考慮いた
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しましたNoda et al.の耐専スペクトルを考慮して評価しております。 

 その結果、東北地方太平洋沖地震の本震を一番影響のある地震ということで、検討用地

震として選定しております。 

 49ページ目から、6章のプレート間地震の地震動評価となります。こちらにつきまして

も、基本的な地震動の評価の流れについては、原電東海、原科研と共通となっております。 

 こちら、57ページ目からですが、諸井ほかで今回基本震源モデルを設定しておりますが、

諸井ほかというものは、女川・福島・東海、この三つの地点に関して、地震動の再現性を

試みたものとなっておりまして、一方、大洗研で言えるところは、東海地区から約20km南

に位置しますということで、この基本震源モデルを設定することの妥当性について整理し

ております。諸井ほかというものは、先ほど原電東海さんからの御説明でもありましたが、

東北地方太平洋沖地震前の先験的な情報に基づきまして、強震動予測レシピを用いて震源

をモデル化し、地震観測記録の再現を試みたものと。プレート間巨大地震に対する強震動

予測レシピの有用性を示したものとなっております。 

 大洗研、原科研に関しましては、その諸井ほかを踏まえまして基本震源モデルを設定し

ておりますが、特に地震動への影響が大きい茨城県沖のアスペリティに着目いたしますと、

大洗研というものは原科研に比べますと若干離れたものとなっていると。こちらについて、

諸井ほかの考え方と大洗研における考え方を整理したものを次のページ以降に示しており

ます。 

 まず基本震源モデルの設定に当たりまして、応力降下量やアスペリティ面積比といった

微視的な震源パラメータについては、震源に大きく依存するものではないと考えておりま

すので、こちらについては特に問題ないと考えております。 

 一方、断層位置やアスペリティ位置等の巨視的な断層パラメータに関しましては、敷地

ごとに検討する必要があると考えまして、こちらについて諸井ほかの考え方と大洗研にお

ける考え方を整理しております。 

 まず震源の位置に関しまして、諸井ほかの考え方としては、東北地方太平洋沖地震の震

源域を参考に、ほぼ南北に断層の中で500km、ほぼ東西に断層幅200kmの断層面というもの

を想定しております。そのものが左下の図となっておりまして、原科研と大洗研というの

はこういう位置関係にあると。では大洗研における考え方ということで、大洗研は原科研

に比べて約20km南に位置はしますが、断層面から外れるものではありませんので、また断

層の長さ500kmに対して、20km程度の違いというものはほぼ影響がないと考えております。 
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 次に、アスペリティの位置に関してですが、諸井ほかの考え方は、当該地域に過去に発

生したM7～8の地震の震源域への対応を考慮して設定しております。具体的には地震調査

研究推進本部による東北地方の海溝型地震の発生領域の区分けに基づいて、五つのアスペ

リティを設定しておりますと。 

 それに関して、地震調査研究推進本部の茨城県沖辺りの主な地震の震源域や想定震源域

について、絵が真ん中下の図と、右下の図となっております。これに基本震源モデルの断

層面、黒い線ですが、それとあと赤いハッチングしたものが基本震源モデルのアスペリテ

ィ位置、青いハッチングしたものがアスペリティの位置を、大洗研においてアスペリティ

の位置を近づけた場合のアスペリティの位置となっております。 

 この基本震源モデルを設定しておりますアスペリティ位置というのは、この地域で過去

発生した地震を踏まえて、そのアスペリティの位置を設定していると。一方、大洗研沖に

関しまして、青い領域のところを見ますと、過去に大きな地震というものは特に発生はし

ていないというところで、大洗研においては茨城県沖のアスペリティに関しまして、過去

に発生した地震を考慮して設定しており、基本として設定するモデルとしては特に問題な

いと考えております。ただ、アスペリティ位置の不確かさとして、敷地に最も近くなるよ

うな検討というものを実施しております。 

 以上、まとめますと、諸井ほかを踏まえまして基本震源モデルを設定することの妥当性

というものは十分に確保されていると考えております。 

 60ページ目からが、不確かさを考慮するパラメータの設定ということで、こちらについ

ては原電東海、原科研と同様となっております。 

 地震動評価手法に関しましては、応答スペクトル手法は、敷地で観測された記録の解放

基盤波、断層モデル手法については経験的グリーン関数法で評価を行っております。 

 こちらが応答スペクトル手法による評価結果となっております。 

 67ページ目からが、断層モデルを用いた手法による地震動評価となりますが、まず要素

地震の選定ということで、こちらについても断層面が非常に広いということで、南側と北

側で要素地震を使い分けております。ただ、北側の要素地震に関しましては、適切な地震

規模及び震源メカニズムである地震の観測記録が得られていないことから、震源メカニズ

ムは異なりますが、M6～7程度の比較的規模の大きい地震というものを使っております。 

 この影響について、次のページ以降に示しております。 

 68ページ目ですが、表に書いてありますのが、各要素地震と検討用地震の震源のメカニ
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ズムについて、パラメータを整理しております。これらを見ますと、北側の要素地震につ

いて、東北地方太平洋沖地震の本震の震源メカニズムと確かに異なっております。 

 想定している断層面の北側ですね、北半分の残りの要素地震を設定していますその北側

と、あとその断層面に設定する北部の要素地震の震源の深さや到来方向に関しましては、

概ね対応しておりますので、伝播特性やサイト特性については適切に反映されていると考

えております。 

 また、北側の要素地震を考慮する断層面ですが、これについては最短でも敷地から

200km程度離れているというところで、震源の特性、特に敷地への影響を考えられる放射

特性については均質化されていると考えております。 

 このように、放射特性が十分に均質化されて、かつ震源深さや捉え方向が適切な地震で

あるのならば、敷地から十分に遠方に位置する断層面に対する地震動評価に用いましても、

効果的に問題ないと考えております。 

 こちらについて、北側の要素地震としております宮城県沖の地震について、粒子軌跡を

確認し、放射特性の状況を検討したものを次のページ以降に示しております。 

 こちら、2011年3月28日、宮城県沖の地震の観測記録について、粒子軌跡を整理したも

のとなっております。各周期成分ごとに粒子軌跡の時間変化を整理したものとなっており

ます。こちらについては、全てのグラフで最大の震幅レベルを基準として、粒子軌跡のス

ケールを調整したもの、描画したものとなっております。 

 70ページ目が、グラフごとの震幅レベルに合わせまして描画したものとなっております。 

 青い枠で囲ったところは、地震動が特に強い時間帯となっておりますが、こちらを見ま

すと、どの周期帯においても系統だった粒子軌跡というものは見られません。ある片方に

振幅が偏ったものがある程度の時間帯で見られるとか、ある周期よりも長いところで同じ

ような傾向のものが見られる、そういったものは確認されておりません。ということで、

十分に均質化されると考えております。 

 以上、71ページ目でまとめておりますが、このような検討から大洗研における東北地方

太平洋沖地震の本震の地震動評価において、敷地から十分に遠方に位置する断層面に関し

て、その要素地震としてこの地震を用いることは、工学的に問題ないと考えております。 

 72ページ目、73ページ目は要素地震の波形と応答スペクトルとなっております。 

 74ページ目が、要素地震の震源情報については、文献を踏まえまして設定しております。 

 75ページ目が、基本震源モデルによる評価結果ということで、敷地で得られました記録
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の解放基盤波と、基本震源モデルによる評価結果を重ね合わせたものです。こちらについ

て、両者がよく対応しているということを確認しました。 

 76ページ目が断層モデルを用いた手法による地震動評価結果となっております。 

 77ページ目以降はそれぞれの時刻歴波形となっております。 

 以上の結果を踏まえまして、80ページ目では敷地ごとに震源を特定し策定する地震動に

よる基準地震動Ssですが、応答スペクトル手法によるSsに関しましては、今回設定しまし

た東北地方太平洋沖地震の本震の解放基盤波、そのほかF3－F4断層による地震、茨城県南

部の地震を踏まえまして、基準地震動Ss-Dを設定しております。 

 83ページ目が断層モデルを用いた手法による評価となっておりますが、設定しました

Ss-Dに対して、それぞれの断層モデルを用いた手法による地震動評価結果が包絡されてい

るということで、こちらについては基準地震動Ss-Dで代表させております。 

 85ページにはSsの時刻歴波形となっております。 

 88ページ目以降は、参考資料として、その一つ目はまず東北地方太平洋沖地震の観測記

録のはぎとり解析、原科研と同様に整理しております。 

 また、最後のページなんですけれども、今回、粒子軌跡を整理いたしましたが、今回、

大洗研においては明瞭な粒子軌跡が認められなかったと。逆に明瞭な粒子軌跡が認められ

る、放射特性が認められる粒子軌跡について整理したものを添付しております。 

 大洗研究開発センターについては以上となっております。 

○石渡委員 それでは、説明は以上で終わりということでよろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、質疑に入ります。コメント、質問などある方は挙手をして、名前を言って発

言してください。 

 どうぞ、海田さん。 

○海田審査官 地震・津波担当の海田です。 

 共通的な事項として確認というか、資料の充実をお願いしたい点があります。 

 各サイトとも、両者様の評価の仕方というのは大体おおよそ同じようなやり方というこ

とで理解しました。両方とも、断層モデルのほうでは経験的グリーン関数法を使われてい

て同じような評価をされていると思うのですが、その違いの一つとして、要素地震が全て

両者さんと、あと異なっていたかと思います。 

 この辺の、文献でいろいろ拾ってきて要素地震は選定しましたというような御説明があ
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りましたけれども、この資料について、今後それの選定プロセスについて、もうちょっと

充実した記載をお願いしたいと思います。 

 といいますのは、もともとの選定候補となったものがどういったもので、同じものだっ

たのかとか、あとそれからどういうふうに選定していったかとか。その後の震源スペクト

ルで、ω -2モデルによる理論と観測の比較とか、コーナー周波数とか、その辺り、わかる

ようなところを充実して、記載をお願いしたいと思います。まず1点、お願いします。 

○石渡委員 今の点、いかがですか。 

○日本原子力発電（生玉） 原電の生玉ですけれども。 

 御指摘のとおり、資料のほうは充実させたいと思います。原電のほうでいきますと、資

料の御説明の中でも触れましたけれども、基本的に入倉先生が使われている論文の中には

要素地震見積もりとかそういったものが入っていて、我々としてもそれを客観的に検証で

きるというか、そういうのもあって、さらに我々も同じ地震に対して見積もりをして、大

体同じ結果になっているので、見積もりの信頼性という意味で、当然メカニズムとか規模

とかは妥当なという前提の上で、そういう見積もりがそれなりに信頼できる結果になって

いるので、原電のほうはそういったもので選定していますので、その辺りは別途資料のほ

うを充実したいと思います。 

○海田審査官 どちらが正しいとかいうことでもありませんので、この資料の中での評価

する基準として充実をお願いしたいと。よろしくお願いします。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

○海田審査官 それで、引き続きまして、今のに関連してなんですけれども、やはりJRR-

3と東海第二というのはほとんど同じ場所にあって、やっぱりこれで違うという、それな

りに違う結果が得られているというのは、要素地震とかが違うということ、何かその辺、

両者さんで分析されているようなことはあるんでしょうか。今、原電さんお答えになった

ように、JAEAさんのほうで何かその辺り、御見解があればお聞かせください。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） 原子力機構の桐田です。 

 特に原電東海と原科研、JRR-3について、地震動評価について、詳細に比較して違いが

何なのかというのはまだやっておりませんので、ちょっと今後御検討させていただきたい

と思います。 

○海田審査官 よろしくお願いします。 

○石渡委員 どうぞ。 
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○海田審査官 もう一点、申し訳ありません。これもまた資料の充実という観点ですが、

例えば、原電東海第二の資料1-2のほうの24ページをお開きください。 

○日本原子力発電（生玉） 資料を出します。もう少々お待ちください。 

○海田審査官 この図ですね。例えばこれは、入倉・倉橋のモデルに基づく、各アスペリ

ティのを示したものという図で、その前のページのほうにも別の文献の釜江・川辺モデル

というのも示してありますけれども、これは結局最終的に評価した震源モデルでのこうい

った図ですね、これも念のためつけておいていただいて、どのような、どこのSMGAがどう

いうふうに寄与しているかというのも確認したいというので、よろしくお願いします。こ

れは共通で両者さんにお願いしたいので、よろしくお願いします。 

○日本原子力発電（生玉） はい、資料のほう、入れた形で充実させたいと思います。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ、永井さん。 

○永井審査官 地震・津波担当の永井です。 

 私のほうから、断層モデルの基本的な設定の部分に関して3点、断層の位置、SMGAの位

置の設定、破壊開始点の選定の仕方というのに関して、順にそちらの考え方を聞いた上で

確認をしたいと思います。 

 まず最初に、断層位置の設定に関してお聞きしたいんですが、資料に関しては内容は

JAEAさんも日本原電さんも同じなので、東海第二の資料の使わせていただきたいんですが、

59ページをお願いします。 

 まずは断層面の走向と傾斜角という点で確認をとりたいんですが、こちらの上の断層形

状というところの三つ目のところに、走向は防災科研F-netのCMT解を用いるということで

記載がありますが、このCMT解の走向を採用したという点で、全体像としてはいいかもし

れませんが、この地域に対しては多少ずれが生じているんじゃないかと思いますが、その

辺りはどのようにお考えなのかというのをちょっとお聞きしたいんですが。 

○日本原子力発電（生玉） 確かにそういったところはあるかもしれませんが、この図で、

背景に等深線が描いてございますけれども、そこの概ね、大まかな向きと、今回設定した

モデル下による断層面の走向というのが、もともとこれは女川、それから福島、3サイト

見ていますけれども、概ねこの広い領域でいる限り、この等深線の走向とほぼ沿った形で

あるということを確認して、その上でF-netのCMT解を使っても問題ないんじゃないかなと

いうことで考えてございます。 
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○永井審査官 わかりました。では、そのまま同じ議論なんですが、63ページのほうに、

実際の断層面とプレートの上面を比較しやすい図が真ん中にあるので、こちらでちょっと

確認をとらせてもらいながら、もう少し掘り下げて説明を聞きたいんですが。 

 例えば、傾斜が屈曲している点ですね。ここを33.1kmというふうに資料のほうでは書か

れていますが、プレート上面の走向でいうと30km切るぐらいのところ、最短、最深部です

ね、こちらでは68.9という記載があって、上の等深線でいうとこちらは60を確実に切って

る、56とかという値になるかと思うんですが。そういう意味では、深さに差の部分で大き

な違いがあると思うんですが。もちろん、これは断層面のほかのパラメータ設定の仕方に

よっては十分にカバーできるかとは思うんですが、この辺りのことと。 

 あと、例えば、諸井ほかによっていろいろやられていますが、地震推進本部はどのよう

なデータをもとにしてこの辺りの傾斜角とかを考えていたとか、他の文献等でどの程度日

本原電さん及びJAEAさんの設定が妥当かというのを、資料の充実という意味で図っていた

だいて、説明をしていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○石渡委員 いかがですか。 

○日本原子力発電（生玉） 承知しました。御指摘のとおり、ここの今回設定した断層面

の深さと、それから前述の等深面を重ね描くと、若干今回モデル化したほうが、ちょっと

深くなっているところがありますけれども、そこはもともとこれだけ巨大なものをモデル

化するに当たって、どうしてもちょっと差が出てくるのは仕方がないところかなと思いま

すけれども、その辺りの説明のほうを充実させていきたいと思います。 

○永井審査官 当然、上面にちょうど合うということは、地震学的なことを考えてもあり

得ないと思っていますので、当然プレートの上面といっても、そこはある程度やわらかい

ものがまだ残っているし、実際すべっているのはもうちょっと下のところではないかとい

う地震学の知見もありますので、完全に合うという必要性はないとは思っておりますが、

そのような今まで知られた知見ですね、それと比べてどのような位置関係になるのかとい

うことは説明をしていただきたいと思っております。 

 続いて、断層の広さという意味では、これはどこまで考えるかというところでいろいろ

変わってくるかとは思うんですが、例えば津波の波源になったような大きなすべりの海溝

域に近い部分を考えるか考えないかというところでも大きさは変わってくるとは思うんで

すが、現在、10万という値を採用されていますが、これの算出、設定のための根拠という

のは、佐藤(1989)による式、多分地震断層パラメータハンドブックだと思うんですが、こ
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ちらをもとにして決めたというふうに61ページのほうですね、一番上の四角枠のほうに記

載がありますが。 

 ほかのいわゆる地震動を中心としたインバージョンでは、これでも小さな面積を求めて

いると。そういう部分に関しても、面積が変わることによってほかのパラメータ、例えば

一番わかりやすいのはすべり量だと思うんですが、すべり量とか応力降下量とかに、小さ

くすると反映されてくると思いますので、その辺りの考え方というのも、ほかのものと比

較しながら、例えば中央防災会議のほうで南海トラフの地震を検討された際にまとめてあ

るデータというのもありますので、そういうものと比較検討していただいて、どのように

考えていらっしゃるのかというのを今後説明していただければと思っております。いかが

でしょうか。 

○日本原子力発電（生玉） 御指摘の点を踏まえまして、そういった他の評価事例ですと

か、最新の知見等も踏まえまして、この面積の設定ですとかすべりの設定がそういったも

のとどういう関係になっているかというところを御説明していきたいと思います。 

○永井審査官 続いて次の点、SMGAの設定の点について。いろいろほかにも考え方はあり

ますし、今回の資料で提示していただいた入倉・倉橋、釜江・川辺のモデルでも、場所は

全く違ったりとか大きさが違ったりというので出てきますが、どこまで共通のものがとれ

ているのか。もしくは、いろいろな考え方に基づいて、本当にベストなものを選んでいる

のかという観点をいろいろと考えていただければと思うんですが。 

 例えば、セグメントごとに同じパーセントで考えていくというやり方もあると思います。

実際、5個のセグメントにそれぞれ、今は同面積で設定されていますが、例えば割合だけ

同じにして、面積が異なるという考え方もあると思いますし、そのようなものに関しては

どのようにお考えでしょうか。 

○日本原子力発電（生玉） もともと諸井ほかの中では事前情報に基づいてというところ

が出発点でありましたので、そういった意味では、SMGAは等面積というのはなかなか事前

にこっちにこれだけ、こっちにこれだけというのを決めることが少し難しいところもある

かなというところで、まずは等面積で行ってございますが。その結果で、今回、経験的グ

リーン関数法で評価して、記録の再現性はそれでいいということを確認してございますの

で、確認してございますけれども、御指摘のSMGAの比率によっては変わってくると思いま

すけれども、その辺はこういった最近の文献とかも出ていますので、そういったものを整

理して御説明したいと思います。 
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○永井審査官 はい、わかりました。結局は既往最大を求めているわけではなくて、地震

動評価として適切なものをいろいろな考え方に基づいてしっかりと設定されているかとい

うところを我々は審査することになりますので。 

 どういう考えに基づいて設定されているのか、あとは、例えば過去のSMGAに相当するよ

うな領域に対して、十分に保守的になっているのかという観点でやはり見ていかなければ

ならないと思っていますので。 

 例えば、過去のアスペリティ領域との比較の図だったりとか、そういうものと比べて、

今回の設定が十分に大きいとか、十分に応力降下量が大きいといったところも観点になる

かと思います。応力降下量の件に関しては、またこの後のほうで質疑があると思うんです

が、その辺りも含めて、考え方及び知見を整理していただいて、資料の充実を図っていた

だきたいと思います。 

 続いて、次の点に行ってよろしいでしょうかね。 

 あと破壊開始点という点なんですが、こちらに関してもも、今のところ、59ページには

っきりとした記載がありますが、一番下ですね。東北地方太平洋沖地震の震源域とすると

ありますが、設定の仕方によってはアスペリティ下の寄与のタイミングというのが変わっ

たりとかですね、その寄与の時間帯が変わることによって偶然重ね合わさることで大きく

なることもないとは言えませんで、もう少し検討をしていただいて。 

 例えば、福島県沖辺りから破壊が始まるという可能性も、偶発的な不確かさという考え

方からするとないとは言えないと思いますので、もうちょっとこの破壊開始点に関しても、

幾つか複数の点からやってみた結果を示していただいて、ベストなものを選んでいただけ

ればと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○日本原子力発電（生玉） 破壊開始点につきましては、基本的な考えとしましては、こ

この図にありますように、敷地前面のアスペリティの影響が大きく決まりますけれども、

その破壊開始点がこの北東の隅になりますが、サイトの位置関係でいきますと、波の重な

り具合が一番大きなところになっていますので、現状の設定がかなり結果的にですけど保

守的になっていると思いますけれども、今御指摘がありましたいろんな破壊開始点が変わ

れば当然波が変わります。その影響の度合いは検討して御説明したいと思います。 

 あと、ちょっと先ほど御質問ありましたSMGAの面積とか応力降下量につきましても、基

本的に今のSMGAの等分割で配置しましたものは、面積としてはかなり大きいものになって

いると思います。あと応力降下量も、基本的に太平洋プレートの沿岸で起きた平均的な短
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周期レベルの励起特性になるようなものが応力降下になっていますので、そういう意味で

は、最終的には安全なものになっているとは思いますが、御指摘を踏まえて整理した形で

御説明したいと思います。 

○永井審査官 その方向で検討をよろしくお願いします。 

 実際、影響度というところに関しては、先ほど海田のほうからあった寄与率にも関わっ

てきますので、どの程度影響があるかというのは、そちらと見比べつつ見ないとわからな

いとは思うのですが、確かにそれほど変わらないかもしれませんが、一応そういうものを

検討していただいたという資料を見せていただきたいという趣旨でございます。よろしく

お願いします。 

○石渡委員 はい、じゃあよろしくお願いします。 

○日本原子力発電（生玉） 承知しました。 

○石渡委員 ほかにございますか。大浅田さん。 

○大浅田調整官 地震・津波担当調整官の大浅田です。 

 私も共通的な事項について確認したいんですけど、先ほどまで震源モデルについて数点

確認をしていたわけですけれども、私のほうから、震源特性パラメータと不確かさの考え

方について確認していきたいと思います。 

 これは共通事項ですので、また恐縮ですけど、原電さんの資料ですと58ページですか。

やはり今回の地震動評価の特徴というのは、諸井ほか、これの知見に基づいて震源特性パ

ラメータを決めていったことにあるかと思います。これを採用された理由というのが、御

説明にもあったとおり、観測記録と諸井ほかでやった統計的な値がまあまあ整合的なので、

3.11を上手く再現できているということで、今回、それを採用されたという考え方だと思

うんですけど。 

 こういう考え方をとることについては、少し我々も疑問符を持っておりまして、本当に

茨城県での原子力施設の基準地震動Ssということを考えた場合に、果たしてその3.11が最

大という観点に立って、それをそのまま持ってきて、確かに不確かさとかで短周期レベル

1.5倍とか振られてるんですけれども、それをそのまま持ってくるということについては、

ちょっと疑問符が残るところがあるかと思っております。 

 それで具体的に、これどうやってパラメータを決めたかというのをシステマチックに表

していただいた図なんですけれども。ここでアスペリティの応力降下量というのが24.6で

すか、ということで出てきていまして、これは断層全体のアスペリティ応力降下量とアス
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ペリティの面積比から出てきてるんですけど、この24.6自体の妥当性ということで見ると、

例えば先ほど話が出た南海トラフの巨大地震の資料をまとめる中で、例えば中央防災会議

の2012の資料では、最小では6.6から最大では41.3MPaというような応力降下量というのが

アスペリティの値にはあるよと。いろんな知見を集めたものですけれども。さらには最終

的に中央防災会議がつくった南海トラフの巨大地震では、各アスペリティに与えた応力降

下量というのが34.4～46.4というふうな値に与えられていて、それと比べてこの24.6とい

うのは妥当なのかというところなんですけれども。 

 当然ながら、別にこのアスペリティの応力降下量だけで強震動が決まっているわけじゃ

ないというのも我々は理解しています。当然あと短周期レベルとか、いろんなパラメータ

のトレードオフみたいなのがあって、こういったことが決まっているということは理解し

ておりますけれども、例えば今、私が挙げたアスペリティの応力降下量24.6について、

3.11以降にまとめた中央防災会議の資料とかを見ると、もうちょっと高めの数字というの

も出ている中で、これ自体の妥当性というのは、今どのような御見解をお持ちかというの

をまず確認したいんですけれども。 

○石渡委員 いかがでしょうか。 

○日本原子力発電（生玉） アスペリティの応力降下量の値自体は、いろんな文献があり

ますので、大きめに設定してるものと比べると、こちらの今回設定したほうが小さいとい

うケースは、それはあると思ってございます。 

 ただ、極端に平均的なものよりも低いとか、そういった設定はしていることにはなって

いないというふうには我々は思っています。 

 それとあと、先ほど大浅田さんのほうからございましたとおりに、最終的に応力降下量

だけで決まるわけではなくて、短周期レベルですね。短周期レベルは応力降下量とSMGAの

等価半径のかけ算になって、最終的にそういったもので地震動の振幅の大小が決まるとこ

ろがございますので。 

 このレベルのパラメータの設定がいいかどうかというところは、ほかのSMGAの面積と、

それから短周期レベルの設定の妥当性とセットの中で、アスペリティの設定がどうなって

いるかという観点でいいかどうかというところで整理して御説明するなりしていきたいと

いうふうに思っています。 

○大浅田調整官 あわせて、アスペリティの面積比、これも12.5％ということで、確か4

ケースほどの中から最終的に宮城県沖でしたっけ、それの中小地震の平均ということで、
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12.5％という数字をとられたかと思うんですけど、これも2013年の田島先生がまとめた文

献とかを見ると、平均的な強震動を出す領域というのは、割とそんなにパーセントはなく

て10％程度だというふうな知見とかもございますので。 

 今ちょっとおっしゃったように、やはり強震動に影響を与えるパラメータとして、例え

ばアスペリティの応力降下量とか、あとは短周期レベルとか、今言ったアスペリティ面積

比とか、こういったパラメータについて、少し諸井ほかの知見以降も含めて、どういった

ものが出ていて、どういった値がとられていて、それに対してどのような考えなのかとい

うことを少しまとめていただきたいと思います。 

 と言いますのは、私どもも諸井ほかの文献では当然拝読したんですけど、そういったバ

ックデータとかはなくて、紙1枚か2枚しかないので、なかなかそういったことが分析でき

ないんですよね。そういったこともございますので、やはりその諸井ほかというものによ

ってたってこの地震動評価というものを御説明されるんであれば、少し幅広にそれの妥当

性というものをやはり説明していただく必要があると思いますので、そういった今、私が

申し上げたような、特に強震動に関係するようなパラメータについて、少しデータを、知

見を集めていただいて、説明をしていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょう

か。 

○日本原子力発電（川里） 原電の川里でございます。 

 そういったデータを出して、これから御説明させていただきたいと思いますが、まず最

初に、我々の地震動Ssをつくるときの大前提としまして、諸井ほかを使いましたけれども、

まずは3.11地震を基本ケースとして、過去に起きた最大の地震を基本ケースとして、そこ

から不確かさを見るということでSsをつくろうと思っておりますので。別に諸井ほかを使

わなくても、基本ケースに合ったモデルであればよかったかなと、こう言ってしまっては

なんですけれども、そういうふうに考えてございます。まず基本を決めて、そこから今後

起きるであろう地震の最大のものを想定するという意味で、そういう考え方にしたがって、

我々はSsをつくったというものでございます。 

 今、大浅田さんがおっしゃったようなことも、これから充実させていただいて、御説明

させていただきたいと思ってございます。 

○大浅田調整官 よろしくお願いします。今のに関連して、その不確かさケースの考え方

についてなんですけど。これは多分いろんな考え方があって、今おっしゃったように、ま

ず基本ケースで3.11を踏まえたものをベースにした場合の不確かさという考え方もござい
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ますし、あとは少し3.11というのを茨城県沖に展開していった場合には、もう少し基本震

源モデルの段階で不確かさを組んで、その上で不確かさを見るとか、いろんな考え方があ

ると思うんですけれども。 

 今は日本原電さんとかJAEAさんの御説明というのは、基本震源モデルは3.11を考えて、

不確かさとして短周期レベル1.5倍と、あとはアスペリティ面積比を近づけたというやり

方とかあると思う、というふうな御説明だと思うんですけど、そこは今、私が申し上げた

ように、基本震源モデルの中にどのような不確かさを組むのかによっても結構変わってく

るようなものですので、そこは引き続き基本震源モデルの妥当性の確認を含めて、この中

で審議していきたいと思います。 

 これは私ども、今回、日本原電さんの東海第二と、JAEAのHTTRとJRR-3については、今

日初めて聞いたんですけど、先行プラントの東北電力の女川さんも同じ方法をとっており

まして、それについては先行して審議してございますので、そういったところも踏まえな

がら、審議を今後していきたいと思います。よろしくお願いします。 

○石渡委員 よろしくお願いします。 

 ほかにございますか。 

 反町さん。 

○反町審査官 地震・津波の反町です。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、JAEAさんのほう、中には東海第二のほうにも共通するものもあるんで

すけれども、まずはJAEAさんのほうでお話をさせていただきたいと思っております。 

 資料は、確認資料1-3のほうですと、58ページをお願いします。1-4のほうは同じところ

でいきますと61ページですか。 

 この話に入る前に、最初にお願いしたい話がありまして、今回、その要素地震を3サイ

トいろいろ違うものを使っていますというような御説明をいただいておるんですけれども、

その要素地震の適切性を確認する観点から、統計的、皆さん経験的によく使われてるんで

すけれども、統計的グリーン関数法による地震動評価をやっていただいて、その観測記録

ですとか、経験的との比較ですね、そういったものをやっていただきたいというのが、こ

れはお願いで1点です。 

 それから、この今開いていただいたページで、要素地震が原因なのか地下構造が原因な

のか、そこは今後御説明いただきたいと思っているんですけれども。まず3号のほうは、

基本震源モデルで、アスペリティの位置を69.1km、等価震源距離で69.1kmのところを、ア
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スペリティ位置の不確かさのケースで63.5kmのほうに近づけましたというような御説明を

いただいていて、一方、HTTRのほうは、61ページを開いていただけますか。ぱっと出ます

かね、でなければいいですけれども、基本震源モデルは75.8、それから62.7kmに近づけま

したと。もともとHTTRのほうは遠くて、近づけた結果は63.5と62.7ですから、大分両方と

も似たような場所まで近づけているというような中身になっていると思います。 

 一方で、評価結果がどうなっているかというところなんですけれども、何ページでした

っけ、82かな、応答スペクトル法の、3号のほうでは82ページで、HTTRのほうは76ページ

ですか。ちょっと1枚で重ねていないので、お聞きになられている方はわかりにくいかも

しれないんですけれども。もともとその基本ケースのほうが遠い、HTTRのほうが小さいと

いうのはわかるんですけれども、アスペリティの位置を近づけたケースでいきますと、大

体似たような場所に行ったはずなのに、HTTRのほうはそこまで上がっていないんです。そ

こら辺が冒頭申し上げた要素地震が効いているのか、ほかに何か別のものが効いているの

かがちょっとよくわからないんですけれども。そういった逆転現象みたいなものが起きて

いるので、そこら辺がどういうふうにお考えになっているのかというのをちょっと御説明

いただきたいというのがまず1点目でございます。 

 それから関連して、これは先ほど大浅田さんのほうから不確かさの話をさせていただい

ていますけれども、アスペリティのその平面位置で、この3号のほうの12ページですね、

これは実際に起きた3.11をいろんなモデルで説明できますよというものなんですけれども、

これは何を意味しているかというと、私の考えですけれども、いろんな解があるというこ

とだと思うんですね。どこのアスペリティの道を置くかというのは、一義的には決められ

るものではないのかなというふうに考えておりまして。 

 そうすると、例えば先ほど大浅田が申し上げたように、基本ケースとして最初から考え

る、あるいは不確かさとするんであれば重畳させるとか、そういったものが必要になるん

じゃないかなというふうに考えております。 

 例えば、それがHTTRのほうで言いますと、資料1-4でいいますと、83ページとか4ページ

ですか。ここに全部包絡されているといったような評価結果になっている、その辺が聞い

て表れてしまっているのかなというふうに考えますので、基本ケースないしは不確かさの

考え方をちょっとガイドに照らして考えていただきたいと思うんですけれども、その点、

御検討いただきたいなというのが2点目でございます。 

 私からは以上です。 
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○石渡委員 二つぐらい主な点があったと思うんですが、いかがでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（桐田） 原子力機構の桐田です。 

 まず大洗研に関しまして、基本震源モデルとアスペリティを近づけたケースで断層モデ

ルの評価結果があまり目に見えて大きくなってはいないという点に関しましては、今後そ

の内容について検討させていただきまして、そういった結果になった理由を整理して、御

説明したいと考えております。 

 あと、二つ目のコメント、何と回答したらいいかちょっとというところなんですけれど

も。大洗研に関しましては、このSs-Dが全部包絡しているというところなど、断層モデル

の評価結果を包絡しているというところに関しましては、大洗研については、F3断層とF4

断層が敷地の近傍にありまして、この地震動評価結果、ちょっと今回は詳しくは御説明し

ておりませんが、かなり大きい、敷地にとって結構影響の大きいというところもありまし

て、そういったものも踏まえてSs-Dとしては個別差等を出すより、出してもあまりSs-Dが

変わるわけではないので、包絡した形となっているというものとなっております。 

○石渡委員 反町さん、よろしいですか。 

○反町審査官 ちょっと私のほうも頭を整理して、またヒアリング等で御質問させていた

だきたいと思います。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ、小林さん。 

○小林技術研究調査官 技術研究調査官の小林です。よろしくお願いします。 

 ちょっと私は、これまでの質疑とちょっと話は変わりまして、先ほど川里さんが申し上

げた基本震源モデルですね、そこの考え方は、私はやっぱり合理性はあるというふうに感

じました。それは、いわゆるレシピにも、要はレシピの拡大解釈というのが入っていて、

基本的な既往最大のものを用いて、あるロジックで特性化すると。それが最終的には観測

の記録に合う、要は再現できるというのが非常に重要なので、先ほど川里さんがそういう

形で申されたので、それはあるというふうに私自身は理解しました。 

 それで、ちょっとそういう観点で見ますと、原電さんの73ページを御覧ください。こち

ら、これはまさに基本震源モデルの評価ということで、いわゆる東北太平洋沖地震の再現

解析になろうかと思います。それで、非常に短周期のほうはよく合っているというのはよ

く理解できました。私は気になるのは、NSの場合は1秒から長周期ですね。EWももう少し、

0.5秒くらいから長周期ですけど、これはやっぱりちょっと過小評価になっているんです
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ね。これはあくまでもEGFでやっているので、要はハイブリットの必要性がないかという

確認です。これがそこの辺りを少し確認する必要があるのかなということです。 

 それで、ちょっと興味深かったのが、101ページを御覧ください。一番最後ですね。こ

ちらは御社のほうで同じ基本震源モデルで、いわゆるSGFと一応確認しましたという資料

ですけど、これは同じく水平動、長周期側から見ると、今度はSGFはぼんと大きくなって、

この辺がやや、確かに挙動が違うなというところで、いささか不安定な評価になってるん

ですね。 

 先ほど川里さんが言われたとおり、要は御社のサイト記録を再現するという観点では、

長周期がややもう少しやっぱり検討もしくは確認行為が必要かと思うんですけど、ハイブ

リッド合成で、理論計算のほうですね、そこを長周期のほうで少し確認してどうなるかと

か、ちょっとその辺は少し気になっています。いかがでしょうか。 

○日本原子力発電（川里） 原電の川里でございます。 

 その辺は確認させていただきたいんですが、今、101ページのほう、やはりむしろ青が

小さいというのもございますけれども、緑のほうもちょっと合っていないということもご

ざいますので、どれぐらいが合っているかというところも含めて、これからヒアリング等

で御説明させていただきたいと思います。 

○小林技術研究調査官 ありがとうございます。 

 やはり品質確保の観点では、ちょっとやっぱり検討していただいたほうがいいかなとい

うことで、長周期のほうですね、気になっていますので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。 

 ありがとうございました。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ。呉さん。 

○呉主任技術研究調査官 技術基盤グループ、地震・津波担当の呉です。よろしくお願い

します。 

 私はコメントですね。例えば原電さんのほう、57ページのほうを御覧ください。一応こ

れ、ある程度で、今回は経験的グリーン関数法を使ったことは理解できますが、諸井ほか

のほうで、水平動、NSとEWは結構合っていますと。気になっているところが、上下動がか

なり、整合している、下のほうははぎとり等整合していますけど、書いていませんが。水

平動から見るとちゃんと確かに整合している。上下動がかなり偏っていると感じています
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が。これは多分、あと、最後のページの111ページのようなものと比較すると、経験と統

計がよく、特に短周期のほうが水平動も結構合っていますと。 

 そういう観点から見ると、上下動のほうは、統計的グリーン関数法のやり方のほうで、

いろいろ検討する余地はありますが、例えば、今、多分確認したいのは、緑線のほうが単

に諸井の結果だけプロットした、あるいは原電さんの計算結果ですか、ちょっと1点確認

したいです。これは単に論文から持ってきた結果ですか。 

○日本原子力発電（生玉） これは諸井の結果も、101ページにお示ししたものも同じ結

果になっています。 

○呉主任技術研究調査官 そうすれば、一応、論文書いた中で、論文は2ページしか書い

ていないですが、詳細の手法を確認したほうがいいと思いますが。 

 気になっているのは、例えば、既にこのような、今の統計的グリーン関数法のほうが内

陸地震、結構水平動は整合している。多分、上下動もほぼ整合している結果がよく報告さ

れます。 

 今回のほうで、海溝型地震はアスペリティが深さが結構深いところで、多分、入射角度

が小さいかなと。もし入射角から分解すると、上下動のほうが小さい。あるいは特に、例

えば波線追跡を、もう一回波線追跡して、さらに入射角度小さい。もしそういうやり方す

ると、上下動は過小評価する可能性が考えられます。 

 言いたいのは、水平動がそこまで説明できれば、上下動はほぼ同じレベルで説明できる

はずですが、一応手法のほうを1回確認したほうがいいと思います。コメントは以上です。 

○石渡委員 いかがでしょうか。 

○日本原子力発電（生玉） 諸井ほかSGFの計算のとき、入射角のお話がございましたけ

れども、SGFなので、地震基盤までの傾斜をどうやるかというところで入射角が後で決ま

ってくると思いますけれども。 

 今回の諸井ほかのSGFの計算では、気象庁の走時表を使って、それを球殻構造を仮定し

て、あとスネルの法則のレイトレースの計算をして、それで東海サイトの地震基盤での入

射角を計算しているという計算として、評価のほうを進めております。 

○呉主任技術研究調査官 わかりました。もしレイトレースしたら、これは小さい結果に

なっているのは当たり前のことです。実際はこういう入射角を使わなくて、例えば防災科

研のほうで2012年の報告書に書いてありますように、上下動のほうで、特に短周期側のほ

うが入射角ではなくて、例えば0.7、0.6ぐらいで固定して評価できます。そういう考え方
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もあります。 

 あと、JNES、2014年の地震動評価の手引きの中でも同じくらいで、似てる考え方であり

ます。そのいろんな手法がありまして、実際が、統計的グリーン関数法が上下動もうまく

評価できる手法があります。 

 今回のほうは経験的グリーン関数法を使っています。統計的グリーン関数法の場合のほ

うが、特にアスペリティの深いところを設定した場合のほうが、こういうような放射特性

のほうが、いろいろな方法を検討する必要があります。以上です。 

○石渡委員 よろしいでしょうか。 

○日本原子力発電（生玉） 今コメントありました点も踏まえて、検討のほうをしてみた

いと思います。 

○石渡委員 ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、今回は初回ということでありますので、東海第二発電所と原子力科学研究所、

JRR-3及び大洗研究開発センター、HTTRですね、それぞれのプレート間地震の地震動評価

につきましては、本日の指摘事項を踏まえて、引き続き審議をするということにしていき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、日本原子力発電及び日本原子力研究開発機構については以上にいたします。 

 以上で、核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合、第64回会合の議事は終了と

します。以降は、原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、第243回会合のみと

なります。 

 では、日本原子力発電及び日本原子力研究開発機構は退室をしていただいて、東京電力

の入室をお願いします。 

10分ほどお休みをいただいて、45分から始めたいと思います。 

（日本原子力発電、日本原子力研究開発機構退室、東京電力入室） 

○石渡委員 それでは、時間になりましたので再開したいと思います。 

 では、東京電力から柏崎刈羽原子力発電所の敷地近傍の追加地質調査結果及び敷地内の

断層評価について説明をお願いいたします。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 本日、資料を二つ御用意させていただいております。一つ目のほうが、敷地近傍の断層

に関するコメント回答ということで、主に追加地質調査の結果に関する御指摘に対する回

答というものになっております。資料2-2のほうが、敷地内の断層に関するコメント回答
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という形になってございます。 

 資料2-1のほうから順に御説明をさせていただきます。 

 めくっていただきましてコメントのリストがございます。いただいたコメントのリスト

をここに載せておりますが、大きく分類いたしまして、左上のほうから、寺尾付近の断層

に関するコメント回答、北2測線、長嶺・高町背斜に関するもの、あと古安田層の年代に

関するもの、あと阿多鳥浜テフラの標高分布に関するものというふうに分類をしてござい

ます。 

 めくっていただきまして1ページですが、まず、寺尾断層に関するコメント回答という

ことになります。寺尾断層に関連する御指摘といたしましては、ここに示していますよう

なものをいただいておりまして、寺尾断層につきましては、前回の御説明のときから追加

ボーリングを実施しておりまして、その結果を加えた形で資料を構成し直しておりますの

で、改めて調査の結果について御説明させていただきたいと思います。 

 新しいデータにつきましては7ページからお示ししております。 

7ページですけれども、こちらはトレンチと、その付近の平面図という形になっており

ますが、左上に全体の平面図を示しておりまして、3月の現地に来ていただいて以降、追

加のボーリングを実施しております。平面図のほうに赤枠で囲っているボーリング名があ

ると思いますけれども、東のほうからTr-B11、Tr-B8、Tr-B9、Tr-B10、Tr-B12というよう

な形で西へ広く分布状況を確認するということで追加のボーリングを行っております。 

結果を11ページにお示ししております。こちらが、ボーリング調査の結果の地質断面図

という形になっておりますが、これまで御提示しておりました資料につきましては、この

紙面のうちの一番紙面の右側にTr-B5というボーリングがありますけれども、Tr-B5から西

へ向かってTr-B7という間までの調査結果としてお示しさせていただいておりました。 

今回、それよりもさらに東側にボーリングを追加いたしまして、西へ大きく断面が拡張

したような形になっております。その結果、これまで確認されておりました西傾斜の断層、

紙面の右側のほうに分布している赤で書いております断層ですけれども、こういった断層

に加えまして、Tr-B10、あとTr-B12というような孔でボアホールカメラも入れた形でボー

リングを実施して、東傾斜の断層も確認を今回しております。 

ボアホールカメラによる断層の確認位置につきましては、ボーリング孔の中に数字を入

れておりますけれども、1番～5番まで入れております。ここで、今回確認された断層です

けれども、断層の変位量につきましては、大きなもので10mを超えるような形の変位量が
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ございまして、大湊砂層を見ると10m以上の変位量があるというような形になっておりま

す。 

ただ一方で、これまで御説明させていただいている内容と大きく変わらないんですけれ

ども、標高15mぐらいのところに層面すべり断層というふうに赤い線を入れておりますけ

れども、これより下の部分につきましては、このような上位で確認されますような大きな

10mを超えるような変位量というような断層は確認されておりませんでして、寺尾付近で

確認される断層につきましては、地下深部へ連続していないというふうに判断をしており

ます。 

この断層の成因に関連いたしましては、西傾斜の断層が従来確認されていたんですけれ

ども、今回、東傾斜の対になるような断層も確認されたというようなことで、これの一体

が地すべり土塊を形成しているということで、重力性の地すべり性の断層じゃないかなと

いうふうに考えております。 

それとあと、椎谷層の下位の部分、層面すべりの下の部分ですが、この部分につきまし

ては、これまでも同じなんですけれども、かなり複雑な構造になっておりまして、いろい

ろな断層が推定されるという形になっておりますけれども、断層の位置を決めるというこ

とが難しいということと、あとは上位から連続しているものはないということが確認でき

ておりますので、ここでは鍵層の分布をお示ししているという形にさせていただいており

ます。 

続きまして13ページになります。13ページにつきましては、北2測線に関するコメント

回答ということで三つ指摘をいただいておりまして、一番上のものは、ボーリングで確認

された断層の条線に関する情報を提示することということで、こちらにつきましては、そ

れぞれの資料に反映しておりますので、必要に応じて御確認いただければと思います。個

別の説明は割愛させていただきます。 

二つ目が後谷背斜西翼側に推定される断層について説明することというもの、あと三つ

目が、西元寺で、沖積層が深くなる北-2-T6、T10孔については、E.L.-60～70m付近のコア

に破砕されている部分が多いので確認することという二つ御指摘いただいております。 

まず2番目のコメントにつきまして24ページを御覧ください。 

24ページは、紙面の上側に全体の位置図の中で、下段に示しています断面図を拡大して

いる部分を赤枠で示しております。ここでは、推定の断層ということで、点線で断層を入

れておりますけれども、この断層を境しましてボーリング調査の結果を見ますと、大湊砂
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層に15m程度の標高差があるということが確認されますので、こういう結果を見て断層を

推定していたものです。 

ただ、古安田層の基底を北2-⑫孔、北2-⑰孔を見ていただきますと、大湊砂層にような

大きな変位量、標高差が確認されないというようなことから、ここには地下深部へ延びる

ような断層はないというふうな解釈をしてございます。 

続きまして、三つ目のコメントですけれども、次のページを御覧ください。こちらは、

左下のほうに全体位置図を示しておりまして、拡大部分が赤枠で示しています西元寺周辺

というふうに書いた部分になります。左上に地質断面図を大きなもので示しておりますけ

れども、この断面の-60m～-70m付近にコアが破砕されているところが多いというようなこ

とで、現地調査のときに御指摘いただいたということです。 

結果を次のページに示しております。コアをよく観測し直した結果をここに示しており

ますが、御指摘のとおりで、-60m～-70m付近には、ややコアが破砕された部分が確認され

まして、それが水平方向に連続しているような形に分布しているというふうに見えます。

ただ、上位の古安田層なんかを切る断層が、下位に延びてくるかというような観点でいき

ますと、この破砕された部分の上位に分布する鍵層ですとか、下位に分布する鍵層がほぼ

同じ標高で連続しているというようなことが確認されておりますので、ここに地下深部へ

連続していくような断層は存在しないというふうに判断をしております。 

続きまして、31ページを御覧ください。31ページは、長嶺・高町背斜に関するコメント

回答ということで、こちらも三つ御指摘をいただいております。一つ目は、五日市地点の

調査において、撓曲変形に伴う西山層の構造をボーリングコア試料で説明することという

ことで、こちらにつきましては、資料の37ページに、これまでの資料にコア写真を追加し

てお示ししておりますので、必要に応じて御覧いただければと思います。説明は割愛させ

ていただきます。 

あと二つ目と三つ目ですが、二つ目が長嶺・高町背斜を対象とした反射法地震探査で西

傾斜の断層が浅いところで認められるため、当該の延長部のボーリングコアを確認するこ

と。  

三つ目が、刈羽測線や高町測線における灰爪－西山境界のコアを検討して地質断面図の

検討を行うことということで、39ページになります。 

 こちらは、長嶺・高町背斜でボーリング・反射法地震探査を実施した4カ所のうち、北

側の二つ目、刈羽地点という場所の調査の結果になっております。いただいた御指摘とし
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ましては、右側に示しています反射法地震探査を見ていただきますと、地下には延びてい

ないんですけれども、浅部に断層構造のような反射面の不連続が確認されるということで、

この断層が地表付近にあるのか、ないのかということをボーリング孔で確認できないかと

いう御指摘です。 

そういった観点で、ボーリング孔を確認し直してみましたけれども、断層については、

この反射面の不連続の部分まで到達していないということで、ボーリングからは断層の存

在は確認できませんでした。 

 もう一つ、三つ目のコメントといたしまして、左側の地質断面図のKw-2、Kw-3、Kw-8と

いう辺りに西山層と灰爪層の境界がございますけれども、この境界の認定の仕方について、

ちょっと反射法の結果と不整合があるんじゃないかというような御指摘をいただいており

ます。 

上段の中央の地質調査の平面図を見ていただきますと、これまで御提示させていただい

た資料では、ボーリング孔といたしましてKw-9という高町背斜のすぐ脇にある孔がありま

すけれども、断面から外れているんですが、これも投影した形で地質断面図を作成してい

たんですけれども、この部分はちょっと断面から離れているということで、Kw-9孔の記載

をとって、Kw-2、Kw-3、あとKw-8という孔の地質の分布状況から、改めて西山層、灰爪層

の境界を引き直しております。 

その結果を右側の反射法地震探査の結果にも重ね合わせて示しておりますけれども、概

ねそれほど違和感のないような形で反射法の結果と整合してくるような形になってござい

ます。 

刈羽地点につきましては以上になります。 

続きまして、その次のページ、40ページです。40ページは同様ですけれども、下高町地

点についても、西山層と灰爪層の境界の認定について精査するというようなことで、ボー

リングの柱状図のほうに西山層ですとか灰爪層で確認しました地層の傾斜を入れておりま

すけれども、そういった傾斜と整合するような形で西山層と灰爪層の境界の認定をしたと

いうことで、若干、修正をさせていただいております。 

続きまして、45ページです。45ページは、古安田層の年代に関するコメントということ

で、こちらも三つ指摘をいただいております。 

まず一つ目が、中子軽石の降下年代とこれまで説明している大湊砂層の堆積時期の関係

に矛盾がないことを説明すること。 
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二つ目が、火山灰について屈折率の分析結果も示すことということで、この二つ目につ

きましては60ページにデータをつけておりますので、こちらも説明は割愛させていただき

ますが、必要に応じて御確認いただければと思います。 

三つ目が、刈羽テフラ(y-1)の酸化Naのばらつきが大きいようなので、その要因につい

て検討することということです。 

1番目と3番目ですが、まず3番目のほう、51ページを御覧ください。こちらが刈羽テフ

ラ(y-1)の年代の検討ということで以前お示しさせていただいている資料ですけれども、

この右側の火山ガラスの分析結果を御覧いただきますと、G10というふうに書いておりま

す緑で示している部分がありますが、こちらが、Matsu'uraさんなんかの論文に示されて

います分析結果の平均値をプロットしているものです。ブルーですとか赤で示しています

のが、我々がy-1と呼んでいたテフラの分析結果の平均値ではなくて、生のデータをプロ

ットしているという形になっています。ややこれが乖離しているんじゃないかというよう

なことで、G10のほうの生データと、あと我々の生データのほうを比較してみたというの

が次のページになります。 

オレンジで示していますのが、我々の分析結果で、緑で示していますのが、G10の分析

結果になっています。それぞれ四角い長方形の枠で示していますのが、それぞれの分析結

果の±1σの範囲を示したものになっておりまして、ばらつきの範囲としましては、平均

値と我々の生データを比べると、ややばらついているような形になりますけれども、それ

ぞれのばらつきの範囲というものについては、おおよそ一致しているというふうに考えて、

同定については問題ないんじゃないかというふうに考えてございます。 

続きまして、58ページです。一つ目の御指摘でいただいておりました中子軽石地層の年

代と大湊砂層の堆積時期の関係に矛盾がないか、そういったことを確認することという御

指摘です。ここに海水準変動ですとか花粉の分析結果も示しておりますが、こういったも

の、これまでの調査の結果と矛盾なく説明できるかどうかという観点で検討を行っており

ます。 

左下の図につきましては、海水準変動に古安田層の堆積時期、あとはテフラなどを記載

しておりますが、MIS7の時期につきましては、阿多鳥浜テフラですとか、刈羽テフラ、先

ほど出てきたものですけれども、こういったものが降灰しているという形で、こういった

ものを含むものを古安田層というふうに認定してございます。 

その後にMIS6の寒冷期がありまして、14万年前ぐらい以降、5eに至る時期がありますけ
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れども、その部分を少し拡大して示しているのが右上に少し大きく示している部分になり

ます。 

5eに至る温暖期におきましては、この時期には安田層の下部層が堆積するという形にな

っているんですけれども、ここでは花粉の分析を行っておりまして、安田層の下部層では、

右下に示しておりますけれども、温暖期の花粉が出ているということで、安田層下部層に

ついては、5eに至る中でもやや温暖な時期に堆積しているというふうに考えられますので、

海水準変動との対応としましては、この寒冷期の底を打ったところよりももう少し時代が

進んだところ、少し暖かくなっているところに安田層の下部層が堆積しているというふう

に考えられます。 

その後、安田層の下部層と整合に大湊砂層が堆積して、大湊砂層が堆積して間もなく

NG(中子軽石層)が降下したという形になります。これが13万年前ごろというふうに考えま

す。 

NGのすぐ上位にはTGが降灰しているというふうなことを前回、御説明させていただいて

おりますけれども、これが12万9,000±3,000というようなことになっておりますので、こ

ういった形、層位関係になってきます。 

以上のとおり、NGを含んだ大湊砂層が5eの堆積物であるというふうにこれまで評価して

いたことにつきましては、テフラの層位関係ですとか、花粉の分析結果からも矛盾なく説

明できるというふうに考えておりますので、大湊砂層が5eの堆積物であるということには

問題ないというふうに考えております。 

続きまして60ページを御覧ください。すみません、60ページは屈折率の結果ですので、

これは割愛させていただきます。 

続きまして61ページになります。61ページにつきましては、阿多鳥浜テフラの分布評価

に関するコメント回答ということで、御指摘を2点いただいております。阿多鳥浜テフラ

の標高分布が、断層の組み合わせによって説明ができるのか詳細を説明するこというもの

と、あともう一点が、椎谷層上限面コンターに示している北-2測線を横断する断層につい

て説明することということで、まず1点目の御指摘に対して66ページを御覧ください。 

前回の御説明では、F-B断層による地殻変動、要するに中越沖地震の地殻変動と、それ

と阿多鳥浜テフラの標高の分布を比較することで、その両者に高い相関があって、F-B断

層の活動の累積で阿多鳥浜テフラの標高の分布が説明できる可能性があるんじゃないかと

いうような御説明をさせていただいております。ただし、左の平面図を見ていただきます
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と、発電所の周辺にはF-B断層だけではなくて、気比ノ宮断層ですとか片貝断層というよ

うな比較的活発な活動をしている活断層が指摘されておりますので、これらの影響につい

て検討をしてみたということになります。  

次のページを御覧ください。気比ノ宮断層ですとか片貝断層につきましては、中越沖地

震のように地殻変動モデルというものをつくれるような地震を起こしていないということ

で、モデルとしては単純なものになりますけれども、1枚モデルで検討をしてございます。  

その結果、下の表に示しておりますけれども、地殻変動の結果としましては上段に示

しておりまして、そこから得られた地殻変動量と阿多鳥浜テフラの標高との関係につい

ては下段のグラフに示しております。気比ノ宮断層につきましても、片貝断層につきま

しても相関係数を御覧いただきますと、比較的対応関係は良好であるという結果が得ら

れておりまして、それぞれ個別の断層についても阿多鳥浜テフラの標高は概ね説明でき

るのではないかというふうに考えられます。  

 次のページには、これらの三つの敷地周辺にある活断層の組み合わせについてどうな

るかということを試しに検討してみたということです。それぞれの活断層につきまして

は、活動のインターバルがわかりませんので、どういった比率で足し合わせたらいいか

ということはわかりませんので、参考という位置づけで、それぞれ1対1の形で活動した

場合という仮定のもとで検討したものになります。 

 左上には中越沖地震と気比ノ宮断層が1回ずつ起きた場合、右上には中越沖地震と片貝

断層が1回ずつ、左下には気比ノ宮断層と片貝断層、右下には三つの断層がそれぞれ1回ず

つ動いた場合にどうなるかということですが、いずれの結果におきましても、断層の活動

と阿多鳥浜テフラの標高の分布については、比較的無理なく説明できるというようなこと

がこの結果からは言えると思います。 

 ただ、先ほど申し上げましたけれども、片貝と気比ノ宮につきましては1枚モデルでや

っているということで、ここの検討につきましては参考という位置づけかと思っておりま

す。 

 続きまして72ページを御覧ください。72ページには椎谷層の構造を反射法地震探査の結

果などを用いて示しておりますけれども、この中に北2測線の辺りに逆断層という形で図

示しております。これについて説明することということですが、こちらの断層につきまし

ては、初めて出てくるというような断層ではございませんで、五日市測線のところで確認

しております撓曲構造の地下に推定される逆断層という形で示しているものになります。
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その断層の活動性につきましては、五日市測線のところで、少なくともM1以降の活動はな

いという評価をしておりますので、活動性が問題になるようなものではございません。こ

の平面的な分布につきましては、ここに示していますような反射法地震探査の結果を見な

がら推定して記載をしているという位置づけになります。 

 以上で敷地の近傍に関する御指摘事項に関するコメント回答という御説明になります。 

 続きまして、資料2-2のほうを御説明させていただきます。 

資料2-2のほうは、敷地内の断層に関するコメント回答ということで、表紙をめくって

いただきますと、同様にコメントのリストをつけさせていただいています。 

 1枚目のほうは、原子炉建屋設置位置付近の断層に関するコメント回答ということで、

V2断層、F3断層、F5断層、あとは右上に行きましてα・β断層、古安田層に関するコメン

ト回答ということで、こういった分類で検討をしております。 

 もう一枚めくっていただきまして、その他の断層に関するコメント回答ということで、

ここには四つほどいただいておりますので、これも後ほど御説明させていただきます。 

 コメントリスクをめくっていただきまして1ページ、コメントの回答をさせていただき

ます。ここでいただいている指摘といたしましては、V2断層に関するものですけれども、

V2立坑の西山層健岩部と風化部の含水率測定の分析内容を説明すること。V2立坑の西山健

岩部と風化部の分析において、西山層の含水率が高いので、文献の値などと比較すること

ということで指摘をいただいております。 

 資料の下段のほうには、これは、前回お示ししている資料になりますけれども、含水率

のところを引き出ししておりますけれども、39.9、39.8という数値が入ってございます。

これにつきましては、試料採取後すぐに含水率の試験を実施をして、その結果を記載して

いるという形になります。今回、改めて試料を同じ場所から採取し直しまして、自然乾燥

状態にした後に含水率の試験を実施しております。結果を次のページにお示しします。 

 左の表の青枠の部分を御覧いただきますと、ここに今回改めて試料の採取を行って実施

した含水率の試験結果を示しております。結果としましては、5.37、5.33という数値が得

られております。 

 右側の少し大きな表がございますけれども、こちらが文献に示されております西山層の

泥岩の健岩部を用いた分析結果になりますけれども、ここも青枠で示しておりますが、こ

こに示される値としましては6％～7％というような値になっておりまして、概ね同程度の

結果になっているのではないかというふうに考えております。 
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 また、そのほかの赤枠で示している分析結果もありますが、文献と、あとV2立坑で得ら

れた結果を比較しますと、Fe2O3がV2立坑でとったものではやや大きくて、MnO、Na2O、C

などがやや少ないという傾向が、文献と比較した場合に出ております。 

V2立坑の試料につきましては、いずれも文献に示されるような健岩部に比べましてやや

風化している傾向があるのではないかというようなことが、その比較の結果から言えるか

というふうに考えております。 

次のページは、文献から引用したものを参考までに載せさせていただいております。 

もう一枚めくっていただきまして4ページになります。次のいただいている御指摘とい

たしまして、沖積層と西山層の境界部のCT画像について明暗の要因について説明すること

ということで、下段に前回資料をお示ししておりますけれども、このCTの画像の白い部分

と黒い部分の違いについてということで、その次のページになりますけれども、同じ資料

の中に、一般論にはなりますけれども、白く見える部分と黒く見える部分の要因について

同じ資料に補記させていただいているということで、こちらについては説明は割愛させて

いただきます。 

続きまして6ページになります。6ページは、重力性のすべりとして整理している断層に

ついて、すべり方向の断面図を示すことということで、これはF3断層に関連する御指摘に

なります。下段にF3断層に関する調査の結果の資料をお示ししておりますが、横坑の展開

図の右側壁を御覧いただきますと、F3断層を赤で示しておりますけれども、その上位に青

線で示している部分がございますけれども、こちらはF3断層ではなく、小規模なすべり面

であろうというふうに考えているものになります。 

このすべり面につきましては、赤枠で囲っている部分に示しておりますけれども、条線

の方向もややF3断層とは異なっていて、薄片の観察結果によっても運動センスは正断層と

いうような結果が得られておりますので、西山層上限面の形状に応じた小規模なすべりで

あろうというふうに考えていたものです。これについて、ちょっと広範囲の西山層の断面

の状況を示すようにという御指摘で、次のページにそれを示しております。 

右上には平面図を示しておりまして、中央の下段のほうには、その断面図を示しており

ます。御覧いただいたとおりですけれども、横坑にて確認されましたすべりの方向と調和

的な形で西山層の上限面の傾斜方向が向いているということで、こういった西山層の上限

面の形状に応じて地すべりが発生しているんじゃないかというふうな解釈をしてございま

す。 
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続きまして8ページになります。8ページは、こちらは、今度、F5断層に関連するボーリ

ング調査の結果についての御指摘になります。F5-11孔の深度25.9mの亀裂は、断層なのか

どうかという御指摘です。これは現地調査でいただいた御指摘になります。 

めくっていただきまして9ページですけれども、御指摘をいただいた場所ですけれども、

左下にボーリング調査による地質断面図を示しておりますけれども、その中に引き出し主

線を入れておりますが、割れ目分布位置というふうに書いたところ、この部分になります。

この部分のコアの状況について、詳細な観察を次のページに行っております。 

10ページですけれども、左上には御指摘がありました割れ目というふうに呼んでいる部

分の写真を拡大してお示ししており 

ます。右上には、画像のコントラストをちょっと強調したもので、ものの違いが少しわ

かるような形で写真を加工して示しております。左下には、左上の写真にある赤枠の部分

をさらに拡大したような形で写真を示しております。 

左下の写真を御覧いただきますと、割れ目を横断するような形で、少し色合いの異なっ

ている砂粒の密集した部分、こういったものが割れ目を横断して連続して分布していると

いうことが確認されますので、この割れ目につきましては断層ではなくて、亀裂のような

もの、そういったものではないかというふうに解釈をしております。 

続きまして11ページです。11ページは、F5断層先端部の断層粘土の分布状況について詳

細に説明することということで、このページの下段に、その御指摘の箇所を囲って示して

おりますけれども、F5断層の先端部を御覧いただきますと、オレンジ色で塗色した古安田

層の砂礫層がございますけれども、これが断層のちょうど先端の部分で少し盛り上がった

ような状況になっているということで、逆断層ではないかどうかきちんと説明することと

いうようなコメントに関連した御指摘ということになります。 

これまでの御説明としましては、12ページ以降に同じ資料を載せてございますけれども、

この部分をより詳細に観察した結果、逆断層運動を示唆するようなデータは認められてい

ないということで我々は考えておりますけれども、今回ちょっと視点を変えて、仮にF5断

層が逆断層として活動していたとすると、この面だけではなくて、もう少しほかの面もご

ざいますので、そういったほかの壁面にも逆断層の痕跡が出てくるであろうということで、

そういった視点でどういうふうな状況になっているかを確認してみたということを行って

おります。 

ページが17ページです。17ページには、先ほどの横坑の壁面の全体の関係を示したよう
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な鳥瞰図を示しております。まず、右上の平面図を御覧いただきますと、西壁と東壁がご

ざいまして、西壁崩壊前と書いた部分と、あと東側の壁です。それと西側の壁につきまし

ては、掘削をして時間がたつうちに、一度50cmほど掘れて崩壊しているということで、西

側の壁については2カ所のスケッチがございます。 

これを模式的に鳥瞰図的に並べたのが左下の図になってございまして、F5断層がいずれ

の壁面においても左下から右上のほうに延びていくような形で分布しておりまして、これ

が逆断層的に変位しますと、上盤側が盛り上がってという形になるかと思います。それぞ

れの壁面がどんなふうになっているかということを次のページに少し詳細に観察した結果

を示しております。 

まず、表に先ほどの3カ所のスケッチを示しておりますが、まず西壁の崩落後と書いた

ものが表の左側になりますけれども、ここでは西山層、古安田層の砂礫層、オレンジで塗

色部分、あと古安田層の礫まじり砂層、薄い黄色で書いている部分です。いずれにつきま

してもF5断層を境にしまして紙面左側が低くなっているというような形が確認できまして、

正断層の変位が確認されるという状況になっております。 

さらに赤枠で囲った部分を拡大して写真で示しておりますけれども、この断層の直上の

部分につきましては、小さなノジュールが少しございまして、そのノジュールを詳細に観

察しますと、このノジュールの中にも正断層の変位が確認されるということで、逆断層の

変位を示唆するような構造というのは、この西壁の崩壊後のところでは確認されないとい

う状況です。 

続きまして表の一番右側の東壁ですけれども、こちらも同様の地質の分布になっており

ますが、西山層の上面、古安田層の砂礫層、あと古安田層の礫まじり砂層のいずれにつき

ましてもF5断層を挟んで全体としては紙面の右側が低くなっているという正断層片が確認

されるという状況になっております。 

その後、表の中央になりますけれども、西壁の崩壊前についても同様な形になっており

まして、いずれも正断層の活動によるものというふうに解釈がされます。ただし、先ほど

御指摘の事項にありますF5の先端の部分です、局所的に途切れたような部分のオレンジ色

の部分がございまして、そこが御指摘のもとになっている部分というふうに理解しており

ますけれども、仮に逆断層で動いたとしますと、このいずれの壁面につきましても上盤が

全体が隆起して、紙面の左側が高くなるという形になるかと思うんですけれども、いずれ

も先ほど御説明したとおりで、左側が下がっているような形になっておりますので、これ
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が逆断層として活動してできたものではないというふうに考えられます。 

そうしますと、この膨らみは一体何なのかということで写真を少し拡大して表の中の下

に示しておりますけれども、17基支保工で隠れていて全体は見えないんですけれども、こ

のオレンジ色で塗色部分につきましては、ノジュールの礫が少し大きな物が入っておりま

して、ここを地層境界として色をつけましたので、そういった形で少しここが飛び出たよ

うに結果的に見えているというようなことになっております。 

もう少しわかりやすいように次のページに全景の写真を載せておりまして、19ページで

すけれども、こちらがちょうど17基目が掘り上がったときの切羽と壁面の状況になってお

ります。写真は3枚ありますけれども、中央がちょうど切羽、17基目が掘り上がった直後

の状況になっております。紙面の右側と左、写真の右側と左側につきましては、東側壁と

西側壁を展開して示しているというものになります。 

写真の一番左側を見ていただきますと、ちょうど17という数字を書いたすぐ左側に、先

ほど写真で拡大していたノジュールの一部が確認されまして、ここにノジュールがあると

いうことが確認できます。ただ、これが広がっているかといいますと、写真中央の17と支

保工を書いた部分がありますけれども、そこの部分には、横に広がってくるようなノジュ

ールはなくて、ごく局所的にこういった小さなノジュールがあって、スケッチの中ではあ

あいった形で見えているというふうに考えております。 

続きまして23ページを御覧ください。23ページにつきましては、立坑の中の詳細分析に

おいて一つの面で、これ、薄片観察のことですけれども、一つの面でP面が2方向認識され

るものが見受けられると。確度の高い情報が必要なので慎重に判読したほうがいいという

御指摘です。 

御指摘の部分につきましては、左下の薄片観察の結果に出ておりますけれども、P面の

可能性があるものとしまして、黄色で示しておりますけれども、高角なものと低角なもの

と2方向があるということになっております。 

これにつきましては、ちょっと前回、御説明が不足していたんですけれども、データと

しては参考でお示ししていたもので、棄却していたデータになります。そういったデータ

を棄却する場合の考え方についてはきちんと説明して考え方を示しておいたほうがよいと

いうようなことで、次の24ページ、25ページに示しております。 

まずは25ページを御覧ください。25ページにつきましては、薄片観察を行った部分の研

磨片を写真で示したものです。御覧いただいたとおりなんですけれども、F5断層のY面の
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認定、主たる方向につきましては、この点線で引き出した部分ということになるんですけ

れども、ちょっと局所的にかなり湾曲しているような形、白の点線で示しておりますけれ

ども、F5断層の粘土の部分がかなり湾曲している部分というところに当たっております。

こういった局所的な湾曲の状況などによって、先ほどのP面のようなものが2方向確認され

たりというようなことが起きたんじゃないかというふうに推測しておりまして、ここでそ

のP面の認定をするのは適切ではないというふうに考えて、データを棄却しているという

ことになります。 

そういった考え方をきちんと示しておくということで24ページには、複合面構造の認定

方法ということで、Y面とP面の角度をきちんと確認してP面の認定をするというようなこ

とを明記するように修正をしてございます。 

続きまして26ページになります。26ページにつきましては、α・β断層に関連する御指

摘になります。β断層の深部については、深部への連続性が止まっていないということな

ので、他のデータで補強できないか検討することという御指摘です。 

下に図面、調査結果を示しておりますが、α断層につきましては、深部延長上のA-4孔

というボーリング孔でも確認されないということを見ておりますけれども、β断層につい

ては、一番深いA-4孔でもまだ確認されているということで、ほかのデータで補足できな

いかという御指摘です。 

めくっていただきまして27ページです。27ページは、まず、右下の平面図を御覧いただ

きますと、ボーリングの位置図を示しております。1号機と2号機の基礎底面のスケッチが

ありますけれども、この間でA-1、A-2、A-3、A-4という4孔の斜めボーリングを実施して

おりまして、その中に黒字で書いておりますけれども、♯1-3というボーリング孔がござ

います。これは、過去に実施した鉛直のボーリング孔でして、これをあわせて斜めボーリ

ングの結果と断面図に示したのが左側の図になります。 

あわせて♯1-3孔も投影した形でこの断面を見ていただきますと、断面図のずっと下の

ほうになりますけれども、NT-18というふうに書いた赤線を示しております。これは、A-4

孔という斜めボーリングと♯1-3孔というボーリング孔で確認したNT-18と敷地内で呼んで

おります鍵層です。その確認された位置を断面に記載しているものになります。 

それと一緒にNT-18と数字を書いたところから緑の点線を引き出しておりますけれども、

この点線につきましては、NT-18よりもさらに上位にあります、ちょっと字が小さくて見

づらいですけれども、2という数字を書いた鍵層と平行な線をこの点線で引き出している
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という形になります。この鍵層の2につきましては、断層の変位を受けていないと考えら

れる部分になりますので、その傾斜とNT-18の傾斜を比較しているという形になります。 

仮にNT-18がβ断層の変位を受けて正断層として動いているとすれば、NT-18の分布深度

につきましては、♯1-3というのがより深くなりますので、断層変位のない2番という鍵層

よりもさらに傾斜がきつくなるはずということになりますけれども、逆に2番の鍵層の傾

斜よりもさらに緩くなっているというようなことですので、β断層の変位については、

NT-18という鍵層までは達していないというふうなことが推定されます。そういったこと

で、β断層につきましても深部へは延長していないというふうに考えております。 

続きまして28ページです。こちらもα・β断層に関連する御指摘です。α・β断層の変

位の累積性の評価で、鍵層の連続を整理しているが、そのほかの小断層の影響はないのか

ということです。赤枠で右下に示しておりますが、α・β断層以外の小断層の変位量が影

響していないかどうかという御指摘になります。 

めくっていただきまして29ページです。こちらは、これまでのデータの再掲という形に

なりますけれども、左側にはα・β断層に加えて、それ以外の断層の位置や走向・傾斜に

ついても黒の点線で記載をしております。 

こういったα・β断層と系統の異なる断層につきましては、左側の図面に示しておりま

すけれども、隣接するボーリング孔に連続するというような様子は確認されません。また、

ボーリングで確認しました鍵層をつないだ線、緑の線ですとかブルーの線がございますけ

れども、こういった鍵層をつなげた線については、概ね平行に分布していて、それぞれの

鍵層の間隔もほぼ一定であるというようなことから、α・β断層の変位量の推定に当たっ

て、これらの黒い点線で書いていますような小断層による影響というのは、ほとんどない

んじゃないかというふうに考えております。 

続きまして30ページになります。30ページも引き続きα・β断層に関するコメントです。

α・β断層について、破砕部の鉱物分析などの評価を用いて活動性の補強ができないかと

いう御指摘です。α・β断層の破砕部と、その周囲の健岩部でX線回析分析を実施いたし

まして、何か言えることがあるか検討をしてみました。その結果を次のページに示してい

ます。 

左上の図面には、α1・α2（健）と書いてあるところ、α1、α2、α3、α4、あとβも

1～4まで丸をつけたところで試料を採取いたしまして、X線回析分析を実施しておりまし

て、その結果を右側の表に示しております。 
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結果は、破砕部と健岩部というふうに分けて分析を実施しましたが、結論からは、健岩

部にも破砕部にも有意な鉱物の組成の違いというのは認められないということで、この結

果をもって活動性評価に関連するデータは特に得られなかったというふうに考えておりま

す。 

続きまして32ページになります。次にいただいているコメントといたしまして、α・β

断層が将来活動する可能性のある断層等であるか否かについて説明することということで、

次のページを御覧ください。 

33ページにα・β断層の分布位置と活動性評価を行っている位置について示しておりま

す。平面的な位置につきましては、左上の図面に示しておりまして、α・β断層とも走向

がほぼ同じで長さについてもほぼ同じという形になっております。1・2号の原子炉建屋の

直下に分布するという断層になります。 

これらの断層の活動性評価を実施した地点といたしましては2カ所ございまして、左下

の試掘坑の位置を入れた図がございますけれども、この図の中に赤丸で囲っている部分が

あります。こちらは、過去に実施いたしました試掘坑の中で、β断層と上載層の関係を直

接確認しているという場所になります。もう一つは、紙面の右側に示しておりまして、こ

れは何度か御説明させていただいているものになりますけれども、1号の掘削時の北側の

法面の部分でα断層・β断層と、その上載層の関係を確認しているという2カ所で活動性

の評価を行っております。 

まず最初に、試掘坑の結果について36ページを御覧ください。36ページには、左下に先

ほどと同じ試掘坑の位置図を示しておりますが、その資料の上段には、β断層とその上載

層との関係を直接確認した位置の左側にはスケッチ、右側には写真を示しております。今

回、新たに当時の写真を確認することができましたので、その結果もこの2枚の写真とし

て載せてございます。 

スケッチのほうを御覧いただきますと、β断層の上載層としましては、番神砂層、大湊

砂層というふうに記載をしておりますが、今回、新しく確認できました写真のほうを御覧

いただきますと、拡大図のほうを見ていただければいいかと思うんですけれども、シルト

混じりでラミナなども確認されるというようなことで、この上載層につきましては、水成

層というふうに判断をしております。 

番神砂層、大湊砂層につきましては、その境界を認定するのは全域的に変化しています

のでやや難しいところはあるんですけれども、層相につきましては、風成層であります番
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神砂層と水成層であります大湊砂層で比較的わかりやすく区分できるという層相になって

おります。 

したがいまして、ここに分布しております上載層につきましては、スケッチでは二つの

名前を書いておりますが、層相を確認した結果、大湊砂層というふうに判断をしておりま

す。 

β断層につきましては、この大湊砂層の基底に変位・変形を与えていないということが

写真からもスケッチからも確認されておりますので、大湊砂層は、これまでNGを狭在する

というようなことから、5eの堆積物というふうに評価しておりますので、後期更新世の地

層に変位・変形を与えていないというふうに直接確認されるという評価になります。した

がいまして、β断層につきましては、将来活動する可能性のある断層等ではないというふ

うに判断をしております。 

戻っていただきまして34ページを御覧ください。34ページは、2カ所目の活動性評価の

位置ということで、こちらは何度か御覧いただいている資料かと思いますけれども、1号

の基礎掘削時に北側の法面で確認された状況です。全体像を上段に示しておりまして、断

層の末端の部分の状況のスケッチ、写真を下段のほうに示しております。 

α断層につきましても、β断層につきましても古安田層の中に分布しております小断層

で止まっているというようなことが確認されています。この上位に分布しております古安

田層を不整合で覆っています大湊砂層、オレンジ色で書いた地層ですけれども、これにつ

きましてはα・β断層の上位でほぼ標高差がなく分布しているということが確認されてい

るという状況になっております。 

これにつきまして、小断層とα・β断層との関係について少し検討した結果が35ページ

になります。左側に、ちょっと図が小さいですけれども、α・β断層と小断層の関係をス

ケッチで示しておりますが、この低角度の小断層と、β断層を例にとりまして、これらが

どういう順番で形成されたのかという検討をここで行っております。 

右側に簡単なフローを示しておりますが、活動する順番といたしましては、小断層とβ

断層が同時に活動する場合というのが左側に示しています。真ん中には、最初に小断層が

できて、その後にβ断層が活動する場合、右側にはβ断層ができて、その後に低角度小断

層ができた場合というふうな場合分けをして記載しております。 

まず一番左側の同時に活動する場合ですけれども、ケース1a、ケース1bというような形

で書いておりますが、同時に活動したとしますと、この絵に示していますように、白い空
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白の部分ができてしまいまして、同時に活動したとしますと、現在のような状況にはなら

ないということで、同時に活動したということはないだろうというふうに考えています。 

また、中央、真ん中の部分ですけれども、こちらは、β断層が後でできるという形です

が、これも当然ですけれども、βが後で小断層を切ると、小断層がずれているはずですか

ら、今は、ずれていないということですので、この真ん中のケースもないということにな

ります。したがいまして、できる順序といたしましては、β断層が先にあって、その後に

小断層ができるという形成の順序になるというふうに考えられます。 

そうしますと、β断層の活動と小断層の活動については関連がないというふうに考えら

れますので、α・β断層の活動性を評価するに当たりましては、それぞれそのα断層・β

断層の上位に分布している上載層との関係を見ることで評価ができるということになりま

して、繰り返しになりますけれども、この上位には大湊砂層が高度不連続がなく分布して

いるということが確認されますので、後期更新世以降の活動はなく、α断層・β断層につ

いては、将来活動する可能性のある断層等ではないというふうに判断をしてございます。 

参考までに、これらをまとめましてα・βの活動の過程を39ページに整理をしておりま

す。 

形成の順序を少しわかりやすく漫画のような形で示しておりますけれども、まず最初に

前期更新世、①と書いた部分ですが、これが前期更新世の西山層の褶曲の時期にα・β断

層ができたというふうに考えています。 

その後、②の部分ですけれども、海水準の相対的な低下に伴いまして、西山層が侵食さ

れて、この左の図に書くような起伏に富む地形が形成されたということになります。これ

が前期更新世から中期更新世になります。 

次に③aというところで中期更新世に入りますけれども、中期更新世には海水準の相対

的な上昇に伴いまして、西山層の侵食地形を埋積して古安田層が堆積したということにな

ります。 

その次は、ここは一つの仮説という形になりますけれども、古安田層の圧密作用に伴い

まして、古安田層基底面の谷方向への引張応力が作用して、西山層上限面付近のα・β断

層に重力性のすべりが生じたということなどが考えられます。 

その後、③bになりますけれども、古安田層がさらに堆積して小断層が形成されたとい

う形になります。 

次に④の後期更新世になりますけれども、海面低下時に古安田層が侵食されて、さらに
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その後の海面上昇に伴いまして大湊砂層が堆積します。 

最後が⑤ということで現在となっておりますが、1号及び2号炉の建設に伴いまして、

α・β断層の分布する西山層の高まりは掘削除去されて、この左側の図に示しているよう

な状況に今なっているという形になります。 

以上、α・β断層の活動性について、全体をまとめたものが38ページになります。こち

らに全体の調査結果の抜粋というような形で整理したものを図として示しておりますが、

箱書きのほうには、まとめた形で結論を記載しております。 

α・β断層につきましては、ボーリング調査の結果から、深度方向に変位量を減少させ

ているというようなこと。α断層につきましては、下方延長部のボーリングに断層が確認

されないということ。β断層につきましては、先ほどNt-18の鍵層のところで御説明しま

したが、β断層の下位に分布する鍵層が連続しているというようなことから、いずれの断

層についても地下深部に連続しないというふうに判断されます。 

α・β断層につきましては、1号炉北側法面におきまして、古安田層中の低角度小断層

で止まっており、これより上位には延びていないということが確認されます。さらに、上

位の大湊砂層基底面に変位・変形も与えていないということも確認されます。また、β断

層につきましては、1号炉＋8m坑と呼んでいます試掘坑ですけれども、その試掘坑の中に

おいて大湊砂層基底面に変位・変形を与えていないということを直接確認しております。 

以上のことから、α・β断層につきましては、古安田層堆積終了後の活動はなく、将来

活動する可能性のある断層等ではないというふうに判断をしております。 

あと、なお書きで記載しておりますが、古安田層を切る動きにつきましては、断層深部

が一部固結していること、西山層上限面の高まりに位置して、断層の走向と高まりの伸長

方向がほぼ一致することから、古安田層堆積時に生じた重力性のすべりである可能性が高

いというふうに考えております。ここの断層の走向と高まりの伸長方向が一致するという

ようなことを図で示したのが、この右上の図になっております。 

α・β断層の活動性については以上になります。 

続きまして40ページです。40ページは、古安田層の帯磁率についてですけれども、これ

も現地調査のときに値が古安田層の中でかなり大きくなっている箇所がありまして、沖積

層の値に似ているというようなことですので、沖積層と間違っていないか確認することと

いう御指摘になります。 

めくっていただきまして41ページです。41ページでは、ここに書いたボーリング孔にお
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きまして、帯磁率の測定を行っております。それぞれの孔では、沖積層、あとは古安田層

などが分布している3孔です。紙面の真ん中からV1-1孔、L1-1孔、L1-3孔、このうちL1-3

孔というのが御指摘を受けた孔になります。 

沖積層の帯磁率につきましては、いずれの孔で見ていただきましても1,000前後で推移

していて比較的安定して高いというような結果になっております。V1-1孔、紙面の真ん中

に示している孔になりますけれども、この孔には沖積層の下位に古安田層が分布しており

まして、この古安田層中には阿多鳥浜テフラが確認されているということから、確実に古

安田層であるというようなことがわかるボーリング孔になります。  

ここでの帯磁率を御覧いただきますと、シルトの部分を青で示していて、砂がちになっ

てくるところを黄色で示しているのですけれども、シルトが多いところにつきましては、

帯磁率は低い傾向になっておりまして、砂がちになってくると帯磁率が上昇するというよ

うな形になって、さらに砂がちのところでもかなり帯磁率のばらつきが大きいというよう

な傾向が見てとることができます。  

一方でL1-3孔のほうを御覧いただきますと、基本的には、V1-1孔と同じような傾向は示

しておりまして、シルトの部分では、帯磁率は安定して低いような結果が出ておりまして、

砂がちになってくると、少しばらつきながら時々高い値も入ってくるというような結果に

なっておりまして、確実に古安田層だと言えるV1-1孔とL1-3孔の傾向というのは、特に変

わっていないということですので、このL1-3孔についても、これまで古安田層と評価して

いたことに特に問題はないだろうというふうに判断をしてございます。 

次のページは、参考に写真を示したものですので、必要に応じて御覧ください。 

続きまして43ページです。43ページは、4系に分布する断層、その他の断層としていま

したコメント回答の一部になります。旧青山農場地点の断層の形態について説明すること

ということで、この赤枠で囲った部分の断層の形態について説明することという御指摘で

す。ちょっとここは、前回、御説明が不足した部分ですので補足の説明ということで次の

ページを御用意しております。 

まず、平面的な位置としましては、左上の図に示しておりますけれども、旧青山農場地

点と丸をつけている部分になります。この位置には、少し小さくて見づらいですが、A断

層というふうに書いております法面で確認された断層ですとか、あとはその東側にはボー

リングを実施した断面がありまして、さらに東側に行きますと、法面で小断層が確認され

る部分があると、そういう位置関係になっています。 
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その地質の状況を書いていますのが右側の図になっておりまして、一番上段にはA断層

と書いています法面で確認された断層です。この断層につきましては、形態を見ていただ

きますとすぐおわかりになりますが、円弧すべりのような形をしているという形になって

おります。 

図面の下段を見ていただきますと、地質断面図№83～№117孔間と書いた断面がござい

ますけれども、こちらもA断層の円弧すべりの標高差と調和的な関係で番神砂層、大湊砂

層にほぼ同程度の標高差が確認されるという形になっております。 

真ん中の露頭スケッチというふうに書いたものになりますけれども、さらに東側には北

東側に傾斜するような地層の分布が露頭で確認されているということで、これら三つを総

合的に考えますと、左の図に赤い点線で書いていますような馬蹄形状のすべりが想定され

まして、露頭で確認された北東の傾斜といいますのは、この馬蹄形の円弧すべりによった

すべり土塊の後方回転によるというふうに考えることができるのではないかというふうに

考えております。 

続きまして45ページになります。45ページのいただいている御指摘としましては、KK-2

測線で反射面が不鮮明に見える区間について、5号法面付近のボーリングデータを示して

説明を補強することということで、下段の図に示しておりますが、赤枠で囲った部分の反

射面がやや不明瞭になっているので、この部分をボーリングデータで補完できないかとい

う御指摘です。 

次のページを御覧ください。左上に反射法地震探査と、あとボーリングの断面図の位置

を示しておりますが、ここで示しております反射法の測線は、緑の丸がついている測線に

なります。それをやや斜交して横断するような形でボーリングのA-A'断面という断面がご

ざいまして、ちょっと斜交していますので、投影するのは少し難しいところはあるかと思

いますけれども、その結果を投影したものが右下の図面です。右上の上段には少し反射法

の結果がもやもやしたところがありますけれども、その部分にボーリングで確認した地質

断面図を重ね合わせますと、特にそういった状況は確認されませんで、西山層の中の鍵層

が比較的スムーズに連続しているというようなことが確認されますので、特に地質の分布

に断層を想定したりですとか、そういったことは必要ないかなというふうに考えておりま

す。 

続きまして47ページです。47ページは、重要施設と断層の位置関係がわかるような図を

示し、6・7号炉申請という観点から整理することという御指摘です。 
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めくっていただきまして48ページです。48ページには、耐震重要施設、あと重大事故等

対処施設ということで色を分けて敷地全域の平面図にその施設の位置を示しております。

ブルーで書いていますのが耐震重要施設、緑で書いていますのが重大事故等対処施設とい

うことになります。これらの施設と断層の関係ですけれども、断層につきましては2種類

に分けて記載しております。赤の実線で書いておりますのが、西山層中に確認される断層

ということで、黄色のほうで書いていますのが、古安田層よりも浅いところの地すべり性

の断層ということで記載しております。 

赤で示しております西山層中の断層につきましては、これまで御説明してきたとおりな

んですけれども、いずれの断層につきましても少なくとも古安田層堆積終了以降の活動が

認められないというふうに判断しておりますので、将来活動する可能性のある断層等では

ないということですので、重要施設との関係については問題とはならないというふうに考

えております。 

もう一つ黄色で書いている地すべり性の断層につきましては、一部、2号・3号の東側の

部分を御覧いただきますと、重要施設の付近に分布しているという形になっておりますの

で、その詳細については次のページに示しております。 

左上に平面図を示しておりますが、こちらが番神砂層、大湊砂層の上限面のコンター図

に断層の位置を落とした図になっております。この図を見ていただきますと、番神砂層、

大湊砂層の高まりの位置と調和的な形で断層が分布しているというようなことが確認され

まして、こういった番神砂層、大湊砂層の昔、高まりがあった部分、地形のアンバランス

によってすべりが発生したのではないかというようなことが推定されます。 

一方で、現在の地形はどうなっているかということになりますけれども、現在は、この

付近も造成工事を行って掘削整地されているという状況になっておりまして、今の状態は、

右側の断面図に示すような形になっております。右上の図で例示しますけれども、1-1'断

面という現地形という形がありますが、これは北から南に向かって斜面があるような形に、

過去あったということになっておりまして、こういったところで地すべりが発生している

んだろうというふうに考えております。 

一方で、今の状況がその下段に示しています1-1'断面現状というふうに書いたものにな

っておりまして、こういった地形的な不安定な状態というのはなくて、もう掘削整地しま

して平らな状態になっているということですので、このような平らな地盤が将来すべって

問題を起こすというようなことはないというふうに考えられますけれども、これらにつき
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ましては、今後、基礎地盤の安定性評価を実施して問題ないかどうかということをきちん

と御説明させていただきたいというふうに考えております。 

次のページも基本的には同様です。もう少し北側の断層につきましても同様でして、断

層が過去動いたときについては、その当時の斜面の状態に応じてすべったんだろうという

ふうに推定されますけれども、現在は3-3'断面というような形で切り取って平らになって

いるという状況ですので、こういったものがすべることはない、安全性に影響を与えると

いうようなことはないだろうというふうに考えております。 

コメント回答の資料の御説明については以上になります。 

○石渡委員 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。御意見、質問のある方は挙手をして名前を言っ

て発言してください。 

どうぞ、田上さん。 

○田上審査官 地震・津波担当チーム員の田上です。 

 最初の資料2-1、敷地近傍のほうの資料なんですが、7ページをお願いいたします。 

前回、A断層の運動がどうなっているかということで、左横ずれのすべりを起こしてい

るという御説明でしたので、そういった情報を提示していただきたいということでお願い

して、それはA断層については後のほうの資料に出てきているんですが、こういった平面

図を見てみましても、トレンチのところ以外にも剥ぎ取り面ですとか、情報を密にとられ

ているんですね。こういった情報について、後谷背斜との関係というのを確認したいと思

いますので、断層面と条線のデータを同様にステレオネットに表示して示していただきた

いと思います。その際には、各層、層ごとに区分してお示しいただきたいというふうに思

います。 

 そのデータを踏まえた上で、A断層ですとか周辺の断層の動きと対比して、どういう運

動でできたものかというのを御説明いただければと思っております。 

 同様に、その次のページの8ページです。こちらは、トレンチの部分でも同様にA断層以

外、たくさん情報をとられていますので、こういった情報を構造データとして取りまとめ

ていただきたいと思います。それが一つ目、1点です。 

○石渡委員 今の指摘についてはいかがでしょうか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 承知いたしました。この紙面の右側のほうにある椎谷層の中の断層とか、そういったも
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のについての情報ということでよろしかったでしょうか。 

○田上審査官 はい。トレンチのほうは椎谷層のほうもそうですが、このA断層以外にこ

ちらのほうですね。こういったところにも小断層のデータをたくさんとられていましたの

で、そういった情報も踏まえてということなんですが。 

○東京電力（金戸） この図面のこの紙面の右側のほうの断層。 

○田上審査官 はい、最初の紙面でいきますと、A断層の情報だけ後のほうのページで提

示していただいておりましたので、この辺の断層のデータですとか、たくさんございます

ので、そういったものを情報としてまとめてもらいたい。あとは、層理面です。そちらの

面のデータですね。そういったものも構造データとしてまとめていただきたいという趣旨

でございます。 

○東京電力（金戸） はい、承知いたしました。基礎的な情報ということできちんと整理

してお示ししたいと思います。 

○田上審査官 続けて11ページをお願いいたします。 

前回の御説明では、A断層とこちらの図の右側のほうです。こういった断面だけお示し

いただいていて、追加の調査の結果から、こういった後谷背斜挟むような形で断面図を示

していただいております。 

 それで、確認なんですが、構造としては、A断層と同じような西落ちを示している断層

というのと、背斜を挟んで、今度は、こちら側には東落ちを示していると。その一番下の

ところ標高15mぐらいにこういった、その底盤になるようなすべり面があるという御説明

だったんですが、この断面の構造としては理解できるんですが、それを地すべりというふ

うに考えているところですね、断面以外の全体像という意味でどういうふうに捉えられて

いるのか、一度御説明いただけますでしょうか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 トレンチで確認されています条線の話で、これまで南側の方向にもすべっている、ずれ

ているという状況があるというふうに御説明させていただいておりまして、今回、西傾斜

のものと東傾斜のものがセットで確認されたということで。それと、あと南へもずれてい

るというようなことをあわせて考えますと、この紙面の奥側から手前のほうに向かってす

べっているというような形になっているんじゃないかということを推定しております。 

○田上審査官 今、お話いただいた点は、私どもも理解しているつもりなんですが、規模

として、例えばこれで見たら、この岩塊だとこの幅でいえば100mを超えているような幅が
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ありますよね。深さについてもその半分ぐらいの断面としての規模があります。じゃあ、

その奥行きのほう、北側から南にどういった規模で動いているのかというのを検討しても

らえているのかという点なんですが、いかがでしょうか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 今回、この場所を選定して、東西方向に密に調査を実施して、こういった形がわかって

きたということですけれども、この北側、南側の状況がどうなっているかということにつ

いては、データがございませんので、確実な情報というのはないというふうに考えていま

す。 

ただ、先ほどの繰り返しになりますけれども、ここで得られた情報から推定すると、先

ほど申し上げたような形で地すべりが発生しているんじゃないかというふうに考えている

ところです。 

○田上審査官 ここの標高でいったら御説明のとおりで15mぐらいの標高を示しています。

手前のほうに椎谷層自体、20度ぐらいの傾斜をしていますので、手前側にすべってくるに

つれて、このすべり面というのも標高として下がっていくというイメージで考えているん

だと思うんですが。現在の地形、平面図的な地形で見て、そういった規模の地すべりが動

いているというような、この岩塊として、そういったものが動いているというのが説明で

きるのかというところが重要な点かと思いますので、引き続き議論はさせていただきたい

と思うんですが。 

 その上で、今回、たくさんボーリングを掘られて、多分、BTVのデータ等密にやられて

情報をそろえていただいていますので、こういったところ、層面すべり断層の部分ですと

か、あと椎谷層の岩塊のすぐ上にあるようは破砕された部分、一部写真を載せていただい

ているんですが、こういった部分の説明ですとか、あと下の椎谷層、こちらにつきまして

も密に断層とかの情報をとられていますので、こういった情報をもう一回、先ほどのトレ

ンチの部分と同様に、構造のデータを整理していただいて、それでもう一度この成因につ

いて、地すべりなのかどうかというところを引き続き議論させていただきたいと思います。

コメントです。 

 以上です。 

○石渡委員 よろしいですか。 

それでは、ほかにございますか。 

どうぞ、宮脇さん。 
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○宮脇技術研究調査官 技術研究調査官の宮脇です。 

 今の田上の説明にちょっと補足なんですけれども、11ページのこの図です。やっぱり上

のほうの岩塊、すべり層より上のほうの岩塊については、今回、結構詳細に調査していた

だいたんですけど、この椎谷層の中の構造、全然解釈が入っていないんですね。鍵層をた

くさん示していただいているんですけれども、背斜軸の特に東側のこの鍵層を見ると、結

構、この辺り、10mぐらい鍵層が東に落ち込んでいるというような大きな構造が見られま

す。この辺の椎谷層の中の構造の解釈と、上部の構造も含めて、総合的な検討をもう少し

深めていただきたいと思います。 

 あと、この辺りの詳細なDEM陰影図みたいな地形情報とかというのがもしありましたら

示していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 この椎谷層の下位の状況につきましては、少なくとも上位の大きな変位量、10mを超え

るような変位は、下には連続していないというふうに考えておりまして、その部分につい

ては、そういったことかなと思っていますけれども、椎谷層の中の構造ということにつき

ましては、御説明のときもちょっと申し上げたんですけれども、少しある仮定を置かない

と断層を引くにしても、何種類も考えられてかなり難しいんじゃないかなというふうに考

えていますので。基本的には、ボーリングコアの中でこれだけの鍵層があって、繰り返し

がないというようなことが確認できていますので、基本的には正断層でこういったものが

形成されているという前提条件などを置いた上で、少し検討させていただきたいなという

ふうに思っております。 

 あと地形の情報ですけれども、ちょっとこちら、今、レーザーのデータですとか、そう

いったものがあるかどうかということを確認して、また改めて御回答させていただきたい

と思います。 

○宮脇技術研究調査官 ではよろしくお願いします。 

 あともう一点、20ページをお願いします。 

これは後谷背斜周辺にやはり高角度の断層があるということなんですけれども、主に後

谷背斜の軸部付近と、それから後谷背斜東翼部周辺に、この辺の高角度の正断層なんです

けれども、寺尾のところもそうなんですけれども、この付近の特徴かもしれないですね。

こういう軸部とか、翼部でも、ヒンジになっていますよね、反射断面を見てみると。こう

いうところに高角度の正断層ができていると。 
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これを見てみると、番神砂層を最大10mぐらいの変位をいずれの断層も変位させている

んですけれども、しかも地表付近まで達しているということで、もしこれが事業者さんが

言うように地すべりだということであれば、地表に何らかの円状が現れていると思います

ので、ここについてもDEM陰影図とか、何か詳細な地形情報がありましたら示していただ

きたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 そういった検討をさせていただきたいと思います。 

○宮脇技術研究調査官 よろしくお願いします。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

どうぞ、野田さん。 

○野田審査官 地震・津波担当の野田です。 

 私のほうからは、敷地内の断層ということで資料2-2のほうの、まずは2ページをお願い

します。 

 こちら、V2立坑での西山層の化学分析結果ということで、今回、H2O
-の評価をしていた

だいて、文献値と大きな差は見られないという結果を示していただいておるんですが、こ

のH2O
-の値を求めたときの試験規格、これ、すみません、ヒアリングでもちょっとお伝え

したんですけど、そちらのほうを御提示いただきたいというのが1点と。 

 あともう1点は、今回、分析に用いた試料、試験体の数でありますとか、あとは計測値

を記録した試験データシート、これにつきましては、今回は自然乾燥状態で行われたとい

うことなんですが、その前では自然状態の試験も行っておりますので、その両方とも、こ

の試験記録のデータシートを御提示いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 そういった基本的なデータというものを提示させていただきたいと思います。 

○野田審査官 よろしくお願いします。 

 あと引き続いてもう1点、資料の7ページをお願いします。ありがとうございます。 

 こちら、右上のほうにF3立坑の位置と、あとは西山層の上限面の等高線図ということで、

この中にボーリングの位置図をプロットしていただきまして、ありがとうございます。 

確認なんですが、この等高線を見ていただきますと、例えば-10m辺りのところにボーリ

ングの位置がありまして、例えばこういうところですと、ボーリングのコアの中で-10m辺

りが西山層の上限面だということを示しているという理解でよろしいですか。 
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○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 そのとおりです。 

○野田審査官 ありがとうございます。 

 あともう1点確認なんですが、今回、ボーリングを落としていただきますと、F3立坑辺

りですと、結構、密にボーリングデータをとられておるんですが、例えば紙面の右上辺り

ですと、後谷背斜がありまして、この辺になると、若干、ボーリングの数がほとんどない

というところが正直なところなんですけど。この辺はボーリングをやられているか、もし

くはやられていないのかもしれないですけど、いずれにしても西山層の上限面を捉えてい

るデータがないということでよろしいですか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 ちょっと確認させていただきたいと思いますけれども、全くデータがないということで

はないんじゃないかなと。全くないと、多分、書けないと思いますので、そういったデー

タも含めた形でちょっと探して。密度はもちろん原子炉建屋から離れていきますので数は

少なくなっていると思うんですけれども、どういったデータがあるか、ちょっと確認させ

ていただきたいと思います。 

○野田審査官 密のところは、それなりにコンター、多分、精度があって、この辺りにな

ると若干、粗になるので、コンターの精度というところはあるかと思うんですが、もしあ

るようでしたら、それもこの図面の中に図示していただければと思います。 

 私からは以上でございます。 

○石渡委員 よろしいですか。 

それではほかにございますか。 

どうぞ。 

○岩田管理官補佐 規制庁、岩田でございます。 

 同じ資料の17ページをお願いします。 

F5断層のノジュール履歴のところで、今回、こういった追加の資料をつくっていただい

て説明をしていただいて、全体的な動きというのは少し理解が進んだんじゃないかと思い

ます。 

 ただ、例えば、後で出てくるα・βなんかでは、最終的な評価をきちんと書いていただ

いていなんですけれども、この部分、ちょっとこのノジュールのところに特化した形で資

料の作成というのがなされているので、前回までの資料では、例えば上の古安田層中に四
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つの層があってというようなお話があって、連続する例えば高角度断層については、MIS7

以上では動いていないとかといったような説明もあったかと思います。 

また、さらに高角度断層、低角度断層については、薄片をつくっていただいて、正断層

のセンスしかないといったようなお話とか、さらにF5については、こういった今回の入り

込みの辺りについては逆断層のセンスと、さらには正断層センスが二つ両方見えていたと

いったような関係をあわせて総合的に判断して、F5については、ここまでF5なんです、あ

とここからはやはり薄片の結果から見て、これはいわゆるF5ではなくて低角度断層と評価

しているものですといったところがちょっと正確にわかるように書いていただいた上で、

今回のこの動きというのがあくまでも皆さんの主張であれば、もともと逆断層センスのF5

が固まって以降に正断層的な地すべりがあって、こういった形が形成されるといったよう

な説明が、一連のものがわかるように整理して書いていただけたらと思うんですが、まず

そこはいかがですか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 本日回答させていただいたデータも含めて、全体をきちんとまとめた形で評価をお示し

したいと思います。 

○岩田管理官補佐 ぜひそうしていただいた上で、こういった動きが本当に皆さんの御説

明どおりであるかといったところの判断ができるのではないかと思いますので、またちょ

っとそういったものを再度、お示ししていただいた上で確認をさせていただきたいと思い

ます。 

というのが1件で、すみません、続けてもう1件、同じ資料の33ページをお願いします。 

 α・β断層、なかなかちょっと資料がない中で、幾つか御説明をいただいている中で最

後の止めの評価の中の一つのポイントとしては、オレンジ色の大湊砂層、ここが動いてい

ない、ここは水平に堆積しているということなんですけれども、今回確認したのは二つあ

って、この8mのところと、法面のところと二つで一応確認をしていただいているというこ

となんですけれども、今、法面のデータとかしかないんですけれども、現地形のときの地

質の断面図なんていうのはございますでしょうか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 ちょっと今はっきりあるか、ないか、申し上げられないので調べさせていただきたいと

思います。 

○岩田管理官補佐 わかりました。じゃあちょっと次のページもあわせてお願いできます
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か。今回この辺りで少ない情報でまとめているということなんで、できれば、ちょっと調

べていただいた上で、多分、先ほどの8m盤のところだと、もうちょっとかなり低いところ

まで下がってきているという状況でもあるので、たしか次のページでは写真が、36ページ

を御覧いただくと、これはT.M.S.L12mと書いてあって、さっきのもとのページだと25～

27m辺りに大湊砂層が分布しているんで、そういった関係もちょっと確認した上で、水平

に堆積しているというところが確認できればと思いますので、ちょっとこの部分について

は御検討をいただけますでしょうか。よろしくお願いします。 

○石渡委員 よろしいでしょうか。 

 ほかにございますか。 

 どうぞ、田上さん。 

○田上審査官 地震・津波担当チーム員の田上です。 

 39ページをお願いします。α・β断層の活動模式図ということでお示しいただいたもの

です。可能性として示していただいたということだと思うんですが、この②と③の間、こ

こがポイントだというふうに考えていまして、②で削剥された後に、古安田が堆積し始め

て、その途中でこの部分に重力性のすべりが起きたという説明だと思います。それが、こ

ういった、たまる前の地形というものに影響されて、圧密等の関係でというような考察を

されているんですが。 

 ただ、やっぱりちょっと、これ1本で示されていますけど、α・βと二つあって、同じ

ような構造が見えているわけですよね。そういったものがこういう小さいところで、たま

たまなのか、どうなのか、α・β断層のところにつながるというのもちょっと考えづらい

ような気はします。 

 それで、この点は引き続き議論をさせていただきたいとは思うんですが、見られている、

観察されているデータ等は、大半提示していただいているとは思うんですが、もう少し例

えばで言えば、古安田と西山との境界の部分で、α・β断層がどういうふうに見えていた

のかとか、そういった観察データをもう一回確認していただいて、こういった流れが妥当

なのかどうかということを引き続きお示しいただきたいというふうに考えています。 

 私自身は、ページを戻っていただきまして35ページですか。これでいろいろなケース、

三つ考察していただいているんですが、結構、難しいところだとは思うんです。確実に切

れた片方が認められているかどうかという点もありますし、もしかしたら、この下から来

たα断層というのは、もうほとんど変位とかがないラプチャーみたいなものだったとした
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ら、後から割れたというふうな考え方もできるのではないかというふうにも、私は考えて

いるんです。 

 その辺、いずれにせよ、考察をもう少し踏まえた上で、どういった考え方が一番妥当な

のかというのを引き続き議論させていただきたいと思います。それはコメントです。 

 続きましてもう一つ、38ページをお願いします。こちら右上のところに西山層の上限に

おけるα・β断層の分布という形で西山層の上限を起伏があるように書いていただいてい

て、先ほど来、説明のあるこういったα・β断層というのが、この傾斜、こういう斜面の

ほうに平行に分布しているという、この位置関係はよくわかったんですが。一つ気になる

点といたしまして、その斜面の先、ここにくぼんだような昔の地形と言っていいんですか、

西山層の一番上面というふうにこれは捉えられるわけですから、そういったところにこう

いった方向の谷地形が認められるんです。 

 こういったところに断層があるのか、ないのかというのはちょっと気になる点でして、

そういうのがもしあったら、副次的にこういうα・β断層ですとか、V系断層とかという

のもできたというような考え方もできるのではないかというふうに考えていますので、こ

の辺、既往のボーリングデータとか反射データとか、そういうのを使って一度御確認いた

だけたらというふうに考えております。 

 以上です。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 この場所が既存のボーリングと直接どこで関係、どういう関係があるかというのは今は

わからないんですけれども、既存のボーリングは、この辺ももちろんありますので、その

結果を踏まえて御説明させていただきたいと思います。 

○田上審査官 よろしくお願いします。以上です。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

どうぞ、内田さん。 

○内田技術研究調査官 技術研究調査官の内田です。 

 私のほうから、年代論に関するところをちょっとコメントさせていただきたいんですけ

れども。資料2-1の53ページ目をお願いします。 

 年代論は、年代の測定の誤差とか、それから、そもそも地層の持つ性質というものが地

質記録のいわば不連続的なもののコラージュになっているので、どうしてもそこは、幾つ

かの解釈が出てくるところかなというふうに思っています。 
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 それで、例えばこのy-1テフラ、刈羽テフラですね、それの年代につきましても、今、

53ページ目で、これ、二つのモデルが出ていますけれども、Matsu'uraさんの論文で、堂

満ほかに基づく年代と、それからMatsu'ura et al(2014)に基づく年代ということで、今、

二つモデルが出ています。その二つを両論併記してしまうと、刈羽テフラの年代というの

は23万年前～20万年前という、ある幅を持っていることになります。 

それで、御社のほうは、層厚との関係からすると、20万年という値を採用しているんで

すけれども、例えば、それですとこちらでいうと、こちらのモデルになるんでしょうかね。 

それで、y-1テフラというもの、それに基づいて考えたときに、このSo-OTというテフラ、

これは32万年前のテフラなので、そこの層序関係が矛盾を生じてしまうということがあり

ますので、それを、この矛盾が全て整合的に解釈するとすれば、この右側のほうのモデル

が一番納得できるモデルかなというふうに思いますので、例えば御社のほうでは20万年前

としていますけれども、23万年という値を採用することも可能なのではないかなというふ

うに思います。 

 それで、ここから先は評価の一つということで、複数の評価があり得ると思うんですけ

れども、一応、私のほうからのコメントということでさせていただきますので、あとはヒ

アリングの場とか、ちょっと細かい点になってしまいますので、そういった場でまた議論

できればいいかなというふうに思っています。 

 55ページ目をお願いします。 

今度は、y-1テフラではなくて、NGテフラに関する年代になります。Ngテフラというの

は、御社の今回の飯綱上樽テフラCということで同定されて認定されているんですけれど

も、例えば、この図でいうと、この左下の図です。これで、Ngだろうと思われているこの

飯綱上樽テフラCの位置というのは、この左下の図でいくと、一番左のLoc1という柱状の

ちょうどここの辺りの層順になります。 

 それで、この年代を解釈する上で、例えば田頭テフラというようなテフラがあって、そ

の年代の参考になるのが、今度は右上の図面でして、こちらから考えますと、Tgというテ

フラ、これが129±3Kということになるので、約13万年前ということが言えるかと思うん

ですね。そうすると、もう一度左下の円に戻ったときに、今度、Tgの位置がここになりま

すので、これが13万年前ということは、今問題にしているNgテフラというのは、少なくと

もそれより古いですよね、下位にあるので。1mぐらい下位にあると。だから、例えば13万

年より前となると、例えば14万年でもいいわけなんで、そこは幾つか解釈が出てくるとこ
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ろかなというふうに思っています。 

 もし仮にそういう目で見ますと、例えば、次、58ページ目をお願いします。ここのNgテ

フラが、今、大体13万年前ぐらいに位置づけていますけれども、これがもうちょっと低い

ような可能性があると。 

 そうしますと、次、59ページ目をお願いしたいんですけれども、そうすると、問題にな

るのは、このNg、今ここに位置していますけれども、大湊砂層の層順というのは、このNg

よりちょっと下位にある。そうすると、大湊砂層というのは、水つきの環境でもあるとい

う話もありますので、先ほどの例えば58ページ目に出ているような海水準変動の話から行

きますと、この年代が下がることによって、低い海水準のときに、この大湊砂層が水つき

の環境でできたということになっちゃうので、隆起量として、相当大きいのかなというふ

うな解釈もできると。 

 それから、すみません、59ページ目に戻っていただきますと、今度、先ほど来のy-1テ

フラです。これが、もし仮に230Kaぐらいになってしまうと、この古安田層の上部層の年

代というのがもうちょっと狭まってしまって、2万年ぐらいしかなくなってしまうという

問題もあると。だから、今回、温暖期からやや寒冷期に至る花粉と出てきますけれども、

幾つかのカーブがあって、温暖期から、この同じMIS7でも下部にもそういうフラクチュエ

イションがあるので、幾つかの解釈が成り立つと。 

 だから、年代論、大きな年代枠として変更するようなものではないかもしれませんけれ

ども、断層を止める際の地質のレコーダという意味での、どのくらい確からしさがあるの

かという、その年代の幅を考える上では、幾つかの解釈が成り立つと思いますので、例え

ば、そこは幅で捉えるとか、今後そういったこともあり得るのかなというふうに思います

ので、こういったことをちょっとヒアリングの場で確認させていただけたらなというふう

に思います。 

 以上です。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 御指摘のとおりかと思います。それぞれの調査の精度みたいなものもいろいろあります

し、花粉である程度傾向としてわかるけれども、絶対値的な値は出てきませんし、そうい

った総合的な解釈として、今、こういった形で古安田層は中期更新世、大湊砂層について

は5eの堆積後じゃないかというふうに考えていますけれども、詳細については、ヒアリン

グの場などで再度議論させていただければなと思います。 
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○石渡委員 ほかにございます。 

どうぞ、宮脇さん。 

○宮脇技術研究調査官 調査官の宮脇です。 

 ちょっと私から1点確認したいことがあるんですけれども、資料2-2に戻っていただけま

すでしょうか。これの16ページです。 

先ほど岩田が説明した、それと関連する内容なんですけれども、この下の段の一番右の

この解釈です。F5断層が正断層で低角度の断層に沿ってずれ落ちるというところです。こ

こで、これは、青い線でここの割れ目が開口して落ち込むというふうな解釈をしているん

ですけれども、こういった低角度の断層で開いて落ちるということが実際にあるのかちょ

っと疑問だと思うんですよね。 

よく地表付近の活断層とかで、高角度の断層でラプチャーが生じて、そこが陥没すると

かということはよく見かけるんですけれども、ちょっと9ページに戻っていただいて、こ

のF5断層の上にそれなりの数十mの上載地層がこれだけ載っかっているわけです。この正

断層が、この坑道から10mぐらいの高さぐらいまで延びているということを考えると、ち

ょっとこれが正断層が活動したときにラプチャーがあって、そこが開いて、低角度の割れ

目に沿って入り込んでくるというのはちょっと難しいのかなと思うんですけれども、この

点はいかがお考えでしょうか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 今の御指摘も踏まえまして、ちょっと検討させていただきたいと思います。 

○宮脇技術研究調査官 よろしくお願いします。もしそういう事例があれば示していただ

いても結構です。 

○石渡委員 ほかにございますでしょうか。大体よろしいですか。 

 それでは、私からちょっと簡単なことを幾つか。まず、2-1のほうの資料の11ページで、

今回、これがメーンの結果の一つだと思うんですけれども、こちらの寺尾地点のボーリン

グを何本もやっていただいて、こういう見事なこういう構造を明らかにしていただいたと

いうのは大変結構だったと思うんです。 

 ここでわかったことは、要するに後谷背斜の背斜軸を中心にして、東側では西傾斜、西

側では東傾斜の正断層があって、一見、いわゆるグラーベンですね。地溝のような構造を

つくっているということがわかったということだと思います。 

 それで、ここでちょっとお聞きしたいんですけれども、このそれぞれの断層、正断層は、
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大体標高で15mぐらいのところの層面すべり断層に全部収れんするという図が書いてある

わけですけれども、これというのは、この動きというのが、どちらも正断層主体の動きと

いうふうに考えられるのか、それとも、お話を聞いていると、どうも手前にすべっている

というようなこともおっしゃるんですけれども、それは立体的にどういう動きを考えてお

られるんですか。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 先ほどもちょっと似たようなお話がありましたけれども、詳細にはやはりこの断面の北

側、南側が、データがありませんので、確実なことは言えないと思っているんですけれど

も、トレンチで確認された情報では、南側にずれているという条線の情報が多数確認され

ていますので、あとはこの形態を見ますと、西傾斜のものと東傾斜のものが正断層として

落ちているということですので、それを組み合わせると、ちょっと立体的にお示しする図

がないんですけれども、紙面の奥側から手前側に層面も使ったような形で地すべりが生じ

ているということなんじゃないかなということを推定しているという状況です。 

○石渡委員 その場合、この層面すべりを起こしている標高15mぐらいの水平に近いよう

な断層というのが、これ、後谷背斜そのものが手前側に下がるような感じでプランジして

いるというふうに思っているわけですけれども、まさにプランジしている層理面といいま

すか、それに沿って滑っているというふうにお考えなのか、それとも、それとは別の何か

そういう断層面というのですか、あるいは、デタッチメント、何かそういう別の面がある

というふうにお考えなのか。これは、大体、背斜のプランジに沿ってすべるというような

センスでお考えなのか、どうなんですか、その辺は。 

○東京電力（金戸） 東京電力の金戸です。 

 どっちか主体かというお話の関連かとは思うんですけれども、基本的には、この後谷背

斜が成長しているかどうかということについては、北2測線で多数のボーリングを実施し

て、この背斜の成長はないというふうに考えていますので、背斜が何か動いて、この断層

ができたということではないというふうに考えています。 

 たまたまといいますか、もともと椎谷層の中に層面すべり断層が、これはいつ形成され

たものかはっきりわかりませんけれども、あったものを使って地すべりの土塊も一緒に動

いているということなんじゃないかなと思っています。 

○石渡委員 ただ、先ほど、宮脇のほうからもありましたけれども、ほかの場所における

断層、正断層もやはり後谷背斜の近くに、背斜軸の近くにあるというようなこともござい
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ますし、本当に関係がないのかどうか、その辺もちょっとやっぱり、こういう断面図が示

されると、やはり何らかの関係があるのではないかというようなやっぱり疑いが出てきま

すので、その辺やっぱりここの運動像というものをできるだけ立体的にきちんとお示しい

ただいたほうがいいと思うんです。 

 それから、37ページにボーリングの例えばIK-5のボーリングの深いところで、非常に地

層が急に立っているところがあるということで、そこの写真をお見せいただいたんですけ

れども、ここというのは、これはどっちに傾いているか、この地層は80度ぐらいの傾きに

なっていますけれども、どっちに傾いているかというのは、これ、わかるんですか、わか

らないんですか。 

○東京電力（金戸） こちらは、ちょっとボアホールを入れていない孔ですので、方向は

わからないです。 

○石渡委員 そうですか。そうすると、もしかしたら逆転している可能性もあるというこ

とですか、否定はできないということですか。 

○東京電力（金戸） 地層の分布の状況、周囲の状況から見ると、逆転までしているとい

うことはないんじゃないかなというふうに我々は考えていますけれども、絶対ないかと言

われると、そこまでのデータは持ち合わせていないということです。 

○石渡委員 それから2-2のほうの資料の4ページのところで、これは沖積層基底部のCTス

キャンの画像で白いところは何かというような話があって、これの結論がどうもあまり、

なぜそこがこんなに白く見えるのかというのがどうもあまりはっきりしなかったんですけ

れども。その同じ資料のずっと後のほうで帯磁率について検討していただいたところがあ

りますね。40ページです。 

 40ページを見ますと、CTのスキャンしたコアと、それから帯磁率との対応関係というの

がよくわかるんです、ここで見ますと。これを見ると、明らかに帯磁率が大きいところは

白く写っているんです。ということは、多分、これ、磁鉄鉱が多いと白っぽく写る傾向が

あるんじゃないかと思うんです。多分、この4ページの白いところも、これ、普通の写真

を見ますと、黒いぽちぽちがたくさん見えるんです。これ、多分、磁鉄鉱が多いんだと思

うんです。これは、帯磁率計でちょっと当てればすぐわかる話なので、そこのところは確

認すれば、多分、そういうことだと思うので、もうちょっとはっきりした説明を明確にや

っていただくと、こういうのはすぐに決着がつく問題だと思うんです。そういうようなこ

ともございます。 
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 先ほどもありましたけれども、やはりそろそろもう大分何回もやってきておりますので、

全体像がわかるようなまとめをだんだん、そういう方向へ進んでいかないといけないとい

うふうに思うんです。ですから、今日のコメント、何人かからそういうコメントがあった

と思うんですけれども、ぜひそういう方向で次回は示していただくようにお願いをいたし

ます。 

 何か気がついたこと、あとございますか。よろしいですか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 柏崎刈羽原子力発電所の敷地近傍の追加地質調査及び敷地内の断層につきましては、本

日の指摘事項を踏まえて引き続き審議をしていきたいというふうに思います。よろしくお

願いいたします。 

 以上で本日の議事を終了いたします。 

 最後に事務局から事務連絡をお願いします。 

○森田管理官 管理官の森田でございます。 

 次回の会合、原子力発電所に関する地震・津波等に関する次回の会合は、7月3日の開催

を予定しております。詳細は追って連絡をさせていただきます。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 以上をもちまして、第243回審査会合を閉会します。 



 

 

 

 

 

 

核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 
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原子力規制委員会 

（注：この議事録の発言内容については、発言者のチェックを受けたものではありません。） 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第65回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年６月２９日（月）１３：３０～１６：５１ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 田中 知   原子力規制委員会委員 

原子力規制庁 

 大村 哲臣  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 片岡 洋   原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 長谷川 清光 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 竹内 淳   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 伊藤 博邦  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 田尻 知之  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 竹谷 公貴  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 耕太  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 福島 操   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 山村 修   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 小川 明彦  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 津金 秀樹  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 平野 豪   原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 久保田 和雄 技術基盤グループ安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

主任技術研究調査官 

 高梨 光博  技術基盤グループ安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

主任技術研究調査官 
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日本原燃株式会社 

 村上 秀明  専務執行役員 再処理事業部長代理 再処理工場長 

 越智 英治  理事 再処理事業部 エンジニアリングセンター長 

 牧  隆   再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部長 

 大柿 一史  安全本部 安全技術部長 

 石原 紀之  東京支社 技術部 課長 

 有澤 潤   再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

 再処理規制対応グループリーダー（課長） 

 山地 克和  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループリーダー（課長） 

 名後 利英  再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

 安全技術グループ 主任 

 瀬川 智史  安全本部 安全技術部 安全技術グループ 主任 

 石田 智弘  再処理事業部 再処理工場 化学処理施設部 分離課 副長 

 田村 崇史  再処理事業部 再処理工場 化学処理施設部 分離課 主任 

 大久保 哲朗 再処理事業部 再処理工場 ガラス固化施設部 ガラス固化課 課課長 

 深町 貴洋  再処理事業部 再処理工場 ガラス固化施設部 ガラス固化課 副長 

 三浦 靖彦  再処理事業部 再処理工場 ガラス固化施設部 ガラス固化課 副長 

 和田 史博  再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

 阿保 徳興  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループ 副長 

 内山 徳久  燃料製造事業部 燃料製造建設所 粉末調整グループ 

 山田 隆雄  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループ 

 徳永 知倫  燃料製造事業部 燃料製造建設所 燃料棒・集合体グループ 

 木村 昭則  再処理事業部 エンジニアリングセンター 設計部 技術基盤グループ 

         主任 

 田端 寿文  再処理事業部 安全管理部 作業安全課 主任 

 

４．議題 

 （１）日本原燃(株) 再処理施設の新規制基準に対する適合性について 

 （２）日本原燃(株) ＭＯＸ燃料加工施設の新規制基準に対する適合性について 

（２）その他 
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５．配付資料 

 資料１ 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性 

     【重大事故等対処施設】 

     重大事故等への対処の基本方針及び想定する条件 

 資料２ 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性 

     【重大事故等対処施設】 

     重大事故等への対処の基本方針及び想定する条件（蒸発乾固） 

 資料３ 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性 

     【設計基準】 

     再処理施設の運転停止等の措置について 

 資料４ ＭＯＸ燃料加工施設における新規制基準に対する適合性 

     【設計基準】 

     第九条：外部からの衝撃による損傷の防止【外部火災】 

 資料５ ＭＯＸ燃料加工施設における新規制基準に対する適合性 

     【設計基準】 

     第十一条：溢水による損傷の防止 

 参考 ・再処理施設 前回までの審査会合における主な論点と対応について 

    ・ＭＯＸ燃料加工施設 前回までの審査会合における主な論点と対応について 

 

６．議事録 

○田中知委員 それでは、定刻になりましたので、第65回核燃料施設等の新規制基準適合

性に係る審査会合を開催します。 

 本日の議題は、日本原燃株式会社、再処理施設の新規制基準に対する適合性について、

それから、MOX燃料加工施設の新規制基準に対する適合性についてであります。前半は六

ヶ所再処理施設の審査を行い、休憩を挟んで、後半はMOX燃料加工施設の審査を行います。 

 それでは、最初の議題であります再処理施設の審査に入ります。 

 本日の会合は、前回会合を4月27日に開催してから2カ月ぶりの開催であります。重大事

故については、本年1月26日の審査会合で取り扱った以降、半年経過しているところであ

ります。1月の会合において、設計上定める条件を超える厳しい条件下で、同時に重大事



4 

故が発生すること等を想定するよう指摘したことを受けて、日本原燃において、これまで

検討が行われてきたものと思います。 

 本日、日本原燃の検討が進んだということで、実質的な審査に入ることができるものと

考えていますが、これまでのような出戻りが再び発生しないよう、しっかり対応していた

だきたいと思います。 

 それでは、最初の資料であります、重大事故等への対処の基本方針及び想定する条件に

ついて、説明をお願いします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 資料の説明に入ります前に一言、お話させていただきます。 

 今、委員からもお話がありましたとおり、4月27日の審査会合の際に、重大事故の検討

状況について御質問いただきました。その際、既に設備があるということも踏まえて、設

備対応が具体的にどういうふうになるかという点について調査を実施しておりまして、も

う少し時間をいただきたいという旨、回答してございました。 

 本件につきまして、面談を通じて、規則の解釈について確認させていただいたことも踏

まえて、事業者として検討がまとまったことから、本日、重大事故の基本的な考え方です

とか、基本的な考え方の蒸発乾固へ展開した場合の対策等について御説明をさせていただ

きます。 

 また、今後は蒸発乾固以外の臨界等の重大事故についても順次説明をさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の説明に入らせていただきます。 

○日本原燃（名後主任） 日本原燃の名後でございます。 

 それでは資料1の御説明でございます。 

 重大事故等への対処の基本方針及び想定する条件でございます。 

 資料の具体的な中身に入ります前に、1ページ～3ページにかけまして、重大事故等対処

施設に関する説明項目の全体を記載してございます。本日説明する資料1におきましては、

このうち1番から5番の項目の基本的な考え方を御説明いたします。また、この後、説明い

たします資料2におきましては、蒸発乾固を対象にしまして2番から5番の項目を具体的に

説明いたします。なお、この蒸発乾固は単独で発生するものでございまして、長時間の全

交流動力電源喪失等により同時に発生する重大事故（事象の重畳）につきましては、別途

御説明いたします。 
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 それでは中身ですが、めくっていただきまして6ページから御説明いたします。 

 6ページのはじめにですが、ここでは重大事故に対しての安全活動の基本的理念を記載

してございます。①番は、まず発生する「重大事故」として安全上重要な施設の安全機能

の喪失を仮定し、事象の進展を想定するというのが想定になります。その想定した全ての

「重大事故」に対して発生を防止するための措置を講ずることを前提としまして、事故の

進展度合い、また、影響の大小に応じて事故シナリオを想定いたします。 

 ②番、この想定シナリオに基づきまして必要な設備を整備し、また、それらを用いて対

処できるよう体制及びマニュアルを想定いたします。ただ、「重大事故」は、想定シナリ

オどおりに発生、または進展することは考えづらいことから、④番としまして、不測の事

態にも対処できるよう、③番で整備しました設備・資源等を活用した訓練等を定期的に実

施いたします。③番と④番につきましては、継続的な改善活動を実施しまして、その結果

を②番の想定シナリオにフィードバックすることで、さらなる安全性の向上を目指してい

きたいと考えてございます。 

 7ページ以降は、対処の基本方針を記載してございます。7ページ、8ページは、これも

これまでの申請書に記載しておるものでございますが、9ページの基本方針(3/3)、この部

分からが今回御説明する内容になります。 

 9ページ、上の箱の二つ目の矢羽ですが、再処理施設の特徴としまして、放射性物質は

多数の機器、これは貯槽等でございますが、に分散しており、かつ機器が内包する液量と

その中の放射性物質の濃度にも大小がございます。そのため、ある一つの重大事故を考え

ましても、放射性物質の異常な水準の放出に至るまでの時間、また放出量、これは環境影

響も異なります。また、重大事故の発生の可能性も設計裕度等の違いによって異なってま

いります。以上の特徴を踏まえまして、重大事故等への対処として必要な対策を実施いた

します。 

 発生の可能性が極めて低いと考えられる重大事故に対しましても、重大事故等への措置、

設計基準での措置を活用することで対処いたしまして、その上で、相対的に発生の可能性

が大きいと考えられる重大事故に対しましても、優先的に重大事故等への対処措置を講じ

てまいります。 

 10ページは、設計上定める条件より厳しい条件でございます。外的事象としまして、基

準地震動を超える地震力等、内的事象としまして多重故障、多重誤操作等で、詳細は4章、

この後に御説明いたします4章にて記載してございます。 
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 11ページは、再処理施設における重大事故としまして、どのような重大事故を考えるか

ということでございます。一番上の矢羽根ですが、安全上重要な施設の安全機能の喪失に

よって発生するものを重大事故といたします。ただし、安全機能が喪失しても発生しない

ものはここから除外いたします。プールにおける使用済燃料の著しい損傷であったり、放

射性物質の漏えいは、プールの使用済燃料の損傷に関しましては、想定事故1、想定事故2

及び想定事故2を超える事故。放射性物質の漏えいとしましては、上記以外の事象で重大

事故に至る可能性のある事故を評価してまいります。 

 12ページ以降は、重大事故の発生の可能性をまとめたものでございます。12ページは外

的事象、内的事象、それぞれに共通する想定でございます。ここでは、ある安全機能の喪

失により、他の安全機能が喪失する場合は、関連性が認められる重大事故として同時に発

生する、つまり事象が重畳するということを想定いたします。 

 次の13ページ以降は、外的事象における想定を記載してございます。外的事象として、

基準地震動を超える地震力による機器の損傷を仮定しまして、その結果、安全機能の喪失

に至ることを想定いたします。重大事故等への対処は、建屋及びセルに有意な損傷がない

ことが前提であるため、それらを踏まえまして、建屋及びセルの耐震裕度との比較におい

て、地震力により損傷を仮定する機器を選定いたします。 

 次の14ページでございますが、耐震裕度との比較において、損傷を仮定する機器、これ

らは外的事象として基準地震動を超える地震力により変形に至った場合であっても、当該

機器に期待している機能は一定程度維持されると考えられますので、評価上の保守性を有

してございます。矢印の下のところでございますが、こういったことを踏まえまして、同

一機能を担う機器が複数ある場合には、そのうち一つの機器が損傷し、当該機器が担って

いる安全機能を喪失するものと仮定いたします。 

 次の15ページは、外的事象の場合における動的機器の機能喪失の想定でございます。動

的機器の場合は、電源であったり、電路、制御系等、これらの関連する機器が多数ありま

して、かつ、それら全てが健全であることが機能維持の前提となることから、保守的に、

これらの関連する機器のいずれかが損傷することを仮定しまして、動的機器は機能喪失を

前提とし、その結果、重大事故に至ることを想定いたします。 

 16ページは、内的事象における想定でございます。静的機器の損傷の想定、(2)番は動

的機器の多重故障として、機能喪失の共通要因として全交流動力電源の喪失を想定いたし

ます。あとは、そのほか、多重誤操作を想定いたします。 
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 17ページ以降は、重大事故等に対して講ずる措置の基本方針としまして、まず、重要度

の考え方を御説明いたします。対象機器が複数あり、かつそれらが共通要因により同時に

発生する重大事故におきましては、機器の特徴において事象進展の速さ及び環境影響の大

きさが異なります。ですので、これらの機器の特徴に応じて、重要度を定めて、この一番

下ですが、重大事故等に対して講ずる措置は、その重要度を踏まえて、必要な信頼性を確

保することといたします。 

 18ページは、そのうちの一つの事象進展の早さについてでございます。安全機能の喪失

から、重大事故による放射性物質の異常な水準の放出に至るまでの時間が長い機器（貯

槽）に関しましては、発生防止対策を完了させるまでの時間余裕が大きいと言えます。で

すので、事象進展が早い重大事故等への対応が完了し、さらに、実施組織の要員が事業所

に参集した後は、対応の余地が拡大するということを考えまして、万が一これらの発生防

止対策が機能しない場合には、その原因を除去する、具体的には、設備を使用可能な状態

に復旧する、あるいは予備の重大事故等対処設備を使用するといったことですが、これら

の原因の除去を実施いたします。 

 ということを踏まえまして、重大事故に至る時間としては、安全機能の喪失から48時間

を目安に事象進展の早さを評価いたします。その結果、下のa.、b.のように事象進展が早

い、遅いというような仕分けを行います。 

 19ページは、この目安(48時間)の考え方につきまして、要員の観点、または運搬ルート

の観点からそれぞれ記載してございます。 

 20ページは、もう一つの環境影響の大きさからでございます。安全上重要な施設の選定

におきましては、その機能喪失において、公衆への過度の放射線被ばくを及ぼすおそれに

至らない施設も安全上重要な施設として選定しておりまして、その結果、設計基準事故に

対して、十分に高い安全性を実現してございます。これらの施設の場合には、仮に安全機

能を喪失し、重大事故に至った場合であっても、放出放射能による環境影響が小さいため、

異常な水準の放出に至るまでの時間余裕が大きいと考えられます。そのため、これらに対

しても、万が一発生防止対策が機能しない場合には、その原因の除去により発生防止を講

ずるということになります。これらを踏まえると、放出放射能量として環境影響で大きさ

を評価して、重大事故等への対処を講ずることといたします。 

 21ページは、二つのファクターのまとめたもののマトリックスになります。ここでは、

事象進展が早く、かつ環境影響が大きいa-ⅰが、重要度が相対的に高いものとしてまとめ
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られます。このように事象進展及び環境影響を踏まえた重要度に応じて、必要な重大事故

等への対処を講じてまいります。 

 22ページは、この後、別途「技術的能力」において説明するものですが、優先度の考え

方でございます。この優先度は、重大事故が発生した場合において、実際に対処を行う順

序でございまして、有効性評価においては、これらを考慮しまして、それぞれ適切なタイ

ミングで措置を実施しまして、その対策が有効に機能するということを確認してまいりま

す。 

 23ページ以降は、重要度を踏まえた事故等への対処でございます。23ページは、重要度

高の機器に対しての基本方針になります。重要度高の機器は、放出に至るまでの時間余裕

が小さいことから、何らかの原因により発生防止対策が機能しない場合には、速やかに他

の手段により発生防止対策を講じます。この他の手段によっても発生防止が機能しない場

合、この場合は、放出に至った場合の環境影響が大きいということを踏まえまして、速や

かに拡大防止対策及び異常な水準の放出防止対策を講じます。 

 これを実現するために、下の箱ですが、接続口は複数化し、また、屋内のアクセスルー

トは可能な限り複数化すると。その結果、一方が使用できない場合には、速やかに別の接

続口、または屋内アクセスルートを使用することで信頼性を確保してまいります。また、

重要度が高の対象機器全てに対して同時に対処を講ずるということを前提としまして、資

機材及び重大事故等対処設備は1セットを準備してまいります。また、発生防止対策は、

広範囲に対して効果が期待できる手段の他に、可能な限り対象機器の近くにおいて講じら

れる手段も別途準備してまいります。 

 24ページは、重要度低の機器に対する基本方針でございます。重要度低の機器に関して

は、時間余裕が大きいことから、何らかの原因により発生防止対策が機能しない場合は、

その原因の除去により発生防止対策を講じてまいります。万が一原因の除去ができなかっ

た場合には、他の重大事故設備及び設計基準で措置した設備、そのほか資源等を活用しま

して、状況に応じて拡大防止対策及び異常な水準の放出防止対策を講じてまいります。 

 重要度低の機器に関しましては、発生防止対策の資機材及び重大事故等対処設備を1セ

ット準備することを基本といたしますが、重要度高に対して準備した重大事故設備の余剰

容量によって、重要度低に対しては対処が可能であるといったように、そういった場合に

は、重要度高に対して準備した資機材を使用することといたします。 

 次の25ページでは、重要度低の機器に対して屋内のアクセスルートでございます。屋内
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のアクセスルートは最低1つ準備いたします。その上で、万が一、溢水、化学薬品漏えい

又は内部火災によってこれらが使用できない場合であっても、時間余裕が大きいというこ

とを踏まえまして、排水作業、化学薬品の中和・回収の作業、または消火器による消化作

業、これらによってアクセスルートを復旧することが可能でございます。ただし、事象進

展が早い、つまり48時間未満で重大事故に至る機器に対しましては、対策の信頼性を向上

させるという観点から、可能な限り屋内のアクセスルートを複数化いたします。 

 26ページは接続口の観点でございます。接続口は、共通要因により損傷することがない

ように、それぞれ以下の措置は講ずるんですが、万が一共通要因により接続口が損傷した

場合であっても、重大事故に至るまでの時間が長いということから、配管を接続して新た

に接続口を設ける等、簡易的な措置によって接続口を確保することができます。そのため、

接続口は最低1口を整備することといたします。これも、先ほどと同じように事象進展が

早い機器に対しては、対策の信頼性を向上させる観点から、接続口は複数化いたします。 

 27ページ、28ページは、これまでの設計の考え方を、重大事故等への対処の観点、及び

重大事故等対処設備の観点からまとめたものでございます。 

 29ページ以降は、重大事故等への対処における想定としまして、対処の際に使用する機

器の想定でございます。29ページは外的事象における想定でございます。基準地震動を超

える地震力によって、対処に使用する機器の損傷を以下のように想定いたします。下から

になりますが、③番として、建屋及びセルの耐震裕度以上の機器は、必要な機能が維持さ

れると考えます。②番の場合は、建屋及びセルの耐震裕度未満の機器は、変形があっても、

当該機器に期待する機能が維持される場合であれば、対策時に期待できるというように整

理してございます。 

 30ページは、動的機器の機能喪失の想定でございます。これも発生の可能性の観点と同

様に、動的機器は、関連する機器が多数あることから、既設の動的機器は機能喪失を前提

として、対策に使用する既設の動的機器は、原則、機能喪失を前提として可搬型設備を準

備いたします。 

 31ページは、内的事象における想定としまして、外部電源の観点、または機器損傷の観

点の2点を記載してございます。 

 32ページは、外的事象及び内的事象に共通する想定としまして、設備の復旧であったり、

機器の重大事故対処設備の単一故障の想定等々を記載してございます。 

 33ページ、最後になりますが、各重大事故の説明におきましては、これまでの1番～6番
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の基本的考え方を当該重大事故に展開した結果をお示ししてまいります。このうち、対処

に関する説明は、重大事故の発生を想定する全ての機器について示すことを基本といたし

ますが、ただし、対処の考え方は対象機器ごとに異なるものではなく、ある程度分類が可

能と考えられます。そのため、分類に基づいて代表機器を選定し、代表機器ごとに説明い

たします。代表機器の選定に当たりましては、重大事故等への対処は建屋ごとに実施する

ということ、また、重要度に応じて対処を講ずるということから、建屋単位、及び重要度

高、重要度低、それぞれに対して代表機器を選定いたします。一番下、また、当該代表機

器が建屋間であったり、又は重要度高低の間で包含性を有する場合は、その考え方を示し

た上で、その具体例で示す範囲というのを明確にして御説明いたします。 

 以上、資料1でございます。 

○田中知委員 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうから何かござい

ますか。 

 はい。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 入り口のところの重要なところで10ページ目なんですけれども、これまで、この設計上

定める条件より厳しい条件というところで、結構議論して、いろいろ見直しをされてきて、

今回、ここに書いてある内的・外的というところでは、基本的なところはそうおかしい話

ではないとは思っているんですけど。 

 今回、非常にさらっと自然現象についてと、下の箱の①、②、③というところなんです

けど、これについては、やっぱりそれなりに説明をしていただく必要があるだろうという

ことで、影響を受けないという話が、これ多分、今、基準津波の話ですとか、それに伴っ

た入力がどのぐらいになるとか、それとの兼ね合いで現状の立地でどうかとかという、い

ろいろ、多分まだこれ、地震・津波のほうでも検討が進んでいるところじゃないかなとは

思っていますので、多分これも説明をしていただく。②というのと①がどういう関係にあ

るのか、よくわからないんですけど、この①と②の違いも含めて、これが影響を受けない

というのも説明をいただく必要があります。 

 特に今回、③なんですけど、地震と竜巻は一定程度考慮してきている中、③の最後、竜

巻が地震に包含されるという、ここは、多分、破壊という、建物みたいなのが竜巻で破壊

するみたいなことまで考えると、多分、破壊のモードが全然違ってきているので、やっぱ
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り包含関係には必ずしもあるかどうかというのは、これは多分、屋外設備限定なんで、建

物は維持できるという条件付きになっていると思いますので、ここの辺りはきちっと、今

後、説明を加えていただかないと、現時点では、この考え方がいいかどうかというのはよ

くわからない。 

 少なくとも本日は、この地震というところだけを考えれば、話をこの後、聞いていくと

いう意味ではいいのかもしれませんけど、この辺り、どういう考えを持っているのかとい

うところはちょっとお聞かせ願えますか。 

○田中知委員 お願いできますか。 

○日本原燃（越智センター長） 日本原燃の越智でございます。 

 今御指摘のあった件ですけれども、我々、いろいろ検討した結果、ここに行き着いたと

いうことですので、そのエッセンスだけを書かせていただいておりますけれども。先ほど

長谷川さんの方からおっしゃった地震と竜巻の関係だとか、ほかの自然現象の関係、それ

らについても、今、社内で検討してまいりましたので、それらについては、具体的に内容

をやはりお示しさせていただかないと、ここでこうと言っても空中戦になってしまうと思

いますので。これらについては、今、おっしゃったことについてまとめて御説明させてい

ただきたいと思います。 

○田中知委員 よろしいですか。 

 あと、いかがでしょうか。 

 はい。 

○伊藤チーム員 規制庁の伊藤です。 

 例えば13ページなんですけれども、一番下の部分に、セルと同等の云々となっている、

これらの範囲というのは事業変更許可申請書において記載するというふうに一応記載され

ていまして、似たようなところが、例えば14ページの一番上の箱の下にも、これらの範囲

についてはと、P29も同じなんですけれども。この中身なんですけれども、設計上、どう

いうところまで担保をするのかというところを、ちょっとイメージを聞かせていただきた

いんですけれども。 

○田中知委員 お願いできますか。 

○日本原燃（牧部長） 日本原燃の牧でございます。 

 今、何カ所か記載があるというところで、御指摘のとおりでございます。例えば、13ペ

ージのほうにございますセルと同等以上の耐震性を有する機器、その範囲というところで
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記載するというところでございますけれども、こちらについては、書き方の非常に具体的

なところの部分については、今後、検討をお示ししたいとは思いますけれども、内容的に

は、建屋、それからセルというところで、耐震性、基準地震動に対して、どういった耐震

の裕度を持っているのかというところの部分についてお示しするということで。 

 あと、建屋のところのその裕度との関係で、建屋、セルとの裕度との関係で、機器がそ

れ以上の耐震性を有するというところの部分を、機器を羅列する等の形で申請書には記載

したいというふうに思っております。 

 それに関する具体的な、そのそれぞれのエビデンス等については、申請書、以降の後段

規制も含めて、お約束する形での記載ということを考えてございます。 

○田中知委員 はい。 

○伊藤チーム員 規制庁、伊藤です。 

 今の説明ですと、例えば、この14ページの一番上の箱の一番下のところに、「機能は一

定程度維持される」という表現になっていますけれども、そうすると、維持されるような

形で設計をするという意味に捉えてよろしいですかね。で、これらの機器というのは、要

は耐震性が低いもの、Ssじゃないようなものまで、当然系統として含まれると思いますけ

れども、そういったものも含めて、そういったその維持されるものの中に含まれるのかど

うなのかというところはどうでしょうか。 

○日本原燃（牧部長） 日本原燃の牧でございます。 

 まず、こちらの、すみません、14ページの御説明をしませんでしたが、14ページのほう

につきましては、今回のここでの設定といいますか、機能維持の考え方というのが、基準

地震動を超える地震力で考える、その安全上重要な施設の安全機能ということに着眼して

おりますので、ここの部分で考えているその対象機器というのは、いわゆるその安全上重

要な施設、それから、あと、基準地震動により耐震性を有するSクラスの施設に対しての

話というふうに御理解いただけるかと思います。 

 その上で、この部分につきましては、通常、設計基準の範囲であれば、設計基準の地震

動に対して、その地震力に対して、耐震性を有するという説明になるのですけれども、こ

この部分については重大事故ということですので、基準地震動を超えて地震力が働いた場

合の変形ということに対して、機能を維持するというものについて、どういった機器がそ

れの対象になって、それからあと、それに対して実際に変形に至っても、期待すべき機能

というのが、機能が維持できるということを御説明させていただくというふうに考えてご
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ざいます。 

○田中知委員 はい、長谷川さん。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今のは、我々の質問に対する答えには全然なっていなくて、ここは緑の枠でくくってい

ただいているので、今後、申請書の中で担保していただかないといけない。単なる説明で

は決していけなくて、多分、この言葉がよく、悪いのかどうかわかりませんが、一定程度

維持されるとかということじゃなくて、何を維持するのか、具体的に、あるAという機器

に対して、ここまで変形をしても大丈夫なように設計するとか、転倒しないように設計す

るとか、より具体的に、多分、ここの担保はしていただかないと、これ、申請書にきちっ

とそこまで書いていただかないと担保にはならないというふうに思っています。 

 多分、それの集大成が13ページなんですけど。具体的な機器と、この設計の方針、要す

るに基準地震動、多分これ、セルまでの裕度と、セルと同等以上の、応力の裕度なのか、

変形の裕度なのか、それによって何を具体的に担保していくのかというのは個別に違うと

思いますけど、ここは、より一歩進んだ、Ssに単に耐えられますという世界ではなくて、

それより一歩先の進んだ世界だとすると、そこまで担保していただく必要があると。 

 さらに、29ページに書いてある②みたいなものは、これは一体担保できるんですかとい

うところが、さらにここは聞きたいところがあって。多分これ、その場の中で具体的に何

か事が起こったときに、それは機能が維持されていれば、それはどうぞ積極的に使ってく

ださいというのは、それは当たり前のことなので。この対策時に期待できるとか言うと、

期待をしてもらうように、期待できるように設計しなきゃいけないので、多分③に入っち

ゃうんですね。期待しないんだったら①で。 

 それは、この具体的に事が起こったときに生きてるものは、それはどうぞお使いくださ

いというのが当たり前ですから、そこまでのことはということだったので、多分これ、①

か③しかないんですよ。担保するのは多分③なんですよ。というふうに考えると、こうい

うふうな担保をしていくという緑の枠の書き方というか考えというのは、必ずしもやっぱ

り何かを担保していることにはならないので、もっとより具体的に、申請書の中には書い

ていただく必要があるというのが我々の意見です。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 すみません、回答が若干合ってなかったところがありました。 

 ここの、やはり申請書の約束でもあったというのが、すごく難しい部分も確かにあって、
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設計基準の世界で設計として約束をした上で、こういう担保を設計でしていれば重大事故

で期待ができるという世界なので。そういう意味で、13ページでセルと同等以上の耐震性

を有する機器の範囲は申請書で示すといっても、そういう設計をするものをまず書いた上

で、そういう設計を設計基準側で約束したものについては重大事故で期待しますよという

分類学だと思います。そういうところを整理して、申請書の約束事はしっかりと分類した

上で記載をさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○田中知委員 よろしいですか。 

 あとはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 今の御回答で、同じく14ページの下の後段の四角も、白か黒かといいますか、持たせる

か持たせないかで、この記載も変わってくるかと思いますので、そういったところもあわ

せて検討いただければと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 了解いたしました。14ページ、確かに一点鎖線で書いている機器の損傷の想定も、どう

いう設計をするから、それがそう考えられるのかというところは、しっかりと申請書の中

で約束することは整理をさせていただきます。 

 若干、整理の仕方がまだおぼつかないところがあって申し訳ないですけど、基本的には、

設計で担保して、機器がある一定裕度を下回っているものでも、すぐ損傷に至るというこ

とではないように設計はすると。ただし、御指摘に、壊して、漏らしてみます。それでも

対策ができるように担保しますというところの整理は、もうちょっとしっかりと整理させ

ていただきたいと思います。 

○田中知委員 あと、いかがでしょう。 

 まず、では長谷川さん。 

○長谷川チーム員 今のお答えは、今既に整理をできて、それを明確にもう一回お答えい

ただくのか、まだ整理できてないから、これから整理をするのかというのは、やっぱり検

討の過程において大きく違うと思っているんですけど、どちらですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 既に整理ができているものを示させていただくという世界でございます。 
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○田中知委員 どうぞ。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 またすみません、別の場所なんですが、2点ほど聞かせていただければと思います。 

 まず一つ目なんですが、18ページ、19ページも含めてなんですけど、ここで48時間とい

うところで、時間余裕があるかないかの線引きをするようなことが書かれているかと思う

んですが、多分、ここは有効性評価の話まで、今回、説明にはされないと思うので、この

48時間というのは、目安と思っておけばよろしいですか。それとも、この48時間の妥当性

とかも、とりあえず今、審査だと思えばよろしいですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 あくまで今回は考え方の目安として設定をさせていただくものになります。 

○田尻チーム員 わかりました。その上でなんですけど、この後の個別の蒸発乾固の具体

のところで御説明されるのかもしれないですけど、ここで書かれているのは、48時間未満

で重大事故に至るというような書き方をされていて、実用炉とかと違って、再処理施設と

かになると、重大事故がどこからというのも、確かに線引きしにくいかなというふうには

思っているんですけど。 

 別の資料で見ると、蒸発、沸騰が始まった時点までのところで48時間という線引きされ

ていたりするとは思うんですけど、蒸発乾固までのタイミングを考えるものなのか、それ

とも、その前段階の沸騰までのタイミングを考えるのかとか、この48時間というのは、具

体的には重大事故のどこのタイミングというのを考えて引かれるものなのかというのを、

後ででもいいんですが、教えていただければ、この後、個別のところを説明されると思う

ので、そのときにでも説明していただければと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 資料2のほうに、分類のところも含めて、細かい機器単位で書いてございます。その中

でしっかり説明をさせていただきます。 

○田尻チーム員 また別の場所でなんですけど、21ページなんですけど。今回、重要度の

考え方で4つに区分されているかとは思うんですけれども、基本的に、事故が発生したと

きに同時に、いろんなところで発生する可能性はあるから、重要度をつけられるのは必要

だとは思っているんですけど、a-ⅱのところで、要は、事象進展が早いけど環境影響が小

さいものというのが要るかと思います。 

 ここで書かれているので、「異常な水準の発生にまで至るまでに時間余裕が大きいため、
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発生防止対策が機能しない場合には、その原因の除去により発生防止対策を講じる」とい

うふうに書かれていて、ここでいう異常な水準の放出というのは、要は環境影響が小さい

から、そこまでは至りませんよということを指されているのか、単にミスっているのか。 

 あと、発生防止、要は時間余裕として考えるんだったら、まず重要度高のやつを対応し

てから、重要度低のところを対応されるんだと思うんですが、その場合に、重要度高のも

のを対応してから重要度低に行ったときに、発生防止対策だけを先に講じようとして時間

が足りるのか、例えば、もう発生防止対策は、もうある程度諦めて、発生異常が少ないか

ら、最初から影響緩和とか拡大防止に頼ります、それでも100TBqには行きませんよとか、

そういう説明をされる予定なのかというところがちょっと不明確だったので、その点を教

えていただければと思います。 

○田中知委員 お願いします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 先ほど、21ページの記載については、これは趣旨としては、趣旨に沿って書いたもので

すので、間違いということではございませんが、そこは細かくは資料2で説明させていた

だきます。 

 また、対策の順番につきましても、資料2の中で、重要度高から低、a-ⅰ、a-ⅱ、b-ⅱ

と分けたものについては、どういう順番でやるかというのは、資料2の中でも、進行の順

番について書かせていただいていますが、その中で説明をさせていただきます。 

○田尻チーム員 後でもう一回確認します。以上です。 

○田中知委員 あと、よろしいですか。 

 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川ですけれども、22ページの部分なんですけど、これは

別途、技術的能力において説明ということで、いずれ、多分そうなるんだろうと思います

けれども、非常に大きな、重要な論点だと思いますので少し言っておきたいんですけど、

今回、多分、21ページとかにあるような、この四つに分けるというのは、炉とやっぱりこ

こが再処理、核燃料施設の大きな違うところで、物が時々刻々動いていく。廃液のタンク

の量も減ったり増えたり、いろんな動きをするという中で、多分、ある、濃縮管でも何で

もいいんですけれども、何か容器を一つ考えたときに、この証言、実は動いたりする可能

性があるんじゃないかとは思っています。 

 そういうところを考えたときに、日々の運転管理も含めて、非常にきめ細かくやってい
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かないといけないことを、ここで実は語っているのかなというふうには思っていて。その

辺も含めて、必ずしも一つの施設が、ここにずっといるという話じゃないんじゃないかな

と。 

 その辺は今後の説明上、どういう形でしていくのか、もしくは、私が言った考え方が実

は間違っているのかというのでは、ちょっと我々の見方も大きく変わってくるので、少し

説明をいただければと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 御指摘のように、まず、我々がしっかりと説明しなきゃいけない件としては、今回、設

計したいろんな時間であるとか、放出量ですね、こんなものがどういう条件で設定をした

ものなのかと、それがまた、いろんな検討をする中で保守的であるという説明をまずしな

いといけないと思っています。 

 その上で、御指摘のとおり運転をすれば、当然ながらタンクというのは受け槽と供給槽

みたいに分かれていれば、片一方が満水のときは片一方が液がないという状態も当然あり

ますので、全体の中で液量が当然変わっていくと。そういう意味で、我々、今、まさしく

いろんな防災的な訓練もやっておりますので、そういう中で、どのタンクがどういう液量

であるかというのは逐次把握した上で、対策の打つべき場所、時間であったりというのを

想定した上で対策をとらなきゃいけないということがございます。 

 そういった意味で、今回の重大事故の基本方針で説明する中の条件が、どういう考え方

で設定をしたのかということと、あとは、技術的能力の中で対策を打つためにどういうも

のを、パラメータを把握して、どういう優先順位をつけて対策をとるのかという説明をす

る部分と分けて、恐らく説明をさせていただかなければいけないと思っています。そこは、

しっかり条件を明確にした上で説明をさせていただきます。 

○田中知委員 よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 23ページのところのアクセスルートのところにありますけれども、これは重要度の高い

ところでも、「可能な限り複数化し」という言葉がありますけれども、この可能な限りっ

て、可能でない場合はできないところもあると、そういったものに対してはどうするのか

といったようなところは、どういうふうに、何らかの説明があればなと思うんですけれど

も、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。 
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○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 これは、よく説明をする中で、そういう前提なのかと言われることもありますけれども、

既に設備があり、建物があるということはございます。そういう意味で、アクセスルート

といっても現状ある建屋の中で廊下を歩いていくと、階段を歩いていくとなると、当然な

がらアクセスできる場所が複数あるとは必ずしも限らないところがございます。 

 そういうところについては、可能な限り複数用意した上で、もしできないところについ

ては、こういうことが起こったときにはどう対処するんだというのを次に考えた上で、対

策を充実させていくと。例えば、溢水があったらどうするのか、化学薬品が漏れていたら

どうするんだというところを、やはり説明の中で対応方法を説明させていただくしかない

かというふうに考えてございます。 

○田中知委員 よろしいですか。 

 あと、よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○竹谷チーム員 規制庁の竹谷です。 

 すみません、25ページの屋内のアクセスルートについてですけれども、万が一溢水、化

学薬品の漏えい又は内部火災によりこれが使用できない場合とありますが、ほかに、例え

ば機器の転倒によりルートがふさがれるとか、そういった場合も考えられるかと思います

が、その辺について、考慮されているのかを教えていただきたいと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 当然、今の設備の配置等々も考慮した上で、そういった阻害要因があるのか、ないのか、

それが阻害された場合に、どういう対応ができるのかというのを整理した上で計画を立て

てございますので、そういうものは説明可能なものと考えてございます。 

○田中知委員 どうぞ。 

○竹内チーム員 この辺については、有効性評価の段階で確認できればなと思いますので、

よろしくお願いします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○田中知委員 あと、よろしいですか。 

 本日は、基本方針及び想定する条件については説明があり、何点かさらに検討してくだ

さいということがあり、今後、また具体的に重大事故について検討していく中で、また、
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これにフィードバックして検討するものもあるかと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 よろしければ、次に行きたいと思いますが。次は、再処理施設の重大事故は臨界事故、

蒸発乾固、水素爆発、有機溶媒火災、使用済燃料プールにおける燃料の損傷等があります

が、本日は蒸発乾固に関するものとして、重大事故等への対処の基本方針及び想定する条

件、蒸発乾固の例等につきまして、日本原燃から説明をしてもらいたいと思います。 

 資料の内容が多いことから、対処の概要のところまで説明してもらい、そこで質疑を行

い、その後、時間を見て、具体的な重大事故対処の内容についても説明してもらえればと

思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○日本原燃（瀬川主任） 日本原燃の瀬川でございます。 

 まず目次のほう、1ページ、2ページを御覧になっていただきたいと思います。こちらの

資料では、先ほどの資料1の中身を具体的に蒸発乾固向けに展開したものを整理してござ

います。資料、1章から4章、こちらにおいて、先ほどの資料1の中身を展開してございま

す。さらに、2ページに記載されております5章以降で、この1から4で整理した考え方、方

針、そういったものに沿った対策がどう展開されるかというのを説明してございます。 

 ページをめくっていただきまして、5ページになります。まず、蒸発乾固に係る設備の

概要について説明いたします。安全冷却水系で冷却を行っている貯槽に係る系統の概要に

なります。まず(1)ですけれども、貯槽等で発生する崩壊熱を除去する内部ループ、及び

除去した熱を外部へ排出するための外部ループというような2段階のループで構成されて

おります。外部ループは、独立した2系列により構成されまして、1系列の運転でも崩壊熱

除去に必要な容量を有してございます。また、各系統の冷却水循環ポンプ、こちらは多重

化されてございます。 

 沸騰に至るまでの時間の長い、遅いといったところで、2系等の冷却を行っている貯槽

と、1系統で冷却されている貯槽に分かれます。上の図の側の建物の中にある貯槽、これ

が沸騰に至るまでの時間が比較的早いものについては、こういった2系等の冷却、比較的

長いものについては右側の1系統冷却というような構成となっております。動的機器です

ね、これらは非常用所内電源系統に接続されて、外部電源が喪失した場合においても、そ

の技能を喪失しないというような手当てがされてございます。 

 6ページは、再処理施設全体の系統概要の中で、この安全冷却水系によって冷却が行わ
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れている機器の所在を示したものになります。濃い赤色で示された箇所、こちらが先ほど

の比較的時間余裕が短いという貯槽でございまして、2系等で冷却が行われております。

薄い赤色のところにつきましては、時間余裕が比較的あるという貯槽でございまして、こ

ちら1系統冷却という構成になっております。 

 7ページになりますけれども、蒸発乾固では、この設計基準において、崩壊熱により溶

液が沸騰するおそれがあるとして、安全冷却水系により冷却している、この下の表に示し

てございます機器において蒸発乾固の発生を想定し、各種対策を整備してまいります。 

 続いて8ページ以降になります。こちらでは、蒸発乾固の発生形態と損傷の想定を御説

明いたします。8ページ右下のところに「資料1 4.」というふうに記載してございます。

これは先ほどの資料1とのつながりを示しているものでございます。各ページ、この右下、

場所によっては、ちょっと左下に入っているところもございますが、資料1との結びつき

ということで記載してございます。必要に応じて資料1を参照いただければと思います。 

 9ページになります。蒸発乾固は、その発生形態、また原因によって、下の表に示すよ

うな分類が可能となります。まず、①番目としまして、安全冷却水系により溶液を冷却し

ている機器において、その冷却機能が喪失することによって機器内で発生する蒸発乾固、

こちらを冷却機能喪失による蒸発乾固というふうに本資料では呼ぶことにいたします。 

 ②番目としまして、貯槽等機器又はこれらの貯槽等の間の移送配管が損傷することによ

り、溶液がセルに漏えいして発生する蒸発乾固、こちらを本資料では漏えい蒸発乾固と呼

びます。こういった二つの形態がございます。これらの二つの事故形態は、おのおの内的

要因、内的事象、外的事象での発生が想定されます。 

 このおのおのの蒸発乾固、これがどういった原因で発生するかというのを10ページ以降

で説明してまいります。まずは、その起因事象としての選定を説明する前に、安全冷却水

系を担っている機能ごとに設備区分を分けまして、それらの損傷の組み合わせ、どういっ

た損傷の組み合わせで蒸発乾固が起こるかというのを御説明いたします。 

 まず10ページですけれども、安全冷却水系は、大きく分けますと、最終的な熱の除熱機

能、ヒートシンクとしての冷却塔、設備区分(1)になりますが、こういった機能と、あと、

冷却水を保持する機能、静的に冷却水を保持する機能、こちらは設備区分(2)、設備区分

(4)といったところで、内部ループの配管、外部ループの配管、こういったところが該当

いたします。さらに、その冷却水を循環する機能として、設備区分の(3)、設備区分(5)、

こちらが冷却水の循環機能となります。さらに、その動的な機能の支援機能としての設備
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区分(7)の非常用ディーゼル発電機。そして、こういった安全冷却水系に関連する設備の

支持機能としての建屋セル、そして、冷却対象となっている溶液を保持する貯槽というよ

うな設備区分となります。 

 ページをめくっていただきまして11ページなりますが、まず、外的事象における損傷の

想定としまして、先ほど10ページで説明しました設備区分、どういった組み合わせで損傷

させることで蒸発乾固を発生させるかというのを整理してございます。 

 まず①、赤い丸で囲っている部分、動的機器の部分ですけれども、地震におきましては、

先ほどの資料1で説明したとおり、関連する機器が電気系統、計装系統、そういったもの

が多岐にわたっておりまして、いずれか一つの機器が損傷すると、その動的な機器の機能

が喪失されてしまうといった特徴をも考慮しまして、耐震裕度の大小の関係によらず、お

のおのの動的機器が担う機能の同時機能喪失を想定いたします。 

 青色で囲っている②のほうですけれども、これは静的な機器の代表例として貯槽につい

て説明しております。設計基準における耐震性の評価結果が、建屋及びセルと同等以上の

耐震性を有することを示せない貯槽、これらにつきましては、別途、建屋、セルとの比較

において期待する機能、例えば溶液の保持機能、そういったものが喪失することがないこ

とを示し、溶液がセルへ漏えいする可能性が非常に低いんだといったところを示した上で、

保守的に1機器分の溶液がセルへ漏れることを想定した上で、各種重大事故対策を整備し

てまいります。 

 12ページは、内的事象における損傷の想定を記載しております。内的事象としましては、

全交流動力電源の喪失を想定しまして、各種安全冷却水系に係る動的機器の機能喪失によ

る蒸発乾固の発生を想定いたします。 

 続いて13ページになります。これまで2章では、蒸発乾固に係る設計基準上の設備の特

徴を紹介してまいりました。この3章では、蒸発乾固の物理化学的な特徴、及びそれを踏

まえた制限について紹介させていただきます。 

 14ページになりますが、蒸発乾固は溶液の温度上昇を経た後に、沸騰に至ることで環境

への放出量が増大いたします。さらに、高レベル濃縮廃液の場合には、沸騰が継続するこ

とによって溶液中のRuの化学形態の変化による放出量のさらなる増大という特徴を有して

ございます。蒸発乾固と申し上げても、抱えている溶液によって放出挙動が1回で終わる

ものと、さらにもう1段階の放出を経る溶液といった形で2種類に分けられます。その具体

例としましては、二つ目の矢羽根になりますけれども、精製施設、脱硝施設、こういった
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機器に貯留されている溶液にはRuは含まれておりません。下の絵で申し上げますと右側の

プルトニウム溶液のような挙動を示す。沸騰に至るまでの時間、沸騰状態における放射性

物質の放出率は、溶液が有する崩壊熱に依存いたします。 

 先ほど御質問があった、その重大事故の危険をどうするのだといったところの御質問に

対しては、我々としましては、最初に、その平常時には発生し得ない放出が始まるこの沸

騰というタイミングを起点として、時間余裕の長い、遅いというのを判断しようというふ

うに考えてございます。 

 15ページに移りますけれども、こういった蒸発乾固の特徴を踏まえまして、こちらに記

載しているとおりの制限を設けた上で、重大事故対策を整備していきたいと考えてござい

ます。Ruの揮発リスクがありまして、蒸発乾固時の影響が大きくなりますという、この以

下の貯槽、これらの貯槽に内蔵される高レベル濃縮廃液の崩壊熱密度を、運転管理により

6.0kW/m3以下に制限いたします。これによって発生防止対策、拡大防止対策、異常な水準

の放出防止対策を確実に実施してまいります。また、不溶解残渣廃液につきましても、そ

の下に記載しておりますとおり3.1kW/m3、ないしは、貯槽によっては1.4kW/m3以下に制限

することといたします。 

 続いて、二つ目の矢羽根になりますけれども、運転管理によって、この高レベル濃縮廃

液中のRu106の総量を20,000TBq以下に制限することによりまして、高レベル濃縮廃液の蒸

発乾固に伴い、放射性Ruが揮発し、環境へ放出されるような事態に陥った場合においても、

その環境への放出量がCs137換算値が100TBqを下回るようにしていこうというふうに考え

てございます。 

 16ページは、この15ページで設けた制限、これは蒸発乾固向けに制限しているものでご

ざいますが、ほかの事象に対しては、この制限がどういうふうに影響しているのかという

のを一覧表でまとめたものになります。基本的には、この有効性評価は標準燃料をベース

にやっていくことを基本としてございまして、その中でも、特に影響、事象の厳しいこの

蒸発乾固については、15ページに記載しましたこの崩壊熱密度の制限、インベントリの制

限を課していきたいというふうに考えてございます。 

 ページをめくっていただきまして、17ページからになります。こういった物理化学的な

特徴を踏まえまして、蒸発乾固を重要度分類、ある意味、グルーピングすることが可能で

あるというふうに我々は考えております。具体的にどのように重要度を設定していくかと

いうのを18ページ以降で説明してございます。 
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 18ページになりますが、冷却機能喪失による蒸発乾固及び漏えい蒸発乾固につきまして、

1ポツで示しております沸騰に至るまでの時間、及び2ポツに示しております環境影響、こ

の2点で重要度を分類してまいります。環境影響につきましては、規則28条の解釈に記載

されております異常な水準の放出防止対策の判断基準としてのCs137換算値100TBqという

ところを判断基準に、それら蒸発乾固の対象機器が有している潜在的なリスクについて、

判断していこうと考えてございます。 

 ページをめくっていただきます。19ページになります。まず、冷却機能喪失による蒸発

乾固の沸騰までの時間について整理したページになります。こちら、縦軸に時間余裕、沸

騰に至るまでの時間、横に関連する貯槽を並べておりまして、沸騰に至るまでの時間が長

い順に記載してございます。 

 続いて20ページになります。こちらは、冷却機能喪失による蒸発乾固のCs137換算放出

量比を記載してございます。蒸発乾固を想定する59機器、こちらの全放出量を100％とし

まして、各内部ループごとに貯槽がグループ化されてぶら下がっております。その内部ル

ープごとの貯槽からの放出量の寄与割合をまとめたものとなってございます。このグルー

プAからM、下のほうに書いております。こちらにつきましては、詳細は108ページから112

ページに参考資料としてお付けしている一覧表を御覧になっていただければと思います。 

 今回の放出量という観点での影響評価の考察では、Cs137の換算値の観点で実施してご

ざいます。これに対して、規則、重大事故のところでなく、設計基準側にはなるんですけ

れども、16条の安全機能を有する施設に課されている要件のうち、公衆に対して著しい放

射線被ばくのリスクを与えないことに対する目安値の5mSvとの比較につきましては、左の

ほうに参考として載せてございます。左下、黒い点線で囲っている部分になります。1％

を大きく超える貯槽から外れた貯槽分の合算値につきましても、敷地境界の被ばく線量で

5mSvを下回っているといったところを確認してございます。 

 ページをめくっていただきまして21ページになりますが、こちらからは漏えい蒸発乾固

の沸騰に至るまでの時間、そして、22ページにCs137換算放出量比を記載してございます。

Cs137換算放出量比のところですが、先ほどの冷却機能喪失による蒸発乾固では、同時発

生を考慮しまして、内部ループ毎というような切断の寄与割合を示してございました。一

方、漏えい蒸発乾固のほうは単独貯槽の損傷を想定してございまして、貯槽個別の寄与割

合を示してございます。この貯槽個別の寄与割合につきましても、先ほどと同様に108～

112ページに記載している参考資料のほうに数字を記載してございます。 
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 23ページになりますけれども、こういった蒸発乾固の特徴を踏まえまして、重要度のま

とめに入ります。「冷却機能喪失による蒸発乾固」及び「漏えいを蒸発乾固」について、

冷却機能の喪失から沸騰に至までの時間及び蒸発乾固に至った場合の環境影響を整理した

結果、以下のとおり整理いたします。 

 まず、沸騰に至るまでの時間としましては、冷却機能の喪失から沸騰に至までの時間と

して、48時間を基準に事象の進展の早さを判断したいと考えています。環境影響につきま

しては、「冷却機能喪失による蒸発乾固」、こちらは同時発生があること、「漏えいを蒸

発乾固」は、単独機器の発生が想定されること、こういったところを踏まえまして、いず

れもCs137換算値の寄与割合が1％を大きく超える範囲について、環境影響が大きいという

ふうに判断しようと考えております。 

 それをまとめたのが24ページになります。資料1でも示したマトリックスになりますけ

れども、寄与割合が1％を大きく超えて、沸騰に至るまでの時間が短い、左上のa-ⅰに分

類されるもの、これを重要度高と定義いたしまして、必要な重大事故等への対処を講じて

まいります。 

 25ページになりますが、こちらは、その重要度毎の対策の対処方針を整理したものにな

ります。左側、重大事故の対策、重大事故の対策の準備に取りかかるタイミング、さらに、

重大事故対策にかかる接続口／資機材、こういった観点で、各重要度に分類される機器に

対して、どういう整備をしていこうかというのを整理したものになります。まず、重要度

高につきましては、発生防止から放出防止対策まで、全て整備すると。重要度低につきま

しても、発生防止対策はきちんと整備いたします。重要度低に対する拡大防止対策につき

ましては、他の対策で整備した資機材ですとか、他の重要度向けに準備した資機材、そう

いったところを状況に応じて活用して実施してまいるといったところが基本的な方針とな

ります。 

 重大事故の対策の準備のタイミングになりますけれども、こちらは事象進展の早い機器

につきましては、重要度の高低に関わらず、その時間余裕に対して間に合うように発生防

止対策を、直ちに準備に取りかかるということとしております。事象進展の速度の遅いb-

ⅱにつきましては、重要度高の対策の準備完了後に準備に取りかかるというものになりま

す。また、接続口資機材につきましては、ここに記載しているとおりでございますが、重

要度高、及び事象進展速度の早いものにつきましては、先ほどの資料1説明しましたとお

り、2口準備する、予備をきちんと1セット準備する、そういったところで信頼性を確保す
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るということを基本としております。 

 以上、25ページ目までが重要度の設定のまとめとなります。 

 26ページからは、この重要度を踏まえた上で、さらに講じられる対策の特徴ごとに、さ

らに機器をグルーピング化して、代表機器を設定していくといったところの考え方をまと

めてございます。 

 26ページを御覧になっていただきたいんですけれども、まず、左側の発生防止対策にな

ります。a-ⅱ、b-ⅱ、こちら重要度低のものになりますが、a-ⅱ、b-ⅱの発生防止対策と

いうのは、先ほど実施のタイミングですとか、接続口の整備の数、こういったところに違

いがあるといったところを説明させていただきましたが、基本的には、やる対策の中身と

いうのは、a-ⅰに記載しておるような絵のイメージになりますが、この対策に包含される

と、やることは包含されているということが見てとれるかと思います。したがいまして、

a-ⅰに整理される機器で代表できるというふうに考えております。さらに、a-ⅰで整理さ

れる機器の中でも実現容易性、こういったものの観点で最も厳しい機器を代表機器として

選定いたします。 

 拡大防止対策につきましても同様です。a-ⅰに対策が包含されていると。影響、放出防

止対策になりますが、こちらも、基本的にはa-ⅰに対策が包含されていると。これは、右

下のa-ⅱ、b-ⅱの基本設備構成に、さらにa-ⅰの場合は事象の厳しさというのを考慮して、

さらに対策を付加しているというイメージになります。ですので、基本的にはa-ⅰの対策

を中に説明させていただければ代表できるかなというふうに考えてございます。 

 27ページになりますけれども、今、口頭で申し上げた部分が、上の四角の中に囲われて

ございます。こういったところを踏まえまして、結論としましては、27ページの下の箱に

入っていることになるんですけれども、発生防止対策、拡大防止対策につきましては、a-

ⅰに整理される機器の中で、時間余裕、環境影響の観点で厳しい分離建屋の高レベル廃液

濃縮缶及び、高レベル廃液ガラス固化建屋の第1高レベル濃縮廃液貯槽、これを代表機器

として重大事故対策の有効性を示してまいりたいと考えております。異常な水準の放出防

止対策につきましては、講ずる対策の違いを考慮しまして、a-ⅰの中でも、分離建屋と高

レベル廃液ガラス固化建屋、こちらを代表として有効性を示していきたいと考えてござい

ます。 

 28は、ただいま説明した内容の整理表となっております。青色で示している機器、これ

が重要度高の機器でございまして、赤い丸を振っている機器、これを代表に有効性評価を
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示して、代表的に説明させていただきたいと考えております。 

 29ページからは、漏えい蒸発乾固の代表機器の設定の考え方を記載しております。基本

的な考え方は、今説明させていただいた冷却機能喪失による蒸発乾固と同様でございます。 

 30ページに結論を載せてございますが、高レベル廃液濃縮缶と、高レベル廃液混合槽、

これを代表機器として、有効性を示していきたいというふうに考えてございます。 

 31ページに移りますが、漏えい蒸発乾固の場合は、冷却機能喪失による蒸発乾固とは違

いまして、その発生の可能性についての分析が入ってございます。その発生の可能性の分

析、そして重要度の設定、そして代表機器の選定といった一連の操作、検討の流れを31ペ

ージのフローで表現してございます。安全冷却水系により冷却している59機器と、それら

の移送配管を母集団としまして、まず、設計基準における耐震性の評価結果との比較を行

います。 

 ここで、建屋及びセルと同等以上の耐震性を有すると判断される機器、配管につきまし

ては、こちらは損傷を想定しないという整理となります。右側になります。一方、ここで

有するとは言い切れない貯槽、10機器を想定してございますが、こちらにつきましては、

さらに設計基準の評価に加えて、より詳細な検討を加えた上で、建屋、セルとの比較にお

いて期待する機能が維持されるかどうかについて分析いたします。ここで維持できると判

断された機器につきましては、現実には漏えいに至るということは判断されない、可能性

が十分低いというふうに考えられますが、安全側に、保守側に1機器の貯槽からの漏えい

を想定した上で対策を整備してまいります。 

 ここで抽出されてきた10機器につきましては、重要度の検討、先ほど説明してまいりま

した重要度の検討、そして代表機器の選定という手順を踏んで、高レベル廃液混合槽と高

レベル廃液濃縮缶といったところの代表機器で有効性を示して行くということを考えてご

ざいます。 

 32ページは、ただいま説明した内容の整理表となってございます。 

 一旦ここで。 

○田中知委員 それでは、ただいまの説明に対しまして、規制庁のほうから質問等ありま

したらお願いします。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 15ページとか16ページ辺りの話なんですけど、多分これから重大事故を議論していく上

で非常に、多分これ重要な論点じゃないかなというふうには思っています。これ、今日の
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お話は蒸発乾固の話ということで、それに特化した話になっているんですけど、ちょっと

確認をしたいのが、今、原燃の事業許可申請書というのは、使用済燃料の冷却期間の話と、

それから燃焼度というのが、受け入れとかせん断とかと有する、いわゆる許可の制限、大

きな入り口の制限値になっているということなんですけど。 

 ここの話というのは、重大事故というのが同時にとか、連鎖してとかという、連続して

発生してという話も含めて、トータルで、制限としては100TBq以上の放出をしないという

ことが有効性評価の規則上の制限になっていると。 

 この話というのは、そういう意味で、原燃としては運転、今度は冷却期間とか燃焼度だ

けの制限ではなくて、そこに実質的に運転を、要するに、多分せん断をしていく、溶液で

すよね、燃やす、量というか、それをするパターンに制限を加える、運転制限を全体的に

加えて、いついかなるときというか、かなり保守性を見込んだ放出、多分これはDFを1と

かとって、かなり、相当保守性に、数値はちょっと話は別ですけど、Ru106の20,000TBqみ

たいなのを見積もっているみたいなので、そういう意味で、保守的な運転制限を、なるよ

うに運転制限をするというのが、これは蒸発乾固だけじゃなくて全体的な中でそういう考

えなのかという。 

 多分、臨界なんかは核分裂量を制御するというのは非常に難しいとは思うんですけれど

も、ほかの水素との爆発とか化学薬品みたいなのは、ある程度、運転制限によって達成は

可能なんじゃないかなと思っているんですが、その辺の原燃の考え方というのはどういう

ことなんですか。 

○日本原燃（越智センター長） 日本原燃の越智でございます。 

 少し我々、何でこういう制限をかけたかということも含めて、詳細はまた別途ペーパー

でお示しすることになるかと思いますけれども、少し、我々が今まで考えたことだけをち

ょっとここで述べさせていただきたいと思います。 

 まず、御存じのとおり再処理工場はもうでき上がっている施設ということがあって、そ

の後、重大事故、福島の事故を契機に、重大事故の事検討というのが入ってまいりました。

そういう中で、今の再処理工場でどんなことができるかということをずっと検討してきた

のが、この期間でございます。 

 そういう中で、まず、我々、再処理工場というのはアクティブ試験も含めて段階的に、

その竣工後も段階的に、その処理を上げていくということで、まず、そういう中で再処理

工場の運転習熟をしていくというような計画をしているところでございます。 
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 さらにはRu106、特にここではRu106ですけれども、そのRu106の挙動についても、先ほ

ど長谷川さんのほうからおっしゃいましたけれども、全てが出るというふうに保守的に考

えていると、これにつきましては、いろんな文献等もございますけれども、まだそこまで、

我々がそれを確実に使えるというようなところまで評価ができてないという部分もござい

まして、それよりは、現時点では保守的に考えるべきであろうというようなことを考える

と、やはり確実に蒸発乾固、冷却機能による蒸発乾固等を重大事故として対策を練るため

には、その運転制限をかけるべきであろうということで、まず運転制限をかけさせていた

だいたというところです。 

 その結果といたしまして、蒸発乾固では沸騰に至る時間ということで6kW、Ru106につい

ては放出という観点からトータルの放射能量20,000TBqというようなその制限を、それぞ

れ蒸発乾固についてかけさせていただいたところでございます。 

 水素についても、ここに、16ページにございますように不溶解残渣、これについては水

素についても蒸発乾固の発熱量と同じ制限をかけるということを今考えております。 

 その他については、今まで我々が、その許可でいただいた、今までのその安全審査の中

で我々が既許可でいただいた燃料の条件、この中で十分できるということを検討・評価し

ておりますので、それについては特に制限をかける必要はないということで、ここでは蒸

発乾固と水素について、こういう制限をかけるということを示させていただいたというと

ころでございます。 

 それで、これについては、将来的には、その運転経験を積むだとか、新しい知見ができ

れば、その今のこの20,000TBq、6kW、これはいずれも既許可の範囲での制限でございます

ので、そういう知見だとか運転経験で、その十分時間的余裕だとか、その時点で放出が抑

えられるということになれば、これらの制限については、将来的には取り払わせていただ

きたいというふうに考えております。現時点では、これを、こういう制限を設けることに

よって、確実に重大事故対策を打つということで制限を設けさせていただいたところでご

ざいます。 

○田中知委員 関連して、後でまた、ちょっとコメントしようかなと思ったんですけど、

今のこの時点で関連して。運転制限をかけることは、現実的な対応としていいかなとも思

うんですが、また先ほど、日本原燃の方がおっしゃったように、RU106の放射性物質の移

行シナリオをどう考えるのか、そのときの挙動をどう考えるのかについて、まだまだはっ

きりしないところもあったりすると、結構保守側というか、安全側の仮定を置かざるを得
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ないかなと思うんです。 

 そういうような状況を考えると、一方で、ここの6kW/m3、20,000TBqというのが、どう

いうふうにしてこれが出てきたか知りませんけども、実際にこれから再処理していこうと

する燃料の特性、冷却期間等々を考えると、この6kW/m3、あるいは20,000TBqという数字

よりもかなり、もっと低いんじゃないかなと思うんですね。そういうふうな、より現実的

な値を初期値として考えたほうが適切じゃないかなとも思うんです。もちろん、現在どう

いうふうなバーンナップ何ぼ、冷却期間何ぼということはよくわかりませんけれども、恐

らくはそうじゃないかなと思うんです。 

 というのは、そういうふうに、これでやっていく中で、将来、より冷却期間の短いよう

なものが再処理するというふうになってくれば、それまでちょっと時間がありますから、

その間に、例えばRuの挙動についての知見を得るとか、より効果的であるような除去方法

を考えて、それをその運転条件の、将来の変更のときにそれを使うというふうなことが考

えられないかと思うんですね。この6 kW、20,000Tというのはわかりませんけれども、も

っと本当に、これから当分、再処理していくようなものに合わせたほうが、より現実的じ

ゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 今、委員の御指摘がありました、当然、まず我々、今、プールに3,000t近い燃料がござ

います。もう震災の前からずっと受け入れている燃料ですので、非常に冷却期間は長いと

いうものもございます。そういう意味で、燃焼度も当然ながら低いものから高いものまで、

それぞれバラエティのものはありますので、今御説明をしている6kW、20,000TBqよりは十

分低い値に、現実に今持っている燃料はなるという事実はございます。 

 また、当然、今、越智が説明しましたとおり、いきなり我々、操業をスタートして800t

でマックスでスタートするわけでなくて、今既に操業計画というのは、申請書にも書いて

ございますけれども、40％から順番に800tまでスピードを上げていくという段階的な運転

計画を持ってございます。そういうのを考えたということであれば、当然、ある一定の期

間は今の3,000tのプールの中で燃料は処理するということ。 

 それ以降の話も含めて、どこまで日本原燃として担保ができるかということもよく考え

ないといけないと思っていますので、そういった情報については整理をさせていただいた

上で、6kW、20,000TBqと、今持っている燃料も含めて、どういう関係にあるかというのは、

一つのパラメータサーベイとして、我々、数字としては整理をさせていただこうと思って
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おります。 

 ただ、一定あるのが、先ほどありました、長谷川調整官からありました20,000TBq、

6kW/m3というのは、ある種、我々としては上限を抑えにいったと、ただ、その上限を抑え

にいっても、これは非常に今後、重大事故の議論をする中、我々がやる中で非常に難しい

のが、これは1点のデータで説明をするというのはなかなか難しくて、先ほど、長谷川調

整官からありました、運転をすれば、ある種いろんなパラメータが変わっていくので、1

点ではなくて、あるバンドの中にデータが、ばらつきがあると、そういうその保守性も含

めて、ある範囲の中でデータが変わるということも前提に、それを踏まえて対策が総合的

にとれるかどうかというところの説明もさせていただかなければいけないと思っています

ので、そういうものを含めて整理をさせていただければと思います。 

○田中知委員 よろしく御検討、整理していただければと思います。 

 あと、ございますか。 

 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今の話にちょっとつけ加えて、これから検討というか、いろいろパターンをやってもら

わないといけないんでしょうけれども、これ、Ruだけの問題ではなくて、1個制限をかけ

ることによって、関係ない溶媒火災とか、ほかのものもやっぱり影響をしますし。 

 要するに、今、Ruだけを問題にしちゃってますけど、全体的に事故が起こったときのソ

ースタームというのは、多分これだけじゃなくて、ほかも出てくる。その中で、これが代

表的に見るべきものなのか、ほかのものもあわせて、トータルで見ていく。で、最終的に

何を制限するのかというのは、やっぱり議論があるところではないかなと。 

 さらに、その何を抑えにいくかというところが、どれだけ保守的に見込むか。多分これ

からいろいろな不明なパラメータを議論しないといけない中、そういうものをあるバンド、

先ほど石原さんが言ったように、まさに、多分、ある範囲、予想される範囲の中で動くん

じゃないかなというふうに思っています。そういうところをやっぱり総合的に考えていく

ということでは、何か1点のパラメータを議論するというより、ある幅を持った中で議論

をしていくのがいいのではないかなというふうに思っているところです。 

 それと、これは許可の申請書との関係ですけど、今ここで、この数字はちょっと、善し

悪しは別として、例えば崩壊熱密度とか総量を制限と書いてあっても、これ、多分、せん

断する時点で何か別の制限をかけてやらないといけないと思います。なので、そこの実際
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には、これを制限値をかけるというよりも、多分、管理上の制限値はまた別にあるんじゃ

ないかなというふうに思っていますので、そういうところもあわせて具体的に、やっぱり

事業指定の申請書で、運転時も含めて何を、どう管理していくのか。 

 例えばこれ、使用済燃料もそうですけれども、燃焼度測定器みたいなのをつくってチェ

ックしていますよね。それと同じように、この何をせん断時にチェックしますか。それか

ら、1個1個の容器の入れる量を何で制限しますかというのは、やっぱり具体的なものとし

て示していただく必要があるんじゃないかなというふうに思っていますので、そこも含め

て議論をしたいと思います。 

○日本原燃（越智センター長） 日本原燃の越智でございます。 

 今おっしゃった趣旨で、今後、説明させていただきたいと思います。まずは、ここでは、

この蒸発乾固、水素という観点から、まず20,000と6kWという制限をかけて、重大事故の

方は検討を今していると。それを具体的にどういうふうに具現化する、せん断計画をどう

いうふうにして、これを担保するか、これはそちらのほうで御説明させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 よろしいでしょうか。 

 あとはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○伊藤チーム員 規制庁、伊藤です。 

 資料の24ページのところなんですけれども、重要度分類の表がありますけれども、ここ

でa-ⅰ、重要度高と重要度低、a-ⅱという分類のこの境界線というのは、先ほど、20ペー

ジの資料になるんですかね、寄与割合が1％を大きく超えると、この環境影響ですね、こ

の1％というところで、一応5mSvというラインで切ってるということで説明上よろしかっ

たですよね。 

 それで、ここで言うところのその境界線なんですけれども、次のページで示されている

ところ、25ページでは、このa-ⅰとa-ⅱのこの境界線のところで一応、設備を整備するよ

うな状況になっていますけれども、ここの境界線というのは、規則で言うところのその安

重施設のところの設備の、用意すべき設備の1セットという、ここの境界線で切っている

ということでよろしいですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 先ほど御説明の際に、この5mSvを書いている趣旨を説明したとおりでございまして、今
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御指摘のとおりでございます。我々は、もともと設計基準の中でやった安重については

5mSvを使ってはいないですけれども、今回、1セットということについて、28条以降に制

限のあるものについては、規則の中でそれ相応の相関関係があると思っていますので、設

計基準第15条で、安重に対しての5mSvと異常な放出の水準に対しての線引きがあり得ると

思っていますので、そういうところで区切りをつけさせていただきました。 

○田中知委員 よろしいですか、あとはいかがでしょう。どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 資料2の31ページと32ページで、この地震時に損傷を想定する機器に関してですけれど

も、これは31ページで2カ所、資料1のほうでも、概念を説明しているところの流れに沿っ

たフォローなのかなというふうに見ているんですけれども、31ページのところで、真ん中

のこのひし形のところで、機能が維持されるものはノーとして損傷を想定すると、そのイ

エスの下のところは、現実には漏えいに至ることはないと判断されるが、1機器の単独損

傷を想定すると、ここの部分は、ここは、その機能が維持されるということを設計上担保

するといいますか、そういう意図を言っているということでしょうか。ちょっとそこだけ

確認させてください。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 これは、当初この評価をするときも御説明をしましたけれども、既にストレステスト

等々で機器の裕度についてはお示しをさせていただいていますが、そういったものを踏ま

えた上で、ただ設計上そういった裕度が低いものでも、ある一定の担保をすることによっ

て損傷をしないように設計をするということをお約束するということを前提にした上で、

ただ、もう既に裕度が低いことはお示しをしていますので、そういったものを壊してみて、

漏れたときに、じゃあ対応できるかどうかというのを対策として考えるということが重大

事故対策として重要なものだと思ってございます。そういったことを御説明をしたいとい

う趣旨でございます。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 セルと同等の、裕度は低いけれども、このセルを機能喪失させるほどの地震動に対して

も、必要な機能は維持させるということが、申請書上明確にするということで考えてよろ

しいですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 先ほどお話を別のところでもしましたが、そういう設計方針をしっかり、申請書の中で
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お約束をするということを条件として考えてございます。 

○竹内チーム員 わかりました。 

 ということであれば、1カ所の、1機器の単独損傷というのは、この有効性が妥当かどう

かを見る上で、念のため仮定を置くという位置づけというふうに捉えてよろしいですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 そう御理解いただければよろしいかと思いますが、はい。 

○竹内チーム員 わかりました。では、そういう前提で考えたいと思います。 

○田中知委員 あとはいかがでしょうか。 

 はい、後ろ。 

○佐藤チーム員 規制庁の佐藤です。 

 今回、各貯槽の沸騰時間や環境影響の評価は、総体的な環境を示すものとして確認しま

したが、実際の評価値が適切なものなのか、今後有効性評価の中で確認していきたいと思

いますので。 

 それと、また重大事故対策に掲げている機器の個数の根拠や、その他Ruの放出評価の設

定、パラメータの妥当性についても、今後、同様に御説明していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 先ほど、資料1の冒頭、御説明しましたとおり、具体的な数字の算出につきましては、

今回、下線プラス太字になってございませんので、今後、説明をさせていただくというつ

もりでおりますので、よろしくお願いします。 

○田中知委員 はい、どうぞ 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 14ページのところで、何で今回は、要は48時間のところを沸騰で切ったというところを、

今、先ほど多分御説明されたんだと思うんですけれども、ほかの事象もこういった形にな

るんですか。要は何かというと、多分、蒸発乾固の場合は放射性物質が放出に至るタイミ

ングというので多分線引きされたんだと思うんですけれども、ほかも大体似たような考え

方だと思っていいですか。要は、統一された考え方があるものなのか、それとも個別事象

ごとにこういったものというのを挙げていかれるようなイメージかというところがちょっ

とわからなかったので、確認させてください。 



34 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 まず、前提として、こういう重要度の分類をするということにつきましては、先ほど資

料1の中で、すみません、私もすぐにページが見つけられないんですけれども、そうです

ね、17ページで書いてございます。対象機器が複数あって、かつ、それらが共通要因で同

時に発生する重大事故、これは何かというのは整理をすれば単純でございまして、蒸発乾

固と水素掃気、水素爆発の二つでございます。そういう意味では、そういった共通要因で

同時に起こるものについては、やはりそれなりの数があるのでというのと、影響度合いも

時間軸もそれぞれ違いますので、そういったもので整理をさせていただきたい。プラス、

どこで見るかというのは、蒸発乾固につきましては、冷却機能喪失と沸騰というタイミン

グを見る場合もありますし、当然、蒸発乾固までの時間というのて見るというのも考え方

があります。 

 今回は、影響については蒸発乾固までの影響を見ています。時間については、やはり沸

騰の前に何とか対応したいという意思もありますので、沸騰の時間で時間軸は区切らせて

いただいているというのが先ほどのグラフでございます。そういう意味では、水素は当然

ながら4％という数字はどうしてもつきまといますので、その辺の今まで御説明してきた

ものも踏まえて、あるところで区切りをさせていただくと。それぞれ、おっしゃったとお

り事象によって抑えるべきタイミングとか対応パラメータが違うと思いますので、底は整

理をした上で説明させていただきたいと思います。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 最終的に、申請書に何かしら担保していただかなければならないと思うんですけれども、

要は、今、申請書に書いていただけると書いてあるのが、重大事故に至るまでの時間は48

時間で線引きしますよというところになっているんですけど、結局のところ、先ほどおっ

しゃったように蒸発乾固と水素爆発のこの二つが同時多発的に起こるとは思うんですけれ

ども、個別、個別にそれぞれを書かれるようなイメージと思っておけばよろしいですか。

最終的に申請書に書かれるイメージを一応確認しておきたいんですけれども。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 当然、別々の時間、タームになりますので、個別に書きます、そこは。 

○田尻チーム員 わかりました。 

○田中知委員 あと、いかがでしょう。 

 どうぞ。 
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○長谷川チーム員 規制庁の長谷川ですけれども、これはちょっと全般的な話もなんです

けど、今回、蒸発乾固の話で、今も話が出たように、蒸発乾固と水素掃気の話は、本当は

一緒にしないといけない。もしくは、多分ほかのものも一緒かもしれないということでは、

多分これ、個別で聞いても、最終的なやっぱり有効性評価をするまで、何がいいとか悪い

とかよくわからないんだと思うんですよ。 

 多分これからの審査会合における順番とか、どういう形がいいかというのは、少し考え

ながらやったほうがいいと思うんですけれども。基本的には、原燃としては、まず、多分

パーツを全部きちっと説明して、最終的にそれの組み合わせとか、組み合わせプラス、さ

っき言ったように核燃料施設のこれも特徴で、物が動いていくので、非常に、そこでまた

いろんな要素が含まれてきてしまうので、最終的なやっぱりその確認というのは、どうし

ても最後になってしまうのかなということでは、まずは1個1個が単独で起こるという仮定

をしたときに、どういう物の考え方をしているかというのを先にお伺いをして、それらの

個別のパーツがそろって初めて、ようやく本格的な議論ができるという、そんなイメージ

になるんですかね。ちょっとその辺の説明の具合というか、今のような話でよろしいかど

うなんですけれども。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 御指摘のとおりだと思っています。まずは単独の事象ごとに、どういうパラメータで判

断をするのかとか、どういうパラメータによって、その事象の影響度合いが変わってくる

のかというのも、やはり重要な説明ファクターになりますので、それは個別、個別にまず

はやらせていただこうと思っています。その上で、やはり重畳ということも考えて、同時

に起こるものが何と何と何とを考慮しなきゃいけないのかという整理で説明をさせていた

だくというのがよろしいかと思っています。 

○田中知委員 よろしいですか。あと、いかがでしょう。 

 よろしければ、どうしましょうか、資料の後半部分も、後半部分を全部説明していただ

くのか、後半部分を一部なのか、どうすればいいですか。 

 じゃあ、お願いします。 

○日本原燃（瀬川主任） 日本原燃の瀬川でございます。 

 では、先ほどの資料2の33ページ以降ですね、1章～4章までの方針に基づいて、では具

体的に、おのおのの原因、発生形態に対して、どういった対処をしていくのかといったと

ころの説明になります。 
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 34ページは、蒸発乾固の起因として想定する安全機能の喪失のパターンと、それに対し

て講ずる対策の例を載せたものになります。こちらは外的事象を原因とした冷却機能喪失

の蒸発乾固ということで、安全冷却水系の動的機器、これらの単独、またはそれらの同時

機能喪失というのを想定した対応となります。 

 34ページの下のほうには発生防止対策、これは重要度ごとに、ちょっと対応が異なって

くるんですけれども、重要度毎の発生防止対策の例を示してございます。左から重要度高、

右側が重要度低というものです。 

 35ページ、こちらは対策の続きになりますけれども、拡大防止対策と異常な水準の放出

防止対策のイメージ図を載せてございます。これの具体的な中身につきましては、後ほど、

5.2章、39ページ以降で、その概要について御説明させていただきます。 

 36ページが、一つは、今回のこの重要度を設定したことに対する重要なポイントの一つ

かなと思っております。先ほど、何ページでしたかね、設備の対処に差を設けるんだとい

ったところを一覧表、25ページで示させていただきました。その中に実施のタイミングと

いったところを記載してございます。それを具体的にイメージしたのが36ページになりま

す。36ページのフロー中に、赤い丸数字を入れております。 

 これは、もう1ページめくっていただきまして37ページ、38ページの対策のイメージ図

に示している数字と一致させてございます。フローを見ながら、適宜、後ろの37、38のポ

ンチ絵も見ていただければなと思います。まず重要度高に対する対応としましては、冷却

機能喪失を検知いたします、紫のところですね。検知したら、直ちにこちらについては発

生防止対策、拡大防止対策、異常な水準の放出防止対策、これらの対応に着手いたします。

具体的にはもう準備に取りかかる、同時に準備を始めるというものです。これは時間余裕

も、重要度高の機器についてはふんだんにあるというわけではございませんので、万が一、

発生防止対策を途中まで準備して、できないとなった場合に、そこから拡大防止対策の準

備ということでは間に合わないということで、同時に走り始めるというのが基本的な考え

方になっております。どういうような拡大防止対策も、こういった形で準備を始めると。 

 右側に行っていただきまして、右から2番目の事象、重要度低ではあるんですけれども、

進展が早いa-ⅱに分類されるもの、これにつきましても、やはり沸騰に至るまでの時間余

裕が短いということで、直ちに着手するということを基本スタンスとしてございます。対

策が完了すれば発生防止対策、内部ループ注水、冷却コイル注水というのを実施するんで

すが、それに失敗してしまった場合には沸騰に至るという状況になります。そうしますと、
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中段、緑色で記載しております拡大防止対策である機器への注水ですとか、オレンジ色で

記載しております排風機等を使った放出防止対策、こういったものを実施していくと。そ

ういった中でも、左側の水色の矢印に戻りますけれども、引き続き冷却機能の回復作業を

継続実施していくというのが基本的な流れです。 

 ちょっと飛び飛びの説明になってしまいますが、右側から2番目、事象進展の早いもの

につきましても、基本的には沸騰前までに対策の準備を終わらせ、確実に内部ループ注水

というのを実施していくんですけれども、万が一、対策に至らなかった、機能しなかった

場合におきましては、沸騰以降も冷却機能の回復作業の継続をするということと、状況に

応じて拡大防止影響緩和対策を実施していく。これは重要度高のほうの状況等をにらみな

がらというような形になるかと思います。 

 右側、最後、重要度低、事象進展が遅いものにつきましては、実施の準備に取りかかる

タイミングをずらしてございます。これは十分時間的な余裕があるということで、左側の

重要度高の対応、対策の準備、これが完了次第、発生防止対策の準備に取りかかると。そ

ういった中で、先ほど、この重要度低につきましては、最低1ルート整備するですとか、

接続口を最低1口整備するといったところを説明させていただきましたけれども、そうい

ったところで阻害するような要因があれば、それの除去作業を行った上で、内部ループ注

水を実施していくと。沸騰に至ってしまった場合には、引き続き回復作業に着手するとい

うのが基本的な流れでございます。 

 続いて39ページになります。こちらは高レベル廃液ガラス固化建屋の重要度高の機器の

対処ということで、先ほど、第1高レベル濃縮廃液貯槽を例にと、代表機器にと申し上げ

ましたが、その対応の概要を示しておるものでございます。これらの対策の詳細な中身、

さらに、それらのものの数え方ですとか、整備の仕方の善し悪しというのは、次回以降で

行われる有効性評価の説明の中で審議いただければなというふうに考えております。 

 40ページは、重要度高の機器に対する作業の全体の相関を示しております。先ほどの36

ページのものを、重要度高に絞って記載しております。基本的には、同時に作業に取りか

かって、沸騰後には、それらに要求される対策を講じていくというのが基本的な流れです。 

 41ページは、41ページ以降、具体的な発生防止対策の作業フローを展開してございます。

作業フローと具体的な中身ですね。41ページは、発生防止対策にかかる作業フローを紹介

してございます。非常用DGの起動失敗等を起点に、膨張槽の液位確認、これは内部ループ

の健全性の確認を、この膨張槽の液位で確認するというものでございます。こういった既
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設設備の損傷の度合いというのを確認した後に、その損傷の度合いに応じた対策に取りか

かると、内部ループ注水に取りかかる、ないし冷却コイル注水の準備に取りかかるという

ような流れとなってございます。 

 42ページは、発生防止対策のうちの内部ループ注水の概要を示したものになります。先

ほどのフローのところでちょっと申し上げましたが、まず、安全冷却水系の内部ループの

膨張槽の液位計、これの目視により、内部ループの漏えいの有無を確認します。漏えいが

発生していない系列があれば、そちらの系統に建屋外のホース、建屋内のホースを接続し

まして、可搬型ポンプからによって貯水槽から内部ループに注水するというものになりま

す。注水流量は、流量計と流量調整弁によって調整いたします。この対策に必要な監視パ

ラメータというのは流量と、あと溶液の温度になります。 

 右下、42ページのところですね、対策のイメージをつかんでいただくために、具体的な

写真等も記載してございます。ちょうどオレンジ色で囲っている部分がフランジ構造とな

っておりまして、ここを、実際に冷却機能を喪失した場合には、ここを取り外した上で、

下の写真にある注水管と排水管、これを接続することで内部ループに注水するというよう

な対策の流れとなっております。 

 43ページに移りますが、こちらは発生防止対策の中のもう一つ、冷却コイル等への注水

という対策になります。内部ループ注水は、先ほどの42ページの写真にあるように、これ

は内部ループの母管になります。母管に供給するといったところをトライするんですが、

この母管のいずれかに損傷があるですとか、冷却コイル自体に損傷があるみたいなことが

あった場合には、43ページになりますけれども、冷却コイル、冷却ジャケットの健全性を

確認いたします。これは貯槽によって冷却コイルの数というのは異なるんですけれども、

今回、代表機器とて設定した高レベル濃縮廃液貯槽ですと8コイル有しております。その8

コイルの中から健全なコイルを探って、そこに選択的に注水するという対策になります。

そこの部分が1行目の後半から2行目冒頭に書いてあるところですね。で、やる対応としま

しては、先ほどの内部ループ注水と同様に、建屋外ホースと建屋内ホースを接続いたしま

して、流量計、流量調節弁で流量を調整して冷やしていくという対策となります。 

 44ページは、発生防止対策に使用します資機材として、各対策の起点となる項目、準備

の項目等でございます。手順の概要と書いてあるところですけれども、これに関連する機

材は何かといったところと、それに関わる、社内で設定しております手順書、こういった

ところの関係を整理しているものでございます。これが45ページ目まで続きます。 
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 46ページは、今度は準備する資機材の個数、容量、そういったものの整理になります。

先ほど、セットというようなところの説明をさせていただきました。建屋内ホースであれ

ば2セット、1セットと予備1セットというような形で準備するというようなところを記載

してございます。 

 47ページは、それを補足するイメージ図となっております。内部ループ注水の場合は、

給水と排水をセットで準備するということで、給水系のホースと排水系のホースと、及び

それらに附属するアクセサリー、こういったものを含めて1セットというような数え方を

してございます。 

 これは内部ループ注水のイメージ図になっておりますが、この内部ループと申し上げま

しても、1内部ループに1機器がぶら下がっているわけではございません。47ページの例で

いきますと、上から一つ、二つ、三つ、これは1ループに1機器が設置されているパターン

です。続いて、4つ目～9個目の貯槽、これは熱負荷とかの関係になるんですけれども、こ

の5貯槽、6貯槽、まとめて内部ループ2系統で冷却していると。下のほうの残りも同様で

ございます。こういったところの内部ループの母管に外からホースをつないで冷却すると

いう対策になります。これは、全体が同時に冷却機能が喪失したような場合の最大の必要

度になります。 

 48ページ以降は、具体的な個別貯槽だけで、個別の貯槽で冷却機能喪失が起こってしま

ったような場合、これは内部ループの循環ポンプが個別に損傷したような場合が相当する

んですけれども、そういった場合に必要な設備の最小値はどういうものかというのを示し

たものが48ページ、49ページになります。 

 49ページを御覧になっていただきたいんですけれども、第1高レベル濃縮廃液貯槽で選

択的に冷却機能喪失が起こってしまったような場合には、全てのホースを接続するわけで

はなくて、ここの赤い四角で囲っているホース、こういったものだけを用いて選択的に冷

却水を注水するというような対応となります。49ページ、以上が発生防止対策の概要にな

ります。 

 50ページからは拡大防止対策の作業フローと具体的な対応の中身になってまいります。

拡大防止対策は、乾固へ進展することを緩和するというのが目的の対策になります。こち

ら、貯槽注水ⅠとⅡというふうに分けてございます。これは先ほどから議論になっている

とおり、実際の運転時には必ずしも貯槽は満水であるというわけではなく、液量が半分で

あったり、4分のⅠであったりというような場合もございます。そういった場合に、日々
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の運転管理で貯留している液量をきちんと把握した上で、あるタイミングで冷却機能喪失

が起こった場合には、まず貯槽注水Ⅰというところで、まず空き容量分の水を入れて時間

をかせぐという対応をまず行います。そうした上で、発生防止対策等を準備をしてまいる

わけですけれども、そこでの発生防止対策が機能しなく、沸騰に至ってしまった場合には、

今度は貯槽注水Ⅱといったところで、沸騰によって減少した溶液分を補填、水で補填する

というような対策を打っていくというような流れとなっております。 

 51ページは、拡大防止対策の機器への注水の具体的なイメージになっております。可搬

型ポンプで高レベル濃縮廃液貯槽等に注水すると、やはりこちらも流量の調整が必要です

が、流量計、流量調節弁等で流量を調整しながら水を入れていくという対策になります。

具体的なイメージが、51の右側の写真に示しているとおりですね、接続の容易性を確保す

るために、カプラーでカチャッとはめ込んで注水できるような仕組みにしておるというも

のです。 

 52ページからは、先ほどの発生防止対策と同様に手順と設備の概要といったところの位

置関係、そして、53ページにはセット数の考え方、54も同様ですね。こういった形で拡大

防止対策を整理してございます。 

 少し飛びまして57ページ、こちらは放出防止対策の詳細な作業フローになってございま

す。こちらも、冷却機能喪失を起点としまして、各種対策の準備に取りかかるというもの

です。放出の状態監視をするための廃液モニターの設置を行ったり、可搬型の排風機、可

搬型のダクト、そういったものの接続作業というのを実施してまいります。 

 58ページに対策の具体的なイメージ図を載せてございますけれども、まず、沸騰に至っ

てしまった場合には、貯槽を直接換気している塔槽類廃ガス処理系というのがございます

が、そちらの弁を閉止することで、塔槽類廃ガス処理系を通じてダイレクトに系外、建屋

外に放射性物質が出てしまうのを防止するために隔離弁を閉止いたします。そうした上で、

大容量のセルに蒸気を導く経路を構築いたします。 

 それで、万が一沸騰に至ってしまった場合には、その大容量のセル等を活用しまして、

放射性物質の沈降を促進し、最終的には高性能粒子フィルタ、あと排風機、そういったも

のを活用して経路外への放出を極力防止するというのが対策の概要となります。使用する

資機材は、58ページの右下のほうに写真でイメージを載せております。準備する可搬型ダ

クトと、そのジョイントに使うものをサンプルで載せてございます。上の図のほうは、き

ちんとフランジ構造になる手前の、ボルト締めするところの絵が見えておりますが、下の
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この可搬型ダクトの1個1個ですね、ちゃんと接続できるように、こういった加工を施して

ございます。 

 59ページには、最後のほうにフィルタと可搬型排風機の写真を記載してございます。こ

ういった排風機、フィルタを活用しまして、セルで落とし切れないものを、このフィルタ

で最終的にはトラックさせるという対策となってございます。 

 60ページ以降は、先ほどと同じような展開ですね、手順の概要、関連する設備、そして

弊社における手順書といったものの関連性を整理してございます。これが67ページまで続

きます。 

 最後、68ページになるんですけれども、こちらは高レベル濃縮廃液貯槽の重大事故対策

に使用する配管類の一覧をまとめたものになります。(1)と(2)は、これは発生防止対策に

使用する内部ループ、冷却コイルになります。(3)これは除染配管としておりますけれど

も、これは拡大防止対策として使用します機器への注水ラインとして活用するものになり

ます。(4)これは塔槽類廃ガス処理系配管となっておりますが、万が一、各種対策が機能

しないで、沸騰に至ってしまった場合には、ここの配管を通じて、所定のセルへ蒸気を導

くという対策となります。(5)(6)は状態を監視するための計装配管というような構成とな

っております。 

 以降、5.3以降は、分離建屋に対する対策の具体例を、同様の並びで展開しているもの

になります。こちらのほうは省略させていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○田中知委員 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 36ページのところで、資料1のときに自分から聞いた内容の、多分、回答がここに含ま

れているということかとは思うんですが。御説明の中で、要は、重要度高のものであると、

発生防止対策がだめだったときに拡大防止とかをするのでは遅い可能性があるから、同時

に始めますよといった説明だったかと思うんですけれども、a-ⅱ、重要度が低くて、進展

が早いけど発生量が少ないものに関しては、これに関しては、同時に対応されないという

ことなんですけど、重要度が低いから、ある程度は仕方なしという感じのイメージでしょ

うか。放出量の制限がある、最終的には100TBqを満たすか満たさないかというところはあ

るので、そういった考えだったら、そういった考えでもいいんですけど、そういうことで
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しょうか。 

○日本原燃（瀬川主任） 日本原燃の瀬川です。 

 まず、重要度低の機器につきましては、ここは発生防止対策を確実に実施するといった

ところが、やはり基本的なスタンスになろうかと思います。全力で発生防止対策を成功さ

せることで動いていくんですけれども、それでも、どうしても機能しなかった場合につき

ましては、やはり最重要なのは、発生防止対策を復旧させることが最重要、事態を収束さ

せるという意味では最も重要な活動であろうというふうに考えておりますので、優先する

事項としては、発生防止対策の冷却機能回復作業をまず優先します。 

 ただ、状況によっては、状況というのは、重要度高の方の作業等が絡んでくるかと思い

ますけれども、そちらのほうの作業が、例えば、そちらのほうも拡大防止、影響緩和、放

出防止対策までやらなきゃいけないような事態に陥っているような場合におきましては、

ある程度この重要度低で進展が早いものに対しては、沸騰するというのはある程度の期間

許容して、その期間中に何とか回復させると、それでもどうしようもないときには、予備

品等を持ってきて拡大防止対策、機器への注水をあるタイミングからやっていくというよ

うな流れになろうかと思います。 

○田尻チーム員 重要度高の、要は容量が大きいやつだと、そこからだと遅いからという

話だと思うんですけれども、何か、そういう判断のタイミングが難しいんじゃないかとい

うのが1点と。 

 あと、先ほどお聞きしたときに、25ページだったかと思うんですけれども、異常な水準

の放出防止対策に関しては、要はa-ⅰとかで使っていたものを準用するような形で書かれ

ているように見えるんですけど、そもそも気になったのは、重要度高のもののやつを準用

するというのは、そもそも1回外して持ってくるとかそういうことをイメージされている

のかというのがよくわからなくて、要は、このイメージだと直接注水とか、ある程度の回

復作業が直ったなと思ったら排風機を一度外すとか、そういうことをイメージされている

んでしょうか。 

 要は、これ独自の物として用意してないというのだとしたら、そういうふうに別のとこ

ろから持ってくるしかないので、どこかのところで、もうある程度冷却が担保されたので、

もう外してしまっているというふうにとることはできる、そういった考えですが。 

○日本原燃（瀬川主任） 重要度高のほうで活用しているものを外してやるという発想で

はございません。場合によっては、その重要度高のほうで発生防止対策が成功していて、
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拡大防止対策が不要になっている場合もございます。そういった場合は、そちらの設備を

持ってくることも可能と考えていますし、また予備品ですね、そういったものの活用も可

能であろうというふうに考えております。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 重要度高のやつで予備品まで使用していたときは、もう拡大防止対策はなしということ

でいいですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原です。 

 まずは整理をして回答しなきゃいけないところでありますけど、端的に言えば、先ほど

おっしゃったのは、全て使っている場合には拡大防止はないということです。a-ⅱであっ

たりb-ⅱについてはないということなんですけど、まず、やはり先ほどa-ⅰ、a-ⅱ、b-ⅱ

で分類をしました。a-ⅱの場合は進展が早くて、ただ影響が小さいものというのは、進展

だけは早いので、そのなるべく沸騰前に対応がしたいということで、a-ⅰと同時期に「ヨ

ーイ・スタート」で発生防止は頑張ると。 

 ただここは、もう一つのファクターは、影響が大きい、小さいの差分がありますので、

そこは沸騰、万が一発生防止が失敗しても、沸騰はある程度許容した上で、発生防止で失

敗した要因を取り除いて、もう一回トライをするということを頑張ってやるという部分で、

起こった事象に対して対策を対応するということを考えているということでございます。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 b-ⅱであるとか、もう1個はb-ⅰでしたっけ、要は事象進展が遅いものであるならば、

そういう作業期間が長くとれるから、重要度高のやつが終わった後に対応とかというのも

わかるんですけど、重要度低のa-ⅱというのは、事象の進展であるとか作業の難しさだけ

でいうときには、もうa-ⅰと何も変わらないという理屈なんだと思います。ただ単に放出

量が少ないという理屈かとは思います。 

 そのように、それで重要度をつけなければいけないように、先にa-ⅰ対応をされるのは

重々わかるんですけど、いざ対応しようとして、要はa-ⅰが終わって、よし、a-ⅱに行こ

うと思ったら、機器はありませんということになりかねない。重要度低、b-ⅱとかそうい

うものであるならば、もっと時間余裕があるので、安定運転までいけるぐらいの時間余裕

があるんですから、そういう理屈もあり得るのかなというふうに思うんですけど、時間猶

予の概念で言うと全く変わらないものというときに、片方は対応して、片方は設備なしで

対応できないというのは、何か若干、原燃の何かできるだけ出さないように、要はセル内
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に一度閉じ込めて、本当にできるだけ出さないようにという、別のところに、一番最初に

聞いていたような方針とは若干異なるような気もするんですけど、そういったイメージで

いいですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 まずは閉じ込めて、施設の外にはなるべく出さないように頑張るという趣旨は変わって

ないつもりです。そういう意味では、沸騰の前に発生防止を頑張ってやるというところは、

そういう意味で、本来、影響が小さいということで、発生防止についても事象進展が遅い

ものと、例えば同時期、沸騰を許容してやるということも想定、最初、案として考えなが

らも、やはりそこは、まずはそういうものを起こさないように頑張るということが必要な

ので、沸騰する前に、まず注水内の発生防止は頑張ろうということで、スタートを合わせ

ています。そういう意味では、同時期に物事はやると。 

 もう一つは、a-ⅰで特に発生防止、拡大防止、影響緩和の全ての対策を同時期に始めて

いるのは、やはりポテンシャルが高いということは、物事が起こってしまったときに建屋

の中で人が動くということ自体にも制約がかかる場合があるので、そういう意味でいくと、

a-ⅰとa-ⅱでは、やはりの物事が起こってしまったときの建屋内の影響も違いがあると。

ある程度沸騰しても、人が動き回ることができる範囲であれば、発生防止をリトライする

というのも対策としては十分あり得るだろうと思っています。そこは、やはりa-ⅰとa-ⅱ

で事象進展というよりも影響の大きさ、大小は、その施設の外だけではなくて、中にも、

やはりそういう影響が効いてきますので、その辺も考えて対応の順序は説明したいと思っ

ています。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 最終的には、有効性評価のところで、実現可能性を含めて確認しなければいけないと思

うんですけども、そのときに改めて確認したいと思います。 

○田中知委員 あと、いかがでしょう。 

 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今のちょっと関連して、まずは、多分、最初に規則をつくったときの我々のコンセプト

という意味では、施設の外へ可能な限り放射性物質を出さない。そういう意味では、出口

のところはしっかり抑えましょうというのはある概念で。 

 多分、原燃の今の設備対応としても、容器を1個1個見ていくと大小はあるんですけど、



45 

多分、出口のセルの排風機器、セルの換気系みたいなところは結構共通しているので、そ

こは多分共通として大きいのを抑えると、小さいのも多分同時に抑えたりできているんじ

ゃないかという意味では、そういう話はまずして、そうであれば、そういう話を。要する

に共通、1個やると共通してできるようなことも実際入っているんじゃないかと思います

んで、そういうところもきちっとやっていただく。 

 それと、やっぱり出口を無防備にしないというのは、我々の規則をつくったときのやっ

ぱり概念に入っていますから、それは5mSvを下回るとか上回るという話は別に、基本的に

やっぱり出口は確実に抑えるべきというふうに、そこの対処ができないとか、物がないか

らできないということがないようには、基本的には考えるべきというふうに我々、規則を

つくった、この規則1個1個になかなか、載っているかというと難しいところはありますけ

ど、考え方はそこにありますということを、まず改めて言っておくというふうにしたいと

思います。 

 それから、今日の、今、最後の説明は、多分前段の説明と結構大きく、いろいろ依存し

てくるところがあって、いろんな入り口とかは写真でありますけど、それからインプット

するようなもの、これ多分、全部、今日のお話だと、地震の話だとすると、ある区間を全

部、非常に、基準地震動Sクラスよりもさらに高い、セルと同等の裕度を持たせるような

範囲になってくると思うんですよね。だから、そこも含めて、どこからどの範囲をちゃん

と持たせますと言わないと、全部この入り口、実は壊れちゃいましたとかということにな

ると使えなくなって。特にこの68ページの図みたいなところというのは非常に、このうち

どこかが使えないと何も対処できなくなっちゃうことになると思うんですよね。 

 だから、そういう意味で、どの範囲を高い信頼性を持たせるのかというのは、非常に重

要。それから、換気系も同様だと思いますので、そういうところはやっぱり、より具体的

に今後説明はしていっていただきたいなと思う。 

 多分、全体の流れというのは理解はできました。それと、規則との対応関係というのも、

それぞれの各1項、1項、3項、4項って、それぞれつけてますけど、基本的にそういう形で

対処はするというのは理解は、形としては理解できてるけど、これの実現可能性という意

味では、もっときちっと説明していただく必要はあるかなというふうに思っています。次

回以降ですね、より細かいそういう部分も含めて、議論はすべきというふうに思います。 

 今日のところは、とりあえず、全体としては規則につけろと言ったものはついてるよう

だと、そういう、簡単に言ってしまうとそういうことで、それがいいか悪いかは、まだち
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ゃんと説明していただかないとよくわからないという、そんな段階かなと思います。 

○田中知委員 ありがとうございました。 

 全体的な話があったんですけども、審議官、何かございますか。 

○大村チーム長代理 審議官の大村です。 

 いみじくも今、長谷川調整官のほうがもう言っているので、あまりつけ加えることはな

いんですけど。今回、過去のいろんな指摘を踏まえて、それなりにかなり整理が進んだん

だろうと、それから、前回に比べて、一つのコンセプトに基づいた対象の範囲であるとか、

その辺りもそれなりにしっかりとした検討がされつつあるんだろうという印象を持ちまし

た。 

 ただ、やはり細かなデータとか、あと妥当性であるとか、それから、本当に実現できる

のかと、これ、機器がいっぱい、物すごいたくさんあるので、じゃあこれ全体、どういう

ふうにマネジメントするかとか、いろいろ有効性の話になると、これはまた別の少し観点

から議論しなきゃいかんだろうなという感じはしてきますので、今後の審査会合では、そ

の辺りも含めてしっかりと検討していくということが必要だろうと思います。 

 それから、途中で話がありましたように、今回は蒸発乾固という、これは一番厳しいだ

ろうと言われているものなので、それから入ったというのは非常によかったのではないか

と思いますけれども、それ以外の幾つかのやっぱり事象ですね、水素の話であるとか、火

災の話であるとかいろいろありますので、そうなると1個1個のやつを検討した上で、じゃ

あ、それが全体としてどういう組み合わせであり得るのか、あり得ないのか。じゃあ、全

体にどうマネジメントするかという話が今後改めて出てきますので。細かなデータを確認

しても、また組み合わせということになると、また少し別のその検討が必要だと。 

 そういうこともあり得るかなと思いますので、とりあえずは着実に1個1個の事象をまず

しっかり抑えるということから入るのは結構ですけれども、そういう作業が今後あるだろ

うなということで、ちょっとそれだけは申し上げておきたいというふうに思います。 

○田中知委員 ありがとうございました。 

 ちょっと私のほうから一言、二言ございますが、本日の説明は、蒸発乾固を例とした基

本的な説明でございましたが、高レベル廃液が沸騰するような状況では、水素が発生する

ことも考慮しなきゃならないなど、重大事故等に対処する上で、さらに厳しい条件を課し

た場合にどうなるかということも論点になるのかなと思います。 

 それから、1月の会合でも伝えたんですが、重大事故については、さまざまな状況下で
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発生することが想定され、どのような対処を行うのか、臨機応変に判断していくという技

術的能力が極めて重要となるかと思います。したがいまして、今後、現場指揮をする責任

ある方に審査会合に来ていただき、重大事故への対処方針などについてお尋ねしたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 また、先ほどちょっと前半に申し上げましたが、その具体的な、現実的な燃料スペック

を検討するということについてもちょっと検討いただければと思います。 

 本件はよろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○日本原燃（村上再処理事業部長代理） 日本原燃の村上です。再処理工場長です。 

 それで重大事故の議論は、1月の審査会合から約半年後ということで、いろんな調査と

かロジックの検討とか、時間がかかって申し訳ありませんでした。一応、今日、重大事故

に対する基本的な考え方、それから蒸発乾固の説明だったんですが、基本的に、再処理工

場は原子炉施設と違っていろんな設備があって、その対応とか事故影響というのが違って

いて、非常に難しい、発生がちょっと違っていまして、その表し方、整理の仕方が非常に

難しくて時間がかかりました。 

 基本的には、今日お示ししたように、時間余裕があるかどうか、影響はどうかというマ

トリックスに全体を示して、全体像を把握して、全体何が一番クリティカルかとか、全体

を優先順位をつけるというのは非常に、その再処理工場では、特に私が再処理工場長をや

っていますので、非常にその全体把握というのが重要な点かなと思っています。 

 先ほど長谷川さんから話がありましたように、とはいえ全体の、個別をちょっと聞かな

いと全体がわからないというところもありましたので、今後、個別の事象に対して詳しく

説明させていただいて、それでまたちょっと全体を見るとか、そういった形で進めさせて

いただきたいと思いますけれども。あとは、先ほど話があったように、ちょっと具体的な

話とかいうのを盛り込みながら説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○田中知委員 最初に関連してもう一つ、資料をもらいまして、資料の3でございますが、

設計基準に関する事項です。それについては、前回の会合で指摘した事項について回答す

るというふうなことで、説明をお願いいたします。 

○日本原燃（有澤グループリーダー） 日本原燃の有澤でございます。 

 資料3に基づきまして、設計基準における再処理施設の運転停止等の措置について御説
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明をさせていただきます。 

 めくっていただきまして、前回、54回審査会合におきまして、処理運転の停止の措置に

ついて整理することという御指摘をいただいております。それにつきまして、目次に示し

ますような内容について整理をさせていただいております。 

 まず、再処理施設の安全確保のための運転停止等の考え方でございますけれども、これ

につきましては保安規定で、従来の保安規定で既に規定をしているところと、今回の設計

基準の検討を踏まえまして、新たに充実化をするところというところの2種類がございま

す。保安規定で規定しているところにつきましては、内的要点、外的要因ございますけれ

ども、原因によらず、右側にある(1)～(4)の状態に至った場合は運転停止等の措置を行う

ということを定めております。 

 具体的には、安全上重要な施設の機能低下・機能喪失の状態に至った場合は、機能を必

要としない運転状態と、もしくは機能が喪失した場合に影響を軽減できる運転状態に移行

することを目的に、運転停止等の措置を行う。操作に係る制限等の超過があった場合は、

制限等を満足していない状態を解消することを目的に、異常時につきましては、異常状態

の解消及び拡大防止をすることを目的に、地震・火災等の外部事象が発生した場合は、異

常が顕在化する前に異常状態になることを防止することを目的に、それぞれ運転停止等の

措置を行うということを保安規定で定めております。 

 一方、充実化のほうにつきましては、耐震B/Cクラス施設の破損のおそれがある地震動

を感知した場合には、燃料の再処理の停止、外部火災のうち、敷地内重油タンク火災、航

空機墜落火災が発生した場合は、燃料の再処理の停止等を行うということを、これまでの

設計基準の検討の中でお約束をさせていただいております。これらの基本的な考え方につ

きましては、緑枠で囲っておりますけれども、今後、補正におきまして、事業許可申請書

のほうに記載をするということをしていきたいというふうに考えております。具体的な運

転停止につきまして、以降、御説明をしていきたいと思います。 

 1枚めくっていただきまして、安全上重要な施設の機能低下、機能喪失が発生した場合

の措置ということで、保安規定でお約束している部分でございます。安全上重要な施設に

関しましては、非常用所内電源系統のみの運転下で動的機器の単一故障を仮定しても、安

全機能を損なわない設計にすると。これを適切に維持することで、災害を防止するという

ことも基本としております。そのため、安全上重要な施設の機能低下・喪失によって設備

に求められる状態を満足していないと判断した場合は、機能を必要としない運転状態と、
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もしくは機能を喪失した場合に影響を軽減できる運転状態に移行させることとしておりま

す。保安規定におきましては、31条～38条に、各設備等につきまして、設備に求められる

状態とそのときの措置を定めております。 

 具体的な例につきましては、下の表に示しておりますが、インターロックでございます

燃料せん断位置異常によりせん断を停止するインターロックで動きがあれば、ⅱ系列が動

作可能であることが設備に求められる状態でございます。これが、この状態を満足してい

ないと判断した場合には、使用済燃料のせん断溶解を停止するということにしております。

また、前処理建屋、塔槽類廃ガス処理設備につきましては、排風機1台、そして同一系統

のフィルタ系列が運転状態であること、他の排風機1台が運転可能であることが設備に求

められる状態でございます。 

 これに対しまして、1台が運転不能な場合は、排風機1台を運転状態として、運転不能な

排風機を運転可能な状態に復旧することにしております。また、2台運転不能の場合は、

せん断溶解を停止して復旧措置を行うこととしております。 

 次のページに移らせていただきまして、操作に係る制限等を満足していないと判断した

場合でございます。これにつきましては、保安規定の41条等で定めております。具体的に

は、せん断機内への窒素ガス供給、こちらで窒素供給量が所定値を満足していない場合は、

当該停止工程でございます使用済燃料のせん断を停止する。また、化学的制限値であった

り熱的制限値を満足していない場合には、それぞれの加熱を停止するというようなことで、

制限を守るために運転を停止するということにしております。 

 次のページに移っていただきまして、異常時の措置でございます。異常時の措置につき

ましても、異常状態と判断した場合には、その解消、拡大防止のために必要な措置を講ず

るということで、56条で異常時の措置、57条で安全上重要な警報装置が作動した場合の措

置、58条で漏えいを検知した場合の措置ということで、それぞれ異常の内容と異常時の措

置と、運転停止等の措置を保安規定のほうで定めております。 

 次のページで、地震・火災等発生時の措置でございます。第30条におきまして、地震・

火災等発生時の措置ということで、山火事、台風等が再処理施設に対し重大な影響を及ぼ

すおそれがあると判断した場合は、統括当直長は工場長にその旨を報告し、工場長は、事

業部長及び核燃料取扱主任者と協議して、異常が顕在化する前に使用済燃料の再処理を停

止する等の措置を講ずるということを定めております。 

 これ以外に、これまでの設計基準における検討結果を踏まえまして、先ほど紹介しまし
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たように、B/Cクラス施設の破損のおそれがある地震動を感知した場合は運転停止の措置

を講ずる。外部火災のうち、敷地内の重油タンク火災、墜落火災が発生した場合、外部火

災で火炎が敷地に迫ってくるような状況となった場合は、再処理施設の停止をすぐ講じる

という部分については、今後、保安下部規定の記載を充実していくということを考えてお

ります。充実を図ってまいりたいと思っております。 

 次のページでございます。この外部事象に関しましては運転停止の措置、そのほかの外

部事象についても検討を行っております。対象としましては、第七条の地震、第八条の津

波、第九条の外部からの衝撃を対象としております。 

 二つ目のポチでございますが、本来、設計基準におきましては、これら外部事象に対し

ても安全機能を損なわない設計としておりますが、その発生予測の可能性等を考慮して対

応の整理を、8ページのフローに従って行っております。 

 対象とします外部事象は、先ほど紹介しましたように①の地震から②の津波、③の竜巻

以降につきましては、第九条の外部事象で考慮した事象でございます。これらにつきまし

て、事前に事象の発生が予測可能かということで、yesとなったもの、津波、竜巻等がご

ざいますが、これらにつきましては、発生の予測がなされたら影響回避のための措置また

は異常が顕在化する前に必要な措置を講ずることとしております。 

 具体的には、右側にございますが、津波であれば、海洋放出をしている際に津波の警報

が出た場合は海洋放出の停止をする。竜巻であれば、竜巻の発生予測をした際には車両の

退避を行う等でございます。この＊を付しているものにつきましては、今後充実化をする

もの、＊がないものにつきましては、既に手順として定めているものでございます。 

 これらの措置を講じますけれども、事象進展がした場合には、その状態に応じて、左側

の箱でありましたら、安全機能の低下・喪失という事態に至った場合、右側の箱でありま

したら、重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した状態に至った場合は、「それぞれの

保安規定で定める」に従って運転措置等の対応を行うというものでございます。 

 事前に事象発生が予測不可能なものというものは地震等がございます。地震と敷地内重

油タンク火災、航空機墜落火災につきましては、右端の四角にあります、先ほど紹介した

内容で運転停止の措置を講じると。 

 そのほかの部分につきましては、基本的には安全機能を損なわない設計としております

が、施設の状態に応じて、同じく保安規定に従った対応をとるというものでございます。

この緑の枠で囲っている部分、こちらにつきましても、事業変更許可申請書に基本方針と
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してお約束をしていきたいというふうに考えております。 

 最後のページは、第54回、前回の審査会合で議論になりましたページを写しております

ので、こちらは説明を割愛いたします。 

 以上でございます。 

○田中知委員 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対しまして、規制庁のほうから何かございますか。 

 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 この部分については、我々の規則の要求に上乗せした部分なんかも入っているわけで、

より高い安全ということで、止めちゃいけない施設もあるんですけど、再処理の場合、せ

ん断をやめるとか、幾つかというのはいろいろ考えられるということで。 

 多分これ、核燃料施設、再処理施設の特徴で、今日も重大事故のところで出ましたけど、

いろいろな運転制限とか、いろんな運転上の配慮をすることによって、よりそのリスクレ

ベルは下げられるというのは、炉と違って、これはもうかなり大きな特徴だというふうに

我々は考えているので。 

 そういう意味で、この規則とはまたちょっと別なんですけれども、原燃自身の、事故と

かこういうものに対する物の考え方として、より積極的に、こういう部分というのは、先

ほどの重大事故の場合の運転制限も含めて、いろんな意味でより積極的に、これからも考

えていっていただきたいというのが一つ、やっぱり我々として言えるのではないか。ぎり

ぎりを狙うというより、やっぱり通常の運転を考えたときに、持っているもの、それから

全体の運転の流れの中で、より安全というのを常に考えてやっていっていただきたいとい

うふうにお願いしたいと思います。なので、これも、いろんなところで、こういう形で考

えていっていただきたいというのを意見としてお伝えしますが、いかがですか。 

○日本原燃（村上再処理事業部長代理） 原燃の村上ですけれども。 

 今の、全体を見て安全確保を進めるということで、全体を見て、今後も見ていきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○田中知委員 よろしいですか。 

 今、長谷川さんのほうから話がございましたけれども、今後も、さまざまなところで、

このまま高い安全性を確保するような取組をお願いしたいと思います。 

 再処理施設の本日の議題は以上でございますが、全体として、規制庁から何かございま
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すか。 

○片岡チーム長補佐 規制庁の片岡です。 

 今回、重大事故についても、ようやく実質的な審査に入ることができたと思います。今

後の審査の進め方についても、先ほど来お話が出ておりますけれども、しっかりとした対

応をお願いしたいと思います。一方で、昨年12月の審査会合におきまして日本原燃から資

料で示された予定では、今年の3月に変更許可を受け、6月までには設計及び工事の方法の

認可についても順次申請するということになっておりますけれども、現状、かなりこれと

乖離した状態になっているかと思います。 

 この点について、今後の全体の進め方について、日本原燃としてお考えを伺いたいと思

います。 

○田中知委員 お願いできますか。 

○日本原燃（村上再処理事業部長代理） 日本原燃の村上です。 

 今日がやっと来まして、重大事故の基本方針とか、具体的な例示に対して議論していた

だきました。今後も、先ほど言いましたように個別の事象に対して、特徴がありますから、

その事象に対して説明させていただきたいと思います。この後、全体を見てということで、

そういった議論が必要になると思いますので、この議論を踏まえて、その上で、そのスケ

ジュールとか今後の対応についても、また御説明したいと、別途御説明したいと思います。 

 以上です。 

○田中知委員 ほかにないようでしたら、再処理施設の審査は以上で終わりといたします。 

 では、ここで一旦休憩及び出席者の入れ替えの時間とします。休憩を挟んで、後半の

MOX燃料加工施設に関する審査は16時10分から、15分の休憩後、行いたいと思います。 

（休憩） 

○田中知委員 ちょっと時間は早いんですが、審査会合を再開したいと思います。 

 ここからは、MOX燃料加工施設に関する審査でございます。 

 本日は、設計基準に関して、前回会合における指摘について回答があると聞いておりま

す。最初に、外部火災からの衝撃による損傷の防止について、日本原燃から説明をお願い

いたします。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 それでは、資料4番に基づきまして御説明させていただきます。 

 こちらの資料ですけれども、前回の審査会合、4月27日の審査会合ですね、このときに
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資料の中身で再処理と同じですということで、中身の省略をしていたというところがござ

いますけれども、こちらにつきましては、評価条件等全てこちらの資料の中に盛り込んだ

という修正を行っております。 

 それから、もう一つは、加工運転の停止の考え方についてということで御質問いただい

た点、こちらにつきましても、先日は、何かありましたら、もう工程を停止するんですと

いうことでお答えさせていただいておりましたけれども、その内容について補足的に記載

を追加したとこういった修正を行っております。それでは、前回の変更点からを中心に御

説明させていただきます。 

 変更点としましては、まず7ページになります。こちら、7ページ～16ページまでを追加

しておりますけれども、ここにつきましては、森林火災の評価におきまして、再処理と同

じ「FARSITE」、これを用いて解析を行っておりますけれども、この中の、例えば地形の

データですとか土地利用のデータ、こういった入力データの条件、それから、どこで発火

点を想定するかと、設定するかと、この発火点の設定につきまして考え方の記載を追加し

ております。詳細の中身につきましては、MOX施設は再処理と同一の敷地ですかというこ

とになりますので、条件設定が再処理と同じということになっております。 

 続いて18ページになります。こちらも森林火災の防火帯の設定の記載ですけれども、火

線強度と、それから最小防火帯の関係から、防火帯の幅を20m以上ということで記載をし

ているということで、内容を補足しております。 

 続いて19ページになります。こちらは外部火災の防護施設である燃料加工建屋、これに

対する熱影響評価の考え方を記載しております。内容につきましては、再処理と同じ考え

方でやっておりますけれども、1点、再処理は屋外に設置する防護対象設備がないという

点が再処理施設と異なっているというものでございます。 

 続きまして23ページになります。こちらは森林火災が発生した際の消火体制について記

載をしております。MOXにつきましては、現在も建設中ということになりますので、現状

は、この再処理施設の消防計画には組み込まれていないという点が異なっておりますけれ

ども、こちらにつきましては、竣工までに再処理と同じ消防計画に組み込んでいくという

ことを予定しております。その上で、実際に火災が発生した場合にどういった対応をとる

かということを記載、ここで再処理と同じ考え方を紹介していくというものになりますけ

れども、記載をしていくというものです。 

 それから、続きまして24ページになります。24ページ～29ページまでですけれども、近
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隣工場等の火災としまして、評価対象の選定の方法、それから、その結果を記載しており

ます。選定方法につきましては、再処理と同じように敷地周辺の10km圏内の調査を行って

選定をしているというものでございます。選定結果につきましては、この下の表にありま

すところですが、その他危険物施設、それから高圧ガス貯蔵施設、この中に再処理施設の

屋外危険物貯蔵施設が入っているという点が再処理と異なっている点というふうになって

おります。 

 続きまして、33ページになります。こちらは、近隣工場等の火災としまして、備蓄基地

の火災のときの評価の考え方を記載しております。備蓄基地との距離ですね、こちらにつ

きましては、再処理とそれからMOXで若干距離が異なっているということになりますけれ

ども、評価式自体は、ここでは全く同じものを使ってやっていくという形になっておりま

す。 

 続きまして、40ページになります。こちらは、再処理施設の屋外危険物貯蔵施設をどう

いうふうに評価しているかという点について追加をしております。評価方法と、それから

その式ですね、これは再処理と同じ式を使っているというものになっております。 

 続きまして、44ページになります。この44ページ、それから45ページですけれども、森

林火災が発生したときの屋外危険物貯蔵施設の熱影響ということで、水素ガスの貯蔵容器、

それからLPガス貯蔵容器への熱影響評価に係る式と、それから、そのモデルの考え方、こ

れを追加しているというものになっております。 

 それから、続いて48ページになります。まず48ページですけれども、有毒ガスが発生し

た際、このときの濃度がどのくらいになるかというものを、その濃度の評価結果を追加し

ております。その上で、中央監視室、それから制御室の居住性には影響がないということ

を確認しているというものを追加しています。さらに、その下のほうになりますが、万が

一濃度が上昇したときに備えて、その対応の手順を整備するということで、具体的な内容

を追加しているというものになっております。具体的には、濃度上昇の兆候があれば、ま

ず運転を停止すると、それから、最低限の要員で加工施設の継続監視を行っていくと、こ

ういった旨を記載しております。 

 それから、49ページと、それと50ページ、こちらにつきましては、先ほどの有毒ガスの

濃度評価の内容を記載しているというものになっております。 

 続きまして、51ページになります。こちらは、冒頭で御説明したとおり運転停止の考え

方、これを追加したというものになっております。具体的には、敷地内の重油タンクの火
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災が発生した場合、それと森林火災、備蓄基地火災が発生した場合で、施設にその火炎が

迫ってくるような状況になった場合、こういったときには加工の運転を停止するという考

え方を記載しております。 

 それから最後、52ページになりますけれども、こちらにつきましては、前回から、この

(5)番、それから(8)番、この二つを追加しております。有毒ガスが発生したときの施設の

監視に関する手順の整備を行いますということと、それから、火炎の状況に応じて加工施

設のリスクの低減を目的として加工運転を停止すると、こういった手順を考えていきます

ということを追加しております。 

 修正点としては以上になります。 

○田中知委員 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対しまして規制庁のほうからございますか。 

 どうぞ。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 

 追加のあったところの説明ということだったんですけれども、説明のありました48ペー

ジのところで、二次的影響の評価でばい煙等というところなんですが。説明のところでも、

外部火災によるばい煙及び有毒ガスの発生時ということで、手順書というか、施設の監視

等の手順を追加するというふうな御説明があったかと思います。 

 これで、今日ちょっと、そもそも施設の監視等というふうに言っているんですけれども、

ここで言っている具体的な内容というのはどうなのかということと、あと、それを実施す

るために必要なものとして保安措置を講ずるとなっているんですが、この辺、どのような

ことを具体的に担保されるのかということをまず御説明いただけないでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 まず、最初の御質問の、具体的にそのどういう状況を、監視とはどういう状況かという

ところでございますけれども、こちらは、もしこういう火災が発生した場合ですが、まず、

加工の工程の運転は止めるということになります。ただし、MOX施設ですと閉じ込めが非

常に重要になってくるということで、グローボックスの排気設備、この運転だけは継続を

していくということを考えております。そのために、必要な最低限の人数を加工施設内に

とどめて、その状況を監視していくとこういったことを考えております。 

 それから、次の質問、必要な保安措置についてという御質問だったかと思いますけれど

も、実際にその火災が発生したときに、例えばどういう、まずその情報を収集すると、例
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えば外部火災が発生したときにどういう状況になっているかという情報を収集するという

ことになりますので、例えば対策本部を立ち上げて情報を入手すると、その上で、どうい

う手順で加工工程の運転を停止していくかとかですね、例えば、運転中の工程ですと、も

うすぐ運転を止めるとか、それから、時間的な余裕があれば、まずは、一通り運転をした

上で、失礼しました、MOX粉末を混合する装置がありますけれども、そういったものはす

ぐに止めるのか、それとも、混合措置を完了した上で止めて、それを貯蔵室に運ぶとか、

そういう状況に応じてどういう対応をするかと、こういったことを決めていきたいという

ふうに考えております。 

○平野チーム員 今、保安措置のところで御説明があったものというのは、どちらかとい

うと事故時の対応をどうするのかというふうなことの話に聞こえたんですけれども、ここ

で、その申請書上このような文言があるんですけれども、そのようなものを定めますとい

うことがここで担保する内容なのか、はたまた、下のほうにその防護具を準備して、交代

で監視するみたいな言葉があるので、保安措置というものは、その中にいる従事者を守る

ために必要な措置を講じるというものを指しているのか、何かその辺のところというのは、

この文言で担保する事項というのはどのようなものなんでしょうか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 再処理に御説明したときと同じように、まず、設計基準の規則に対する対応になります

ので、設計として、まず施設が何を担保するのかというところでいきますと、敷地境界の

火災ですとか、施設内部の重油タンクの火災を考えたときに、制御室に対してどういう影

響があるかと、十分、居住性も含めて、影響がない程度の濃度にしかなりませんよという

こと自体がまず担保条件になります。 

 その上で、万が一のことを考えて、さらなる安全性向上という観点で監視をし、許容に

達する場合には必要な手順を定めておきますということで、まず1点としては、居住性に

影響はないと言っていること自体がまず設計上の担保条件になると思っていますが。そう

いう意味では、細かい保安措置がどうというようなことではなくて、そちら、保安規定も

含めて、今後、約束してくるマターとして、設計基準にはまず、その影響がないというこ

とを担保するというのが当社側の考えでございます。 

○田中知委員 あとは、先ほどの件はよろしいですか、あるいは、関連して。 

 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 
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 今のに関連して、基本的に、多分、今、石原さんがお答えになった話になると思うんで

すけど、より、今は申請書の中にちゃんと書いてないんで、そこの辺りは、もっと、ここ

に緑の枠でくくって書いてある以上に、もっときちっと書いていただく必要がやっぱりあ

るんだと思います。 

 それから、再処理施設で事故が起こったときというのが、また別に、多分、似たような

形であるとすると、それ、全体的に少し考えていただく必要がやっぱりあるのかなとは思

っています。 

 多分、MOX単独のものだけを考えるより、そこと周囲の、やっぱり再処理施設からの影

響というのは、ここは色濃く少し反映されてしまう、これは外部の衝撃という、ここの森

林火災とか、石油タンクの火災に加えて、多分、再処理からのというのが、また別途やっ

ぱり必要で、それから影響を受けないようにしますということなんでしょうけど、そこを

より具体的に少し考えて、付随的に考えないといけないであろうというふうに、まず1点

思います。 

 それと――ちょっと忘れちゃった。一応それで、すみません。 

○田中知委員 どうですか、今の点は。 

○日本原燃（石原課長） 1点だけ回答させていただきます。日本原燃の石原でございま

す。 

 そういう意味では、こうした点ごもっともな話でございまして、MOXの場合は再処理が

既に動いているということを前提に評価が必要になります。そういう意味では、先ほど、

完全に資料を飛ばしてしまったのであれですが、27ページから順番に、敷地外の話も含め

て、どういった施設が外部火災として評価が必要かという点、整理をしてございまして、

その中で、29ページになりますと、これはまさしくグレーで防火帯の絵が塗ってあり、そ

の内側にある再処理施設の危険物の施設がございますが、こういうときに火災起こったら

どういう影響があるかというのは、当然ながら、MOX施設としては考慮しなければいけな

い事項として影響評価をするということで考えてございますので、その辺は考慮して設計

については検討をさせていただいていると思ってございます。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川ですけど。 

 ちょっと忘れていたことを思い出したんですけど、加工施設の場合、加工の運転を止め

たからといって、多分、その場でリスクは何か低減するとかって話は決してないと思いま
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すよ。多分、設計基準の話と、さらに、この後ろの重大事故なんかも今後考えていったと

きも含めて、グローボックスの中にそのまま残していくより、缶に詰めて貯蔵室に持って

いく、その時間との兼ね合いも含めて、いろいろもっと考える余地は実はある。むしろ、

その場で工程停止したからといって、あまりメリットはないんじゃないかということも一

方で言えるんじゃないかなというふうに思います。 

 それと、あとは、監視に関しては、外の監視というのは、再処理も同様のことをやるわ

けですし、その辺の協調性というか、協力とかというものをいろいろ考えていく。これは

多分、設計基準のここの話だけではなくて、トータルで考えると、重大事故も含めたとこ

ろで、多分そういう議論をしたほうがむしろいいのかもしれないとも思っていますので、

その辺りというのは、ここで議論というより、重大事故で、少しその辺も議論すべきでは

ないかと思うんですけれども、その辺、どんなふうに考えていますか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 最初の御指摘のあった点、いきなり止めるのかどうかというところは、まさにおっしゃ

るとおりでして、止めたからといって、そのまま核物質がそこにとどまっているのではあ

まり意味がないというのは思っております。ただ、最低限の員数を残して運転員を逃がす

ということであれば、それはやっぱり止めなきゃいけないと。あとは、その時間余裕を考

えて、やはり時間的に余裕があれば、もちろん貯蔵庫におさめるというところも、貯蔵容

器におさめて、ふたをして、貯蔵庫に持っていくというところまで持っていったほうが、

より安全性が高まるというふうには考えておりますので、その辺は、重大事故の話も含め

て、整理をしていきたいなというふうに考えております。 

○田中知委員 監視の件はいかがですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 当然ながら今、再処理は保安規定があり、いろんな事故が起こったときの対応をする組

織はあります。当然、先ほど敷地の絵も見せていますけど、MOX加工施設は再処理施設の

真隣にありますので、敷地が全く同じであれば、基本的には、そういった事故が起こった

ときに対する対応のときには十分情報共有した上で、同じような組織の中で連携をしてや

っていくのがごく自然な流れだろうとは思います。 

 そういう意味では、重大事故、設計基準事故も含めて、どういう体制でやるのかという

ところは、説明をさせていただければと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 あと、いかがでしょう。よろしいですか。 
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 それでは次ですが、資料5関係で、溢水による損傷の防止について、日本原燃のほうか

ら説明をお願いします。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 それでは、資料5番に基づきまして御説明させていただきます。まず、こちらにつきま

しても、先ほどの外部火災と同様に、前回、4月27日の審査会合で御説明をしているとい

うものになりますけれども、そのときに、やはり地震が発生したときの溢水量がかなり多

い評価をしていたという点がございました。これにつきまして、さまざまな対応を施すと

いうことによって、今回、溢水量の見直しを行ったということで、この結果について御説

明をしたいというふうに考えております。 

 それでは、また修正点を中心に御説明をしていきます。 

 まず5ページになります。こちらは、Ⅵ.溢水防護設計の記載になりますけれども、ただ

いま御説明した、どうやって溢水量の低減を図るかということで、機器配管の耐震性の向

上ですとか、それから緊急遮断弁を設けると。前回は手動弁で閉止しますということ御説

明しておりましたけれども、緊急遮断弁を設けますということ。 

 それからもう一つは、堰又は防水扉、こちらも前回はこういう対応をしておりましたけ

れども、記載をしておりませんでしたので、こういったものを対策を行うということを追

加をしております。 

 それからもう一つ、これも前回の御説明の中で御指摘いただいた点ですけれども、これ

までは、燃料加工建屋以外からの溢水も考慮しますということを想定しておりました。具

体的には再処理工場からの溢水も想定しますというふうにしておりましたけれども、やは

り、お互いにそういう水の溢水は出し合わないということで、我々からも、MOX側からも、

再処理側に溢水は出せませんと、再処理側からもMOX側に溢水は出さないと、こういうふ

うにお互いに水を出し合わないということで対応するということで変更をしてございます。 

 続きまして、7ページになります。こちらの下の一点鎖線のところに防護対象、溢水防

護対象設備について記載をしておりますけれども、この中で一番下のところ、溢水防護対

象設備が何かというところ、前回、少し省略をして記載をしておりますけれども、具体的

な溢水防護対象設備が何かというところを明記したという修正を行ってございます。 

 続きまして、9ページになります。9ページの一番下の一点鎖線の部分になりますけれど

も、これは基本方針で御説明したところと同じですが、安全機能を損なわないためにどう

いう対策を行うかということで、耐震性を向上するとか、緊急遮断弁を設けると、こうい
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った記載を追加してございます。 

 それから、続いて10ページになります。10ページのこの点線の部分の四つ目の項目です

ね、洞道内の配管等はというところの記載がございますけれども、これまでの評価におき

ましては、これ、洞道とはユーティリティ洞道になりますが、この中で発生した溢水とい

うのは全て燃料加工建屋内に流入するという評価を行ってございました。これにつきまし

ては、洞道内で発生した溢水量と、それから、その開口部の高さを考慮して、開口部の高

さを超えない場合は溢水源としないと、ユーティリティ洞道内にとどまるという評価に見

直しをするということで修正を加えてございます。 

 それから、その下、一点鎖線の部分、これは先ほどの基本方針でも御説明したところで

すけれども、耐震性を確保するために、具体的にどういう今後の対応をするかというとこ

ろを記載を追加してございます。 

 続きまして、12ページになります。こちらは、水配管、それから機器の配置の見直しを

行ったということで、左側のほうに少し絵がございますけれども、緊急遮断弁をどこにつ

けるかと、こういった配置を示している図になってございます。 

 続きまして、13ページになります、ここでは、緊急遮断弁を設置すること、もしくは耐

震クラスを、耐震性を向上させることによって、実際のその溢水量がどのぐらい減ったか

という結果を載せてございます。下の青い四角の中の系統保有水量、溢水源ごとの系統保

有水量が載ってございますが、これは前回御説明したときの溢水量となってございます。

これを足し合わせると約500m3ということになっておりますけれども、工業用水、それか

ら飲料水、それから空調用冷却水、こちらにつきましては、緊急遮断弁を設けて止めると

いう対策を行います。それから、それ以外のものにつきましては、配管の耐震性を向上す

るということで、溢水源から排除するという対策を行うことによりまして、前回の500m3

から約30m3まで溢水量を低減したということになってございます。 

 続いて14ページになります。こちらは、先ほど12ページでも少し御説明したところです

けれども、どの系統に緊急遮断弁を設けるかということで、今御説明したところの工業用

水ですとか飲料水、それから空調用冷却水に緊急遮断弁を設けますというこの図を示して

ございます。 

 それから、15ページになります。こちらは、想定破損による溢水があった場合に、漏え

いの検知から弁の閉止にかかる時間の評価を行ってございます。前回の御説明した資料で

すと、地震起因による水量の発生したときの時間評価を行ってございましたけれども、緊
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急遮断弁を設けたということで、地震が発生したときの手動弁の閉止操作、こういったも

のは不要になったというふうになっています。それで、今回ここでお示ししているのは、

想定破損があった場合の溢水発生時の時間評価というものを載せてございます。 

 続きまして、17ページになります。こちらは消化水の放水量ですね、これまで3時間放

水ということで考えてございました。こちらにつきましても、再処理施設との整合性も考

慮した結果、火災解析の結果から算出される放水時間に変更するというふうなことで方針

を変更したものを記載してございます。 

 続きまして、19ページになります。こちらは、消火栓の滞留エリアの考え方、それから

止水処理、溢水防護区画の隣接室からの水が流入しないようにするための止水処理につい

ての考え方の記載を追加したというものになってございます。 

 続きまして、24ページになります。こちらは、先ほど溢水量の低減対策を行ったという

ことで御説明したとおり、参考例として、溢水の高さを再評価したというものになってご

ざいます。前回の結果ですと、31cmという結果を得ておりましたけれども、溢水量の低減

を図ったことで、溢水高さは3cmまで低下したということで評価を見直してございます。 

 続きまして、27ページになります。こちらは、今、御説明した溢水量の低減対策ですね、

具体的にどういうことをやるかということを表でまとめてございます。溢水量の低減です

と、機器配管の耐震性の向上確保とか、それから、緊急遮断弁を設けるということ、それ

から、堰又は防水扉を設置することで、流入、それから流出を防止するとか、そういった

対策を記載してございます。 

 それから、28ページになります。28ページ、それから29ページも同様ですけれども、緊

急遮断弁の設置の方針、ウォーターハンマーに対する影響をちゃんと考慮するとか、それ

から、具体的にどこに緊急遮断弁を設けるか。これは先ほども御説明した地図ですけれど

も、そういった緊急遮断弁に対する設置の方針を追加してございます。 

 それから、最後、32ページになります。こちら手順になりますけれども、溢水が発生し

たときに、例えば、どこにその緊急遮断弁があるのかとか、それから、溢水が発生したと

きの、その検出するための保守点検をどうするか、それから運転員の教育訓練をどうする

かということを、きちんと手順を定めていくということを記載しますということで修正を

加えているというものになります。 

 修正点としては以上になります。 

○田中知委員 ありがとうございます。 
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 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうから何かござい

ますか、どうぞ。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 15ページのところ、溢水量の評価のところについて質問します、こちらのほう、中ほど

の一点鎖線のところに、漏水の発生箇所からの溢水の継続時間は、漏水検知器等による漏

えいの検知とありますけれども、この漏水検知器等による漏えいの検知とは、具体的には

一体どういったものか、御説明願えますか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 具体的には、床にドレーンを設けていると、そこに検出器を設けておりまして、溢水が

発生したときに、その床面に設けたドレーンに水がたまって、それを検出して警報を発す

ると、こういうことを考えてございます。 

○津金チーム員 そのドレーン検知器以外に、その工程管理等の観点で流量管理とか、流

量を見ている装置での溢水の監視といったことはされないんでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 御指摘のとおり、ちょっと溢水量が、そのどのぐらい溢水しているかと、例えば、その

本当にその微小な亀裂があって水が漏えいしているということであると、なかなか検知は

難しいというところもあるかもしれません。 

 ただ、ドレーンは部屋の、要はかなりの数を設けていると、検出器もそこにかなりの数

があると――失礼しました、各ドレーンに検出器を設けているということで、漏えいがあ

れば、例えば、このタンクの中に水がたまって検出するということは仕組みが違いますの

で、漏えいがあった場合でも速やかに検知ができるというふうに考えております。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 その検出器については、当然その地震等が発生した際に検出器が壊れるようなことはな

いように、信頼性の高いもの、高い設計をするということでよろしいでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 現状、そのドレーンの検出器そのものについての耐震というところまでは、まだちょっ

と検討が至ってないところはございますけれども、ただ、ドレーンそのものが、まず躯体

と一体で設置するということで、十分耐震性は確保できるというふうに考えてございます。 

 それから、もともと緊急遮断弁を設けるとか、それから、配管も耐震クラスを向上して

いるというところもございますので、まず、漏えいが発生するとしても、系統の中の保有



63 

水量が漏れる程度というふうに考えてございます。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 若干補足をさせていただきますが、先ほど御説明した資料は、ガイドに基づいて項目を

分けて、順番に説明させていただいております。まずは地震による溢水、そのときに、今

御指摘があったところについては、想定破損による溢水ですので、項目がそもそも違うと

いうことで、想定破損による溢水については、ある箇所を想定して、そこで破断をしたこ

とをもって水が漏れるということで、それが検知できるかどうかの時間で漏えい量を判断

するということで、地震による破損とはまた別の項目で評価をしてございますので、そこ

は整理をした上で質問をいただければと思います。 

○津金チーム員 漏水の検知という意味ではそうかもしれないんですけれども、実際その

機器そのものが故障してしまった場合は、漏水、それから溢水が検知できなくなってしま

うので、その地震による漏水、溢水という意味じゃなくて、地震があっても耐えられるよ

うな検出器になってないといけないのではないかという観点で質問しております。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 検知として使う場合の機器の信頼性は確保すべきという御指摘であればごもっともとい

うことで、理解はさせていただいた上で、当然、こういった機器は安重ではなくて、非安

重の機器ではありますけれども、当然こういった、今回、設計基準で溢水というような条

文が新たに加わった上で、いろんな対応が求められている以上は、そういうのに使う機器

というのは、ある一定の信頼性が確保できるように、保守点検も含めて、しっかり維持し

ていくということが必要だという御指摘であれば、ごもっともということで、そのとおり

やらせていただきますという説明になると思います。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 まさに今、石原さんがおっしゃったような観点で申し上げておりますので、ぜひ変更を

施設のほうに反映していただくことをお願いします。 

 もう1点、加工施設以外からのその溢水の流出、加工施設以外に対する流出と、加工施

設以外からの流入を防ぐというふうな御説明があったんですけれども、これについて、具

体的には加工施設、MOX燃料加工施設からは当然でしょうし、再処理のほうでも同じよう

な対策をとられるということで認識してよろしいでしょうか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 前から御指摘を伺っているとおりでございまして、それは先ほど山地が御説明したMOX
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側の対応と同じように、再処理も他施設へ影響を及ぼさないと。これは、ただ単純に考え

れば、規則の条文からすれば、閉じ込めという観点では、可能な限り限定された区域に閉

じ込めると、再処理で発生した水がMOX施設に行きますというのは、それは限定された区

域に閉じ込めていることにならないので、そういった意味では、条文解釈としても、再処

理、MOX両方とも、自分の施設で起こった溢水については、自分の建屋の中へしっかり閉

じ込めるという設計方針で、申請書では約束をさせていただきたいと思います。 

○田中知委員 あと、よろしいですか。 

 どうぞ、長谷川さん。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今のちょっと話に関連しますけれども、前回、安全上重要な施設のやつを生かす、相当

下げたやつをもう一回もとに戻しますという話があって、さらに今回、溢水量なんかも、

多分20分の1ぐらいに緊急遮断弁を設けたり、耐震性なんかを増すということで、かなり

前向きにいろいろ検討はしたと思いますけれども、多分それによっていろいろ、今まで以

上にさらに、やっぱり耐震安全性の部分で、今までB/Cクラスだったやつを、また高い安

全性にしたり、いろんなところに多分影響が出てるんじゃないかとは思います。 

 それと、先ほどの検知器みたいな話も、それフェイルセーフだったら別にいいのかもし

れないし、その辺りも、やっぱり全体として、かなりいろんなところの信頼性を上げてい

るとか、耐震安全性を上げている部分が、設計上出てきているんじゃないかというふうに

思っています。これ以外にも、今、多分、改めていろいろ検討はされていると思いますけ

れども、その辺は、今もなお、いろいろやられているので、前回説明した以上に、いろい

ろ信頼性向上というのになっているということで、また、そこは改めて追加分は説明して

いただくということになるんですかね。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 特に前回、耐震クラスについて少し質問いただいたところを、今現在、必要性、それか

ら範囲も含めて検討しているところもございますので、そこらについては、また改めて整

理をして御説明したいというふうに考えております。 

○田中知委員 あと、いかがですか。よろしいですか。 

 どうぞ。 

○大村チーム長代理 審議官の大村です。 

 中身の話ではなくて、ちょっと資料のつくり方の点なんですけど、今回は、前に出され
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た資料で変更があったので、それを埋め込む形で、それをリバイスしたというふうに思う

んですけれども、何を、どういうふうに変えたかというのが、口頭で御説明がありました

けれども、この資料を見ても、要するに全くわからない。 

 それから、あと、これ、参考に論点の対応についてという紙もつくっているんですけど、

このコメント回答も、どうもこの中に入っているようだということなので、通常は、コメ

ントの後、コメントに対してどういうふうに対応しますとか、その辺りは整理していただ

くというのがわかりやすいですし。それから、前の資料を仮に使うにしても、前はこうだ

ったんだけど、これはこういう考え方でこう変えますということをやっぱりきちっと整理

しておかないと、トレースが後でできなくなって、一体何をどう議論して、どう変えたの

かというのがわからなくなりますので、ちょっと資料のつくり方を工夫していただければ

なと思います。ヒアリングのときも、ちょっとこちらのほうも注意をして、それがわかり

やすくなるようにしてほしいなとは思います。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 御指摘の点、確かに少し配慮が足りなかったかなというところもございますので、今回

の修正は、全体として見直しをしたということでこういった記載にしてございましたけれ

ども、その辺りはきちんとわかるように、今後、資料の作成においては注意してまいりた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 よろしくお願いします。 

 あとは、よろしいですか。本件については、以上でよろしいでしょうか。 

 本日、予定されていたMOX関係の議題は以上でございます。規制庁のほうから、全体的

に何かございますか。 

 長谷川さん、お願いします。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 前回と今回でいろいろ、MOXのほうの設計基準の部分というのは、前回、航空機の落下

の部分ですとか、それから不法な侵入とか通信連絡、これも設計基準の範囲内であります

けど、一応説明いただいて、本日、溢水とか外部の衝撃ということで、森林火災と、石油

の備蓄タンク等の影響ということで、基本的に再処理とその外力という形ではあまり変わ

るところもなく、細かい点というのはいろいろ残っているのと、また今日、お話ししたよ

うに重大事故との関係も出てくるところもありますけれども、細かい点については、一旦、

規制庁のほうで、ちょっとヒアリングを通じて確認をさせていただいて、全体の枠組みと
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しては、再処理でも申し上げたようにできていて、細かいパラメータとかいろんな計算の

部分、それから申請書に盛り込む部分というのは多分あると思いますんで、その時点で、

論点の何かあればということで、一度、詳細は確認させていただくということにさせてい

ただければいいのかなと思っているんですけど。田中委員長、その辺、いかがですか。 

○田中知委員 今、長谷川調整官のほうからも話がございましたが、前回までの審査会合

において、外部からの衝撃、航空機落下による損傷の防止、加工施設への人の不法な侵入

等の防止、通信連絡設備に加え、本日議論した外部火災及び溢水による損傷の防止につい

ては、審査会合における議論を通じて、大枠の方針は確認できたと考えております。 

 指摘事項に対する回答も残っている内部火災による損傷の防止や安全上重要な施設の耐

震クラスの見直し等に加え、まだ審査会合に諮られていない事項もまだございますので、

引き続き、次回以降の審査会合で説明していただきたいと思います。 

 日本原燃のほうから何か、意見等ございますか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 御指摘のとおりで、確認できたもの以外のものもまだ残ってございますので、順次説明

をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○田中知委員 それでは、本日の説明と質疑は以上ということでよろしいでしょうか。 

 今後の予定など、全体を通して規制庁のほうから何かございますか。 

 お願いします。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内ですけれども。 

 次回の審査会合の予定でございますけれども、日本原燃のほうで対応可能でありました

ら、来週月曜日、7月6日、午後に開催できればと思っておりますけれども、原燃のほうで

再処理、それからMOX側とも対応可能でしょうか。教えていただければと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 別々で申し訳ないです、再処理につきましては、来週の月曜日ということで対応させて

いただきます。よろしくお願いします。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 MOXにつきましては、大変申し訳ないんですが、ちょっと別途回答させていただくとい

うことでお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○竹内チーム員 わかりました。まずは、再処理は可能ということで、MOXのほうは別途

回答いただけるということで、早い目にお願いいたします 
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○田中知委員 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして、本日の日本原燃株式会社、再処理施設及びMOX燃料加工

施設の新規制基準に対する適合性についての審査会合は終了いたします。 

 どうもありがとうございました。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第66回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年７月６日（月）１５：００～１６：２０ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 田中 知   原子力規制委員会委員 

原子力規制庁 

 大村 哲臣  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 片岡 洋   原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 長谷川 清光 原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 竹内 淳   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 伊藤 博邦  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 塩川 尚美  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 田尻 知之  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 竹谷 公貴  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 福島 操   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 小川 明彦  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 津金 秀樹  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 平野 豪   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 久保田 和雄 技術基盤グループ 安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

主任技術研究調査官 

 高梨 光博  技術基盤グループ 安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

主任技術研究調査官 

日本原燃株式会社 
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 越智 英治  執行役員 再処理事業部副事業部長（新規性基準） 

 牧  隆   理事 再処理事業部 エンジニアリングセンター長 

 石原 紀之  東京支社 技術部 課長 

 山地 克和  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループリーダー（課長） 

 須田 憲司  再処理事業部 再処理工場 運営管理部長 

 早海 賢   再処理事業部 安全管理部 安全技術課 副長 

 佐藤 友樹  再処理事業部 安全管理部 安全技術課 主任 

 山田 崇   再処理事業部 再処理工場 前処理施設部 前処理課 副長 

 田中 孝   再処理事業部 再処理工場 運転部 担当 

 石田 智弘  再処理事業部 再処理工場 化学処理施設部 分離課 副長 

 虻川 博昭  再処理事業部 再処理工場 化学処理施設部 精製課 課長 

 小笠原 祥  再処理事業部 再処理工場 運転部 担当 

 

４．議題 

 （１）日本原燃(株)再処理施設の新規制基準に対する適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１ 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性 

     【重大事故等対処施設】 

     重大事故等への対処の基本方針及び想定する条件（臨界） 

 参考  再処理施設 前回までの審査会合における主な論点と対応について 

 

６．議事録 

○田中知委員 それでは、定刻になりましたので、第66回核燃料施設等の新規制基準適合

性に係る審査会合を開催します。 

 本日の議題は、日本原燃株式会社、再処理施設の新規制基準に対する適合性についてで

あります。MOX燃料加工施設につきましては、前回6月29日の会合において、会合の実施の

可否に関する日本原燃からの回答が保留されておりましたが、その後、日本原燃から、今

回の審査会合には準備が間に合わないとの回答があったと聞いております。したがいまし
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て、MOX燃料加工施設につきましては、本日の議題には入っておりません。 

 それでは、本日の議題であります再処理施設の審査に入ります。 

 前回会合では、重大事故のうち蒸発乾固に関する基本方針及び想定する条件について審

査を行い、幾つかの指摘をしているところであります。本日は、前回会合での指摘への回

答ではなく、臨界事故について、日本原燃から説明があると聞いております。この臨界事

故につきましては、1月26日の審査会合で一度説明を受けましたが、臨界の拡大防止対策

を講じる箇所が3カ所に限定されているなど、新規制基準の要求を十分に踏まえたものに

なっていなかったことから、設計上定める条件を超える厳しい条件のもとで、同時に重大

事故が発生すること等を想定するよう、前回の審査会合で指摘しました。今回は、指摘し

た事項も踏まえて、日本原燃において必要な検討が行われてきたものと思います。 

 では、重大事故等への対処の基本方針及び想定する条件につきまして、日本原燃から説

明をお願いします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 資料の説明に入ります前に、今回の臨界事故の説明と前回の、今御指摘のございました

重大事故の基本方針との関係について1点御説明をさせていただきたいと思います。 

 位置、構造及び設備に関する規則とその解釈におきましても、蒸発乾固などの事故と異

なりまして臨界につきましては発生防止を求められていないということ、また、蒸発乾固

などの事故の起因から重大事故に至る前の状態変化があるというものでなくて、臨界事故

の場合は、発生したことを前提にした対策が必要であるという点で違いがあるというふう

に認識をしてございます。また、詳しくは、本日の説明の中で、説明をさせていただきま

すけれども、外的要因による事故の発生について前回も御説明しましたが、ある担保要件

を申請書で明確にすることにより排除するといったことなど、共通要因によって複数の機

器で同時に事故が発生するものではないというふうに整理をさせていただいてございます。

そういう意味で、前回、御説明した重大事故に関する基本方針と若干異なる点がございま

す。今回の説明におきましては、そういった点に留意しながら御説明をさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 また、今、先ほど委員からも御指摘がありました、前回の審査会合におきます御指摘に

つきましては、次回以降の審査会合において御説明をさせていただきたいと思ってござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

 では、資料の説明に入らせていただきます。 
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○日本原燃（須田運営管理部長） 日本原燃の須田と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 資料のほうです、資料1ということで、六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する

適合性の重大事故への対処の基本方針に想定する条件ということで、臨界事故について御

説明させていただきます。 

 ページをめくっていただきまして、1ページですが、御説明内容としましては、全体の

重大事故の流れとして①番から⑦番というのがございますが、本日は①番の、臨界事故の

発生形態とその想定、それから臨界事故の発生の可能性、それから、重要度分類を踏まえ

た重大事故等への対処ということで、この3点について御説明させていただきます。 

 それでは、3ページの目次ですが、全体の概要としては、まず、臨界設計の概要と、2と

いうことで臨界事故の発生形態とその想定、それから3ということで重要度、それから4と

いうことで内的事象を原因とした臨界事故の対処ということで説明させていただきます。 

 6ページにつきましては、臨界安全設計の概要ということで、これは以前の審査会合で

も御説明しているところでございますので飛ばさせていただきまして、7ページが、これ

がその臨界安全管理の全体の図でございます。これらについては、セル内の設置されまし

た臨界管理対象機器と、そこから非管理のところに移送するところの機器を全部列挙した

ものでございます。今回につきましては、臨界事故の発生箇所ということで、この可能性

がある機器ということで、凡例の一番下のところに赤枠で書いてございますが、この箇所

につきましては、この図に表しますような溶解槽以外にも、エンドピース酸洗浄槽、ハル

洗浄槽といった機器につきまして、臨界事故の発生の可能性があるということで、重大事

故の対応をする箇所として整理してございます。以降、その臨界事故の発生形態とその想

定で、これらの機器を選定した理由について御説明させていただきます。 

 2、9ページでございますが、まず、臨界事故の発生形態とその想定としましては、外的

要因と内的要因により想定される、まず臨界事故について、発生の可能性を整理いたして

おります。その中で外的要因につきましては、地震による損傷について考慮しました。そ

れから、内的要因につきましては、全濃度安全形状寸法管理につきましては、内的要因を

起因とする濃度変動がありましても臨界にならないという、そういう設計としております

ので、臨界事故の発生は想定しません。したがいまして、内的要因については、多重故障、

それから誤移送、それとセル内の漏えい、そしてプルトニウムの沈殿、この四つに絞りま

して検討を行ってございます。 
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 まず、地震への想定ということで10ページでございますが、この想定としましては、基

本的には静的機器のうち、その臨界の発生防止にかかる静的機器の有する機能としまして

は、形状による未臨界維持、それから溶液の閉じ込め維持、その機能がございます。これ

につきましては、プルトニウム濃度に着目しまして整理しますと、未臨界濃度を超えるも

のにつきましては、セルと同等以上の耐震性を有する設計とすることによりまして、形状

の変形、それから漏えい等による臨界事故の発生を防止するということとして整理してご

ざいます。 

 一方で、そのプルトニウム濃度が未臨界濃度以下の機器、配管については、こういう形

状や漏えい、形状の変形や漏えいに際して臨界事故は想定されないということとしており

ます。したがいまして、外的事象（地震）による臨界事故の発生は想定しないというふう

に整理しております。セルと同等以上の耐震性を有する設計とするその機器と、その範囲

につきましては、事業指定申請書において記載していくということとしてございます。 

 さらには、その外的事象における損傷の想定ということで11ページでございますが、こ

れは臨界計算条件について、その地震に対する影響として整理をしてございます。臨界計

算条件としては、形状寸法管理、それから固体の中性子吸収材、複数ユニットの距離、そ

れから水の反射条件といったものがございますが、形状につきましては、先ほど御説明し

ましたセルと同等以上の耐震性を有する設計ということで、形状の変形による臨界事故の

発生を防止しております。 

 具体的には、地震において生じる変形量を考慮しても臨界にならない設計とするという

ことでございます。固体中性子吸収材につきましては、地震においても脱落しない設計。

それから、複数ユニットにつきましては、形状寸法を維持するとともに、据付状態を維持

する設計。それから、水反射条件につきましては、通常の設計における臨界計算条件に十

分余裕があることを前提に、全濃度形状寸法管理のその設定しています、こういうプルト

ニウム濃度、それから遊離硝酸濃度、こういったものは通常の設計では十分裕度を考慮し

て、例えば全濃度の場合については、いかなる濃度でも臨界にならないように計算をして

おります。一方で、その平常時の濃度とか遊離硝酸濃度というものにつきましては、そう

いったものに対して十分低い値になっていますので、仮に水没等を想定しても臨界に至る

ことはない、そういうような設計としてございます。これによりまして、そういう反射条

件が変わったとしても、臨界にならない設計といたします。 

 なお、こういう平常時のプルトニウム濃度とか硝酸濃度の管理につきましては、運転パ
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ラメータの制限によって行っていくということとしております。 

 次に12ページでございますが、設計を超える地震による発生防止、拡大防止機能の多重

故障ということで、これは後ほど内的事象のほうで説明しますが、設計基準を超える地震

において、動的機能の安全機能の喪失によって重大事故に至ることを想定します。内的事

象では、この発生防止と拡大防止という機能が臨界設計ではございまして、それが多重故

障で発生するおそれがありますので、これが、地震で同じように動的機能が故障すること

によって多重故障が発生するおそれがあるということで検討してございます。この場合、

動的機能について、その他の動的機能ですね、例えばせん断機の運転とか抽出工程の運転、

こういったものについての機能が喪失することによって対象機器の運転が停止することか

ら、事象が進展せず、臨界に至ることはないと想定されますが、仮にその事象が継続した

としても、プルトニウム濃度が未臨界濃度を超えるまでに時間的余裕がございますので、

対象機器の運転を停止する措置を講じることによって核燃料物質が移動することから、未

臨界濃度を超えるまでに停止することから、臨界に至ることはないという整理をしてござ

います。 

 以上が外的事象に対する想定とその検討結果ということでございます。 

 次に13ページですが、内的事象における想定として整理してございます。内的事象にお

ける想定としましては、静的機器の損傷につきましては、同時に複数箇所からの漏えいが

想定しないということを想定しております。それから、動的機器の多重故障につきまして

は、基本的には、共通要因として、例えば全動力電源の喪失を想定した場合、これは工程

や溶液の移送が停止し異常が進展しないので、臨界事故に至ることはないです。ただし、

臨界事故については、もともとその発生防止と多重化した安全上重要な施設の計測制御設

備による拡大防止を講じているということから、こういったものが複数同時に破損してい

くということを検討して、そういう幅広に想定するということから、同一事象については、

こういったような故障を複数起こして臨界になるかどうかということを判断するというこ

とをしました。ただし、全く関連性がない偶発的な起因事象について、同時発生というの

は想定をしてございません。それから、(3)ということで多重誤操作ということで、こう

いう手順書に従った操作を行うんですが、そこで多重の誤操作を起因として安全機能が喪

失することを想定してございます。この三つの観点から、内的事象については整理してお

ります。 

 14ページでございますが、まず、その核燃料物質を連続的に取り扱う工程でございます
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が、ここでは異常の拡大防止機能の多重故障を想定しております。こういう多重故障を想

定した場合に、プロセスの変動を考慮しても、溶液中のプルトニウム濃度が未臨界濃度を

超えないものにつきましては臨界に至らないというふうにしております。一方で、この変

動を放置した場合、未臨界濃度を超えないものにつきましては臨界に至らないというふう

にしております。一方で、この変動を放置した場合、未臨界濃度を超えるものにつきまし

ては、臨界事故の発生の可能性があるとして、重大事故としてこれを想定して対応してい

くということをしております。一方、一番右に書いてありますが、もともとその設計基準

事故として臨界事故を想定しております溶解槽については、この臨界停止の機能がござい

ますが、この多重故障を考慮して、臨界事故の対象、重大事故の対象としてございます。 

 次に15ページでございますが、こちらのほうにつきましては誤移送でございます。誤移

送につきましても、移送元の貯槽がプロセス変動で濃度が未臨界濃度を超えないものにつ

きましては、これは臨界に至らないというふうに整理をしています。一方、そういうプロ

セス変動が発生して、平常時は未臨界濃度以下なんですが、プロセスの変動を考慮して、

移送元の貯槽の濃度が未臨界濃度を超えるおそれがある場合、それから、もともと平常時

にそういう未臨界濃度を超える溶液を移送元の貯槽が受け入れる可能性があるところにつ

きましては、この貯槽から非管理の機器への誤移送を想定しまして、こちらのほうにつき

ましては臨界事故の発生の可能性があるということで、重大事故のほうの対象としてござ

います。 

 次に16ページでございます。こちらのほうは、漏えい液受皿のほうになりまして、これ

らにつきましては、未臨界濃度を超える溶液を設置するセルの漏えい液受皿というのは、

液厚を制限する形状寸法管理というのを採用しております。この場合、その漏えい液検知

系の多重故障を想定しておりますが、例えば、一番左側のものにつきましては、バッチ移

送ということで、1貯槽分を移送するようなものについては、この1貯槽分の総液量の全量

漏えいというのを想定しています。こういったものにつきましては、この総液量を想定し

ても核的制限値は超えることがないということで、これは臨界に至らないのですが、連続

移送の場合につきましては、漏えい液検知系の多重故障を想定しますと、核的制限値に到

達するまでに時間余裕としては15時間以上ありますが、これを仮に放置したとしますと、

この核的制限値を超える可能性があるということでございます。こういったものの検知と

いうことでは、いろんな対応はしているんですが、臨界事故の発生の可能性があるという

ことで、こちらにつきましても対象として選定してございます。 



8 

 次、17ページでございます。こちらのほうにつきましては、その漏えいした溶液ですが、

これが未臨界濃度を超えている場合、これを回収する場合のことを想定しています。移送

先につきましても、この誤移送を想定しまして、移送先が全濃度安全形状寸法管理、こち

らの場合につきましては、それを送ったとしても、未臨界濃度を超える溶液を送ったとし

ても臨界になることはないんですが、移送先が濃度管理の場合、仮にその未臨界濃度を超

える溶液を移送した場合には臨界になるおそれがありますので、これも誤移送の観点で臨

界の発生の可能性があるということで整理してございます。 

 最後、18ページが、プルトニウムの沈殿につきましては、こちらのほうにつきましては

アルカリ試薬の誤供給というのを想定しています。キャンペーン期間中は、アルカリ試薬

の貯槽から各試薬の供給元の分配箇所までの途中経路を切り離すようなこと、もしくは、

このアルカリ試薬の貯槽を空にすることでアルカリ試薬の誤供給の可能性を排除しており

ますので、こちらは臨界に至らないというふうに整理をしております。 

 一方、そのインターキャンペーン中におきましては、溶解槽やパルスカラムの機器をア

ルカリ試薬により洗浄を行いますので、誤って硝酸プルトニウム溶液にアルカリ試薬を供

給する可能性というのは排除できないということで、次の19ページということで、そちら

のほうについて検討してございます。 

 まず左側ですが、プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮液受槽の全濃度安全形状寸

法管理の機器につきましては、インターキャンペーンにおいてもプルトニウム溶液を保有

していますが、アルカリ試薬を誤供給して沈殿が生じても、臨界に至ることはないという

ことで、こちらのほうは臨界設計で確認をしているというところでございます。 

 一方で、インターキャンペーン期間中の溶解槽等の洗浄によるものにつきましては、厳

重な管理は行うんですが、こちらのほうについては臨界の発生の可能性があるということ

で整理をしまして、重大事故の対象、重大事故の対策の対象として選定をしてございます。 

 20ページですが、以上をまとめますと、この表のとおりのようになりまして、臨界に至

らないものについては、この五つの項目について整理をしております。それから、臨界事

故の発生の可能性があるということで、A、B、Cの三つですね、こちらのほうを整理しま

して、こちらを臨界事故の想定ということで選定をしてございます。 

 具体的な機器につきましては、21ページ、22ページ、23ページのほうに記載しておりま

して、こちらのほうにつきましては、先ほどの冒頭で説明いたしました臨界管理をしてい

る機器と、移送先である非形状管理の機器でございますが、それぞれについて、内的要因、
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外的要因で整理をしてございます。こちらのほうは青色で書かれている場所が、それぞれ

溶解槽、それからエンドピース酸洗浄、こういったものが臨界事故の発生の可能性のある

機器ということで整理しておりまして、それぞれ先ほどの20ページにあります、A、B、C

の番号を振って、どれに該当するかということを整理してございます。最終的には、全部

で23機器を対象としてございます。 

 以上が臨界の発生形態とその想定ということで、想定する臨界事故の整理でございまし

た。 

 次に25ページに行きまして、重要度の考え方ということで整理をしてございます。こち

らのほうは蒸発乾固等、他の重大事故では、重要度の考え方として事象進展の早さとか環

境影響の大きさから大小を決めていましたが、臨界につきましては、先ほど冒頭、石原の

ほうから話がありましたとおり、発生防止が求められていないこと、それから、重大事故

に至るまでの状態変化がなく、臨界につきましては、臨界事故が発生したことを前提とし

て整理をするということから、臨界事故については重要度による分類を行わず、一様に対

策を講じるということとしております。 

 なお、ここの25ページの一番最初に書いてありますように、外的事象についての発生が

想定されない、それから起因事象が独立しているということで、複数の臨界事故が発生す

る可能性はないということで、単独事象に対する事故対策を実施するということ。それか

ら、臨界事故につきましては、事故の発生と同時に希ガス・よう素等の放射性物質の放出

が開始されるということですので、そういう発生段階の防止というのはありませんので、

速やかな対策の実施が必要となるということでございます。 

 次に26ページということ、26ページで臨界事故の代表機器の選定ということで記載して

おります。まず①番ということで拡大防止対策につきましては、可溶性中性子吸収材を供

給するということで、こちらのほうにつきましては、機器間での差異がないということで

ございます。それから、異常な水準の放出防止対策の観点では、経路としまして、前処理

建屋のせん断処理・溶解廃ガス処理設備というものと、それから、各建屋にありますが、

それぞれの建屋の塔槽類廃ガス処理設備というものがありますが、こういったものに分け

られます。ということで、前処理建屋のせん断・溶解廃ガス処理設備から代表を一つ、そ

れから、塔槽類廃ガス処理設備から代表一つということで、溶解槽と精製建屋の第7一時

貯留処理槽を代表機器に選定してございます。 

 次に28ページということで、内的事象に起因した臨界事故への対処ということで、臨界
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事故への対処概要ということで整理してございます。臨界事故に対する事故対策検討の前

提条件としましては、まず一つ目として、臨界事故対策で使用する設備の耐震性は要しな

い。これにつきましては、複数同時に損傷をもたらす可能性がある地震に対しては、セル

と同等の耐震性を有する設計とすることで臨界事故の発生を防止するということでござい

ます。これは先ほどの発生のところの説明と同じでございます。 

 それに加えまして、内的事象につきましては、各事象が独立していることから、同時に

臨界事故が発生することがないので、複数の機器、それから他の重大事故対策との資機材

の共用が可能であること、さらに、内的事象として、その偶発的な電源喪失が発生したと

しても、工程が停止しますので、事象が進展せず臨界に至らないということで、電源は平

常どおり使用可能な状態であるということ、この三つを想定してございます。 

 次に29ページですが、重大事故対処設備の設備数でございますが、未臨界確保というこ

とで、可溶性中性子吸収材の供給器を使いますが、これにつきましては、設備に接続する

配管の接続口については、供給に必要な本数1本に複数の接続を考慮して、臨界を想定す

る機器1機あたり2口（うち1口は予備）とします。次に、供給器につきましては、接続口

ごとに1セットを保有するということで、ただし、その対象する機器の供給口というのが

一つの部屋に複数ある場合ですね、こちらの場合につきましては、この一つのセットで複

数の設備、つまり臨界になる対象のやつが独立していますので、それぞれの設備に共有す

ることができるとしてございます。その他の重大事故対象設備につきましては、換気設備

とか排気設備といったものがありますが、こちらにつきまして、機器間で共有するという

ことをしております。 

 続きまして30ページですが、こちらのほうは臨界事故の対処ということで、臨界事故の

対応について流れを記載しております。右側のフローに書きましたように、臨界事故とい

うのを検知してから、拡大防止対策として①の未臨界措置を行うこと、それから異常な水

準の放出防止対策として、この未臨界措置を行うとともに、同時に機器からの配管の流路

を遮断し、セル内に導出し、それから③で放射性物質をセルに導出したものについて、放

射性物質を低減して、あとは、主排気筒モニタからの監視により、すると。仮にその建屋

に出てきた場合については、建屋の中で滞留をして、最終的には滞留による減衰をして時

間を確保することによってやるということになります。保安のために建屋の中に入る必要

が出てきますので、そういった場合につきましては、最終的には高性能粒子フィルタによ

り放射性エアロゾルを除去して、放出していくということでございます。 
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 以降、具体的な対応につきまして、溶解槽の臨界の場合と、第7一時貯留処理槽におけ

る臨界の場合について記載しております。こちらにつきましては、31ページから42ページ

が溶解槽の例となっておりまして、例えば32ページ、中性子吸収剤を入れるものにつきま

しては、供給器に対して、接続口を2カ所設けて対応するということを記載しております。 

 34ページにつきましては、その個数の考え方ですね、そちらのほうをまとめております。 

 それから36ページ、こちらのほうにつきましては、異常な水準の放出防止対策というこ

とで、まず、溶解槽で臨界が発生しまして、換気設備ですね、それの隔離弁を、真ん中に

書いています隔離弁を停止することでやって、溶解槽セル内に放射性物質を導出するとい

うこと、それから、あわせてセル換気設備を停止することによって、かつ入口ダンパを閉

止することによってセルの中に滞留をさせるということ。 

 それから37ページですが、これにつきまして、主排気筒の排気モニタを監視。このとき

には建屋換気設備というのは動かしているんですが、仮にこの主排気筒モニタで希ガスで

すね、臨界で発生した希ガスを検知した場合につきましては、今度はこの建屋のほうの排

風機を停止し、それからセルのダンパを閉止することによって建屋内で滞留させて、放射

性物質を減衰させるということでございます。これにつきまして、あと可搬型ガスモニタ

を用いまして、その状況を監視するということを行っております。そういったような対策

をとってくるというのがこちらのほう、溶解槽の対策となります。 

 あと、必要な個数とかそういったものにつきましては41ページ、42ページのほうにまと

めてございます。 

 あと、44ページからが、精製建屋の第7一時貯留処理槽に対する対策ということでまと

めていまして、基本的にはこちらのほうですね、溶解槽の方の臨界と同じような対策。若

干設備は異なるんですが、対策としては同じような対策をとってくるということでござい

ます。 

 最終的には57ページ、58ページということで、それぞれの対策に対して規則要求をして

いるものについて整理をして、そういうことを整理してございます。 

 ということで、以上が今回御説明いたしました臨界に対する重大事故の対処の基本方針

及び想定する条件でございます。 

 説明は以上でございます。 

○田中知委員 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうから何かござい
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ますか。 

お願いします。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 中身に入る前ですけれども、今日の説明は、事前に何回かヒアリングをしまして本日に

なったということですけれども、先週金曜日の7月3日のヒアリングの時点では、この臨界

が発生する箇所といいますか、対象機器につきましては、その設計基準で臨界の防止対策

をしているところを対象に、その臨界に対する防護槽の数で起こりやすいか起こりにくい

かといった、そういった重要度分けをして、その起こりやすいところというのは、その対

策を手厚くやるとか、二つの注入口を設けるとか、そうじゃないところは共通するといっ

た、そういったような内容であったところですね。我々、その考え方について、今日の場

で十分説明してくださいということをヒアリングの場でお願いしたんですが、今日の資料

ですと、その辺の考え方がごっそりなくなってしまって、全てに対して対策をとるという

ような変更がありましたけれども、これまで、1月末からの十分厳しい条件のもとでとい

うことで検討を、長い期間かけて検討されていたと思うんですけれども、この金曜日の説

明から、急にこの土日でガラッと中身が変わるというのはどういった理由でしょうか。教

えていただければと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 先ほど、今御指摘があった点について回答させていただきます。 

 今お話があったとおり、7月3日に資料として一度御説明をさせていただいています。そ

のときには、先ほど25ページでありました重要度の考え方につきましては、臨界事故も、

ほかの重大事故と同じように発生の可能性の高低ということで分類分けをして、発生の可

能性が高いものについては重大事故対処設備を、規則の基準に従って一定の対応をとると。

それ以外の発生の可能性が低いものについては、例えば、ほかの重大事故対処設備として

準備したものについて共用するとかということで対処の仕方の軽重をつけるという考え方

を説明させていただきました。 

 そのときの御指摘も踏まえながら、我々の中で再度検討させていただいた結果、先ほど、

冒頭御説明させていただいたとおり、やはり臨界事故というのは、発生防止を求められて

いないという点について、やはりほかの重大事故とは明らかに規則の要求が違うという点

と、我々、やはり再処理工場にとって臨界事故に対応するというのは非常に重要な要件で

あるというふうに考えてございます。そういう意味で、やはり臨界事故は、起こったとき
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にしっかり対処できるということを日本原燃としては説明すべきだということで、社内で

検討した結果として、本日の結果に至ったということでございます。 

 そういう意味で、臨界事故については、発生の可能性があるものについては、発生の可

能性の高低ではなくて、その可能性があると判断されれば、やはりそれなりの対策をしっ

かりと準備をしていくと、そして、それが重大事故に対する対処として有効であるという

ことを説明することが必要であるという結果に至ったというのが本日の、すみません、非

常に端折った説明になっていますが、25ページに書いています分類を行わず、一様に対策

を講じるという結論に至ったという経緯でございます。 

○田中知委員 よろしいですか。 

どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 今の御説明ですと、やはり我々のヒアリングを通じて、何かその解釈的といいますか、

何か足りない部分があったと、そういったようなことを、何か検討を見直したと、そうい

ったようなことなんでしょうか。 

○日本原燃（石原課長） 見直したという、資料が変わっていますので、見直したという

ことではありませんという回答はできません。ただ、原燃としてしっかり考えて、最後、

考えさせていただいた結果として、やはり事業者としてやるべき対策はとるべきだという

結論に至ったということでございます。その点、ちょっと御説明が抜けました点について

は大変申し訳ありませんでした。 

○田中知委員 あと、いかがでしょうか。 

どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 今の件は了解いたしました。 

 それで、10ページなんですけれども、地震の具体的事象における損傷の想定ということ

で、10ページの一番下のところで、セルと同等以上の耐震性を有する設計とする機器及び

その範囲は、事業変更許可申請書において記載するということ、こちらもヒアリングを通

じて、その具体的範囲というのはどこまでをその設計とするのかというのは、むしろ基本

設計方針として示していただく必要があるということで、お願いしていたんですけれども、

今日も、特にその辺の具体的な部分がないので、ここは出していただいて、また別途その

審査をするということになろうかと思いますが、お願いいたします。 
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○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 こちらの点につきましても、前回も同じ御指摘をいただいてございます。申請書でやは

り約束する場所であり、その約束する条件であったり要件ですね、そういったものはしっ

かりと示していかなければいけないというのは認識をしております。そういう点について

は、今回も地震による影響という点で11ページにも事細かく示させていただいてございま

すが、やはり前回も、どういった設備の、どういった範囲について、何をどう申請書で約

束するのかという点については、現状もう宿題になっているという認識はございます。そ

こについては、次回以降、回答させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 あと、いかがですか。 

どうぞ。 

○伊藤チーム員 規制庁、伊藤です。 

 11ページのところなんですけれども、一番下のところ、水反射条件について云々とある

んですけれども、もともと当初の設計から臨界管理というのは、ある一定程度なされてき

ているかと思うんですけれども、ここの水反射条件については、この水没というものを想

定しているということになるんですけれども、これは新たに何か設計条件を設けることを

考えているのかというのが一つと、この具体的なところで、下のところで、平常時のプル

トニウム濃度、これもサンプリング等で実際にやられているものかとは思うんですけれど

も、それと遊離硝酸濃度ですか、こういったところについては、このパラメータの制限値

によって行うとなっているんですが、これは運転上管理していく形をとるということでよ

ろしいんですか。 

○日本原燃（須田運営管理部長） 日本原燃の須田でございます。 

 まず、2番目の御質問ですが、運転上管理していくということになります。 

 それから、1番目の条件ですが、こちらのほうは、まず水反射条件、設計上の水反射条

件としては、セル内の機器につきましては、場所にもよるんですけど、1インチ反射条件

ということで、2.5cmの水をつけた状態で臨界計算をしております。ただ、これにつきま

しては、そういう配管の効果とかですね、そういう効果を見込んだ形で計算をしておりま

して、それについて、さらに全濃度安全形状寸法管理のように、プルトニウム濃度を全て

の範囲について振って、実効増倍率0.95以下になるように設計をまずしているということ

でございます。 
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 一方で、こういう事故のときのことを考えますと、そういう通常運転状態でやっている

ところで起こるということでございますので、濃度につきましては、通常濃度で考えて、

それに対して条件、そのときに結局、全濃度安全形状寸法管理というのはかなり裕度のあ

る計算でございますので、そのときの裕度のことを配慮して、かつその水が、例えば地震

のときに水の配管が切れて、水が出てくるということを想定した場合、一番極端な話で、

全部周りを水にしてしまうような計算をしても臨界にはならないような、そういうような

設計条件、設計というか、こういう事故の場合の条件というのをつくって、再度計算する

ということをするということでございます。その結果、臨界にならないということを確認

しているということでございます。 

○伊藤チーム員 規制庁、伊藤です。 

 プールのその濃度の管理とか、遊離硝酸濃度の管理というのは、その場所、場所によっ

て異なる値が設けられるということでよろしいですか。 

○日本原燃（須田運営管理部長） こういった箇所というのは、こういう箇所、想定して

いる箇所というのは、未臨界濃度を超えるようなところ、こういうものはプルトニウム精

製設備になります。こういう抽出工程になりますので、抽出工程というのは、いわゆる供

給するプルトニウムの量とか、それから試薬の量、こういったもので制御をすることによ

って、通常運転時の濃度、プルトニウム濃度を維持するということを行っています。通常

運転時のそういうパラメータ、今、パラメータと言っているのは、そういう供給流量とか

そういったものになるんですが、そういうのを管理することによって、工程内のプルトニ

ウム濃度を管理することができるということでございます。したがいまして、制限する管

理、パラメータというのは、例えば供給流量とか、供給するプルトニウムの濃度、こうい

ったものを管理するということになります。 

○田中知委員 よろしいですか。 

どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今の話だと、多分、全濃度の安全形状寸法管理、臨界計算の中でいろいろなパラメータ

をセット、多分、設工認の段階でするんですけれども、多分、ここの運転パラメータの制

限値という話は、具体的に許可の申請書の中に、そのパラメータをセットするわけではな

くて、設工認におけるパラメータをもとに、それより以下に、それより安全側になるよう

に保安規定でその制限を行うことを申請書で宣言するという、そういう形になるという説
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明なんですかね。だから具体的に、多分うちの伊藤のほうは、運転パラメータの制限を申

請書に書くのかという質問だったと思うんですよ。なんだけど、多分、それはそうではな

くて、設工認で示して、それを守るようにという、そういう、今の説明だと、多分そんな

ふうな説明かなと思ったんですけど、そういうことですか。 

○日本原燃（石原課長） すみません、日本原燃の石原です、要点をついてなかったです

ね。 

 基本的には、今、御指摘のとおりでございます。当然ながら、事業指定申請書、設工認、

保安規定、それぞれで約束すべき事項がありますので、申請書では設計の方針として示し、

設工認で具体的な数字、また、その管理の仕方については保安規定の中で担保させていた

だくということで考えてございます。 

○田中知委員 よろしいですか。あと、いかがでしょう。 

どうぞ。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 1点コメントに近いものと、1点確認させていただければと思うんですが、先ほど竹内の

ほうから、要は、前回のヒアリングから内容が変わったという話があったかと思うんです

が、本来的には、申請書が出てきているものがベースで、本来、審査をするところに、こ

の説明資料に基づきながらやっているという形ですので、別に規制庁からの指摘を受けて、

絶対変えてはいけないというまでは思ってはいないんですけれども、あまりころころ変わ

るというのもおかしな気がするので、その辺りはちゃんと精査した上でヒアリング等も臨

んでいただければと思います。 

 1点確認なんですけど、12ページのところなんですけど、ちょっと一点鎖線の緑枠で囲

われていて、設計を超える地震が発生した場合は、対象機器の運転を停止する措置を講じ

るという形になっているんですけど、もとから、地震等が発生すれば、ある程度停止の措

置等を講じるような運転をされていたかなというふうに思うんですけれども、ここという

のは、何か新たに別途の制限を何かかけようとされているのかというのがまず1点と、あ

と、具体的に、今回の場合、重大事故が発生する、要は想定を超えるような地震が発生し

たときの対処になるかと思いますので、当然、ほかの蒸発乾固なり、水素爆発なり、いろ

んな事象が発生して、その対応も行わなければいけない中で、ここで言うのは自動で止ま

るように、そういう設計をするという意味なのか、それとも、手動停止のためにここにも

人数を幾らかサポートされているのか、そういった考え方を一応確認させていただければ
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と思います。 

○日本原燃（須田運営管理部長） 地震時の停止の措置というのは、前回の審査会合で、

設計基準のところでB/Cクラスに相当する地震があった場合に工程を止めるという説明を

させていただいております。そういったもので止めるということもありますし、あと、こ

ちらのほう、設計基準を超える地震ということですので、この対象機器というのは限定さ

れていまして、例えばせん断機ですね、せん断機とか溶解槽になります。せん断機とか、

こういったものにつきましては、そういった地震が発生した場合には、人間が止めに行く

というような対応をとるということになります。 

 ということで、対象機器と書いてあるのは、その工程全体というよりも、今のこの臨界

の発生防止、拡大防止を守っているようなところで、変動があるというところに対して止

めに行くということをしていくということでございます。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原です。 

 すみません、1点目の点につきまして、先ほどからも御指摘いただいていますが、大変

申し訳ありませんでした。今後、当然ながら検討した上で御説明するのが大前提でござい

ますけれども、変更する場合でも、そういった、何に基づいて考えてやったのかというこ

とについては、説明の中ではしっかりと前提として御説明をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○田中知委員 あと、いかがですか。 

どうぞ。 

○田尻チーム員 先ほどの1点目のほうは対応いただければと思うんですが、地震のほう

の話なんですけど、現時点では、蒸発乾固で臨界と来ても、各個別の話をしてやってきて

いるかと思うんですけれども、それぞれの事象ごとに、重大事故対策としてどういうふう

な流れでやりますよというのを説明いただく形になるかと思うんですけれども、そのうち、

いずれ重畳とかそういった形になると思いますので、今のお話、結局、時系列で、どうい

うタイミングで、どう動くのかという話なども重要になってくるかなというふうには思い

ますが、その際に、あわせて全体を説明していただければと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 今の御指摘の点は対応させていただきます。 

○田中知委員 あとはいかがですか。 

どうぞ。 
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○塩川チーム員 規制庁、塩川です。 

 いろいろなところにも書いてあるんですけど、例えば14ページの真ん中の左側のほうに

記載があるんですけれども、プルトニウム変動を考慮しても溶液中のプルトニウム濃度等

が未臨界限度を超えないというのがあります。ここでのプルトニウム濃度等の「等」に関

して、審査を行う上で明確に説明をお願いいたします。それをまず1点お願いします。 

○日本原燃（須田運営管理部長） 日本原燃の須田でございます。 

 このプルトニウム濃度等と書いてあるのは、そのプルトニウム濃度以外ですね、例えば

せん断溶解、それからエンドピース酸洗浄というところで、核燃料物質を、実際に燃料を

せん断してやりますので、そういったような燃料ですね、こういうものを考えているとい

うことです。それ以外の工程につきましては、そういうものを溶かした後のものになりま

すので、そちらはプルトニウム。だから、この二つがありますので、プルトニウム濃度等

ということをしています。 

 それから、その後、未臨界限度と書いていますが、これは未臨界質量とか未臨界濃度と

いったようなパラメータになりまして、そういう核燃料物質、固体状の核燃料物質の場合

については未臨界質量というようなものになりますし、それから濃度、プルトニウム濃度

のものについては未臨界濃度という、そういうようなことになります。というので、すみ

ません、「等」というふうにしてございます。 

 以上でございます。 

○塩川チーム員 今度、御説明する際には、そのような形で御説明をお願いしたいと思い

ます。 

 あと2点ありまして、21ページの、ここで想定する臨界事故というところで、溶解槽A、

Bというところで、アスタリスクと、あと、もう一つ外的要因のところに②というふうに

書いてございますけれども、これは前回のヒアリングのときには、①の耐震性を有する設

計だったような気がするんですけれども、これはどうして変更になったのかという点で御

回答を。 

○日本原燃（須田運営管理部長） すみません、今のところですが、外的要因のところを

まず御説明します。そのときには①と書いていたんですが、すみません、これは誤記でご

ざいました。ということで、そこはすみません、間違っておりました。で、今、修正した

ものになっております。 

 それから、アスタリスクの説明ですが、こちらの溶解槽のほうにつきましては、もとも
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とその臨界事故を設計基準の場合は想定しているということで、これについては、先ほど

のページ数でいきますと14ページのところになりますが、こちらの異常の発生防止とか拡

大防止の多重故障ということになっていますが、溶解槽の場合につきましては、その影響

緩和、臨界事故が発生した場合の影響緩和を呼称する、つまり、実際に臨界事故が発生す

るとして評価をしているものに対して、さらに、その臨界事故が継続するということで、

ちょっと別格ですので、米印ということでつけて、こちらについては設計基準において臨

界事故を想定ということで注釈を打っております。ところで、この内的要因のそのAからC

には該当しないということで、米印にさせていただいております。 

 以上でございます。 

○塩川チーム員 規制庁、塩川です。 

 確認ですけれども、それでは、その外的要因は②で正しいということですか。 

○日本原燃（早海副長） 日本原燃の早海でございます。 

 平常運転時の溶解槽のプルトニウム濃度につきましては、未臨界濃度以下に管理をして

いますということですので、①番の耐震性ではなくて、②番という分類で整理をさせてい

ただいております。 

○塩川チーム員 規制庁、塩川です。 

 わかりました。 

 あと、もう1点で、23ページの、23ページというか、この表の中で外的要因でバーがさ

れていると思うんですけれども、ここは、例えば、その23ページでいえば漏えい液受皿の

外的要因のところなんですけれども、これはどのように捉えたらよろしいんでしょうか。 

○日本原燃（早海副長） 日本原燃の早海でございます。 

 こちらは、当該機器が仮にその地震、設計基準を超える地震を受けまして変形等をした

ときに、それが起因となって臨界事故が発生するかどうかという観点で整理をさせていた

だきました。その観点で、漏えい液受皿自身は、それ自身が、通常、核燃料物質等を内包

しているものではございませんので、仮にそういったものが変形しても臨界にはならない

ということで、ここではバーというふうな整理にさせていただいております。 

○塩川チーム員 規制庁、塩川です。 

 事故とかがあったり、破断とかして、そこの受皿の中に漏えい液が入ってきた際に、何

かその受皿の変形とか、そういうところもないということ、変形によるその影響とかがな

いということでしょうか。 
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○日本原燃（早海副長） すみません、日本原燃の早海でございます。 

 そちらにつきましては、まず、そのプルトニウムが未臨界濃度を超えます機器につきま

しては、先ほどの前半の、地震時の想定の破損の中で整理をさせていただきましたように、

機器及び配管等について、漏えいをしないような耐震性を持たせるという設計をさせてい

ただくということで、地震時については、こういったところに溶液等が入ってくることは

ないというふうな整理をさせていただいております。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございますが、ちょっと、若干補足をさせて

いただきます。 

 基本的にこれ、整理としては、漏えい液受皿というのは当然ながらセルの床面にありま

すので、構造体としての耐震性はセルと同等だというふうに整理をしてございます。当然、

今の御説明の担保として、そういうことが申請書の中で約束すべきだということであれば、

やはりそこは我々としては担保をさせていただくものだというふうに認識をしてございま

す。 

○田中知委員 よろしいですか。 

どうぞ。 

○福島チーム員 規制庁の福島ですけれども、26ページに、臨界事故の代表機器の選定と

いうことで挙がっていますけど、拡大防止の対策の観点のところで、対策としては、可溶

性中性子吸収材の供給ということで、その下のところに、本対策は、機器間で差異はない

と書いてあるんですけど、実際、臨界事故が起こった場合、その場所の遮蔽能力とかいう

ことで環境条件が変わってくると思うんですよね。だから、実際にその中性子吸収材を投

入するのは同じだとしても、投入方法とかそういうことで変わってくると思うんで、ここ

まで差異はないと言っていいんでしょうかね、いかがですか。 

○日本原燃（早海副長） 日本原燃の早海でございます。 

 当然、機器、それから配管、中性子吸収材を供給する場所につきましては、その機器に

つながっている配管の場所で変わってまいります。今回、そちらの供給口につきましては、

当然、その臨界事故で想定される空間線量の上昇等を考慮しまして、作業ができる場所と

いうのを選定しております。ですので、作業自身については、どの場所についても同様に

実施ができるというふうに整理をさせていただいております。 

○福島チーム員 ただ、書き方として、もう少し丁寧な書き方があるんじゃないかなとい

う気がしますけれども、いかがですか。 
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○日本原燃（早海副長） すみません、ちょっと表現として不十分であった点は、今後、

改めさせていただきます。 

○福島チーム員 同じページに、今回、その上、25ページには、臨界事故の重要度による

分類を行わず、一様に対策を講じるということで、全部やりますということを書いてある

ので、そのうちの代表事象ということでは、溶解槽と、それから精製建屋の第7一時貯留

槽を、この二つを選定しましたと。これも同じように、その機器によって、その周りのそ

のセル等の壁厚さとかによって環境条件等は変わってくると思うんですよね。そういう面

から見たときに、この二つ、溶解槽はちょっと別格として、第7一時貯留槽が適確なのか

どうかということはどうですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 その点につきましては、今回の冒頭、どこが論点かということで整理をさせていただい

てございますが、当然、今後の有効性評価の中でも、23機器今回はありますと、23機器に

ついて、まずは、当然ながら申請書も含めて全部を我々は説明させていただかなきゃいけ

ないんですが、新会合における説明等々を考えたときに、まずは、代表機器を選定して、

そこについて説明をさせていただくということで考えてございます。そこの代表性につい

ては、御指摘のとおりいろんな面で整理をした上で、これはこういう観点で代表機器にな

り得るんだということを説明して、整理をさせていただいた上で御説明させていただきた

いと思いますので、その点は、その有効性評価の中でも、ちょっと前提として考えさせて

いただきます。 

○福島チーム員 了解しました。 

○田中知委員 この26ページに絡めて、その説明のときに、受皿がここに入ってないとい

うことについても、十分説明していただければと思うんですが、もしかしたら、やっぱり

受皿というのは特殊な形状をしているし、容器と違って、また考えたほうがいいんじゃな

いかなと思ったりすることもあるものですから。 

○日本原燃（須田運営管理部長） 日本原燃の須田でございます。 

 26ページのところでございますが、この異常な水準の放出防止対策の観点ということで

二つ書かせていただいておりますが、まず、機器内で臨界事故が発生した場合につきまし

ては、廃ガス処理設備を閉止することによって、まずセルの導出して、で、セルで閉じ込

めまして、そこで減衰をするということでございます。一方、漏えい液受皿の場合でござ

いますが、こちらのほうで臨界が起こった場合は、直接セルのほうに出てきます。セルの
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中にありますので、そこで臨界が発生しますので、このセルの中で閉じ込めて減衰をする

と、ここにつきましては、差異はないということでございます。なので、そこからの、そ

この対策ということでは一緒になりますので、セルの臨界につきましても、同じように検

討します。それから、可溶性中性子につきましては、そのセルの漏えい液受皿のほうに供

給することによってということでございます。 

○田中知委員 ちょっとよくわからなかったんですけれども、その差異がないというのは、

受皿のときの臨界に対する対策と、それと、何の対策とが差異がないんですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 そういう意味で、先ほど御指摘があったとおりで、ここの拡大防止の観点、異常な水準

の放出の防止の観点、それぞれに対して対策というのが、どんな対策があって、それを説

明する上で、代表性というのがどういう観点で整理ができるのかというのは、先ほどお示

しをした21ページから23ページ、全てを見た上で、そこは当然ながら代表性の説明はしっ

かり整理をさせていただきます。 

 そういう意味で、ちょっと言葉足らずで、差異はないという点については、どういった

観点で整理をしたのかは、そのときに御説明をさせていただきます。 

○田中知委員 どうぞ。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 先ほど塩川から質問した点の補足でちょっと幾つか聞きたいのと、また別件で1点なん

ですけど、まず、21ページ、22ページのところなんですけど、ちょっと別の話にはなるん

ですけど、例えばなんですけど、よう素追出し槽のA、Bとかなんですけど、こちらは多分

濃度管理なんですけど、内的要因が①で、たしか①というのは全濃度形状寸法管理だから

と、そういう理屈だったような気がするんですけど、これ、①でいいんでしたっけ。 

○日本原燃（早海副長） 日本原燃の早海でございます。 

 ちょっとすみません、そういう意味で、表現があまり適切ではなかった点をおわびさせ

ていただきます。 

 まず、よう素追出し槽につきましては、通常時の管理方法としては濃度管理として申請

をさせていただいています。こちらにつきましては、濃度の上昇という、加熱をしており

ますので、濃度の上昇ということが考えられますけれども、当該機器につきましては、形

状としては非常に薄い平板状の、中性子の漏れやすい形状をしているということで、そう

いった考慮ですね、形状という特徴を考慮した上で評価をすると、仮に濃度が上昇しても
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臨界にはならないということで、こちらで言うところの溶液中のプルトニウム濃度によら

ず、臨界に至らない機器ということで整理をさせていただいております 

 ちょっとすみません、そういう意味で、20ページの分類のほうに、全濃度安全形状寸法

管理機器と、ここで言い切ってしまったのがちょっと、すみません、あまり適切な表現で

はありませんでした。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 この表なんですけど、別に申請書にそのまま書くようなものじゃないから、別にいいと

言えばいいんですけど、臨界管理というのでは、今後いろいろ確認する中で、例えば外的

要因も、今、②だけ書かれているやつも、実際には耐震性を有する設計にそもそもしてし

まっているものとかもあったりするとは思うので、何か、要はここに書いてあるだけの情

報だと、臨界管理という意味では大丈夫だというのを示すのに十分かもしれないですけど、

ほかのところの説明と整合性がとれなくなっていて、ちょっとわかりづらいところがたま

にあるかとは思うんですが、その辺りは整理していただければというのと、もう1個の別

の質問なんですけど、若干ここに関連はするんですけど、要は、重大事故ですので、いろ

んな事故が発生するという形になると思うんですけれども、例えば、セル内で、重大事故

の対策等でほかのところで漏えいが起こった場合に、液の移送というのは、この間の蒸発

乾固のところでは、液の移送は特に考慮されてないような形にも見えたんですけど、例え

ば、溶液を移送するんであれば、今まで想定していなかったところにも移送しなければい

けないとか、複数の箇所から同じ箇所に移送してしまう可能性とか、臨界の可能性という

のは若干広がるような気もするんですが、そういう別の重大事故が発生して、要は液の移

送を別途しなければいけなくなったときの臨界の可能性等は考慮されているものでしょう

か。 

 もしくは、もう、はなからもう、地震で漏えいというのはほとんどもう考慮しないぐら

いに設計していきますよという担保をされているようにも感じるんですが、ちょっとその

辺りが不明だったので確認させていただければと思います。 

○日本原燃（須田運営管理部長） 日本原燃の須田でございます。 

 まず、今の点でございますが、もともと、その先ほど御説明したように、そういう未臨

界濃度を超えるような溶液を内包している機器のドリップトレイにつきましては、形状寸

法管理をしているのと、移送箇所というのは、今、全濃度というところでございます。 

 それとあと、先ほどの、もともとそういうところにつきましては、早海のほうから説明
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したように、地震に対しては十分堅牢な構造にするという、セルよりも同等以上の設計と

するということで、守るということで、地震による漏えいは想定しないということで、そ

この辺は排除しているということでございます。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 重大事故としては、例えばセル内注水するであるとか、貯槽内注水をするであるとか、

重大事故時って苛酷条件下になるので、誤移送の可能性だって高まるようには、当初持っ

ていくときに、全濃度安全形状寸法管理のときに正しく持っていきましたというのは別に

構わないんですけど、その貯槽がいっぱいだったときは別のところに持っていかなければ

いけないかもしれないですし、いろんな可能性というのは出てくるかとは思うんですけれ

ども、今の説明というのは、通常の、普通の運転時であるならば、全濃度安全形状寸法管

理しているところに持って行くから大丈夫ですと、それも別に構わないんですけど、何か、

どこまでを想定されているのかというのが若干不明確だったので確認したいという趣旨だ

ったんですが。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 御指摘の点、まず、当然ながら前回の蒸発乾固でも漏えいして、万が一のときでも、地

震によって機器が損傷するという、セルよりも耐震裕度が小さいという担保条件をして、

そもそも壊れないということを約束しますという話をしました。ただ、万々が一のことを

考えて、漏えいした場合に対して対策をとれるかどうかという説明をするという御説明を

しました。その点、確かに漏えいしたものは回収して、どこかのタンクに移送するという

対策を考えなければいけない。御指摘の点は、そういうときに、移送先側で別の事故が付

随的に起こる可能性があるのではないかという御指摘だと思います。当然、もともと移送

先は決まってございますので、まずはそこに送るということ。そこが送れない場合に、例

えば、水を供給するなりして拡大防止で、ある種、蒸発乾固に至らない対策を継続してや

った上で、移送先を検討して、適切な場所に移送するとか、そういう対策の手順というの

が当然あって考えられるべきだと思いますので、そういった点は、整理をした上で回答を

させていただきたいと思います。現状は、そういう順序を追って、そういった臨界などの

付随した別の事故が起こらないように対策をするというのを前提に考えているところでご

ざいます。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 いろいろと、多分細かな流れ等も含めて、いろいろ検討しなければいけない点があると



25 

思うので、この点、詳細に確認させていただければと思いますので、また説明をよろしく

お願いいたします。 

○田中知委員 どうぞ。 

○伊藤チーム員 規制庁、伊藤です。 

 今のと若干関連するんですけれども、臨界そのものが発生してしまった貯槽についてな

んですけれども、そこに入っているものを、ガドリを入れて臨界を防止するということで、

今、ここを説明されていますけれども、その液そのものを移送するということは考えては

いないんでしょうか。 

○日本原燃（須田運営管理部長） 日本原燃の須田でございます。 

 臨界を停止するという観点では、まず、ガドリを入れるということでございます。その

後、臨界を停止した後、状態復旧させるとか、より安全な状態にするということであれば、

次のオプションとしては、移送というのは考えられるんですが、まずは、その臨界停止と

いうことでは、まずガドリを入れるということを第1条件としております。 

○伊藤チーム員 規制庁、伊藤です。 

 その移送というのは、その検討の俎上には上がったけれども、第1としては、そのガド

リを入れるということで対応するということですか。 

○日本原燃（須田運営管理部長） その第1としてはガドリを入れるというところでござ

いますが、ちょっとその移送というところについては、少しそのオプションとしては若干

考えているところもありますので、それはちょっと整理して説明させていただきたいと思

います。 

○伊藤チーム員 じゃあ、別途また整理して説明していただければと思います。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁、長谷川ですけれども、今のお話なんですけれども、多分、重

大事故というのは、それぞれ、やっぱりいろんな手段の信頼性というものが要求されてい

るというのは御存知だと思うんですけど、ガドリを入れる注入口みたいなところは、地震

時とかそういうものはないということですけど、これから先の線量の評価だとか、いろん

なことが考えられた中、別の手段というか、要するに多様性という意味で、全濃度の形状

寸法管理がされているような一時貯留槽に移送するというのは、別の手段としてはかなり

有効ではないかなというふうに思っています。ですから、この信頼性との関係で、1種類

しか設けないんであれば、その高い信頼性を有しているということのやっぱり説明が必要。
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もしくは、そこに多様性を設けるというのは、我々のつくった基準の意図としても組み込

まれているはずなので、そこを踏まえての検討結果として、これから説明を願いたいとい

うふうに思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 御指摘の点、整理をして回答させていただきます。我々も、検討チームの会合の中で、

いろんな対策についてお示しをされている点については理解をした上で、ただ整理を、過

去も当然ながら検討して、今の過程に至ったという点もありまして、なかなか重力流以外

の手段で、臨界の起こっている溶液を移送するということが、なかなかもって難しいとい

うこともありまして、今のような状態になっているところもありますので、その辺も整理

をした上で回答させていただきます。 

○田中知委員 いかがですか。 

どうぞ、後ろのほう。 

○竹谷チーム員 規制庁の竹谷です。 

 29ページについてですけれども、中性子吸収材については、同じ部屋にあるほかの設備

と共用するものもあるとのことですけれども、これの具体的な共用のグルーピングですと

か、あと、接続口の配置などについて、今後、具体的に示した上で説明していただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○日本原燃（早海副長） 日本原燃の早海でございます。 

 御指摘の件につきましては、今後、それぞれの対策の有効性を説明する中で、各接続口

の位置等を御説明させていただくことになりますので、それを踏まえて、どこでどのよう

に共有化が図れるかということを含めて整理して御回答させていただきたいと思います。 

○竹谷チーム員 わかりました。 

 あと、もう1点、29ページについてですけれども、臨界に至らないと整理している貯槽

については、重大事故の対象から外していると思いますが、実際は、これ、対象外として

いる貯槽についても、中性子吸収材が注入できるようになっているのかどうか、これにつ

いてちょっと教えていただきたいなと思いますが。 

○日本原燃（須田運営管理部長） すみません、御質問の内容として、今回、重大事故と

いうことで整理したところについては、今までみたいな対応をとるということ。それから、

以前、我々がJCOの臨界事故が起こったときに、これ以外の機器についても整理をしまし

て、その注入をするようなところを設けている箇所もあります。そこは、もともとJCOの
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臨界が発生したときには、整理をしたときには、基本的に濃度管理をやっている貯槽です

ね、そういった貯槽に対して、こういうような評価をせずに、機械的に注入ができるとい

うことを検討したということがあります。そういった意味では、そういうところについて

は、手順をつくって、硝酸ガドリニウムを入れるようにしているところはございます。 

○竹谷チーム員 わかりました。 

○田中知委員 どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 今の硝酸ガドリの注入ラインのお話ですけれども、実際、備わっているのは、その濃度

管理を行っているところは全てそういった注入口が設けられていて、全形状寸法管理して

いるところは、そういったものは現状ないという、そういう整理になるんでしょうか。 

○日本原燃（須田運営管理部長） 正確に言うと、その設計上そういうガドリニウム専用

ということでラインをつけているところは、設計条件で臨界事故を想定している溶解槽以

外にはありません。ただ、その貯槽には除染用のラインというのがありまして、こういっ

たものには水とか硝酸を供給するためのラインがありますので、そういうところを流用し

て入れることができるということです。 

 それから、全部の濃度管理の対象をやったわけではなくて、やはりそのJCOのときも、

誤移送等を想定して、誤移送する可能性のあるところとか、先ほど連続移送という説明を

したんですけど、連続移送で形状寸法管理から濃度管理に変わるところとか、そういった

変わり目のところですね、臨界管理の変わり目のところに対して対応したということでご

ざいます。 

○大村チーム長代理 審議官の大村です。 

 ちょっと今の話に関連して申し上げたいんですけど、今回は重大事故の対処施設という

ことで、必要なその条件なりを決めて、この施設については、こういう対応をしますとい

う形でやっているんですが、今の質疑を聞いていると、それ以外にも、実際はその例えば

中性子の吸収材を投入するいろんな手法というんですかね、ルートがあるということも事

実のようですので、そういうものをちょっと規制上なり申請上、どう扱うかという問題は

もちろんあるんですけれども、やはり重大事故が起こった際には、仮に起こらないと評価

されていたとしても、仮に起こった場合は、当然持てる力を最大限に使って対処していく

ということになるので、特に、この中性子の吸収材の投入のルートがあるかないかという

のは、これ、実際問題は非常に重要なポイントのような気がします。 
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 ですから、規制上、何かのその信頼性を持ったその規制の対象にするということでなく

ても、そういうものがあるのであれば、ちょっとそれの扱いをどういうふうに記載をし、

どういう位置づけにしておくのかということは少し検討をしたほうがいいんじゃないかと

いうように思うんですけれども、何かコメントがあれば。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 御指摘の点、整理をさせていただいて回答はさせていただきますが、当然ながら、過去

もJCOの臨界事故が起こって、同じ原子力事業者として、我々、何をすべきかということ

を社内的に検討して、いろんな対策を考えたと。ただ、そのときにも、当然ながらJCOの

臨界事故が起こった背景を考えた上で、いろんな整理をして、同じようなポテンシャルを

持っているとは思わないですけれども、万が一のことを考えて、いろんな対策を考えたの

は事実でございます。 

 一方、今回、新規制基準を踏まえて、臨界事故の発生というものをどう考えるかという

点も、やはり同じように考えるせいもあるんですけれども、今回、整理をさせていただい

たように、物理的にそもそも起こる、起こらないということも含めて整理をさせていただ

きます。これは、やはり規則・基準にのっとって整理をする場合、どういう考え方が事業

者として考えられるのかというのを念頭に整理をした結果でございます。 

 そういう意味では、御指摘のとおり、事業者として持っているパイがあるのであれば、

それは全てどういう、俎上に載せた上で、どう考えるのかというのは、事業者としては説

明をさせていただくのは必要だと思ってはいますけれども、やはり規則・基準に従ってや

るものと、事業者の自主管理でやるものというのは、当然線引きはあるのかなというふう

には思ってございますので、まずは我々が、JCOのときに何をやったかというのは一度整

理をさせていただいて上で、説明をさせていただければと思います。 

○大村チーム長代理 審議官の大村です。 

 誤解のないように申し上げますと、別に、全て、何か物があるからといって、それはこ

の基準に適合しているものだという形で位置づける、それほど言っているわけではなくて、

今回は、やはりその起こり得ないことも起こるということも想定して、前段を否定して起

こる。ですから、起こり得ないという、それは評価は評価で結構なんですけど、さはさり

ながら、いろんなケースも、それはいろんな状況によっては起こらないとはもちろん限り

ませんので、どういうルートがあるのかということは何かの形で明記しておいていただき

たいなとは思います。 
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○田中知委員 どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 若干また戻るんですけれども、25ページで、今回、複数の臨界事故が発生する可能性は

ないとか、他の重大事故との重畳はないということで説明がありますけれども、例えば、

ほかの重大事故で何らかのその、冷却系が停止したときに、その溶液が沸騰して水分が蒸

発することにおいて、相対的に濃度が、プルトニウム濃度が高くなって、そういったとこ

ろが変動要因としてあり得るのではないかと、そういった冷却が止まるとほぼ複数同時に、

そういったところで濃度が上がることによる臨界の発生の可能性というのは考慮されてい

ますでしょうか。 

○日本原燃（須田運営管理部長） 日本原燃の須田でございます。 

 今のところでいきますと、例えば、プルトニウム濃縮液のようなところは冷却を、安全

冷却水系でやっているようなところはございます。そういうところにつきましては、仮に、

例えば、もともと臨界設計としては全濃度安全形状寸法管理という、いかなる濃度でも臨

界にならないような条件で計算しておりますので、そこにつきましては、例えば冷却が停

止して、また濃度が上がったとしても、臨界に至ることはないということでございます。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 そういったプルの生成のところはそうかもしれませんが、例えば、溶解したところのそ

の濃度管理をしているところで、比較的燃料の濃度も高いし、FPもあるし、発熱もするし

といったようなところというのは、一応これは濃度管理しているところになっていますけ

ど、そういったところでの可能性というのは考えなくてよろしいでしょうか。 

○日本原燃（早海副長） 日本原燃の早海でございます。 

 御指摘のように溶解液につきましては、崩壊熱密度が比較的高い溶液でございまして、

プルトニウムもある程度の濃度で含まれています。通常、2gとか3g、それぐらいですので、

未臨界濃度に比べると十分低いところでございます。当然、冷却機能等を喪失しますと、

それに対して冷却機能の回復、あるいは、場合によっては注水によって蒸発乾固を防止す

るといった対策というのを講じていくことになります。その中で、濃縮をできるだけ防止

するような対策も講じますし、ちょっと必要に応じては、あらかじめ中性子吸収材を入れ

ておくといったような管理ができるかどうかという点も含めて、ちょっと蒸発乾固の対策

の中で、そちらのほうは考慮して整理をさせていただくのが適当ではないかというふうに

考えております。 



30 

○竹内チーム員 わかりました。じゃあ、他の重大事故との重畳との関係で、その点につ

いても検討いただくということでよろしゅうございますか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

 そういう意味では、整理の仕方として、どういう日本語がいいか、重畳というと重大事

故が二つ、同時に別の事象が起こるという意味なので、恐らく今は、冷却機能喪失の蒸発

乾固の中では、冷却機能が喪失して、蒸発乾固に至る前の対策を、どういうタイミングで

やるのが一番適切かというのを考えております。それを適切にやることによって、じゃあ

ほかの重大事故に変化して起こるようなことがないのかどうかというのを、あわせて、じ

ゃあここのハードルを越えたら別の事故が起こるのかとか、そういう話の整理はさせてい

ただかなければいけないと思いますので、よろしくお願いします。 

○田中知委員 あと、どうですか。 

長谷川さん。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今のお話もそうなんですけど、まず、検討をきちっとされたのか、された上で今後説明

するのかという重要なポイントだと思うんですけれども、今日の説明も全般、多分おわか

りだと思いますけれども、今やっぱり申請書がきちっとした状態にないということがあっ

て、さらに、まだ有効性評価みたいな説明も入り口の部分ということで、本日の説明の中

でも、この一点鎖線で書いてあって、今後、申請書に書き込みますとか、そもそも点々の

ところで、もう既に書いてあるといいつつも、多分それだけで十分でないような耐震性を、

さらには、セルと同等の部分というのも、きちっと具体的に書いていただかないと、範囲

までという、その担保をしていただく要件及びその範囲みたいなものが、やはりまだ、こ

ういう資料の中でも説明、資料説明の中で十分とは言えないということが多分本日、前回

もそうだったんですけど、おわかりにはなったんじゃないかということ。 

 それから、今日の説明では、地震みたいなものでは特段、今日の説明では重大事故、臨

界は起きませんという説明である一方、この36ページ、38ページ辺りの可搬型の排気フィ

ルタみたいなのがどういう位置づけになっているのかというのも、また、ちょっとよくわ

からないということで、やっぱり細部にわたって検討がされているのかどうかという意味

では、大まかな説明という意味では、大体理解はできている。 

 ただし、やっぱり細かいところの、先ほどちょっと前に言った、別の事象との兼ね合い

で起こるんじゃないか、それから、実際、ほかの重大事故が起こっているときに、どうこ
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ういうものが関連しているのかという、お互いの相互作用という意味では、前回も同じで

すよね、そういう部分、いろいろとまだ説明が残っていて、なかなかこういう説明だけだ

と、入り口の部分としての主要な考え方という意味では、何となく入ってくるところはあ

るんですけど、やっぱり事業指定の変更申請という意味では、多分まだまだ足りない部分

がかなり、説明上もあるんじゃないかというふうに感じていますので、そういうところを

きちっと埋めるような説明を今後はする必要があるというふうに思っていますということ、

意見です。 

○日本原燃（副事業部長） 日本原燃の越智でございます。 

 前回も同じような指摘を受けまして、我々、まずはその重大事故、どんなことで起こる

か、どんな対策をしようとしているかというのをまず一連説明させていただいて、その後、

御指摘のございました事業指定申請書にどう書くか、何を書くか、それについては、また

まとめて個別で御説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 あと、よろしいですか。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 全般的な対応については長谷川のほうからコメントいたしましたけれども、今日の説明

資料ですと、対策、重大事故対処の部分をざっと一通り御説明いただきましたが、我々は

大してこれほとんどコメントしておりませんけれども、有効性評価の中、妥当性を確認し

ない限りは、ここの部分というのはいいのか、悪いのかわからないということがあります

ので、今日はこの部分については聞きおいたというふうに御理解いただければと思います。 

○日本原燃（副事業部長） 日本原燃の越智でございます。 

 有効性評価については、また別途まとめてというか、それぞれの事象ごとに御説明させ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 ありがとうございます。 

 あと、よろしいでしょうか。私から一言、今、何人かの方からありましたが、やっぱり

有効性評価の御説明を受けて全体を見ないと、なかなかコメント等はできないとなるかと

思いますので、よろしくお願いします。 

 また、これも何人かの方が言っていましたが、おのおの重大事故は、単独での想定だけ

ではなくて、重大事故対策全体としての実現可能性を確認する必要がありますので、今後、

説明の中には、そういうこともぜひ考慮していただければと思います。 

 また別の話でございますが、前回の審査会合において説明資料を求めましたが、事故の
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特徴を踏まえた制限値を、より現実的な値で設定することができないのか等については、

その後の重大事故に関連する大きな論点となりますので、日本原燃の準備ができ次第、審

査会合で説明をしてもらえればと思います。 

 では、それでは本日の説明、質疑は以上ということでよろしいでしょうか。 

 全体を通して、規制庁のほうから何かございますか。あるいは今後の予定でも結構です

けれども。 

お願いします。 

○片岡チーム長補佐 今後の予定ですけれども、ヒアリングの状況を踏まえて、次回の会

合を開催したいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○田中知委員 それでは、ほかなければ、これにて本日の審査会合は終了いたします。ど

うもありがとうございました。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第67回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年７月１５日（水）１４：００～１６：４７ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 田中 知   原子力規制委員会委員 

原子力規制庁  

 大村 哲臣  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 片岡 洋   原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 長谷川 清光 原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 竹内 淳   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 伊藤 博邦  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 塩川 尚美  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 田尻 知之  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 福島 操   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 山村 修   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 小川 明彦  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 津金 秀樹  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 平野 豪   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 三浦 宏   放射線防護グループ 原子力災害対策・核物質防護課 

         火災対策室 室長 

 久保田 和雄 技術基盤グループ 安全技術管理官(核燃料廃棄物担当)付 

         主任技術研究調査官 

 高梨 光博  技術基盤グループ 安全技術管理官(核燃料廃棄物担当)付 
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         主任技術研究調査官 

日本原燃株式会社 

 越智 英治  執行役員 再処理事業部副事業部長(新規制基準) 

 牧  隆   理事 再処理事業部 エンジニアリングセンター長 

 石原 紀之  東京支社 技術部 課長 

 有澤 潤   最初事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部長 

 山地 克和  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループリーダー(課長) 

 荒井 宣之  再処理事業部 再処理工場 化学処理施設部長 

 玉内 義一  安全本部 安全技術部 安全評価グループ 主任 

 大竹 弘平  再処理事業部 エンジニアリングセンター 技術開発研究所 主任 

 名後 利英  再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

         安全グループ 主任 

 中野 正直  再処理事業部 再処理工場 分析部 分析課 副長 

 坂上 直哉  再処理事業部 再処理工場 ガラス固化施設部 ガラス固化課 副長 

 新山 政稔  再処理事業部 再処理工場 運転部 主任 

 不破 正嗣  再処理事業部 再処理工場 運転部 主任 

 工藤 達矢  再処理事業部 再処理工場 化学処理施設部 脱硝課 担当 

 福田 卓   再処理事業部 再処理工場 化学処理施設部 精製課 副長 

 中村 晃雄  再処理事業部 再処理工場 ガラス固化施設部 ガラス固化課 副長 

 高田 直之  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループ 課長 

 田巻 紀彦  燃料製造事業部 燃料製造技術部 輸送グループ 副長 

 小林 仁   燃料製造事業部 燃料製造建設所 粉末調整グループ 副長 

 阿保 徳興  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループ 副長 

 山田 隆雄  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループ 

 徳永 知倫  燃料製造事業部 燃料製造建設所 燃料棒・集合体グループ 

 石沢 徳秀  燃料製造事業部 燃料製造建設所 ペレット加工グループ 

 大橋 誠和  再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

         技術グループ 副長 
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４．議題 

 （１）日本原燃(株)再処理施設の新規制基準に対する適合性について 

（２）日本原燃(株)ＭＯＸ燃料加工施設の新規制基準に対する適合性について 

（３）その他 

 

５．配付資料 

 資料１ 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性【重大事故等対処施設】 

     重大事故等への対処の基本方針及び想定する条件（放射線分解により発生する

水素による爆発） 

 資料２ ＭＯＸ燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】 

     第五条：火災等による損傷の防止 

 資料３ ＭＯＸ燃料加工施設における新規制基準に対する適合性【設計基準】 

     第九条：外部からの衝撃による損傷の防止【竜巻】 

 参考  ・再処理施設 前回までの審査会合における主な論点と対応について 

     ・ＭＯＸ燃料加工施設 前回までの審査会合における主な論点と対応について 

 

６．議事録 

○田中知委員 それでは、定刻になりましたので、第67回核燃料施設等の新規制基準適合

性に係る審査会合を開催いたします。 

 本日の議題は、日本原燃株式会社、再処理施設の新規制基準に対する適合性について及

びMOX燃料加工施設の新規制基準に対する適合性についてであります。 

 前半は六ヶ所再処理施設の審査を行い、休憩を挟んで、後半はMOX燃料加工施設の審査

を行いたいと思います。 

 それでは、最初の議題であります再処理施設の審査に入ります。 

 本日は、重大事故のうち水素爆発について、対処の基本方針と想定する条件を中心に審

査を行う予定であります。 

 この水素爆発については、前々回の会合にて、日本原燃から蒸発乾固への対処の基本的

考え方と共通する部分が多くあるというふうな説明も受けております。そういった点も踏

まえ、重大事故等への対処の基本方針及び想定する条件について、まず日本原燃のほうか

ら説明をお願いします。 
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○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 資料の説明に入ります前に、今、委員から御指摘のあった点を含めて、一言、私のほう

から御説明させていただきます。 

 前々回の審査会合におきまして、重大事故の基本方針として、共通要因によって複数の

機器で同時に発生する事故に対しましては、事象進展の時間と環境影響を考慮して重要度

分類をしまして、重大事故に対して講ずる措置については、重要度を踏まえて必要な信頼

性を確保すること、事象進展の時間余裕につきましては、48時間というのを一つの目安と

するという説明をさせていただきました。また、共通要因によって複数の機器で同時に事

故が発生するものとしては、蒸発乾固と水素爆発があるという説明をさせていただいてご

ざいます。 

 今回の水素爆発の説明におきましては、事象進展と環境影響を考慮しまして重要度を分

類するという基本的考え方につきましては、これに沿った形で説明になってございます。 

 ただし、事象進展の時間余裕につきましては、48時間という目安以外の考え方を採用し

てございます。基本的考え方として、前々回に御説明した際に、その一部につきまして、

結果的に蒸発乾固に特化した形で説明したということになります。 

 説明の趣旨が適切でなかった部分がありましたので、今回、この場でお詫びを申し上げ

たいと思います。申し訳ありませんでした。 

 また、過去、水素爆発について説明した際に、パラジウム効果というのを期待して対象

機器を選定するという考え方を御説明させていただいてございました。今回、水素爆発の

説明をさせていただきますが、前回の委員会にもありましたとおり、重大事故につきまし

ては、発生する可能性がある対象につきましては、しっかり対策をとるということが基本

的な考え方と思ってございまして、そういった意味を踏まえまして、今回、パラジウム効

果につきましては、補足4、104ページ以降に資料がございますが、説明は特にしないとい

うことで考えてございます。そこは考慮しないということで考えてございます。一定の対

策は、対象に対しては全てとるということを今回説明させていただきます。 

 ということで、今回資料を構成してございますので、そういった点を踏まえながら説明

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○日本原燃（玉内主任） 日本原燃の玉内でございます。 

 それでは、資料1を用いまして、水素爆発の基本方針及び想定する条件について説明さ

せていただきます。 
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 ページをめくっていただきまして、1ページに、本日論点とさせていただきたい事項を

まとめさせていただいております。 

 まず、①番といたしまして、水素爆発を想定する機器の選定。 

 ②番といたしまして、水素爆発の発生形態と安全機能喪失の想定。これは外的事象と、

あと内的事象に関して説明させていただきます。 

 ③番といたしまして、水素爆発の特徴ということで議論させていただきます。 

 ④番といたしまして、水素爆発における重大事故の基本方針を踏まえた重要度の設定の

方法について、御説明をさせていただきたいと考えております。 

 2ページの⑤番以降は、今後、有効性評価で詳細を説明させていただきたいと考えてお

ります。 

 めくっていただきますと、目次がございますが、飛ばさせていただきます。 

 早速、ページ番号でいきまして、8番に、1.水素爆発に係る設備概要の、まずは水素爆

発に係る検討対象についての御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、放射線分解で発生する水素を安全圧縮空気系で掃気する必要がある機器につきま

しては、事業指定申請書に機器名を記載させていただきまして、それぞれの機器につきま

して、水素濃度を可燃限界濃度未満に抑制する設計としております。 

 安全圧縮空気系による水素掃気を必要としない機器に関しましては、設計基準におきま

して水素濃度の上昇を防止する機能の喪失を考慮いたしましても、運転員対応が可能な時

間余裕があるという評価を行っております。また、仮にこれら機器におきまして、水素爆

発の発生を想定しましても、放出放射能量は0.05TBq程度ということでございまして、重

大事故の異常な水準の放出防止の判断基準の100TBqと比較しますと、2000分の1程度とい

うことになります。 

 こういった経過は、今回、重大事故の検討におきましては、安全圧縮空気系の水素掃気

をする機器というものを対象にさせていただいて説明するということになります。 

 めくっていただきますと、9ページに、安全圧縮空気系の系統概要を示させていただい

ております。 

 ここの概要図にございますような系統構成をしております。 

 動的機器につきましては、多重性を持たせております。概要ですので、詳細は割愛させ

ていただきます。 

 水素爆発を想定する機器の対象につきましては、10ページに系統図で示しております。 
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 この赤塗りの部分が、水素掃気用の圧縮空気を供給する機器ということになります。 

 今の10ページの機器を一覧表にいたしましたのが、11ページの表になります。 

 12ページから、水素爆発を想定する機器の選定ということで、選定フローを説明させて

いただきます。 

 まず、母集団を安全圧縮空気系の水素掃気用の圧縮空気により水素を掃気する機器とい

たしまして、まず、物理的に開口部がある機器につきましては、その水素濃度が機器内で

4%に達しないという判断ができるものに関しましては、今回、重大事故を想定する機器か

ら除外するということを考えています。それ以外は、全て水素爆発を想定する機器という

ことになります。 

 今申し上げました開口部がある機器につきましては、13ページを御覧になっていただき

ますと、左下に構造図の概要を示させていただいております。 

 こちらを御覧になっていただきますと、開口部が蓋と純水配管の隣にございまして、こ

ちらから水素が放出されるということを考えまして、この機器につきましては対象にしな

いという判断をしております。 

 14ページが、その根拠になります。 

 具体的に、水素の発生速度と平均移動速度というものを比較しております。ハル洗浄槽

内の溶液表面から水素が発生する速度を求めることができます。これに対しまして、気相

部における拡散による水素の平均移動速度というものが十分に大きいということを定量的

に示すことができますので、洗浄槽内には水素が蓄積しないと考えまして、今回、対象か

ら除外しております。これは体積重量で比較しましても同様に、開口部から出る量のほう

が多いということになります。 

 放出した水素がどうなるかといいますと、このハル洗浄槽を設置しているセルに放出さ

れることになりますが、こちらのセルにつきましては、非常に空間容量が大きいので、一

番下に書いてございますが、水素の可燃限界濃度の4%に到達するまでに10年以上の時間が

かかるという計算になりますので、開口部からの水素の放出によって水素爆発が発生する

という可能性は極めて低いと考えております。 

 今の選定フローに基づきまして、対象機器を選定した結果の一覧表を15ページに記載さ

せていただいております。 

 16ページが、今の一覧表を系統図として示し直したものになります。赤塗りが水素爆発

を想定する機器ということになります。 
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 めくっていただきますと、引き続き、2.ということで、水素爆発の発生形態と安全機能

喪失の想定ということで説明させていただきたいと思います。 

 まず、水素爆発の発生形態でございますが、二つの形態を考えております。 

 一つ目が、安全圧縮空気系によって放射線分解により発生する水素を掃気する貯槽等に

おいて、動的機能の喪失によって水素掃気機能が喪失することによって発生する水素爆発

というものになります。 

 二つ目が、移送配管ですとか貯槽が損傷することによって、漏えいした溶液から発生す

る水素によってセル内で水素爆発が起こると。こういった発生形態になります。 

 こちらに関しましては、①番につきましては、外的事象・内的事象ともに想定します。 

 ②番の漏えいによる水素爆発に関しましては、地震による想定をするということになり

ます。詳細は、この後に説明させていただきます。 

 めくっていただきますと、19ページに、まず安全圧縮空気系統を設備区分するとどのよ

うになるかということで、（1）～（8）に示しておりますように、各設備を、その持つ機

能ごとに区分させていただいた一覧表と概要図をつけさせていただいております。 

 これに基づきまして、それぞれ事象が発生する形態というものを説明させていただきま

す。 

 20ページが、外的事象（地震）における想定のまず1枚目ということで、静的機器の損

傷の想定について、詳細に説明させていただきます。 

 まず、水素掃気機能の喪失による水素爆発に関しましては、まず、発生防止に係る機能

に関しましては、水素掃気用の空気の保持機能と、あと空気圧縮機の冷却機能ということ

になります。水素掃気用の空気の保持機能に関しましては、具体的には、配管ですとか弁

類、あと空気貯槽、こういったものがございますけれども、あと機器につきましても同様

ですが、セルと同等以上の耐震性を有する設計とするということで、安全圧縮空気系の水

素掃気用空気の保持機能の喪失による水素爆発の発生を防止できることとしております。

空気圧縮機の冷却系統の冷却機能に関しましても同様に、セルと同等以上の耐震性を有す

る設計とするということで、静的機器の損傷によって水素爆発が発生するということは想

定しないということになります。 

 引き続き、21ページに、漏えいによる水素爆発に関しまして説明をさせていただきます。 

 漏えいに関しましては、安全圧縮空気系による水素掃気対象となる溶液を内蔵する貯槽

等の溶液保持機能が関係いたしますが、こちらはセルと同等の耐震性は有しない場合で、
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基準地震動を超える地震力によって変形に至った場合であっても、当該貯槽等に期待して

いる閉じ込め機能というものは維持されるということで、貯槽等の損傷による水素爆発は

基本的に防止できると考えております。なんですけれども、保守的に一つ、貯槽等の損傷

を想定いたしまして、溶液が全量セルに漏れるということを想定いたしまして、セル内の

水素爆発を想定することとしております。 

 続いて、機器に接続する、関連する移送配管に関しましては、セルと同等以上の耐震性

を有する設計としておりますので、こちらに関しましては、移送配管の損傷による水素爆

発は想定しないということになります。 

 引き続き、外的事象の想定の3枚目になります。 

 ここからは、（2）ということで、動的機器の機能喪失の説明になります。動的機器の

機能喪失を担う機器は、ここに書いてある四つの機能がございます。これらは基準地震動

を超える地震力によって動的機能が喪失すると水素掃気機能が喪失しますので、こちらは

動的機能の喪失を前提として重大事故を考えるということになります。 

 今申し上げた内容を概要図でまとめましたものが、23ページになります。 

 引き続き、24ページに、内的事象における想定ということで、まず静的機器に関しまし

て、空気配管に関しましては、腐食が内的事象では想定しがたいですので、貫通亀裂は想

定しない。 

 一方で、移送配管に関しましては、貫通亀裂によって溶液の漏えいが想定されます。し

かし、安全蒸気系のボイラですとか、あと排気系の排風機というものは、それぞれ多重化

しておりまして、その両方の多重故障は関連性がないので、いずれか一方の多重故障によ

る機能喪失を重ね合わせましても、下の二つのポツに書いておりますように、セルの排気

系からの多重故障があっても、ボイラによって回収が可能であるということと、逆にボイ

ラが故障していても、セルからの排気によって水素を希釈することができるということで、

重大事故は想定しないということで考えております。 

 一方で、（2）ですが、動的機器に関しましては、共通要因の機能喪失、外部電源の喪

失等を考えまして、重大事故のシーケンスを想定します。 

 以上をまとめましたものが、25ページに概要図とともに記載させていただいております。 

 3.以降は、水素爆発の特徴ということで説明させていただきます。 

 27ページは、水素爆発の特徴の一つ目ということで、万が一、水素掃気機能が喪失した

場合には、機器内で水素濃度が上がっていきます。何らかの着火源があって、水素爆発が
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発生しますと、飛沫同伴によって放射性物質が気相中に放出されます。爆発後は機器内の

水素濃度は一時的に低下するんですが、また上昇していくという特徴を有します。セル内

に関しましても、同様の現象が起こるということになります。また、水素爆発の爆発圧力

は、その濃度等に依存するという特徴を有しております。 

 28ページに関しましては、水素の発生量は、機器によってインベントリですとか溶液性

状が異なりますので、着火源を想定した際に、放射性物質が放出するタイミングというも

のはさまざまですということを示させていただいております。一方で、先ほどの系統概要

図にありましたように、圧縮系統に関しましては共通の配管を使用しておりますので、一

括で空気を送ることができるという特徴も有しております。 

 29ページにおきましては、水素爆発の水素濃度に応じた爆発の特徴を一般文献からまと

めさせていただいたものになります。 

 こちらを御覧になっていただきますと、まず一番上の四角になります。縦軸に水素濃度

をとっておりますが、12%～70%では、爆薬等で直接起爆した場合に爆轟になる濃度、あと

11%～71%では無限大管径における爆轟の範囲。 

 一方で、試験的に求められておりますが、12.5%で矩形形状の管路で爆発を発生させた

場合に、爆轟に転移しているということが報告されております。 

 一方で、10%未満ですと、燃焼中のガスに相当量の水素が残留するという結果も報告さ

れております。また、8%を超えますと、爆発の加圧圧力が急に大きくなって、爆発の危険

性が高くなるということが一般的に言われております。 

 こういったものを踏まえまして、30ページにございますように、重大事故対策における

水素濃度というものを設定しております。まず、水素濃度が上昇し始めますと、4%から着

火の可能性がございますけれども、4%～8%におきましては、燃焼に伴う圧力上昇というも

のが緩慢であります。したがいまして、機器に影響を及ぼすことはないと考えております。 

 水素濃度8%を境にいたしまして、爆発圧力が多くなるため、重大事故の対処といたしま

しては、この8%に到達する前に発生防止対策を講じるということになります。 

 一方で、セルは空間容量が大きくて、爆発の発生を想定しますと、セルの閉じ込め機能

を劣化させる可能性がございますので、こちらは4%に到達する前に発生防止対策を講じる

ということにいたします。 

 4.で、水素爆発における重要度に関しまして説明させていただきます。 

 まず、重要度の考え方ですが、こちらは第65回審査会合、資料1に示させていただきま
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した方針に基づきまして、設定させていただくということになります。今回の水素爆発に

関しまして、対象機器が複数あって、かつ、それぞれが共通要因によって同時に機能喪失

する事象でございますので、今回におきましても、事象進展の早さですとか、環境影響、

こちらを考慮して重要度を設定します。重要度に応じまして、対策の方針を検討していく

ということになります。 

 具体的な水素爆発の重要度の方針につきまして、33ページ以降、示させていただいてお

ります。まず、発生形態といたしまして、水素掃気機能喪失による水素爆発に関しての重

要度の考え方です。 

 まず、事象進展の早さに関しましては、パラジウムイオン効果、こちらを考慮いたしま

して、時間余裕に差をつけて重要度を設けたいと考えております。ただし、パラジウム効

果に関しましては、考慮しない機器と同様に水素爆発対策を実施するということになりま

す。時間の評価方法に関しましては、補足2に書かせていただいております。 

 次、二つ目ですが、環境影響に関しましては、海外の再処理施設におきまして、機器の

気相空間体積が200L未満の機器に関しましては、水素爆発の対象機器から除外していると

いう実績がございます。また、気相空間体積が200L未満の場合に関しまして、爆発しても

閉じ込め機能に影響を与えないということを確認しておりますので、環境影響という観点

に、この気相空間体積200Lというものを用いまして、重要度を分類するということにいた

しております。海外再処理施設の実績ですとか、あと、爆発時の試験に関しましては、補

足3に示させていただいております。 

 今回、事象進展の早さですとか、環境影響の大きさに用いた計算条件というものを、簡

単に34ページで御紹介させていただいております。 

 溶液量に関しましては、機器の液量最大を想定いたしまして、時間余裕が最も短く、保

守的になるようにしております。 

 崩壊熱量に関しましては、高レベル廃液系に関しましては、6kW/m3を用いておりまして、

不溶解残渣に関しましては、不溶解残渣廃液一時貯槽に関して3.1kW/m3、不溶解残渣廃液

貯槽に関しまして1.4kW/m3という値を使って評価をしております。 

 35ページには、パラジウム効果に関しまして、簡単に説明を記載しております。 

 パラジウム効果に関しましては、硝酸溶液中にパラジウムイオンがあれば、触媒として

パラジウムイオンが作用することによって、水素が硝酸と反応して水と窒素酸化物になる

効果をいいます。この反応によって、水素の発生量は抑制されることになります。 
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 妥当性に関しましては、過去の研究で、そもそも高レベル廃液のG値が低いですという

ことですとか、模擬廃液を用いた最近の研究で、パラジウムイオンによる触媒の効果とい

うものであるということを突きとめて、これを実際の東海再処理施設の高放射性廃棄貯槽

からのオフガス中の水素濃度の測定結果ですとか、あと実際の廃液を用いました気相部の

水素測定実験、これと理論値の一致を見て、理論的には正しいということを確認しており

ます。こういった背景から、六ヶ所再処理工場の高レベル濃縮廃液においてG値を設定す

る際に、パラジウム効果を見込んでいくということになります。 

 こういった背景から、パラジウム効果によるG値を高レベル廃液に関しましては考慮い

たしますが、後述する水素爆発対策は実施して、重要度低と判断するという位置づけにさ

せていただきたいと考えております。詳細な時間余裕に関しましては、今後、有効性評価

において説明させていただきます。 

 36ページが、今までの説明を踏まえた重要度分類になります。パラジウム効果を期待し

ない場合で、機器の空間体積が200L以上の場合に重要度高ということにさせていただきま

す。それ以外に関しましては、重要度低という分類にさせていただきます。重要度高のa-

ⅰと、あと重要度低のb-ⅰに関しましては、重要度分類ごとの対策方針に書いてございま

すけれども、発生防止対策、拡大防止対策、異常な水準の放出防止対策、全て整理して、

事象発生後、直ちに実施するということで考えております。重要度が低いa-ⅱに関しまし

ては、ⅰの対策を実施することによって、同時に対策が成立するというものになります。 

 今申し上げました対策の概要図を37ページに記載させていただいておりまして、発生防

止対策に関しましては、水素掃気系統へ可搬型のエンジン付きコンプレッサーを用いまし

て一括供給するということと、各建屋ごとに個別に供給するというものを考えております。 

 拡大防止対策に関しましては、個別にかくはん系統にエンジン付きコンプレッサーを接

続するという対策になります。異常な水準の放出防止対策に関しましては、この図に示し

ておりますように、可搬型排風機ですとか、フィルタを設置して、管理放出とするという

対策になります。 

 代表機器の選定に関しまして、38ページに書いておりますけれども、基本的に、どの建

屋におきましても、発生防止対策等大きな差がございません。分離建屋ですとか、精製建

屋に関しましては、さらに圧縮空気貯槽というものを追加で設置しております。こういっ

た背景から、今回は代表建屋といたしまして精製建屋を選んで、プルトニウム濃縮液一時

貯槽というものを選んで、対策の概要を説明させていただきます。 
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 39ページが、代表機器の選定結果になります。 

 40ページからは、漏えいによる水素爆発の重要度の考え方の説明になります。 

 こちらを御覧になっていただきますとわかりますように、耐震裕度がある程度小さくて、

漏えいを想定する機器を設置するセルの時間余裕を評価しておりますが、長いもので2年

程度、短いものでは48時間～数100時間を超えた結果になります。 

 したがいまして、時間が半年より短いセルに関しましては対策を講じます。2年より長

い機器に関しましては既設の設備を復旧するという方針で対応を行います。 

 41ページに、重大事故の方針に応じた考え方を説明させていただいております。 

 まず、事象進展の早さですが、こちらは可燃限界濃度到達時間というものとパラジウム

効果、この2点を考慮して重要度を設定いたします。対策は全部について実施するという

ことになります。環境影響の大きさに関しましては、漏えいの水素爆発が発生しますと、

セルの閉じ込め機能に影響を与えると考えまして、重要度分類を行っておりません。 

 そうしますと、42ページに示すような重要度分類になります。重要度が高いaの位置と、

あと、時間余裕が4,380時間、約半年より短い機器に関しましては対策を整備するという

ことになります。重要度がa-Ⅱの機器に関しましては、既設設備で復旧するというカテゴ

リーになります。 

 具体的な対策概要を43ページに示させていただいておりまして、44ページに代表機器の

選定のフローを記載しております。 

 結果としまして、耐震裕度は小さいんですが、閉じ込め機能は喪失しないというところ

で、損傷による漏えいは想定しないんですけれども、いずれかの機器の単独損傷を想定し

て対象機器を選んでおります。その中で、時間余裕が短い第1不溶解残渣廃棄貯槽という

ものを選んでおります。 

 結果を45ページにまとめておりまして、こちらの丸がついている機器につきまして、概

要を説明するということになります。個別に関しましては、今説明しながら、概要図等を

示しまして対策の概要は示すことができたと考えておりますので、説明は割愛させていた

だきたいと思います。 

 論点に関する説明は以上になります。 

○田中知委員 それでは、ただいまの説明に対して、規制庁のほうからありますか。 

 どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 
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 冒頭、石原課長から説明がありましたけれども、今回、パラジウム効果というのは対策

を行う上で時間的な裕度のところで用いるということで、それは別途議論になるかと思う

んですけれども、もともと7月7日のヒアリングの時点では、このパラジウム効果というも

のを見込んだ上で、重大事故対策を対象にするかしないかというところの評価に用いると

いうことで、であれば、我々としては、それは重要な論点であるということで、まず、そ

れに対して議論を尽くすということを伝えたところ、急遽、今日のような、全ての機器に

対して対策を講じると。 

 そのこと自体は、特に悪いというものではありませんけれども、こういった、我々のヒ

アリングを境に、こういった変更があるとか、これにつきましては、前回の臨界でも、

我々がヒアリングの場において論点だとお伝えしました臨界の起こりやすさの想定と、そ

れについて論点にしましょうということが、会合当日になってなくされているというよう

な対応が見られておりますので、十分な検討をしないような方針変更は改めていただきた

いということを伝えたいと思います。 

 以上です。 

○日本原燃（越智副事業部長） いろいろと、我々のほうも、そういう説明が二転三転し

たことは申し訳なかったと思います。 

 我々も、審査の中で、規則の解釈、そういうところを、よく我々のほうにもお伝えして

いただいて、やはり重大事故が起こる可能性のあるところについては、すべからく対策を

するというようなところで、我々は事故の対策の範囲を広げていったというところで、こ

ういう形になりました。 

 今後は気をつけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 あと、何か。 

 はい、どうぞ。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 今、若干、竹内の質問とも関連するんですが、冒頭、石原課長のほうから、蒸発乾固の

説明をしたときに、全体の方針を説明はしたけれど、48時間等を踏まえて、結局、蒸発乾

固に特化したものでしたというような説明だったかと思うんですが、とりあえず全体に関

する方針として、死んだのは48時間とかの部分だけなのか、それとも全体方針というもの

がそもそもなくなってしまったのかというのが、まず1点確認したいのと、あと、影響の

大きさであるとか、スピードによって線引きをするところは、基本的に変わらないような
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説明をされたかと思うんですけど、大きく言えば変わっていないのかもしれないんですけ

ど、線引きの粗さは全然変わってしまったような気がしていまして、例えば蒸発乾固で言

うんだったら5mSvとか、そういうところで影響の大きさを考えますよとか、そういう話も

あったような気がするんですけど、今回は、もっと明らかに切れるようなところだけで切

っているような感じもしますので、要は全体の考え方として、本当の基本概念としてスピ

ードと影響の大きさだけで切るというところしか残らなくて、それがどの程度という線引

きの仕方は全然、各事象ごとで変えてしまうような考え方になったのか。 

 全体方針は今、多分、越智さんのほうからお話あったように、多分、基本的には対策を

とりますよという方針に変わったかと思うんですけど、全体方針、また何か全体としての

ものが変わったのであれば、それが今どういうふうになっているかというのをどこかのタ

イミングでお示しいただければと思います。 

 あと、先ほどの竹内からの指摘に近いものがあるかもしれないんですけど、要は各項目

ごとで指摘を受けるために、それぞれの重大事故ごとに方針が変わっていて、何か全体方

針との整合が全くとれなくなってしまうというのだと本末転倒のような気もしますので、

その辺りは、ちゃんと全体の整合性をとりながら、検討をしていただいた上で――まさに

検討はされているものだとは思いますけど、十分精査した上で説明いただければと思いま

す。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 今の基本方針がどこまで基本方針として残っているかというのを、しっかりと整理した

上で御説明させていただきます。 

 ただ、今御指摘があったとおり、基本方針としては変えていない、大枠は変わっていな

いというふうに考えてございます。ただ、説明として、我々が抜けていたところというの

は、対策の仕方が、対策の対象範囲というのがそれぞれの事故によって変わってきます。 

 蒸発乾固の場合であれば、あるループにつながっているタンクについては、同時に対策

を、発生防止を例えばやるとしても、拡大防止は、タンクそれぞれに対して対策をとると。

ただ、水素の場合、今日、御説明は割愛いたしましたが、配管がつながっている、ある一

定の範囲に、複数の対象に対して発生防止も拡大防止もするということで、なかなか考え

方を統一的に示すというのが、対策も踏まえてやると、どこまでが基本方針なのかという

のは、御指摘のとおり曖昧な部分が出てきてしまいますが、そこを整理した上で説明を再

度させていただきます。 
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○田中知委員 どうぞ。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 やはり全体の方針があって、個別の各重大事故ごとの対策だと思いますので、その点は

よく精査いただければと思います。 

 あと、全体に関してなんですけど、基本的に、今日の説明も有効性評価と今までの臨界

であるとか蒸発乾固等と同じでいいのかというのと、あと、今まで各審査会、臨界、蒸発

乾固をやってきて、それぞれに対して指摘事項があったかと思うんですけど、そういった

ものは、とりあえず反映していないのか、それとも、反映した上でこれが臨まれているの

かというのだけ一応確認させてください。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 特に前回、前々回も含めて、蒸発乾固、臨界で御指摘を受けています耐震の考え方につ

きましては、御指摘のとおり、回答としては今、反映していない状況で回答させていただ

いています。 

 そこは全体として、当然、御指摘としては理解してございますので、回答させていただ

きたいと思ってございます。 

 それ以外、反映できている部分もありますので、そこも説明の中で本来であれば整理し

た上で御説明すべきだったところですけども、大枠としては整理をした上で、基本方針の

中でどう関係するかというのは整理した上で、資料は構成しているつもりでございます。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 例えば重要度が低いものの影響緩和とか拡大防止の設備数とかをどう考えるのか、ほか

にもいろいろと指摘事項はあったかと思いますので、気づいたら反映していましたという

こともあるのかもしれないんですけど、こちらとしては明示的にかえしているつもりなの

であれば、それは言っていただいたほうがいいと思いますので、今後、御説明いただけれ

ばと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 御指摘の点、今後、気をつけたいと思います。 

○塩川チーム員 規制庁、塩川です。 

 資料、8ページの記載と12ページの選定フローの関係について確認させていただきたい

んですけれども。 

 12ページの選定フローの中で、8ページの一つ目の矢羽のもの、積極的に水素掃気をす
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る機器というのは、このスタートに入っているものの機器で、今後、事業指定申請書に明

記するというものでよろしいんでしょうか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 御指摘の8ページで、一つ目の矢羽に書いているものについては、既に既許可の部分で

安全圧縮空気を供給する設備として、リストとして載せてございます。 

○塩川チーム員 じゃあ、二つ目の矢羽は、この選定フローの中で言うと、圧空を必要と

しない機器として、この中には載っていないということでしょうか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 今の解釈のとおりでございます。 

○塩川チーム員 その必要としないものというのは、開口部から水素爆発を想定しない機

器というところに入るものがあるのか、ないのかというところを、ちょっと確認させてく

ださい。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 先ほどのフローにある開口部云々の話については、対象はございません。あくまで設計

の段階で、かつ設計基準事故も踏まえて、安全圧縮空気の供給対象か否かというところで

既に決まっているものでございます。 

○塩川チーム員 規制庁、塩川です。 

 それでは、8ページのところで、今言ったところで、水素掃気を必要としない機器で、

水素爆発しても放出量が0.05TBq程度となり、重大事故の選定から外しているものがある

という記載がありまして、例えば10ページの溶解槽ですけれども、これは圧空を供給する

機器ではないとしているところで、赤くなっていないんですけども、大きなインベントリ

を内包しているとは思うんですけれども、爆発した場合の影響は大きくないんでしょうか。

これを外した理由というのを御説明ください。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 まず、お断りしておかなければいけないのが、8ページの書き方がちょっとよろしくな

かったかもしれません。 

 「また」と書いてあるところについては、これを条件にして決して外しているわけでは

ないということです。 

 まず、設計基準の段階でも、安全圧縮空気と、それ以外の掃気を期待しているものと、

区分けをしていまして、当然、安全圧縮空気については多重化しているので、機能喪失す
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ることがないということを前提に設計基準事故の評価をしてございます。 

 ただ、一般圧縮空気、またはそれ以外の手段で掃気をしているものについては、当然、

それが機能喪失をすることを前提に評価して、時間余裕であるとかというので、設計基準

事故になるかならないかという評価をしている。 

 ということを考えますと、それ以上の事象進展が基本的にはないと。前提が、その時点

でもう機能喪失云々の話も入れた上で設計基準事故の評価をしているので、重大事故に進

展する可能性がないということを前提に、今回、二つ目の矢羽で、既に評価をしている範

囲を超えることがないので対象としておりません。 

 ただ、安全圧縮空気系の場合は、安全圧縮空気系が多重化していることをもって機能喪

失がないということで、設計基準事故にしていないところもありますので、それを超える

というのは、それが多重化しているものは全て機能喪失する、それはもう設計基準事故の

範囲を超えて重大事故になるということで、今回、対象としてエントリーしているという

説明でございます。 

○福島チーム員 規制庁の福島です。 

 18ページを見ていただきたいんですけど、水素爆発の発生形態ということで、安全圧縮

空気系の水素掃気機能喪失の話と、それからセル内へ漏えいしたときの水素爆発という形

で挙がっているんですけど、再処理工場というのは、配管が非常に複雑に絡み合っている

と。確かに原子炉に比べれば、配管系統は、径は大きくないんですけど、いろいろ可能性

について検討するという立場からは、配管における水素だまりみたいな可能性について御

検討されたのかどうか、その辺についてお聞きしたいんですけど。 

○日本原燃（玉内主任） 日本原燃の玉内でございます。 

 配管における水素だまりですと、貯槽につながっていますのは、換気系統ですとか、水

素掃気配管ですとか、いろいろつながっていますけれども、径が大きくて拡散していきや

すいのはVOGのほうになります。そちらに関しましては、拡散を考えますと、ある程度広

がってはいきますけれども、主には貯槽にたまりまして、対策を打つという時間の断面で

は、貯槽に多くの濃度があるという状態になりますので、まずはそこでの発生防止対策で

すとか、対策を講じるということに重きを置いております。 

○福島チーム員 また、ちょっとお話ししたいのは、要するに配管の例えば勾配だとか、

そういうので、そういう水素そのものがたまるような場所があるのかないのか、そういう

配管系統をウオークダウンしてずっと調べたのかどうか、その辺についてお聞きしたいん
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ですけど。 

○日本原燃（越智副事業部長） まず、再処理工場の配管の設計ですけども、設計基準の

中で、我々は、水素だまりとか廃液のたまりができないように、勾配はたしか2%以上だっ

たかと思うんですけど、そういう形で設計・施工をするというルールで、まずは施工して

います。そういう社内の規則というか、我々は設管規と呼んでいるんですけど、そういう

ところで、そういうルールで、そういう設計をしているというところ。 

 あと、ウオークダウンについて、その辺を確認したかということですけども、ウオーク

ダウンについては、ほかの配管等と一緒に検討したということで、もう少し、そこについ

ては再度確認した上で、正確にお答えをしたいと思っております。 

○福島チーム員 はい、結構です。わかりました。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原です。 

 補足をしますと、今御指摘のウオークダウンですけども、御存知のとおり、水素掃気を

しなければいけない対象というのは、ほとんどセルの中に入っている。そこを、じゃあウ

オークダウンで見られるかというと、もう人が近づけない環境下にあって、人が見られな

いところについては、今、越智が言った、施工の段階で、ある一定の条件でやっていると

いうことをもって、当然、検査もした上で施工は完了してございますので、それを条件に

説明させていただいているということでございます。 

○福島チーム員 多分、今日、説明されている方が非常に若い方で、世代も変わっている

ので、そういう面で、全体を見たということが重要だと思いますので、見えないところは

図面を見ると、見られるところは現地を見ると、そういう形でよろしくお願いいたします。 

○田中知委員 恐らく昔、中部電力の浜岡で水素爆発の件もあったので、その配管で、め

くらのというか、閉鎖系の配管のときにも、そういうのがたまると、そういうふうなこと

になったらいけないなと思っての御意見だと思いました。 

 あと、どうでしょう。 

 どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 20ページのところで、静的機器の損傷の想定ということで、水素掃気用の空気の保持機

能ということで、これに関連する系統は、全て損傷しないといいますか、漏えいといいま

すか、そういった保持機能は確保されるという設計をするということですけれども、これ

は、例えば19ページで言っているところの空気圧縮系というのは、水素掃気用もあれば、
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攪拌用もあるし、あと計測制御系ということで、幾つか広範囲にわたった系統になってい

るかとは思うんですけれども、配管こう長からすると相当な距離になると思うんです。 

 こういったところは全てセルと同等の耐震性を持たせるということなんでしょうか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 基本的に、今言っている水素掃気用空気の保持機能と言っているのは、空気貯槽から各

建屋にどんどん展開されていくんですけども、各建屋に入った後というのは、掃気用は掃

気用、単品の配管になります。そこの部分を担保させていただきますということを言って

いるということです。 

 基本的に、あとは当初どうつくったかということですけども、ここは配管シングルでつ

くっていますので、かつ、安全圧縮空気系の空気掃気というのは非常に重要な、再処理工

場にとっては機器になりますので、耐震性はかなり保守的な評価をした上で設計している

というのが現実的なものでございます。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

 わかりました。そういう設計だということは理解しましたけれども、ただ、系統構成上

は、ほかの機器ともつながっていますので、例えば地震とかで動力源喪失したときに、あ

いていちゃ困るところを、フェイルオープンの設計とかで、あいていて困るといいますか、

例えば計測制御系統のほうにどんどんどんどん空気が抜けるというか、系統構成ができな

いようなことになったりしないのかとか、そもそもどういった――今おっしゃったような、

空気貯槽から水素掃気のための系統構成に、動力喪失した場合でも系統構成ができるよう

な設計というか、例えば動力源喪失、フェイルクローズ・オープンといったところまで、

ちゃんと設計しているかどうかというところを確認したいんですけれど。 

○日本原燃（石原課長） 基本的には、この安全圧縮系については、動力系のバルブとい

うのは基本的には使わない設計にしていますので、そこも含めて、系統構成も含めて、別

途説明させていただきます。 

 基本的には、そういう設計になっているということを前提に、御説明を今させていただ

いているということでございます。 

○竹内チーム員 わかりました。従前からお願いしているんですけど、耐震性を持たせる

範囲というところが、具体的にどういったところまで持たせるのか、そのときの機能させ

る系統というところも詳細に説明いただければと思いますので、お願いします。 

○日本原燃（越智副事業部長） 日本原燃の越智でございます。 
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 一番最初の蒸発乾固以来、配管等はセルと同等の耐震を持たせるということで説明させ

ていただいて、その中で、具体的にどこをどういうふうに耐震がもつのかということを、

範囲も含めてちゃんと説明するということで宿題はいただいておりますので、一連、その

辺については、どの範囲を我々が考えているかということについては、まとめて御説明さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中知委員 どうぞ。 

○伊藤チーム員 規制庁の伊藤です。 

 水素の爆発の特徴ということで、29ページ、30ページに、水素濃度との関係というのが

図表で示されてはいるんですけれども、水素爆発が発生した際に、これは水素濃度、特に

8%とか、2桁とかを超えた場合には、条件によっては爆轟といった、非常に衝撃波の強い

ような圧力がかかる事象になるということなんですけども、この系統内にあるダクトとか

フィルタ、それと計測系、こういったものへの水素爆発が起きたときの影響について説明

していただけないでしょうか。 

○日本原燃（玉内主任） 日本原燃の玉内でございます。 

 まず、設計で、着火源を排除する設計としておりますので、爆発が起こるというところ

は能性が低いんですけれども、御指摘のとおり、10%以上ですとか、条件によっては爆発

圧力が高くなるという状況がございます。 

 今、対策を想定する範囲で、10%ですとか、その辺の爆発が起こった場合には、まず、

系統ですとか、貯槽の健全性というものは保たれます。その程度の濃度ですとフィルタの

ほうにもある程度の圧力上昇は伝播しますが、基本的には健全であるという状況になりま

す。 

○伊藤チーム員 どのような形で、それは検証されているんでしょうか。 

○日本原燃（玉内主任） 日本原燃の玉内です。 

 検証は、主に解析を用いまして、その結果を出しております。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今のは許可の事業指定の話なので、そういうように設計をお約束していただけるという、

そういうことで受け取ってよろしいですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 恐らく、我々がまず説明しなければいけないのは、8%までに対策をとる。じゃあ、その

8%までに対策をとるときに、プラントの中で水素がどういう状態になっているのかと。だ
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から、そこで手を打つ、対策を打つことが妥当なんだという説明は、確かに御説明させて

いただかないといけないと思っています。 

 そこはおっしゃるとおり、適合性の中ではしっかり説明した上で、確かに8%までに対策

をするということが妥当だと、見ている場所も、機器の空気の空間容積で、あと発熱内の

時間で割っているだけですので、その考え方が妥当かどうかというところは、しっかり説

明させていただきます。 

○長谷川チーム員 私の聞き方がいけなかったのかもしれませんけれども、今の石原さん

の御説明はわかります。 

 それはそれとして、一定の安全確保ができるようにやりますというのは、姿勢として、

考えとしていいんですけど、仮にそういうふうなところで失敗したとしても、もうちょっ

と上で実際に起こってしまっても、健全であることが約束されれば、かなり頑健性が高ま

った設計ですし、自らそこの確認が既にされているのであれば、その設計上の、ここまで

の圧力なりに耐えられますという設計は、多分、もう既におつくりになって、確認できて

いるんじゃないかということで、いわゆる耐震設計のように、ここまではちゃんと安全性

を確保できますと言えば、次、また水素爆発しても、これは1回でおさまるわけではなく

て、何も対策が打てなければ、2度、3度と、連続的にやっぱり起きていくというのは今日

の説明にもあったので、それに耐えられる設計になっているというのは、結構、設計とし

てはいいのではないかということで、そういう意味で、お約束が、許可でされるのか、さ

れないのかというところを御説明いただきたい。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 ちょっと回答がすれ違って、すみません。 

 今お話であった、申請の中で、約束を許可の中でしてくれるのかということについては、

それは、させていただきますという回答になります。 

○山村チーム員 規制庁の山村です。 

 44ページと45ページにかけてなんですが、漏えいによる水素爆発の代表機器の選定とい

う表がございます。 

 ここでは、耐震性を有する対象機器というのは外して、残り11機器に対して、機能喪失

があった、あるいは、あるとして、単独の損傷を想定して、代表機器を高レベル廃液ガラ

ス固化の建屋の不溶解残渣の廃液調査としている。この説明の飛躍、もう少し丁寧に説明

していただけませんか。 
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○日本原燃（玉内主任） 日本原燃の玉内でございます。 

 対象を、まず、45ページの11機器に絞っておりますが、この中で、全て時間余裕を評価

しております。それは、ちょっと前に戻っていただきまして、40ページに、各セルの時間

余裕の評価結果がございます。これは4%に達するまでの時間余裕なんですが、この中で、

対策をとる上で一番厳しい条件ということで、最も短いものを代表として選んで、今回説

明をさせていただくということで、時間余裕の観点で厳しいものという説明が少々抜けて

おりました。すみません。 

○山村チーム員 それでは、時間余裕という観点であって、あくまでもインベントリとか、

内在する放射能レベルとか、そういうこととは若干かけ離れると、そういう理解でよろし

いんですか。 

○日本原燃（玉内主任） 日本原燃の玉内です。 

 今回の選定基準は、時間余裕という観点です。インベントリでいきますと、また違うも

のが選ばれます。 

○山村チーム員 わかりました。その点については、少し補足して、また書き込むなり何

なりしていただけたらと思います。いかがでしょうか。 

○日本原燃（玉内主任） 日本原燃の玉内です。 

 今回は、そういう時間余裕の観点で話をさせていただきましたが、これから有効性評価

におきまして対策は全部とっていきますし、それぞれ影響も踏まえたものを示していきま

すので、よろしくお願いします。 

○田中知委員 いかがですか。 

 どうぞ。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

 1点確認と、もう1点はコメントに近いものかもしれないんですが。 

 99ページなんですが、今回説明された箇所じゃないというのは重々承知なんですけど、

もともとは、33ページを見ていて、環境影響の大きさのところで、200Lの説明のところで

（補足3参照）ということで、補足を見ているんですけど、ここで、上段のところで緑枠

囲いの中でなんですけど、運転時に液量が変化することにより、空間容量が200Lを超える

水素爆発を想定する機器については、空間容量を200Lとするというふうに言われているん

ですけど、これは運用か何かで管理して、空間容量が200Lを超えないように管理するとか、

そういうことでよろしいですか。意味合いがよくわからなかったので、確認なんですが。 
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○日本原燃（玉内主任） 日本原燃の玉内でございます。 

 最大溶液量の想定に関しましては、こちらは2月補正時の記載で書かせていただきまし

たが、現状の評価では、最大溶液量を想定して評価をしております。ですので、200Lを超

えるものに関しても、超えたというか、空間容量が200Lを下回るものは、その値で時間余

裕を評価しているという状況になります。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 変動するからどうこうというところの話だと思って、200Lといっても、変動することが

あるから、200Lを一時は超えていても、たまには、それより下回ってしまうことがあると

きは、要は200Lで線引きを今はされていると思うんですけど、要は重要度を丁寧にするた

めに200Lで管理するとか、そういう話を言われているわけではないということでいいです

か。 

 プラスなんですけど、これは申請書でも書いていまして、緑枠囲いのもので書かれてい

るんですけど、要は昔の申請書として、これを今、生かしているのかどうかも今の説明だ

とよくわからないのと、プラス、申請書を担保している内容で、補足だけに位置づけてい

るというのも何かよくわからないので、後ろのほうは参考でつけましたというだけなので、

今回はあまり関係ありませんということなのかもしれないんですけど、これはあくまで審

査会合に関わっている正式な資料なんだとは思いますので、とりあえず資料に書かれてい

るんだったら位置づけははっきりした上で説明いただきたいです。 

 以上です。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 まず、説明の回答をする前に謝らなきゃいけない部分だと思います。 

 完全に前と後ろで合っていないということでございますので、資料の確認等々の中で抜

け落ちていた部分でございます。申し訳ございません。 

 今、玉内が説明したとおり、99ページは、過去に補正した段階で、こういう考え方を適

用していたものをそのまま書いている部分でございまして、今回、いろいろ対象機器がど

こまでかという議論を再度整理した結果として、最大容量で空間ボリュームが200L以下か

否かで線引きをしていますので、そこが合っていないという状態でございます。申し訳ご

ざいませんでした。 

○田尻チーム員 これは消えるということですか。これの位置づけは、要はまた説明があ

ると思えばいいですか。 
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○日本原燃（石原課長） また説明を、再度整理をさせていただきます。 

 基本的には、今後の補正の中で、この考え方を変更した上で、今、前半で御説明した内

容に改めさせていただくということでございます。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

 ヒアリングとかで方針を変えてしまってとかというのも原因のような気はするんですけ

ど、要は補足であるとか、後ろのほうであまり説明しないものであるとか、位置づけがよ

くわからないものをつけて間違いがあるぐらいであれば、ちゃんと精査したもので載せて

いただければと思います。 

 以上です。 

○田中知委員 あとはいかがですか。 

 どうぞ。 

○久保田主任技術研究調査官 規制庁、久保田でございます。 

 私のほうからは、本日の議論の範囲そのものというよりは、今後の有効性評価のときに、

我々が特にお伺いしたいと思っている点を中心にコメントをさせていただきたいと思いま

す。 

 大きく分けて四つございます。 

 一つ目が、水素発生を考えるときの溶液の状態。どういう状態にあるかということなん

ですけれども、先ほどの御説明で、全交流電源の停止であるとか、あるいは地震時に動的

機器の機能が失われるということは想定するということでした。ということは、貯槽など

の冷却系統がダウンするということも当然考えているということだと思います。 

 ということは、そのダウンした冷却系統の回復が、もし時間内にできなければ、廃液の

沸騰が生じてしまう。廃液が沸騰している状態というのは、まず、ごく一般論としまして、

いわゆる、見かけのG値という、これが正しい言葉なのかどうか知りませんけれども、最

終的に出てくる水素の発生量は、沸騰していないときに比べて多いのではないかという意

見があるということ。 

 それから、もう一つは、先ほど35ページのところで御説明のあったパラジウム効果。 

 これにつきましても、なるほど、たしか80℃以下の部分についてはデータがあったと思

いますけれども、沸騰が生じるような100℃以上のところでは、データがなかったと思い

ます。その辺のところをどういうふうにお考えになっているかということについては、改

めて有効性評価のときに伺いたいというふうに考えております。 
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 2点目でございますが、今申し上げたパラジウム効果のところでございます。 

 これも実際の、いろいろと今回の修正された内容を見ておりますと、大分、効果あるい

は適用する部分を、非常に高レベル廃液、濃縮廃液のみに限定しているようですけれども、

ですから、その効果をどの程度まで見ていくかと、期待するのかということにも影響はさ

れるとは思いますけれども、そうは言っても、パラジウム効果ということを期待するとい

うことなのであれば、やはりパラジウム効果のメカニズム、考えておられるモデルが正し

いものであるということをきちんと説明していただく。 

 あわせて、当然、評価するためにはパラメータを使ってやっているはずですので、その

辺のところが適切なものであるということを御説明いただく必要はやはりあるんだろうと

思います。 

 それから、それに関連しまして、これにつきましては、主に先ほどの御説明にもありま

した模擬廃液等でとられたデータをベースに議論を構築していると思うんですけれども、

そうなりますと、やはり東海再処理のデータもそうでしょうし、その他の諸外国のプラン

トでもそうでしょうけれども、実測されたG値というものがあるようですから、そことの

比較等をきちんと説明していただきたい。そのときに、特に重要だと思いますのは、実測

G値といいましても、どういう廃液を使って、どういう方法で、どういうデータをとって、

それをどういうふうに処理したからG値幾つなんだという御説明も、あわせていただきた

いというふうに考えております。 

 それにさらに関連いたしまして、一応、パラジウム効果というものがあるということを

前提といたしまして、それが御社の六ヶ所の再処理施設の高レベル濃縮廃液に対して適用

できるんだというところをきちんと説明していただきたい。例えばパラジウムの濃度であ

りますとか、あるいは効果に影響するような化学物質の存在、あるいは温度に代表される

ような環境条件、それから運転管理上の制限がもし影響しているのであれば、そういった

ものを説明していただきたいと思います。 

 また、このときは、特にそれが一時的なものではなくて、その状態が長期間にわたって

維持されるということについても、あわせてきちんと御説明いただきたいと思います。 

 三つ目なんですけれども、今は水素が発生するところまでの議論ですけれども、水素が

発生してしまった後、それがその後どういう挙動を示すか。 

 手っ取り早く言ってしまえば、どこにどういうふうに蓄積して、時間的な余裕というの

はどれくらい考えられるのか。先ほど、配管のところにたまるのではないのかというコメ
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ントがございました。私どもも、それにやや似ている懸念を持っておりまして、例えばセ

ルなどにガスが出ていってしまったような場合には、先ほどの評価は、多分、40ページの

評価は、セル全体に均一にガスが充満したという状態で時間を設定していると思うんです

けれども、本当にそれでいいでしょうか。例えばどこかに不規則な形状部があるとか、ダ

クト等の存在によって、ごく一部だけにたまりやすくなっていないかどうか、そういった

こともあわせて検討していただきたい。あるいは、地震等によって機器が損傷したときに、

そういう状態ができていないかどうか。あるいは、蒸発乾固のようなときはそうなんです

けども、かなり特殊な条件で水素が出ていくということだってあり得る。 

 そうすると、そういう出方によって、たまる状況がまた変わってくるということがあり

得る。そういったところをよく検討の上で、こういう場合にのみ蓄積するのであって、そ

のための時間はどれくらい考えればいいんですということを示していただきたいと思いま

す。 

 当然、そういう評価をすれば、実際に爆発が起こったときの影響評価もしていただける

んだろうとは思います。 

 先ほども代表機器の選定の仕方について、ちょっと質問が飛んでいましたけれども、影

響評価についても、代表機器ということで評価されるんでしたら、それを代表機器として

選んだ理由について、よく御説明をお願いしたいと思います。 

 それから、最後、四つ目になりますけれども、これは今回の水素爆発に限らず有効性評

価全般に言えることなんですけれども、有効性評価をするときは、これは最終的には何ら

かの数字を出すわけですから、そこには、あるデータなり、あるいは、ある値を設定する

という行為を行うと思います。そういったデータでありますとか、設定値の根拠、あるい

は出展については、必ず示していただきたいというふうに思います。 

 私からは以上でございます。 

○田中知委員 現時点で、もし何か。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 四つ以上あったような気もしますけど、整理して、有効性評価の中では回答させていた

だきます。 

○田中知委員 どうぞ。 

○福島チーム員 規制庁の福島です。 

 関連しての話なんですけど、漏えいの場合に、受け皿にたまった漏えい液に対して、パ
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ラジウム効果を期待して、G値で、あと、時間余裕を出されているんですけど、その辺で、

貯槽にたまっている状態と、受け皿に漏えいしたときの液圧とか、いろいろと変わってく

るので、同じようなG値を使っていいのかなというのは疑問が湧くんですけど、その辺も

含めて、次回でも教えてください。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 そこは整理して説明させていただきます。基本的には変わらないと思いますので。 

○福島チーム員 言葉なんだけども、パラジウム効果があったときでも、パラジウム効果

を含んだG値ということは使っていいのか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 ここは、大分、G値、G値という形が書いてありましたけど、前々回の蒸発乾固のときも

御意見がございまして、例えば水素の場合は空間ボリュームが大分影響します。タンクの

ボリュームには、最大マックスで評価をしていますけども、例えば受け槽と供給槽の関係

があれば、受け槽と供給槽が、常に両方が満杯になるということは基本的にはないので、

ある一定の範囲で空気の容積は変わるということも、当然ながら、水素の爆発に対する時

間余裕を考える中では一つの要素になります。 

 そういうことも含めて、どういった管理をしたり、どういった対策の考え方をするのか

というのは、その一つの要素がパラジウムをどこまで期待するか。そこも、我々の実験で

得たデータとしては、恐らく何百分の1という数字になるにしても、その数字を本来であ

ればそこまで使えるかは、その信頼性であったり、その担保の条件によって決まりますの

で、そういったことも含めて、どういった考え方なのかは、有効性の中でしっかり説明さ

せていただきたいと思います。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今、今後の有効性の話で、いろいろパラジウム効果の期待度とか、G値の話とかが出て

いましたけれども、こうした安全審査の中では、割と全体的に保守的な形で評価されてい

る。原燃も、本日の説明では、そういう効果を期待せずにというところの説明があったと

思うんですけれども、実際に、重大事故の場合、機械的に全部やってくれるわけでは決し

てなくて、人間が介在する、そこに人間の判断が入ってやっていくわけで、実現象として

捉えて、的確な判断をしていく必要があるというのが、有効性評価の辺りで、特に核燃料

施設で最も難しいところがそこにあるんじゃないかというふうに思っています。 
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 そういう観点と、また、この水素の話というのは、蒸発乾固と実は一体というか、同時

に起こる可能性が高い。一方で、蒸発乾固は出さないように抑え込む、一方で、水素はど

こかに逃がしたいという、ある種、相反する行為をバランスよく制御しないといけない可

能性があるというふうに考えているんですけど。 

 そういう意味で、水素が現実の今こういう解析なりシミュレーションでやっているもの

が相当な保守性を見込む。実際には、もし、そういう効果が期待できた場合に、相当ギャ

ップが出てくるところというのは、ここは観測できるということが、極めて重要性を持つ

んじゃないかということで思っているんですけれども、今日の説明では特になかったんで

すけど、水素の直接な濃度の観測ですとか、間接的な観測も含めて、そういうところをど

う考えているのか。 

 また、実際に水素掃気がうまくいっているかどうかの確認というのもまた重要だと思い

ますので、そういう点も含めて、この観測という部分について、今、原燃としてどう考え

ているかというのを、詳細でなくても結構ですので、説明をいただきたいと思います。 

○日本原燃（越智副事業部長） 日本原燃の越智でございます。 

 今、長谷川さんの中に、最後、観測というか測定ということと、あと、実現象をどう捉

えて対策をとるかという、二つの御意見があったのかというふうに理解しております。 

 まず最初のほうの、実現象をどう捉えて対策をとるかというところですけども、今日、

我々が説明させていただいたように、まず、我々は、パラジウム効果ということで、現実

的には水素量の発生は少なくなるだろうと思っています。ただし、それを期待することに

よって対策をとらないわけじゃなくて、対策はちゃんと我々はとります。 

 そういうことで、パラジウム効果があるから水素爆発は起こらない、だから対策はとら

ないんじゃなくて、そのタンクについても、やはり対策はとる。 

 ただ、海外、JAEAさんのデータを見ても、こわれる貯槽で水素の発生量が少ないという

ことがございますので、その辺を加味した上で重要度をつけて、それで順番をどうするか。 

 起こりもしないところに先に行って、ほかのところの事故を起こすというよりも、現実

的に、その辺は考慮した上で、ちゃんと順番を決めていくということが重要だと思ってい

ます。 

 それについて、前回もどういうふうな順番でやるかというのは、ほかの項目も含めて、

ちゃんと説明するようにという御意見がございましたので、それは一連を含めて、どうい

う順番でやるかというのは、まずまとめてお答えさせていただきたいと思います。 
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 それと、2番目のほうで、水素について、現実的にその量を知ることが大事じゃないか

というコメントだと思いますけども、これは当初、水素の議論が始まったときから同じこ

とが言われておりまして、我々としても、できるだけ濃度ができるところをはかろうとい

うことで、検討を進めているところでございます。 

 それにつきましては、有効性評価のところでどういう形でとるか、あと、どういうふう

にして中の水素量を実際に測定できないところは、どういう形で推測するか、その辺につ

いては、有効性評価のところで具体的に御説明させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 多分、今のお答えは端的に言うと、可能な限り対応はしたいけれども、できない部分は

どうもあるらしいという、そこについてもいろいろ考えていきたいということだったんで

すけど、最善が尽くされるべきであって、可能な限りの対応というのは考えていただきた

い。その上で、間接的にも何か観測しながらやるということは非常に重要ではないかと思

いますので、そこはさらに十分に御検討いただいた上で、なかなか難しい場合は、それを

どう考えていくかという点も含めて、今後説明をいただきたい。 

 我々は非常に大きな論点の一つだとは思っていますので、よろしく対応をお願いしたい

と思います。 

○日本原燃（越智副事業部長） 御趣旨はよく我々は理解しているつもりでございますの

で、それも含めてよく御説明させていただきたいと思います。 

○田中知委員 あと、いかがですか。 

○大村チーム長代理 審議官の大村です。 

 2点あるんですが、最初の点は質問です。 

 今後の有効性評価のところに関係する話かもしれないんですけど、資料の32ページに重

要度の考え方というのがあって、その一番下に「重大事故等に対して講ずる措置は、重要

度を踏まえて、必要な信頼性を確保する」という記述があります。 

 一方で、例えば36ページ、「機器の重要度の分類と対策の方針」と、こうあって、ここ

で重要度高、重要度低という分類がされておりますが、その下に「重要度に応じて、必要

な重大事故等への対処を講ずる」と、こういうふうになっています。 

 ですから、重要度に応じて何か差を設けると、こういうことだと思うんですけども、た

だ、その下に対策の方針とあって、ここでは重要度がa-ⅰとか、b-ⅰ、両方とも同じ対策



30 

は講じますということになっている。これはセルについても同じ構図になっています。 

 そうすると、重要度の意味合いというのは、一体、どういうところに差を設けているの

か。こういうことをちょっとお伺いしたいと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 ここは、先ほどから御説明しているところもあるんですけども、本来、説明すると、恐

らく、今、御指摘のあった32ページで重要度を分けますよという話をして、1回、蒸発乾

固と同じように、重要度の高低を分けます。高のものと低のものとで対策はこう分けます

という説明をした上で、ただ、先ほど田尻審査官の質問にも回答しましたが、対策を考え

たときに、その軽重が結果的にあまり意味がなくて、対策を講じようとしたとき、高に対

策を打てば、低にも勝手に空気が行ってしまうという、水素爆発の対策を考えたときに、

重要度の高低で対策の色分けをしたいんだけども、それを基本方針として考えたときに、

対策に、どんどんどんどん進んでいって考えると、結果的には対策が同じグレードになっ

てしまうという結論なので、3段階ぐらいで御説明を本来しなければいけないのかもしれ

ません。 

 基本的に、我々の基本方針はあまり変わっていなくて、重要度が高いものには、それな

りの信頼性を確保する、重要度低のものは多少なりとも対策はするんですけども、時間を

遅らせるとか、対策のグレードを下げて、重要度高になるべく手厚くやるというので考え

方をするのは、蒸発乾固も水素掃気も同じ考え方で整理をしたんですけども、結果として、

対策を考えると、空気を送る先が共通していて、重要度高をやれば低が勝手についてくる

ということを考えると、結果としてこうなりましたという話を、ごちゃっと説明してしま

ったところが親切じゃなかったところがあります。すみません。 

○大村チーム長代理 要するに、高低を分けているけれども、結果として、それは全体に

対策を講じておりますという説明になっていると、そういう理解ですか。なるほど。わか

りました。 

 そうであれば、少し整理というか、検討の熟度が若干足りないなという感じもしますの

で、その辺りは、スケジュールありきではなくて、それなりのしっかりとした検討がされ

た上で審査をするほうがいいなとは思います。 

 それから、あと、今の説明は、水素爆発が起こり得る全ての貯槽に対して対策を講じる

と、こういうような方針だということなんですけれども、先ほど幾つかの質問にもありま

したように、じゃあ、対象にどれぐらいの時間が、余裕があるのかというところが、これ
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は次の有効性のところだとは思うんですけど、これが非常に重要になってくるということ

ですので、そういう意味では、水素の発生量、それから発生の速度をどういうふうに見込

むのかというところが、恐らく一番技術的には大きな論点になってくるんだろうと思いま

す。今日は、そこのところに立ち入っていないので、次回以降、水素の発生量について十

分説明をいただいて、対策の有効性を考えていくと、それから審査をするということにな

ると思いますので、そこのところはよろしくお願いしたいと思います。 

○田中知委員 ありがとうございました。あと、いかがですか。 

 どうぞ。 

○片岡チーム長補佐 規制庁の片岡です。 

 こちら側から何回か指摘しておりますけれども、これまでの日本原燃の対応を見てます

と、ヒアリングを境に方針がころっと変わるというようなことがたびたび発生していて、

本当に十分な検討が行われているのかということについて疑問を感じている部分があると

ころでございます。 

 どうしてこういうことになっているかというと、本来は申請があった上での審査という

ことなんですけれども、現在どうなっているかというと、重大事故に関しては抜本的に見

直しをされているにもかかわらず、申請自体は、まだ補正されていなくて、今後こういう

ような補正をしますというようなことで御説明を小出しにいただいていて、こちらの出方

を見て修正するような形になっているということだと思います。 

 さっきも200Lの話でありましたけれども、2月に補正した内容が書いてあるんだけれど

も、実際は、その考え方はもう変わっていてという話がございました。 

 ということなんで、こういうことにならないように、なるべく早い段階できちんと全体

を補正で出していただけないかということを考えておりますが、いかがでしょうか。 

○日本原燃（越智副事業部長） 本日の説明並びに今までの我々の対応でちょっと不備が

あったところは申し訳なかったというふうに思っております。 

 それで重大事故をこういう形で、今、検討を進めておりまして、補正については、でき

るだけ早い時点で補正は出させていただきたいと思っています。 

 ただ、今回、重大事故についてもまとめてこういう形で御説明させていただいておりま

すけど、その中で、この部分はちゃんと補正するんだと、重々、規制庁さんから言われま

したように、どこを我々に約束してくれるんだというところは明確にして、そこは補正を

確実にしますということで進めさせていただければと思います。よろしくお願いいたしま
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す。 

○片岡チーム長補佐 結局、補正申請書が出て、それをベースに再度また最終的に確認し

ないといけないので、審査会合でこういった形でずっと説明されても、またもう一回、申

請書を見てやらないといけないということになるんで、効率的にも問題があると思うので、

その辺、対応をお願いしたいと思います。 

 今、それぞれの重大事故について入り口部分を中心に御説明をいただいているわけです

けれども、重大事故対策の主要な部分は、先ほど来出てます、今後の有効性評価の御説明

だというふうに思っております。 

 それの中ではソフト的な対応として実現可能性などが主要な論点になりますので、今ま

でのようにころころ説明が変わるようなことにならないように、しっかり会社として検討

された上で御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○田中知委員 よろしいですか。 

 いろいろと御意見、あるいは、それに対する対応と説明があったところでございますが、

今後、次回以降なんでしょうか、有効性評価の話が出ていく。その中で、いろいろと重要

な論点について説明がありというふうなことだと思いますが、ちょうど、どなたかが言っ

てましたけど、どれぐらい水素がたまるのか、あるいは、それが測定できるのかとか、結

構重要な点かと思いますので、よろしく御検討いただけたらと思います。 

 また、もし水素爆発が起こったときに、セルとかセル内の機器がどこまで破損するのか

というふうなことについても説明いただくと全体像がわかるのかと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 ほかは、よろしいですか。 

（なし） 

○田中知委員 じゃあ、ほかにないようでしたら、再処理施設の審査については本日はこ

こまでということにさせていただきたいと思います。 

 一旦休憩して、出席者の入れ替えの時間といたしますので、10分の休憩でいいかと思い

ますので。 

○長谷川チーム員 35分から。 

○田中知委員 35分から。はい。35分からにしたいと思います。 

（休憩） 

○田中知委員 では、審査会合を再開いたします。 
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 ここからはMOX燃料加工施設に関する審査を行います。本日は、内部火災と竜巻につい

てであります。 

 まずは、火災等による損傷の防止について、日本原燃のほうから説明をお願いいたしま

す。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 それでは、資料の2番に基づきまして御説明させていただきます。 

 まず、資料をめくっていただきまして、3ページになります。 

 こちらは、火災防護設計の基本方針ということで、MOX燃料加工施設の火災、それから

爆発の防止に対する基本的な考え方をここでまとめさせていただきました。まとめるに当

たりましては、まず、火災・爆発の発生防止、それから、火災の感知・消火、それから火

災・爆発が発生した際の影響の軽減と、こういう観点でまとめております。 

 まず、最初の火災・爆発の発生の防止につきましては、こちらに記載のとおりの対応を

行うということを考えております。 

 燃料加工建屋ですと、不燃性又は難燃性の材料を使用するですとか、それから、可燃性

物質につきましても不燃性又は難燃性の材料で覆って火災の延焼を防ぐ設計としますです

とか、それから、グローブボックス内に可燃性物質を持ち込むという場合には、もう必要

以上の可燃性物質は持ち込まないと、こういった対応を行うことで火災・爆発の発生を防

止するということを考えております。 

 それから、続きまして、火災の感知・消火につきましても、こちらに記載のとおりの対

応を考えておりまして、燃料加工建屋、それからグローブボックスですけども、火災感知

器、それから消火設備をきちんと設置をするということを考えております。 

 それから、もう一つは、火災につながるような異常を早期に発見できるように日常の巡

視点検、それから監視を行うと、こういった対応を考えております。 

 それから、もう一つ、火災・爆発が発生した際の影響の軽減につきましては、耐火壁、

防火扉、防火ダンパ等を適切に組み合わせまして火災の拡大を防止するということ。それ

から、万一、火災の拡大のおそれがあるという場合には、給排気系の停止が必要と判断し

たものはとにかく止めるということで、火災の拡大の防止を図るということを考えており

ます。 

 続きまして、4ページ目になります。 

 こちらにつきましては、安全上重要な施設の考え方につきまして、火災防護設計に関連
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するものをここでまとめさせていただきました。 

 上から二つ目の項目になりますけれども、安全上重要な施設のうち、グローブボックス

の排風機、それから非常用所内電源設備等、こういったものは機械の故障をした場合に安

全機能を損なうおそれがある、それから保守、それから補修時にはその機能を停止させな

ければいけないと、こういったものにつきましては予備機を設けるということを考えてお

ります。そして、その本機と、それから予備機の間には離隔した設計をすると、こういっ

た対応を考え、設計しております。 

 それと、これらに関係する盤につきましても独立もしくは回路から構成させるというこ

とで、物理的・電気的には分離をするということを考えております。また、ケーブルにつ

きましても、やはり同じように分離を行う設計をするということを考えております。 

 それから、こちらは資料に記載してないんですけども、安全上重要な施設のグローブボ

ックス、こちらにつきましては、4月27日の審査会合で、グローブボックスの耐震クラス

がBクラスということについて御指摘をいただいておりました。 

 この対応につきましては現在検討中ではありますけれども、MOX粉末、それからペレッ

トを取り扱う安重のグローブボックス、こちらの耐震性を向上させる。それによって、こ

の信頼性を高めるといった対応を進めているということでございます。 

 こちらにつきましては、正式に決定次第、またこの場で御説明をしていきたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、6ページになります。 

 こちらに、(2)番としまして、新規制基準を受けた追加対応ということで、今回の新規

制基準を踏まえて、施設としてどういう追加対応をしているかということをまとめており

ます。 

 まず、一つ目としましては、グローブボックス等の設備・機器につきましては、不燃性

材料又は難燃性材料と使用するということで対応を図っております。 

 従来の要求ですと、これは可能な限りというところもありましたけども、今回は新規制

基準を踏まえて、不燃性材料又は難燃性材料を使用するということで変更しております。 

 それから、もう一つですが、このNFPA801を参考として追加対策を行うということで、

一つ目のところは、やはり同じようにグローブボックスの難燃化対策、それから、もう一

つは、安全上重要な施設の安全機能を適切に維持できることを確認するということで、火

災ハザード解析を行う。これによって、火災防護設計の妥当性を確認していくということ
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を対応しております。 

 続きまして、8ページになります。 

 これは従来の要求、指針、「MOX指針」、それと新規制基準の解釈、これを踏まえて、

当社としてどういう対応を行っているかというところを記載しております。 

 具体的な内容は、先ほど基本方針で御説明したとおりのところで具体的な記載をしてい

るというものになっております。 

 1枚めくっていただきまして、10ページになります。こちらが先ほど御説明したとおり

ですけれども、このNFPA801を参考としまして、施設の火災防護設計のより一層の強化を

図るということで、追加対策を行うということでまとめております。こちらにつきまして

は、後ほど、また3ポツのほうで詳しく御説明していきたいと考えております。 

 続きまして、13ページになります。 

 こちらも、先ほど御説明したとおりですけれども、グローブボックス等の設備・機器に

ついて、不燃性材料又は難燃性材料を使用するという、この新規制基準の要求を受けまし

て、13ページですけども、核燃料物質を取り扱う設備・機器について、遮蔽材として用い

る可燃性樹脂、これは一部遮蔽材が可燃性樹脂となりますけれども、こういった場合は不

燃性又は難燃性の材料で覆う設計にするということを考えております。 

 それから、もう一つですけれども、安全上重要な施設に使用するケーブル、こちらにつ

きましては、IEEEの規格相当の耐延焼性のもの、それからUL規格、これにつきましても適

用させるということで変更を考えているところでございます。 

 続きまして、14ページになります。 

 14ページ～16ページですけども、こちらにつきましては、主に水素ガスを用いる焼結炉

に対する火災防護設計の考え方をここでまとめております。 

 それから、続いて、17ページになります。 

 こちらは火災警報、それから消火設備の設置の考え方について記載をしているというも

のでございます。適切に消火設備を設ける、それから、警報については現場の制御室、そ

れから中央監視室に警報を発する設計とすると、こういったことをこちらでうたっており

ます。 

 それから、続きまして、19ページと20ページになります。 

 こちら黄色いハッチングをしておりますけれども、こちらは新規の要求、従来「MOX指

針」と、それから「事業許可基準規則」で要求事項がかわっているというところでござい
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ますが、こちらにつきましては既に設計で対応済みと、既許可の中で対応しているという

ものをこちらでまとめております。 

 この中で1点、20ページですけれども、明確に、これまで申請書に記載していなかった

ところで、先ほど御説明しました安全上重要な施設の火災源となる場合、こちらにつきま

しては予備機を設ける設計とするということで、これはこれまで申請書にきちんと明記を

していなかったので、きちんとこれは記載していきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 続きまして、21ページになります。 

 こちらも、もともと設計で対応できているというところでございますけれども、一番下

のところ、この二酸化炭素消火装置につきましても、窒素効果によって非常用発電機の安

全機能を損なわない設計とすると、こういったことを今後きちんと記載していきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 続きまして、22ページ以降、こちらにつきましてはNFPA801を参考とした火災防護対策

についてまとめております。 

 1枚めくっていただきまして、23ページになります。 

 まず、当社として、NFPA801、この中身をまず確認させていただきました。 

 その中で、今後参考とする必要があるものについてまとめております。 

 具体的には、この赤字で示したところにございますけれども、核燃料物質を取り扱うグ

ローブボックスの難燃化対策、それから、その下、遮蔽材の難燃化対策、それから火災ハ

ザード解析と、こういったものを参考にして対応するという必要があると考えております。 

 24ページになりますが、若干繰り返しになるところではございますけれども、じゃあ、

具体的にどういう対策をしていくかというところをまとめております。 

 まず、一番上のところですが、グローブボックス・窓材は難燃性の材料に変更するとい

うこと。それから、その下、可燃性の遮蔽材についても不燃性又は難燃性で覆うというこ

とで対応するということで考えております。 

 具体的な内容につきましては、めくっていただきまして、29ページを御覧ください。 

 右側のほうに絵がございますけれども、こちらがグローブボックスの構造の概要という

ことで断面を示しております。 

 薄い水色の部分、こちらにつきましては、これが閉じ込め部材となっていまして、これ

までメタクリル樹脂を使っていたというものになります。これを、このNFPA801、それか
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ら事業許可基準規則、こちらの要求を踏まえまして、難燃性の材料に変更するという、こ

ういう対応を行っていくということでございます。 

 それから、もう一つは、この少し濃い青い部分、これが遮蔽材としまして、これまで含

鉛アクリルを使っておりました。こちらにつきましては、グローブボックスの透明度、そ

れから強度、こういったものを考えまして、やはり含鉛アクリルを使用するということで

考えておりまして、そのかわりに被覆と難燃性材料を貼りつけると、こういったことで火

災の延焼を防止していくという対応を行っていくということでございます。 

 それから、ちょうど、この真ん中辺りに記載しているところでございますけれども、

NFPA801の要求は、じゃあどうなっているのかというところでございますけれども、

NFPA801では不燃性材料を使いなさいという要求がございます。 

 しかしながら、やはり同じように視認性、それから透明度・強度、こういったものを考

えて、やはりこの真ん中の点線で四角で囲ったような、こういう対応を行うことによって

我々と同じように難燃性材料を使っていくと、こういうことが認められているという状況

になってございます。 

 それから、もう一つ、30ページになります。 

 こちらの絵は、今度はグローブボックスではなくて、工程室内にある遮蔽体を置く場合。

こちらにつきましては、この黄色い部分が可燃性材料になっているというものでございま

すけれども、これも不燃性材料で覆ってしまうという対応をしております。 

 それから、一部この青い部分、これが覗き窓になっておりますけれども、これが、難燃

性材料でシートを貼りつけるということで火災の延焼を防止すると、こういう対策を行う

ことを考えております。 

 それから、また戻っていただきまして、25ページになります。 

 これは先ほど御説明したとおりですけれども、遮蔽体として不燃性・難燃性材料を使っ

ていくということ、それから、火災ハザード解析を行うということを、このNFPAの項目を

踏まえて対応していくということをまとめております。 

 続きまして、27ページになります。 

 こちらが、NFPA801を参考として火災ハード解析を行っていく。ただし、そのときにど

ういうふうにやっていくかというところでございますけれども、これにつきましては「原

子力発電所の内部火災影響評価ガイド」、これを参考として火災区域を設定して、その上

で評価をしていくと、こういった方針で考えているというところをまとめております。 
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 続きまして、32ページになります。 

 こちらが、このNFPA801で火災ハザード解析の評価手法というのは限定的ではない、さ

まざまな手法が許容されているということを踏まえて、先ほど、火災影響評価ガイドを用

いますということで御説明したところでございますけれども、自治体の評価に当たりまし

ては、例えばグローブボックスを火災源の影響の範囲、それから実際にグローブボックス

と、それから火災源の影響の範囲、こういったものの位置関係を確認しながらグローブボ

ックスの安全機能が損なわれないことを確認していくということを考えております。 

 それと、もう一つは、冒頭で御説明した予備機、こちらについては火災ハザード解析を

行って、本機と予備機が同時に延焼しないと、こういったものを確認していく。これによ

って火災防護設計の妥当性を確認していくと、こういう評価を行うということを考えてお

ります。 

 続きまして、33ページになります。 

 33ページ～36ページですけども、グローブボックスの中、それから焼結炉、それからグ

ローブボックスの外、その場所でどのような火災防護設計をしているかということをまと

めております。火災ハザード解析によりまして、これらの設計の妥当性を確認していった

ということでございます。 

 続きまして、38ページになります。 

 火災ハザード解析を行っていくに当たって、火災の区域、それから火災区画の設定の考

え方をこちらでまとめております。 

 火災区域につきましては、建屋にまず火災区域を設定するということ。それから、安全

上重要な施設を設置している部屋ごとに火災区域を設定していく。そこでハザード解析を

行って、ほかの火災区域に火災が伝播して安全機能が喪失しないことを確認していくと、

こういう評価を行っております。 

 それから、残った部屋ですけれども、こちらにつきましては火災区域として設定をして

おります。こちらにつきましても火災ハザード解析をやりまして、ほかの火災区域内にあ

る安全上重要な施設の安全機能に影響を及ぼさないということを確認していったというも

のでございます。 

 続きまして、40ページになります。 

 40ページでは、施設内で想定される火災源のリストをまとめております。これらを火災

源として火災ハザード解析を行っていったというものになっております。 
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 続きまして、41ページになります。 

 41ページ、それから42ページですけれども、ここでは隣接する火災区域、その隣に設置

している火災区域への火災の伝播をどう考えるかというところをまとめました。 

 グローブボックスにつきましては、十分な火災防護設計をしているというものでござい

ますけれども、ただ、MOX燃料加工施設では、火災区域を貫通したグローブボックスがあ

るということになります。このため、そういう状況でございますので、隣の火災区域に火

災が伝播するものとして評価を行っていったというものでございます。 

 それから、43ページ、44ページ、こちらにつきましては、実際の火災評価、火災源の位

置を特定するですとか、それから、評価対象の位置から火災が発生した場合に、評価対象

に火災が伝播しないことを確認するという、この具体的な評価の方法・仕方をまとめてお

ります。 

 それから、46ページ以降、こちらにつきましては、火災区域・火災区画の配置図となっ

ておりますけれども、防護上の観点というところからマスキングさせていただいたという

ものございます。 

 御説明は以上です。 

○田中知委員 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対しまして、規制庁のほうから何かござい

ますか。 

 どうぞ。 

○三浦火災対策室長 規制庁、三浦です。 

 今、御説明いただいた中身の話につきまして質問したいことがございまして、まず、今

回の新たに行う重大な柱の一つとして、火災ハザード解析を実施するということについて

いろいろと御説明いただきましたけれど、まず、その火災ハザード解析で何を確認するの

かということについての意図を確認したいんですが。 

 32ページですが、その火災ハザード解析のやり方として、「火災が発生しても安全上重

要な施設の安全機能が損なわれないことを確認する」というふうに書かれてますけれど、

この趣旨としては、火災ハザード解析の結果の何を確認するかということについては、事

業許可基準規則で言うところの火災又は爆発の発生を想定しても、臨界防止、閉じ込め等

の機能を適切に維持できることと、そういう中で一部が損なわれることがあっても十分な

臨界防止、閉じ込め等の機能が確保されるというふうに、こちらの規則では書かれており



40 

ますけれど、これについては、基本的に、これを判断するに当たっては閉じ込め等の機能

が確保される、機能を損なわないというところで、火災ハザード解析の判断をするという

理解でよろしいでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 今の点はおっしゃるとおりです。 

 MOXにおいて、まず閉じ込めが重要というところがありますので、まずグローブボック

スの閉じ込めを守るということで、そこに火災区域を設定する。そして、火災ハザード解

析を行って、グローブボックスの閉じ込め機能が破られないことを確認するというもので

ございます。 

 それと、御説明の中で申し上げた予備機です。閉じ込めをするに当たって、例えばグロ

ーブボックス排風機ですとか、非常用発電機、こういったものは予備機を設けております

ので、火災が発生して、それらが同時に機能喪失することがないということを確認してい

くというものが、このハザード解析の目的と考えております。それによって閉じ込め機能

をきちんと維持するということになっております。 

○三浦火災対策室長 それに関連しての質問なんですが、スライドの27ページのほうに、

NFPA801との対応のほうで、一つは、HEPAフィルタについては「火災による影響を受けな

いことを火災ハザード解析により確認する」というふうに書いてありますけれど、あとも

う一つ、そこの部分に置いた固定式消火設備の装置、特に、6.1のほうも、さらにその下

のほうでも固定式防火設備を追加的に設置するということが書いてありまして、固定式の

消火設備を設けるか、設けないかということについても、火災ハザード解析によって確認

していくという考え方を示されてますけれど、この火災ハザード解析において、固定式消

火設備を設置するかしないかというような判断というのを、具体的にどういうふうに行っ

ていくかということにつきまして、説明をお願いいたします。 

○日本原燃（田巻副長） 日本原燃の田巻でございます。 

 ハザード解析におきまして、まず評価対象とする安全上重要な施設、具体的には、ここ

で言うとHEPAフィルタ等でございますが、そのHEPAフィルタの最高使用温度とか、そうい

ったものを目安にしまして、この火災ハザード解析を行って、このフィルタが火災によっ

て損傷するか、しないかを、まずは評価を行う。 

 その評価を行った結果、オーケーであればよろしいんですけれども、もしNGということ

でありましたら、そのHEPAフィルタを損傷させる可能性のある火災源に対して固定式消火
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設備を設けるとか、あとは、ほかにも火災源となる機器をほかの場所に移してしまうとか、

ほかの手段もあり得るとは思いますけれども、そういうHEPAフィルタを損傷させるような

場合には、防護対策の一つとして消火設備を追加して火災によって施設の安全機能が損な

われないというように対策をするというふうに考えております。 

 以上です。 

○三浦火災対策室長 規制庁、三浦です。 

 今の、まず火災ハザード評価をした上で、それでその評価の結果が、この安全機能が損

なわれるということであれば、その固定消火設備を設置するというような御説明ですけれ

ど、そもそも一番最初の段階の評価としては、消火手段にはある程度期待するという考え

方で、例えば手動消火等である程度消火されるという前提で評価するんでしょうか。それ

とも、そこはもう消火手段は期待しないような形で評価をした上でやっていくというのが

基本的な考え方なんでしょうか。 

 その辺りを確認したいと思いますが。 

○日本原燃（田巻副長） 日本原燃の田巻です。 

 我々のハザード解析で参考としているガイドの考えに従いまして、まずは消火手段につ

いては期待しない。すなわち火災源となるリスクのあるものについては、まずは火災が起

こるという前提で評価を行うということで進める考えでございます。 

 以上です。 

○三浦火災対策室長 はい、ありがとうございます。 

○田中知委員 あとは、いかがですか。 

○津金チーム員 規制庁の津金です。 

 火災の防護設計の基本的な考え方について整理していただきたい旨の指摘をヒアリング

で行っておりまして、本日の説明では、その整理した内容をお聞きしたというところです

けれども、総合的に見て、原燃の火災防護の方針というのは、まず発生の防止、続いて、

発生した場合には確実な検知、さらに、発生した火災の迅速な収束ということであり、火

災は、限定された空間である火災区域、グローブボックスに閉じ込めるということでよろ

しいでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 今の点につきましてはそのとおりでございますけれども、ただし、あくまでも公衆への

影響を考慮してますので、まずは安全上重要な施設の中のグローブボックスですとか、そ
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ういったところをきちんと閉じ込めていくということを考えております。 

 これは、例えば外的要因とか、そういったものございますので、その辺を考えたときに

は、まずは安全上重要な施設のところの信頼性を高めて、そこをきちんと守っていくとい

うことで考えております。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 今の御説明ですと、火災区域についてもグローブボックスについても、まずは安全上重

要なところについては優先的にやるけれども、多少そのグレードは下がるようなところも

あるという認識でよろしいでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 今の御説明は少し表現がよろしくなかったかなと思っておりますけれども、あくまでも

公衆に対しての影響という観点で見ますと、建屋内できちんと核燃料物質は漏えいしない、

閉じ込めるという観点で考えております。そういった意味では、安全上重要な施設であっ

ても、そうでない施設であっても、きちんと核物質は建屋内で閉じ込めをするということ

で考えております。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 今の御説明も踏まえて、グローブボックスと火災区域といったものについて質問させて

いただきます。 

 まず、グローブボックスについてですけれども、先ほど来、説明がありましたとおり、

基本的に不燃性材料または難燃性材料を使う、それを使用する設計とするということで、

まずは燃えないということはあると思うんですけれども、この中で、先ほどの説明で、仮

に火災が発生した場合に備えて、グローブボックス内には火災を早期に発見できるよう火

災感知器を設置する設計とするとありますけれども、これは全てのグローブボックス内に

設置されるものなんでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 はい。今の点はそのとおりでございます。全てのグローブボックスの中に2種類の火災

検知器を設置するということで対応しております。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 もう一つ、自動消火装置についても同様に全てのグローブボックスに設置するというこ

とになるかと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○日本原燃（田巻副長） 日本原燃の田巻でございます。 
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 御質問に対する回答ですけれども、全てのグローブボックスに消火設備はついておりま

すが、消火ガスの噴出口が全てのGBについているわけではございません。 

 グローブボックスは基本的に連結されておりますが、幾つかのグループにグローブボッ

クスを分割しておりまして、そのグループごとに、どこかのグローブボックスからガスを

放出するという設計でございます。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 今の御説明ですと、連結されているグローブボックスは、その一つを、その連結されて

いるものを一つの空間として扱って、消火設備の噴射口を一つしかつけないという、そう

いう理解でよろしいですか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 個数は、どこのグローブボックスの中で一つかとか二つかというよりも、まずグローブ

ボックスのどこの場所で火災が起こったとしても、それをきちんと消火するということを

考えて噴出口を設けていくという考えで対応しております。 

 それが結果として、一つのグローブボックスに一つなのか、それとも二つのグローブボ

ックスに二つなのか、それとの配置を考えながら設計していくという形になっております。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 そうしますと、先ほどグローブボックスで火災を閉じ込めるというお話だったんですけ

れども、連結されたグローブボックスについては、連結されたものは全てに火災が広がる

可能性はあるけれども、最終的に境界があって、そこから先に火災は進展しないという、

そういうことでよろしいですか。 

○日本原燃（田巻副長） 日本原燃の田巻でございます。 

 グローブボックスを介して火災が伝播するというのは、なかなか現実ないだろうとは思

っておりますけれども、グローブボックスで火災があった場合には、ちょっと繰り返しに

なりますけれども、そのグループのグローブボックスの全てに消火ガスが充満するように

消火ガスを出すという設計でございます。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 一応、今の点については、連結されているものについては連結された状態のままで消火

設備が働くことになるので、必ずしも一つ一つのグローブボックスに全ての消火設備の噴

出口があるわけではないということの説明ということでよろしいですか。 

○日本原燃（田巻副長） はい。噴出口からガスが出まして、そのグループの中にガスが
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充満するようにガスの放出量と放出時間を計算して、さらに余分なガスの放出時間も考慮

しておりますけれども、そういう消火対応を行う設計でございます。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 グローブボックスについては今、確認しましたけれども、続いて、火災区域について確

認します。 

 MOX燃料加工施設には火災感知器を設置するとされていますけれども、これは全ての火

災区域に火災感知器を設置するということでよろしいでしょうか。 

○日本原燃（田巻副長） 日本原燃の田巻です。 

 全ての火災区域に火災検知器を設置します。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 そうすると、火災区域のほかに火災区画というものも設けられておりますけれども、火

災区画についても火災感知器を設置するということでよろしいでしょうか。 

○日本原燃（田巻副長） 日本原燃の田巻です。 

 そのとおりでございます。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 一方、消火設備についてもMOX燃料加工施設内には消火設備を設けるとしているんです

けれども、これは、同様に全ての火災区域・区画に消火設備を設置するということでよろ

しいでしょうか。 

○日本原燃（田巻副長） すみません。もう一回おっしゃっていただけますか。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 失礼しました。MOX燃料加工施設内には消火設備を設置するということとされておりま

すけれども、全ての火災区域、火災区画に消火設備を設置するということでよろしいでし

ょうか。 

○日本原燃（田巻副長） 日本原燃の田巻です。 

 消火設備につきましては、基本的に工程室内には消火器がございます。あと、廊下等に

は消火栓等もございまして、あと、非常用発電機等、消防法に基づいた消火設備をつけて

おります。ですので、全ての区域に消火設備が何らか設けられているということでござい

ます。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 消火設備そのものは自動消火設備なのでしょうか。 
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○日本原燃（田巻副長） 日本原燃の田巻です。 

 消火設備ですけれども、二酸化炭素等の消火設備は自動で放出する設計でございますが、

消火器については当然自動のものではございません。人間が手動で作動させるものでござ

います。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今の津金の質問なんですけど、もう一回、再確認したいんですけど、火災の感知器とか

消火設備なんですけど、一部屋一部屋、区画ごとにあるのかという、そういう基本的には

質問。 

 なぜそういう質問をしたかというと、ある区画ごとに限定的に閉じ込めるというのが原

燃の基本的な考え方であるというのを最初におっしゃってあるということは、ピンポイン

トで部屋をちゃんと特定できて、その部屋でちゃんと閉じて対応ができるのかというとこ

ろの確認をしたいということなんです。 

 今の申請書、いただいている過去の既存の申請書とか既許可の申請書、それから今出て

いる申請の中では、どこに何がついているか具体的には全くわからない。 

 今日の説明においても、つけます、つけますとか、やりますというのはいっぱい書いて

あるんだけど、どこにどう配置するかというのが特定できるような位置までがきちっと説

明されていないので、こういう質問を一個一個確認させていただいているんですけれども。 

 その点において、区画ごとなのか、そうでないのかというのをはっきりさせていただき

たいんですけれども。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 今の御指摘の点、確かに、つけます、つけますということだけ書いている、御指摘のこ

とは、そのとおりかと思います。 

 それで、実際にどうやって火災検知器をつけるかというところは、消防法等に基づいて

必要な箇所につけていくとなりますので、例えば火災区域に一つですよとか、決してそう

いうものではございません。必要な範囲に適切につけていくという形になっております。 

 それはきちんと消防法に基づいてつけていくという形になりますけども、今の点で、確

かに、ただ「つけます」というだけではよくわからないという御指摘を踏まえまして、も

う少し今後、どういう書き方にするかというのはもちろんありますけれども、少し記載を

充実させるという方向で考えていきたいと思っております。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 
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 それはそれできちっと書くということは当たり前なので、それはそうしていただく必要

あると思いますけど、質問の意味として、今説明が足りてないのが、区画ごとにはないと

いうのは、あるエリア、ある区画が、多分さっきみたいに共通的に三つ分とか四つ分の区

画をどこかの検知器が共用しているみたいなイメージになってくると思うんですけど、部

屋を、人間が要は消火しにいくというのが、多分これは施設の特徴も含めて、そういう人

間の対応ということで、要するに部屋の特定をちゃんとできるのかというところが、次の

重大事故なんかも考えたときに非常に重要。 

 自動ではないので、部屋が特定できない限り適切に消火に行けるかとかというのをちゃ

んと考えないといけないんですけど。 

 その点において、消防法だけ満足できればいいのかという別の問題だと思ってるんです

けど、その点の検討というのはどうされたんでしょうか。 

○日本原燃（高田課長） 日本原燃、高田でございます。 

 御質問の件につきましては、消防法だけでは足りないところもあるということで、各室

で想定される火災を考慮いたしまして、盤が多い部屋とか、そういうところについては検

知器を消防法に求められている以上のものを追加でつけるというような形で、全て検知で

きるような形で設置する予定でございます。 

○日本原燃（石原課長） すみません、日本原燃、石原です。 

 ちょっと状況だけ整理をした上で、認識が違っていると困るのであれですが。 

 前にもヒアリングで御指摘を受けていて、発電所であるとか再処理施設がやった火災区

画・火災区域の考え方と、今のMOX燃料加工施設がやっている火災区域・火災区画の考え

方が若干ずれているところがある。そこは整理して説明するようにという御指摘を伺って

いながら、そこを整理した上で説明できていないところがあるので、まず、御存知のとお

り原子炉もそうですし、再処理施設は特に有機溶媒を使っていて危険物を抱え込んでいる

部分がありますので、設計で基本的に小部屋、小部屋をなるべく区切るということで限定

してきてます。 

 そういった意味で、火災区域・火災区画の設定というのは、その建物の構造である程度

担保できているということです。 

 一方、MOX燃料加工施設の場合は、そういった危険物の取り扱いというのはほとんどな

いということで、この火災区域・火災区画の考え方を御説明させていただいているのは、

今回の火災影響評価をするために、新たに設定したというのに近い考え方になっている。
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そもそも消防法なりなんなりで火災区域を設定しなさいという前提がないところで、今回、

その内部火災の影響をやるために、この火災区域・火災区画を設定して評価をしている。

その辺で、入り口が若干違うところがあるというのが、まず大前提です。 

 ただ、今ほどから御指摘があるとおり、火災が発生したら限定した区域に閉じ込める、

これは第4条とかでも、3条ですか、閉じ込めのところにもあるとおり放射性物質は限定さ

れた区域に閉じ込めろというのが原理原則ですので、火災によってある影響範囲が広がっ

てもいいかというと、それはまた別問題ですので、そういう意味でグローブボックスが一

番、今回のMOX燃料加工施設にはリスクのポテンシャルとして一番高い。 

 したがって、そこを早く検知し、消火をするためにグローブボックスの中に特別に検知

系なり、消化系を持っているというのが基本概念だと思っています。 

 ただ、今回、特に火災区域・区画のところ、エリアが、そういう意味ではマスキングに

なってますので、あまり細かいことは御説明できませんけど、ある意味、またがったとこ

ろを分断して火災区域を設定してあるところがあります。ここの火災区域の設定している

のが妥当かどうかというのは、恐らく日本原燃としては説明しなければいけない範囲だと

思います。 

 ガイドをそのまま使えば、当然、3時間耐火ができるということで、火災区域はエリア

を限定できるというのがもともとありますので、そういった意味では、その考え方に基づ

いて火災区域の設定はしていると思います。 

 ただ、そういった意味で、ただ火災が起こったときに伝播するのかどうかという考え方

もちゃんと考えた上で火災区域を設定しているんですかというところは、今御指摘の多分

根本にあるところですので、そこはしっかりと説明できるように整理をさせていただく。

ただ、そういうことを考えて当然やっているはずですので、そこを整理させていただいた

上で説明させていただきます。 

○田中知委員 いかがですか。 

○平野チーム員 規制庁、平野です。 

 火災が起きたときの運用というか対応について確認させていただきたいんですが。 

 3ページのところで、冒頭のところで説明として、火災・爆発があったときに、給排気

系を止めますと、拡大のおそれがある場合と書いてあって、それがどういうものなのかと

か具体的なところはなかったんですけれども、給排気を停止して、火災の拡大防止を図る

というふうなことがあった、それだけ触れられてたんですけども、それ以上の説明は特に
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なかったところなんですけれども、火災時にその給排気系は特別な運用をするのか、それ

とも火災の拡大のおそれがないとなるならば、そのまま使っているのか、その辺のところ

の運用について、ここをまず説明いただけないでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 今の点につきましては、3ページの下から二つ目のところです。この火災の拡大という

ところの御質問かと思いますけれども、まず、施設としては、とにかく不燃性材料・難燃

性材料を使う、可燃物は極力置かない、ある場合には金属製の容器におさめるとか、そう

いう十分な安全対策を行っているというのが、まず一つあります。 

 その上で、じゃあ火災が発生したらどうするかというと、工程室の中には、とにかく作

業員が現場に駆けつけるという形になりますので、そこでまず初期消火をするというのが

大前提となっております。そのために消火器を多数配置するとか、大型の消火器も配置す

るとなるんですけども、じゃあ、これがどんどんどんどん火災が拡大したらどうなるかと

いうこと。それは、とにかく、まず第一に核物質を閉じ込めなきゃいけないというところ

がございますけれども、本当に火災がどんどん大きくなってきたという場合には、それは、

とにかく換気も止める、とにかく閉じ込めてしまうということを考えているというもので

ございます。 

 具体的に、じゃあどういうふうなときに、どういう判断で止めていくかというところに

つきましては、これは、例えば後段のところで、きちんとどういう運用をしていくかとい

うのは御説明していきたいなというふうに考えているところでございます。 

○平野チーム員 判断材料のところで、後段で規制の関係もあるので整理するというふう

なことだったんですけれども、とりあえず運転をする場合と、しない場合があるというふ

うに理解したんですけれども、もし運転する場合というところで言いますと、――すみま

せん、規制庁の平野ですけれども――先ほど火災ハザード解析で、フィルタが熱的にはも

つんだというふうなことを確認していますという説明だったかと思うんですけども、火災

が起きた場合というのは、煙で温度も出るかと思うんですけど、そもそも煙でフィルタな

んか――フィルタの健全性を確認しているという説明に対してなんですけども、煙とかば

い煙とかも出るかと思っていて、そういうふうなところについても、きちんと健全性を確

認した上で、排気系、給排気系運転継続するというふうなことが確認された上でそういう

運用をするというふうなことになっているのかどうかということを説明していただけない

でしょうか。 
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○日本原燃（田巻副長） 日本原燃の田巻でございます。 

 フィルタについての御質問なんですけれども、当然、フィルタは、火災が起こったとき

のばい煙、すすがどれだけ発生するかとか、そういった観点での確認も必要であろうと考

えておりまして、その確認をして、その機能喪失するかしないかをちゃんと確認して、そ

の結果に応じて運転についても適切な判断をしていくというふうに考えています。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 

 確認した上で運転停止に至る場合もあるという説明だったかと思うんですけども、じゃ

あ、今度、仮に運転を停止しますとなった場合というのは、火災自体がグローブボックス

の中の場合と、外の場合とがあるかと思うんですが、いずれにしても給排気系を止めてし

まいますと、空気の流れがなくなってしまうので、そこのところ、要はグルーブボックス

あるいは室内、この室内というのが、先ほどで言うところの火災区域になるのかどうかち

ょっとわからないんですけれども、そこに場合によっては核燃料物質を含んだような煙が

出ていくということが起こり得るというようなことかと思うんですけれども、そのような

漏れ出る場合も含めて、原燃の方針として限定された区域に閉じ込めるということである

のかどうか。 

 最初のところの基本的な考え方というのは、火災が起きて給排気系が動かない、停止し

てしまいますというようなときにおいても限定された区域に閉じ込めるということになる

のかどうかというところを説明いただけないでしょうか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 すみません、最初の御質問の回答が大分大枠な回答になってしまったところで、質問の

趣旨とだんだんだんだんずれてきているので。 

 まず3ページに書いてある、一番最初に、大上段に言っていながら、過去にその考え方

が理解しているのかと言われてますけど、一応、基本的には深層防護がまず大前提です。 

 という意味で、発生防止、拡大防止、影響緩和というのは全部ちゃんとセットしてやる。

かつ、機器があれば機器の中に火災は閉じ込める、さらにグローブボックスがあればグロ

ーブボックスの中に火災を閉じ込めるというのが基本原則です。ただ、そこで、じゃあ閉

じ込めるということが、まず火災影響評価ガイドで評価をして、マルだからといって、じ

ゃあそれ以上のことを考えないかと言えば、それは、さらにそれがだめだったときどうす

るかというのも考える。 

 基本的にはグローブボックスの中に閉じ込められれば、それはそれで閉じ込めの機能と
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しては担保できて、施設の外に物が出ることはないということなんですけど、万が一それ

以上拡大した場合、じゃあどういう手段があるかということは、じゃあその次の閉じ込め

はどこかというと、建屋で閉じ込めるというのが大原則であれば、そのための消火の手段

と言えば、消火の三原則は当然ですけれども、消すか、もしくは火災源になる空気を遮断

するかという話なので、それをやることによって、よりそれが拡大することを防止すると

いうことが最終手段としてはあり得ますという意味で、今ここに火災の拡大のおそれがあ

る場合にはということで書かせていただけるということでございます。 

 そういう意味では、そこをちゃんと順番にまず物事が流れていて、最終手段として、万

が一それが全て破られても建屋では確実に閉じ込めるという手段をとります。それまでに、

当然ながら時間猶予があれば核燃料物質は外に散らばらないようにグローブボックスの中

のものは片づけて、ちゃんと安定な状態にするというのもあわせてやられることが大原則

だと思っています。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 

 冒頭、火災防護に関しても深層防護の考え方だということがありましたけれども、そう

していきますと、基本的には深層防護で言うと前段否定で、それでも大丈夫ですと、安全

対策を講じられていますということを確認していくというか、措置が講じられているとい

うのが深層防護の基本的な考え方かと思っておりまして、そうしたときに、基本的には限

定された区域に閉じ込めるということを、どこまで深層防護じゃないですけれども、前段

否定を重ねたときに措置として考えているのかとか、そういうところを確認したくて、最

初の入り口として給排気停止するというところの説明があったので、そこを取っかかりと

して確認させていただきました。 

 今の説明ですと、最初のところの、火災が起きないようにしますとか、その辺のところ

は冒頭からも確認できているかと、説明いただいたとは思っているんですけれども、最終

的に火災が広がったときについてというのは、限定された区域に閉じ込める措置が講じて

いるという、具体的にどんな措置になるのかも含めて、講じられているのであるならば、

そこのところを説明いただけないですか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 今の御質問が、少し御質問の趣旨がわかりかねるところがあったんですけれども、御質

問は、火災が起こったときに、どこでどう閉じ込めるかということでよろしいでしょうか。 

○平野チーム員 最終的に建屋で閉じ込めるということなんですけども、その火災の程度
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が進展したときに、例えば防火ダンパみたいなものを含めてきちんとやるとか、その辺の

ところの措置としてどうなのかというのを説明いただきたいと思っています。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 まずはグローブボックスがありますので、そこで閉じ込める。さらに、そこからもし延

焼していったらとなると、先ほど申し上げた、まず工程室排風機、それから建屋排風機が

あるということで、そこの排気機能を生かして閉じ込めるというのはあるんですけども、

それがどんどん延焼していったとなると、まず、そこはもう完全に閉じてしまう。空気の

流れを遮断して建屋内で閉じ込めてしまうというふうな形で考えております。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 今いろいろと細かい部分の議論をしかかっているところではあるんですけど、今日の全

般的に今議論からすると、第5条の火災の損傷防止ということで、多分この5条というとこ

ろにかなり特化した説明を、これはヒアリングのときでも少しお伝えしていて、規則は多

分、各条文を一つこなせば、この5条をこなすと火災に対する損傷が防止できるかという

と、決してそういう構成にはなってなくて、そこに対する信頼性だとか、いろいろな、ほ

かの条文との関係というのが当然出てくるという話はしてあるという中で、今日も多分、

やりますと、さっきも申し上げましたけど、いろいろこの5条の要求事項というのは一通

りこういうことをやります、やれますというのは宣言していただいたということは理解し

ている。 

 ただし、そこに対する具体がほとんど今日は説明できてないんですよね。 

 先ほどの運用の部分についても、今後、保安規定なりに落としていく意味では、事業許

可の段階で一定程度の考え方を示す必要もありますし、それから、具体的な位置・構造・

設備という意味では、もっとより具体性を持ってやって考えていただく。それから、先ほ

ど安全上重要な施設とか信頼性という説明もありましたけど、それらが具体的にどの設備

がどう持っているのかというのについても、そういうところが明らかになってこないと多

分説明できないんじゃないかというふうに思ってます。 

 さらには、火災ハザード解析というのをやるということになってますけど、全体の安全

設計の妥当性というのは、設計基準事故という評価の枠組みとして規則の中ではやるとい

う、多分、その一助として火災ハザード解析というのが個別のパーツとして多分成り立っ

てるんだろうとは思うんですけど。 

 そういう意味では、多分これだけの説明では、十分な説明が火災全般に対してできてい
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るという状況に今はなってないと思いますんで、今回は5条と言ってますけど、火災の安

全設計・安全評価という意味では、総合的に、より具体性を持って説明をしていただかな

いといけないんであろうというふうに思っています。 

 さらに、このMOX施設というか核燃料の加工施設の一つの重要な閉じ込め機能をグロー

ブボックスなんかで持たせているという一つの特徴と、それから、ある程度の大空間の中

で人が介在してやるというのが、やっぱり再処理なんかとは違った部分で、大きなハザー

ドとして、論点として重要な部分であると思いますので、そこは丁寧に、かなり詳細な設

計の部分――詳細というのは、具体的なものとして、より本日よりも具体性を持って説明

をしていただく必要はあるということで、今後、今日の説明だけでは、簡単に言ってしま

うと我々が審査する上では不十分だと思っていますので、そこはきちっと今日のコメント

も踏まえた上で、一貫性というか体系的にきちっと説明をしていただきたいというふうに

思いました。それはいかがでしょう。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 今の御指摘の点は、確かにヒアリングの中でも、例えば設計基準事故のときはどうなの

かとか、そういうお話もいただいていましたし、それから、確かに人が介在していくとい

う点では、ほかと違うということを考えると、確かに物をつけるだけ、つけますというだ

けでは不十分というのは十分理解いたしましたので、今後、もう少しきちんと細かい内容

も詰めて、また改めて御説明したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○田中知委員 よろしくお願いします。 

 長谷川さんのほうから、まとめ的な話があってお答えいただけるかと。 

 私が気になったのは、JMOXの特徴の一つは、グローブボックスがたくさんあって、それ

が連結してるんですね。先ほど、基本的考え方として、グローブボックスの中に閉じ込め

ると言ったんだけど、じゃあ連結部分をどうするのか、連結しているところを場合によっ

たら閉じたほうがいいのか等々、特定化したような説明があっていいのかなということ。 

 もう一つは、アルゴン－水素の混合ガスを焼結しているところありますね。多分、焼結

装置はグローブボックスの中に入ってない、大きいやつですから、その辺に対する対策、

30数ページのところに若干書かれてましたけども、特徴をよく理解したような説明がもう

ちょっとあってもいいのかなと思いました。 

 火災関係は、よろしいでしょうか。 
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 じゃあ、次に行きたいと思います。 

 次は、外部からの衝撃による損傷の防止のうち、竜巻について、前回会合における指摘

について回答があると聞いておりますので、日本原燃のほうから説明をお願いいたします。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地でございます。 

 では、資料3番に基づいて御説明させていただきます。 

 まず、この資料3番ですけども、前回4月27日に一度御説明させていただきました。この

中で車両の取り扱いです。設計飛来物として車両をどう扱っているのか、飛来物防止対策

はどのように行うかと、こういった点で御質問をいただいて、それに対して少し整理が不

十分なところがあって、うまく回答できなかったというところがありまして、これをきち

んと今回は再処理との整合を踏まえてまとめてきたというものでございます。 

 それから、もう一点ですけれども、前回は再処理と同じタイミングで御説明していたと

いうところで、かなり再処理と同じですよということで、資料の検討の内容そのものを再

処理の資料に任せて省略していたというところがございました。 

 これにつきましても、MOXとして完結するような形できちっと資料を盛り込んできたと

いう、この2点の修正を行っております。 

 それでは、修正した内容に基づきまして御説明させていただきます。 

 まず、資料の2ページになります。 

 ここで、Ⅱポツとして、設計・竜巻の設定ということで、前回は設計上考慮する竜巻の

最大風速だけを記載していたというところでございますけども、今回におきましては、こ

れを再処理との整合も考慮して、きちんとどういう考え方で、この設計上考慮する竜巻の

最大風速を100m/sにしていくのかという、この考え方をここで記載を追記させていただき

ました。 

 続きまして、5ページになります。 

 5ページ、6ページですけども、こちらにつきましては、風圧力、それから気圧差等に対

する防護対象が何であるかという選定フローを使って、施設はどれに該当していくかとい

うところへ、フローを追加したという形で見直しを行っております。 

 続きまして、7ページになります。 

 7ページ、それから8ページ目も、竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設の選定の

考え方というものを追加いたしました。その結果としまして、8ページで、燃料加工建屋

に波及的影響を及ぼし得る施設が何であるかと、こういったところへまとめているという
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ものでございます。 

 続きまして、10ページになります。 

 こちらは、これまでも何度かこういった配置図はお示ししているところでございますけ

れども、竜巻防護施設を内包する施設として燃料加工建屋がどこにあるかというところを、

この敷地の全体の中でどこにあるかというのを明記したというものになっております。 

 続きまして、11ページになります。 

 11ページ～14ページまでですが、竜巻検討地域の設定としまして、竜巻の発生の地域分

布の把握ですとか竜巻検討地域の設定、それから、その妥当性を確認しているというもの

を追加しております。 

 続きまして、15ページになります。 

 15ページ～19ページまでになりますが、基準竜巻の最大風速を69m/sと設定した根拠と

しまして、過去の竜巻の最大風速がどのくらいかとか、それから、ハザード曲線から求め

る最大風速はどれかと、幾つになるかということをここで評価したというものになってお

ります。 

 続きまして、21ページになります。 

 21ページの記載そのものは、前回から特に変わりがないところでございますけれども、

前回御説明した際に、このプラントウォークダウンの意味について御質問を受けました。

そのため、今回、この左下のほうで、プラントウォークダウンというのが、これは再処

理・廃棄物管理施設に対して行われたものです。加工施設についても建設中なんですけど

も、再処理・廃棄物管理施設の試運転が10年ほど経過しているということを踏まえると、

MOX施設に対してもこれと同じものが十分に有効であるということを補足として追加させ

ていただいております。 

 それから、続いて、22ページになります。こちらにつきましても、前回からの修正点は

ございません。修正しておりませんけれども、前回コメントいただいた車両、こちらにつ

いては、まず、設計飛来物ではなく、固縛・撤去の対象ということで、これは再処理と同

じように考え方を整理しまして、まずは固縛・撤去の対象になるということをはっきりさ

せているというものでございます。 

 続きまして、23ページになります。 

 こちらは、竜巻防護施設に作用する荷重としまして、風圧力、気圧差、飛来物の衝撃荷

重、こういったものを考慮しますというものを記載をしているところでございます。 
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 それから、24ページになります。 

 こちらは、(1)番～(5)番のこういった施設に対して、どのような竜巻防護設計を行うか

ということの考え方をまとめたものになっております。 

 それから、続いて、28ページになります。 

 こちらは、設備への影響評価ということで、建屋の開口部についての防護の考え方をま

とめたというものになってございまして、このフローに従って評価していって、竜巻防護

の対象というところが、燃料加工建屋の非常用所内電源設備の開口部に該当しますという

ものをまとめております。 

 続きまして、29ページになります。 

 下段のほうですけれども、文言を少し追加させていただきました。設計飛来物の進入に

より安全機能に影響を与え得る開口部について、建物・構築物で進入を防止しますという

ことで、何をどう守るかというところを少しきちんと記載をしたというものになっており

ます。 

 それから、続いて、32ページになります。 

 こちらにつきましても、前回、再処理と同じという理由で記載を省略しておりましたけ

れども、飛来物となり得るものの管理方法をここできちんと記載をしたというものになっ

ております。車両については、退避・固縛を行うんですということを、きちっとここで記

載しております。 

 それから、33ページになります。 

 こちらも車両に対する手順について記載しておりますけれども、車両は固縛・撤去して

設計飛来物から除外するんだと。その上で、燃料加工建屋の壁厚を上回る車両に対しては、

飛来しない対策をとるんですということを明確にしております。 

 続きまして、35ページになります。 

 35ページ～39ページまでですけれども、車両に対する評価のフローをここで追加させて

いただいてます。これに従って、裏面剥離限界厚さと建屋の壁厚を比較する。その結果と

して、裏面剥離限界厚さ105cmを下回らないということをここで確認しているというもの

になってございます。 

 それから、最後、41ページになります。これが前回の御指摘いただいた点、コメントい

ただいた点になりますけども、車両に対してどう扱っているのか。再処理との相違を整理

して説明しなさいということで御指摘いただいておりました。 
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 こちらにつきましては、設計飛来物は何かといいますと、これは再処理と同じで、鋼製

材、それから鋼製パイプになりますというものです。車両については、じゃあどうかとい

うと固縛、それから撤去等を行いますということを明確にしております。 

 その上で、じゃあ飛来対策区域はどうなるかというところですけども、壁厚が燃料加工

建屋の外壁というのは、裏面剥離限界厚さを下回らないということを確認するということ

で、結果として、車両に対してMOX施設は飛来対策区域を設ける必要はないことを確認し

ているというふうになっております。 

 ただし、MOX施設ですが、再処理と同じ敷地にあるということを考慮して、車両に対す

る運用の手順はきちんと整備していくということを考えているということで回答させてい

ただきます。 

 御説明は以上です。 

○田中知委員 はい。ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの説明に対して、規制庁のほうから何かありましたら。 

 どうぞ。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 

 波及的影響のところで確認というか質問なんですけれども。 

 MOX燃料加工施設の区画にはエネルギー管理建屋というものがありまして、外部火災の

ところの説明において、そこに水素ガスの貯蔵容器が高圧ガストレーラーはここにありま

すと。爆発しても、それは上のほうに圧力が逃げるような設計になっているので外部火災

という観点では波及的影響はないという説明を、外部火災のときに受けています。 

 そういうふうに、水素ガスを含む建屋であるというふうなことに関しまして、エネルギ

ー管理建屋というのは、竜巻荷重を考えたときに耐える設計となっているのかということ

を、まず最初に説明いただけないでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 エネルギー管理建屋につきましては、この竜巻荷重、最大風速100m/sに耐えられる設計

かというと、決してそういう設計にはなってございません。 

 ただし、燃料加工建屋と、それからエネルギー管理建屋の間で十分な距離をあけている

という対策といいますか、そういう配置になっているということで、そういう設計になっ

ているというものでございます。 

○平野チーム員 規制庁の平野です。 
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 そもそもその外部火災のところの説明であると、建物の爆発があったときに圧力が上に

逃れる設計してるので大丈夫ですと。もし竜巻が来たときに、その前提が狂うとするなら

ば、そういうふうなことも含めて十分な離隔の距離がとられていて、加工施設に波及的影

響がないとなっているのか、単純に、資料だけ見ますと建物の高さと離隔距離の比較にな

っているので倒れない、倒れてもぶつからないという、そういうふうな評価で波及的影響

がないとしているのか、はたまた、水素ガス貯蔵容器があるというふうなことを含めて、

それが爆発したということを考えても波及的影響がない設計となっているのか。ちょっと

そこのところを説明いただけないでしょうか。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 今の御指摘の点は、8ページに記載のとおりですけれども、エネルギー管理建屋と燃料

加工建屋、エネルギー管理建屋の高さと、それから建屋の距離を考えて、転倒したとして

も、それは影響がないということを確認しているというものになっております。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

 ここの部分は、もっときちっと説明していただかないと、何が起ころうとなのか、よく

わかりませんけど、それが飛来物になったり、中のものが散乱、竜巻が起こったときの状

況を踏まえたときに、いろんなものが飛び散るような話になると、話がいろいろと次元が

変わってくると思うんですよね。 

 だから、そこを、ただこのぐらいの説明で大丈夫ですと言われても、まあ納得しがたい

ですよねということなんで、ここは詳細に説明していただいた上で、このエネルギー管理

建屋に対するなり、その波及的影響をどう回避していくのかという部分について、どう申

請書において担保していくんだというところまで含めて、きちっと説明していただきたい

と思います。 

○日本原燃（山地グループリーダー） 日本原燃の山地です。 

 御指摘の点は、よく中で検討して回答させていただきたいというふうに考えております。 

 一つ、ちょっと御説明が不足していたんですけれども、もともとエネルギー管理建屋に

ある、例えば水素ガス、ボンベ、こういったものは、もともと保安距離を保っているとい

うところがございます。ただ、だからといって、今の長谷川調整官の御質問に対する回答

にはならないんですけども、その辺も含めて、どういう対応をしていくかというところは、

申請書にどう盛り込んでいくかというところは検討させていただきたいと思っております。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 



58 

 若干、回答が質問と合ってなかった部分がありますので、整理をします。 

 まず、設計飛来物のところで飛来物を特定してございます。それはプラント内にあるも

のを仕分けた上で、これは固縛する、これは固縛し切れない場合は飛ぶというふうに評価

をするということで、設計飛来物の選定がそもそも妥当かどうかというところで、今御指

摘の点も踏まえて整理が必要だと。そこは選定をしている以上は、その選定の考え方は御

説明する必要がありますが、そこを整理してエネルギー管理建屋の位置づけは説明させて

いただきますということと、波及的影響を及ぼし得る施設というのは、これは高さだけで

すね。本当は高さだけで評価してますけど、本当にこの評価項目だけでどうかというとこ

ろについては、ガイドに基づいてやってはいるんですけど、とはいえ、建屋が安重のMOX

施設に比べて頑健性が保たれるというわけではないので、そこも含めて、波及的影響の評

価が本当にこの項目でいいのかどうかというのは説明責任はあると思ってますので、そこ

は検討した過程も踏まえて整理をして説明をさせていただきます。 

○田中知委員 はい。あと、いかがですか。あとはよろしいですか。 

（なし） 

○田中知委員 それでは、あとはないようですね。ちょっと今、何点かありましたけど、

よろしく御検討いただけたらと思います。 

 では、本件についてはよろしいでしょうか。もしよろしければ、本日予定されていた議

題は以上でございますが、今後の予定等について、規制庁のほうからありましたらお願い

します。 

○津金チーム員 規制庁、津金です。 

 今後の予定ですけれども、ヒアリングの状況を踏まえた上で次回会合を開催したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田中知委員 では、これをもちまして本日の審査会合を終了いたします。ありがとうご

ざいました。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第68回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年７月１７日（金）１０：００～１１：４１ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 石渡 明   原子力規制委員会 委員 

原子力規制庁  

 櫻田 道夫  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長 

 大村 哲臣  原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 森田 深   原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 片岡 洋   原子力規制部新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 大浅田 薫  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 内藤 浩行  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 御田 俊一郎 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 長谷川 清光 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 竹野 直人  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 反町 幸之助 原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 海田 孝明  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 佐藤 秀幸  原子力規制部新基準適合性審査チーム員 

 内田 淳一  技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波)付 技術研究調査官 

 宮脇 昌弘  技術基盤グループ安全技術管理官(地震・津波)付 技術研究調査官 

日本原燃株式会社 

 金谷 賢生  執行役員 再処理事業部 副事業部長 

 蒲池 孝夫  再処理事業部 土木建築部 課長 
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 川野 啓   再処理事業部 土木建築部 課長 

 高橋 一憲  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課長 

 柏崎 宏幸  再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 主任 

 大塚 拓   再処理事業部 土木建築部 耐震技術課 

 上田 圭一  (財)電力中央研究所 副研究参事 

 佐々木 俊法 (財)電力中央研究所 主任研究員 

 

４．議題 

 （１）日本原燃（株）再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の地震等に対する新規制基準 

    への適合性について 

 （２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１－１ 再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設 敷地周辺陸域の活断層評価の内、出戸 

       西方断層（コメント回答（その１）） 

 資料１－２ 再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設 敷地周辺陸域の活断層評価の内、出戸 

       西方断層（コメント回答（その２）） 

 

６．議事録 

○石渡委員 定刻になりましたので、ただいまから核燃料施設等の新規制基準適合性に係

る審査会合(第68回)を開催します。 

 本日は、事業者から敷地周辺陸域の活断層評価について説明していただく予定ですので、

担当である私、石渡が出席しております。 

 では、本日の会合の進め方等について、事務局から説明をお願いいたします。 

○森田チーム長補佐 本日の会合の進め方と配付資料でございますけれども、本日は日本

原燃株式会社再処理工場とMOX燃料加工工場に関しての議論でございまして、話題は、敷

地周辺陸域の活断層評価の内、出戸西方断層ということで、資料はその1とその2、2点が

ございます。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 よろしければ、このように進めたいと思います。 
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 それでは、議事に入ります。 

 日本原燃株式会社から、六ヶ所再処理施設等の敷地周辺陸域の活断層評価について、説

明をお願いいたします。 

○日本原燃（金谷執行役員） 日本原燃の金谷でございます。本日、出戸西方断層のコメ

ント回答をさせていただきます。この件につきましては、3月27日の審査会合におきまし

て、主に南端と北端に関するコメントを頂戴いたしました。それらに関しまして、新たな

調査だとか試験を含めまして、資料を再整理してきました。例えば、資料1-1では400ペー

ジ余りという膨大な量になってはおりますが、今回は、3月のコメント回答を中心に説明

させていただきたいというふうに思います。時間的には40分程度を頂戴したいと思います。 

 それでは、説明のほうは課長の高橋からさせます。よろしくお願いします。 

○日本原燃（高橋耐震技術課長） 日本原燃の高橋です。それでは、資料のほうの御説明

をさせていただきます。 

 まず最初に、資料1-1の1ページ目を御覧ください。1ページ目のほうには、前回、3月27

日の審査会合でいただいたコメントを整理してございます。 

 まず初めにですが、出戸西方断層の北端のコメントに対して御回答させていただきます。

「棚沢川以北について、海側への抜けがないか確認するうえで、段丘堆積物とテフラの状

況、沿岸沿いの海上音波探査結果についてもデータを提示すること」というコメントを頂

戴しております。 

 まず初めに、段丘堆積物とテフラの状況といったようなものを1-1の資料を使って御説

明します。続きまして、海上音波探査の結果につきましては、1-2を使って御説明をさせ

ていただきます。 

 早速ですが、資料1-1の11ページを御覧ください。こちら、11ページのほうの資料は、

これまでに御説明している資料を、今回、これから御説明いたしますが、調査結果を踏ま

えまして、右側の表の中でございますが、主な分布形態、主な層相、示標テフラとの関係、

あるいは、周辺の文献、宮内(1988)による区分、小池・町田(2001)による区分といったよ

うなものの段丘面の対比と、弊社の区分しております段丘面区分とを対比するような形で

再整理してございます。 

 また、12ページでございますけれども、こちらは、段丘堆積層とテフラの層位関係とい

うことで模式図をつくってございますが、標高の関係も含めて再整理したというような状

況でございます。 
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 少し飛びまして、22ページを御覧ください。こちらは旧汀線高度分布図ということで、

出戸周辺の段丘面の高度分布を整理したもので、これまでも御説明している資料でござい

ますが、特に、資料中の⑧と書いている棚沢川以北、今回、北部の関係で、①から⑧とい

うことで複数の地形断面を作成いたしまして、検討を実施しております。 

 23ページでございます。23ページのほうでは、海水準変動曲線と、主な示標テフラの年

代というものと、各段丘面の形成した時期というものをあわせて記載してございます。ま

ず、左側のほうになりますが、M1面でございます。こちらにつきましては、海水準の5eの

時期の最高水位のときに形成された段丘面と考えておりまして、黄色く塗色してございま

すが、海成砂層の上位に、火山灰層の下部に当たりますが、洞爺火山灰があるというよう

な状況でございます。 

 また、M2面につきましても、同様の5eの時期でございますが、海成砂層がありまして、

その上の火山灰層中の最下部にToyaがあるというような分布形態でございます。 

 また、M2'というものにつきましては、茶色く塗色してございますが、河成層、基本的

には砂礫層を主体とした礫層の中に洞爺火山灰が確認されるというような主な形態がござ

います。 

 また、M3につきましては、海水準で言いますと5cの時代でございまして、海成砂層の上

に、ローム層中の最下部にAso-4、あるいは、その上位にTo-Rdといったようなものが確認

されるというものがM3というような状況でございます。 

 続いて、24ページでございます。今回、段丘堆積物とテフラの状況を確認するというこ

とで、後ほど大きい図面が出てまいりますが、紙面のちょうど真ん中の図面に赤い少し小

さい数字で書いてあるんですが、このような全体で27カ所の地点でおいて、この関係につ

いて調査を実施しております。まず、一番左側の図面、ちょうど敷地から半径30kmになり

ますけれども、南のへりになりますが、No.1の露頭ということで、六戸町、M1面の模式と

して調査をした結果を後ほど御説明します。 

 また、真ん中の図面、出戸西方断層の周辺の南部を拡大したところですが、こちらにつ

きましては、出戸西方断層南方延長トレンチのところになりますが、M2面の模式、No.3の

M3の模式ということで御説明をいたします。 

 また、北側のほう、出戸西方断層周辺の地形面区分の北部拡大のところでございますが、

No.27というところでボーリング(IS-32)というところを実施しておりまして、M2'面の模

式ということで御説明をさせていただきます。 
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 25ページでございます。M1面の模式といたしまして、六戸町の金矢という地点でござい

ます。写真下側のところを見ていただきたいのですけれども、段丘堆積層の上面に白い破

線を入れてございます。その拡大しているところが、右側に範囲で拡大してございますが、

海成砂層の上位に礫混りローム質砂がありまして、その上位にZP、その上位にToyaと、ロ

ーム層中に確認されるということでございまして、離水から洞爺火山灰が堆積するまでに

時間間隙があったというようなことをもちまして、M1面というふうに認定をしてございま

す。 

 26ページでございます。こちらはNo.2のところ、トレンチのところでございます。西へ

りのところでございますが、スケッチ図のほうを見ていただきまして、一番左側、西側に

なりますが、黄色く塗色しているところが砂層3、これは5eの砂になります。その上位に

白抜きの中にToyaがございますけれども、ロームの最下部にToyaが分布しているというよ

うな状況を確認しておりまして、こちらを模式としてM2面というふうに判断してございま

す。 

 続いて、27ページでございます。こちらは順番的に北に位置しますけれども、M2'面と

いうところでございまして、ボーリングの調査結果でございますが、右側にコア写真と、

左側に柱状図を記載してございますけれども、深度3.97mのところ以下、6.45までが河成

の堆積物から成っておりまして、その堆積物中にToyaを確認しているというところでござ

いまして、河成面自体の形成時期というのはMIS5e～5dの時期に形成したものということ

を判断いたしまして、M2'というふうに判断しております。 

 28ページでございます。28ページはM3面でございまして、また先ほどのトレンチのほう

に戻りますけれども、東側のへりのところでございます。スケッチ図を見ていただきまし

て、先ほどM2のところで御説明した砂層3というものが、黄色で塗色しているところに

Toyaがありまして、それを不整合に砂層4というものが覆っております。この砂層4という

のが5cの時代の海成砂層でございまして、その上位にTo-Rdがあるというようなところで、

M3ということで認定しているものでございます。 

 これ以降、詳細な資料ということで27まであるということで、ちょっとページが飛んで

恐縮なんですが、360ページのところに、それ以外の資料のところを一式整理してござい

ます。 

 まず、360ページ以降は、今、御説明した代表的な露頭と基本的に同じな形になります

ので、説明のほうは簡単に御紹介させていただきます。 
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 360ページは、左上にキープランがございますけれども、トレンチの西側のほうの位置

のところで調査した結果といたしまして、火山灰層中の下部にToyaを確認するということ

で、M1という認定をしてございます。 

 361ページは、これは左側のほうにキープランを入れていますが、D-1露頭のところでご

ざいまして、断層の下盤側には砂層中のローム層中の最下部にAso-4があるということを

確認しておりまして、M3というふうにしております。 

 また、362ページは、ローム層中の最下部にToyaということを確認しておりまして、M2

面ということです。 

 363ページ目は、左にキープランがありますけれども、海成砂層の上位にローム層中の

最下部にAso-4があるということでございまして、M3です。 

 364ページ目はM2面でございまして、砂層のローム層中の最下部に火山灰(Toya)がある

ということを確認しておりまして、M2としております。 

 365ページ、No.9露頭につきましては、Toyaと上位のローム層との間が40cm程度離れて

おりまして、時間間隔があるということで、M1というふうに認定しております。 

 366ページも、今と同様な形で、M1面というToyaを確認しているということで、M1でご

ざいます。 

 367ページ、だんだん北のほうに行っておりますけれども、こちらは海成砂層の上位に

Aso-4と、ローム層中にAso-4ということでございまして、M3です。 

 続いて、368ページのところは、左下にキープランを入れてございますが、ちょうどM2、

M3という区分を我々がしているところに対して、南北方向に土取り場として使われた露頭

がございまして、その部分を確認したところでございます。ちょうど紙面右側のところに

スケッチ図を入れてございますが、この部分はM3をイメージしておりまして、緑色で塗色

しています砂層、④層と書いているところ、これはトレンチの中で確認している④層と同

層準でございまして、そういったようなところからM3という認定をしております。 

 369ページは、それの詳細になりますので、割愛をさせていただきます。 

 また、370ページ、371ページも、その法面の西面でございますので、説明は割愛をさせ

ていただきます。 

 372ページでございます。こちらはNo.13、オーガーというところで、先ほどの法面の少

し北西のところの位置になります。この部分は、オーガーボーリングで確認をいたします

と、ローム層中の下部のほうに洞爺火山灰を確認しておりますので、M1面という認定をし
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ております。 

 続いて、373ページでございます。こちらは棚沢川の右岸に当たるところの法面でござ

いまして、そのスケッチ結果を確認いたしますと、河口～河成堆積物を覆う砂質シルト層

中に洞爺火山灰を確認しておりまして、M2'というふうに認定しております。 

 374ページは、それの詳細なので、割愛をさせていただきます。 

 375ページでございます。こちらは、棚沢川の、今度は左岸側のほうの露頭でございま

す。左側にキープランを入れてございます。こちらにつきましては、海成砂層の上に洞爺

火山灰を確認しておりまして、M1面というふうに認定しております。 

 376ページは、その詳細分析になりますので、割愛をさせていただきます。 

 377ページでございます。こちらは、こちらの左側のキープランを入れてございますが、

No.16、No.17の露頭、あと、18番、ボーリングになります。18番、ボーリング、19番、ボ

ーリングと、一番東側になりますが、今、御説明した棚沢川の左岸側のデータを少しトレ

ースした形で地質断面図を作成しております。まず、西側のほうからになりますが、dt面

につきましては、主に砂礫層～亜円礫を主体とする扇状地性堆積物、及びその上位を覆う

淘汰度が低い亜角礫を主体とする崖錐体制物から成っております。扇状地性堆積物の上面

及び崖錐堆積物の高度分布は、地形面の勾配と調和的であります。 

 また、紙面中央辺りになりますけれども、M1面につきましては淘汰の高い砂から成りま

して、海成砂層から成ります。及び海成砂層を不整合に覆う湿地性の堆積物・河成堆積物

がありまして、その上位を砂礫から成る扇状地性堆積物が覆っております。これら海成砂

層及び湿地性の堆積物の高度分布は、地形面の勾配と調和的であります。 

 今御説明いたしましたNo.16～No.19までのエビデンスにつきましては、378ページから

順次入れておりまして、今御説明した内容の中身が入ってございますので、説明は少し冗

長になりますので割愛させていただきまして、382ページのほうを御覧ください。こちら

はB-B'測線の地質断面図ということで、こちらも左側にキープランを入れてございます。

No.20からNo.25までのデータを整理したものになっております。dt面につきましては、今、

A-A'断面で御説明した内容と同じですので、割愛させていただきまして、M2'でございま

す。M2'面の構成層といたしましては、主に砂礫及びシルトから成る河成堆積物でありま

して、上位を扇状地性の堆積物が覆っております。また、これらは地形面勾配と概ね調和

的なものから、河成堆積物で形成した段丘面と判断しております。 

 また、一番東側の場所になりますが、M3の構成層といたしましては河成堆積物から成っ
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ておりました。河成堆積物を不整合に覆う海成砂層の高度は、地形面勾配と調和的である

という状況でございます。そのエビデンスを383ページから順次入れてございますので、

説明のほうはここでは割愛をさせていただきまして、389ページを御覧ください。 

 C-C'断面になります。こちらも、左側のキープランを見ていただきますと、No.26、

No.27。No.27は先ほど代表的な露頭として模式として御説明したところと同じでございま

す。dtにつきましては、調査結果はないですけれども、周辺の地形面の分布高度というの

はB-B'測線と一致しておりまして、同様の扇状を呈すというような状態でございます。 

 M2'面ですが、こちらのほうも先ほどと同様なんですが、主に砂礫層及びシルトから成

る河成堆積物であります。これらの分布高度というのは地形勾配と概ね調和的なことから、

河成堆積物により形成した段丘面と判断しているという状況でございます。そのエビデン

スを390ページ、391ページのほうに載せております。 

 こちらは細かくなりましたので、説明のほうは簡単にさせていただきましたが、以上に

なりまして、資料のほうへ戻って恐縮なんですが、29ページのほうを御覧ください。29ペ

ージの資料のほうなんですが、こちらは、出戸西方断層周辺の地形面区分図を鳥瞰図とし

て作成したものでございます。縦:横としては5:1ということで、強調して作成しておりま

す。一番最初に御説明したNo.1の六戸の地点はちょっと入っておりませんけれども、それ

以外のNo.2からNo.27までの範囲を俯瞰できるように作成してございます。 

 また、本資料をA3に拡大したものにつきましては、資料1-2の最終ページ、46ページに

記載しておりますので、必要に応じて御覧ください。 

 この鳥瞰図のことから言えますことといたしましては、箱書きの一番上になりますが、

出戸西方断層の南端付近では、主に海成段丘面が広く分布するという形態でございます。 

 また、紙面のちょうど中央付近になりますが、棚沢川以北につきましては、扇状地及び

河成面が海岸付近まで及んでおりまして、海成層はこれらに覆われる、ないしは削剥され

ているという状況でございます。それを先ほどの詳細に御説明したところのデータを用い

て記載をしております。 

 続いて、30ページでございます。こちらも従来から御説明しております地形断面になり

ますが、今し方御説明いたしました地質的な根拠も踏まえまして、空中写真判読で、段丘

面の認定に当たっては、判読に加えまして今の地質情報も考慮して、適切に見直しをかけ

て作成したという状況でございます。 

 また、この地形断面につきましては、基本的にはDEMのデータを使って作成しておりま
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すが、造成等があって適切でない場合には、造成にかかる前の1976年の地形図から作成し

ておりまして、それの使い分けをしてございます。 

 30ページのほうですが、左側にキープランを入れてございますが、南から順に北に上が

るような形で断面を作成しております。⑫から⑮までがございますが、途中の出戸西方断

層を確認している地形のところを除きますと、基本的には0.9～2.1％でありまして、現在

の海底地形勾配とほぼ同等というような形でございます。 

 続いて、31ページ、32ページ目でございますが、31ページのほうは、⑪から⑨というよ

うなところの範囲でございます。こちらも先ほどと同様、断層近傍のところを除きまして、

海底1.4％～2.3％でありまして、ほぼ海底地形面勾配と同じというところでございますが、

⑨の測線の位置につきましては、地形面勾配が4.4％と、南方、今まで御説明した2％程度

のところから比べますと、少し勾配が大きいというような状況でございます。 

 さらに、32ページ、さらに北のほうに行きますが、⑧から⑤の断面になります。これは

棚沢川の以北になります。この⑧測線以北では、出戸西方断層に関連するリニアメント変

動地形というものは認められませんけれども、勾配といたしましては、先ほどの⑨断面と

同様に少し勾配がきつくなっておりまして、3.4％～4％程度というようなものになってお

ります。 

 続いて、33ページ目は④から①の地形断面になっておりまして、こちらに来ますと、①

から④の測線の勾配は0.8～2.6％というような状況に戻ってきております。また、段丘内

には変位地形を認められないという状況は変わりありません。 

 34ページでございます。先ほど、既に各露頭のところのデータで御説明をいたしました

が、少し地形面の勾配がきついといったようなところにつきましては、基本的に主に砂礫

から成る河成層でございまして、段丘面の構成層の層相分布は東西方向に連続し、その勾

配は地形面と概ね整合しているということから、河成堆積物の影響ということでのものだ

というふうに判断しております。 

 少し飛びまして、289ページを御覧ください。こちらは、289ページのところは北端の関

係のまとめのところでございまして、箱書きの中にございますけれども、二つ目のポツで

ございます。棚沢川以北の出戸西方断層北方の山地と台地境界及び台地には、いずれもリ

ニアメント・変動地形は認められない。また、棚沢川以北の段丘堆積層は、地形面と調和

的な勾配で堆積しており、断層を示唆するような不連続は認められないということでござ

いまして、以上のことから、出戸西方断層の北端は棚沢川右岸付近であるというふうに評
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価をしております。 

 続いて、資料1-2のほうに入らせていただきたいと思います。A3の資料でございます。

A3の資料の1ページ目に、先ほど一番最初に御説明したコメントを再掲してございますが、

今度は、北端の沿岸沿いの海上音波探査結果についてのデータについて整理したものをお

示しいたします。 

 3ページ目でございます。資料中の3ページ、4ページ、5ページのところに、左側にキー

プランを入れてございますけれども、出戸西方断層の北方への連続という観点で、まず、

3～5ページのところに、東西測線をそれぞれ、黄色く線を描いているところの断面を入れ

てございます。 

 また、6ページのほうには南北測線の反射記録を入れてございます。 

 また、7ページ以降になるんですが、7ページから18ページの間は、小さく入っておりま

すけれども、それを拡大した図面ということで入れてございまして、必要に応じて御覧い

ただければというふうに思います。 

 まず、東西測線から言えることということでございまして、3ページ目の下でございま

すけれども、棚沢川～物見崎付近の海上音波探査結果では、沿岸部にE層及びF層、並びに

これらを不整合に覆うA層及びBp層の分布から、出戸西方断層付近から太平洋側に連続す

るよう活構造は認められないという結果でございます。 

 また、6ページのほうでございます。南北測線のほうでございますけれども、こちらも

同様でございますが、棚沢川～物見崎付近の海上音波探査結果では、沿岸部にE層及びF層、

並びにこれらを不整合に覆うA層及びBp層が分布しております。 

 南北測線においてもF層からBp層まで連続するような変位・変形が認められないことか

ら、出戸西方断層北端付近から太平洋側に連続するような活構造は認められないと判断し

ております。 

 続きまして、また資料1-1に戻っていただきまして、申し訳ないですが、また1ページ目

を御覧ください。3月27日にいただいたコメントの南端関係なんですが、説明の順を、一

番下の「sf断層の活動性を確認するための判断材料として、ボーリングコアの断層性状だ

けでなく、段丘面高度についても提示すること」というコメントを頂戴しておりますので、

その回答を先にさせていただきますが、428ページを御覧ください。 

 428ページにつきましては、左側にキープランを入れてございますが、赤い四角で囲ん

だところを拡大したところを右側に入れてございます。ちょうど出戸西方断層の南端トレ
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ンチの西側の付近のところに地質断面図を次ページで作成しておりますが、ちょうどこの

位置にsf断層が連続していると推定される位置でございます。その部分の地形断面につき

ましては下のところに記載してございまして、ちょうどM1面と判読しているところでござ

いますが、この部分の中に旗が描いてありまして、今回、左から3番目のP-13、1個飛ばし

てP-14、1個飛ばしてP-15といったようなところでボーリング調査を実施しております。

この地形面、M1面の地形面勾配といったようなものは1.5％というようなものでございま

す。 

 429ページのほうに地質断面図を入れてございます。ここに推定されますsf-b、あるい

は、sf-c断層といったような地質断面になっておりますけれども、上のほうを見ていただ

きますと、今回、ボーリングのデータも追加したり、左から2番目のところに露頭aという

ふうにありますが、こういった情報と、あと、既存のボーリングのデータも踏まえまして、

大局的に赤い破線で入れているんですが、Toyaの分布勾配ということで整理をさせていた

だきますと、Toyaの分布勾配は1.5％というような状況になっております。 

 以上をもちまして、下の箱書きの中でございますが、sf-b断層西側からsf-c断層東まで

の洞爺火山灰(Toya)の分布標高はM1面の地形勾配と調和的であります。 

 また、sf-b断層付近の段丘堆積層の基底面勾配はほぼ水平から西傾斜であり、sf-c断層

の段丘面の基底面勾配は東傾斜であります。これらは、それぞれ西上がりのsf-b断層の変

位方向、及び、東上がりのsf-c断層の変位方向とは不調和であります。したがいまして、

sf断層は段丘堆積層に変位・変形を与えていないと判断しております。 

 こちらはsf関係のコメント回答になりまして、また大変申し訳ないですが、1ページの

ほうに戻っていただきまして、出戸西方断層の南端の関係のコメントについて、まとめて

御説明をさせていただきます。 

 コメントといたしましては、まず上の段のところですが、「断層性状確認結果について、

資料に記載のない箇所についていくつか確認したい箇所があるため、データを提示するこ

と。具体的な箇所については、リストを別途提示します」というところで、別途いただい

ておりますので、その結果をまとめたものを御説明します。 

 また、「C測線以南のボーリングで確認される断層は全て固結しているとのことだが、

固結についてシュミットロックハンマーや針貫入試験等で定量的なデータを示すこと」と

いうことで、針貫入試験を実施いたしましたので、その結果を御説明いたします。 

 また、次のコメントでございます。「イ、ロ断層の消失確認地点を南端と評価している
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が、個別の断層でなく、ガイドにも記載しているとおり、急傾斜構造等この地域全体の地

質構造を総合的に考慮したうえで、南端評価は科学的な根拠をもって判断すること」とい

うコメントを頂戴しております。これらについて御説明をいたします。 

 また飛んで申し訳ないですが、224ページを御覧ください。224ページ、針貫入試験の関

係をこれから御説明させていただきます。左側にキープランを地質構造図の上に入れてご

ざいますが、黒い線で囲んでおります範囲、これがC測線以南ということで、各交点のボ

ーリングの中からコアで確認された断層部、あるいは、これから御説明します、御指摘い

ただきました地点の断層、あるいは、地層の乱れがある箇所につきまして、それぞれ針貫

入試験を実施してございますので、御説明いたします。 

 また、比較用といたしまして、これは我々の比較用という形で、実線よりも北側のB測

線以北につきましても、それぞれ、出戸西方断層であるとか、軟質狭在物を挟む断層につ

きましても、針貫入試験を実施したというような状況でございます。 

 これらを一覧表としてまとめたものが225ページ、226ページになります。こちらは表が

ちょっと小さくて恐縮なんですけれども、225ページの左側の表から右側の表に移りまし

て、さらに、226ページのほうの左側から右側の表のように移動していきます。この並び

順なんですが、基本的に、縦軸は北から順番に南に、226ページの右側のところが一番南

側の測線というところで実施したものになっております。横軸なんですけれども、各地点

の深度を書いておるんですけれども、4列目のところに青字で書いてございますが、御指

摘箇所、深度で書いてございます。そこの青字の数字のところは、いただきました御指摘、

別途いただいたリストの分を再掲したものでございます。 

 また、資料中、括弧書きの部分と括弧書きじゃないところがあるんですが、括弧書きの

部分は、指摘をいただく以前に御指摘をいただいた箇所もあわせて掲載してございます。 

 また、少し表の右側のほうに移っていただきまして、針貫入試験というふうに整理して

ございますが、試験を対象とした深度の脇に換算一軸圧縮強さということで整理している

ところなんですけれども、これにつきましては、断層、いわゆる対象部の上盤側と下盤側

と対象部ということで試験を実施しております。 

 また、最後、一番右側の列にCT画像というふうに書いてございます。丸が入っていると

ころが幾つかあると思うんですが、こちらにつきましては、図中にちょうど対象部であっ

たり、上盤側、下盤側だったりというところがありますけれども、この部分で測定不能、

青で塗色してございますが、この部分、これは割れ目のため、針貫入試験ができなかった
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ところ、あるいは、オレンジ色のところは0.9以下というふうに入っているところですけ

れども、この部分については針貫入試験を実施したんですが、測定下限値以下ということ

で、データが取得できなかったところというところ、このいずれかに当たるところにつき

ましては、CT観察を追加実施いたしまして、詳しく構造を確認したというようなものにな

っております。 

 具体的に、針貫入の結果につきましては、比較で検討したB測線までは割愛をさせてい

ただきまして、C測線以南のみを少し御紹介させていただきます。232ページを御覧くださ

い。232ページ、上の段に地質断面を入れてございまして、それぞれの対象としていると

ころ、ボーリング孔のところに赤い四角を入れてございます。対象の箇所ということでご

ざいます。 

 まず、こちらのほうで見ていただきますと、G4-50孔というふうになっておりまして、

深度としては26.82というところでございまして、コア写真の中に濃い青で描いていると

ころ、3点あると思うんですけれども、ここが断層部ということで、対象とした場所でご

ざいます。それよりも左側、上盤側になりますが、薄い青で描いているところ、あるいは、

下で描いているところが下盤側の試験をしたところというところになっていまして、3点

の平均をしたものを右側のグラフで整理してございます。H0-50孔も同様の形で整理をし

てございまして、こちら、2孔で言いますと、周辺の岩盤と同程度に固結しているという

ような状況でございます。 

 続いて、233ページでございます。こちらにつきましては、H0-50孔のもう少し深いほう

の深度になるんですけれども、深度のところを見ていただきますと、25.47から26.45とい

うふうになっておりまして青字になっております。この部分は、先ほども申し上げました

御指摘をいただいた箇所ということになっておりまして、この部分につきまして試験をし

た結果が右側でございますが、周辺岩盤と同程度に固結するというような状況になってお

ります。 

 以降、234ページ以降、このように同様に整理をしてございますので、説明が冗長にな

りますので、ぱらぱらと御紹介だけさせていただきます。234ページのほうは、こちらを

ぱっと見ていただきまして、周辺の岩盤と同程度に固結しているという状況がわかります。 

 235ページ目も同様でございます。 

 236ページでございますが、この位置は、コア写真のところで見てもわかりますとおり、

割れ目がありまして、いわゆる対象となる箇所で針貫入ができなかったというところでご
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ざいますので、コア写真の下に、赤字の四角で描いてございますが、CT画像を入れており

ます。その結果といたしましては、軟質細粒物の狭在やシャープなせん断面は認められな

いということを確認してございます。 

 237ページでございます。こちらも、周辺の岩盤と同程度に固結しているという状況で

ございます。 

 238ページも同様でございます。 

 239ページは、割れ目があって測定できなかったところもありますが、CT観察の結果、

シャープなせん断面といったようなものは認められないというところでございます。 

 240ページも同様でございます。 

 241ページ、242ページにつきましては、同程度の固結を有するという状況でございます。 

 243ページでございますが、こちらはK-8孔というところで、下のところになります深度

31.4mのところですが、こちらは、対象部といたしましては測定不能というところでござ

いますが、CTをした結果、シャープなせん断面とは認められないという状況でございます。 

 244ページも同様でございます。 

 245ページ、同じくK-8孔なんですが、こちらが測定下限値以下というようなところが初

めてこの中で出てまいるんですが、こちらも、CT観察を実施した結果、シャープなせん断

面及び破砕部は認められないという結果を取得してございます。 

 246ページも、今、御説明したとおり、測定下限値以下のところはございますが、今と

同様の結果でございます。 

 247ページ以降、ここから以降は、ほぼ周辺の岩盤と同程度に固結するという状況でご

ざいますので、ぱらぱらと行きますが、249ページ、250ページといったようなところも結

果としては同程度ということでございます。 

 251ページ、252ページも同様でございます。 

 253ページ、254ページ、こちらもⅢ-1孔のシリーズですけれども、特に変わらないとい

う状況でございます。 

 255ページ、256ページ、こちらはK-5孔になりますが、こちらも同程度のかたさを有し

ているという結果でございます。 

 257ページ、258ページもQP-3、QP-4のシリーズですが、同程度に固結しているという状

況でございます。 

 259ページ、260ページですが、こちらも同程度ということでございます。 
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 261ページ、262ページ、こちらも同程度の固結を有しているということでございます。 

 263ページ、264ページ、こちらにつきましても、263ページにつきましては同程度とい

うところでございまして、264ページ、こちらはON-5というところでございますが、こち

らは、先ほどK-8孔の中の一部があったと思うんですが、測定下限値以下という結果が出

ておりますが、CT観察をした結果、シャープなせん断面及び破砕部は認められないという

ことを整理してございます。 

 265ページも、今、御説明したところのとおり、測定下限値以下のところはございます

が、同様でございます。 

 これらを整理いたしまして、266ページになります。まず、針貫入試験を実施いたしま

して、測定下限値以下を示す箇所といたしましては、今御説明した中では、C測線のK-8孔、

あるいは、F測線のON-5孔といったようなところで確認されておりますが、K-8孔は礫混り

砂岩層上部、ON-5孔は礫混り砂岩層と礫混り砂岩層中の凝灰岩であり、層準が異なってお

ります。また、D測線及びE測線では測定下限値以下を確認できないことから、連続的に分

布するものではないと判断されます。 

 また、測定下限値以下の部分で実施したCT画像結果から、シャープなせん断面及び破砕

部は認められないということでございまして、断層部にせん断面及び破砕部が認められな

いこととあわせて、これらの箇所は断層の影響ではないというふうに判断しております。 

 これらをまとめますと、267ページ、次のページでございます。一つ目、二つ目のポツ

は、今御説明した針貫入試験を実施したというものでございまして、3ポツ目でございま

すが、B測線以北で認められた「軟質細粒物を挟む断層」の換算一軸圧縮強さ100kN/m2以

下(測定下限値以下)に対して、C測線以南の「固結した断層」は概ね1,000kN/m2以上であ

るということを確認しております。 

 また、一部、今御説明したとおりですが、やわらかいところはございますけれども、こ

れについては、CTの結果であるとか、異なる層準であるといったようなことをもちまして、

連続的に分布するものではないという判断をいたした上で、改めてC測線以南には「軟質

細粒物を挟む断層」は認められないと判断いたしました。 

 ちょっとだけ飛びまして、270ページを御覧ください。270ページはまとめとなっており

まして、出戸西方断層のまとめになっております。表の縦軸が各断層からの距離を記載し

ておりまして、横軸にリニアメント・変動地形、出戸西方断層、(3)に軟質細粒物を挟む

断層、(4)に鷹架層の地質構造という形で整理しております。 
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 リニアメント・変動地形につきましてはZ測線まで、出戸西方断層につきましてはA測線

まで確認されまして、軟質細粒物を挟む断層といたしましてはB測線までというところで

確認をいたしました。さらに、鷹架層の構造といたしまして地質構造として書いてござい

ますが、鷹架層の地質構造は、C測線付近の以北では南北走向、C測線付近以南では北東走

向を示しておりまして、C測線付近を境に地質構造に差異が認められます。 

 また、急傾斜構造につきましては、出戸西方断層は急傾斜構造に変位を与えることを確

認しておりまして、急傾斜構造は出戸西方断層の最近の活動によって生じたものではない

と判断しております。 

 すみません、最後になりますが、352ページを御覧ください。出戸西方断層のまとめと

して、改めて御説明をさせていただきますが、まず、352ページの平面図の下側のほうに

箱書きがあります。出戸西方断層の北端の位置でございますが、最初に御説明した段丘面

の認定も踏まえまして、棚沢川以北の段丘面は、地形面と調和的な勾配で堆積しており、

断層を示唆するような不連続は認められないというところで評価しております。 

 また、南端につきまして、上段の真ん中の箱書きになりますけれども、C測線というと

ころで、これらにつきましては、今御説明しました地質構造であるとか、副次的な断層と

いうものがC測線以南には認められないというようなことをもちまして、南端としてC測線

とさせていただきたいと思っております。 

 また、北端につきましては、今回、御説明の中ではしておりませんけれども、これまで

御説明したとおり、御宿山東方の断層の活動性を否定している北川左岸のボーリングの調

査位置といたしまして、一応北端としているというところでございまして、下のところの

赤い線で描いているところですが、地震動評価上、出戸西方断層の活動性を考慮する範囲

といたしましては約10kmということで、これまで申請したところより300mほど南側のほう

になっておりますけれども、こういったような状況でございます。 

 したがいまして、結論といたしましては、出戸西方断層の長さは、北川左岸ボーリング

の位置からC測線までの10kmとするというところでございます。 

 すみません、ちょっと時間をオーバーしまして失礼しました。説明は以上になります。 

○石渡委員 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。コメントのある方は、氏名をおっしゃってから

発言するようにしてください。 

 どうぞ、宮脇さん。 
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○宮脇技術研究調査官 技術研究調査官の宮脇です。 

 私のほうからは、C測線以南で主にやっていただいた針貫入試験の結果について、2点ほ

どちょっと確認したいことがございます。今回は、たくさん針貫入試験やっていただきま

して、どうもありがとうございました。 

 まず1点は、239ページをちょっと御覧ください。幾つか、ここに見られますような、割

れ目によって計測不能という箇所がございますけども、割れ目の成因というのはどのよう

なものなんでしょうかというのが一つです。 

 それから、246ページを御覧ください。これは、断層部及び断層部のみならず、上盤と

下盤側で測定下限値以下、全体的にやわらかいというふうな箇所が幾つか認められますけ

ども、これは主に淘汰のよい粗粒砂岩に見られるみたいですけども、粗粒砂岩というのは、

ほかの岩相に比べて一般的にやわらかいものなんですか。それとも、何かほかに成因があ

って、こういうふうに値が出ているのでしょうかという点です。 

○日本原燃（高橋耐震技術課長） 日本原燃の高橋です。 

 まず、最初の御質問にありました239ページの割れ目の成因というところなんですけれ

ども、成因というところまでは、よく我々のほうとしてもわかりかねているところがござ

います。ただ、こちらの部分は、せん断性の割れ目というところもございまして、その影

響というのは可能性としてはあるかなと思っております。 

 それと、もう一つの御質問で、246ページのところでございます。全体的に測定限界以

下というところの粗粒砂岩の部分なんですが、こちらの粗粒砂岩というところは全般的に

やわらかいかという御質問に対して言えば、そんなことにはなっていないと思っておりま

す。ただ、この場所に関して言いますと、これは多分に推測というような形になっており

ますが、写真を見ていただきますと、非常に粒径がきれいな、逆に淘汰のいい砂でござい

まして、細粒部が非常に少ないような岩石の場所でございました。 

 それと、あと、246ページの右上を見ていただきますと、上に泥岩層、鷹架層の泥岩層

というものがありまして、この部分がかなり水を通しにくい地層だというふうに思ってお

りまして、ここの部分は少し水が通過しやすかったということも含めて、ここの部分につ

いては、固結の程度が少しほかに比べてやわらかかったのではないかなというふうに、こ

の辺は推察になりますけれども、そういったようなことを考えております。 

○宮脇技術研究調査官 わかりました。最初の割れ目の成因についてなんですけども、こ

れは、細粒層が形成されるとき、その断層変位に伴って形成されたものなんですか。そう
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じゃないんですか。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 なかなか確定的なところは申し上げられませんけれども、改めて今、239ページを確認

しておりますと、ここを我々は種類というところでpfjというふうにさせていただいてい

まして、ところどころ白筋が見えておりますので、こういったところは、固結癒着した断

層沿いに分離する割れ目、基本的な割れ目だとは思っているんですけども、一部せん断性

の割れ目なんかも含まれているのかもわからないですが、我々の判断としては、こういっ

た白筋、ここが固結した断層と、その周辺に発生している、ちょっとなかなか成因までは

言及できないですが、割れ目というふうには思っております。 

○宮脇技術研究調査官 わかりました。大体、ほかのかたさという点につきましては概ね

固結しているということは理解できましたので、もしこの辺の成因とかがわかりましたら、

ヒアリングとかで少し説明していただければと思います。 

○石渡委員 それでは、ほかにございますか。 

 どうぞ、佐藤さん。 

○佐藤チーム員 チーム員の佐藤です。 

 出戸西方の南端の止めの評価ということで、これまで大分時間をかけて本会合で議論し

てきたというふうな経緯がございます。270ページに、今回、評価結果ということでまと

めをされております。これに関してちょっと一言私のほうからコメントをさせていただき

ますと、これを見ますと、リニアメントとか変動地形、それから、ボーリング及び反射法

探査の結果、それから、今ほどお話にありましたボーリングに見られる細粒物質を挟む断

層がないことが確認されているのは、巨視的に見ればC測線以南であるということ。それ

から、地質構造が南方に向かうにつれて走向方向を転じて、さらにその地層の傾斜が緩く

なっていくのが確認できるという点はC測線以南であると。こういった根拠から、出戸西

方南端の止めをC測線とする評価、これに関しては、審査ガイドにもあるように、地表付

近の断層の個別の痕跡等にとらわれることなく、この地域の地質構造を総合的に評価して、

検討して評価したという、そういったことが行われていることから、我々としては概ねこ

れで理解できたかなというふうなところでございます。 

 以上、コメントです。 

○石渡委員 特に回答は必要ないですね。 

 ほかにございますか。 
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 どうぞ、反町さん。 

○反町チーム員 チーム員の反町です。よろしくお願いいたします。 

 私はちょっと確認をさせていただきたいということで、289ページをお願いいたします。

出戸西方断層北端の断層評価上の評価をちょっと確認させていただきたいなと思っており

まして、今、根拠として右枠のほうに書いていただいているんですけれども、棚沢川右岸

のMIS5aのL1面に変位変形が認められないという点と、それから、あと、二つの地形関係

だと思いますが、以北にはリニアメント・変動地形は認められないといったことをもって、

出戸西方断層の北端は棚沢川右岸というふうに評価されているというところなんですが、

まず、一つ目のMIS5aのL1面ですと、新規制基準になりまして、従来はMIS5aというものも

あったかと思うんですが、今はMIS5eですよね。ということで、この一つ目は根拠にはち

ょっとならないのかなというのが1点。それから、そうすると、二つ目以降のリニアメン

ト・変動地形がないというところが止めの根拠というような形になるんだと思うんですけ

ども、これだけだと、止めという意味では、その根拠としてはちょっと足りないのかなと

いうところを、今、これは拝見して思うところなんですが、ここの断層評価上、どういう

ふうに位置づけをされているのかというところを確認させていただければと思います。お

願いいたします。 

○日本原燃（高橋耐震技術課長） 日本原燃、高橋です。 

 まず、概括、あまり今回は北端のコメント等がなかったものですから、詳しく御説明で

きなかったんですけれども、352ページ、1回概括的な御説明をさせていただきます。 

 352ページ、先ほどもちょっと御説明をいたしましたけれども、基本的に、出戸西方断

層というところにつきましては、今、反町さんからお話しいただいたように、ちょうど棚

沢川の右岸の、ちょっと小さくて恐縮ですが、L1面というところに変位・変形がないとい

うことをもって、基本的には北端というふうに考えておりますが、指針のところと適合さ

せるというところも鑑みまして、その北に御宿山東方断層というものがございまして、さ

らに、この北側の山地のところにはリニアメント・変動地形も判読されているというとこ

ろも鑑みまして、ちょうどこの中に、ちょっと資料をまたもとに戻すんですが、OT-2露頭

の北側に高位面がございまして、そこに高度不連続が認められないというところをもって、

この御宿山東方断層の活動性を否定しているところがございます。その位置まで出戸西方

断層として評価をするというような形で、地震動評価上、出戸西方断層の活動性を考慮す

る範囲ということで見込んでいるというような形をとらせていただいております。 
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 北方の高度不連続が認められないといったようなところにつきましては、前々回の会合

でも御説明をさせていただいておりますが、位置図は290ページのところで、赤丸のとこ

ろがOT-2という露頭で、そのすぐ北側にH2面という面がありまして、その面でボーリング

調査を実施しております。ボーリング調査につきましては、このときもそうなんですけれ

ども、一番最初に御説明したときは黒丸しかなくて、データは各面1個ずつということで

御説明をさせていただきましたが、もう少しデータを拡充したほうがいいというコメント

も踏まえまして、昨年、赤丸の部分を追加して各面2個ずつデータをとって、次の291ペー

ジの断面のようなものをつくらせていただいて、高度不連続は認められないということで

判断をしているところでございます。この位置を踏まえて、出戸西方断層の北端というの

は、基本的には我々としては棚沢川右岸とは思っておりますけれども、ここの位置まで評

価上するということで御説明をさせていただいているという流れでございます。 

○反町チーム員 そうしますと、もう一度352ページを戻っていただけますか。御宿山東

方の断層を否定している北川左岸のボーリング調査位置というのはこの位置なんですかね。

そうすると、矢印が右側まで延びていますけど、ここまでということですか。黒い矢印な

んですけど。黒い矢印と赤い矢印との関係がこの説明とちょっと合っていないのかなと、

今、お聞きして思ったんですけど。 

○日本原燃（高橋耐震技術課長） 高橋です。 

 もともと、御宿山東方の断層の黒い矢印を入れているところは、リニアメントを判読し

ているところもございますが、地表地質調査を実施しますと、地質断層と我々のほうは考

えているんですけれども、断層が確認されます。その断層の範囲という意味で図示をさせ

ていただきまして、結果的にこのOTの、今、止めにしているところで活動性を否定してご

ざいますので、活断層ではないということで、御宿山東方の断層については黒矢印で、範

囲も、OT-2のところではなくて、断層が確認されております棚沢川の、ここで言うと北側

になるんですけれども、その位置まで確認していますので、その範囲を図示として黒印で

入れているというような状況でございます。 

 おっしゃるように、下の地震動評価上の長さというところでは、今、反町さんから御指

摘いただいたこの範囲というところが、出戸の評価上の考え方と、御宿山東方の断層の活

動性の止めの話と、ちょっと乖離しているところがあるんですけれども、これはいかんせ

ん、出戸西方断層の北端のところが、なかなか5eの時代の堆積物というのは見つけ出せな

いところもございまして、地震動評価上という形をとらせていただきまして、止めとして
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いるところまでは出戸西方断層として認めましょうという考え方でございます。 

○反町チーム員 御説明は理解しました。 

 私からは以上です。 

○石渡委員 ほかにございますか。 

 どうぞ、大浅田さん。 

○大浅田チーム員 地震・津波担当調整官の大浅田です。 

 今の話なんですけど、出戸西方断層の止めについては棚沢川のところにしたいというふ

うなことで思っておられるということなんですけど、基本的にはそこはやはり否定できな

いので、断層評価としては、やはり今の申請書のほう、もともとそうなっていたと思うん

ですけれど、今の地震動評価上と書いてあるOT-2ですか、そこになるというふうにちょっ

と我々は理解しているんですけど、そうではないんですか。断層評価としての出戸西方断

層が震源断層として見た場合には、OT-2までつながっているというふうな考え方を持って

いるということではないんですか。 

○日本原燃（金谷執行役員） 日本原燃の金谷です。 

 今おっしゃったこともわからなくはないですけども、やはり我々としては、断層評価は

断層評価として6kmを評価して、ただ、ガイド上、やはりどうしても否定できないところ、

実際、御宿山東方断層そのものは、色でも分けて描いていますが、黒、要するに活断層で

はないという評価をこの資料の別のところでもやっておりますので、ですから、出戸は活

断層、御宿山東方の断層は活断層ではないという、まず評価がございます。 

 ただ、出戸断層の北端のほうは、先ほどからも御指摘がありましたけども、L1面でしか

止められていないというのがございまして、ですから、より安全側に評価して、御宿山東

方の完全に否定できるポイント、それが今の群列ボーリングのポイントですけども、そこ

まで地震動評価上は見ましょうということでございます。 

 ただ、地震動評価上10kmとして見ておりますけども、さらに断層モデルと地震動を策定

する場合は10kmを使うわけじゃなくて、また、それはそれで、別の考えではやりますけど

も、とりあえず、出戸西方断層の地震動評価上の長さとしては10kmということでございま

す。 

○大浅田チーム員 そういうふうに言いたいというところはわかるんですけど、やっぱり、

今の新規制基準に照らすと、L1面、日本原燃さんの場合ですと最終間氷期のMIS5aになっ

ていると思うんですけど、そこではやはり止まらないというのが今の規制基準なので、止
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まるというのは、そこで止まっていて、より安全側という言い方だったらわかるんですけ

ど、そこはやっぱり止まっていないというのが今の事実だと思うんですね。むしろ、本当

にそこで止めたければ、それはそこで、やはりMIS5eが上載地層としてあるかどうかとい

うことを見ていかないといけないわけなんですけど、したがって、「地震動評価上」とか

という言葉を使われると、何か、あたかも出戸西方については棚沢川のところで止まって

いるというふうな誤解を受けると思うんですけど、そこら辺はどうなんですか。 

○日本原燃（高橋耐震技術課長） 日本原燃の高橋です。 

 大浅田さんの御指摘のところなんですけれども、御宿山東方の断層のこの南側、いわゆ

る出戸西方断層として認めている4kmぐらいの範囲のところをどう考えるかというところ

に尽きてくるんだとは思うんですけれども、出戸西方断層と、この累積性のある断層、こ

れまで御説明をさせていただいたような断層のものと、御宿山東方断層の断層露頭とを見

たりとか、薄片観察等をやらせていただいておりますけれども、こういったような状況を

見ますと、全く同じというような形だとは認識をしていないですけれども、おっしゃるよ

うに、最終的に我々は10kmとして評価をしておりますので、御宿山東方断層の南側のこの

範囲はどっちなのかという話になってくると、非常に難しいというふうに思っております。

要は、出戸の続くものだというふうに御説明するのも、なかなか状況からは同じようには

見えないというのも事実ですし、と言いながら、地震動評価上、10kmまで出戸を評価して

いるというふうに考えれば、当然、ここの範囲まで出戸が動いているというふうに考えら

れるというところもございまして、ちょっとここら辺は、ちょうど御宿山東方の南側の

4kmぐらいのところというのは、そういう意味では難しいところであるというのは現実と

してはございます。 

○大浅田チーム員 ただ、何といいますか、やはりそこは整理をする必要がありますので、

例えば、3ページとか、あと、前の方で言うと13ページとか、そこで描いてある、ある意

味これは少しポンチ絵的になっているのかもしれないですけど、ここでは、ある意味、

「御宿山」とかという言葉を使わずに「出戸西方断層」という言葉を使ったり、「出戸西

方断層北端」という言葉を使ったりされているので、やっぱりそこは、何といいますか、

出戸西方断層が棚沢川のところで止まるんだというふうに言われると、そこは全然やっぱ

り平行線をたどってしまうので、そうじゃないというのであれば、何か表現を工夫してい

ただく必要があるかなと思います。 

○日本原燃（金谷執行役員） おっしゃることは十分理解しております。 
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 一つ、あるサイトの断層評価のところで、同じような事象がございまして、調査不可能

だとか、沖積面に潜り込んでいると。ですから、断層評価としては、例えば何km以上とい

う評価がありまして、それで、ただし、地震動評価をさらに沖積面に潜り込んでいるんだ

けども、最後は、例えば高位面のところでぶち当たって、そこで止まっているということ

で、例えば、出戸で言ったら10km。そういう断層を評価されているところもございます。 

 ただ、おっしゃる意味もわかりますし、これ以上やっても平行線になると思いますので、

出戸西方断層の評価といたしまして、10kmという評価でも、さらなる説明性の向上のため

には、そういう修正をさせていただいてもやぶさかではございません。 

 以上です。 

○大浅田チーム員 わかりました。 

 あと、そうした場合には、出戸西方断層の北端がOT-2というところで止めておられてい

て、それで、先ほど少し説明ありましたけど、高位段丘のところが不連続になっていない

というふうな御説明で、多分それは前回か前々回に説明があったかと思うんですけれど、

先ほど説明があった291ページですね。この絵でもってそういった判断をされているとい

うふうに思うんですけど、まず確認したいのは、ここで、白で塗っているローム層・礫混

りシルト層、これについて、この面とこの面とかとあるものについては同じものだという

ことの確認はとれているのでしょうか。 

○日本原燃（高橋耐震技術課長） 前回御報告させていただいておりますが、292ページ

以降に各ボーリング孔のコアと写真と分析結果も含めて載せておるんですが、結論から申

し上げますと、テフラとか、そういったようなものは、ちょっとここの面に関しては確認

がとれておりませんで、ちょっと同一の年代、地形的なものですとか、そういったような

ものとしては同一面だというふうに判断をしてやっておりますけれども、年代等は同じよ

うなものだというふうに根拠立てる結果はなかったということを御報告させていただいて

いるという状況でございます。 

○大浅田チーム員 そうすると、今回というか、申請以降に追加ボーリングを3本掘って

いただいて、高位段丘が連続しているか不連続なのかということを判断いただいたと思う

んですけど、やはり、ボーリングの間隔も数百m、100mとか、200mとかとあいているわけ

ですし、あと、291ページの縦横比を強調した図ではあるんですけど、この図で本当に不

連続面はないと言い切れるだけの精度を持ったものかと言われると、若干やはり疑問符が

つくかなと思いますし、先ほど御説明あったように、やっぱり年代観の特定までは行って
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いないというところもあるかなと思って、ここで最終的にいいよねというところについて

は、少しやっぱり弱いかなと思っているんですね。 

 さらに言うと、この先にOT-1というもう一個の露頭がございますけど、OT-1とOT-2のと

ころの薄片とかをとられた結果のまとめというのが310ページにございまして、今、止め

として考えられているところのOT-2露頭というのが、断層のセンスとしては逆断層センス、

一方、OT-1については正断層センス、あと、OT-2のほうについては、破砕部の性状のとこ

ろを見ると、破砕部が大体12cmで、軟質で直線的な粘土状破砕部が認められるというとこ

ろ、そういったところをちょっと見ていくと、やはり、OT-2で最後は止めるんだというと

ころについては若干根拠が弱いかなというふうに思うんですけど、そこら辺はいかがでし

ょうか。 

○日本原燃（蒲池課長） 今の御指摘は、我々は、こちらの御宿山東方と言っているとこ

ろの空中写真判読等々を実施してございまして、今御指摘ありましたOT-1に関しまして、

ここは、同じ露頭からですけれども、複数枚薄片を削片させていただきまして、詳細に観

察いたします。こちらは正断層という形で確認できております。 

 一方で、その少し南側のところ、これが、先ほど議論となってございました、我々が空

中写真判読からH2面として認定したところですけれども、そこに関してのコメントという

ふうに頂戴しておりまして、さらに、OT-2露頭というところで、これは逆断層センスでし

た。 

 我々は、ここのH2面のところをこれまで北端というふうに御説明させていただいたのは、

ちょっと北のほうから見てきていまして、OT-1露頭でそもそも、今の応力場とは異なる正

断層センスを示していて、その南側にH2面というところがあったという根拠をもって、こ

れまでOT-2露頭の少し北側のH2面という形で御説明してきているというのが状況でござい

ます。 

 私のほうからは以上です。 

○大浅田チーム員 私が直接的に聞いたのは、出戸西方断層の北端の止めとして、OT-2で

本当に止めていいのかどうかというところについては、やはり、OT-1とOT-2のセンスが逆

だというのは、それで活動性の否定ということもわからないことはないですけど、出戸西

方断層から仮に連続しているというふうなことを考えて、その評価をされているわけです

から、そういった観点から見ると、出戸西方断層から見ていくと、OT-2のほうは逆断層に

なっていて、OT-2とOT-1の間でそのセンスがどこかで変わっているというふうなことを考
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えた場合に、どちらで止めるのがよりいいのかというところだと思うんですけど、そこに

ついてはいかがですか。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 電中研の佐々木です。 

 291ページをお願いします。先ほど、H2面のこの段丘の高度の不連続というところで、

精度があるかどうかといった御指摘があったと思います。 

 ちょっと戻っていただいて、288ページをお願いします。出戸西方断層が南から、今、

追ってきますと、D-1露頭やDW-1露頭といった立派な活断層の露頭があって、そこから、

今、棚沢川の付近の絵がこのページです。ここで、ほぼ立派な活断層としての出戸西方断

層というのは、M2'面で4m変位を及ぼすような活断層であると。これは大ざっぱに約10万

年で4mというふうにみなすことができます。 

 すみません、もう一度291ページに戻っていただいて、H2面なんですけれども、H2面と

いうのは、年代的には、直接今回は年代資料を得られていませんが、地形層序からします

と、40万年前、50万年前、あるいは、60万年前といった地形になります。10万年で4mです

ので、そのままこちらまで続いていると仮定すると、20m、30mといった変位が予想されま

す。そういったものは今の地形面では見られないというのは事実としてあります。ただ、

おっしゃるように、時代を確定するものをつかんでいませんので、そういった確定的にこ

こで止められるかという御指摘はもっともだと思います。そういった意味では、断層岩の

解析、そういったものを踏まえて、測線付近にある直前の手前のOT-2露頭、ここは逆断層

のセンスがまだ見えるというので、完全には否定できていないからという印象はあるので、

この辺の総合的な判断になるわけですけども、リニアメントを見ても、ちょうどOT-2露頭、

あるいは、ここの測線辺りまでは、ランクは低いですけれども、見えている範囲というこ

とで、評価上OT-2にするか、OT-1にするかというのは、そういった総合的な判断をしなけ

ればならないというふうには考えています。 

 以上です。 

○大浅田チーム員 今、佐々木さんから御説明があったように、我々もそこに何かを、例

えば地震動評価でアスペリティーを置くような、本当に活断層ということまで考えている

わけじゃないので、あくまでも本当に活動性が弱まった端部の評価ということを考えた場

合に、やはり、先ほど数十mみたいな話がありましたけど、そんな変位が出るものとは全

然思っていないんですね。したがって、逆に言うと、そういったたかだか数mとかという

ふうな、もし仮にあったとしても、そういったものについて、この断面で評価ができると
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いうのは、それはなかなか根拠としては難しいなというふうなことと思っていまして、ま

さしく今おっしゃったような総合的にどうするのかというところを、今、御判断していた

だくのか、持ち帰って御判断するということは、それはそれで構わないですけど、そこら

辺はいかがですか。 

○日本原燃（金谷執行役員） 352ページです。先ほども、出戸西方断層の評価として6km

なのか、10kmなのかという議論の中で、今回、当社のほう、出戸西方断層としては10kmと

いう評価にさせていただきたいというふうに申し上げました。ただ、当初、先ほどもちょ

っと申し上げましたけども、御宿山東方と出戸とは別物で、こちらは活で、こちらは非活

だというのは大前提にあって、ただし、繰り返しになりますけども、ここの止めはやはり

L1面でしかなかったということで、安全側に延ばしていったと。この辺りで完全に活断層

でないと評価できるのが、OT-1と、今ちょっと議論になっていました、ここの群列ボーリ

ングのところです。ただ、この群列ボーリングのところも、やはり説明性がやや乏しいと

いう話でもありました。逆に、我々は、これ以上データとして増やすことは多分できない

というふうに思います。したがって、出戸西方断層が南から北に延びていって、どこで活

動性を完全に止められるかということになれば、やはり、正断層を示しているOT-1露頭と

いうふうに考えざるを得ないというふうに考えております。 

 したがって、今までの調査等から、やはり10kmというのは妥当な線だとは思っておりま

すが、さらなる安全性だとか説明性のことを向上させるためにも、やはり北端としては、

OT-1のところで出戸西方断層の北端というふうにさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○大浅田チーム員 それはそれでわかりました。 

 それで、一応念のため確認なんですけど、今、OT-1とOT-2の間にはLDリニアメントとい

うのが判読されていますけど、OT-1より北側というのは、今のLDリニアメントと連続する

ようなリニアメント。図とかを見ると、そういったものはないなと思ってはいるんですけ

ど、それはないという理解でよろしいですか。 

○日本原燃（高橋耐震技術課長） 高橋です。 

 おっしゃるように、図面の記載のとおり、OT-1露頭よりも北というところでは、判読さ

れるものはございません。 

○大浅田チーム員 わかりました。 

○石渡委員 ほかにございますか。 
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 どうぞ、内田さん。 

○内田技術研究調査官 技術研究調査官の内田です。すみません、2点ほど確認させてく

ださい。 

 テフラと段丘面については次回以降説明ということなんですけども、その一部が今の段

階で資料の中に出ているので、ちょっと確認させてください。23ページ目では、テフラと

段丘面との対応関係と海水準変動に照らし合わせて説明がなされているんですが、M2面と

M2'ですね。海成層と河成層から成るということと、Toyaとのそれとの関係で区別されて

いて、M2のほうは高海水準期で、M2'のほうは低海水準期の河成性のものから構成される

ということなんですが、これを見たときに、382ページなんですけど、ちょうど今し方、

話題になっている御宿山断層関係の段丘面に係る部分なんですが、M2'とM2がここに示さ

れています。ここにちょっとした段がついていて、これは今の表面の地形なんですけども、

こういった段がついていて、一方、こういった段差というのが今でも残っているというの

がまた不思議なんですけどね。それで、M2'というのは、先ほどの模式図にもあったよう

に、基本的には、これで言うと茶色で塗っていますけども、河成堆積物から主体として構

成されているということで、先ほどの模式と合っているかなと思うんですけど、一方、そ

の下のM2面のほうの構成層というのは、どうもM2'のものと何か別に一連のような気もし

ますし、それらが全体的にたわんでいるように見えないかという、少しうがったような見

方もできなくもなくて、そういう目で見たときに、M2'というのは、先ほどの模式図です

と海成層が主体になっているんですけども、ここで言うと、断面の海成層というのは本当

に薄くて、あまりM2の下になっていないということと、それから、Toyaとの位置関係で言

うと、海成層の直上にToyaが来るような模式図でしたが、ここの断面図のToyaの位置はこ

こですよね。これを断面線に沿うように持ってきたときに、海成層の大分上のほうにToya

が来てしまうのではないかなと思っていて、何となくしっくり来ないところがあるんです

けども、これについてちょっとまずお願いします。これが1点目です。 

○日本原燃（高橋耐震技術課長） 高橋です。 

 まず、382ページのToyaの件からなんですが、こちらのToyaのところ、IS-21というボー

リング孔と、あと、A9孔というところも含めてなんですが、こちらの砂礫層の上にきれい

な海成砂がございまして、その上に赤い成層があると。Toyaの砂礫層中の中にToyaがあっ

て、その上にきれいな海成砂があるということを確認したということをもって、まず、M3

として認定をしております。 
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 それと、もう一つ、M2面のところ、これは左上のキープランになるんですけれども、図

面を見ていただきますと、東西方向に広い平坦面が形成されています。ここの面自体、堆

積物のボーリング調査を、すみません、できていないところではあるので、海成砂が少し

薄く入っているのか、下の河成礫層がそのまま下のほうまで行っているのかというような

状況というのは、直接確認ができていないところではあるんですけれども、面の分布形態

から考えて、この辺は、少なくとも面の形が優先になるんですけれども、薄い海成砂は入

っているんだろうということの前提に、ここはM2というふうに判断したという状況でござ

います。 

○内田技術研究調査官 説明は一旦わかりましたが、次回、もうちょっとここについては

議論をまだできるのかなと思っていますので、何か補足情報などがありましたら、次回以

降でもいいので、お願いします。 

 それともう1点、今日の趣旨ではちょっとないので恐縮なんですが、例えば、276ページ

です。出戸西方の構造とは、また別途ということにはなると思うんですけども、こちらの

276ページの断面プロファイルと段丘面の対応関係でいくと、どうもやっぱりここのM1面

とM2面が少し傾いているような気がしていて、そういう目で見たときに、次の例えば279

ページです。今度は地層との対応関係で示されていますが、少し注意したいのは、やっぱ

りここの辺の地層がこちら側に撓曲になっていないかどうかということをきちんと確認し

たいと思っています。これは説明されているかもしれませんが、例えば、ここにいろいろ

岩相が書いていますよね。ここで書いている岩相がこちらのほうに抜けていかないかどう

かということがまず1点なので、まず、これをちゃんと写真と説明で示してほしいという

こと。それから、この黄色で薄く上部を覆っているS3、これが本当にフラットでたまって

いるのなら、この時期にこの変形というのは終わっているということになるんですけども、

これが全部同じかどうかの確証。それから、ここの部分で、S3と、それから、その下のS1

ですかね。砂小又の上部と下部の境界、ここに引いているのが妥当かどうか。この3点を

ちゃんと確認したいと思うので、ヒアリング等でもまずはよろしいかと思うので、ちょっ

と説明していただけると助かりますけど。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 御趣旨を承りました。279ページのところ、この辺りはしっかりと確認したいというこ

とで、この辺りは、ボーリングコア写真等々、細かいデータを用いさせていただいて、ヒ

アリングの中で示させていただくということでよろしいでしょうか。 



29 

○内田技術研究調査官 わかりました。よろしくお願いします。 

○石渡委員 それでは、ほかにございますか。大体よろしいでしょうか。 

 そうしますと、先ほどの議論でも一番、今回重要な点は、北側の止めだと思うんですね。

一応、今回、OT-2の露頭に関しましては、薄片の観察とか研磨試料の観察などで逆断層セ

ンスが見られるということで、そこまでを出戸西方断層が延長していると。そこを北端と

いうふうに考えるというお話でしたけれども、そこ自身、その場所で逆断層センスが見ら

れると。破砕帯も結構厚いというようなことがございますので、一応そういうものが完全

に見られなくなるOT-1という、そのさらに北の露頭ですね。正断層センスしか見られず、

破砕帯も非常に小さい、狭いと。そこを一応止めとするということで、今回、そういうお

考えを示されたという理解でよろしいですね。わかりました。 

 それで、あと、資料の270ページに、南端に関するまとめの表がございます。ここで、

一応、C測線を南の止めとするということでございますけれども、この中で、右側にボー

リングトレンチ反射法地震探査、鷹架層の構造という(4)という欄がございまして、ここ

に急傾斜構造ということが書いてあります。「出戸西方断層は急傾斜構造に変位を与えて

いることを確認しているので、急傾斜構造は出戸西方断層の最近の活動によって生じたも

のではないと判断される」というふうに書いてあるんですが、これは、出戸西方断層とい

うのは、1回だけ動いた断層ではないですよね。繰り返し動いているというふうに思いま

す。もちろん、急傾斜構造を切っている部分もあるとは思うんですけれども、しかし、こ

の出戸西方断層が分布している範囲と、急傾斜構造が存在する範囲というのは、非常によ

く一致しているというふうに思われます。こういう逆断層性の断層がある場所で急傾斜構

造が見られるというのは、日本全国あちこちどこでもあることで、特にここだけが急傾斜

構造とこの断層が関係ないというふうには思えないんですが、その点はいかがでしょうか。 

○電力中央研究所（佐々木主任研究員） 電中研の佐々木です。 

 御指摘のとおり、急傾斜構造と出戸西方断層、今の活断層としての出戸西方断層という

のは、位置的に今、一致しています。ただし、切り切られ関係で、明らかに急傾斜構造を

切って、出戸西方断層が、例えばD-1露頭ですと、Aso-4以降、8万年以降はそういった急

傾斜構造を切る動きをしているということから考えますと、ちょっと難しい言い方になる

んですけども、古い古出戸西方断層が急傾斜構造をつくって、最近の東西圧縮の場でそこ

が動き出して、活断層としての出戸西方断層ができているというふうに考えたほうが、今、

構造を切っているということから考えますと、素直ではないかなというふうに思います。
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この表現ですと、全く関係ないようにとられてしまいかねないので、少しここの表現は改

めたほうがいいというふうに思います。 

○石渡委員 表現は少し工夫していただくようにお願いいたします。 

 あと、この南端の止めに関して、針貫入試験とかを非常に一生懸命やっていただいて、

かなり今回はデータが充実したというふうに思います。それで、基本的な理解として、C

測線あるいはそれ以南で、針貫入試験でやわらかいところが幾つか見られたわけですけど

も、そういう部分は、破砕帯だけがやわらかいのではなくて、その周囲もやわらかくなっ

ているという理解でよろしいですか。 

○日本原燃（蒲池課長） そのとおりでございます。 

○石渡委員 そうすると、そういうことで、断層による破砕帯がやわらかくなった原因で

はないと考えられるということですね。そういう点は、きちんと結論のところにそういう

ことを書いたほうがいいんじゃないかと思うんですね。 

 それから、あと、幾つか間違いを指摘したんですけども、それは事業者側には伝わって

いるんですかね。例えば、最後に資料として、433ページに教科書からの転記みたいなこ

とで示してあるんですけれども、ここに断層岩に関する用語の整理というのがございまし

て、断層ガウジというのは、破砕岩片の割合が30％以上、断層角礫が30％以下と書いてあ

りますね。これは逆じゃないですか。不等号の向きが逆なんじゃないですか。 

○日本原燃（蒲池課長） 蒲池でございます。 

 すみません、確認の上、適切に対応させていただきたいと思います。 

○石渡委員 これについては、確認の上、訂正をお願いします。 

 それから、資料全体として、よく使われる言葉遣いの問題なんですけども、例えば、83

ページをちょっと見ていただきたいんですけども、例えば、ここに、「最新活動は、十和

田大不動火山灰に明らかな変位・変形が認められることから、少なくとも約3.2万年前以

降と考えられる。」。少なくともというのは、これはどういう意味ですか。これは古くと

もということですよね。これより新しいと考えられるということですよね。少ないという

のは、数字が出ていて少ないというと、少なくとも3.2万年前というと、これよりも多い

のではないかという。この資料全体として「少なくとも」というのがよく出てくるんです

けども、どうもそこの状況、文意といいますか、文のつながりの中で何となくしっくりこ

ないところが非常に多いんですよ。もうちょっと適切な言葉遣いに変えていただいて、普

通、大体、こういう言葉を入れなくても意味は通じるので、とってしまえば一番いいかと
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思うんですが、その辺、気をつけていただきたいと思います。 

 ほかに何か気がつかれたことはございますか。よろしいですか。 

 事業者さん側から何かコメントはございますか。よろしいですか。 

○日本原燃（金谷執行役員） 若干の修正がありますので、それと、一部ヒアリングで細

かなデータの御提供といいますか、御説明はさせていただきます。 

 ただ、出戸西方断層の評価ということでいけば、冒頭、佐藤さんのほうからもC測線で

概ねオーケーという話と、あと、北端のほうにつきましては、大浅田さんのほうからOT-1

の話がございましたので、南端、北端のほうはほぼ特定できたという理解をしてよろしい

でしょうか。 

○石渡委員 それにつきましては、六ヶ所再処理施設等の敷地周辺陸域の活断層評価のう

ち、出戸西方断層に関する今回のコメント回答については、概ね十分な回答が得られたと

いうふうに評価します。本日の質疑の内容を今後の資料に反映してくださるようにお願い

いたします。 

 それ以外にいろいろ、今日、指摘のあった部分で、まだ説明がちょっと不十分だという

ような部分がございましたので。それと、あと、出戸西方断層以外の断層に関するコメン

ト回答など、これらは引き続き本会合において審議をしていきたいというふうに思います。 

○日本原燃（金谷執行役員） すみません、もう1点よろしいですか。金谷でございます。 

 ありがとうございました。そうしますと、今御指摘がございましたその他の断層と、若

干のコメント対応につきましては速やかにさせていただきます。とともに、今日、出戸西

方断層、南端、北端側が特定できたということで、明日以降、地震動評価のほうをさせて

いただいて、出戸に関する地震動評価も、まとまり次第、また御説明させていただきます。 

 それと、例の現地調査で見ていただきましたトレンチ、大きいトレンチが2カ所ほどご

ざいます。そのトレンチにつきましては借地で農地でございまして、できるだけ早く埋め

戻し、原形復旧にかかりたいなというふうに思っておるんですけども、準備に取りかかっ

てよろしいでしょうか。 

○石渡委員 それは我々が判断することですか。森田さん、いかがですか。 

○森田チーム長補佐 事業者さんが土地の所有者さんと契約されている内容については、

我々は関与していませんので、それは御判断いただければと思います。 

○日本原燃（金谷執行役員） あるサイトで、大規模なトレンチを埋め戻す前に、こうい

った委員会で御相談されたという実績がございましたので、そういうことも踏まえて、今、
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ちょっと御相談させていただいたということでございます。 

○石渡委員 よろしいですか。 

 森田さん。 

○森田チーム長補佐 以上の点は、もし大いなる疑問がおありであれば、御相談をいただ

ければ、何か問いかけていただければお答えしますけれども、借地の契約の関係は我々は

存じませんので、日本原燃さんで御判断いただければと思います。 

○石渡委員 そのようにお願いいたします。 

 それでは、大体これで全部ですかね。 

 では、以上で本日の議事を終了いたします。 

 最後に、事務局から事務連絡をお願いいたします。 

○森田チーム長補佐 では、核燃料施設等の地震等に関する次回の会合につきましては、

ヒアリングの状況を踏まえました上で連絡をさせていただきます。 

 事務局からは以上です。 

○石渡委員 それでは、以上をもちまして第68回審査会合を閉会いたします。 
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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第69回 議事録 

 

１．日時 

 平成２７年７月２４日（金）１４：３０～１６：１５ 

 

２．場所 

 虎ノ門タワーズオフィス ８階 Room７ 

 

３．出席者 

担当委員 

 田中 知   原子力規制委員会委員 

原子力規制庁 

 大村 哲臣  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 片岡 洋   原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

長谷川 清光 原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 竹内 淳   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

伊藤 博邦  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 塩川 尚美  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

田尻 知之  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

竹谷 公貴  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

佐藤 耕太  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

福島 操   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 小川 明彦  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 津金 秀樹  原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 平野 豪   原子力規制部 新基準適合性審査チーム員 

 久保田 和雄 技術基盤グループ 安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

 主任技術研究調査官 

 高梨 光博  技術基盤グループ 安全技術管理官（核燃料廃棄物担当）付 

 主任技術研究調査官 
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日本原燃株式会社 

越智 英治  執行役員 再処理事業部副事業部長（新規制基準） 

 石原 紀之  東京支社 技術部 課長 

有澤 潤   再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部長 

 山地 克和  燃料製造事業部 燃料製造計画部 安全技術グループリーダー（課長） 

 鳥原 秀明  再処理事業部 再処理工場 化学処理施設部 精製課長 

 名後 利英  再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

         安全グループ 主任 

 阿部 学   再処理事業部 エンジニアリングセンター プロジェクト部 

         安全グループ主任 

 堀口 亮   再処理事業部 再処理工場 化学処理施設部 精製課 副長 

 木村 乃久  再処理事業部 安全管理部 作業安全課 主任 

 柿﨑 圭紀  再処理事業部 再処理工場 化学処理施設部 分離課 担当 

 

４．議題 

 （１）日本原燃(株)再処理施設の新規制基準に対する適合性について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

 資料１ 六ヶ所再処理施設における新規制基準に対する適合性【重大事故等対処施設】 

     重大事故等への対処の基本方針及び想定する条件 

     （有機溶媒等による火災又は爆発） 

 参考  再処理施設 前回までの審査会合における主な論点と対応について 

 

６．議事録 

○田中知委員 それでは、定刻になりましたので、第69回核燃料施設等の新規制基準適合

性に係る審査会合を開催します。 

 本日の議題は、日本原燃株式会社再処理施設の新規制基準に対する適合性についてであ

ります。 

 それでは、早速、審査に入ります。 
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 本日は、重大事故のうち有機溶媒等による火災又は爆発について、対処の基本方針と想

定する条件を中心に審査を行う予定であります。これまでの審査会合において、五つある

個別の重大事故のうち使用済燃料の損傷、臨界、蒸発乾固、そして水素爆発について基本

方針等の審査を行ってきたところであります。本日は、五つ目の重大事故に当たります有

機溶媒等による火災又は爆発に関し、設計上定める条件より厳しい条件のもとで発生する

事故として十分な検討が行われた結果について、日本原燃のほうから、まず説明をお願い

します。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

 資料の説明に入ります前に、私のほうから一つお話をさせていただきます。 

まず、今回お配りしております資料でございますけれども、本来であれば右肩に「資料

1」という番号が振られるところでございますが、作成段階でミスがございまして資料1と

いう名称がついてございません。資料が一つしかございませんので、それは資料1という

ことでお取り扱いをお願いしたいと思います。申し訳ございません。 

また、ヒアリングにおいて論点がどこにあるかという点を整理させていただきまして、

論点と考える部分については、当社として、これまでの調査結果等を踏まえて再整理を行

って本日の資料に反映をさせていただいてございます。そのため、ヒアリングの際に御説

明した内容から変わっております点がございますが、これはヒアリングで論点を整理させ

ていただいた上で、事業者として論点に対してどう説明させていただくかということを、

既に調査等をした情報を踏まえて再整理を行っているものということで御理解をいただき

たいと思います。本日の資料の説明につきましては、そういった点を丁寧に御説明をさせ

ていただきます。 

また、前回の審査会合でも御指摘がありました重大事故の基本方針として御説明した内

容の整理につきましては、全事象に共通する方針と各事象の特徴を踏まえた個別の方針を

再度整理をしてございます。さらに、この整理につきましては、6月29日の審査会合で田

中委員から御指摘を賜ってございます、現実的な燃料使用の取扱と深く関係をしてござい

ます。そういう意味で、今、整理をしてございますが、いましばらく時間がかかるという

ことで、本日の資料にもこういった点は反映できていないという状況でございますので、

御容赦いただきたいと思います。 

それでは、資料の説明に入ります。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原と申します。 
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それでは、お配りしております資料に基づきまして、有機溶媒等による火災又は爆発の

御説明をいたします。 

まず、資料の6ページです。重大事故の選定ということで、7ページになりますが、再処

理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の第三十七条におきましては、「セル内

において有機溶媒その他の物質を内包する施設」、こちらが対象になっているということ

がございますので、再処理施設において取り扱う「火災又は爆発に進展する可能性のある

物質」をまず抽出をいたしました。抽出した物質に対しまして、物理・化学的に火災又は

爆発が発生するか等の観点で重大事故に進展する可能性の有無を評価しております。重大

事故に進展する可能性がある物質について、規則に従いまして重大事故等対処設備を設け

るという方針で重大事故の選定を行っております。 

ページ、めくりまして8ページに抽出された物質等を記載しております。大きく分けま

すと、セル内で取り扱う物質とプロセス中で発生を想定している物質、セル外で取り扱う

物質に分かれておりますが、このうちセル外で取り扱う物質に関しましては三十九条にお

いて詳細を説明する予定でございますので、本日は結果のみ御説明させていただきます。 

ページ、めくりまして10ページになります。10ページは、先ほど簡単ですが御説明した

選定の方針をフロー図に示したものでございます。それぞれ物理・化学的に発生しない場

合は重大事故対象外①、火災又は爆発が発生しても設計基準の範囲を超えないものは②、

そうでないものは③、重大事故という選定をしております。 

11ページに、その選定結果をまとめて記載しております。結果的に重大事故として取り

扱うものはTBPとノルマルドデカン、こちらを「セル内有機溶媒火災」として重大事故の

検討対象とするということとしております。 

個別の物質名の検討結果につきまして、引き続き御説明させていただきます。12ページ

になりますが、こちらはTBP/ノルマルドデカンでございます。TBP/ノルマルドデカンにつ

きましては、分離建屋及び精製建屋の機器で使用しております。セル内におきましては加

熱源及び着火源が排除されておりまして、また崩壊熱による温度上昇も放熱を考慮します

と引火点には到達することはないということを評価しております。ですので、基本的には

TBP/ノルマルドデカンの火災の発生の可能性は極めて低いと考えておりますが、万一の火

災への進展に備えまして、重大事故の検討対象とするという検討結果としております。 

13ページは有機溶媒を取り扱う機器ということで、赤色で示した機器で有機溶媒を取り

扱っているということを示したものでございます。 
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14ページ、15ページは、具体的に取り扱っている機器と、そちらの機器が内蔵されてい

るセルを示したものでございます。 

続きまして、16ページになります。こちらは、硝酸ヒドラジンが対象となっております。

硝酸ヒドラジンにつきましては、分離建屋の分配設備、精製建屋のウラン精製設備及びプ

ルトニウム精製設備で使用しております。再処理施設のプロセス内で使用しております硝

酸ヒドラジンにつきましては、濃度が低いということと加熱源がないということから、こ

の濃度では爆発することはないという評価をしております。この結果として、物理・化学

的に爆発は発生しないという評価をしております。 

17ページが、具体的に硝酸ヒドラジンを使用している主な機器と使用している濃度を示

しております。 

18ページ、19ページにつきましては、ヒドラジンの安定性試験、過去に行われた試験が

ございますが、こちらの結果と、あとは再処理施設の使用環境との比較をしたものでござ

います。 

ページめくりまして、20ページでございます。こちらは、硝酸ヒドロキシルアミンにな

ります。硝酸ヒドロキシルアミンの使用施設としましては、精製建屋のプルトニウム精製

設備がございます。こちらの評価ですけれども、再処理施設で使用しております硝酸ヒド

ロキシルアミンにつきましては濃度が低いということと、かつプロセスでは硝酸ヒドロキ

シルアミンの分解温度まで加熱することはないということから、爆発することはないとい

う評価をしております。万が一、金属イオンの混入によりまして硝酸ヒドロキシルアミン

が分解することを仮定しても、濃度が薄いため爆発に至ることはないという評価をいたし

ております。結果として、物理・化学的に爆発は発生しないという評価となっております。 

続きまして、少し飛びますが27ページになります。こちらは、潤滑油・グリスが対象で

ございます。27ページにつきましては、前処理施設の溶解槽セル及びせん断機・溶解槽保

守セルで中にグリスがございますので、そのグリスについての評価となっております。 

28ページでございますが、セル内にあります可燃物としては量が少ないということ、ま

たグリスの温度が高いということもございまして、当該セルで最も高温となる部位に接触

しても引火点には至らないということから、このセルではグリスによる火災は物理・化学

的には発生しないという評価としております。 

 続きまして、29ページでございますが、こちらは高レベル廃液ガラス固化施設の固化セ

ルにおきまして使用されている潤滑油・グリスに関する評価でございます。 
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30ページでございますが、評価の内容といたしまして、当該セル内で使用しております

潤滑油・グリスにつきましては、約600Lと45kgという数値がございますけれども、潤滑

油・グリスにつきましては、連続的に供給されているものではないということから火災の

規模は限定的であるということ、また固化セル内のガラス溶融炉につきましては、耐火レ

ンガ等の不燃材料で構成されておりますので、火災が発生しても放射性物質の閉じ込め機

能が影響を受けるということはないということから、火災の影響が小さく設計基準の範囲

を超えないということで、重大事故には至らないという評価をいたしております。 

31ページにつきましては、セル内のポリエチレンでございます。ポリエチレンに関しま

しては、前処理建屋、分離建屋、精製建屋の中性子検出器用の減速材、あるいは分離建屋、

精製建屋の円筒型パルスカラム等で使用されております。ポリエチレン自体は引火点が高

く、かつ加熱されることがないということがございますので、物理・化学的に発生しない

という評価をいたしております。 

続きまして、32ページでございます。こちらは、TBP等の錯体による急激な分解反応で

ございます。こちらの評価に関しましては、これまでヒアリングで説明してまいりました

方針から若干見直しがかかっている部分でございます。 

TBP又はその分解生成物であるDBP、MBPと硝酸、硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの

錯体につきましては、高温になると急激な分解反応を起こすということがわかっておりま

す。この事象が想定される設備としましては、五つの濃縮缶及び蒸発缶が考えられており

ます。こちらの評価としましては、TBPと接触した溶液は、希釈剤洗浄によりましてTBPの

除去を行うとともに油水分離を行っております。また、濃縮缶・蒸発缶の加熱蒸気温度に

つきましては、135℃を超えないよう管理を行っております。濃縮缶・蒸発缶の温度・液

位につきましても監視をいたしまして、過濃縮の防止を図っております。こういった対応

から、TBPの錯体の急激な分解反応は物理・化学的に発生しないと評価をしております。

詳細な評価内容につきましては、別途、後ほど4.の中で御説明いたします。 

続きまして、33ページでございます。アジ化水素でございます。アジ化水素は硝酸ヒド

ラジンと亜硝酸が反応して生成するというものでございまして、対象設備としましては分

離建屋、精製建屋の硝酸ヒドラジン供給を実施している機器となります。硝酸ヒドラジン

に関しましては、硝酸ヒドラジンと亜硝酸の反応で生成しますが、精製した水相中のアジ

化水素濃度ですね、こちらにつきましては、爆発の下限値である0.05Mを下回っていると

いうことが評価で確認できております。この結果として、アジ化水素の爆発は物理・化学
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的には発生しないという評価をしております。 

続きまして、34ページになります。こちらは、ジルカロイ粉末による火災でございます。

ジルカロイ粉末による火災につきましては、使用済燃料をせん断する際に使用済燃料被覆

管のジルカロイ粉末がせん断機内に蓄積し、それによって火災が発生するということが考

えられますけれども、せん断機において発生するジルカロイ粉末の粒径につきましては、

調査・研究によりまして発火の可能性が低いということが確認されております。また、せ

ん断時にはウラン粉末によってジルカロイ粉末自体が希釈されますので、こちらのほうは

普段、窒素を入れまして窒素雰囲気で処理をしておりますが、その状態ではもちろん、空

気中におきましても爆発の危険性はないということが確認されております。結果的に、物

理・化学的に火災は発生しないという評価としております。 

36ページは、水素による爆発でございます。こちらにつきましては三十九条にて詳細を

説明いたしますので、本日は説明を割愛させていただきますが、こちらにつきましても、

対象設備はウラナス製造器と還元炉、二つございますけれども、ウラナス製造器につきま

しては爆発時の影響が小さいことから、重大事故には至らないという評価としております。 

38ページの還元炉に関しましては、物理・化学的に爆発は発生しないという評価として

おります。 

40ページの廃溶媒による火災ですけれども、こちらにつきましても三十九条にて詳細を

説明いたしますが、評価の結果としましては、火災時の影響が小さく設計基準の範囲を超

えないということから重大事故には至らないという評価としております。 

1.の重大事故の選定は以上となります。 

続きまして、セル内有機溶媒火災に係る重大事故の検討に移ります。 

42ページでございますけれども、セル内有機溶媒火災に関しましては、機器内で発生す

る火災と機器からの漏えいに伴う火災に分けられます。機器内の火災に関しましては、機

器内については静電気除去の観点から機器の接地を行っておりますので、着火源が排除さ

れているというところがございます。また、機器からセルへの漏えいによる火災に関しま

しては、セル内には着火源となる機器が設置されていないということ、また漏えい液が回

収されずに放置された場合についても、崩壊熱による温度上昇が生じたとしても放熱の効

果により引火点には到達しないということが考えられますので、火災の発生は考えがたい

と考えます。しかし、万が一、火災が発生した場合の影響の大きさを考慮しまして、機器

からの漏えいに伴うセルの有機溶媒火災を対象とすることといたします。 
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43ページにセル内有機溶媒火災の特徴を記載しております。火災ということでございま

すので、基本的に可燃物、酸素及び着火源の三つが必要となりまして、一つでも欠ければ

火災は発生しないという特徴がございます。セル内有機溶媒火災に関しましては、万が一、

火災が発生した場合につきましては、ガス消火設備によって消火する設計となっておりま

すが、消火が失敗した場合につきましては火災が継続し、放射性物質の放出が行われると

いうことになりますけれども、漏えいした溶媒が全て燃え尽きて火災が収束するというこ

とになります。 

続きまして、44ページでございます。セル内有機溶媒火災の発生形態と設備区分という

ことでございまして、まず発生形態に関しましては、有機溶媒がセル内に漏えいし、さら

に漏えいした有機溶媒を回収する機能が喪失した状態で溶媒が引火点以上に加熱され、着

火するということを想定いたします。起因事象に関しましては、内的事象及び外的事象を

想定します。また、セル内有機溶媒火災の関連する機器につきましては、下の図のように

四つの設備区分で分類することができます。 

続きまして、45ページです。内的事象における損傷の想定ということでございまして、

先ほどの44ページでも御説明したとおり、セル内有機溶媒火災の発生防止に係る機能とし

ましては、有機溶媒の保持機能、蒸気の供給機能と蒸気及び回収有機溶媒の保持機能がご

ざいます。 

これらに関して、まず静的機器の損傷を考えます。静的機器の損傷については、セル内

の移送配管の貫通き裂による漏えいを想定します。また、複数の移送配管における貫通き

裂が同時に発生することは想定せず、有機溶媒の漏えいは1セルのみを想定いたします。

また、セル内の蒸気配管及び回収配管の材質はステンレス鋼でありまして、通常時には使

用しないということもございますので、これらについては貫通き裂の発生は想定しがたい

ということで、蒸気及び回収有機溶媒の保持機能は維持されるという前提を置いておりま

す。 

動的機器の機能喪失に関しましては、漏えい液を回収する設備で用いる蒸気に関しては

安全蒸気系のボイラと一般蒸気系のボイラがございますが、安全蒸気系のボイラは多重故

障により漏えい有機溶媒の回収機能が喪失するということを想定します。また、一般系の

ボイラは機能喪失を前提といたしております。こちらを前提とした図が46ページとなって

おります。 

47ページに移りまして、内的事象による重大事故の評価でございます。対象は、有機溶
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媒の移送配管を対象といたしまして、それらから漏えいした場合、移動した有機溶媒が崩

壊熱により1年以内に引火点に到達するおそれがあるかという観点で評価をしております。

1年以内に引火点に到達するおそれがある場合については、速やかな発生防止対策が必要

な重大事故、そうでない場合については時間余裕内で既設の復旧により対処を行う重大事

故という区分けをしております。 

48ページに移りまして、漏えい液の引火点到達時間の評価方法でございます。漏えいし

た有機溶媒の引火点の評価につきましては、引火点に到達するまでの時間を崩壊熱密度、

漏えい量及び構造物の物性等により求めております。この際、空気への放熱は考慮してお

りません。また、漏えい量は漏えい箇所と漏えい時間により算定するということとしてお

りまして、漏えい時間に関する考え方につきましては49ページにまとめて記載してござい

ます。 

まず、漏えいの検知装置と漏えい液を回収する設備で用いる蒸気をつくるボイラですね、

こちらがそれぞれ安重の場合につきましては、それぞれ多重化されておりますので、両方

の多重故障は関連性がないということで、いずれか一方の多重故障による機能喪失を考慮

いたします。安全蒸気ボイラの多重故障の場合につきましては、漏えい検知装置が機能維

持されますので、漏えい検知装置からの警報により、警報発信から10分後には運転パラメ

ータの確認等の判断を行うとともに移送を停止し、または工程停止の操作を実施するとい

うことが可能と考えますので、漏えいから1時間以内に漏えいを停止することができると

いうことから、漏えい時間は1時間と設定します。 

また、非安重の漏えい検知装置及び一般蒸気ボイラの場合については、それぞれ機能喪

失を考慮します。このため、漏えいの検知につきましては、運転員が1直当たり数回行う

検知装置の確認で検知できるということを考えますが、単一運転員の誤認を考慮しても、

次直の運転員により漏えいを検知できるということを考えまして、漏えい時間につきまし

ては8時間で漏えいを検知して止められるということを考慮いたします。 

50ページ、51ページにつきましては、漏えい時間に関しまして、漏えい検知装置と漏え

い液を回収する設備が安重か非安重かという組み合わせで、それぞれケース分けをしたも

のでございます。 

52ページは、漏えい時間の評価に用いたパラメータを一覧に示したものでございます。

実際の計算方法につきましては、補足1に記載をしております。 

評価の結果ですが、グラフは53ページに示したとおりとなっておりまして、1年よりも
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短いものにつきましては54ページに対象を示しております。対象としては4セルとなって

おります。 

55ページ、評価の結果、まとめでございますけれども、漏えいから1年以内に引火点に

到達するセルは4セルございます。これらにつきましては、重大事故等対処設備を準備い

たします。4セルのうち分離建屋の分離設備ガンマモニタセルにつきましては、漏えい液

を重力流で回収する設計としておりますが、重力流回収が機能しない場合に備えまして、

他のセル用に準備した発生防止対策を活用した発生防止を図るということとしております。

引火点に到達するまでの時間が1年以上の場合は、時間余裕がございますので、漏えい液

回収設備を復旧させるという対応をとります。 

続いて56ページ、外的事象における損傷となります。外的事象の場合の、まず静的機器

の損傷の想定でございますが、セル内の機器におきまして、セルと同等の耐震性を有しな

いものにつきましては、保守的に一つの貯槽の損傷による有機溶媒の全量漏えいを想定い

たします。配管につきましては、セルと同等以上の耐震性を有する設計とすることといた

しますので、漏えいは想定しないという前提を置きます。 

57ページでございますが、動的機器の機能喪失に関しましては、こちらは安全蒸気ボイ

ラ、一般蒸気ボイラともに機能喪失を前提とします。 

58ページに、それらを図示したものを示しております。なお、配管のみを内蔵します回

収溶媒第3貯槽、PAACポンプセル及び第6予備セルについては、外的事象による漏えいは想

定しないということとしております。 

59ページに、外的事象による重大事故の評価ということで評価フローを示しております。

対象は有機溶媒を内蔵する貯槽等となっておりまして、①が当該の機器がセルと同等以上

の耐震性を有するかどうかというところとなっております。こちらでYESの場合には重大

事故の発生なしとなっておりまして、NOとなった場合には引火点到達までの時間を評価い

たします。1年未満の場合には速やかな発生防止が必要な重大事故となりまして、1年を超

える場合には③の評価に移ります。 

③の評価につきましては、重大事故により漏えい液の温度上昇が想定されるかというこ

とでございまして、具体的には貯槽等と同じセル内に温水または蒸気配管があるかどうか

ということを確認します。そういった温水、蒸気配管がない場合につきましては、時間余

裕内で既設の復旧を行うということといたします。③の評価がYESとなった場合につきま

しては、設計基準において火災時の環境影響が小さいことを確認しているかということで、
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環境影響が小さい場合につきましてはYESに移りまして、環境影響が小さいため既設の復

旧により対処を行う重大事故となります。NOの場合には、設備損傷時に速やかな発生防止

が必要な重大事故という評価となります。 

評価結果が60、61ページとなります。重大事故の発生がないセルが7セルございます。

速やかな発生防止が必要な重大事故に該当するセルはございません。 

時間余裕内で既設の復旧により対処を行う重大事故が20セルございまして、これらの引

火点到達までの日数は約1000日を超えるという結果となっております。対応に関しまして

は、既設の漏えい液回収設備を復旧させて漏えい液の回収を図りますと。また、漏えい液

の温度を計測し温度推移を確認するということといたしまして、上昇傾向があれば窒素濃

縮空気を供給するという対策をとります。 

また、環境影響が小さいため既設の復旧により対処を行う重大事故は9セルございまし

て、これらに関しましては、他の重大事故が発生した場合については、その対処後に記載

の対応を行うという方向としております。 

続きまして、62ページが内的事象を原因としたセル内有機溶媒火災への対処ということ

で、具体的な対処の内容を御説明いたします。 

63ページは代表セルの選定ということで、分離建屋、精製建屋に対象セルがございます

が、これらの中でプルトニウム精製塔セルを対象として説明をいたします。分離建屋と精

製建屋での対策は共通しておりますので、こちらのセルを対象とするものでございます。 

65ページが発生防止のイメージ、66ページ、67ページが、それぞれ拡大防止対策、異常

な水準の放出防止対策のイメージでございます。 

各対策の相関といたしましては68ページに記載のとおりでございまして、69ページ以降

が具体的な対策の内容、及び71ページに手順と使用する重大事故等対処設備の関連性を示

しております。以降、72ページが拡大防止対策、74ページが異常な水準の放出防止対策と

なっております。 

76ページ以降は、各対策と条文要求との関連性をまとめたものでございます。 

続きまして、85ページになります。TBP等の錯体の急激な分解反応の発生に係る評価と

いうことでございまして、1.の中で物理・化学的に発生しないと御説明したものの評価の

内容でございます。 

発生条件につきましては先ほども御説明したとおりでございますが、これらに対する事

故防止対策といたしましては、濃縮缶、蒸発缶へのTBPの多量の混入防止対策、具体的に
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は希釈剤洗浄、油水分離、希釈剤洗浄後の溶液中のTBP濃度の確認を行っております。ま

た、加熱蒸気の温度を135℃を超えないように管理ということで対策をとっております。

また、過濃縮を防止するための対策もとっております。 

具体的な対策は、87ページ以降に記載しております。87ページがTBP洗浄器で希釈剤洗

浄を行っているということに対する説明でございまして、こちらにつきましては、溶液と

希釈剤を接触させ溶液中のTBPを除去するということでTBP除去を行っております。こちら

につきましては、希釈剤流量及びTBP洗浄器の界面の位置について運転員が定期的に確認

するという対応で異常のないことを見ております。 

また、88ページでございますが、こちらは油水分離槽での対策、油水分離と溶液のTBP

濃度の確認でございます。油水分離につきましては、移送の際、貯槽下部から溶液を抜き

出すという対応をしております。こちらは、運転員が移送時に液位を確認し対応するとと

もに、所定の液位で移送が止まるインターロックを設けております。また、貯槽上部に有

機相がたまった場合には、上部から有機相を抜き出すという対応をとることもしておりま

す。また、油水分離槽において溶液のTBP濃度を分析により確認するという対応もとって

おります。 

続いて89ページでございますが、こちらはプルトニウム濃縮缶の加熱設備の対策となっ

ております。加熱蒸気を135℃を超えないような管理をしております。具体的には、加熱

蒸気の温度及び圧力を監視しております。また、加熱蒸気の温度高によりまして一次蒸気

及び加熱蒸気をしゃ断するインターロックを設けるということとしております。 

続いて90ページでございます。こちらは、プルトニウム濃縮缶における過濃縮の防止で

ございます。プルトニウム濃縮缶では、缶内の液位低あるいは圧力高、密度高によりまし

て一次蒸気をしゃ断するというインターロックを設けております。また、それぞれの液位

低等によりまして警報を発するような設計としております。また、缶内の温度に関しまし

ても運転員が確認を行っております。 

91ページでございますが、設計基準におきましてTBP等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合の影響の評価を行っております。こちらの評価におきましては、プルトニウム濃

縮缶の中に100gのTBPが混入したということを想定して評価を行っております。100gとい

う量を設定した根拠でございますが、プルトニウム濃縮缶に供給されます硝酸溶液のTBP

濃度につきましては、プルトニウム溶液の組成に応じたTBPの溶解度から110mg/Lと仮定し

ております。プルトニウム濃縮缶に混入したTBPに関しましては、さまざまな理由により
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まして濃縮缶からの移行が考えられますが、文献によりますと蒸発による凝縮液側への

TBPの移行が最も割合が高いというところがございますので、この点を考慮した評価をい

たしております。蒸発による移行を考慮した上で濃縮缶の液量及び濃縮係数から評価いた

しますと、TBPの量につきましてはおよそ100gという結果となります。 

この考え方を図でまとめたものが92ページでございます。 

93ページに評価結果をまとめております。設計基準の評価でございますが、100gでTBP

等の錯体の急激な分解反応が発生した場合の影響につきましては、プルトニウム濃縮缶内

の圧力は上昇しますが濃縮缶の破損は生じないと。また、塔槽類排ガス処理系の高性能粒

子フィルタでの差圧や当該フィルタに流入する気体の温度上昇はわずかであるという結果

が得られております。 

この評価の保守性でございますが、アクティブ試験におきましてTBP洗浄器のTBP洗浄効

果を確認しております。試験結果といたしましては、ほぼ検出下限値未満でありまして、

最大値でありましても設計基準で想定したTBP濃度よりも十分低い値であるということが

確認できております。設計基準で想定したTBP濃度につきましては、プルトニウム溶液の

性状に対する最大値を使用していること、またアクティブ試験の結果から十分な保守性が

ありますので、これ以上の値を想定する必要はないと考えます。このため、万が一、爆発

が発生した場合の影響につきましては、設計基準の範囲に収まると考えております。 

続きまして、94ページでございます。以上、まとめますと、結果としましては、発生防

止対策はさまざまなことを用意しております。また、適切なパラメータ管理ですとかイン

ターロック等によりまして、これらは管理されております。TBP等の錯体の急激な分解反

応につきましては、全ての対策が機能しない場合に発生しますので、それぞれが同時に機

能喪失ということはないと考えております。 

以上から、TBP等の錯体の急激な分解反応は発生せず、万が一、発生した場合につきま

しても、その影響は設計基準内に収まると考えております。また、地震が起きた場合に、

この事象が発生しないかという点に関しましては、耐震B/Cクラスの施設が破損するおそ

れがある地震が起きた場合につきましては、再処理を停止するということをいたしており

ますので、錯体の急激な分解反応は起きないと考えております。また、他の重大事故にお

きましても、重大事故によりまして事故の発生防止対策が機能喪失するということもあり

ませんので、他の事故がTBP等の錯体の急激な分解反応の起因になるということは考えら

れないという評価としております。 
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以降、補足をつけておりますが、そちらは説明は割愛させていただきます。 

以上となります。 

○田中知委員 どうもありがとうございました。 

それでは、ただいまの日本原燃からの説明に対して、規制庁のほうから何かありますか。 

どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

7ページと10ページで、まず重大事故の対象物質の選定のところで確認というか質問が

あります。御承知のように、重大事故というのは再処理規則の中で設計上定める条件より

厳しい条件のもとで発生する事故という定義でありますので、そういった設計上定める条

件より厳しい条件を考慮した上で、この対象物質というのが選ばれているのかと。 

例えば、10ページですと、真ん中のひし形にあります、火災又は爆発が発生しても設計

基準の範囲を超えないという記載がございますけれども、設計基準で既に評価されている

事象とか、そういった説明でこの後もありますけれども、あくまでも設計基準の中での前

提で選ばれているのか、その中で、それを超える条件を考慮しても起きないというところ

の説明が、ここでは今日はないようなふうに思われますので、その辺はどういうふうに検

討されていますでしょうか。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原でございます。 

設計基準を超える条件、設計上定めるよりも厳しい条件の考慮という点でございますが、

特に10ページの二つ目の四角の部分です、設計基準の範囲を超えないという点につきまし

ては、設計基準の中で、もともと想定しております防止機能ですとか、そういったものが

機能しない場合でもということは、まず前提として置いております……。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

先ほど御指摘があった②番で落としているところにつきましては、例えば、27ページ、

28ページに書いてある潤滑油・グリスの話です、ここで落としているのは、この27、28、

29、30に書いてある4ページ分でございます。これは、なぜ設計基準を超えないかという

説明については、もともと機器に入っているグリスであったり潤滑油、これが連続供給さ

れていないので、それ以上、物理的に増えようがないということで、そこで設計基準を超

えないと。条件を超えることが既に物理的にできないということで、設計基準の範囲に収

まるという説明でございます。 

そういう意味では、設計の条件を超えるという説明を確かにしなければいけないんです
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が、ちょっと補足が足りなかったですけど、一応、例えば、資料の中では「連続供給され

るものではない」というのが30ページに書いてありますけれども、30ページの二つ目のポ

ツです、矢羽根の下の。要は、これ以上の供給量を条件として設定することができません

ということでございます。そういうことで、②番の中の評価としてやってございます。 

○竹内チーム員 今の御説明ですと、一部そういったことが物理的に、全部燃えたとして

も、これだけなので、それは影響ないんですよというお話というのは、そういうものもあ

るかもしれませんが、例えばインターロックであるとか、いろんな設計上、設計基準で何

らかの機能を期待して、それで範囲内に収まるといったようなところも考え方を適用して

いるのであれば、それがだめになった場合であるとか。そもそも、このときに外的事象み

たいなことが、影響を受けたとしても、範囲内に収まるんだというところまで見ているか

どうかというところも教えてください。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

そういう意味では、ちょっと説明が不足はしていたところもあるかと思います。ただ、

今、そういう観点で御説明をしなきゃいけない宿題が残るとすると、8ページでセル外で

取り扱う物質で、※1で三十九条で御説明しますと言っている部分、ここが恐らく、そこ

をちゃんと丁寧に御説明をしないといけない範囲だというのは認識をしてございます。 

ただ、三十七条の中で整理をしている範囲で②番で落としているものというのは、11ペ

ージのところを見ていただきますと、潤滑油とグリス、この二つでございます。 

そういう意味では、設計上の条件、いろんな条件、外からあぶるなんなりということで、

既に設計基準の中では持っている油を全部燃やしてもどうなんだという話をしてございま

すので、これ以上条件を拡大しようがないんではないかと。そこでインターロックも何も

期待をしていなくて、実際、燃やしたときにどうかという話をしていますのでそういう意

味で、②番の中では、あくまで設計基準の中で考えている範囲を超えることができないと、

超えることは想定できないということで落とさせていただいているということでございま

す。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

今の説明、基本的には物理的に不可能だというのを理解できます。よって、そういう意

味では、例えば、潤滑油の量だとかグリスの量というのが、事業指定変更申請上、担保さ

れる要件になる。 

これは、通常運転時の話もそうなんですけれども、施設のメンテナンスとか、今でもよ
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くわからないものがセル内に入っていたり、いろいろあちこちに置いてあるということも

我々は確認している中、そういうものを全て許可で担保していただけると、そういう理解

でよろしいですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

今の御指摘の点につきましては、整理としては、まず設計の評価の中、重大事故の評価

の中で、条件としてアッパーリミットにならないといけないもの、これは当然、申請書の

中で約束をさせていただくものだと思っています。 

もう1点あった、それ以外のものがいろんなものが置いてあるという点については、や

はり、これ、我々の認識としては、そういうものは置かないという。例えば、持ってきて

も、そういうのは限定的にするという管理の仕方というのは、方針としては申請書でお約

束はしますけれども、基本的な管理は、やはり保安規定の中で担保させていただく要件で

はないかというふうに認識をしてございます。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

今ので大体わかりました。よって、今日の説明では約600Lとかグリス45kgとか書いてあ

ったり、多分、おのおのの場所で評価が幾つかパターンはあると思いますので、アッパー

リミットがこれを超えるんであれば、また、そこは説明していただくし、このアッパーリ

ミットが担保要件になって、あとは、その他の部分も含めて、ある種のそこを決めていた

だくということでは、また、ここはアッパーリミットをきちっと決めていただいた上で、

それを評価して設計基準として取り扱っていかないということを、変更があるのであれば、

また説明をしていただく必要があると思いますけど、そういうことでよろしいんですかね。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

今、御指摘の点は、そういう理解でございます。 

○田中知委員 あといかがですか。 

 どうぞ。 

○高梨主任技術研究調査官 規制庁、高梨です。 

私も重大事故の選定に関してなんですけれども。7ページ以降に選定のことで御説明を

いただいているんですけれども、特に、物理的・化学的に発生しないということが幾つか

書かれていて、そういう場合、恐らく再処理施設の特徴を考慮して幅広く検討してという

結論になっているんだと思いますが。 

例えば、20ページのところで硝酸ヒドロキシルアミンの検討のことが書かれております
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が、ここでも、ちょっと下のほうで例えば金属イオンの混入のことが書かれておりますが、

こういったところで再処理施設を考慮すると、この以降の説明では例えば鉄イオンについ

て代表して書かれているようですが、それ以外にも施設の中では使われている金属、物質、

その他あると思いますので、そういったものも含めて、特徴を考慮してどのような検討を

されているのかということを、もう少し詳しく御説明いただけますでしょうか。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原です。 

今回の評価の中で検討しているのは、鉄イオンの存在ということは考慮しています。こ

ちらの、なぜ鉄イオンかというところにつきましては、再処理工場内で、例えば腐食生成

物ですとか、いろんな理由で鉄の存在は一部確認されていますので、やはり代表的な金属

イオンとしては鉄が評価として必要なのではないかという考え方で、鉄イオンに着目して

評価をしております。 

具体的な評価の内容に関しましては、御説明を割愛してしまいましたが、23ページ、25

ページ、26ページ、再処理施設におけます硝酸ヒドロキシルアミンの爆発性について、

DOEが発表したテクニカルレポートをもとに評価をした内容を記載しております。基本的

には、プロセスに入ってしまいますと硝酸ヒドロキシルアミンの濃度につきましては約

0.35Mということで、随分薄くなるというところが、まず、もととなっております。そち

らの濃度となりますと、万が一、自己分解反応したとしても、水を蒸発させるために十分

な熱を持たないということもテクニカルレポートにありますので、そういったプロセスの

中で使っております特性等を考慮しまして評価をしたというところでございます。 

○高梨主任技術研究調査官 規制庁、高梨です。 

鉄イオンについてはそういうことだと思いますが、要は、それと同じように、ほかの金

属イオンも恐らくあると思いますので、そういったものでも今の条件といいますかね、そ

ういったもので特に問題なく排除できるというふうな御説明というふうに理解してよろし

いんでしょうか。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原です。 

御指摘のとおりで、一つにはプロセスで使っている濃度というところに着目しておりま

すので、そちらに着目した場合には鉄以外のイオンがあったとしても条件といいますか結

果は同じになると、そのように考えております。 

○高梨主任技術研究調査官 規制庁、高梨です。 

もう一つ、今、濃度の話ですけれども、ほかの例えば温度とか、そのほかの条件につい
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ても同様ということでよろしいでしょうか。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原です。 

御指摘のとおりで、温度に関しましてもプロセス内で加熱しているところがないという

ところがございますので、基本的には物質が変わっても変わらないと考えております。 

○田中知委員 よろしいですか。 

どうぞ。 

○竹谷チーム員 規制庁の竹谷です。 

13ページに有機溶媒を取り扱う機器が赤色で示されているかと思いますが、例えば、誤

操作などにより赤色以外のところに有機溶媒が行ってしまうというような事態は考えられ

ているのか、教えていただきたいんですが。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原でございます。 

今回の操作では、基本的に通常取り扱うところをまずは対象として、この色は塗ってお

ります。誤操作によって有機溶媒が移送されるという点に関しては、例えば、主要な機器

としては分離施設あるいは精製施設にありますパルスカラム等の機器がございますが、こ

ちらは誤操作等で多量のものが塗られていないところに流れていくということは、ほとん

ど設備的にはないというところでございます。 

また、貯槽に関しては、つながっている貯槽はございますけれども、基本的に、ほとん

どが溶媒から溶媒にという溶媒のフローの中に載っている設備でございますので、そうい

ったところについては、誤操作は、あったとしても行き先も溶媒の貯槽になっていますの

で、問題はないかなと思っております。 

○竹谷チーム員 じゃあ、この赤色以外のところには、もうほとんどというか、必ず、有

機溶媒が行く可能性はないということで理解してよろしいですね。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

回答が曖昧だったのであれですけれども、基本的に、まず設備の構造を前提に議論をさ

せていただいているのが事実でございます。これも当然、申請書の中でお約束をしながら、

今後、まだ不足している点があるとは認識はしていますけれども、再処理工場の試薬の場

合は、試薬建屋に受け入れたものを各建屋に供給し、各建屋の供給先としては、いきなり

設備に行くわけではなくて、必ず何かのタンクを通っていくということで、幾つかの経由

をした上でここに行く。そのラインは有機溶媒なら有機溶媒、硝酸なら硝酸ということで、

全て分割して供給がなされています。 
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そういう幾つかの設備を経由してくる大本で間違えない限りは、基本的には間違わない

ということ。かつ、それは一定の管理を行ったもので移送を行っていますので、その前提

で話をさせていただいているというのが事実でございます。そういう意味では、あり得な

いということを前提に、この整理はさせていただいています。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

今の説明は、本当に、これまで十分に検討をしたという前提の説明だったのか。我々が

もう少し先の議論をすると、重大事故が起こっているときに、多分、通常運転時と違った

いろいろな移送が行われたりすると。そういうときの誤操作も含めて、非常に混乱してい

る中、確実な操作ができるようになっているのかというところの検討も含めた、我々は誤

移送とか、そういったものをお尋ねしているという意味で、かなり幅広の通常運転時以外

の重大事故が起こっていて、いろいろなことが各所でやられている中の状態も含めた誤移

送の可能性というのが、設計基準を超えた世界で起こる可能性を御質問しているというと

ころなんですけれども、そのあたりも含めて今のお答えということでよろしいですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

その御指摘の回答としましては、まず、現時点のこの表の図の中には描いていないとい

うのが回答でございます。それは、ほかの蒸発乾固なり水素爆発でも御指摘をいただいて

いるように、ほかの事故を起点にしてほかの重大事故が起こるということがないのかとい

う点については、整理をして説明することという御指摘をいただいております。その点は

有機溶媒火災も同じだという認識をしています。 

その辺、今の時点でまとめられていないというのが事実でございまして、そういったと

ころも含めて整理をして回答させていただきます。 

○田中知委員 よろしいですか。 

あといかがですか。 

どうぞ。 

○日本原燃（有澤プロジェクト部長） 日本原燃の有澤でございます。 

一部、誤移送というか溶媒が移行しないというような説明がございましたけれども、基

本的には移行しないという設計でございますけれども、TBP等の錯体の急激な分解反応の

説明でもございましたけれども、TBP洗浄器、そういうところで十分に洗浄いたしますの

で、基本的には、そこで洗浄がなされて、それ以降の工程には有機溶媒は行かないという、
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そういう設計になっております。 

ただ、一部、同伴溶媒等があった場合には、その後の油水分離槽等できちんと分離をし

て、後工程に有機相が行かないという設計になっているということですので、この13ペー

ジの色塗りの赤いところでTBP洗浄器のところで赤が途切れておりますけれども、少量、

微量、行った場合ということも考慮して設計をしているというところでございます。 

以上、補足でございました。 

○田中知委員 あといかがですか。 

 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

本日、先ほど冒頭の御説明でもあったように、TBPの錯体の急激な分解反応という部分

に関して、7月22日の2日ぐらい前にヒアリングを受けていた中で、相当大きな方針の変更

があったという、そういうことで。多分、従前、この間まで聞いていたのは、発生の可能

性が十分低いということは我々もわかっていて、設計基準の段階で相当な、錯体の急激な

反応という意味では爆発的に反応していくので、我々が非常に注視している大きな事故と

なり得る可能性があるということで、いろいろ検討していただきたいことである。 

ただし、一方で、基準にも書いてあるように、十分な予防策はとられているので、その

予防は臨界と同じく、そこまでは要求はしていない。一方で、起こったときの対策を、可

能な限り外に出さないような対策をとっていただきたいというのが趣旨で規則はつくられ

ております。 

一方で、この説明がよくわからなかったのが、もともと重大事故として万が一の発生に

備え拡大防止対策及び異常な水準の放出防止対策を準備するという方針が、もう起こりま

せんという方針に転換されていること。 

一方で、例えば、11ページのところでは、もう対象外として「物理・化学的に火災又は

爆発しない」という、もう物理・化学的に起こりませんと言っている一方で、設計基準事

故としては取り扱っていて評価を行っているというふうになっていますけど、これが起こ

るのか起こらないのかという意味では、非常に、本日、全体として矛盾した説明がされて

いるのではないかというふうに少し感じてしまっているところがあるんですけれども。も

う少し、そのあたりがどのような考え方になっているのかというのを、ちょっと御説明を

いただきたいと思います。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 
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冒頭にも御説明したとおり、ヒアリングの点から一部修正がかかっているところがござ

いますと。一番大きなところは、今、御指摘の点だという認識もございます。 

まず、TBP等の錯体の急激な分解反応について、どう取り扱うかというのは、我々も設

計基準の世界の中の範囲というのも見た上で、非常にいろいろと検討したというのが事実

でございます。一つは、先ほど鳥原のほうから御説明しましたが、86ページで言っている

とおり、先ほど長谷川調整官からもあったとおり、設計基準の中でがちがちに発生防止対

策をやっているということ。設計基準事故の評価の中でも、これは溶解槽の臨界と同じか

もしれませんけど、基本的に起こる可能性が極めて低いと。設計基準事故として取り扱う

のも非常に難しいけれども、発生したときの影響を考えて設計基準事故で取り扱って評価

をして、設計が妥当であることを検証するという取り扱いになってございます。 

そういう意味で、かつ、そのときの条件をどう設定したかというのは、先ほど御説明を

させていただいた91ページにあります100gという数字を使って評価をしてございます。こ

れもヒアリングの中でいろいろ数字が変わって大変申し訳ございませんでしたが、最終的

な審査、過去の審査の中で説明している飽和溶液量、まさしく、これだけ溶けますという

マックスの条件で評価をして、濃縮缶での釜残も考えた上で爆発したときの評価をしてい

る。これ以上の条件をなかなか設定しようがないというところを、もう設計基準でやって

しまっているというところ、ここが非常に我々として取り扱いを苦慮したところでござい

ます。 

そういう意味で、前回の御説明では非常に矛盾していた資料を御説明して、ここの中で

設計基準で評価をした結果、93ページに書いていますとおり、設計基準の中で100gでやっ

ても機器は壊れない、フィルタも壊れない、圧力上昇が非常にわずかだというところまで

評価をして、爆発力で機器が壊れないことも解析までして評価をしてしまっている部分が、

大分、設計基準のほかのとはバランスが悪いところまでやってしまっているところも事実

でございます。そういう意味も含めて、前回の御説明の中では、例えばフィルタが壊れた

らとか、例えば機器が壊れたらという御説明をして、そこはもともとマックスでやって壊

れないというのに、なぜ壊れるのかという御指摘も幾つか頂いたところでございます。 

そういう意味で、結果として、我々としては、なかなか設計基準の範囲を超えるのが難

しいということで、この範囲の中に収まってしまうものの取り扱いを非常に悩んだ結果と

して、大変申し訳ないんですが、規則で要求されているのは理解しながらも、この設計基

準事故の範囲を超える評価をすることがなかなか難しいという結論で、今、94ページに結
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論を書かさせていただいております。その結果、対策というのは、設計基準事故で準備を

している対策以上のものが、なかなか、とりますという前提条件を見い出せなかったとい

うところでございます。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

大体、今、言わんとしていることは、ある程度は理解できる。ここで、やっぱり、先ほ

ど説明もあったように、非常にこの反応は爆発的な反応になっていて、その破壊力も含め

て大きい。もし、そういうフィルタ、ちゃんと健全な状態で捕集できなければ、かなりの

放出が見込まれるような事故に至るということでは、万全を期していただきたいという意

味で重大事故の中にちゃんと組み込んで。我々は設計基準事故の評価も全てしている中で

やっているところを、十分な対策をここはとっていただきたいというのが規則の趣旨では

あるということで、そこは、もう少し考えていただきたいところはある。 

さらに、もう少し言いますと、この途中、今、何ページか、ちょっとすぐ出てこなくて

あれなんですけれども、B/Cクラスについては地震によって止めますと、だから大丈夫で

すという御説明があったと思うんですけど、多分、時間的なファクタをきちっと入れて評

価していただく、ここは必要がある。この反応は、行ってしまったら、多分、1秒も満た

ないうちに反応が終わってしまうような急激な反応であって、地震を感知して、すぐに工

程が止められるのか、既に行ってしまった状態で加熱がきちっと止められるのか。これは

インターロックも入っているんで、そういうところも全部動かなかったときに、きちっと

温度の管理というか、そういうところもしなくてはいけないという意味では、そのあたり

はやっぱり設計基準事故の範囲であるというところも、さらに、もう少しきちっと検討し

て細かい点も含めてやっていただく必要はあるんじゃないか。 

本日の説明では、やっぱり、そういったところが少し説明がまだ不足している点が、い

ろいろぽつぽつ見受けられる点があると思いますので、全部検討がされている中で説明上、

何か少し資料がおかしいというんだったら、それでもいいんですけれども、そのあたり。

今、幾つか言ったのは、ある種の例であって、ここはしっかり検討していただきたいとい

う意味で細かい部分も含めて御説明をさらにいただきたいと思っているんですけど、いか

がでしょうか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

御指摘のとおり、設計基準の中で爆発のスピードなりなんなりというのは申請書にも書

いてある、それなりの早いスピードで事象が起こるというのも認識をした上で、今、御指
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摘の点、重大事故としてやはり規則にエントリーをして、我々として、事業者として重大

事故に対しては手厚く対応するという点、若干説明が今回の場合ですと不足しているとこ

ろがございますので、しっかり整理をした上で再度説明をさせていただきます。 

○田中知委員 重要な点かと思いますので、勘違いがあってはいけないんですけれども、

大丈夫ですか。 

○長谷川チーム員 はい。 

○田中知委員 あといかがですか。 

どうぞ。 

○伊藤チーム員 規制庁の伊藤です。 

42ページなんですけれども、枠の中に今回の条件として重要な一つになります着火源と

いうのがあって、「接地を行うことにより着火源を排除するという設計としている」とあ

るんですけれども、直近の事象を鑑みますと、照明のところからちょっと火が出たという

ようなことも事象として聞いておりますけれども、そういったところは検討の中に枠組み

として入ってくるんでしょうか。そこのところを説明、お願いします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

まず、基本的にはセル内だということで、今、御指摘のようなものが入っていないとい

うのがまず前提でございます。基本的に、セルの中に動力源も含めて持ち込まない前提で

いろいろ設計をしてございます。ただ、機械セルがあったりするところもあるので、着火

源になるべきものが本当にちゃんと排除し切れているかどうかというのは、設計で考えて

いたものが現実として合っているかどうかは、再度検証をした上で整理はさせていただき

ますが。ここで約束していることを書く以上は、そういったことの保全管理も含めて、お

約束をさせていただくということだと認識をしてございます。 

○伊藤チーム員 じゃあ、その点については、また別途、整理をして説明していただけれ

ばと思います。 

それと、その次のところなんですけれども、これも原燃の基本的な考え方になっていま

して、括弧内の2.の3行目で、今回の有機溶媒の火災の発生の評価として崩壊熱を基準に

して考えているんですけれども、要は、温度上昇としては崩壊熱による温度上昇というこ

とで、一応、そちらで検討はされているんですけれども、先ほど出た硝酸ヒドロキシルア

ミンとか、ヒドラジンとか、化学薬品をたくさん使っているわけですよね。そういったと

ころのものが混在するような状況というのは、この中で検討されていないのかどうか。混
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在することによって発熱反応になるようなことというのは十分あり得るかと思うんですけ

れども、この中にそういう検討がなされているのかどうか、まず、その点、お答えいただ

ければと思います。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原でございます。 

混在のお話ですけれども、内的と外的で漏えいの状況は若干、想定が違っているところ

があるんですけれども。内的の場合は貫通き裂を想定していますので、そこの対象の溶媒

配管から漏れますということで、そちらについては溶媒だけの漏えいを考えています。 

一方で外的の場合につきましては、セルと同等以上の耐震性を有しない機器からの機器

の破損といいますか、こちらからの漏えいを考えるということで事象を展開しておりまし

て、そういった意味では、同じ機器内にいろいろな化学薬品が入っているというケースが

あれば検討が必要なところとなるんですけれども。少々お待ちいただけますか。 

失礼しました。日本原燃の鳥原でございますが。 

そういった機器の内部の性状等も考慮して、漏えい液の性状は考慮して引火点等の評価

はしていますので、考慮はしているというところが事実でございます。 

○伊藤チーム員 そうしますと、崩壊熱で評価していますけれども、実際のところは化学

薬品が混在したときの発熱反応も、この中に考慮された上での数値だということですか。

それとも、考慮する必要がないということですか。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原です。 

今回、漏えいさせているものは有機溶媒となりますけれども、今、御指摘のあった化学

薬品は、ほぼ水相といいますか、のものになります。有機溶媒そのものの観点からいえば、

化学薬品の混触ですとか化学反応による温度上昇というものはほとんど考慮する必要がな

いというところがございますので、考えなくていいということになります。 

○伊藤チーム員 結論としては考慮しなくていいという、そういう結論ですということで

よろしいですか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

すみません、答えがはっきりしなくて。漏らすものをちゃんと考えた上で、その状態を

考えた上で、漏れたものの反応も考慮する必要があるかないかも考えた上で、反応をする

必要があるというものが基本的にないので崩壊熱だけを見ていますというのが答えです。 

○伊藤チーム員 わかりました。 

それと、崩壊熱の観点でもう一つ質問なんですけれども、有機溶媒が漏れた際にスチー
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ムジェットで回収するような流れになっていますけれども、先ほどの維持管理の話にまた

触れますけれども。蒸気系の配管というのは非常に腐食しやすいものだと思いますので、

そういったところを、例えば、スチームジェットを動かそうとしたら、実は配管がき裂し

ていて、そのものが熱を与えるような、そういう事象というのは十分考えられると思うん

ですけれども、そういったところについての検討というのはなされたんでしょうか。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原でございます。 

御指摘の想定につきましては、外的事象を考える際に一応、検討対象としておりまして。

失礼しました。考え方については、内的事象の45ページです。45ページの中にあるとおり

でございまして、材質がそもそもSUSであるという点と通常は使いませんというところか

ら、貫通き裂の発生は想定しがたいということを前提に置いておりますので、そういった

ところは想定していないということになります。 

○田中知委員 どうぞ。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

45ページの話も出たので、あわせてあれなんですけど、まず、ここは、しがたく回収機

能は保持されるというか保持するように設計がされるという、この緑の一点鎖線だと、そ

ういうことにまずなるのかなと。ちょっと何か意味がよくわからない。 

一方で、現実の世界を考えてきちっと検討されたのか。多分、蒸気配管はかなり損傷を

しやすいものであって、通常使わないからといって本当に当日使えるのかという保証がど

こまでできるのかというのが、今の現実の姿を見て、きちっとここまで担保できるのかと

いうことまで検討した上で、今お答えいただいたということでよろしいんですか。 

少なくとも、今、一般蒸気系みたいなものは、相当な腐食が進んでいますし貫通き裂も

あいている、肉厚が相当、0.何mmという首の皮1枚つながっているようなものも発見され

ている中、ここまで言い切れるのかというのをお尋ねしたい。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

今、御指摘の点、当社の常に使っている蒸気系の配管については、何度か面談をさせて

いただきながら、非常に肉厚が減少している配管があるというのもお話をさせていただい

た上で、今、交換の手続をさせていただいているというところでございますが、この漏え

い液の回収以外、それも含めた上で、いろんな設備に対しては当然、機能維持というのが

図られなければいけないと。漏えい液回収系についても、常に何かあったときに漏えい液

が回収できる構造が担保されていること、それは当然ながら配管が健全であることという
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のも含めてでございますけれども、その機能維持の仕方については、今、まさしく、すみ

ません、議論を検討しているところでございまして、我々としては、この機能維持をしっ

かりしなければいけないという認識はございます。 

そういう意味では、いついかなるときでも、これが使えるという状態を維持するという

ことが我々としては担保しなければいけない条件であるという認識はありますので、それ

を前提に書いているということでございます。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

事業指定の変更申請という中では、基本設計方針ないしは基本設計ということで、現実

として、それが担保、確実にできるんであれば、この時点ではお約束で結構だとは思いま

すけど、今後の設工認とか、そういった現実の世界、保安規定でいろいろな保守管理を担

保していくとかという意味では、それも含めてきちっと担保する必要があると思っていま

す。 

ですので、許可の時点できちっとした、今、申請書がちゃんとできている状態ではあり

ませんけど、このあたりもきちっと担保していただくということになるかと思いますけれ

ども、そういう説明であるということでよろしいですね。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

今、御指摘のとおりでございます。 

○田中知委員 あといかがですか。 

 どうぞ。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

先ほど伊藤の質問の中で薬品のほうも検討はされたということを言われたかと思います

が、そのファクトみたいなものが一つも、多分、今のところ確認できていないかと思いま

すので、どういったものが同一セル内にあって、こういったものが漏れるけれど反応熱と

しては反応しないという結論に達したのであれば、そういったところも、どこかのタイミ

ングで示していただかないと聞いただけになってしまいますので、お願いいたします。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃の石原でございます。 

整理をして御説明をさせていただきます。 

○田中知委員 あといかがですか。 

 先に高梨さん。 

○高梨主任技術研究調査官 規制庁、高梨です。 
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今の話に関連してなんですが、薬品との反応については、今、御説明があったかと思う

んですが、一緒に漏れる水溶液自体が、例えば放射性物質とかを持っていて、崩壊熱とい

うものを持っているようなものが漏れるということは、可能性としてはないんでしょうか。

もしあれば、接すると少なからず熱の移動が多分あると思いますので、その辺の考慮とい

うのが少し効いてくるような気がするんですけれども、説明をお願いします。 

○日本原燃（堀口副長） 日本原燃の堀口です。 

水相と有機相のそれぞれ漏れた場合の評価というものは、しておりました。実際にパル

スカラムの機器が壊れた場合には、中に水相と有機相がそれぞれ含まれておりまして、そ

の場合には水相の崩壊熱によって有機相も温められることによって温度の上昇スピードが

上がるということは、計算で確認もしております。 

ただし、現在、外的事象の中で損傷する機器の選定の中で、崩壊熱密度が高いところと

いうのは安全上重要な施設に選定されていて、なおかつ耐震性も高くて、そこに関しては

59ページの①番のところで、有機溶媒を内蔵する貯槽等ということで、「①当該貯槽等は

セルと同等以上の耐震性を有するか？」ということで、ここがYESになりまして、計算は

したんですけれども、ここに関しては実際には重大事故の発生はないということで、水相

と有機相がともに漏えいして実際に過度に温められるようなことは事象としてはないとい

うふうに整理をしてございます。 

○田中知委員 よろしいですか。 

あといかがですか。 

長谷川さん。 

○長谷川チーム員 規制庁の長谷川です。 

今の話にも大分、大きく関連するんですけれども、前回でも水相をきちっとはかる、要

は観測という話をしましたけれども、本件も、多分、温度を的確に把握できれば、そうい

った部分についてきちっと制御ができる、紙の上の話だけではないと思っていますけど。 

外的事象の話が61ページに何かちょろっと書いてあるんですけど、だから、これ内的事

象も含めて、常に溶液、こういった温度を把握できる、いかなる状態であっても温度を常

に把握できるというふうに全体として考えていいのかというところなんですけど。具体的

な、多分システムについては、もう少し、可搬型を用いるならこうする、常設だったら、

今こうなっていて、信頼性がこうだという説明をしていただくことになると思いますけど、

そのあたりはいかがなんでしょうか。 
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○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

御指摘の点については、まずは時間余裕があるという評価はしながらも、やはり、おっ

しゃるとおり、起こったものに対しての状態の確認ができないと、実際問題、自分たちの

プラントで何が起こっているかが把握できないということから考えまして、内的事象も含

めて、当然、はかるということを前提に説明をさせていただくというふうに思ってござい

ます。 

○田中知委員 あといかがですか。 

 どうぞ。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

先ほど59ページで外的事象のところの御説明がありましたけれども、それに関連するこ

とにも当たりますけれども。この59ページの④の中で「設計基準において火災時の環境影

響が小さいことを確認している？」というところ、これも冒頭の質問にも絡むんですけれ

ど、ここも何か設計基準の前提のもとで大丈夫かといったような説明にも見えるんですが

ここは。 

かつ、※2のところで基準地震動によって建屋が損傷しなければというような説明もあ

るんですが、ここの場合ですと、セルと同等の耐震性というと、基準地震動を超えるよう

な地震も考慮した場合にどうなのかといったところを検討する必要があろうかと思うんで

すけれども。④のひし形ですとそういったところが。例えば、ここの場合ですと換気空調

系とかほかの機能を期待している、設計基準の中で期待している部分がもしあったりした

場合に、そういったところが本当に、基準地震動を超える地震動によっても、この前提が

確保された上での判断なのかというところがちょっと説明がないように思えるんですけど、

そこはどうなんでしょうか。 

○日本原燃（有澤プロジェクト部長） 日本原燃の有澤でございます。 

59ページのところで補足3参照ということで紹介させてもらっておりますが、111ページ

のところに補足3を用意をしております。ここで設計基準でどのような評価をしたかとい

うことを示しておりますけれども、ここの111ページの表の△のところで設計基準として

5mSvを下回ることが明らかであるという評価をさせていただいていると。よって、設計基

準事故にする必要がないという選定のものでございます。 

この評価の中身でございますけれども、表の下に書いておりますけれども、セルでの燃

焼有機溶媒中の放射能量と空気中への移行率、それを建屋の除染係数で割ったものという
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ことで放出量として評価をしております。 

この建屋の除染係数、これは10を用いておるんですけれども、その根拠を112ページに

記載をしております。こちらにつきましては、下に記載しておりますIAEAの文献にござい

ますけれども、建屋から放出される浮遊物質の割合については、損傷を受けていないか、

あるいはわずかに損傷を受けた建屋に対する除染係数を10にするということでございます。 

したがいまして、設計基準を超える地震ということで、建屋が健全あるいはわずかに壊

れていてもこの10が使えると。ということで、先ほどの59ページですか、のような評価を

させていただいているということでございます。 

○竹内チーム員 規制庁、竹内です。 

今の御説明で幾つか確認したいんですけれども、111ページのところで「漏えい液受皿

から回収する」というのがあるんですけど、これを回収しなくてもという前提があるとい

うことでしょうか。 

○日本原燃（有澤プロジェクト部長） 日本原燃の有澤でございます。 

はい、評価としては回収しなくてもという評価でございます。 

○竹内チーム員 ここで全量、燃焼したとしてもということになるかということですね。 

あと、112ページで基準地震動による地震力によってというところがあるんですが、基

準地震動を超えるという前提の説明でないと、ここは成り立たないような気がするんです

が、そこはどうなんでしょうか。 

○日本原燃（有澤プロジェクト部長） 日本原燃の有澤でございます。 

申し訳ございません。ここは、基準地震動を超える地震力というのが正確な表現でござ

いました。申し訳ございません。 

○竹内チーム員 そうすると、セルが損傷するぎりぎりの程度の地震力に対しても、こう

いったところの移行率が、除染係数というものが担保できる設計にするということを、こ

こで言っていることになるんでしょうかね。 

○日本原燃（有澤プロジェクト部長） ここで想定しております建屋は分離建屋及び精製

建屋でございますので、そのようなことでございます。 

○竹内チーム員 わかりました。ここの部分は、特に申請書の記載事項でもないというこ

とと、先ほどの59ページの前半といいますか、そういったところ、耐震設計のところを明

確にしていただければと思いますので、それは今後、明確にしてください。 

 例えば、56ページ、これも今まで申し上げているところですけど、先ほどの話ですとパ
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ルスカラムの水相のところも耐震を持たせますというのは、それは別のところで言ってい

るのかもしれませんけれども、そもそも具体的にどこのところをセルと同等に持たせるの

かというのが、今のところ、ほとんど説明もないですし。 

例えば、今、説明を受けているのは、こういった有機溶媒とかを内包しているところだ

けを限定にしていると。当然、その周りの、先ほどありました蒸気系とか、そういったサ

ポート系の機器なんかはどうなのかとか、それは、じゃあ、どこの範囲まで同等の耐震を

持たせるかというところが明確になっていないと、我々も何か、何となく概念論的で聞い

ているようなところがあるので、そういったところをどこかの時点で明確にしていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

○日本原燃（越智副事業部長） 日本原燃の越智でございます。 

これについては従前から宿題として承っておりますが、今、資料をまとめているところ

ですので、近いうちに我々の考え方、どの範囲ということを御説明させていただきたいと

思います。 

○田中知委員 どうぞ。 

○佐藤チーム員 規制庁、佐藤です。 

59ページのフロー図と61ページの表との対応関係について確認させていただければと思

うんですが。59ページのフロー図の③で温度上昇を想定していないものと想定するものの

分類分けをしていると思いますが、評価結果が61ページの表に示されていて、表の上段が

温度上昇を想定しないものの評価結果で、下段が温度上昇を想定した上での評価結果だと

思います。 

表の下段のフロー図で温度上昇を想定していないものは、比較的、時間的余裕がないも

のだと思うんですけれども、表の下段の温度上昇を想定したものと表の上段の温度上昇を

想定していないものの引火点までの到達する日数が同じ1000日というのはなぜなのかとい

うのを、ちょっと確認させていただければと思います。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原でございます。 

59ページのフローの中での御指摘のあった点は、③のところの評価といいますか、とい

うことだと思うんですけれども、61ページで引火点に到達するまでの日数ということで

1000日超と記載させていただいておりますが、こちらの数値に関しましては、59ページの

②の評価で引火点に到達するまでの時間を評価しておりますので、その結果という意味で

記載しておりまして、誤解を与えてしまうような表記になっていたかと思います。 
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ですので、1000日となっておりますのは、②の評価の結果として1000日という意味でご

ざいまして、③の結果、温度上昇が想定されて、じゃあ、それの結果として何日ですかと

いうところを示したものではございません。すみません。記載が適切でなかったところは、

お詫びいたします。 

○田中知委員 はい。 

○田尻チーム員 規制庁の田尻です。 

今のやつは、全体として、そもそもでかい中でどれぐらいかという話を多分されている

んだとは思うんですけど、要は、③番のところで温度上昇が想定されるかというところで

YESというふうに記載されているかと思うんですが、要は、温度上昇を想定されているの

は、どの範囲で、どれぐらいの温度上昇を想定されるとか、そういった条件とかが書かれ

ていない状況の中で、61ページだけ見せられると、要は、マル3番のところでYESにしても

NOにしても1000日ぐらいなんですよというふうに言われると、温度上昇というのは、どこ

まで何を考慮したとかという、そういったことがわからないので、そういった前提条件を

教えてくださいという趣旨が一番メインだと思いますので、今後、そういったところを示

していただければと思います。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原です。 

ちょっと回答が適切でなかったところがあると思いますが、③における温度上昇の想定

に関しましては、同じセル内にあります蒸気配管ですとか温水配管が破損して蒸気あるい

は温水が漏えいすることによって溶媒の温度が上がるという事象を想定しています。ただ

し、どれぐらいのスピードでどれぐらいの温度まで上がるかというところは評価せずに、

そういった配管があるセルと同じセルにあります貯槽等については、時間余裕が小さいと

いうことで判断をするということとしておりますので、結果として、③の評価の結果、何

日ぐらいで何度ぐらいまで上がるというところは細かく評価はしていないというところに

なります。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

簡単に言うと、61ページの下の段の1000日超というのは基本的に関係ない情報で、あく

まで、ここで重要なのは影響度が小さいか、でかいかというところだけなので、要は、影

響度が小さいから、その時点で対応に関しては速やかにとらないというふうにしているか

ら、1000日超だろうが、これが100日だろうが10日だろうが、あまり関係ありませんよと

いうことでいいですかね。 
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○日本原燃（有澤プロジェクト部長） 日本原燃の有澤でございます。 

おっしゃるとおりでございます。誤解を招く記載でしたので、申し訳ございませんでし

た。 

○田尻チーム員 一応、見ばえだけのような気はするんですけど、どうしても同じ日付を、

要は、フロー図の次の段階に進んでも同じ日付で書かれてしまうと、何か意味があるのか

ないのか、よくわからなくなってしまうので。必要な情報を、別に重要なところに線を引

いていただいても、そういうので全然構わないとは思うんですけど、どこを説明したいの

かというところだけはっきりしていただければと思います。よろしくお願いします。 

○田中知委員 あといかがですか。 

○伊藤チーム員 規制庁、伊藤です。 

内的事象のところが例になるかと思うんですけれども、65ページ、66ページ、67ページ

で対処の概要というのがイメージで載っているんですけれども、これ流れを見る限りにお

いては、原燃の基本的な考え方である放射性物質を閉じ込めておくと、建屋内に閉じ込め

ておくという、そこのところの説明がちょっとこの中では見えないように感じるんですけ

れども。これは基本的には外に出さないような、一応、考え方で基本はやっているという

ことでよろしいですかね。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原でございます。 

対策につきましてはイメージ図のとおりでございますけれども、火災という事象ですの

で、当然、火災がついた……。 

○日本原燃（有澤プロジェクト部長） 日本原燃の有澤でございます。 

65ページにつきましては、発生防止対策のイメージということでまとめさせていただい

ております。66ページについては拡大防止対策ということでまとめさせていただいており

ますので、そういう意味で、65ページについては重大事故であるセル内有機溶媒火災を発

生させないための対策をまとめさせていただき、そして66ページでは発生防止が機能しな

いときに火災又は爆発を収束させるための設備ということで、一応、規則に基づいた対策

を紹介させていただいております。 

先ほど申されました放出防止というところにつきましては、67ページのほうにまとめさ

せていただいておりまして、基本的には閉じ込めるということでございますけれども、内

圧上昇等、考えられる場合には、グローブボックス・セル排風機が使えない場合も可搬型

ダクト等で建屋排風機を用いてフィルタで除去しながら放出をすると、こういうことで異
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常な水準の放出防止を図るというものでございます。 

○伊藤チーム員 今、説明の中でありましたけれども、有機溶媒の火災とかになると結構

圧力が上がったりするようなケースというのがあるかと思うんですけれども、そういった

際に、直接的にここから出すのではなく、例えば、別なセルに移送して、できるだけ外に

出さないような措置をとるようなことというのは検討されているんですか。 

○日本原燃（有澤プロジェクト部長） 火災時、セル内火災の圧力上昇については、設計

基準では評価をしておるんですけれども、閉じ込めという観点で言うと、基本的にはセル

内で十分閉じ込められるかなというふうに考えておりますので、同一セルのセル換気系か

ら排気をすると。ただし、グローブボックス・セル排風機、動的機器が機能しないときを

考慮して、可搬型ダクトで建屋排風機のほうで排出をするラインも用意するということで

考えております。 

○伊藤チーム員 この辺の建屋換気系――建屋換気系はそのままですね、可搬型ダクトに

ついては、どういったタイミングで、これは設置されるんでしょうか。 

○日本原燃（堀口副長） 日本原燃の堀口でございます。 

68ページのフローの中で、発生防止で二点鎖線で囲んでいる前の部分のところで、まず

漏えい液の回収が失敗した時点で現場に急行しまして、可搬型ダクトのつなぎ込みの準備

をいたします。そして、グローブボックス・セル排風機が使えないというふうなことが確

認された時点で、可搬型ダクトをグローブボックス・セル排風機のセルからの排気系統と

建屋の――建屋換気系というふうに略しますけど、汚染のおそれのある区域からの排気を

つなぎ込んで、それで異常な水準の放出防止対策をとる予定でございます。 

○伊藤チーム員 流れ的には、ここ、書いてありますけれども、どういった形で判断され

て時系列的にどういうふうに流れていくのかというのは、ちょっと、また別途説明してい

ただければというふうに思います。 

○田尻チーム員 規制庁、田尻です。 

補足して1点、さらにお聞きしていいですか。伊藤の一番の趣旨としては、例えば、水

素爆発とか蒸発乾固とか、ほかのものであれば、要は、別のセル内に閉じ込めておいて、

ある程度減衰を図ってから外に出すんですよというのを基本方針にされていたかと思うん

ですけど、火災に関しては、要は、別のセルに持っていかなくても、その場から出ていか

ないというふうに評価をされているから大丈夫というものなのか、それとも、そういうと

ころに持っていってしまうとガスが充満してしまって逆に危ないんで、そういうのをしな
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いというふうに検討されてやられたのかとか。 

要は、ほかのところであるならば、1回セルに移動して、別に壁に固着させるのか減衰

させるのかというのはいろいろあるかとは思うんですけど、そういった対策をほかに検討

されていたような気がしたので、そういったものはこういうところではやらないのかとい

うのが多分一番の趣旨だとは思うんで、ちょっと、その点だけ確認させてください。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原です。 

対策を検討する段階で、当然、水素、蒸発乾固と同じように、臨界なんかも、どこかの

セルに一つに抑え込んで建屋から出さないことができるのでという検討もしていますので、

同じような検討は当然した上でこの過程に至っていますので、有効性評価の中では、当然、

それも含めた上で説明をさせていただき、先ほど御指摘があった順番をどう判断するのか

ということ。 

あと基本方針で、もともと重大事故については、まず建屋に閉じ込める。その上で状況

を見て内圧上昇なり二次リスクが発生するようであれば外に出す、ただ、それも管理され

た状態でしっかり健全性を確認したフィルタを通してやるということが原理・原則でござ

いますので、その原理・原則にのっとった形になっているということも含めて説明をする

責任があると認識していますので、そこは有効性評価の中で説明させていただきます。 

○田中知委員 あとよろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○塩川チーム員 規制庁、塩川です。 

今、セル内火災のほうの拡大防止対策の点でいろいろ質問させていただいたんですけれ

ども、今度、発生防止対策のほうで69ページにあります窒素圧縮空気の供給ということで、

窒素が消火のためにセルの中に供給されて対策を打つということだと思うんですけれども、

これが確実に打てている状況というのは、どのように確認するのでしょうか。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原でございます。 

69ページにおきまして上の点線の囲った部分の二つ目のポツの中で記載をしております

が、窒素濃縮空気がプルトニウム精製塔セルに供給されていることの確認につきましては、

窒素濃縮空気の流量、下の図でいいますと点線でFと書いたものが窒素濃縮空気供給装置

の上側にございますが、この流量計をもって精製塔セルに窒素濃縮空気が供給されている

ことを確認するということを今は考えております。 

○塩川チーム員 規制庁、塩川です。 
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流量、入れる流量だけでなく、例えば、中できちんと窒素雰囲気というか、置換されて

いるというのは、どういうふうに確認するんですかという質問です。 

○日本原燃（鳥原精製課長） 日本原燃の鳥原でございます。 

セルの容積は既にわかっておりますので、窒素濃縮空気の供給の時間と流量から、どれ

ぐらいの窒素がセル内に入ったかということを評価いたしまして、計算でセル内の窒素濃

度、酸素濃度は評価するということを考えております。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

水素も含め各種、今まで御説明をしていますけれども、基本的には、今、鳥原が説明し

たことが前提になっています。ただ、今までも宿題をいただいていまして、その対策が有

効であることの確認の手段については、実質的に最善を尽くすべきことができているのか

どうかというところについては、我々も整理をした上で再度説明させていただく必要があ

るという認識がございます。 

そういう意味で、一応、すみません、1ページ、2ページで今回の御説明範囲と議論をさ

せていただく範囲というのは、3.の対策のセット数云々の、項目は一応あれなんですけど、

今、まさしく御質問いただいている範囲というのは有効性評価で御説明をする範囲かなと

も思ってございますので、そこはしっかりその場で説明をさせていただけるように、検討

してきた内容をまとめて御説明をさせていただきたいと思います。 

○塩川チーム員 規制庁、塩川です。 

では、例えば酸素濃度を監視するとか、そういったものも含めて、有効性評価の中でい

ろいろな機器とか機器の信頼性とかも含めて御説明していただくということでよろしいで

しょうか。 

○日本原燃（石原課長） 日本原燃、石原でございます。 

有効性評価で一番大事だと認識しているのは、何をもって事故を検知するのかというの

と、何をもって事故後、対策をとって、その対策が有効に働いて事故が収束しているとい

う判断をするのかというのが非常に重要だと思ってございます。その点の判断の考え方、

手段、判断基準というのは、当然ながら有効性評価の中で御説明をさせていただくという

ことが必要だと思ってございます。 

○田中知委員 あとよろしいですか。 

 はい、じゃあ。 

○大村チーム長代理 審議官の大村です。 
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一、二点。51ページで対象物質の絞り込みですね、評価をして選定をしているわけです

けれども、これが対象施設をどこにどういうふうにするのかという入り口論で非常に重要

な部分だというふうに思っています。幾つか議論があって、潤滑油やグリスの話もありま

したし、あとTBP等の錯体、これは急激な反応なんで非常に重要だということで、これら

の点については設計基準との関係もあるので、もう少し整理をするというお話だったと思

います。 

重要なところはそれで議論はされていると思うんですが、それ以外の物質もいろいろあ

り、それで検討結果として物理・化学的に火災又は爆発しないという説明が後の資料でも

いろいろあり、ここで対象外と、こうなってはいるのですが、ただ、重大事故については、

至るおそれがある、要するに設計基準で何かそれを超えるような事象があり得る、それか

ら、仮に起こった場合、これは前段否定ということで、仮に起こった場合に、どういう対

処があるかということを求めているということですので、あり得ないということまで何で

もかんでもやれよという趣旨ではもちろんないわけですけど、やっぱり設計基準との関係

は非常に重要ですので、それとどういう関係で対象外だったら対象外にするのかというと

ころは、もう少し丁寧な説明が要るのかなと。特に入り口の議論のところですので、これ

ではねると全くもう対処ができないということになりますから、そこのところは、もう少

しよく検討いただきたいなというのが、まず1点。 

それから、あと、これもちょっと細かな話かもしれませんが、42ページにセル内の火災

の話があって、冒頭に「火災は、機器内火災と機器からの漏えいに伴うセル内の火災に分

けられる」とこうなって、その後、その下に機器内火災については、これは着火源を排除

する設計だということで、それ以降、機器内の火災のことについては述べられていないの

で、ここで、もう機器内の火災は全て終了という整理をしているように見えます。 

確かに、機器内で火災が起こって、それが重大な影響を及ぼすかというと、若干想定し

づらいところがほとんどではないかとは思うものの、系統は全部つながっているので、何

かあった場合は弱いところでいろんな影響が出るという可能性。それから、あと、水素な

んかは実は着火源がよくわからなくて爆発した例というのも実はあって、これは水素の火

災とか爆発のところで処理する話かもしれませんけど。着火源がないからといって全て切

っていいのかどうか、このあたりは何か少しちょっと乱暴な気もしないでもないというこ

となので。 

特に、接地をしているということで、接地、これがうまくいっていなかった場合、どう
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かとか、いろんなことがありますから、ちょっと、このあたり、もう少し、この1、2行だ

けで……でなくて、少し丁寧に説明をいただければなというふうに思っています。 

以上です。 

○日本原燃（越智副事業部長） 日本原燃の越智でございます。 

今、いただいたことにつきましては、もう少し丁寧に資料等で御説明させていただくよ

うにいたします。 

○田中知委員 あとよろしいですか。 

では、私のほうから1個、2個。今、今日の議論もあったところでもあり、また、今、大

村さんのほうからも話があったのと若干重複いたしますけれども、本日、有機溶媒等によ

る火災、爆発についての議論があったところですが、TBP等の錯体の急激な分解反応によ

る重大事故が発生した場合の拡大防止とか影響緩和策については、今後、説明が必要かと

考えます。 

また、再処理施設の設計段階において、有機溶媒火災等に対して一定の対策が行われて

いるということで重大事故の発生を除外するというふうな説明もあったかと思いますが、

法令でいうところの設計上定める条件より厳しい条件といったものを考慮したとしても重

大事故に至らないということの説明がやや不足しているのかなと考えました。今後、その

ような点も整理して説明をお願いしたいかと思います。 

それから、冒頭でも伝えましたが、個別の重大事故については本日で一通り説明を受け、

あとは個別の重大事故以外の放射性物質の漏えいによる重大事故が残っている状況ではあ

りますが、いずれの事故においても、まだ入り口の段階であって、それぞれが単独で発生

した場合の範囲内にとどまっているものもありまして、重大事故の重畳など、まだ論点が

残っているかと思いますので、その辺についても十分検討の上、説明いただけたらと思い

ます。 

それから、また、はじめに石原さんのほうからございましたが、お願いしています放射

性物質量の運用上の制限をというようなことについて、審査会合で指摘した内容に対する

回答についても御説明がありませんので、これらのほうも忘れずにお願いしたいと思いま

す。 

ほか、ないうようでしたら、本日の審査については以上かと思いますが、何かございま

すか。 

規制庁のほうから今後の予定等についてありましたらお願いします。 
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○片岡チーム長補佐 規制庁の片岡です。 

今後の予定ですけれども、ヒアリングの状況を踏まえた上で次回会合を開催したいと思

います。 

それから、これまでの審査会合におきまして、個別の重大事故対策について概ね一通り

の説明がありましたので、今後、重大事故対象施設等の位置、構造及び設備に関しまして

現地調査を行いたいというふうに考えております。これから事務局のほうで調査日程や調

査内容を調整していきたいと思いますので、日本原燃におかれては対応方、よろしくお願

いします。 

以上です。 

○田中知委員 よろしいでしょうか。 

それでは、これをもちまして本日の審査会合は終了いたします。どうもありがとうござ

いました。 


